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第１章 計画の目的及び構成 

 

第１節 計画の目的 

 

 

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第４０条の規定に基づき、千葉県防災会議が策定するこの

計画は、昭和３８年の策定以来、これまで幾度にわたる修正を行ってきた。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、マグニチュード９．０という過去最大の地震で  

あり、未曽有の災害をもたらした。 

本県でも、津波や液状化などにより大きな被害を受けたところである。 

このような大規模災害の教訓等を礎とするとともに、近年の防災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ、

県域に係る災害対策を実施する際の、県、市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定    

地方公共機関、公共的団体が処理すべき事務又は業務の大綱を定めるものである。 

さらに、県民や事業所等の役割を明らかにし、地震津波災害、風水害、放射性物質事故や大規模火災、

航空機・鉄道などの公共交通等の事故災害などの各種大規模事故災害の各段階に応じた災害予防、災害

応急対策及び災害復旧について必要な対策の基本についても定めるとともに、これらの対策の総合的か

つ計画的な推進を図ることにより、それぞれの主体が連携し、全機能を発揮して県民の生命、身体及び

財産を災害から守ることを目的とする。 

 

＜資料編１－１ 千葉県防災会議条例＞ 

＜資料編１－２ 千葉県防災会議運営要領＞ 

＜資料編１－３ 千葉県防災会議の権限に属する事項のうち会長が処理できる事項について＞ 

＜資料編１－４ 千葉県防災会議幹事会運営要領＞ 

＜資料編１－５ 千葉県防災会議対策部会運営要領＞ 
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第２節 計画の構成 

 

 この計画は、現実の災害に対する対応に即したものとなるよう、災害の種類ごとに計画を作成して  

おり、 

 第１編 総 則 

 第２編 地震・津波編 

 （地震・津波編附編 東海地震に係る周辺地域としての対応計画） 

 第３編 風水害等編 

 第４編 放射性物質事故編 

 第５編 大規模火災等編 

 第６編 公共交通等事故編 

の６編をもって構成している。 

 

第１編総則は、計画全般にわたる理念・基本方針を示すとともに、災害種別ごとの総則で示されて  

いた事項を共通事項として整理するため、平成２４年修正において新設したものである。 

第２編地震・津波編は、地震や津波による被害を軽減し、県民の生命、身体及び財産を守ることを   

目的とし、平時からの災害予防対策、発災時における災害応急対策及びその後の復旧対策の基本に   

ついてまとめたものである。平成２３年３月に発生した東日本大震災では、本県においても津波による

大きな被害が発生したことから、津波対策の充実を期するため、平成２４年修正において従来の震災編

を改称したものである。 

第２編地震・津波編の附編として定めている東海地震に係る周辺地域としての対応計画は、大規模  

地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）に基づいて指定された地震防災対策強化地域の周辺地域

に位置する本県として、東海地震に係る警戒宣言が発令された場合における社会的混乱の発生の防止等

を目的としてまとめたものである。 

第３編風水害等編は、集中豪雨や台風、竜巻などに起因する風水害等による被害を軽減し、県民の  

生命、身体及び財産を守ることを目的とし、平時からの災害予防対策、発災時における災害応急対策  

及びその後の復旧対策の基本についてまとめたものである。 

第４編から第６編までの各編については、放射性物質事故対策計画の見直しに併せ、従来の大規模事

故編に規定していた各種大規模事故災害への対策を種別ごとに３編に分類し、放射性物質事故、大規模

火災等（大規模火災、林野火災、危険物等災害、油等海上流出災害）、公共交通等事故（海上事故、航空

機事故、鉄道事故、道路事故）など大規模な事故災害に特有な予防対策や応急対策について定めたもの

である。この計画に定めのないものについては、第３編風水害等編の規定に準ずるものとする。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

 

 

第１節 減災を重視した防災対策の方向性 

 

 

本県では、これまでに様々な地震津波災害や風水害等を経験し、その都度、防災対策を強化してきた。 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることを認識し、災害時の被害を最小化する「減災」の  

考え方を防災対策の基本とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的

被害ができるだけ少なくなるよう、様々な対策を組み合わせて災害に備えていくものとする。 

 

 

第２節 地域防災力の向上 

 

 

大規模な災害においては、発災直後の県民一人ひとりの自覚や行動が生死を分ける結果になり得る。 

平時から正しい知識を持ち、自らが考え、行動することの重要性を再認識し、「自らの命は自ら守る」

とする自助の取組みの強化を図る。そのため、家庭や地域等と連携し、幼少期からの防災教育の充実に

努め、また、県民は、災害教訓を伝承し、防災意識の向上に努める。 

また、過去の大規模災害から、地域のつながりが重要であることが明らかとなっている。 

阪神・淡路大震災では、建物の倒壊などにより生き埋めになった被災者を地域の人達が救助するなど、

救命に大きな成果をあげているほか、東日本大震災でも、避難生活に地域のつながり、力が大きく貢献

しているところである。都市化や核家族化の進展などの社会構造の変化により、地域コミュニティの  

弱体化が叫ばれ始めているが、「自分たちの地域は地域のみんなで守る」といった共助の考え方の重要性

を再認識し、自主防災組織の機能強化や、県が認定した災害対策コーディネーターの養成講座を開催し、

共助の中核となる人材を育成するなどの取組みの強化に努める。 

さらに、民間団体等と県・市町村との連携の取組みも重要となっている。阪神・淡路大震災以降、   

行政機関と民間団体・企業との協定締結による連携強化が進んできており、本県でも、生活協同組合  

連合会との物資の確保やボランティア活動支援に関する協定や、コンビニエンスストアチェーンとの 

物資供給に関する協定など、様々な分野での連携が進んでいる。最近では、市町村が建築士や土地家屋

調査士の団体との間で、家屋の被害認定等に関する協定を締結するなどの動きも見えている。 

これらの連携の輪をひろげていくことにより、社会の一員でもある民間団体等の力を最大限発揮する 

ための取組みを進めていく。 

このような取組みの強化と併せ、県や市町村をはじめとする防災関係機関においても、県民の安全・  

安心を守るためにとり得る手段を尽くし、地震・津波や風水害などの様々な災害において、また、予防、

応急対策、復旧のそれぞれの段階において、自助・共助・公助が一体となって、県内全域の防災力の   

向上を図っていく。 

さらに県は、この考え方に基づき、県民や事業者、県・市町村などの役割や取組み事項を明らかに   

することにより防災意識の高揚を図り、県内全域の防災力の向上を目指す、（仮称）防災基本条例を制定

する。 
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第３節 災害時要援護者及び男女共同参画の視点 

 

高齢者（特に、ひとり暮らし、ねたきり、認知症の高齢者等）、視覚障害者、聴覚・言語障害者、肢体

不自由者、内臓機能障害などの内部障害者、知的障害者、発達障害者、精神障害者、難病患者等、     

乳幼児、妊産婦、外国人などの災害時要援護者は、それぞれの特性により、情報の支障、危険回避行動

における支障、移動行動における支障、生活又は適応における支障など、避難行動や避難生活に関して

様々な支障をかかえており、災害による被害を多く受ける傾向にある。 

平成２３年版防災白書によると、東日本大震災では、津波による被害が特に大きかったことから、  

東北３県の死亡者のうち、９割以上の方が溺死とされているが、その年齢構成をみると、６０歳以上の

方が約６５％を占めており、地域の年齢別人口構成比を大きく上回り、高齢者が犠牲となる割合が高か

ったことが明らかになっている。 

本県でも、高齢化の進展や、障害のある人が年々増加している状況から、今後さらなる対策の充実が

求められているところであり、地域と一体となった対策の強化に努めるとともに、大規模災害に際して

の予防、応急対策、復旧のそれぞれの段階において、災害時要援護者の視点に立った対策を講じるもの

とする。 

また、東日本大震災では、避難所生活における更衣室の設置や女性に必要な物資の配布をはじめとし、

様々な場面における女性への配慮の必要性が改めて認識されたところである。被災時における男女のニ

ーズの違い等、男女双方の視点に配慮した災害対策を進めるため、防災に関する政策・方針決定過程  

及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立を図る

ものとする。 

 

 

第４節 計画に基づく施策の推進及び見直し 

 

本計画は、県域の防災対策の総合的運営を図るための基本計画であり、本計画に基づく施策の効果的

推進に努めるとともに、国の防災基本計画の見直しの都度、また、同見直しにとどまらず、定期的に   

点検・検証を行い、実効性のある計画とするための所要の見直しを随時行っていくこととする。 
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第３章 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

 

 千葉県の地域に係る災害対策を実施するにあたり、県、市町村のほか防災関係機関及び防災上重要な

施設の管理者、県民、事業者等の主な事務、業務を次のとおり明記し、災害を防止するとともに被害の

軽減を図る。 

 

【県】 

１ 千葉県防災会議及び県災害対策本部に関すること 

２ 防災に関する施設及び組織の整備並びに訓練に関すること 

３ 災害時における災害に関する被害の調査報告、情報の収集及び広報に関すること 

４ 災害の防除と拡大の防止に関すること 

５ 災害時における防疫その他保健衛生に関すること 

６ 災害応急対策用資材及び災害復旧資材の確保と物価の安定に関すること 

７ 被災産業に対する融資等の対策に関すること 

８ 被災県営施設の応急対策に関すること 

９ 災害時における文教対策に関すること 

10 災害時における社会秩序の維持に関すること 

11 災害対策要員の動員、雇上げに関すること 

12 災害時における交通、輸送の確保に関すること 

13 被災施設の復旧に関すること 

14 市町村が処理する事務及び事業の指導、指示及びあっせん等に関すること 

15 災害対策に関する自衛隊への派遣要請、国への派遣要請及び隣接都県市間の相互応援協力に  

関すること 

16 災害救助法に基づく被災者の救助、保護に関すること 

17 被災者の生活再建支援に関すること 

18 市町村が実施する災害応急対策の補助及び市町村間の総合調整に関すること 

 

【市 町 村】 

１ 市町村防災会議及び市町村災害対策本部に関すること 

２ 防災に関する施設及び組織の整備並びに訓練に関すること 

３ 災害時における災害に関する被害の調査報告、情報の収集及び広報に関すること 

４ 災害の防除と拡大の防止に関すること 

５ 救助、防疫等り災者の保護及び保健衛生に関すること 

６ 災害応急対策用資材及び災害復旧資材の確保と物価の安定に関すること 

７ 被災産業に対する融資等の対策に関すること 

８ 被災市町村営施設の応急対策に関すること 

９ 災害時における文教対策に関すること 

10 災害対策要員の動員、雇上げに関すること 

11 災害時における交通、輸送の確保に関すること 

12 被災施設の復旧に関すること 

13 管内の関係団体が実施する災害応急対策の調整に関すること 

14 被災者の生活再建支援に関すること 
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【指定地方行政機関】 

（関東管区警察局） 

１ 管区内各県警察の災害警備活動の指導及び調整に関すること 

２ 管区内各県警察の相互援助の調整に関すること 

３ 他管区警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との連携に関すること 

４ 警察通信の確保及び警察通信統制に関すること 

５ 津波警報の伝達に関すること 

 

（関東財務局千葉財務事務所） 

１ 立会関係 

主務省が行う災害復旧事業費の査定の立会に関すること 

２ 融資関係 

（１）災害つなぎ資金の貸付（短期）に関すること 

（２）災害復旧事業費の融資（長期）に関すること 

３ 国有財産関係 

（１）地方公共団体が防災上必要な通信施設等の応急措置の用に供する場合における普通財産の無償

貸付に関すること 

（２）地方公共団体が災害による著しい被害を受けた小・中学校等の施設の用に供する場合における

普通財産の無償貸付に関すること 

（３）地方公共団体が水防、消防その他の防災に関する施設の用に供する場合における普通財産の  

減額譲渡又は貸付に関すること 

（４）災害の防除又は復旧を行おうとする事業者に対する普通財産の売払又は貸付に関すること 

（５）県が急傾斜地崩壊防止施設の用に供する場合における普通財産の無償貸付又は譲与に関する 

こと 

（６）県又は市町村が防災のための集団移転促進事業の用に供する場合における普通財産の譲与等に

関すること 

４ 民間金融機関等に対する指示、要請関係 

（１）災害関係の融資に関すること 

（２）預貯金の払い戻し及び中途解約に関すること 

（３）手形交換、休日営業等に関すること 

（４）保険金の支払及び保険料の払込猶予に関すること 

（５）営業停止等における対応に関すること 

 

（関東信越厚生局） 

１ 管内の災害状況の情報収集及び通報に関すること 

２ 関係職員の派遣に関すること 

３ 関係機関との連絡調整に関すること 

 

（関東農政局） 

１ 災害予防対策 

（１）ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は指導に関すること 

（２）農地、農業用施設等を防護するため、防災ダム、ため池、湖岸、堤防、土砂崩壊防止、農業用

河川工作物、たん水防除、農地侵食防止等の施設の整備に関すること 

２ 応急対策 

（１）農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること 

（２）災害時における種もみ、その他営農資材の確保に関すること 

（３）災害時における生鮮食料品等の供給に関すること 
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（４）災害時における農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関すること 

（５）土地改良機械及び技術者等を把握し、緊急貸出し及び動員に関すること 

３ 復旧対策 

（１）災害発生後はできる限り速やかに査定を実施し、農地の保全に係る海岸施設及び農地、農業用

施設等について特に必要がある場合の緊急査定の実施に関すること 

（２）災害による被災農林漁業等に対する資金の融通に関すること 

４ そ の 他 

（１）農業関係被害状況の情報収集及び報告に関すること 

（２）災害時の政府所有米穀の供給に関すること（農林水産省生産局） 

 

（関東森林管理局） 

１ 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成に関すること 

２ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 

 

（関東経済産業局） 

１ 生活必需品、復旧資材など防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること 

２ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること 

３ 被災中小企業の振興に関すること 

 

（関東東北産業保安監督部） 

１ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物等の保安の確保に関すること 

２ 鉱山に関する災害の防止及び災害時の応急対策に関すること 

 

（関東運輸局） 

１ 災害時における自動車輸送業者に対する運送の協力要請に関すること 

２ 災害時における被害者、災害必要物資等の輸送調整に関すること 

３ 災害による不通区間における迂回輸送等の指導に関すること 

４ 災害時における応急海上輸送に関すること 

５ 応急海上運送用船舶の緊急修理に関すること 

 

（関東地方整備局） 

１ 災害予防  

（１）防災上必要な教育及び訓練等に関すること 

（２）通信施設等の整備に関すること 

（３）公共施設等の整備に関すること 

（４）災害危険区域等の関係機関への通知に関すること 

（５）官庁施設の災害予防措置に関すること 

（６）大規模地震対策の港湾施設整備による緊急輸送体系の確立に関すること 

（７）豪雪害の予防に関すること 

２ 災害応急対策 

（１）災害に関する情報の収集、災害対策の助言・協力及び予警報の伝達等に関すること 

（２）水防活動、避難誘導活動等への支援に関すること 

（３）建設機械の現況及び技術者の現況の把握に関すること 

（４）災害時における復旧資材の確保に関すること 

（５）災害発生が予測されるとき又は災害時における応急工事等に関すること 

（６）災害時のための応急復旧資機材の備蓄に関すること 

（７）海洋汚染の拡散防止及び防除に関すること 
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（８）災害時相互協力に関する申合せに基づく適切な緊急対応の実施に関すること 

３ 災害復旧 

  災害発生後、できる限り速やかに現況調査を実施し、被災施設の重要度、被災状況を勘案のうえ、

二次災害の防止に努めるとともに、迅速かつ適切な復旧を図るものとする。 

 

（成田空港事務所） 

１ 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するための必要な措置に関すること 

２ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

３ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること 

 

（第三管区海上保安本部） 

１ 海上災害の発生及び拡大の防止に関すること 

２ 船舶交通の安全、危険を防止し又は混雑を緩和するための船舶交通制限に関すること 

３ 海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関すること 

４ 海難救助及び天災事変その他救済を必要とする場合における救助に関すること 

 

（東京管区気象台） 

１ 気象、地象、水象に伴う災害に対する気象資料の提供に関すること 

２ 気象、地象（地震にあっては、地震動に限る）及び水象の予報並びに警報等の発表・通報に関す

ること 

３ 災害発生時における気象観測資料の提供に関すること 

 

（関東総合通信局） 

１ 電波及び有線電気通信の監理に関すること 

２ 防災及び災害対策用無線局の開設、整備についての指導に関すること 

３ 災害時における非常通信の確保に関すること 

４ 非常通信訓練の計画及びその実施についての指導に関すること 

５ 関東地方非常通信協議会の運営に関すること 

６ 災害対策用無線機、災害対策用移動電源車の貸出しに関すること 

 

（千葉労働局） 

１ 工場、事業所における労働災害の防止に関すること 

２ 労働力の確保及び被災者の生活確保に関すること 

 

【自 衛 隊】 

１ 災害派遣の準備 

（１）防災関係資料の基礎調査に関すること 

（２）自衛隊災害派遣計画の作成に関すること 

（３）防災資材の整備及び点検に関すること 

（４）千葉県地域防災計画及び自衛隊災害派遣計画に合致した各種防災訓練の実施に関すること 

２ 災害派遣の実施 

（１）人命又は財産の保護のため緊急に行う必要のある即時応急救援活動、民生支援及び復旧支援に

関すること 

（２）災害派遣時の救援活動における防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関すること 
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【指定公共機関】 

（東日本電信電話（株）、（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ） 

１ 電気通信施設の整備に関すること 

２ 災害時における緊急通話の取扱いに関すること 

３ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

（日本赤十字社千葉県支部） 

１ 災害時における救護班の編成並びに医療及び助産等の救護の実施に関すること 

２ 災害救助の協力奉仕団の連絡調整に関すること 

３ 義援金の募集及び配分に関すること 

 

（日本放送協会） 

１ 県民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

２ 県民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

３ 社会事業団体等による義援金品の募集及び配分に関すること 

４ 被災者の受信対策に関すること 

 

（東日本高速道路（株）） 

１ 東日本高速道路の保全に関すること 

２ 東日本高速道路の災害復旧に関すること 

３ 災害時における緊急交通路の確保に関すること 

 

（首都高速道路（株）） 

１ 首都高速道路の保全に関すること 

２ 首都高速道路の災害復旧に関すること 

３ 災害時における緊急交通路の確保に関すること 

 

（独立行政法人水資源機構） 

 １ 水資源開発施設（導水路を含む）の新築（水資源機構移行時に着手済みの事業等に限る。）又は  

改築及び維持管理に関すること 

２ 水資源開発施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

（成田国際空港（株）） 

１ 災害時における空港の運用に関すること 

２ 空港施設及び航空機災害に対する防災対策に関すること 

３ 帰宅困難者対策に関すること 

 

（東日本旅客鉄道（株）） 

１ 鉄道施設の保全に関すること 

２ 災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

３ 帰宅困難者対策に関すること 

 

（日本貨物鉄道（株）） 

 災害時における鉄道車両等による救助物資輸送の協力に関すること 
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（東京ガス（株）） 

１ ガス供給施設（製造設備等を含む）の建設及び安全確保に関すること 

２ ガスの供給に関すること 

 

（日本通運（株）千葉支店） 

 災害時における貨物自動車（トラック）による救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

 

（東京電力（株）） 

１ 災害時における電力供給に関すること 

２ 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること 

 

（ＫＤＤＩ（株）） 

１ 電気通信施設の整備に関すること 

２ 災害時等における通信サービスの提供に関すること 

３ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

（郵便事業（株）） 

１ 災害時における郵便事業運営の確保 

２ 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

（１）被災者に対する郵便葉書等の無償交付に関すること 

（２）被災者が差し出す郵便物の料金免除に関すること 

（３）被災地あて救助用郵便物の料金免除に関すること 

（４）被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄附金の配分に関すること 

（５）被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料金免除に関すること 

 

（郵便局（株）） 

 災害時における郵便局窓口業務の維持に関すること 

  

【指定地方公共機関】 

（千葉県手賀沼土地改良区、両総土地改良区及び印旛沼土地改良区） 

１ 防災ため池等の施設の整備と管理に関すること 

２ 農地及び農業用施設の被害調査と災害復旧に関すること 

３ たん水の防排除施設の整備と活動に関すること 

 

（印旛利根川水防事務組合及び千葉県長沼水害予防組合） 

１ 水防施設資材の整備に関すること 

２ 水防計画の樹立と水防訓練に関すること 

３ 水防活動に関すること 

 

京葉瓦斯（株）、大多喜ガス（株）、千葉ガス（株）、房州瓦斯（株）、京和ガス（株）、銚子瓦斯（株）、

野田ガス（株）、角栄ガス（株）、東日本ガス（株）、総武ガス（株）、日本瓦斯（株）、（社）千葉県

エルピーガス協会 

 ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策に関すること 
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京成電鉄（株）、新京成電鉄（株）、東武鉄道（株）、小湊鉄道（株）、東京地下鉄（株）、京葉臨海鉄

道（株）、北総鉄道（株）、流鉄（株）、銚子電気鉄道（株）、いすみ鉄道（株）、千葉都市モノレール

（株）、東葉高速鉄道（株）、山万（株）、（株）舞浜リゾートライン、芝山鉄道（株）、首都圏新都市

鉄道（株） 

１ 鉄道施設の保全に関すること 

２ 災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

３ 帰宅困難者対策に関すること 

 

（日本航空（株）及び全日本空輸（株）） 

１ 航空機の運航の安全と確保に関すること 

２ 旅客の安全確保に関すること 

 

（（社）千葉県医師会） 

１ 医療及び助産活動に関すること 

２ 医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

 

（（社）千葉県歯科医師会） 

１ 歯科医療活動に関すること 

２ 歯科医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

 

（（社）千葉県薬剤師会） 

１ 調剤業務及び医薬品の管理に関すること 

２ 医薬品等の需給状況の把握及び情報の提供に関すること 

３ 地区薬剤師会との連絡調整に関すること 

 

（千葉テレビ放送（株）、（株）ニッポン放送及び（株）ベイエフエム） 

１ 県民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

２ 県民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

３ 社会事業団体等による義援金品の募集及び配分に関すること 

 

（（社）千葉県トラック協会及び（社）千葉県バス協会） 

災害時における貨物自動車（トラック）及び旅客自動車（バス）による救助物資及び避難者の輸送

の協力に関すること 

 

（千葉県道路公社) 

１ 所管道路の保全に関すること 

２ 所管道路の災害復旧に関すること 

３ 災害時における緊急交通路の確保に関すること 

 

【公共的団体】 

（農業協同組合） 

１ 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

２ 農作物の災害応急対策の指導 

３ 被災農家に対する融資、あっせん 

４ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせん 

５ 農産物の需給調整 
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（森林組合） 

１ 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

２ 被災組合員に対する融資、あっせん 

 

 （漁業協同組合） 

１ 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

２ 漁船、共同施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

３ 被災組合員に対する融資、あっせん 

 

 （商工会議所・商工会） 

 １ 市町村が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協力 

 ２ 救援用物資、復旧資材の確保についての協力、あっせん 

 ３ 融資希望者のとりまとめ、あっせん等の協力 

 ４ 災害時における物価安定への協力 

 

（病院等医療施設） 

１ 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

２ 災害時における収容者の保護及び誘導 

３ 災害時における病人等の収容及び保護 

４ 災害時における負傷者の医療及び助産救助 

 

（学校法人） 

１ 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

２ 災害時における児童生徒の保護及び誘導 

３ 災害時における応急教育計画の確立及び実施 

４ 被災施設の災害復旧 

 

（金融機関） 

被災事業者等に対する資金の融資 

 

（社会福祉施設） 

１ 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

２ 災害時における入所者の保護及び誘導 

 

（社会福祉協議会） 

１ 災害時要援護者の支援 

２ 災害時におけるボランティア活動の支援 

 

（危険物取扱施設） 

１ 安全管理の徹底 

２ 防護施設の整備 

 

 

【県民及び事業所等】 

（県  民） 

１ 自らの生命・身体・財産の被害を最小限に食い止めるため住宅の耐震診断・改修等震災の予防を
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図る。また、食料、飲料水等の備蓄、非常持出品の準備、家具・大型家電の転倒防止、ガス機器等

の適切な取扱い等の出火防止対策など、各家庭での身近な災害発生時の備えを講じるとともに住民

自らが隣近所、地域で協力し合い行動できるよう、地域コミュニティーの形成に努めること 

２ 県及び市町村等が実施する防災対策に協力するとともに、自発的な防災活動に積極的に参加し、

過去の災害から得られた教訓の伝承や、災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の復旧等に寄与

すること 

 

 

（事 業 所） 

１ 事業所における防災対策の充実と従業員の安全の確保に努めるとともに、地域の防災活動に積極

的に参加し、自主防災組織等との連携を図るなど、地域における防災力の向上に寄与すること 

２ 集客施設を保有する事業所にあっては、来客者の安全確保に努めること 

３ 事業所等は災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努めること 

 

（ボランティア団体） 

 普段から構成員間の連携を密にして活動体制の整備を図るとともに、災害時には行政機関と協力

して迅速な救援救護活動の実施に寄与すること 

 

             ＜資料編２－１ 指定行政機関、指定地方行政機関等＞ 

             ＜資料編２－２ 指定公共機関＞ 

             ＜資料編２－３ 指定地方公共機関＞ 

             ＜資料編２－４ 防災関係機関＞ 

             ＜資料編２－５ 千葉県＞ 

             ＜資料編２－６ 警察＞ 

             ＜資料編２－７ 市町村＞ 

             ＜資料編２－８ 消防本部＞ 

             ＜資料編２－９ 自衛隊＞ 

             ＜資料編２－10 千葉県災害ボランティアセンター連絡会加盟団体＞ 
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第４章 地勢概要等 

 

 

１ 地 勢 
（１）位 置 
  本県は、本州中央部の東端に位置し、東西に狭く、太平洋と東京湾に囲まれた半島（房総半島）

にある。太平洋と東京湾に囲まれた半島部の海岸線と、半島のつけねを流れる利根川・江戸川に  

囲まれ、水で囲まれた島のような環境をなしている。 

（２）地 形 

   本県の地形は、南から北に向かって大きく丘陵、台地、平野の三つに区分されている。 

   特に、南部の山間地は房総丘陵と呼ばれ、標高約３００ｍ程度の山々が連なった、本県で最も  

高い地域であり、地表の侵食は幼年後期から壮年後期の形をなし、谷はかなり深く傾斜も急である。  

   房総丘陵は、一続きの地形ではなく、半島を横切るような数列の山地からなり、その間に細長い

低地部をはさみ、この低地部から館山平野、鴨川平野となっている。 

   台地部は平坦ではなく、長柄町六地蔵付近の標高１２０ｍ程度から野田市付近の標高１０ｍ程度

までと北へ向けて緩やかに傾き、下総台地と呼ばれている。 

   平野部は、利根川下流部の下利根平野と九十九里平野や東京湾に流れ込む主要河川の三角州など

であるが、房総半島は丘陵と台地が主体となって構成されている。 

   東京湾沿岸では、遠浅の海底を利用した海岸の埋立造成地が広がっている。また、内陸部には、

丘陵や台地を削り谷部を埋め立てるなどの人工造成地が広く分布している。 

  

表１ 千葉県の地勢一覧（千葉県勢要覧 平成２２年版） 

位   置 

極東 銚子市君ヶ浜 Ｅ 140°52′21″ 

極西 富津市第二海堡 Ｅ 139°44′21″ 

極南 南房総市白浜町野島崎 Ｎ  34°53′58″ 

極北 野田市関宿三軒家 Ｎ  36°06′14″ 

県庁所在地 

 

千葉市中央区市場町１番１号 

 

Ｅ 140°07′Ｎ 35°36′ 

（以上平成22年4月1日現在） 

広 ぼ う 東西 102.6km 南北 133.9km  

面   積 5,156.60k㎡  

(全国比・順位) 1.36% 28位 （以上平成22年10月1日現在） 

海岸線延長 534.291km （平成21年3月31日現在） 

 

（３）山地・平野 

   房総半島の中央山間部は千葉県で最も高く、とくに房総丘陵といわれる南部には、愛宕山、清澄

山、鹿野山、嶺岡浅間、鋸山等の標高３００ｍ以上の山地が連なっている。このうち鋸山から清澄

山に至るいわゆる房総山脈は、本県最高山列で安房、君津の自然境をなしている。地表の侵食状況

は幼年期後期から壮年期初期の形をなし、谷はかなり深く、傾斜も急である。 

   台地と丘陵を主体として構成されている房総半島には、沖積低地のまとまった平野に乏しい。 

  海流の運搬してきた流砂の堆積と土地の隆起によってできた九十九里平野、江戸川河口から富津洲

に至る間の東京湾沿岸平野、北部の利根川、江戸川沿岸平野、加茂川、平久里川沿いの鴨川平野、

館山平野をみることができる。 
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表２ 主要山岳 

                       （国土地理院発行25000分の1の地形図より） 

 

（４）河  川 

   本県の河川は、利根川、江戸川以外は全国的にみると規模の小さい河川が多く、東京湾に流入す

る養老川、小櫃川、小糸川、太平洋に流入する夷隅川が比較的大きな河川であるが、指定延長の  

最も長い小櫃川でも７７ｋｍ程度と短く、水量も少ない。 

   県内河川を分類すると大体次のように分けられる。 

ア 利根川・江戸川支川区域 

 北部は利根川、西部は江戸川沿いに軟弱地盤の低地を形成しているが、流域の大部分は下総 

台地からなる。低地部は沼、湿地を開拓した水田地帯で、内水排除に苦しむ地域であり、台地部

は都市化の進行に伴い河川への表流水の流出増により河川への負担を大きくしている。 

イ 東京湾沿岸河川区域 

 北部は下総台地、南部は東京湾沿岸平野の低地を形成している。台地及び低地の都市化が進み、

表流水の河川への流出増が大きく水害の発生頻度も高い状況にあり、災害ポテンシャルの高い 

地域であるとともに河川の水環境の悪化、斜面林、緑地等の減少などの問題を抱えている。河口

部は干潟を形成していたが、現在ではそのほとんどが埋め立て地となっている。 

ウ 九十九里河川区域 

 西部は下総台地、東部は太平洋に面している。河川は下総台地を水源に、低地である九十九里

平野を緩やかに流れ、太平洋に注いでおり、河口付近では河口閉塞がみられる。中流部の市街地

においては、河道の拡幅が困難であり、流下能力不足や地盤沈下の影響により内水はん濫が生じ

ている。 

 

 

山  岳  名 標   高(ｍ) 所   在   地 

愛 宕 山 

鹿 野 山 

清 澄 山 

二 ッ 山 

御 殿 山 

富 山 

石 尊 山 

元 清 澄 山 

八 良 塚 

御 獄 山 

伊 予 ヶ 岳 

嶺 岡 浅 間 

高 宕 山 

鋸 山 

高 鶴 山 

鬼 泪 山 

経 塚 山 

408.2 

379.0 

377.0 

376.0 

363.9 

349.5 

347.6 

344.2 

342.0 

341.0 

336.6 

334.8 

330.0 

329.5 

326.0 

319.3 

310.7 

鴨川市、南房総市 

君津市、富津市 

鴨川市 

鴨川市 

南房総市 

南房総市 

君津市、夷隅郡大多喜町 

鴨川市、君津市 

君津市 

夷隅郡大多喜町 

南房総市 

鴨川市 

富津市、君津市 

富津市、安房郡鋸南町 

鴨川市 

富津市 

南房総市 
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エ 上総丘陵河川区域 

 豊かな自然環境に恵まれた水源かん養地域で、流域の大きな河川が多く、県下で最大の多雨 

地域となっている。都市化の進展は大きくないが、丘陵部でのゴルフ場等の開発が多い地域で 

ある。上流部は谷が深く急峻で中流部にかけて蛇行が著しく、砂防河川に指定されている区域が

多い。また、洪水調節や農業、水道用の水源となるダムが数多く建設されている。河川沿いの  

低地部の水田地帯で浸水被害が発生している地域もある。 

オ 安房河川区域 

 千葉県の最南端に位置し温暖な気候を生かした農業や酪農が盛んな地域である。鋸南から鴨川

を結ぶ地域には破砕帯があり地すべりが多発している。丘陵部の上流は小河川が多く、砂防河川

として改修を行っている。都市化の進展は見られず、人口は減少傾向を示している。 

（５）湖  沼 

   千葉県北部に位置する印旛沼、手賀沼は、古くから利根川の遊水池であったため、昔から排水に

苦慮してきた低湿地でもある。現在も、出水があると機械排水に頼らざるを得ない状態である。 

   この印旛沼と手賀沼との間の北総台地には、千葉ニュータウンをはじめ多くの大規模宅地開発が

進められている。これらの開発による沼への表流水の流出量の増大に対処するため、流入河川の 

改修、沼の治水安全度の確保が急務とされている。 

  ア 印旛沼 

    印旛沼は、湖面積６２６ｈａの北沼と５２９ｈａの西沼からなり、その流域面積は、     

５４１．１８ｋ㎡である。流入する主な河川には鹿島川、印旛放水路上流部（新川）、神崎川等が

ある。そのうち鹿島川は、この周辺河川では最大の流域面積２５１．９ｋ㎡を有する。出水時、

印旛沼に流入する洪水は、現在、長門川流末の印旛排水機場により利根川に排水する一方、   

沼西端の平戸から千葉市検見川に至る印旛放水路（新川・花見川）の中点八千代市村上に設けら

れた大和田排水機場より東京湾に排水されている。 

イ 手賀沼 

  手賀沼は、湖面積６５０ｈａで、その流域面積は１６５．１１ｋ㎡である。流入する主な河川

には大堀川、大津川及び金山落がある。出水時は、手賀沼排水機場及び北千葉導水事業により  

新たに完成した排水機場で利根川に排水している。 

（６）海  岸 

 本県はその地形上から海岸線が長いことが特徴である。江戸川デルタから富津洲までの    

約６０ｋｍの内湾は、遠浅の砂浜海岸であったが、この地帯は、既に埋立による土地造成が行われ、

住宅地や工業地域となっている。これに対して東京湾南部の富津洲から洲崎までは、地質上一続き

であった房総三浦丘陵地の陥没によってできた浦賀水道といわれる海溝部で、海底状況も深く変化

に富んでいる。 

 一方太平洋側の飯岡から太東岬に至る約６０ｋｍの九十九里海岸は、外洋砂浜海岸の特色を示し

ている。砂浜に砂丘を横たえ、遠浅ではあるが傾斜が大で波浪が激しいことが特徴である。次に  

太東岬より洲崎までは、一般に岩礁の磯浜海岸であり、一部砂浜海岸もところどころみられ、各所

にそれぞれかっこうな漁港がある。 
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２ 地 質 

  本県のほとんどが関東構造盆地の南半分に位置する。この構造分地の基盤岩（花崗岩、変成岩等）

は、関東山地や筑波山地と呼ばれる関東平野周辺の山岳地や犬吠崎付近等で地表に露出しているが、

本県の中央部では最も深いところで５，５００ｍを超え、盆状の形状をなしている。 

  一方、構造盆地内に堆積する地層は、比較的新しい地層で、下位より保田層群、三浦層群、     

上総層群、下総層群及び平野や河川沿いの地域に分布している沖積層である。 

  なお、これら層群間には地殻運動によると考えられる不整合が存在する。すなわち、黒滝不整合  

（三浦層群と上総層群の間）、東京湾不整合（上総層群と下総層群の間）、沖積層基底に発達する   

不整合現象などである。 

  また、最後の沖積層基底の不整合は、地殻変動に伴う下総層群の堆積盆の隆起とウルム氷期の海水

準低下によって形成された現象であるため、関東構造盆地内のほとんどの地域で認められている。  

この不整合の上位には沖積層が発達しており、さらに沖積層の上には多くの地域で埋立層が認められ

ている。これらの地層を地震地質学的観点からみた場合、各不整合を境として地震波の速度が異なる

とともに振動特性も変わってくることが知られている。 

 

 

 図１ 千葉県の第四紀層 

 

 

 

 

 



 

 

図２ 千葉県の地表地質図 
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３ 気 象 

  本県の気象は、南部地区を中心とする沿岸部では、黒潮暖流の影響を受けて温暖湿潤な海洋性気候

の特性を呈しているが、北部地域の平野部では、気候較差（寒暖の差）が大きくなるなどの内陸性   

気候の特性がみられる。 

  関東平野に連なる北部と丘陵地の多い南部とでは、地理的・地形的環境条件の違いにより、気候  

特性にも地域差のみられることが特徴的である。県内における年間平均降水量は、北部では     

約１，４００ｍｍ前後であるが、南部では約２，１００ｍｍと多くなっている。南部の丘陵地一帯に   

多いのは、標高３００ｍ程度の山地の影響が大きく、風向が山地に直行するようなときは地形性降雨

を伴うため、風上側の山地斜面では降水量が多くなることによる。 

  一方風については、全県的に秋から冬にかけて北西風に、春から夏にかけては南西風に支配される

ことが多いが、北部の内陸部では夏から秋にかけて北東風の頻度も高くなる。また風速においては、

本県が半島をなしていることから、他の内陸県に比べて一般に風が強く、冬の季節風以外でも、台風

や低気圧又は寒冷前線の接近・通過の際には強風（突風）の吹くことが多い。 

 

４ 社会環境 

  本県では、主要都市の多くが津波や地盤の液状化の影響を受けやすい海岸や河川沿いに位置し、  

都市への人口集中は、災害の恐れのある地域へ居住拡大をもたらす傾向にある。 

  首都圏への人口集中が著しくなった昭和３０年代後半から本県の都市形成が加速しており、当時 

整備された建築物や道路、鉄道などの社会資本が更新の時期にさしかかりつつあることに加え、海岸

沿いの埋め立てや谷津田の開発による都市化は、災害対策のより一層の強化を求めることとなる。 

  さらに、急速な高齢化や国際化の到来は、高齢者や外国人などの災害時要援護者と呼ばれる人々の

増加をもたらしているが、本来、これらの人々を地域で支えていく住民意識が変化しつつあり、相互

扶助意識の低下が問題化しはじめている。 

  加えて、県民の生活様式の変化により、上下水道、電気、ガス等のライフラインへの依存度を高め、

鉄道や高速道路等の交通施設とともに災害からこれらを守る対策強化が求められている。 

  また、本県は、三方を海に囲まれ、さらに成田国際空港を要していることから、海・空を経由して

のヒトやモノの流れが活発で、本県の産業振興に大きく寄与しているところであるが、その反面、  

海難事故や油流出事故、航空機事故の危険性を有している。さらには、産業の高度化等による大規模

な事故災害のおそれがある。 

  そのほか、本県には核燃料物質を使用している事業所が数か所立地しており、事故の特殊性や影響

の甚大な放射性物質事故への対応が必要とされるが、平成２３年の東日本大震災に起因した東京電力

福島第一原子力発電所事故の本県への甚大な影響に鑑み、今後はこれらの事故についての対応を図る

ことが求められる。 
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５ 過去の災害 

（１）千葉県が影響を受けた主な地震・津波災害（江戸時代以降） 

番 
号 

西暦年月日 
（日本歴） 

震央 マグ 
ニチ 
ュー 
ド 

県内 
最大 
震度 

地  変 津  波 
人命・ 

家屋等の 
被害 

東経 
北緯 

震央 
地名 

1 
1605. 2. 3 
(慶長 9 年 

12 月 16 日) 

134.9 
33.0 

南海 
トラフ
沿い 

7.9   

房総半島東岸に大津
波が来襲した。一時潮
が 引 い て 30 余 町
（30ha）干潟になり、つ
いで津波が来襲した。
上総下総の沿岸 45 か
村の漁村農村が押し
流された。大津波は小
山の中腹まで押し寄せ
た。 

死者多数 

2 
1677．11．4 
(延宝 5 年 
10 月 9 日) 

142.0 
35.5 

 8.0  
勝浦から東浪見に
かけて多くの被害
が発生した。 

房総沿岸に大津波が
あった。各地の推定津
波浸水高は、 
東浪見村 6.0～7.5ｍ、
矢指戸村 5.5～7.0ｍ、
岩船浦 6.5～8.0ｍ、 
御宿浦 4.5～7.0ｍ、 
沢倉村 5.5～7.0ｍ 
などであった。 

銚子市高神 1 万余の
樹木が倒れた。家や漁
船の被害が大きかっ
た。東浪見で倒家 50
戸、水死者97名、和泉
浦で倒家多数、田畑浸
水、水死者13名、大原
で倒家25戸、水死者9
名、矢差戸で倒家 25
戸、水死者13名、岩船
で倒家 40 戸、水死者
57 名、御宿で倒家 30
戸、水死者 36 名 

3 
1703．12．31 
(元禄 16 年 
11 月 23 日) 

139.8 
34.7 

房総
沖 

8.2 ６ 

安房地方で山くず
れ が 多 く 発 生 し
た。嶺岡山で亀裂
が生じたのをはじ
め各地で地割れが
生じた。 

房総沿岸に大津波が
あった。各地の痕跡高
は、御宿 8ｍ、 
勝浦 7ｍ、鴨川 6.5ｍ、 
千倉 9.2ｍ、 
相浜 11～12ｍ、 
保田 6.5ｍ 
などであった。 

津波による被害が主で
あった。安房小湊で
570 軒流失、死者 100
名、御宿で倒家 440
戸、死者 20 余名、千
倉、布良で死者多数、
九十九里南部津波で
壊滅。 

4 
1855．11．11 
(安政 2 年 
10 月 2 日) 

 

東京
湾 

北部 
7.2 ６ 

浦安、船橋地区で
地面に亀裂が生
じ、噴砂がみられ
た。松戸から浦安
にかけての地域で
震度6。 

木更津の海岸で小規
模な津波がみられた。  

下総地方で倒家多く、
死傷者も多数でた。 

5 
1906．2．23 
(明治 39 年) 

139.8 
34.8 

安房 
沖 

7.3    
北条や平郡で壁に小
亀裂が生じた。 

6 
1906．2．24 
(明治 39 年) 

139.8 
35.5 

東京 
湾口 

7.7    
木更津、湊で壁土や瓦
の墜落などの被害があ
った。 

7 
1909．3．13 
(明治 42 年) 

141.0 
35.6 

銚子 
沖 

7.2  
名洗で地盤に亀裂
が生じた。 

 
銚子で家屋の傾斜２戸
と煙突の挫折があっ
た。 

8 
1921．12．８ 
(大正 10 年) 

140.1 
35.8 

竜ヶ崎 
付近 

7.1  
印旛郡で道路に亀
裂が生じた。 

 
印旛郡で土蔵破損数
か所、千葉や成田で多
少の被害があった。 

9 
1922．4．26 
(大正 11 年) 

 

139.7 
35.2 

浦賀 
水道 

6.9 ５ 布良で崖くずれ。  

 
建物全壊 8 戸、破損
771 戸、小学校傾斜 1
棟。館山、木更津、大
多喜等で土蔵や倉庫
等の壁落下。 
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番 
号 

西暦年月日 
（日本歴） 

震央 マグ 
ニチ 
ュー 
ド 

県内 
最大 
震度 

地  変 津  波 
人命・ 

家屋等の 
被害 

東経 
北緯 

震央 
地名 

10 
1923．9．１ 
(大正 12 年) 

139.3 
35.2 

相模 
湾 

7.9 ６ 

安房地方で地割
れ、噴砂、噴水が
多見した。上総、安
房地方の丘陵地で
は山くずれが多発
した。三芳村付近
に地震断層が生じ
た。 

布良付近で津波による
浸水があった。各地の
推定津波高は布良 4.5
ｍ、洲崎 4ｍ、勝山 2.2
ｍ、木更津1.8ｍなどで
あった。 

千 葉 県 全 体 で 死 者
1,335 名、負傷者 3,426
名、行方不明者 7 名、
全壊家屋31,186戸、半
壊 14,919 戸、焼失 647
戸、流失71 戸、建物の
倒壊は安房、上総地方
に多く、流失は布良の
津波によるものであ
る。 

11 
1923．9．２ 
(大正 12 年) 

140.4 
35.1 

勝浦 
沖 

7.4 ６ 
勝浦付近では関東
地震より強く揺れ
た。 

小津波があった。洲崎
で波高 30cm になっ
た。 

勝浦で瓦の落下など
小被害があった。 

12 
1953．11．26 
(昭和 28 年) 

141.7 
34.0 

房総 
半島 
南東 
沖 

7.4 ５ 

 
銚子付近で最大波高 3
ｍ記録したが、被害な
し。 

館山、富崎で墓石が転
倒し、犬吠埼灯台の水
銀がこぼれた。 

13 
1960．5．23 
(昭和 35 年) 

73.5 
38.0 

 

チリ 
沖 

8.5  

 
九十九里浜、銚子、勝
浦、天羽などの海岸に
津波がおこった。津波
の 波 高 は 銚 子 で
153cm、布良で 67cm で
あった。 

津波による被害は死者
1名（銚子）、負傷2名、
半壊家屋 11 戸、田畑
の冠水 173ha に及ん
だ。 

14 
1987．12．17 
(昭和 62 年) 

140.5 
35.4 

千葉 
県 

東方 
沖 

6.7 ５ 

山武、長生郡市を
中 心 に 、 崖 く ず
れ、道路の亀裂、
陥没、 堤防の 沈
下、地盤の液状化
現象等が多数発生
した。また、崖くず
れの危険に伴う住
民避難が生じた。 

 

千葉県全体で死者 2
名、負傷者 144 名、全
壊家屋16棟、半壊家屋
102 棟 、 一 部 損 壊
71,212 棟、断水 49,752
戸、停電287,900戸、ガ
ス供給停止 4,967 戸、
ブロック塀等の倒壊
2,792 か所が発生した。
なお、住家被害のほと
んどが屋根瓦の崩落に
よるものであった。 

15 
1989．3．6 
(平成元年) 

140.7 
35.7 

千葉 
県 

北東 
部 

6.0 ５ 

佐原市ほか４町で
農業用水施設（地
下埋設管）に破損
が生じた。 

 

佐原市ほか4市町で屋
根瓦の落下による家屋
の一部破損が 12 棟、
多古町において水道
管の亀裂により断水 70
戸の被害がでた。 

16 
2005．4．11 
(平成 17 年) 

 

千葉 
県 

北東 
部 

6.1 ５強   
県内で家屋の一部損
壊 4 棟の被害がでた。 
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番 
号 

西暦年月日 
（日本歴） 

震央 マグ 
ニチ 
ュー 
ド 

県内 
最大 
震度 

地  変 津  波 
人命・ 

家屋等の 
被害 

東経 
北緯 

震央 
地名 

17 
2005．7．23 
(平成 17 年) 

 

千葉 
県 

北西 
部 

6.0 ５弱 

  県内で負傷者 8 名、家
屋の一部損壊3棟の被
害がでた。その他、関
東近県で約6万4千台
のエレベーターが停止
し、７８件の閉じ込めが
発生した。 
鉄道については、東
北、上越、長野、東海
道新幹線、関東地方の
ＪＲ等の各線で点検の
ため運転を中止し、運
転再開まで最大で約 7
時間を要した。 

18 
2011. 3．11 

（平成 23 年） 
142.9 
38.0 

三陸
沖 

9.0 ６弱 

東京湾岸の埋立地
や利根川沿いの低
地等においては、
長く続いた地震の
揺れにより地盤の
液状化が発生し
た。 
市街地では、地震
時、建物は ゆっく
りと大きく揺れ、道
路では敷地等の境
がずれるように水
平移動を繰り返し、
間もなく地面から
大量の泥水が沸き
出した。マンホー
ルは歩道の真ん中
で大きく突出し、電
柱や信号機は傾
き、沈み込んだ。
泥水の噴出ととも
に、戸建等の住宅
が ゆっくりと沈み
込み 、 各地で 噴
砂、沈み込み、浮
き上がり、抜け上
が り 、 地 波 等 の
様々な液状化被害
が発生した。 
水道、下水道等の
ライフラインも、液
状化により至る所
で 管が 破壊さ れ
た。 

銚子験潮所で押波に
よる第 1 波を 15 時 30
分過ぎに観測。17時過
ぎに最大潮位となる第
3 波 2.5ｍを観測した。
潮位計のデータでは、
13 日以降も津波による
潮位変化が観測されて
いる。 
九十九里地域に押し
寄せた津波は、山武市
では海岸線から３ｋｍ
近くの陸域にまで到達
し、利根川では河口か
ら 18.8ｋｍまで遡上、
浸水面積は九十九里
地域（銚子市～いすみ
市）で  23.7ｋ㎡に達
した。 
この津波は、旭市飯岡
地区に甚大な被害をも
たらした。海岸防御ライ
ンの背後に砂丘や保
安林のないこの地区
に、7.6ｍと推定される
第 3 波の津波が襲来
し、県民の生命・財産
を奪い去った。 

平成 24 年 3 月 1 日現
在 
死者 20 名（うち、津波
による死者 14 名（旭市
13 名、山武市 1 名）、
行方不明者 2 名（津波
による）、負傷者 251
名。 
建物全壊 798 棟、半壊
9,923 棟、 一部損壊
46,828棟、建物火災15
件、床上浸水 154 棟、
床下浸水 722 棟。 
水道断水 177,254 戸、
減水 129,000 戸。 
下水道 12,600 戸で使
用制限。 
ガス 8,631 戸で停止。 
電気 35 万 3 千戸で停
電。 
国道、県道で全面通行
止め 33 カ所、片側通
行規制 12 カ所。 
農業施設の損壊 2,257
カ所ほか。 
漁船転覆・乗り上げ等
390 隻。 
石油コンビナート爆発
事故（市原市）。 
福島第一原発事故に
よる計画停電、放射性
物質に伴う農林水産物
の出荷制限や観光等
の風評被害、上下水道
施設や一般廃棄物処
理施設から発生される
焼却灰や汚泥からも高
濃度の放射性物質の
検出された。 

19 
2012.3．14 

（平成 24 年）  

千葉
県 

東方
沖 

6.1 ５強 

銚子市市道の一部
で、液状化による
噴砂等が発生し
た。 

 

県内で死者 1 名、負傷
者 1 名、家屋の一部 
損壊 3 棟の被害がで
た。その他、銚子市で
は ブロック塀等が4か
所で倒壊、また銚子市
及び香取市において、
一時、約14,800軒以上
に 断水が発生した。 

20 
2012.4.29 

（平成 24 年）  

千葉
県 

北東
部 

5.8 ５弱   

震度５弱を観測したの
は、旭市のみにとどま
り、県内で人的・物的
被害は発生しなかっ
た。 

※県内における震度５弱以上を観測した地震、震度不明のものはＭ７．０以上のものを記載 
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（２）風水害 

昭和４０年以降 

災 害 原 因 発生年月日 

被   害   の   概   要 

人的被害･人 住 家 被 害 ・ 戸 がけくずれ 

発 生 件 数 死者 負傷者 全 壊 半 壊 床上浸水 床下浸水 

関 東 地 方 

南部の大雨 

昭和 45 年 

7 月 1 日 
19 31 280 262 2,756 3,657 17,300 

秋雨前線並び

に台風25号に

伴 う 大 雨 

昭和 46 年 

9 月 6 日 

～9月7日 

56 98 441 341 5,959 16,109 7,760 

台風 6 号及

び梅雨前線

に伴う大雨 

昭和 60 年 

6 月 30 日 

～7月1日 

2 21 7 36 119 1,028 400 

台風 10 号に

伴 う 大 雨 

昭和 61 年 

8 月 4 日 

～8月5日 

－ 4 7 2 1,922 4,194 328 

熱帯低気圧

による大雨 

昭和 63 年 

8 月 10 日 

～8月11日 

2 9 1 1 18 471 439 

雷を伴った

大 雨 

平成元年 

7 月 31 日 

～8月1日 

4 9 16 22 1,230 4,282 1,661 

茂 原 市 

竜 巻 災 害 

平成 2 年 

12 月 11 日 
1 73 82 161 － － － 

台風 12 号 

に伴う大雨 

平成 7 年 

9 月 17 日 
1 3 2 9 108 519 97 

台風 17 号 

平成 8 年 

9 月 21 日 

～９月22日 

6 21 8 21 2,066 4,738 485 

台風 22 号 

平成 16 年 

10 月 8 日 

～10月10日 

2 19 － 2 274 1,244 322 

台風 23 号 

平成 16 年 

10 月 20 日 

～10月21日 

2 3 － － 10 161 28 

平成 20 年 

8 月末豪雨 

平成 20 年 

8 月 28 日 

～8 月 30 日 

－ 1 － － 156 876 2 

平成 21 年 

8 月 大雨 

・洪水・暴風 

平成 21 年 

8 月 31 日 
－ 5 － － 35 － － 

平成 21 年 

1 0 月  大

雨 ・ 洪 水 

平成 21 年 

10 月 8 日 
－ 24 1 1 4 23 － 

※人的被害の死者には、行方不明者を含む 
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第１章 総     則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震・津波対策の基本的視点                 （第１節 地－１－２） 

想定地震と被害想定                       

・ 想定地震、想定条件                   （第２節 地－１－４） 

・ 被害の概要                       （第２節 地－１－４） 

減災目標                           

・ 経緯                          （第３節 地－１－10） 

・ 減災目標                        （第３節 地－１－10） 

・ 計画期間                        （第３節 地－１－10） 

・ 戦略の主な施策と目標                  （第３節 地－１－10） 
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 本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づき、地震や津波による被害を軽減し、

県民の生命、身体及び財産を守ることを目的とし、平時からの災害予防対策、発災時における災害応

急対策及びその後の復旧・復興対策の基本について定め、防災対策に万全を期するものとする。 

なお、本編は、平成２３年３月に発生した東日本大震災において、東北地方だけでなく本県におい

ても津波による死者が出たこと等を鑑み、津波対策の充実を期するため、平成２４年度修正において

従来の震災編を改称したものである。 

 

第１節 地震・津波対策の基本的視点 

 

 

平成２４年度に修正されたこの計画は、東日本大震災を踏まえて抜本的な見直しを図ったものであ

るが、見直しに当たって基本的な視点は次のとおりである。 

１ 減災や多重防御の視点に重点を置き、ハード対策とソフト対策を組み合わせた総合的な防災対策

であること。 

  最大クラスの地震・津波に対しては、海岸保全施設等のハード整備に依存した防災対策には限界

があり、東日本大震災の巨大な津波では、本県においても、海岸保全施設に一定の減災効果が認め

られたものの、施設の機能を超えた越流等が発生し、多くの死者が発生した。 

  したがって、今後想定すべき巨大災害に対しては、減災の視点に重点を置き、住民の避難行動を

軸とした、人命の安全を守る対策を最優先に実施していかなくてはならない。 

  そのためには、住民の「自助」、住民組織等の「共助」、行政による「公助」の各主体における    

ソフト対策を講じることが不可欠である。 

  その上で、最大クラスの津波に対しても、多重防御の視点から、海岸保全施設や、防波堤や土手、

保安林などを組み合わせ、ハード・ソフトを織り交ぜた、総合的な防災対策を推進することが重要

である。 

 

２ 東日本大震災をはじめとする過去の重大な災害の被害・対応・教訓等を踏まえた実効性の高い計

画であること。 

東日本大震災では、東北地方に甚大な被害をもたらしたが、本県においても、津波により、１４

名の死者、２名の行方不明者が出たほか、住家、漁港、保安林、海岸保全施設、河川施設、港湾施

設、農地や農業用施設などにも大きな被害があった。 

  さらに、東京湾岸の埋立地や利根川沿いの低地において、広範囲に液状化は発生し、人的被害は

ほとんどなかったものの、住宅、橋梁・道路、河川施設、海岸保全施設、上下水道などのライフラ

イン、学校、農業用施設などに被害があった。 

  一方、県、市町村、ライフライン事業者の震災の対応状況や、旭市・香取市の被災者の避難・避

難所生活の状況等の検証を行い、様々な課題が浮かび上がったところであり、これらの被害や検証

結果を踏まえた実効性の高い計画とすることが重要である。 

 

３ あらゆる可能性を配慮した最大クラスの地震・津波を前提とした計画であること。 

  中央防災会議は、東日本大震災を我が国の過去数百年の資料では確認できなかった大規模地震で

あり、過去の地震・津波を前提とした、従前の想定手法の限界を意味するものであったと報告して

いる。 

  これらの結果を踏まえ、今後の地震・津波対策は、過去に発生した地震・津波像の全容が必ずし

も風聞に解明されていない場合であっても、オーバーデザインとなることをおそれずに、あらゆる

可能性を考慮して、最大クラスのものを想定することとする。 

  また、現在国において検討されている南海トラフの巨大地震や、これに伴う長周期地震動の影響
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等についても、十分考慮する必要がある。 

  なお、大規模な地震では、他の災害が併発することにより、被害が拡大するおそれがあることを

踏まえ、これらを可能な限り事前に想定して、予防・応急対策を行うことも重要である。 
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第２節 想定地震と被害想定 

 

 

千葉県が過去に大きな被害を受けたのは、大正関東地震（1923年関東大震災）や元禄地震（1703年）

の相模トラフ沿いの大規模地震である。また、最近では千葉県東方沖地震（1987年）や東北地方太平

洋沖地震（2011年）でも広域に被害が発生している。 

国の公表によると、マグニチュード８クラスの大正関東地震（Ｍ7.9）の発生間隔は２００～   

４００年、元禄地震（Ｍ8.1）のそれは２，３００年程度とされているが、南関東地域で今後３０年   

以内にマグニチュード７程度の地震が発生する確率は７０％程度とされており、地震発生の蓋然性が

高い状況にある。 

そのため、県では平成１９年度に近い将来（今後100年程度以内）本県に大きな影響を及ぼす可能

性のあるマグニチュード７クラスの３つの地震を対象に阪神・淡路大震災の経験や最新の知見と技術

力を用いて、地震被害想定調査を実施したところである。 

 

１ 想定地震、想定条件（防災危機管理部） 

  近い将来、千葉県に大きな影響があると考えられる以下の３つの地震について調査した。 

  条件については、県民の多様な生活行動を反映するため、季節、時刻及び風速を複数のケースを

設定し、調査した。 

 

No. 想定地震名 マグニチュード 震源の深さ 地震のタイプ 

1 東京湾北部地震 7.3 27.8km プレート境界 

2 千葉県東方沖地震 6.8 43.0km プレート内部 

3 三浦半島断層群による地震 6.9 14.4km 活断層 

 

２ 被害の概要（防災危機管理部） 

  被害が最も大きくなる東京湾北部地震の被害概要を中心に、以下に述べる。詳細については、  

「平成１９年度 千葉県地震被害想定調査報告書」による。 

（１）地震動（ゆれ） 

   東京湾岸に震度６強の地域が広がり、県土の約４０％が震度６弱以上となる。 

（２）建物被害と人的被害 

   被害の最も大きい冬の１８時、風速９m/秒の場合で、建物の全半壊は約２２万棟となり、建物

被害のほか、火災や急傾斜地崩壊、ブロック塀等の転倒等により、約４万３千人の死傷者が発生

すると予測される。 

（３）液状化危険度 

   東京湾沿岸の埋立地・低地部を中心として、危険度が高い地域が広く分布する。内陸の河川沿

いの谷底低地についても危険度が高い地域が分布するが、東京湾沿岸の低地部に比べ危険度は 

低く、九十九里地域は一部を除き危険度はあまり高くないと予測される。 

（４）交通施設 

   緊急輸送道路の第一次路線に架かる道路橋梁の被害は、通行止め１ヶ月程度の中規模損傷が 

３１箇所で発生し、港湾・漁港施設では、２５バースで被害が発生すると予測される。 

（５）ライフライン 

   １４７万戸で断水し、停電は２０万戸、都市ガスは３７万戸で影響があると予測される。 

（６）避難者 

   建物被害による避難者が発生直後に約４０万人、翌日にはピークとなり避難者数は、約１４５

万人となり、１ヶ月後でも約６１万人が避難生活を送ると予測される。 

   なお、この避難者数は、東京湾北部地震が広域災害となる事を考え、疎開等は考慮していない。 
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（７）帰宅困難者 

   通勤や通学により自宅を離れている際に被災し、交通の途絶により自宅に帰れなくなる県民は、

１０８万人と予測される。内訳は、県内での帰宅困難者数が約３５万人、東京都内で約６５万人、

その他で約８万人となる。 

（８）大規模集客施設等の滞留者 

   県内には大規模集客施設が複数あり、その大規模集客施設に滞留する人は昼の１２時のケース

で最も多く、成田国際空港で約２万人、東京ディズニーランド及び東京ディズニーシーで約５万

人と予測される。 

   また、西船橋、船橋、松戸等の主要ターミナル駅でのピーク時における５分間滞留者は、    

西船橋駅で約６万６千人、船橋駅で約４万９千人、松戸駅で４万４千人と予測される。 

（９）エレベーター閉じ込め台数 

   エレベーター停止台数のうち、安全装置作動や故障、停電により、約８，０００台で閉じ込め

が発生すると予測される。 

（10）直接経済被害 

   建物やライフライン、交通施設などによる被害額は約９兆８千億円と予測される。 

（11）津波による被害 

   被害想定の対象とした東京湾北部地震、千葉県東方沖地震及び三浦半島断層群による地震では、

津波が顕著に発生しないため、県において平成１５年度から平成１７年度にかけて津波シミュ 

レーションを実施した元禄地震（1703年）及び延宝地震（1677年）を対象に、津波による被害量

を算出した。 

   県民が避難行動を起こさないという条件で、北海道南西沖地震（1993年）での建物被害率と  

死傷者率の関係から死者数を算出し、津波防災施設の効果がない場合、元禄地震では２，７７１

名、延宝地震では１，６５３名が犠牲になると予測される。 

   なお、元禄地震及び延宝地震は、ともにマグニチュード８クラスの地震で大規模な津波が発生

したことにより、本県に甚大な津波被害をもたらしたとされている。元禄地震を想定した津波 

シミュレーションでは、南房総市で最大津波高８．３ｍ程度、延宝地震の津波シミュレーション

では銚子市で最大津波高８．４ｍ程度と予測されている。 

（12）その他 

   東日本大震災を受け、平成２３年１２月２７日の中央防災会議で修正された防災基本計画では、

「国及び地方公共団体は，地震災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性

を考慮した最大クラスの地震を想定し、その想定結果に基づき対策を推進するものとする。」と

された。 

   国の中央防災会議において、首都直下地震や南海トラフの巨大地震の被害想定を見直している

ところであり、また、東日本大震災の被害様相を踏まえた被害想定手法の検討も行われるため、

これら国の動向を注視し、必要に応じて見直しを行う。 
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規模

タイプ

震源の深さ

震度分布

全壊棟数 68,692 棟 730 棟 6,633 棟

半壊棟数 151,384 棟 4,594 棟 18,082 棟

合計 220,076 棟 5,324 棟 24,715 棟

大規模損傷（通行止め） 0 箇所 0 箇所 1 箇所

中規模損傷（通行止め） 31 箇所 0 箇所 2 箇所

小規模損傷（交通規制） 417 箇所 20 箇所 103 箇所

鉄道橋脚 損壊（運行不能） 5 箇所 － －

港湾施設 港湾・漁港の被害数 25 箇所 3 箇所 2 箇所

電力 停電戸数 203,999 戸 286 戸 19,767 戸

都市ガス 停止戸数 374,533 戸 － 戸 － 戸

LPガス 漏洩戸数 23,667 戸 35 戸 1,483 戸

上水道 断水戸数 1,471,675 戸 26,450 戸 113,956 戸

工業用水 被害箇所数 60 箇所 1 箇所 3 箇所

下水道 影響戸数 64,694 戸 13,819 戸 13,916 戸

揺れ（全壊・半壊） 913 人 0 人 68 人

火災 365 人 0 人 4 人

急傾斜地崩壊 59 人 17 人 11 人

ブロック塀等の転倒 54 人 20 人 5 人

小計 1,391 人 37 人 88 人

揺れ（全壊・半壊） 36,099 人 682 人 2,455 人

火災 1,655 人 0 人 50 人

急傾斜地崩壊 758 人 219 人 140 人

ブロック塀等の転倒ほか 1,893 人 685 人 170 人

屋内収容物の転倒等 1,176 人 112 人 117 人

小計 41,581 人 1,698 人 2,932 人

42,972 人 1,735 人 3,020 人

１日後 1,455,977 人 37,379 人 121,253 人

１ヵ月後 610,880 人 6,448 人 30,225 人

県内から県内 356,794 人 315,169 人 175,110 人

東京都＋他県から県内 731,022 人 261,867 人 686,418 人

合計 1,087,816 人 577,036 人 861,528 人

7,963 台 3,597 台 3,512 台

成田国際空港 約２0,000 人 － 人 － 人

東京ディズニーランド
及び東京ディズニーシー

約50,000 人 － 人 － 人

幕張メッセ 約7,500 人 － 人 － 人

住宅,家財,償却・在庫資産 91,855 億円 2,913 億円 8,775 億円

電力,都市ガス,上・下水道 4,178 億円 608 億円 634 億円

道路,鉄道,港湾 1,507 億円 162 億円 114 億円

97,540 億円 3,683 億円 9,523 億円

体積 7,036,998 m3 245,563 m3 796,334 m3

3.00 ｍ 0.50 ｍ 1.82 ｍ

ライフライン

27.8km 43.0km 14.4km

千葉県地震被害想定調査結果の概要

道路橋梁
※３

人
的
被
害

※1　地震被害は、季節・時刻や気象条件により大きく変わります。ここでは、特に記載のない場合は、冬の１８時、風速９m/sです。

※2　地震被害想定は、想定した地震が発生すると、どのような被害が発生するか確率、統計や過去のデータから推定したものです。

※3　道路橋梁について、大規模損傷は２ヶ月半、中規模損傷は１ヶ月程度の通行止め、小規模損傷は１ヶ月程度の交通規制。

経済被害合計

震災廃棄物

交通施設

直

接

経

済

被

害

建物

東京湾岸に震度6強の地域が
広がり、県土の約40％が震度
６弱以上。震度７の地域はな
い。

タンクのスロッシングの高さ（最大）

物
的
被
害

想
定
地
震

エレベーター閉じ込め台数

死
傷
者
数

死者数

負傷者数

死傷者数合計

そ

の

他

大規模集客施
設の滞留者
（昼12時）

帰宅困難者数
（昼12時）

交
通
施
設

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

マグニチュード６．９

地震の規模及
びタイプ等

建物被害

茂原市、東金市、八街市、い
すみ市などに震度６弱の地域
が散在。震度６弱の地域は県
土の約0.3％

富津市、君津市、木更津市を
中心に震度６弱から６強の地
域が広がり、震度６弱以上の
地域は県土の約５%

避難者数

東京湾北部地震 千葉県東方沖地震 三浦半島断層群の地震

マグニチュード７．３

プレート境界 プレート内部 活断層

マグニチュード６．８
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被害想定対象地震の震源域 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36° 

東京湾北部地震 

(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.3) 

千葉県東方沖地震  

(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ6.8) 

凡例 

    

 震源域： 

（岩盤のズレの範囲） 

 

三浦半島断層群 

(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ6.9) 
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震度分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京湾北部地震（マグニチュード7.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県東方沖地震（マグニチュード6.8）     三浦半島断層群の地震（マグニチュード6.9） 
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液状化危険度分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   東京湾北部地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     千葉県東方沖地震             三浦半島断層群による地震 

 

液状化可能性

高い 

低い 
極 め て 低

やや高い 

液状化対象外

液状化可能性

高い 

低い 
極 め て 低

や や 高

液状化対象外 

液状化可能性

高い 

低い 
極 め て 低

や や 高

液状化対象外 
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第３節 減災目標 

 

 

１ 経緯（防災危機管理部） 

  地震防災対策特別措置法において、想定される地震被害を明らかにして、当該地震災害の軽減を  

図るための地震防災対策の実施に関する目標を定めるよう努めるとされた。 

  そこで、本県では、体系的・計画的に地震防災対策の推進を図っていくため、減災目標を設定する

とともに、その減災目標を達成するために実施すべき施策を盛り込んだ行動計画である「千葉県地震

防災戦略」を策定した。 

 

２ 減災目標（全庁） 

  東京湾北部地震における死者を約１，３９０人から約６７０人へ、経済被害額を約９兆８千億円か

ら約４兆８千億円へ減らす。 

 

３ 計画期間（全庁） 

  平成２１年度から平成３０年度 

 

４ 戦略の主な施策と目標（平成21年度戦略策定時点）（全庁） 

（１）予防対策による減災 

○住宅及び特定建築物の耐震化の促進 

 耐震関連補助事業、耐震相談会の開催等により耐震化を促進する。 

【目標】耐震化率：住宅７９％→９０％／特定建築物８２％→９０％ 

○橋梁の耐震化の推進 

 緊急輸送道路を中心に対策を進め、災害に強い道づくりに努める。 

   【目標】要対策４７橋→０橋（県管理分） 

○帰宅困難者対策の推進 

 発災時の混乱を防止するとともに、１人でも多くの者が安全に帰宅できるよう、基本的な指針を

策定し、九都県市や市町村、事業者等と連携して対策を推進する。 

   【目標】関係機関等の役割分担の明確化と連携・協力体制による帰宅支援策の検討・実施 

（２）応急対策による減災 

○災害時要援護者避難支援プランの策定の支援 

 市町村における災害時要援護者避難支援プランの全体計画の策定を促進する。 

   【目標】策定済み８市 → 全市町村 

○ＤＭＡＴ体制の整備 

 ＤＭＡＴ指定医療機関及びＤＭＡＴ隊員の増加を図る。 

   【目標】１０病院８４人 → １２病院１２０人 

  ○災害対策本部の機能強化 

   常設の（仮称）危機管理センターの設置を検討するなど、機能強化を図る。 

○津波に対する避難計画作成の支援 【注】 

 市町村に対して津波に対する避難計画作成の支援を図る。 

   【目標】平成３０年度までに市町村で津波に対する避難計画を作成 

 

【注】想定地震の対象とした東京湾北部地震、千葉県東方沖地震及び三浦半島断層群による地震

では、津波が顕著に発生しないため、県が平成１５年度から１７年度にかけて津波シミュレー

ションを実施した元禄地震及び延宝地震を対象に算出した津波被害に基づく。 
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（３）復旧・復興対策による減災 

○都市基盤施設等の復興対策の検討 

 被災した市街地、都市基盤施設等を迅速に復興するための対策の検討を行う。 

○復興本部の体制づくり 

   復興本部の設置や、運営を明確化し、状況に応じて計画を策定し、効果的な対策を実行できる  

体制を整備する。 
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第２章 災害予防計画 

 

 

 

防災意識の向上 
・ 防災教育                         （第１節 地－２－３） 
・ 過去の災害教訓の伝承                   （第１節 地－２－３） 
・ 防災広報の充実                      （第１節 地－２－３） 
・ 自主防災体制の強化                    （第１節 地－２－７） 
・ 防災訓練の充実                      （第１節 地－２－９） 
・ 調査・研究                        （第１節 地－２－12） 
津波災害予防対策 
・ 総合的な津波対策の基本的な考え方             （第２節 地－２－14） 
・ 津波広報、教育、訓練計画                 （第２節 地－２－14） 
・ 津波避難対策                       （第２節 地－２－16） 
・ 津波防護施設等の整備                   （第２節 地－２－18） 
火災等予防対策                         
・ 地震火災の防止                      （第３節 地－２－23） 
・ 建築物不燃化の促進                    （第３節 地－２－24） 
・ 防災空間の整備・拡大                   （第３節 地－２－28） 
消防計画                           
・ 消防施設の整備                      （第４節 地－２－29） 
・ 消防職員、団員等の教育訓練                （第４節 地－２－29） 
・ 市町村相互の応援体制                   （第４節 地－２－29） 
・ 広域航空消防応援体制                   （第４節 地－２－30） 
・ 消防思想の普及                      （第４節 地－２－30） 
・ 市町村の消防計画及びその推進               （第４節 地－２－30） 
建築物の耐震化等の推進                    
・ 市街地の整備                       （第５節 地－２－32） 
・ 建築物等の耐震対策                    （第５節 地－２－33） 
・ ライフライン等の耐震対策                 （第５節 地－２－35） 
・ 道路及び交通施設の安全化                 （第５節 地－２－38） 
・ 港湾施設等の安全化                    （第５節 地－２－43） 
・ 高圧ガス施設及び危険物施設等の安全化           （第５節 地－２－44） 
液状化災害予防対策                        
・ 液状化対策の推進                     （第６節 地－２－47） 
・ ライフライン施設、公共施設の液状化対策          （第６節 地－２－47） 
・ 液状化対策の広報・周知                  （第６節 地－２－48） 
・ 液状化被害における生活支援                （第６節 地－２－48） 
土砂災害等予防対策 
・ 土砂災害の防止・孤立集落対策               （震７節 地－２－49） 
・ 地盤沈下の防止                      （第７節 地－２－52） 
・ 地籍調査の推進                      （第７節 地－２－54） 
・ 河川、ため池施設の安全化                 （第７節 地－２－54） 
災害時要援護者等の安全確保のための体制整備  
・ 在宅要援護者に対する対応                 （第８節 地－２－55） 
・ 社会福祉施設等における防災対策              （第８節 地－２－56） 
・ 外国人に対する対策                    （第８節 地－２－57） 
 
 
 



地-2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報連絡体制の整備 
・ 県における災害情報通信施設の整備              （第９節 地－２－58） 
・ 市町村における災害通信施設の整備              （第９節 地－２－62） 
・ 警察における災害通信網の整備                （第９節 地－２－62） 
・ 東日本電信電話㈱千葉支店における災害通信施設の整備     （第９節 地－２－62） 
・ ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ千葉支店における災害通信施設の整備（第９節 地－２－62） 
・ ＫＤＤＩ事業所等における災害通信施設等の整備        （第９節 地－２－63） 
・ 非常通信体制の充実強化                   （第９節 地－２－63） 
・ アマチュア無線の活用                    （第９節 地－２－63） 
・ その他通信網の整備                     （第９節 地－２－63） 
備蓄・物流計画 
・ 食料・生活必需品等の供給体制の整備             （第10節 地－２－64） 
・ 医薬品及び応急医療資機材等の整備              （第10節 地－２－65） 
・ 水防用資機材の整備                     （第10節 地－２－66） 
防災施設の整備                         
・ （仮称）危機管理防災センターの整備等            （第11節 地－２－67） 
・ 防災センター等の整備                    （第11節 地－２－67） 
・ 避難施設の整備                       （第11節 地－２－68）  
帰宅困難者等対策 
・ 帰宅困難者等                        （第12節 地－２－69） 
・ 一斉帰宅の抑制                       （第12節 地－２－69） 
・ 帰宅困難者等の安全確保対策                 （第12節 地－２－70） 
・ 帰宅支援対策                        （第12節 地－２－70） 
・ 関係機関と連携した取組み                  （第12節 地－２－71） 
・ 帰宅困難者等対策の（仮称）防災基本条例への位置付け     （第12節 地－２－71） 
・ 大規模集客施設を管理する事業者及び鉄道事業者の取組み    （第12節 地－２－71） 
防災体制の整備 
・ 県の防災体制の整備                     （第13節 地－２－72） 
・ 県の業務継続計画〔震災編（ＢＣＰ）〕             （第13節 地－２－72） 
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第１節 防災意識の向上 

 

 

 地震による被害を最小限にとどめ、被害の拡大を防止し、県民の生命、身体、財産を守るためには、

防災関係機関の防災対策の推進にあわせて、県民一人ひとりが「自らの身の安全は、自らが守る（自助）」

ことを基本認識としながら地震についての正しい認識をもち、日頃から災害時に冷静に行動できる力を

身につけることが最も重要なことである。 

 このため、県、市町村、防災関係機関は、防災教育の推進に努めるとともに、被害想定等の実施を推

進し、また、災害危険箇所の把握に努め、これらの調査結果等をもとに、可能な限り多様な媒体を用い

て防災及び減災思想の普及、啓発活動を行い、県民の防災及び減災意識の向上を図るとともに、各地域

の自主防災組織、各事業所の防災体制の充実を図る。 

 さらに、これら組織が災害時に円滑かつ的確に活動できるよう、実践的な防災訓練を積極的に実施  

する。 

 なお、震災知識の普及に当たっては、高齢者、障害者、外国人等災害時要援護者への広報にも十分   

配慮するとともに、男女双方の視点を盛り込んだ分かりやすい広報資料の作成に努める。 

 また、本県に被害をもたらす大規模な地震・津波に関する必要な資料を定常的に収集するとともに、

継続的に調査研究を進める。 

 

１ 防災教育（全庁） 

  県、市町村、防災関係機関は、地域コミュニティにおける社会活動等を促進し、多様な主体の関わ

りの中で防災に関する教育の普及促進を図り、地域住民を含めた社会全体の防災力の向上を図る。 

  特に幼少期からの防災教育が有効であることから、児童生徒等が災害や防災についての基礎的・  

基本的な事項を理解し、災害時には自らの判断の元に適切に対応し避難する力を養うため、教育機関

においては、家庭や地域等と連携し、防災に関する教育の充実に努める。 

  また、防災教育の推進に当たっては、防災教育を新たに位置付けた「学校教育指導の指針」等に基

づき、各学校において、児童生徒等の発達段階に応じた指導を行うとともに、自らの安全確保はもと

より、他者や地域の防災に貢献しようとする態度を身につけるなど、防災意識の向上を図り、より  

具体的で継続的な指導を展開するものとする。 

 

２ 過去の災害教訓の伝承（防災危機管理部、教育庁、市町村） 

  県及び市町村は、過去に起こった大規模災害の教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査  

結果や資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、県民に閲覧できるよう公開に努めるもの

とする。 

  県民は、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、また、自ら災害に備える手段を講ずると   

ともに、自発的な防災活動に参加し、防災意識の向上を図る。 

 

３ 防災広報の充実（全庁） 

  平時から正しい知識を持ち、自ら考え行動する力を身につけるなど、自助・共助の取組みを強化  

するため、県、市町村をはじめとする様々な防災関係機関が、あらゆる広報媒体を活用し防災広報の

充実に努める。 

  なお、震災知識の普及に当たっては、県民や防災関係者に周知すべき知識を重点的に知らしめる  

ものとする。 

（１）自らの身を守るための知識 

  ア 建物の耐震対策、家具の固定、ブロック塀等の安全対策、落下物防止対策 

  イ 食料、飲料水等の備蓄、救急用品等非常持出品の準備 

  ウ 出火の防止及び初期消火の心得、住宅用火災警報器の設置 



地-2-4 

 

  エ 緊急地震速報の活用方法 

  オ 避難路、避難地、避難方法及び避難時の心得 

  カ 水道、電気、ガス、電話等の震災時の心得 

  キ 地域の地盤状況や災害危険箇所 

  ク 防災学習（自助・共助・公助についての考え方を含む） 

  ケ 帰宅困難者の心得 

  コ 地震保険の制度 

（２）地域防災力を向上させるための知識 

  ア 救助救護の方法 

  イ 自主防災活動の実施 

  ウ 防災訓練の実施 

  エ 企業の事業継続計画（ＢＣＰ） 

（３）その他一般的な知識 

  ア 地震、津波、液状化に関する一般知識、災害発生履歴、調査結果 

  イ 各防災機関の震災対策 

  ウ 地域防災計画の概要 
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（４）広報媒体等 

防災機関名 媒    体 対    象 内      容 

県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西部防災センター 

地震体験車 

県民だより 

ビデオ・ＤＶＤ 

パンフレット 

リーフレット 

テレビ 

ラジオ 

新聞 

インターネット 

防災ポータルサイト 

講演会 

防災学習会 

教職員を対象とした 

防災教育研修会 

学校が地域と連携して

行う防災教育 

等 

 

 

 

一般県民 

自主防災組織 

事業所 

各種団体 

児童生徒・幼児 

県職員及び市町村職員 

ボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇西部防災センターによる啓発活動 

◇地震体験車を活用した啓発活動 

◇防災教育事業の概要 

◇地域防災計画の概要 

◇各防災機関の震災対策 

◇地震、津波に関する一般知識 

◇地震に関する調査結果 

◇出火の防止及び初期消火の心得 

◇室内外、高層ビル、地下街等にお

ける地震発生時の心得 

◇ライフラインに関する一般知識 

◇地震保険に関する情報提供 

◇避難路、避難地 

◇避難方法、避難時の心得 

◇食料、救急用品等非常持出品の準備 

◇学校施設等の防災対策 

◇建物の耐震対策、家具の固定 

◇災害危険箇所 

◇自主防災活動の実施 

◇各種防災訓練の実施 

◇発生した災害の情報及び県の対応 

               他 

県警察 

 

 

 

県警だより 

ミニ広報紙 

パンフレット 

インターネット等 

一般県民、ドライバー 

 

 

 

◇地震、津波に関する一般知識 

◇地震時のドライバーの心得 

◇避難方法、避難時の心得 

◇震災時の交通規制      他 

市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報紙 

講演会 

広報車 

ビデオ・ＤＶＤ 

学級活動 

パンフレット 

リーフレット 

テレビ 

ラジオ 

インターネット等 

 

 

 

 

 

 

地域住民 

自治会 

自主防災組織 

児童生徒・幼児 

市町村職員 

ボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇地域防災計画の概要 

◇各防災機関の震災対策 

◇地震、津波に関する一般知識 

◇出火の防止及び初期消火の心得 

◇室内外、高層ビル、地下街等にお

ける地震発生時の心得 

◇ハザードマップ（地震・洪水・津波） 

◇避難所、避難路、避難地 

◇避難方法、避難時の心得 

◇食料、救急用品等非常持出品の準備 

◇学校施設等の防災対策 

◇建物の耐震対策、家具の固定 

◇災害危険箇所 

◇自主防災活動の実施 

◇防災訓練の実施 

◇発生した災害の情報及び 

市町村の対応        他 
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防災機関名 媒    体 対    象 内      容 

消防本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会 

防災フェア 

広報紙 

パンフレット 

リーフレット 

テレビ 

ラジオ 

インターネット 

講演会等 

 

一般県民、事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇地震、津波に関する一般知識 

◇出火の防止及び初期消火の心得 

◇室内外、高層ビル、地下街等にお

ける地震発生時の心得 

◇避難方法、避難時の心得 

◇食料、救急用品等非常持出品の準備 

◇各防災機関の震災対策 

◇救助救護の方法       他 

東日本 

電信電話㈱ 

 

 

新聞、パンフレット 

テレビ、ラジオ 

インターネット 

テレホンサービス 

広報車 

広報紙等 

一般県民 

 

 

 

 

◇震災時の電話使用上の心得 

◇施設の耐震性 

◇通信設備の災害対策 

◇震災時の電話サービス等 

（例：災害用伝言ダイヤル171） 

               他 

㈱エヌ・テ

ィ・ティ・ド

コモ 

 

新聞、パンフレット 

テレビ、ラジオ 

インターネット 

ｉモードサービス 

広報車 

広報紙等 

一般県民 

 

 

 

 

◇震災時の携帯電話使用上の心得 

◇施設の耐震性 

◇通信設備の災害対策     他 

 

ＫＤＤＩ㈱ 

 

 

 

新聞、パンフレット 

テレビ、ラジオ 

インターネット 

EZwebモードサービス 

広報紙等 

一般県民 

 

 

 

 

◇震災時の電話（携帯電話）使用上

の心得 

◇施設の耐震性 

◇通信設備の災害対策     他 

 

ガス事業所 

 

 

 

パンフレット、チラシ 

テレビ 

新聞、ラジオ 

インターネット 

広報紙等 

一般県民 

 

 

 

◇ガス事業所の防災体制 

◇地震発生時の初動措置 

◇地震発生時のガス栓、マイコンメ

ーターの措置         

他 
東京電力㈱ 

 

 

 

パンフレット 

広報車、テレビ 

新聞、ラジオ、 

インターネット 

広報紙等 

一般県民 

 

 

 

◇震災時の電気使用上の心得 

◇電力復旧時の心得 

◇地震発生時の初動措置 

◇施設の耐震性        他 

 

鉄道事業者 

 

パンフレット 

車内広告、駅等広告 

インターネット等 

利用客 

 

◇避難方法、避難時の心得 

◇施設の耐震性        他 

東日本 

高速道路㈱ 

ラジオ 

パンフレット 

インターネット 

広報誌等 

利用客 

 

 

 

 

◇地震時のドライバーの心得 

◇避難方法、避難時の心得 

◇施設の耐震性        他 
首都 

高速道路㈱ 
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（５）報道機関との協力 

 報道機関から防災に関する報道に当たり、資料の提供等の依頼を受けた場合は、積極的に協力  

する。 

 災害広報を行うに当たり、必要と認める場合は、報道機関に対し協力を依頼する。 

 また、昭和６０年９月１日から実施されている「緊急警報放送」についても、必要な場合には、

協力を求める。 

 

４ 自主防災体制の強化（防災危機管理部、商工労働部、市町村） 

 発災直後の自助の取組みに加え、地域のつながりにより、自発的に救助活動や消防活動を行う自主

防災組織などの共助や事業所防災体制を強化するなど、地域コミュニティにおける防災体制を充実さ

せることも重要である。 

（１）自主防災組織の育成・地域防災ネットワークづくりへの支援 

 地震による被害の防止又は軽減を図るためには、「自分たちの地域は自分たちで守る」という共助

として、住民の自主的な救助活動や防災活動、具体的には、住民自ら予防対策の推進、出火防止、

初期消火、被災者の救出救護、避難等を行うことが必要であり、特に高齢者、障害者等の所在を   

把握し、救出救護体制を整備することが必要である。 

 このため、市町村は地域住民による自主防災組織の設置促進と活性化を図ることとし、日頃から

大地震が発生した場合を想定した訓練の実施などを推進する。また、災害時要援護者の救出救護  

体制の整備として、地域住民と協力して災害時要援護者避難支援プランの策定を進めることとする。 

   県は、自主防災組織の機能強化を図るため、市町村との連携のもと、大規模災害発生時において

各組織を取りまとめ、行政との連絡調整役を担う県が認定した災害対策コーディネーターの養成 

講座を開催するなど、共助の中核となる人材育成を促進する。 

自主防災組織は、日頃地域活動に大きな役割を果たしている女性の経験や能力を活用するととも

に、十分な活動ができるよう各種資機材の整備の充実に努める。 

また、自主防災組織の災害時における迅速かつ的確な行動力の養成等を図るためには、継続的な

防災活動とそれを支える消防団、民生委員、小中学校、地域のボランティア等の地域コミュニティ

による防災ネットワークづくりが重要であり、県と市町村は協力してこれを促進する。 

 なお、自主防災組織の活動形態は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災機関名 媒    体 対    象 内      容 

県営水道 

市町村水道 

等 

 

 

県民だより 

県水だより 

市町村だより 

パンフレット 

インターネット 

広報紙等 

一般県民 

 

 

 

 

◇施設の耐震性 

◇地震発生時の応急対策 

◇飲料水の備蓄等       他 
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自主防災組織の活動形態 

 

（２）事業所防災体制の強化 

ア 防災・防火管理体制の強化 

 学校、病院、百貨店等多数の人が出入りする施設について、管理権原者は消防法第８条の規定

により防火管理者を選任し、消防計画の作成、各種訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備を

行うことになっていることから、消防機関は出火の防止、初期消火体制の強化等を指導する。 

 また、高層建築物、雑居ビル、地下街等の防災体制については、消防法第８条の２の規定に  

より、共同防火管理体制が確立されるよう指導するとともに、発災時には事業所の共同防火管理

協議会が中心となった防災体制がとられるよう指導する。 

    なお、平成２１年６月から、百貨店・ホテル・オフィスビル等多数の人が利用する大規模・   

高層の建築物等については、消防法第３６条の規定により防災管理者の選任、防災管理に係る  

消防計画の作成、自衛消防組織の設置及び防災管理点検報告の実施が義務付けられたことから、

消防本部は、事業所における消防防災体制を強化し、自衛消防力を確保するよう指導する。 

イ 危険物施設及び高圧ガス施設等の防災組織 

 危険物施設は、災害が発生した場合、周囲に及ぼす影響が大きいことから、事業所の自主防災

体制の強化及び相互間の応援体制を確立する。 

 また、高圧ガスには爆発性、毒性等の性質があり、地震によって高圧ガス施設等に被害が生じ

た場合には防災機関のみでは十分な対応を図ることができないことが考えられる。 

 このため、消防本部は危険物施設等管理者に対し自主防災体制の確立を図るよう指導する。 

 また、高圧ガス関係業界が地域的な防災組織を設立し、相互に効果的な応援活動を行うことが

できる体制の確立を図る必要があることから、県は高圧ガス関係保安団体に対し防災活動に関す

る技術の向上、連携体制の確立、保安教育及び防災訓練の実施等に関し指導・助言を与え、その

育成強化を図る。 

ウ 中小企業の事業継続 

震災等の危機管理対策の取組が遅れている中小企業者等を対象に、事業継続計画（ＢＣＰ）の

策定について、普及啓発と取組の促進を図る。 

 

 

 

平 

常 

時 

１ 防災知識の広報・啓発（地域ぐるみでの防災意識の醸成、家庭内の安全対策） 

２ 地震による災害危険度の把握（土砂災害危険区域、地域の災害履歴、ハザードマップ） 

３ 防災訓練（個別訓練、総合訓練、体験イベント型訓練、図上訓練） 

４ 家庭の安全点検（家具等の転倒・落下防止、火気器具・危険物品・木造建物の点検） 

５ 防災資機材等の整備（応急手当用医薬品、消火用・救助用・防災資機材等の整備） 

６ 災害時要援護者対策（災害時要援護者の把握、支援方法の整理など） 

７ 他団体と連携した訓練活動の実施（近隣の自主防災組織・消防団・福祉団体・企業など

との合同訓練、学校等との避難所運営訓練） 

発 

災 

時 

１ 情報の収集及び伝達（被害の状況、津波予報及び警報、ライフラインの状況、避難勧告

又は指示など） 

２ 出火防止、初期消火 

３ 救出・救護（救出活動・救護活動） 

４ 避難（避難誘導、避難所の運営等） 

５ 給食・給水（避難所での食料や飲料水・救援物資の配分、炊き出しなど） 
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５ 防災訓練の充実（全庁、市町村） 

 震災時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するため、各防災機関相互及び地域の自主防災

組織や住民との協力体制の確立に重点をおいた総合訓練や各個別訓練を次のとおり実施する。 

 実施に当たっては、地震及び被害の想定を明らかにするとともに通信や交通の途絶、停電等様々な

条件を設定し、参加者自身の判断が求められるなど実践的なものとなるよう工夫する。 

 また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにしてその改善に努める。 

（１）県 

 大規模地震発生前の予知対応型訓練と応急復旧中心の発災対応型訓練を国、近隣都県市、市町村、

及び防災関係機関並びに住民の協力の下に一体となって総合的、実践的に実施する。 

 訓練内容等は次のとおりである。 

ア 災害対策本部訓練 

 職員の非常参集、被害情報の収集・伝達、防災関係機関への連絡等、災害対策本部の設置運営

に係る訓練を実施する。 

イ 災害対策本部非常参集訓練 

 初動体制の早期確立を図るため、災害対策本部職員の非常参集訓練を実施する。 

ウ 九都県市合同防災訓練 

 国、地方自治体、防災関係機関、ライフライン事業者、地域住民等が参加し、避難から救援   

救護、広域応援まで含めた総合的な防災訓練を九都県市合同で実施する。 

エ 各部個別訓練 

 災害時における対応能力の向上を図るため、各部局が独自に訓練を実施する。 

オ 図上訓練 

災害時における対応能力の向上を図るため、地方自治体、防災関係機関等と連携し訓練を実施

する。 

 カ 県庁舎における防災訓練 

災害時における対応能力の向上を図るため、県庁災害防護団を中心として、具体的な震災被害

に対応した防災訓練を実施する。 

（２）市 町 村 

 災害時における地域の防災対応能力の向上を図るため、市町村が中心となり、消防機関、自主  

防災組織、ボランティア（ＮＰＯ）組織及び教育機関等と連携し、防災訓練を実施する。 

 また、震災時における消火活動や救急救助活動の能力向上を図るため、消防大学校や県消防学校

において、消防職員及び消防団員等へ必要な教育訓練を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地-2-10 

 

（３）防災関係機関 

 各機関は、それぞれが定めた防災業務計画に基づいて訓練を行う。 

 各機関の訓練内容は次のとおりである。 

主  催 内                容 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

１ 関係箇所長は関係社員に対し災害応急対策及び災害復旧に必要な次の訓練を 

行うとともに、地方自治体及び防災機関が行う合同訓練に積極的に参加し必要な

知識の習得に努めるものとする。 

（１）非常参集訓練及び災害時の初動措置訓練 

（２）消防（通報・消火・誘導）訓練及び救出、救護訓練 

（３）旅客等の避難誘導訓練 

２ 防災訓練は、地方自治体その他防災機関と合同で行う。 

東京地下鉄㈱ 

 発災を想定し職員に対して平素から地震に関する基礎知識、震災時の初動措置 

要領、心構え等について計画的に教育訓練を次のとおり実施する。 

１ 対策本部訓練      ８ 救護活動訓練 

２ 減速運転訓練      ９ 応急処置訓練 

３ 一旦停止訓練      10 連絡通報訓練 

４ 情報伝達訓練      11 復旧訓練 

５ 非常招集訓練      12 総合防災訓練（防災の日ほか） 

６ 避難誘導訓練      13 その他の訓練（各地域の防災訓練の参加等） 

７ 自衛消防訓練 

首都高速道路㈱ 

 震災時において災害応急対策措置等を迅速・的確に実施できるよう、総合的かつ

実践的な訓練を関係機関と連携して実施する。 

１ 訓練項目 

（１）初動対応訓練 

（２）情報受伝達訓練 

（３）災害対策本部運営訓練 

（４）応急対策訓練 

（５）避難誘導訓練 

（６）その他訓練 

２ 実施回数 

  年１回以上 

東日本 

高速道路㈱ 

 大規模地震等の災害を想定した防災訓練を実施する。 

１ 訓練内容 

（１）非常参集訓練 

（２）情報収集・伝達訓練 

（３）災害対策本部設置運営訓練 

（４）災害応急対策訓練 

（５）その他訓練 

２ 実施回数 

  年１回以上 
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東京電力㈱ 

 地震災害を想定した情報連絡訓練、復旧訓練（机上）並びに非常呼集訓練を   

年１回、全社的に実施する。なお、復旧作業訓練、非常災害対策用物品の点検、   

整備については、風水害等の訓練時にあわせて実施する。 

１ 訓練項目 

（１）情報連絡訓練  

（２）復旧訓練（復旧対策の机上計画、復旧作業訓練等） 

（３）災害対策用物品の整備点検を主とする演習 

２ 実施回数 

  年１回以上 

ガス事業所 

 製造所及び各事業所は、災害対策を円滑に推進するため、非常災害対策本部規則

及び非常時の各種措置要領に基づき防災訓練を実施する。 

１ 訓練項目 

（１）地震時の出動訓練  

（２）地震時の緊急措置及び通報連絡訓練 

（３）自衛消防訓練    

（４）各事業所間の応援体制訓練 

（５）災害を想定した応急措置、復旧計画訓練 

（６）その他国及び地方自治体等が実施する防災訓練への参加 

２ 実施回数 

  年１回以上 

東日本 

電信電話㈱ 

 震災予防措置、災害応急対策措置等を、円滑、迅速に遂行し得るよう防災訓練等

を実施する。 

１ 訓練項目 

（１）災害予報又は警報等の情報伝達  

（２）非常招集 

（３）災害時における通信疎通確保   

（４）各種災害対策用機器の操作 

（５）電気通信設備等の災害応急復旧  

（６）消防及び水防 

（７）避難及び救護  

（８）国・県・市町村主催の防災訓練等 

２ 実施回数 

  年１回以上 

㈱エヌ・ティ・ティ・

ドコモ 

 震災予防措置、災害応急対策措置等を円滑、迅速に遂行し得るよう防災訓練等を

実施する。 

１ 訓練項目 

（１）災害予報又は警報等の情報伝達 

（２）各種災害対策用機器の操作 

（３）国及び地方自治体等主催の防災訓練等への参加 

２ 実施回数 

  年１回以上 

ＫＤＤI㈱ 

地震防災応急対策に必要な情報等の伝達、社員の安否確認及び避難・救難、通信の

疎通確保、通信設備の応急復旧、並びに関係する地方公共団体との連携に関する訓練

を毎年１回以上実施し、必要な防災体制の見直しを行う。 
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６ 調査・研究（防災危機管理部、環境生活部） 

（１）地震観測 

 県では、地震時の地盤の震動特性を把握するため、昭和６３年度から随時地震計（18箇所）を設置

し観測してきた。また、阪神・淡路大震災を受け、市町村毎の震度を発表するため、平成８年度に   

県内市町村の役所・役場に計測震度計を設置する「千葉県震度情報ネットワークシステム」を構築し、

震度情報を、気象庁を経由して全国に震度情報を配信している。さらに、平成１８年度に実施した  

システム更新により、県で設置している７４計測震度計では、地盤の振動特性等を把握できるよう  

県設置の計測震度計の地震波形を収集し、ＣＤで公開している。 

 

  県内地震計設置箇所数             （平成24年4月1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 上段（ ）書き：千葉県震度情報ネットワークシステムでの箇所数 

 

（２）地下地質構造及び地質災害等の調査 

  ア 活断層等に関する調査研究 

  阪神・淡路大震災（1995年）が、活断層（野島断層）により引き起こされたことから、活断層

の存在の有無、活動度、想定される地震の規模及び被害量がクローズアップされた。本県の中・

北部地域は、堆積物が厚く分布し、基盤岩の状況が把握しにくいことから、反射法地震探査に  

より活断層は確認されなかった。 

  また、国が、その活動により社会的・経済的に大きな影響を与えるとして選定した活断層の  

うち、千葉県に存在するとされていた「東京湾北縁断層」と「鴨川低地断層帯」について、県で

調査したところ、「東京湾北縁断層」については、推定されていた位置を含めた調査範囲に活断層

の存在が確認されず、「鴨川低地断層帯」については、活断層である可能性が低いことが明らかと

なった。 

  イ 地震動予測・長周期地震動に関する調査研究 

  地震観測を継続し、観測した地震動記録により地域の地震動の特徴を把握し、想定される地震

に対する地震動を予測するとともに、千葉県を含めた南関東地域で懸念される長周期地震動への

対策のため県域の地質構造、地盤の地震動特性、地震動の地層中での増幅を把握及び長周期地震

動に関する調査研究を進め、震災対策の検討に必要な基礎資料を収集、提供する。 

 

 強 震 計 計測震度計 計 

千 葉 県 
 

18 

（74） 

74 

（74） 

92 

(独)防災科学 

技 術 研 究 所 

（3） 

28 

 

 

（3） 

28 

気 象 庁 
 

 

（3） 

16 

（3） 

16 

千 葉 市  
(6) 

6 

(6) 

6 

計 
（3） 

46 

（83） 

96 

（86） 

142 
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  ウ 液状化－流動化に関する調査研究 

  千葉県東方沖地震及び東日本大震災時には、従来知られていない様々な液状化－流動化被害が

確認された。また、阪神・淡路大震災以降、新潟県中越地震や新潟県中越沖地震などの地震でも

新たな液状化－流動化被害がみられた。中でも、本県の広範囲に液状化被害をもたらした東日本

大震災では、液状化に引き続く流動化及び地波現象により被害が拡大した。また、沖積層の分布

や人工地層（埋立・盛土層）の地質が液状化に影響を与えている可能性が明らかになっている。 

  このため、これらの被害の現地での実態調査を随時行うとともに、地震動の地層中での増幅等

を把握することで、より詳細なメカニズムを解明し、効果的な液状化－流動化対策の基礎資料と

し、結果を提供していく。 

 この調査結果と地質構造の調査により、液状化予測図を作成する。 

  エ 潜在海域分布の検討 

    地盤変動や海水準変動の影響を大きく受ける低地部を中心に、水準点変動や検潮所で観測され

た平均海面に基づき、随時、潜在海域分布図を作成することを検討する。 

（３）震災関係資料の収集及び被害予測手法等確立調査 

  ア 強震動に伴う地質環境への影響に関する調査研究 

  地震時に発生する強震動、液状化、液状化地盤沈下などの地質環境への影響を迅速に把握する

ことが地震対策上重要である。そのため、地震時に観測される各地の強震計等の観測データと、

各地域の表層地質や基盤地質など地質環境情報のデータベースや過去の地震動解析結果のデータ

ベース等を関連付けて、各地域の地震時の地質環境への影響を迅速に把握するための調査研究を

進める。 

  これまでに、強震計等の観測データの迅速な収集手法、解析手法及び表示手法の基本的な開発

は終了し一部運用を開始しているところである。 

  今後、既に開発された手法の充実と適用の拡大を図るとともに、地質環境情報等の様々な   

データベースの利用手法の開発などを進めるとともに、地震動の地層中での増幅や地下水位  

変動・地層収縮などを含めた地震時の地質環境への影響を迅速に把握する手法の確立を図ること

とする。 

  また、これら得られたデータは、液状化対策のための基礎データともなることから、データの

収集・提供方法も検討する。 

  イ 各地震災調査に基づく地震地質環境データの活用に関する研究 

  国の内外で発生する地震について、その資料収集に努めるとともに地質環境面から地震被害の

調査を実施し、当該地域の地質環境に関するデータの解析とその蓄積を基にして、本県の地震  

被害に関する地質環境の特性を把握する調査研究を進める。 

  ウ 地震に伴う地盤の沈下に関する防止対策の研究 

  地震に伴って発生が予想される地盤沈下区域を検討するとともに、非常用水源となる地下水を

保全するための地下水かん養地域におけるかん養能の維持を図る方策について研究する。 

  また、液状化に伴う地盤の沈下を予測・把握する方法を検討する。 

  エ 地質環境情報の活用と整備 

  「地質環境インフォメーションバンク」のデータを活用して、地震時における各地の震動特性

や液状化強度を把握する研究を進める。 

  また、人口密集地などの重要地域において、行政施策に活用できる程度に震動特性や液状化  

強度の分布が把握できるよう、データの整備を進める。 
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第２節 津波災害予防対策 

 

 

  本県は、三方を海に囲まれ、総延長約５３４．３ｋｍに及ぶ長い海岸線を有していることから、   

津波発生時における被害を受けやすい地理的環境にある。２０１１年３月の東北地方太平洋沖地震 

（Ｍ9.0）では、東北地方の太平洋沿岸を中心に津波による甚大な被害が発生した。本県においても、

旭市飯岡地区で痕跡から推定される最大津波高７．６ｍ、九十九里地域（銚子市からいすみ市）で   

２３．７㎢が浸水し、多くの家屋が流され１４名の方が亡くなっている。過去にも、１６７７年    

１１月（延宝5年10月）の延宝地震（Ｍ8.0）、１７０３年１２月（元禄16年11月）の元禄地震（Ｍ8.2）

や１９２３年９月（大正12年9月）の関東地震などにより、多くの津波被害を受けてきた。 

  相模トラフ沿いで発生した元禄地震の発生間隔は約２，３００年程度、関東地震の発生間隔は   

約２００年～４００年と推測されているが、房総沖で発生したと考えられている延宝地震の発生間隔

は不明である。東北地方太平洋沖地震の発生以降、房総沖や南海トラフ沿いで発生する地震による  

津波被害が懸念されている中、いつ、どこで、どのような地震・津波が発生するかはわからない状況

であるため、県は、住民等に注意喚起を図るとともに総合的な津波対策を推進する。 

  ＜資料編１－21 沿岸地域における津波警戒の徹底について＞ 

 

１ 総合的な津波対策の基本的な考え方（全庁、市町村） 

  津波に対しては、減災や多重防御に重点を置き人命を最優先とした対策を講じる。 

  海岸保全施設等のハード対策に過度に依存するのではなく、住民の「自助」、住民組織等の「共助」、

行政による「公助」の各主体における津波避難を軸としたソフト対策を講じた上で、海岸保全施設や、

防波堤や土手、保安林などのハード対策を組み合わせ、ソフト・ハードを織り交ぜた総合的な津波  

対策を推進する。 

 

２ 津波広報、教育、訓練計画（防災危機管理部、教育庁、市町村） 

（１）津波に関する知識の啓発及び防災意識の醸成 

  ア 住民自らの取組み 

    自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、津波で命を落とさないためには、一人  

ひとりが迅速かつ自主的に高いところに避難することが原則である。 

    そのため、住民は、日ごろから津波防災訓練への参加や津波ハザードマップ等により、避難場

所や避難経路を確認するとともに、町内会や自主防災組織等の自主的な避難体制や災害時要援護

者を支援する体制の構築に協力する。 

    また、津波警報等の発表や避難勧告等が発令された際には、地域で避難を呼びかけ合い、迅速

に安全な場所に避難するとともに、自己の判断で自宅や海岸付近に戻らず、津波警報等が解除さ

れるまで避難を継続することを心掛けるよう努める。 

  イ 県・市町村等の取組み 

    県や市町村等は、沿岸地域に限らず全域的に「地震イコール津波、即避難」という意識を共通

認識として定着させるため、また、津波発生時に刻々と変わる状況に的確な避難行動を住民等が

取ることができよう、以下の内容について、広報誌、パンフレット、報道機関及びインター   

ネット等の多種多様な広報媒体を活用し、周知するとともに、防災教育や防災訓練、講演会等の

あらゆる機会をとらえて、分かりやすい広報・啓発に取り組み、津波防災意識の向上を図る。 

  （ア）地震・津波に関する正確な知識 

    ａ 津波の第一波は引き波だけではなく押し波から始まる場合もあること 

    ｂ 津波は繰り返し襲ってくること 

    ｃ 第一波が最大とは限らないこと 

    ｄ 津波は地形に影響されるため、地域によって津波高や浸水域が変わってくること 
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    ｅ 強い揺れを伴わず危険を体感しないままに押し寄せる津波地震や遠地地震の発生がある 

こと 

  （イ）津波シミュレーションの結果 

     県が行った津波シミュレーションの結果（津波到達時間、津波高、浸水域、陸域を遡上する   

時間等）や、地盤標高図及び津波高と被害の関係をわかりやすく情報発信する。 

     また、観光客等が津波浸水予測図や津波に関する情報を入手しやすくするため、携帯電話や  

スマートフォン等の活用を検討する。 

     なお、津波避難のための津波浸水予測図は、気象庁の津波警報区分に合わせて作成している

が、自然は大きな不確実性を伴うため、想定以上の津波が襲ってくる可能性があること等を 

周知する。 

  （ウ）津波警報に関する情報及び知識 

    ａ 気象庁が発表する津波注意報、津波警報、大津波警報の内容と想定される被害及び取るべ

き行動 

    ｂ 津波警報等は津波予報区内で一番高い津波の予測に基づいて発表されること 

    ｃ 津波到達時間も同様に津波予報区内のどこかに一番早く津波が到達する時間の予測に基づ

いて発表されること 

    ｄ 津波の複雑な特徴や予想技術の限界から、危険を回避するために安全サイドに立った警報

が必要であること 

   ｅ 気象庁の発表より津波が高くなることや早く津波が到達する場合もあること 

（エ）津波避難行動に関する知識 

    ａ 強い揺れを感じたとき又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた時は

迷うことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難すること 

    ｂ 過去の経験や想定にとらわれず各自が最善を尽くすこと 

    ｃ 自ら迷わず率先して避難行動をとることが地域住民の避難を促すこと 

    ｄ 津波は河川を遡上するため河川から離れること 

  （オ）地震、津波への備え 

     いつ地震、津波が発生するかわからないため、家の耐震化や家具の固定、日ごろから３日分

以上の食料、飲料水の備蓄や非常持出袋（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、    

避難場所の確認、家族で避難方法や連絡方法の確認について広報・啓発する。 

（２）防災教育の推進 

   学校教育はもとより、様々な場での総合的な教育プログラムを教育の専門家や現場の実務者等の

参画の下で開発するなどして、住んでいる地域の特徴や過去の津波の教訓等について継続的な防災

教育に努める。 

   なお、過去の津波被害の教訓については、映像や体験談をまとめ、防災教育等に活用するなど、

長期的視点にたって広く県民に伝承されていくよう努める。 

（３）津波防災訓練の実施 

   市町村、住民、事業所等が一体となった実践的地域訓練、図上訓練を実施し、防災活動力の維持

向上、情報伝達の精度向上と迅速化、住民等の適切な避難措置等、体制の確立に努める。 

   また、訓練は県、市町村単位又は市町村域を越えた単位の訓練や自治会等単位の地域訓練等があ

るが、特に海水浴場における、海水浴客等への参加依頼や夜間を想定した避難誘導の実施など、実

践的な訓練を日常的に工夫して実施する。なお、実施に際しては、自主防災組織、近隣住民等や災

害時要援護者本人とその家族にも訓練への積極的な参加を求める。 

（４）防災知識の普及、訓練における災害時要援護者等への配慮 

   防災知識の普及、訓練を実施する際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等災害時要援護

者に十分配慮し、地域において災害時要援護者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 
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３ 津波避難対策（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

（１）津波浸水予測図の作成 

ア 過去に大きな津波被害をもたらした地震を想定した津波浸水予測図 

    県は、平成１８年度に過去に大きな津波被害をもたらした元禄地震、延宝地震について、古文

書等の資料や海底の状況、海岸地形、津波防災施設の設置状況、後背地表面の地質・高さ、河川

の流入状況、過去の津波浸水地域等を考慮して実施した津波シミュレーションの結果を基に、  

津波浸水予測図を作成した。 

    なお、元禄地震については、新たな知見を反映した断層モデルが平成２３年度に発表された  

ことから、この新たな断層モデルを使って津波シミュレーションを実施し、その結果を基に津波

浸水予測図を平成２３年度に作成した。 

    今後、本県で想定した津波被害を超えると考えられる地震について、国等により新たな知見が

示された場合は、津波浸水予測図の作成・見直しを行う。 

イ 避難のための津波浸水予測図 

    地震・津波が発生した場合、市町村の災害対応や住民等の避難行動を起こすための必要な情報

は、気象庁が発表する津波警報以外にないのが現状である。さらに、津波警報は津波予報区ごと

に予測される最大の津波高に基づいて発表されるため、津波予報区内のどの場所に発表された 

最大の津波が押し寄せてくるかわからないことから、とにかく津波で命を落とさないためには 

津波警報で発表された津波が実際に押し寄せてくると想定した避難が必要である。 

    これらのことから、県は銚子市から富津岬までの地域について、平成２４年度中に改定、運用

される気象庁の津波警報レベルに合わせ、３ｍ（1～3ｍ）、５ｍ（3～5ｍ）、１０ｍ（7～10ｍ）の    

津波が押し寄せてきた場合を想定した津波シミュレーションの結果を基に、津波浸水予測図を 

作成した。 

    また、富津岬から浦安市までの東京湾内湾については、東京湾内で大きな津波が発生する地震

は考えられないことから、東京湾口（房総半島南端）で約１０ｍを想定した津波シミュレー   

ションの結果を基に、津波浸水予測図を作成した。 

（２）津波ハザードマップの作成・周知 

   市町村は、県の津波浸水予測図や国の「津波・高潮ハザードマップ（平成16年3月）」などを活用

し、地震防災対策特別措置法第１４条第２項に基づく津波ハザードマップの作成に努めるとともに、

住民等への周知を図る。 

   なお、津波ハザードマップが住民等の避難に有効に活用されるよう、その内容を十分に検討し、

地域の防災教育や津波避難訓練に活用するなど効果的な周知に努めるとともに、ハザードマップは

一つのモデルであって全部ではないことや、自然は不確実性を伴うため想定以上の津波が押し寄せ

る場合があることを住民に丁寧に広報する。 

（３）市町村の津波避難体制の確立 

   市町村は、県が策定した「千葉県津波避難計画策定指針」及び国の「津波対策推進マニュアル   

検討報告書」などをもとに、市町村の避難対策を明らかにし、いざ津波が発生した場合に行政と  

住民等が迅速かつ的確に行動することできるよう津波避難計画の早期作成に努め、津波避難訓練等

を通して、より実践的な計画にするよう見直しを進める。 

  ア 避難勧告・避難指示 

    市町村は、避難勧告等の発令基準や手順、伝達方法等をあらかじめ定め、津波警報等が発表さ

れた際に、直ちに避難勧告・避難指示ができる組織体制の整備を図る。 

    なお、避難勧告・避難指示にあたっては、次の事項に留意するとともに、あらかじめ住民等に

避難勧告・避難指示の内容について周知を図るものとする。 

  （ア）気象庁より津波警報等が発表されたときには、市町村長は海浜にある者、海岸付近の住民等

に直ちに海浜から退避し、急いで高台や津波避難ビル等の安全な場所に避難するよう勧告・ 

指示するものとする。 

  （イ）強い揺れ（震度4程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした  
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揺れを感じた場合で、かつ市町村長が必要と認めるときは、海浜にある者、海岸付近の住民等

に直ちに海浜から退避し、急いで安全な場所に避難するよう勧告・指示をするものとする。 

  イ 住民等の避難誘導体制 

  （ア）地震・津波発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれがあ

ることから、避難は徒歩を原則としつつ、各地域の実情や災害時要援護者の存在等を踏まえ、

自動車での安全かつ確実な避難方法をあらかじめ検討する。 

  （イ）避難する住民の安全確保はもちろんのこと、消防職団員、水防団員、警察官、市町村職員な

ど防災対応や避難誘導にあたる者の危険を回避するため、津波到達時間内での防災対応や避難

誘導に係る行動ルールを定める。避難誘導にあたる者は、この行動ルールに従い、安全が確保

されることを前提として、避難誘導するものとする。 

  （ウ）災害時要援護者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織等の   

協力を得ながら平常時より、災害時要援護者に関する情報の把握及び関係者との共有に努める

とともに、上記の行動ルールを踏まえつつ、これらの者に係る避難誘導体制の整備を図る。 

  （エ）市町村は、避難場所の案内板や避難誘導標識等の整備に努める。 

  （オ）町内会、自治会、自主防災組織等による避難誘導や、海水浴場等の観光施設の管理者による

自主的な避難誘導体制の確立など、市町村の避難の呼びかけに応じた自主的な避難体制の構築

に努める。 

（４）市町村の津波避難体制確立への県の支援 

   県は、津波が発生した際に、市町村の津波対応や住民等の迅速な避難行動ができるよう、市町村

に津波浸水予測図や津波高、浸水深など津波シミュレーションを実施した結果のデータを提供する

とともに、避難困難地域の抽出方法や、避難方法及び避難場所、避難路等を指定する際の基本的な

考え方や方向性を示した「千葉県津波避難計画策定指針」（平成22年10月）の見直しを進め、市町村

の津波ハザードマップや津波避難計画の作成、見直しを支援する。 

（５）県の津波情報受伝達体制の確立 

  ア 休日・夜間等における体制強化 

    休日・夜間等の勤務時間外においても職員の常駐化等により、迅速な情報伝達に努める。 

  イ 県防災行政無線による伝達 

    銚子地方気象台から防災情報提供装置によって県に伝達された津波情報ついては、県防災行政

無線一斉通報装置による、市町村、消防本部、県出先機関及び県内防災関係機関等への伝達体制

を引き続き構築する。 

  ウ 千葉県防災情報システム等による伝達 

    県は、職員参集メールにより津波情報を関係職員に自動配信する。また、市町村・消防本部な

どシステム端末を設置している機関には、ポップアップ通知により津波情報を伝達する。大津波

警報の場合には、ポップアップ通知と併せて警告灯を鳴動させて注意喚起を行う。 

    なお、県、市町村においては、総務省消防庁から、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

を利用し、津波警報等を受信している。 

（６）市町村の津波情報受伝達体制の確立 

  ア 津波情報受伝達対策 

    市町村は、休日・夜間等の勤務時間外における迅速な情報伝達及び、関係職員の早期参集体制

の確立に努める。 

  イ 地域住民等への情報伝達体制の確立 

    住民等には迅速に避難行動をとってもらう必要があることから、市町村はあらゆる広報伝達 

媒体（有線・無線電話、同報無線、広報車、サイレン等）や組織等を活用し、住民等への津波    

予警報の迅速かつ的確な伝達に努めるとともに、避難行動に結びつけるよう、その伝達内容等に

ついてあらかじめ検討しておくものとする。 

  （ア）同報無線の整備活用 
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     地域住民等に対する情報伝達や避難指示等を迅速かつ、確実に実施するため、同報無線の  

整備拡充、更新に努める。 

     また、発災時の停電の影響やバッテリー切れ等のためにその機能が失われないよう、デジ  

タル化等の高度化、避難所となる各種公共施設への通信機の配備、非常電源の容量確保、耐震

性の向上や津波の影響を受けない場所への移設などを検討する。 

  （イ）多様な伝達手段の確保 

     Ｊ－ＡＬＥＲＴは、県内全市町村に整備済みである。Ｊ－ＡＬＥＲＴの受信機と防災行政  

無線の自動起動機の運用や、エリアメールや緊急速報メール、衛星携帯電話やワンセグ、スマ

ートフォンなどのあらゆる情報手段の活用を検討する。 

  （ウ）地域団体等の自主的情報伝達 

     地域住民等に対する情報伝達がなされた時に、これに敏速に呼応して消防団、自主防災組織

等が自主的に情報伝達できる組織体制の指導育成に努める。 

  （エ）海岸線等への情報伝達 

     海岸線付近の観光地、海水浴場等に対する迅速かつ、効果的な情報伝達体制の整備を図ると

ともに、各管理者等が自主的に観光客等へ情報伝達できる体制の確立に努める。 

  （オ）港湾、漁港、船舶等への情報伝達 

     港湾関係機関、漁港管理者、漁業協同組合等と相互協調のもと、迅速な情報伝達体制の確立

に努める。 

     県、港湾又は漁港管理者は、行政機関と連動し津波発生時における船舶の状態（航行中又は

係留中）別に、対処方法を具体的に明示し、個々の船舶管理者等に周知を図るとともに、有事

における自主避難意識と体制を確立する。 

  （カ）市町村間の連携 

市町村は、津波被害等により市町村機能が麻痺又は著しく低下した場合における地域住民へ

の情報伝達の手段等を確保するため、平時から近隣市町村との連携や情報共有に努める。 

 

４ 津波防護施設等の整備（農林水産部、県土整備部、市町村） 

（１）海岸保全施設及び河川堤防の整備 

   国の中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」の

報告では、今後の津波対策を構築するにあたっては、基本的に以下の２つのレベルの津波対策を 

想定する必要があるとされている。 

  ア 住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で想定する津波であり、発生頻度の極めて 

低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波 

  イ 防波堤など構造物によって津波の内陸への浸入を防ぐ海岸保全施設等の建設を行う上で想定す

る津波であり、最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害を 

もたらす津波で、数十年から百数十年に一度、来襲すると想定される津波 

   海岸保全施設は、今まで、侵食、高波及び高潮に対する施設整備を進めており、その規模を超え

る津波に対してはソフト対策で対応することとしていたが、平成２３年３月１１日に発生した東北

地方太平洋沖地震による津波により、九十九里浜を中心に甚大な被害が発生したことから、「千葉

東沿岸海岸保全基本計画」を変更し、発生頻度の高い津波から防護するための海岸保全施設等の 

整備を海岸の利用形態や環境面に配慮しながら、地元の意見を踏まえて実施する。 

   なお、東京湾沿岸などの海岸保全施設については、今後、計画の変更も含めて十分な検討を行う。 

   河川堤防については、河川を津波が遡上し、被害の発生が想定されることから、海岸保全施設の

整備と合わせて堤防の嵩上げ及び構造強化等を必要に応じて実施する。 

（２）防災施設の点検、診断、改修及び補強 

   既存の防潮堤等の防災施設は、ほとんどが高潮を対象とした設計基準に基づき築造されている。

このため、特に建設年次の古い施設については、老朽度、天端高の点検及び設置地盤の液状化を  

含む耐震性診断を実施する。 
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（３）防災施設等の運用 

   防潮堤等の防災施設に設置されている水門、陸閘等の開閉については、津波発生時において、  

水門操作員の安全を確保しつつ迅速・確実な操作が行えるよう水門の規模や地域の状況に対応した

「操作指針」を策定するとともに、必要に応じて水門を遠隔操作し閉鎖するシステム等を順次導入

することで、津波発生時における背後地域の被害についても低減させるなど、適切な防災施設等の

運用を図る。 

（４）護岸等の避難施設、避難口の設置 

 直立構造式の護岸や防潮堤等で避難階段の少ない施設については、地域の利用形態（例、海水浴

場等）を考慮し、砂浜から後背地に通じる避難階段（斜路）、避難口等を設置する。 

（５）防災林の設置 

   海岸線に所在する県有の保安林については、病虫害、台風や津波などの災害にも強い保安林と  

なるよう整備・育成を図ることとし、松くい虫、湿地化、及び東日本大震災に伴う津波による被害

地だけでなく、健全地についても、保安林の機能が十分に発揮できるようにするものとする。 

   整備手法については、盛土による地盤の嵩上げやこれまでクロマツの１種類で形成していた保安

林を海側、中間部、後背地側の三重構造にし、減災効果が期待できる常緑広葉樹の高木と低木の  

混交林として整備するなど、砂丘や森林が持つ津波に対する被害軽減効果を重点に、従来の手法に

対して、機能強化、海岸線に沿った連続性、多重防御、コスト縮減、関係機関との協働といった   

観点から再検討した結果をとりまとめた「千葉県海岸県有保安林整備指針」に基づくこととし、  

砂丘や森林の整備を行う。 

（６）避難場所及び避難路、津波避難ビル等の指定・整備 

   市町村は、「千葉県津波避難計画策定指針」や国の「津波避難ビル等に係るガイドライン（平成  

17年度）」及び「東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の

要件に係る暫定指針（平成23年度）」などをもとに、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間に

避難が可能となるよう、避難場所及び避難路、津波避難ビル等の指定・整備に努める。 

   なお、専ら避難生活を送る場所として指定された避難所と、津波等からの緊急一時的に避難する

避難場所を間違わないよう、両者の違いについて住民への周知徹底を図る。 

＜資料８－５ 海岸法 海岸保全区域一覧表＞ 
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津波浸水予測図（平成23年度） 
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第３節 火災等予防対策 

 

 

 関東地震の死亡者の９割弱が火災を原因とするものであり、現在も木造密集市街地で同時に多発する

火災による二次災害の危険性は高い。また、都市化の進展した市街地では、可燃物の密集、ガソリン等

各種危険物の貯蔵・取扱量の増大、木造密集市街地の拡大等、関東地震時以上に危険要因が増えている。  

 今後、起こりうる首都直下地震などの大地震には、何よりもまず、地震火災を最小限に抑えることが

重要であり、一般家庭や危険物施設等への指導による出火防止や建築物の不燃化促進等を実施する。 

 

１ 地震火災の防止（防災危機管理部、商工労働部、県土整備部、市町村） 

（１）出火の防止 

ア 一般家庭に対する指導 

 一般家庭内における出火を防止するため市町村は、自治会、自主防災組織等各種団体を通じて

一般家庭に対し、火気使用の適正化及び消火器具等の普及と取扱い方について指導を行うことと

し、県西部防災センターにおいては、同様の啓発指導を行い、「身の安全を確保した後、火の   

始末、火が出たら消火」等の地震火災の心得の普及及び徹底を図る。 

また、住宅火災による死者数の低減に有効な手段である住宅用火災警報器が県内全ての住宅に

適正に設置されるよう普及促進に努めるとともに、防炎製品の活用を推進する。 

さらに、復電時における通電火災等を防止するため、関係機関と連携し、出火防止対策を推進

する。 

イ 防火対象物の防火管理体制の確立 

 消防本部は、防火管理者設置義務対象の防火対象物には、必ず防火管理者の設置を期すと  

ともに、小規模防火対象物についても、地震に対する事前対策と発災時の応急対策が効果的に 

行い得るよう行政指導を強化し、職場における防火管理体制の確立を図る。 

ウ 予防立入検査の強化指導 

 消防本部は、消防法４条の規定による立入検査を強化し、防火対象物の用途、地域等に応じた

計画的な立入検査等を実施し、常に当該区域内の防火対象物の状況を把握するとともに、火災 

発生危険の排除に努め予防対策の万全を期する。 

エ 危険物施設等の保安監督の指導 

 県及び消防本部は、消防法の規制を受ける危険物施設等の所有者、管理者等に対し、自主防災

体制の確立、保安要員の適正な配置及び危険物取扱従事者等に対する教育を計画的に実施する 

よう指導し、当該危険物施設等に対する保安の確保に努めさせるとともに、消防法の規定に  

基づく立入検査を実施し、災害防止上必要な助言又は指導を行うものとする。また、市町村火災

予防条例の規定に基づく少量危険物及び指定可燃物の管理及び取扱いについても、所有者、管理

者等に対して必要な助言又は指導を行う。 

オ 危険物取扱者保安教育の徹底 

 県は、危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において、取扱作業に従事する危険物取扱者に   

対して取扱作業の保安に関する講習を実施する。 

カ 消防設備士に対する教育の徹底 

 県は、消防設備士資格取得者に対し、消防用設備等に関する技術の進歩に伴い、これらに   

対応し得るよう消防設備士の講習を実施する。 

キ 化学薬品等の出火防止 

 県及び市町村は、化学薬品を取り扱う学校、病院、薬局、研究所等の立入検査を定期的に実施

し、保管の適正化の指導を行う。 

ク 消防同意制度の活用 

 消防本部は、建築物の新築、改築等の許可、認可、確認の同意時、防火の観点からその安全性
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を確保するため、消防法第７条に規定する消防同意制度の効果的な運用を図る。 

（２）初期消火 

ア 市町村及び消防本部は家庭及び職場での初期消火の徹底を図るため、各家庭や職場に対して 

消火器具の設置を奨励する。 

イ 市町村、消防本部及び県は、地域住民に対して初期消火に関する知識、技術の普及を図ると  

ともに自主防災組織を指導する。 

（３）延焼拡大の防止 

ア 常備消防の強化 

市町村は、消防力を地震時においても最大限有効に活用するため、震災の態様に応じた消防  

計画を樹立し、これに基づく訓練の徹底に努め体制の確立を図るとともに、今後とも都市構造、

災害態様の変化に応じ、緊急消防援助隊を含め、消防力の増強を図っていく。 

 また、県は、大規模災害の発生に対処するために市町村が整備する、高度な技術・資機材など

消防体制及び消防施設の整備を拡充するため財政支援を行っていくものとする。 

イ 消防団の強化 

 消防団は、震災時に常備消防を補完して消火活動を行うとともに平常時は住民や自主防災組織

に対して出火防止、初期消火等の指導を行っていく。とりわけ、弾力的な運営、他組織との連携・

協力、教育訓練における工夫、被用者による消防団活動等の促進などについて配慮していくこと

が必要である。 

 消防団員の確保のため市町村の留意すべき事項 

（ア）消防団に関する住民意識の高揚 

（イ）処遇の改善 

（ウ）消防団の施設・装備の改善 

（エ）女性消防団員の積極的確保、能力活用等 

（オ）機能別団員・分団の採用の推進 

ウ 消防水利の整備 

  震災時においては、消火栓は水道施設の被害等により断水又は大幅な機能低下を被るおそれが

あることから、市町村は、耐震性貯水槽等の整備や、自然水利の活用等の消防水利の計画的な  

整備を図る。 

エ 市街地における空中消火の検討 

  市街地に同時多発火災が発生した場合に備え、市町村及び消防本部は「消防防災ヘリコプター

の効果的な活用に関する検討会報告書（平成21年3月）」を基に、市街地における空中消火に   

ついて検討する。 

   

２ 建築物不燃化の促進（県土整備部） 

（１）建築物の防火規制 

 市街地における延焼防止を次により推進する。 

ア 防火、準防火地域の指定 

 県及び市町村は、建築物が密集し、震災により多くの被害を生じるおそれのある地域に   

おいては、防火地域及び準防火地域の指定を行い、耐火建築物又は準耐火建築物の建築を   

促進する。この防火地域は、容積率が５００％以上の地域について指定を行うほか、集団的地域

としての「建物密集地域」、「公共施設等重要施設の集合地域」あるいは路線的な地域としての 

「幹線街路沿いの商業施設等の連たんする地域」、「避難路及び避難地周辺地区」等、都市防災上

の観点から特に指定が必要と考えられる地域についても容積率の高い地域から順次指定を  

進める。 

 また、準防火地域は、防火地域以外の商業地域、近隣商業地域及び建物が密集し、また用途が

混在し火災の危険が予想される地区等について指定を進める。 

 なお、これら防火地域及び準防火地域の指定に当たっては、県下の該当地域の選定を行った 
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上で、地元住民の理解と協力が見込める等、実際の指定のための要件が整ったところから順次 

行うものとする。 

イ 防火・準防火地域以外の市街地における延焼の防止を図るため、建築基準法第２２条による  

いわゆる屋根不燃区域の指定を行い、木造建築物の屋根の不燃措置及び外壁の延焼防止措置を 

指導する。 

ウ 県が建設する県営住宅は、原則として耐火構造とする。 

（２）都市防災不燃化促進事業 

 大規模な地震等に伴い発生する火災から住民の生命・財産を守るため、避難地・避難路・延焼   

遮断帯の周辺等の一定範囲の建築物の不燃化を促進する。 
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（３）防火地域・準防火地域内の建築規制（建築基準法） 

 

 

 対          象 構   造 

防 
 
 

火 
 
 

地 
 
 

域 

１ 階数が３以上又は延べ面積が１００平方  

メートルを超える建築物 ３に掲げる建築物を

除く 

耐火建築物 

耐火建築物又は 

準耐火建築物 
２ その他の建築物 

３（１）外壁及び軒裏が防火構造で、延べ面積が５０平方メートル以内の 

平屋建の附属建築物 

（２）卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で  

造られたものなど 

（３）高さ２ｍを超える門又は塀で不燃材料で造り又はおおわれたもの 

（４）高さ２ｍ以下の門又は塀 

制限なし 

４ 看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上

に設けるもの又は高さ３ｍを超えるもの 

主要部分を不燃材料

で造り又はおおう。 

準 
 
 

防 
 
 

火 
 
 

地 
 
 

域 

１ 地階を除く階数が、４以上又は延べ面積が

１，５００平方メートルを超える建築物 

卸売市場の上家又は 

機械製作工場で主要 

構造部が不燃材料で 

造られたものなど 

耐火建築物 

２ 延べ面積が５００平方メートルを超え 

１，５００平方メートル以下の建築物 

耐火建築物又は 

準耐火建築物 

３ 地階を除く階数が３である建築物 

 

 

 

 

耐火建築物、準耐火

建築物又は防火上

必要な政令で定め

る技術基準に適合

する建築物 

４ １、２、３以

外の木造建築

物 

外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分 防火構造 

高さ２ｍを超える附属の門又は塀で延焼のおそれの

ある部分 

不燃材料で造るか、

おおう。 

防火地域、準防火地域内にある建築物に対するその他の制限 

 

１ 屋 根……防火地域又は準防火地域においては、建築物の屋根で耐火構造又は準耐火構造でない

ものは、不燃材料で造り、又はふかなければならない。   （建築基準法第63条） 

２ 開口部……防火地域又は準防火地域にある建築物で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、

その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、政令で定める構造の防火戸その他の 

防火設備を設けなければならない。            （建築基準法第64条） 

３ 外壁部……防火地域又は準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その  

外壁を隣地境界線に接して設けることができる。      （建築基準法第65条） 
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（４）市町村別防火地域、準防火地域指定状況 

（平成23年4月1日現在、単位ha） 

市町村名 防火地域 準防火地域 市町村名 防火地域 準防火地域 

千 葉 市 280 805 君 津 市   48 

銚 子 市  185 富 津 市     9.1    29.1 

市 川 市  58 133 浦 安 市  33  35 

船 橋 市  32 379 四 街 道 市   20 

館 山 市   38 袖 ケ 浦 市     4.7     8.6 

木 更 津 市   4    75.2 八 街 市     5.6    12.6 

松 戸 市  22 227 印 西 市  55  72 

野 田 市     1.9  53 白 井 市   39 

茂 原 市     3.1  37 匝 瑳 市    9 

成 田 市    69.6  27 香 取 市   51 

佐 倉 市  18  48 い す み 市      6.3 

東 金 市     20.4 酒 々 井 町      7.6 

旭   市     15.1 栄   町      2.5 

習 志 野 市  55  35 大網白里町     2.4     7.7 

柏   市  37 177 芝 山 町    8 

勝 浦 市     15.4 一 宮 町      7.6 

市 原 市  158 白 子 町   13 

流 山 市  18  61 御 宿 町   27 

八 千 代 市  53  24    

我 孫 子 市    15.1    41.5    

鴨 川 市     3.1  51    

鎌 ケ 谷 市  16  33 合  計  795.6 3,042.6 

※ 平成２３年４月１日現在の市町村名を表示している。 
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３ 防災空間の整備・拡大（県土整備部） 

（１）特別緑地保全地区の指定 

 都市緑地法に基づき、特別緑地保全地区を指定し、良好な緑地を保全し、生活環境を整備する  

とともに、都市における火災の防止に役立てるものとする。 

（２）都市公園の整備 

 都市公園は、住民のレクリエーション、スポーツ等の場としての機能のほかに、災害時における

避難場所あるいは延焼を防止するオープンスペースとして防災上の役割も非常に高い。 

 このため、防災都市づくりの一環として計画的な公園整備を進めるとともに、関係機関との連携

を密にして防災施設の整備促進を図り、あわせて火災に強い樹木の植栽を行い、防災効果の高い 

公園の整備に努めていく。 

 都市公園整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）幹線道路の整備 

 道路は、人や物を輸送する交通機能のみならず震災時においては、火災の延焼防止機能も有して

いる。道路の新設・拡幅は、オープンスペースとして火災の延焼を防止するなど災害に強い    

街づくりに貢献するところが大きい。 

 このため、都市の構造、交通及び防災等総合的に検討し、特にその効果の著しい広幅員の道路に

ついては緊急性の高いものから整備を促進する。 

（４）河川の整備 

 都市における河川空間は、火災の延焼遮断帯としての防災機能を有しているため、河道の拡幅等、

河川の改修を進めていく。 

 

区  分 箇 所 数 面 積 (ha) 

県 立 都 市 公 園 

(平成22年度末現在) 
13 459.9 

市町村立都市公園等 

(平成22年度末現在) 
5,920 3,449.4 
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第４節 消 防 計 画 

 

 

 大規模災害・特殊災害などの各種災害の発生に対処するため、高度な技術・資機材など消防体制及び

消防施設の整備拡充に努めるほか、消防職員及び団員に対する教育訓練、消防思想の普及及び市町村  

相互間の応援体制等の推進を図る。 

 

１ 消防施設の整備（防災危機管理部） 

  県内消防施設の強化を図るために、市町村等の行う消防施設強化事業に対し支援を行う。 

（１）消防ポンプ車等、水利等消防施設の現況の把握 

（２）消防施設の整備 

ア 高規格救急自動車の整備 

 県内の救命率の向上のため､高規格救急自動車の整備に対し、市町村の財政事情その他必要に

応じ支援を行う。 

イ 消防団の施設・設備 

 地域おける消防力の強化を図るために、消防団の施設・設備に対し、市町村の財政事情その他

必要に応じ、国及び県において支援する。 

 

２ 消防職員、団員等の教育訓練（防災危機管理部） 

 消防大学校及び県消防学校において、おおむね次のとおり教育訓練を行う。 

（１）消防大学校での教育訓練 

   幹部として必要な教育訓練を行う。 

（２）県消防学校での教育訓練（「消防学校の教育訓練の基準」（総務省消防庁）に基づく教育訓練） 

ア 消防職員 

（ア）初任教育（初任科） 

（イ）専科教育（特別災害科、予防査察科、危険物科、火災調査科、救急科、救助科） 

（ウ）幹部教育（初・中・上級幹部科） 

（エ）特別教育（訓練指導科、はしご自動車等講習会、気管挿管・薬剤投与講習） 

イ 消防団員 

（ア）基礎教育（新任科） 

（イ）専科教育（警防科） 

（ウ）幹部教育（初・中級幹部科） 

（エ）特別教育（指導員科、訓練指導科、女性消防団員科、一日入校及び現地教育） 

ウ 自衛消防隊 

企業等の自衛消防隊員に対し、要請により教育訓練を実施する。 

エ 災害救援ボランティア 

 災害時に災害救援活動を行うボランティアに必要な消防分野に係る知識・技能の習得について、

講師の派遣等の協力を行う。 

 

３ 市町村相互の応援体制（防災危機管理部） 

 消防組織法第３９条の規定により、千葉県広域消防相互応援協定が締結されているので、運営の  

推進を図るとともに、市町村においては、相互の連絡調整を密にして各種災害に対応する。 

 また、平成８年度に策定した「千葉県消防広域応援基本計画」に基づいた迅速かつ的確な広域応援

が市町村間で実施できるよう情報受伝達訓練等の各種訓練及び、応援可能部隊や応援可能資機材  

リストの更新を行う。         ＜資料編１－12－６ 千葉県広域消防相互応援協定書＞ 

                   ＜資料編１－12－７ 千葉県消防広域応援基本計画＞ 
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４ 広域航空消防応援体制（防災危機管理部） 

 大規模特殊災害発生時に、消防組織法第４４条の３の規定により、他の都道府県の市町村等の   

ヘリコプターを用いた消防に関する応援を要請する場合は、大規模特殊災害時における広域航空消防

応援実施要綱及び同実施細目、並びに県及び当該市町村の事前計画に定める手続き等により、当該  

応援が円滑かつ迅速に実施されるよう的確な対応を図る。 

＜資料編１－12－９ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千葉県事前計画＞ 

 

５ 消防思想の普及（防災危機管理部） 

（１）各種の行事を行い消防思想の普及徹底を図る。 

（２）春秋２回の火災予防運動を実施する。（各1週間） 

（３）県消防大会及び県操法大会を開催して、消防職員・団員の士気の高揚を図る。 

（４）各種講習会等を開催する 

（５）下記関係団体と協力して、消防思想の普及及び火災予防の徹底を図る。 

 （公財）千葉県消防協会 

 （社）千葉県危険物安全協会連合会 

 千葉県少年婦人防火委員会 

 （社）千葉県消防設備協会 

なお、住宅火災の延焼防止のため、住宅用火災警報器の設置普及を図る。 

 

６ 市町村の消防計画及びその推進（防災危機管理部、市町村） 

  特に次の項目について推進を図る。 

（１）消防組織の整備強化 

   家屋の密集度を十分検討の上、必要に応じ常備消防体制の強化を図る。 

（２）消防施設整備計画 

（３）火災等の予警報計画 

（４）消防職員、団員招集計画 

（５）出動計画 

（６）応援部隊受入誘導計画 

（７）特殊地域の消防計画 

ア 特殊建物、施設の多い地域の計画 

（ア）密集地域の計画 

（イ）重要文化財の計画 

（ウ）バラック建物等の地域の計画 

（エ）重要建物、施設の計画 

（オ）高層建物の計画 

（カ）地下構造物及び施設の計画 

（キ）その他 

イ 危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所が多い地域の計画 

ウ 港湾等沿岸地域の計画 

エ 急傾斜地域の計画 

オ その他 

（８）異常時の消防計画 

ア 強風時の計画 

イ 乾燥時の計画 

ウ 飛火警戒の計画 

エ 断水又は減水時の水利計画 
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（９）その他の消防計画 

ア 林野火災の計画 

イ 車両火災の計画 

ウ 船舶火災の計画 

エ 航空機火災の計画 

（10）消防訓練計画 

ア 機械器具操法訓練 

イ 機関運用及び放水演習 

ウ 自動車操縦訓練 

エ 非常招集訓練 

オ 飛火警戒訓練 

カ 通信連絡訓練 

キ 破壊消防訓練 

ク 林野火災防ぎょ訓練 

ケ 車両火災防ぎょ訓練 

コ 船舶火災防ぎょ訓練 

サ 航空機火災防ぎょ訓練 

シ 危険物火災等特殊火災防ぎょ訓練 

ス 災害応急対策訓練 

セ 自衛消防隊の指導 

（11）火災予防計画 

ア 防火思想普及計画 

イ 予防査察計画 
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第５節 建築物の耐震化等の推進 

 

 

 昭和３０年代以降の急激な都市への人口及び産業の集中により、都市の既成市街地のなかには、道路・

公園などの都市基盤の整備が不足し、かつ、老朽建築物が多い木造密集市街地が相当数存在しており、

建築物の倒壊等の集中的被害が生じるおそれがある。 

 また、建築基準法の耐震基準に適合しない既存建築物、ブロック塀や落下物など、地震に対する安全

性の向上を図る必要がある。 

 なお、東日本大震災においても、水道、電気、ガスなどのライフライン等の一部が寸断したことから、

各施設の耐震性について、さらに強化を図るものとする。 

 

１ 市街地の整備（県土整備部） 

 建築物の倒壊等の集中的被害を防ぐため、面的な都市基盤施設の整備とあわせて建物の更新などが

図られる土地区画整理事業・市街地再開発事業等により防災上安全性の高い市街地形成の推進を図り、 

また、新たな地域拠点等の形成を必要とする地域においては、防災上安全で健全な市街地となるよう

土地区画整理事業を推進する。 

 このため、これら事業の推進に向け千葉県市街地整備推進協議会等を通じ啓発活動等を行うと  

ともに、市町村等が実施する土地区画整理事業などに必要な支援を行う。 

（１）土地区画整理事業の実施状況（平成23年4月1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市街地再開発事業等の実施状況（平成23年4月1日現在） 

 

 

区  分 地区数 面  積 

既 成 市 街 地 54 1,462.5ha 

新 市 街 地 438 16,742.7ha 

合  計 492 18,205.3ha 

区  分 地区数 面  積 

市 街 地 

再 開 発 事 業 
29 28.4ha 

優 良 再 開 発 

建築物等整備事業 
4 1.4ha 

合  計 33 29.8ha 
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２ 建築物等の耐震対策（総務部、防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、教育庁） 

（１）既存建築物の耐震診断・耐震性向上に向けた改修の促進 

   阪神・淡路大震災において、昭和５６年以前に建築された、比較的古い建築物に大きな被害が  

集中した。こうした事態に対処するため、現行の建築基準法に規定される耐震基準に適合しない  

既存建築物の地震に対する安全性の向上を図ることは、引き続き重要な課題である。 

   そのため、県は市町村と調整の上、計画的かつ総合的に県下全域の既存建築物の耐震診断・耐震

改修（以下「耐震改修等」という。）の促進を図っていく必要がある。 

   一方で、建築物にかかわる防災対策は、建築物の所有者や管理者が自己の責任において自らの  

建築物の安全性を確保することが原則であることから、所有者等には、既存建築物の耐震性能の  

確保・向上のための耐震改修等を積極的に努めるよう、指導を徹底していく必要がある。 

 そこで、県や市町村は、国の補助制度や耐震改修促進税制の活用を図り、耐震改修技術の普及・

建築技術者の養成、耐震相談窓口の開設・所有者向けの啓発事業等、耐震改修等促進のための施策

を推進する。 

 また、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成7年法律第123号）及び同法に基づく「千葉

県耐震改修促進計画」に沿い、緊急性の高い施設の所有者等に対して、耐震改修等の実施に向けた

指導に努めるとともに、それらの建築物に関しては、データベース等を活用し、耐震改修等の進捗

管理に努める。 

 緊急性の高い施設とは、以下の既存建築物とする。 

ア 用途や規模等の特性によって設定する建築物 

（ア）被災時にその機能確保が求められる建築物 

 例：避難施設、救護・救援施設、災害復旧拠点施設、ライフライン管理施設等 

（イ）高齢者、身体障害者等災害時要援護者が利用する建築物 

 例：社会福祉施設、老人保健施設等 

（ウ）多数の者が利用する一定規模以上の建築物 

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で定める特定建築物 

 例：百貨店、劇場、映画館等 

イ 県及び市町村が震災時の避難、救援復旧活動等に使用する道路等として定めた以下の沿道区域

内等に在する建築物 

（ア）「災害時における避難所運営の手引き」に基づく避難路の沿道区域や避難地の周辺区域 

（イ）本計画及び市町村の地域防災計画に基づく緊急輸送道路の沿道区域 

（ウ）自然水利に面する道路の沿道区域 

ウ 震災時に大きな被害が想定される比較的古い木造住宅が密集する市街地等の建築物 

（２）教育施設の耐震化 

  ア 県立学校・小中学校の耐震化の推進 

    学校施設は、児童生徒が１日の大半を過ごす学習、生活の場、かつ、災害時には地域住民の   

応急避難場所としての役割を持つことから、県立学校について、千葉県耐震改修促進計画及び  

県有建築物の耐震化整備プログラムに基づき、耐震化を進める。 

    市町村が設置する小中学校施設等についても、計画的に耐震化を進めていくよう市町村へ働き

かける。 

  イ 私立学校施設の耐震化の促進 

私立学校等に対して国及び県の補助制度や日本私立学校振興・共済事業団の融資制度を活用し、

速やかに校舎等の耐震化を進めるよう指導する。 

  ウ 体育施設の耐震化 

    県は、地域住民の応急的な避難場所になる県有体育施設について耐震性能の向上を推進する。 
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（３）災害拠点病院の耐震化 

   県は、震災時に応急活動の拠点となる災害拠点病院の耐震化について、助成制度の活用による  

耐震化の支援を行っていくものとする。 

（４）高層建築物における対策 

   平成１７年に起きた千葉県北西部を震源とする地震では、エレベーターに地震時管制運転装置が

設置されていたにもかかわらず、閉じ込めが発生したことから、エレベーターの閉じ込め対策の  

推進及びエレベーター停止に対する復旧の推進に努める。 

  ア エレベーターの閉じ込め防止対策 

    地震時のエレベーターの閉じ込め被害を防止するため、地震時管制運転装置を設けていない 

既存エレベーターについて、定期報告等の機会を捉えて同装置の設置の啓発に努める。 

  イ エレベーターの停止に対する復旧の推進 

  地震等の災害時に、揺れや停電によりエレベーターが停止し、閉じ込められた場合の復旧方策

について、情報の共有化など関係団体等と連携し対策を進める。 

ウ 共同備蓄 

  県は、対象となる高層集合住宅の調査、把握、検討を行い、管理組合による共同備蓄を     

促進する。 

（５）ブロック塀等の安全対策 

ア ブロック塀等の倒壊・落下防止 

（ア）県は、「千葉県コンクリートブロック塀等安全対策推進要綱」（昭和58年9月制定）に基づき、

市町村と連携して、適正な築造方法の啓発・普及に努めるとともに、既設のブロック塀等の所

有者・管理者に対して倒壊を防止し、安全を確保するため必要な助言又は指導に努める。 

（イ）「千葉県屋外広告物条例」に基づき、倒壊や落下により公衆に危害を及ぼすことがないよう、

屋外広告物の設置者・管理者に対し、補修等必要な管理を行い、良好な状態を保持するよう  

啓発に努める。 

イ 自動販売機の転倒防止 

  県は、関係団体等と連携して、「自動販売機据付基準」の周知等を行い自動販売機の転倒防止を

推進する。 

（６）落下物防止対策 

ア 「千葉県落下物防止指導指針」（平成2年11月制定）に基づき、建築物の窓ガラス、袖看板等の

落下による歩行者等の被害を未然に防止するため、当該窓ガラス等の落下に関する専門知識及び

技術の普及・建築物の所有者等への啓発等に努める。 

イ 商業地域など人通りの多い道路や市町村が定める震災時の避難路に面する地上３階以上の既存

建築物を対象に、窓ガラス、袖看板等の落下による危険性のあるものについては、建築物の所有

者等に対して、適切な改修や補修の指導を行う。 

（７）家具・大型家電の転倒防止 

   県及び市町村は、ホームページ、県民だより及び県民対象の各種イベントにおいて、家具・大型

家電の転倒防止対策の重要性を啓発する。 

（８）建築防災体制の整備と安全対策の啓発 

 地震による建築物等の損壊や損壊に起因した二次的な人や物への被害を未然に防止するための 

施策を、県下全域に的確かつ円滑に推進するとともに、地震に関する安全対策の啓発・普及に   

努める。 
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ア 連絡協議会の運用 

 県は、建築防災にかかる諸施策の推進のため、千葉県建築防災連絡協議会（県及び県下54市町

村で構成、平成7年5月設立）の活動の充実を図り、既存建築物の耐震診断・改修の促進や応急  

危険度判定支援体制の確立に努める。 

イ 安全対策の啓発 

 県及び市町村は、民間の建築関係団体との連携を図り、建築物の所有者や管理者向けの耐震 

相談窓口の開設、耐震相談会・講習会の開催、パンフレットの配布等により、地震に関する安全

対策の啓発・普及に努める。 

 

３ ライフライン等の耐震対策（総合企画部、防災危機管理部、県土整備部、水道局、企業庁） 

 都市の地下には上下水道管やガス管が、また地上には電気施設等が、網の目のように整備されて  

いる。 

 震災時、これらの施設が被害を受けると都市生活機能をまひさせるばかりではなく、応急対策を  

実施する上での大きな障害になる要因となる。 

   阪神・淡路大震災では、水道、電気、ガス、電話等の各施設が大きな被害を受けた。さらに、平成

２３年３月に発生した東日本大震災では、本県においても上下水道、電気、ガス等の各施設が大きな

被害を受け、被災者の生活に多大な影響を及ぼした。 

 これらのことから、各施設の耐震性の強化を図り地震に強いライフラインづくりを行っていく。 

 また、南関東地域に大地震が発生した場合におけるライフライン機能の確保対策を推進するため 

「千葉県ライフライン対策連絡協議会」等においてライフライン対策の連携を強化する。 

（１）水道施設 

 水道施設は、耐震設計、管路の改良及び配水池の増強等により、耐震性の強化が図られてきた  

ところである。 

 しかしながら、既存施設の中にはまだ老朽化による更新又は補強が必要な施設等があり、次の  

とおり施設の耐震化を進め防災対策の一層の充実を図る。 

ア 耐震化の指標作成 

 水道事業体に、水道施設の耐震化について、目標年度を定め耐震性、重要性等による優先度を

加味した事業推進の計画作成を指導する。 

イ 緊急を要する対策 

 耐震性の観点から石綿セメント管や老朽施設等について、緊急に補強又は更新の指導をする。 

ウ 速やかに復旧できる水道づくり 

 被災しても速やかに復旧できる水道とするため、重要施設の耐震化、自家用発電設備など施設

の整備補強、及び複数系統化などの水道システムとしての耐震性の向上を図るよう指導する。 

エ 広域的バックアップ体制の整備等 

 広域的バックアップ体制の整備や緊急時給水能力の強化等により、被災した場合でも住民に水

を供給できる機能を持つ水道の指導をする。 

オ 県営水道の施設整備計画 

五箇年毎に実施計画を作成し、施設の耐震強化対策を実施する。 

  （ア）浄・給水場施設の耐震強化 

     耐震調査結果に基づき、計画的に浄・給水場等の主要構造物や建築物の耐震強化対策を実施

する。 

     施設の耐震化と併せて、浄水場及び給水場間のバックアップ体制を強化するため、北船橋  

給水場から北総浄水場へ逆送できる体制を整備するとともに、北千葉広域水道企業団との水の

相互融通体制の確保を図ることを計画している。 

  （イ）管路の耐震強化 

管路の新設及び更新において、すべて耐震継手を導入し耐震化を図る。なお、震災被害を  

受けやすい石綿セメント管や公道部の鉛給水管については、ほぼ更新済みである。 
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管路の多系統化及びループ化を図り、漏水発生時における管路のバックアップ機能を強化す

るとともに、配水区域の細分化（ブロック化）を推進し、震災時の断水範囲の縮小及び復旧の

迅速化を図る。 

（２）下水道施設の安全確保整備 

 ポンプ場及び処理場内の重要施設については、耐震計算を行い、その他の施設については地震  

被害を想定し、施設の多系統化・複数化、予備の確保等で機能の充実を図り、補修の容易な構造   

とし、復旧対策に重点を置いた整備を図るとともに、耐津波対策も考慮し、地震時においても必要

最小限の排水機能が確保されるよう整備を図る。 

 また、施設の維持、管理においては、日常の点検などによる危険箇所の早期発見と、これの改善

を行い、施設の機能維持に努める。 

（３）電気施設 

ア 災害予防計画目標 

 建物については、建築基準法、土木工作物（機器基礎を含む）についてはダム設計基準、港湾

工事設計要覧、道路橋設計示方書などの基準水平震度とする。 

イ 防災施設の現況 

（ア）変電設備 

 最近の標準設計では、機器の耐震設計は水平加速度０．３～０．５Ｇ、機器基礎の耐震設計

は水平加速度０．２Ｇを下限値とし、地域別・地盤別・構造種別・重要度別の各系数により   

補正している。 

 建物については、建築基準法による耐震設計を行っている。 

（イ）送電設備 

 架空送電設備に対する地震力の影響は風圧荷重によるものに比べ小さいため、地震時荷重に

ついてはその検討を一般に省略している。ただし、軟弱地盤や活断層付近に支持物を布設する

場合は、地盤の変動・破壊に起因する被害を受けるおそれがあるためその地盤に応じた適切な

対策を実施している。 

 また、地中送電設備では１５４ＫＶ以上のケーブルヘッドについては水平加速度０．３Ｇ、

共振正弦３波に耐えるよう耐震設計を行っている。 

（ウ）配電設備 

 震度６（水平最大加速度0.3Ｇ）の地震に対し、おおむね送電可能の施設をしている。 

（エ）通信設備 

 水平加速度０．５Ｇに耐えるよう機器を施設している。 

ウ 保守・点検 

 電気工作物を常に法令で定める技術基準に適合するよう保持し、さらに事故の未然防止を図る

ために定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合には特別の巡視）並びに 

自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査等を行い、感電事故の防止を図るほか、漏電

等により出火にいたる原因の早期発見とその改修に努める。 

（４）ガス施設 

 設備、施設の設計は、ガス事業法、消防法、建築基準法、道路法等の諸法規並びに建築学会、    

土木学会の諸基準及び日本ガス協会基準に基づいている。 

 各施設の安全化のための対策は、次のとおりである。 

ア 製造施設 

（ア）施設の重要度分類に基づき、それぞれのクラスに応じた設計法を適用し、耐震性の向上及び

安全性を確保する。 

（イ）緊急遮断弁、防消火設備、防液堤の設置、保安用電力の確保等の整備を行い、二次災害の   

防止を図る。 

イ 供給施設 

（ア）新設設備は、ガス事業法「ガス工作物の技術上の基準」等に基づき耐震性を考慮した設計   



地-2-37 

 

とし、既設設備は、必要に応じて補強等を行っている。 

ａ ガスホルダーやガス導管の設計は、地震力を考慮して設計しているほか、安全装置、遮断

装置、離隔距離等を考慮して設置している。 

ｂ ガス導管材料は高・中・低圧別に区分し、それぞれの状態に応じた最適な材料・継手・   

構造等を採用し、耐震性の向上に努めている。 

 特に、低圧導管においては、地盤変位を吸収し、地震による損傷を最小限にくい止める  

ポリエチレン管（ＰＥ管）を採用している。 

（イ）二次災害の発生を防止するため、ホルダーの緊急遮断装置による緊急遮断、導管網の    

ブロック化、放散塔による中圧導管の緊急減圧措置を行う。 

ａ 導管網のブロック化 

 震災時に被災地区への供給確保及び早期復旧を進めるため、供給区域をブロック化して 

いる。 

（ウ）放散塔の設置 

 地震時のガスによる二次災害を防止するため、中圧導管の管内ガスを安全に空中放散する 

必要があることから、工場、整圧所、幹線ステーション等に放散塔を設置している。 

ウ 通信施設 

ループ化された固定無線回線の整備及び可搬型無線回線の整備を行っている。なお、固定局の

アンテナ類は耐震設計がなされている。 

エ その他の安全設備 

（ア）地震計の設置 

 地震発生時、各地の地震動が把握できるよう工場・整圧所・幹線ステーションに地震計を  

設置するとともに、地区ガバナには、ＳＩセンサーの設置を行っている。 

（イ）安全装置付ガスメーターの設置 

 二次災害を防止するため、２００ガル以上の地震時にガスを遮断する安全システム   

（マイコンメーター）の普及促進に努めている。 

（５）電話施設 

ア 建物設備 

 建築基準法による、耐震設計を行っている。耐震設計目標は、震度６（弱・強）に対して軽微

な損傷、震度７に対しては倒壊を回避する。 

イ 局外設備 

（ア）土木設備 

ａ マンホール・ハンドホール及び埋設管路から構成されており、管路の接続には、離脱防止

継ぎ手等を使用して耐震性を高めている。 

ｂ 構造系の異なる接続部は、フレキシブルジョイント化により耐震性を強化する。 

ｃ 耐震性の高い、中口径管路の導入を促進する。 

（イ）線路設備 

ａ 中継ケーブル網設備の２ルート化及び地中化を推進する。 

ｂ 幹線系ルートは、プライオリティー付けを行い、高規格な中口径管路・とう洞に収容し、

設備の耐震性強化を図る。 

ウ 局内設備 

（ア）交換機等は、キャビネット型設備（自立型）の導入を促進し、耐震性の強化を図る。 

（イ）通信設備の周辺装置（パソコン等）については、転倒防止対策を実施する。 

エ そ の 他 

 震度４以上の地震が発生した場合、設備点検を実施する。 

（６）共同溝・電線共同溝の整備 

   阪神・淡路大震災では、水道・電気・ガス・電話等のライフラインが壊滅的な被害を受け、     

ライフラインの耐震性の強化が求められた。 
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   このことから、震災時の緊急輸送等に資する緊急輸送道路を中心にライフラインの共同収容施設

である共同溝や電線共同溝の整備を進める。 

ア 共同溝について、国が管理する国道等において整備を進める。 

イ 電線共同溝については、震災時における電柱倒壊、電線切断の危険を回避するとともに、電力

の安定供給、通信の信頼性の向上を図るため整備を進める。 

（７）工業用水道施設 

 工業用水道施設は、改築事業等により耐震性の強化を図っている。 
しかしながら、既存施設は建設後４０年以上が経過し、老朽化により耐震性に劣る施設等があり、

今後の施設更新にあたっては防災対策の重点課題として位置付け、整備強化を図る。 
なお、実施にあたっては、原則として５年毎の計画を作成のうえ、施設の耐震強化を図る。 

ア 管路の布設替 

 鉄筋コンクリート管及び石綿セメント管を耐震性の強い鋼管及び鋳鉄管に布設替を行い管路

の強化を図る。 

イ 施設等の更新 

 浄水場等電気施設及び沈澱池等の更新を図り耐震性の強い施設にする。 

ウ ネットワーク化の推進 

 別ルートによる水の供給が可能になる管路の複線化及び各事業地区間の水の融通をするため

ネットワーク化を図る。 

 

４ 道路及び交通施設の安全化（総合企画部、県土整備部） 

 道路、鉄道等は、都市内はもとより、都市間相互を連絡し、生活や経済活動等あらゆる社会活動を

支える重要な施設である。 

（１）災害に強い道づくり 

   道路は、震災時において救援救護活動、緊急物資の輸送等の重要な役割を担っていることから、

耐震対策を実施し、安全確保に努めるとともに、リダンダンシー（多重化による代替性）を確保   

するための道路ネットワークの強化を図るなど、災害に強い道路の整備や、被災地域の復旧復興に

資する幹線道路等の整備に努める。 

   緊急輸送道路に指定されている県管理道路の整備については、地震直後から発生する緊急輸送が

円滑に行われるよう、後述の道路橋梁防災計画の実施のほか、線形不良や隘路区間などを改善する

ため、必要に応じてバイパス及び拡幅整備等を推進し、災害に強い道づくりに努める。 

（２）道路橋梁防災計画 

ア 橋梁については、平成８年１１月１日付けで国土交通省から通知があり、改訂された道路橋示

方書に基づき、緊急度の高い橋梁から順次耐震対策を実施していく。 

イ 道路については、特に崩落等の危険性のある法面について、安全対策を実施していく。 

ウ 特に緊急輸送道路については、必要な輸送機能を確保できるよう、橋梁の耐震対策や法面の  

安全対策を最優先に実施していく。 
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（３）東日本高速道路㈱の道路施設の現況 

ア 現  況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 耐震性と施設の安全対策 

（ア）高速道路等の設計に当たっては、耐震設計基準により、地質、構造等の状況に応じ十分な   

安全の見込み、その維持に当たっては高速道路等の周辺の環境及び交通実態の変化に対応した

適切な措置を講じる。 

（イ）高速道路等においては、日常点検、定期点検及び臨時点検を実施し、耐震性を確保するため

の必要な補修等の災害予防措置を講じる。 

（ウ）橋梁等については、構造上の安全を付加するため、落橋防止装置等の対策の促進を図る。 

（エ）地震発生時における道路利用者の安全及び高速道路の適正な利用を確保するため、道路利用

者に対し、地震発生時の心構え、取るべき行動等の広報を行う。 

（オ）地震による被害の拡大防止及び応急復旧活動に資するため、必要に応じ資機材、生活用品等

の備蓄に努めるものとする。 

（４）首都高速道路㈱の道路施設の現況 

ア 現  況 

イ 耐震性と施設の安全対策 

 首都高速道路の構造物は、「橋、高架の道路等の新設及び補強に係る当面の措置について」  

（建設省（国土交通省）道路局：平成7年5月）やこれを踏まえて改定された「橋、高架の道路等

の技術基準について」（建設省（国土交通省）道路局長、都市局長通達：平成8年11月）に従い、

地質、構造などの状況に応じ、兵庫県南部地震級の地震においても落橋や倒壊を生じないよう 

高架橋の安全性を強化する対策を実施している。 

 また、トンネル、高架橋などには、非常口を整備し、災害時の緊急事態においても、自動車の

運転者などは、これらの非常口からの安全に脱出できるよう安全性を確保している。 

名    称 県内延長 

東関東自動車道 

新空港自動車道 

館山自動車道 

首都圏中央連絡自動車道 

京葉道路 

千葉東金道路 

富津館山道路 

東京湾アクアライン 

東京湾アクアライン連絡道 

 

 

72.3ｋｍ 

3.9ｋｍ 

55.7ｋｍ 

7.1ｋｍ 

32.7ｋｍ 

32.2ｋｍ 

19.2ｋｍ 

7.9ｋｍ 

8.6ｋｍ 

 

計 239.6ｋｍ 

名    称 県内延長 入 口 出 口 非常電話 非 常 口 

高速湾岸線 

（千葉県道高速湾岸線） 

 

 

 

 

8.9km 

 

 

 

 

 

[東行き] 

浦安  

舞浜 

[西行き] 

千鳥町 

浦安 

[東行き] 

浦安 

千鳥町 

[西行き] 

浦安 

 

東行き 

19箇所 

 

西行き 

21箇所 

 

東行き 

3ヶ所 

 

西行き 

3箇所 
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ウ 事業計画の概要 

（ア）阪神・淡路大震災における高架橋等の被害状況を踏まえ、「橋、高架の道路等の技術基準に  

ついて」等に基づき、兵庫県南部地震級の地震に対しても落橋や倒壊を生じないように、高架

橋の安全性を強化する対策を実施していくほか、道路利用者の安全対策など、地震防災対策の

より一層の強化充実を図ることとする。 

（イ）災害に備え、道路構造物等について常時点検を行う。 

エ 実施計画の内容 

（ア）高架橋の安全対策の強化 

「橋、高架の道路等の技術基準について」等に基づき落橋防止システム及び支承部構造の  

一層の強化を図る。 

（イ）道路構造物、管理施設等の常時点検 

（ウ）災害時おける情報収集・伝達等に必要な通信施設等の常時点検 
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（５）鉄道施設等 

ア 現  況                           平成23年4月1日現在 

№ 事  業  者  名 路 線 名 県内営業 km 駅 数 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

常 磐 線 23.9 10 

総 武 線 24.6 13 

武 蔵 野 線 17.4 5 

京 葉 線 42.5 10 

総 武 本 線 81.3 21 

外 房 線 93.3 26 

内 房 線 119.4 28 

成 田 線 119.1 24 

東 金 線 13.8 3 

久 留 里 線 32.2 13 

鹿 島 線 4.9 1 

Ｊ Ｒ 合 計 572.4 154 

２ 

 

京成電鉄㈱ 

 

京 成 本 線 

京 成 千 葉 線 

京 成 千 原 線 

京 成 東 成 田 線 

成 田 空 港 線 

53.1 

12.9 

10.9 

7.1 

49.4 

30 

9 

5 

1 

5 

  小  計  133.4 50 

３ 東武鉄道㈱ 東 武 野 田 線 40.6 23 

４ 小湊鉄道㈱ 小 湊 鉄 道 線 39.1 18 

５ いすみ鉄道㈱ い す み 線 26.8 14 

６ 新京成電鉄㈱ 新 京 成 線 26.5 24 

７ 北総鉄道㈱ 北 総 線 30.3 13 

８ 東京地下鉄㈱ 東 西 線 8.6 6 

９ 銚子電気鉄道㈱ 銚子電気鉄道線 6.4 10 

10 流鉄㈱ 流 山 線 5.7 6 

11 東京都交通局 都 営 新 宿 線 1.9 1 

12 京葉臨海鉄道㈱ 臨 海 本 線 23.8 9 

13 東葉高速鉄道㈱ 東葉高速鉄道線 16.2 9 

14 千葉都市モノレール㈱ 
千 葉 都 市 

モ ノ レ ー ル 線 
15.2 18 

15 芝山鉄道㈱ 芝 山 鉄 道 線 2.2 2 

16 山万㈱ 
山 万 

ユーカリが丘線 
4.1 6 

17 ㈱舞浜リゾートライン 
デ ィ ズ ニ ー 

ﾘ ｿ ﾞ ｰ ﾄ ﾗ ｲ ﾝ 
5.0 4 

18 首都圏新都市鉄道㈱ 
つ く ば 

エクスプレス線 
13.5 5 

民 鉄 線 等 計 399.3 218 

合 計 971.7 372 

※京成本線、北総線への乗り入れ部分を含む。
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イ 施設の耐震性 

 新たな耐震設計手法が確立されるまでの当面の間は、「既存の鉄道構造物に係る耐震補強の 

緊急措置について」及び「鉄道新設構造物の耐震設計に係る当面の措置について」に基づき鉄道

施設の耐震対策に努めるものとする。 

（ア）東日本旅客鉄道㈱ 

ａ 耐震列車防護装置の整備 

 地震時に運転中の列車を速やかに停止させるための、耐震列車防護装置整備の改良を行っ

ている。 

ｂ 構造物の耐震化 

 防災工事に耐震性を考慮した線区防災強化を推進している。 

（イ）東京地下鉄㈱ 

ａ 構造物の耐震化 

（ａ）既存の鉄道構造物は、「既存の鉄道構造物に係る耐震補強の緊急措置について」（平成7

年7月運輸省通達）及び「既存鉄道構造物の耐震補強に関する指針」（平成13年6月国土交通

省通達）により対応する。 

（ｂ）新設の鉄道構造物は、「鉄道構造物等設計標準（耐震設計）」（平成10年12月運輸省通達）

により対応する。 

（ウ）首都圏新都市鉄道㈱ 

     構造物は、「鉄道構造物等設計標準（耐震設計）」に基づき設計施工を行なっており、兵庫県

南部地震および中越地震等の大規模地震に対し所定の耐震性を有している。 

（エ）その他の民営鉄道 

ａ 車両の耐震化 

 車両には、すべて車体下に二重のばね緩衝装置を設けて、耐震性を充分考慮している。 

ｂ 構築物の耐震化 

 在来の土木構築物については、建設当時に使用されていた地震荷重が考慮されている。 

 阪神・淡路大震災に伴い運輸省（国土交通省）は、当面の緊急措置として緊急性の高い   

ものから優先的に耐震補強工事の実施を通達したところであり、鉄道事業者はこれを受けて

各施設の耐震性を強化する。 

 さらに千葉都市モノレールについては、懸垂型モノレール構造物の特殊性から独自の対策

について検討を行い、必要に応じて補強等の実施を進めていく。 

ｃ 電気設備の耐震化 

 電気設備は、普通鉄道構造規則及び電気設備に関する技術基準に基づき設計し、耐震性を

充分考慮している。 
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５ 港湾施設等の安全化（農林水産部、県土整備部） 

（１）港湾施設の整備 

被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送に充てるため、耐震強化岸壁、港湾緑地の整備等に  

より港湾機能の確保に努める。 

 

耐震強化岸壁（供用中） 

施  設  名 対象船舶※ 水深(ｍ) バース数 延長(ｍ) 備    考 

千葉港千葉中央地区 

中央ふ頭Ｉ岸壁 
5000D/W 7.5 １ 130  

千葉港千葉中央地区 

出州ふ頭Ｃ岸壁 
5000D/W 7.5 １ 130  

千葉港葛南東部地区 

船橋東ふ頭Ａ、Ｂ岸壁 
5000D/W 7.5 ２ 260  

木更津港富津地区 

富津ふ頭Ｆ岸壁 
5000D/W 7.5 １ 130  

館山港宮城地区 

第１岸壁 
2000D/W 5.5 １ 90  

※ D/W：重量トン 

耐震強化岸壁（今後の整備予定） 

施  設  名 対象船舶※ 水深(ｍ) バース数 延長(ｍ) 備    考 

千葉港千葉中央地区 

中央ふ頭Ｈ岸壁 
30000D/W 12.0 １ 300  

千葉港葛南中央地区 

中央ふ頭南Ｅ岸壁 
30000D/W 12.0 １ 240  

千葉港葛南中央地区 

中央ふ頭南Ｄ岸壁 
15000D/W 10.0 １ 170  

木更津港木更津南地区 

木更津ふ頭Ｆ岸壁 
30000D/W 12.0 １ 240  

※ D/W：重量トン 

  港湾緑地 

施  設  名 面   積 備      考 

千葉中央地区緑地 25.7ha 供用中 24.3ha 

富 津 地 区 緑 地 20.5ha 供用中 16.2ha 

 

（２）漁港施設の整備 

 大規模な地震が発生した場合の応急対策のため、復旧資機材、緊急物資等の海上輸送の拠点とし

て、港湾機能を補完すべく、特に太平洋沿岸地域の漁港において、耐震強化岸壁を整備する。 

 

 

 

 

 

 

                       ※ D/W：重量トン 

 

 

施 設 名 対象船舶 ※ 水深(ｍ) バース数 延長(ｍ) 備  考 

銚 子 漁 港 5000D/W 7.5 １ 130 供用中 

大 原 漁 港 1000D/W 5.0 １ 80 計画予定 

勝 浦 漁 港 1000D/W 6.0 １ 80 工事中 

鴨 川 漁 港 600D/W 4.0 １ 65 供用中 
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６ 高圧ガス施設及び危険物施設等の安全化（防災危機管理部、健康福祉部、商工労働部） 

（１）高圧ガス関係 

 高圧ガスは、液化ガス又は圧縮ガスの状態において製造し、貯蔵、消費及び輸送されるが、設備

の破損や不注意な取扱いによっては、周辺地域に影響を及ぼすことが予想されるため、県は次の  

指導を行い地震時の災害を防止する。 

ア 設備面の対策 

  高圧ガス施設については、高圧ガス保安法の耐震設計基準に適合させるとともに、「千葉県高圧

ガス事業所地震対策指針Ⅱ（設備編）」に基づき指導する。 

イ ソフト面の対策 

  「千葉県高圧ガス事業所地震対策指針Ⅰ（地震の知識、行動編）」に基づき指導する。 

（２）液化石油ガス関係 

ア 消費者の保安対策 

 県は販売事業者等に対し、次の指導を行うことにより、消費設備の事故防止と震災時の二次 

災害を防ぎ、消費者の安全確保を図る。 

（ア）消費先の容器設置状況が基準に適合しているか確認し、容器のチェーン止め等による転倒・

転落防止措置の徹底を図る。 

（イ）マイコンメーター等の安全器具の普及を促進し、さらに感震機能を備えた安全装置の導入に

ついても促進を図る。 

（ウ）消費者に対し、周知パンフレット等により地震時の元栓、器具栓、容器バルブの閉止等の   

措置について啓発に努める。 

（エ）避難所に指定される可能性が高い公共的施設等への安全器具の設置を図る。 

イ 情報収集、伝達体制、供給経路及び応援体制の整備 

 大地震に際して、被災地域において、販売施設、充填所等の被害によりガスの円滑な供給が  

不能となる事態が予想されるので、他地域からの供給経路、応援体制等を（社）千葉県エルピー

ガス協会を通じて整備し、供給の円滑と保安の確保を図る。 

 なお、被災地域の市町村から応急のガス供給の要請がある場合も同様に対応を図る。 

 

  （社）千葉県エルピーガス協会への応援要請・供給体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援要請 

り 災 地 域  

市  町  村 

県 (社)千葉県エル 

ピーガス協会 

り災地域 

販 売 店 

充 填 所 

充填所 

販売店 

応援、供給 

協 会 

19支部 

伝達 
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（３）危険物施設関係 

 消防法第１１条の規定により許可された危険物施設等について、不測の事態に備える防災体制を

整えるため、下記の対策を実施するよう指導し、地震時の災害を防止する。 

ア 設備面の対策 

（ア）地震による局所的な応力集中による配管やフランジ継手等の変形、破損、漏洩を防ぐため、

変位を有効に吸収する構造とするほか、配置及び支持方法についても配慮する。 

（イ）地震の振動等により損傷を受けるおそれのある散水配管、消火設備、ドレンピット等に   

ついては、配置換え等を行う。 

（ウ）防火塀等の倒壊防止のため配筋等を再検討し、必要に応じひかえ壁等を設置する。 

（エ）停電等に際しても設備の安全が保持できるよう電源等の支援設備を備える。 

（オ）設備を新設する場合は、消防法による耐震基準に基づき設計する。 

イ 保安体制面の対策 

（ア）作業標準等を整備し、非常停止等の作業が的確に措置されるよう保安教育、訓練を実施する。 

（イ）点検基準を見直し、日常の点検及び地震後の異常の有無確認について的確化を図るとともに

従業員への周知を徹底する。 

（ウ）夜間、休日の応急体制、命令系統、通報体制について明確化を図る。 

（４）少量危険物及び指定可燃物施設関係 

 市町村火災予防条例に規定されている少量危険物及び指定可燃物施設について、不測の事態に 

備える防災体制を整えるため、下記の対策を実施するよう消防本部を通して指導し、地震時の災害

を防止する。  

ア 設備面の対策 

（ア）無届出施設の防止に努め、条例に定める貯蔵又は取扱いの技術上の基準の遵守を強力に指導

する。 

（イ）地震による局所的な応力集中を排除する配管の緩衝装置、地震動によるタンク本体の転倒、

落下防止構造について配慮する。 

イ 保安体制面の対策 

（ア）タンクの元弁及び注入口の弁又はふたは、危険物又は指定可燃物を入れ、又は出すとき以外

は閉鎖するように指導する。 

（イ）地震後の異常の確認の実施及び応急措置について指導する。 

（ウ）定期自主検査の完全実施を指導する。 

（５）火薬類関係 

   火薬類取扱施設について、防災体制を整えるため、下記の対策を指導し地震時の災害を防止する。 

ア 製造所への対策 

（ア）従事者に対する保安教育を実施し、保安意識の高揚を図る。 

（イ）定期自主検査の完全実施を指導する。 

イ 火薬庫への対策 

（ア）地すべり防止区域や津波浸水予測区域に火薬庫を設置しないよう指導する。 

（イ）火薬類取扱保安責任者の講習会を実施し、保安意識の高揚を図る。 

（ウ）定期自主検査の完全実施を指導する。 

（エ）応急消火設備を設置するよう指導する。 

（オ）延焼防止対策を施すよう指導する。 

ウ 点検及び通報 

 火薬庫等は人家から離れた場所に設置される例が多いため、地震による影響が発生した場合も

発見に時間を要することから、一定規模以上の地震が県内で観測された場合は、火薬庫、製造所

等の占有者は速やかにその占有する施設の点検を実施し、被害の有無等を県へ通報するよう指導

する。 
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（６）毒物劇物取扱施設 

ア 毒物劇物取扱施設の現況 

 化学工業の発達等に伴い、毒物劇物取扱施設は年々増加の傾向にあり、毒物及び劇物取締法に

基づき登録又は届出を義務づけられている施設数は、別表のとおりであるが、これ以外の業務上

取扱施設数の把握は極めて困難な現況にある。 

イ 防災対策 

 現在、毒物及び劇物取締法、同施行令及び同規則において、毒物劇物の廃棄（法第15条の2、

同施行令第40条）と事故の際の措置（法第16条の2）等の保安対策が規定されている。 

 また、設備については登録基準（法第5条、同規則第4条の4）の規制、運搬についても技術上

の基準等（法第16条、同施行令第40条の2）が規定されている。 

 さらに、保健衛生上の危害を防止するため、上記毒物劇物取扱施設には専任の毒物劇物取扱 

責任者の設置を義務づけている。 

 毒物劇物取扱施設に対しては立入検査を行い、法違反の是正を図っている。 

（ア）立入検査体制の整備、強化を図る。 

（イ）毒物劇物貯蔵タンク等の整備点検について充分留意させ、防災を考慮の上、耐震設備を   

講じるよう指導する。 

（ウ）中和剤等の確保及び事故発生時の応急措置体制について指導する。 

（エ）危害防止規定を作成し、管理責任体制を明確にするよう指導する。 

（オ）毒物劇物関係業者に対して講習会を開催し、法の遵守の徹底を図る。 

 

別 表              （平成24年3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種     別 件    数 

毒 物 劇 物 製 造 業 161 件 

毒 物 劇 物 輸 入 業 42  

毒 物 劇 物 販 売 業 1,545  

毒物劇物業務上取扱者 57  

特 定 毒 物 研 究 者 59  

計 1,864  
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第６節 液状化災害予防対策 

 

 

 ２０１１年３月に発生した東北地方太平洋沖地震では、東京湾岸の埋立地と利根川沿いの低地を中心

として、非常に広域にわたって液状化現象が発生した。液状化現象による人的被害はほとんどなかった

ものの、各地で大量の噴砂や沈み込み、浮き上がり、抜け上がり、地波等により多くの建物や道路、   

上下水道等のライフラインに被害が生じ、１９８７年千葉県東方沖地震で液状化した場所の再液状化も

確認されたことから、液状化対策を推進していく。 

 

１ 液状化対策の推進（総合企画部、防災危機管理部、環境生活部、県土整備部、水道局、企業庁） 

  上下水道施設等のライフラインや、道路・橋梁等の公共施設については、その機能の維持や早期  

復旧が、県民の生活や地域全体の復旧にも大きく影響するものであり、地盤の改良や施設の耐震化の

推進など、液状化しにくい、又は液状化に強い施設づくりを推進するとともに、県民に対する液状化

に関する知識の普及に努める。 

  さらに、液状化現象により、水道管からの漏水などライフライン施設の被害が発生した際の迅速な

応急復旧のための体制整備に努める。 

 

２ ライフライン施設、公共施設の液状化対策（総合企画部、県土整備部、水道局、企業庁） 

（１）上水道施設 

   地盤改良等により、液状化の発生を防止する対策や、液状化が発生した場合においても施設の  

被害を防止する対策を適切に実施する。 

   県営水道では、地盤の液状化による鋳鉄管の抜け出し等の防止策として、管路の新設及び更新に

おいては、すべて耐震継手を導入することとしている。 

（２）下水道施設 

   地盤改良等により、液状化の発生を防止する対策や、液状化が発生した場合においても施設の  

被害を防止する対策を適切に実施する。 

   なお、市町村が管理する公共下水道施設に対しても地盤改良や耐震化の指導を行う。 

（３）工業用水道 

地盤改良等による防止対策については、管路施設のほとんどが道路等の占用により布設されてい

ることから、道路等の管理者および隣接する占用事業者と協議のうえ進める。 

また、液状化が想定されている地域について、鋳鉄管路の新設及び更新にあたっては、すべて  

耐震継手を導入することとし、次期施設更新計画において進捗を早めるべく具体化を図る。 

（４）港湾施設 

   地震に強い港湾を目指し、大型岸壁については順次、液状化対策を進めており、今後も必要な  

岸壁については、液状化対策を実施する。 

（５）港湾海岸 

   地震に強い港湾海岸を目指し、海岸保全施設の新設や老朽化及び機能の高質化に伴う改良等に 

おいて液状化対策を進めており、引き続き施設の重要性を考慮し液状化対策を実施する。 

（６）道路橋梁 

   橋台や橋脚周辺の地盤の液状化が予想される橋梁については、液状化が予想される地盤の改良や

固い支持地盤まで支持杭を打ち込むなどの方法を講じて落橋や倒壊を防ぐ。 

（７）河川・海岸 

   通常、河川では大地震と洪水が同時に発生する確率はかなり低いが、そのような地表面標高の  

低い地域では通常の水位（潮位）で浸水するおそれがあり、また海岸では地震発生とともに津波が

予想されるため、堤防や護岸等の整備にあたっては液状化対策など耐震対策を考慮して実施する。 

   このため、国土交通省で作成した堤防、護岸、水門、樋管等の各種施設の耐震点検マニュアルに
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基づき点検を行い、危険度の高い箇所より順次液状化対策等を実施している。 

 

３ 液状化対策の広報・周知（総合企画部、防災危機管理部、県土整備部、水道局、企業庁） 

（１）液状化現象に関する知識及び液状化しやすさマップや揺れやすさマップの広報・周知 

   東日本大震災を受け、県が平成２３年度に行った液状化調査により判明した液状化発生原因や 

発生メカニズム、液状化被害が発生した地域特性について、揺れ（震度）によって液状化しやすい

地域を示した「液状化しやすさマップ」や「揺れやすさマップ」を用いて、県民にわかりやすく   

広報・周知する。 

   また、県民の液状化対策を推進するため、液状化の原因や対策を考えるのに重要な情報となる  

地盤情報を収集・公表し、県民に足元の地盤の成り立ちに関心を持ってもらうような施策を推進  

する。 

（２）住宅の液状化対策工法の広報・周知 

   ひとたび液状化により住宅に被害が発生すれば、県民個人の生活や経済面に大きな負担がかかる。

県民には、「液状化しやすさマップ」を参考に、液状化発生のリスクがある地域の住宅建築前に   

おいては、十分なボーリング等の地盤調査を実施し、液状化発生を抑止する基礎の強化や表層地盤

改良などの液状化対策工法を選定して行うよう広報、啓発する。 

   既存住宅においては、液状化対策工法はかなり限られるが、国や大学等の研究機関が住宅建築後

の液状化対策工法について研究を進めていることから、これらの研究結果や施工例の情報を収集 

して県民に広報する。 

   また、市町村に対して、液状化の危険性を周知するハザードマップを作成するよう指導する。 

 

４ 液状化被害における生活支援（防災危機管理部、健康福祉部、市町村） 

 液状化現象による直接的な人的被害は、ほとんどないものとされているが、ライフラインの寸断  

などにより、生活に支障をきたす状況となる。特に、高齢者や障害者等の災害時要援護者が、在宅で

の避難生活を送る中で、健康状態が悪化するなどの二次的な被害が発生することが考えられる。 

 これらの在宅の災害時要援護者に対する巡回健康相談や生活支援のため、共助の取組みや健康福祉

センター（保健所）、社会福祉協議会などの福祉関係機関などの地域のネットワークによる取組みを促

進する。 

                          ＜資料編８－１ 揺れやすさマップ＞ 

                          ＜資料編８－２ 液状化しやすさマップ＞ 
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第７節 土砂災害等予防対策 

 

 

 地震に伴う地盤災害による人的・物的被害の発生を未然に防止し、被害の軽減を図るため、県が平成

１９年度に実施した「地震被害想定調査」の結果を参考に、がけ崩れ・地盤の液状化現象等危険地域の

実態を調査し、危険箇所における災害防止策を講じるとともに、地盤災害の危険性を助長するような  

造成工事の規制・指導、地下水の取水規制等の措置を講じるものとする。 

 

１ 土砂災害の防止・孤立集落対策(防災危機管理部、商工労働部、農林水産部、県土整備部、警察本部) 

  県、市町村及び防災関係機関は、土砂災害を未然に防止し、被害の軽減を図るため危険箇所の実態

を調査し、危険な箇所における災害防止策を講じるとともに、警戒避難体制の整備等を行うものと  

する。 

（１）土砂災害危険箇所カルテの整備と危険箇所の公表 

   県は、土砂災害発生のおそれのある箇所の災害を未然に防止し、その被害の軽減を図るため、  

被害の発生するおそれのある地域を予め調査し、土砂災害危険箇所カルテ（斜面カルテ、土石流  

危険渓流カルテの総称）を整備するなど、土砂災害危険箇所の把握に努めるものとする。 

   また、土砂災害危険箇所を県のホームページで公表するとともにインターネットを活用しない 

高齢者等にも周知するため、土砂災害危険箇所マップを作成し、市町村を通じて公民館等に配付  

する。 

（２）土砂災害警戒区域等の指定と警戒避難体制の整備 

 県は、土砂災害が発生した場合、建築物の損壊や住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれが

あると認められる土地の区域を「土砂災害警戒区域」又は、「土砂災害特別警戒区域」として指定  

する。 

 市町村は、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達等土砂災害を防止  

するために必要な警戒避難体制に関する事項を地域防災計画に定めるとともに、災害時要援護者の

円滑な警戒避難に資する土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めるものとする。 

 また、土砂災害警戒区域等の指定がされていない土砂災害危険箇所についても、指定区域に   

おける対応に準じた警戒避難体制の整備に努めるものとする。 

（３）地震後の土砂災害危険箇所の緊急点検 

   県は、震度５強以上の地震が発生した場合、平成１９年１２月に国土交通省が策定した「地震後

の土砂災害危険箇所等緊急点検要領（案）」に基づき国土交通省と連携し、土砂災害危険箇所の緊急

点検を実施する。 

   また、緊急点検の実施に当たり住民などに不安を与えないように、緊急点検の実施目的、実施  

期間、実施範囲及び作業内容等について、住民・市町村役場・警察等関係機関に対して事前に周知

する。 

（４）土砂災害警戒情報における地震等発生後の暫定基準 

   地震等の発生後は、地盤条件等が変化し、通常時よりも少ない降雨で土砂災害が発生しやすく  

なる。 

 県は、平成１９年１２月１７日付け国土交通省及び気象庁の事務連絡「土砂災害警戒情報に   

おける地震等発生後の暫定基準について」に基づき、地震等の発生後における土砂災害警戒情報の

発表・解除に関する暫定的な運用基準を銚子地方気象台と協議した上で設定し、「千葉県土砂災害 

警戒情報に関する実施要領」に定め、地震等発生時における土砂災害警戒情報の的確な運用に   

努めるものとする。 

（５）土地利用の適正化 

   県は、土砂災害防止に配慮した土地利用の適正化を図るため、各種法規制の徹底及び開発事業者

等に対する啓発・指導の徹底等に努めるものとする。 



 

（６）国土保全事業の推進 

 土砂災害は、地形、地質等を素因とし、地震や大雨等を誘因として発生するもので、その防止に

ついては科学的調査により地形、地質、気象、地下構造、地下水の状況等を十分把握し、地すべり

等の発生のメカニズムを解明して効果的な防止工事を進める必要がある。

ア 地すべり防止対策 

 本県の地すべり防止区域は、房総半島南部の嶺岡山系を中心とした東南東から西北西の方向

連続する著しい破砕帯に沿ってみられる。

（ア）地すべり防止区域の指定

 県は、市町村と協議の上、地すべり等防止法第３条の規定により、地すべり防止区域の指定

を主務大臣に申請する。指定を要する危険箇所は、今後の調査により、区域指定の促進を図る

ものとする。 

（イ）行為の制限 

 県は、地すべりによる災害を防止するため地すべり等防止法第

防止区域内において、地すべりの防止を阻害し又は地すべりを助長し若しくは誘発する行為の

制限を行う。 

  （ウ）防止工事の実施 

 県は、地すべり防止区域の指定を受けたときは関係市町村と協議し、地すべり防止工事に

関する基本計画を作成し、これに基づき緊急度の高い区域から順次防止工事を実施する。

イ 急傾斜地崩壊対策 

 本県の急傾斜地崩壊危険箇所は、県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下全域に分布し

ている。特に、近年都市部では、首都近郊の

進出がみられる。 

＜資料編８－７ 急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表

（ア）急傾斜地崩壊危険区域の指定

 県は、市町村と協議の上、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（以下「急傾斜地

法」という。）第３条の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を指定するものとする。

＜資料編８－７ 急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表

 この指定区域に含まれていない危険箇所についても、当該箇所及び周辺地域の状況に応じ、

区域指定の促進を図るものとする。

 

「急傾斜地崩壊危険区域指定基準」

次の各号に該当するがけについて、

知事が必要と認めるもの。

ａ 急傾斜地の勾配が

がけ 

ｂ 急傾斜地の高さが５

ｃ 急傾斜地の崩壊により、危害が

生ずるおそれがある人家が５戸以上

あるもの、又は５戸未満であっても、

官公署・学校・病院・旅館等に危害

を生ずるおそれのあるもの
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土砂災害は、地形、地質等を素因とし、地震や大雨等を誘因として発生するもので、その防止に

ついては科学的調査により地形、地質、気象、地下構造、地下水の状況等を十分把握し、地すべり

等の発生のメカニズムを解明して効果的な防止工事を進める必要がある。 

本県の地すべり防止区域は、房総半島南部の嶺岡山系を中心とした東南東から西北西の方向

連続する著しい破砕帯に沿ってみられる。 

＜資料編８－６ 地すべり防止区域等＞

（ア）地すべり防止区域の指定 

県は、市町村と協議の上、地すべり等防止法第３条の規定により、地すべり防止区域の指定

を主務大臣に申請する。指定を要する危険箇所は、今後の調査により、区域指定の促進を図る

＜資料編８－６ 地すべり防止区域等

県は、地すべりによる災害を防止するため地すべり等防止法第１８条の規定により地すべり

防止区域内において、地すべりの防止を阻害し又は地すべりを助長し若しくは誘発する行為の

区域の指定を受けたときは関係市町村と協議し、地すべり防止工事に

関する基本計画を作成し、これに基づき緊急度の高い区域から順次防止工事を実施する。

＜資料編８－20 地すべり防止事業等の概要

本県の急傾斜地崩壊危険箇所は、県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下全域に分布し

ている。特に、近年都市部では、首都近郊の都市化現象によって「がけ地」周辺まで住宅地の

急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表

（ア）急傾斜地崩壊危険区域の指定 

県は、市町村と協議の上、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（以下「急傾斜地

法」という。）第３条の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を指定するものとする。

急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表

この指定区域に含まれていない危険箇所についても、当該箇所及び周辺地域の状況に応じ、

区域指定の促進を図るものとする。 

「急傾斜地崩壊危険区域指定基準」 

次の各号に該当するがけについて、 

知事が必要と認めるもの。 

急傾斜地の勾配が３０度以上の 

急傾斜地の高さが５ｍ以上のがけ 

急傾斜地の崩壊により、危害が 

がある人家が５戸以上

あるもの、又は５戸未満であっても、

官公署・学校・病院・旅館等に危害

のあるもの 

土砂災害は、地形、地質等を素因とし、地震や大雨等を誘因として発生するもので、その防止に

ついては科学的調査により地形、地質、気象、地下構造、地下水の状況等を十分把握し、地すべり

本県の地すべり防止区域は、房総半島南部の嶺岡山系を中心とした東南東から西北西の方向に

地すべり防止区域等＞ 

県は、市町村と協議の上、地すべり等防止法第３条の規定により、地すべり防止区域の指定

を主務大臣に申請する。指定を要する危険箇所は、今後の調査により、区域指定の促進を図る

地すべり防止区域等、表２～５＞ 

条の規定により地すべり

防止区域内において、地すべりの防止を阻害し又は地すべりを助長し若しくは誘発する行為の

区域の指定を受けたときは関係市町村と協議し、地すべり防止工事に 

関する基本計画を作成し、これに基づき緊急度の高い区域から順次防止工事を実施する。 

地すべり防止事業等の概要、表１＞ 

本県の急傾斜地崩壊危険箇所は、県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下全域に分布し

都市化現象によって「がけ地」周辺まで住宅地の   

急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表（２）＞ 

県は、市町村と協議の上、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（以下「急傾斜地

法」という。）第３条の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を指定するものとする。 

急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表（１）＞ 

この指定区域に含まれていない危険箇所についても、当該箇所及び周辺地域の状況に応じ、
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（イ）行為の制限 

 県は、急傾斜地における災害を防止するため、急傾斜地法に基づき崩壊を助長するような 

行為の制限、防災措置の勧告及び改善措置の命令等を行う。 

 また、急傾斜地崩壊危険区域内における居室を有する建築物については、建築基準法及び 

建築基準法施行条例に基づく災害危険区域の指定により、建築物の建築制限を行う。 

 現在、災害危険区域に指定されている区域は、急傾斜地崩壊危険区域として指定されている

区域のとおりである。 

（ウ）防止工事の実施 

 県は、急傾斜地崩壊危険区域内において、土地所有者、管理者及び被害を受けるおそれの  

ある者等が防止工事を施行することが困難又は不適当と認められ、かつ、急傾斜地法に基づく

工事採択基準に適合するもののうち、緊急度が高く、地域住民の協力が得られるものから順次

法面防護工、排水工等の防止工事を実施する。 

 また、県単緊急急傾斜地崩壊対策事業及び市町村が行う防止工事に対し、県費助成を行い 

災害の未然防止に努めるものとする。 

（エ）急傾斜地崩壊危険箇所における施設整備の向上 

急傾斜地崩壊危険箇所のうち、急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整備の必要な箇所

について急傾斜地崩壊危険区域に指定し、①災害時要援護者関連施設に係る危険箇所②避難所

や避難路を有する危険箇所③崖の状態が悪く緊急性の高い危険箇所について重点的に施設 

整備を実施する。 

＜資料編８－20 地すべり防止事業等の概要＞ 

ウ 土石流対策 

 土石流危険渓流とは、土石流が発生するおそれのある渓流をいい、一般的には渓流の勾配が 

約１５度以上の急勾配をなす地域をもち、渓流の中に多量の不安定な土砂がある渓流をいう。 

 これらの渓流について、砂防法第２条により土石流の発生を助長するような行為を制限する 

ため砂防指定を促進し、土石流が発生するおそれの高い箇所や保全対象の多い箇所から防止工事

を実施する。 

                 ＜資料編８－９ 土石流危険渓流一覧表＞ 

                 ＜資料編８－13 渓流又は山地等の砂防に関する事業計画表＞ 

エ 山地災害対策 

 山地災害危険地区とは、山腹の崩壊、崩壊土砂の流出及び地すべりによる災害が現に発生し、

又は発生する危険のある箇所で、人家又は公共施設に被害を及ぼすおそれのある地区をいう。 

 県においては、山地災害の種類により、山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区、崩壊土砂流出

危険地区を指定し公表するとともに、その危険度や保全対象など、地区の状況を考慮し、計画的

に治山事業を実施する。 

＜資料編８－10 山地災害危険地区市町村一覧表＞ 

＜資料編８－20 表２ 治山事業概要 民有林＞ 

オ 宅地造成地災害対策 

 宅地造成工事の施工に当たっては、関係法令等の基準に基づき防災等の措置を講じることと 

するが、特に丘陵地、急傾斜地においては地形地質等の地域の実情等を考慮し、安全性の一層の

確保を図る。 

（ア）規制区域の指定等 

 宅地開発事業等を行おうとする者は、都市計画法又は宅地開発事業の基準に関する条例の 

規定により県の許可又は確認を必要とする。 

 また、県は、宅地造成工事に伴う災害の未然防止を図るため、宅地造成等規制法に基づき  

宅地造成工事規制区域の指定を行い、同区域内において、宅地造成に関する工事を実施しよう

とする者は県の許可を必要とする。 

＜資料編８－11 宅地造成等規制区域一覧表＞ 
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（イ）宅地造成工事の指導 

 県は、工事の許可又は確認に際し、次の事項に留意するものとする。 

ａ 災害危険区域（建築基準法第39条）、地すべり防止区域（地すべり等防止法第3条）及び  

急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地法第3条）については、原則として宅地造成の工事区域から

除外し、工事を規制する。 

ｂ 宅地造成により生ずる人工がけ面は、その高さ、勾配、土質に応じ擁壁の設置その他の  

保護措置を講ずる。 

ｃ 宅地造成工事区域内の地盤が軟弱である場合は、地盤改良の措置を講ずる。 

カ 土・石・砂利採取場災害対策 

 県は、土・石・砂利採取場における災害の発生を未然に防止するため、土採取条例・採石法・

砂利採取法に基づく認可に際しては、周辺地域の状況等に十分留意するものとする。 

 また、一旦廃止された採取場は、土・石・砂利の採取法令の適用外となることから、廃止に   

際しては各採取業者及び関係組合に対し、指導の徹底を図ることとする。 

（７）孤立集落対策の推進 

県は、孤立するおそれのある地区を把握し、予防措置等の市町村の孤立集落対策を支援する。 

 

２ 地盤沈下の防止（環境生活部） 

（１）計画方針 

 海岸部や河川沿岸等の低地帯は、地震による浸水等の災害に対してぜい弱である。従来から   

行ってきた地盤沈下防止対策は、低地帯化の進行を停止させ、被害防止に資するものである。 

 昭和４０年代には、京葉臨海地域では船橋市を中心に年間２０ｃｍを超える地盤沈下が、また、

九十九里地域においても１０ｃｍを超える沈下がみられた。 

 これに対し、法律・条例等により地下水及び天然ガスかん水汲上げ量の削減と涵養の促進を   

進めてきたところであり、近年は沈下が鎮静化の傾向を示しているところである。 

 なお、九十九里地域では、いまだ沈下がみられることや北総地域でも一部沈下がみられること  

から、今後も、これらの沈下の原因である地下水位変動の把握等の監視を行っていく。 

（２）地盤沈下防止対策 

 地盤沈下の防止には、長期的に沈下状況を把握しながら適切な対策を行うことが肝要である。 

地盤沈下の原因には、 

① 地下水の過剰揚水による泥層の収縮によるもの 

② 上載圧の増加による泥層の圧密収縮によるもの 

③ 地震時の砂層の液状化－流動化による砂層の収縮によるもの 

④ 深部の地殻運動によるもの等がある。 

このため、次の対策を講じることとする。 

  ア ①の地下水の採取規制としては、法令（工業用水法、ビル用水法及び県環境保全条例）に    

基づく適切な指導を実施する。 

各法令に基づく地下水汲上げ規制の内容は、表－１のとおりである。 

なお、避難場所や医療機関等における緊急に必要な最小限の用水を地下水で確保できるよう、

一定の条件を具備した非常用井戸について例外的に設置できるものとしている。 

 また、地下水盆の地下水位の変化を監視するため、地盤沈下・地下水位観測井による監視を続

ける。 

 イ ①の天然ガスかん水汲上げ対策としては、地盤沈下防止協定及び細目協定に基づき「天然ガス

かん水地上排水量の削減及び地下還元等の指導」を行うとともに、沈下の大きい地域については、

さらにかん水汲上げの自主規制を指導する。 

 また、新たな天然ガス井戸開発計画に対しては「天然ガス井戸設置基準」に基づき指導を   

行っており、その内容は表－２のとおりである。 
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 ウ ①の地下水揚水対策としては、臨海工業地帯においては、地下水の採水制限等を定めた環境の

保全に係る細目協定を締結し、地下水の採取を可能な限り削減するよう指導する。 

 エ ②、③、④の対策として、一等水準点を設置し、一級水準測量を毎年行い、地盤沈下の監視と

地盤沈下被害状況を把握する。 

   ③の対策として、埋立層に地下水位観測井を設置し、地下水位の監視を行う。 

   また、千葉県東方沖地震及び東北地方太平洋沖地震時の液状化－流動化時点での現地での実態

調査を行い、より詳細なメカニズムを解明し、液状化対策検討のための基礎資料を提供する。 

 

表－１ 

○非常用井戸として認められる要件 

 ①地震その他の災害により、上水道等が停止した場合の必要最小限の用水を確保する揚水施設で、国、

県又は市町村の地域防災計画に位置づけられているもの。 

 ②設置主体は、国、県、市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び医療法人等 

 ③設置場所は、避難場所、備蓄基地等の防災拠点と医療機関等 

 ④災害時に設置場所周辺の住民に飲料水が供給できること。 

 ⑤井戸ストレーナーの深さは、周辺井戸に影響を与えない深さ、耐震構造で自家発電施設が併設され

法令名 指  定  地  域 

許 可 基 準 

規  制  対 象 ストレー 

ナの位置 

吐出口 

断面積 

工業用水法 

市川市、浦安市、船橋市、松戸

市、習志野市、千葉市（国道14

号及び16号以西）、市原市（国道

16号以西）、袖ケ浦市（国道16号

以西）の地域 

650ｍ 

 

以 深 

21cm2 

 

以 下 

工 業 用 水 

工業とは製造業（物品の加工修理業 

を含む。）、電気供給業及びガス供給 

業をいう。 

 

建築物用地下

水の採取の規

制に関する 

法律 

市川市、浦安市、船橋市、松戸

市、習志野市、鎌ケ谷市、千葉

市（県上水供給地域内）、市原市

（県上水供給地域内） 

650ｍ 

 

以 深 

21cm2 

 

以 下 

建築物用地下水 

冷房用水、暖房用水、自動車車庫に 

設けられた洗車設備用水、水洗便所 

用水、公衆浴場用水（浴室の床面積 

の合計150㎡以上） 

県環境 

保全条例 

市川市、浦安市、船橋市、松戸

市、習志野市、鎌ケ谷市、市原

市、長柄町、袖ケ浦市 

650ｍ 

以 深 

21cm2 

以 下 工業用水法、ビル用水法に規定される用水、  

水道用水、農業用水、鉱業用水、ゴルフ場（10ha

以上）での散水。 

ただし、ビル用水法の指定地域にあっては、  

ビル用水を、また工業用水法の指定地域に  

あっては、工業用水をそれぞれ除く。 

 

 

 

木更津市、君津市、富津市、四

街道市 

350ｍ 

以 深 

21cm2 

以 下 

流山市、野田市、八千代市、柏

市、我孫子市、佐倉市、成田市（旧

大栄町を除く。）、白井市、印西市、

栄町、酒々井町、富里市、八街

市、山武市（旧山武町に限る。）、

芝山町 

250ｍ 

 

 

以 深 

21cm2 

 

以 下 

千葉市環境 

保全条例 

千葉市 

 

 

 

650ｍ 

 

以 深 

21cm2 

 

以 下 

県環境保全条例と同じ。 
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ていること。 

 ⑥災害時以外に使用しないことが配管、水量測定器等で確認できる構造であること。（保守管理に必要

な場合等を除く。） 

 

表－２ 天然ガス井戸設置基準 

① 市街地（都市計画法第７条による市街化区域）を除く区域 

② 海岸線からの距離が５００ｍの範囲を除く区域 

③ 標高５ｍ以上の区域 

④ 公共建造物からの距離が２５０ｍ以上の区域 

⑤ 年間地盤沈下量がおおむね２㎝以内の区域 

⑥ 上ガスにより農作物等に被害が発生しないと認められる区域 

 

３ 地籍調査の推進（県土整備部） 

  災害による土地形状の変化が起こった際の円滑な復旧に資するため、県は、第６次国土調査事業  

十箇年計画（平成22年度～）に基づき、市町村の行う地籍調査への支援を行うとともに、未実施市町

村に対し、早期着手を積極的に働きかけていくことにより地籍調査を推進する。 

 

４ 河川、ため池施設の安全化（農林水産部、県土整備部） 

  地震に伴う河川、ため池施設の被害を防止するため、耐震性の強化等の措置を講ずる。 

（１）河川施設の整備 

   地震による河川護岸等の損壊を防止するため、耐震化対策を進める。 

（２）ため池等災害対策 

   県は、老朽化、降雨、地震等により災害の発生するおそれのある農業用ため池について、「農業用

ため池台帳」を整備し、改修を必要とするものから計画的に改修を行うものとする。 

＜資料編８－21 ため池等災害対策事業＞ 
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第８節 災害時要援護者等の安全確保のための体制整備 

 

 

 東日本大震災においては、死者の多くを高齢者が占め、また、障害者が一般の人に比べて高い割合で

犠牲になったことが推察されるなど、高齢者や障害者など災害時に支援を要する人々の犠牲が多かった

ことや、避難生活において特別な配慮が必要としたこと等を踏まえ、県及び市町村等は、高齢者や   

障害者のほか、難病患者・乳幼児・妊産婦・外国人などを含めた災害時要援護者の安全確保体制の整備

を図る。 

国では、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン（以下、この節において「ガイドライン」という。）」

を策定し、県では「災害時要援護者避難支援の手引き（以下、この節において「手引き」という。）」を

作成している。なお、国は平成２４年度にガイドラインを改定することとしている。 

 

１ 在宅要援護者に対する対応（防災危機管理部、健康福祉部、市町村） 

（１）災害時要援護者の把握 

  県民及び市町村は、災害による犠牲者となりやすい高齢者や障害者、乳幼児、妊婦等いわゆる  

「災害時要援護者」の把握に努め、発災時に迅速な対応がとれるよう備えるものとし、県は、これ

を支援する。 

  なお、県民及び市町村は、ガイドラインに基づき、次の事項に留意し把握等を行うものとする。 

  ア 災害時要援護者の所在把握 

  （ア）市町村は、日常業務の中で、住民登録や福祉などの各担当部門が保有する情報から、事前に

要援護者をリストアップし、どのような要援護者（電源を必要とする医療機器の使用の有無を

含む。）がどこに住んでいるのか取りまとめ、所在情報とする。また、平常時から要援護者と

接している市町村の福祉部局、社会福祉協議会、民生委員、ケアマネージャー、介護職員等の

福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係者との連携に努める。 

  （イ）在宅の状態にない、病院や社会福祉施設等に入院・入所している要援護者に関しても可能な

限り把握しておく必要がある。 

  （ウ）所在把握には、自治会や町内会など、従来からある地域コミュニティを活用するなど、地域

における共助による取組みも必要である。  

  イ 所在情報の管理 

  （ア）常に最新の情報を把握し、内容を更新の上、関係者で共有しておくことが必要である。 

  （イ）災害時における情報の開示時期、どのような機関に対して情報を開示し、どのような協力を

得ていくのか、情報開示の内容をどこまでの範囲にするのか、それぞれ定めておく必要がある。 

  （ウ）災害時要援護者の所在情報は個人情報であり、個人情報保護の観点から必要最低限の限られ

た範囲での利用が求められることから、コンピュータを利用してのデータベース化やＧＩＳ化

などを進めるとともに、データの流出防止等、情報の適切な管理の下に、常に必要最低限の  

情報が取り出せるように整備することが必要である。 

     なお、災害による電源喪失を考え、紙での情報保管についても検討していく。 

（２）支援体制の整備 

 県及び市町村は、自主防災組織の育成及び指導並びに社会福祉施設等への指導を通じ、災害時に

おける情報伝達や救助、避難誘導等、自治会や町内会などの地域社会全体で災害時要援護者を支援

するための体制づくりを行う。 

 市町村は、ガイドラインや手引きを参考とし、災害時要援護者への各種支援体制の整備に努める。 

 なお、体制づくりに当たっては、女性の意見を取り入れ、救助体制の中に女性を位置付けるもの

とする。 

 



地-2-56 

 

（３）災害時要援護者避難支援プランの策定 

   県民及び市町村は、「災害時要援護者」の把握に努め、名簿を作成し、自治会や町内会など地域  

社会全体で一人ひとりの災害時要援護者に対して複数の避難支援者を定める等、具体的な災害時 

要援護者避難支援プランの個別計画の策定に努めるものとする。 

（４）避難指示等の情報伝達 

   市町村は、高齢者や障害者等の災害時要援護者について、その状態や特性に応じた情報伝達体制

の確立に努めるとともに、発災時には、速やかに巡回等による避難指示等の周知を図る。 

（５）防災設備等の整備 

  県及び市町村は、ひとり暮らしの高齢者や障害者、ねたきりの高齢者、視覚障害者等の安全を  

確保するための緊急通報システムや聴覚障害者等への災害情報の伝達を効果的に行うための文字 

放送受信装置等の普及に努めるとともに、在宅者の安全性を高めるため、自動消火装置及び火災  

報知器等の設置の推進に努める。 

（６）避難施設等の整備 

  市町村は、施設の安全性確保やバリアフリー化、避難スペースが確保されているなど、要援護者

のために特別の配慮がなされた福祉避難所の整備や、民間の特別養護老人ホーム等の施設を福祉 

避難所として指定するように努める。また、県及び市町村は、福祉避難所等での受入れが困難な  

在宅の災害時要援護者や被災した施設の利用者等を市町村の域を越えて受け入れる拠点の整備に 

努める。 

  災害時要援護者が避難生活を送るために必要となるトイレ、車椅子、簡易ベッド等の障害者・  

高齢者用備品やミルク、ほ乳びん等の乳児用備品及び授乳に配慮するための設備などは、あらかじ

め避難施設等への配備に努める。ただし、個別の事情による医薬品等については、支援者で備える

こととする。 

  市町村は、手引きや関係団体の意見などを参考とし、災害時要援護者や女性に十分配慮した構造・

設備及び運営の確保に努める。 

（７）防災知識の普及、防災訓練の充実 

  県及び市町村は、災害時要援護者やその家族並びに社会福祉施設に対し、パンフレットの配布  

など、広報を充実し災害に対する基礎知識等の理解を高めるとともに、地域の防災訓練等やコミュ

ニティへの積極的参加を呼び掛けるよう努める。 

（８）在宅避難者等への支援 

   県及び市町村は、在宅避難又は応急仮設住宅での生活を送る災害時要援護者に対する健康相談や

生活支援のため、共助の取組みや健康福祉センター（保健所）、社会福祉協議会などの福祉関係機関

などの地域のネットワークによる取組みを促進する。 

  また、電源を必要とする医療機器を使用している在宅難病患者等に対し、災害に備えた補助電源

の準備や停電時の入院受入れ等について、日頃から主治医や訪問看護ステーション等と相談する 

よう周知する。 

 

２ 社会福祉施設等における防災対策（健康福祉部、教育庁） 

  県及び市町村は、社会福祉施設等において、次の防災対策が講じられるよう、施設等に対する指導

に努める。 

（１）施設の安全対策 

 社会福祉施設や老人保健施設の管理者及び特別支援学校の校長は、施設そのものの災害に対する

安全性の確保に努める。 

 また、電気、水道等の供給停止に備えて、入所者及び児童生徒等が最低限度の生活維持に必要な

飲料水、食料、医薬品類等の備蓄を行うとともに、施設機能の応急復旧や施設入居者の酸素療法等

の治療等に必要な非常用自家発電機等の防災設備の整備を行う。 
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（２）組織体制・計画の整備 

 社会福祉施設や老人保健施設の管理者及び特別支援学校の校長は、あらかじめ防災組織を整え、

施設職員の任務分担、動員計画、施設関係者緊急連絡体制、県へのライフライン等の被害・復旧   

状況報告体制等を盛り込んだ非常災害に関する具体的計画を作成しておく。 

 また、市町村との連携のもとに、施設相互間並びに他の施設、近隣住民及び自主防災組織等との

日常の連携が密になるよう努め、入所者及び児童生徒等の実態等に応じた協力が得られるよう体制

づくりを行う。 

（３）防災教育・防災訓練の充実 

 社会福祉施設や老人保健施設の管理者及び特別支援学校の校長は、施設の職員や入所者及び児童

生徒等が災害に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について、理解や関心を高めるため

の防災学習を定期的に実施する。 

 また、施設職員や入所者及び児童生徒等が、発災時の切迫した状況下においても適切な行動が  

とれるよう、施設の構造や入所者及び児童生徒等の判断能力、行動能力等の実態に応じた防災訓練

を定期的に実施する。 

 

３ 外国人に対する対策（総合企画部、防災危機管理部） 

（１）防災知識の普及・防災訓練の充実 

 県及び市町村は、言語、生活習慣、防災意識が異なり日本語の理解が十分でない外国人を「災害

時要援護者」として位置付け、発災時に迅速かつ的確な対応ができるよう、次のような条件、環境

づくりに努めるとともに、様々な機会をとらえて防災対策の周知に努める。 

ア 多言語による広報の充実 

イ 避難場所、避難路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

ウ 外国人を含めた防災訓練・防災教育 

（２）外国人に対する対応 

   県は、日本語の理解が十分でない外国人向けの語学ボランティアの派遣制度について、各市町村

からの迅速な派遣要請が可能となるよう、平時から各市町村に対し、派遣制度の周知を図る。 

また、日本語理解が十分でない外国人が、自身の情報（氏名、国籍、連絡先、既往歴等）を伝え

る手段（ツール）について今後検討していく。 
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第９節 情報連絡体制の整備 

 

 

 大規模震災時には、通信の途絶や輻輳等が予想されるため、県、市町村及び防災関係機関は、情報   

収集伝達手段として、防災通信網の整備充実を図り、応急対策における情報伝達を迅速に進める。 

 また、訓練等を通じて通信機器の操作の習熟に努める。 

 なお、災害時の通信連絡系統は以下のとおりである。 

 

 通信連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県における災害情報通信施設の整備（防災危機管理部） 

（１）県防災行政無線の整備 

 県は、防災情報の迅速・確実な受伝達と通信の高度化を図るため、防災行政無線を整備し、運用

している。 

ア 整備概要 

（ア）無線設備設置機関 

 県庁と地域振興事務所、土木事務所、農業事務所（一部）、健康福祉センター（保健所）、教

育事務所等の県出先機関及び市町村、消防本部、気象官署、自衛隊、病院、ライフライン機関

等の防災機関２５６機関に無線設備を設置している。 

（イ）通信回線 

 ａ 地上系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所等の県出先機関、市町村及び消防本部、銚子地方    

気象台の間を光専用線回線又は多重マイクロ無線で結んでいる。 

ｂ 衛星系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所、農業事務所（一部）、健康福祉センター（保健所）、

教育事務所等の県出先機関、市町村、消防本部、自衛隊、病院、ライフライン機関等の防災

千 葉 県 
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機関との間を衛星系通信回線で結んでいる。 

ｃ 移動系通信回線 

 県内に整備した１０箇所の基地局を通じて、県庁と県内全エリア内の移動局との通信が  

可能な全県移動系回線を整備し運用している。 

（ウ）通信機能の概要 

ａ 個別通信機能 

 防災無線設備設置機関は、相互に一般加入電話が輻輳した場合でも利用可能な専用回線に

よる電話、ファクシミリ、データ伝送による通信が行える。また、消防庁や地域衛星通信     

ネットワークを整備した他都道府県等とも同様に、相互に通信が可能である。 

ｂ 一斉通報機能 

 県庁からネットワークを構成する全機関には、ファクシミリ、音声及びデータ伝送による

一斉通報が行える。 

ｃ 映像伝送機能 

 県庁及び衛星通信車から衛星系通信回線を利用して、衛星系通信回線による無線設備を  

設置した県内の機関及び地域衛星通信ネットワークを整備した他都道府県に対し災害現場の

映像等を伝送することができる。 

（エ）災害時等に対する設備対策 

ａ 回線帯域制御機能 

 発災時等における通信の輻輳に対処するため、地上系光ファイバー回線に回線帯域制御 

機能を備えており、重要な通信を優先して伝送することができる。 

ｂ 機器監視制御 

 県庁防災行政無線統制室において、全局の運用状態を常時コンピュータで集中監視・制御

している。 

ｃ 通信回線の２ルート化 

 県庁と土木事務所等の県出先機関、市町村及び消防本部等の間は、衛星系通信回線と   

地上系通信回線により通信回線を２ルート化しており、情報伝達の確実性を図っている。 

ｄ 予備電源の配備 

 停電に備えて、全局に予備電源装置（発動発電機、無停電電源装置、直流電源装置等）を

配備している。また、県庁においては、津波発生時にも有効に稼働するよう電源装置の移設

を行う。 

ｅ 衛星通信車（ちば衛星号）の配備 

 衛星系通信回線を利用した映像送信機能のほか、電話、ファクシミリによる個別通信機能

を有した衛星通信車を配備しており、災害現場における情報収集や通信機能が停止した機関

の代替無線局として活用できる。 

ｆ 可搬型地球局の配備 

 災害現場や通信設備が停止した機関に搬送して、衛星系通信回線による電話及びファクシ

ミリよる通信ができる可搬型地球局を県庁、地域振興事務所及び県防災センターに配備して

いる。 

  ｇ  その他の設備の配備 

    災害発生時、既設通信回線が使用できなくなった場合の代替手段として、災害対策本部の

支部となる地域振興事務所等に衛星携帯電話等を配備する。 

  ｈ 通信訓練の実施 

県防災行政無線が設置されている機関において、機器等の熟知及び災害発生時における  

円滑な操作を図るため、定期的に通信訓練を実施する。 

（オ）運用体制 

ａ 県防災行政無線統制室は、災害時における迅速、的確な情報の受伝達と全局の機器の運用
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状態の監視・制御のため、職員等による２４時間体制をとっている。 

  ｂ 県は通信機器等を、大雨等による水害に対処できるよう地域の状況を勘案のうえ設置し、

また、災害時の通信確保を図るため通信運用マニュアル等を作成し、各局を指導している。 

（カ）機器の保守体制 

 県は通信機器の定期的な保守点検を行い、性能の維持及び障害の未然防止を図っている。 

なお、機器に障害が発生した場合は、速やかに復旧処理にあたる体制をとっている。 

＜資料編３－５ 千葉県防災行政無線通信施設＞ 

（２）国が整備する通信設備 

  ア 気象庁は、確実な緊急地震速報の発表のため、その体制及び施設、設備の充実を図るものと    

する。 

  イ 県は、国の関係機関との連絡のため、国が整備する下記の通信設備も利用する。 

（ア）災害対策基本法、消防組織法及び水防法等に基づき、災害時等において県と総務省消防庁  

及び国土交通省との間における情報受伝達に必要な通信を確保するために整備された、国土 

交通省都道府県間水防連絡用多重無線電話（国土交通省）及び消防防災無線（総務省消防庁）。 

（イ）内閣総理大臣官邸及び非常災害対策本部と県災害対策本部との間における情報伝達に必要な

通信を確保するために整備された、中央防災無線網（緊急連絡用回線）。 

（３）防災相互通信用無線の整備 

 災害現場等において、消防本部、警察及びその他防災関係機関と協力して円滑な防災活動を実施

するため、これらの機関と相互に通信が可能な防災相互通信用の無線装置を県庁に整備している。 

（４）防災情報システムの整備 

 県は、災害時における県庁と県出先機関、市町村等の間での被害情報、措置情報の収集、処理の

迅速化共有化を図るとともに、気象情報等の防災に関する各種情報を関係機関や県民に提供して、

的確な防災対策に資するため、「千葉県防災情報システム」（以下「防災情報システム」という。）を

整備し、運用している。 

ア 防災情報システムの概要 

防災情報システムは、災害に係わる情報の収集、処理、分析を迅速かつ的確に行い、災害時に

おける防災関係機関との調整、意思決定等を支援するシステムである。 

県庁、地域振興事務所及び土木事務所等の県出先機関及び市町村等の防災関係１３０機関に 

情報の入力・検索・表示機能を備えた専用端末を設置し、電気通信事業者の光回線を利用して  

オンラインによる被害情報等報告及びこれらの情報の共有を行っている。併せて、防災ポータル

サイトを通じて県民に対する防災に関する情報発信を行っている。 

＜資料編３－14 千葉県防災情報システム端末装置設置機関＞ 

イ 防災情報システムの機能概要 

（ア）被害情報処理機能（防災情報システム） 

専用端末を設置した各機関で把握した被害情報等を、各機関の担当者が専用端末により直接

データベースに登録することで、県災害対策本部への被害情報報告と専用端末を設置した  

各機関との情報共有を同時に行う。 

（イ）実況監視処理機能（気象情報システム） 

     気象情報や県土整備部が整備した水防テレメータシステムで収集した雨量・水位情報の実況

監視を専用端末装置等から行う。 

     また、緊急を有する情報についてはポップアップ（警告音、回転灯）により通知を行う。 

  （ウ）地図情報 

     電子化された基本地図上に各防災関係機関が入力した災害危険箇所・区域、避難場所及び  

公共施設等の各種防災情報や被害情報等を表示し、それらの情報を共有する。 

  （エ）物資管理情報システム 

     県及び市町村で管理する防災用資機材、非常用食料、医薬品、生活必需品等の備蓄物資情報
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を管理する。 

  （オ）県民への情報発信機能 

     防災ポータルサイトを通じて気象情報、被害情報、避難所に関する情報等を発信する。 

     また、希望者あてに「ちば防災メール」を配信し、防災に関する各種情報を発信する。 

  （カ）職員参集機能 

     気象情報の種類や規模等に応じてメールを自動配信し、関係職員の自動参集を支援する。 

  ウ 防災情報システムの改良 

    県は、これまでの防災情報システムの運用実績、東日本大震災における災害対策本部の活動を

通じて得られた教訓、県民の要望及び情報通信関係技術の開発動向を見据え、システムの全面 

改修に向けた検討を行う。 

    また、全面改修までの間は、現行のシステムについて機能の充実を目指し、可能な範囲での  

改良を継続的に実施していく。 

＜資料編３－13 千葉県防災情報システム概念図＞ 

（５）震度情報ネットワークシステムの整備 

県は、震災時に初動体制の迅速な確立を図るため、県内全市町村に計測震度計を設置すると    

ともに、（独）防災科学技術研究所や気象庁、千葉市の８６地点の震度情報をオンラインで収集する  

「千葉県震度情報ネットワークシステム」を維持・運用している。 

ア 震度情報観測網 

震度観測点は、消防庁の指導により、平成の市町村合併前の各市町村の本庁舎内又はその敷地

内に設置し、すでに気象庁等が設置している震度計が利用可能と判断された箇所については、  

既設の震度計より分岐で観測情報の提供を受けている。また、千葉市内の各区の震度情報につい

ては、千葉市地震災害対策支援システムと接続し、オンラインで提供を受け、県の震度情報   

ネットワークを経由して、全国に配信している。 

 

震度計設置数                 （平成24年4月1日現在） 

設置者 千葉県 
(独)防災科学

技術研究所 
気象庁 千葉市 計 

設置数 74 3 3 6 86 

 

イ 観測情報の収集経路 

地震が発生すると、各観測点で観測された震度情報は、県防災行政無線等の通信回線を利用  

して、自動で県庁にある震度情報ネットワークサーバに集められる。これらの情報は、同じく  

県庁に設置してある、震度情報収集端末にて表示され、県災害対策本部の応急対策における意思

決定支援に活用される。 

 ウ 観測情報の伝達 

観測された震度情報は気象庁へ自動伝送され、気象庁からの震度情報の公表に利用されている。

また、震度４以上が観測された場合は、消防救急活動の広域応援のための参考情報として消防庁

にも自動伝送される。 

 エ 震度情報ネットワークシステムの更新 

今後、県は更なるシステムの信頼性向上のため、震度計及びサーバ等を下記方針に基づき計画

的に更新していく。 

  （ア）震度計の設置環境について精査を図り、不適切なものがあれば移設を検討する。 

  （イ）震度計を消防庁が示す次世代計測震度計の仕様を満たすものへ更新する。 

  （ウ）震度計が観測した詳細な情報を解析し、防災関係機関等とこれら情報を共有する仕組みの  

導入を検討する。 
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（６）情報基盤の整備・充実 

   県は、災害時の応急対策における情報伝達手段を確保するため、職員全員に業務用として配付し

ているパソコン及び全庁情報ネットワーク等、情報基盤の整備・充実を図る。 

 

２ 市町村における災害通信施設の整備（防災危機管理部） 

 市町村は、大規模災害時における住民等への情報提供や被害情報等の収集伝達手段として、市町村

防災行政無線等の整備拡充に努める。 

 （１）市町村防災行政無線等の整備状況     （平成23年3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）全国瞬時警報システムの整備状況      （平成24年3月31日現在） 

区分 

種別 
整 備 済 未 整 備 整備率(％) 

全国瞬時警報システム 54 0 100 

備考：市町村防災行政無線との接続は４９市町村で実施している。 

 

３ 警察における災害通信網の整備（警察本部） 

（１）警察災害通信施設は、災害の発生に備え、又は災害発生時における、災害救助、災害復旧等に   

使用することを考慮して整備に努める。 

（２）知事、市町村長及び指定（地方）行政機関の長は、災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用

等に関する協定により警察通信施設を使用できる。 

＜資料編３－７ 警察通信施設＞ 

 

４ 東日本電信電話㈱千葉支店における災害通信施設の整備 

 東日本電信電話㈱千葉支店では、県内の防災関係機関等の通信確保のため、Ｋｕ帯超小型衛星通信

方式端末及びポータブル衛星通信地球局（衛星系）等を整備している。 

 また、千葉支店災害対策実施細則を制定し、日常の準備体制、災害発生が予想される場合の警戒  

体制及び非常災害時の措置を定めている。 

 

５ ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ千葉支店における災害通信施設の整備 

  ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ千葉支店では、県内の防災関係機関等の通信確保のため、可搬型無線

基地局装置及び移動電源車を整備している。 

  また、千葉支店災害対策実施要領を制定し、日常の準備体制、災害発生が予想される場合の警戒  

体制及び非常災害時の措置を定めている。 

 

 

区  分 

 

種  別 

整 備 済 未 整 備 

 

整 備 率

(％) 

防災行政無線 

同報系 54 0 100 

移動系 46 8 85.2 
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６ ＫＤＤＩ事業所等における災害通信施設等の整備 

  ＫＤＤＩ㈱では、災害時においても会社が提供する電気通信役務を確保できるよう通信設備の  

分散化、伝送路の多ルート化等を進め、通信局舎及び通信設備の防災設計を行っている。 

  なお、主要設備については予備電源を設置している。 

 

７ 非常通信体制の充実強化（防災危機管理部） 

 県、市町村及び防災関係機関は、災害時等に自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等が  

使用できないとき、又は使用が困難になった場合に対処するため、電波法第５２条の規定に基づく  

非常通信の活用を図るものとし、非常通信の伝送訓練等、関東地方非常通信協議会の活動等を通じて、

非常通信体制の充実強化に努める。 

 

８ アマチュア無線の活用（防災危機管部） 

 アマチュア無線による通信は、災害時に一般加入電話等が使用できない場合の代替通信手段として

効果があることから、県は、ボランティアによるものであることを配慮の上、必要に応じて、アマチ

ュア無線関係団体に災害情報の収集伝達について協力を要請する。 

 このため、県とアマチュア無線関係団体は共同して非常通信訓練を行うなど、平常時から連携強化

に努めるものとする。 

＜資料編１－12－67 アマチュア無線による災害時応援協定書＞ 

 

９ その他通信網の整備（総務部、総合企画部、防災危機管理部） 

 ＣＡＴＶ、インターネット等多様な通信メディアの活用について検討し、災害時における多様な  

通信連絡網の整備充実に努める。 
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 第１０節 備蓄・物流計画 

 

 

県及び市町村は、県民や自主防災組織、事業所等に対し、「自らの命は自らで守る。自らの地域は   

みんなで守る。」という自助・共助の考え方を基本に、平時から、災害時に必要な物資の備蓄を推進する

よう働きかけるとともに、県民の生命や財産を守るため、災害発生直後から被災者に対して円滑に必要

な物資等の供給が行えるよう、備蓄・調達並びに物流に係る体制の整備を図る。 

併せて、大規模災害時における医療救護などの救援活動を実施するために必要な資機材・物資等の  

計画的な整備を図る。 

 

１ 食料・生活必需品等の供給体制の整備（防災危機管理部、市町村） 

（１）備蓄意識の高揚 

   各家庭や事業所等における食料・飲料水等の備蓄を推進するため、県及び市町村は、家庭等に  

おける３日分以上の食料や飲料水、生活必需品を備蓄することなど、県民の備蓄意識の高揚を図る

ための普及啓発を推進するとともに、自主防災組織等への炊き出し用機材や救助用機材などの整備

を促進する。 

（２）市町村における備蓄・調達体制の整備 

   市町村における備蓄及び調達は、自助・共助により賄われる備蓄物資等を補完する目的で行われ

るものであるが、市町村は、基礎的な地方公共団体として一義的に被災者への食料・生活必需品等

の供給を行う責務を有していることから、様々な事態に的確に対応できるよう、物資の備蓄・調達

体制の整備に努める。 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・生活必需品などの物資や避難所運営に必要な 

資機材を中心とした備蓄に努める。なお、備蓄物資の選定に際しては、地域特性や災害時要援護

者・女性の避難生活等に配慮する。 

イ 被災者に物資を迅速に提供するため、避難所への分散備蓄の推進や輸送体制の構築などに  

努める。 

ウ 消費期限が短いなどの備蓄に適さない物資や、大量に必要となるもので全てを備蓄することが

困難な物資、発災からの時間の経過とともに必要となる物資については、調達による確保に努め

るものとし、関係事業者等との協定締結の推進に努める。 

（３）県における備蓄・調達体制の整備 

県は、市町村が甚大な被害を受け、備蓄した物資の提供や調達が困難になった場合などに備え、

広域地方公共団体として市町村を補完する立場から、物資の備蓄・調達体制の整備等に努める。 

＜資料編６－13 県の備蓄（防災危機管理部）＞ 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・生活必需品などの物資・資機材を中心とした  

備蓄に努める。備蓄目標の設定に際しては、民間からの調達を組み合わせた上で、市町村を補完

する立場から、備蓄量等を算定することにより、計画的な備蓄物資の整備を図るものとする。  

なお、備蓄物資の選定に際しては、災害時要援護者や女性の避難生活等に配慮する。 

イ 備蓄品目の選定等に際しては、情報の寸断等により、ニーズの把握が困難な状況となる被災 

市町村に対して、要請を待たずに物資の供給を行う、いわゆる「プッシュ型」支援を想定した   

検討を行うとともに、平時から「プッシュ型」支援を想定し、物資の備蓄状況や集積拠点等に   

ついて、県・市町村間の情報共有を図る。 

ウ 被災地に物資を迅速に提供するため、平時から備蓄物資に係る県・市町村間の情報共有を図る

とともに、県内１１か所の備蓄拠点による分散備蓄により相互補完による効果的な物資の支援 

体制を図るとともに、民間物流事業者との連携による輸送体制の構築に努める。 

エ 消費期限が短いなどの備蓄に適さない物資や、大量に必要となるもので全てを備蓄することが

困難な物資、発災からの時間の経過とともに必要となる物資については、調達による確保に努め
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るものとし、関係事業者等との協定締結のさらなる推進に努める。 

（４）県及び市町村における災害時の物流体制の整備 

   民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給される大量の物資を迅速に目的地へ届け

るためには、円滑な物流体制を構築することが重要であり、県及び市町村は、平時から体制整備に

努めるものとする。 

  ア 県における物流体制 

    県は、市町村の要請等に基づき、又は災害の状況に応じ要請を待たずに、備蓄、民間からの   

調達又は国や他都道府県への要請等により必要な物資を確保し、市町村の指定する拠点まで物資

を輸送する役割を果たす必要がある。大量の支援物資等の受入れ、在庫管理及び払出しを円滑に

行い、かつ迅速に目的地へ輸送するため、物資の集積拠点としての物流倉庫や、輸送車両・機材・

ノウハウの提供等について、倉庫業界・トラック業界などの民間物流事業者の協力を受けるなど、

官民連携による物流体制を構築するものとする。 

  イ 市町村における物流体制 

    市町村は、指定した拠点へ搬入される物資を避難所等へ輸送し、避難者へ供給する役割を果た

す必要がある。そのため、平時から物資の集積拠点を選定しておくとともに、大量な物資の仕分

けや避難所への輸送等につき、地域特性に応じて、民間物流事業者と連携するなどの体制整備に

努める。 

 

２ 医薬品及び応急医療資機材等の整備（健康福祉部） 

（１）災害用医薬品等の備蓄 

  災害発生時の医薬品及び衛生材料の供給を円滑に行うため、健康福祉センター（保健所）等に災

害用医薬品等を備蓄し、迅速に対処できる体制を整備しているところである。 

（平成24年4月1日現在） 

１セット：５００人分（県全体数量：22セット・11,000人分） 

 

（２）応急医療資機材の備蓄 

大規模災害発生時の円滑な医療救護活動の実施を図るため医療救護活動に必要な応急医療資機材

を健康福祉センター（保健所）等に整備しているところである。 

 （平成24年4月1日現在） 

＜資料編４－３ 医薬品等＞ 

 

 

備 蓄 数 量 備     蓄     場     所 

３ セ ッ ト 習志野及び印旛の各健康福祉センター（保健所） 

２ セ ッ ト 県庁薬務課、山武健康福祉センター（保健所） 

１ セ ッ ト 
市川、松戸、野田、香取、海匝、長生、夷隅、安房、君津及び市原の各健康福祉セン
ター（保健所）、八日市場及び鴨川の各地域保健センター 

整 備 状 況 応急医療資機材の内容 

県医療整備課(4セット)、習志野健康福祉センター(13セット)、市川健康
福祉センター(16セット)、松戸健康福祉センター(23セット)、野田健康
福祉センター(5セット)、印旛健康福祉センター(14セット)、印旛健康福
祉センター成田支所(10セット)、香取健康福祉センター(5セット)、海匝
健康福祉センター(5セット)、八日市場地域保健センター(5セット)、山
武健康福祉センター(10セット)、長生健康福祉センター(5セット)、夷隅
健康福祉センター(6セット)、安房健康福祉センター(10セット)、鴨川地
域保健センター(5セット)、君津健康福祉センター(10セット)、市原健康
福祉センター(10セット) 

識別連絡表、蘇生・吸引・

酸素吸入器、包帯、注射器 
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３ 水防用資機材の整備（県土整備部） 

 洪水、溢水等の緊急事態に対処するため、次のように水防用資機材を整備している。これらの水防

用資機材は、地震による堤防損壊、浸水対策をはじめ、道路復旧、がけ崩れ等にも対応できるよう   

整備に努める。 

（１）水防用資機材 

 水防管理団体は、おおむね担当堤防延長２ｋｍについて１箇所の割合で、水防倉庫（木造33.3平

方メートル程度）、その他資材そなえ付け場を設け（なるべく水防活動に便利な箇所を選ぶ）、資機

材を備蓄するよう努める。 

 

（参考）指定水防管理団体整備基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水防施設等 

   県（現地指導班）及び水防倉庫の数は次のとおり 

ア 県倉庫３１か所（各土木事務所、その他） 

イ 水防管理団体水防倉庫 １２２棟 

 

 

品    名 数  量 品    名 数  量 

土のう 

な わ 

シート 

杉丸太 末口  3寸2.5間 

  〃      2.0間 

  〃      1.0間 

竹 

蛇 篭 

スコップ 

掛 矢 

 

3,000 俵 

550 kg 

100 枚 

10 本 

30 本 

200 本 

15 本 

20 本 

30 丁 

10 丁 

 

のこぎり 

か ま 

お の 

ペンチ 

鉄 線（＃8） 

 〃 （＃10） 

かすがい 

大型照明灯 

予備土砂 

 

 

4 丁 

10 丁 

5 丁 

3 丁 

100 kg 

100 kg 

50 本 

3 台 

若干 
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第１１節 防災施設の整備 

 

 

 地震災害から県民の生命や財産を守るためには、災害応急対応を円滑に行うための防災センターや 

避難所等の各種防災施設等の整備が重要である。 

 そこで、県では、地震防災対策特別措置法（平成7年法律第111号）に規定する「地震防災緊急事業   

五箇年計画」を策定し、その計画的な整備を進めている。 

 

１ （仮称）危機管理防災センターの整備等（防災危機管理部） 

  災害対策本部が迅速かつ円滑に機能するよう本部事務局室を常設し、独自の自家発電設備を備えた

（仮称）危機管理防災センターを整備する。 

２ 防災センター等の整備（防災危機管理部） 

 県は、平常時における県民の防災知識の普及啓発を図るとともに、大規模災害時における防災用  

資機材や食料の備蓄、搬送拠点として、中央防災センターを設置しており、さらに東葛飾地域をはじ

めとする県西部の防災拠点として、西部防災センターの整備を図った。 

 また、大規模震災時に被災地に対して、被災地外からの支援物資や人的応援を速やか、かつ、的確

に受け入れ、救援・復旧活動を展開するため、想定される被災地域ごとに、救援部隊の集結や救援   

物資を集配するための支援ゾーンを設定し、広域自治体として市町村と連携し、柔軟かつ迅速に被災

地域を支援する仕組みである防災支援ネットワークの整備を検討する。 

 なお、中央防災センター及び西部防災センターの概要は次のとおりである。 

 

 

 

 

名 称 中 央 防 災 セ ン タ ー 西 部 防 災 セ ン タ ー 

所 在 地 千葉市中央区仁戸名町666-2 松戸市松戸558-3 

敷 地 面 積 12,415㎡ 10,000㎡ 

開 館 年 度 昭和60年度 平成10年度 

延 床 面 積 等 
鉄筋コンクリート造平家建 

1,453㎡ 

鉄骨鉄筋コンクリート造２階建 

3,189㎡ 

展 示 施 設 等 
※展示施設については、 

平成16年4月より休止中 

地震体験装置、暴風雨体験装置 

初期消火体験装置、消防署への通報

訓練装置、応急救護訓練装置、 

煙内避難体験装置、総合シミュレー

ション、Ｑ＆Ａモシモシダイヤル 

災害（地震、風水害）、防災（火災）

及び避難（煙災害）をテーマにした

映像等 

備 蓄 倉 庫 293㎡ 260㎡ 
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３ 避難施設の整備（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、水道局、教育庁、市町村） 

（１）避難所等の整備 

   市町村は、「災害時における避難所運営の手引き」により、避難所等の選定を行い、県もその確保

に協力することとする。 

＜資料編５－７ 各市町村における避難場所・施設の指定状況＞ 

   また、避難所等の整備等については、同手引きの記載内容及び次の点に留意するものとする。 

ア 避難所の開設が予定される施設の耐震性を確保するとともに、対象地域の被災住民を収容でき

る規模を持って適切に配慮する。 

イ 避難所に指定した建物については、必要に応じ、冷暖房施設、換気や照明など避難生活の環境

を良好に保つための設備（その設備を稼働させるために必要な電源や燃料を含む。）の整備に努め

る。 

ウ 避難場所は、災害時の避難者の安全を確保するため、施設の耐震化やできる限りの液状化対策

を実施するものとする。 

エ 避難所における救護所、通信機器等の施設・設備の整備に努める。 

オ 避難所に食料、水、非常用電源、常備薬、炊き出し用具、毛布、仮設トイレ等避難生活に必要

な物資等の備蓄に努める。また、灯油、エルピーガスなどの非常用燃料の確保等に努める。 

カ 避難生活の長期化、高齢者、障害者等の災害時要援護者に対応するため、災害時要援護者に  

特別の配慮をするための避難施設（以下「福祉避難所」という。）の整備に努め、簡易ベット、   

簡易トイレ等の整備及び避難時の介助員の配置等について検討する。 

キ 間仕切りや照明等、被災者のプライバシー及び安全を確保するための設備の整備に努める。 

（２）避難路の整備 

 市町村は、避難場所に安全に避難できるよう日頃から住民への周知徹底に努めるとともに、避難

路の安全性の点検及び避難誘導標識の設置等、適切な措置を講じておく。 

（３）震災対策用貯水施設等の整備 

 市町村は、水道事業体等の協力を得て、本格的な応急給水が行えるまでの間の水を確保するため

避難場所等に飲料水兼用型耐震性貯水槽､耐震性井戸付貯水装置又は防災用井戸の整備を行う。 

 なお、水道事業体は飲料水兼用型耐震性貯水槽の整備について、積極的に協力をするものとする。 

（４）ヘリコプター臨時離発着場等の確保 

 情報収集や救助・救急活動、救援物資・人員搬送等、災害時に多岐にわたり大きな役割を果たす

こととなるヘリコプターを有効に活用するためには、緊急時の離発着場の確保が重要であり、市町

村は地域防災計画に位置付けその確保に努める。 

 特に、使用の際に混乱が予想される避難所の臨時離発着場については、避難住民の安全性等を  

考慮し避難場所と臨時離発着場の区別等、所要の措置を講じる。 

 また、緊急消防援助隊、広域緊急援助隊及び自衛隊の各部隊の支援を円滑に受け入れるための  

進出拠点･応急対策活動拠点の候補地、「首都直下地震応急対策活動要領に基づく具体的な活動内容

に係る計画（平成20年12月）」に対応するための広域物資拠点・広域医療搬送拠点の候補地をあらか

じめ選定するものとする。 
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第１２節 帰宅困難者等対策 

 

 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、県内で多くの帰宅困難者が発生し、帰宅しよう

と駅周辺に集まった人々が駅前に滞留した事例が多く見られ、行動の基本ルールが十分周知されていな

かったことや、駅と市町村との情報連絡体制が不十分であったことにより、一部の駅周辺では混乱も生

じた。 

大規模震災により鉄道等の公共交通機関が運行に支障をきたした場合には、大量の帰宅困難者の発生

が予想され、それらの人々が一斉に居住地に向けて帰宅行動を開始すると、火災や建物からの落下物に

より負傷するおそれや、救急・救助活動の妨げとなるなどの可能性がある。 

このため、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会や九都県市首脳会議などにおける研究・検討を踏ま

え、国や周辺都県、市町村等、関係機関との連携・協力体制を確立し、帰宅困難者等対策の推進を図る。 

 

１ 帰宅困難者等 

（１）帰宅困難者の定義 

   震災発生時の外出者のうち、地震の発生により交通機関の運行が停止した場合に、自宅までの 

距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な人を「帰宅困難者」とする。 

   また、自宅までの距離が近く、徒歩による帰宅が可能な人を「徒歩帰宅者」とし、「帰宅困難者」

及び「徒歩帰宅者」の両方を含めて「帰宅困難者等」とする。 

（２）帰宅困難者の発生予想数 

   平成１９年度「千葉県地震被害想定調査報告書」では、被害が最大となる東京湾北部地震の発生

により、約１０８万８千人の県民が帰宅困難者になると推計している。また、成田国際空港、幕張

メッセ、東京ディズニーランド等の大規模集客施設では約７万６千人が帰宅困難者になると推計し

ている。 

 

２ 一斉帰宅の抑制 （全庁、市町村）  

（１）「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知・徹底 

   帰宅困難者対策においては、一斉帰宅行動の抑制が最も重要であるため、県及び市町村は、広報

誌、ホームページ、ポスターなど様々な媒体を活用して「むやみに移動を開始しない」という基本

原則の周知・徹底を図る。 

   また、千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会において、参加市町村、鉄道事業者、民間企業団体と

も連携して定期的に一斉広報を実施する。 

（２）安否確認手段の普及・啓発 

   一斉帰宅行動を抑制するためには、家族等との安否確認手段が確保され、かつ周知されているこ

とが必要である。このため、県及び市町村は、災害用伝言ダイヤル１７１、災害用伝言版、災害用

ブロードバンド伝言版（ｗｅｂ１７１）、ツイッター・Facebook等のＳＮＳ、ＩＰ電話など、通話に

頼らない安否確認手段について、平常時から体験・活用を通じて、発災時に利用してもらえるよう

広報・啓発を行うとともに、企業や学校など関係機関における家族等との安否確認手段のルール化

を促進する。 

（３）帰宅困難者等への情報提供 

   企業、学校など関係機関において従業員や児童・生徒等を待機させる判断をすることや、個々人

が望ましい行動を取るためには、地震情報、被害情報、公共交通機関の運行・復旧状況などの情報

を適切なタイミングで提供することが必要である。 

   このため、県及び市町村は、「むやみに移動を開始しない」ことの呼びかけ、地震に関する情報、

被害情報、一時滞在施設の開設状況などについて、テレビ・ラジオ放送やホームページなどを活用
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して主体的に提供していく。 

   また、駅周辺ごとに設立される、駅周辺帰宅困難者等対策協議会においても、情報連絡体制及び

提供方法を検討し、情報提供していく。 

   さらに、市町村や関係機関と連携してエリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ポータ

ルサイト、ＳＮＳ、駅周辺の大型ビジョンやデジタルサイネージ※などを活用した情報提供につい

ても検討・実施していく。 

    ※ デジタルサイネージ：屋外、店頭、公共空間、交通機関、コンビニエンスストアなど、    

一般家庭以外の場所において、ネットワークに接続したディスプレイなどの電子的な表示機器を

使って情報を発信するもの。 

（４）企業、学校など関係機関における施設内待機のための対策 

   「むやみに移動を開始しない」という基本原則を徹底するため、県及び市町村は、企業・学校な

ど関係機関に対し、従業員等や児童・生徒を安全に待機させるための耐震診断・改修、家具の転倒・

落下・移動防止等の環境整備、従業員等との安否確認手段の確保・家族との安否確認手段の周知な

どの対策を要請する。 

   また、飲料水、食料、毛布などの備蓄について、企業は自らの準備に努めることとし、学校など

関係機関については、家庭や地域と連携協力して準備に努めることとする。 

 

３ 帰宅困難者等の安全確保対策 （全庁、市町村） 

（１）一時滞在施設の確保と周知 

   県及び市町村は、所管する施設から耐震性などの安全性を考慮したうえで、駅周辺の滞留者や  

路上等の屋外で被災した外出者などを一時的に受け入れるための一時滞在施設を指定する。 

   民間施設については、市町村が当該事業者と協議を行い、事前に協定を締結し指定する。 

   また、県及び市町村は、一時滞在施設の周知を図るとともに、施設における情報提供や物資の備

蓄のあり方についても検討する。 

（２）大規模集客施設や駅等における利用者保護の要請 

   大規模集客施設や駅等における利用者保護のため、県及び市町村は、あらかじめ駅周辺帰宅困難

者等対策協議会などにおいて大規模集客施設や駅等の関係機関との情報連絡体制の整備を図る。ま

た、震災の発生時に適切な待機や誘導が行われるよう要請する。 

（３）企業、学校など関係機関における訓練実施の要請 

   県及び市町村は、企業・学校など関係機関に対し、従業員や顧客、児童・生徒の混乱防止、誘導

訓練、情報の収集伝達訓練、安否の確認及び情報発信訓練など、帰宅困難者等の発生を想定した訓

練の実施を要請する。 

 

４ 帰宅支援対策 （防災危機管理部、市町村） 

（１）帰宅支援対象道路の周知 

   県は、千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会において選定した帰宅支援対象道路について、首都直

下地震帰宅困難者等対策協議会における支援方策等の検討結果を踏まえ、周辺都県市と連携して周

知を図る。 

（２）災害時帰宅支援ステーションの確保と周知 

   県及び市町村は、九都県市首脳会議における協定締結事業者の確保と併せて、県内で店舗を経営

する事業者との協定締結を進め、災害時帰宅支援ステーションを確保する。 

   また、災害時帰宅支援ステーションの認知度向上のため、市町村や事業者と連携して、ホームペ

ージや広報誌などを活用した広報を実施する。 

＜資料編１－12－63 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定書＞ 

＜資料編１－12－64 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書＞ 
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（３）搬送手段の確保 

   県は、障害者、高齢者、妊婦又は乳児連れの方など自力での徒歩が困難な特別搬送者について、

関係機関と臨時バスやタクシーなどの確保に向けた検討を行い、搬送手段を確保するよう努める。 

 

５ 関係機関と連携した取組み （防災危機管理部、市町村） 

（１）千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会 

   市町村や交通事業者、大規模集客施設事業者や経済団体など関係機関の参画を得て設立した  

「千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会」を中心に、個人で準備・行動できることの普及・啓発を   

図るとともに、関係機関との連携を図りながら対策を検討・実施する。 

（２）首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 

   平成２３年９月に設立された、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会において、国や周辺都県市、

民間企業団体等と連携を図るとともに、検討の成果を本県の帰宅困難者等対策へ反映させる。 

（３）九都県市首脳会議（地震防災・危機管理対策部会） 

  ア 平常時から一人ひとりが行える対策として、災害用伝言ダイヤル・災害用伝言版サービスの  

啓発リーフレットの配布、ポスターの掲示、ホームページ等による普及・啓発活動を実施する 

  イ また、救急・救助活動が落ち着いた後にやむを得ず徒歩で帰宅する人々を支援するため、   

飲料水、トイレ、情報の提供などを内容とした協定を関係事業者等と締結し、「災害時帰宅支援

ステーション」の確保を進める。 

（４）駅周辺帰宅困難者等対策協議会 

   大量の帰宅困難者等の発生が予想される駅周辺においては、各駅周辺の地域事情等に鑑みた、  

実効性の高い対策を検討・実施していくことが必要である。 

   このため、市町村が事務局となり、県も参画する駅周辺帰宅困難者等対策協議会の設立を促進し、

情報連絡体制の確立、一時滞在施設の確保、帰宅困難者等の安全確保、安全確保後の徒歩帰宅支援

などのテーマを中心に対策を検討・実施していく。 

 

６ 帰宅困難者等対策の（仮称）防災基本条例への位置付け 

帰宅困難者等対策においては、「自助」、「共助」、「公助」による総合的な対応が不可欠であることか

ら、県民、事業者、行政のそれぞれの役割に応じた帰宅困難者等対策を、（仮称）防災基本条例に位置

付ける。 

 

７ 大規模集客施設を管理する事業者及び鉄道事業者の取組み 

  大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、平常時から利用者の保護に係る方針を定めておくと 

ともに、震災発生時の施設内待機に係る案内や安全な場所への誘導手順についてもあらかじめ検討し

ておくよう努める。 
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第１３節 防災体制の整備 

 

 

県は、大規模災害の発生時における迅速な初動体制や、国・他県等からの広域応援体制を構築する  

ため、平時から県内市町村、国、他都道府県や県内外の防災関係機関との連携を密にするとともに、   

災害対策本部事務局機能の強化など、体制整備を行う。 

また、大規模地震等の発生時には、県民の生命・財産を守り、生活の早期復旧を図ると同時に、行政

サービスの提供を維持する必要があることから、業務継続計画に基づく行政機能の確保など体制整備に

努めるものとする。 

 

１ 県の防災体制の整備 

（１）災害対策本部の活動体制の整備 

県は、大規模災害に迅速かつ円滑に対応した体制を整備するため、災害対策本部事務局体制を整備

し、災害対策本部設置訓練や図上訓練を行うことにより、習熟に努めるとともに、検証の結果、必要

となる場合には、適宜体制の見直し等を図るものとする。 

（２）被災地における活動体制の整備 

県は、被災による市町村機能の低下などにより情報収集や救助活動に支障をきたす場合等を想定し、

各地域振興事務所職員を中心とした被災地への派遣など、独自の情報収集体制を構築する必要がある

ことなどから、災害対策本部支部や現地災害対策本部の円滑かつ効果的な運用方法等について、検討

しておくものとする。 

（３）受援計画の策定 

県は、国、自衛隊、消防機関、他都道府県及び民間ボランティアや企業等の応援等を効果的に受け

るため、被災状況や災害ニーズの把握、情報提供、各種コーディネートなど、県が中心となって行う

ことが適当な事務について、受援計画の作成に努める。 

（４）都道府県をまたがる広域応援体制の整備 

県では、全国知事会による全都道府県を対象とした災害時の広域応援協定や、関東地方知事会に 

よる関東１都９県を対象とした協定、九都県市首脳会議による九都県市を対象とした協定を締結して

いるが、これらの協定が大規模災害時に有効に機能するよう、運用方法の改善等をはたらきかけると

ともに、平時からの連携を緊密にするよう努めるものとする。 

（５）広域避難者の受入体制の整備 

 県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域支援要請又は受入れを円滑に行うための体制

整備に努める。 

 

２ 県の業務継続計画〔震災編（ＢＣＰ）〕 

県は、大規模地震等が発生した場合においても、県民の生命・財産を守り、生活の早期復旧を図る

とともに、行政サービスの提供を維持する必要がある。このため、平成２２年５月に策定した千葉県

業務継続計画〔震災編（ＢＣＰ）〕に基づき、災害発生時の行政機能の確保等に努めるとともに、    

今後、さらに実効性を高めるため、計画の必要な見直しを適宜行っていくこととする。 

（１）業務継続計画の基本的な考え方 

  業務継続計画は、災害発生時に、応急・復旧業務の迅速な遂行や重要な業務の継続により、県民

の生命や生活を守り、被害の拡大や社会的混乱を最小限度に抑えるための計画である。 

県では、災害時に優先して継続すべき業務や中断しても早期に回復する必要がある業務を災害時

優先業務として実施する態勢を確保し、共通資源(ヒト、モノ、情報)の準備や対応方針を定める県

業務継続計画(震災編)を策定した。 
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（２）前提とする地震と被害想定 

千葉県での被害が最も大きいと予想される東京湾北部地震を想定した。 

（３）災害時優先業務 

大規模地震を想定し、県民生活や社会経済活動等への影響を最低限度に防ぐため、県地域防災 

計画に定められている応急・復旧業務に加え、継続すべき通常業務を特定した。 

【災害時優先業務数】（本庁舎、中庁舎、議会棟、新都市ビルにある部局） 

７０１ 業務 〔内訳：応急復旧業務649業務 優先すべき通常業務52業務〕 

 

各課に共通する業務 応急・復旧業務 優先すべき通常業務 

・所属職員の参集・安否の把握・

報告 

・執務室の被害状況と執務場所

の確保 

・災害対策業務 

・所管もしくは関係施設の被害

状況の把握・報告 

・救援物資の供給や要請 

・医療や救護の派遣、要請  

           など 

・各種システム等の管理運営業務 

・上水道維持管理業務 

・流域下水道維持管理業務 

など 

 

（４）職員の参集予測 

ア 職員確保（執務時間外での職員参集予測） 

徒歩参集を前提とし、参集可能な職員数を予測した。 

イ 予測結果(参集人数、参集率) 

 発災３時間後で４８０人(約 15％)、発災１日後で約１，３３０人(約 41％)の職員が参集可能と

予測した。 
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第３章 災害応急対策計画 

 

災害対策本部活動 
・ 県の活動体制                       （第１節 地－３－４） 
・ 市町村の活動体制                     （第１節 地－３－14） 
・ 指定行政機関等の活動体制                 （第１節 地－３－14） 
・ 県災害対策本部等と市町村及び防災関係機関との連絡     （第１節 地－３－15） 
・ 市町村支援                        （第１節 地－３－15） 
・ 災害救助法の適用手続等                  （第１節 地－３－15） 
情報収集・伝達体制                       
・ 通信体制                         （第２節 地－３－19） 
・ 震度情報ネットワークシステムによる震度情報の収集と伝達  （第２節 地－３－22） 
・ 気象官署の地震・津波に関する情報、津波予報        （第２節 地－３－23） 
・ 関係機関における措置                   （第２節 地－３－28） 
・ 被害情報等収集・報告                   （第２節 地－３－29） 
・ 災害時の広報                       （第２節 地－３－37） 
地震・火災避難計画                      
・ 計画内容                         （第３節 地－３－39） 
・ 実施機関                         （第３節 地－３－39） 
・ 避難の勧告又は指示等                   （第３節 地－３－39） 
・ 避難誘導等                        （第３節 地－３－40） 
・ 避難所の開設                       （第３節 地－３－40） 
・ 現地救護本部の設置                    （第３節 地－３－41） 
津波避難計画                          
・ 津波警報等の伝達                     （第４節 地－３－42） 
・ 住民等の避難行動                     （第４節 地－３－42） 
・ 住民等の避難誘導                     （第４節 地－３－43） 
災害時要援護者等の安全確保対策    
・ 避難誘導等                        （第５節 地－３－44） 
・ 避難所の開設、災害時要援護者の対応            （第５節 地－３－44） 
・ 福祉避難所の設置                     （第５節 地－３－45） 
・ 避難所から福祉避難所への移送               （第５節 地－３－45） 
・ 被災した災害時要援護者等の生活の確保           （第５節 地－３－45） 
消防・救助救急・医療救護活動                  
・ 消防活動                         （第６節 地－３－46） 
・ 救助・救急                        （第６節 地－３－47） 
・ 水防活動                         （第６節 地－３－49） 
・ 危険物等の対策                      （第６節 地－３－49） 
・ 医療救護                         （第６節 地－３－52） 
警備・交通の確保・緊急輸送対策 
・ 千葉県警察災害警備計画                  （第７節 地－３－58） 
・ 交通規制計画                       （第７節 地－３－58） 
・ 交通規制の指針                      （第７節 地－３－59） 
・ 緊急輸送                         （第７節 地－３－60） 
・ 緊急通行車両の確認等                   （第７節 地－３－60） 
・ 交通情報の収集及び提供                  （第７節 地－３－61） 
・ 震災発生時における運転者のとるべき措置          （第７節 地－３－61） 
・ 道路管理者の通行の禁止又は制限              （第７節 地－３－61） 
・ 在港船舶対策計画                     （第７節 地－３－61） 
 
 
 



地-3-2 

 

 

 

救援物資供給活動 
・ 応急給水                         （第８節 地－３－65） 
・ 食料・生活必需品等の供給体制               （第８節 地－３－66） 
・ 燃料の調達                        （第８節 地－３－69） 
広域応援の要請及び県外支援 
・ 国等に対する応援要請                   （第９節 地－３－70） 
・ 他都道府県等に対する応援要請               （第９節 地－３－70） 
・ 県の市町村への応援                    （第９節 地－３－70） 
・ 市町村間の相互応援                    （第９節 地－３－70） 
・ 消防機関の応援                      （第９節 地－３－71） 
・ 国土交通省所管の公共施設に係る相互応援          （第９節 地－３－71） 
・ 水道事業体等の相互応援                  （第９節 地－３－71） 
・ 資料の提供及び交換                    （第９節 地－３－72） 
・ 経費の負担                        （第９節 地－３－72） 
・ 民間団体等との協定等の締結                （第９節 地－３－72） 
・ 海外からの支援受入れ                   （第９節 地－３－72） 
・ 県外被災県等への支援                   （第９節 地－３－72） 
・ 広域避難者の受入れ                    （第９節 地－３－73） 
自衛隊への災害派遣要請                    
・ 災害派遣の要請                      （第10節 地－３－74） 
・ 災害派遣の方法                      （第10節 地－３－74） 
・ 災害派遣要請の手続等                   （第10節 地－３－75） 
・ 知事への災害派遣の要請の要求               （第10節 地－３－76） 
・ 自衛隊との連絡                      （第10節 地－３－76） 
・ 災害派遣部隊の受入体制                  （第10節 地－３－77） 
・ 災害派遣部隊の撤収要請                  （第10節 地－３－78） 
・ 経費負担区分                       （第10節 地－３－78） 
・ 自衛隊の即応態勢                     （第10節 地－３－78） 
学校等における児童・生徒の安全対策              
・ 防災体制の確立                      （第11節 地－３－79） 
・ 学用品の調達及び支給                   （第11節 地－３－80） 
・ 授業料等の減免・育英補助の措置              （第11節 地－３－81） 
・ 学校給食の実施                      （第11節 地－３－81） 
・ 文化財の保護                       （第11節 地－３－81） 
帰宅困難者等対策                        
・ 一斉帰宅抑制の呼びかけ                  （第12節 地－３－82） 
・ 企業、学校など関係機関における施設内待機         （第12節 地－３－82） 
・ 大規模集客施設や駅等における利用者保護          （第12節 地－３－82） 
・ 帰宅困難者等の把握と情報提供               （第12節 地－３－82） 
・ 一時滞在施設の開設及び施設への誘導            （第12節 地－３－82） 
・ 徒歩帰宅支援                       （第12節 地－３－83） 
・ 帰宅困難者（特別搬送者）の搬送              （第12節 地－３－83） 
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保健衛生、防疫、廃棄物等対策 
・ 保健活動                         （第13節 地－３－84） 
・ 飲料水の安全確保                     （第13節 地－３－84） 
・ 防疫                           （第13節 地－３－84） 
・ 死体の捜索処理等                     （第13節 地－３－85） 
・ 動物対策                         （第13節 地－３－87） 
・ 清掃及び障害物の除去                   （第13節 地－３－87） 
応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 
・ 応急仮設住宅の提供等                   （第14節 地－３－90） 
・ 被災建築物の応急危険度判定支援体制の整備         （第14節 地－３－91） 
・ 被災宅地危険度判定支援体制の整備             （第14節 地－３－91） 
・ り災証明書の交付                     （第14節 地－３－91） 
液状化等によるライフライン関連施設等の応急復旧 
・ 水道施設                         （第15節 地－３－93） 
・ 下水道施設                        （第15節 地－３－94） 
・ 電気施設                         （第15節 地－３－94） 
・ ガス施設                         （第15節 地－３－96） 
・ 通信施設                         （第15節 地－３－97） 
・ 放送機関                         （第15節 地－３－99） 
・ 工業用水道                        （第15節 地－３－100） 
・ 道路・橋梁                        （第15節 地－３－100） 
・ 交通施設                         （第15節 地－３－101） 
・ その他公共施設                      （第15節 地－３－107） 
ボランティアの協力 
・ ボランティアの活動分野                  （第16節 地－３－108） 
・ ボランティアとして協力を求める個人、団体         （第16節 地－３－108） 
・ ボランティア意識の啓発、参加の呼びかけ          （第16節 地－３－109） 
・ 災害時におけるボランティアの登録、派遣          （第16節 地－３－109） 
・ ボランティア受入体制                   （第16節 地－３－110） 
・ ボランティアコーディネーターの養成            （第16節 地－３－111） 
・ 日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア養成・研修計画   （第16節 地－３－111） 
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第１節 災害対策本部活動 

 

 

大地震や大津波が発生した場合、人命損傷にとどまらず、家屋の倒壊や流失、火災、がけ崩れの発生、

道路・橋梁の損壊、生活関連施設の機能障害など、県内の広い範囲にわたり大きな被害の発生が予想さ

れる。 

 このような被害の拡大を防止し、被災者の救援救護に全力を挙げて対処するため、県、市町村及び  

各防災関係機関は、それぞれの計画に基づき迅速かつ的確な活動体制のもと災害応急対策に万全を期す

ことを目的とする。 

 

１ 県の活動体制（防災危機管理部） 

 県は、地震による災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、法令又は本計画の定めるとこ

ろにより、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、その他防災関係機関の協力を得て、

その所掌事務に係る災害応急対策を速やかに実施するとともに、区域内の市町村及び指定地方公共 

機関が処理する災害応急対策の実施を助け、かつ、総合調整を行う。 

 上記の責務を遂行するため必要がある場合は、千葉県災害対策本部を設置し、災害応急対策を実施

する。 

 また、国において緊急災害対策本部等を設置したときは、これと十分な連携を図りながら応急対策

を進めるものとする。 

 県本部の組織及び運営は、「災害対策基本法」、「千葉県災害対策本部条例」及び「千葉県災害対策  

本部要綱」の定めるところによる。 

 なお、災害に対して迅速かつ円滑な対応を図ることができるよう作成した「災害時の事務処理に  

関する手引」により各職員がその内容を熟知するとともに、訓練等により検証し改善を行っていくこ

ととする。 

（１）災害対策本部設置前の初動対応 

ア 気象庁において県内の震度観測点で震度を４又は５弱と発表したとき、若しくは気象庁が津波

予報区の千葉県九十九里・外房、千葉県内房又は東京湾内湾に津波注意報又は「津波」の津波警

報を発表したときは、危機管理課、防災計画課、消防課及び関係機関は、次の措置を講ずる。   

（自動配備） 

（ア）地震及び津波並びに気象に関する情報の収集及び伝達 

（イ）被害状況の把握及び報告 

イ 危機管理課長は、被害状況をとりまとめ､速やかに防災危機管理部長を経由して知事に報告する。 

 また、必要に応じ、国の機関、その他関係防災機関に同様の報告又は通報を行う。 

ウ 上記ア及びイについては、夜間、休日等の勤務時間外においても同様とする。 

（２）県応急対策本部 

  ア 設置又は廃止とその基準 

  防災危機管理部長は、地震による災害に迅速に対応する初動・応急体制を確立するため、前記

（１）アに記載の現象が発生した段階において、必要に応じ応急対策本部を設置することが   

できる。 

  なお、災害の規模が拡大し、又拡大するおそれのあるときは、必要に応じて「災害対策本部  

（本部長 知事：本部第１配備から本部第３配備）」に移行する。 

  また、応急対策本部を設置した後において、県内において災害の発生するおそれが解消し、  

又は災害応急対策が概ね完了したため、応急対策本部を設置する必要がないと認めたときは廃止

する。 

イ 組織及び編成は、「千葉県応急対策本部設置要綱」の定めるところによるが、その概要は次の  

とおりである。             ＜資料編１－９ 千葉県応急対策本部設置要綱＞                    
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 【千葉県応急対策本部組織（地震・津波災害時の組織）】 

 

 

 

 

 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 防災危機管理部長 
  

本 部 員 

水政課長 

交通計画課長 

健康福祉政策課長 

農林水産政策課長 

耕地課長 

森林課長 

漁港課長 

県土整備政策課長 

道路整備課長 

道路環境課長 

河川整備課長 

河川環境課長 

港湾課長 

市街地整備課長 

公園緑地課長 

下水道課長 

住宅課長 

水道局長が指定する課長 

企業庁長が指定する課長 

本 

 

部 

 

事 

 

務 

 

局 

 

 

事 務 局 長 危機管理課長 

事 務 局 職 員 

統制班 

分析班 

情報班 

応急対策班 

被災者支援班 

物資支援班 

通信・システム班 

広報班 

庶務班 

現地派遣班 

本部派遣職員 
自衛隊、防災関係機関から本

部長が派遣を求める者 

 

 

（３）県災害対策本部 

ア 県災害対策本部の設置又は廃止とその基準 

 知事は、災害応急対策を推進するため、次の基準により災害対策本部を設置する。 

 また、県災害対策本部を設置した後において、県の地域について災害の発生するおそれが解消

し、又は災害応急対策が概ね完了したため、県災害対策本部を設置しておく必要がないと認めた

ときは、県災害対策本部を廃止する。 

（ア）気象庁において県内震度を５強以上と発表したとき（自動配備） 

（イ）県の地域に災害が発生したとき、若しくは発生するおそれがあるときで、知事が必要がある

と認めたとき 

（ウ）気象庁が、津波予報区の千葉県九十九里・外房、千葉県内房、又は東京湾内湾に「大津波」

の津波警報を発表したとき（自動配備） 

（エ）内閣総理大臣が東海地震に係る警戒宣言を発表したとき（自動配備） 

 

部（13） 

現 地 応 急 対 策 本 部 
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イ 県災害対策本部設置又は廃止の通報及び発表 

 知事は、県災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちにその旨を国（消防庁長官）及び  

市町村長に通報するほか、次に掲げる者のうち必要と認める者に通報する。 

 また、知事は、県災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちにその旨を報道機関に発表  

する。 

（ア）指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

（イ）防災担当大臣（防災担当大臣がおかれていない場合にあっては内閣官房長官）、厚生労働大臣

及び国土交通大臣 

（ウ）隣接都県知事等 

（エ）「九都県市災害時相互応援に関する協定」に基づく「応援調整都県市」等 

（オ）「震災時等の相互応援に関する協定」に基づく「応援拠点都県」及び「関東地方知事会」等 

（カ）「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」に基づく「幹事都県・副幹事都県」

及び「全国知事会」等 

ウ 現地災害対策本部の設置 

 本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現地災害

対策本部（以下「現地本部」という。）を設置する。 

 現地本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた応急 

対策を迅速・機動的に実施する。 

 現地本部の組織編成、所掌事務及び設置場所は次のとおりとする。 

（ア）組織編成 

ａ 現地本部長は、県災害対策本部の副本部長、本部員、支部長又はその他の職員のうちから

県災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

ｂ 現地本部員は、県災害対策本部員の本部員、支部長又はその他の職員のうちから県災害 

対策本部長が指名する者をもって充てる。 

（イ）所掌事務 

ａ 被害状況、応急対策実施状況の情報収集及び分析 

ｂ 市町村、関係機関との連絡調整 

ｃ 自衛隊の災害派遣について意見具申 

ｄ 本部長の指示による応急対策の推進 

ｅ その他緊急を要する応急対策の実施 

（ウ）設置場所 

 現地本部の設置場所は、災害現地又は市町村庁舎等とする。 

エ 県本部の組織及び編成は、「千葉県災害対策本部条例」及び「千葉県災害対策本部要綱」の   

定めるところによるが、その概要は次のとおりである。 

                    ＜資料編１－７ 千葉県災害対策本部条例＞      

                    ＜資料編１－８ 千葉県災害対策本部要綱＞  
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   【部及び支部の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部 支     部 

総 務 部 千  葉  支  部 

総 合 企 画 部 葛  南  支  部 

健 康 福 祉 部 東  葛  飾  支  部 

環 境 生 活 部 印  旛  支  部 

商 工 労 働 部 香  取  支  部 

農 林 水 産 部 海  匝  支  部 

県 土 整 備 部 山  武  支  部 

出 納 部 長  生  支  部 

水 道 部 夷  隅  支  部 

企 業 部 安  房  支  部 

病 院 部 君  津  支  部 

教 育 部  

警 察 部  
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【本  部】 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 知事 
      

副 本 部 長 副知事 
      

本 部 員 

防災危機管理部長 

（総括本部員） 

総務部長 

総合企画部長 
原発事故対応・復旧復興 
担当部長 

健康福祉部長 

保健医療担当部長 

環境生活部長 

商工労働部長 

農林水産部長 

県土整備部長 

会計管理者 

水道局長 

企業庁長 

病院局長 

教育長 

警察本部長の指定す

る者 

  

本

部

事

務

局 

事 務 局 長 防災危機管理部次長 

  事務局次長 

（防災危機管理部次長） 

危機管理課長 

総務課長 

財政課長 

市町村課長 

  

事務局職員 

統制班 

分析班 

情報班 

応急対策班 

被災者支援班 

物資支援班 

通信・システム班 

広報班 

庶務班 

現地派遣班 

本部派遣職員 

自衛隊、防災関係機関

から本部長が派遣を

求める者 

  

  本部連絡員 本部各部長の指名する者 

 

 

 

 

 

（ア）本部会議 

 本部長は、県の災害対策を推進するため、本部室において本部長、副本部長及び本部員で  

構成する本部会議を開催し、次の事項の基本方針を決定する。 

ａ 災害応急対策の実施及び調整に関すること 

ｂ その他重要事項に関すること 

（イ）本部事務局 

ａ 事務局長は、防災危機管理部次長をもって充てる。 

ｂ 事務局次長は、危機管理課長、総務課長、財政課長及び市町村課長をもって充てる。 

ｃ 本部連絡員及び事務局員は、各部長が指名し、本部事務局に勤務する。 

ｄ 事務局の事務分掌等 

 事務局の事務を統制班、分析班、情報班、応急対策班、被災者支援班、物資支援班、通信・

システム班、広報班、庶務班、現地派遣班の１０班に分け、各班の班長は、事務局長が指名

する。班員は、石油コンビナート災害などの複合災害に対応するため、石油コンビナート災

害対策本部事務局等との兼務をできるだけ避け、いかなる災害が同時多発的に発生した場合

でも、迅速かつ機動的な応急対応が実行できるよう体制の強化を図る。 

 本部事務局の分掌事務は、「千葉県災害対策本部要綱」の別表第四のとおりとする。 

部（13） 支部（11） 現地災害対策本部 
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 なお、災害対策本部事務局の運営にあたっては、「災害時の事務処理に関する手引き」に  

よるものとする。 

  （ウ）本部派遣職員 

     本部派遣職員は、本部会議及び本部事務局との連絡調整にあたる。 

（エ）本部室、各部、各班の連絡方法 

ａ 本部長の命令あるいは本部室で決定した事項等は、事務局長が本部連絡員を通じて各部 

及び各班に連絡する。 

ｂ 各部及び各班で聴取した情報あるいは各部及び各班で決定処理した事項のうち、本部室 

あるいは他の各部及び各班が承知しておく必要がある事項は、本部連絡員を通じて事務局長

を経由して本部長に報告する。 

 本部の部長、副部長、班長及び各班の分掌事務は、「千葉県災害対策本部要綱」の別表第三

のとおりする。 

（オ）災害対策本部支部 

ａ 支部の構成 

（ａ）支部長は地域振興事務所長をもって充て、本部長の命を受けて支部の事務を総括する。 

（ｂ）支部部員は各班長をもって充てる。 

（ｃ）支部連絡員は各班長の指名する者をもって充て、各班の連絡調整及び情報収集事務を 

担当する。 

（ｄ）情報連絡員は支部長が必要と認めたとき、各班長と協議の上、指名し市町村に派遣して、

各種情報を支部長に通報する。 

ｂ 支部の運営 

 支部の運営については、本部の運営方法を基準とし、かつ地域の実情を考慮して支部長 

があらかじめ定めておく。 

ｃ 支部の班長及び各班の分掌事務 

 支部の班長及び各班の分掌事務は「千葉県災害対策本部要綱」の別表第六のとおりとする。 

オ 県本部の設置場所 

 県本部は、原則として県本庁舎５階災害対策本部室、中庁舎１０階大会議室及び６階危機管理課

内に設置する。 

 なお、県本庁舎及び周辺地域の被災状況によりその機能が維持できない場合は、次に掲げる 

順位により設置場所を選定するが、知事の判断により変更することができる。 

 第１位  印旛地域振興事務所 

 第２位  君津地域振興事務所 

 第３位  長生地域振興事務所 

 第４位  香取地域振興事務所 

 第５位  山武地域振興事務所 

 第６位  安房地域振興事務所 

 第７位  夷隅地域振興事務所 

 第８位  海匝地域振興事務所 

 第９位  東葛飾地域振興事務所 

 第10位  東京事務所 

 第11位  その他の県有施設 

（４）職員の配備 

ア 防災担当職員の待機体制 

 発災直後の災害情報収集や災害対策の調整を行うため、県庁及びその周辺に常時防災担当職員

が待機し、迅速な初動体制の確立に努める。 

イ 災害対策本部設置前の配備 

 地震災害に対処する県本部設置前の配備は、災害の状況等により次のとおりとする。 



地-3-10 

 

 

注）１ 水道局、企業庁、教育庁の配備を要する課等の把握は、それぞれ次の主務課において行う。 

配備種別 配 備 基 準 配 備 内 容 配 備 を 要 す る 課 等 

 

第１配備 

①気象庁において県内

（出先機関においては

管轄する市町村）の震度

観測点で震度を４と発

表したとき（自動配備） 

②気象庁が津波予報区

の千葉県九十九里・外

房、千葉県内房又は、東

京湾内湾に「津波注意」

の津波注意報を発表し

たとき （自動配備） 

③気象庁において県内

（出先機関においては

管轄する市町村）の震度

観測点で震度を３以下

と発表し、被害が生じた

場合で知事が必要と認

めたとき 

災害関係課

等の職員で情

報収集連絡活

動が円滑に行

える体制とし、

その所要人員

は所掌業務等

を勘案して、あ

らかじめ各課

等において定

める。 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 消防課 水政課 

交通計画課 健康福祉政策課 農林水産政策課 

耕地課 森林課 漁港課 県土整備政策課 

道路整備課 道路環境課 河川整備課 河川環境課 

港湾課 市街地整備課 公園緑地課 下水道課  

住宅課 

水道局のうち局長が指定する課 

企業庁のうち庁長が指定する課 

出先機関 

地域振興事務所 農業事務所 林業事務所  

漁港事務所 土木事務所 港湾事務所 

北千葉道路事務所 真間川改修事務所 

ダム管理事務所 区画整理事務所 下水道事務所 

水道局のうち局長が指定する出先機関 

企業庁のうち庁長が指定する出先機関 

そのほかの機関は、地域の実情に応じて地域振興事務

所長が定める。 

 

第２配備 

①気象庁において県内

（出先機関においては

管轄する市町村）の震度

観測点で震度を５弱と

発表したとき 

 （自動配備） 

②気象庁が津波予報区

の千葉県九十九里・外

房、千葉県内房、又は東

京湾内湾に「津波」の津

波警報を発表したとき  

（自動配備） 

③気象庁において県内

（出先機関においては

管轄する市町村）の震度

観測点で震度を４以下

と発表し、被害が生じた

場合で知事が必要と認

めたとき 

第１配備体

制を強化し、事

態の推移に伴

い速やかに災

害対策本部を

設置できる体

制とし、その所

要人員は所掌

業務等を勘案

して、あらかじ

め各課等にお

いて定める。 

第1配備に加え、 

本 庁 

秘書課 総務課 管財課 学事課 

政策企画課 報道広報課 疾病対策課 

医療整備課 環境政策課 水質保全課  

経済政策課 団体指導課 担い手支援課  

水産課 建築指導課 病院局経営管理課 

水道局のうち局長が指定する課 

企業庁のうち庁長が指定する課 

教育庁のうち教育長が指定する課 

出先機関 

健康福祉センター（保健所） 

水産事務所 水産情報通信センター 各県立病院 

教育庁のうち教育長が指定する出先機関 

病院局のうち局長が指定する出先機関 

そのほかの機関は、地域の実情に応じて地域振興事務

所長が定める。 

[東海地震] 

気象庁が東海地震注意

情報を発表したとき。 

（自動配備） 

※議会事務局には、連絡のみ行う。 
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    水道局：技術部計画課、企業庁：管理部企業総務課、教育庁：教育振興部学校安全保健課 

２ 各出先機関について、知事は被害状況に応じて近接の地域振興事務所管内に応援のための配備

を求めることができる。 

３ 津波注意報又は警報が発表された場合については、沿岸地域を所掌する出先機関のみ配備に 

つくものとし、当該津波予報区に属する出先機関の区分は次のとおりとする。 

 

津波予報区に属する出先機関の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 津波予報区の千葉県九十九里外房は、千葉県の野島崎南端以東の太平洋沿岸をいい、千葉 

県内房は、千葉県の野島崎南端以西の太平洋沿岸及び富津岬西端以南の沿岸区域をいい、 

東京湾内湾は、千葉県の富津岬西端以北の東京湾沿岸、東京都、神奈川県の観音崎東端以北

の東京湾沿岸をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波予報区 配備を要する出先機関 

千葉県九十九

里・外房 

海匝、山武、長生、夷隅、安房地域振興事務所 

管内の各出先機関 

千 葉 県 内 房 安房、君津地域振興事務所管内の各出先機関 

東 京 湾 内 湾 
葛南、君津地域振興事務所及び千葉市、市原市管内 

の各出先機関 
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ウ 災害対策本部設置後の配備 

 地震災害に対処する県本部設置後の配備は、災害の状況により次のとおりとする。 

注）配備の特例措置 

１ 本部長は、災害の発生が局地的である場合で、かつ、一部の地域において支部の活動の必要が認

められないとき、又は活動の必要がなくなったと認められるときは、支部長の意見を聴いて当該支

部の配備を指令しないこと、又は配備を解くことができる。 

配備種別 配  備  基  準 配  備  内  容 配備を要する課等 

 

本 部 

第１配備 

①気象庁において県内の震度観測点

で震度を５強と発表したとき 

 （自動配備） 

②気象庁が津波予報区の千葉県九十

九里・外房、千葉県内房、又は東

京湾内湾に「大津波」の津波警報

を発表したとき 

 （自動配備） 

 

情報、水防、輸送、医療、救

護等の応急対策活動が円滑に行

える体制とし、その所要人員は

所掌業務等を勘案して、あらか

じめ各部長又は支部長が定め

る。 

 

本部及び支部を構

成するすべての県の

機関 

①地震又は津波により局地災害が発

生した場合 

②津波により大規模な災害が発生す

るおそれがある場合等で、本部長

が必要と認めたとき 

[東海地震] 

内閣総理大臣が警戒宣言を発表した

とき 

   （自動配備） 

 

本 部 

第２配備 

①気象庁において県内の震度観測点

で震度を６弱と発表したとき 

 （自動配備） 

 

本部第１配備体制を強化し対

処する体制とし、その所要人員

は所掌業務等を勘案して、あら

かじめ各部長又は支部長が定め

る。 

 

 本部及び支部を構

成するすべての県の

機関 

①地震又は津波により大規模な災害

が発生した場合 

②津波により県下広い地域で大規模

な災害が発生するおそれがある場

合 

等で、本部長が必要と認めたとき 

 

本 部 

第３配備 

①気象庁において県内の震度観測点

で震度を６強以上と発表したとき 

（自動配備） 

 

県の組織及び機能のすべてを

あげて対処する体制とし、その

所要人員は各所属職員全員とす

る。 

 

 本部及び支部を構

成するすべての県の

機関 

①県下全域にわたり大規模な災害が

発生した場合で、本部長が必要と

認めたとき 
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２ 部長又は支部長は、災害の態様等により、その所掌する災害応急対策を講ずる上で支障がないと

認められるときは、本部事務局長と協議の上、本部長の承認を得て、当該部又は支部の配備内容を

変更し、又は配備を解くことができる。 

 

エ 職員の動員 

（ア）動員体制の確立 

 部長及び支部長は、それぞれの部又は支部内各班の動員系統連絡の方法等をあらかじめ実態

に即した方法により具体的に定めておく。 

（イ）動員系統 

 職員の動員は、次の系統で伝達する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ウ）動員の伝達方法 

      震災時は、震度等に基づき自動配備となるが、参集を徹底させるため次の方法で伝達を  

行う。 

 ａ 勤務時間内 

  庁内放送、防災行政無線電話、職員参集メール 

 ｂ 勤務時間外 

  電話又は職員参集メール 

 （エ）職員参集等 

   ａ 初動対応職員 

       休日夜間等勤務時間外において災害対策本部を設置するような災害時に初動体制等を 

早期に確立するため、所属長は年度当初に勤務地又は指定された所属に必ず登庁する職員

を指定するものとする。 

       初動対応職員は以下のとおりとする。 

       本部員、支部長、副支部長、班長、本部事務局職員、本部（支部）連絡員、情報連絡員、

各所属の第１配備、第２配備職員 

 

    注１）本部事務局職員、本部連絡員は本部の活動体制を早期に確立するため、原則として県庁

から４ｋｍ圏内、特に事情がある場合には８ｋｍ圏内に居住する職員をもって充てる。 

    注２）支部連絡員及び支部情報連絡員は、支部の活動体制を早期に確立するため、可能な限り

勤務地から４ｋｍ圏内に居住する職員をもって充てるよう配慮する。 

 

配 備 決 定 

（本部長） 

 

本 部 事 務 局 

（危機管理課） 

本部連絡員 

本 部 員 

（部長） 

本部各班長 本部各班員 

各支部長 

（地域振興事務所長） 

 
支部連絡員 

支部各班員 支部各班長 
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ｂ 初動対応職員以外の職員 

      原則として勤務地へ登庁するものとするが、道路の損壊や交通手段の途絶により、勤務地

に速やかに登庁することが困難である場合は、県庁又は最寄りの地域振興事務所に参集する

ものとし、年度当初において所属長へ当該参集機関を申告するものとする。 

ｃ 自主登庁又は自主参集 

      本部及び支部を構成するすべての機関の職員は、テレビ、ラジオ等による情報や周囲の  

状況から被害が著しく本部設置（本部第１配備以上）の参集基準に該当すると判断される  

場合は、自主登庁及び自主参集するものとする。 

  ｄ 各部局の措置 

      県各部局は、震災時の活動体制の充実を図るため特に必要がある場合は、独自の参集方法

を別途定めることができる。 

（オ）対応長期化に備えた体制 

   災害対応の長期化に備えて、災害対応従事者の健康を確保するため、ローテーション管理や

物資・資機材の確保に努める。 

  

２ 市町村の活動体制 

 市町村は、地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第１次的に災害  

応急対策を実施する機関として、法令、県地域防災計画及び市町村地域防災計画の定めるところに  

より、県、他の市町村及び指定地方行政機関並びに区域内の公共的団体及び住民の協力を得て、災害

応急対策を実施する。 

（１）活動体制 

ア 組織、配備体制 

 市町村は、災害応急対策を遂行するため、あらかじめ地震災害に対処するための組織、配備  

体制及び職員の動員等について定めておく。 

 その際、県、市町村一体となった体制がとれるよう、県地域防災計画に定める配備基準、配備

内容等と十分整合を図る。 

イ 災害救助法が適用された場合の体制 

 市町村は、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて、災害救助法に基づく救助  

事務を実施又は知事が行う救助を補助する。 

ウ 市町村間での応援体制 

 県下全市町村間で締結した「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」

に基づき、円滑な協力体制を整備する。 

＜資料編１－12－５ 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定＞ 

 

３ 指定行政機関等の活動体制 

（１）責  務 

ア 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関 

 地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、法令、防災業務計画及び県地域

防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る災害応急対策を速やかに実施するとともに、

県、市町村及び他の防災関係機関の実施する応急対策が的確かつ円滑に行われるよう必要な施策

を講じる。 

イ 防災上重要な施設の管理者 

 県の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者及びその他法令の規定による防災に関す

る責任を有する者は、地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、法令、防災

業務計画及び県地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る災害応急対策を速やか

に実施するとともに、指定地方行政機関、県及び市町村の実施する応急対策が的確かつ円滑に 

行われるよう必要な措置を講じる。 
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（２）活動体制 

ア 組織等の整備 

 指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管理者等はそれ

ぞれの責務を遂行するため、必要な組織を整備するとともに、災害応急対策に従事する職員の 

配備及び服務の基準を定めておく。 

イ 職員派遣 

 県災害対策本部長は、災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要があると認めるときは、  

指定地方公共機関等の長に対して、その所属職員を必要な場所に派遣するよう要請する。 

 

４ 県災害対策本部等と市町村及び防災関係機関との連絡（防災危機管理部） 

  県は、災害の状況に応じ、県災害対策本部会議に指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共

機関及び関係市町村の職員の出席を求め、災害状況、災害対策実施状況等情報の交換を行うとともに、

応急対策に必要な連絡調整を行う。 

  また、国において緊急災害対策本部等を設置したときは、これと十分な連携を図りながら応急対策

を進めるものとする。 

 

５ 市町村支援 

  県は、市町村が災害対応能力を喪失等した場合において、その機能を迅速かつ的確に支援するため、

県職員を積極的に派遣して情報収集するなどの措置をあらかじめ定めるものとする。 

 

６ 災害救助法の適用手続等（健康福祉部） 

（１）災害救助法の目的 

   災害救助法（昭和22年10月18日法律第118号）は災害に際して応急的に必要な救助を行い、災害に

かかった人達の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする。 

（２）適用基準 

 災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条に定めるところによるが、県における具体的

適用基準は次のとおりである。 

ア 住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基準１号以上である  

こと。（法施行令第1条第1項第1号） 

イ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２，５００世帯以上であって、当該市町村の

区域内の人口に応じ、別表の基準第２号以上であること。（法施行令第1条第1項第2号） 

ウ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２，０００世帯以上であること、又は災害

が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の 

事情がある場合であって、かつ多数の世帯の住家が滅失したものであること。 

エ 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたものであること。 

 

＜資料編１－13 災害救助法の適用基準＞ 
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（別表）市町村別災害救助法適用基準表 

平成24年4月1日 

市町村名 人 口 
被害世帯数 

市町村名 人 口 
被害世帯数 

１号 ２号 １号 ２号 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 

千 

葉 

市 

中央区 

花見川区 

稲毛区 

若葉区 

緑区 

美浜区 

 計 

199,364 

180,949 

157,768 

151,585 

121,921 

150,162 

961,749 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

－ 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

－ 

印
旛
郡 

 

酒々井町 

栄町 

 

21,234 

22,580 

 

50 

50 

 

25 

25 

香
取
郡 

神崎町 

多古町 

東庄町 

6,454 

16,002 

15,154 

40 

50 

50 

20 

25 

25 

銚子市 

市川市 

船橋市 

館山市 

木更津市 

松戸市 

野田市 

茂原市 

成田市 

佐倉市 

東金市 

旭市 

習志野市 

柏市 

勝浦市 

市原市 

流山市 

八千代市 

我孫子市 

鴨川市 

鎌ヶ谷市 

君津市 

富津市 

浦安市 

四街道市 

袖ヶ浦市 

八街市 

印西市 

白井市 

富里市 

南房総市 

匝瑳市 

香取市 

山武市 

いすみ市 

70,210 

473,919 

609,040 

49,290 

129,312 

484,457 

155,491 

93,015 

128,933 

172,183 

61,751 

69,058 

164,530 

404,012 

20,788 

280,416 

163,984 

189,781 

134,017 

35,766 

107,853 

89,168 

48,073 

164,877 

86,726 

60,355 

73,212 

88,176 

60,345 

51,087 

42,104 

39,814 

82,866 

56,089 

40,962      

80 

150 

150 

60 

100 

150 

100 

80 

100 

100 

80 

80 

100 

150 

50 

100 

100 

100 

100 

60 

100 

80 

60 

100 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

60 

60 

80 

80 

60 

40 

75 

75 

30 

50 

75 

50 

40 

50 

50 

40 

40 

50 

75 

25 

50 

50 

50 

50 

30 

50 

40 

30 

50 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

30 

30 

40 

40 

30 

山
武
郡 

大網白里町 

九十九里町 

芝山町 

横芝光町 

50,113 

18,004 

7,920 

24,675 

80 

50 

40 

50 

40 

25 

20 

25 

長
生
郡 

一宮町 

睦沢町 

長生村 

白子町 

長柄町 

長南町 

12,034 

7,340 

14,752 

12,151 

8,035 

9,073 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

夷
隅
郡 

大多喜町 

御宿町 

10,671 

7,738 

40 

40 

20 

20 

安
房
郡 

鋸南町 8,950 40 20 

     

 合  計 6,216,289   

注）１ １号とは災害救助法施行令第１条第１項第１号の災害（当該市町村の被災世帯数のみで判断）

をいい、２号とは同令同条同項第２号の災害（都道府県－本県は2,500世帯－と市町村の被災世

帯数で判断）をいう。 

２ 被害世帯数は全壊世帯数をいい、半壊（焼）世帯、床上浸水世帯は、それぞれ２世帯、３世帯

をもって、全壊世帯１世帯と換算する。 

  ３ 人口は平成２２年国勢調査（総務省）による。   



地-3-17 

 

（３）救助の実施機関 

  ア 知事は、県内に災害救助法を適用する災害が発生した場合は、国からの法定受託事務として  

応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。 

  イ 知事は、救助を迅速に行う必要があると認めるときは、その権限に属する事務の一部を市町村

長が行うこととすることができる。 

  ウ 市町村長は、上記イにより市町村長が行う事務を除くほか、知事が行う救助を補助するものと

する。 

（４）救助の種類 

   災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要とする場合に行われるものであり、

次のような種類の救助を行う。 

  ア 収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与 

  イ 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

  ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

  エ 医療及び助産 

  オ 災害にかかった者の救出 

  カ 災害にかかった住宅の応急修理 

  キ 学用品の給与 

  ク 埋葬 

  ケ 死体の捜索及び処理 

  コ 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去 

（５）被災世帯の算定基準 

ア 被災世帯の算定 

 住家の滅失した世帯の数の算定にあたっては、住家が半焼する等著しく損傷した世帯は２世帯

をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった

世帯は３世帯をもって、それぞれ住家の滅失した１世帯とみなす。 

イ 住家の滅失等の認定 

（ア）住家が滅失したもの 

 居住のための基本的機能を喪失したもので、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床 

面積がその住家の延面積の７０％以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済

的被害の割合が、住家全体の５０％以上に達した程度のもの 

  （イ）住家が半壊、半焼する等著しく損傷したもの 

 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、住家の損壊 

又は焼失した部分の床面積が、その住家の延面積の２０％以上７０％未満のもの、又は住家の

主要な構成要素の経済的被害の割合が住家全体の２０％以上５０％未満のもの 

（ウ）住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもので、

（ア）、（イ）に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度のもの、又は   

土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの 

ウ 世帯及び住家の単位 

（ア）世  帯 

 生計を一にしている実際の生活の単位をいう。 

（イ）住  家 

 現実に居住のため使用している建物をいう。ただし、耐火構造のアパート等で居住の用に 

供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有しているもの等については、

それぞれをもって１住家として取り扱う。 

（６）災害救助法の適用手続 

  ア 市町村 

（ア）災害に対し、市町村における災害が、（２）の災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、   
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又は該当する見込みがあるときは、当該市町村長は、直ちにその旨を知事（本部事務局）に   

報告する。 

（イ）災害救助法施行細則（昭和23年千葉県規則第19号）第５条の規定により、災害の事態が急迫

して知事による救助の実施を待つことができないとき、市町村長は災害救助法の規定による 

救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告する。 

イ 県 

（ア）知事は、市町村からの報告又は要請に基づき、災害救助法を適用する必要があると認めた  

ときは、直ちに法に基づく救助の実施について、当該市町村及び県各部局に指示するとともに、

厚生労働大臣及び内閣総理大臣並びに関係行政機関等に通知又は報告するものとする。 

（イ）災害救助法を適用したときは、速やかに次により告示するものとする。 

 

告           示 

 平成○○年○月○日の○○災害に関し○月○日から○○市町村の区域に災害救助

法（昭和22年法律第118号）による救助を実施する。 

   ○○年○月○日 

                          千葉県知事 ○○○○ 

 

（７）救助の程度、方法及び期間等 

   災害救助法が適用された場合の応急救助の程度、方法及び期間等については、災害救助法施行  

細則別表第一によるものとする。 

＜資料編１－14 災害救助法による救助の程度、方法及び期間一覧表＞ 
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第２節 情報収集・伝達体制 

 

 

 地震や津波の被害を最小限にとどめるためには、地震の規模や予想される津波高等の情報を一刻も 

早く地域住民や海水浴客等に伝達することが必要である。特に高齢者や障害者等災害時要援護者への 

伝達に万全を期する必要がある。また、円滑な応急対策活動を実施するため各防災機関は、緊密な連携

のもと、災害に関する情報を的確かつ迅速に把握する体制を整える必要がある。 

 

１ 通信体制（全庁） 

（１）通信連絡系統図 

 震災時の情報連絡の流れは次のとおりである。 

通信連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料編３－５ 千葉県防災行政無線通信施設＞ 

＜資料編３－14 千葉県防災情報システム端末装置設置機関＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県 

防災情報 

システム 

 
有線 

又は口頭 

 千葉県防災

行政無線等 

 

消
防
団 

消
防
本
部 

住 民 
市  町  村 

災害対策本部 

千  葉  県 

災害対策本部 

指定地方行政機関 
指定公共機関 
指定地方公共機関 
その他 

気 象 台 

内閣総理大臣 
 

消 防 庁 

自 衛 隊 警察本部 
警
察
署 

中
央
防
災
会
議 



地-3-20 

 

（２）通信連絡手段 

 

（３）災害時における千葉県防災行政無線の取扱い及び利用の調整 

  ア 通信回線の監視 

    県庁統制室では、通信回線の使用状況を常に監視し、輻輳状況を把握するものとする。 

  イ 通信の統制 

    通信が輻輳し、情報及び指示指令の受伝達に支障を及ぼすと判断された場合は、千葉県防災  

行政無線運用規程の定めるところにより、統制管理者は通信の統制を行うものとする。 

  ウ 災害用通信の優先 

    統制中の通信は、災害用通信を最優先するものとし、その他の通信は、これを阻害しない範囲

内で取扱うものとする。 

  エ 災害現地等との通信 

    災害現地等との通信が困難な場合は、状況に応じ、衛星通信車、可搬型地球局及び全県移動局

等を現地に搬入し、通信確保に努めるものとする。 

（４）ＮＴＴ「災害時優先電話」、「非常・緊急通話」及び「非常・緊急電報」 

区 分 方               法 

県 

１ 千葉県防災行政無線及び千葉県防災情報システムを主体に、東日本電信電話㈱の加

入電話（災害時優先電話、非常・緊急通話の利用を含む。）、孤立防止用衛星電話をは

じめ、各電気通信事業者の携帯電話・携帯メールや自動車電話、防災相互通信用無線

のほか、各種機関が保有する通信施設の活用（非常通信）により、市町村、県出先機

関、警察、消防本部及び防災関係機関と情報連絡を行う。 

２ 千葉県防災行政無線（地域衛星通信ネットワーク）及び消防庁消防防災無線等によ

り、消防庁へ報告等を行う。なお、内閣総理大臣官邸及び非常災害対策本部と県災害

対策本部との間に中央防災無線網（緊急連絡用回線）を確保している。 

市 町 村 

１ 千葉県防災行政無線又は千葉県防災情報システム等により県本部と直接情報連絡を

行う。 

２ 千葉県防災行政無線等（地域衛星通信ネットワーク）により、総務省消防庁へ緊急

時の報告を行う。 

３ 保有する同報無線等を中心に、市町村の各機関、県及び指定地方行政機関等の出先

機関、管内の公共的団体等との間に通信連絡系統を整備し、災害時の通信を確保する。 

４ 緊急を要する通信を確保し、又は有線通信の途絶に対処するため、非常（緊急）通

話若しくは非常（緊急）電報及び非常通信を活用するよう東日本電信電話㈱及び各施

設管理者の協力を確保しておく。 

県 警 察 
 警察無線、警察電話及び各種通信連絡手段を活用して、県内各警察署及び各防災関係

機関と情報連絡を行う。 

消防本部 

１ 消防無線、消防電話等を活用して消防署、消防団等各消防関係機関と情報連絡を行

う。 

２ 千葉県防災行政無線等により、県本部と直接情報連絡を行う。 

その他の 

防災機関 

１ それぞれの通信連絡系統のもと、無線通信及び各種の連絡手段により通信連絡を行

う。 

２ 千葉県防災行政無線等により、県本部と直接情報連絡を行う。 
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ア 災害時優先電話 

    災害時における迅速な通信連絡を確保するため、県及び市町村等は、あらかじめ東日本電信  

電話㈱千葉支店に対し、電話番号を指定し届出て災害時優先電話としての承認を受けておくもの

とする。 

  イ 非常・緊急通話 

（ア）利用方法 

   非常通話又は緊急通話の請求は、あらかじめ承認を受けた電話番号から「非常（緊急）」の旨

及び必要事項を東日本電信電話㈱に申し出ることにより接続される。 

（イ）接続順位 

   非常通話又は緊急通話は、他の手動接続通話に優先して取扱われ、非常通話相互間は、   

その通話の請求の順序により接続され、非常通話は緊急通話より優先的に接続される。 

  ウ 非常・緊急電報 

    非常電報又は緊急電報を発信するときは、東日本電信電話㈱に依頼することとし、非常扱い  

電報（緊急扱い電報）である旨を告げるものとする。 

（５）災害時における一般加入電話の調整 

   災害時における一般加入電話の円滑な運用を期するため、災害対策本部長は、出先機関の長と  

協議して通信系統の調整を図るものとする。 

（６）通信施設が使用不能の場合における他の通信施設の利用 

 非常災害時において各防災関係機関は、それぞれの通信系が被災により不通となった場合、又は

著しく通信が困難となった場合は、次に掲げる機関所属の無線局を利用し災害に関する通信の確保

を図る（災害対策基本法第57条、災害救助法第28条、水防法第27条、電波法第52条）。 

ア 県の無線通信施設（千葉県防災行政無線を除く） 

               ＜資料編３－６ 千葉県の無線通信施設(防災行政無線を除く）＞ 

イ 関東地方非常通信協議会の構成機関である次の機関の通信施設 

（ア）警察通信施設      ＜資料編３－７ 警察通信施設＞ 

（イ）国土交通省関係通信施設 ＜資料編３－８ 国土交通省関係通信施設＞ 

（ウ）海上保安部通信施設   ＜資料編３－９ 海上保安部通信施設＞ 

（エ）日本赤十字社通信施設  ＜資料編３－10 日本赤十字社通信施設＞ 

（オ）東日本電信電話（株）千葉支店通信施設 

（カ）東京電力（株）通信施設 ＜資料編３－11 東京電力㈱通信施設＞ 

（キ）日本放送協会千葉放送局通信施設   

（ク）東京ガス（株）通信施設    

               ＜資料編３－12 ＮＨＫ千葉放送局・東京ガス㈱通信施設＞ 

ウ 上記以外の機関又は個人の無線通信施設 

（７）すべての通信施設が途絶した場合における措置 

   すべての通信施設が途絶した場合は、当該施設が直ちに復旧できる見込みである場合を除き、  

使者をもって連絡するものとする。 

（８）被災通信施設の応急対策 

ア 通信施設の所有者又は管理者は、通信施設の応急対策について計画を立てておくものとする。 

イ 通信施設に被害を受けたときは、速やかに復旧に努めるとともに、他の通信施設の所有者又は

管理者は、当該被災通信施設の機関の業務の通信について積極的に協力するよう努めるものと 

する。 

（９）非常通信の利用方法 

ア 取扱対象用件 

（ア）人命の救助に関するもの。 

（イ）天災の予報（主要河川の水位を含む）及び天災その他の災害の状況に関するもの。 

（ウ）緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料に関するもの。 
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（エ）電波法第７４条第１項の規定に基づく実施の指令に関するもの。 

（オ）非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限、その他の秩序の維持又は非常事態に伴う

緊急措置に関するもの。 

（カ）暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの。 

（キ）非常災害時における緊急措置に関するもの。 

（ク）遭難者救護に関するもの。 

（ケ）非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの。 

（コ）鉄道路線、道路、電力設備、電信電話回路の破壊又は障害の状況及びその修理復旧のための

資材の手配及び運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの。 

（サ）中央防災会議、同事務局、非常災害対策本部、地方防災会議及び災害対策本部相互間に受発

する災害救援その他緊急措置に関すること。 

（シ）災害救助法第２４条及び災害対策基本法第７１条第１項の規定に基づき知事から医療、土木

建築工事又は輸送関係者に対して発する従事命令に関するもの。 

イ 非常通報の発信資格 

    非常通報は無線局の免許人が自ら発受するほか、次に掲げる者からの依頼に応じて発受する 

ものとし、この場合は「非常」の旨を表示して差し出すものとする。 

（ア）官公庁（公共企業体を含む） 

（イ）中央防災会議及び同事務局並びに非常災害対策本部、地方防災会議及び災害対策本部 

（ウ）日本赤十字社 

（エ）消防長会及び消防協会 

（オ）電力会社 

（カ）地方鉄道会社 

ウ 取扱費用 

    非常通報はなるべく無料として取扱う。 

エ 非常通信文 

 電報頼信紙その他適宜の用紙に、下記の順序で電報形式又は文書形式（通常の文書体で記載  

するもの）で書き、次の事項を記載すること。 

  （ア）あて先の住所氏名（又は名称、職名）及び電話番号 

（イ）種類（文書形式のものは「非常」電報形式のものは「ヒゼウ」と記載すること。） 

（ウ）本文 

   一通の本文の字数は、２００字以内、通常の文書体の場合は、カタカナに換算してなるべく

２００字以内であること。ただし、通数には制限はないものとする。 

（エ）通報文の余白に発信者の住所、氏名及び電話番号を記載すること。 

オ 依頼方法 

  最寄りの無線局（国、県、警察及び民間等の無線局）に非常通報を持参して依頼すること。 

 ただし、急を要する場合は電話で依頼することもできる。なお、非常災害発生のおそれがある

場合はあらかじめ無線局と緊密な連絡をとっておくこと。 

（10）関東地方非常通信協議会 

   非常災害時の有線電話途絶時等において、災害情報の収集・伝達等に係る非常通信の円滑な運営

を期することを目的として、県内の無線施設を有する県内の官公民機関及びこれを利用する地方 

公共団体等で組織されている。（事務局：関東総合通信局無線通信部陸上第二課） 

   協議会においては平素から、非常通信の運用の計画及び実施、非常通信の訓練の計画及び実施、

また非常通信に関する研究等に努めており、災害時の通信確保に万全を期している。 

 

２ 震度情報ネットワークシステムによる震度情報の収集と伝達 

（１）情報の収集 

地震発生時の初動体制を迅速に確立するため、震度計から震度情報を自動で収集する、千葉県  
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震度情報ネットワークシステムを運用している。 

本システムでは、県内全市町村の８６観測点で観測された震度情報が、防災行政無線等の回線を

経由して、県庁に設置されている震度情報ネットワークサーバに自動的に収集される。 

収集された震度情報は、県災害対策本部の応急対策における意思決定支援に活用される。 

（２）情報の伝達 

本システムで観測される震度情報については、自動的に気象庁に伝達され、気象庁が発表する  

震度速報等に利用される。 

また、震度４以上が観測された場合は、消防救急活動の広域応援のための参考情報として、消防

庁にも自動伝送される。 

 

３ 気象官署の地震・津波に関する情報、津波予報 

（１）情報等の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報（大津波・津波）・注意報 

津波関係 

津波予報 

津波情報 

震源・震度に関する情報 

震度速報 

各地の震度に関する情報 

地震情報 震源に関する情報 

その他の情報 
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（２）情報等の発表 

  ア 地震情報 

（ア）震度速報 

  地震発生から約２分後に、震度３以上の地域名と地震の発生時刻を発表する。千葉県の地域

名は、北西部、北東部、南部で発表する。 

  （イ）震源に関する情報 

  地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）に「津波の心配なし」又は「若干の

海面変動があるかもしれないが被害の心配なし」を付加して発表する。 

（ウ）震源・震度に関する情報 

  県内で震度３以上が観測されたとき、震源位置・規模、震度３以上が観測された地域名と  

市町村名を発表する。震度５弱以上と考えられるが震度が入手できない震度計のある市町村名

を発表する。 

（エ）各地の震度に関する情報 

  震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）

を発表する。 

  （オ）その他の情報 

     地震が多発した場合の震度１以上を観測した地震回数情報や顕著な地震の震源要素更新の 

お知らせなどを発表する。 

（カ）各情報に用いる震度について  

     各情報の作成に用いる千葉県内の震度は、千葉県（74ヶ所）、気象庁（16ヶ所）、（独）防災   

科学研究所（11ヶ所）、千葉市（6ヶ所：計107ヶ所）により設置された震度計のデータを用い

ている。 

イ 津波関係 

（ア）警報・注意報 

  津波による災害の発生が予想される場合に、地震が発生してから約３分を目標に、予想され

る津波の高さに応じて、津波警報（大津波、津波）又は津波注意報を発表する。 

千葉県は、津波予報区の千葉県九十九里・外房、千葉県内房、及び東京湾内湾に属している。 

 

＜津波警報、注意報の種類、解説及び発表される津波の高さ＞  

種 類 解      説 発表される津波の高さ 

津波警報 

大津波 

高いところで3ｍ程度以上の津波

が予想されますので、厳重に警戒

してください。 

10ｍ以上、8ｍ、6ｍ、 

4ｍ、3ｍ 

津 波 

高いところで2ｍ程度の津波が予

想されますので、警戒してくださ

い。 

2ｍ、1ｍ 

津波注意報 

高いところで0.5ｍ程度の津波が

予想されますので、注意してくだ

さい。 

0.5ｍ 

注）１ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、「津波警報解除」又は「津波注意報

解除」として速やかに通知する。 

２ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、その時点に

津波がなかったとした場合の潮位との差であり、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 
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※津波警報改善に伴う津波警報等の新しい情報文及びその運用開始時期について 

（平成24年5月16日 気象庁報道発表資料から抜粋） 

 

気象庁では、平成２３年（2011年）東北地方太平洋沖地震による津波被害の甚大さに鑑み、有識者や関係

防災機関等のご協力を頂きつつ津波警報等の改善に向けた検討を進め、平成２４年２月、「津波警報の発表

基準等と情報文のあり方に関する提言」としてとりまとめ、公表しました。 

今般、当提言を踏まえた津波警報等の情報文の新しい形式・内容を確定しましたのでお知らせします。 

新しい津波警報等の運用開始時期は、平成２５年３月を予定しております。具体的な日程は、確定後お知

らせします。 

 

 

津波警報等の情報文の変更の概要（抜粋） 

 

１ 津波警報等の発表基準と津波の高さ予想の区分 

・津波の高さ予想の区分を、現行の８区分から５区分に 

・予想する津波の高さは、津波の高さ予想の区分の高い方の数値を発表 

・地震規模を過小評価と判定した場合は、津波の高さを定性的表現で発表 

 

津波警報等の発表基準と津波の高さ予想の区分 

警報・注意報 

の分類 

津波の高さ予想の区分 発表する津波の高さ 

現行 改善後 発表基準 数値表現 定性的表現 

大津波警報 

10m以上 

8m 

6m 

4m 

3m 

10m～ 

5m～10m 

3m～ 5m 

10m＜予想高さ 

5m＜予想高さ≦10m 

3m＜予想高さ≦ 5m 

10m超 

10m 

5m 

巨大 

津 波 警 報 
 2m 

 1m 
1m～ 3m 1m＜予想高さ≦ 3m 3m 高い 

津波注意報 0.5m 0.2m～1m 0.2m＜予想高さ≦ 1m 1m （表記しない） 

 

２ 津波警報等の変更内容 

・津波警報（大津波）、津波警報（津波）は、それぞれ大津波警報、津波警報と表記 

・津波の到達予想時刻は、同一の津波予報区でも大きく違う場合があることを明示 

・地震の規模推定の不確定性が大きい場合の地震規模(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ)は、「Ｍ８を超える巨大地震」と表現 

・津波観測に関する情報において、観測された津波の高さが、予想される津波の高さよりも十分小さい

場合は、数値ではなく「観測中」と発表 

・沖合の津波観測に関する情報を、従来の観測情報とは別に新設。沖合の観測値から推定される沿岸で

の津波の高さは、津波予報区単位で発表し、その高さが予想されている高さよりも小さい場合は、数

値ではなく「推定中」で発表 
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（イ）津波情報 

  津波警報・注意報を発表した場合、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを発表

する。 

種  類 内  容 

津波到達予想時刻・予想される津波の高さに

関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想

される津波の高さを発表する。 

各地の満潮時刻・津波の到達予想時刻に関す

る情報 

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を

発表する。 

津波に関する情報 
実際に津波を観測した場合に、その時刻や高

さを発表する。 

津波に関するその他の情報 

津波に関するその他必要な事項を発表する。

津波予報（津波の心配がない場合を除く）を

含めて発表する。 

 

  （ウ）津波予報 

  地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表

する。 

 

発表される場合 内  容 

津波が予想されないとき 
津波の心配なしの旨を地震情報に含め発表

する。 

0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき 

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため

被害の心配はなく、特段の防災対応の必要が

ない旨を発表する。 

津波注意報解除後も海面変動が継続すると

き 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後

も継続する可能性が高いため、海に入っての

作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留

意が必要である旨を発表する。 

 

（３）緊急時における気象官署の措置 

 通信回線の障害等により気象庁本庁からの連絡報が受けられない場合で、緊急やむをえない  

ときは、銚子地方気象台は、地震・津波の観測結果、収集した資料及び海面状況その他に基づいて、

地震、津波等の情報を独自に発表することがある。 
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（４）受伝達系統等 

津波予報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地震情報等についても、この伝達系統図を準用する。 

東日本電信電話㈱千葉支店については、東日本ＮＷオペレーションセンタ（ＥＮＣ）経由で銚子  

地方気象台から伝達される。 

    法令（気象業務法等）による通知 

    行政協定、地域防災計画等による伝達 

  １ 銚子地方気象台から県庁までの伝達は「防災情報提供システム等」により行う。 

  ２ 障害等により上記１の通信経路が途絶した場合には、代替経路として、千葉県防災行政無線  

及びＮＴＴ公衆回線等で行う。 

  ３ *気象業務支援センターを経由  

気 
 

象 
 

庁 
 
 
 

・ 
 

津 
 

波 
 

予 
 

報 
 

中 
 

枢 

銚 
 

子 
 

地 
 

方 
 

気 
 

象 
 

台 

ＮＨＫ千葉放送局 

県 危 機 管 理 課 関 係 市 町 村 

県 の 関 係 機 関 

勝 浦 海 上 保 安 署 

 

銚 子 海 上 保 安 部 

国土交通省利根川下流河川事務所 

* 千葉県警察本部

県水産情報通信センター 

各 警 察 署 

関 係 船 舶 

鉄 道 気 象 
連 絡 会 
東京地方部会 

鉄 道 気 象 連 絡 会 
千 葉 地 方 部 会 
（東日本旅客鉄道千葉支社） 

地 域 住 民 等 

木更津海上保安署 

関 係 船 舶 

関 係 船 舶 

千 葉 海 上 保 安 部 
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４ 関係機関における措置（防災危機管理部、警察本部） 

 

＜資料編３－１ 気象庁観測所一覧表＞ 

＜資料編３－２ ＪＲ東日本千葉支社雨量観測箇所＞ 

＜資料編３－３ 千葉県水防テレメータ観測所一覧表＞ 

＜資料編３－４ 海象観測所一覧表＞ 

 

区 分 内               容 

県 

防災危機管理部は、災害原因に関する重要な情報及び注意報・警報について、気象庁、

各部局、市町村、その他関係機関から通報を受けたとき、又は自らその発表を知ったと

きは、直ちに関係のある県各部局、市町村、防災関係機関等に通報する。 

市 町 村 

市町村は、災害原因に関する情報及び重要な注意報・警報について県、警察署又は東日

本電信電話㈱から通報を受けたとき、又は自らその発表を知ったときは、直ちに警察、

消防等の協力を得て、住民に周知させるとともに、管内の公共的団体等や自主防災組織

等に通報する。 

県 警 察 

１ 津波注意報・警報の通報を受けた警察本部長は、警察署長を通じて市町村長に伝達

する。津波注意報・警報以外の注意報・警報について、知事から要請があった場合は、

前記に準じて市町村長に伝達する。 

２ 警察署長は、異常現象を認知したとき、又は異常現象を発見した者から通報を受け

たときは、直ちに関係市町村に通報する。 

消防本部 
各消防本部は、気象庁からの津波情報及び地震に起因する水防情報を収集した場合、直

ちに消防署・消防団に通報、住民に周知する。 

銚子地方 

気 象 台 

銚子地方気象台は、津波（地震、津波関係情報）を県、県警、ＮＨＫ千葉放送局、関係

機関に通報する。 

海 上 

保 安 庁 

気象業務法に基づいて気象台から伝達された各種警報を航海中及び入港中の船舶に通報

する。 

東日本電

信電話㈱ 

気象業務法に基づいて気象台から伝達された各種警報を市町村及び関係機関に通報す

る。 

放送機関 気象台から情報等の通知を受けたときは、速やかに放送を行うよう努めるものとする。 

そ の 他 

防災機関 

県、気象台その他関係機関から通報を受けた重要な情報、注意報、警報については直ち

に所属機関に通報する。 
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５ 被害情報等収集・報告（防災危機管理部、警察本部） 

 被害情報等の迅速・的確な把握は、あらゆる応急対策活動の基本となるものである。 

 このため、県、市町村及び防災関係機関は、災害が発生した場合又は発生が予想される場合は、   

相互に緊密に連携して迅速かつ的確な情報収集・報告活動を行う。 

（１）被害情報等の収集報告系統 

 被害情報等の収集報告の流れは、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜用語の定義＞ 

 本部事務局 ： 災害対策本部事務局（災害対策本部未設置の場合は、危機管理課） 

 部門担当部 ： 災害対策本部の部（災害対策本部未設置の場合は、部・局・庁） 

 支部総務班 ： 災害対策本部支部総務班（災害対策本部未設置の場合は、地域振興事務所地域振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　千葉県災害対策本部

支部

本部
国

（
総

務

省

消

防

庁

）
及

び

関

係

省

庁

報

道

機

関

等

被

災

現

場

等

市町村

指定地方行政機関

指  定 公 共 機  関

指定地方公共機関

部門担当課

防災主管課

消防（局）本部

（地域振興事務所

管轄市町村）

　　　　　　　　　　千葉県防災情報システムに

凡例：　　　　　　よる報告ルート

　　　　　　　　　　電話・FAX等による報告ルート

支部総務班

（地域振興事務所

地域振興課）

支部　各班

（部・局・庁　出先機関）

部門担当部

（部・局・庁）

千葉県防災情報

ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ

災害対策本部

事務局

（危機管理課）
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（２）報告手続 

ア 報告基準 

    以下の（ア）から（ウ）の基準に該当する災害の場合、本部事務局（危機管理課）へ報告する。 

  （ア）災害救助法の適用基準に合致するもの 

  （イ）市町村が災害対策本部を設置したもの 

  （ウ）災害が他県にまたがるもので、本県における被害は軽微であっても、他県においては、同一

災害で大きな被害をもたらしているもの 

イ 報告の種別等 

 本部事務局（危機管理課）への報告の種別、時期及び方法は、別表１「報告一覧」のとおりと

する。 

ウ 市町村が報告すべき事項は、下記のとおりとする。 

（ア）災害の原因 

（イ）災害が発生した日時 

（ウ）災害が発生した場所又は地域 

（エ）被害の状況（被害の程度等は別表２「被害の認定基準」に基づき判定する。） 

（オ）災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 

ａ 災害対策本部の設置状況及び職員の配備状況 

ｂ 主な応急措置の実施状況 

ｃ その他必要事項 

（カ）災害による住民等の避難の状況 

（キ）災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 

（ク）その他必要な事項 

（３）各機関が実施する情報収集報告 

ア 市 町 村 

 当該市町村の地域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、速やかに被害情報を

収集し、千葉県防災情報システム及び電話・ファクシミリ又は防災行政無線により県本部事務局

（危機管理課）に報告する。ただし、県に報告できない場合にあっては、国（総務省消防庁）に

報告するものとし、事後速やかに県に報告する。「震度５強」以上を記録した地震にあっては「火

災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付消防災第267号）」により被害の有無を問わず、第１報

等について県と併せて国（総務省消防庁）に報告する。 

また、同時多発の火災等により消防機関へ通報が殺到したときは、その旨を国（総務省消防庁）

及び県に報告する。 

＜資料編１－16 火災・災害等即報要領＞ 

イ 県 

（ア）本庁 

ａ 本部事務局 

  （ａ）全般的な被害情報及び措置情報等を市町村単位で取りまとめる。 

  （ｂ）部門担当部、県警察本部及び防災関係機関から報告又は通報のあった情報について、   

項目別に取りまとめる。 

  （ｃ）把握した被害状況等を「火災・災害等即報要領」及び「災害報告取扱要領」に基づき    

速やかに総務省消防庁に報告するとともに、防災情報システム等を利用して関係機関に 

提供することにより情報の共有化を図る。 

  （ｄ）把握した被害状況等を別に定めるところにより報道機関に発表する。 

ｂ 部門担当部 

  所管業務に関する被害状況及び措置状況等を、原則として市町村単位に取りまとめ、本部

事務局及び関係行政機関（省庁）に報告するとともに、関係課及びその他関係機関に通報  

する。 
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ｃ 災害対策本部 

  （ａ）市町村や施設管理者が、被災等のため情報の収集が困難となった場合は、職員等を現地

に派遣して、情報収集活動を行う。 

    （ｂ）大規模な災害が発生し、被災地全般の被害状況や孤立地区等の状況を緊急に把握する  

必要がある場合には、次の機関の所有する航空機による情報収集活動を行う。 

  ① 県警察本部 

  ② 自衛隊 

  ③ 千葉市 

  ④ 近隣都県市 

  ⑤ その他 

県内のヘリテレ搭載回転翼 

・県警察本部  かとり１号、２号、３号 

・千 葉 市  おおとり１号、２号  

＜資料編１－12－10 ヘリコプターテレビ伝送システムによる映像情報の提供に関する覚書＞ 

  （イ）出先機関 

ａ 支部総務班 

  （ａ）災害の発生を覚知したときは、支部の被害状況（庁舎等）及び周囲の状況について、    

本部事務局に報告する。 

  （ｂ）管内市町村が、被災等のため情報の収集が困難となった場合は、支部情報連絡員を現地

に派遣して、情報収集活動を行い、支部のシステム端末により代行入力して報告する。 

  （ｃ）管内の被害状況について、防災情報システムに報告される報告内容や、本部から送られ

てくる情報等をもとに、逐一把握する。 

（ｄ）管内の職員参集状況を調査する。 

（ｅ）現地災害対策本部設置時には、被害情報等の収集を本部事務局員とともに行う。 

（ｆ）管内市町村の災害総括報告、災害年報等の取りまとめを行う。 

ｂ 各部出先機関 

 その管理に属する施設の被害状況や住民の健康情報等について、必要に応じ市町村から情報

聴取し取りまとめの上、部門担当部に報告する。また、随時支部総務班及び関係機関に通報  

する。 

  （ウ）県警察の情報収集・報告要領 

    ａ 警察本部長及び警察署長は、前記（３）イ（ア）ｃ（ｂ）に規定する場合のほか、知事又

は市町村長その他関係機関と緊密に連絡して、震災警備活動上必要な災害情報を収集する。 

      警察の情報収集は、おおむね次の事項について行う。 

    （ａ）震災発生の日時、場所 

    （ｂ）被害概要（火災、人命、建物、道路、交通機関） 

    （ｃ）避難者の状況 

    （ｄ）交通規制及び緊急交通路の要否 

    （ｅ）ライフラインの状況 

    （ｆ）治安状況及び警察関係被害 

    （ｇ）その他震災警備活動上必要な事項 

    ｂ 警察本部長及び警察署長は、必要に応じて知事、市町村長その他関係機関に通報する。 

    ｃ 警察本部長及び警察署長は、災害情報の収集及び通報を迅速に行うため、体制を確立する。 

ウ 防災関係機関 

 指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等は、それぞれの防災業務計画等の   

定めるところにより被害状況等を収集し、随時、県、関係市町村及び防災関係機関に報告又は  

通報する。 

 また、各種情報の収集にあたっては、関係機関と十分連絡調整を行い、又は相互に情報を交換
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して応急対策活動が円滑に実施されるよう努める。 

（４）収集報告に当たって留意すべき事項 

ア 発災初期の情報収集に当たっては、「千葉県震度情報ネットワークシステム」等により得られた

各地の震度情報を利用して、効果的な被害状況等の収集活動にあたるとともに、１１９番通報の

殺到状況、被災地の映像情報など被害規模を推定するための概括的な情報の収集伝達に特に配慮

すること。 

イ 人的被害、住家被害、住民避難、火災の発生・延焼の状況等、災害応急対策を実施する上で   

重要かつ緊急性の高い情報は、他の情報に優先して収集・報告すること。 

ウ 被害等の調査・報告にあたっては、関係機関及び内部の連絡を密にし、調査漏れや重複等の  

ないよう十分留意するとともに、被害数値等の調整を図ること。 

エ 市町村は、情報収集の迅速・正確を期するため、情報の収集・連絡に係る組織、設備、要領等

の整備を図っておくこと。 

  特に発災初期の情報は、住民組織を通じて直ちに通報されるよう体制を整えておくこと。 

オ 市町村は、被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、又は被害等の調査に専門

的な知識や技術を必要とするときは、県等に応援を求めて実施すること。 

カ 市町村は、り災世帯・り災人員等の把握に当たっては、現地調査のほか住民基本台帳等と照合

し、正確を期すること。 

（５）報告責任者の選任 

 県、市町村及び防災関係機関は、次の基準により、被害情報等の報告に係る責任者を定めておく。 

（６）千葉県被害情報等報告要領 

 この計画に定めるほか、被害情報等の収集報告活動に関する具体的な運用は、別に定める「千葉

県被害情報等報告要領」による。 

（７）勤務時間内における国及び県への連絡方法 

  ア 総務省消防庁 

（ア）消防防災無線（県防災行政無線を使用） 

   電話 120-90-49013（地上系） 048-500-90-49013（衛星系）（消防庁応急対策室） 

   FAX   120-90-49033（地上系）  048-500-90-49033（衛星系）（     〃  ） 

（イ）一般加入電話 

   電話  03-5253-7527（消防庁応急対策室） 

   FAX   03-5253-7537（    〃   ） 

イ 千葉県 

（ア） 県防災行政無線 

   電話 500-7361（地上系）  012-500-7361（衛星系）（危機管理課） 

   FAX   500-7298（地上系）  012-500-7298（衛星系）（  〃  ） 

（イ） 一般加入電話 

     電話  043-223-2175（危機管理課） 

区 分 所  掌  事  務 
県 

市 町 村 
防災関係 

機  関 本 庁 出先機関 

総括責任者 県、市町村及び防災関係機関に

おける被害情報等の報告を総括

する。 

各部（局庁） 

１名 

各機関 

１名 

各市町村 

１名 

各機関 

１名 

取扱責任者  県、市町村及び防災関係機関に

おける各部門ごとの被害情報等

の報告事務を取り扱う。 

各 課 

１名 

（協力班を

除く） 

各機関 

１名 

各市町村にお

いて所掌事務

等を勘案して

定める 

各機関にお

いて所掌事

務等を勘案

して定める 
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     FAX   043-222-5208（  〃  ） 

（８）勤務時間外における国及び県への連絡方法 

 休日・夜間等の勤務時間外において、国（総務省消防庁）又は県（危機管理課）へ災害緊急報告

を行う場合は、次の通信手段及び連絡先により行う。 

ア 総務省消防庁 

（ア）消防防災無線（県防災行政無線を使用） 

  電話 120-90-49102（地上系）  048-500-90-49102（衛星系）（消防庁宿直室） 

  FAX   120-90-49036（地上系）    048-500-90-49036（衛星系）（  〃   ） 

     （イ） 一般加入電話 

     電話 03-5253-7777（消防庁宿直室） 

          FAX   03-5253-7553（  〃   ） 

    イ 千葉県 

  （ア）県防災行政無線          

      電話  500-7225（地上系）   012-500-7225（衛星系）（県防災行政無線統制室） 

     FAX   500-7110（地上系）   012-500-7110（衛星系）（    〃     ） 

    （イ）一般加入電話    

     電話  043-223-2178（県防災行政無線統制室） 

     FAX   043-222-5219（    〃     ） 
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別表１ 報告一覧 

報告の種類 報告機関 報告の内容 報告時期・方法 

災害緊急 

報告 

市町村 

消防本部 

１ 庁舎等の状況 

２ 災害規模概況 

災害の発生場所、概況、人的被害、住家被害、火災

発生の有無等の被害状況 

３ 応急対策の状況 

当該災害に対して講じた応急対策について報告 

４ 措置情報 

災害対策本部等の設置状況、避難勧告・指示等の状

況、避難所の設置状況等について報告 

①覚知後直ちに 

②第1報告の後、詳細が判明

の都度直ちに 

［電話、ＦＡＸ］ 

支部総務班 

１ 庁舎等の状況 

２ 庁舎周辺の被害状況 

３ 支部管内の出先機関及び市町村からの情報 

４ 支部管内の出先機関の職員参集状況 

部門担当部 

防災関係機関 

個別の災害現場の概況及び当該災害に対する具体的な対

応状況等 

災   

害

総

括

報

告 

定時 

報告 

市町村 

被害情報及び措置情報の全般的な情報を定時に報告 

１ 被害情報 

各市町村区域内の人的被害、住家被害及びその他施 

設等の全般的な被害状況（件数） 

２ 措置情報 

  災害対策本部の設置、職員配備及び住民避難等の状

況 

①原則として1日2回 

 9時・15時現在で把握してい

る情報を指定時刻まで 

②県から別途指定があった場

合はその指定する時刻まで 

［電話、FAX及び端末入力］ 

確定時 

報告 

 同一の災害に対する応急対策が終了した後、10日以内

に報告。本報告は、災害復旧の基礎となるものである  

ため、正確を期すること。 

１ 被害情報 

各市町村内の全般的な被害状況（件数） 

２ 措置情報 

災害対策本部の設置、職員配備及び住民避難等の 

状況 

３ 被害額情報 

各市町村内の施設被害額及び産業別被害額 

応急対策終了後10日以内 

［端末入力及び文書］ 

年報 
4月1日現在で明らかになった1月1日から12月31日までに

発生した災害について報告 

4月20日まで 

［端末入力及び文書］ 

部門別被害額

総括報告 
部門担当部 

 各部門において所管する施設等の被害額、産業別被害

額を報告 

応急対策終了後10日以内 

［文書等］ 

災害詳細 

報告 

市町村 
災害総括報告で報告した被害情報の内容（日時・場所・

原因等）及び措置情報の詳細を報告 

①原則として1日2回 

9時・15時現在で把握してい

る情報を指定時刻まで 

②県から別途指定があった場

合はその指定する時刻まで 

［電話、FAX及び端末入力］ 

部門担当部 

 農林水産、県土整備、商工、福祉、教育、医療、輸送

関連、ライフライン等の各部門における施設等の被害状

況、機能障害の状況、復旧見込等について、定時に報告 

防災関係機関 
 各機関の所管する施設等の被害状況、機能障害の状況

及び復旧見込等について報告 

①・②同上 

［電話、FAX］ 

注）防災関係機関とは、指定公共機関、指定地方公共機関、輸送関連施設管理者、ライフライン機関及びその他防災上重

要な施設の管理者をいう。 
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別表２ 被害の認定基準 

区 分 認 定 基 準 

人

的

被

害 

死者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認できないが、死亡したことが

確実な者とする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがある者とする。 

重傷 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1月以上の治療を

要する見込みの者とする。 

軽傷 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1月未満で治療で

きる見込みの者とする。 

住 

 

 

家 

 

 

被 

 

 

害 

共通 
住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問

わない。 

全壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没

したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等

何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったもの

をいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体

的には、住家の損壊、若しくは流失した部分の床面積がその住家の延べ床面積の70％以上に達

した程度のもの、又は住家の主要な構成要素（ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の構

成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。以下同

じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達

した程度のものとする。 

半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしい

が、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延べ

床面積の20％以上70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占め

る損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとする。 

一部破損 
全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、

ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床上浸水 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂・竹木のたい積により

一時的に居住することができないものとする。 

床下浸水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

非

住

家

被

害 

共通 

住家以外の建築物で、この報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。 

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

公共建物 役場庁舎、公民館、公立保育所等で公用物又は公共の用に供する建物とする。 

その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

り災世帯 

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくなった生計を一つ

にしている世帯とする。 

一部破損及び床下浸水の場合は計上しない。 

り災者 り災世帯の構成員とする。 

そ

の

他

被

害 

文教施設 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園における教育の用

に供する施設とする。 

病院 医療法第1条1項に規定する病院（患者20人以上の収容施設を有するもの）とする。 

道路 道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路のうち、橋梁を除いたものとする。 

橋梁 道路を連結するために河川、運河等のうえに架設された橋とする。 

河川 

河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川

又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止、その他の施設若しくは沿岸を

保全するために防護することを必要とする河岸とする。 
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区 分 認 定 基 準 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

 

 

被 

 

 

害 

港湾 
港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第5項に 規定する水域施設、外かく施設、けい留施設、

又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

砂防 

砂防法（明治30年法律第29号）第1条に規定する砂防設備、同法第3条の規定によって同法が準

用される砂防のための施設又は同法第3条の2の規定によって同法が準用される天然の河岸と

する。 

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄道不通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被害船舶 

ろ・かいのみをもって航行する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったもの及び流失し、

所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとす

る。 

海岸 海岸法（昭和31年5月12日法律第101号）第2条第1項に規定する「海岸保全施設」とする。 

地すべり 
地すべり等防止法（昭和33年3月31日法律第30号）第2条第3項に規定する「地すべり防止施設」

とする。 

急傾斜地 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年7月1日法律第57号）第2条第2項に規

定する「急傾斜地崩壊防止施設」とする。 

断水戸数 上水道又は簡易水道で断水している戸数で、最新時点における戸数とする。 

電気 災害による停電した戸数で、最新時点における戸数とする。 

電話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

ガス 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数で、最新時点における戸数とす

る。 

ブロック・石塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

田の流失・埋没 田の耕土が流出し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になったものとする。 

田の冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流失・埋没 
田の例に準じて取り扱うものとする。 

畑の冠水 

火災発生 火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものとする。 

被

害

金

額 

共 通 
災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設については、

査定済み額を記入し、未査定額（被害見込額）はかっこ外に朱書きするものとする。 

公立文教施設 公立の文教施設とする。 

農林水産施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年法律第169号）に

よる補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及

び共同利用施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）による国庫負担の対象となる

施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急

傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、公園、漁港及び下水道とする。 

その他の 

公共施設 

公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、例えば庁舎、公民館、

児童館、都市施設等の公共又は公共の用に供する施設とする。 

公共施設 

被害市町村 

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被害を受けた市町村と

する。 

農産被害 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等の被害とする。 

林業被害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

畜産被害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

水産被害 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、魚具、漁船等の被害とする。 

商工被害 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 
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６ 災害時の広報（総合企画部、防災危機管理部） 

（１）広報活動要領 

 県、市町村、防災関係機関は相互に連携して、流言飛語等による社会的混乱を防止し、民心の   

安定を図るとともに、被災地の住民の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するため、  

正確な情報を迅速に提供することに努める。 

 なお、県提供のテレビ・ラジオの広報番組、千葉県ホームページ（連動する各種インターネット

サービスを含む）、県民だより等を活用して県民へ広報する場合は、総合企画部報道広報課を窓口と

して行う。 

（２）広報内容 

ア 避難方法等に関する情報 

イ 交通規制等に関する情報 

ウ 被害に関する情報 

（ア）人及び家屋関係 

（イ）公益事業関係 

（ウ）交通施設関係 

（エ）土木港湾施設関係 

（オ）農林水産関係 

（カ）商工業関係 

（キ）教育関係 

（ク）その他 

エ 応急対策活動に関する情報 

（ア）水防、警備、救助及び防疫活動 

（イ）通信、交通、土木港湾等施設の応急対策活動 

（ウ）その他一般県民及び被災者に対する必要な広報事項 

オ 県外で発生した震災に係る支援に関する情報 

カ 流言飛語の防止に関する情報 

（３）広報方法 

ア 一般広報活動 

（ア）市町村防災行政無線、広報車、ヘリコプター等を活用した広報 

（イ）広報紙、チラシ、ポスター、掲示板等を活用した広報 

（ウ）県提供のテレビ、ラジオの広報番組を活用した広報 

（エ）インターネット（千葉県ホームページ、メールなど）を活用した広報 

（オ）千葉県防災ポータルサイトを活用した広報 

イ 報道機関への発表 

 テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対し、情報及び必要な資料を提供する。 

 また、報道機関が迅速かつ正確に広報できるようにするため、情報の提供方法について、イン

ターネットやメール等の活用についても検討する。 

ウ 放送機関への放送要請 

 県及び市町村が、災害等のため、電気通信設備、有線電気通信設備若しくは無線通信設備に  

より通信ができない場合又は通信が著しく困難な場合において、災害対策基本法第57条の規定に

よる通知、要請、伝達又は警告のため、放送機関に放送を要請する場合は「災害時における放送

要請に関する協定」に基づき要請する。 
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放送要請協定機関及び窓口 

 

＜資料編１－12－11 災害時における放送要請に関する協定 日本放送協会千葉放送局＞ 

＜資料編１－12－12 災害時における放送要請に関する協定締結に関する覚書 〃 ＞ 

＜資料編１－12－13 緊急警報放送の実施に伴う災害時における放送要請について 〃 ＞ 

＜資料編１－12－14 災害時における放送要請に関する協定 

          ㈱ニッポン放送、千葉テレビ放送㈱、㈱ベイエフエム＞ 

 

  エ 報道機関への報道要請 

    県が地域防災計画に基づき災害対策本部を設置した場合又はこれに準ずる事態が発生した場合

において、県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道要請は、「災害時におけ

る報道要請に関する協定」に基づき行う。 

 

   報道要請協定機関 

    千葉日報社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、産経新聞社、東京新聞、 

    日本経済新聞社、日刊工業新聞社、日本工業新聞社、時事通信社、共同通信社、 

    日本テレビ放送網㈱、㈱東京放送、㈱フジテレビジョン、全国朝日放送㈱ 

 

＜資料編１－12－15 災害時における報道要請に関する協定 ㈱千葉日報社 他14社＞ 

＜資料編１－12－16 災害時等における外国人県民等への報道要請に関する協定 

                         エフエムインターウェーブ㈱＞ 

機 関 名 ・ 窓 口 

県 防 災 行 政 無 線 一 般 加 入 電 話 

電  話 Ｆ Ａ Ｘ 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

日本放送協会千葉放送局 

(放送) 
500-7393 500-7394 043-203-0597 043-203-0395 

千葉テレビ放送㈱ 

報道局報道部 
500-9701 500-9702 043-231-3111 043-231-4999 

㈱ベイエフエム 

   総務部 
500-9711 500-9712 043-351-7841 043-351-7870 

㈱ニッポン放送 

編成局報道部 
－ － 03-5500-3268 03-5500-3915 
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第３節 地震・火災避難計画 

 

 

 地震時には延焼火災の拡大等の発生が考えられ、住民の避難を要する地域が数多く出る可能性がある。 

 このため、安全な場所への避難に必要な可能な限りの措置をとり、被災者の生命、身体の安全の確保

に努める。中でも高齢者、障害者その他の災害時要援護者の安全避難については特に留意する。 

 

１ 計画内容（防災危機管理部） 

 災害に際し、危険地域の住民を安全な場所に避難させ、人的被害の軽減を図るとともに、これらの

者と現に被害を受けて避難しなければならない者を、一時的に学校、集会所、公民館等の既存建物  

又は野外に仮設したテント等に収容し、保護するための計画とする。 

 市町村にあっては「災害時における避難所運営の手引き」に基づき、適切な避難誘導体制を整える

ものとする。 

 

２ 実施機関（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察本部） 

（１）避難の勧告又は指示 

 避難の勧告又は指示を発すべき権限のある者は、それぞれの法律によって、次のように定められ

ているが、災害応急対策の第１次的な実施責任者である市町村長を中心として、相互に連携をとり

実施する。 

ア 市町村長等（災害対策基本法第60条） 

イ 警察官又は海上保安官（災害対策基本法第61条、警察官職務執行法第4条） 

ウ 水防管理者（市町村長、市町村水防事務組合管理者、水害予防組合管理者〔水防法第29条〕） 

エ 知事又はその命を受けた県職員（水防法第29条、地すべり等防止法第25条） 

オ 災害のため派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（その場に警察官がいない場合に限る。〔自衛隊法

第94条〕） 

（２）避難所の設置 

 災害により現に被害を受け、または受けるおそれのある住民を収容するため、学校や公民館等の

避難所を設置する。 

ア 避難所の設置は、市町村長が行うものとする。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は、知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

    なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の  

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

イ 当該市町村限りで対応不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て  

実施する。 

 

３ 避難の勧告又は指示等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察本部） 

（１）地震の発生に伴う災害による住民等の生命又は身体の保護のため、又は災害の拡大防止のために

特に必要があると認められるときは、本節２（１）に掲げる者は、関係法令の規定に基づき、次に

より避難の勧告又は指示を行うものとする。 

ア 市町村長等の措置 

 市町村長は、火災、崖崩れ、津波等の事態が発生し、又はその拡大のおそれがあり、住民等の   

生命身体に危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民等に対し、速やかに立退きの勧告又は

指示を行う。 

 ただし、知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなく

なったときは、市町村長が実施すべき立退きの勧告又は指示に関する措置の全部又は一部を当該

市町村長に代わって実施する。 

イ 警察官等の措置 



地-3-40 

 

 警察官及び海上保安官は、地震に伴う災害の発生により住民等の生命、身体に危険を及ぼす 

おそれのある事態が発生し、市町村長が措置をとることができないと認めるとき、又は市町村長

から要求があったときは、直ちに当該地域住民に立退きを指示するものとする。 

 警察官は、住民等の生命、身体に危険が切迫していると自ら認めるときは、直ちに当該地域  

住民に立退きを指示する。 

ウ 自衛官の措置 

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合で、警察官が 

その場にいないときは、危険な場所にいる住民に避難の指示をする。 

エ 知事等の措置（水防法第29条、地すべり等防止法第25条） 

 知事等は地震に伴う津波の襲来及び地すべりにより、著しく危険が切迫していると認めるとき

は、危険な区域の住民に対し立退きを指示する。 

（２）避難の勧告又は指示の内容 

 市町村長等が避難の勧告又は指示を行う場合は、状況の許す限り次の各号に掲げる事項を明らか

にして、これを行う。 

ア 避難対象地域 

イ 避難先 

ウ 避難経路 

エ 避難の勧告又は指示の理由 

オ その他必要な事項 

（３）避難の措置と周知 

 避難の措置を実施した者又は機関は、当該地域の住民等に対してその内容を周知するとともに、

速やかに関係機関に対して連絡する。 

ア 住民等への周知 

 避難の措置を実施したときは、当該実施者は、防災行政無線を活用するほか報道機関や自主 

防災組織の協力を得て住民に対し、その内容の周知徹底を図る。 

イ 関係機関の相互連絡 

 県、警察本部、市町村、自衛隊及び海上保安部は、避難の措置を行った場合においては、その

内容について相互に通報連絡する。 

 

４ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察本部） 

 避難誘導は、市町村地域防災計画に定めるところによるが、市町村職員、警察官、消防職員その他

の避難措置の実施者は、住民が安全かつ迅速に避難できるよう一時避難場所等への誘導に努める。  

誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集団避難を行うものとし、災害時要援護者の  

避難を優先して行う。 

 

５ 避難所の開設（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁） 

 避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続き救助を要する者及びそのおそれの

ある者に対して、避難所を開設し収容保護する。なお、被災者のプライバシー及び安全の確保並びに

衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじめとする災害時要援護者や女性への配慮、ペット

対策などについても適切に対応するよう努めるものとする。  

（１）市町村は、避難所を設置する必要があるときは、学校、集会所、公民館その他の公共建物等を   

避難所として開設するが、これらの施設のみをもっては収容能力に不足が生ずるときは、野外に  

テント又は応急仮設住宅を設置し、対応する。さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等災害時

要援護者に配慮し、被災地以外にあるものも含め、旅館やホテル等を避難所として借り上げる等、

多様な避難所の確保に努めるものとする。なお、避難所の開設が予定される施設については、耐震

性を確保するとともに、対象地域の被災住民を収容できる規模をもって適切に配置するよう努める。

特に東日本大震災では、指定されていた避難所が被害にあった例があることから、耐震性や耐災害

性（洪水・津波・土砂災害）には、特に注意が必要である。 



地-3-41 

 

   また、学校等の避難所については、学校施設の応急復旧マニュアル等の周知を図り、学校職員等

が被災時の施設の状況を速やかに把握できるよう努める。 

（２）市町村は、本来の施設管理者の監督のもとで住民の自主防災組織やボランテイア組織と協力して

避難所の効率的な管理運営がなされるよう、県が策定した「災害時における避難所運営の手引き」

を参考とし避難所ごとの運営マニュアルの策定を促進する。 

   また、その作成にあたっては、施設管理者と協議するものとする。 

学校にあっては、教育活動の早期再開のため、「震災時における実働計画（実働マニュアル）」に

よって行うものとする。 

（３）大規模な災害が発生し、多くの住民が長期にわたり避難生活を送る際には、住民の自主防災組織

などの避難民自らが中心となって運営する方法が、混乱回避のためには最も現実的な運営方法で 

あると考えられるが、この方法であっても、当然、市町村職員や施設管理者、ボランティアの支援

は必要である。 

（４）市町村は、避難所を管理運営する場合、男女双方の要望や意見を反映するため、男性ばかりで   

なく女性を管理運営する者に入れるものとする。 

   また、避難所における女性への配慮としては、更衣室やトイレなど施設の利用上の配慮、女性  

相談窓口や女性専用の物資配付など運営上の配慮などが必要である。 

   なお、女性相談窓口の開設・運営に当たっては、男女共同参画センターなどを積極的に活用する。 

（５）市町村は、ペットとの同行避難に備えて、「災害時における避難所運営の手引き」を参考に、    

ペットの収容場所を確保するとともに、トラブル等が起きないようルールの作成に努める。 

（６）市町村は、状況により避難生活が長期化するような場合に備え、基本的な生活に対応できる環境

を整えるために必要な資機材の備蓄や、速やかに調達できる体制の整備に努める。主なものとして

は、炊き出しのための調理設備や器具、燃料、洗濯機等、畳・パーティション、仮設風呂・シャワ

ーなどである。 

   また、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の移り変わりにも柔軟に対応できる環境

づくりに努める。 

（７）市町村は、避難所を開設した場合には、各避難所との情報連絡を密にし、避難者の氏名や家族   

構成などの情報を逐次、コンピュータ等を活用して把握に努めるとともに、広報や問い合わせに  

適切に対応するものとする。 

   なお、避難所に名簿の掲示を行うなど、避難者情報の広報については、個人情報の取り扱いに  

注意するとともに、あらかじめ避難者から情報公開についての同意を得るなど、適切に対応する 

よう努める。 

 

６ 現地救護本部の設置（防災危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

 県は必要に応じ、現地に救護本部を設置するとともに、各避難所を巡回し、関係機関との調整を  

行うものとする。 
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第４節 津波避難計画 

 

 

 津波からの避難については、住民自らが津波の規模や津波警報等の情報を把握し、迅速かつ自主的に

避難することが重要である。住民等への津波に関する情報伝達や避難誘導等については、第一義的に 

住民等に最も身近な市町村が実施し、住民等が円滑かつ安全な避難行動が行えるよう対応するものと 

する。 

 なお、避難所の開設等については、前節によるものとする。 

 

１ 津波警報等の伝達（防災危機管理部、市町村） 

（１）県は、銚子地方気象台から送られた津波警報・注意報・地震及び津波に関する情報等を県防災   

情報システムにより県の防災関係者に伝達するとともに、速やかに県防災行政無線により各市町村

及び各消防機関へ伝達する。 

（２）県防災行政無線一斉通報装置により津波情報等を受けた市町村は、気象庁の津波警報等を覚知し

た場合若しくは強い揺れ又は長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認める場合など、

あらかじめ定めてある避難勧告等の基準に基づき、住民等に対して直ちに避難勧告等を行うなど、

迅速かつ的確な伝達を行うものとする。 

   また、住民等への津波警報等の発表・伝達にあたっては、以下に留意して行うものとする。 

  ア 住民等の円滑な避難や安全確保の観点から、津波の規模及び避難指示等を対象となる地域に 

伝達する。その際、災害を具体的にイメージできるような表現を用いるなど住民等が即座に避難

行動に取り掛かることができるよう工夫するものとする。 

  イ 住民等が即座に避難行動に取り掛かるため、市町村はあらゆる広報伝達媒体（有線・無線電話、

同報無線、広報車、サイレン、半鐘等）や組織等を活用し、住民等への津波警報等を迅速かつ   

的確に伝達するものとする。 

  ウ 気象庁等が発表する津波警報等に更新があった場合等に限らず、津波は、第一波よりも第二波、

第三波などの後続波の方が大きくなる可能性があるなどの津波の特性や、津波警報等が発表され

ている間は災害の危険性が継続していることなど、住民等に対し継続的に情報伝達を行うもの 

とする。 

  エ 走行中の車両、運行中の列車、船舶、海水浴客、釣り人、観光客等にも確実に伝達できるよう、

防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ、携帯電話、ワンセグ

等のあらゆる手段の活用を図り、県及び放送事業者と連携し、避難勧告等の伝達に努めるものと

する。 

（３）河川・海岸地域では、市町村、防災関係機関、海水浴場の管理者等が、相互に協調を図り、強い

地震（震度4程度以上）を感じたとき、または弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを

感じた時には、直ちに安全な場所で津波の河川遡上の監視及び海面監視を実施し、潮位等の異常な

変動の発見と情報連絡に努める。 

（４）海岸線付近の観光地、海水浴場等の管理者等は、海面監視やラジオ聴取などによって、積極的に

情報収集し、観光客等に対し、行政機関と強調して自主的に迅速かつ効果的な情報伝達を行う。 

（５）港湾関係機関、漁港管理者、漁業協同組合等は、相互に協調を図り、港湾、漁港、船舶等への    

迅速な情報伝達を行う。 

 

２ 住民等の避難行動 

（１）住民等は、津波で命を落とさないために、「自らの命は自ら守る」（自助）の基本理念により、各々

が津波警報等の発表や避難勧告等の情報を把握し、迅速かつ自主的に高台等の安全な場所へ避難 

する。 

   また、避難の際には、「自分たちの地域は地域のみんなで守る」（共助）の基本理念により地域で

避難の呼びかけを行うものとする。 
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   なお、津波警報等が解除されるまで避難を継続することとし、自己の判断で自宅や河川・海岸  

付近に近寄らないこととする。 

（２）地震・津波発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれがある    

ことから、津波避難は徒歩や自転車を原則とするが、災害時要援護者の避難支援を行う場合は、  

地域の実情に応じて自動車での安全かつ確実な避難を行う。 

 

３ 住民等の避難誘導 

（１）市町村は、県が策定した「千葉県津波避難計画策定指針」及び国の「津波対策推進マニュアル   

検討報告書」などを参考に作成した「津波避難計画」等に基づき、住民等が円滑に安全な場所へ  

避難できるよう誘導することとする。 

（２）住民等の避難誘導にあたっては、災害時要援護者の支援も考慮し行うものとする。 

（３）住民等の避難誘導にあたる消防職団員、水防団員、警察官、市町村職員などは、あらかじめ定め

てある行動ルールに従い、予想される津波の規模や到達時間等を考慮し、安全が確保されることを

前提とした上で、行うものとする。 

   また、町内会、自治会、自主防災組織等による避難誘導や、海水浴場等の観光施設の管理者に   

よる自主的な避難誘導など、市町村の避難の呼びかけに応じた自主的な避難誘導についても、安全

が確保を前提とする。 
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第５節 災害時要援護者等の安全確保対策 

 

 

 地震時には津波、延焼火災の拡大等の発生が考えられ、住民の避難を要する地域が数多く出ることが

予想される。 

 このため、安全な場所への避難に必要な可能な限りの措置をとり、被災者の生命、身体の安全の確保

に努める。 

特に、災害時に支援を必要とする災害時要援護者については、市町村が策定した「災害時要援護者  

避難支援プラン」等に基づき、災害時の避難誘導をはじめ、避難生活についても考慮し、安全確保に   

努める。 

 

１ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、県警本部） 

  災害時要援護者については、災害時要援護者避難支援プランの個別計画等に基づき避難支援者に 

よる避難誘導、支援を行う。 

（１）避難誘導 

   避難誘導は、次の事項に留意して行うものとする。 

  ア 避難経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある場所を避け、

安全な経路を選定すること。この場合、なるべく身体壮健者、その他適当な者に依頼して避難者

の誘導措置を講ずること。 

  イ 危険な場所には、表示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置すること。 

  ウ 状況により、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、病弱者又は歩行困難者は適当な場所に集合さ

せ、車両又はボート等による輸送を行うこと。この場合、ロープ等の資材を利用して輸送途中の

安全を期すること。 

  エ 避難誘導は、収容先での救助物資の配給等を考慮し、できれば町内会等の単位で行うこと。 

  オ 高齢者、障害者等の災害時要援護者については、その状態や特性に応じた適切な避難誘導を  

行うとともに、市町村職員及び自主防災組織の隊員等による避難確認を行うこと。 

（２）避難順位 

   避難誘導は移動もしくは歩行困難な者を優先して行うものとするが、その優先順位等については、

災害時要援護者避難支援プランの全体計画等に基づき、市町村が定めるものとする。 

（３）緊急入所等 

   市町村は、在宅での生活の継続が困難な災害時要援護者や指定避難所あるいは福祉避難所での避

難生活が困難な災害時要援護者、身体状況等の悪化により緊急に入院加療が必要な者等については、

緊急入所、ショートステイ、緊急入院等により対応を行うものとする。 

 

２ 避難所の開設、災害時要援護者の対応（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、市町村） 

（１）避難所の開設は、第３節の地震・火災避難計画による。 

   県及び市町村は、災害時要援護者の避難状況を速やかに確認し、優先的に避難場所を確保すると

ともに、健康状態や特性等を把握し、災害時要援護者に配慮した運営に努めることとする。 

   さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者に配慮した福祉避難所を設置する。 

   避難所における支援として、具体的には、以下の３点が考えられる。 

  ア 避難所における要援護者用相談窓口の設置 

  イ 避難所からの迅速・具体的な支援要請 

  ウ 避難所における要援護者支援への理解促進 

（２）外国人に対する対応 

   県は、被災直後から、（財）ちば国際コンベンションビューローと連携して日本語の理解が十分で

ない外国人向けに多言語での災害状況や支援に関する情報の提供を行う。 

また、被災地における語学ボランティアの需要状況を基に、派遣先や必要な派遣人員等を被災市
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町村等と調整の上、援助を必要としている避難所等へ同財団に登録されている語学ボランティアを

派遣する。 

市町村は、県の作成した「災害時における避難所運営の手引き」を活用し、外国人に対応した   

避難所運営に努める。 

 

３ 福祉避難所の設置（防災危機管理部、健康福祉部、市町村） 

  災害時要援護者を収容するため、福祉避難所に指定されている施設を福祉避難所として設置する。 

（１）福祉避難所の設置は、市町村長が発災後に福祉避難所に指定されている施設の管理者と連絡をと

り、行うものとする。ただし、災害救助法が適用された場合は、知事が行い、市町村長はこれを補助

するものとする。 

  なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に

関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

（２）当該市町村限りで対応不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て実施

する。 

（３）福祉避難所開設後は、関係機関及び各避難所に開設済の福祉避難所を周知する。 

 

４ 避難所から福祉避難所への移送（防災危機管理部、健康福祉部、市町村） 

  市町村は、避難所における災害時要援護者の健康状態や特性等の把握に努め、状況に応じて福祉  

避難所への移送を行う。 

  なお、健康状態や特性等に関係なく、その障害などにより通常の避難所生活が困難な場合も福祉  

避難所への移送を検討する。 

  市町村は、福祉避難所に指定された施設や関連団体、または県等と協力して要援護者の移送に利用

可能な車両等、移送手段の確保に努める。市町村や関係機関等が保有する車両等のリストを作成する

ほか、個々の要援護者の移動手段の有無等を調査し、自力での移動可否状況を把握する。 

  また、社会福祉協議会と協力して、地域住民に対し、要援護者の避難所までの移動支援や避難所か

ら福祉避難所への移送支援について働きかける。 

 

５ 被災した災害時要援護者等の生活の確保（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、市町村） 

 応急仮設住宅への入居については、高齢者・障害者等の災害時要援護者を優先して行うよう努める

とともに、高齢者・障害者に配慮した応急仮設住宅（以下「福祉仮設住宅」という。）の設置等につい

て検討していくものとする。 

  また、被災した災害時要援護者等の生活の確保として、県及び市町村は、災害によるショック及び

避難生活の長期化に対応するため、被災地及び避難所において社会福祉士、介護福祉士、児童相談員

等の専門家による相談等の事業を行う。 

（１）要介護者への巡回相談事業及びホームヘルプサービスの実施 

（２）被災児童及びその保護者への相談事業の実施 
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第６節 消防・救助救急・医療救護活動 

 

 

 地震の発生とともに、地震火災、地震水害、危険物の漏洩等による被害の可能性が非常に危惧される。 

 消防機関、水防機関及び危険物施設管理機関及び救助救急のための関係機関は、これらの災害から  

住民の生命・財産を守り、被害を最小限にするために、全力を尽くす。 

 また、災害により多数の傷病者が生じ、医療機関が被害を受け混乱する等、住民生活に著しい影響が

あるとき、県は関係機関と緊密に連携をとりながら、り災者の医療救護に万全を期するものとする。 

 

１ 消防活動（防災危機管理部、市町村） 

（１）活動体制 

 震災時には、人命に対する多様な危険現象が複合的に発生することが予想されることから、災害

事象に対応した防御活動を常備消防、消防団の全機能をあげて展開し、地域住民の生命、身体及び

財産の保護に努めるものとする。 

 大地震の発生により、津波や火災等の災害発生が予測された場合は「消防地震対策本部」等を  

設置し、消防長が本部長となり、消防が行う災害応急活動の全般を指揮統括するものとする。 

（２）活動方針 

 震災時には、住民の生命、身体の安全確保を基本とし、出火防止と地震により発生した火災の  

早期鎮圧、人命の救出、救助及び避難路の安全確保を原則とした活動を実施するものとする。 

   なお、消防団を含め消防機関においては、消防活動の実施に当たり、常に安全に対する配慮と  

確認を行いながら任務を遂行しなければならない。 

（３）活動の基本 

ア 常備消防 

（ア）避難場所、避難路確保の優先 

 延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難場所、避難路確保の消防 

活動を行うものとする。 

（イ）重要地域の優先 

 同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ延焼拡大危険要素が高い地域を優先に 

消防活動を行うものとする。 

  （ウ）消火の可能性の高い火災の優先 

     同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火の可能性の高い火災を優先して消火活動を 

行うものとする。 

（エ）市街地火災の優先 

 大工場、大量危険物貯蔵施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地に  

面する部分及び市街地の延焼火災の消防活動を優先とし、それらを鎮圧した後に部隊を集中し

て活動に当たるものとする。 

（オ）重要対象物の優先 

 重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物の防護上に必要な

消防活動を優先するものとする。 

イ 消 防 団 

（ア）出火防止 

 地震の発生により、火災等の災害発生が予測された場合は、居住地付近の住民に対し出火 

防止を広報するとともに、出火した場合は、住民と協力して初期消火を図るものとする。 

（イ）消火活動 

 常備消防の出動不能若しくは困難な地域における消火活動、又は主要避難路確保のための 

消火活動については、単独又は常備消防と協力して行うものとする。 

（ウ）救急救助 
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 要救助者の救助救出、負傷者に対する応急措置及び安全な場所への搬送を行うものとする。 

（エ）避難誘導 

 避難の指示・勧告がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関と連絡を  

とりながら住民を安全に避難させるものとする。 

ウ 海上保安部（署） 

（ア）船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに人命救助及び消火活動を実施する。 

（イ）火災船舶を安全な海域に沖出し、曳航等の措置を講ずる。 

（４）県内消防機関相互の応援 

 県内消防機関による広域的な応援を実施する必要が生じた場合、市町村長（消防の一部事務組合、

消防を含む一部事務組合を含む。）は、既に締結されている「千葉県広域消防相互応援協定」及び  

その具体的な活動マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」に定めるところにより、迅速

な消防相互応援を実施するものとする。 

 また、これらの応援活動が円滑に行われるよう、各種会議の開催や合同訓練の実施を通じ、県内

消防機関相互の連携の強化に努めるものとする。 

＜資料編１－12－６ 千葉県広域消防相互応援協定書＞ 

＜資料編１－12－７ 千葉県消防広域応援基本計画＞ 

（５）国に対する応援要請 

 地震による同時火災等が発生し、県内の現有消防力を結集しても消防力に不足の生ずることが 

見込まれる場合、知事は消防庁長官に緊急消防援助隊をはじめとする他都道府県の消防機関の派遣

を要請し、その応援を得て、消防の任務を遂行するものとする。応援受入れに際しては、相互の   

連絡を密にし、緊急消防援助隊受援計画により消防応援活動調整本部を設置し、災害時に協力体制

が十分発揮できるよう体制の整備を図るものとする。 

＜資料編１－17 緊急消防援助隊運用要綱＞ 

 

２ 救助・救急（防災危機管理部、警察本部） 

（１）活動体制 

 消防本部及び県警本部は、それぞれの消防活動、警備活動方針によるほか、県、県医師会、地区

医師会、日赤県支部、自衛隊などの関係機関と密接な連携を図り、傷病者の救助活動から搬送業務

完了まで一貫した救助・救急体制をとる。 
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（２）救助・救急活動 

 

（３）救助・救急資機材の調達 

ア 初期における装備資機材の運用については、原則として各関係機関においてそれぞれ保有する

ものを活用する。 

イ 装備資機材等に不足を生じた場合は、その他関係機関が保有するもの又は民間業者から借入れ

等を図り、救助・救急に万全を期する。 

機関名 項  目 対     応     措     置 

消 
 
 
 
 
 
 

防 
 
 
 
 
 
 

本 
 
 
 
 
 
 

部 

救助・救急 

活 動 

１ 活動の原則 

  救助・救急活動は、救命処置を要する重症者を最優先とする。 

２ 出動の原則 

 救助・救急を伴う場合は、努めて救急隊と他隊が連携して出動するもの

とし、救助の伴わない場合は救急隊のみとし、次の優先順位により出動す

る。 

（１）延焼火災が多発し、多数の救助・救急事象が発生している場合は、火

災現場付近を優先する。 

（２）延焼火災は少ないが、多数の救助・救急事象のある場合は、多数の人

命を救護することを優先する。 

（３）同時に小規模な救助・救急事象が併発している場合は、救命効率の高

い事象を優先する。 

（４）傷病者に対する救急処置は、救命の処置を必要とする事象を優先する。 

救 急 搬 送 

１ 傷病者の救急搬送は、救命処置を要する者を優先とする。なお、搬送に

際しては、所轄消防本部、医療チーム等の車両のほか、必要に応じ日本医

科大学千葉北総病院ドクターヘリ、国保直営総合病院君津中央病院ドクタ

ーヘリ、千葉市消防局、自衛隊等のヘリコプターにより行う。 

２ 救護所等から後方医療施設への移送は、被災状況の推移を勘案して他機

関との協力体制のもとに行う。 

傷病者多数 

発 生 時 の 

活 動 

１ 災害の状況等を判断し、安全かつ活動容易な場所に現場救護所を設置し、

救助隊、医療チームと密接な連携を図り、効果的な救護活動を行う。 

２ 救護能力が不足する場合は、消防団員、自主防災組織等に医療機関への

自主的な輸送協力を求めるなど、関係機関との連絡を密にし、効率的な活

動を行う。 

県 

警 

察 

１ 救出・救護活動は、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、興行場、地下街等多人数の集

合する場所等を重点に行う。 

２ 救出した負傷者は、応急処置を施したのち、救護班等に引き継ぐか、車両及び航空機を

使用して速やかに医療機関に収容する。 

海 上 

保安部 

（署） 

１ 海難船舶が発生した場合は、その捜索・救助を行う。 

２ 負傷者、医師、その他救助活動に必要な人員及び物資の海上輸送を行う。 

３ 避難者の海上輸送及び誘導に協力し、避難を援助する。 
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３ 水防活動（県土整備部） 

 地震水害等の発生に対する水防活動については、「千葉県水防計画」に基づき実施する。 

 

４ 危険物等の対策（防災危機管理部、健康福祉部、商工労働部、教育庁、市町村） 

（１）高圧ガス等の保管施設の応急措置 

機関別対応措置 

 

（２）石油類等危険物保管施設の応急措置 

 県及び消防本部は、危険物取扱者等に対して、次に掲げる措置を当該危険物施設の実態に応じて

講じるよう指導する。 

ア 危険物の流出並びに爆発等のおそれのある作業及び移送を停止するとともに、施設の応急点検

と出火等の防止措置 

イ 混触発火等による火災の防止措置、初期消火活動、タンク破壊等による流出及び異常反応、  

浸水等による広域拡散の防止措置と応急対策 

ウ 危険物による災害発生時の自主防災組織活動と活動要領の制定 

エ 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置並びに防災機関

との連携活動 

 

機 関 名 対      応      措      置 

県 

１ 高圧ガス保管施設の破損に伴う被害の拡大を防止するため、関係機関と連絡を

密にし、高圧ガス製造事業者等に必要な指示を行う。 

２ 関係機関と連絡の上、必要に応じて高圧ガス取扱いの制限等の緊急措置を行う。 

３ 連絡通報体制の早期確立を図る。 

消 防 本 部 
１ 必要に応じて保安措置等についての指導を行う。 

２ 関係機関との情報連絡を行う。 

関東東北産業

保安監督部 

１ 正確な情報把握のため、千葉県及び関係機関と密接な情報連絡を行う。 

２ 災害発生に伴い千葉県及び関係機関と連絡の上、高圧ガス製造事業者等に対し

て施設等の緊急保安措置を講じ、被害の拡大防止を図るよう指導する。 

ガ ス 事 業 所 

１ ガスホルダーの受入れ、送出の停止又は調整を行う。 

２ 地区整圧器の作動停止又は調整を行う。 

３ ホルダー、中圧ラインのガス空中放散を行う。 
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（３）火薬類保管施設の応急措置 

機関別対応措置 

 

（４）毒物、劇物保管施設の応急措置 

  機関別対応措置 

 

機 関 名 対      応      措      置 

県 

 延焼等により被害が拡大するおそれのある施設を対象に、緊急時における管理上

の措置命令を発する。 

１ 関係機関には状況に応じた緊急措置を連絡する。 

２ 事業所には十分な水を確保できるよう指導し、消火施設等の強化を指示する。 

関東東北産業 

保安監督部 

 火薬類製造事業所等の施設等が災害の発生により危険な状態となった場合又は危

険が予想される場合は、その保安責任者が法令の定めるところにより、危険防止措

置を講じるよう十分な監督又は指導を行うものとし、必要があると認めるときは法

令の定めるところにより緊急措置命令等を行うものとする。 

機 関 名 対      応      措      置 

県 

 次の各項の実施について指導する。 

１ 毒物劇物の飛散、漏洩、浸透、火災等による有毒ガスの発生の防止に関する応

急措置 

２ 中和剤等による除毒方法と周辺住民の安全措置 

３ 発災時における健康福祉センター（保健所）、警察署又は消防本部に対しての連

絡通報 

県教育委員会 

 発災時の活動について、次の対策を樹立しておき、それに基づき行動するよう指

導する。 

１ 発災時の任務分担 

２ 出火防止及び初期消火活動 

３ 危険物等の漏洩、流出等による危険防止 

４ 実験中における薬品容器、実験用容器の転倒、転落防止並びに転倒、転落等に

よる火災等の防止 

５ 児童生徒等に対する、発災時における緊急措置に関する安全教育の徹底 

６ 被害状況の把握、情報収集及び伝達等 

７ 避難場所及び避難方法 



地-3-51 

 

（５）危険物等輸送車両等の応急対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 関 名 対      応      措      置 

消防本部 

１ 事故通報等に基づきその状況を把握の上、交通規制等について関係機関と密接

な情報連絡を行う。 

２ 必要に応じ、地域住民への広報活動や警戒区域に対する規制等を行う。 

３ 危険物輸送車両の関係者に対して、必要に応じ一時使用停止又は使用制限の緊

急措置命令を発する。 

県警察 
輸送中の車両については、周囲の状況により、あらかじめ安全な場所へ移動させ

る。 

関東東北産業

保安監督部 

１ 正確な情報把握のため千葉県及び関係機関と密接な情報連絡を行う。 

２ 高圧ガス輸送者に対して、必要に応じ一般高圧ガス及び液化石油ガスの移動の

制限又は一時禁止等の緊急措置命令を発する。 

３ 災害が拡大するおそれのあるときは、必要に応じ県内又は隣接都県に所在する

各都県の高圧ガス地域防災協議会等が指定した防災事業所に対し応援出動を指導

する。 

関東運輸局 

 危険物輸送の実態に応じ、次に掲げる対策を推進する。 

１ 災害発生時の緊急連絡設備を整備する。 

２ 災害発生時の危険物輸送列車の停止箇所は、できるだけ橋梁、ずい道等の危険

箇所を避けるよう対策を講じる。 

３ 輸送担当者に災害時の連絡、通報、応急措置等に関し指導を行うとともに、訓

練を実施する。 

海上保安部

（署） 

 関係事業所の管理者及び船主、代理店等に対して、災害の実態に応じて、次の措

置を講じるよう指導する。 

１ 危険物専用岸壁における荷役の停止、施設の応急点検と出火等の防止措置 

２ 危険物の海上への流出防止措置と応急対策 

３ 港内における危険物とう載船舶には、必要に応じた移動命令、又は航行の制限

若しくは禁止 

４ 港長公示第５１－２（昭和51年9月20日）に基づく下記事項に関する規制の強化 

  引火性危険物積載船舶より３０ｍ以内の船舶の接近、接舷の制限 

日本貨物 

鉄道（株） 

 危険物積載タンク車等が、火災、漏洩等の事故を発生した場合は、事故の拡大、

併発事故を防止するため、ＪＲ貨物における応急措置要領（危険品貨物応急措置便

覧欄）に従い、消火、火気厳禁、立入禁止等の措置を講じるとともに、消防、警察

等の関係機関へ通報する。 
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５ 医療救護（防災危機管理部、健康福祉部、病院局） 

（１）情報の収集・提供 

 県は、市町村、消防機関、県医師会等との連携のもとに以下について情報収集を行い、関係機関

への情報提供を行う。また、そのため、平常時から関係機関との連携を緊密に保つとともに、    

県防災行政無線の災害拠点病院等への整備や広域災害・救急医療情報システムの再編整備など広域

的な情報ネットワークの強化・推進を図る。 

ア 医療施設の被害状況、診療機能の確保状況 

イ 避難所、救護所の設置状況 

ウ 医薬品等医療資器材の需給状況 

エ 医療施設、救護所等への交通状況 

オ その他参考となる事項 

（２）医療救護活動 

 災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった住民に対して、地域における診療機能が

一定程度回復するまでの間、救護所の設置や医療チームの派遣等により診療等を行う。 

ア 実施機関 

（ア）医療救護は、市町村長が行うものとする。 

   ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

     なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

（イ）当該市町村限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て

実施するものとする。 

（ウ）（ア）により市町村長が行う場合は、当該市町村地域防災計画の定めるところにより実施する。 

（エ）（ア）及び（イ）により知事が行う場合は、次により実施する。 

ａ 県が組織する救護班 

ｂ 日本赤十字社千葉県支部（以下「日赤県支部」という。）の長と締結した委託契約に基づ

き日赤県支部が組織する救護班 

ｃ 社団法人千葉県医師会（以下「県医師会」という。）の長と締結した協定に基づき県医師

会が組織する救護班 

ｄ 社団法人千葉県歯科医師会（以下「県歯科医師会」という。）の長と締結した協定に基づ

き県歯科医師会が組織する救護班 

ｅ 社団法人千葉県薬剤師会（以下「県薬剤師会」という。）の長と締結した協定に基づき県

薬剤師会が組織する救護班 

ｆ 社団法人千葉県看護協会（以下「県看護協会」という。）の長と締結した協定に基づき県

看護協会が組織する救護班 

ｇ 社団法人千葉県接骨師会（以下「県接骨師会」という。）の長と締結した協定に基づき県

接骨師会が組織する救護班      

ｈ 国立病院機構で組織する救護班 

ｉ 災害拠点病院で組織する災害派遣医療チーム<ＤＭＡＴ>（以下「ＤＭＡＴ」という。）及び

救護班 

           ＜資料編４－１ 日本赤十字社千葉県支部災害救護業務組織編成表＞ 

           ＜資料編４－２ 救護班＞ 

イ 救護班等出動の要請 

（ア）市町村長は、必要に応じて市町村立病院の救護班に出勤を命じ、地区医師会長、地区歯科   

医師会長、日赤県支部長にそれぞれ救護班の出動を要請し、知事及び他の市町村長等に応援を

求めるほか、必要な措置を講ずるものとする。 

（イ）知事は、必要に応じてＤＭＡＴの派遣要請を行うとともに、県救護班の出動を命じ、日赤県

支部長、県医師会長、県歯科医師会長、県薬剤師会長、県看護協会長、県接骨師会長にそれぞ

れ救護班の出動を要請する。また、国立病院機構等その他の関係機関に応援を要請するほか  
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連絡調整その他必要な措置を講ずる。 

（ウ）具体的な現場指揮は、災害の態様、現場の状況等に応じ、関係機関で協議の上、統一を図る

ものとする。 

ウ 近隣都県市への応援要請 

  知事は、県内の関係機関のみでは被災地における十分な医療救護活動が困難と認めた場合は、

「九都県市災害時相互応援に関する協定」等に基づき近隣都県市への救護班の派遣、被災地から

の搬送患者の受入等を要請する。 

エ 広域にわたる応援要請 

  知事は、上記に定める要請のほか、必要があると認めるときは、災害対策基本法第７４条に  

基づき、他の道府県の道府県知事等に対し、応援を求める。 

オ 支援の受け入れ及び他地域への応援 

（ア）県は、協定等に基づく他都県市からの支援や医療ボランティアの協力申し出があった場合は、

地域の状況等を勘案し、その受入及び健康福祉センター（保健所）への派遣等を行う。 

（イ）健康福祉センター（保健所）長は、前記の派遣を受けた場合は、その業務を統括する。 

（ウ）被災地以外の健康福祉センター（保健所）長は、被災地の健康福祉センター（保健所）への

人員・物資等の応援を行う。 

カ 救護班等の業務内容 

（ア）傷病者に対する応急措置 

（イ）後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

（ウ）軽症患者等に対する医療 

（エ）避難所等での医療 

（オ）助産救護 

キ 救護所の設置 

 救護所は県又は市町村が設置するものとし、救護班は救護所において医療救護活動を実施する。 

 なお、救護所は必要に応じて適切な場所に設置する。 

ク 避難所救護センターの設置 

（ア）県は、被災者の避難所における避難生活が長期にわたると見込まれるときは、市町村との  

連携のもとに避難所内に避難所救護センターを設置し、医療救護活動を行う。 

（イ）避難所救護センターでは、精神科、歯科等を加え、ストレスや精神不安への対応を含めた   

きめ細かな対応を図る。 

（ウ）避難所救護センターは、避難所の設置状況等を勘案して、適切に配置するとともに、必要に

応じて周辺地域への巡回活動を行う。 

（エ）避難所救護センターの業務は各健康福祉センター（保健所）長が統括する。 

ケ 後方医療施設の確保 

 知事は、救護班による応急手当の後、入院治療を要する傷病者の収容施設を必要に応じて広域

的に確保するものとする。 

（ア）災害拠点病院 

ａ 県は、災害時における広域的な地域医療の拠点として、二次保健医療圏に２か所程度、  

災害拠点病院を確保する。 

ｂ 災害拠点病院は、耐震耐火構造とし、電気・水道・ガスなどのライフライン途絶時等に  

おいても診療機能を維持するための予備電源や予備水源の確保、救急搬送のための臨時  

ヘリポートの確保など、あらかじめ必要な施設整備を行う。 

注）二次保健医療圏とは、医療法第３０条の３第２項第１号の規定に基づく区域で、特殊な

医療を除く病院の病床の整備を図るべき地域単位として設定するもので、本県では、９つ

の二次保健医療圏を設定している。 

 

（イ）県立病院 

 災害拠点病院となっていない県立病院においても、これに準じた機能を整備するとともに、
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職員の動員配備体制を確立し、後方収容機能を果たすものとする。また、全ての県立病院は  

後方受け入れとともに被災地への救護班の応援派遣を行うなど災害時医療の中核として活動

する。 

（ウ）災害医療協力病院等 

 上記（ア）及び（イ）のほか県医師会の協力を得て、傷病者や難病患者、人工透析患者の   

治療、収容に当たる災害医療協力病院等の確保を図る。 

コ 地域保健医療救護拠点 

（ア）県は、二次保健医療圏に１か所程度、健康福祉センター（保健所）等を利用して応急救護物

資等を集中的に備蓄した地域保健医療救護拠点を整備する。 

（イ）健康福祉センター（保健所）は、これらの備蓄物資の効率的な活用など災害時おける総合的

な保健医療対策を別に定める活動マニュアルにより実施する。 

サ 医薬品等の調達 

（ア）医薬品、医療資器材の確保 

ａ 県及び市町村は、医薬品等の整備確保に努め、医薬品等の備蓄拡充や品目の見直し及び 

流通医薬品の確保体制の整備を検討する。 

ｂ 県は、市町村等から医薬品等の確保について、応援要請を受けたときは、地域保健医療  

救護拠点（各健康福祉センター（保健所）等）に備蓄しているもののほか千葉県医薬品卸協

同組合との協定に基づき県内営業所等から調達し、救護所等に供給する。 

ｃ 県は、医薬品等が県内において調達できないときは、隣接都県等に協力を要請し調達する。 

（イ）血液製剤の確保 

ａ 県は、災害発生後速やかに県内血液センター等の被災状況を把握するとともに、日本赤十

字社千葉県支部と連携を図り、血液製剤の確保を図る。 

ｂ 県は、血液製剤が県内において調達できないときは、千葉県赤十字血液センターを通じ、

関東甲信越ブロック血液センター等に協力を要請し調達する。 

＜資料編４－３ 医薬品等＞ 

シ 傷病者の搬送体制 

 県との協定等に基づき出動した医療チームの責任者は、医療救護を行った者のうち、後方医療

施設に収容する必要がある者の搬送を市町村長又は知事に要請する。 

 原則として、被災現場から救護所への搬送は市町村が、救護所から後方医療施設までの搬送は

市町村及び県が防災関係機関との連携のもとに実施する。 

ス 救護班の活動車両 

 救護班の出動及び活動のための車両等は、第７節警備・交通の確保・緊急輸送対策に定める車

両等による。 

（３）広域災害・救急医療情報システム等の推進 

県は、災害発生時における病院、薬局等の医療機関の被災状況、患者転送の要請、医療スタッフ

の要請等に関する情報及び被災地外の医療機関の支援体制等の情報の収集・提供並びに計画停電等

の緊急連絡事項の周知に関して、関係機関における広域災害・救急医療情報システム等の運用体制

の充実を図る。 

（４）広域医療搬送体制の整備 

   県は、災害時における救急患者及び医療活動従事者の広域医療搬送※のため、平常時から関係  

機関との訓練を通じて、広域医療搬送体制の整備に努める。 

  ※広域医療搬送 

   重傷者のうち、被災地内での治療が困難で、被災地外の医療機関において緊急に治療することが

必要な者であり、かつ、搬送中に生命の危険の少ない病態の患者を被災地区外の医療施設まで迅速

に搬送し、治療すること。 
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原則として市町村が実施

傷病者搬送

派遣要請（災害救助法適用）

国立病院機構
日赤千葉県支部
千葉県医師会
千葉県歯科医師会
千葉県看護協会
千葉県接骨師会
千葉県薬剤師会

千葉県立病院

（血液製剤）

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び救護班の派遣要請
・基幹災害医療センター　４か所

・地域災害医療センター１５か所

被害状況報告
　（ＤＭＡＴ及び救護班派遣依頼） 広域医療搬送

（SCU設置）

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び救護班の派遣要請

健康福祉センター（保健所）

医療ボランティア

医療救護活動の体系図

県外病院

病院・診療所

受付・登録

搬送協力要請等

救護班出動命令

救護班派遣要請

災害医療協力病院
（人工透析患者等）

（医師・歯科医師
・薬剤師・看護師）

医薬品卸業者

災害拠点病院　等

日赤千葉県支部
血液センター等

災害拠点病院

（医薬品等）

救命救急センター
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県循環器病センター 

日医大千葉北総病院 

県救急医療センター  

東京慈恵医大附属柏病院 

成田赤十字病院  

県立東金病院 

県立佐原病院 

千葉大医学部附属病院 

亀田総合病院

安房地域医療センター 

国保君津中央病院  

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター  国保旭中央病院  

国保松戸市立病院 

帝京大ちば総合医療センター  

東京歯科大市川総合病院 

香取海匝 

 印旛 

山武長生夷隅 

君津 

安房 

東葛北部 

東葛南部 

千葉 

市原 

災 害 拠 点 病 院 

順天堂大学浦安病院 

東京女子医科大八千代医療センター 

基幹災害

医   療

センター 

(４箇所) 

 

 

 

 

 

 

地域災害

医   療 

センター 

(15箇所) 

 

 

 

 

 
 

千葉大学医学部附属病院 

千葉県救急医療センター 

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター 

東京歯科大学市川総合病院 

順天堂大学医学部附属浦安病院 

東京女子医科大学附属八千代医療

センター 

国保松戸市立病院 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 

成田赤十字病院 

県立佐原病院 

県立東金病院 

帝京大学ちば総合医療センター 

安房地域医療センター 

千葉県循環器病センター 

日本医科大学千葉北総病院 

旭中央病院 

亀田総合病院 

君津中央病院 
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 医療機関隣接ヘリコプター離着陸場一覧 

 

 

 

地  域      医 療 機 関 隣接ヘリコプター離着陸場 

印西市 日本医科大学千葉北総病院 日本医科大学千葉北総病院 

専用臨時ヘリポート 

旭市 総合病院国保旭中央病院 総合病院国保旭中央病院 

専用臨時ヘリポート 

千葉市中央区 千葉大学医学部附属病院 千葉大学医学部附属病院 

専用臨時ヘリポート 

千葉市美浜区 千葉県救急医療センター 印旛沼下水道事務所 

千葉市美浜区 千葉市立海浜病院 印旛沼下水道事務所 

船橋市 船橋市立医療センター 船橋市立運動公園陸上競技場 

市川市 

 

東京歯科大学市川総合病院 東京歯科大学市川総合病院 

専用臨時へリポート 

浦安市 順天堂大学医学部附属浦安病院 エクセル航空（株）ヘリポート 

八千代市 東京女子医科大学附属 

八千代医療センター 

八千代市消防本部 

松戸市  

 

国保松戸市立病院 

 

松戸市運動公園陸上競技場 

柏市 

 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 

 

柏市大堀川防災レクリエーション公園 

成田市 

 

成田赤十字病院 

 

成田赤十字病院 

専用臨時ヘリポート 

東金市 

 

千葉県立東金病院 

 

東金市立西中学校 

 

香取市 

 

千葉県立佐原病院 

 

香取市利根河川敷緑地 

 

市原市 

 

帝京大学ちば総合医療センター 帝京大学ちば総合医療センター 

専用臨時ヘリポート 

木更津市 

 

国保直営総合病院君津中央病院 

 

国保直営総合病院君津中央病院 

専用臨時ヘリポート 

鴨川市 

 

亀田総合病院 亀田総合病院 

専用臨時ヘリポート 

館山市 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

専用臨時ヘリポート 

市原市 

 

千葉県循環器病センター 

 

千葉県循環器病センター 

専用臨時へリポート 
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第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 

 

 

 発災時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想されるところである。このため県民の生命、

身体、財産の保護を図り、各種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持等について万全を期するものと   

する。 

 また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対応する

ための緊急輸送ネットワークの整備に努める。 

 

１ 千葉県警察災害警備計画（警察本部） 

（１）基本方針 

警察は、地震や津波に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、他の防災  

関係機関との連携のもと、人命の保護を第一に、被災者の救出・救護、避難誘導、交通の規制、    

各種犯罪の予防及び取締り、その他社会秩序の維持に当たる。 

（２）警備体制 

警察本部及び警察署は、地震や津波に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、  

その規模に応じ指揮体制を確立し災害警備活動を行う。 

ア  連絡室 

震度４以上の地震が発生した場合、津波注意報が発表された場合、及び東海地震に関連する  

調査情報が発表された場合等 

イ 対策室 

地震に伴う被害程度が小規模の場合、津波警報が発表された場合、及び東海地震注意情報が  

発表された場合等 

ウ 災害警備本部 

大規模地震が発生した場合、津波警報が発表された場合、又は東海地震予知情報が発表された

場合等 

（３）災害警備活動要領 

ア 要員の招集及び参集 

イ 地震、津波その他災害情報の収集及び伝達 

ウ 装備資機材の運用 

エ 通信の確保 

オ 負傷者の救出及び救護 

カ  避難誘導及び避難地区の警戒 

キ  警戒線の設定 

ク 災害の拡大防止と二次災害の防止 

ケ 報道発表 

コ 行方不明者の捜索及び迷子等の保護 

サ 死傷者の身元確認、遺体の収容 

シ 交通対策（現場周辺の交通規制及び緊急交通路の確保） 

ス 地域安全対策（犯罪の予防・取締り、相談活動） 

セ 協定に基づく関係機関への協力要請 

ソ その他必要な応急措置 

 

２ 交通規制計画（警察本部） 

 大震災が発生した場合は、交通の混乱及び交通事故の発生を防止し、並びに緊急交通路を確保する

ため、次により交通規制を実施する。 

 また、交通規制を実施したときは、公安委員会等は、直ちに交通規制にかかる区域又は区間等の内
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容を交通情報板等の活用や日本道路交通情報センター及び報道機関の協力を得て広く周知に努める。 

（１）公安委員会の交通規制 

ア 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る等必要があると  

認めるときは、道路交通法（昭和35年法律第105号）第４条の規定に基づき、道路における交通の

規制を行う。 

イ 公安委員会は、県内又は隣接・近接都県の地域に係る災害が発生又はまさに発生しようとして

いる場合において、災害応急対策が円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認める 

ときは、災害対策基本法第７６条の規定により、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を

禁止又は制限するなど、緊急交通路の確保に当たる。 

（２）警察署長の交通規制 

 警察署長（高速道路交通警察隊長を含む。）は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と

円滑を図る等必要があると認めるときは、道路交通法第５条又は第１１４条の３の規定により、  

道路における交通の規制を行う。 

（３）警察官の交通規制等 

ア 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生、その他の事情により、道路において交通の危険又は

交通の混雑が生じるおそれがあり、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る

ためやむを得ないと認めるときは、必要な限度で道路交通法第６条又は第７５条の３の規定に 

より、交通の規制を行うものとする。この場合、信号機の表示する信号にかかわらず、これと   

異なる意味を表示する手信号等をすることができる。 

イ 警察官は、通行禁止区域等（前記（１）イにより通行を禁止又は制限されている道路の区間   

又は区域をいう。以下同じ。）において、車両その他の物件が、緊急通行車両の通行の妨害となる

ことにより、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両

その他の物件の移動、その他必要な措置を命ずることができる。この場合、警察官の命令に従わ

なかったり、運転者等が現場にいないために命ずることができないときは、警察官が、自らその

措置をとり、やむを得ない限度において当該車両その他の物件を破損することができる。（災害 

対策基本法第76条の3） 

（４）自衛官及び消防吏員の措置命令・措置等 

ア 自衛官及び消防吏員（以下「自衛官等」という。）は、災害対策基本法第７６条の３第３項及び

第４項に基づき、警察官がその場にいない場合に限り、前記（３）イの職務の執行について行う

ことができる。 

イ 自衛官等は、前項の命令をし又は措置をとったときは、直ちにその旨を警察署長に通知する。 

＜資料編５－３ 自衛官及び消防吏員の作成する措置命令・措置通知書＞ 

 

３ 交通規制の指針（警察本部） 

（１）被災地域における交通の混乱の防止及び円滑な災害対応対策活動を図るため、原則として被災地

方向への通行の禁止又は制限を行う。 

（２）交通規制の対象となる道路は、主として後述の緊急輸送に定める「千葉県緊急輸送道路１次路線

（交通規制対象道路）」の中から選定する。 

（３）前記２（１）イの緊急交通路の確保は、高速自動車国道、自動車専用道路その他の幹線道路を優

先して行う。 

（４）緊急交通路を確保するため、高速自動車国道及び自動車専用道路においてはインターチェンジ等

からの流入を禁止するとともに、幹線道路においては必要により交通検問所を設置する。 

（５）交通規制を実施するときは、道路交通法若しくは災害対策基本法に基づく道路標識等を設置し、

又は現場の警察官の指示により行う。 

（６）直下の地震に対する交通規制計画 

 京葉東葛地域及び南房総地域における直下の地震が発生した場合の交通規制は、次により行う。 

ア 京葉東葛地域直下型地震発生時の交通規制計画 

イ 南房総地域直下型地震発生時の交通規制計画 
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＜資料編５－９ 京葉・東葛地域直下型地震発生時の交通規制計画＞ 

＜資料編５－10 南房総地域直下型地震発生時の交通規制計画＞ 

 

４ 緊急輸送（総合企画部、防災危機管理部、農林水産部、県土整備部） 

 災害発生時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対処するため、道路（緊急輸送道路）、  

港湾、漁港、飛行場等の輸送施設を指定し、これら陸海空を連携する緊急輸送ネットワークを定めた。 

（１）緊急輸送道路 

 機能別に１次及び２次路線に分類し、１次路線は、隣接都県との連携強化、広域的な緊急輸送等

に資する高速道路、一般国道及び主要な県道や港湾・空港等に通じる主要な市町村道等であり、  

２次路線は、１次路線を補完し市町村役場等を相互連絡する県道等である。 

（２）港  湾 

 千葉港（千葉中央地区、千葉出洲地区、葛南東部地区） 

 木更津港（富津地区） 

 館山港（宮城地区） 

（３）漁  港 

 銚子漁港、大原漁港、勝浦漁港、鴨川漁港 

（４）飛行場等 

ア 空  港 

 成田国際空港 

イ 自衛隊駐屯地及び基地 

 陸上自衛隊……習志野駐屯地、下志津駐屯地、木更津駐屯地、松戸駐屯地 

 海上自衛隊……下総航空基地、館山航空基地 

 航空自衛隊……木更津第一補給処 

ウ 臨時離発着場 

 千葉県中央防災センター、千葉県西部防災センター 

 千葉市消防ヘリポート、千葉県スポーツセンター 

 幕張海浜公園、青葉の森公園、行田公園、柏の葉公園，印旛沼公園、蓮沼海浜公園、 

 館山運動公園、富津公園 

（５）江戸川緊急用船着場 

市川緊急用船着場、松戸緊急用船着場 

※ 緊急用船着場とは、大規模災害時に河川管理施設災害の復旧資機材や救援物資等を江戸川等

の河川を通じて搬入、荷揚げするための施設であり、緊急河川敷道路と連携して機能する。  

河川敷道路については（平成23年4月1日現在）完成には至ってないが、一部通行可能である。 

＜資料編５－８ 緊急用船着場位置図及び緊急用河川敷道路計画図＞ 

 

５ 緊急通行車両の確認等（防災危機管理部、県警察本部） 

（１）緊急通行車両の確認 

ア 車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し、当該車両が緊急通行車両（道路交通法第39条  

第1項の緊急自動車、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保することが特に

必要な車両）であることの確認を求めることができる。 

イ 前記アにより確認したときは、知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、災害対策  

基本法施行規則第６条に定める標章及び確認証明書を交付する。 

ウ 前記イにより交付を受けた標章は、当該車両の助手席側の内側ウインドガラスの上部の前面の

見やすい箇所に貼付する。なお、証明書は必ず携行し、警察官等から提示を求められたときは、

これを提示する。 

エ 届出に関する手続きは、別に定める。 

（２）緊急通行車両の事前届出・確認 

ア 公安委員会は、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行  
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機関、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下「指定行政機関等」という。）が保有する車両   

等で、災害対策基本法第５０条第１項に規定する災害応急対策を実施するために使用するものに

ついて、緊急通行車両に該当するかどうかの審査を行う。 

イ 公安委員会は、前記アにより緊急通行車両に該当すると認められるものについては、届出済証

を交付する。 

ウ 届出済証の交付を受けた車両については、警察本部、警察署又は交通検問所に当該届出済証を

提出して、前記（１）アの確認を受けることができる。この場合において確認審査を省略して前

記（１）イの標章及び確認証明書を交付する。 

エ 事前届出・確認に関する手続きは、別に定める。 

＜資料編５－１ 緊急通行車両等の確認及び事前届出事務手続き等＞ 

 

６ 交通情報の収集及び提供（警察本部） 

（１）交通情報の収集は、航空機、オートバイその他の機動力を活用し、専従の収集班を編成して行う。 

 なお、警察本部においては、隣接都県警察及び警察庁（管区警察局を含む。）と連携を密にし、   

交通情報の収集を行う。 

（２）交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、道路情報センター及び報道機関の協力を得て  

行う。 

 

７ 震災発生時における運転者のとるべき措置（警察本部） 

 震災発生時における運転者のとるべき措置については、次の事項の周知を図る。 

（１）走行中の車両の運転者は、次の行動をとること 

ア 直ちに、車両を道路の左側に停止させること 

イ 停止後は、ラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し行動すること 

ウ やむを得ず道路上に置いて避難するときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車する 

など通行の障害とならない方法により駐車し、エンジンを切り、エンジンキーを付けたままとし、

窓を閉め、ドアはロックしないこと 

（２）通行禁止区域等においては、次の措置をとること 

ア 車両を道路外の場所に置くこと 

イ 道路外に置く場所のない車両は、通行禁止区域等の外に移動すること 

ウ 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行

車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること 

 

８ 道路管理者の通行の禁止又は制限（県土整備部） 

 道路管理者は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握するとともに、道路法第４６条

の規定により、道路の破損、決壊、その他の事由により交通が危険であると認める場合は、道路の   

構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行を禁止し、又は制限するものと  

する。 

 

９ 在港船舶対策計画（県土整備部） 

（１）曳船の隻数及び性能 

   曳船の状況は、＜資料編６－６ 曳船の状況＞のとおりである。 

（２）災害の防止方法 

  ア 一般対策（主として千葉港、木更津港） 

  （ア）気象通報組織を通じて予警報の周知徹底をはかる。 

  （イ）巡視船艇及び海上保安部署による情報周知、保船等の指導 

  （ウ）関係機関との情報交換 

  イ 津波等対策（千葉港、木更津港） 

  （ア）津波等が千葉港及び木更津港に襲来するおそれがあって、千葉港長及び木更津港長から、各
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警戒体制が発令された場合、在港船舶は「津波等に対する船舶対応表」による措置をとること

とする。なお、津波による警戒体制が発令された場合、小型船舶以外の船舶は着岸（桟）を見

合わせることとする。 

    ａ 津波第一警戒体制 

      気象庁から、東京湾内湾に津波注意報が発令された場合 

    ｂ 津波第二警戒体制 

    （ａ）気象庁から、東京湾内湾に津波警報以上の警報が発令された場合 

    （ｂ）東海地震に対する警戒宣言が発令された場合 

    ｃ 地震警戒体制（千葉港） 

      地震等により発生した火災又はそのおそれがあり、係留中の船舶に被害（影響）がおよぶ

おそれがある場合。 

  （イ）在港船舶に対する避難勧告 

    ａ 勧告の周知 

    （ａ）「台風対策情報連絡系統図による通報」 

        ……千葉港長、木更津港長は、電話、FAX等により関係機関へ連絡する。 

    （ｂ）「第三管区海上保安本部警備救難部運用指令センターからの放送」 

        ……無線電話（呼出周波数500KHZ呼出名称JCG）又は超短波無線電話（国際VHF CH16 

呼出名称 よこはまほあん）により在港船舶に対し放送（CH12）する。 

    （ｃ）「巡視船艇による現場周知」 

        ……拡声器等により在港船舶等に周知する。 

    （ｄ）「千葉海上保安部・木更津海上保安署からの照会に対する回答」 

        ……電話、FAX等により回答する。 

    （ｅ）「千葉港における海上保安部港内交通管制室からの放送」 

        ……放送H3E 1665KHZ 呼出名称 千葉ハーバーレーダーにより周知する。 

    ｂ 避難場所（参考） 

      小型船舶、雑種船・・・・・・船溜、運河、河川 

      ５００トン未満の船舶・・・・港内避泊 

      ５００トン以上の船舶・・・・港外難泊 

  （ウ）流出油対策 

     石油コンビナート等特別防災区域内の係留施設にある船舶によるものについては「千葉県 

石油コンビナート等防災計画」により、それ以外については第５編第４章「油等海上流出災害

対策」を適用する。 

（３）その他の対策 

  ア 港長権限に基づく港内整理 

    港則法により特定港（千葉港、木更津港）における船舶交通の安全及び港内の整頓を図る。 

  イ 貯木対策 

    貯木場管理者に対し、状況により貯木場の網場
あ ば

の監視の強化又は緊急水切り等を行わせる。 

  ウ 物件等に対する応急措置 

    五井及び姉ヶ崎地区に大向上、製油所、油槽所が建設され、高潮、波浪が大きく護岸施設を乗

り越えて海水が流れ込み、重要施設の浸水による被害が考えられるので、この保安についてその

対策を立てる。              ＜資料編５－11 津波等に対する船舶対応表＞ 
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第８節 救援物資供給活動 

 

 

 震災時に被災者の人心の安定を図るため、迅速かつ円滑な飲料水・食料・生活必需品の供給活動並び

に救護物資・要員等の輸送を行うための輸送車輌、緊急輸送道路等の確保を行うものとする。 

 なお、県からの救援物資の供給支援は、被災市町村からの具体的な要請に基づいて行うことを原則と

するが、情報の寸断や市町村機能の低下等により、要請活動が困難になる場合も想定し、要請を待たず

に物資供給を行う、いわゆる「プッシュ型」支援などの積極的な支援も視野に入れた活動体制をとる  

ものとする。 

 

１ 応急給水（総合企画部、防災危機管理部、水道局） 

  災害により飲料水や炊事のための水の供給を受けることができない住民に対して、浄・給水場等で

の拠点給水や給水車等による運搬給水を実施する。 

（１）実施機関 

ア 飲料水の供給は、市町村長が行うものとする。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

    なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の  

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

イ 市町村長は、当該市町村限りで処理不可能な場合、近接市町村、県、国及びその他関係機関の

応援を得て実施する。 

ウ 県、企業団及び市町村圏組合の水道事業体は、市町村が行う応急給水に対し、積極的に協力  

する。 

エ 水道事業体等間の応援活動については、「千葉県水道災害相互応援協定」等により実施する。 

＜資料編１－12－17 千葉県水道災害相互応援協定＞ 

（２）給水基準 

 飲料水の供給については、基本水量を最少一人１日３リットルとし、水道施設の復旧の進捗に  

より順次増量する。 

 また、病院等の救援・救護活動に必要な用水は別途確保する。 

（３）水道事業体による飲料水の供給 

  ア 飲料水供給方法 

  応急給水は、拠点給水を原則とし、震災の状況に応じて運搬給水及び仮設給水を実施するもの

とする。 

  イ 広  報 

  震災時における応急給水方法、給水拠点場所、飲料水調達方法及び水質について、適切な広報

活動を実施する。 

  なお、情報提供を充実させるため、千葉県ホームページ等から各事業体ホームページへ適宜  

リンクを設定する。 

（４）県営水道の応急給水 

 震災により飲料水の確保が困難な給水区域の住民に対し、給水区域内市と密接に連携して応急給

水を実施することとし、必要な対策を定める。 

ア 飲料水の確保 

 一人一日の最低水量を３リットルとし、以後復旧工事の進捗により順次増量する。 

 応急給水用の用水は、１９箇所の浄・給水場の配水池容量７９万㎥のうち緊急遮断弁の作動に

より確保する最大４６万㎥の貯留水を充てるほか、予備水源である県水道局の井戸を活用する。 

＜資料編７－４ 県営水道配水池一覧表＞ 

イ 給水方法 

（ア）浄・給水場等での拠点給水 
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 １９箇所の浄・給水場の応急給水設備及び仮設給水栓により給水車等への注水及び住民への

応急給水を行う。 

（イ）給水車、給水タンク、ポリ容器等での運搬給水 

ａ 給水区域市との連携 

  発災後直ちに給水区域内市と連絡を取り、被災状況の把握に努めるとともに、市の災害 

対策本部に局職員を派遣し、情報の収集と共有化を図りながら、給水場所及び給水方法に  

ついて市と綿密に協議する。 

ｂ 給水車等による給水 

  市の開設する避難場所及び病院等の重要施設に対し、災害時の応援協定を締結している 

千葉県水道管工事協同組合の応援を得て、給水車及び給水タンクにより応急給水を行う。 

      なお、県営水道のみで対応できない場合は「千葉県水道災害相互応援協定」及び東京都  

水道局等との「災害相互応援に関する協定」等に基づき応援を要請するとともに、退職者か

ら成る「災害時支援協力員制度」を活用し、人員の増強を図る。 

    ｃ アルミボトル水等による給水 

      乳幼児や高齢者等を対象としたアルミボトル水(375ml)の配布や容器を持参しない住民へ

の非常用飲料水袋による給水を行う。 

（ウ）仮配管、仮設給水栓等を設置しての応急給水 

ａ 消火栓等を活用した給水（可搬型） 

 配水管の通水状況を調査し、使用可能な消火栓等あるいは応急復旧により使用可能と  

なった消火栓等に仮設給水栓を接続して応急給水を行う。 

ｂ 仮配管による給水（固定型） 

 復旧に長時間を要する断水地域に対しては、状況に応じて仮配管を行い、仮設給水栓を 

設置して応急給水を行う。 

  ウ 広報 

    震災時の応急給水時間、場所及び給水方法、断水地域と復旧の見込み等について、県水道局  

ホームページ等に掲載するとともに、必要に応じ広報車の巡回により情報を提供する。 

エ 水質の安全対策 

 応急給水用資機材の清掃・消毒等により飲料水の安全確保を図る。住民の備蓄水については、

容器の取扱い等、安全対策を指導する。 

（５）補給水利及び応急給水用資機材の現況 

  ア 補給水利の現況 

    県営水道  ＜資料編７－２ 県営水道の補給水利の現況＞ 

    市町村水道 ＜資料編７－３ 市町村水道等の補給水利の現況＞ 

  イ 応急給水用資機材の保有状況 

    県営水道  ＜資料編６－７ 県営水道の応急給水・復旧用機材の保有状況＞ 

    市町村水道＜資料編６－８ 市町村(組合､企業団)営水道給水車両及び機材等の保有資機材＞ 

 

２ 食料・生活必需品等の供給体制（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、商工労働部、農林水

産部） 

  県は、市町村が甚大な被害を受け、物資の提供や調達が困難になった場合には、市町村からの要請

等に基づき、食料及び生活必需品を確保し、迅速な供給に努めるものとする。 

  なお、壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低下し、物資の支援要請を行う余力がないと  

推測される市町村に対しては、要請を待たずに、需要を推計の上、必要最低限の水、食料、生活必需

品等を送り込む「プッシュ型」による供給を行う。 

（１）救援物資の確保 

  ア 備蓄品の活用 

    必要に応じ、県防災センター及び備蓄倉庫保有物資の活用を図る。 

                       ＜資料編６－13 県の備蓄（防災危機管理部）＞ 
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  イ 協定企業等からの調達 

    災害時の物資等の供給等に関する企業・団体との協定に基づき、関係部局と連携して必要な  

物資を調達する。 

    ＜資料編１－12－49 災害時における県民生活の安定を図るための基本協定＞ 

    ＜資料編１－12－55 災害時における応急生活物資等の供給に関する協定書＞ 

    ＜資料編１－12－56､57 災害時の物資供給等に関する協定書＞ 

    ＜資料編１－12－58､59､60 災害時の食料供給等に関する協定書＞ 

  ウ 国・他都道府県からの調達 

    災害時の九都県市、関東地方知事会との相互応援協定等に基づき、支援物資を調達する。 

    ＜資料編１－12－１ 九都県市災害時相互応援に関する協定＞ 

    ＜資料編１－12－２ 震災時等の相互応援に関する協定＞ 

    ＜資料編１－12－３ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定＞ 

  エ 義援物資の受付 

    必要に応じて、企業等からの義援物資を受け付ける。 

    ただし、過去の災害において、個人等の小口義援物資については、被災地の需要に対応した形

で供給することが困難であり、不要物資の滞留等の原因となることが示されたことから受入れを

制限する。 

（２）政府所有米の供給計画 

 政府所有米の調達を要するときは、知事は、農林水産省生産局長（以下「局長」という。）に対し、

政府所有米穀の緊急の引渡要請を行うものとし、当該米穀を買い受ける場合には、米穀の買入れ・

販売等に関する基本要領（平成21年5月29日付け21総食第113号総合食料局長通知）の規定に基づき、

知事は、局長と売買契約を締結したうえで、局長と販売等業務委託契約を締結している受託事業体

から当該米穀の引き渡しを受ける。 

   なお、米穀販売事業者から調達する米穀は精米で引渡しを受けるが、政府から直接売却を受けて

調達する場合は、玄米引渡しであるから、米穀販売事業者等の精米機により精米し、供給する。 

＜資料編６－９ 災害救助用米穀の引渡要請書等の様式＞ 

＜資料編６－10 精米能力調査表＞ 

 

図１ 政府所有米穀の受渡し系統図 

    被災市町村から米穀の供給要請を受けた場合は、県から農林水産省生産局に要請し、売買契約 

（様式4-20）を締結する。 

 

 Ⅰ 市町村からの要請を受け、県が要請する場合 

 

          ⑧ 支給          ① 要請              ② 連絡    

 

 

⑦ 引き渡し 

（知事又は知事が 

指定する引取人） 

 

                          ⑥ 引渡指示 

 

 

 

 

 

 

⑤ 売買契約 

(様式4-20) 

り災者 市 町 村 災害対策本部 農林水産部 

農林水産省 

生産局 
受託事業体 

③ 連絡 

④ 災害救助用 

米穀の引渡 

要請書提出 

（別紙2） 
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 Ⅱ 市町村が直接、要請した場合 

 

      市町村が直接、生産局に連絡した場合は、必ず県に報告することとし、県はこれを受けて生産局 

に連絡する。 

           ⑧ 支給                 ② 報告 

 

 

⑦ 引き渡し    ① 直接 

（知事又は知事が      要請 

              指定する引取人）  

 

                           ⑥ 引渡指示 

 

 

（３）救援物資の供給体制の確保 

   本県では、大量の支援物資等を被災地へ迅速に供給するため、物流倉庫、在庫管理等の物流ノウ

ハウ、資機材などを有する民間物流事業者と連携し、円滑な「支援物資の管理供給体制」を構築す

る。 

   なお、物流倉庫の確保等については千葉県倉庫協会、車両による輸送関係等については社団法人

千葉県トラック協会と連携して行う。 

  ア 県災害対策本部における民間物流事業者の活用 

    災害時においては、県災害対策本部内に支援物資物流に関する専門的な組織として「物資   

支援班」を編成し、支援物資物流に関する情報の一元的な管理を行う。 

    また、民間の物流事業者のノウハウを早期に活用できるようにするため、県の災害対策本部  

及び物資集積拠点における業務に物流専門家（民間物流事業者）が参画する体制とする。 

  イ 拠点等の確保 

    県物資集積拠点の設定については、原則として、民間物流倉庫を拠点として選定し、施設・   

荷役機械、資器材・人材の全てにおいて民間物流事業者を主力した体制を構築し、入庫から出庫

までの一元管理を行う。 

    ただし、災害の状況等により、物流倉庫を物資集積拠点として使用することが困難となった  

場合には、県有施設等を県物資集積拠点とした物流体制とするなど、状況に応じて、実現可能な

協力体制を構築する。 

  ウ 輸送車両等の確保 

    民間物流事業者との連携により、車両の確保、配車計画の策定を行い、迅速、かつ円滑な輸送

体制を構築する。 

  エ その他の輸送手段の選定 

    道路の被害状況等により陸上輸送が困難な場合は、被災市町村への支援計画を実行する上で、

最も適切な輸送手段を、海上輸送・航空機輸送の中から選定する。 

    また、物資の輸送のみならず、災害時における被災者の避難及び応急対策の実施に必要な人員、

資材の迅速かつ円滑な輸送を図る。 

  （ア）海上輸送 

    ａ 応急海上輸送 

      関東運輸局は、災害時に陸上交通機関が途絶し、被災者、救援物資等の海上輸送を必要と

する場合において、本部長の要請に基づき、応急海上輸送に従事する船舶の調達及び緊急修

理造船所（工場）のあっせん等について協力するものとする。 

    ｂ 配備計画 

      応急海上輸送体制を確保するための配備計画は、下記によるものとする。 

    （ａ）船舶 

⑤ 売買契約 

(様式4-20) 

受託事業体 

③ 連絡 

④ 災害救助用 

米穀の引渡 

要請書提出 

（別紙2） 

り災者 市 町 村 

農林水産省 

生産局 

農林水産部 
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       関東運輸局防災業務計画の定めるところによる。 

    （ｂ）造船所 

       平時から関係事業者と連携を保ち、修理能力等の現況を把握しておくものとする。 

    （ｃ）海上保安部（署）の協力 

       海上保安部（署）は、陸路による緊急輸送が困難な場合において、県から救護班、応急

対策要員又は緊急物資の輸送の要請を受けた場合には、可能な限り所属巡視船艇をもって、

緊急輸送に協力するものとする。 

  （イ）航空機輸送 

     道路の被害状況等により、陸路による救援物資等の緊急輸送が困難であり、かつ、緊急を  

要する場合は、自衛隊に対して航空機による輸送を要請する。 

  オ 災害ボランティアの活用 

    県有施設を拠点として物資輸送を行う場合、必要に応じて、荷役作業等についての協力を県  

ボランティアセンターに要請する。 

 

３ 燃料の調達（防災危機管理部） 

県は、災害時の応急対策が燃料不足による支障を避けるため、災害時における全庁の自家発電設備

や公用車等の燃料について、千葉県石油商業組合と締結した石油類燃料の供給に係る協定に基づき、

迅速な調達を行う。 

＜資料編１－12－65 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書＞ 

さらに、今後、石油元売会社から直接供給を行う必要が生じた場合の燃料供給を円滑に実施する 

ために、重要な公共施設等に関する設備や搬入経路等の情報を石油連盟と共有し、有効に運用すべく、

覚書を締結する。 
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第９節 広域応援の要請及び県外支援 

 

 

 大規模地震時には、被害が拡大し各防災関係機関が単独でこれに対処することが困難な事態が想定さ

れる。 

 このため、各機関は、あらかじめ関係機関と十分に協議の上、相互応援の体制を整えるとともに、   

災害時においては相互に協力し緊密な連携のもと、円滑な応急対策活動を実施する。 

 また、海外からの支援の受け入れについては、国の指導のもと体制整備に努めるものとする。 

 

１ 国等に対する応援要請（防災危機管理部、警察本部） 

（１）市町村長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関の長に対し、

当該機関の職員の派遣を要請し、又は県知事に対し、指定地方行政機関の職員の派遣について   

あっ旋を求める。 

（２）知事は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは緊急消防援助隊の応援及び自衛隊の

派遣を要請する。また、指定行政機関の長又は、指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の

派遣を要請し、又は内閣総理大臣に対し、指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣に   

ついてあっ旋を求める。 

   千葉県公安委員会は、広域緊急援助隊の派遣の要求に関し、他の都道府県警察に対して援助の  

要求をすることができる。 

 

２ 他都道府県等に対する応援要請（防災危機管理部） 

知事は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、次に掲げる協定に基づき他の都道府

県市に応援要請を行う。 

 （１）九都県市災害時相互応援に関する協定 

九都県市域において災害等が発生し、被災都県市独自では十分な応急措置ができない場合に、相互

応援が行われる。本協定の下、「九都県市広域防災プラン」を具体的行動基準とし、「九都県市応援調

整都県市マニュアル」、「九都県市応援調整本部行動マニュアル」により広域応援を行う。 

 （２）震災時等の相互応援に関する協定 

  関東地方１都９県間の迅速な災害対応を図るため「１都９県震災時等相互応援協定活動マニュア

ル」を策定し、災害時における連携を図っている。 

（３）全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定 

 上記協定では対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整の下広域応援が行われる。 

＜資料編１－12－１ 九都県市災害時相互応援に関する協定＞ 

＜資料編１－12－２ 震災時等の相互応援に関する協定＞ 

＜資料編１－13－３ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定＞ 

 

３ 県の市町村への応援（防災危機管理部） 

 知事は、市町村等から災害応急措置の実施のための応援要請があった場合は、速やかに調査の上、

関係職員の派遣や必要物資の提供等の応援を実施する。 

 特に、東日本大震災の教訓を踏まえ、壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低下し、支援  

要請を行う余力がないと推測される市町村に対しては、積極的な職員の派遣による被害等の情報  

収集や、要請を待たずに、需要を推計の上、必要最低限の水、食料、生活必需品等を送り込む     

「プッシュ型」による物資の供給を行う。 

 

４ 市町村間の相互応援（防災危機管理部） 

（１）被災市町村長は、応急措置を実施するため必要と認めるときは、県内市町村間で締結した「災害

時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」に基づき、他の市町村長に応援要請を
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行う。 

（２）知事は、上記（１）の応援が迅速かつ的確に行われるよう、その総合調整を行うとともに、特に

必要があると認めるときは、他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示する。 

 この場合において知事は、応援を指示した市町村長に対し、次のことを示さなければならない。 

ア 応援をすべき市町村名 

イ 応援の範囲又は区域 

ウ 担当業務 

エ 応援の方法 

（３）市町村長は、被災市町村からの応援要請又は知事からの応援要請がない場合においても、被害の

状況等に応じ、自主的に応援を行う。 

       ＜資料編１－12－５ 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定＞ 

 

５ 消防機関の応援（防災危機管理部） 

（１）被災市町村長（消防の一部事務組合、消防を含む一部事務組合を含む。）は、県内消防機関による

広域的な応援を必要と認めるときは、「千葉県広域消防相互応援協定」及びその具体的な活動マニュ

アルである「千葉県消防広域応援基本計画」に基づき、他市町村に消防機関による応援を要請する。 

＜資料編１－12－６ 千葉県広域消防相互応援協定書＞ 

＜資料編１－12－７ 千葉県消防広域応援基本計画＞ 

（２）知事は、緊急の必要があると判断したときは、「消防組織法第４３条に基づく知事の指示による  

千葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき、千葉県消防広域応援隊の出動を被災市町村以外の市町

村長及び消防機関の長に指示するとともに、県内の消防力を結集しても消防力に不足が生じると 

認められるときは、消防組織法第４４条の３の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊

や他の都道府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣等の要請し、緊急消防援助隊運用要綱

に基づき策定された受援計画により、応援活動を受け入れる。 

  ＜資料編１－18 消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱＞ 

＜資料編１－17 緊急消防援助隊運用要綱＞ 

＜資料編１－12－９ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千葉県事前計画＞ 

（３）被災市町村以外の市町村は、被災市町村からの応援要請を受けたとき及び千葉県消防広域応援隊

の出動に関して知事の指示があったときは、「千葉県広域消防相互応援協定」及びその具体的な活動

マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」並びに「消防組織法第４３条に基づく知事の  

指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施

に努める。 

 

６ 国土交通省所管の公共施設に係る相互応援（県土整備部） 

県土整備部長は、県及び市町村の管理する公共施設に係わる応急措置を実施するため必要があると

認めるときには、関東地方整備局及び１都８県５政令市の間で締結した「災害時相互協力に関する  

申合せ」に基づき、応援要請を行う。 

＜資料編１－12－４ 災害時相互協力に関する申し合わせ＞ 

 

７ 水道事業体等の相互応援（総合企画部、県土整備部、水道局） 

 水道事業体等の管理者は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、県内水道事業体等

の間で締結した「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき、県の調整の下に他の事業体等に応援  

要請を行う。 

また、下水道についても、必要があるときは、公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部長

と下水道課長が締結した「災害時における応急対策の協力に関する協定書」により応急対策を行うと

ともに、県単独で対応できない下水道被害が発生した場合には、東京都など１都７県等との「関東  

ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づき、応急措置の支援を要請する。 

＜資料編１－12－17 千葉県水道災害相互応援協定＞ 
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＜資料編１－12－29 災害時における応急対策の協力に関する協定書＞ 

＜資料編１－12－30 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール＞ 

 

８ 資料の提供及び交換（総務部、防災危機管理部、水道局） 

（１）防災関係機関は、災害対策上必要な資料又は調査の成果を相互に交換する。 

（２）知事及び指定地方行政機関の長は、災害応急対策に必要な職員の派遣措置が講じられるよう、  

あらかじめ関係資料を整備しておく。 

 

９ 経費の負担（総務部、総合企画部、防災危機管理部、水道局） 

（１）国又は他都県、市町村から県又は市町村に職員派遣を受けた場合 

 国から県又は市町村に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法、並びに他都県、他市

町村から県又は市町村に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は、所定の方法による。                          

（災害対策基本法施行令第18条） 

（２）指定公共機関等から協力を受けた場合 

 指定公共機関等が県に協力した場合の経費負担については、各計画に定めるもののほか、その  

都度、又は事前に相互に協議して定めた方法による。 

 

10 民間団体等との協定等の締結（防災危機管理部、健康福祉部、商工労働部、県土整備部、警察本部） 

 県は、大規模災害時における迅速な応急・復旧体制を図るため、必要と認めるときは、すでに協定

等を締結している各民間団体等に対し協力を要請する。 

       ＜資料編１－12－36 地震、風水害、その他の災害応急対策に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－43 災害時の応援業務に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－44 災害時の医療救護活動についての協定書＞ 

       ＜資料編１－12－47 災害時の救護活動に関する協定書＞ 

       ＜資料編１－12－48 災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に関して 

                 必要な事項を日本赤十字社千葉県支部に委託する契約書＞ 

       ＜資料編１－12－50 災害応急対策用貨物自動車供給契約書＞ 

       ＜資料編１－12－51 災害時における交通誘導業務、警戒業務に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－52 災害時における緊急通行妨害車両等の除去に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－53 災害時における緊急輸送等に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－54 災害時における遺体の搬送に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－61 災害時における棺及び葬祭用品の供給等に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－62 災害時における遺体保存用ドライアイスの供給に関する協定＞ 

 

11 海外からの支援受入れ（防災危機管理部） 

（１）国の緊急災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合、市町村及び消防機関との  

調整を行い、その受入れと活動の支援に努める。 

（２）海外のＮＧＯ（非政府組織）団体等から直接支援の申し出があった場合、次のことを確認した   

うえで、受入れを判断する。 

  ア 協力の内容、期間、人員 

  イ 入国上の問題点 

  ウ 市町村、消防機関の意向 

 

12 県外被災県等への支援（総務部、総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、教育庁） 

  東日本大震災で甚大な被害が発生した東北３県へ以下の支援を行った経験を踏まえ、県外被災地へ

の支援の枠組みを整備し、今後、県外で大規模な災害が発生した場合に被災地への迅速かつ円滑な  

支援を行う。 

（１）人材支援 
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  ア 医療チームの派遣（ＤＭＡＴ、医療救護班、心のケアチーム等） 

  イ 保健師チームの派遣 

  ウ スクールカウンセラー等の派遣 

  エ 職員の派遣 

（２） 物資支援 

  ア 医薬品等 

  イ 救援・義援物資 

（３）その他 

  ア 被災者の移送 

  イ 震災に係る広域的な火葬受入 

  ウ 県所有入浴システムによる入浴支援 

  

13 広域避難者の受入れ（総務部、防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部） 

 県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域避難に関する支援要請又は受入れに係る手続

を円滑に行うものとする。 

（１）広域避難の調整手続等 

ア 県内市町村間における広域避難者の受入れ等 

  市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、当該広域避難を要する 

被災者の受入れについて、他の市町村長に協議するものとし、協議を受けた市町村は同時被災など

受入れを行うことが困難な場合を除き、当該被災者を受入れるものとする。この場合、県は、被災

市町村の要請があった場合には、受入れ先市町村の選定や紹介などの調整を行うものとする。 

イ 都道府県域を越える広域避難者の受入れ等 

  県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、県は被災市町村からの要請に応じ、

他の都道府県に対して受入れを要請するなどの協議を行い、被災市町村を支援するものとする。 

協議先の都道府県の選定に際して必要な場合には、県は国を通じて、相手方都道府県の紹介を受け

るものとする。 

 なお、他の被災都道府県から本県に対して広域避難者の受入れの協議等があった場合には、  

県内市町村との調整を行い、受入れ先を決定するとともに、広域避難者の受入れを行う市町村を

支援するものとする。 

（２）広域避難者への支援 

 県は、東日本大震災での県外避難者の受入れの経験等をもとに、支援を行うものとする。 

ア 全国避難者情報システム 

   東日本大震災等により、多くの住民の方々が全国各地に避難されており、住所地（避難前住所他）

の市町村や県では、避難された方々の所在地等の情報把握が重要となっている。 

   県では、「全国避難者情報システム」を活用し、避難者から、避難先の市町村へ避難先等に    

関する情報を任意にいただき、その情報を避難前の県や市町村へ提供し、避難者への支援を円滑 

かつ効果的に行う。 

イ 住宅等の滞在施設の提供 

  受入れ先市町村における公共施設等の受入体制を補完するため、県及び市町村は、広域避難者に

対し、公営住宅や民間賃貸住宅の借上げ等による滞在施設の提供に努める。 
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第１０節 自衛隊への災害派遣要請 

 

 

 大規模な地震等の災害が発生し、住民の生命又は財産の保護のため必要があると認めた場合、知事は、

災害派遣の要請を行う。 

 

１ 災害派遣の要請（防災危機管理部） 

知事は、地震災害が発生し、人命又は財産の保護のために必要があると認めた場合、もしくは市町

村長から災害派遣の要請の要求があった場合は、自衛隊に対し災害派遣を要請する。また、事態の  

推移に応じ、要請しないと決定した場合は、直ちにその旨を連絡するものとする。 
 
２ 災害派遣の方法（防災危機管理部） 

災害派遣については、災害の様相等に対応して、次のような方法がある。 

（１）知事の要請による災害派遣 

        ア 災害が発生し、知事が人命または財産の保護のため必要があると認めた場合、自衛隊に災害                 

派遣を要請し、必要と判断される場合に実施される。 

この際、県内に震度６強以上を観測した場合は、当該地域に陸上自衛隊の災害派遣を速やか

に要請する。 

イ 災害に際して被害がまさに発生しようとしている場合、知事が予防のため自衛隊に災害派遣を

要請し、事情やむを得ないと認められるときに実施される。 

ウ 災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合で、市町村長が応急措置を実施する 

ため必要があると認め、知事に対し災害派遣を要請するように求めた場合、これを受けて知事が

自衛隊に災害派遣を要請し、必要と判断される場合に実施される。 

 (２) 知事が要請するいとまがない場合等における災害派遣 

ア 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、市町村長から自衛隊が通報を受け、

直ちに救援の措置をとる必要が認められる場合、災害派遣が実施される。 

イ  災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、自衛隊自ら収集した情報及びその

他の情報から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣す

る。 

ウ  災害に際し、関係機関に対して当該災害に関する情報を提供するため、自衛隊が情報収集を 

行う必要があると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

エ  災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、当該救援活動が人命救助に関するもので

あると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

オ 庁舎・営舎その他の防衛省の施設またはこれらの近傍に災害が発生した場合、自衛隊が自主的

に派遣する。 
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（３）要請から派遣、撤収までの流れ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料編５－２ 自衛隊の災害派遣要請の様式＞ 

 

３ 災害派遣要請の手続等（防災危機管理部） 

（１）要請者 

 千葉県知事 

（２）要請手続 

ア 知事が自衛隊の派遣を要請するときは、次の事項を明らかにした文書をもって要請する。 

 ただし、緊急を要する場合にあっては、口頭、電信又は電話で要請し、事後速やかに文書を  

送達する。 

（ア）災害の情況及び派遣を要請する事由 

（イ）派遣を希望する期間 

（ウ）派遣を希望する区域及び活動内容 

（エ）その他参考となるべき事項 

イ 災害派遣の要請は、原則として陸上自衛隊は千葉災害隊区長である第１空挺団長を、海上自衛

隊は横須賀地方総監を、航空自衛隊は第１補給処長を、それぞれ窓口として実施する。 

 ただし、突発災害等において、時間的余裕がなく緊急に自衛隊の災害派遣を必要とする場合は、

直接最寄りの駐屯地司令等の職にある部隊等の長に対し要請する。この場合、事後速やかに通常

窓口となる部隊長に通報する。 

   

 

 

 

 

  

 

 

災害発生 

 

 

部隊派遣 

(自主派遣) 

部隊派遣 

災害派遣活動 

派遣命令 

部隊の撤収 

派遣命令 

特に緊急性が高く知事などの 

要請を待つ時間がない場合 

直接通知 

（要請を要求できない場合） 

千葉県知事等 市 町 村

自衛隊（第１空挺団長等） 

千葉県知事に要請を要求 

・撤収命令 

・解除の実施命令 

派遣要請 

撤収命令 
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ウ 要請文書のあて先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市町村長の通報 
   市町村長は、災害が発生し、知事に災害派遣の要請ができない場合には、直接関係部隊等に通報

する。この場合、事後速やかに知事に通知する。 
（４）自衛隊が災害派遣する場合の知事への通知 

   知事の派遣の要請または自衛隊自らの判断により、部隊を派遣した場合は、速やかに知事に派遣

部隊の指揮官の官職・氏名その他必要事項を通知する。 

 

４ 知事への災害派遣の要請の要求（防災危機管理部） 

（１）知事に対する自衛隊災害派遣の要請の要求は、原則として市町村長が行う。 

（２）市町村長が知事に対して災害派遣要請を要求するときは、次の事項を明記した文書をもって行う。 

 ただし、緊急を要する場合において、電話等で依頼し、事後速やかに文書を送達する。 

ア 提出（連絡）先  防災危機管理部危機管理課 

イ 提 出 部 数  １部 

ウ 記 載 事 項 

（ア）災害の情況及び派遣を要請する事由 

（イ）派遣を希望する期間 

（ウ）派遣を希望する区域、活動内容 

（エ）連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況等参考となるべき事項 

 

５ 自衛隊との連絡（防災危機管理部） 

（１）情報の交換 

 県防災危機管理部及び自衛隊は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、各種情報を  

迅速、的確に把握し、相互に情報を交換する。 

区  分 あ  て  先 所       在 

陸上自衛隊に 

対 す る も の 

第 １ 空 挺 団 長 〒274-8577 船橋市薬円台3-20-1 

高 射 学 校 長 〒264-8501  千葉市若葉区若松町902 

第１ヘリコプター団長 〒292-8510 木更津市吾妻地先 

需 品 学 校 長 〒270-2288 松戸市五香六実17 

海上自衛隊に 

対 す る も の 

横 須 賀 地 方 総 監 〒238-0046 横須賀市西逸見町１ 

下総教育航空群司令 〒277-8661 柏市藤ヶ谷1614-1 

第 2 1 航 空 群 司 令 〒294-8501 館山市宮城無番地 

航空自衛隊に 

対 す る も の 
第 １ 補 給 処 長 〒292-0061 木更津市岩根1-4-1 
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（２）連絡班の派遣 

 知事は、災害発生し、また発生のおそれのある場合は、関係部隊に連絡班の派遣を依頼する。 

（３）連絡所の設置 

 県防災危機管理部は、災害派遣業務を調整し、その迅速化を図るため、通常は県庁内中庁舎１０

階に、状況等により指揮連絡上最も適切なところに、自衛隊連絡班による連絡所を設置する。 

 

６ 災害派遣部隊の受入体制（防災危機管理部） 

（１）他の災害救助・復旧機関との競合又は重複の排除 

 知事及び市町村長は、自衛隊の活動が他の災害救助・復旧機関等と競合又は重複することのない

よう、重点的かつ効率的に活動を分担するよう配慮する。 

（２）作業計画及び資材等の準備 

 知事及び市町村長は、自衛隊に対する救援活動の要請に当たっては、どのような分野（捜索、   

救助、救急、緊急輸送等）についてどの程度要請するのか、具体的に実効性のある計画を作成する

とともに、必要な資器材を準備する。また、施設土地等の使用に関して管理者の了解を得るととも

に、活動間を含め住民との連絡調整を実施する。 

（３）活動拠点及びヘリポート等使用の通報 

   知事及び市町村長は、派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動が実施できるように自衛隊の  

活動拠点、ヘリポート及び宿舎等必要な設備について、関係機関等と協議のうえ、使用調整を実施 

し部隊に通報する。 

（４）自衛隊装備品の主要性能等  

    ＜資料編５－４ ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表＞ 

    ＜資料編５－５ 県有施設ヘリサイン設置場所一覧表＞ 

＜資料編６－５ 自衛隊の航空機、艦艇、施設機材等主要性能一覧表＞ 

（５）災害派遣時に実施する自衛隊の救援活動内容 

ア 被害状況の把握 

  車両、航空機等状況に適した手段によって、情報収集活動を行い、被害の状況を把握する。 

イ 避難の援助 

  避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があるときは、避難者の   

誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

ウ 遭難者等の捜索救助 

  行方不明者、傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先して、捜索救助を行う。 

エ 水防活動 

  堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 

オ 消防活動 

  火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合は航空機）を  

もって、消防機関に協力して消火に当たるが、消火薬剤等は、通常県または市町村等が提供する

ものを使用する。 

カ 道路又は水路の啓開 

  道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去に当たる。 

キ 応急医療、救護及び防疫 

  被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常県又は市町村等の提供する

ものを使用するものとする。 

ク 人員及び物資の緊急輸送 

  救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。この場合に

おいて航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。 

ケ 炊飯及び給水 

被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

コ 物資の無償貸付又は譲与  
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 「防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令」（昭和33年総理府令第1号）に

基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸与し、又は救じゅつ品を譲与する。 

サ 危険物の保安及び除去 

 能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施する。 

シ その他 

その他の臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の措置をとる。 

 

７ 災害派遣部隊の撤収要請（防災危機管理部） 

 知事は、災害派遣部隊の撤収要請を行う場合は、民心の安定及び民生の復興に支障がないよう、  

当該市町村長及び派遣部隊の長と協議を行う。 

 

８ 経費負担区分 

 自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として派遣を受けた市町村が負担するものとし、２以上の

地域にわたって活動した場合の負担割合は、関係市町村が協議して定める。 

（１）派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備品を除く。）等の購入費、借上料  

及び修繕費 

（２）派遣部隊の宿営に必要な土地、建物、岸壁、曳船等の使用及び借上料 

（３）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費、電話料等 

（４）天幕等の管理換に伴う修理費 

（５）その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市町村が協議する。 

 

９ 自衛隊の即応態勢 

(１) 情報収集 

  震度５強以上の地震が発生した場合は、速やかに航空機などで情報収集する。 

(２) 初動対処態勢 

ア 陸上自衛隊 

各駐（分）屯地は、一部の勢力により、命令受領後、１時間を基準に出動できる態勢を 

維持している。  

イ 緊急時の人命救助 

    救難用航空機として中型ヘリコプター各１機が待機している。 

(ア) 陸上自衛隊 第１師団第１飛行隊（東京都立川市） 

(イ) 海上自衛隊 第２１航空群（千葉県館山市） 
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第１１節 学校等における児童・生徒の安全対策 

 

 

 災害発生時は学校等における児童・生徒の安全の確保に努めるとともに、学校等が被災した場合でも

早期授業再開を目指す。 

 また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童・生徒に対しての支援も行う。 

 

１ 防災体制の確立（総務部、教育庁） 

（１）公立学校 

ア 防災教育の一層の充実 

  学校は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を   

通じて、自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共助）

など、発達段階に応じた防災意識の高揚に努めるものとする。 

イ 事前準備 

（ア）校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を作成、実施するとともに、危険

等発生時対処要領を作成し、周知する。 

（イ）校長は、災害の発生に備えて次のような対策及び措置を講じなければならない。 

ａ 計画的に防災にかかわる施設、設備の点検整備を図る。 

    ｂ 児童生徒等の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置、保護者との連絡方法を検討する。 

ｃ 当該教育委員会、警察署、消防署（団）及び保護者への連絡体制を確立する。 

ｄ 勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職員に周知させておく。 

ｅ 通学が広範囲となる県立学校等においては、交通網の遮断により帰宅できなくなる場合を

想定し、学校・地域の実情に応じて、必要な防災備蓄を推進するよう努める。 

ウ 災害時の体制 

  県は、東日本大震災の経験と教訓を活かし、今後発生が予想される首都直下地震などの揺れの

大きな地震に備え、授業中や保護者への引渡しなど状況に応じた教職員の対応、また、特別な  

支援を必要とする児童生徒への対応などを示した「学校における地震防災マニュアル」    

（平成24年3月）を作成した。 

  各学校は、このマニュアルを活用し、児童・生徒の安全確保を第一とした防災体制を確立   

させる。 

（ア）校長は、状況に応じ、適切な緊急避難の指示を与える。 

（イ）校長は、災害の規模並びに児童生徒、職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握すると  

ともに、当該教育委員会へ報告しなければならない。 

（ウ）校長は、状況に応じ、当該教育委員会と連絡の上、臨時休校等適切な措置をとる。 

（エ）校長は、避難所の開設等災害対策に協力するため、学校の管理業務の一環として、職員の   

配備、役割分担計画を策定するなど、避難所運営等に必要な職員を確保して万全の体制を確立

する。 

（オ）校長は、準備した学校安全計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど災害状況と合致する  

よう速やかに調整する。 

（カ）応急復旧計画については、当該教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護者  

及び児童生徒等に周知徹底を図る。 

エ 災害復旧時の体制 

（ア）校長は、教職員を掌握するとともに校舎の準備を行い、児童・生徒等に対しては被災状況を

調査し、当該教育委員会と連絡し、教科書及び教材の給与に協力する体制に努める。 

（イ）被災地区の市町村教育委員会は、被災学校の校長に対し、情報及び指令の伝達に万全を   

期する。 

   （ウ）校長は、学校が災害により校舎等の一部損壊や、避難所等に学校を提供することなどにより、
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児童生徒の一部又は全部が学校を使用できなくなる場合には、応急復旧計画に基づき、当該 

教育委員会と緊密に連絡の上、出来る限り早い段階での授業再開に努める。 

   （エ）当該教育委員会は、被災学校に対して、授業再開に向けての必要な指導をするとともに、   

学校が使用できない場合には、他の公共施設等の使用を確保することなど、早期の授業再開を

支援する。 

（２）私立学校（総務部） 

ア 防災教育の一層の充実 

  県は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を通じて、

自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共助）など、    

発達段階に応じた防災意識の向上に努めるものとする。 

イ 事前準備 

 校長は、公立学校に準じて災害時の学校安全計画を策定し、保護者及び児童生徒等に周知徹底

を図るなど、災害の発生に備えて適切な対策及び措置を講じる。 

 また、避難所に指定されている学校は、市町村と運営方法について、あらかじめ協議しておく。 

 県は、私立学校に学校安全計画の策定を指導する。 

ウ 災害時の体制 

 校長は、学校安全計画を基に、災害の状況に応じた適切な対策及び措置を執るとともに、被害

状況等を市町村及び県総務部学事課に報告する。 

エ 災害復旧時の体制 

 校長は、施設・設備並びに教職員及び児童・生徒の状況を把握し、早期の授業再開及び平常  

授業への復帰に努める。 

 

２ 学用品の調達及び支給（総務部、健康福祉部、教育庁） 

  災害により、学用品を喪失またはき損し、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校

等生徒に対して、教科書、文房具や通学用品等の学用品を給与する。 

（１）実施機関 

   教材・学用品の給与は、市町村長が行うものとする。 

   ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施

に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

（２）学用品の給与 

ア 学用品の給与を受ける者 

（ア）災害によって住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）及び床上浸水の被害を受けた児童・生徒等

であること。 

（イ）小学校児童（特別支援学校の小学部児童を含む。）、中学校生徒（中等教育学校の前期課程   

及び特別支援学校の中学部生徒を含む。）及び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び  

通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、

特別支援学校の高等部、高等専門学校及び各種学校の生徒） 

（ウ）学用品がなく、就学に支障を生じている者であること。 

イ 学用品給与の方法 

（ア）学校及び教育委員会の協力を受けて行う。 

（イ）被害別、学年別の学用品購入（配分）計画を立てて行う。 

（ウ）実施に必要なものに限り支給する。 

（エ）文房具、通学用品はできるだけ同一規格、同一価格のもので行う。 

ウ 学用品の品目 

（ア）教科書及び教材 

   小学校児童及び中学校生徒が「教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）」

第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出、又はその承認を 
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受けて使用している教材であること。高等学校等生徒が正規の授業で使用する教材であること。 

（イ）文房具 

  ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等 

（ウ）通学用品 

  運動靴、傘、カバン、長靴等 

 

３ 授業料等の減免・育英補助の措置（総務部、教育庁） 

（１）県 

ア 授業料の減免 

 生徒の保護者等の住家等に災害を受けた場合は、その被災の程度に応じて、千葉県立高等学校

授業料の減免に関する規程の措置をとり減免することができる。 

 また、私立高等学校が定めるところにより、り災した生徒の授業料の減免措置を行った学校 

法人に対し、千葉県私立高等学校授業料減免事業補助金交付要綱に基づき助成する。 

イ 育英補助の措置 

    り災したことにより千葉県奨学金貸付条例の奨学生の資格を有するようになった場合は、予算

の範囲内で貸付をし、また、現に奨学生であった者で、り災したことにより返還が著しく困難に

なった場合は、返還猶予をすることができる。 

（２）市 町 村 

 市町村は、被災した児童・生徒等に対する学校納付金等の減免について必要な計画を樹立して  

おく。 

 

４ 学校給食の実施（教育庁） 

  県は、学校の再開後、学校給食を再開するにあたっては、市町村等の要請に応じ、指導、助言を   

行う。 

  また、市町村等からの物資等の調達に関する要請を受けた場合に（財）千葉県学校給食会等に応援

を要請する。 

 

５ 文化財の保護（教育庁） 

（１）文化財に災害が発生した場合は、その所有者、管理者は直ちに消防署へ通報するとともに災害の

拡大防止に努めなければならない。 

（２）文化財に被害が発生した場合は、その所有者、管理者は被害状況を速やかに調査し、その結果を

市町村教育委員会を通じて、県指定の文化財にあっては県教育委員会へ、国指定の文化財にあって

は県教育委員会を経由して文化庁へ報告しなければならない。 

（３）関係機関は、被災文化財の被害拡大を防ぐため、協力して応急措置を講じる。 
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第１２節 帰宅困難者等対策 

 

 

震災発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や鉄道駅周辺で大混雑が発生し、集団

転倒に巻き込まれたり、経路上の延焼火災、沿道建物の倒壊や落下物等により負傷するおそれがある。

また、大量の人々が路上にあふれた場合には、救急・救助活動の妨げとなる可能性もある。 

 このため、早期に「むやみに移動を開始しない」という基本原則を呼びかけるとともに、帰宅困難者

等への速やかな情報提供、帰宅困難者等の安全確保、救急・救助活動が落ち着いた後の帰宅支援を実施

する。 

 

１ 一斉帰宅抑制の呼びかけ（防災危機管理部） 

  震災発生直後の一斉帰宅行動を抑制するため、県は、県民、企業、学校など関係機関に対し、国、

周辺都県、市町村と連携して、テレビやラジオ放送などを通じてむやみに移動を開始せずに職場や学

校などの施設内に留まるよう呼びかけを行う。 

  また、呼びかけの効果を高めるため、エリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ＳＮＳな

どの媒体を活用した一斉帰宅抑制の呼びかけについても検討・実施していく。 

 

２ 企業、学校など関係機関における施設内待機（総務部、教育庁） 

  企業及び学校など関係機関は、従業員、顧客、児童・生徒及び施設の被害状況を確認するとともに、

行政機関や関係機関から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で、従業員、  

顧客、児童・生徒を施設内又は安全な場所へ待機させるよう努める。 

 

３ 大規模集客施設や駅等における利用者保護 

  大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、管理する施設の安全及び行政機関や関係機関から提供

される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で利用者を施設内の安全な場所へ保護する 

とともに、保護した利用者を市町村や警察等関係機関と連携して一時滞在施設へ誘導するよう努める。 

 

４ 帰宅困難者等の把握と情報提供（防災危機管理部、警察本部、市町村） 

（１）帰宅困難者等の把握と混乱防止 

   県は、大規模集客施設や駅等の周辺における混乱を防止し、付近で発生した滞留者や都内から幹

線道路などを通って徒歩により県内に移動してくる帰宅困難者等について把握するとともに、関係

機関へ情報提供を行う。 

（２）帰宅困難者等への情報提供 

   県及び市町村は、地震に関する情報、広域的な被害情報、家族等との安否確認方法などについて、

テレビ・ラジオ放送やホームページなどを活用し、情報提供を行う。 

   また、駅周辺ごとに設立される駅周辺帰宅困難者等対策協議会においても、あらかじめ確立   

された情報連絡体制及び提供方法に基づいた情報提供を行う。 

さらに、市町村や関係機関と連携してエリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ポータ

ルサイト、ＳＮＳ、駅周辺の大型ビジョンやデジタルサイネージなどを活用した情報提供について

も検討・実施していく。 

 

５ 一時滞在施設の開設及び施設への誘導（全庁、市町村） 

（１）一時滞在施設の開設 

   県及び市町村は、あらかじめ一時滞在施設として指定した所管の施設について、被災状況や安全

性を確認した後、一時滞在施設として開設する。 

   また、市町村は区域内の民間施設管理者に対して、一時滞在施設開設の要請を行う。 

   市町村は、一時滞在施設の開設状況を集約し、県へ報告するとともに、駅、大規模集客施設、   
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帰宅困難者、企業等へ情報提供を行う。 

   併せて、県からも県内の一時滞在施設の開設状況をホームページなどに掲載するなどして提供 

する。 

（２）一時滞在施設への誘導 

   大規模集客施設や駅等で保護された利用客については、原則、各事業者が市町村や警察等関係  

機関と連携して一時滞在施設へ誘導する。   

（３）一時滞在施設の運営 

   施設管理者は、あらかじめ定めた手順により帰宅困難者等を受け入れる。その際、県や市町村は

関係機関と連携し、施設管理者に対して、災害関連情報や公共交通機関の運行・復旧状況などの  

情報を提供する。 

 

６ 徒歩帰宅支援（防災危機管理部、市町村） 

（１）災害時帰宅支援ステーション協定締結企業等に対する支援要請 

   県及び市町村は、震災発生後コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド

など、災害時帰宅支援ステーション協定を締結している事業者に対し、九都県市と連携して支援の

要請を行う。 

＜資料編１－12－63 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定書＞ 

＜資料編１－12－64 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書＞ 

（２）徒歩帰宅支援 

   職場や一時滞在施設に留まった帰宅困難者等は、救急・救助活動が落ち着いた後、帰宅を開始  

することになる。 

   その際、県及び市町村は、徒歩で帰宅する帰宅困難者等に対し、帰宅支援対象道路沿いの道路状

況、沿道の被害、混雑状況、災害時帰宅支援ステーションの開設情報などをテレビ・ラジオ放送や

ホームページなどを活用し提供する。 

   また、市町村や関係機関と連携してエリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ポータル

サイト、ＳＮＳ、駅周辺の大型ビジョンやデジタルサイネージなどを活用した情報提供についても

検討・実施していく。 

 

７ 帰宅困難者（特別搬送者）の搬送（防災危機管理部） 

  障害者、高齢者、妊婦又は乳児連れの方など自力での徒歩が困難な特別搬送者については、臨時  

バスやタクシーなどによる搬送が必要となるため、県は、関係機関と連携し搬送手段の確保に努める。 
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第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

 

 

 地震により多数の傷病者が発生し、また、医療機関が被害を受け混乱する等、住民生活に著しい影響

があるとき又は感染症等が流行するおそれがある場合、関係機関と連携をとりながら、被災者に対して

保健衛生及び防疫活動を行う。 

 また、震災により、家屋の倒壊や多量のごみ等が排出されるなど、生活上いろいろな面で不都合が  

生じてくるため、被災地の住民の生活に支障がないよう環境の保全を図る。 

 

１ 保健活動（健康福祉部） 

（１）健康福祉センター（保健所）は災害発生時、把握している災害時要援護者の健康状態の把握を行

い、市町村が把握する要援護者等に関する情報との共有・交換を行う。 

（２）健康福祉センター（保健所）は、保健活動チームを編成し、市町村と連携して避難所や被災地域

において、巡回による被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の保持等の健康管理を行う。 

   特に高齢者は、生活不活発病になりやすいため、適度に体を動かせる場の提供や他者等とコミュ

ニケーションが図れるよう配慮し、心身機能の低下を予防する。 

（３）健康福祉センター（保健所）は、災害発生後早い時期から、心のケア、食中毒や感染症の発生予

防等について、市町村と連携して予防活動を実施する。 

（４）健康福祉センター（保健所）は、市町村が設置した避難所において、できるだけ早期に健康相談

が実施できる体制（人・場所）を支援する。また、健康相談においては被災者の健康管理と併せて、

避難所における特異的な健康課題となる環境整備、感染症予防、エコノミー症候群等に対して、  

積極的な予防活動を継続的に行う。 

（５）健康福祉センター（保健所）は、平常時から、市町村と連携し、避難所等における予防活動や心

のケア等のチーム編成等の体制の整備に努める。 

（６）健康福祉センター（保健所）は、（１）から（４）までの活動をする際、市町村から、住民の健康

情報及び県からの保健師等の派遣要請の必要性について聴取した上で、県に報告する。 

 県は、派遣要請を受けた場合、速やかに派遣計画を策定し、市町村のニーズに応じた派遣を行う。 

 

２ 飲料水の安全確保（健康福祉部） 

 健康福祉センター（保健所）は、地震の影響等により飲料水の汚染等のおそれがある場合は、直ち

に巡回チームを編成し、検水を実施し、安全を確保するとともに、市町村と協力して被災者に対し  

適切な広報及び指導を行う。 

 

３ 防  疫（健康福祉部） 

 災害時における感染症の発生と流行を未然に防止するため、迅速かつ的確に防疫措置を推進する。 

（１）防疫体制の確立 

 県及び市町村は、発生した災害に即応した対策を樹立するとともに、体制の確立を図り、適切な

措置を講ずるものとする。 

（２）実施主体 

 地震の際の防疫活動は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染

症法」という。）」（平成10年10月2日法律第114号）に基づき、市町村及び県が実施する。 

（３）災害防疫の実施方法 

ア 県の業務 

（ア）検病調査及び健康診断 

 健康福祉センター（保健所）は、災害の規模に応じ地区医師会・市町村等関係機関の協力を

得て、避難所等を重点に検病調査及び必要に応じ感染症法に基づく健康診断を実施する。 

（イ）市町村に対する指導及び指示 



地-3-85 

 

 県は、感染症予防上特に必要と認めるときは、感染症法に基づき必要な指示、命令を行う  

ものとする。 

（ウ）広報の徹底 

（エ）防疫活動に必要な資材の供給 

 人員・資材（主に薬剤、ワクチン）の輸送は、必要に応じ、全健康福祉センター（保健所）、

県等の車輌を動員するものとする。 

（オ）感染症予防上の飲料水の管理 

（カ）被害状況の国への報告 

（キ）消毒の実施 

感染症法第２７条の規定により、消毒を行うものとし、使用する薬剤及び器具等については、

速やかに整備拡充を図るものとする。 

イ 市町村の業務 

（ア）防疫措置の強化 

 災害の規模に応じた防疫組織を設け、対策の推進を図る。 

（イ）広報活動の実施 

 地区住民の社会不安の防止を図るため、広報活動の強化に努める。 

（ウ）消毒の実施 

 感染症法第２７条の規定により消毒を行うものとし、使用する薬剤及び器具等については、

速やかに整備拡充を図る。 

  （エ）県への支援の要請 

     避難所等で感染症等の発生が危惧される場合において、防疫用薬剤の不足が見込まれる  

場合は、速やかに、県に対して、薬剤の供給の支援を要請する。 

（４）患者の入院 

 健康福祉センター（保健所）は、感染症法第１９条の規定により必要に応じ入院を勧告する。 

（５）防疫用薬剤の確保 

 市町村からの要請に応じて直ちに供給できるよう、健康福祉センター（保健所）等を利用して整

備する地域保健医療救護拠点に初期防疫に必要な医薬品を備蓄し、防疫活動の円滑化を図るものと

する。 

（６）報告 

 市町村は、患者の発生状況や防疫活動の状況等を随時健康福祉センター（保健所）に報告する。 

 

４ 死体の捜索処理等（健康福祉部、病院局、警察本部） 

 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により既に死亡していると推定される者の

死体を捜索し又は災害の際に死亡した者について、死体識別等のための処理を行い、かつ死体の応急

的な埋葬を実施する。 

（１）実施機関 

ア 死体の捜索、収容、処理及び埋葬は、市町村長が行う。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

  なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の  

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

イ 当該市町村限りで処理不可能な場合は、｢千葉県広域火葬計画｣に基づき、近隣市町村、県、国

その他の関係機関の応援を得て実施するものとする。 

  また、県は、「千葉県広域火葬計画」に基づく遺体の処理体制を構築するために、市町村、    

火葬場及び応援協定締結団体との間で、ファクシミリ等による応援要請、協力依頼等の連絡調整

訓練を随時実施する。 

ウ 知事が行う死体の処理は、日赤県支部の長と締結した委託契約に基づき、日赤県支部が組織  

する救護班、県並びに県医師会が派遣する検案医師及び県歯科医師会が派遣する身元確認のため

の歯科医師等（以下「検案医師等」という。）により実施する。 
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エ 警察が行う災害死者の処理に伴う死体処理施設（遺体収容所、検視場所、死体安置所）の    

確保は、県・市町村が場所の選定を行う。 

（２）検案医師等の出動要請 

 県警察における計画を除き、 

ア 市町村長は、検案医師等について、必要に応じて市町村立病院に出動を命じ、地区医師会長、

地区歯科医師会長、日赤県支部地区・分区長にそれぞれ出動を要請し、知事、他の市町村長等に

応援を求めるほか、必要な措置を講ずるものとする。 

イ 知事は、検案医師等について、必要に応じて県立病院に出動を命じ、日赤県支部長、県医師会

長及び県歯科医師会長に出動を要請し、その他の関係機関に応援を要請するほか連絡調整その他

必要な措置を講ずるものとする。 

ウ 具体的な現場指揮は、災害の様態、現場の状況等に応じて関係各機関で協議の上、統一を図る

ものとする。 

（３）救助の基準等 

ア 死体の捜索 

  行方不明の状態にある者で、周囲の事情により既に死亡していると推定される者 

（ア）死亡した者の住家の被害状況は関係がないこと 

（イ）死亡した原因は問わないこと 

イ 死体の処理 

（ア）死体を処理する場合 

ａ 災害による社会混乱のため死体の処理を行うことができない場合 

ｂ 居住する市町村以外の市町村に漂着した場合 

漂着した死体が当該災害によるものであると推定できる場合、漂着した地域の市町村長は、

直ちに被災者の居住していた市町村の長に連絡して、遺族等の関係者に遺体を引き取らせる

こと。 

  ただし、引き取る暇のない場合においては市町村を統括する都道府県知事に遺体の漂着の

日時、場所等を報告するとともに、必要に応じてその指揮を受けて、漂着した地域の市町村

長が死体の処理を行う。 

ｃ 死体取扱規則（昭和33年国家公安委員会規則第4号）、刑事訴訟法第２２９条（検視）、   

検視規則（昭和33年国家公安委員会規則第3号）に基づき、警察官の死体検視（見分）終了後、

警察当局から遺族又は市町村等の関係者に引渡された後の必要な死体の処理をする場合 

（イ）死体の処理内容 

ａ 死体の洗浄、縫合及び消毒等の処理 

ｂ 死体の一時保存 

ｃ 検案 

ウ 埋葬 

（ア）埋葬を行う場合 

ａ 災害時の混乱の際に死亡した者 

（死因及び場所の如何を問わない） 

ｂ 災害のため埋葬を行うことが困難な場合 

（遺族等が埋葬できない場合、又は遺族等に引き渡しできない場合など） 

（イ）埋葬の方法 

ａ 埋葬は、原則として死体を火葬に付すことにより実施する。 

ｂ 埋葬は原則として棺、骨つぼ等の現物給付及び火葬、納骨等の役務の提供による。 

＜資料編６－２ 火葬場一覧表＞ 

（４）そ の 他 

ア 県警察における計画 

（ア）死体の検視（見分） 

 警察官は、死体を発見し、又は死体発見の届出を受けたときは、死体取扱規則等により検視
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（見分）を行い、身元が判明したものについては、所定の手続きを経て遺族に引渡す。 

（イ）身元不明者に対する措置 

 警察本部長又は警察署長は、知事又は市町村長と緊密に連絡し、県、市町村の行う身元不明

者の措置について協力する。 

 この場合、身元不明者の所持品、着衣、人相、特徴等を写真に収め、関係方面に手配すると

ともに死者の写真の掲示、縦覧などを行って早期に確認できるよう協力すること。 

（ウ）死体の捜索及び収容に対する協力 

 警察官は、災害時において救出活動とあわせて関係機関の行う死体及び行方不明者の捜索等

に対し、必要な協力を行う。 

イ 海上保安部（署）における計画 

（ア）災害により千葉港、木更津港、銚子漁港、勝浦漁港その他千葉県周辺海域に行方不明者が   

漂流する事態が発生した場合は、実施機関と協力し、所属巡視船艇により捜索を実施する。 

（イ）必要に応じて他の海上保安部から巡視船艇又は航空機の応援派遣を得て、捜索に当る。 

（ウ）収容した死体は、知事又は市町村長と連絡を密にし、身元が判明したものについては、所定

の手続きを経て遺族に引渡し、身元不明者については、警察とともにその身元確認に努め、  

知事又は市町村長の行う措置に協力する。 

 

５ 動物対策（健康福祉部） 

 健康福祉センター（保健所）及び動物愛護センターは、飼い主の被災等によりペットが遺棄された

り逃げ出した場合には、（公社）千葉県獣医師会等関係団体及びボランテイアとの連携により、これら

動物を救助及び保護する。 

 また、特定動物（「動物の愛護及び管理に関する法律」で人の生命、身体又は財産に害を加えるおそ

れがある動物）が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するため、飼養者、警察官その他関係

機関の連携の下に状況を把握し、必要な措置を講じる。 

 県は、「災害時動物救護活動マニュアル」に基づき、関係団体と協同で千葉県動物救護本部及び動物

救護センターを設置し、動物救護活動を実施する。 

 

６ 清掃及び障害物の除去（健康福祉部、環境生活部、農林水産部、県土整備部） 

  震災時には、家屋の倒壊、火災、水害等により多量の障害物やごみが排出される等、生活上いろ   

いろな面で不都合が生じてくるため、被災地の住民が当分の間の生活に支障のないよう、環境保全を

図る。 

（１）震災廃棄物処理計画 

   県は、千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針（以下「策定指針」という。）に基づき、市町村

における震災廃棄物処理計画の策定を促し、迅速かつ適正な処理体制の確立を図る。  

ア 実施機関 

（ア）震災時における被害地帯の清掃は、市町村長が実施するものとする。 

（イ）市町村は、震災等による大量の廃棄物が発生し、当該市町村等で処理が困難な場合は「災害

時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」に基づき相互に援助協力を行う。 

また、建築物の解体に伴うがれき等の大量発生が予想されることから、「地震等大規模災害時

における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び「地震等大規模災害時における被災建物の  

解体撤去等に関する協定」に基づき、民間事業者の協力を求める。 

   ＜資料編１－12－41 地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定＞ 

   ＜資料編１－12－42 地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定＞ 

（ウ）県は、市町村震災廃棄物処理計画策定に関する助言、震災廃棄物処理に関する情報提供を  

行う。 

イ 廃棄物の収集と処理 

（ア）市町村における組織体制 

 震災廃棄物対策組織として、総務、し尿処理、ごみ処理及びがれき処理に関する各担当を  
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置き、被害状況を把握し、県、他の市町村、関係団体等と連携を図りながら、震災廃棄物の   

適正かつ円滑な処理に当たる。 

  （イ）震災廃棄物の処理方針 

ａ がれき 

  がれきは、膨大な量が発生することから、いったん仮置場に保管し、分別、中間処理、   

リサイクルを行ったのち、原則として各市町村の最終処分場で適正に処分することとする。 

ｂ 粗大ごみ 

  粗大ごみは、平常時に比べ増大することから、震災時の混乱を想定して特例的な排出、  

収集、処理方法を検討しておくこととする。 

  ｃ 生活ごみ 

    生活ごみは、衛生、防疫に十分配慮するとともに、震災時の混乱を想定して特例的な排出、

収集、処理方法を検討しておくこととする。 

  ｄ 適正処理が困難な廃棄物に関する処理方針 

    産業廃棄物に該当するものは、平常時と同様に事業者の責任において処理するものとする。

一般家庭から排出されるものは、適切な処理方法を住民に広報するとともに相談窓口   

を設置するものとする。 

  ｅ し尿に関する処理方針 

    震災により水洗便所が使用できなくなる可能性があること等から、発生量を適正に予測  

するとともに、衛生、防疫に十分配慮して処理する。 

    また、必要に応じ、「大規模災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する協定」

に基づき、民間業者の協力を求める。 

（ウ）発生量の推計方法 

各市町村において、原則として策定指針で定めた推計方法によって発生量を推計し、処理  

体制の確立を図る。 

（エ）一時集積場所の確保 

膨大な量が発生するがれきを適正に処理するためには仮置場を使用することが有効である  

ことから、各市町村において策定指針で定めた推計方法によって必要面積を推計し、設置場所

について調整を行う。 

（オ）仮設トイレの確保 

 断水や下水道施設の損壊等により、水洗トイレが使用できなくなるほか、大量の仮設トイレ

の設置が必要となることから、県では、あらかじめその備蓄状況を把握するとともに、広域で

の相互応援体制のあり方も検討しておく。 

（２）障害物の除去 

ア 実施機関 

災害により障害物が住居又はその周辺に運びこまれ、日常生活が営み得ない状態にあり、かつ

自らの資力により障害物を除去できない住民に対し、応急的な障害物の除去を実施する。 

（ア）住居又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で、日常生活に著しい障害を及ぼしている場合、

その除去は、市町村長が行うものとする。 

   ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

（イ）当該市町村限りで処理不可能な場合は、隣接市町村、県、国、その他の関係機関の応援を   

得て実施するものとする。 

イ 道路関係障害物の除去計画 

 道路上の障害物の除去は自動車・死体等の特殊なものを除き、道路法第３章第１節「道路管理

者」に規定する道路管理者が行う。この場合において、災害の規模・障害の内容等により、関係

者及び関係機関と密接な連絡を取り、協力して交通の確保を図るものとする。 

 特に「緊急輸送道路一次路線」については最優先に実施する。 
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ウ 河川・海岸・港湾・漁港関係障害物除去計画 

（ア）河川・海岸 

  河川・海岸の機能を確保するため、河川・海岸における障害物を除去、しゅんせつする。 

（イ）港湾・漁港 

ａ 港湾区域内に流入してきた塵芥、流木については、千葉清港会等に運営を委託している 

清掃船（千葉港３隻、木更津港１隻）等により除去する。 

ｂ 臨港道路上の塵芥等については、千葉清港会等が必要な機械・器具を用いて除去し、海塵

と同様に焼却する。 

ｃ 漁港区域内に流入してきた塵芥、流木及び臨港道路上の塵芥等の除去は、漁港管理者が 

行う。 

ｄ 海上保安部は、海難船舶又は漂流物・沈没物等により船舶交通の危険が生じ、又は生じる

おそれがあるときは、所有者に対し、これらの除去、その他船舶交通の危険を防止するため

の措置を講じることを命じ、又は勧告する。 

エ 住宅関連障害物除去計画 

 住居又はその周辺に運ばれた土砂、材木などで日常生活に著しい障害を及ぼしているものの 

除去は、次のとおりである。 

（ア）障害物の除去の対象となる者 

ａ 当面の日常生活が営み得ない状態にある者であること 

ｂ 住家の被害程度は、半壊又は床上浸水した者であること 

ｃ 自らの資力をもってしては、障害の除去ができない者であること 

（イ）障害物の除去の方法 

ａ 救助の実施機関が、人夫あるいは技術者を動員して、障害物の除去を実施する。 

ｂ 日常生活に欠くことのできない場所に運びこまれた障害物の除去に限ること（応急的救助

に限ること） 

（３）環境汚染の防止対策 

 倒壊建築物の解体・撤去等に伴うアスベストの飛散や、危険物の漏洩による環境汚染に対処する

ため、環境監視体制の整備を図るとともに、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」

（環境省水・大気環境局大気環境課）を参考に環境汚染防止体制の強化を図る。 

ア 県は、被災した建築物に吹付けアスベスト等が使用されている場合、解体・撤去に伴うアス  

ベストの飛散を防止するため、必要に応じ事業者に対し大気汚染防止法に基づき適切に解体等を

行うよう指導・助言する。 

イ 市町村は、必要に応じて、アスベスト飛散の危険性について住民やボランティアに対し注意  

喚起や被害防止のための指導を行う。 

（４）健康被害の防止対策（千葉労働局） 

   平時において、建築物の解体作業における作業員の健康被害を防止するため、アスベスト暴露  

防止措置の徹底を図るよう事業者に指導している。震災後においても、平時に準じた対応を行う 

よう事業者への指導に努めることとする。 
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第１４節 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 

 

 

 震災による住宅の全壊や半壊等により、住家を滅失し又は自己資力では住宅の確保や修理ができない

被災者に対し、応急仮設住宅の建設や日常生活に欠くことのできない部分の修理を行う。 

また、被災住宅の倒壊による二次災害を防止するため、建築物の応急危険度判定や被災宅地危険度  

判定を実施するとともに、日頃から応急危険度判定士等の養成を行う。 

 

１ 応急仮設住宅の提供等（防災危機管理部、健康福祉部、農林水産部、県土整備部） 

 災害により住家を滅失した被災者の居住の安定を図るため、応急仮設住宅や公営住宅の空き家の 

活用を図るとともに、民間の賃貸住宅を借上げる。 

（１）応急仮設住宅の建設等（健康福祉部、農林水産部、県土整備部） 

 地震災害により、住家を滅失し、自己の資力では住家を確保できない者を収容するため、応急   

仮設住宅を建設する。 

 その際あらかじめ検討している建設適地の選定や建設体制、必要資材の確保方法等に基づき迅速

な建設を行う。 

ア 実施機関 

（ア）応急仮設住宅の建設は、市町村長が行うものとする。 

 ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

（イ）当該市町村限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て

実施する。 

  イ 民間賃貸住宅の借り上げ 

 公的一時提供住宅及び応急仮設住宅を十分確保できない場合、県は、関係団体と協力をし、応

急仮設住宅の建設に代えて、借り上げにより民間賃貸住宅を提供できるよう努める。 

        ＜資料編１－12－33 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定＞ 

（２）住宅の応急修理計画 

 災害により、住家が半焼、若しくは半壊し自己の資力では応急修理ができない住民、または大  

規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した住民に対し、居室、  

便所及び炊事場等日常生活に欠くことのできない部分を、応急的に修理する。 

  ア 実施機関 

  （ア）住宅の応急修理は、市町村長が行うものとする。 

   ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

（イ）当該市町村限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国、その他関係機関の応援を得て

実施する。 

  イ 住宅事業者の団体との連携 

    住宅の応急修理の実施にあたっては、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携を図るとともに

具体的な連携のあり方について今後検討していく。 

（３）建設資材の確保 

ア 県が行う応急仮設住宅の建設資材及び建設工事労務は、協定に基づき、①社団法人プレハブ  

建築協会②社団法人千葉県建設業協会のあっせんする業者を通じて確保する。 

              ＜資料編１－12－32 災害時の応急仮設住宅の建設に関する協定＞ 

イ 災害応急復旧用材（国有林材）の供給及び県有林材の使用 

（ア）国有林材の供給 
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ａ 農林水産省（林野庁）は、被災者の救助、災害の復旧及び木材需給の安定のため、国有林

材の供給を行うこととしている。 

  関東森林管理局では、上記により国有林材の供給を行うこととしている。 

ｂ 災害復旧用材の供給は、知事、市町村長等からの要請に基づいて行う。 

（イ）県有林材の使用 

 災害時に木材の供給販売等が困難となり、応急的に木材を必要とする場合は、県有林材を 

提供する。 

 

２ 被災建築物の応急危険度判定支援体制の整備（県土整備部） 

 大規模な地震により被災した建築物について、余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次  

災害を防止、使用者・利用者等の安全を確保するため、被災建築物の応急危険度判定の迅速かつ的確

な実施が極めて重要である。 

（１）応急危険度判定の実施 

  ア 実施機関 

  （ア）被災建築物応急危険度判定は、市町村長が行う。 

  （イ）知事は、判定に必要な支援を行うものとする。 

（２）応急危険度判定体制の整備 

 県は、全国被災建築物応急危険度判定協議会の定める要綱等に基づき、県内における応急危険度

判定に関する実施体制の整備を図り、１０都県被災建築物応急危険度判定協議会（「震災時等の相互

応援に関する協定」平成8年6月締結）の規約に基づき、広域的な相互支援体制の整備に努める。 

 震災時においては、１０都県被災建築物応急危険度判定協議会の協力のもと迅速かつ的確な災害

対応を図る。 

（３）応急危険度判定士の養成・登録 

 県は、千葉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱（平成7年10月制定）に基づき、建築士等の  

建築技術者に対し、応急危険度判定に必要な建築技術を習得させるため講習会を開催し、応急危険

度判定士（以下「判定士」という。）の養成に努めるとともに、判定士名簿の管理にあたる。 

 震災時においては、判定を実施する市町村に対して、迅速かつ円滑な支援活動を行う。 

 

３ 被災宅地危険度判定支援体制の整備（県土整備部） 

大規模な地震により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定士を活用して

被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することによって、適切な応急対策を講じて二次災害の軽減 

及び防止並びに被災宅地の円滑な復旧に資するため、以下の施策を推進する。 

（１）被災宅地危険度判定体制の整備 

県は、被災宅地危険度判定連絡協議会（全国協議会）の定める「被災宅地危険度判定実施要領」

に基づき、国、都道府県等との広域的な支援体制の整備に努めるとともに千葉県被災宅地危険度判

定地域連絡協議会（地域協議会）の定める「千葉県被災宅地危険度判定実施要領」に基づき、県内

における被災宅地危険度判定に関する実施体制の整備に努める。 

震災時においては、全国協議会及び地域協議会の協力体制のものと、迅速かつ的確な災害対応を

図る。 

（２）被災宅地危険度判定士の養成・登録 

県は、千葉県被災宅地危険度判定士認定登録要綱（平成15年3月6日決定）に基づき、土木・建築

又は宅地開発の技術を取得させるため講習会を開催し、被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」

という。）の養成に努めるとともに、宅地判定士名簿の管理にあたる。 

   震災時においては、県は、判定を実施する市町村の要請に基づき、速やかに宅地判定士に協力を

依頼する等の派遣措置を行う。 

 

４ り災証明書の交付 

  市町村は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、発災後早期にり災証明書や被災証明書の交付
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体制を確立し、被災者に交付する。 
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第１５節 液状化等によるライフライン関連施設等の応急復旧 

 

 

 上下水道・電気・ガス・通信・工業用水道・交通等のライフライン施設が大震災により液状化などの

被害を受けた場合、都市生活機能は著しく低下し、まひ状態が長期化するおそれの強いことは阪神・  

淡路大震災及び東日本大震災などでさらに明らかになったところである。したがって、これらの施設の

応急復旧体制を確立し、防災関係機関及びライフライン事業者が相互に緊密な連携を図りながら迅速な

活動を行うこととする。 

 

１ 水道施設（総合企画部、水道局） 

 震災時において、水道事業体は、飲料水及び生活用水の確保を図るとともに、二次災害の防止に  

努める。このため、事前に被害を想定し、応急復旧計画を定め、迅速な応急復旧を行う。 

 なお、被災事業体等のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき県内  

水道事業体等の応援を得て、復旧を行うものとする。 

（１）震災時の活動体制 

 震災時においては、応急活動体制を速やかに確立する。 

（２）応急復旧 

 応急復旧にあたっては、的確に被害状況を把握し、速やかに応急復旧対策を確立する。 

ア 復旧の優先順位 

（ア）取水、導水、浄水施設の復旧を優先する。 

（イ）主要な送・配水管及び応急給水拠点に至るまでの管路の復旧を優先する。  

イ 資機材の確保 

 応急復旧に必要な管類等の資機材を備蓄するとともに、資機材の供給団体に速やかに必要な材

料を要請する。 

ウ 人員の確保 

 応急復旧に必要な人員の確保及び配置を行う。 

（３）県営水道の応急復旧 

 施設の被害状況を的確に把握して、早期復旧を図り、発災から最大４週間以内を目途に平常給水

が行えるよう、応急復旧体制を確立する。 

 なお、県営水道のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」及び東京都水道局等

との「災害相互応援に関する協定」等に基づき応援を得て、復旧を行う。 

                  ＜資料編１－12－17 千葉県水道災害相互応援協定＞ 

ア 被害発生の把握及び緊急措置 

  （ア）地震の規模により、千葉県地域防災計画に合わせた応急体制を確立する。 

  （イ）浄・給水場施設や管路の点検により、被害情報を迅速に把握するとともに、火災の発生状況

を確認のうえ、漏水箇所の切り離し等の緊急措置を講じて、被害の拡大及び二次災害の防止を

図る。 

     なお、管路パトロールについては、災害時の応援協定を締結している千葉県水道管工事協同

組合と協力して実施する。 

イ 応急復旧 

 以下の目標をたて、次の方針に基づく復旧計画を立案し実施する。 

（ア）被害状況に基づき、速やかに水道局の復旧体制を確立するとともに、住民への広報、保安   

対策に万全を期する。 

（イ）復旧にあたっては、道路管理者等及び関係するライフライン事業者と工程調整のうえ作業を

行う。 

  （ウ）液状化等により漏水箇所の特定が困難な場合は、速やかに漏水調査機器等を使用し、漏水   

箇所を把握する。 
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  （エ）応急復旧は、県水道局職員と千葉県水道管工事協同組合等による復旧作業班を編制し実施  

する。 

     組合の施行業者に的確に復旧を指示するとともに、復旧資機材の迅速な手配を行う。 

（オ）施行に当たっては、浄・給水場の配水池を起点として上流側から進める。なお、給水装置の

応急復旧も並行して進め、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を検討し、最も早期復旧の

可能な方法を選定する。 

（カ）施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に支障のない軽微な被害

は二次的に扱う。 

（キ）復旧完了後、直ちに充水・洗浄を行い、水質確認のうえ速やかに通水する。 

ウ 応急復旧資機材の確保 

 当局の備蓄資機材で対処することとするが、不足する場合は、災害時等の応援協定を締結して

いる製造会社及び水道用資機材供給会社等から調達する。 

  復旧資機材の配管材料等は、水道局幕張倉庫及び給水場等へ分散して備蓄する。 

 

２ 下水道施設（県土整備部） 

（１）応急活動体制 

 管轄する下水道施設に地震災害の発生するおそれのある場合には、即時に応急防災活動を実施す

る。このために、防災活動が円滑に遂行できるように、応急活動体制の整備に努める。 

（２）緊急活動 

 地震災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し、下水道機能の支障及び

二次災害のおそれがあるものについては緊急防止活動を行い、必要があるときは、公益社団法人  

日本下水道管路管理業協会関東支部長と下水道課長が締結した「災害時における応急対策の協力に

関する協定書」により応急対策を行う。 

 なお、活動体制の確立並びに関係機関等の連携による応援体制の確立を図る。 

（３）応急復旧対策 

 施設の重要度、危険度を考慮し、被害調査の優先順位を定め、点検マニュアルに基づき調査を  

行うとともに、応急復旧対応の内容を決定（専門技術を持つ人材の活用等）し、復旧工事を実施   

する。復旧にあたっては、道路管理者等及び関係するライフライン事業者と工程調整のうえ作業を

行う。 

 なお、県のみで対応できない場合は、東京都など１都７県等との「関東ブロック下水道事業に  

おける災害時支援に関するルール」に基づき、応援を得て復旧を行う。 

 ＜資料編１－12－30 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール＞ 

（４）防災用資機材の整備、備蓄対策 

 地震災害時において、下水道施設の処理機能を保持するため、応急防災用資機材について可能な

限り備蓄する。また、民間業者との協力協定の締結等により連携を密にし、必要な資機材の種類と

数量を確保するよう努める。 

（５）広報対策 

 下水道施設の被害及び復旧の状況等について、地域住民への適切な広報に努める。 

 

３ 電気施設 

（１）震災時の活動体制 

 地震災害が発生したとき、東京電力は、次により非常災害対策本部を千葉支店内に設置する。  

本部の下に情報班、復旧班、給電班、資材班、厚生班、システム班、カスタマーセンター班及び    

総務班の８班を置く。 

 また、支部を各支社に設置する。 

 なお、夜間休日等の緊急呼集並びに交通、通信機関の途絶に対応できるよう要員の選抜、呼集  

方法、出動方法等につき検討し、適切な要員構成を行っておく。 

 さらに、請負会社については、あらかじめ出動可能要員を把握しておくとともに、震災時におけ
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る応援出動体制を確立しておく。 

（２）震災時の応急措置 

ア 資機材の調達 

 第一線機関等においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常に把握し、調達を必要とする資機材

は、次のいずれかの方法により可及的速やかに確保する。 

（ア）第一線機関等相互の流用 

（イ）現地調達 

（ウ）支店対策本部に対する応急資機材の請求 

 なお、災害地及び当該機関との連絡が全く途絶し、しかも相当の被害が予想される場合は、

支店対策本部において復旧資機材所要数を想定し、当該支部あて緊急出荷し、復旧工事の迅速

化に努める。 

イ 人員の動員、連絡の徹底 

（ア）災害時における動員体制を確立すると同時に連絡方法も明確にしておく。 

（イ）社外者に応援を求める場合の連絡体制を確立する。 

ウ 震災時における危険予防措置 

災害発生時といえども需要家サービス及び治安維持上原則として送電を維持するが、浸水、

建物倒壊により運転することがかえって危険であり、事故を誘発するおそれがある場合、又は

運転不能の予想される場合は、運転を停止し、関係各機関に連絡するとともに、必要な措置を

講じ待機する。 

（３）応急復旧対策 

ア 被害状況の早期把握 

 全般的な災害状況把握の遅速は、復旧計画樹立に大いに影響するので、あらゆる方法をもって

被害状況の早期把握に努める。 

イ 復旧の順位 

 各設備の復旧順位は原則として下記によるものとするが、災害状況、各設備の被害復旧の難易

等を勘案し、供給上復旧効果の大きいものより行う。 

（ア）送電設備 

ａ 全回線送電不能の主要線路 

ｂ 全回線送電不能のその他の線路 

ｃ １回線送電不能の重要線路 

ｄ １回線送電不能のその他の線路 

（イ）変電設備 

ａ 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 

ｂ 都心部に送電する系統の送電用変電所 

ｃ 重要施設に供給する配電用変電所 

（ウ）通信設備 

ａ 給電指令用回線並びに制御、保護及び監視回線 

ｂ 保守用回線 

ｃ 業務用回線 

（エ）配電設備 

病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難場所、その他重要    

施設への供給回線を優先的に送電する。 

ウ 感電事故並びに漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて

需要家に対し、次の諸点を十分ＰＲするほか、広報車等により直接当該地域へ周知する。 

（ア）切れた電線や、たれ下がった電線には絶対に触らないこと。 

（イ）使用中の電気器具のコンセントは直ちに抜くこと。 

（ウ）外へ避難するときは、安全器又はブレーカーを必ず切ること。 

（エ）電柱の倒壊、折損、電線の断線・垂下等を発見した場合は、速やかにカスタマーセンターへ
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連絡すること。 

（オ）建物の倒壊により損傷した屋内配線、電気機器は危険なため使用しないこと。使用する場合

は、絶縁検査を受けてから使用すること。 

エ 災害時における住民の不安を鎮静させるため、電力施設の被害状況、復旧予定についての的確

な広報を行うものとする。 

オ 需要家からの再点検申込み等を迅速適切に処理するため、能率的な受付処理体制を確立して 

おくものとする。 

 

４ ガス施設 

 災害によりガス施設に被害が生じた場合は、二次災害の発生を防止するとともに、速やかに応急  

措置を行い、ライフライン施設としての機能を維持することが必要である。 

 このため、災害対策の迅速かつ適切な実施を図り、公共の安全と便益を図るため、以下の防災対策

を実施する。 

（１）非常災害体制の確立 

ア 地震発生時の出動 

（ア）勤務時間内の場合は、社内連絡により所属事務所に出動する。 

（イ）勤務時間外の場合は、地震の大きさをテレビ・ラジオ等の情報により判断し、あらかじめ   

指定された箇所に、自動発令で出動する。 

イ 気象庁発表の大津波警報が発表された場合の出動 

（ア）勤務時間内の場合は、社内連絡により所属事務所に出動する。ただし、津波からの避難を   

優先とする。 

（イ）勤務時間外は、津波の高さ・到達時間をテレビ・ラジオ等の情報より判断し、あらかじめ   

指定された箇所に出動する。ただし、津波からの避難を優先とする。 

ウ 非常災害対策本部、支部の設置 

 地震等の非常災害が発生した場合、または、大津波警報が発令された場合、災害対策の迅速  

かつ適切な実施を図るため、本社に非常災害対策本部を設置するとともに、各事業所に支部を 

設置し、全社的な応急活動組織を編成する。 

（２）応急対策 

ア 震災時の初動措置 

（ア）官公庁、報道機関及び社内事業所等から、被害情報等の情報収集を行う。 

（イ）事業所設備等の点検を行う。 

（ウ）製造所、整圧所における送出入量の調整又は停止を行う。 

（エ）ガス導管網の地域ブロック化及び被害状況に応じた減圧措置を講じる。 

（オ）その他、状況に応じた措置を行う。 

イ 応急措置 

（ア）非常災害対策本部の指示に基づき、各事業所は有機的な連携を保ちつつ施設の応急措置にあ

たる。 

（イ）施設を点検し、機能及び安全性を確認するとともに、必要に応じて調整修理する。 

（ウ）供給停止地域については、供給可能な範囲で供給系統の切り替え等を行い、速やかなガス供

給再開に努める。 

（エ）その他、現場の状況により適切な措置を講じる。 

ウ 資機材等の調達 

 復旧用資機材を確認し、調達を必要とする資機材は、次のいずれかの方法により確保する。 

（ア）取引先、メーカー等からの調達 

（イ）各支部間の流用 

（ウ）他ガス事業者からの融通 

エ 車両の確保 

 本社地区に工作車、広報車を保有しており常時稼働可能な体制にある。 
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 また、主要な車輛には、無線を搭載している。 

（３）災害時の広報 

 災害時には、供給区域全域の供給停止をすることなく、被害の程度に応じてブロック毎に供給を

停止するが、ガスによる二次災害の防止、県民の不安除去のため、広報車による巡回のほか、消防

署、警察署、報道機関等に協力を要請し、あらゆる手段をつくして、被害地区におけるガス機器の

使用上の注意事項、ガス供給状況、供給停止地区の復旧の見通しについて広報する。 

ア 地震発生時には 

（ア）ガス栓を全部閉めること。 

（イ）ガスメータのそばにあるメータコックを閉めること。 

（ウ）ガスの臭いがする場合、火気使用は厳禁であること。 

 この場合には、ガス栓・メータコックを閉め、直ちにガス会社に連絡すること。 

（エ）換気扇の使用は、スイッチの火花によって爆発の原因となるので避けること。 

イ マイコンメータ（前面にランプがあるメータ）が作動してガスが出ない場合。 

（ア）グレーのメータの場合は、マイナスドライバーで左上の蓋を開け、内部の軸をドライバーで

反時計回りにしっかりと回し、ランプの点灯を確認する。 

（イ）クリームのメータの場合は、左上の丸い蓋を外し、中のボタンをしっかり押し、ランプの   

点灯を確認する。 

（ウ）操作終了後３分間マイコンによる漏洩検査のためガスの使用はしないこと。 

ウ 供給を停止した場合 

（ア）ガス栓を開いてもガスがでない場合は、供給を停止しているので、ガス栓、メータコックを

閉め、ガス会社から連絡があるまで待つこと。 

（イ）ガスの供給が再開される時には、必ず、あらかじめガス会社が各家庭のガス設備を点検し、

安全を確認するので、それまでガスを使用しないこと。 

（４）復旧活動拠点の確保 

復旧要員の集合場所、宿泊場所、車輌の駐車スペース、資機材置場等の候補地のリストアップ、

連絡先の確認等をあらかじめ実施し、これらを確保しておく。また、残土、廃材、資機材等の仮置

きについて、県、市町村等が指定する臨時場所がある場合、その使用についてあらかじめ協議し、

用地等の確保に努める。 

（５）事業継続計画の策定・発動（東京ガス㈱） 

事故・災害について、必要によりあらかじめ事業継続計画を策定する。また、策定にあたっては、

関係者の生命・身体の安全及び被害拡大の防止を前提とした上で、最低限維持しなければならない

以下の業務を最優先する。 

  ア ガスの製造・供給の維持、保安の確保に関する業務 

  イ ガスの供給が停止した場合には、その復旧作業に関する業務 

  ウ 供給制限が必要となった場合の需要家対応に関する業務 

  エ その他企業として事業を継続する上で最低限必要な通常業務 

   事業継続計画の発動が必要な場合は、事務局が本部長に具申し、発動は本部長が命ずる。 

 

５ 通信施設 

（１）東日本電信電話㈱ 

ア 震災時の活動体制 

（ア）災害対策本部の設置 

 震災が発生した場合は、その状況により、千葉支店をはじめ各営業支店に災害対策本部を 

設置し、情報の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。 

 この場合、県、市町村及び各防災機関と緊密な連絡を図る。 

（イ）情報連絡体制 

 震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

イ 発災時の応急措置 
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（ア）設備、資機材の点検及び発動準備 

 大地震の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

ａ 電源の確保 

ｂ 災害対策用無線機装置類の発動準備 

ｃ 非常用電話局装置等の発動準備 

ｄ 予備電源設備、移動電源車等の発動準備 

ｅ 局舎建築物の防災設備の点検 

ｆ 工事用車両、工具等の点検 

ｇ 保有資材、物資の点検 

ｈ 局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

（イ）応急措置 

 震災により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信の疎通

が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、

次のとおり応急措置を行う。 

ａ 通信の利用制限 

ｂ 非常通話、緊急通話の優先、確保 

ｃ 無線設備の使用 

ｄ 特設公衆電話の設置 

ｅ 非常用可搬型電話局装置の設置 

ｆ 臨時電報、電話受付所の開設 

ｇ 回線の応急復旧 

ｈ 伝言・取次サービスの実施 

（ウ）震災時の広報 

 震災のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等に

よって次の事項を利用者に周知する。 

ａ 通信途絶、利用制限の理由と内容 

ｂ 災害復旧措置と復旧見込時期 

ｃ 通信利用者に協力を要請する事項 

ｄ 災害用伝言ダイヤル「１７１」の提供開始 

ウ 応急復旧対策 

 震災により被災した通信回線の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にしたがっ

て実施する。災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

（ア）電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

（イ）原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

（２）㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

  ア 震災時の活動体制 

（ア）災害対策本部の設置 

震災が発生した場合はその状況により千葉支店に災害対策本部を設置し、情報の収集伝達 

及び応急対策が実施できる体制をとる。  

     この場合、県等の防災機関と緊密な連絡を図る。 

  （イ）情報連絡体制 

     震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

   イ 発災時の応急措置 

  （ア）設備、資機材の点検及び発動準備  

     震災の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

    ａ 可搬型無線基地局装置の発動準備 

    ｂ 移動電源車等の発動準備 

    ｃ 局舎建築物の防災設備等の点検 
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    ｄ 工事用車両、工具等の点検 

    ｅ 保有資材、物資の点検 

    ｆ 局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

  （イ）応急措置 

     震災により通信設備に被害が生じた場合、または異常輻輳等の事態の発生により通信の疎通

が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、

次のとおり応急措置を行う。 

    ａ 通信の利用制限 

    ｂ 非常通話、緊急通話の優先、確保 

    ｃ 可搬型無線基地局装置の設置 

    ｄ 携帯電話、衛星携帯電話による臨時電話の運用 

    ｅ 回線の応急復旧 

  （ウ）災害時の広報 

     震災のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等    

によって次の事項を利用者に通知する。 

    ａ 通信途絶、利用制限の理由と内容 

    ｂ 災害復旧措置と復旧見込時期 

    ｃ 通信利用者に協力を要請する事項 

  ウ 応急復旧対策 

    震災により被災した通信設備の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にしたがっ

て実施する。  

    災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

  （ア）電気通信設備等を応急的に復旧する工事   

  （イ）現状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

（３）ＫＤＤＩ㈱ 

ＫＤＤＩ㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には東京本社に災害対策本部  

及び対策室等を設置し、現地と緊密に連絡を取りながら各組織の機能を最大限に発揮して通信の 

疎通確保と施設の早期復旧に努める。 

災害の発生時には、局社の点検をするとともに、中継局の停電対策のため、移動電源車の出動  

準備をする。 

通信に輻輳が発生した場合には通信の利用制限を行い必要な通信を確保するとともに、一般県民

を対象に災害伝言板サービスによる安否情報の伝達に協力する。 

（４）郵便事業㈱ 

被災地における郵便の運送及び集配の確保又は早期回復を図るため、災害の態様及び規模に  

応じて、運送又は集配の経路又は方法の変更、郵便物区分方法の変更、臨時輸送便又は臨時集配便

の開設等機宜の応急措置を講ずる。 

（５）郵便局㈱ 

被災地における郵便局の利用者に対する窓口業務の維持を図るため、被災により業務継続が不能

となった郵便局についての仮局舎急設による窓口業務の迅速な業務の再開、移動郵便車等による 

臨時窓口の開設、窓口支払資金の確保及び窓口取扱時間又は取扱日の変更等の措置を講ずる。 

また、郵便事業㈱の災害特別事務取扱い、㈱ゆうちょ銀行の非常払及び㈱かんぽ生命保険の非常

取扱いについて、各社から要請があった場合、取扱う。 

 

６ 放送機関 

 地震が発生した場合は、放送機関は放送機能を確保した後、地震情報、災害の状況、防災活動等を

迅速・正確・適切に伝え、被災者の不安と混乱の防止、防災対策の促進等に努める。 

 また、法律に基づいて、県及び市町村の要請による防災情報の伝達にあたる。 
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７ 工業用水道（企業庁） 

工業用水は、市民生活に欠かすことのできない食料品、生活関連物資等の生産を行う工場にとって

は必要不可欠なものであることから、早期復旧が求められる。 
併せて工水管は比較的大口径であることから、鉄道、幹線道路等への二次災害の防止にも重点を  

置くこととし、迅速なパトロール体制を構築し、被害状況把握のうえ、応急復旧計画を定め的確に  

対応する。 

（１）震災時の初動体制 

職員、巡視点検委託事業者によりパトロールを実施し、被害状況の把握に努める。また、併せて

職員ＯＢで構成する支援組織にも応援も求め、迅速化を図る。 

（２）応急復旧 

応急復旧にあたっては、被害の状況、原因等を的確に把握し、復旧活動が迅速、円滑にできるよ

う効果的、効率的な復旧計画を策定し、かつ緊急時施工体制を確保する。 
なお、必要な復旧資材のうち市場在庫が期待できないものについては備蓄品を拡充し、円滑な  

復旧を図る。 
また、復旧までの期間は、受水企業の工場設備の復旧、操業再開に支障を来さぬよう計画する。 

 

８ 道路・橋梁（県土整備部） 

 地震が発生した場合、緊急輸送道路を最優先に各道路管理者等は、所管の道路、橋梁について被害

状況を速やかに把握し、道路交通の確保を図るため、迂回路の選定あるいは通行の禁止又は制限等の

措置など利用者の安全策を講じるとともに、パトロール等による広報を行うほか、被災道路、橋梁に

ついては、応急及び復旧措置を行う。 

（１）災害時の応急措置 

機 関 名 応     急     措     置 

県 

 道路・橋梁の被災状況を速やかに把握するため、震災時における県土整備部の対応

計画、県土整備部震災実働マニュアルの定めるところにより、ライフライン占用者、

建設業者及び市町村等からの道路情報の収集に努めるとともに、各土木事務所はパト

ロールを実施する。これらの情報により応急措置を講じるとともに、必要に応じて迂

回路の選定を行う。 

 ライフライン施設の復旧における道路法の事務手続きについては、「災害時等におけ

る道路法の許可等に関する事務取扱いについて」に基づき、迅速な対応を図る。 

＜資料編１－22 災害時等における道路法の許可等に関する事務取扱いについて＞ 

関東地方 

整備局 

 被害状況を速やかに把握するため、事務所、出張所においてはパトロールカーによ

る巡視を実施する。また、道路情報モニター等からの情報の収集に努める。これらの

情報を基に、必要に応じて迂回道路の選定、その誘導等の応急措置を行い交通路の確

保に努める。 
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（２）応急復旧対策 

 

  

９ 交通施設（総合企画部、県土整備部） 

（１）災害時の活動体制 

ア 災害対策本部等の設置 

 震災が発生した場合、各交通機関は全機能をあげて、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を 

行うため、災害対策本部等を設置する。 

イ 通信連絡体制 

 災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令電話、

鉄道電話等を利用するとともに必要に応じて無線車等も利用する。 

（２）発災時の初動措置 

 各機関の初動措置は次のとおり。 

東日本 

高速道路㈱ 

１ 地震発生後、次の基準に従って警察当局と協力して通行規制を行い、ラジオ、標

識、情報板、看板及びパトロールカー等により情報を提供するなどして、通行車の

安全確保に努める。 

 
計 測 震 度 値 通行規制内容 

計測震度4.0以上4.5未満又は特別巡回

の結果必要が認められる場合 
速度規制 

計測震度4.5以上又は5.0以上 通行止 

 

 

 

 

 

２ 通行車及び道路の被害状況等を早期に把握し、迅速かつ安全な道路交通の確保を

行うため、震災点検を行う。 

３ 災害が発生した場合、道路交通の確保及び被害の拡大防止を図るため、速やかに

応急復旧を行う。通行止を実施しているときは、上下車線が分離されている道路に

あたっては、少なくとも上下線各1車線又は片側2車線を、分離されていない道路に

あたっては、1車線を走行可能な状態に速やかに復旧させる。 

首都 

高速道路㈱ 

 地震による災害が発生したときは、利用者の安全を確保しつつ、二次災害の防止と

緊急輸送機能の確保を最優先に、次の応急対策を実施し、首都高速道路の機能回復を

図る。 

１ 震度5強以上の大地震が発生したときは、首都高速道路は一般車両の通行が禁止さ

れ、消防その他の緊急車両の通行に利用されるため、都県公安委員会の交通規制に

協力し、かつ、規制状況等を利用者に広報する。 

２ 利用者の被災の状況を緊急に把握し、消防等関係機関への迅速な情報伝達、出動・

協力要請により、被災者の救出救護その他安全確保に努める。 

３ 道路構造物、管理施設等について、その被害の状況を緊急点検し、必要に応じ応

急復旧に努める。 

４ 工事の箇所については、その被災の状況に応じて必要な措置を講じるものとする。 

機 関 名 応   急   復   旧   対   策 

県 

 被害を受けた道路は、速やかに復旧し、交通の確保に努めるものとする。特に、「緊

急輸送道路1次路線」など交通上重要と認められるものについて最優先に応急復旧作業

を実施し、道路の機能確保に努める。 

関東地方 

整備局 

 パトロール等による調査結果等を基に、被害状況を把握し、速やかに応急復旧工事

を行い、道路の機能確保に努める。 
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ア 運転規制 

 

 

機 関 名 運   転   規   制   の   内   容 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

地震が発生した場合の列車の運転取扱いは次による。 

１ 地震発生時の運転規制は、地震計のスペクトル強度ＳＩ値（カイン）による。 

２ 運転規制区間は、一般区間と落石区間に分ける。 

３ ＳＩ値が一般区間で12以上、落石区間で6以上の場合、全列車を停止させ、規制区

間全線を保守係員の点検後解除する。 

４ ＳＩ値が一般区間で6以上12未満、落石区間で3以上6未満の場合、35㎞／ｈ以下の

速度規制を実施し、乗務員からの異常動揺等の有無を確認後、速度規制を解除する。 

京成電鉄㈱ 

強い地震を感知した場合の運転の取扱いは次による。 

１ 自社の震度計が震度4（40～99ガル）の場合、直ちに列車停止手配をとる。指定点

検箇所の異常の有無を確認の上、25km/h以下の注意運転を行う。安全を確認した区

間から規制解除し、通常運転に復する。 

２ 地震計が震度5弱以上（100ガル以上）の場合は、直ちに列車停止手配をとり当該

区間内の鉄道施設の点検を実施する。安全を確認した区間から運転を再開する。 

東京地下鉄

㈱ 

 強い地震が発生し、地震警報装置又は早期地震警報装置に地震注意報又は地震警報の

表示があった場合は、次の取扱いを行う。 

１ 地震注意報（25ガル以上） 

  先発列車のあった駅までは、注意運転とする。運転士の報告に基づき運転規制を解

除する。 

２ 地震警報（40ガル以上） 

  全列車緊急停止させ、以下の運転規制により取り扱う。 

（１）第3地震警報（40ガル以上） 

   先発列車のあった駅までは、25km/h以下の注意運転。 

（２）第2地震警報（80ガル以上） 

   先発列車のあった駅までは、15km/h以下の注意運転。 

（３）第1地震警報（100ガル以上） 

   運転見合せ 

 工務及び電気関係区長の報告に基づき運転規制を解除する。 

千葉都市 

モノレール㈱ 

地震が発生し、警報の表示があった場合は、次の取扱いを行う。 

１ 震度4の場合 

直ちに無線により全列車を一旦停止させたのち、速度を30km/h以下の注意運転を指

示するとともに駅及び関係箇所に通報するものとする。 

解除は、運転士から異常がない旨の報告を受けた時。 

「注」注意運転は、当該区間を運転する最初の列車による安全確認とする。 

２ 震度5弱以上の場合 

直ちに無線により全列車に停止を指示し、関係箇所に通報するものとする。 

解除は、保守担当課長から点検結果の報告を受け安全の確認がなされた時。 

首都圏 

新都市鉄道

㈱ 

 発災時の初動措置 

 予測震度4以上で警報を受信した場合、全列車は一旦停止後、沿線地震計の震度によ

り以下の取扱いとする。 

１ 震度4以下の場合  通常運転を再開する 

２ 震度5弱の場合   時速35 km以下の徐行運転 

３ 震度5強以上の場合 運転を中止して鉄道施設の点検 
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機 関 名 運   転   規   制   の   内   容 

その他 

民鉄各社 

  

強い地震を感知した場合の運転の取扱いは次による。 

１ 震度5弱以上の場合、列車の運転を中止することとし、その後の運転については、

保線区・電気関係区の巡回員からの報告に基づいて逐次運転規制を解除する。 

２ 震度4の場合、列車は速やかに安全な所で一時停止し、時速25km/h以下の速度で

注意運転することとし、保線区・電気関係区の巡回員からの報告に基づいて逐次 

 運転規制を解除する。 
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イ 乗務員の対応 

 

ウ その他の措置 

 

機 関 名 乗   務   員   の   対   応 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

１ 運転中に地震を感知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直ちに列車を停止

させる 

２ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、橋梁上あるいは陸橋下の

ような場合は進路の安全を確認の上、安全と認められる場所に列車を移動させる。 

３ 列車を停止させた場合、最寄りの停車場の駅長等と連絡を取り、その指示を受け

る。 

東京地下鉄

㈱ 

１ 列車運転中、強い地震を感知し危険と認めた場合又は総合指令所長から緊急停止

の指示があった場合は、直ちに列車を停止させた後、総合指令所長に状況を報告し、

列車の進退について指示を受ける。 

２ 停止した箇所が、橋梁又は築堤上等であって危険のおそれがあると認めたときは、

進路の安全を確かめたうえ移動する。 

３ 運転士は、列車を停止したのち、規制により運転を開始するときは、架線、橋梁、

築堤上等について特に注意する。 

首都圏 

新都市鉄道

㈱ 

１ 列車の運転 

  列車進行中地震を感知し、列車の運転が危険と判断した場合および総合指令所長

から停止手配の指令があったとき又は早期地震警報システムにより警報を受信した

場合は、速やかに列車を安全な箇所に停止させる。また、列車停止後、列車および周

囲の状況を確認して総合指令所長に報告し、その後の指示を受ける。 

２ 乗客への対応 

  災害の規模、被害状況および運行の見通し等を総合指令所長からの指示等により、

適切な旅客案内を行なう。 

その他 

民鉄各社 

１ 運転中に地震を認知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直ちに列車を停止

させる。 

２ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、橋梁上あるいは陸橋下の

ような場合は進路の安全を確認の上、安全と認められる箇所に列車を移動させる。 

３ 列車を停車させた場合は、指令所又は最寄りの駅に連絡をとり、その指示を受け

る。 

東 日 本 

旅客鉄道㈱ 

東京地下鉄㈱ 

その他 

民 鉄 各 社 

１ 旅客誘導のための案内放送     ４ 出火防止 

２ 駅員の配置手配          ５ 防災機器の操作 

３ 救出、救護手配          ６ 情報の収集 
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（３）乗客の避難誘導 

（４）事故発生時の救護活動 

機 関 名 避   難   誘   導   方   法 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

 

民鉄各社 

（下記以外） 

１ 駅における避難誘導 

（１）駅長は、係員を指揮してあらかじめ定めた臨時避難場所に混乱の生じないよう

誘導し避難させる。 

（２）旅客を臨時避難場所に誘導した後、さらに市町村又は県があらかじめ定めた一

時滞在施設の位置、災害に関する情報等を旅客に伝達し、秩序維持に協力する。 

２ 列車乗務員が行う旅客の避難誘導 

（１）列車が駅に停止している場合は、駅長の指示による。 

（２）列車が駅間の途中に停止した場合は、原則として乗客は降車させない。 

   ただし、火災その他によりやむを得ず旅客を降車させる場合は次による。 

  ア 地形その他を考慮し、適切な誘導案内を行い旅客を降車させる。 

  イ 特に高齢者や子供、妊婦等については、他の旅客に協力を要請して安全に降

車させる。 

  ウ 隣接線路を歩行することは危険であることを放送等により徹底し、併発事故

の防止を図る。 

東京地下鉄

㈱ 

１ 駅における避難誘導 

  駅務管区長は、市町村又は県があらかじめ定めた一時滞在施設を旅客に周知し、

その方向の出入口に誘導する。 

２ 列車における旅客の避難誘導 

（１）列車が駅に停止している場合は、駅務管区長の指示による。 

（２）列車が駅間に停止した場合は、原則として乗客は降車させない。 

ただし、火災その他によりやむを得ず旅客を降車させる場合は次による。 

  ア 駅務管区長は、列車が駅間に長時間停止し、乗客の誘導が必要になったとき

は、救援隊を組織し乗客を安全な方向の隣接駅へ誘導する。 

  イ 交通弱者の介添え等について、旅客の協力を求め降車させる。 

  ウ 車内放送等により避難誘導等について説明し、危険防止を図りながら整然と

した避難誘導をする。 

首都圏 

新都市鉄道

㈱ 

１ 駅務管理所長は、係員を指揮して予め定めてある臨時避難場所へ旅客を誘導し、

避難させる。 

２ 旅客を臨時避難場所へ誘導した後、さらに避難させる必要が生じた場合は、地元

市町村と連携しながら、市町村又は県があらかじめ定めた一時滞在施設を案内す

る。 

機 関 名 救     護     活     動 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

民鉄各社 

(下記以外) 

 災害発生時には、駅従業員、乗務員が救急救護活動にあたるとともに、非常災害対

策規則に基づき、対策本部、復旧対策部に救護班を編成し、救護活動にあたる。 

東京地下鉄

㈱ 

 駅係員、乗務員等は、死傷者の救出・救護を最優先とし、二次災害及び被害拡大の

防止に努め、旅客の安全を図る。 

首都圏 

新都市鉄道

㈱ 

１ 状況により、旅客（医師、看護師等）の協力を求める。また、救急法による手当

てができる場合は、これを行なうとともに救急車を要請して病院に収容する。 

２ 付近に病院がある場合は、その医師に依頼する。 

３ 死傷者が多数のときは、病院に収容するまでの間、列車等を使用して死傷者の隔

離を図る。 
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（５）飛行場施設 

ア 東京航空局成田空港事務所 

 東京航空局成田空港事務所は、大規模地震が発生したときは、緊急対策本部（本部長＝空港長）

を設置し、航空機の運航等に関し、次の対策を講じる。 

（ア）地震発生時の伝達は、次のルートで行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）地震発生時において次の業務を行う。 

ａ 情報の収集・伝達 

ｂ 関係機関との連絡調整 

ｃ 応急救護及び災害防止に必要な措置 

ｄ 航空機の運航に関する調整 

ｅ 通信業務の確保 

ｆ 管制業務の確保 

イ 成田国際空港㈱ 

（ア）情報伝達 

ａ 東京航空局成田空港事務所（以下「空港事務所」という。）と成田国際空港株式会社   

（以下「空港会社」という。）は、地震情報等を相互に伝達調整する。 

ｂ 空港内官公庁、関係機関及び各航空会社に対して、地震情報等を伝達する。 

ｃ 空港内の乗客等に対しては、旅客ターミナル内中央管理室及び各航空会社を通じて伝達す

る。 

ｄ 伝達ルートは次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京航空局地震災害対策本部 

成田空港事務所緊急対策本部 

空港会社緊急対策本部 

各航空会社 

関係行政機関・関係防災機関 

管轄飛行場関係者 

成田空港事務所 

（緊急対策本部） 

千 葉 県 

災害対策本部 

各 航 空 会 社 

関 係 機 関 

中 央 管 理 室 

官 公 庁 

空港内 

の乗客 

等 

成田国際空港株式会社 

緊 急 対 策 本 部 
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  （イ）運航対策 

 大規模地震が発生した場合、航空機の運航の確保と安全を図るため、次の措置をとる。 

ａ 航空会社に対して乗降客の安全誘導、航空機自体の保安対策を要請する。 

ｂ 滑走路、誘導路、エプロン等の点検を実施する。 

ｃ 空港事務所の航空交通管制機関との調整を図る。 

  （ウ）空港の混乱防止対策 

 大規模地震発生時、空港内の混乱を防止するため、次の措置をとる。 

ａ 必要と認めるときは、空港関係者、災害対策関係者及び空港会社が入場を認めた者以外の

者の空港への入場を制限するものとする。 

ｂ 各航空会社に規制対策を要請する。 

ｃ 東日本旅客鉄道㈱、京成電鉄㈱等の交通機関に対して、駅への入場、乗車等の制限等措置

を要請する。 

ｄ 空港警察署に警備を要請する。 

（エ）空港施設の保安対策及び応急復旧 

 航空保安施設及びその他現有施設の機能の維持を図るため、点検を強化し、また、機能上に

障害を生じたものがあるときは、速やかに機能の復旧に努めるとともに適切な運用を行うもの

とする。 

 

10 その他公共施設（農林水産部、県土整備部） 

 地震が発生した場合、河川、海岸、港湾、都市公園、漁港、砂防、地すべり防止及び急傾斜地崩壊

防止施設の被害状況を速やかに把握し、各施設の機能確保を図るため、各機関は災害活動を実施する

とともに応急措置を行うものとする。 

（１）海岸保全施設 

 海岸保全施設が、地震、津波により被害を受けた時、又はそのおそれがある時は関係機関と協議

して必要な応急措置を行う。 

（２）河川管理施設 

 地震、津波等により堤防、護岸等の河川管理施設が被害を受けた時、又はそのおそれのある時は

関係機関と協議して施設の応急措置を行う。 

（３）港湾施設 

 地震、津波により水域施設、外郭施設、けい留施設等の港湾施設が被害を受けた時、又はその   

おそれがある時は関係機関と協議して必要な応急措置を行う。 

（４）漁港施設 

 地震・津波により漁港の基本施設等が被害を受けた時、又はそのおそれがある時は関係機関と  

協議して必要な応急措置を行う。 

（５）砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設 

 地震により砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設が被害を受けた時、又はその  

おそれのある時は関係機関と協議して必要な応急措置を行う。 

（６）都市公園施設 

   地震、津波により園路・広場、管理施設等が被害を受けた時、又はそのおそれがある時は関係   

機関と協議して必要な応急措置を行う。 
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第１６節 ボランティアの協力 

 

 

 県及び市町村は、大規模震災時において、災害応急対策の実施には多くの人員を必要とするため、  

ボランティア活動の協力を申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策を実施するものとす

る。県災害ボランティアセンターは千葉県災害ボランティアセンター連絡会が運営することとする。   

 県災害ボランティアセンターは、被災地に設置される市町村災害ボランティアセンターの活動が円滑

に行われるよう後方支援を行うこととし、具体的には、先遣隊・支援隊の被災地への派遣、県内全体の

情報収集及び提供、被災地ニーズに合わせたボランティア派遣の全体調整、ボランティア活動希望者へ

の電話相談等を実施する。 

 また、発災時に迅速な受入ができるよう県災害ボランティアセンターの開設・受入・調整についての  

マニュアル作成や訓練の実施等により体制を整備するとともに、活動の中で行政やボランティア団体・

ＮＰＯ法人等との連携や連絡調整の中心的な役割を担うボランティアコーディネーターの養成に努める。

なお、被災者の多様なニーズに応えられるよう、多様な立場の者の能力が活用され、意見が反映される

よう努める。このため、千葉県災害ボランティアセンター連絡会を中心に、常日頃から連携体制の強化

に努めるとともに、市町村における様々な主体による連携体制の構築を促進する。 

 市町村災害ボランティアセンターについては、市町村社会福祉協議会が中心となって運営することが

期待されており、千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会では「千葉県社会福祉協議会と市町村

社会福祉協議会における災害時の相互支援に関する協定」に基づき、「災害時における相互支援マニュア

ル」が整備されていることから、県及び市町村は、その運営を支援する。 

 

１ ボランティアの活動分野（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、県土整備部） 

 ボランティアの協力を得て実施する活動内容は次のとおりとする。 

（１）専門分野 

ア 救護所での医療救護活動 

イ 被災建築物応急危険度判定 

ウ 被災宅地危険度判定 

エ 外国語の通訳、情報提供 

オ 災害情報や安否情報、生活情報の収集整理、広報 

カ 被災者への心理治療 

キ 高齢者や障害者等災害時要援護者の看護、情報提供 

ク その他専門的知識、技能を要する活動等 

（２）一般分野 

ア 避難所の運営補助 

イ 炊き出し、食料等の配布 

ウ 救援物資や義援品の仕分け、輸送 

エ 高齢者や障害者等災害時要援護者の支援 

オ 被災地の清掃、がれきの片づけなど 

カ 避難所や仮設住宅における生活支援（心理面での支援を含む。） 

キ その他被災地における軽作業等 

 

２ ボランティアとして協力を求める個人、団体（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、環境生

活部、県土整備部） 

 災害時にボランティアとして活動が期待される個人、団体は次のとおりとし、これらに積極的に  

協力を求めることとする。 

（１）個  人 

ア 被災地周辺の住民 
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イ 被災建築物応急危険度判定士 

ウ 被災宅地危険度判定士 

エ ボランティア活動の一般分野を担う個人 

オ その他 

（２）団  体 

ア 日本赤十字社千葉県支部奉仕団 

イ 千葉県社会福祉協議会及び各市町村社会福祉協議会 

ウ 財団法人ちば国際コンベンションビューロー 

エ 社団法人日本アマチュア無線連盟千葉県支部 

オ その他ボランティア団体・ＮＰＯ法人等 

 

３ ボランティア意識の啓発、参加の呼びかけ（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部） 

 常に災害時におけるボランティア活動の重要性を明らかにし、ボランティア活動の主体となる意識

の保持を訴えるとともに、災害時には積極的な参加を呼びかけるものとする。 

（１）平時におけるボランティア意識の啓発 

 毎年１月１７日の「防災とボランティアの日」及び１月１５日から２１日までの「防災とボラン

ティア週間」を中心に実施する講演会やシンポジウムなどの諸行事を通じ、県民にボランティア  

意識の醸成を図る。 

 また、毎年９月１日の「防災の日」及び８月３０日から９月５日までの「防災週間」を中心に   

実施する防災訓練や各種啓発行事に積極的にボランティア団体等の参加を求めることにより、その

重要性を広報する。あわせて、住民やボランティア団体等の参加を得た実践的な防災訓練を 

実施し、災害時におけるボランティアの協力が円滑に得られるよう日ごろから連携の強化を

図る。 

 「千葉県県民活動推進計画」に基づき、「ＮＰＯ月間」等様々な機会を通じて、防災分野を   

含め「共助」の精神に基づく住民相互の助け合いや地域におけるボランティア活動の重要性につい

ての県民の理解と活動への参加の促進を図る。 

（２）災害時における参加の呼びかけ 

 大規模な災害が発生した際には、インターネットやテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関や県及び

県内市町村に加え、社会福祉協議会ボランティアセンターや市町村市民活動支援センター、ボラン

ティア団体やＮＰＯ法人並びに近隣都県の社会福祉協議会、日本赤十字社各支部等の関係団体を 

通じて、広くボランティアの参加を呼びかける。 

   なお、東日本大震災においては、特にホームページやブログなどのネットでの情報公開により  

電話などによる問合せを少なくできたことから、インターネットを利用した参加の呼びかけを推進

する。 

 

４ 災害時におけるボランティアの登録、派遣（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、環境生活

部） 

 災害の状況に応じた、より実際的なボランティア活動体制を立ち上げるため、ボランティアの受付、

登録は原則として発災後に実施することとし、県、市町村及び関係機関が十分な連携を図りながら  

迅速に対応するものとする。 

（１）県担当部局による登録 

 専門分野での活動を希望する個人及び団体については、県の各活動担当部局が中心となって対応

する。 

 県の担当部局は、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を被災市

町村等と調整の上、派遣する。 
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   ※平時に登録を行っている。 

（２）県災害ボランティアセンター及び市町村災害ボランティアセンターによる登録 

 一般分野での活動を希望する個人及び団体については、災害時に設置される県災害ボランティア

センターでは、主に被災地の状況やボランティアについての案内を行い、市町村が設置する災害  

ボランティアセンター窓口において受け付け、登録する。 

 県災害ボランティアセンターで受け入れたボランティアについては、被災地におけるボランティ

アの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を被災市町村と調整の上、派遣する。 

 また、被災地周辺市町村においては、県災害ボランティアセンターの指示により、被災市町村と

連絡調整の上、現地に派遣するものとする。 

 さらに、全国規模での活動希望が予想される場合には、近隣都県の協力を得て受付、登録事務を

進めるものとする。 

（３）被災現地における受付 

 被災地域内住民のボランティア希望者や県災害ボランティアセンター及び被災地周辺市町村に 

よる登録を経ずに直接現地へ来たボランティア希望者については、被災現地のボランティア窓口に

おいて受付を行い、そこでの災害対策活動に従事する。 

（４）ボランティアニーズの把握 

 被災市町村は被災現地における体制を整備し、ボランティアの需要状況の的確な把握に努める。 

 県災害ボランティアセンターは、被災市町村との連絡を密にするとともに、被災地に設置する  

現地救護本部や巡回パトロールによる情報収集、各種ボランティア団体との情報交換等により、県

全域のボランティアの需要状況の把握に努める。 

（５）各種ボランティア団体との連携 

 県災害ボランティアセンターは、日本赤十字社千葉県支部や県及び市町村社会福祉協議会、独自

に活動するボランティア団体・ＮＰＯ法人等と十分な情報交換を行うとともに必要な支援策を実施

し、密接な連携の下に各種救援救護策を進める。 

 

５ ボランティア受入体制（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部） 

（１）食事、宿泊場所の提供 

 ボランティアについての食事や宿泊場所については、自己調達を基本とする。 

（２）市町村災害ボランティアセンターや活動拠点の提供 

 市町村災害ボランティアセンターや活動拠点については、市町村と運営主体の市町村社会福祉協

議会が協議の上、用意する。 

（３）活動費用の負担 

 ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じてボランティアを受け入れる市町村が負担

活 動 分 野 個 人 ・ 団 体 県 受 付 窓 口 

医療救護 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 健康福祉部医療整備課 

被災建築物応急危険度判定※ 

被災宅地危険度判定※ 

被災建築物応急危険度判定士 

被災宅地危険度判定士 

県土整備部建築指導課 

県土整備部都市計画課 

高齢者支援 支援団体 健康福祉部高齢者福祉課 

障害者支援 支援団体 健康福祉部障害福祉課 

外国語通訳、翻訳、情報提供 

(財)ちば国際コンベンション 

ビューローボランティア通訳、 

災害時外国人サポーター 

総合企画部国際課 

通信、情報連絡 
(社)日本アマチュア無線連盟 

千葉県支部 
防災危機管理部消防課 
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する。ボランティアが活動に必要とする資機材については、県社会福祉協議会や市町村社会福祉協

議会においても、予め用意を行うことが望ましい。 

（４）保険の付与 

 ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、県災害ボランティアセンターは県内で活動

するボランティアの把握に努め、被災地災害ボランティアセンターにおいては、ボランティア保険

の加入を活動の条件とする。 

６ ボランティアコーディネーターの養成（防災危機管理部、環境生活部、教育庁） 

 一般分野でのボランティア活動を組織的かつ効果的に進めるためには、その活動の中で行政や  

ボランティア団体・ＮＰＯ法人等との連携や連絡調整の中心的な役割を担うボランティアコーディ 

ネーターが必要である。 

 そこで、次のような研修会や講習会を通じて、普段から災害ボランティアコーディネーターの養成

を進める。 

（１）災害対策コーディネーター養成講座（県防災危機管理部） 

（２）ボランティアコーディネーター育成講座（県環境生活部） 

（３）さわやかちば県民プラザにおける研修・情報提供（県教育庁） 

（４）ボランティアコーディネーター研修（災害編）（県社会福祉協議会） 

 

７ 日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア養成・研修計画 

 日本赤十字社千葉県支部は、災害時の救援活動に参加・協力するボランティアを養成するため、  

次の計画に基づき研修・訓練を実施する。 

 また、大規模災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、ボランティアの受付、連絡

調整等を行う防災ボランティアリーダー（コーディネーター）の養成を進める。 

 

  

項       目 対  象 実  施  内  容 

防災ボランティア説明会 一般県民 防災ボランティアの概要 

防災ボランティア新規登録者研修会 新規登録者 防災ボランティア 

防災ボランティア研修会 登録者全員 グループワーク、講演等 

防災ボランティアリーダー養成講習会（本社） 候補者 ボランティアセンターの運営方法等 

防災ボランティア地区リーダー養成講習会 候補者 
地区におけるボランティアセンターの

運営方法等 

防災ボランティアリーダー研修会 リーダー グループワーク、研修会の運営等 

防災ボランティア地区リーダーフォローアッ

プ研修会 

地区リーダ

ー 
グループワーク、地区研修会の運営等 
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 その他に次の９奉仕団が個別に研修・訓練を実施する。 

奉 仕 団 名 災害時における活動（役割） 

千葉県赤十字地域奉仕団 
非常食の炊き出し、給食、義援金の募集、避難場所の運営補助（受

付、清掃、案内等）、献血の呼びかけ・受付等 

千葉県青年赤十字奉仕団 
避難場所の運営補助（清掃・案内・乳幼児の世話、障害を持つ人

の介助等）、救援物資の収納管理・配布等 

千葉県赤十字安全奉仕団 
災害現場又は救護所での搬送補助・応急手当、救援物資の搬送及

び配布等 

千葉県赤十字看護奉仕団 
災害現場又は救護所での医療スタッフの補助・応急手当、巡回診

療補助、避難場所での運営補助（健康相談・血圧測定等） 

千葉県赤十字語学奉仕団 通訳（診療の補助、各種案内等）、外国人被災者の安否調査等 

成田赤十字病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会 外来患者の補助、入院患者の生活介助、院内の案内、清掃等 

千葉県赤十字特殊救護奉仕団 
災害現場又は救護所での搬送補助・応急手当、無線通信による  

情報収集、広報、救援物資の搬送及び配布等 

千葉県赤十字安全水泳奉仕団 津波又は洪水による溺水者の救助及び応急手当等 

千葉県青少年赤十字賛助奉仕団 避難所の子どもたちに対する遊びや学習の支援等 
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第４章 災害復旧計画 

 

 
被災者生活安定のための支援 
・ 被災者生活再建支援金                   （第１節 地－４－２） 
・ 公営住宅の建設等                     （第１節 地－４－３） 
・ 災害援護資金                       （第１節 地－４－３） 
・ 生活福祉資金                       （第１節 地－４－４） 
・ 県税の減免等                       （第１節 地－４－４） 
・ 生活相談                         （第１節 地－４－５） 
・ 雇用の維持に向けた事業主への支援             （第１節 地－４－５） 
・ 義援金品の配布                      （第１節 地－４－６） 
・ その他の生活確保                     （第１節 地－４－７） 
・ 中小企業への融資                     （第１節 地－４－８） 
・ 農林漁業者への融資                    （第１節 地－４－９） 
津波災害復旧対策 
・ 河川、海岸、港湾施設                   （第２節 地－４－12） 
・ 林地荒廃防止施設                     （第２節 地－４－12） 
・ 漁港施設                         （第２節 地－４－12） 
・ 津波災害廃棄物処理                    （第２節 地－４－13） 
液状化等によるライフライン関連施設等の復旧対策 
・ 水道施設                         （第３節 地－４－14） 
・ 下水道施設                        （第３節 地－４－15） 
・ 電気施設                         （第３節 地－４－15） 
・ ガス施設                         （第３節 地－４－16） 
・ 通信施設                         （第３節 地－４－18） 
・ 工業用水道施設                      （第３節 地－４－19） 
・ 農林・水産業施設                     （第３節 地－４－19） 
・ 公共土木施設                       （第３節 地－４－20） 
激甚災害の指定 
・ 激甚災害に関する調査                   （第４節 地－４－22） 
・ 特別財政援助額の交付手続き等               （第４節 地－４－22） 
災害復興 
・ 体制の整備                         （第５節 地－４－23） 
・ 災害からの復興に関する基本的な考え方           （第５節 地－４－23） 
・ 想定される復興準備計画                  （第５節 地－４－23） 
・ 復興対策の研究、検討                   （第５節 地－４－24） 
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第１節 被災者生活安定のための支援 

 

 

 震災により被害を受けた県民が、安心した生活を取り戻せるように、経済的支援をはじめ、医療や  

雇用面における支援、さらに心のケア等を行うことによって、県民に自力復興心をもたせ、もって生活

安定の早期回復を図る。 

 

１ 被災者生活再建支援金（防災危機管理部） 

（１）目的 

   自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、自立して生活再建することが困難な被災者に対し、

その生活の再建を支援し、もって県民生活の安定と被災地の速やかな復興に資すること。 

（２）対象となる自然災害 

 ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村における 

自然災害 

イ １０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

ウ １００世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

エ 上記ア又はイに規定する被害が発生した市町村を含む都道府県内で、５世帯以上の住宅が全壊

する被害が発生した市町村（人口１０万人未満）における自然災害 

オ 上記ウ又はエに規定する都道府県に隣接する都道府県内の市町村(人口１０万人未満)で、ア～

ウに規定する被害が発生した市町村に隣接し、かつ、５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し

た市町村における自然災害 

カ 上記ウ又はエに規定する都道府県が２以上ある場合において、その自然災害により５世帯以上

の住宅が全壊する被害が発生した市町村（人口１０万人未満。ただし、人口５万人未満の市町村

にあっては２世帯以上）における自然災害 

（３）対象となる被災世帯 

   対象世帯は次のいずれかに該当する世帯とする。 

  ア 住宅が「全壊」した世帯 

  イ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

  ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が継続している世帯 

  エ 住宅が半壊し、大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯（大規模半壊世帯） 

（４）支援金の支給額 

   支給額は、住宅の被害程度と再建方法に応じた渡し切りとし、以下の２つの支援金の合計額と  

なる。ただし、世帯人数が１人の場合は各該当欄の金額の３／４の額となる。 

 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊 

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 

 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50万円 
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（５）支援金支給手続き 

   支給申請は市町村に行い、提出を受けた市町村は申請書等の確認を行いとりまとめの上、県へ  

提出する。 

   県は当該書類を委託先である（財）都道府県会館へ提出し、申請書を受理した（財）都道府県   

会館は交付決定等を行う。 

  （被災者生活支援法人として、（財）都道府県会館が指定されている。） 

 

２ 公営住宅の建設等（県土整備部） 

  災害により住宅を滅失した被災者の居住の安定を図るため、災害公営住宅の建設又は公営住宅の 

空き家の活用を図る。 

（１）公営住宅の建設等 

 自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、住宅被害の状況、被災者

の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設若しくは買取又は被災者へ転貸するため

に借上げる。 

 知事は、災害公営住宅の建設等を行う市町村に対し、適切に指導・支援を実施する。 

（２）公営住宅の空き家の活用 

   公営住宅の入居者資格を有する被災者（災害が大規模な場合等において、被災市街地復興特別  

措置法第21条の規定に該当する者については、同条に規定する公営住宅の入居者資格の特例を適用

する。）に対しては、既存公営住宅等の空き家を活用し、優先的に入居できる措置等を講じる。 

   県は、関係機関や市町村と協議し、円滑な入居に努める。 

 

３ 災害援護資金（健康福祉部） 

地震により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに資するため災害資金の貸付けを 

行う。 

（１）貸付対象 

ア若しくはイに掲げる被害を受けた世帯であって、当該世帯に属する者（以下「同一世帯員」と

いう。）の当該被害を受けた年の前年の所得の合計額が、同一世帯員が１人であるときは２２０万円、

２人であるときは４３０万円、３人であるときは６２０万円、４人であるときは７３０万円、５人

以上であるときは７３０万円にその世帯に属する者のうち４人を除いた者１人につき３０万円を 

加えた額に満たないものの世帯主 

ただし、当該世帯の住居が滅失した場合にあっては、同一世帯員の当該被害を受けた年の前年の

所得の合計額が１，２７０万円に満たない世帯の世帯主 

ア 世帯主が療養に要する期間がおおむね１月以上である負傷を負った場合 

イ 住居又は家財の被害金額が当該住居又は家財の価格のおおむね３分の１以上の損害であると 

認められる場合 

（２）貸付金額 

ア 上記（１）のアの場合                                        １５０万円以内 

イ 上記（１）のアと家財の損害が重複した場合            ２５０万円以内 

ウ 上記（１）のアと住居が半壊した場合               ２７０万円以内 

エ 上記（１）のアと住居が全壊した場合               ３５０万円以内 

オ 家財の損害の場合（上記（１）のイの場合）            １５０万円以内 

カ 住居が半壊した場合                       １７０万円以内 

キ 住居が全壊した場合（クを除く）                  ２５０万円以内 

ク 住居の全体が損壊若しくは流失し、又はこれと同等と認められる特別の事情がある場合 

                                  ３５０万円以内 

（３）貸付条件 

ア 貸付期間 １０年（うち据置期間3年） 
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イ 利子 年３％（据置期間中は無利子） 

ウ 保証人 連帯保証人になること 

（４）償還方法 年賦償還又は半年賦償還 

（５）申込方法 各市町村 

 

４ 生活福祉資金（健康福祉部） 

（１）貸付対象 

低所得世帯のうち、他から融資を受けることができない者で、この資金（災害援護費）の貸付け

を受けることによって災害による困窮から自立更生のできる世帯 

（２）貸付金額 一世帯１５０万円以内 

（３）貸付条件 

ア 据置期間 ６月以内 

イ 償還期間 据置期間経過後７年以内 

ウ 利子  

   保証人あり 無利子 

   保証人なし 年１．５％ 

エ 保 証 人 

（ア）連帯保証人となること 

（イ）原則として借受人と同一都道府県に居住し、その生活の安定に熱意を有する者 

（ウ）生活福祉資金の借受人又は借入申込者となっていない者 

（４）償還方法 年賦、半年賦又は月賦 

（５）申込方法 官公署が発行する被災証明書を添付し、民生委員を通じ市町村社会福祉協議会へ申し

込む。 

 

５ 県税の減免等（総務部） 

  被災した納税義務者又は特別徴収義務者（以下「納税義務者等」という。）に対し、地方税法又は   

千葉県県税条例の規定により、県税の申請等の期限の延長、徴収猶予及び減免等個々の事態に対応し

た適時・適切な措置を講じるものとする。 

（１）申告等の期限の延長 

   災害により、納税義務者等が期限内に申告、その他の書類の提出又は県税を納付若しくは納入  

することができないと認めるときは、次により当該期限を延長するものとする。 

ア 災害が広範囲にわたる場合 

知事が職権により適用の地域及び期日を指定するものとする。 

イ その他の場合 

  納税義務者等の申請により、県税事務所長が、災害のやんだ日から２月以内において期日を指

定するものとする。 

（２）徴収猶予 

   災害により財産に被害を受けた納税義務者等が県税を一時に納付し又は納入することができない

と認められるときは、その者の申請に基づき１年以内において徴収を猶予するものとする。なお、

やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内の延長を行うものとする。 

（３）減免及び納入義務の免除等 

被災した納税義務者等に対し、次により減免及び納入義務の免除等を行うものとする。 

ア 個人の県民税 

個人の県民税については、市町村民税と同じ取扱いで減免するものとする。 

イ 個人の事業税 

納期未到来分については、被災の状況に応じ減免するものとする。 

ウ 不動産取得税 
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  災害により滅失若しくは損壊した不動産に代わるものとしての不動産の取得、又は取得した 

不動産がその取得直後に災害により滅失若しくは損壊した場合における当該不動産の取得につい

ては、不動産取得税を減免するものとする。 

エ 自動車税 

  災害により自動車に損害を受けた場合、運行の用に供することができない期間に応じ減免する

ものとする。 

オ 軽油引取税   

  災害により、軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受けとることができなくなったこと

について正当な理由があると認められる場合、又は徴収した軽油引取税を失った場合、特別徴収

義務者の申請により、その軽油引取税が既に納入されているときは還付し、納入されていないと

きは納入義務を免除するものとする。 

カ 固定資産税 

  災害により被害を受けた大規模償却資産について、その被害の程度に応じ、減免するものと  

する。 

 

６ 生活相談 

 

７ 雇用の維持に向けた事業主への支援（商工労働部） 

（１）雇用の維持と失業の予防を図るため、事業主に対して各種雇用関係の助成金制度の周知・啓発

に努める。 

（２）雇用調整助成金等の特例的な運用について、厚生労働省への要請を行う。 

 

 

 

 

 

 

機 関 名 相   談   の   取   扱   い 

県 

１ 県庁内に被災者総合相談窓口を設置するとともに、税務、福祉・医療、商工・   

労働、農林・水産、土木・都市、教育、女性のための相談等の個別相談窓口を設置

する。 

２ 被災者への相談事業等の展開 

  災害によるショック及び避難生活の長期化へ対応するため被災地及び避難所に 

おいて専門家等による相談等の事業を行う。 

（１）要介護者への巡回相談事業の実施 

（２）被災児童生徒及び親への相談事業の実施 

３ 住宅被災者に対する相談等の実施 

被災した住宅の復興を支援するため、住宅相談窓口を開設し、住宅金融支援機構

職員による住宅再建に関する相談を行う。 

＜資料編１－12－34 災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書＞ 

４ 被災者への迅速かつ適切な相談業務を行うため、県各部局及び市町村と緊密な 

連携を図る。 

市 町 村 
 市町村においては、被災者のための相談所を設け、苦情又は要望事項を聴取しその

解決を図るほか、その内容を関係機関に連絡し、広聴活動を実施する。 

県 警 察 

１ 警察署又は交番その他必要な場所に臨時相談所を設置する。 

２ 相談活動を通じて把握した問題については、組織的対応により迅速な処理をする

とともに、必要により関係機関へ連絡して、その活動を促す。 
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８ 義援金品の配布（防災危機管理部、健康福祉部、出納局） 

（１）義援金品の受付 

（２）義援金品の配分及び輸送 

（３）義援品の保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 関 名 計     画     内     容 

県 
 県に寄託された義援金及び知事あての見舞金は、出納局において受け入れ保管する。

義援品は、健康福祉部において受け付ける。 

市 町 村  市町村は、それぞれ義援金品の受付についての計画を策定しておくものとする。 

日 赤 

千葉県支部 

 日赤に寄託された義援金は、日赤千葉県支部及び市町村（地区、分区）において   

受け付ける。ただし、被災の状況により、前記の場所での受付が困難な場合には、   

他の場所で受け付けることがある。 

機 関 名 計     画     内     容 

県 

１ 県で受け付けた義援金の市町村に対する配分は、災害義援金配分委員会を設置し、

決定する。 

２ 義援品は、被災地の状況を勘案して配分を決定し、市町村の指定する場所まで  

輸送して市町村に引き渡すものとする。 

市 町 村 
 市町村は、県又は日赤から送付された義援金品を、日赤奉仕団等関係団体の協力を

得て被災者に配分する。 

日 赤 

千葉県支部 

 赤十字に寄託された義援金の市町村に対する配分については、被災した県、各行政

機関並びに各経済団体、マスコミ、日赤の代表によって構成された義援金配分委員会

の協議により決定する。 

機 関 名 計     画     内     容 

県  義援品を配分するまでの一時保管場所として、防災センター等を使用する。 

市 町 村  市町村は、義援品の保管場所について、あらかじめ計画を策定しておくものとする。 
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９ その他の生活確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 関 名 生  活  確  保  の  取  扱  い 

郵便事業㈱ 

 災害救助法が発動された場合、郵便事業㈱は、災害の態様及び公衆の被災状況等被

災地の実情に応じ、次のとおり、郵政事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を

迅速かつ的確に実施する。 

１ 郵便関係 

（１）被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

   災害時には、被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、

被災世帯に対し、通常葉書及び郵便書簡を無償交付する。 

（２）被災者が差し出す郵便物の料金免除 

   災害時には、被災者が差し出す郵便物及び被災地あて救助用郵便物の料金免除

を実施するものとする。 

郵便局㈱ 

１ 災害時における窓口業務の維持 

 

２ 郵便事業㈱の災害特別事務取扱い、㈱ゆうちょ銀行の非常払及び㈱かんぽ生命 

保険の非常取扱いについて、各社から要請があった場合の取扱い 

労 働 局 

 

１ 震災による離職者の把握に努めるとともに、その就職については、市町村の被災

状況等を勘案の上、県内各公共職業安定所及び隣接都県の公共職業安定機関等との

緊密な連携をとり、公共職業安定所を通じ速やかにそのあっせんを図る。 

 

２ 震災により離職を余儀なくされた者の早期再就職を促進するため、被災地域を 

管轄する公共職業安定所長を通じ、次の措置を講じる。 

（１）被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

（２）巡回職業相談の実施 

 

３ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

 震災により失業の認定日に出向いて行くことのできない受給資格者に対して、事後

に証明書により失業の認定を行い、失業給付を行う。 

Ｎ Ｈ Ｋ 

 

災害救助法に基づく被災者の受信料免除について検討し、総務大臣の承認を得て 

実施する。 
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10 中小企業への融資（商工労働部） 

経営安定資金の融資対策を講じる。 

（１）市町村認定枠 

  ア 融資対象者 

    ・激甚災害により被害を受けた者 

    ・中小企業信用保険法第２条第４項第４号の規定による認定を受けた者 

  イ 融資使途 

 設備資金、運転資金 

  ウ 融資限度額 

 １中小企業者 ８，０００万円以内 

  エ 融資期間 

 設備資金 １０年以内、運転資金 ７年以内 

  オ 融資利率 

 年１．４％～２．０％（融資期間により異なる。） 

（２）市町村認定以外枠 

  ア 融資対象者 

 知事が指定する災害により被害を受けた者 

  イ 融資使途 

 設備資金、運転資金 

  ウ 融資限度額 

 １中小企業者 ８，０００万円以内 

  エ 融資期間 

 設備資金 １０年以内、運転資金 ７年以内 

  オ 融資利率 

 年１．７％～２．３％（融資期間により異なる。） 
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11 農林漁業者への融資（農林水産部） 

                                   平成24年4月1日現在 

 

貸付金の種類 貸 付 対 象 貸 付 限 度 額 利   率 
償還期間 

据置期間 

天 
 
 
 
 

災 
 
 
 
 

資 
 
 
 
 

金 

3.0％以内資金 種苗、肥料、飼料、労賃、

水利費、薬剤、農機具、

家畜又は家きん、薪炭原

木、しいたけほだ木、漁

具、稚魚、稚貝、餌料、

漁業用燃油の購入、漁船

の建造又は取得、共済掛

金（農業共済又は漁業共

済）の支払い等 

〈個人〉 

・果樹栽培、家畜・家き

んの購入等 

500万円 

(600万円) 

・漁具の購入 

5,000万円 

・上記以外 

200万円 

(250万円) 

 

〈法人〉 

・農事組合法人 

    2,000万円 

・上記法人等の果樹栽

培、家畜・家きんの購入

等 

 2,500万円 

・漁業を営む法人 

      2,000万円 

・漁具の購入 

5,000万円 

※カッコ内は、激甚災害

法による特例措置 

3.0％以内 

（平成10年の適用

例0.6％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則6年以内 

(果樹栽培 

、家畜・家き

んの購入等 

原則5年以

内） 

5.5％以内資金 〃 

 

〃 

 

5.5％以内 

（平成10年の適用

例0.6％） 

原則5年以内 

 

6.5％以内資金 〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

6.5％以内 

（平成10年の適用

例0.6％） 

 

 

 

原則3年以内 

（果樹栽培、

家畜・家きん

の 購 入 等 

原則5年以

内） 

県
単
農
業
災
害
資
金 

経営安定資金 

 

 

天災資金と同じ 

 

 

被害認定額の80％以内

で300万円以下 

 

 

災害の都度決定

（平成16年の適用

例0.855％） 

5年以内 

 

 

施設復旧資金 

 

 

農業用施設の復旧に要す

る経費 

 

被害認定額の80％以内

で500万円以下 

 

 

災害の都度決定

（平成16年の適用

例0.855％） 

6年以内 

（据置2年以

内） 
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貸付金の種類 貸 付 対 象 貸 付 限 度 額 利   率 
償還期間 

据置期間 

県
漁
業
災
害
対
策
資
金 

経営安定資金 

 

 

漁具、稚魚、稚貝、飼料、

燃料、労賃、漁業共済掛

金、簡易施設復旧資材等 

被害認定額の80％又は

300万円 

 

 

変動 

（毎月見直し） 

5年以内 

 

 

施設復旧資金 

 

 

漁船、漁業用施設の復旧

に要する経費 

 

被害認定額の80％又は

500万円 

 

 

6年以内 

（据置2年以

内） 

 
(

株) 
 

日 
 

本 
 

政 
 

策 
 

金 
 

融 
 

公 
 

庫 
 

資 
 

金 

農業基盤整備資金 

 

農地又は牧野の保全又は

利用上必要な施設の復旧 

 

 

当該年度に負担する額 

 

 

25年 

（据置10年以

内） 

 

農林漁業セーフ

ティネット資金 

 

災害により必要とする経

営再建費、収入減補填費

等 

 

600万円(特認年間経営

費等の3/12以内) 

10年 

（据置3年以

内） 

林業基盤整備資金 

 

災害による造林地の復旧 

 

災害による林道の復旧 

 

災害による樹苗養成施設

の復旧 

 

80～90％以内 

 

80％以内 

 

80％以内 

 

30年（据置20

年以内） 

20年（据置3

年以内） 

15年（据置5

年以内） 

漁業基盤整備資金 

 

漁港に係る防波堤岸壁等

施設、漁場、水産種苗生

産施設の復旧 

80％以内 

 

 

20年 

（据置3年以

内） 

漁船資金 

 

 

 

災害に係る漁船の復旧等 

 

 

 

１隻当たり4億5千万円 

(特認11億)又は、借入者

負担額の80％以内のい

ずれか低い額 

12年 

（据置2年以

内） 
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貸付金の種類 貸 付 対 象 貸 付 限 度 額 利   率 
償還期間 

据置期間 

(

株) 

日 

本 

政 

策 

金 

融 

公 

庫 

資 

金 

農林漁業 

施設資金 

(主務大臣指定施

設) 

 

 

 

(共同利用施設) 

 

農業施設、林業施設、水

産施設の復旧、果樹の改

植又は補植 

 

 

 

 

農業施設、林業施設、水

産施設、等共同利用施設

の復旧 

１施設当たり300万円 

（特認600万円、特々認

800万円、漁船1,000万

円） 

又は負担する額の80％

のいずれか低い額 

 

 

80％以内 

 

変動 

（毎月見直し） 

15年 

（据置3年以

内） 

果樹の改植

補償は25年 

(据置10年) 

 

20年 

（据置3年以

内） 
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第２節 津波災害復旧対策 

 

 

津波は、堤防、防波堤、係留施設等の防護施設やそれらが決壊した場合の沿岸付近の家屋等を破壊す

るなど、甚大な被害を及ぼす。 

被災した防護施設については、次に来襲する津波に備え、速やかに復旧を行う必要があり、また、   

損壊家屋をはじめとする大量の災害廃棄物は、復旧作業に支障が生じるなど、課題が山積みである。 

 

１ 河川、海岸、港湾施設（県土整備部） 

  河川、海岸、港湾施設管理者は、管理する施設が津波により、被害を受けた場合は、関係機関と   

連携を図りながら被害状況を速やかに調査し、復旧を行うものとする。特に、公共の安全確保上、   

緊急に復旧を行う必要がある対象は、次のとおりである。 

（１）河川管理施設 

  ア 堤防の破壊、護岸、天然河岸の決壊で、住民の日常生活に重大な影響を与えているもの 

  イ 堤防護岸等の決壊で、破堤のおそれのあるもの 

  ウ 河川の堤防護岸等の脚部の深掘れで、根固めをする必要があるもの 

エ 河川の埋そくで、流水の疎通を著しく阻害するもの 

オ 護岸、床上、水門、ひ門、ひ管又は天然の河岸の全壊又は決壊で、これを放置すると著しい   

被害を生じるおそれがあるもの 

（２）海岸保全施設 

ア 堤防の決壊で、破堤のおそれがあるもの 

イ 堤防の前面の砂浜における土砂の流出で、根固めをする必要があるもの 

ウ 護岸、水門及び排水機場等の全壊又は決壊で、これを放置すると著しい被害を生じるおそれの  

あるもの 

（３）港湾施設 

ア 係留施設の破壊で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの 

イ 臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港施設による輸送が不可能又は著しく困難である

もの（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。） 

ウ 港湾の埋そくで、船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの 

エ 外かくの施設の決壊で、これを放置すると著しい被害を生じるおそれがあるもの 

 

２ 林地荒廃防止施設（治山施設）（農林水産部） 

  林地荒廃防止施設管理者は、海岸部に設置した施設（砂丘を含む。）が津波により被害を受けた場合

は、被害状況を速やかに調査し、復旧を行うものとする。 

  特に、防潮堤、護岸の全壊又は決壊で、これを放置すると人家、公共施設等に被害を生じるおそれ

のあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのあるものについては、緊急に復旧を行う必要が

ある。 

 

３ 漁港施設（農林水産部） 

  漁港用施設管理者は、管理する施設が津波により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、

復旧を行うものとする。特に漁港施設は、公共性があり漁業生産基盤上、緊急に復旧を行う必要が   

ある。 

（１）海岸保全施設 

  ア 堤防の決壊で破堤のおそれがあるもの 

イ 堤防の前面の砂浜における土砂の流出で、根固めをする必要があるもの 

ウ 護岸の全壊又は決壊で、これを放置すると著しい被害が生じるおそれのあるもの 
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（２）漁港施設 

ア 係留施設の破壊で、漁船の係留又は水揚げに重大な支障を与えているもの 

イ 臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港交通施設による輸送が著しく困難であるもの 

（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。） 

ウ 漁港の埋そくで、漁船の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの 

エ 外かく施設の破壊で、これを放置すると著しい被害を生じるおそれがあるもの 

 

４ 津波災害廃棄物処理（環境生活部） 

  津波災害廃棄物処理については、震災廃棄物処理計画に基づき実施するものであるが、津波被害の

被災地においては、損壊家屋を始めとする大量の災害廃棄物が発生することから、広域的な処分など

迅速かつ環境負荷のできるだけ少ない処分方法を検討する。 

  市町村は、災害廃棄物の広域処理を含めた処理処分方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地

を確保し、計画的な収集、運搬及び処分を図ることにより、災害廃棄物の円滑かつ適正な処理を行う

ものとする。なお、県は、迅速な災害廃棄物処理について必要な支援を行うものとする。 

  災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限り減量・減容・リサイクル

に努めるとともに、環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずる

ものとする。 
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第３節 液状化等によるライフライン関連施設等の復旧対策 

 

 

 上下水道・電気・ガス・通信等の都市施設、工業用水道及び農林業用施設また道路・河川・港湾等の

公共土木施設は、それぞれ都市生活及び生産の基盤であり、社会経済活動の基幹となるものである。 

 これらの施設については、震災直後の応急復旧の後、社会全般が落ち着いた段階で将来計画も踏まえ

た施設等の復旧を行うものとする。 

 

１ 水道施設（総合企画部、水道局） 

 応急復旧が一段落し給水が確保された段階で、水道事業の正常化を図るため総合的に施設の復旧を

行う。 

（１）復旧対策 

 復旧工事は、特に次の点に留意して進めるものとする。 

ア 取水・導水・浄水施設及び管路等の重要施設について最優先で復旧を行う。 

イ 施設の耐震化を図る。 

ウ 管路は多系統化、ブロック化及びループ化を基本とする。 

エ 市町村の計画的復興に伴う施設の整備を図る。 

（２）漏水防止対策 

 震災後の管路は、漏水の多発が予想されるので、配水の正常化を図るため、早急に漏水防止対策

を行う。 

ア 漏水調査を実施する。 

イ 調査に基づき、漏水修理計画を作成し実施する。 

この場合は次の点に留意する。 

（ア）漏水の多発している管路は布設替えを行う。 

（イ）修理体制を整備し、断水時間の短縮、住民への広報、保安対策に万全を期する。 

（３）県営水道の復旧対策 

ア 震災復旧の基本方針 

被害を的確に把握して早期に復旧を図り、必要に応じ緊急措置を講じて、被害の拡大及び二次

災害の防止や施設の機能維持に努める。 

イ 水道施設の復旧 

  取水場、浄水場、給水場及び管路などの重要施設の復旧を優先的に行い、速やかな通水を図る。 

  （ア）取水場・浄水場・給水場の復旧 

     地震発生後、停電が発生した場合は、取水場、浄水場及び給水場の自家発電設備を稼働させ

電力供給を確保したうえ、場内の連絡管のパトロール、電機・機械・薬注設備等の点検や作動

確認を速やかに行い、通水するものとする。 

     被害が大きい場合は、長期間を要する修理となるため、他浄水場及び給水場系からのバック

アップによる対応を迅速に検討する。 

     なお、浄水場及び給水場間のバックアップ体制を強化するため、北船橋給水場から北総浄水

場へ逆送できる体制を整備するとともに、北千葉広域水道企業団との水の相互融通体制の確保

を計画する。 

（イ）管路の復旧 

   地震発生後、速やかに管路パトロールを行い、漏水が多発している場合は、上流側の本管か

ら順次復旧を行うが、大口径管で復旧に時間を要する場合は、他系統管からのバックアップを

検討し緊急対応する。 

ウ 復旧後の地震対策 

復旧後の水道における地震対策として、長期的に対応すべき施設の耐震化、管路のバック  
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アップ対策及び漏水防止対策等を計画的に実施する。 

（ア）施設の耐震化 

     施設の新設や更新に併せて施設の耐震化を図る。 

（イ）管路のバックアップ対策 

     管路の他系統化及びループ化を図り、漏水発生時における管路のバックアップ機能を強化す

る。また、配水区域の細分化（ブロック化）を推進し、震災時の断水範囲を極力縮小すると   

ともに、復旧の迅速化を図るものとする。 

エ 漏水防止対策 

全管路を対象とした漏水調査を計画的に実施し、漏水箇所の発見修理と漏水多発地帯の把握に

努め、震災対策を含めた管路更新計画策定のためのデータを収集する。 

 

２ 下水道施設（県土整備部） 

  災害後の震災復旧の進め方については、下水道の地震対策マニュアルに基づき行うものとする。 

（１）震災復旧の基本方針 

   下水道施設の被害は、震災後における社会全体の復旧活動、住民生活の安定などに与える影響が

大きいため、被災状況を迅速かつ的確に把握し、関係機関との調整を図り、施設の速やかな復旧を

行う。 

（２）下水道施設の復旧 

   下水道施設に被害が発生したときは、余震や二次災害等に配慮し、他のライフラインの復旧   

状況等を勘案し復旧順序を定める。また、効率的な復旧を行うため、二次災害の発生や避難の長期

化などを想定し、優先度の高い施設から復旧する。 

ア 管路施設（優先度の高い順） 

  （ア）処理場、ポンプ場等の基幹施設、重要な幹線等 

  （イ）その他の幹線管渠 

  （ウ）枝線管渠 

  （エ）取付管渠 

イ 処理場、ポンプ場（優先度の高い順） 

  （ア）非常用電力、水源の確保 

  （イ）下水排除（揚水等） 

  （ウ）汚水の沈殿放流（最初沈殿池）、伝染病予防（滅菌） 

 （エ）汚水処理 

 

３ 電気施設 

原則として復旧の順位は、人命にかかわる施設、対策の中枢である官公署、県民生活の安定のため

に重要な報道機関、避難場所等の施設について優先的に復旧計画を立てるが、震災状況、施設復旧の

難易度を勘案し、電力供給上復旧効果の大きいものから復旧を行う。 

（１）火力発電設備 

ア 系統に影響の大きい発電所 

イ 局配負荷供給上必要な発電所 

（２）送電設備 

 送電線路の復旧順位は次のとおりである。 

ア 全回線送電不能の主要線路 

イ       〃   のその他の線路 

ウ 一部回線送電不能の重要線路 

エ    〃   のその他の線路 

（３）変電設備 

ア 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 
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イ 都市部に送電する系統の送電用変電所 

ウ 重要施設に供給する配電用変電所 

（４）通信設備 

ア 給電指令回線並びに制御・保護及び監視回線 

イ 保守用回線 

ウ 業務用回線 

（５）配電設備 

水道、新聞、放送、ガス、電鉄、官公庁、警察、消防、通信、広域避難場所、その他重要施設に

対しては、優先的に送電する。 

 

４ ガス施設 

 ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、二次災害を防止するため、下記の手順により  

慎重に進める。 

 なお、復旧の順位として、人命にかかわる施設、対策の中枢である官公庁、避難場所等の施設に   

ついて優先的に復旧計画を立てるが、震災状況、施設復旧の難易度を勘案し、ガスの供給上復旧効果

の大きいものから復旧を行う。 

（１）被害状況の調査と復旧計画の作成 

 復旧計画の作成のため、次の設備について被害調査を行う。 

ア ガス製造設備 

イ 供給設備 

ウ 通信設備 

エ 需要家のガス施設 

 これらの調査結果に基づき、被災した製造・供給設備の修理復旧順位及び供給再開地区の優先順

位を定め、復旧計画を作成する。 

（２）復旧措置に関する広報 

 復旧措置に関して安全確保のため、付近住民及び関係機関等への広報に努める。 

（３）復旧作業 

ア 製造所における復旧作業 

 ガスの製造、供給を一時若しくは一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、施設の点検、

補修を行い、各設備の安全性確認の後、標準作業に基づいて、ガスの製造、供給を再開する。 

イ 整圧所における復旧作業 

 ガスの受入、送出を一時若しくは一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、施設の点検、

補修を行い、各設備の安全確認の後、標準作業に基づいて供給を再開する。 

ウ 高・中圧導管の復旧作業 

（ア）区間遮断 

（イ）気密試験（漏えい箇所の発見） 

（ウ）漏えい箇所の修理 

エ 低圧導管と需要家設備の復旧作業 

（ア）閉栓確認作業 

（イ）被災地域の復旧ブロック化 

（ウ）復旧ブロック内巡回点検作業 

（エ）復旧ブロック内の漏えい検査 

（オ）本支管・供内管漏えい箇所の修理 

（カ）本支管混入空気除去 

（キ）内管検査及び内管の修理 

（ク）点火・燃焼試験 

（ケ）開栓 
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（４）再供給時事故防止措置 

ア 製造施設 

 ガスの製造、供給を一時若しくは一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、各種施設の

点検を実施し、必要に応じ補修を行い各設備の安全性を確認した後、標準作業に基づいて、ガス

の製造、供給を再開する。 

イ 供給施設 

 ガス再供給時のガス漏えい等による二次災害を防止するため点検措置を行う。 

ウ 需要家のガス施設 

 各需要家の内管検査及びガスメーターの個別点検試験を実施し、ガスの燃焼状態が正常である

ことを確認した後、使用再開する。 
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５ 通信施設 

（１）東日本電信電話㈱における復旧の順位 

 震災により被災した通信回線の復旧については、予め定められた順位にしたがって実施する。 

 

回 線 の 復 旧 順 位 

順位 回 線 の 種 類 復 旧 す る 回 線 

第 

 

 

１ 

  

 

順 

 

 

位 

電 話 サ ー ビ ス 

・重要通信を確保する機関（第1順位）の加入電話回線各1回

線以上 

・交換局所前（無人局を含む）に公衆電話1個以上 

・ＺＣ以下の基幹回線の10％以上 

電 報 サ ー ビ ス ・電報中継回線1回線以上 

専 用 

サービス 

な ど 

専用サービス 

・重要通信を確保する機関（第1順位）の専用回線各1回線以

上 

・テレビジョン放送中継回線1回線（片方向）以上 

国 際 通 信 

事業者回線 
・対地別専用線の10％以上 

国 内 通 信 

事業者回線 
・対地別専用線10％以上 

社内専用線 ・第1順位復旧対象回線の復旧に必要な社内専用線 

パケット交換サービス 

 

・重要通信を確保する機関（第1順位）の当該回線各1回線以

上 

・第１順位復旧対象回線の復旧に必要な中継回線数 

総合ディジタル通信サービス 

・重要通信を確保する機関（第1順位）の各第1種、第2種双方

について、1契約回線以上。なお、システム利用のユーザ回

線については各事業所毎に１契約回線以上 

・ＺＣ以下の基幹回線の10％以上 

第 

 

 

２ 

 

 

順 

 

 

位 

電 話 サ ー ビ ス 

・重要通信を確保する機関（第2順位）の加入電話回線各1回

線以上 

・人口1千人当たり公衆電話1個以上 

専 用 線 サ ー ビ ス 等 
・重要通信を確保する機関（第2順位）の専用回線各1回線以

上 

パケット交換サービス 

 

・重要通信を確保する機関（第2順位）の当該回線各1回線以

上 

・第2順位復旧対象回線の復旧に必要な中継回線数 

総合ディジタル通信サービス 

・重要通信を確保する機関（第2順位）の各第1種、第2種双方

について、1契約回線以上。なお、システム利用のユーザー

回線については、各事業所ごとに1契約回線以上 

第 ３ 

順 位 
第1順位、第2順位に該当しないもの 
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 重要通信を確保する機関の順位 

 

６ 工業用水道施設（企業庁） 

 工業用水を常時、安定的に供給するという役割を担う工業用水道の重要性から次の点に留意し復旧

を行う。 

（１）復旧工程 

   復旧工事期間中においても受水企業が必要とする給水量を確保することを前提とし、企業の生産

設備の復旧状況を見極めながら、各事業地区相互の応援給水体制を確保し、実施する。 

（２）浄水場等の単独施設 

施設の被災状況を詳細に調査し、緊急度の高いものから更新、修繕を行う。 

（３）管路等施設 

管路は道路占用等により布設されており、道路管理者の復旧計画、他占用事業者の復旧計画との

調整、整合を図り実施する。 

 

７ 農林・水産業施設（農林水産部） 

（１）農業用施設 

 農業用施設管理者は、管理する施設が異常な自然現象により、被害を受けた場合は、被害状況を

速やかに調査し、応急復旧及び本復旧を行うものとする。特に公共性を含めた農業生産基盤上、  

緊急に復旧を行う必要のある対象は次のとおりである。 

ア 用水施設 

（ア）用水路等の破壊、決壊で、これを放置すると農業生産基盤に重大な影響を与えるもの。 

（イ）用水路護岸の破壊で、決壊のおそれのあるもの。 

イ た め 池 

（ア）堤体の決壊又はそのおそれがあり、ため池下流の地域住民及び農業生産基盤に重大な影響を

与えるもの。 

（イ）決壊したため池を放置すると著しい被害を生じるおそれのあるもの。 

ウ 道路施設 

道路、橋梁等が被害を受けた場合、地域住民及び農業生産基盤に重大な影響を与えるもの。 

エ 排水施設 

（ア）堤防の破壊、護岸の決壊で、地域住民及び農業生産基盤に重大な影響を与えるもの。 

（イ）護岸等の決壊で、破壊のおそれのあるもの。 

（ウ）被害を受けた排水施設について、放置すると著しい被害を生じるおそれのあるもの。 

オ 地すべり防止施設 

地すべり防止施設の被災、これを放置すると、人家、公共用及び農業用施設に被害を生じる  

おそれのあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのあるもの。 

順 位 確保する機関（各社の契約約款に別の定めがある場合はその定めによる） 

第１順位 

 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、輸送の確保に

直接関係のある機関、通信の確保に直接関係のある機関、電力の供給の確保に直接関係

のある機関 

第２順位 
 ガス・水道の供給の確保に直接関係のある機関、選挙管理機関、預貯金業務を行う  

金融機関、新聞社、通信社、放送事業者及び第１順位以外の国又は地方公共団体 

第３順位  第1順位、第2順位に該当しないもの 
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（２）林業用施設 

 林業用施設管理者は、管理する施設が異常な自然現象により被害を受けた場合は、被害状況を  

速やかに調査し、応急復旧及び本復旧を行うものとする。特に緊急に復旧を行う必要のあるものは

次のとおりである。 

ア 林道施設 

 林道施設の被災で、これを放置すると、林業生産基盤及び地域住民の生活用道路としての役割

に重大な影響を与えるもの 

イ 林地荒廃防止施設、地すべり防止施設（治山施設） 

  林地荒廃防止施設、地すべり防止施設（治山施設）の被災で、これを放置すると、人家、公共

用施設、道路等に被害を生じるおそれのあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのある

もの 

（３）漁港施設 

 漁港用施設管理者は、管理する施設が地震等により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに  

調査し、復旧を行うものとする。特に公共性があり漁業生産基盤上、緊急に復旧を行う必要のある

対象は次のとおりである。 

ア 海岸保全施設 

（ア）破堤 

（イ）堤防の破壊で破堤のおそれがあるもの 

（ウ）堤防の前面の砂浜における土砂の流出で、根固めをする必要があるもの 

（エ）護岸の全壊等で、これを放置すると著しい被害が生じるおそれのあるもの 

イ 漁港施設 

（ア）係留施設の破壊で、漁船の係留又は水揚げに重大な支障を与えているもの 

（イ）臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港交通施設による輸送が著しく困難であるもの

（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。） 

（ウ）漁港の埋そくで、漁船の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの 

（エ）外かく施設の破壊で、これを放置すると著しい被害を生じるおそれがあるもの 

 

８ 公共土木施設（県土整備部） 

（１）道路施設 

道路管理者は、道路、橋梁及び道路付属物が異常な自然現象により被害を受けた場合は、被害  

状況を速やかに調査し、復旧を行うこととする。 

復旧にあたっては、被害者の救護・救護活動や緊急物資の輸送に対処するため、「緊急輸送道路  

一次路線」を最優先に実施するものとする。 

復旧にあたっては、公益占用物件等の復旧計画と調整のうえ行うものとする。 

（２）河川、海岸、港湾、砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施設 

 河川、海岸、港湾、砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施設管理者は、管理する施設が異常

な自然現象により、被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、復旧を行うものとする。 

 特に公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある対象は次のとおりである。 

ア 河川管理施設 

（ア）堤防の破壊、護岸、天然河岸の決壊で、住民の日常生活に重大な影響を与えているもの 

（イ）堤防護岸等の破壊で、破堤のおそれのあるもの 

（ウ）河川の堤防護岸等の脚部の深掘れで、根固めをする必要があるもの 

（エ）河川の埋そくで、流水の疎通を著しく阻害するもの 

（オ）護岸、床止、水門、ひ門、ひ管又は天然の河岸の全壊等で、これを放置すると著しい被害を

生じるおそれがあるもの 

イ 海岸保全施設 

（ア）堤防の破壊で、破堤のおそれがあるもの 
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（イ）堤防の前面の砂浜における土砂の流出で、根固めをする必要があるもの 

（ウ）護岸、水門及び排水機場等の全壊等で、これを放置すると著しい被害を生じるおそれのある

もの 

ウ 港湾施設 

（ア）係留施設の破壊で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの 

（イ）臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港施設による輸送が不可能又は著しく困難で  

あるもの（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。） 

（ウ）港湾の埋そくで、船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの 

（エ）外かくの施設の決壊で、これを放置すると著しい被害を生じるおそれがあるもの 

エ 砂防施設 

（ア）砂防堰堤、床固工等の決壊又はそのおそれがあるもの。 

（イ）砂防堰堤、床固工、護岸工等の脚部の深掘れで、根固をする必要があるもの 

（ウ）護岸の破壊、天然河岸の著しい決壊で、これを放置すると著しい被害を生じるおそれのある

もの 

（エ）天然河道の埋没で砂防堰堤等の築造を必要とするもので、放置すれば下流の埋そく土砂が  

流下し、新たな被害の生じるおそれのあるもの 

オ 地すべり防止施設 

地すべり防止施設の被災で、これを放置すると、人家、公共施設等に被害を生じるおそれの  

あるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのあるもの 

カ 急傾斜地崩壊防止施設 

急傾斜地崩壊危険区域内の急傾斜地崩壊防止施設の被災で、これを放置すると、人家、公共  

施設等に被害を生じるおそれのあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのあるもの 

 



地-4-22 

 

第４節 激甚災害の指定 

 

 

 県及び市町村は、激甚災害が発生した場合には、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期

に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年9月6日法律第150号 以下 

「激甚法」という。）の指定が受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業及び復興計画に基づく  

復興事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するものとする。 

 

 

１ 激甚災害に関する調査（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部） 

（１）県 

ア 県内に大規模な災害が発生した場合、知事は市町村の被害状況を検討の上、激甚災害及び局地

激甚災害の指定を受ける必要があると思われる事業について、関係部局に必要な調査を行わせる

ものとする。 

イ 前記アの各部局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額そのほか激甚法に定める  

必要な事項を速やかに調査し、防災危機管理部に提出するものとする。 

ウ 防災危機管理部長は、前記各部局の調査を取りまとめ、庁議に付議するものとする。 

エ 関係部局は、激甚法に定められた事業を実施する。 

（２）市町村 

 市町村長は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力するものとする。 

 

２ 特別財政援助額の交付手続き等（総務部、農林水産部、県土整備部） 

（１）県 

   激甚災害の指定を受けたときは、事業の種別毎に激甚法及び算定の基礎となる法令に基づき、  

関係部局は負担金を受けるための手続きその他を実施するものとする。 

（２）市町村 

 市町村長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県各部局に提出し

なければならない。 

 

＜資料編1－10 千葉県災害復旧対策本部設置要綱＞ 
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第５節 災害復興 

 

１ 体制の整備(全庁) 

県は、県民の生活や地域（都市）の機能、文化・産業の再建を計る災害復興事業を速やか、かつ、

計画的に実施するための臨時組織として、災害復旧・復興本部を設置する。 

平成２３年３月に発生した東日本大震災では、本県において初めて災害復旧・復興本部を設置した。 

県は、東日本大震災の復旧復興に係る教訓等を踏まえ、災害復旧・復興本部の役割等について、  

研究する。 

＜資料編１－11 東日本大震災千葉県災害復旧・復興本部要綱＞ 

 

２ 災害からの復興に関する基本的な考え方（全庁） 

  国、県、市町村などの行政の施策（公助）や自分の身は自ら守る（自助）も重要であるが、大規模

災害が発生し地域の復興を目指すためには、人と人との支え合い、地域の全ての主体が復興に向けて

連携する（共助）ことなど、地域住民・企業・団体等の相互の連携、「絆」が重要である。 

  平成２３年３月に発生した東日本大震災は、被害が甚大であったことから、単なる原状回復である

「復旧」にとどまらず、将来に向けて地域を活性化させる「復興」までを視野に取り組むこととし、

復興に係る基本的な考え方や今後の施策の方向性を取りまとめた「千葉県震災復旧及び復興に係る 

指針」を作成した。 

  県は、今後起こりうる首都直下地震などの大規模災害に対応するため、この指針を参考に、災害  

復興の理念、事業内容に関する研究に努めることとする。 

 

３ 想定される復興準備計画（全庁） 

 以下の復興計画を実効ある内容と住民の立場に立ったよりよいものにするためには、被災後の各方

面からの復興調査が重要になってくる。この復興調査についても検討が必要であり、平成２３年３月

に発生した東日本大震災では、津波により太平洋岸の地域が、液状化により東京湾岸の埋立地や河川

沿いの低地が大きな被害を受けるなど、地域の特性や被害の状況に応じた復興対策が重要となった。 

  また、各計画は、相互に関連しており、より効果的な復興を目指すためにも、事前に各方面からの

研究、検討を行い、実災害に対応できるよう備えておく。 

（１）くらしの復興 

  被災者の自立を尊重し、当面の生活資金の支援から生業支援、雇用対策などの被災者の生活再建

支援を中心とした施策を盛り込む。 

 また、被災者の心身の健康の回復は、全ての基礎となることから医師・保健師等の巡回診断、  

心的外傷やＰＴＳＤ等、被災者、被害者に対する心のケアの重要性の認識など健康・福祉面での  

きめ細かい支援を向上させる。 

（２）都市の復興 

   壊滅的な被害を受けた都市の復興については、生活の基礎地盤となる都市(地域)社会の継続の 

必要性と都市(地域)機能の回復の観点から、より質的向上を念頭に入れた、まちづくりを進める。 

   そのためには、迅速で将来を見越した被災地の建築制限、行政と県民とが協働した都市計画の  

策定を目指す。 

   都市(地域)の特性、それぞれの歴史、文化を途絶えることなく継承するとともに、さらに、その

特性を考慮した対策をとり、より発展できるよう心がける。 

（３）住宅の復興 

   被災者が、生活の拠点となる住まいを確保すること、宅地及び住宅の復旧は、被災者の自立を  

促すこととなり、復興の礎となる。被災者が自力での住宅再建を支援することを中心に、民間住宅

の斡旋・補助、公的住宅の建設など多岐にわたり検討し、被災者の将来設計に合致した住まいの復

興を支援する。 
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（４）産業の復興 

   地域の産業は、基幹産業のみならず、すべてにおいて地域の中心であり、地域の活力の源である。

その産業(事業者)が被災し、操業(営業)の停止を余儀なくされた場合、融資制度の活用などによる

財政的な支援とともに、賃貸工場・店舗の提供などの措置を検討する。また、産業間を結ぶ流通、

通信の復興については、できるだけ迅速な復旧・復興を支援する。 

   県の重要な産業である観光、農業、漁業などにおいても復興を支援する観点からの積極的な情報

の発信、マイナスイメージを払拭するイベントの開催や宣伝など産業の復興を側面から支援する。 

 

４ 復興対策の研究、検討（全庁） 

  今後起こりうる大規模災害に対して、着実かつ円滑な復旧対策を実施するため、以下の東日本大震

災に係る政策課題ごとの復興施策の方向性を参考にし、震災後の対策や活動内容について事前に検討

し、定めておくものとする。 

（１）防災・危機管理体制の強化 

  ア 防災対策の充実・強化 

  イ 関係機関との連携強化 

  ウ 地域コミュニティの活性化 

（２）災害に備えた保健医療福祉分野の体制の強化・充実 

  ア 医療提供体制の整備 

  イ 福祉サービス提供体制の整備 

  ウ 健康の維持・増進、心のケア・地域支え合い体制の整備 

  エ 子育て支援サービスの提供体制の整備 

（３）教育分野における防災体制の充実 

  ア 教育施設の早期耐震化推進 

  イ 防災教育の一層の充実 

  ウ 学校における災害発生時の児童生徒等に対する支援の充実 

（４）農林水産業の再生と発展 

  ア 農林水産業の生産力の強化と担い手づくりの推進 

  イ 千葉県産農林水産物の魅力発信 

  ウ 緑豊かで活力ある農山漁村づくりの推進 

  エ 自然災害対策の推進 

（５）商工業・観光業等の再生と発展 

  ア 商工業の再生及び成長支援 

  イ 観光業の再生 

  ウ 就労支援及び雇用創出の推進 

（６）地震・津波・液状化等の災害に強いまちづくり 

  ア 安全なまちづくりの推進 

  イ 公共土木施設の防災機能の強化 

  ウ 交通ネットワークの機能強化 

  エ 上下水道施設等ライフラインの機能強化 



 

 

 

千 葉 県 地 域 防 災 計 画 

 

 

 

 

地震・津波編附編 
 

東海地震に係る周辺地域としての対応計画 
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第１章 総  論 

 

 

 本附編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方、並びに地震・津波編の附編としての位置  

付けとして、以下に示すとおり、大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）に基づいて指定   

された地震防災対策強化地域の周辺地域に位置する本県として、東海地震に係る警戒宣言が発令された

場合における社会的混乱の発生を防止すること等を目的として定めたものである。 

 

 

 

第１節 地震・津波編の附編としての位置付け 

 

 

１ 計画の内容 

 計画内容は、警戒宣言が発せられた場合においても、原則として平常時の社会経済活動を維持しな

がら、 

（１）警戒宣言の発令等に伴う社会的混乱の発生を防止するために必要な措置 

（２）地震発生にあたっても被害を最小限にとどめるために必要な措置 

等を定めることによって、県民の生命、身体、財産を保護することを目的とした。 

 なお、本計画は、各機関が具体的に実施することとなる対応措置を掲げることを基本としたが、  

各市町村、団体等、個別に対応が異なる計画事項については、その基本的考え方を示した。 

 

２ 計画の範囲 

 計画の範囲は、警戒宣言が発令された時点から地震発生（又は発生のおそれがなくなる）までの間

においてとるべき措置等を定めるが、東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの間における防災

対策上とるべき必要な措置についても可能な限り含める。 

 なお、地震発生後の応急、復旧対策は、地震・津波編で対処する。 

 

３ 前提条件 

 計画策定にあたっての前提条件は、原則として次のとおりである。 

（１）東海地震が発生した場合の千葉県の震度は、ほぼ全域で震度５強程度とする。 

（２）警戒宣言発令時刻は、原則として最も混乱の発生が予想される平日の昼間（おおむね午前10時  

から午後2時）とする。 

 なお、対策別に特に考慮すべき時間帯及び翌日以降の対応が異なる事項については、個別に措置

することとした。 

 

４ 計画の実施 

 千葉県は強化地域外であり、大規模地震対策特別措置法が適用されないことから、本計画の実施に

あたっては、行政指導、協力要請によって対処する。 

 

５ 計画の位置付け 

 本計画は、地震・津波編の附編として位置付ける。 
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第２章 防災機関の業務 

 

 

県、市町村及び指定地方行政機関、指定（地方）公共機関等が実施する業務の大綱は、次のとおり

である。 

 

１ 県 

機  関  名 業     務     大     綱 

総 務 部 
１ 庁舎等の施設防災対策に関すること 

２ 私立学校の指導に関すること 

総 合 企 画 部 

１ 報道機関との連絡調整に関すること 

２ 県民等に対する協力、広報活動に関すること 

３ 飲料水の供給指導に関すること 

防 災 危 機 管 理 部 

１ 県防災会議及び県災害対策本部の設置、運営に関すること 

２ 東海地震予知情報等の収集伝達に関すること 

３ 市町村の東海地震対策事務の指導及び連絡調整に関すること 

４ 通信その他施設整備に関すること 

健 康 福 祉 部 

 

１ 社会福祉施設の保全に関すること 

２ 社会福祉施設の入所者等の保護安全に関すること 

３ 災害救助に関すること 

４ 医療救護に関すること 

５ 医薬品等の確保、供給に関すること 

６ 防疫及び保健衛生に関すること 

環 境 生 活 部 

１ 汚染物質等の発生源に対する監視、指導に関すること 

２ 環境大気及び公共用水域の監視に関すること 

３ 地質環境保全及び監視に関すること 

商 工 労 働 部 

１ 物資の確保及び調達に関すること 

２ 商工業者、商工団体に対する指導に関すること 

３ 金融機関の業務確保に関すること 

４ 高圧ガスの保安対策及び火薬類の取締りに関すること 

５ 職業訓練施設の保全に関すること 

農 林 水 産 部 

１ 農業施設の保全に関すること 

２ 農業金融の指導に関すること 

３ 非常食糧の確保に関すること 

４ 農林業団体に対する指導に関すること 

５ 林地、治山施設の保全に関すること 

６ 漁業金融の指導に関すること 

７ 漁業団体に対する指導に関すること 

８ 農林水産部所属船舶の保全に関すること 

９ 農林水産部所属船舶による漁船漁業の指導に関すること 

10 漁業無線による通信手段の確保に関すること 

11 漁業漁港施設の保全に関すること 
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機  関  名 業     務     大     綱 

県 土 整 備 部 

１ 道路及び橋梁の保全に関すること 

２ 水防に関すること 

３ 河川管理施設、海岸保全施設、砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜

地崩壊防止施設の保全に関すること 

４ 港湾施設の保全に関すること 

５ 土木資材の確保に関すること 

６ 県営住宅の保全に関すること 

７ 建築物の防災に関すること 

８ 宅地の防災に関すること 

９ 下水道施設の保全に関すること 

出 納 局  災害経費に関すること 

水 道 局 
１ 県営水道施設の保全に関すること 

２ 飲料水の供給、確保に関すること 

企 業 庁 

１ 臨海地域土地造成事業施設及び新市街地造成事業施設の保全に関する

こと 

２ 宅地造成事業施設、内陸工業用地造成事業施設及びレクリエーション

用地造成事業施設の保全に関すること 

３ 工業用水道施設の保全に関すること 

４ 工業用水の供給、確保に関すること 

病 院 局 
１ 県立病院の保全に関すること 

２ 医療救護に関すること 

教 育 庁 

１ 文教施設の保全に関すること 

２ 公立学校の児童生徒等の保護安全に関すること 

３ 図書館、博物館等社会教育施設の保全に関すること 

４ 文化財の保護に関すること 

警 察 本 部 

１ 警備本部の設置、運営に関すること 

２ 各種情報の収集、伝達に関すること 

３ 犯罪の予防その他社会秩序の維持に関すること 

４ 交通の混乱等の防止に関すること 

 

２ 市 町 村 

 

機  関  名 業     務     大     綱 

市 町 村 

１ 市町村の防災会議及び災害対策本部の設置、運営に関すること 

２ 東海地震対策の連絡調整に関すること 

３ 東海地震に係る予防、応急対策に関すること 

４ 東海地震予知情報等の受理、伝達に関すること 

５ 広報、教育、防災訓練に関すること 

６ 消防、水防対策に関すること 

７ 市町村が管理又は運営する施設対策に関すること 

８ 例外措置としての住民避難に関すること 
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３ 指定地方行政機関 

 

  

機  関  名 業     務     大     綱 

関 東 管 区 警 察 局 

１ 管区内各県警察の災害警備活動の指導・調整に関すること 

２ 管区内各県警察の相互援助の調整に関すること 

３ 他管区内警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との連携に関す

ること 

４ 警察通信の確保及び警察通信統制に関すること 

関 東 財 務 局 

千 葉 財 務 事 務 所 

 金融機関における業務の円滑な遂行を確保するための指揮、要請に 

関すること 

関 東 農 政 局 

１ 生鮮食料品及び加工食料品の流通に関すること 

２ 農林漁業関係金融機関に対する指導に関すること 

３ 主要食糧の需給に関すること 

関 東 森 林 管 理 局 
１ 国有林野の保全に関すること 

２ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 

関 東 経 済 産 業 局 

１ 生活必需品等防災関係物資の安定的供給の確保に関すること 

２ 商鉱業事業者の業務の正常な運営の確保に関すること 

３ 被災中小企業の振興に関すること。 

関 東 東 北 産 業 

保 安 監 督 部 

１ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物等の保安の   

確保に関すること。 

２ 鉱山に関する災害の防止及び、災害時の応急対策に関すること。 

関 東 運 輸 局 

１ 船舶による安全輸送の指導に関すること 

２ 鉄道による安全輸送の指導に関すること 

３ 自動車（バス、タクシー、トラック）による安全輸送の指導に関する

こと 

関 東 地 方 整 備 局 

１ 港湾施設、海岸保全施設等の保全の指導に関すること 

２ 河川施設、道路施設の保全に関すること 

３ 緊急輸送の確保助言に関すること 

成 田 空 港 事 務 所 

１ 空港内各航空会社に対する情報の伝達に関すること 

２ 航空機の運航の安全と確保に関すること 

３ 航空保安施設、通信施設等の点検及び整備に関すること 
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機  関  名 業     務     大     綱 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 

１ 警戒宣言等の伝達、通信体制の強化に関すること 

２ 船艇及び航空機等の出動、派遣等に関すること 

３ 情報の収集、海上交通安全の確保に関すること 

４ 治安の維持、緊急輸送に関すること 

５ 海難救助、流出油等の防除措置に関すること 

６ 危険物の保安措置に関すること 

東 京 管 区 気 象 台 

銚 子 地 方 気 象 台 

１ 東海地震注意情報及び東海地震予知情報の県知事への連絡に関するこ

と 

２ 観測施設の整備並びに観測機器の保守及び観測に関すること 

３ 地震予知及び地震津波に関する啓発活動並びに防災訓練に対する協力

に関すること 

関 東 総 合 通 信 局 
１ 災害に関する情報の収集及び関係機関との連絡に関すること 

２ 非常通信の運用に関すること 

千 葉 労 働 局  産業安全（鉱山保安関係は除く。）に関すること 

 

４ 自 衛 隊 

 

機  関  名 業     務     大     綱 

陸上自衛隊第１空挺団 

１ 県との連絡・調整に関すること 

２ 東海地震関連情報の収集、伝達等に関すること 

３ 災害発生時における救援活動の実施に関すること 
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５ 指定公共機関 

 

機  関  名 業     務     大     綱 

東日本旅客鉄道 

株式会社 

千葉支社 

東京支社 

１ 鉄道施設の保全に関すること 

２ 鉄道輸送の確保に関すること 

３ 鉄道旅客の混乱防止に関すること 

東日本電信電話 

株式会社千葉支店 
 電報、電話等の通信の確保に関すること 

株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモ千葉支店 
  携帯電話等の通信の確保に関すること 

ＫＤＤＩ株式会社 電話、携帯電話等の通信の疎通に関すること 

日 本 赤 十 字 社 

千葉県支部 

１ 救護班の編成並びに医療、助産、死体処理（一時保管を除く）に関す

ること 

２ 災害救護に関すること 

３ 日赤医療施設の保全に関すること 

４ 血液センター施設の保全に関すること 

日 本 放 送 協 会 

千葉放送局 

１ 東海地震予知情報等の放送に関すること 

２ 放送施設の保全に関すること 

東 日 本 高 速 道 路 

株式会社関東支社 

１ 東日本高速道路の保全に関すること 

２ 災害時における緊急交通路の確保に関すること 

成 田 国 際 空 港 

株式会社 

１ 空港内各航空会社及び旅客に対する情報の伝達に関すること 

２ 空港施設の保全に関すること 

３ 空港内の混乱防止に関すること 

日本通運株式会社 

千葉支店 
 貨物自動車（トラック）による救助物資の輸送に関すること 

東京電力株式会社 

千葉支店 

１ 電力の需給に関すること 

２ 電力施設等の保全に関すること 

東京ガス株式会社 

千葉導管ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 

１ ガスの供給に関すること 

２ ガス施設、装置、設備の保全に関すること 

首 都 高 速 道 路 

株式会社 

１ 首都高速道路の保全に関すること 

２ 緊急交通路の確保に関すること 

日 本 貨 物 鉄 道 

株式会社 
  鉄道車両等による救助物資輸送の協力に関すること 

独 立 行 政 法 人 

水 資 源 機 構 
  水資源開発施設（導水路を含む）の保全に関すること 
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６ 指定地方公共機関 

  

機  関  名 業     務     大     綱 

京 葉 瓦 斯 株 式 会 社 

大多喜ガス株式会社 

千 葉 ガ ス 株 式 会 社 

社団法人 

千葉県エルピーガス協会 

房 州 瓦 斯 株 式 会 社 

京 和 ガ ス 株 式 会 社 

銚 子 瓦 斯 株 式 会 社 

野 田 ガ ス 株 式 会 社 

角 栄 瓦 斯 株 式 会 社 

東日本ガス株式会社 

総 武 ガ ス 株 式 会 社 

日 本 瓦 斯 株 式 会 社 

１ ガスの供給に関すること 

２ ガス施設、装置、設備の保全に関すること 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

京 成 電 鉄 株 式 会 社 

新京成電鉄株式会社 

小 湊 鉄 道 株 式 会 社 

東京地下鉄株式会社 

北 総 鉄 道 株 式 会 社 

京葉臨海鉄道株式会社 

流 鉄 株 式 会 社 

銚子電気鉄道株式会社 

いすみ鉄道株式会社 

千葉都市モノレール株式会社 

東葉高速鉄道株式会社 

山 万 株 式 会 社 

株式会社舞浜リゾートライン 

芝 山 鉄 道 株 式 会 社 

首都圏新都市鉄道株式会社 

１ 鉄道施設の保全に関すること 

２ 鉄道輸送の確保に関すること 

３ 鉄道旅客の混乱防止に関すること 

千葉県手賀沼土地改良区 

両 総 土 地 改 良 区 

印 旛 沼 土 地 改 良 区 

 土地改良施設の保全に関すること 

印旛利根川水防事務組合 

千葉県長沼水害予防組合 
 水防施設の保全に関すること 

日 本 航 空 株 式 会 社 

全日本空輸株式会社 

１ 航空機の運航の安全と確保に関すること 

２ 旅客の安全確保に関すること 
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機  関  名 業     務     大     綱 

社団法人 

千 葉 県 医 師 会 

１ 医療及び助産活動に関すること 

２ 医師会医療機関との連絡調整に関すること 

社団法人 

千 葉 県 歯 科 医 師 会 

１ 歯科医療活動に関すること 

２ 歯科医師会医療機関との連絡調整に関すること 

社団法人 

千 葉 県 薬 剤 師 会 

１ 調剤業務及び医薬品の管理に関すること 

２ 医薬品等の需給状況の把握及び情報の提供に関すること 

３ 地区薬剤師会との連絡調整に関すること 

社団法人 

千 葉 県 バ ス 協 会 

１ 旅客輸送の確保に関すること 

２ 人員の緊急輸送の確保に関すること 

社団法人 

千葉県トラック協会 

 

 物資の緊急輸送の確保に関すること 

株式会社ニッポン放送 

千葉テレビ放送株式会社 

株式会社ベイエフエム 

１ 東海地震予知情報等の放送に関すること 

２ 放送施設の保全に関すること 
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第３章 事前の措置 

 

 

 

第１節 東海地震に備え事前に促進すべき事項 

 

 

 地震災害を未然に防止し、また被害を最小限にとどめるには、平常時から不断の準備を進めること

が必要である。このため、地震・津波編においても各防災機関の予防計画を定めているが、東海地震

については、予知できる可能性があり、その発生が懸念されていることから、本節においては特に  

緊急に促進すべき事項について定めるものとする。 

 

区分 機  関  名 内              容 

情 

報 

伝 

達 

手 

段 

の 

整 

備 

県防災危機管理部 

（１）県防災行政無線網の拡充整備 

 ネットワークに未加入の防災関係機関への無線局設置により  

ネットワークの増強を図る。 

（２）市町村防災行政無線の整備 

 県は、市町村が住民等に対し、地震情報等を迅速に伝達するために

設置する市町村防災行政無線の整備事業について、必要な指導及び 

助成を行う。 

（３）他の通信施設の利用 

 防災関係機関は、非常時において、通信の輻輳あるいは被災等によ

る通常通信施設の使用不能事態を考慮し、最寄り機関等の通信施設の

円滑な利用（非常通信等による。）が図れるよう平素から協力体制の

確立を推進する。 

建
築
物
・
構
造
物
の
地
震
対
策
及
び
道
路
・
河
川
・
地
す
べ
り
等
の
対
策 

県県土整備部 

（１）建築物の耐震診断・改修の実施 

ア 県有の庁舎、学校、病院等は耐震診断実施結果に基づき、耐震改

修の実施を促進する。 

イ 防災上重要な市町村有建築物及び民有建築物に対し、耐震診断・

耐震改修の実施を指導する。 

（２）ブロック塀等の安全対策 

 通学路に面したブロック塀等の点検結果に基づき、補強・改修の 

実施を指導する。 

（３）外壁等の落下物防止対策 

 繁華街の道路に面した外壁、窓ガラス、屋外突出物等の点検結果に

基づき補強・改修の実施を指導する。 

（４）施設等の点検整備 

ア 河川管理施設、海岸保全施設、港湾施設、砂防設備、地すべり

防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路・橋梁施設について、   

定期又は随時に点検整備を行う。 

イ 水防資機材は水防倉庫に備えておき、定期的に点検整備を行う。 
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区分 機  関  名 内              容 

道 

路 

・ 

河 

川 

・ 

地 

す 

べ 

り 

等 

の 

対 

策 

県 農 林 水 産 部 

 

（１）施設等の点検整備 

  ア 海岸保全施設、漁港施設について、定期又は随時に点検整備を

行う。 

イ 備蓄資機材は備蓄倉庫に備えておき、定期的に点検整備を行う。 

（２）地すべり等危険地域の把握 

 県及び市町村は、地すべりの危険地域を把握し、定期又は随時に

点検整備を行う。 

関東地方整備局 

 施設の優先整備 

 震災対策を必要とする管轄内の河川、道路施設については、緊急を要

するものから逐次整備を進める。 

東日本高速道路 

株式会社関東支社 

 道路交通確保に必要な資機材の備蓄及び速やかに調達できるよう調達

体制の整備・把握に努める。 

首 都 高 速 道 路 

株式会社 

（１）首都高速道路湾岸線の利用者に対して、警戒宣言が発せられた  

場合の行動等を周知し、その理解と協力を得るため平素から必要な

広報活動を行う。 

（２）地震発生に備え、資機材の確保及び点検整備に努める。 

鉄 
 
 

道 
 
 

対 
 
 

策 
 
 

の 
 
 

強 
 
 

化 

東日本旅客鉄道 

株式会社 

 

千葉支社 

東京支社 

（１）地震防災体制の整備 

 現業機関の防火管理者は、消防計画の再検討を行い、警戒宣言  

発令時の地震防災応急計画担当事項を定めるとともに、昼夜間別の

防災体制の確立を図る。 

（２）旅客の避難対策 

 駅長は、県その他市町村が指定する広域避難場所の確認、被害  

状況に応じた一時避難場所の選定及び避難用資機材の整備を図ると

ともに、自駅に適した避難誘導方法を決定し、あらかじめ放送文案

を作成する等避難誘導体制を確立する。 

（３）沿線医療機関の調査 

 駅長は、駅周辺の嘱託医等の医療機関に連絡し、発災時等の医療

について協力を要請する。 

（４）食料、飲料水の調査 

ア 駅長は、発災に備え、構内食堂等の関係業者と食事のあっせん

について打ち合わせを行うとともに、非常食料等の確認をする。 

イ 現業機関の長は、非常災害に利用できる貯水槽の位置、水利の

状況及び飲料水の確認をする。 

（５）復旧資機材の調査及び整備 

ア 関係現業機関の長は、災害時の復旧に備え、必要資機材（予備

品を含む）の格納場所、員数等を調査し、定期的に整備を行い、

機能保持に努める。 

イ 応急復旧機材の借受契約業者及び請負業者に対して、災害発生

時に人員、機材等の要請に応じられるよう協力体制を確立する。 
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区分 機  関  名 内              容 

鉄 
 
 

道 
 
 

対 
 
 

策 
 
 

の 
 
 

強 
 
 

化 

東京地下鉄株式会社 

（１）施設・設備等の応急処置 

 被害を最小限にとどめ、かつ、旅客の避難誘導を容易に行う

ため、施設・設備等の点検整備を実施する。 

（２）防災措置に係わる資機材等の整備 

 警戒宣言時の混乱防止及び発災後の災害復旧のために、資機

材を整備配置する。 

（３）広報活動 

 警戒宣言時に対処するため、広報活動を実施する。 

（４）教育・訓練 

   社員が警戒宣言の概要を正しく理解し、これに対する的確な

行動がとれるよう、日頃から教育訓練を行い、地震及び防災に

関する知識を啓蒙し、指導する。 

そ の 他 民 鉄 

 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

京 成 電 鉄 株 式 会 社 

新京成電鉄株式会社 

小 湊 鉄 道 株 式 会 社 

北 総 鉄 道 株 式 会 社 

京葉臨海鉄道株式会社 

流 鉄 株 式 会 社 

銚子電気鉄道株式会社 

いすみ鉄道株式会社 

千葉都市モノレール株式会社 

東葉高速鉄道株式会社 

山 万 株 式 会 社 

株式会社舞浜リゾートライン 

芝 山 鉄 道 株 式 会 社 

首都圏新都市鉄道株式会社 

（１）要注意箇所の把握 

   路線及び諸設備の点検を行い、要注意箇所を把握する。 

（２）ＰＲ方法の確立 

 県から通知を受けるための窓口を定め、社内及び旅客公衆に

対するＰＲ方法を確立する。 
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区分 機  関  名 内              容 

調

査

の

実

施 

被

害

想

定 

県 防 災 危 機 管 理 部 

 被害想定調査の実施 

 東海地震対策計画（修正）の基礎となる前提条件の確度の向上 

及び地域別影響度等を把握するため、震度分布、被害予想等に係る

調査を実施する。 

計

画

化 

食

糧

確

保

の 

県 農 林 水 産 部 

 災害応急食糧の精米計画 

 発災時における応急食糧の配給において、市町村長が米穀小売販

売業から調達する米穀は精米で引き渡しを受けるが、政府から直接

売却を受けて調達する米穀は玄米であるため、市町村は管内の小売

販売業者又は卸売業者等と、精米計画を策定しておくよう指導す

る。 

学 

校 

・ 

病 

院 

・ 

社 

会 

福 

祉 
施 
設 

の 

耐 

震 

性 

の 

強 

化 

県 教 育 委 員 会 

（公立学校に対する指導事項） 

（１）防災上必要な設備器具及び用具の配置図を要所に掲示し、 

全員が点検確認すると同時にその取扱いを熟知しておく。 

（２）戸棚、本棚、ロッカー、下駄箱等は、倒壊しないように固定

する。 

（３）避難経路となる廊下・階段・出入口には避難障害となる戸棚・

本箱等を置かない。 

（４）屋内の額縁、掛時計、植木鉢等、落下し易い物品の設置場所、

設置方法等に留意する。 

（５）万年塀、バックネット、国旗掲揚塔、体育遊戯施設等の倒壊

方向を可能な限り把握する。 

（６）薬品の収納室や火気物の使用室は、特に落下・倒壊防止及び

出火防止に留意する。 

県 健 康 福 祉 部 

（一般病院、診療所、助産所等に対する指導事項） 

（１）医療器具の転倒及び落下物の安全対策 

（２）医薬品及び危険物等の安全対策 

（３）飲料水、薬品等の備蓄 

（４）発電機の整備 

（５）防火及び避難誘導計画の作成と訓練の実施 

（精神障害者社会復帰施設及び老人保健施設に対する指導事項） 

（１）転倒、落下物等の防止対策及び備品の固定化等の安全措置 

（２）可燃性危険物の安全管理及び出火防止対策 

（３）施設内における緊急避難用の安全スペースの確保 

（社会福祉施設に対する指導事項） 

（１）転倒、落下物等の防止対策及び備品の固定化等の安全措置 

（２）可燃性危険物の安全管理及び出火防止対策 

（３）施設内における緊急避難用の安全スペースの確保 
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第２節 事業所に対する指導、要請 

 

 

 警戒宣言が発せられた場合における社会的混乱の防止及び災害要因の事前抑止等については、関係

事業所の果たす役割が非常に大きくその協力は不可欠である。 

 このため、本節においては、関係各事業所に対する指導事項及び協力要請事項について定めるもの

とする。 

 

１ 防災対策上、重要な事業所に対する指導、要請 

 

 

 

 

機  関  名 指    導    事    項 

県 防 災 危 機 管 理 部 

（１）県は、各消防機関に対し、管内事業所が警戒宣言発令時等におい

てとるべき対応措置を消防計画、予防規程に定めるよう指導をする。 

  ア 対象事業所 

  消防法第８条第１項若しくは第８条の２第１項に規定する消防

計画を作成すべき事業所及び同法第１４条の２第１項に規定する

予防規程を作成すべき事業所 

  イ 計画策定上の指導事項 

  〔消防計画〕 

 （ア）火気の取扱い 

 （イ）自衛消防組織 

 （ウ）防火対象物の建築設備、消防用設備等の点検取扱い 

 （エ）教育訓練 

 （オ）顧客、従業員等の安全確保 

 （カ）情報収集、伝達、広報 

 （キ）薬品等地震により出火危険のある物品の安全措置 

 （ク）営業方針、従業員の時差退社 

 （ケ）その他必要な事項 

  〔予防規程〕 

 （ア）施設の安全確保のための緊急措置 

 （イ）火気の取扱い 

 （ウ）教育訓練 

 （エ）安全設備、消防用設備等の点検、取扱い 

 （オ）危険物輸送の安全対策 

 （カ）情報収集、伝達、広報 

 （キ）必要資機材の点検整備 

 （ク）操業方針、従業員の時差退社 

 （ケ）その他必要な事項 

ウ 指導方法 

 （ア）講習会、研修会 

 （イ）印刷物 

 （ウ）各種業界の集会 

 （エ）消防行政執行時、その他 
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２ 生活関連事業所に対する指導、要請 

（１）食料、生活物資等を扱う事業所 

 

 

 

機  関  名 指    導    事    項 

県 健 康 福 祉 部 

 警戒宣言時においては、毒物、劇物製造所、営業所等に対して次によ

り指導を行う。 

  ア 施設等の緊急点検、巡回 

  イ 充填作業、移し換え作業等の自粛 

  ウ 施設の損壊防止措置 

県 商 工 労 働 部 

（１）高圧ガス施設（高圧ガス保安法第５条第１項の許可に係る事業所）

に対する指導（不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を  

除く。） 

ア 警戒宣言時等においてとるべき事項を危害予防規程等の中に 

定めるよう指導する。 

イ (社)千葉県エルピーガス協会、(社)千葉県高圧ガス保安協会 

及び千葉県冷凍設備保安協会等の関係保安団体との連携を密に

し、危害予防思想の徹底を図る。 

（２）火薬類取扱施設（火薬類取締法第３条の許可に係る事業所）に  

対する指導 

ア 警戒宣言時等においてとるべき事項を危害予防規程等の中に 

定めるよう指導する。 

イ 千葉県火薬類保安協会等の関係保安団体、及び警察、消防機関

と連携を密にし、危害予防思想の徹底を図る。 

関 東 東 北 産 業 

保 安 監 督 部 

 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気及びガス等の危険物等の生産

集荷、販売、貯蔵等を行う管内の事業所のうち、地震防災上必要な措置

を講じる必要があると認められる事業所の名簿を作成し、警戒宣言が 

発せられた場合における情報連絡体制の確立、監督及び指導の内容など

について事前に検討する。 

機  関  名 指   導   事   項    

県 農 林 水 産 部 

 生鮮食料品の安定維持を確保するため、県内卸売市場開設者及び卸売

業者に対し、警戒宣言が発せられた場合における平常業務の維持、集荷

対策等について、事前に指導、要請を行う。 

県 商 工 労 働 部 

 食料及び生活必需品を取扱う百貨店、スーパーマーケット、小売店、

県内卸売業者等に対し、売り惜しみの防止、営業継続等、物資確保につ

いての指導を市町村、商工会議所、商工会、千葉県中小企業団体中央会

及び千葉県商店街連合会を通じて要請する。 

 また、熱源の確保として、緊急時における液化石油ガスの供給につい

て、(社)千葉県エルピーガス協会に要請する。 
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（２）金融機関 

 

 

機  関  名 指   導   事   項    

関 東 経 済 産 業 局 

（１）生活必需品等、防災関係物資の適正な価格による円滑な供給を  

図る観点から、これらを取扱う卸、小売業者に対して、警戒宣言発

令時に極力営業活動に努めるよう指導するとともに、売り惜しみ、

買いだめの防止等について要請する。 

（２）生産者に対しても、同様に指導及び要請する。 

関 東 農 政 局   加工食品及びミルク等の供給確保について、関係事業所に要請する。 

機  関  名 指   導   事   項    

県 農 林 水 産 部 

県 商 工 労 働 部 

 

 

 

 

 

 

関 東 財 務 局 

千 葉 財 務 事 務 所 

 左の各機関は、警戒宣言が発せられた場合、金融機関（銀行、信用   

金庫、信用組合、農漁業協同組合等）の業務の円滑な遂行を確保するた

め、各機関の所掌事務に応じ、次に掲げる事項について金融機関を指導

する。 

（１）金融機関の業務確保 

ア 警戒宣言が発令された場合においても、原則として平常どおり

営業を継続する。 

イ 強化地域内に所在する金融機関向けの国内為替、手形取立等の

手形交換、為替業務については、その取扱いを停止する。 

（２）金融機関の防災体制の確立 

ア 各金融機関は、店頭の顧客及び従業員の安全確保のため必要な

措置を講じる。 

イ 発災後における被害の軽減、及び発災後の業務の円滑な遂行を

確保するため、各金融機関は危険箇所の点検補強、重要書類、  

物品等の安全確保及び要員の配置等について、適切な応急措置を

講じる。 

（３）顧客への周知徹底 

ア 店頭の顧客に対しては、警戒宣言の発令を直ちに伝達するとと

もに、その後の来店客に備え、店頭にその旨掲示する。 

イ 上記（１）のイの措置についても、ポスターの店頭掲示等に  

より告示する。 
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第３節 広報及び教育 

 

 

 東海地震対策は、当該地震の発生の予知を前提として指導することから、これに対して防災対策上

適切に対応するためには、防災機関の職員はもとより、県民、事業所等が東海地震に対する正しい  

認識を持つとともに、法律及び運用上のシステム、事業所等がとるべき行動等について、十分理解し

ていることが必要である。 

 このため、各防災機関は、警戒宣言が発せられた場合等において、県民等がこれを冷静に受けとめ、

的確な行動をとることによって、地域一体的な防災対応措置が迅速に講じられるよう、平常時から  

広報、教育活動の徹底を期するものとする。 

 

１ 広 報 

 警戒宣言発令時において予想される社会的混乱の発生を未然に防止し、また地震が発生した場合

においても被害を最小限にとどめるためには、各防災機関、住民、事業所等の一体的な協力及び  

的確な行動が不可欠である。 

 このため、各防災機関は、平常時からこれらに必要な事項について積極的な広報活動を展開し、

東海地震対策に関する正しい知識の普及啓発に努めるものとする。 

 なお、東海地震に関する情報体系が見直され、平成２３年３月より気象庁は新しい情報体系に 

基づく発表を行うこととなったため、各情報の内容とそれらに基づいて行うべき防災対応について

適切な理解が得られるようその周知に努める必要がある。 

（１）県における広報 

  ア 広報計画、広報例文の作成等 

 広報活動の実施にあたっては、広報の効果的展開を目指した広報計画を作成するとともに、

広報内容の正確性、統一性を確保するため、あらかじめ広報例文等を作成しておく。 

 なお、広報例文等は県民、事業所等が理解し易い簡潔平易な表現を用いるとともに、必要に

応じて、①平常時、②東海地震に関連する調査情報発表時、③東海地震注意情報発表時、   

④警戒宣言発令時等の区分を明示し、情報の混乱防止を図る。 

イ 広報の内容 

 広報すべき事項は、おおむね次のとおりである。なお、広報の実施にあたっては、特に県民

生活、社会活動等に密接に関連を有する事項に重点を置く。 

  （ア）東海地震に関する一般的知識 

    ａ 大規模地震対策特別措置法の概要及び運用上のシステム等 

    ｂ 警戒宣言、判定会、東海地震注意情報等の用語の意味、警戒宣言の予想例文及びその  

意味等 

    ｃ 地震が発生した場合の本県域への影響度等 

  （イ）警戒宣言時に主要防災機関のとる措置 

  （ウ）県民、事業所等が具体的にとるべき行動基準 

  （エ）その他必要な事項 

ウ 広報の方法 

 広報の方法は、広報すべき事項により、千葉県西部防災センターの展示品や防災研修会、 

「ちば県民だより」等の印刷物によるほか、映画及びテレビ、ラジオによる県提供番組を通じ

て実施する。 

（２）市町村等における広報 

 市町村は、県に準じて地域の実情に即した広報活動を実施する。また各防災機関はそれぞれ  

所管する業務に係る事項を中心に、広域的、現場的広報を実施する。（各防災機関の広報内容及び

手段等については本計画に定めるとおり。） 
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２ 教 育 

（１）県職員に対する教育 

 県は、県災害対策本部要員及び地震防災業務に従事する職員等を重点に、警戒宣言が発令され

た場合等において、地震防災応急対策が円滑かつ迅速に遂行されるよう必要な事前の防災教育を

実施する。 

ア 教育事項 

 防災教育の内容には、次の事項を定める。 

  （ア）大規模地震対策特別措置法の内容及び法律運用上のシステム 

  （イ）東海地震に関する知識及びこれに基づきとられる措置 

  （ウ）警戒宣言、東海地震注意情報等の内容及びこれに基づきとられる措置 

  （エ）本計画に定める内容及び現在講じられている対策 

  （オ）県職員の果たすべき役割及び具体的にとるべき行動 

  （カ）今後取り組むべき課題 

  （キ）その他必要な事項 

イ 教育の方法、手段等 

 防災教育は、原則として一般的事項については防災危機管理部が実施するほか、必要に応じ

各部、局等において各所掌業務について実施する。 

 教育の方法は、研修会、講演会等によるほか、手引書、パンフレット等の配布により必要な

事項の周知徹底を図る。 

 

（２）市町村職員等に対する教育 

 市町村、各防災機関は、警戒宣言が発せられた場合等において、それぞれ所管する災害応急  

対策が、迅速かつ的確に遂行されるよう関係職員等に対し必要な事前の防災教育を実施する。 

ア 教育事項 

 市町村、各防災機関の実施する防災対策の内容周知を重点とするほか、県に準じて実施する。 

イ 教育の方法、手段等 

 各機関の特性及び実情に即し、効果的な方法、手段を選定する。 

 

（３）児童生徒等に対する教育 

 県教育委員会は、公立学校の児童生徒等に対し、東海地震を正しく認識させるとともに、地震

災害から身体の安全等を確保するために必要な知識、技能、態度の育成を図るため、地震防災  

教育を次のとおり実施する。 

 また、県総務部は私立学校の児童生徒等に対する防災教育を公立学校に準じて実施するよう 

指導する。 

  ア 教育内容 

  （ア）東海地震に関する基本的知識 

  （イ）東海地震が発生した場合の千葉県への影響度、予想される危険等 

  （ウ）警戒宣言が社会現象、人間行動等に与える影響 

  （エ）警戒宣言時に学校がとる措置 

  （オ）児童生徒等の学校内及び通学（園）時における安全対策、行動指針 

  （カ）学校施設等の防災対策 

  （キ）訓練、その他地震対策に必要な事項 

イ 教育の方法、手段等 

 防災教育の実施に当たっては、学級活動（ホームルーム）を中心に様々な教育活動を通じて

指導し、防災訓練は、学級活動の検証場面としてとらえ、主に学校行事の中で取り扱う。 

  （ア）内容の選択及び指導に当たって、地域、学校の立地条件を十分考慮する。 

  （イ）指導内容を精選し、その指導を通して他の災害にも応用できる態度、能力の養成を図る。 

  （ウ）日常における継続的な指導を通して、東海地震に対する知識や対処行動の指導と実践化を
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図り、自衛行動力の育成に努める。 

  （エ）防災訓練の実施に当たっては、学級活動（ホームルーム）、学校行事等を効果的に関連付

け、指導方法を工夫し、児童・生徒等が臨場感をもって参加するよう配慮する。 
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第４節 地震防災訓練 

 

 

１ 総合防災訓練 

 県は、市町村、各防災機関の協力を得て、例年実施する総合防災訓練において、警戒宣言時に  

おける防災体制の円滑、迅速な確立及び的確な防災措置の習熟、住民、事業所等の協調体制の確立

等を目的として、地震予知対応型の訓練を併せて実施する。 

 訓練には、できる限り住民、事業所等の参画を得ることにより、広く防災思想の普及と意識の  

高揚を図る。 

 

２ 市町村、各防災機関の訓練 

 市町村、各防災機関は、上記１の総合防災訓練に参加するほか、それぞれ所掌する業務について、

防災計画の習熟、技能の向上等を目的として個別に訓練の実施に努める。 

 訓練の実施に当たっては、必要に応じ他の機関の協力を得るほか、県民、事業所等と密接に関連

を有する事項については、これらの積極的な参画を図る。 

 

３ 住民、事業所が実施する訓練 

 県、市町村、各防災機関は、自主防災組織、事業所等が独自に実施する防災訓練に関して、必要

な助言、指導に努める。この場合、訓練実施主体の特性及び地域の実情等を勘案して、効果的な  

訓練が実施されるよう配慮する。 
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第４章 東海地震注意情報から警戒宣言発令までの対応措置 

 

 

 警戒宣言に伴う対応措置の実施については、原則として警戒宣言が発せられた後に行うことになる

が、本章では東海地震注意情報に伴う社会的混乱を防止する観点から必要に応じ実施すべき措置に 

ついて定める。 

 

 

 

第１節 東海地震注意情報の伝達 

 

１ 伝達系統及び伝達手段 

  東海地震注意情報の伝達系統及び伝達手段は、次のとおりとする。 

  また、各防災機関は県等から東海地震注意情報を受けた場合又は報道機関の報道に接した場合の

機関内部及び出先機関等に対する伝達系統及び伝達手段をあらかじめ定めておくものとする。 

 



 

 東海地震注意情報の伝達系統及び伝達手段 

気 象 庁 

銚子地方気象台 

警 察 庁 関東管区警察局 

総務省消防庁 

応 急 対 策 室 

報 道 機 関 

海上保安庁 

危 機 管 理 課 

（専用回線） 

（専用回線） 

（消防防災無線回線） 

（専用回線） 
一斉指令 

県

防

災

行

政

無

線

防
災
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム 

一
般
加
入
電
話 

第三管区海上保安本部 

警備救難部運用司令 

セ ン タ ー 

東
-4-2 

情報通信管理室

（一斉

県 防 災 危 機 

管 理 部 
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千 葉 海 上 保 安 部 

銚 子 海 上 保 安 部 

市 町 村 

消 防 本 部 ( 局 ) 

県 各 地 域 振 興 事 務 所 

県 土 木 事 務 所 等 

陸 上 自 衛 隊 第 １ 空 挺 団 
日 赤 千 葉 県 支 部 
成 田 国 際 空 港 ㈱ 

東日本電信電話㈱千葉支店 

東京ガス㈱千葉導管ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ
京 葉 瓦 斯 ㈱
大 多 喜 ガ ス ㈱
千 葉 ガ ス ㈱

日本放送協会千葉放送局 
東京電力㈱千葉支店 
東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 

千葉支社 
東 葉 高 速 鉄 道 ㈱ 
北 総 鉄 道 ㈱ 

(社)千葉県トラック協会 
(社 )千葉県バス協会 
千 葉 テ レ ビ 放 送 ㈱ 
㈱ ベ イ エ フ エ ム 

関東農政局千葉地域センター
( 社 ) 千 葉 県 医 師 会
（社）千葉県歯科医師会

県 警 本 部 警 察 署 

県各部局(庁) 

県出先機関 

関 係 団 体 

市 町 村 出 先 機 関

消 防 団

市 町 村 立 学 校

 

一般加入電話 

（警察電話） 

（警察無線） 

一般加入電話 

一
般
加
入
電
話 

房 州 瓦 斯 ㈱ 
京 和 ガ ス ㈱ 
銚 子 瓦 斯 ㈱ 
野 田 ガ ス ㈱ 
角 栄 瓦 斯 ㈱ 
東 日 本 ガ ス ㈱
(社)千葉県エルピーガス協会 
総 武 ガ ス ㈱ 
日 本 瓦 斯 ㈱ 

㈱ ニ ッ ポ ン 放 送 
東 京 地 下 鉄 ㈱ 
京 葉 臨 海 鉄 道 ㈱ 
銚 子 電 気 鉄 道 ㈱ 
流 鉄 ㈱ 
い す み 鉄 道 ㈱ 
千葉都市モノレール㈱ 

山 万 ㈱
㈱舞浜リゾートライン
芝 山 鉄 道 ㈱
首都圏新都市鉄道㈱

情報通信管理室
自動送信 

 
（一斉FAX） 東京ガス㈱千葉導管ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀ  ー

京 葉 瓦 斯 ㈱ 
大 多 喜 ガ ス ㈱ 
千 葉 ガ ス ㈱ 

京 成 電 鉄 ㈱ 
東 武 鉄 道 ㈱ 
新京成電鉄㈱ 
小 湊 鉄 道 ㈱ 

関東農政局千葉地域センター 
千 葉 県 医 師 会 

（社）千葉県歯科医師会 

交番・駐在所 

市 町 村 出 先 機 関 

消 防 団 

市 町 村 立 学 校 

関東運輸局千葉運輸支局 
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ

千葉支店 
㈱ Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 

山 万 ㈱ 
㈱舞浜リゾートライン 

山 鉄 道 ㈱ 
首都圏新都市鉄道㈱ 
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２ 伝達体制 

 

 

３ 伝達事項 

（１）県及び各防災機関は、東海地震注意情報を伝達するほか、警戒宣言の発令に備えて必要な活動

体制及び緊急措置をとることを合わせて伝達する。 

（２）その他必要と認める事項 

 

機    関 内            容 

県 

 県は、総務省消防庁から東海地震注意情報を受けたときは、直ちにそ

の旨を庁内各部局等に伝達するとともに、県防災行政無線、有線電話等

により、県出先機関、市町村、各防災機関へ伝達する。 

市 町 村 
 市町村は、県から東海地震注意情報の通報を受けたときは、防災対策

上重要な機関、団体及び住民等に対し、直ちにその旨を伝達する。 

県 警 察 
 警察本部は、東海地震注意情報の通報を受理したときは、直ちにその

旨を各警察署に伝達する。 

そ の 他 各 防 災 機 関 

 各防災機関は、県から東海地震注意情報の通報を受けたとき、又は  

報道機関による報道に接したときは、直ちに機関内部及び出先機関に 

伝達するとともに、必要な関係機関、団体等に伝達する。 
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第２節 活動体制の準備等 

 

 

 県、市町村、各防災機関は、東海地震注意情報を受けた場合は、直ちに災害対策本部等の設置準備

及び警備本部を設置する等必要な措置を講じるとともに、社会的混乱の発生に備える必要な体制を 

とるものとする。 

機    関 内            容 

県 

（１）災害対策本部設置準備 

   緊急連絡体制をとるとともに、県災害対策本部設置準備に入る。 

（２）職員の参集 

   職員の参集は、第２配備体制とする。 

   なお、夜間、休日等勤務時間外における職員の参集方法等について

は、別に定めるものとする。 

（３）東海地震注意情報時の所掌事務 

   災害対策本部が設置されるまでの間、防災危機管理部危機管理課が

関係各防災機関の協力を得ながら、次の事項について所掌する。 

ア 東海地震注意情報、その他防災上必要な情報の収集伝達 

イ 社会的混乱防止のため必要な措置 

ウ 市町村、各防災機関との連絡調整 

市 町 村 
 東海地震注意情報を受けた場合、直ちに県に準じた防災体制をとるもの

とする。 

県 警 察 

（１）災害警備対策室の設置 

（２）関係機関との連絡調整 

（３）情報の受理伝達等 

第三管区海上保安本部  職員の非常招集及び巡視船艇等の待機の措置をとる。 

陸上自衛隊第１空挺団 

（１） 第１空挺団に指揮所を開設し、情報、指揮、通信等の整備に着手

し、警戒体制を強化する。 

（２） 県災害対策本部に連絡班を派遣し連絡・調整を実施する。 

東日本電信電話株式会社 

千葉支店 

 防災関係機関等の重要通信を確保するため、次の初動措置を実施する 

体制をとる。 

（１）通信量、通信疎通状況の監視 

（２）設備運転状況の監視 

（３）輻輳発生時の重要通信確保のための規制措置 

（４）電話利用の自粛等の広報活動 

株式会社 

エヌ・ティ・ティ・ドコモ   

千葉支店 

 東海地震注意情報を受けた場合、次の初動措置を実施する体制をとる。 

（１） 通信量、通信疎通状況の監視 

（２） 設備運転状況の監視 

（３） 輻輳発生時の規制措置 
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機    関 内            容 

東 日 本 旅 客 鉄 道 

株式会社 

 

千葉支社 

東京支社 

（１）地震防災対策本部の設置 

 東海地震注意情報を受けたときは、支社、地区指導センター及び、

現業機関に各地震防災対策本部を設置し、警戒宣言が発令された 

場合の地震防災応急対策等が円滑に実施できるよう準備体制に  

入る。 

（２）夜間、休日等において地震対策の関係者は、東海地震注意情報が

発表されたことを知ったときは、地震防災対策本部等あらかじめ 

定められた箇所に非常参集する。 

東京地下鉄株式会社 

 

 東海地震注意情報を受けた場合、直ちに社員へ伝達し、社員に対して

周知徹底を図るとともに非常招集要員を収集し、速やかに災害対策本部

を本社内に設置する。 

そ の 他 民 鉄 

 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

京 成 電 鉄 株 式 会 社 

新京成電鉄株式会社 

小 湊 鉄 道 株 式 会 社 

北 総 鉄 道 株 式 会 社 

京葉臨海鉄道株式会社 

流 鉄 株 式 会 社 

銚子電気鉄道株式会社 

いすみ鉄道株式会社 

千葉都市モノレール株式会社 

東葉高速鉄道株式会社 

山 万 株 式 会 社 

株式会社舞浜リゾートライン 

芝 山 鉄 道 株 式 会 社 

首都圏新都市鉄道株式会社 

 

 東海地震注意情報を受けたときは、直ちに関係部門及び応急対策要員

に連絡し、警戒宣言発令に備える体制に入る。 

東日本高速道路株式会社 

関東支社 

 東海地震注意情報を受けたときは、非常参集の要員連絡・参集を行い、

東海地震警戒本部を設置する。 

首都高速道路株式会社 
 東海地震注意情報に受けたときは、緊急体制をとり、あらかじめ指定

された職員の参集を行い、災害対策本部の設置準備に入る。 

そ の 他 各 防 災 機 関  東海地震注意情報を受けた場合、要員を確保し、待機体制をとる。 
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第３節 東海地震注意情報から警戒宣言発令までの広報 

 

 

 東海地震注意情報の発表から警戒宣言が発せられるまでの間においては、原則としてテレビ、   

ラジオ等により住民に対して冷静な対応を呼びかける広報を行う。 

 なお、各現場において、混乱発生のおそれが予測される場合は、各防災機関において必要な対応  

及び広報を行うとともに、関係機関（県防災危機管理部危機管理課、県警察本部等）へ緊急連絡を   

行う。 

 連絡を受けた関係機関は、必要な情報を速やかに県民等へ広報する。 

機    関 内            容 

日本放送協会千葉放送局 

１ 放送体制 

（１）東海地震注意情報が発表された時点で、職員を緊急動員し、非常

配備体制の準備に入る。 

（２）東海地震注意情報発表時から通常番組を中断して、地震関係の  

報道を行う。 

   なお、千葉ＦＭ放送では、県内向けとして県民生活に必要な情報

を放送する。千葉ＦＭ放送の周波数は次のとおり。 

  千葉周辺  80.7MHz 

  館山地区  79.0MHz 

  白浜地区  82.9MHz 

  勝浦地区  83.7MHz 

  銚子地区  83.9MHz 

２ 放送内容 

  放送内容は、次の事項を重点とする。 

（１）東海地震注意情報の内容 

（２）強化地域、観測データの解説 

（３）混乱防止の呼びかけ 

（４）防災知識の紹介 

株式会社ニッポン放送 

広報計画 

（１）気象庁から、東海地震注意情報を受けた報道部デスク（休日は  

当直管理職）は、あらかじめ定められた社内の連絡系統に従って、  

この旨を伝達するとともに、放送準備体制をとる。 

（２）連絡を受けた社長又は社長代行者は、直ちに特別放送本部を設置

し、特別放送本部の各チーム責任者の招集を命じる。 

（３）地震パーソナリティは特別放送本部スタジオ、地震レポーターは

第一次取材拠点（気象庁、首相官邸、都庁等）に待機する。 

（４）東海地震注意情報のニュース速報を放送し、その後は随時、判定

会の動静を中心に放送する。 

千葉テレビ放送株式会社 

広報計画 

 気象庁からの一斉通報を受けた報道デスクは、あらかじめ定められ

た社内の連絡系統に従って、この旨を伝達するとともに、放送準備体

制をとる。 

 この連絡により編成担当役員は非常事態体制の各責任者の集合を 

命じ、取材部門の配置をするとともに警戒宣言発令まで、東海地震  

注意情報及び広報を放送する。 
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機    関 内            容 

株式会社ベイエフエム 

１ 放送体制 

（１）東海地震注意情報を受けた場合、職員を緊急動員し、非常配備  

体制の準備に入る。 

（２）東海地震注意情報発表時から通常番組を中断して、地震関係の  

報道を行う。 

   なお、ベイエフエムでは、県内向けとして県民生活に必要な情報

を放送する。ベイエフエムの周波数は次のとおり。 

  千葉周辺  78.0MHz 

  館山地区  77.7MHz 

  白浜地区  79.7MHz 

  勝浦地区  87.4MHz 

  銚子地区  79.3MHz 

２ 放送内容 

  放送内容は、次の事項を重点とする。 

（１）東海地震注意情報の機能の解説 

（２）強化地域、観測データの解説 

（３）混乱防止の呼びかけ  

（４）防災知識の紹介 
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第４節 混乱防止の措置 

 

 

 東海地震注意情報に伴う社会的混乱を防止するため、各防災機関は次により対応策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

機    関 内            容 

県 

 防災危機管理部（危機管理課）は、各部、各防災機関の協力を得て   

次により対応する。 

（１）混乱防止に必要な情報を報道機関へ発表する。 

（２）各防災機関が実施する混乱防止措置の連絡調整及び実施その推進

を図る。 

（３）その他必要な事項 

県 警 察 

 民心の安定を図り、混乱を防止するため、次の措置をとる。 

（１）警戒警備等、必要な措置をとる。 

（２）住民及び自動車運転者のとるべき措置等について広報を実施する。 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

千葉支社 

東京支社 

 東海地震注意情報を受けた場合、警戒宣言の発令に備えて次により 

対応する。 

（１）管内全般の列車の運行、旅客の状況、地震防災対策等を的確に  

把握し、適時報道機関に発表しうる体制を整備するものとする。 

ア 東海地震注意情報を受けたときは、強化地域に侵入する予定の

旅客列車（同回送列車を含む）以外の列車は、原則として抑止等

を行う。 

イ 当該地域内を運転する旅客列車（同回送列車を含む）以外の  

列車は、原則として抑止等を行う。 

ウ 東海地震注意情報が報道されたときは、強化地域内を目的とし

ない旅客を主として輸送する列車については、原則として強化  

地域内への入り込みを規制する。 

エ 強化地域内へ進入する予定の団体臨時列車は、原則として抑止

等の手配を行う。 

オ 石油類等の化成品を輸送する貨物列車の出発又は通過を知った

ときは、必要により出発の見合せ又は抑止等の手配をとる。 

（２）支社社員を派遣するなど、客扱要員の増強を図る。 

（３）状況に応じ適切な放送を実施し、旅客の鎮静化に努める。 

（４）階段止め等の入場制限等の実施と併せ、状況判断を早めに行い、

旅客の迂回誘導、一方通行を実施する。 

（５）状況により警察官の応援要請をする。 
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機    関 内            容 

そ の 他 民 鉄 

 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

京 成 電 鉄 株 式 会 社 

新京成電鉄株式会社 

小 湊 鉄 道 株 式 会 社 

北 総 鉄 道 株 式 会 社 

東京地下鉄株式会社 

京葉臨海鉄道株式会社 

流 鉄 株 式 会 社 

銚子電気鉄道株式会社 

いすみ鉄道株式会社 

千葉都市モノレール株式会社 

東葉高速鉄道株式会社 

山 万 株 式 会 社 

株式会社舞浜リゾートライン 

芝 山 鉄 道 株 式 会 社 

首都圏新都市鉄道株式会社 

 警戒宣言発令に備えて、報道機関及び駅放送、掲示板、車内放送等によ

り運行状況の提供に努めるとともに、旅客の冷静な対応を要請する。 

 また、必要に応じて警察官の派遣を要請し、旅客の混乱防止に努める。 

 なお、京葉臨海鉄道は、貨物列車のみの運行であり、貨物荷主へ情報  

提供を行い混乱防止に努める。 

東日本電信電話株式会社 

千葉支店 

 東海地震注意情報の報道に伴い、県民及び事業所等による通話が集中的

に発生し、電話が著しくかかりにくくなることが想定されるので、次の 

措置をとる。 

（１）防災関係機関等の重要な通話は、最優先で疎通を確保する。 

（２）一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせない 

ようトラヒック状況に応じた利用制限を行うが、その代替手段として 

公衆電話（緑・グレー）からの通話は可能な限り疎通を確保する。 

株式会社 

エヌ・ティ・ティ・ドコモ   

千葉支店 

東海地震注意情報の報道に伴い、県民及び事業所等による通話が集中的

に発生し、携帯電話が著しくかかりにくくなることが想定されるので、 

次の措置をとる。 

（１）防災関係機関等の重要な通話は、最優先で疎通を確保する。 

（２）一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせない 

ようトラヒック状況に応じた利用制限を行う。 
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第５章 警戒宣言発令に伴う対応措置 

 

 

 本章では、警戒宣言が発せられた場合における社会的混乱を防止するとともに、地震の発生に備え、

被害の未然防止及び軽減を図るため、各防災機関が警戒宣言の発令から地震発生までの間又は地震発生

のおそれがなくなるまでの間において、とるべき措置を定める。 
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第１節 活 動 体 制 

 

１ 県の活動体制 

（１）県は警戒宣言が発せられ、災害の発生するおそれがある場合は、直ちに県災害対策本部を設置す

る。 

（２）本部の設置場所 

 県災害対策本部は、原則として県本庁舎５階大会議室に設置する。 

（３）本部の組織運営、所掌事務 

 本部の組織は、災害対策基本法、千葉県災害対策本部条例、千葉県災害対策本部要綱及びこの  

計画に定めるところによる。 

ア 災害対策本部の組織は、次のとおりである。 

 

〔本部の組織〕 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 知事       

副本部長 副知事       

本 部 員 

防災危機管理部長 
（統括本部員） 

総務部長 

総合企画部長 
原発事故対応・復旧復興 
担当部長 

健康福祉部長 

保健医療担当部長 

環境生活部長 

商工労働部長 

農林水産部長 

県土整備部長 

会計管理者 

企業庁長 

病院局長 

水道局長 

教育長 

警察本部長の指定す

る者 

  

本

部

事

務

局 

事 務 局 長 防災危機管理部次長 

  事務局次長 

(防災危機管理部次長) 

危機管理課長 

総務課長 

財政課長 

市町村課長 

  
事務局職員 

統制班 

分析班 

情報班 

応急対策班 

被災者支援班 

物資支援班 

通信・システム班 

広報班 

庶務班 

現地派遣班 

本部派遣職員 

自衛隊、防災関係機関

から本部長が派遣を

求める者 

  

  本部連絡員 本部各部長の指名する者 

      
 

  
部（13） 支部（11） 現地災害対策本部 
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    〔部及び支部の構成〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 支     部 

総 務 部 千  葉  支  部 

総 合 企 画 部 葛  南  支  部 

健 康 福 祉 部 東  葛  飾  支  部 

環 境 生 活 部 印  旛  支  部 

商 工 労 働 部 香  取  支  部 

農 林 水 産 部 海  匝  支  部 

県 土 整 備 部 山  武  支  部 

出 納 部 長  生  支  部 

水 道 部 夷  隅  支  部 

企 業 部 安  房  支  部 

病 院 部 君  津  支  部 

教 育 部  

警 察 部  
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（県庁内）                    (支  部） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 支部の所掌事務 

（ア）警戒宣言、東海地震予知情報等各種情報の収集伝達 

（イ）各防災機関の業務に係る連絡調整 

（ウ）社会的混乱の防止に係る施策の決定、実施 

（エ）報道機関等への情報提供 

（オ）その他必要な事項 

（４）配備体制 

 災害対策本部の配備体制は、地震・津波編第３章第１節「災害対策本部活動」に定める本部第１

配備体制とする。 

 

名  称 位  置 区     域 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

支 

部 

千 葉 支 部 防災計画課内 千葉市・市原市 

葛 南 支 部 葛南地域振興事務所内 
習志野市・八千代市・船橋市・

市川市・浦安市 

東葛飾支部 東葛飾地域振興事務所内 
松戸市・柏市・流山市・野田

市・我孫子市・鎌ケ谷市 

印 旛 支 部 印旛地域振興事務所内 

成田市・佐倉市・四街道市・

八街市・印西市・白井市・富

里市・印旛郡 

香 取 支 部 香取地域振興事務所内 香取市・香取郡 

海 匝 支 部 海匝地域振興事務所内 銚子市・匝瑳市・旭市 

山 武 支 部 山武地域振興事務所内 東金市・山武市・山武郡 

長 生 支 部 長生地域振興事務所内 茂原市・長生郡 

夷 隅 支 部 夷隅地域振興事務所内 勝浦市・いすみ市・夷隅郡 

安 房 支 部 安房地域振興事務所内 
館山市・鴨川市・南房総市・

安房郡 

君 津 支 部 君津地域振興事務所内 
木更津市・君津市・富津市・

袖ケ浦市 

災

害

対

策

本

部 

千 

葉 

県 

現

地

災

害

対

策

本

部 

千 

葉 

県 
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２ 市町村・各防災機関の活動体制 

 

  

機  関  名 内              容 

市   町   村 
 市町村は、警戒宣言が発せられた場合、県の活動体制に準じた体制をとる

ものとする。 

県 警 察 

（１）災害警備本部の設置 

（２）警備要員の招集 

（３）関係機関との連絡調整 

（４）情報の受理伝達等 

千 葉 海 上 保 安 部 

銚 子 海 上 保 安 部 

（１）地震災害対策本部の設置 

 第三管区地震災害対策本部規則により、第三管区本部に地震災害対策

本部が設置される。 

（２）地震災害対策本部の組織及び運営 

 管区地震災害対策本部の組織及び運営は、第三管区地震災害対策本部

規則に定めるところによる。 

（３）所掌業務 

  ア 救援、救助、災害の防除及び維持に関すること。 

  イ 対策本部船舶の運用に関すること。 

  ウ 関係機関との連絡、協議及び協力に関すること。 

陸上自衛隊第１空挺団 計画に基づき災害派遣準備を実施 

東日本電信電話 

株式会社千葉支店 

（１）情報連絡室の設置 

 東日本電信電話（株）千葉支店に情報連絡室を設置するほか、管内  

各営業支店においても情報連絡室を設置し、情報の収集、伝達体制を  

とる。 

（２）要員の確保 

ア 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

イ 休日、夜間等においては、非常呼び出しを行い、応急対策業務の  

実施に必要な要員を確保する。 

株式会社 

エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

  千葉支店 

（１）情報連絡室の設置 

   エヌ・ティ・ティ・ドコモ千葉支店に情報連絡室を設置し、情報の   

収集、伝達体制をとる。 

（２）要員の確保 

ア 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

イ 休日、夜間等においては、非常呼び出しを行い、応急対策業務の  

実施に必要な要員を確保する。 

 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

千葉支社 

東京支社 

（１）地震災害警戒本部の設置 

 支社長は、直ちに地震災害警戒本部を設置し、管内の地震災害警戒  

本部に必要な指示を行い、対策の円滑な推進を図る。 

（２）地区地震災害警戒本部の設置 

 地区駅長は、直ちに地区地震災害警戒本部を設置し、地区における  

業務を統括し、応急対策の円滑な推進を図る。 

（３）駅、区等地震災害警戒本部の設置 

 現業機関の長は、駅、区等地震災害警戒本部を設置し、箇所における

業務を統括し、応急対策の円滑な推進を図る。 
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機  関  名 内             容 

そ の 他 民 鉄 

 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

京 成 電 鉄 株 式 会 社 

新京成電鉄株式会社 

小 湊 鉄 道 株 式 会 社 

北 総 鉄 道 株 式 会 社 

東京地下鉄株式会社 

京葉臨海鉄道株式会社 

流 鉄 株 式 会 社 

銚子電気鉄道株式会社 

いすみ鉄道株式会社 

千葉都市モノレール株式会社 

東葉高速鉄道株式会社 

山 万 株 式 会 社 

株式会社舞浜リゾートライン 

芝 山 鉄 道 株 式 会 社 

首都圏新都市鉄道株式会社 

 災害対策本部等を設置し、必要な措置をとり得る体制に入る。 

東日本高速道路株式会社 

関東支社 

 東海地震警戒本部を設置。情報収集・連絡、道路交通状況把握、道路応

急班等を組織し、災害情報連絡活動・災害応急対策を実施する。 

首都高速道路株式会社 

 警戒宣言が発令されたときは、非常体制をとり、速やかな役職員の参集、

災害対策本部の設置をはじめ、緊急点検体制の確認、災害応急復旧用資機

材等の確保等の必要な措置を講じ、災害発生に備える。 

そ の 他 の 防 災 機 関 

（１）各防災機関は、所管業務に係る必要な防災体制をとる。 

 また、県及び市町村が実施する防災対策が円滑に行われるよう、その

所管業務について適切な指導をとるものとする。 

（２）各防災機関は、所管業務を遂行するために必要な組織及び防災対策

に従事する職員の配備等を定めておくものとする。 

 

 



 東-5-7

第２節 警戒宣言の伝達及び広報 

 

 

 各防災機関は、警戒宣言が発せられた場合の対応措置を円滑に実施するため、警戒宣言の発令に   

関する情報等を迅速、的確に伝達するとともに、住民に対する広報を実施する。 

 

１ 警戒宣言の伝達 

（１）伝達系統及び伝達手段 

警戒宣言及び東海地震予知情報等の伝達系統及び伝達手段は、次のとおりとする。 
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警戒宣言及び東海地震予知情報等の伝達系統及び伝達手段 

気 象 庁 

銚子地方気象台 

警 察 庁 関東管区警察局 

総務省消防庁 

応 急 対 策 室 

報 道 機 関 

海上保安庁 
千 葉 海 上 保 安 部 

銚 子 海 上 保 安 部 

危機管理課 

房 州 瓦 斯 ㈱ 
京 和 ガ ス ㈱ 
銚 子 瓦 斯 ㈱ 
野 田 ガ ス ㈱ 
角 栄 瓦 斯 ㈱ 
東 日 本 ガ ス ㈱
(社)千葉県エルピーガス協会 
総 武 ガ ス ㈱ 
日 本 瓦 斯 ㈱ 

㈱ ニ ッ ポ ン 放 送 
東 京 地 下 鉄 ㈱ 
京 葉 臨 海 鉄 道 ㈱ 
銚 子 電 気 鉄 道 ㈱ 
流 鉄 ㈱ 
い す み 鉄 道 ㈱ 
千葉都市モノレール㈱ 

関東運輸局千葉運輸支局 
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ

千葉支店 
㈱ Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 

市 町 村 

消 防 本 部 ( 局 ) 

県 各 地 域 振 興 事 務 所 

県 各 土 木 事 務 所 等 

陸上自衛隊第１空挺団 
日 赤 千 葉 県 支 部 
成 田 国 際 空 港 ㈱ 
東日本電信電話㈱千葉支店 

東京ガス㈱千葉導管ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀ  ー
京 葉 瓦 斯 ㈱ 
大 多 喜 ガ ス ㈱ 
千 葉 ガ ス ㈱ 

京 成 電 鉄 ㈱ 
東 武 鉄 道 ㈱ 
新 京 成 電 鉄 ㈱ 
小 湊 鉄 道 ㈱ 

日本放送協会千葉放送局 
東京電力㈱千葉支店 
東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 

千葉支社 
東 葉 高 速 鉄 道 ㈱ 
北 総 鉄 道 ㈱ 

(社)千葉県トラック協会 
(社 )千葉県バス協会 
千 葉 テ レ ビ 放 送 ㈱ 
㈱ ベ イ エ フ エ ム 

関東農政局千葉地域センター 
 ( 社 ) 千 葉 県 医 師 会 
(社)千葉県歯科医師会 

県 警 本 部 警 察 署 

県各部局(庁) 

県出先機関 

関 係 団 体 

交番・駐在所 

市 町 村 出 先 機 関 

消 防 団 

市 町 村 立 学 校 

（専用回線） 

（専用回線） 

（消防防災無線回線） 

（専用回線） 
一斉指令 

一般加入電話 

（警察電話） 

（警察無線） 

一般加入電話 

県

防

災

行

政

無

線

防
災
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム 

一
般
加
入
電
話 

東
海
地
震
予
知
情
報 

内閣総理大臣 

警 

戒 

宣 

言 

第三管区海上保安本部 

警備救難部運用司令 

セ ン タ ー 

山 万 ㈱ 
㈱舞浜リゾートライン 
芝 山 鉄 道 ㈱ 
首都圏新都市鉄道㈱ 
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情報通信管理室 
自動送信 

 
（一斉FAX） 

県防災危機

管 理 部 
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一般住民、事業所に対する警戒宣言等の情報伝達系統及び伝達手段 

県 各 部 局 
出 先 機 関 

（広報車、県提供テレビ番組等） 

各 防 災 機 関 

（鉄道・電気・ 

ガス・電話等） 

駅 ・ 列 車 等 

支社・営業所 

（窓口掲示案内等） 

県 警 本 部 警察署・交番等 
（広報車、パトロールカー等） 

（広報車、パトロールカー等） 

市 町 村 
（警鐘、サイレン吹鳴、有線放送、同報無線、広報車、看板掲示等） 

一

般

住

民

・

事

業

所 

千

葉

県

災

害

対

策

本

部 

報 道 機 関 

ラジオ・テレビ 

新 聞 等 

（警戒宣言の内容、県民へ呼びかけ） 

乗 客 
（駅構内放送、車内放送 

看板掲示等） 

（広報車、窓口掲示、看板掲示等） 
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（２）伝達体制 

機 関 名 内              容 

県 

（１）県は、警戒宣言及び東海地震予知情報等について、総務省消防庁から通報を  

受けたときは、直ちに庁内放送、防災行政無線、一般加入電話等によりその旨を

庁内、各部、局、出先機関、市町村、各防災機関等へ伝達する。 

（２）県各部局等は、警戒宣言及び東海地震予知情報等の通報を受けたときは、出先

機関に伝達するとともに、所管業務上必要な関係機関等に対し伝達する。 

市 町 村 

（１）市町村は、県から警戒宣言及び東海地震予知情報等を受けたときは、防災対策

の遂行上重要な機関、団体に関して、直ちにその旨を伝達する。 

（２）一般住民に対しては、

各消防署（団）の協力

を得て、サイレン吹鳴、

警鐘による防災信号、

広報無線等により、警

戒宣言が発せられたこ

とを伝達する。 

 

 

 

 

警鐘 
  （５点） 

●―●―●―●―●  ●―●―●―●―● 

サイ 

レン 

（約45秒）    （約45秒） 

●――――    ●―――― 

    （間隔約15秒） 

備考 

１ 警鐘又はサイレンは、適宜継続するこ

と。 

２ 必要があれば警鐘及びサイレンを併用

すること。 

県 警 察 

 警戒宣言の通報を受理したときは、直ちにその旨を各警察署に伝達するとともに、

住民に対し、航空機及び警察車両の活用等により、警戒宣言が発令された旨の広報を

行う。 

そ の 他 の 

防 災 機 関 

 県から情報を受けたときは、直ちに機関内部、出先機関に伝達するとともに、所管

業務上必要な関係機関、団体、事業所等に周知する。 

 

（３）伝達事項 

   警戒宣言が発せられた際、伝達する事項は次のとおりとする。 

  ア 警戒宣言等の内容  イ 本県への影響予想  ウ 各機関がとるべき体制 

  エ その他の必要事項 

 

２ 警戒宣言時の広報 

 警戒宣言が発せられた場合、駅、道路における混乱、電話の輻輳等が予想されるので、これらに   

対処するため、テレビ、ラジオ等による広報のほか、県、市町村、各防災機関は所管業務を中心に広

報活動を積極的に行うものとする。 

 なお、各現場において、混乱発生のおそれが予想される場合は、各防災機関において必要な対応  

及び広報を行うとともに、県災害対策本部及び必要な機関へ緊急連絡を行う。 

 緊急連絡を受けた県災害対策本部は、必要な情報を速やかに県民等へ広報する。 

 なお、県提供のテレビ・ラジオの広報番組、千葉県ホームページ（連動する各種インターネット   

サービスを含む。）、県民だより等を活用して県民へ広報する場合は、総合企画部報道広報課を窓口と

して行う。 

（１）県における広報 

 警戒宣言が発せられたときは、各防災機関と密接な連絡のもとに、次の事項を中心に広報活動を
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行う。 

 なお、特に重要な広報は、広報例文等をあらかじめ定めておくものとする。 

  ア 広報の項目 

（ア）県民及び事業所のとるべき防災措置 

 ａ 火の注意  ｂ 水のくみおき  ｃ 家具類の転倒防止等  ｄ 情報収集 

（イ） 混乱防止のための対応措置 

    ａ 駅等の混乱防止のための広報 

  （時差退社及び近距離通勤者の徒歩帰宅の呼びかけ、駅等の混乱状況等） 

    ｂ 道路交通の混乱防止のための広報 

      （走行中の車両の減速走行の呼びかけ、自動車利用の自粛及び中止要請等） 

    ｃ 電話の輻輳による混乱防止のための広報 

  （電話利用の自粛要請等） 

    ｄ 買い出しなどによる混乱防止のための広報 

  （買い急ぎをする必要のないこと等） 

    ｅ 金融機関等の混乱防止のための広報 

  （急いで引き出しをする必要のないこと等） 

  イ 広報の実施方法 

  テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関の協力を得て、情報の提供や呼びかけを適宜実施、千葉県  

ホームページ（連動する各種インターネットサービスを含む。）を活用するなど、広報活動を行

う。 

（２）市町村における広報 

   住民に対して行う広報は県に準じて行うこととし、特に重要な広報は広報例文等をあらかじめ定

めておくものとする。 

  ア 広報の項目 

（ア）警戒宣言の内容の周知徹底 

（イ）それぞれの地域に密着した各種情報の提供と冷静な対応の呼びかけ 

（ウ）防災措置の呼びかけ 

（エ）避難が必要な地域住民に対する避難の呼びかけ 

イ 広報の実施方法 

 広報無線、有線放送、広報車等によるほか、自主防災組織等を通じて広報活動を行う。 

（３）各防災機関の広報 

   住民及び施設利用者等に対する広報は県に準じて行う。 

 ア 広報の項目 

  （ア）警戒宣言の内容の周知徹底 

  （イ）各防災機関の対応状況及び施設利用者等に対する協力体制 

  （ウ）その他必要と認める事項 

 イ 広報の実施方法 

    各防災機関の広報責任者は、あらかじめ定められた広報計画により職員、外来客、県民等に対

する情報伝達を各機関の実態にあわせて積極的に行う。 

（４）報道機関への発表 

   県災害対策本部は、警戒宣言が発せられた場合、住民、事業所等が社会的混乱の防止と地震に備

えてとるべき措置が円滑に実施できるよう、報道機関に対して各種情報の提供を行う。 
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第３節 警 備 対 策 

 

 

 県警察は、警戒宣言が発せられた場合は、警戒体制を発令し、警備本部を設置する。 

 なお、警戒体制下活動として、次の活動を行う。 

 

１ 基本的な活動 

（１）要員の招集及び参集 

（２）避難の指示、警告又は誘導 

（３）警備部隊の編成及び事前配置 

（４）通信機材・装備資機材の重点配備 

（５）補給の準備 

（６）通信の統制 

（７）管内状況の把握 

（８）交通の規制 

（９）広  報 

 

２ 東海地震に係る周辺地域としての特別な活動 

（１）警備部隊の事前配置 

ア 主要駅等人の集中が予想される場所 

イ 交通規制・う回誘導箇所及び主要交差点等の交通要点 

ウ 京葉臨海石油コンビナート地域における要点 

エ 災害危険場所 

オ その他必要と認める場所 

（２）広  報 

広
報
内
容 

ア 警戒宣言の内容及び関連する情報 

イ 住民及び自動車運転者のとるべき措置 

ウ 公共交通機関、道路交通及び交通規制の状況 

エ その他民心の安定を図るため必要な情報 

広
報
手
段 

ア パトロールカー、広報車等の警察車両による広報 

イ 警察用航空機及び警察用船舶による広報 

ウ 警察署、交番等の備付け拡声器による広報 

エ 報道機関、防災関係機関への情報提供 
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第４節 水防・消防等対策 

 

 

１ 県 

 県は、警戒宣言が発せられた場合、津波、高潮、がけ崩れ等の危険に備え、次の措置を講じる。 

部 名 内               容 

県 土 

整備部 

（河川整備課・河川環境課） 

（１）河川、海岸の水門、排水機場等の施設の操作に備え、水防団及び消防機関と協力し

て要員の配置を行うとともに、施設の点検整備を行う。 

（２）急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域の点検を行う。なお、各点検整備・準備

作業中に地震が発生することも考え、作業中の安全に配慮するものとする。 

（３）河川管理施設（ダムを除く。）、海岸保全施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾

斜地崩壊防止施設について、地震発生後の緊急点検に備え、直ちに出勤できる体制を

とるものとする。 

（４）ダムについては、堤体、ゲート予備電源、警報設備、周辺地山等の臨時点検を行う。 

 なお、河川法に基づく許可工作物であるダムについても同様の措置をとるよう工作

物の管理者を指導する。 

（５）水防資機材の点検整備を行う。 

（港湾課） 

（１）水門等の施設の点検 

 水門、樋門、陸閘、逆流防止扉、排水機等の施設の操作に備え、委託先である市等

と連絡を取り、施設の点検整備を行う。 

（２）水防資機材の点検整備 

   水防資機材は、各港湾事務所、土木事務所等に備えておき、点検整備を行う。 

（３）海岸保全施設、港湾施設の巡回 

  ア 海岸保全施設 

    護岸、胸壁、水門等を巡回し、施設の点検整備を行う。 

  イ 港湾施設 

 岸壁、物揚場、荷捌地、上屋等を巡回し、使用者に適切な指示をするとともに、

必要に応じて保安措置を講じる。 

農 林 

水産部 

（耕地課・森林課） 

（１）地すべり防止施設について、地震発生後の緊急点検に備え、直ちに出勤できる体制

をとるものとする。 

（２）上記の工事中の箇所について、工事の中断を指示するとともに、工事箇所への立入

禁止等の措置をとる。 

（漁港課） 

（１）漁港施設、海岸保全施設の巡回 

各施設を巡回し、使用者に適切な指示をするとともに必要に応じた保安措置を講じ

る。 

（２）工事個所における安全対策 

工事関係者に対し、工事の中止を勧告し必要に応じて安全対策を講じるよう指導す

る。 

（３）水防資機材の点検整備 

漁港事務所や保管場所の在庫状況を把握し、点検整備を行う。 
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２ 市 町 村 

 市町村、消防機関は、警戒宣言が発せられた場合、出火及び混乱防止等に関して次の事項を基本と

して対応措置を講じる。 

（１）正確な情報の収集及び伝達 

（２）火災・水害等防除のための警戒 

（３）津波危険予想地域、がけ地崩壊危険地域等における避難地域の把握及び警戒避難体制の整備 

（４）火災発生の防止、初期消火等に関する住民、事業所への広報 

（５）自主防災組織等の防災活動に対する指導 

（６）資機材の点検整備の実施 

 

３ 水防管理団体 

 水防管理団体は、次の対応措置を講じる。 

（１）要員確保については消防機関と協議し、水防要員を確保する。 

（２）管轄区域に係る水害を未然に防御し、又は軽減するため、重要水防箇所の点検及び各機関より  

管理委託されている水門、閘門及び内水排除施設等の点検を実施する。 

 

４ 国（河川管理者） 

 国土交通省関東地方整備局は、次の対応措置を講じる。 

（１）水防対策 

 警戒宣言が発表され、津波の発生が予想される場合は津波により水防上危険が予想される箇所 

及び水防活動に必要な資機材の把握に努め、必要に応じ関係地方公共団体が行う水防活動が十分 

行われるよう努めるものとする。 

（２）河川管理施設に関する対策 

ア 警戒宣言等が発令された場合は、その内容を考慮し、被災が予想される地域にあっては、緊急

点検及び巡視を行なうよう努める。 

 なお、河川法に基づく許可工作物についても同様の措置をとるよう工作物の管理者を指導する

ものとする。 

イ 水門、閘門及び内水排除施設等については、東海地震予知情報等において津波の発生が予想さ

れる場合、操作規則等に定めるところに準じて操作に必要な準備を行うとともに、必要に応じた

操作を行うよう努めるものとする。 

ウ 工事中の所管施設に関する対策 

 地震発生の危険に鑑み、工事中の箇所については原則として工事中断の措置をとるものとし、

この措置を行うことに伴い必要となる補強、落下防止等の保全措置に努めるものとする。 

（３）発災後に備えた資機材人員等の輸送体制 

 警戒宣言等が発せられた場合においては、発災後の緊急輸送に備えて、資機材、人員等の輸送  

体制の確保を行うものとする。 

  



 東-5-15 

第５節 公共輸送対策 

 

 

 警戒宣言が発せられた場合、多数の人間の移動行動等に起因し、公共輸送に係る主要駅ターミナル等

においては大きな混乱の発生が懸念される。 

 このため、公共輸送機能を極力維持するとともに、これらの混乱の発生を防止し、乗客等の安全を  

確保するため、次のとおり対応措置を講じる。 

 

１ 東日本旅客鉄道株式会社の措置 

（１）警戒宣言の伝達 

ア 機関内部においては指令専用電話及び緊急連絡用電話を使用し、別に定める経路により伝達す

る。 

イ 運転中の列車等の乗務員に対しては、最寄りの駅長等が列車の停車を待って速やかに伝達する。 

ウ 旅客等への伝達は次による。 

（ア）駅においては警戒宣言、東海地震予知情報の内容及び列車の運転状況等を放送し、旅客の  

協力が得られるよう努める。 

（イ）運転中の列車の車掌は、車内旅客に対し、警戒宣言、東海地震予知情報等の内容及び列車の

運転状況を放送し、旅客の動揺や混乱防止に努める。 

（２）混乱防止対策 

 帰宅ラッシュに伴う混乱防止のため、次の措置をとる。 

ア 東日本旅客鉄道㈱の運転計画の概要周知、旅行の自粛、時差退社及び近距離通勤者の徒歩帰宅

等の呼びかけを行うため、東日本旅客鉄道㈱本社を通じてテレビ、ラジオ等の放送機関及び新聞

社等に対して、報道を依頼する。 

イ 各駅においては、駅頭掲示及び放送等により利用客に対して運転状況の周知と時差退社、   

近距離通勤者の徒歩帰宅の呼びかけを行って、理解と協力を要請する。 

（３）列車の運転規制 

ア 警戒宣言が発令された時の千葉県内の線区の列車の運転規制は次による。 

規制速度 線 名 区   間 距 離 

45km/h 

総武緩行 千葉～御茶ノ水 38.7km 

総武快速 東 京 ～ 千 葉 39.2km 

常磐快速 上 野 ～ 取 手 39.6km 

常磐緩行 綾 瀬 ～ 取 手 29.7km 

武 蔵 野 府中本町～新松戸 57.5km 

京 葉 

西船橋～南船橋 

東 京 ～ 蘇 我 

西船橋～市川塩浜 

5.4km 

42.9km 

5.9km 
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規制速度 線 名 区   間 距 離 

45km/h 

総 武 千 葉 ～ 佐 倉 16.1km 

内 房 
蘇 我 ～ 館 山 

千倉～安房鴨川 

85.9km 

22.8km 

外 房 御宿～安房鴨川 27.9km 

久 留 里 木更津～上総亀山 32.2km 

65km/h 

武 蔵 野 新松戸～西船橋 14.3km 

成 田 

我 孫 子 ～ 成 田 

佐 倉 ～ 佐 原 

成田～成田空港 

32.9km 

40.0km 

10.8km 

総 武 佐倉～八日市場 38.4km 

東 金 大 網 ～ 成 東 13.8km 

外 房 千 葉 ～ 御 宿 65.4km 

25km/h 内 房 館 山 ～ 千 倉 10.7km 

 

イ 駅構内又は専用線内に留置されている化成品（危険品）積載車両で荷役作業を行っている場合

は、直ちに安全な箇所を選んで留置する。 

（４）主要駅の対応措置 

ア 帰宅ラッシュ時に伴う駅構内における混乱防止のため、千葉支社社員、地区指導センター社員

等を派遣するなどして客扱い要員を増強して重点的に配置するとともに、状況により警察機関の

協力を得て警備体制を確立する。 

イ 旅客の安全を図るため、次の措置を講じる。 

（ア）旅客の混雑の状況により、適切な放送を実施して、旅客の沈静化に努める。 

（イ）混雑により危険が予想される場合には、階段止め、改札止め等の入場制限を実施すると   

ともに、旅客のう回誘導、一方通行等を早めに行う。 

（ウ）旅客の混乱により危険となった場合は、直ちに列車の運転を中止する。 

（５）乗車券の取扱い 

ア 強化地域内着、通過となる乗車券類の発売は停止する。 

イ 状況により警戒本部長の指示又は承認を受けて、すべての乗車券類の発売を停止する。 

ウ 強化地域を通行する特急列車等各列車は運転を中止するので、発駅まで無賃送還の取扱いを 

する。 
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（６）現業機関の長のとるべき措置 

ア 出火防止措置 

（ア）出火防止のため、直ちに必要とする火気以外は使用を中止し、止むを得ず使用する火気は、

地震発生と同時に使用停止できる措置を講じる。 

（イ）危険物等施設の応急措置の実施については、周辺地域の特性、施設の位置、構造、設備及び

取扱作業等の実態から発災時に予想される危険性に応じて取扱の停止、制限等具体的措置を 

とる。 

イ 建築物設備の点検措置 

 建築物その他の施設等の倒壊、落下等のおそれのある箇所の確認及び消防設備の点検を行い、

必要な措置を講じる。 

ウ 食料及び飲料水の確保 

（ア）あらかじめ協力を依頼してある構内食堂等の関係業者と食料のあっせん及び非常用食料の 

確認をする。 

（イ）区域内の業務用貯水地域を点検するとともに、飲料水、消防用水を貯水する。 

 

２ 民営鉄道の措置 

 

  東京地下鉄㈱ 東武鉄道㈱ 京成電鉄㈱ 新京成電鉄㈱ 小湊鉄道㈱ 北総鉄道㈱ 

 京葉臨海鉄道㈱ 流鉄㈱ 銚子電気鉄道㈱ いすみ鉄道㈱ 千葉都市モノレール㈱ 

東葉高速鉄道㈱ 山万㈱ ㈱舞浜リゾートライン 芝山鉄道㈱ 首都圏新都市鉄道㈱ 

 

（１）警戒宣言の伝達 

ア 伝達ルートは次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

イ 駅、車内等において警戒宣言、東海地震予知情報等の放送を行い、旅客及び貨物荷主の協力を

要請し、混乱防止と円滑な輸送の確保を図るとともに、テレビ・ラジオ等の報道機関に情報を  

提供する。 

（２）混乱防止対策 

 駅、車内での混乱を防止するため、次の措置をとる。 

ア 平常時から、運転計画の概要、旅行見合わせ、時差退社の協力について広報を行う。 

イ 警戒宣言時に報道機関を通じて、正確な運転状況を報道するとともに、時差退社等の呼びかけ

を行う。 

ウ 駅において、放送、掲示等により運転状況を旅客に周知させるとともに、時差退社等を呼び  

かけ協力を要請する。 

県 運輸担当責任者 関係各部門 駅 

列車 

旅 

客 

等 
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（３）運行方針 

 各防災関係機関、報道機関及び東日本旅客鉄道㈱との協力のもとに、地域の実情に応じた可能な

限りの運転を行う。 

 なお、警戒宣言発令時の列車運行についての社別基本方針は、次のとおりである。 

（注）京葉臨海鉄道㈱は、貨物列車のみの運行であり、東日本旅客鉄道㈱の運行方針と密接に関連を  

有する。 

（４）主要駅における対応 

ア 旅客の安全を図るための措置 

（ア）適切な放送を実施し、旅客の沈静化に努める。 

（イ）状況により、改札止めの入場制限等を行う。 

（ウ）状況により、警察官の応援を要請する。 

イ その他の措置 

（ア）状況を運輸担当現業責任者に通報し、早めに要請する。 

（イ）状況により、乗車券の発売を制限又は中止する。 

（５）列車の運転中止措置 

 列車の運行確保に当たっては、県、警察、消防機関と一致協力して上記の措置をとるものである

が、万一県民及び事業所の協力が得られず駅等で混乱が発生し、人命に危険をおよぼすおそれが  

生じた場合、又は踏切支障等が発生した場合には、やむを得ず列車の運転を中止する場合がある。 

（６）その他の措置 

 工事箇所については、危険防止措置を講じ、あるいは工事を中止するほか、必要に応じて要注意

箇所の点検、監視を行う。 

 

３ バス、タクシー等対策 

 （社）千葉県バス協会、（社）千葉県タクシー協会は、関東運輸局千葉運輸支局の指導のもとに、   

地域の実状に応じた可能な限りの運行を確保する。 

輸 送 機 関 名 発  令  当  日 翌  日  以  降 

そ の 他 民 鉄 

 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

京 成 電 鉄 株 式 会 社 

新京成電鉄株式会社 

小 湊 鉄 道 株 式 会 社 

北 総 鉄 道 株 式 会 社 

東京地下鉄株式会社 

京葉臨海鉄道株式会社 

流 鉄 株 式 会 社 

銚子電気鉄道株式会社 

いすみ鉄道株式会社 

千葉都市モノレール株式会社 

東葉高速鉄道株式会社 

山 万 株 式 会 社 

株式会社舞浜リゾートライン 

芝 山 鉄 道 株 式 会 社 

首都圏新都市鉄道株式会社 

 警戒宣言が発せられたとき

は、現行ダイヤを使用し、減速

運転を行う。 

 なお、これに伴う列車の遅延

は、運転整理により対応するた

め一部列車の間引運転等を生じ

るので、輸送力は平常ダイヤよ

り減少する。 

 震災時のダイヤとして、一部列車

の運転中止・優等列車の各駅停車化

を、乗り入れ各社と調整の上実施す

る。 

 なお、輸送力は平常ダイヤよりか

なり減少する。 
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第６節 交通対策 

 

 

１ 道路交通対策 

（１）県警察のとる交通対策 

 ア 警戒宣言が発せられたときは、一般車両の強化地域への流入抑制及び緊急交通路の確保のため、

別表１の広域交通規制対象道路及び広域交通検問所の中から、必要な路線及び検問所を選定し、  

次の措置を行う。 

 （ア）緊急交通路確保のための誘導及び交通規制  

 （イ）緊急通行車両（避難の円滑な実施又は地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急輸

送を必要とする車両）の確認事務 

 イ 前記アの交通対策の実施等によって生じる県内における交通の混乱及び交通事故の発生を防止

するため、必要な交通規制を行う。 

 

別表１ 広域交通規制対象道路及び広域交通検問所 

 

 

 

 

 

 

凡                 例 

道 路 種 別 路  線  名 指 定 検 問 場 所 番号 備  考 

高 速 道 路 

 

自動車専用道路 

首 都 高 速 湾 岸 線 

舞浜入口 １  

浦安第１入口 ２  

浦安第２入口 ３  

千鳥町入口 ４  

市川本線料金所 ５  

東 関 東 自 動 車 道 

湾岸市川インター ６  

湾岸習志野インター ７  

湾岸習志野本線料金所 ８  

湾岸千葉インター ９  

千葉北インター 10  

四街道インター 11  

佐倉インター 12  

富里インター 13  

大栄インター 14  

佐原香取インター 15  

新 空 港 自 動 車 道 成田本線料金所 16  
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凡                 例 

道 路 種 別 路  線  名 指 定 検 問 場 所 番号 備  考 

高 速 道 路 

 

自動車専用道路 

京 葉 道 路 

市川インター 17  

原木インター 18  

船橋インター 19  

船橋料金所 20  

花輪インター 21  

幕張インター 22  

武石インター 23  

穴川西インター 24  

穴川中インター 25  

貝塚インター 26  

松ヶ丘インター 27  

蘇我インター 28  

館 山 自 動 車 道 

市原インター 29  

姉崎袖ヶ浦インター 30  

木更津北インター 31  

木更津南インター 32  

木更津南インター国道16号入口 33  

君津インター 34  

富津中央インター 35  

富 津 館 山 道 路 

富津竹岡インター 36  

富津金谷インター 37  

鋸南保田インター 38  

鋸南富山インター 39  

富浦インター 40  

東京湾アクアライン 

連 絡 道 

木更津金田本線料金所 41  

袖ヶ浦インター 42  

首 都 圏 中 央 連 絡 

自 動 車 道 
木更津東インター 43  

千 葉 東 金 道 路 

千葉東インター 44  

大宮インター 45  

高田インター 46  

中野インター 47  

山田インター 48  

東金インター 49  

山武成東インター 50  

松尾横芝インター 51  
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 道路交通対策 

  １ 警戒宣言が発せられたときは、一般車両の強化地域への流入抑制及び緊急交通路の確保の  

ため、別表の広域交通規制道路及び広域検問所の中から、必要な路線及び検問所を選定し、次の

措置を行う。 

 ア 強化地域への一般車両流入抑制広報 

 イ 緊急交通路確保のための誘導及び交通規制 

 ウ 緊急通行車両（避難の円滑な実施又は地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急 

輸送路を確保するのに必要な車両）の確認事務 

  ２ 前記１の交通対策の実施等によって生じる県内における交通の混乱及び交通事故の発生を防止

するため、必要な交通規制を行う。 

 

凡                 例 

道 路 種 別 路  線  名 指 定 検 問 場 所 番号 備  考 

高 速 道 路 

 

自動車専用道路 

銚 子 連 絡 道 路 横芝光インター 52  

常 磐 自 動 車 道 
流山インター 53  

柏インター 54  

一 般 国 道 

国   道   16号 呼塚交差点 55  

国   道   ６号 新葛飾橋 56  

国   道   14号 市川橋 57  

国   道  357号 舞浜交差点 58  

国   道   51号 水郷大橋 59  



野田市

流山市

柏市

我孫子市

松戸市
鎌ヶ谷市

白井市 印西市

栄町

成田市

神崎町
香取市

東庄町

多古町

埼
玉
県

茨城県

富里ＩＣ

成田ＩＣ

新空港自動車道

佐原香取ＩＣ

柏ＩＣ

流山ＩＣ

大栄ＩＣ

常
磐
自

道
車
動

助沢ＩＣ

松戸三郷有料道路

水戸街道

松
戸
野
田
有

料
道
路

下総利根大橋

有料道路

利根
水郷ラ イ ン

木
下
街
道

芝
山
は
に
わ
道

佐原
街道

東総有料道路
利根川水 郷ライン

124

356

356

355

125

51

29

464

408

295
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（２）道路管理者のとる措置 

（国土交通省関東地方整備局） 

 ア 道路施設に関する対策 

  （ア）警戒宣言等が発令された場合、その内容を考慮し、被災が予想される地域にあっては、パト

ロールカーを適切な位置に配置し、重点箇所等の道路状況の把握に努める。 

  （イ）地震発生の危険に鑑み、工事中の箇所については原則として工事中断の措置をとるものとし、

この措置を行うことに伴い必要な補強、落下防止等の保全処置に努めるものとする。 

 イ 道路交通対策 

 （ア）警戒宣言等が発令された場合においては、パトロール等により道路状況の把握に努めるとと

もに、発災後の対策についてあらかじめ措置を検討するものとする。 

  （イ）公安委員会が実施する交通規制（特に緊急輸送路の確保のために実施する場合等）に対する  

協力等に努める。 

     警戒宣言が発令された場合、強化地域及びその近くの地域では情報の周知徹底及び車両走行 

自粛の呼びかけを行うものとする。 

  ウ 発災後に備えた資機材、人員等の輸送体制 

    警戒宣言時においては、発災後の緊急輸送路確保に備えて資機材、人員等の輸送体制の確認を  

行うものとする。 

 

（東日本高速道路㈱関東支社） 

  ア 警戒宣言時においては、道路利用者に対し、必要な緊急広報の実施に努める。 

  イ 警戒宣言が発せられた場合は、道路巡回等により交通状況の把握に努め、次の交通対策を実施  

する。 

  （ア）東日本高速道路㈱の管理する高速自動車国道及び一般有料道路 

     県公安委員会が行う車両の強化地域方面への流出の制限等に係る措置に協力する。 

  （イ）他道路管理者の管理する道路 

     関係機関が行う車両の走行抑制に係る措置に協力する。 

 ウ 警戒宣言時において、道路管理上、次の対策を実施する。 

 （ア）道路 

     道路巡回等により、道路状況の把握に努める。 

  （イ）電気通信設備 

     地震発生に備え、自家発電装置、予備電源及び道路管理用通信施設の点検等に努める。 

  （ウ）工事中箇所 

     工事中の箇所については原則として工事中断の措置をとるものとし、必要に応じて補強、  

落下防止等の保全措置を講じる。 

 

（首都高速道路㈱） 

 警戒宣言が発せられたときは、次の対策を行う。 

  ア 道路パトロール等により道路状況及び道路施設の点検を行うとともに、必要に応じ、占用許可

を与えた者に対し、占用物件の整備等の必要な要請を行う。 

  イ 県公安委員会が実施する交通規制に協力するとともに、規制状況等について必要な広報を利用

者に対して行う。 

  ウ 無線設備、路面排水設備、非常用電源設備及びトンネル防災設備等の点検を行う。 

  エ 工事中の構造物、建築物等については、安全管理を徹底し、工事中の箇所については、工事中

断の措置を取り、必要となる補強その他の保全措置に努める。また、隣接施設等に対し被害が  

波及することのないよう安全上必要な措置を講ずる。 

 

（県土整備部） 

 警戒宣言が発せられた場合、緊急点検巡視を行い、道路状況の把握に努め、必要に応じ事前策を講じ
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るとともに、関係機関との情報の交換を行い、対策の一本化に努める。 

  ア 危険箇所の点検 

    警戒宣言が発せられた場合、その内容を検討し、災害時に交通の障害となるおそれのある道路、

橋梁、トンネルの重点的な緊急点検巡視を実施する。 

 イ 工事中の道路の安全対策 

    緊急時の支障とならないよう、原則として工事を中止し、安全対策を確立した上で、緊急車等

の円滑な通行の確保を図る。 
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２ 飛行場対策 

  東京航空局成田空港事務所及び成田国際空港株式会社は、航空機の運航、空港内の混乱防止等に  

関し、次の対策を講じる。 

（１）東京航空局成田空港事務所の対策 

   東京航空局成田空港事務所は、大規模地震発生の警戒宣言が発せられたときは、地震災害警戒連

絡調整室（室長＝空港長）を設置し、航空機の運航等に関し、次の対策を講じる（東海地震に係る

成田空港事務所地震防災措置実施要領抜粋）。 

ア 警戒宣言時の伝達は次のルートで行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 警戒宣言時において次の業務を行う。 

  （ア）情報の収集・伝達 

  （イ）関係機関との連絡調整 

  （ウ）応急救護及び災害防止に必要な措置 

  （エ）航空機の運航に関する調整 

  （オ）通信業務の確保 

  （カ）管制業務の確保 

 

（２）成田国際空港株式会社の対策 

  ア 情報伝達 

  （ア）東京航空局成田空港事務所（以下「空港事務所」という。）と成田国際空港株式会社（以下   

「空港会社」という。）は警戒宣言及び東海地震予知情報等を相互に伝達調整する。 

  （イ）空港内官公庁、関係機関及び各航空会社に対して、警戒宣言及び東海地震予知情報等を伝達  

する。 

  （ウ）空港内の乗客等に対しては、旅客ターミナル内中央管理室及び各航空会社を通じて伝達する。 

  （エ）伝達ルートは次のとおりとする。 

  

東京航空局地震災害警戒本部 

成田空港事務所 

地震災害警戒連絡調整室 

成田国際空港株式会社緊急対策本部 

関 係 行 政 機 関 

関 係 防 災 機 関 

各 航 空 会 社 

管轄飛行場関係者 
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  イ 運航対策 

    警戒宣言が発せられた場合、航空機の運航の確保と安全を図るため、次の措置をとる。 

  （ア）航空会社に対して、乗降客の安全誘導、航空機自体の保安対策を要請する。 

  （イ）滑走路、誘導路、エプロン等の点検を実施する。 

  （ウ）空港事務所の航空交通管制機関との調整を図る。 

  ウ 空港の混乱防止対策 

    警戒宣言時、空港内の混乱を防止するため、次の措置をとる。 

  （ア）必要と認めるときは、空港関係者、災害対策関係者及び空港会社が入場を認めた者以外の空

港への入場を制限するものとする。 

  （イ）各航空会社に規制対策を要請する。 

  （ウ）東日本旅客鉄道㈱、京成電鉄㈱等の交通機関に対して、駅への入場、乗車等の制限等措置を  

要請する。 

  （エ）空港警察署に警備を要請する。 

 エ 空港施設の保安対策 

    空港保安施設及びその他現有施設の機能の維持を図るため、点検を強化する。 

 

千 葉 県 

災害対策本部 

成 田 空 港 事 務 所 

(地震災害警戒連絡調整室) 

官 公 庁 

関 係 機 関 

各航空会社 

中央管理室 

空港内の 

乗 客 等 

成田国際空港株式会社 

緊 急 対 策 本 部 
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３ 海上交通対策 

  東海地震の発生に伴う津波は、房総半島南端部では３ｍを超えることが想定されるため、海上、港

湾関係各機関は、海上交通の安全を確保し、港湾内の混乱を防止するため、警戒宣言が発せられた場

合は、次の対策を講じる。 

（１）海上保安対策等 

   海上保安部（署）は、次の対策を講じる。 

 ア 海上保安庁を通じて警戒宣言及び東海地震予知情報等の伝達を受けた時は、直ちに部内、港湾  

関係団体に伝達する。 

 イ 港内及びその付近における船舶に対しては、巡視艇等により適宜周辺海域を巡回し、拡声機、   

横断幕等により周知する。 

 ウ 東京湾における船舶に対しては、東京湾海上交通センター及び各港内交通管制室の機能を併用

し、周知する。 

 エ 航行船舶に対しては、第三管区海上保安本部警備救難部運用司令センターを通じ、航行警報  

又は安全通報によって周知する。 

 オ 船舶交通の輻輳が予想される海域における船舶交通の整理、指導を行う。 

 カ 海難事故の発生、その他の事情により船舶交通の危険が予想される場合は、船舶の交通を制限  

又は禁止する。 

 キ 危険物荷役中の船舶に対し、荷役の中止を勧告し、事故防止のため必要な指導を行う。 

 ク 着桟中の船舶に対し、離桟避難又は係留強化等の勧告等を行う。 

 ケ 危険物取扱事業所等に対し、海上への危険物流出防止措置を講じるよう指導するとともに、  

排出油防除資機材の準備を行うよう指導する。 

 コ 工事作業等は、中止するよう指導する。 

 サ 工事資機材、木材、定置網、小型船舶等の流出防止を指導する。 

（２）漁船対策 

   県農林水産部は、次の対策を講じる。 

 ア 農林水産部所属船舶による漁船漁業の指導内容は、次のとおりである。 

 （ア）操業安全指導及び海域内における操業指導 

 （イ）海上保安部の要請による漁船運航の規則 

 イ 漁業無線局は、警戒宣言が発せられた場合、次の措置をとる。 

 （ア）非常用発電機の点検と始動待機 

  （イ）情報の収集と出漁漁船及び近隣漁協に対し無線等による救急周知 

  （ウ）空中線の点検、補強と切断対策の実施 

  （エ）送受信機の震動落下物対策（補充部品の防護を含む。） 

  （オ）非常用周波数及び他の周波数による緊急呼び出し聴取 
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第７節 上下水道、電気、ガス、通信等対策 

 

 

１ 上水道対策 

  県水道局は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講じる。 

（１）基本方針 

   警戒宣言が発せられた場合、原則として平常どおりの供給を継続する。 

   また、住民、事業所等が緊急貯水を実施することによって増大する需要に対し、円滑な供給を確

保するとともに、発災に備え、緊急給水活動等が迅速に遂行できるよう必要な措置をとる。 

（２）人員の確保、資機材の点検整備等 

  ア 要員の確保等 

    警戒宣言の発令と同時に応急対策要員を確保するとともに、緊急広報、施設設備の保全、応急  

給水、施設復旧等に必要な活動体制の確立を図る。また、指定給水装置工事事業者等関係会社と

の連絡協力体制について確認する。 

  イ 資機材の点検整備等 

    発災に備え、応急対策の実施に必要な資機材、車両等の点検整備及び補完強化を図る。 

（３）施設の保安措置等 

  ア 警戒宣言時における施設設備等の保安点検要領をあらかじめ定めておくものとし、警戒宣言が  

発せられた場合は、これに基づき直ちに点検確認を実施する。 

  イ 浄水場においては、薬品類の安全貯蔵に留意し、発災後においても薬品在庫の確保に努める。 

  ウ 配水池の水位はできるだけ高水位を維持し、住民、事業所等の緊急貯水に対応できるよう    

送配水圧の調整を行う。 

  エ 工事中の現場においては適宜工事を中止し、必要な安全措置を講じる。 

（４）広報 

   警戒宣言が発せられた場合、住民等に対する緊急貯水の呼びかけを重点として次のとおり広報活

動を実施する。 

広 

報 

内 

容 
（１）警戒宣言時においても、通常の供給が維持されていること 

（２）発災に備え、飲料水、生活用水を貯水すること 

  ア 飲料水の汲み置き 

ポリタンク、フタのできる容器を利用して、３日毎に新しい水に汲み替え、水質保持

に留意する。 

  イ 生活用水の汲み置き 

浴槽等を利用し、貯水する。 

（３）発災後、断水が起こった場合の連絡先及び応急給水体制 

広
報
手
段 

（１）報道機関（テレビ、ラジオ等）への放送依頼 

（２）広報車による広報 

（３）水道工事店の店頭掲示 

（４）ホームページによる広報等 
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２ 下水道対策 

  県県土整備部は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講じる。 

（１）施設等の保安措置 

  ア 危険物を取扱う処理場、ポンプ場の運転管理については県職員、委託職員の連携の上、保安の   

徹底に努めるとともに、施設の被害を最小限にとどめ、排水能力の確保に万全を期するため、  

巡視、点検の強化及び整備を実施する。 

  イ 工事現場については工事を中止し、現場の保安措置を講じるとともに、応急資機材の点検、整

備を行う。 

（２）危険物等に対する措置 

  ア 石油類等については貯蔵タンク、サービスタンク等の元バルブの閉鎖、タンクローリーの貯蔵  

タンクへの移送中止、火気の使用制限等のほか、付近住民の安全確保のため必要な措置をとる。 

  イ 苛性ソーダの等については、残量の確認等のほか、外部への漏洩防止策等、状況に応じ必要な   

措置をとる。 

 

３ 電気対策 

  東京電力株式会社は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講じる。 

（１）電気の供給 

   警戒宣言が発せられた場合においても、原則として電力の供給は継続する。 

（２）人員の確保、資機材の点検整備等 

  ア 要員の確保 

    非常災害対策本（支）部構成員は、サービス区域内で震度６弱以上の地震発生、東海地震注意   

情報あるいは警戒宣言が発せられた場合などの情報を知ったときは、速やかに所属する事業所に 

参集する。 

  イ 資機材の確保 

    警戒宣言が発せられた場合、各本（支）部は、工具、車輛、舟艇、航空機、発電機車及び変圧

器車等を整備、確保して応急出動に備えるとともに、手持資機材の数量確認及び緊急確保に努め

る。 

（３）施設の予防措置 

   警戒宣言が発せられたときは、東海地震予知情報等に基づき、電力施設に関する次に掲げる各号

の予防措置を講じる。この場合において地震発生の危険性に鑑み、作業上の安全に十分配慮した判

断を行うものとする。 

  ア 特別巡視及び特別点検等 

    東海地震予知情報等に基づき電力施設に対する特別巡視、特別点検及び機器調整等を実施する。 

  イ 通信網の確保 

    保安通信設備の点検、整備を行い、必要に応じ緊急時運用体制の確立を行う。 

    また、東日本電信電話㈱、鉄道、警察、消防及び関係機関と連携を密にし、通信網の確保に    

努める。 

  ウ 応急安全措置 

    仕掛り工事及び作業中の各電力施設については、状況に応じた設備保全及び人身安全上の応急 

措置を実施する。 
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  エ 広報 

    感電事故、漏電による出火を防止するため、次のとおり広報活動を実施する。 

広 

報 

内 

容 

（１）無断昇柱、無断工事をしないこと 

（２）断線、電柱の倒壊折損等を発見した場合には、絶対に手を触れず、カスタマーセンター

へ通報すること 

（３）屋外へ避難する場合は、安全器又はブレーカーを切ること 

（４）地震発生後は、使用中の電気器具のコンセントを直ちに抜くこと 

（５）その他必要な事項 

広
報
手
段 

（１）報道機関（テレビ、ラジオ等）による広報 

（２）広報車等による広報 

 

４ ガス対策 

  東京ガス株式会社は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講じる。 

（１）基本方針 

   警戒宣言が発令された場合に対処するための非常体制として、地震災害警戒体制をとる。 

   また、東海地震注意情報が発表された場合は、臨時体制をとる。 

（２）人員の確保、資機材の点検整備等 

  ア 人員の確保 

    非常事態が発生した場合、又は発生が予測される場合、社員等の動員を指令する。 

  イ 資機材、工具の確認等 

    警戒宣言発令時において、次の事項を実施する。 

  （ア）災害対策用資機材等の確保 

  （イ）代替熱源の確保 

  （ウ）生活必需品の確保 

  （エ）前進基地の確保 

（３） 施設の保安措置等 

  ア ガス工作物等の巡視・点検及び検査 

    警戒宣言が発せられた場合、地震防災上巡視・点検及び検査が必要なガス工作物等について  

あらかじめ定める要領に従い巡視点検及び検査を行う。 

  イ 工事等の中断 

    警戒宣言が発せられた場合、工事中又は作業中のガス工作物等については状況に応じ応急保安 

措置の上、工事又は作業を中断する。 

  ウ その他の保安措置 

    警戒宣言が発せられた場合、本社及び事業所等の見学者、訪問者等に対しては警戒宣言が発せ  

られた旨を伝達し、避難、帰宅等を要請する。 
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（４）広報 

   お客さまに対し、不使用中のガス栓が閉止されていることの確認、地震が発生したときにおける  

使用中のガス栓の即時閉止等を要請する。 

   また、テレビ、ラジオ等の報道機関に対し前述の広報内容を報道するよう要請する。さらに千葉

県とも必要に応じて連携を図る。 

広報内容 

全需要家に対して 

（１）引き続きガスを供給していること。 

（２）ガス器具の使用方法及びガス栓の取り扱い方法 

（３）例外的に避難する際のガス栓及びガスメータコックの処置方法 

（４）地震が発生し、ガスの供給を停止した場合のガスについての注意 

 

特定需要家に対して 

（１）ガス機器の使用抑制に関する依頼 

（２）地震発生時の遮断バルブによるガス供給遮断の要請 

広報手段 

（１）広報車により、直接需要家に呼びかける。 

（２）特定需要家に対しては、個別に連絡を行う。 

（３）関係防災機関に対し、ラジオ・テレビ等の報道機関による広報について協力を要

請する。 
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京葉ガス株式会社は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講じる。 

（１）基本方針 

   地震発生時の二次災害の防止、又は軽減を図るための応急措置を迅速かつ的確に講じ得る体制を 

確立する。 

（２）人員の確保、資機材の点検整備等 

  ア 人員の確保 

 

  イ 緊急用工具・資機材及び車両の準備 

    警戒宣言発令時において、次の事項を実施する。 

  （ア）初動措置に必要な車両を確保し、配置するとともに、緊急用工具、資機材の点検を行う。 

  （イ）非常用の食料、飲料、医薬品等を手配、準備する。 

（３） 施設の保安措置等 

  ア ガス工作物等の巡視・点検の準備 

    あらかじめ定めたガス工作物等の巡視・点検を行うための体制を準備する。 

  イ 工事等の中止 

    工事中又は作業中の工事等は中止し、必要な安全措置を講じる。 

  ウ 連絡網の確認 

    無線及び電話等の連絡網を確認し、必要に応じ、通信設備の機能確認を行う。 

  エ その他の保安措置 

    本社、事業所等の見学者、来訪者等に対して警戒宣言が発令された旨を伝達し、避難、帰宅    

させる。 

  オ 工事等の作業の中止及び制限 

    工事現場では直ちに作業を中止し、安全措置を講じて警戒体制に入る。 

    その他の者は日常生活を制限し、地震が極度に切迫した場合、直ちに安全な状態で作業を中止  

できるようにする。 

 

勤 務 時 間 内  全社員に警戒体制の発令を伝達し、あらかじめ定めた要員は本部の指示に従う。 

勤 務 時 間 外 

 要員に電話等により出動を指示する。 

 なお、要員がテレビ・ラジオ等で警戒宣言の発令を覚知した場合、動員は自動発

令されたものとする。 

工事会社の動員  当社の指示により、必要に応じて動員を行い、警戒体制に入る。 
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（４）広  報 

   警戒宣言が発せられた場合、速やかに需要家に対する広報活動を実施するとともに、需要家から

の問合わせに対応できる受付体制を整える。また、大口需要家及び地下街、地下室等に係る需要家

には個別に連絡をとり、ガス使用上の注意及び地震発生時の対応（使用制限、供給停止等）につい

て確認する。 

 

広報内容 （１）引き続きガスを供給していること 

（２）避難する際のガス栓及びメーターガス栓の処理方法 

（３）地震が発生し、ガスの供給を停止した場合についての注意 

広報手段 （１）広報車により、直接需要家に呼びかける。 

（２）関係防災機関に対し、ラジオ・テレビ等の報道機関による広報について協力を

要請する。 

 

 大多喜ガス株式会社、千葉ガス株式会社、京和ガス株式会社、銚子瓦斯株式会社、野田ガス株式会社、

角栄瓦斯株式会社、東日本ガス株式会社、総武ガス株式会社は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策

を講じる。 

（１）基本方針 

   地震発生時の二次災害の防止、又は軽減を図るための応急措置を迅速かつ的確に講じ得る体制を 

確立する。 

（２）人員の確保、資機材の点検整備等 

  ア 人員の確保 

  （ア）勤務時間内 

     社内放送等により社員に伝達するとともに、社屋外の社員は無線、ポケットベル、ラジオ、   

テレビ等で警戒宣言を覚知した時点で帰社し、地震災害警戒本部に従う。 

  （イ）勤務時間外 

     伝達経路に従い、電話等で情報を受けた場合は、所属課所又はあらかじめ指示された箇所に  

出動し、地震災害警戒本部の指示に従う。なお、ラジオ、テレビ等で警戒宣言の発令を覚知し

た場合、動員は自動発令されたものとする。 

  （ウ）工事会社関係 

     当社の指示により動員を行い、警戒体制に入る。 

     供給所、主要バルブ及び主要整圧器の巡視点検を行うとともに、要員を配置する。 

  イ 緊急用工具・資機材及び車両の点検準備 

    警戒宣言発令時において、次の事項を実施する。 

  （ア）初動措置に必要な車両を確保し、配置するとともに、緊急用工具・資機材の点検準備をする。 

  （イ）非常用の食料、飲料水、医薬品等を手配、準備する。 

（３）施設の保安装置 

  ア 連絡網の確認及び統制 

    無線、電話等の連絡網を確認し、日常作業の交信を制限する。 

  イ 施設の巡視、点検 

  （ア）ガス供給施設（あらかじめ緊急指定したもの）の巡視、点検を行う。 

  （イ）主要バルブ、主要整圧器の巡視、点検を行う。 

  ウ 工事等の作業の中止と安全装置 

    警戒宣言発令後、社員、工事会社作業員、サービス店作業員は、需要家又は地先における作業

を中止し、工事による事故防止措置をとる。 
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（４）広報 

   警戒宣言が発せられた場合、速やかに需要家に対する広報活動を実施するとともに、需要家から

の問合わせに対応できる受付体制を整える。 

   また、特定地下室等及び第一種保安物件に係る需要家には個別に連絡をとり、ガス使用上の注意

及び地震発生時の対応について確認する。 

 

（５）そ の 他 

  ア 関係省庁、自治体、消防及び警察等との連絡について対策を協議し、協力体制をつくる。 

  イ 緊急を要するもの以外の電話使用は控えさせる。 

  ウ 社員等の退社時刻を集中させずに分散させる。 

 

５ 通信対策 

  東日本電信電話（株）千葉支店は、警戒宣言の発令に当たっては、情報が正確かつ迅速に伝達され

た防災対策上有効に機能されるよう、防災機関等の重要通信を確保するとともに、一般市民に大きな

支障をきたさないことを基本として、次のとおり対処する。 

（１）要員の確保 

   応急対策等の業務を実施するために必要な要員の確保は、次による。 

  ア 就労中の職員は、原則として応急対策等所定の業務に従事する。 

  イ 休日、夜間等においては非常呼び出しを行い、必要な要員を確保する。 

（２）情報連絡室の設置 

   警戒宣言の受報後、千葉支店管内各地域支店は速やかに情報連絡室を設置し、情報の収集及び伝

達を行う。 

   なお、千葉支店情報連絡室は、次の場所に設置する。 

 

    設置場所：千葉支店災害対策室（ＮＭビル８Ｆ） 

 

    電話番号：043-211-8652（代） 

 

広報内容 

（１）引き続きガスを供給していること。 

（２）ガス器具の使用方法及びガス栓の取扱い方法 

（３）例外的に避難する際のガス栓及びメーターガス栓の処理方法 

（４）地震が発生し、ガスの供給を停止した場合のガスについての注意 

（５）沿岸地区では津波のおそれがあること。 

広報手段 

（１）広報車により、直接需要家に呼びかける。 

（２）関係防災機関に対し、ラジオ・テレビ等の報道機関による広報について協力を要

請する。 
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（３）資機材の点検、確認等 

   警戒宣言が発せられた場合、次の措置をとる。 

  ア 局用予備電源設備、移動電源車、携帯用発動発電機、可搬無線機、移動無線機等の点検、確認 

  イ 応急ケーブル等災害復旧用資材、車両の確認 

  ウ 工事中施設等の安全装置 

（４）応急対策 

  ア 電話の輻輳対策 

    警戒宣言の発令により、防災機関等による重要な情報連絡及び一般市民による家族間の連絡等

の急増による電話輻輳が懸念されることから、次の考え方で対処する。 

  （ア）防災機関等の重要な通話は最優先で疎通を確保する。 

  （イ）一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせないようトラヒック状況に応じ

た利用制限を行うが、その代替手段として公衆電話（緑、グレー）からの通話は可能な限り疎

通を確保する。 

  イ 手動通話、番号案内 

  （ア）非常、緊急通話の取扱いは確保することとし、その他“100”番通話に対しては、可能な限り   

取り扱う。 

  （イ）番号案内業務は、可能な限り取り扱う。 

  ウ 電報 

    非常、緊急電線の取扱いは確保することとし、強化地域内に向けて発信する電報は、遅延承知

のものに限り受け付ける。 

  エ 営業窓口 

    平常業務を行う。 

（５）電話の輻輳時の広報 

   電話が輻輳した場合には、利用者の電話利用の自粛の協力を得るため、報道機関に対して次の  

広報文により広報を依頼する。 

   「○○地方の電話はただ今混み合ってかかりにくくなっております。防災機関、災害救助機関な

どの緊急の通信を確保するため、○○地方への電話のご利用はできるだけ控えていただくようお願

いします。」 
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ千葉支店は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講ずる。 

（１）基本方針・要員の確保・情報連絡室の設置 

   東日本電信電話株式会社千葉支店に準じる。 

（２）資機材の点検、確認等 

  ア 可搬型無線基地局装置、移動電源車等の点検、確認 

  イ 災害復旧用資機材、車両の確認 

  ウ 工事中施設等の安全対策 

（３）応急対策 

   警戒宣言の発令により、防災機関等による重要な情報連絡及び一般市民による家族間の連絡等の 

急増による携帯電話の輻輳が懸念されることから、次の考え方で対処する。 

  ア 防災関係機関等の重要な通話は、最優先で疎通を確保する。 

  イ 一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせないようトラフィック状況に応じ

た利用制限を行う。 

 

６ 工業用水道対策 

  企業庁は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講じる。 

（１）基本方針 

   警戒宣言が発令された場合、原則として取水量、配水量を必要最小量にする。 

   なお、この場合はその旨を受水企業へ連絡するものとする。 

（２）人員の確保、資機材の点検整備 

  ア 警戒宣言が発令された場合、要員の確保等直ちに工業用水班を設置するとともに、施設及び工

事現場等の保安点検及び応急活動のできる非常配備態勢とする。 

  イ 地震発生に備え、復旧作業に必要な資材、機械器具等の点検整備に努める。 

（３）情報連絡 

   警戒宣言の発令に係る情報連絡は、「時間内・外の情報連絡体制」に基づき行うものとする。 
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第８節 学校・病院・社会福祉施設等対策 

 

 

１ 学校対策 

 県教育委員会は、警戒宣言が発せられた場合には、児童生徒等の安全を確保するとともに、学校施設

の保全を図るため、公立学校については次のとおり対処する。 

 また、県総務部は私立学校に対し、公立学校に準じた対応措置を講じるよう指導する。 

（１）警戒宣言発令後は、校長は、直ちに授業を中止し、地域防災計画により児童・生徒の下校（避難

場所への移動を含む。以下「下校」という。）の措置をとる。 

（２）児童生徒等の下校方法等については、実態に応じて次のように定める。 

  ア 通学（園）路の安全を確認し、集団で下校させるか、又は連絡網を通じ保護者の来校を求めて

下校させる。 

  イ 交通機関を利用している児童生徒等については、その運行と安全を確かめて下校させる。 

（３）学校に残留し、保護する児童生徒等については、氏名等を把握し、職員は、職務内容に従って対

処する。 

（４）保護者への連絡は通信不能の事態も想定の上、迅速かつ正確にできるようその手段を定め、関係

者に徹底しておく。 

（５）警戒宣言が解除されるまで、臨時休校とする。 

（６）校長は、校舎内外の施設・設備（理科室、調理室、工作室、戸棚類、下駄箱、がけ下、万年塀、      

校舎間等）の安全を確認し、防災上改善が必要な部分について早急に必要な措置をとる。 

（７）実践的な防災計画により、職員一人ひとりが迅速適切な行動をとる。 

（８）地域の関係機関・団体との連携を密にし、対応する。 

 

２ 病院対策 

  県健康福祉部の警戒宣言が発せられた場合の医療体制は、次の事項を基本方針とし、民間医療機関

に対しては県医師会等を通じて県立病院に準じた対応を要請する。 

（１）外来診療は、可能な限り平常どおり行う。 

（２）手術及び検査は、可能な限り延期する。 

（３）警戒宣言の発令を外来及び入院患者に伝達するとともに、過剰な不安を与えないよう必要な措置

をとる。 

（４）入院患者の安全確保に万全を期す。 

（５）建物及び設備の安全点検を行い、薬品、危険物等の安全対策を図る。 

（６）水及び食料の確保を図る。 
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 なお、県立病院の具体的対応は、次のとおりである。 

 

ア 診療方針 

 （ア）外来患者については、状況に応じ可能な限り平常どおり診療を行う。このための職員の確保

は、あらかじめ定められた方法により行う。 

 （イ）入院患者のうち退院及び一時帰宅を希望する者には、担当医師の判断により許可を与える。 

 （ウ）手術、検査については、医師が状況に応じて適切に対処する。 

 （エ）救急患者の受入れ体制を講じる。 

 （オ）手術中の場合は、医師の判断により安全措置を講じる。 

 （カ）手術予定者については、緊急やむを得ない場合を除き、延期するなどの措置を講じる。 

 

イ 来院者、入院患者等に対する情報の伝達、取るべき行動に関する指示 

（ア）収集された情報は、入院患者等に不安を与えないよう、必要に応じ適宜連絡、伝達する。 

（イ）外来患者のうち特に急を要する患者以外に対しては、受診の自粛を事前に呼びかける。 

 

ウ 入院患者の安全確保、施設の保安措置等 

 （ア）建物、設備の内外部の点検を強化し、危険物及び可燃物については、発災による被害の防止

又は軽減を図るため、あらかじめ定められた点検責任者が直ちに必要な措置を講じる。また、

火気使用設備については、防火管理者の指示により使用を制限する。 

 （イ）非常用設備の試運転、非常用備品の確保を講じる。 

 （ウ）貯水槽へ可能な限り貯水を行うほか、ポリ容器等に水を確保する。 
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３ 社会福祉施設等対策 

  県健康福祉部は、警戒宣言が発せられた場合において、所管する各社会福祉施設及び老人保健施設

で迅速かつ的確な防災措置を講じることにより、施設及び要保護者等の安全を確保するため、次の事

項を基本として、あらかじめ対応計画を定めておくものとする。 

  なお、計画は通所（園）施設、入所施設の別及び通所（園）者、入所者の特性等を考慮し、各施設

の実態に即した具体的措置について定める。 

（１）情報の受伝達 

   職員間及び保護者との連絡方法、代替手段等 

（２）施設の防災点検 

   応急補修、設備備品等の転倒・落下の防止措置等 

（３）出火防止 

   消火器等の点検、緊急貯水等 

（４）通所（園）者、入所者等の安全確保 

   応急救護体制、避難スペースの確保、食料、飲料水、医薬品、衛生材料、生活物資の確保、救護    

運搬用具等の確保 

（５）要保護者の引き取り方法及び引き取りがない場合の措置 

（６）保護者に対する当該施設の対応計画の事前周知措置 

（７）その他必要な事項 
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第９節 避 難 対 策 

 

 

 警戒宣言発令時においても、原則として避難する必要はないが、地震の発生によりがけ崩れ、山崩れ、

地すべり等の危険性が特に高い地区にあっては、市町村長は住民の生命及び身体を保護するため、あら

かじめ避難対象地区を選定しておくものとする。 

 なお、警戒宣言が発せられた場合には、避難対象地区に対して避難の勧告又は指示を行い、住民を  

安全な場所へ避難させるため、次により対応措置を講じるものとする。 

 

１ 警戒宣言時の措置 

（１）避難勧告・指示 

 市町村長は、消防署等関係機関と協力して、広報無線、広報車等により速やかに避難勧告又は  

指示を行う。 

（２）避難所の確認 

ア 落下物、転倒物の予防措置を確認する。 

イ 防災設備等を確認する。 

ウ 給食、給水用資機材を確認する。 

エ 衣料品等生活必需物資を確認する。 

（３）情報伝達体制の確認 

 避難所におけるラジオ、無線機等による情報伝達体制を確認する。 

（４）関係機関に対する通知 

 避難所を開設した場合は、速やかに、県、消防署等関係機関に通知する。 

（５）職員の派遣 

 避難所を開設した場合は、管理運営に必要な職員を派遣する。 

（６）要援護者に対する援護措置 

   幼児、児童、高齢者、病弱者等、他人の援護を要する者に対して必要な援護を行う。 

（７）給食、給水措置 

   給水活動を行うとともに、食事が確保できない者に対して必要な援護を行う。 

（８）生活必需物資の給与 

（９）そ の 他 

   避難終了後、消防署等と協力の上、避難対象地区の防火、防犯パトロールを行う。 
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２ 事前の措置 

 市町村長は、警戒宣言発令時に避難活動が円滑に遂行できるよう、あらかじめ次により対応措置を

講じておくものとする。 

（１）避難対象地区の選定 

 関係機関とあらかじめ連絡調整を図ったうえ、がけ崩れ、山崩れ、地すべり等により災害発生の

危険性が特に高い地区を把握しておく。 

（２）避難所の指定 

 避難者を一時的に収容、保護するため、学校、公民館等を避難所として指定する。 

（３）避難勧告、指示体制の確立 

 広報無線、広報車等による避難勧告又は指示体制を確立しておく。 

（４）情報伝達体制の確立 

 避難所におけるラジオ、無線機等による情報伝達体制を確立しておく。 

（５）要援護者に対する介護体制の確立 

 幼児、児童、高齢者、病弱者等、他人の援護を要する者の把握に努めるとともに、警戒宣言時に

おける援護体制を確立しておく。 

（６）住民に対する周知 

 避難対象地区の住民に対し、避難対策措置に係る必要事項について周知徹底させておく。 
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第１０節 救護救援・防疫対策・保健活動対策 

 

 

１ 救護救援対策 

（１）医療関係機関の対応 

医療関係機関がとる措置は次のとおりである。 

 

病院局 

（救急医療センター、循環器病センター、東金病院、佐原病院、こども病院、がんセンタ

ー） 

ア 警戒宣言が発せられた場合、病院内に災害対策本部を設置し、県本部等関係機関と

の情報交換を密にする。 

イ 医師、看護師等、医療技術職員及び事務職員を配置待機させる。 

ウ 医薬品、医療機器等の確保配置及び点検を行う。 

エ 病院内の施設を再点検し、余剰スペース等を利用するなど被災者多数の受入れ体制

を整える。 

オ 病院内の施設、設備、危険物等の点検と保安対策を行う。 

日本赤十字社 

千葉県支部 

 警戒宣言が発せられた場合は、別に定めた日本赤十字社救護規則により、非常体制配備

の活動体制を整えるとともに、支部に災害警戒本部を設置し、次の業務を行う。 

ア 非常無線通信体制と統制局の設置 

  情報の収集、伝達の迅速確実を期するため、赤十字業務用無線局は傍受体制を整える

ものとし、支部基地局（にっせきちば）が統制局となる。 

イ 救護班の待機 

   成田赤十字病院に対して、初動救護班１個班の待機を指示する。 

ウ 血液業務 

（ア）千葉県赤十字血液センターに対して、採血業務を一時中止し、献血者に広報を

行うとともに、供給体制を強化するよう指示する。 

（イ）移動中の採血車、供給移動中の車両に対して、早急に業務終了し、帰還させる

よう指示する。 

エ 生活物資、防災資材、人員などの配備手配 

物資の種類 数  量 

毛 布 

敷 布 

日用品セット 

ガーゼケット 

バ ス タ オ ル 

 

20,000枚 

5,000枚 

5,000組 

5,000枚 

5,000枚 

 

 警戒宣言が発せられた場合、応急救護等が必要と

なる事態に備え、あらかじめ保有している物資、医

薬品等の数量の確認を行うとともに、発生に際し、

県及び市町村等からの要請があった場合は、直ちに

出動措置が円滑に遂行されるよう必要な準備を講じ

るものとする。 

日赤における保有等の状況は右表のとおりであ

る。 

千 葉 県 

医 師 会 

ア 地区医師会に対して、発災に備え連絡体制を確保するよう指示する。 

イ 会員、医療機関に対して、発災後の負傷者への対応を要請する。 

千 葉 県 

歯科医師会 

ア 地区歯科医師会に対して、発災に備え連絡体制を確保するよう指示する。 

イ 会員、医療機関に対して、発災後の負傷者への対応を要請する。 
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（２）自衛隊の救援対策 

   陸上自衛隊第１空挺団は、警戒宣言発令後、速やかに県災害対策本部へ連絡班を派遣するととも

に、第１空挺団と県災害対策本部との間に、無線及び多重無線通信組織を構成する。 

   また、必要に応じ、その他の関係防災機関に連絡班を派遣する。 

 

２ 防疫対策 

  県健康福祉部は、災害発生時における感染症の発生と流行を未然に防止するため、防疫対策を次の  

とおり推進する。 

（１）県の行う業務 

  ア 健康福祉センター（保健所）は、検病調査及び健康診断の必要が予想されるため、地区医師会

の協力を得て班（１班の編成：医師１名、保健師又は看護師1名、その他2名）の編成を行う。 

  イ 災害発生後の防疫情報及び防疫活動について、各健康福祉センター（保健所）は、管轄市町村

に周知徹底を図る。 

  ウ 防疫活動に必要な人員、資材（主に薬剤、ワクチン等）の輸送は、必要に応じ、全健康福祉    

センター（保健所）及び県の車両を動員するので、配車等の指示を各機関に行う。 

  エ 健康福祉センター（保健所）は、当該市町村が被災地で供給する飲料水の検水準備を行うとと

もに、市町村に対し、飲料水の安全確保について指導する。 

（２）市町村に対する指導及び指示事項 

  ア 防疫作業員の雇上げ及びその組織化等の準備に関すること 

  イ 災害発生後、必要と思われる防疫用の器具、器材の整備及び薬剤備蓄量の確認に関すること 

 

３ 保健活動対策 

  県健康福祉部は、災害による健康被害を最小限にとどめ、早期回復を図るため、保健活動を次の   

とおり推進する。 

（１）県の行う業務 

  ア 健康福祉部の行う業務 

  （ア）関係課・関係機関などから情報を収集し、災害規模、被災状況、関係機関からのニーズ等を   

把握し、体制整備を含めた、保健活動計画を立てる。 

  （イ）健康福祉センター（保健所）からの支援要請に基づき県レベルでの動員計画を策定する。 

  （ウ）厚生労働省等へ保健師等の派遣要請をする。 

  イ 健康福祉センター（保健所）の行う業務 

  （ア）平常時より管内概況・地図・医療機関等施設・災害時要援護者等リスト等について把握し、    

災害時には、市町村と連携して被災状況・医療機関開設状況や救護活動、災害時要援護者の健

康状態の把握等情報収集を行う。災害時要援護者の把握についてはプライバシー保護に十分 

注意すること。 

  （イ）健康福祉センター（保健所）は市町村が行う保健活動の状況により、その活動を支援し、    

要請に応じ保健師を派遣するとともに、健康福祉部に連絡を行う。 

     また、健康福祉センター（保健所）管内での対応で不足の場合は、速やかに健康福祉部に   

連絡し、管外からの支援を要請する。 

  （ウ）健康福祉センター（保健所）は、災害時に保健活動チームを編成し、避難所及び避難所以外

の被災地において、市町村と連携し被災住民の健康管理や相談等保健活動を行う。 
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（２）市町村の行う業務 

  ア 平常時より管内概況・地図・医療機関等施設・災害時要援護者のリスト等について把握し、災

害時には被災状況・医療機関開設状況や救護活動、災害時要援護者の健康状態の把握等情報収集

を行う。災害時要援護者の把握についてはプライバシー保護に十分注意すること。 

  イ 避難者の健康管理及び災害時要援護者への処遇調整を行う。 

  ウ 保健師の派遣の必要性について検討し、必要時は管轄健康福祉センター（保健所）を通じ県に

派遣依頼をする。 

  エ 避難所におけるプライバシーの確保とマスコミ取材による住民不安への対応を実施する。 
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第１１節 その他の対策 

 

 

１ 食料、医薬品等の確保 

 県は、警戒宣言が発せられた場合、発災後の被災者の応急救護に必要な食料、医薬品を確保する  

ため、次の措置を講じる。 

（１）食料の確保 

 農林水産部は、次の措置を講じる。 

ア 市町村長から災害応急食料割当申請があった場合の準備体制をとる。 

イ 関東農政局千葉地域センター長に対して出庫準備要請をする。 

ウ 市町村に対して、食料供給体制をとるよう指示する。 

（２）医薬品の確保 

 健康福祉部は、千葉県薬剤師会等に対し、備蓄医薬品等の供給準備体制をとるよう指示する。 

 

２ 緊急輸送の実施準備 

 県及び各防災機関は、警戒宣言が発せられた場合、応急対策を実施するため緊急輸送が必要となる

事態に備えて、必要な措置を講じる。 

（１）緊急輸送車両の確保 

 各機関は、緊急輸送に必要な車両、人員等を確保し、運行計画の調整等必要な措置をとる。 

（２）緊急輸送車両の確認 

 地震・津波編第３章第７節「警備・交通の確保・緊急輸送対策」によるものとする。 

（３）関係団体による協力 

 （社）千葉県トラック協会は、県災害対策本部から緊急輸送の要請を受けた場合に備え、「災害  

警戒千葉県本部」を設置し、協力準備体制をとる。 

 

３ 県が管理、運営する施設対策 

 県が管理、運営するさわやかちば県民プラザ、社会教育施設、社会体育施設、公営競技場、都市   

公園等については、原則として開館、開催、供用を自粛するものとする。 

（１）教育委員会 

   警戒宣言が発せられた場合、各施設管理者は、原則として開館を自粛する。この場合図書館、   

博物館等の個人使用形態をとる施設においては個人施設利用者に、総合スポーツセンター、青年の

家等団体利用形態をとる施設においては主催責任者に、それぞれ協力を呼びかける。 

 なお、各施設においては、職員の役割分担の確認を行い、防災用施設、設備の作動準備、危険   

箇所の応急点検、危険物の保安措置を講じる。 
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（２）総 務 部 

   警戒宣言が発せられた場合、県が主催する公営競技（競輪、オートレース）については、開催を

自粛するものとする。この場合利用者に対して協力を呼びかける。 

  （なお、その他の公営競技主催者に対しては、県に準じた対応を要請する。） 

 

（３）県土整備部 

   警戒宣言が発せられた場合、各施設管理者は、原則として供用を自粛する。 

   各施設においては利用者に協力を呼びかける。 

   該当施設 

   青葉の森公園、幕張海浜公園、柏の葉公園、行田公園、印旛沼公園、北総花の丘公園、蓮沼海浜

公園、長生の森公園、富津公園、羽衣公園、館山運動公園、手賀沼自然ふれあい緑道 

 

４ 県税の申告、納付等に関する措置 

  警戒宣言発令時等における県税の取扱いについては、次のとおりとする。 

（１）警戒宣言発令による社会的混乱の発生に伴い、県税の申告や納付等が困難な場合には、その期限

の延長等について、状況に応じ適切に対処する。 

（２）警戒宣言発令に引き続き、県の一部又は全部の地域に災害が発生した場合には、県税の減免及び

申告、納付等の期限の延長等について適切な措置を講じる。 

 

５ その他（特定動物の逸走防止） 

  県健康福祉部は、警戒宣言発令時において特定動物の飼育者等に対し、二重施錠の確認補修等逸走

防止対策の強化を指示する。 

  なお、飼育者等が警戒宣言発令時においてとるべき措置は、次のとおりである。 

（１）「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」等により、あらかじめ定めた緊急時の措

置をとる。 

（２）動物が施設から逸走した場合には、同基準により、関係機関への通報、捕獲、その他必要な措置

を講じる。 

 

該 当 施 設 

さわやかちば県民プラザ 千葉県立中央図書館 千葉県立西部図書館 千葉県立東部図書館  

千葉県総合スポーツセンター 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 千葉県国際総合水泳場 

千葉県立美術館 千葉県立中央博物館 千葉県立中央博物館大利根分館 千葉県立中央博物館

大多喜城分館 千葉県立中央博物館分館海の博物館 千葉県立現代産業科学館 千葉県立関宿城

博物館 千葉県立房総のむら 千葉県立手賀の丘少年自然の家 千葉県立水郷小見川少年自然の

家 千葉県立君津亀山少年自然の家 千葉県立東金青年の家 千葉県立鴨川青年の家 
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第６章 県民等のとるべき措置 

 

 

 

 東海地震が発生した場合、千葉県は震度５強程度になると予想されているところから、ところに   

よっては、（１）壁に割れ目が入る（２）墓石・石どうろうが倒れる（３）煙突・石垣などが破損する（４）

軟弱な地盤では、割れたり崩れたりする（５）ブロック塀が倒壊する等の被害の発生が予想される。 

 千葉県は、千葉地区、東葛飾地区に人口が集中し、都市化現象が著しく、東京湾岸沿いに東葛飾地区

から千葉地区、君津地区にかけて大規模なコンビナート地帯を抱えている一方、交通の発達により都市

化現象は次第に県東部、県南部へ拡大しつつある。 

 このため、都県境からこれらの地域にかけて、東海地震注意情報の発表及び警戒宣言の発令等に伴い、

社会的混乱が発生することも予想される。 

 県、市町村を始め、各防災機関は、一体となって社会的混乱の防止を図るものであるが、これらの   

機関がすべての防災活動を行うことは不可能であり、県民、自主防災組織、事業所がそれぞれの立場で

防災活動を行うことが重要な役割を果たすものと思われる。 

 本章では、県民、自主防災組織、事業所が平常時、東海地震注意情報発表時、警戒宣言発令時にそれ

ぞれとるべき措置基準を示すものとする。 

 

 

第１節 県民のとるべき措置 

 

区   分 と   る   べ   き   措   置 

平 常 時 

（１）家や塀の耐震化を促進する。 

  ア わが家の耐震診断を行い、弱いところは補強する。 

  イ ブロック塀、石塀、門柱を点検し、不適格なものは改築、補強する。 

（２）家具類の転倒・落下防止措置をとる。 

ア タンス、食器棚、ピアノ等の重い家具、倒れやすい家具は壁に固定など

する。 

  イ 家具類の上に重いものやガラス類を置かない。 

  ウ 窓ガラスのパテ等を点検し、弱い部分は補強する。 

（３）火気使用器具の点検整備及び火気管理を励行する。 

  ア ガスコンロ、ガスストーブ等の定期点検を行う。 

  イ プロパンガスボンベ等は固定し、設備の定期点検を行う。 

  ウ 火気使用場所の不燃化を図り、整理整とんする。 

エ 火気使用場所周辺に易・可燃性物品（灯油、ベンジン、アルコール、   

スプレー、食用油、塗料等）を置かない。 

（４）消火器、消火用水の準備をする。 

  ア 出火に備えて、消火器、バケツ等を準備しておく。 

  イ 出火に備えて、風呂の水を常にためておく。 
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区   分 と   る   べ   き   措   置 

平 常 時 

（５）非常用飲料水、食料の準備をする。 

ア 飲料水は、市販のミネラルウォーターか水筒、水袋、ポリタンク等に  

入れて３日分程度準備しておく（１人１日分の飲料水 約３リットル）。 

イ 食料は、長期保存ができる食品（米、クラッカー、乾メン、インスタン

ト食料、漬物、梅干、缶づめ、みそ、しょう油、塩など。）を３日分程度準

備しておく。 

（６）救急医薬品の準備をする。 

 傷薬、胃腸薬、目薬、脱脂綿、包帯、ばんそうこう、三角布などを救急箱

等にいれて準備しておく。 

また、処方箋のコピーを用意しておく。 

（７）生活必需品の準備をする。 

 下着、毛布、タオル、石けん、ちり紙、マッチ、ろうそく等を準備して    

おく。 

（８）防災用品の準備をする。 

 ラジオ、懐中電灯、ヘルメット、ビニールシート、かなづち、バール、    

のこぎり、スコップ、なた、ロープ等を準備しておく。 

（９）防災講習会、訓練へ参加する。 

 市町村、消防署、自主防災組織が行う防災講習会、訓練に積極的に参加し、

防災に対する知識、行動力を高める。 

（10）家族で対応措置の話し合いをする。 

ア 東海地震注意情報発表時、警戒宣言発令時、地震発生時における役割分

担を話し合っておく。 

イ 警戒宣言発令時には、電話がかかりにくくなるので、各自の行動予定を

話し合っておく。 

ウ 発災した場合の避難場所、避難経路、安否の確認方法を話し合っておく。 

（11）自主防災組織に積極的に参加する。 

東 海 地 震 

注意情報の発表 

から警戒宣言が 

発令されるまで 

（１）テレビ、ラジオ等で正しい東海地震注意情報を入手し、冷静な行動をとる。 

（２）電話の利用を自粛する。 

（３）自家用車の使用を自粛する。 

（４）不要な生活物資の買い急ぎを自粛する。 

（５）不要な預貯金の引き出しを自粛する。 
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区   分 と   る   べ   き   措   置 

警 戒 宣 言 が 

発令されてから 

地震発生まで 

（１）警戒宣言情報を入手する。 

ア 市町村等の防災信号（サイレン、半鐘）等に接したときは、直ちに    

テレビ、ラジオで正しい警戒宣言情報を入手する。 

イ 県、市町村、警察署、消防署等防災機関の関連情報に注意する。 

（２）家具類の転倒・落下防止措置を確認する。 

  ア 家具、棚等の上の重いものをおろす。 

  イ 窓ガラスにガムテープ、ビニールテープ等をはる。 

  ウ ベランダの置物を片付ける。 

（３）火気使用器具の安全確認と火気管理を確認する。 

  ア 火器の使用は最小限にし、いつでも消火できるようにする。 

  イ ガス器具等の安全設備を確認する。 

  ウ プロパンガスボンベの固定措置を確認する。 

  エ 火気使用場所及び周辺の整理整頓を確認する。 

（４）消火器、消火用水の置き場所を確認する。 

（５）ブロック塀、石塀、門柱を点検する。 

   危険箇所には安全措置をとり、付近に近寄らせないようにする。 

（６）非常用飲料水、食料を確認する。 

（７）救急医薬品を確認する。 

（８）生活必需品を確認する。 

（９）防災用品を確認する。 

（10）電話の使用を自粛する。 

   県、市町村、放送局等防災機関に対する電話による問い合わせは控える。 

（11）自家用車の利用を自粛する。 

  ア 路上に駐車中の車両は、空地、駐車場に移動する。 

イ 走行中の車両は、減速走行し、目的地まで到達した後は車を使わない。 

（12）幼児、児童生徒、高齢者、病者の安全を確認する。 

ア 幼児、児童生徒、高齢者、病者（臨床者）が安全な場所にいるか確認す

る。 

イ 幼児、児童、生徒が登園、登校している場合は、定められた園、学校と

の打ち合せ事項により対応措置をとる。 

（13）エレベーターの使用をさける。 

（14）不要な生活物資の買い急ぎを自粛する。 

（15）不要な預貯金の引き出しを自粛する。 
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第２節 自主防災組織のとるべき措置 

 

 

（注）自主防災組織が結成されていない地域にあっては、町内会、自治会、部落会組織等が、この基準

に準拠して対応措置をとるものとする。 

区   分 と   る   べ   き   措   置 

平 常 時 

（１）組織の編成と、各班の役割を明確にする。 

（２）防災知識の普及活動を行う。 

ア 各戸に対して出火防止、倒壊物予防措置を呼びかける。 

イ 地域内の危険物集積地区、延焼拡大危険地区、山崩れ、がけ崩れ等災害

危険箇所を把握する。 

ウ 地域内の消防水利を把握する。 

エ 地域内のブロック塀、石塀、門柱、擁壁等の安全点検を行う。 

オ 防災知識に関するチラシ、パンフレット等を作成し、各戸に配布する。 

（３）防災訓練を行う。 

 災害時に備えて情報連絡訓練、消火訓練、給食給水訓練、救出救護訓練等

を行う。 

（４）火気使用器具の点検及び火気管理の励行を指導する。 

ア 各戸に対して火気使用器具、使用場所の点検を指導する。 

イ 各戸に対して易・可燃性物品の点検を指導する。 

ウ プロパンガスボンベの点検を指導する。 

（５）防災資機材等を整備する。 

 地域の実情に応じて情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食

給水資機材等を整備しておく。 

（６）情報の収集、伝達体制を確立する。 

ア 市町村、消防署等防災機関から伝達された情報を、正確かつ迅速に地域

住民に対して伝達する体制を確立しておく。 

イ 地区ごとに収集伝達すべき情報を定めておく。 

東 海 地 震 

注意情報の発表 

から警戒宣言が 

発令されるまで 

（１）テレビ、ラジオ等で正しい東海地震注意情報を入手する。 

（２）地域住民に対して、冷静な行動をとるよう呼びかける。 

警 戒 宣 言 が 

発令されてから 

地震発生まで 

（１）自主防災組織の活動体制を確立する。 

  ア 自主防災組織の編成を確認する。 

  イ 自主防災組織本部を設置する。 

  ウ 自主防災組織の役割分担を確認する。 

（２）市町村、消防署等防災機関から伝達された警戒宣言情報を、正確かつ迅速

に地域住民に対して周知する。 

（３）地域住民に対して住民のとるべき措置を呼びかける。 

（４）防災資機材等を確認する。 

（５）幼児、児童、生徒、老人、病者の安全対策措置を呼びかける。 

（６）食料、飲料水の確保及び調達方法を確認する。 
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第３節 事業所のとるべき措置 

 

 

区   分 と   る   べ   き   措   置 

平 常 時 

 消防法により消防計画、予防規程を定めなければならない事業所はもとより、

その他の事業所においても、あらかじめ防災責任者（消防法で言う防火管理者に

当たるもの）を定め、防災計画を作成するものとする。 

 防災計画作成上の留意事項は次による。 

（１）自衛防災体制の確立 

  ア 防災責任者の選定及び自衛防災組織の結成 

  イ 組織の役割分担の明確化 

（２）教育及び広報活動 

  ア 従業員の防災知識の高揚 

  イ 従業員の安否確認方法 

ウ 従業員の顧客に対する安全対策措置に係る教育研修 

エ 従業員の帰宅対策 

（３）防災訓練 

 災害時に備えた、情報連絡訓練、消火訓練、救出救護訓練、顧客の誘導

訓練 

（４）危険防止対策 

  ア 施設、設備の定期点検 

  イ 商品、設備器具、窓ガラス等の破損、転倒・落下防止措置 

（５）出火防止対策 

  ア 火気使用器具、設備及び火気使用場所の定期点検 

  イ 消防水利、機材の整備点検 

  ウ 商品の整備点検 

  エ 易・可燃性物品の管理点検 

（６）消防資機材等の整備 

 情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食給水用資機材等を整

備する。 

（７）情報の収集、伝達体制の確立 

ア 市町村、消防署等防災機関から伝達された情報を、正確かつ迅速に顧客

従業員に対して伝達する体制を確立する。 

イ 事業所の実状に応じた、収集伝達すべき情報を選定する。 

東 海 地 震 

注意情報の発表 

から警戒宣言が 

発令されるまで 

（１）テレビ、ラジオ等で正しい東海地震注意情報を入手する。 

（２）自衛防災体制を準備、確認する。 

（３）消防計画等により警戒宣言時にとるべき措置を準備、確認する。 

（４）その他、顧客、従業員に対する安全対策措置等、必要に応じて防災措置を

とる。 

警 戒 宣 言 が 

発令されてから 

地震発生まで 

（１）自衛防災組織の活動体制を確認する。 

  ア 自衛防災組織の編成を確認する。 

  イ 自衛防災本部を設置する。 

  ウ 自衛防災本部の役割分担を確認する。 

（２）情報の収集、伝達体制をとる。 

 市町村、消防署等防災機関及びテレビ、ラジオ等により入手した情報を、

正確かつ迅速に顧客、従業員に対して伝達する。 
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区   分 と   る   べ   き   措   置 

警戒宣言が発令 

さ れ て か ら 

地震発生まで 

（３）危険防止措置を確認する。 

  ア 施設、設備を確認する。 

イ 商品、設備器具、窓ガラス等の破損、転倒・落下防止措置を確認する。 

（４）出火防止措置を確認する。 

ア 火気器具等の使用は原則として自粛するものとし、やむを得ず使用する

場合は最小限とし、いつでも消火できる体制をとる。 

イ 火気使用場所及び周辺を確認する。 

ウ 消防水利、機材を確認する。 

エ 易・可燃性物品を確認する。 

（５）防災資機材等を確認する。 

 情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食給水用資機材等を確

認する。 

（６）食料品等生活必需物資を販売（取扱い）する事業所においては、県民生活

の確保と混乱防止のため、原則として営業を継続する。 

（７）不特定かつ多数の者が出入する劇場、映画館、百貨店、旅館及び地下街の

店舗等においては、混乱防止のため、原則として営業を自粛する。 

（８）石油類、火薬類、高圧ガス等、出火、爆発等周辺地域に対して危険な影響

を与える可能性のある事業所においては、原則として営業を自粛する。 

（９）バス、タクシー及び生活必需物資を輸送する車両以外の車両の使用は、原

則として自粛する。 

（10）一般事業所においては、原則として平常営業とするが、特に従業員を退社

させる必要のある事業所においては、駅、停留所、道路の混雑状況及び警戒

宣言情報の内容等を考慮して、時差退社させる。 

 なお、近距離通勤者については、徒歩等によるものとし、原則として交通

機関を利用しない。 

（11）電話の使用を自粛する。 

  県、市町村、放送局等防災機関に対する電話による問合せは控える。 

（12）不要な預貯金の引き出しを自粛する。 
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第１章  総   則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県土の保全          

・ 治  水                        （第１節 風－１－３） 

・ 治  山                        （第１節 風－１－５） 

・ 海  岸                        （第１節 風－１－５） 
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 本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づき、集中豪雨や台風、竜巻などに起因  

する風水害等による被害を軽減し、県民の生命、身体及び財産を守ることを目的とし、平時からの災害

予防対策、発災時における災害応急対策及びその後の復旧・復興対策の基本について定め、防災対策に

万全を期するものとする。 

 

 

 

第１節 県土の保全 

 

 

本県の位置する房総半島は、四方を海と河川に囲まれ、南部には山間部が広がっており、降雨・暴風

等により被害を受けやすい地形的条件にはあるが、治水事業、治山事業等が計画的に推進されてきた  

ため、近年は、風水害による被害は最小限にとどめられているところである。 

しかしながら、都市化の進展、県民の生活様式の変化による上下水道、電気、ガス等ライフラインへ

の生活の依存度の高まり、高齢化の進展などによる災害時要援護者の増加や、住民の相互扶助意識の  

低下など、防災面に関する様々な課題が指摘されている。 

台風や集中豪雨、竜巻などの暴風の発生を防ぐことはできないが、災害時の被害を最小化する「減災」

の考え方を基本とし、「命を守る」ことを最優先とした対策を講じていくものとする。 
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１ 治  水 

  河川の流水が人類に与える利益には、計り知れないものがある反面、豪雨の際には、市街地の宅地

の浸水被害や、耕地を押し流し、農作物に被害を与えるなど大災害を発生する原因となっている。 

  特に狭い国土に多数の人口を擁しているわが国では、高度の土地利用が要求され、河川流域の利用

度が著しく高いため、ひとたび河川がはん濫すると、被害は多大なものとなる。そこで災害発生の  

可能性を軽減し、又は発生した災害を最小限度にするために、広域河川改修事業、総合流域防災事業、

総合治水対策特定河川事業、防災調節池事業等の河川改修事業を推進するとともに、流域の持つ保水・

遊水機能の確保及び防災上安全な土地利用の誘導等の推進が重要である。 

  県の境界線を流れる江戸川、利根川は、直轄河川として国が直接改修工事を行っており、この   

改修は、本県にとって治水上大きな影響があることから、これらの推進も重要である。 

 

 

県下各河川の特徴（利根川・江戸川を除く） 

河川の地域区分 主 要 河 川 名 特        徴 

利根川・江戸川

支川 

坂川、座生川、亀成川、  

長門川、根木名川、小野川、

黒部川、清水川    等 

１ 北部は利根川、西部は江戸川に接した軟弱地盤

の低地を形成しているが、流域の大部分は下総 

台地からなる。 

２ 下総台地を水源とした河川は、北部又は西部の

低地に流れ利根川・江戸川に注ぐ内水河川と  

なっており、出水時には本川の水位上昇が長期に

およぶため排水に苦しむ地域である。 

３ 利根川沿川地域を中心に農地の面的整備が進ん

でおり、台地部では西から都市化が進行してきて

いる。 

４ 台地部の都市化の進展により流出増を招き、  

下流河川への負担を大きくしている。 

５ 洪水時には、水防活動が重要な地域である。 

東 京 湾 沿 岸

河川 

真間川、海老川、都川、  

村田川、養老川、小櫃川、

小糸川       等 

１ 北部は下総台地、南部は東京湾沿岸平野の低地

を形成している。 

２ 下総台地を水源とする河川は東京湾沿岸平野を

流れ、東京湾に注いでおり、下流部は潮位の影響

を受けやすい。 
３ 都市化が最も進んでいる地域であり、河川の  

水環境は悪化し、緑地等も減少している。 

４ 河口部は干潟を形成していたが、現在ではその

ほとんどが埋め立て地になっている。 

５ 全域において都市化が進み、水害の発生頻度が

高い状況にある。 
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河川の地域区分 主 要 河 川 名 特        徴 

九十九里河川 

新川、栗山川、木戸川、  

作田川、真亀川、南白亀川、 

一宮川        等 

１ 西部は下総台地、東部は太平洋に面した九十九

里平野を形成している。 

２ 河川は下総台地を水源とし、低平地である九十

九里平野を緩やかに流れ、太平洋に注いでおり、

河口部付近では河口閉塞がみられる。 

３ 中・上流部の水田の排水路整備により流出形態

が変化し下流部に影響を与えている。 

４ 中流部の市街地では、河川の流下能力不足に  

よる浸水被害が度々発生している。 

５ はん濫原であった河川沿いの低地部が市街化さ

れたことにより浸水被害が拡大した。 

上総丘陵河川 
養老川、小櫃川、小糸川、

湊川、夷隅川     等 

１ 豊かな自然環境に恵まれた水源かん養地域で 

流域の大きな河川が多く、県下で最大の多雨地帯

となっている。 

２ 上流部は谷が深く急峻で中流部にかけて蛇行 

が激しく、一部河川では河口閉塞が発生して  

いる。 

３ 上流部は砂防河川に指定されている区域が  

多い。 

４ 洪水調節や農業、水道用の水源となるダムが  

数多く建設されている。 

安 房 河 川 

佐久間川、岩井川、平久里

川、長尾川、加茂川、丸山

川、大風沢川     等 

１ 急峻な地形が大部分を占め、平地が少なく、  

地すべり地帯を形成している。 

２ 小河川が多く、丘陵部の上流は砂防河川として

改修を行っている。 

３ 急流河川のため局部的な河床変動が生じて  

いる。 

４ 観光開発に伴う流出増が懸念される。 

湖    沼 印旛沼、手賀沼 
１ 排水が不良の低湿地地帯にあり、出水時には  

機械排水を行っている。 
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２ 治  山 

  本県の山岳地帯は、安房郡市一帯と君津地域の一部に限られるが、地形が錯そうし、急流が多く、

地質が軟弱なため崩壊、崩落及び侵食が激しく、洪水はん濫、土砂流出等が見られるのみならず、   

小規模の地すべりも各所に起きて、道路、護岸等の公共施設や農宅地被害をしばしばもたらしている。 

  このため、治山事業等の推進により森林を維持・造成し、山地からの土砂流出等を防ぎ、災害の   

軽減・防止を図ることが重要である。 

 

３ 海  岸 

  本県の海岸線の総延長は約５３４kmで、このうち海岸保全施設を整備する必要のあるものは、   

約３０２kmである。 

  本県の海岸の特性として、被害の様相は、内湾地域はおもに高潮による被害、外洋いわゆる外房  

一帯は、波浪による侵食とに分けられる。従って、保全施設の構造についてもこの特性に応じて、   

内湾地帯は緩傾斜護岸、外房地帯には緩傾斜護岸とヘッドランド（人工岬）、養浜との組合せ等を   

行って、高潮による災害防止と波浪による海岸侵食防止を図っている。 

  昭和２５年度から海岸事業に国庫補助の途がひらかれて以来、本県の海岸保全施設事業も着々と 

その成果をあげているが、海岸保全施設の公共的重要性が増大してきている。 

  また、幕張新都心、京葉臨海工業地帯などの後背地保全のためにも、高潮対策が特に重要視されて

いる。 

＜資料編８－３ 河川法一・二級河川一覧表＞ 

 

 

 



 風-2-1

第２章 災害予防計画 

 

 

 

防災意識の向上 

・ 防災教育                          （第１節 風－２－３） 

・ 過去の災害教訓の伝承                    （第１節 風－２－３） 

・ 防災広報の充実                       （第１節 風－２－３） 

・ 自主防災体制の強化                     （第１節 風－２－４） 

・ 防災訓練の充実                       （第１節 風－２－６） 

水害予防対策 

・ 水害予防計画                        （第２節 風－２－７） 

・ 高潮予防計画                        （第２節 風－２－11） 

土砂災害予防対策 

・ 土砂災害防止法に基づく対策の推進              （第３節 風－２－14） 

・ 土砂災害に対する警戒避難体制の整備             （第３節 風－２－15） 

・ 防災知識の普及啓発                     （第３節 風－２－15） 

・ 県土保全事業の推進                     （第３節 風－２－16） 

・ 孤立集落対策                        （第３節 風－２－18） 

風害予防対策 

・ 台風・竜巻等に関する知識の普及啓発             （第４節 風－２－19） 

・ 農作物等の風害防止対策                   （第４節 風－２－20） 

・ 電力施設風害防止対策                    （第４節 風－２－21） 

・ 通信施設風害防止対策                    （第４節 風－２－21） 

雪害予防対策 

・ 道路雪害防止対策                      （第５節 風－２－23） 

・ 農作物等の雪害防止対策                   （第５節 風－２－23） 

・ 電力施設雪害防止対策                    （第５節 風－２－24） 

・ 通信施設雪害防止対策                    （第５節 風－２－24） 

火災予防対策 

・ 火災予防に係る立入検査                   （第６節 風－２－25） 

・ 住宅防火対策                        （第６節 風－２－25） 

・ 消防組織及び施設の整備充実                 （第６節 風－２－25） 

・ 火災予防についての啓発                   （第６節 風－２－26） 

消防計画 

・ 常備消防体制の充実・強化                  （第７節 風－２－27） 

・ 消防団員の確保                       （第７節 風－２－27） 

・ 消防施設の整備                       （第７節 風－２－27） 

・ 消防職員、団員等の教育訓練                 （第７節 風－２－27） 

・ 市町村相互の応援体制                    （第７節 風－２－28） 

・ 広域航空消防応援体制                    （第７節 風－２－28） 

・ 消防思想の普及                       （第７節 風－２－28） 

・ 市町村の消防計画及びその推進                （第７節 風－２－28） 
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災害時要援護者等の安全確保のための体制整備 

・ 在宅要援護者に対する対応                  （第８節 風－２－30） 

・ 社会福祉施設等における防災対策               （第８節 風－２－31） 

・ 外国人に対する対策                     （第８節 風－２－32） 

情報連絡体制の整備 

・ 県における災害情報通信施設の整備              （第９節 風－２－33） 

・ 市町村における災害通信施設の整備              （第９節 風－２－36） 

・ 警察における災害通信網の整備                （第９節 風－２－36） 

・ 東日本電信電話㈱千葉支店における災害通信施設の整備     （第９節 風－２－36） 

・ ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ千葉支店における災害通信施設の整備（第９節 風－２－36） 

・ ＫＤＤＩ事業所等における災害通信施設等の整備        （第９節 風－２－37） 

・ 非常通信体制の充実強化                   （第９節 風－２－37） 

・ アマチュア無線の活用                    （第９節 風－２－37） 

・ その他通信網の整備                     （第９節 風－２－37） 

備蓄・物流計画 

・ 食料・生活必需品等の供給体制の整備             （第10節 風－２－38） 

・ 医薬品及び応急医療資機材等の整備              （第10節 風－２－39） 

・ 水防用資機材の整備                     （第10節 風－２－39） 

防災施設の整備 

・ （仮称）危機管理防災センターの整備等            （第11節 風－２－41） 

・ 防災センター等の整備                    （第11節 風－２－41） 

・ 避難施設の整備                       （第11節 風－２－41） 

帰宅困難者等対策 

・ 一斉帰宅の抑制                       （第12節 風－２－43） 

・ 情報連絡体制の整備                     （第12節 風－２－43） 

・ 帰宅困難者等への情報提供                  （第12節 風－２－43） 

・ 大規模集客施設を管理する事業者及び鉄道事業者の取組み    （第12節 風－２－43） 

防災体制の整備 

・ 県の防災体制の整備                     （第13節 風－２－44） 
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第１節 防災意識の向上 

 

 災害による被害を最小限にとどめ、被害の拡大を防止し、県民の生命、身体、財産を守るためには、

防災関係機関の防災対策の推進にあわせて、県民一人ひとりが「自らの身の安全は、自らが守る（自助）」

ことを基本認識としながら、災害についての正しい認識をもち、日頃から災害時に冷静に行動できる力

を身につけることが最も重要なことである。 

 このため、県、市町村、防災関係機関は、防災教育の推進に努めるとともに、特に台風シーズン到来

前などの時期をねらい、可能な限り多様な媒体を用いて防災及び減災思想の普及、啓発活動を行い、  

県民の防災及び減災意識の向上を図るとともに、各地域の自主防災組織、各事業所の防災体制の充実を

図る。 

 さらに、これら組織が災害時に円滑かつ的確に活動できるよう、実践的な防災訓練を積極的に実施  

する。 

 なお、防災知識の普及に当たっては、高齢者、障害者、外国人等災害時要援護者への広報にも十分   

配慮するとともに、男女双方の視点を盛り込んだわかりやすい広報資料の作成に努める。 

 

１ 防災教育（全庁） 

県、市町村、防災関係機関は、地域コミュニティにおける社会活動等を促進し、多様な主体の関わ

りの中で防災に関する教育の普及促進を図り、地域住民を含めた社会全体の防災力の向上を図る。 

特に幼少期からの防災教育が有効であることから、児童生徒等が災害や防災についての基礎的・  

基本的な事項を理解し、災害時には自らの判断の元に適切に対応し避難する力を養うため、教育機関

においては、家庭や地域等と連携し、防災に関する教育の充実に努める。 

また、防災教育の推進に当たっては、防災教育を新たに位置付けた「学校教育指導の指針」等に基

づき、各学校において、児童生徒等の発達段階に応じた指導を行うとともに、自らの安全確保はもと

より、他者や地域の防災に貢献しようとする態度を身につけるなど、防災意識の向上を図り、より  

具体的で継続的な指導を展開するものとする。 

 

２ 過去の災害教訓の伝承（防災危機管理部、教育庁、市町村） 

  県及び市町村は、過去に起こった大規模災害の教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査  

結果や資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、県民に閲覧できるよう公開に努めるもの

とする。 

県民は、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、また、自ら災害に備える手段を講ずると   

ともに、自発的な防災活動に参加し、防災意識の向上を図る。 

 

３ 防災広報の充実（全庁） 

平時から正しい知識を持ち、自ら考え行動する力を身につけるなど、自助・共助の取組みを強化  

するため、県、市町村をはじめとする様々な防災関係機関が、あらゆる広報媒体を活用し防災広報の

充実に努める。 

（１）広報すべき内容 

 防災知識の普及に当っては、特に、県民及び災害関係職員に対して周知徹底を図る必要のある  

事項を重点的に普及するものとする。なお、普及すべき事項は、おおむね次のとおりである。 

ア 災害時の心得 

 災害が発生し、又は発生のおそれがあるときにおいて、あらかじめ各世帯が承知しておくべき

次の事項の周知に努めるものとする。 

（ア）気象警報や注意報、気象情報などの種別と対策 

（イ）避難する場合の携帯品 

（ウ）避難予定場所と経路等 

（エ）被災世帯の心得ておくべき事項 
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イ 災害危険箇所等 

水害、土砂災害等の災害危険箇所の公表を行うとともに、市町村によるハザードマップの作成

を促進する。 

また、水防活動や避難行動の参考情報として県内の雨量や河川水位情報等を逐次公表する。 

ウ 災害予防の概要 

 災害による被害が、各世帯における防災知識の徹底によって防止される事項、例えば台風時に

おける家屋の保全方法等については、それぞれ予想される災害シーズン前に各世帯へ周知徹底

するよう努めるものとする。 

エ 県地域防災計画の概要 

 災害対策基本法第４０条第４項に基づく「千葉県地域防災計画」の要旨の公表は、千葉県防災

会議が千葉県地域防災計画を作成し、または修正した時に、その概要について行う。 

（２）実施方法 

ア 新聞の利用 

 各新聞社の協力を得て防災知識の普及を図る。 

イ ラジオ、テレビの利用 

 防災知識の普及啓発は常時行うことが必要である。なお、季節的に発生が予想される災害に 

ついては、その季節の到来前に重点的に行う。 

ウ 防災行政無線、有線放送の利用 

 防災行政無線、市町村有線放送を利用して、防災知識、災害に関する資料放送、録音テープ  

又は放送台本等の放送を随時行う。 

エ 広報紙 

 防災に関しての知識を深めるため、ちば県民だより、電話帳（ＮＴＴハローページ）及び市町

村等の広報紙に、防災知識に関する事項を掲載する。 

オ 防災に関する講演会、説明会、座談会等の開催 

 地震、台風、洪水、火災等に関する講演会、説明会、座談会を開催して防災意識の向上を図る

とともに、災害の予防対策に役立たせるため、随時県民及び市町村職員その他関係者を対象とし

て実施する。 

カ 学校教育 

 児童生徒等の防災知識の普及と防災意識の向上を図るため、教材となる資料を提供する。 

 学校においては、児童生徒への防災教育の充実を図る。 

キ 防災センターの活用 

  センターの展示を利用し、地震、台風、洪水、火災等の災害に関する知識の啓発を図る。 

ク インターネットの活用 

  ホームページ等を活用し、防災知識の普及を図る。 

（３）報道機関との協力 

報道機関から防災に関する報道に当たり、資料の提供等の依頼を受けた場合は、積極的に協力  

する。 

災害広報を行うに当たり、必要と認める場合は、報道機関に対し協力を依頼する。 

 

４ 自主防災体制の強化（防災危機管理部、商工労働部、市町村） 

 発災直後の自助の取組みに加え、地域のつながりにより、自発的に救助活動や消防活動を行う自主

防災組織などの共助や事業所防災体制を強化するなど、地域コミュニティにおける防災体制を充実 

させることも重要である。 

（１）自主防災組織の育成・地域防災ネットワークづくりへの支援 

 災害による被害の防止又は軽減を図るためには、「自分たちの地域は自分たちで守る」という共助

として、住民の自主的な救助活動や防災活動、具体的には、住民自ら予防対策の推進、出火防止、

初期消火、被災者の救出救護、避難等を行うことが必要であり、特に高齢者、障害者等の所在を   

把握し、救出救護体制を整備することが必要である。 
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 このため、市町村は地域住民による自主防災組織の設置促進と活性化を図ることとし、日頃から

大災害が発生した場合を想定した訓練の実施などを推進する。また、災害時要援護者の救出救護  

体制の整備として、地域住民と協力して災害時要援護者避難支援プランの策定を進めることとする。 

   県は、自主防災組織の機能強化を図るため、市町村との連携のもと、大規模災害発生時において

各組織を取りまとめ、行政との連絡調整役を担う県が認定した災害対策コーディネーターの養成 

講座を開催するなど、共助の中核となる人材育成を促進する。 

   自主防災組織は、日頃地域活動に大きな役割を果たしている女性の経験や能力を活用するととも

に、十分な活動ができるよう各種資機材の整備の充実に努める。 

また、自主防災組織の災害時における迅速かつ的確な行動力の養成等を図るためには、継続的な

防災活動とそれを支える消防団、民生委員、小中学校、地域のボランティア等の地域コミュニティ

による防災ネットワークづくりが重要であり、県と市町村は協力してこれを促進する。 

 なお、自主防災組織の活動形態は次のとおりである。 

 

自主防災組織の活動形態 

 

（２）事業所防災体制の強化 

ア 防災・防火管理体制の強化 

 学校、病院、百貨店等多数の人が出入りする施設について、管理権原者は消防法第８条の規定

により防火管理者を選任し、消防計画の作成、各種訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備を

行うことになっていることから、消防機関は出火の防止、初期消火体制の強化等を指導する。 

 また、高層建築物、雑居ビル、地下街等の防災体制については、消防法第８条の２の規定に  

より、共同防火管理体制が確立されるよう指導するとともに、発災時には事業所の共同防火管理

協議会が中心となった防災体制がとられるよう指導する。 

    なお、平成２１年６月から、百貨店・ホテル・オフィスビル等多数の人が利用する大規模・   

高層の建築物等については、消防法第３６条の規定により防災管理者の選任、防災管理に係る  

消防計画の作成、自衛消防組織の設置及び防災管理点検報告の実施が義務付けられたことから、

消防本部は、事業所における消防防災体制を強化し、自衛消防力を確保するよう指導する。 

イ 危険物施設及び高圧ガス施設等の防災組織 

 危険物施設は、災害が発生した場合、周囲に及ぼす影響が大きいことから、事業所の自主防災

体制の強化及び相互間の応援体制を確立する。 

 また、高圧ガスには爆発性、毒性等の性質があり、地震によって高圧ガス施設等に被害が生じ

た場合には防災機関のみでは十分な対応を図ることができないことが考えられる。 

 このため、消防本部は危険物施設等管理者に対し自主防災体制の確立を図るよう指導する。 

平 

常 

時 

１ 防災知識の広報・啓発（地域ぐるみでの防災意識の醸成、家庭内の安全対策） 

２ 災害危険度の把握（土砂災害危険区域、地域の災害履歴、ハザードマップ） 

３ 防災訓練（個別訓練、総合訓練、体験イベント型訓練、図上訓練） 

４ 家庭の安全点検（家具等の転倒・落下防止、火気器具・危険物品・木造建物の点検） 

５ 防災資機材等の整備（応急手当用医薬品、消火用・救助用・防災資機材等の整備） 

６ 災害時要援護者対策（災害時要援護者の把握、支援方法の整理など） 

７ 他団体と連携した訓練活動の実施（近隣の自主防災組織・消防団・福祉団体・企業など

との合同訓練、学校等との避難所運営訓練） 

発 

災 

時 

１ 情報の収集及び伝達（被害の状況、気象警報及び注意報、ライフラインの状況、避難勧

告又は指示など） 

２ 出火防止、初期消火 

３ 救出・救護（救出活動・救護活動） 

４ 避難（避難誘導、避難所の運営等） 

５ 給食・給水（避難所での食料や飲料水・救援物資の配分、炊き出しなど） 



 風-2-6

 また、高圧ガス関係業界が地域的な防災組織を設立し、相互に効果的な応援活動を行うことが

できる体制の確立を図る必要があることから、県は高圧ガス関係保安団体に対し防災活動に関す

る技術の向上、連携体制の確立、保安教育及び防災訓練の実施等に関し指導・助言を与え、その

育成強化を図る。 

ウ 中小企業の事業継続 

震災等の危機管理対策の取組が遅れている中小企業者等を対象に、事業継続計画（ＢＣＰ）の

策定について、普及啓発と取組の促進を図る。 

 

５ 防災訓練の充実（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

 災害時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するため、各防災関係機関相互及び地域の自主

防災組織や住民との協力体制の確立に重点を置いた総合訓練や各個別訓練を次のとおり実施する。 

 実施に当たっては、風水害及び被害の想定を明らかにするとともに通信や交通の途絶、停電等、様々

な条件を設定し、参加者自身の判断が求められるなど実践的なものとなるよう工夫する。 

 また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにしてその改善に努める。 

（１）水防訓練 

 水防管理団体は、その地域の水防に関する計画に基づく水防活動の円滑な遂行を図るため、次の

方法により水防に関する訓練を実施するほか、必要に応じ広域洪水等を予想して水防管理団体が 

連合し、又は県が近県と連合する等、関係団体が合同して実施するものとする。 

ア 実施の時期 

 洪水が予想される時期前の最も訓練効果の上がる時期を選んで実施する。 

イ 実施地域 

 河川危険箇所等、洪水のおそれのある地域において実施する。 

ウ 方 法 

 実施に当たり、関係機関が緊密な連絡をとり、必要に応じ他の関連する訓練と併せて実施する。 

（２）消防訓練 

 市町村は、市町村の消防に関する計画に基づく消防活動の円滑な遂行を図るため、消防に関する

訓練を実施する。 

（３）避難等救助訓練 

 市町村その他関係機関は、関係の計画に基づく避難その他救助の円滑な遂行を図るため、水防、

消防等の災害防護活動と併せ、又は単独で訓練を実施するものとする。なお、学校、病院、鉄道、

社会福祉施設、工場、事業所、百貨店等にあっては、収容者等の人命保護のため、特に避難につい

ての施設を整備し、訓練を実施するものとする。また、地域の自主防災組織や住民の参加を得て、

地域の実情に即した避難訓練を行うことも必要である。 

（４）総合防災訓練 

 県、市町村及び関係機関は合同して、各種の総合防災訓練を実施する。 
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第２節 水害予防対策 

 

 

台風や集中豪雨などに起因して発生する水害から、県民の生命、身体、財産を守るため、河川改修等

の治水事業を実施し防災対策の推進を図るほか、高潮対策を推進する。 

 

１ 水害予防計画（環境生活部、農林水産部、県土整備部） 

（１）森林の水源かん養機能等による流出抑制対策 

県下の森林は、一部海岸沿いを除いては、中央部に集中している。 

 森林は、緑のダム、天然のダムといわれるほど多量の雨水を貯溜し、流量を調節するとともに、

山崩れを防止する機能をもっている。 

 このため、森林を保安林に指定し、立木の伐採制限、植栽義務を課する等により、水源かん養   

機能を高め、洪水等を未然に防止するほか、治山事業の実施により、山地崩壊の防止及び復旧、   

森林の造成等を行い、水源かん養のほか土砂流出防止等の機能を高めるよう努めることとしている。 

 保安林整備は、森林法及び地すべり等防止法に基づく、治山事業により鋭意推進中であり、今後

も対策を進めていく。 

 また、地下水かん養機能の低下が一因とされる都市型水害予防のため、都市化地域の地下水   

かん養機能を高める対策を進める。 

（２）渓流・山林等の治山・砂防に関する事業 

 森林は、山崩れ、表面侵食、土砂の下流部への流出の防止機能を持っている。 

 治山事業は、森林の維持造成を通じて、山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全すると

ともに、水源のかん養等を図る重要な国土政策のひとつであり、水害の予防にも貢献するもので  

ある。 

 本県の治山・砂防事業は、地質が脆弱で、崩壊や崩落が各所に見られる県南部地区で実施されて

おり、えん堤工、渓流保全工、山腹工等が主要な事業内容となっている。 

（３）農作物等の水害予防対策 

 水害とは、地表水の過剰によって受ける直接又は間接の被害をいうが、大雨によって河川が   

はん濫して田畑を浸したり、洪水によって田畑を流失したり、山崩れによって田畑を埋没したり  

する農地に対する被害もあれば、冠水によって農作物が腐敗したり、病害虫を発生するなど間接の

ものもある。 

 また、被害を与える水の方から考えると、大別して二つとなる。第１は流水による直接破壊、   

第２は流水の運搬性である。 

ア 水害の気象的条件 

 雨による災害の発生は総雨量もさることながら、どれだけの時間内に降ったかが大きな要因と

なる。同じ５０mmの雨でも、１日を通して降った場合は災害に結びつくことは少ないが、それが

１時間で降った場合は大きな被害を引き起こすことが多い。 

 大雨の降り方と水害の規模には次の３つのタイプがある。 

（ア）短時間強雨 

 雷雨など、短時間に降る強い雨によって、低地の浸水、土石流、山・がけ崩れなどが多発   

する。 

（イ）短時間強雨を含む大雨（集中豪雨） 

 台風、低気圧、前線活動による大雨（強雨を伴う）で、山・がけ崩れ、中小河川の洪水・    

はん濫など大きな災害に結びつくことが多い。 

（ウ）一様な降り方の大雨 

 前線活動などによる大雨が持続することにより河川が次第に増水し、低地の浸水や洪水

などの災害に結びつく。ただし、雨が降り始めてから災害発生までには時間的余裕がある。 
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イ 水害に対する恒久的な防ぎ方 

（ア）農林業経営の立場からの対策 

豪雨や長雨の時期をはずして栽培することや、水害に対して抵抗力のある作物を栽培する

など、農業経営（価格差等）及び水害に対する危険度を考えに入れたうえで、利益の期待値

を大きくするなどの方法がとられている。農業の多角経営もこの部類に入れることができる。

要するに、時間と空間と対象を考慮して、水害による被害を最小限にしようとするもので  

ある。 

  （イ）農林土木からの対策 

 農産物の被害や農地、農林用施設の被害を未然に防止するため、防災事業を行う。 

ウ 水害に対する応急的な防ぎ方 

 水害に対する応急的な対策は、大別して二つとすることができる。第１は、水害直前の対策、

第２は、水害発生中ないし直後の対策である。 

（ア）水害直前の対策 

 水害が予想されるときは、河川堤防の補強、土俵の配置、あるいは臨時の堤防を築くなど  

するほか、ポンプ排水やダムの放流などを行ない、洪水の調節に努める。また、被災物を外に

移動することも行われる。しかし、農林災害の対象となるものの多くは移動が不可能である。 

 水害の予想されるときは、溝を補修して水はけをよくしておくこと、排水のための準備、  

避難の準備をしておくことなども重要である。 

（イ）水害直後の対策 

 水害をうけた農作物に対する応急処置は、作物によっても異なるが、一般的なものとしては、

水路の阻害物を除去したり、排水ポンプ等により、耕地の停滞水をなるべく早く除去すること、

浸水のため根元が現れたときは、他から土をもってきて根株を固定すること、収穫期にある 

農作物は水が引いたならば、なるべく早く収穫してよく乾燥させること、病害虫防除の対策を

とること、回復の見込みのないものは取りかたづける、弱っている作物に生育を促す肥料を 

やる、といったことが必要である。また逆に窒素肥料は、水稲の水害を大きくするから、控え

るといった注意も必要である。 

エ 水害等に対する事前対策 

 基幹的な排水施設を事前に運転するなど、気象条件等から必要な対策を的確に実施する。 

（４）河川改修等の治水事業 

千葉県の河川は、県管理の一級河川として根木名川ほか８８河川、二級河川として養老川ほか  

１３６河川があり、国の交付金を受けて広域河川改修事業、住宅市街地基盤整備事業、総合治水  

対策特定河川事業、都市基盤河川改修事業等を実施してきた。 

これまでの河川改修によって、治水安全度は着実に向上しているが、局所的集中豪雨や都市化の

進展などに起因する水害の発生がいまだ多く見られ、最近は、河川から越水する外水はん濫よりは、

雨水が河川に十分排水されないことに起因する内水はん濫が多くなっている。これは、河川流下  

断面の不足により河川の水位が高くなってしまうことや主として市町村が行う都市下水等の内水 

排除施設の能力不足に起因しており、引き続き治水安全度を高めるための施策の実施が必要である。 

ア 河川の整備 

 時間雨量５０㎜（おおむね10年に1回の降雨）に対して安全な河川整備を進める。 

河川法により、河川管理者は水系ごとに河川整備基本方針を定め、また、計画的に河川の整備

を実施すべき区間について河川整備計画を定めることとなっている。 

イ 洪水ハザードマップの作成 

河川の整備には時間を要することから、これと並行して、ソフト面から安全度を高めるために、

浸水実績や洪水シミュレーション結果に基づく洪水ハザードマップの整備を促進する。 

洪水ハザードマップは、水害時の人的被害の防止、啓発活動などを目的として各市町村が作成、

公表して地域住民への周知を図るものであり、浸水情報や避難場所等を記載したものである。 

洪水ハザードマップ作成の基礎資料となる浸水実績図や浸水想定区域図等については河川管理

者が市町村に対して情報提供するとともに、河川管理者自らも、インターネット等を通じて浸水
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実績図等の積極的公表に努める。 

なお、浸水想定区域は、水防法第１４条第１項に基づき、知事が指定した河川について、当該

河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨により、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定 

される区域を指定するものである。 

また、市町村は、水防法第１５条に基づき、浸水想定区域内に地下街等又は主として高齢者、

障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で、当該施設の利用者の  

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認めた場合にあっては、これらの施設の 

名称及び所在地を定め、その施設については洪水予報等の伝達方法を市町村地域防災計画に定め

るものとする。 

ウ 雨水排水の流出抑制 

県では、宅地開発による雨水の流出量の増大に対処するため、従来、調整池を設置し流出量の

増加を抑制してきたが、地下水のかん養、平常時における河川流量の保全、ヒートアイランド  

現象の緩和等、水循環の保全・再生を目的に貯留浸透施設の導入を考慮した「千葉県における  

宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策定の手引き」を平成１５年に策定した。同手引きに

基づき、雨水排水の流出抑制対策を推進する。 

（５）浸水予想区域の調査及び周知 

ア 浸水予想区域の調査 

 県及び市町村は河川周辺地域での外水及び内水のはん濫や海岸近くにおける高潮及び津波の 

影響により、家屋の浸水が予想される浸水予想区域をあらかじめ調査し、水害による被害の軽減

に努めるものとする。 

  （ア）浸水予想区域の調査 

県管理の一・二級河川、湖沼等は、下記危険度評定基準により行っている。 

評    定    基    準 

 過去に降雨による浸水により住宅区域に被害が発生したことがあり、その危険性が現在に 

おいても解消されていない河川流域で、家屋浸水（床下・床上）の被害が予想される河川。 

 なお、降雨の規模は概ね50mm/h程度とする。 

（イ）地盤沈下の調査 

 著しい地盤沈下が進行すると、海岸の近くでは高潮、津波に対し、河川沿いの土地では洪水

の危険度が高まると同時に、自然排水機能が低下し、標高が満潮水位以下の土地ではわずかの

降雨に対しても、日常的な排水に支障をきたすこととなる。 

 高潮、津波、洪水等の危険は、これらに対する施設設備の状況によって評価されるべきで  

あるから、この項では、内水による危険区域という面で評価する。 

もちろんこの危険は、外的条件との相対的関連によって決定されるべきであるが、ここでは

累積沈下量２００mm若しくは平均満潮面以下の区域として決定し、毎年の水準測量調査結果に

より見直す。 

ａ 葛南地区（市川市、船橋市、習志野市の一部、浦安市） 

ｂ 千葉、市原地区（千葉市、市原市の一部） 

ｃ 九十九里地区（一宮町、長生村、白子町、大網白里町、茂原市、睦沢町の一部） 

イ 浸水予想区域等の周知 

 市町村は、水害の危険性を正しく認識してもらうために、各種ハザードマップや広報紙等に  

より、一般住民に対し浸水予想区域や避難所等の周知に努めるものとする。 

また、県は、市町村が各種ハザードマップを作成するにあたり必要に応じ、浸水実績図や浸水

予想区域図等を提供し、支援するものとする。 

（６）道路災害による事故防止 

  ア 道路防災施設等の整備 

    台風や集中豪雨等により落石、法面崩落、道路冠水等のおそれのある箇所について防災施設等

の整備を進めることにより、災害に強い道路づくりに努める。 
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イ パトロールの実施 

 道路交通の危険防止と交通安全の確保のため、「千葉県道路パトロール実施要領」により、  

パトロールの実施の徹底を図る。 

ウ 異常気象時における交通規制 

 異常気象時において、道路災害による事故を未然に防止するため、降雨出水等により道路状態

が悪く、がけ崩れ、道路損壊等が予想され、交通の安全が確保できない場合は、道路法第４６条

の規定による通行の禁止又は制限を行う。また、雨量が規制基準値に達したときは、「異常気象

時における道路通行規制要領」に基づく交通止めの措置をとる。 

（７）気象（降水量）、河川水位等の観測 

ア 利根川（国管理） 

 利根川は、国土交通大臣と気象庁長官が共同で行う洪水予報及び国土交通大臣が行う水防警報

の指定河川となっており、関東地方整備局がその基準観測地点に水位計を設置している。本県 

関係の主なものは、千葉県水防計画本編第３章第３節及び千葉県水防計画資料編第１章第２節を

参照のこと。 

イ 県管理河川 

（ア）雨量観測所 

  千葉県水防テレメーター雨量観測所は、県庁局ほか９９か所に設置している。 

  千葉県水防計画資料編第２章「観測通報」を参照のこと。 

（イ）水位観測所 

  千葉県水防テレメーター水位観測所は矢作局ほか１０９か所に設置している。 

  千葉県水防計画資料編第２章「観測通報」を参照のこと。 

（ウ）気象官署の観測 

 第３章災害応急対策計画「情報の収集・伝達活動」に基づき、気象情報の観測を行う。 

＜資料編３－３ 千葉県水防テレメータ観測所一覧表＞ 

（８）電力施設洪水対策 

 洪水対策は次のとおりであるが、これは洪水によりひきおこされる浸水に対するもので、堤防  

決壊などによる水の流勢については、特に配慮されていない。 

ア 災害予防計画目標 

 各河川の流域を特定区域とし、浸水災害を想定する。特定区域外も四囲の状況から浸水災害を

想定する。 

イ 防災施設の現況 

（ア）送電設備 

高潮対策に準じる。 

（イ）変電設備 

既往の浸水実績を考慮して浸水に対処する。 

（ウ）配電設備 

高潮対策に準じる。 

（エ）通信設備 

高潮対策に準じる。 

ウ 防災事業計画 

全般計画、実施計画とも上記イに準じ実施するよう努める。 

（９）通信施設水害防止対策 

ア 局外設備 

 過去の発生地域の調査検討により、重複災害の発生を防ぐため設備の２ルート化及び地下化を

推進する。 

イ 局舎設備 

 洪水による局舎及び局内通信設備の浸水被害予防のため、局舎浸水防止措置を計画的に実施 

する。 
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ウ 無線設備 

 鉄塔、パンザマスト等の基礎を流水の洗掘から防護する措置を講ずるとともに、通信機の設置

場所もできるだけ２階以上にするよう配慮する。 

 また、停電に対処するため、予備電源装置の設置及び整備を図る。 

＜資料編３－３ 千葉県水防テレメータ観測所一覧表＞ 

＜資料編８－４ 県管理河川等重要水防区域一覧表＞ 

＜資料編８－12 国有林内事業計画＞ 

＜資料編８－13 渓流又は山林等の砂防に関する事業計画表＞ 

＜資料編８－14 河川改修に関する治水事業計画表＞ 

＜資料編８－15 道路、橋梁等の維持管理及び道路災害の事故防止関係表＞ 

 

２ 高潮予防計画（環境生活部、農林水産部、県土整備部） 

（１）海岸高潮対策 

 本県海岸総延長約５３４．３kmのうち、浦安から洲崎までの東京湾沿岸については、伊勢湾台風

規模の台風を計画気象としてこれによる計算潮位を計画高潮位とし、洲崎から銚子市の利根川河口

部までは既往最高潮位により計画高潮位を算出し、さらに、波浪の影響がある箇所については、  

波の打ちあげ高を考慮して防潮堤の天端高を決定している。 

（２）地盤沈下対策 

 本県の地盤沈下は、産業の発展や人口の増加とともに昭和３０年頃から発生している。その後、

昭和４０年代中頃には、年間２０cmを超える沈下が千葉市、市川市、船橋市及び浦安市にみられ  

たが、地下水及び天然ガスかん水の汲上げ規制を行った結果、昭和４８年以降は沈静化の傾向に  

ある。 

 地盤沈下が生じると、回復はほとんど不可能であり、地盤沈下により低くなった地域においては、

高潮対策並びに洪水対策及び常時排水不良対策のため、海岸高潮対策事業や地盤沈下対策事業に 

より排水機場を設置している。 

（３）海岸侵食対策 

   国土交通省、農林水産省の侵食対策事業は、＜資料編８－18 侵食対策事業関係表＞のとおりで

ある。 

（４）避難港 

  ア 県内漁港のうち、避難港（第4種漁港）は乙浜漁港、片貝漁港である。 

  イ 県内港湾において、名洗港、興津港は避難港の指定を受けている。 

（５）干拓堤防等の改修事業 

 長浦海岸のうち、国営干拓建設事業で実施した干拓堤防は次のとおりであり、県は、国から施設

の管理委託を受け維持管理を行っている。 

 なお、印旛沼については、昭和３７年度から独立行政法人水資源機構により総合開発が実施され、

干拓堤防３８，９７８mが施行された。 

                             （Ｔ．Ｐ：東京湾平均海面） 

 

（６）保安林整備事業（海岸防災林造成工事、保安林改良緊急工事） 

 森林によって潮風害を防止するとともに、高潮、津波等の被害を防止するため、保安林整備事業

（海岸防災林造成工事、保安林改良緊急工事）を実施する。 

地  区  名 堤 防 延 長 堤 防 高 堤  防  構  造 

長浦干拓第３工区 2,593 ｍ Ｔ．Ｐ＋4.5 ｍ コンクリート被覆式 

  〃  第４工区 3,532 ｍ Ｔ．Ｐ＋4.5 ｍ 〃 
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 なお、実施にあたっては、直接波浪による侵食を防止するために設置した防潮堤の後方に森林を

造成して、それぞれのもつ防災機能効果の促進を期する。 

（７）高潮の防止対策 

 昭和３１年の海岸法制定以来、海岸保全区域を指定し、高潮等について防止対策を実施すること

になったが、その概要は次表のとおりである。 

ア 海岸保全区域                （平成24年4月1日現在） 

 

イ 海岸保全区域の指定を要する区域       （平成24年4月1日現在） 

 

ウ 高潮等により被害をうける危険のある区域 

 水管理・国土保全局（国土交通省）所管海岸、港湾局（国土交通省）所管海岸及び農林水産省

所管海岸の危険区域は＜資料編８－５ 海岸法 海岸保全区域一覧表＞の とおりである。 

（８）電力施設高潮対策 

 高潮対策は次のとおりであるが、これは高潮によりひきおこされる浸水に対するもので、堤防  

決壊等による水の流勢については特に配慮されていない。 

ア 災害予防計画目標                  （Ａ．Ｐ：荒川工事基準面） 

（ア）火力発電設備     Ａ.Ｐ＋4.0ｍ（参考、護岸の高さＡ.Ｐ＋4.0ｍ） 

（イ）送電設備       Ａ.Ｐ＋4.7ｍ 

（ウ）変電設備       Ａ.Ｐ＋4.7ｍ 

（エ）配電設備       Ａ.Ｐ＋4.0ｍ 

イ 防災施設の現況 

（ア）火力発電設備 

   護岸の築造 

  ａ 千葉火力発電所        Ａ.Ｐ＋5.0ｍ（護岸） 

  ｂ 五井火力発電所                Ａ.Ｐ＋5.5ｍ（護岸） 

  ｃ 姉崎火力発電所       (a)Ａ.Ｐ＋5.5ｍ（護岸）(b)Ａ.Ｐ＋4.5ｍ（護岸） 

  ｄ 袖ヶ浦火力発電所              Ａ.Ｐ＋5.0ｍ（護岸） 

  ｅ 袖ヶ浦火力発電所隣接地区  (a)Ａ.Ｐ＋3.6ｍ（護岸）(b)Ａ.Ｐ＋4.6ｍ（護岸） 

  ｆ 富津火力発電所                Ａ.Ｐ＋4.3ｍ（護岸） 

（イ）送電設備 

 最高潮位Ａ.Ｐ＋５．０ｍを目途として重要性及び有効度等を考慮して、重点的に諸対策を 

実施している。 

区      域 延 長（ｍ） 

保 全 区 域 指 定 済 延 長 

 内 水管理・国土保全局（国土交通省）所管 

 〃 港湾局（国土交通省）所管 

 〃 農村振興局所管 

 〃 水産庁所管 

304,755 

182,387 

76,652 

13,048 

32,668 

区      域 延 長（ｍ） 

保 全 区 域 要 指 定 延 長 

 内 水管理・国土保全局（国土交通省）所管 

 〃 港湾局（国土交通省）所管 

 〃 農村振興局所管 

 〃 水産庁所管 

38,943 

32,852 

1,325 

0 

4,766 
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（ウ）配電設備 

 Ａ.Ｐ＋４．０ｍ以上の高潮に対して重要負荷に送電する架空配電線は、水面上の高さが  

充分とれるよう考慮して実施している。 

ウ 防災事業計画 

（ア）火力発電設備 

 新設火力発電所については、基準高潮位に対し、十分な地盤高又は床高を考慮する。既設  

火力発電所については、本館への海水侵入を防止することを第一の目的とし、特に必要のある

発電所については、防潮堤の築造も考慮する。 

  （イ）送電設備 

 低地区に新設する架空送電線については、地表上の高さを十分確保するよう努める。 

（ウ）変電設備 

 原則として計画高水位以上に設置し、やむをえない場合は浸水しても影響のない構造と  

するか、防護施設を設ける。あわせて、排水設備を設ける等の対策を行う。 

（エ）配電設備 

 Ａ．Ｐ＋４．０ｍ以上の高潮に対して重要負荷に送電する架空配電線は、水面上の高さが  

充分とれるよう電柱の高さを定めて建柱する。 

（９）通信設備高潮災害予防対策 

 水害、風害、雪害防止対策に準じて、局外設備、局内設備、局舎設備等の対策を実施すると    

ともに、移動無線の強化を図り、非常災害時における連絡、情報収集、復旧に対処する。 

 

＜資料編３－４ 海象観測所一覧表＞ 

＜資料編８－５ 海岸法 海岸保全区域一覧表＞ 

＜資料編８－12 国有林内事業計画＞ 

＜資料編８－16 高潮対策事業表＞ 

＜資料編８－17 地盤沈下対策事業関係表＞ 

＜資料編８－18 侵食対策事業関係表＞ 

＜資料編８－19 海岸防災林造成事業計画＞ 
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第３節 土砂災害予防対策 

 

 

 台風や集中豪雨などに起因して発生する土砂災害から、県民の生命、身体、財産を守るため、土砂   

災害が発生するおそれのある区域を明らかにし、土砂災害防止対策の推進を図る。 

 土砂災害の防止に関しては、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（以

下「土砂災害防止法」という。）、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（以下「急傾斜地法」

という。）、「砂防法」及び「地すべり等防止法」等に基づいた対策に努めるものとする。 

 

１ 土砂災害防止法に基づく対策の推進（県土整備部） 

土砂災害（急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり）から住民の生命及び身体を保護するため、土砂   

災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限

を行うことを趣旨とする「土砂災害防止法」が平成１３年４月に施行された。この法律の趣旨に則り

以下の手続きを推進する。 

（１）土砂災害危険箇所カルテの整備と危険箇所の公表 

   県は、土砂災害発生のおそれのある箇所の災害を未然に防止し、その被害の軽減を図るため、  

被害の発生するおそれのある地域をあらかじめ調査し、土砂災害危険箇所カルテ（斜面カルテ、  

土石流危険渓流カルテの総称）を整備するなど、土砂災害危険箇所の把握に努めるものとする。 

また、土砂災害危険箇所を県のホームページで公表するとともにインターネットに不慣れな高齢

者等にも周知するため、土砂災害危険箇所マップを作成し、市町村を通じて公民館等の公共施設に

配布する。 

（２）基礎調査の推進 

県は、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれのある土地、  

当該土地のうち建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地

について、その土地の利用状況、人家、公共施設等の状況、過去の災害実態等について調査する。 

（３）土砂災害警戒区域等の指定 

県は、土砂災害が発生した場合、建築物の損壊や住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれが

あると認められる土地の区域を「土砂災害警戒区域」又は、「土砂災害特別警戒区域」として指定  

する。 

  ア 土砂災害警戒区域 

「土砂災害警戒区域」は、土砂災害が発生した場合には、住民等の生命又は身体に危害が生ず

るおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒 

避難体制を特に整備すべき土地の区域として、政令で定める基準に該当するものを知事が市町村

の長の意見を聴いた上で指定する。 

  イ 土砂災害特別警戒区域 

「土砂災害特別警戒区域」は、警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合には、建築物に損壊

が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、

一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制すべき土地の区域として、政令で 

定める基準に該当するものを知事が市町村の長の意見を聴いた上で指定する。 

（４）土砂災害警戒区域等における危険回避のためのソフト対策 

ア 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるよう警戒避難体制の整備を

図る。 

イ 居室を有する建築物は、想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築 

確認を行う。 

ウ 住宅宅地分譲や、災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに  

限って許可する。 

エ 著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者に対して、移転等の勧告を図る。この移転等
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が円滑に行われるために必要な資金の確保、融通又は、その斡旋に努める。 

（５）緊急調査及び土砂災害緊急情報  

   県は、地滑りを発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況となった場合、

緊急調査を実施し、その結果に基づき重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかに

する。 

   緊急調査の結果、自然現象の発生により一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫した 

危険があると認めるとき、または当該土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに 

変化したと認めるときは、当該緊急調査により得られた当該土砂災害が想定される土地の区域及び

時期に関する情報（土砂災害緊急情報）を関係する市町村の長に通知するとともに、一般に周知  

させるために必要な措置を講じる。 

 

２ 土砂災害に対する警戒避難体制の整備（防災危機管理部・県土整備部・警察本部） 

（１）土砂災害に関する情報の収集 

   県及び市町村は、平常時から土砂災害危険箇所や砂防施設等を巡視することにより、危険箇所や

施設等の状況把握に努めるとともに、台風及び豪雨等により大雨が予測されるときは、住民、警察、

消防団等から土砂災害発生の前兆現象や災害発生等の情報を収集する。 

（２）警戒避難体制の整備等 

   市町村は、主として以下の項目に留意して土砂災害に対する警戒避難体制を整備するものとし、

県は、これらについて市町村に対し、必要な支援を行なうものとする。 

ア 市町村は、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達等土砂災害を防止す

るために必要な警戒避難体制に関する事項を地域防災計画に定めるとともに、災害時要援護者の 

円滑な警戒避難に資する土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めるものとする。 

また、土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難体制を確保する上で必要な事項を住民に周知 

させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他必要な措置を講じるものとする。 

イ 市町村は、土砂災害警戒情報が発表されたときは、体制の強化を図り、土砂災害発生の切迫性や

危険度の推移が分かる補足情報、前兆現象も参考にして、土砂災害が発生するおそれがある箇所 

（降雨により土砂災害発生の危険性が高まった箇所）を特定し、的確に避難準備情報、避難勧告等

を発令する。 

特に避難準備情報は、災害時要援護者等が避難を開始するための情報であることから、市町村は、

当該要援護者の避難に要する時間を的確に把握するよう努めるものとする。 

ウ 市町村は、土砂災害警戒区域内において災害時要援護者施設が設置されている場合は、当該施設

に対し、土砂災害に関する情報、予報及び警報、避難勧告等の情報の伝達方法を定めるとともに、

当該区域内における在宅の災害時要援護者に対する避難支援体制の確立に努めるものとする。 

エ 市町村は、土砂災害警戒区域の指定がされていない土砂災害危険箇所についても、指定区域に 

おける対応に準じた警戒避難体制の整備に努めるものとする。 

（３）土砂災害警戒情報の発表 

   県及び銚子地方気象台は、気象業務法及び災害対策基本法に基づき、迅速かつ的確な土砂災害 

警戒情報の発表のための体制整備に努める。 

 

３ 防災知識の普及啓発（防災危機管理部、県土整備部） 

（１）県及び市町村は、住民に対しインターネット、広報紙、パンフレット等多様な手段により、土砂

災害に関する知識の普及と防災意識の向上を図るものとする。 

また、全国的に実施される土砂災害防止月間等において、土砂災害から身を守るため、防災訓練

の実施に努める。 

（２）県は、土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域の指定箇所を公表する。 

また、市町村は、上記箇所が土砂災害発生のおそれのある箇所であることを対象地域の住民等に

対し周知することにより、住民の防災知識の普及啓発に努める。 

 



４ 県土保全事業の推進（商工労働部・

 土砂災害は、地形・地質等を素因とし、大雨等を誘因として発生するもので、その防止については、

科学的調査により地形・地質・気象・地下構造・地下水の状況等を十分把握し、地すべり等の発生の

メカニズムを解明して効果的な防止工事を進める必要がある。

（１）急傾斜地崩壊対策 

 本県の急傾斜地崩壊危険箇所は、県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下全域に分布して

いる。特に、近年都市部では、首都近郊の都市化現象によって「がけ地」周辺まで住宅地の進出が

見られる。 

ア 急傾斜地崩壊危険区域の指定

 県は、急傾斜地法第３条の規定により、市町村と協議のうえ急傾斜地崩壊危険区域を指定して

いる。 

 現在、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている区域は

指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表

危険箇所についても、当該箇所及び周辺地域の状況に応じ、区域指定の促進を図る。

 

 

〈急傾斜地崩壊危険区域指定基準〉

 次の各号に該当するがけについて、知事が

必要と認めるもの。 

（ア）急傾斜地の勾配が３０

（イ）急傾斜地の高さが５ｍ以上のがけ

（ウ）急傾斜地の崩壊により、危害が生ずるおそ

れがある人家が５戸以上あるもの、又は５戸

未満であっても、官公署・学校・病院・旅館

等に危害を生ずるおそれのあるもの。

 

イ 行為の制限 

 県は、急傾斜地における災害を防止するため、

急傾斜地法に基づき崩壊を助長するような行為の制限

行う。 

 また、急傾斜地崩壊危険区域内

県建築基準法施行条例に基づく災害危険区域の指定により、建築物の建築制限

 現在、災害危険区域に指定されている区域は、急傾斜地崩壊危険区域として指定されている

区域のとおりである。 

ウ 防止工事の実施 

 県は、急傾斜地崩壊危険区域内において、土地所有者、管理者及び被害を受けるおそれのある

者等が防止工事を施工することが困難又は不適当と認められ、かつ、急傾斜地法に基づく工事

採択基準に適合するもののうち、緊急度が高く、地域住民の協力が得られるものから順次法面

防護工、排水工等の防止工

 また、県単緊急急傾斜地崩壊対策事業及び市町村が行う防止工事に対し、県費助成を行い災害

の未然防止に努めている。

エ 急傾斜地崩壊危険箇所における施設整備箇所の向上

    急傾斜地崩壊危険箇所のうち、急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整備の必要な箇所に

ついて急傾斜地崩壊危険区域に指定し、①災害時要援護者関連施設に係る危険箇所

避難路を有する危険箇所、

実施する。 

（２）土石流対策 

 土石流危険渓流とは、土石流が発生

 風-2-16 

商工労働部・農林水産部・県土整備部） 

土砂災害は、地形・地質等を素因とし、大雨等を誘因として発生するもので、その防止については、

科学的調査により地形・地質・気象・地下構造・地下水の状況等を十分把握し、地すべり等の発生の

メカニズムを解明して効果的な防止工事を進める必要がある。 

本県の急傾斜地崩壊危険箇所は、県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下全域に分布して

では、首都近郊の都市化現象によって「がけ地」周辺まで住宅地の進出が

急傾斜地崩壊危険区域の指定 

県は、急傾斜地法第３条の規定により、市町村と協議のうえ急傾斜地崩壊危険区域を指定して

現在、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている区域は＜資料編８－７ 急傾斜地崩壊危険区域

指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表＞のとおりであるが、この指定区域に含まれていない

危険箇所についても、当該箇所及び周辺地域の状況に応じ、区域指定の促進を図る。

〈急傾斜地崩壊危険区域指定基準〉 

するがけについて、知事が 

３０度以上のがけ 

（イ）急傾斜地の高さが５ｍ以上のがけ 

（ウ）急傾斜地の崩壊により、危害が生ずるおそ 

れがある人家が５戸以上あるもの、又は５戸 

未満であっても、官公署・学校・病院・旅館 

等に危害を生ずるおそれのあるもの。 

県は、急傾斜地における災害を防止するため、 

急傾斜地法に基づき崩壊を助長するような行為の制限、防災措置の勧告及び改善措置の命令等を

また、急傾斜地崩壊危険区域内における居室を有する建築物については、建築基準法及び千葉

県建築基準法施行条例に基づく災害危険区域の指定により、建築物の建築制限

現在、災害危険区域に指定されている区域は、急傾斜地崩壊危険区域として指定されている

県は、急傾斜地崩壊危険区域内において、土地所有者、管理者及び被害を受けるおそれのある

者等が防止工事を施工することが困難又は不適当と認められ、かつ、急傾斜地法に基づく工事

採択基準に適合するもののうち、緊急度が高く、地域住民の協力が得られるものから順次法面

防護工、排水工等の防止工事を実施している。 

また、県単緊急急傾斜地崩壊対策事業及び市町村が行う防止工事に対し、県費助成を行い災害

の未然防止に努めている。 

急傾斜地崩壊危険箇所における施設整備箇所の向上 

急傾斜地崩壊危険箇所のうち、急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整備の必要な箇所に

ついて急傾斜地崩壊危険区域に指定し、①災害時要援護者関連施設に係る危険箇所

、③崖の状態が悪く緊急性の高い危険箇所について重点的に施設整備を

土石流危険渓流とは、土石流が発生するおそれのある渓流をいい、一般的には渓流の勾配が

土砂災害は、地形・地質等を素因とし、大雨等を誘因として発生するもので、その防止については、

科学的調査により地形・地質・気象・地下構造・地下水の状況等を十分把握し、地すべり等の発生の

本県の急傾斜地崩壊危険箇所は、県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下全域に分布して

では、首都近郊の都市化現象によって「がけ地」周辺まで住宅地の進出が

県は、急傾斜地法第３条の規定により、市町村と協議のうえ急傾斜地崩壊危険区域を指定して

急傾斜地崩壊危険区域 

のとおりであるが、この指定区域に含まれていない 

危険箇所についても、当該箇所及び周辺地域の状況に応じ、区域指定の促進を図る。 

防災措置の勧告及び改善措置の命令等を

、建築基準法及び千葉

県建築基準法施行条例に基づく災害危険区域の指定により、建築物の建築制限を行う。 

現在、災害危険区域に指定されている区域は、急傾斜地崩壊危険区域として指定されている 

県は、急傾斜地崩壊危険区域内において、土地所有者、管理者及び被害を受けるおそれのある

者等が防止工事を施工することが困難又は不適当と認められ、かつ、急傾斜地法に基づく工事 

採択基準に適合するもののうち、緊急度が高く、地域住民の協力が得られるものから順次法面 

また、県単緊急急傾斜地崩壊対策事業及び市町村が行う防止工事に対し、県費助成を行い災害

急傾斜地崩壊危険箇所のうち、急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整備の必要な箇所に

ついて急傾斜地崩壊危険区域に指定し、①災害時要援護者関連施設に係る危険箇所、②避難所や

③崖の状態が悪く緊急性の高い危険箇所について重点的に施設整備を

するおそれのある渓流をいい、一般的には渓流の勾配が   
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約１５度以上の急勾配をなす地域をもち、渓流の中に多量の不安定な土砂がある渓流をいう。 

 これらの渓流について、砂防法第２条により土石流の発生を助長する行為を制限するため砂防 

指定地の指定を進め、土石流が発生するおそれの高い箇所や保全対象が多い箇所から防止工事を 

実施している。 

（３）地すべり防止対策 

 本県の地すべり防止区域は、房総半島南部の嶺岡山系を中心とした東南東から西北西の方向に 

走る著しい破砕帯に沿ってみられる。この区域を農林水産部耕地課（農林水産省所管）、農林水産部

森林課（林野庁所管）、県土整備部河川整備課及び河川環境課（国土交通省所管）の四課で分担して

調査・計画を行っている。 

ア 地すべり防止区域の指定 

 県は、市町村と協議のうえ地すべり等防止法第３条の規定により、地すべり防止区域の指定を

主務大臣に申請する。 

 現在、防止区域に指定されている区域は＜資料編８－６ 地すべり防止区域等＞表２～４のと

おりであり、指定を要する危険箇所は表５～６のとおりであるが、今後の調査により、区域指定

の促進を図るものとする。 

イ 行為の制限 

 県は、地すべりによる災害を防止するため、地すべり等防止法第１８条の規定により、地すべ

り防止区域内において、地すべりの防止を阻害し、又は、地すべりを助長し、若しくは誘発する

行為の制限を行う。 

ウ 防止工事の実施 

 県は、地すべり区域の指定を受けたときは、関係市町村と協議し、地すべり防止工事に関する

基本計画を作成し、これに基づき緊急度の高い区域から順次防止工事を実施する。 

（４）山地災害対策 

 山地災害危険地区とは、山腹の崩壊、崩壊土砂の流出及び地すべりによる災害が現に発生し、  

又は発生する危険のある箇所で、人家又は、公共施設に被害を及ぼすおそれのある地区をいう。 

 県においては、山地災害の種類により、山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区、崩壊土砂流出   

危険地区を指定し公表するとともに、その危険度や保全対象など、地区の状況を考慮し、計画的に

治山事業を実施する。 

（５）宅地造成地災害対策 

 宅地造成工事の施工にあたっては、関係法令等の基準に基づき、防災等の措置を講ずることと  

するが、特に丘陵地、急傾斜地においては、地形、地質等の地域の実情等を考慮し、安全性の一層

の確保を図る。 

ア 規制区域の指定等 

 宅地開発事業等を行おうとする者は、都市計画法又は宅地開発事業の基準に関する条例の規定

により県の許可又は確認を必要とする。 

 また、県は、宅地造成工事に伴う災害の未然防止を図るため、宅地造成等規制法に基づき宅地

造成工事規制区域の指定を行い、同区域内において、宅地造成に関する工事を実施しようとする

者は県の許可を必要とする。 

イ 宅地造成工事の指導 

 県は、工事の許可及び確認に際し、次の事項に留意するものとする。 

（ア）災害危険区域（建築基準法第39条）、地すべり防止区域（地すべり等防止法第3条）及び急傾

斜地崩壊危険区域（急傾斜地法第3条）については、原則として宅地造成の工事区域から除外し、

工事を規制する。 

（イ）宅地造成により生ずる人工がけ面は、その高さ、勾配、土質に応じ擁壁の設置その他の保護

措置を講ずる。 

（ウ）宅地造成工事区域内の地盤が軟弱である場合は、地盤改良の措置を講ずる。 

（６）土・石・砂利採取場災害対策 

 県は、土・石・砂利採取場における災害の発生を未然に防止するため、土採取条例・採石法・    
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砂利採取法に基づく認可に際しては、周辺地域の状況等に十分留意するものとする。 

 また、一旦廃止された採取場は、土・石・砂利の採取法令の適用外となることから、廃止に際し

ては各採取業者及び関係組合に対し、指導の徹底を図ることとする。 

（７）ため池等災害対策 

 老朽化により、降雨、地震等により災害の発生するおそれのある農業用ため池について、県は、

「農業用ため池台帳」を整備し、改修を必要とするものから計画的に改修を行うものとする。 

 

５ 孤立集落対策（商工労働部・農林水産部・県土整備部） 

県は、孤立するおそれのある地区を把握し、予防措置等の市町村の孤立集落対策を支援する。 

 

＜資料編８－６ 地すべり防止区域等＞ 

＜資料編８－７ 急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表＞ 

＜資料編８－８ 土砂災害警戒区域指定地一覧表＞ 

＜資料編８－９ 土石流危険渓流一覧表＞ 

＜資料編８－10 山地災害危険地区市町村一覧表＞ 

＜資料編８－11 宅地造成等規制区域一覧表＞ 

＜資料編８－13 渓流又は山地等の砂防に関する事業計画表＞ 

＜資料編８－15 道路、橋梁等の維持管理及び道路災害の事故防止関係表＞ 

＜資料編８－20 地すべり防止事業等の概要＞ 

＜資料編８－21 ため池等災害対策事業＞ 
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第４節 風害予防対策 

 

 

 台風や、冬期の季節風、その他局地的な暴風が発生した場合、風害による人的被害、住家等建物被害

及び農作物被害が発生する。 

 過去の台風や竜巻等における人的被害、建物被害を踏まえ、これらに関する知識の普及啓発を図る。 

 また、農作物等の風害を防止又は軽減し、併せて電力施設や通信施設における風害被害の予防対策を

推進する。 

 

１ 台風・竜巻等に関する知識の普及啓発（防災危機管理部） 

  県及び市町村は、台風・竜巻等による風害を最小限にとどめるため、県民や事業者等に対して、   

以下について普及啓発を図る。 

（１）気象情報の確認 

   気象庁が発表する警報や注意報、気象情報などの防災気象情報については、平時から、テレビ・

ラジオ等により確認することを心掛けること。 

   なお、竜巻などの激しい突風に関する気象情報には、事前に注意を呼びかける「予告的な気象情

報」と「雷注意報」、竜巻等の激しい突風が発生しやすい気象状況になった時点の「竜巻注意情報」

があり、各地の気象台から発表される。各気象情報の内容は次表のとおりである。 

気象情報 内  容 

予告的な気象情報 

 低気圧の発達などにより災害に結びつく気象現象が予想される場

合、半日～１日程度前に「大雨と雷及び突風に関する○○県気象情

報」等の標題で予告的な気象情報が発表される。 

 竜巻などの激しい突風の発生が予想される場合には、「竜巻などの

激しい突風」と明記して注意を呼びかける。 

雷注意報 

 積乱雲に伴う激しい現象（落雷、ひょう、急な強い雨、突風など）

の発生により被害が予想される数時間前に発表される。 

 竜巻などの激しい突風の発生が予想される場合には、注意報本文

の付加事項に「竜巻」と明記して特段の注意を呼びかける。 

竜巻注意情報 

 気象ドップラーレーダーの観測などから、竜巻などの激しい突風

が発生しやすい気象状況になったと判断されたときに発表される。 

 雷注意報を補完する気象情報であり、発表から１時間の有効時間

を設けている。有効時間の経過後も危険な気象情報が続くと予想し

た場合には、竜巻注意情報を再度発表する。 

竜巻発生確度ナウキャスト 

 気象ドップラーレーダーの観測などを利用して、竜巻等の激しい

突風の可能性のある地域分布図（10㎞格子単位）で表し、その１時

間後までの移動を予測する。 

 平常時を含めて常時１０分毎に発表される。 

 発生確度は「竜巻が現在発生している（または今にも発生する）

可能性の程度」を示すものである。 

 

（２）身を守るための知識 

   台風から身を守るためには、正確な気象情報を収集し、早めに安全な場所に避難すること。 

   また、避難する時間が少ない竜巻等から身を守るためには、次のことを心掛け、頑丈な建物内に

移動するなど、安全確保に努めること。 

  ア 竜巻が発生するような発達した積乱雲の近づく兆し 

  （ア）真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる 

  （イ）雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする 

  （ウ）ヒヤッとした冷たい風が吹き出す 



  （エ）大粒の雨やひょうが降りだす

  イ 発生時に屋内にいる場合

  （ア）窓を開けない、窓から離れる、カーテンを引く

  （イ）雨戸・シャッターを閉める

  （ウ）１階の家の中心に近い、窓のない部屋に移動する

  （エ）頑丈な机やテーブルの下に入り、両腕で頭と首を守る

  ウ 発生時に屋外にいる場合

  （ア）車庫・物置・プレハブを避難場所にしない

  （イ）橋や陸橋の下に行かない

  （ウ）近くの頑丈な建物に避難する、又は頑丈な構造物の物陰や近くの水路やくぼみに身を伏せ、

両腕で頭と首を守る 

  （エ）電柱や太い樹木であっても倒壊することがあり危険

 

２ 農作物等の風害防止対策（農林水産部）

  台風、冬期の季節風、その他局地的な強風等による農作物等への被害

対策を推進する。 

（１）風害の恒久的対策 

  ア 防風林の設置 

    防風林は、風害を起こす風向きに対して直角に、またできるだけ長く連続して設置する必要が

ある。林帯の幅は樹高の５

までが一般的である。 

    防風林用の樹種としては、土地の気候風土に適応し、成長が早く旺盛で、樹高が高く、幹・枝

が強く折れにくい樹種が望ましい。一般的な防風林用の樹種としては、クロマツ、スギ、ヒノキ

のほか、シラカシ、エンジュ、ヤブツバキ、マサキ、アオキなどがある。

イ 防風垣の設置 

（ア）果樹園の周囲に設置するが、風向、風質、風速等により園を細分して囲う必要がある。なお

栽植果樹に接近するので、養水分の競合を起こさせない樹種を選ぶこと。

（イ）幅員及び高さ 

 一列植とし１～１．５

防ぐため栽植距離その他管理に万全をつくすこと。

防風しょうによる風速分布断面図（白鳥

ウ 多目的防災網の設置 

 果樹は、風害対策として、防風林やネットを設置してきたが、最近は、風だけでなく、降雹、

害虫、鳥などを防ぐ多目的に利用できる多目的防災網が開発され、普及しつつある。

 この多目的防災網を的確に使用することで、ナシ等の果樹の風害等の被害を未然に防ぐことが

可能となる。 

 強風害及び降雹を伴う強風害を防ぐために、適期に多目的防災網を設置する必要がある。
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（エ）大粒の雨やひょうが降りだす 

る場合 

（ア）窓を開けない、窓から離れる、カーテンを引く 

（イ）雨戸・シャッターを閉める 

（ウ）１階の家の中心に近い、窓のない部屋に移動する 

（エ）頑丈な机やテーブルの下に入り、両腕で頭と首を守る 

屋外にいる場合 

（ア）車庫・物置・プレハブを避難場所にしない 

（イ）橋や陸橋の下に行かない 

（ウ）近くの頑丈な建物に避難する、又は頑丈な構造物の物陰や近くの水路やくぼみに身を伏せ、

（エ）電柱や太い樹木であっても倒壊することがあり危険であるため近づかない

（農林水産部） 

台風、冬期の季節風、その他局地的な強風等による農作物等への被害を防止するため、以下の予防

防風林は、風害を起こす風向きに対して直角に、またできるだけ長く連続して設置する必要が

５倍程度、実距離で３０ｍ程度が望ましいが、農業地では

防風林用の樹種としては、土地の気候風土に適応し、成長が早く旺盛で、樹高が高く、幹・枝

にくい樹種が望ましい。一般的な防風林用の樹種としては、クロマツ、スギ、ヒノキ

のほか、シラカシ、エンジュ、ヤブツバキ、マサキ、アオキなどがある。 

（ア）果樹園の周囲に設置するが、風向、風質、風速等により園を細分して囲う必要がある。なお

栽植果樹に接近するので、養水分の競合を起こさせない樹種を選ぶこと。

１．５ｍ幅で高さは一定しないが３～９ｍ位とする。なお、下葉の枯上りを

防ぐため栽植距離その他管理に万全をつくすこと。 

防風しょうによる風速分布断面図（白鳥基準風速を100とする） 

果樹は、風害対策として、防風林やネットを設置してきたが、最近は、風だけでなく、降雹、

害虫、鳥などを防ぐ多目的に利用できる多目的防災網が開発され、普及しつつある。

この多目的防災網を的確に使用することで、ナシ等の果樹の風害等の被害を未然に防ぐことが

強風害及び降雹を伴う強風害を防ぐために、適期に多目的防災網を設置する必要がある。

（ウ）近くの頑丈な建物に避難する、又は頑丈な構造物の物陰や近くの水路やくぼみに身を伏せ、

かない 

防止するため、以下の予防

防風林は、風害を起こす風向きに対して直角に、またできるだけ長く連続して設置する必要が

程度が望ましいが、農業地では１０ｍ程度  

防風林用の樹種としては、土地の気候風土に適応し、成長が早く旺盛で、樹高が高く、幹・枝

にくい樹種が望ましい。一般的な防風林用の樹種としては、クロマツ、スギ、ヒノキ

 

（ア）果樹園の周囲に設置するが、風向、風質、風速等により園を細分して囲う必要がある。なお、

栽植果樹に接近するので、養水分の競合を起こさせない樹種を選ぶこと。 

ｍ幅で高さは一定しないが３～９ｍ位とする。なお、下葉の枯上りを

 

果樹は、風害対策として、防風林やネットを設置してきたが、最近は、風だけでなく、降雹、

害虫、鳥などを防ぐ多目的に利用できる多目的防災網が開発され、普及しつつある。 

この多目的防災網を的確に使用することで、ナシ等の果樹の風害等の被害を未然に防ぐことが

強風害及び降雹を伴う強風害を防ぐために、適期に多目的防災網を設置する必要がある。 
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３ 電力施設風害防止対策 

（１）強風対策 

ア 災害予防計画目標 

 建物に対する風圧力は建築基準法による。 

 送電、配電、通信の各設備に対する風圧荷重は、電気設備技術基準の各該当項目による。なお、

変電設備の屋外鉄構については風速４０m/Sとしている。 

イ 防災施設の現況 

 各設備とも、災害予防計画目標に基づき次により設置している。 

（ア）送電設備 

 支持物及び電線の強度は、風速４０m/S（地上15ｍ）を基準にし、風速の上空逓増を考慮し

た風圧に耐え得るよう設計している。 

 倒木等による事故を防止するため、平常時から風害発生のおそれのある樹木の伐採に努める。 

 電線路に接近して倒壊し易い工作物（例えばテレビアンテナ等）を設置しないよう、平常時

からＰＲして一般の協力を求めるが、やむを得ない場合は、倒壊する事がないように施設の 

強化を依頼する。 

（イ）変電設備 

 最近の標準設計では、屋外鉄構の強度は風速４０m/Sの風圧に耐え得るものにしている。 

（ウ）配電設備 

 電柱および電線の強度は、風速４０m/Sの風圧に耐え得るように設計し、その他については 

送電設備に準じている。 

（エ）通信設備 

 無線のアンテナ支持物に対する強度は、前記のとおり電気設備技術基準によっている。 

ウ 防災事業計画 

 全般計画及び実施計画は、各設備とも「防災施設の現況」に準じ実施するよう努める。 

（２）塩害対策 

ア 災害予防計画目標 

 本県は塩害の多発地帯であり、特に台風の場合は、ほとんど、塩害が発生するので、対策を  

講ずる。 

イ 防災設備の現況 

（ア）送電設備 

 がいし増結または耐塩がいし使用による絶縁強化を主体とする対策を、汚損区分に応じ実施

している。また塩汚損の測定・がいし洗浄などの保守体制にも万全を期している。 

（イ）変電設備 

 主に耐塩用がいしの使用と固定式がいし洗浄装置の設置による対策を実施している。また、

必要により移動式洗浄ポンプを適宜配置し、がいし洗浄ができるようにしている。 

 なお、塩分付着量は、パイロットがいしを設置して、定期または臨時に測定監視を実施して

いる。 

（ウ）配電設備 

   送電設備に準じる。 

ウ 防災事業計画 

  全般計画及び実施計画は、各設備とも上記イに準じ実施するように努める。 

 

４ 通信施設風害防止対策 

（１）強風対策 

ア 局外設備 

 過去の発生地域の調査検討により、重複災害の発生を防ぐため、設備の２ルート化及び地下化

を推進する。 

イ 局内設備 
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 風害時の停電による通信機器用電源の確保対策を計画的に推進する。このため、大局における

予備エンジンの整備、小局の可搬型電源の配備の重点的実施と移動電源車の配備を実施する。 

ウ 空中線 

 無線のアンテナ支持物に対する強度は、電気設備技術基準又は鋼構造物設計基準によっている。 

（２）塩害対策 

ア 空中線 

 本県は、塩害を被り易い地勢にあるので、海岸線付近に設置する空中線は、塩害防止対策を  

施している。 
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第５節 雪害予防対策 

 

 本県は豪雪地帯ではないため、家屋が倒壊するような大規模な被害は想定されないが、降雪に慣れて

いないことから、道路の凍結などの社会機能の低下が危ぶまれるほか、特に農作物に被害が出ること  

などを鑑み、これらの被害を防止又は軽減するための対策を行う。 

 

１ 道路雪害防止対策（県土整備部） 

（１）事前対策 

道路雪害対策に向け、次の各号に掲げる事項について事前に行っておくものとする。 

ア 職員の配備体制及び連絡系統の確立 

イ 除雪委託業者との連絡系統の確立 

ウ 路面凍結防止剤の備蓄 

エ 除雪委託業者が所有する除雪活動に使用可能な車両、器具の把握 

オ 道路パトロール車等の滑り止め装置の確保 

カ 道路通行規制に使用する標識及び資材の確保 

（２）除雪作業等 

除雪作業等は次の各号により実施するものとする。 

ア 除雪作業 

土木事務所等の機材やトラック類等を使用するとともに除雪委託業者の協力を得て除雪を実施

するものとする。 

また、除雪の実施にあたっては、隣接する土木事務所等や他の道路管理者と連携を図った上で

実施するものとする。 

イ 路面凍結の防止 

路面凍結に対して凍結防止剤を準備するとともに、山地部、坂道等に散布砂等を用意し、路面

凍結又は圧雪による走行困難に備えるものとする。 

また、路面凍結が予想される時は気象状況、道路路面状況及び凍結防止剤の種類を勘案し、  

最適な実施時間、量の凍結防止剤を散布するものとする。 

ウ 除雪及び路面凍結対策の詳細事項 

除雪及び路面凍結対策の詳細な事項については、「道路維持修繕要綱（日本道路協会）」等を  

参考にして実施するものとする。 

 

２ 農作物等の雪害防止対策（農林水産部） 

 農作物が雪害を被る場合はいろいろあるが、これを分類すると、積雪の重さによるもの、積雪の  

沈降によるもの、積雪の移動によるもの、長期積雪によるもの、積雪の崩壊によるものの五つに分け

ることができる。なお、このほかにも間接的には、雪解けによる洪水又は積雪による冷水のかん養に

よって生ずる冷水害などがあげられる。 

（１）野菜について 

  ア 事前対策 

（ア）ビニールハウスは、構造が簡単であるため強度が弱く、中でも連棟ハウスや年数を経過した

ものはさらに弱いので、丸太等で各部を十分補強し、倒壊の防止に努める。 

（イ）ビニールハウスは、積雪２０cm以上になると倒壊の危険があるので、屋根の除雪に注意する

と同時に、暖房器具を設置してあるものは、事故に留意して加温調節を行い、トンネル栽培に

ついてもハウスと同様に除雪を行う。 

  イ 事後対策 

（ア）降雪後は急激に気温が低下することが多いので、ビニールハウスやトンネルに定植したもの

は寒害を予防するため、夜間の保温に注意を要するが、この際、暖房器具の故障、調整等に   

注意しなければならない。 
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（イ）露地野菜も降雪による凍害を受け易いので、できる限り除雪及び融雪の促進に努め、融雪後

は追肥、薬剤散布等による病害予防によって生育の回復を早めるようにする。 

（２）果樹について 

  ア 事前対策 

（ア）降雪荷重による枝折れ、裂傷及び倒伏を避けるために支柱を立てること。降雪中に竹竿等を

利用して枝をゆさぶり、雪を落とすことが必要で、特に結果樹の除雪は大切である。 

（イ）降雪後の寒風害を防止するため、防風林、防風網の設置、整備を行うこと。（防風対策の項   

参照） 

 また「寒冷
かんれ い

紗
しゃ

」や「コモ」で樹を被覆する。ただし、被覆はかけ方によって逆に荷重が    

加わって被害を大きくするので、樹の上部をトンガリ帽子状に被覆する。 

 また、幼木の被覆は１樹１束とする。 

  イ 事後対策 

（ア）融雪が遅れると、枝折れ、裂傷のほか生理障害を起こすことがあるので、雪の上に黒土、   

灰等をまいて融雪を促進する。ただし、雪で埋った幼木や下枝の除雪は、気温が低い場合に行

うとかえって凍害をうけるので注意する。 

  （イ）融雪期間が長くなると、湿害が起こり易いので溝を掘って排水をよくする。 

（ウ）裂傷樹は、折れた部分で切り取り、剪定時に切りもどし、切口を削って保護剤を塗るか裂傷

した樹を結束し、保護剤を塗り支柱を立てる。 

（３）花きについて 

  ア 事前対策 

（ア）ハウス等の施設については、積雪荷重による被害を防ぐため、丸太等で各部を十分補強する。

特に、パイプハウスは、屋根部が弱いので中柱を立て補強する。 

（イ）ハウス屋根の積雪は２０cmを超えると倒壊の危険があるので、除雪に努める。 

（ウ）ハウス内作物の保護は、暖房器具に注意し、停電等による中断や、たき過ぎに特に注意する。 

（エ）露地ものについては、支柱を立て、フラワーネット等を張って倒伏から守る。 

イ 事後対策 

（ア）降雪後は、直ちに除雪を行い、晴天の日は、遮光をして直射光線による害から守り、また、

除雪とともに融雪につとめ、施設付近に堆積しておかないこと。 

   融雪の際は湿害に注意し、二次的な病害から守る。 

（イ）露地ものについては、降雪後くん炭等をまいて融雪に努めると共に、併せて湿害から守る。 

 

３ 電力施設雪害防止対策 

（１）送電設備 

 経過地の状況に応じ、着雪量、脱落条件を綿密な調査検討により想定する。これにより想定され

る着雪荷重に対処して、電線及び支持物の強度を適切に定め、また、不均一着雪、スリート    

ジャンプ及びギャロッピングによる短地絡事故防止のため、電線配列の適正化や難着雪対策等必要

な措置を講ずる。 

（２）配電設備 

 難着雪対策を施した電線を全体的に適用している。 

 

４ 通信施設雪害防止対策 

 水害、風害防止対策に準じ、局外設備、局内設備対策を実施するとともに、通信施設途絶時の対策

として、可搬型無線機を配備している。 
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第６節 火災予防対策 

 

 火災を予防し、その被害の軽減を図るための対策を推進する。 

 なお、多数の死傷者等が発生するような大規模な火災を想定した対策については、第４編大規模事故

編の大規模火災に関する計画に、林野火災を想定した対策については、同編の林野火災に関する計画に

よるものとする。 

 

１ 火災予防に係る立入検査（防災危機管理部） 

 ３月１日から７日間の春季、及び１１月９日から７日間の秋季の火災予防運動期間中を重点的に、

各市町村消防機関が、消防法第４条の規定により防火対象物の所有者等に対して火災予防上必要な 

資料の提出を命じ、又は防火対象物に立ち入って検査を実施し、火災予防の徹底を図る。 

 立入検査の主眼点 

（１）消防法令に基づき、適正な防火管理体制がとられ、必要な業務が行われているか。また、消火   

設備・警報設備・避難設備・消防用水・その他消火活動上必要な施設が、消防法令で定める基準ど

おり設置・維持管理されているかどうか。 

（２）炉・厨房設備・ストーブ・ボイラー・乾燥設備・変電設備等火気使用設備の位置、構造及び管理

の状況が、市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。以下同じ。）火災予防条例で定める

基準どおり確保されているかどうか。 

（３）こんろ・火鉢等火を使用する器具及びその使用に際し、火災発生のおそれのある器具の取扱状況

が、市町村火災予防条例どおり確保されているかどうか。 

（４）劇場・映画館・百貨店等公衆集合場所での裸火の使用等について、市町村火災予防条例に違反し

ていないかどうか。 

（５）指定数量未満の危険物、指定可燃物等の貯蔵取扱の状況が、市町村火災予防条例に違反していな

いかどうか。 

（６）その他残火、取灰の不始末、たき火の禁止等屋外における火災予防事項、及び火災警報発令下に

おける火の使用制限等が遵守されているかどうか。 

 

２ 住宅防火対策（防災危機管理部） 

 県内の火災による死者（放火自殺者を除く）の約８割を占める住宅火災の予防とその被害の低減を

図るため、県は、千葉県住宅防火対策推進協議会と連携し、住宅用防災機器の普及・促進や、住宅   

防火意識の普及啓発等を行う。 

  特に、住宅火災による死者数の低減に有効な手段である住宅用火災警報器が、県内全ての住宅に  

設置されるよう、普及促進に努めるとともに、防炎製品の活用を推進する。 

  さらに、復電時における通電火災等を防止するため、関係機関と連携し、出火防止対策を推進する。 

（１）住宅用防災機器等の展示 

（２）啓発用パンフレットの作成 

（３）講演会の開催 

 

３ 消防組織及び施設の整備充実（防災危機管理部） 

（１）消防組織 

 県は、市町村の行う消防職員・団員の確保、消防本部、署等の消防組織の充実強化に必要な情報

を提供する。 

（２）消防施設等の整備充実 

 県は、市町村が作成した消防施設整備計画に基づき、充足率や財政力等市町村の実情を勘案し  

つつ、実態に即した消防施設等の整備強化を促進するため支援する。 
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４ 火災予防についての啓発（防災危機管理部） 

火災予防運動 

 春季及び秋季火災予防運動において、火災予防思想の普及のため県内各地で次のような啓発活動

を実施する。 

（１）火災予防運動を県民に周知させるため、火災予防運動初日の３月１日、１１月９日に消防本部、

署及び分団等のサイレンの吹鳴、警鐘の打鐘の実施 

（２）防災・防火管理者講習会、防火座談会、防火映画会の開催 

（３）危険物施設、建築物、車両、雑草地等の査察 

（４）商店街、小学校、保育所、デパート、病院等の消火・避難訓練 
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第７節 消 防 計 画 

 

 

 大規模災害・特殊災害などの各種災害の発生に対処するため、高度な技術・資機材など消防体制及び

消防施設の整備拡充に努めるほか、消防職員及び団員に対する教育訓練、消防思想の普及及び市町村  

相互間の応援体制等の推進を図る。 

 

１ 常備消防体制の充実・強化（防災危機管理部） 

  県下全域の市町村で常備消防（消防本部・署）が設置されているが、県は、緊急消防援助隊を含め

た市町村の行う常備消防の充実・強化を推進するため支援を行う。 

 

２ 消防団員の確保（防災危機管理部） 

 消防団員の確保のため市町村の留意すべき事項 

（１）消防団に関する住民意識の高揚 

（２）処遇の改善 

（３）消防団の施設・設備の改善 

（４）女性消防団員の積極的確保、能力活用等 

（５）機能別団員・分団の採用推進 

 

３ 消防施設の整備（防災危機管理部） 

  県内消防施設の強化を図るために、市町村等の行う消防施設強化事業に対し支援を行う。 

（１）消防ポンプ車等、水利等消防施設の現況の把握 

（２）消防施設の整備 

ア 高規格救急自動車の整備 

 県内の救命率の向上のため､高規格救急自動車の整備に対し、市町村の財政事情その他必要に

応じ支援を行う。 

イ 消防団の施設・設備 

 地域おける消防力の強化を図るために、消防団の施設・設備に対し、市町村の財政事情その他

必要に応じ、国及び県において支援する。 

 

４ 消防職員、団員等の教育訓練（防災危機管理部） 

 消防大学校及び県消防学校において、おおむね次のとおり教育訓練を行う。 

（１）消防大学校での教育訓練 

   幹部として必要な教育訓練を行う。 

（２）県消防学校での教育訓練（消防庁で示す「消防学校の教育訓練の基準」に基づく教育訓練） 

ア 消防職員 

（ア）初任教育（初任科） 

（イ）専科教育（特別災害科、予防査察科、危険物科、火災調査科、救急科、救助科） 

（ウ）幹部教育（初・中・上級幹部科） 

（エ）特別教育（訓練指導科、はしご自動車等講習会、気管挿管・薬剤投与講習） 

イ 消防団員 

（ア）基礎教育（新任科） 

（イ）専科教育（警防科） 

（ウ）幹部教育（初・中級幹部科） 

（エ）特別教育（指導員科、訓練指導科、女性消防団員科、一日入校及び現地教育） 

ウ 自衛消防隊 

企業等の自衛消防隊員に対し、要請により教育訓練を実施する。 



 風-2-28 

エ 災害救援ボランティア 

 災害時に災害救援活動を行うボランティアに必要な消防分野に係る知識・技能の習得について、

講師の派遣等の協力を行う。 

 

５ 市町村相互の応援体制（防災危機管理部） 

 消防組織法第３９条の規定により、千葉県広域消防相互応援協定が締結されているので、運営の  

推進を図るとともに、市町村においては、相互の連絡調整を密にして各種災害に対応する。 

 また、平成８年度に策定した「千葉県消防広域応援基本計画」に基づいた迅速かつ的確な広域応援

が市町村間で実施できるよう情報受伝達訓練等の各種訓練及び、応援可能部隊や応援可能資機材  

リストの更新を行う。 

 

６ 広域航空消防応援体制（防災危機管理部） 

 大規模特殊災害発生時に、消防組織法第４４条の３の規定により、他の都道府県の市町村等のヘリ

コプターを用いた消防に関する応援を要請する場合は、大規模特殊災害時における広域航空消防応援

実施要綱及び同実施細目、並びに県及び当該市町村の事前計画に定める手続き等により、当該応援が

円滑かつ迅速に実施されるよう的確な対応を図る。 

 

７ 消防思想の普及（防災危機管理部） 

（１）各種の行事を行い消防思想の普及徹底を図る。 

（２）春秋２回の火災予防運動を実施する。（各1週間） 

（３）県消防大会及び県操法大会を開催して、消防職員・団員の士気の高揚を図る。 

（４）各種講習会等を開催する 

（５）下記関係団体と協力して、消防思想の普及及び火災予防の徹底を図る。 

 （公財）千葉県消防協会 

 （社）千葉県危険物安全協会連合会 

 千葉県少年婦人防火委員会 

 （社）千葉県消防設備協会 

また、その他火災予防については、同章前節「火災予防対策」による。 

なお、住宅火災の延焼防止のため、住宅用火災警報器の設置普及を図る。 

 

８ 市町村の消防計画及びその推進（防災危機管理部、市町村） 

  特に次の項目について推進を図る。 

（１）消防組織の整備強化 

   家屋の密集度を十分検討の上、必要に応じ常備消防体制の強化を図る。 

（２）消防施設整備計画 

（３）火災等の予警報計画 

（４）消防職員、団員招集計画 

（５）出動計画 

（６）応援部隊受入誘導計画 

（７）特殊地域の消防計画 

ア 特殊建物、施設の多い地域の計画 

（ア）密集地域の計画 

（イ）重要文化財の計画 

（ウ）バラック建物等の地域の計画 

（エ）重要建物、施設の計画 

（オ）高層建物の計画 

（カ）地下構造物及び施設の計画 

（キ）その他 



 風-2-29 

イ 危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所が多い地域の計画 

ウ 港湾等沿岸地域の計画 

エ 急傾斜地域の計画 

オ その他 

（８）異常時の消防計画 

ア 強風時の計画 

イ 乾燥時の計画 

ウ 飛火警戒の計画 

エ 断水又は減水時の水利計画 

（９）その他の消防計画 

ア 林野火災の計画 

イ 車両火災の計画 

ウ 船舶火災の計画 

エ 航空機火災の計画 

（10）消防訓練計画 

ア 機械器具操法訓練 

イ 機関運用及び放水演習 

ウ 自動車操縦訓練 

エ 非常招集訓練 

オ 飛火警戒訓練 

カ 通信連絡訓練 

キ 破壊消防訓練 

ク 林野火災防ぎょ訓練 

ケ 車両火災防ぎょ訓練 

コ 船舶火災防ぎょ訓練 

サ 航空機火災防ぎょ訓練 

シ 危険物火災等特殊火災防ぎょ訓練 

ス 災害応急対策訓練 

セ 自衛消防隊の指導 

（11）火災予防計画 

ア 防火思想普及計画 

イ 予防査察計画 

 

       ＜資料編１－12－６ 千葉県広域消防相互応援協定書＞ 

       ＜資料編１－12－７ 千葉県消防広域応援基本計画＞ 

       ＜資料編１－12－９ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千葉県事前計画＞ 
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第８節 災害時要援護者等の安全確保のための体制整備 

 

 

 東日本大震災においては、死者の多くを高齢者が占め、また、障害者が一般の人に比べて高い割合で

犠牲になったことが推察されるなど、高齢者や障害者など災害時に支援を要する人々の犠牲が多かった

ことや、避難生活において特別な配慮が必要となったこと等については、水害・土砂災害などの風水害

を想定した対策を講じる上でも共通した課題であり、県及び市町村等は、高齢者や障害者のほか、難病

患者・乳幼児・妊産婦・外国人などを含めた災害時要援護者の安全確保体制の整備を図る。 

国では、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン（以下、この節において「ガイドライン」という。）」

を策定し、県では「災害時要援護者避難支援の手引き（以下、この節において「手引き」という。）」を

作成している。なお、国は平成２４年度にガイドラインを改定することとしている。 

 

１ 在宅要援護者に対する対応（防災危機管理部、健康福祉部、市町村） 

（１）災害時要援護者の把握 

   県民及び市町村は、災害による犠牲者となりやすい高齢者や障害者、乳幼児、妊婦等いわゆる  

「災害時要援護者」の把握に努め、発災時に迅速な対応がとれるよう備えるものとし、県は、これ

を支援する。 

  なお、県民及び市町村は、ガイドラインに基づき、次の事項に留意し把握等を行うものとする。 

  ア 災害時要援護者の所在把握 

  （ア）市町村は、日常業務の中で、住民登録や福祉などの各担当部門が保有する情報から、事前に

要援護者をリストアップし、どのような要援護者（電源を必要とする医療機器の使用の有無を

含む。）がどこに住んでいるのか取りまとめ、所在情報とする。また、平常時から要援護者と

接している市町村の福祉部局、社会福祉協議会、民生委員、ケアマネージャー、介護職員等の

福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係者との連携に努める。 

  （イ）在宅の状態にない、病院や社会福祉施設等に入院・入所している要援護者に関しても可能な

限り把握しておく必要がある。 

  （ウ）所在把握には、自治会や町内会など、従来からある地域コミュニティを活用するなど、地域

における共助による取組みも必要である。 

  イ 所在情報の管理 

  （ア）常に最新の情報を把握し、内容を更新の上、関係者で共有しておくことが必要である。 

  （イ）災害時における情報の開示時期、どのような機関に対して情報を開示し、どのような協力を

得ていくのか、情報開示の内容をどこまでの範囲にするのか、それぞれ定めておく必要がある。 

  （ウ）災害時要援護者の所在情報は個人情報であり、個人情報保護の観点から必要最低限の限られ

た範囲での利用が求められることから、コンピュータを利用してのデータベース化やＧＩＳ化

などを進めるとともに、データの流出防止等、情報の適切な管理の下に、常に必要最低限の  

情報が取り出せるように整備することが必要である。 

     なお、災害による電源喪失を考え、紙での情報保管についても検討していく。 

（２）支援体制の整備 

 県及び市町村は、自主防災組織の育成及び指導並びに社会福祉施設等への指導を通じ、災害時に

おける情報伝達や救助、避難誘導等、自治会や町内会などの地域社会全体で災害時要援護者を支援

するための体制づくりを行う。 

 市町村は、ガイドラインや手引きを参考とし、災害時要援護者への各種支援体制の整備に努める。 

  なお、体制づくりに当たっては、女性の意見を取り入れ、救助体制の中に女性を位置付けるもの

とする。 

（３）災害時要援護者避難支援プランの策定 

   県民及び市町村は、「災害時要援護者」の把握に努め、名簿を作成し、自治会や町内会など地域  

社会全体で一人ひとりの災害時要援護者に対して複数の避難支援者を定める等、具体的な災害時 
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要援護者避難支援プランの個別計画の策定に努めるものとする。 

（４）避難指示等の情報伝達 

   市町村は、高齢者や障害者等の災害時要援護者について、その状態や特性に応じた情報伝達体制

の確立に努めるとともに、発災時には、速やかに巡回等による避難指示等の周知を図る。 

（５）防災設備等の整備 

  県及び市町村は、ひとり暮らしの高齢者や障害者、ねたきり高齢者、視覚障害者等の安全を確保

するための緊急通報システムや聴覚障害者等への災害情報の伝達を効果的に行うための文字放送

受信装置等の普及に努めるとともに、在宅者の安全性を高めるため、自動消火装置及び火災報知器

等の設置の推進に努める。 

（６）避難施設等の整備 

  市町村は、施設の安全性確保やバリアフリー化、避難スペースが確保されているなど、要援護者

のために特別の配慮がなされた福祉避難所の整備や、民間の特別養護老人ホーム等の施設を福祉 

避難所として指定するように努める。また、県及び市町村は、福祉避難所等での受入れが困難な  

在宅の災害時要援護者や被災した施設の利用者等を市町村の域を越えて受け入れる拠点の整備に

努める。 

  災害時要援護者が避難生活を送るために必要となるトイレ、車椅子、簡易ベッド等の障害者・  

高齢者用備品やミルク、ほ乳びん等の乳児用備品及び授乳に配慮するための設備などは、あらかじ

め避難施設等への配備に努める。ただし、個別の事情による医薬品等については、支援者で備える

こととする。 

  市町村は、手引きや関係団体の意見などを参考とし、災害時要援護者や女性に十分配慮した構造・

設備及び運営の確保に努める。 

（７）防災知識の普及、防災訓練の充実 

  県及び市町村は、災害時要援護者やその家族並びに社会福祉施設に対し、パンフレットの配布  

など、広報を充実し災害に対する基礎知識等の理解を高めるとともに、地域の防災訓練等やコミュ

ニティへの積極的参加を呼び掛けるよう努める。 

（８）在宅避難者等への支援 

   県及び市町村は、在宅避難又は応急仮設住宅での生活を送る災害時要援護者に対する健康相談や

生活支援のため、共助の取組みや健康福祉センター（保健所）、社会福祉協議会などの福祉関係機

関などの地域のネットワークによる取組みを促進する。 

  また、電源を必要とする医療機器を使用している在宅難病患者等に対し、災害に備えた補助電源

の準備や停電時の入院受入れ等について、日頃から主治医や訪問看護ステーション等と相談する 

よう周知する。 

 

２ 社会福祉施設等における防災対策（健康福祉部、教育庁） 

  県及び市町村は、社会福祉施設等において、次の防災対策が講じられるよう、施設等に対する指導

に努める。 

（１）施設の安全対策 

 社会福祉施設や老人保健施設の管理者及び特別支援学校の校長は、施設そのものの災害に対する

安全性の確保に努める。 

 また、電気、水道等の供給停止に備えて、入所者及び児童生徒等が最低限度の生活維持に必要な

飲料水、食料、医薬品類等の備蓄を行うとともに、施設機能の応急復旧や施設入居者の酸素療法等

の治療等に必要な非常用自家発電機等の防災設備の整備を行う。 

（２）組織体制・計画の整備 

 社会福祉施設や老人保健施設の管理者及び特別支援学校の校長は、あらかじめ防災組織を整え、

施設職員の任務分担、動員計画、施設関係者緊急連絡体制、県へのライフライン等の被害・復旧   

状況報告体制等を盛り込んだ非常災害に関する具体的計画を作成しておく。 

 また、市町村との連携のもとに、施設相互間並びに他の施設、近隣住民及び自主防災組織等との

日常の連携が密になるよう努め、入所者及び児童生徒等の実態等に応じた協力が得られるよう体制
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づくりを行う。 

（３）防災教育・防災訓練の充実 

 社会福祉施設や老人保健施設の管理者及び特別支援学校の校長は、施設の職員や入所者及び児童

生徒等が災害に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について、理解や関心を高めるため

の防災学習を定期的に実施する。 

 また、施設職員や入所者及び児童生徒等が、発災時の切迫した状況下においても適切な行動が  

とれるよう、施設の構造や入所者及び児童生徒等の判断能力、行動能力等の実態に応じた防災訓練

を定期的に実施する。 

 

３ 外国人に対する対策（総合企画部、防災危機管理部） 

（１）防災知識の普及・防災訓練の充実 

 県及び市町村は、言語、生活習慣、防災意識が異なり日本語の理解が十分でない外国人を「災害

時要援護者」として位置付け、発災時に迅速かつ的確な対応ができるよう、次のような条件、環境

づくりに努めるとともに、様々な機会をとらえて防災対策の周知に努める。 

ア 多言語による広報の充実 

イ 避難場所、避難路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

ウ 外国人を含めた防災訓練・防災教育 

（２）外国人に対する対応 

   県は、日本語の理解が十分でない外国人向けの語学ボランティアの派遣制度について、各市町村

からの迅速な派遣要請が可能となるよう、平時から各市町村に対し、派遣制度の周知を図る。 

   また、日本語理解が十分でない外国人が、自身の情報（氏名、国籍、連絡先、既往歴等）を伝え

る手段（ツール）について今後検討していく。 
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第９節 情報連絡体制の整備 

 

 

 大規模災害時には、通信の途絶や輻輳等が予想されるため、県、市町村及び防災関係機関は、情報   

収集伝達手段として、防災通信網の整備充実を図り、応急対策における情報伝達を迅速に進める。 

 また、訓練等を通じて通信機器の操作の習熟に努める。 

 なお、災害時の通信連絡系統は以下のとおりである。 

 

 通信連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県における災害情報通信施設の整備（防災危機管理部） 

（１）県防災行政無線の整備 

 県は、防災情報の迅速・確実な受伝達と通信の高度化を図るため、防災行政無線を整備し、運用

している。 

ア 整備概要 

（ア）無線設備設置機関 

 県庁と地域振興事務所、土木事務所、農業事務所（一部）、健康福祉センター（保健所）、教

育事務所等の県出先機関及び市町村、消防本部、気象官署、自衛隊、病院、ライフライン機関

等の防災機関２５６機関に無線設備を設置している。 

（イ）通信回線 

 ａ 地上系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所等の県出先機関、市町村及び消防本部、銚子地方    

気象台の間を光専用線回線又は多重マイクロ無線で結んでいる。 

ｂ 衛星系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所、農業事務所（一部）、健康福祉センター（保健所）、

教育事務所等の県出先機関、市町村、消防本部、自衛隊、病院、ライフライン機関等の防災

機関との間を衛星系通信回線で結んでいる。 

ｃ 移動系通信回線 
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 県内に整備した１０箇所の基地局を通じて、県庁と県内全エリア内の移動局との通信が 

可能な全県移動系回線を整備し運用している。 

（ウ）通信機能の概要 

ａ 個別通信機能 

 防災無線設備設置機関は、相互に一般加入電話が輻輳した場合でも利用可能な専用回線に

よる電話、ファクシミリ、データ伝送による通信が行える。また、消防庁や地域衛星通信   

ネットワークを整備した他都道府県等とも同様に、相互に通信が可能である。 

ｂ 一斉通報機能 

 県庁からネットワークを構成する全機関には、ファクシミリ、音声及びデータ伝送による

一斉通報が行える。 

ｃ 映像伝送機能 

 県庁及び衛星通信車から衛星系通信回線を利用して、衛星系通信回線による無線設備を 

設置した県内の機関及び地域衛星通信ネットワークを整備した他都道府県に対し災害現場の

映像等を伝送することができる。 

（エ）災害時等に対する設備対策 

ａ 回線帯域制御機能 

 発生時等における通信の輻輳に対処するため、地上系光ファイバー回線に回線帯域制御 

機能を備えており、重要な通信を優先して伝送することができる。 

ｂ 機器監視制御 

 県庁防災行政無線統制室において、全局の運用状態を常時コンピュータで集中監視・制御

している。 

ｃ 通信回線の２ルート化 

 県庁と土木事務所等の県出先機関、市町村及び消防本部等の間は、衛星系通信回線と地上

系通信回線により通信回線を２ルート化しており、情報伝達の確実性を図っている。 

ｄ 予備電源の配備 

 停電に備えて、全局に予備電源装置（発動発電機、無停電電源装置、直流電源装置等）を

配備している。また、県庁においては、浸水被害発生時にも有効に稼働するよう電源装置の

移設を行う。 

ｅ 衛星通信車（ちば衛星号）の配備 

 衛星系通信回線を利用した映像送信機能のほか、電話、ファクシミリによる個別通信機能

を有した衛星通信車を配備しており、災害現場における情報収集や通信機能が停止した機関

の代替無線局として活用できる。 

ｆ 可搬型地球局の配備 

 災害現場や通信設備が停止した機関に搬送して、衛星系通信回線による電話及びファク 

シミリよる通信ができる可搬型地球局を県庁、地域振興事務所及び県防災センターに配備し

ている。 

  ｇ  その他の設備の配備 

    災害発生時、既設通信回線が使用できなくなった場合の代替手段として、災害対策本部の

支部となる地域振興事務所等に衛星携帯電話等を配備する。 

  ｈ 通信訓練の実施 

県防災行政無線が設置されている機関において、機器等の熟知及び災害発生時における 

円滑な操作を図るため、定期的に通信訓練を実施する。 

（オ）運用体制 

ａ 県防災行政無線統制室は、災害時における迅速、的確な情報の受伝達と全局の機器の運用

状態の監視・制御のため、職員等による２４時間体制をとっている。 

  ｂ 県は通信機器等を、大雨等による水害に対処できるよう地域の状況を勘案のうえ設置し、

また、災害時の通信確保を図るため通信運用マニュアル等を作成し、各局を指導している。 

（カ）機器の保守体制 
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 県は通信機器の定期的な保守点検を行い、性能の維持及び障害の未然防止を図っている。 

なお、機器に障害が発生した場合は、速やかに復旧処理にあたる体制をとっている。 

＜資料編３－５ 千葉県防災行政無線通信施設＞ 

（２）国が整備する通信設備 

  ア 気象庁は、確実な緊急地震速報の発表のため、その体制及び施設、設備の充実を図るものと  

する。 

  イ 県は、国の関係機関との連絡のため、国が整備する下記の通信設備も利用する。 

（ア）災害対策基本法、消防組織法及び水防法等に基づき、災害時等において県と総務省消防庁  

及び国土交通省との間における情報受伝達に必要な通信を確保するために整備された、国土 

交通省都道府県間水防連絡用多重無線電話（国土交通省）及び消防防災無線（総務省消防庁）。 

（イ）内閣総理大臣官邸及び非常災害対策本部と県災害対策本部との間における情報伝達に必要な

通信を確保するために整備された、中央防災無線網（緊急連絡用回線）。 

（３）防災相互通信用無線の整備 

 災害現場等において、消防本部、警察及びその他防災関係機関と協力して円滑な防災活動を実施

するため、これらの機関と相互に通信が可能な防災相互通信用の無線装置を県庁に整備している。 

（４）防災情報システムの整備 

 県は、災害時における県庁と県出先機関、市町村等の間での被害情報、措置情報の収集、処理の

迅速化共有化を図るとともに、気象情報等の防災に関する各種情報を関係機関や県民に提供して、

的確な防災対策に資するため、「千葉県防災情報システム」（以下「防災情報システム」という。）を

整備し、運用している。 

ア 防災情報システムの概要 

防災情報システムは、災害に係わる情報の収集、処理、分析を迅速かつ的確に行い、災害時に

おける防災関係機関との調整、意思決定等を支援するシステムである。 

県庁、地域振興事務所及び土木事務所等の県出先機関及び市町村等の防災関係１３０機関に情報の

入力・検索・表示機能を備えた専用端末を設置し、電気通信事業者の光回線を利用してオンライン

による被害情報等報告及びこれらの情報の共有を行っている。併せて、防災ポータルサイトを通じ

て県民に対する防災に関する情報発信を行っている。 

＜資料編３－14 千葉県防災情報システム端末装置設置機関＞ 

イ 防災情報システムの機能概要 

（ア）被害情報処理機能（防災情報システム） 

専用端末を設置した各機関で把握した被害情報等を、各機関の担当者が専用端末により直接

データベースに登録することで、県災害対策本部への被害情報報告と専用端末を設置した各機

関との情報共有を同時に行う。 

（イ）実況監視処理機能（気象情報システム） 

     気象情報や県土整備部が整備した水防テレメータシステムで収集した雨量・水位情報の実況

監視を専用端末装置等から行う。 

     また、緊急を有する情報についてはポップアップ（警告音、回転灯）により通知を行う。 

  （ウ）地図情報 

     電子化された基本地図上に各防災関係機関が入力した災害危険箇所・区域、避難場所及び  

公共施設等の各種防災情報や被害情報等を表示し、それらの情報を共有する。 

  （エ）物資管理情報システム 

     県及び市町村で管理する防災用資機材、非常用食料、医薬品、生活必需品等の備蓄物資情報

を管理する。 

  （オ）県民への情報発信機能 

     防災ポータルサイトを通じて気象情報、被害情報、避難場所に関する情報等を発信する。 

     また、希望者あてに「ちば防災メール」を配信し、防災に関する各種情報を発信する。 

  （カ）職員参集機能 

     気象情報の種類や規模等に応じてメールを自動配信し、関係職員の自動参集を支援する。 
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  ウ 防災情報システムの改良 

    県は、これまでの防災情報システムの運用実績、東日本大震災における災害対策本部の活動を

通じて得られた教訓、県民の要望及び情報通信関係技術の開発動向を見据え、システムの全面  

改修に向けた検討を行う。 

    また、全面改修までの間は、現行のシステムについて機能の充実を目指し、可能な範囲での  

改良を継続的に実施していく。 

＜資料編３－13 千葉県防災情報システム構成概念図＞ 

（５）情報基盤の整備・充実 

   県は、災害時の応急対策における情報伝達手段を確保するため、職員全員に業務用として配付し

ているパソコン及び全庁情報ネットワーク等、情報基盤の整備・充実を図る。 

 

２ 市町村における災害通信施設の整備（防災危機管理部） 

 市町村は、大規模災害時における住民等への情報提供や被害情報等の収集伝達手段として、市町村

防災行政無線等の整備拡充に努める。 

 （１）市町村防災行政無線等の整備状況       

                                                （平成23年3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）全国瞬時警報システムの整備状況       （平成24年3月31日現在） 

区分 

種別 
整 備 済 未 整 備 整備率(％) 

全国瞬時警報システム 54 0 100 

備考：市町村防災行政無線との接続は４９市町村で実施している。 

 

３ 警察における災害通信網の整備（警察本部） 

（１）警察災害通信施設は、災害の発生に備え、又は災害発生時における災害救助、災害復旧等に使用

することを考慮して整備に努める。 

（２）知事、市町村長及び指定（地方）行政機関の長は、災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用

等に関する協定により警察通信施設を使用できる。 

＜資料編３－７ 警察通信施設＞ 

 

４ 東日本電信電話㈱千葉支店における災害通信施設の整備 

 東日本電信電話㈱千葉支店では、県内の防災関係機関等の通信確保のため、Ｋｕ帯超小型衛星通信

方式端末及びポータブル衛星通信地球局（衛星系）等を整備している。 

 また、千葉支店災害対策実施細則を制定し、日常の準備体制、災害発生が予想される場合の警戒  

体制及び非常災害時の措置を定めている。 

 

５ ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ千葉支店における災害通信施設の整備 

  ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ千葉支店では、県内の防災関係機関等の通信確保のため、可搬型無線

基地局装置及び移動電源車を整備している。 

区  分 

 

種  別 

整 備 済 未 整 備 

 

整 備 率

(％) 

防災行政無線 

同報系 54 0 100 

移動系 46 8 85.2 



 風-2-37 

  また、千葉支店災害対策実施要領を制定し、日常の準備体制、災害発生が予想される場合の警戒  

体制及び非常災害時の措置を定めている。 

 

６ ＫＤＤＩ事業所等における災害通信施設等の整備 

  ＫＤＤＩ㈱では、災害時においても会社が提供する電気通信役務を確保できるよう通信設備の分散

化、伝送路の多ルート化等を進め、通信局舎及び通信設備の防災設計を行っている。 

  なお、主要設備については予備電源を設置している。 

 

７ 非常通信体制の充実強化（防災危機管理部） 

 県、市町村及び防災関係機関は、災害時等に自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等が  

使用できないとき、又は使用が困難になった場合に対処するため、電波法第５２条の規定に基づく  

非常通信の活用を図るものとし、非常通信の伝送訓練等、関東地方非常通信協議会の活動等を通じて、

非常通信体制の充実強化に努める。 

 

８ アマチュア無線の活用（防災危機管部） 

  アマチュア無線による通信は、災害時に一般加入電話等が使用できない場合の代替通信手段とし

て効果があることから、県は、ボランティアによるものであることを配慮の上、必要に応じて、アマ

チュア無線関係団体に災害情報の収集伝達について協力を要請する。 

 このため、県とアマチュア無線関係団体は共同して非常通信訓練を行うなど、平常時から連携強化

に努めるものとする。 

＜資料編１－12－67 アマチュア無線による災害時応援協定書＞ 

 

９ その他通信網の整備（総務部、総合企画部、防災危機管理部） 

 ＣＡＴＶ、インターネット等多様な通信メディアの活用について検討し、災害時における多様な  

通信連絡網の整備充実に努める。 
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第１０節 備蓄・物流計画 

 

 

県及び市町村は、県民や自主防災組織、事業所等に対し、「自らの命は自らで守る。自らの地域は   

みんなで守る。」という自助・共助の考え方を基本に、平時から、災害時に必要な物資の備蓄を推進する

よう働きかけるとともに、県民の生命や財産を守るため、災害発生直後から被災者に対して円滑に必要

な物資等の供給が行えるよう、備蓄・調達並びに物流に係る体制の整備を図る。 

併せて、大規模災害時における医療救護などの救援活動を実施するために必要な資機材・物資等の  

計画的な整備を図る。 

 

１ 食料・生活必需品等の供給体制の整備（防災危機管理部、市町村） 

（１）備蓄意識の高揚 

   各家庭や事業所等における食料・飲料水等の備蓄を推進するため、県及び市町村は、家庭等に  

おける３日分以上の食料や飲料水、生活必需品を備蓄することなど、県民の備蓄意識の高揚を図る

ための普及啓発を推進するとともに、自主防災組織等への炊き出し用機材や救助用機材などの整備

を促進する。 

（２）市町村における備蓄・調達体制の整備 

   市町村における備蓄及び調達は、自助・共助により賄われる備蓄物資等を補完する目的で行われ

るものであるが、市町村は、基礎的な地方公共団体として一義的に被災者への食料・生活必需品等

の供給を行う責務を有していることから、様々な事態に的確に対応できるよう、物資の備蓄・調達

体制の整備に努める。 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・生活必需品などの物資や避難所運営に必要な 

資機材を中心とした備蓄に努める。なお、備蓄物資の選定に際しては、地域特性や災害時要援護

者・女性の避難生活等に配慮する。 

イ 被災者に物資を迅速に提供するため、避難所への分散備蓄の推進や輸送体制の構築などに  

努める。 

ウ 消費期限が短いなどの備蓄に適さない物資や、大量に必要となるもので全てを備蓄することが

困難な物資、発災からの時間の経過とともに必要となる物資については、調達による確保に努め

るものとし、関係事業者等との協定締結の推進に努める。 

（３）県における備蓄・調達体制の整備 

県は、市町村が甚大な被害を受け、備蓄した物資の提供や調達が困難になった場合などに備え、

広域地方公共団体として市町村を補完する立場から、物資の備蓄・調達体制の整備等に努める。 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・生活必需品などの物資・資機材を中心とした  

備蓄に努める。備蓄目標の設定に際しては、民間からの調達を組み合わせた上で、市町村を補完

する立場から、備蓄量等を算定することにより、計画的な備蓄物資の整備を図るものとする。  

なお、備蓄物資の選定に際しては、災害時要援護者や女性の避難生活等に配慮する。 

イ 備蓄品目の選定等に際しては、情報の寸断等により、ニーズの把握が困難な状況となる被災 

市町村に対して、要請を待たずに物資の供給を行う、いわゆる「プッシュ型」支援を想定した   

検討を行うとともに、平時から「プッシュ型」支援を想定し、物資の備蓄状況や集積拠点等に   

ついて、県・市町村間の情報共有を図る。 

ウ 被災地に物資を迅速に提供するため、平時から備蓄物資に係る県・市町村間の情報共有を図る

とともに、県内１１か所の備蓄拠点による分散備蓄により相互補完による効果的な物資の支援体

制を図るとともに、民間物流事業者との連携による輸送体制の構築に努める。 

エ 消費期限が短いなどの備蓄に適さない物資や、大量に必要となるもので全てを備蓄することが

困難な物資、発災からの時間の経過とともに必要となる物資については、調達による確保に努め

るものとし、関係事業者等との協定締結のさらなる推進に努める。 
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（４）県及び市町村における災害時の物流体制の整備 

   民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給される大量の物資を迅速に目的地へ届け

るためには、円滑な物流体制を構築することが重要であり、県及び市町村は、平時から体制整備に

努めるものとする。 

  ア 県における物流体制 

    県は、市町村の要請等に基づき、又は災害の状況に応じ要請を待たずに、備蓄、民間からの   

調達又は国や他都道府県への要請等により必要な物資を確保し、市町村の指定する拠点まで物資

を輸送する役割を果たす必要がある。大量の支援物資等の受入れ、在庫管理及び払出しを円滑に

行い、かつ迅速に目的地へ輸送するため、物資の集積拠点としての物流倉庫や、輸送車両・機材・

ノウハウの提供等について、倉庫業界・トラック業界などの民間物流事業者の協力を受けるなど、

官民連携による物流体制を構築するものとする。 

  イ 市町村における物流体制 

    市町村は、指定した拠点へ搬入される物資を避難所等へ輸送し、避難者へ供給する役割を果た

す必要がある。そのため、平時から物資の集積拠点を選定しておくとともに、大量な物資の仕分

けや避難所への輸送等につき、地域特性に応じて、民間物流事業者と連携するなどの体制整備に

努める。 

 

２ 医薬品及び応急医療資機材等の整備（健康福祉部） 

（１）災害用医薬品等の備蓄 

  災害発生時の医薬品及び衛生材料の供給を円滑に行うため、健康福祉センター（保健所）等に災

害用医薬品等を備蓄し、迅速に対処できる体制を整備しているところである。 

（平成24年4月1日現在） 

１セット：５００人分（県全体数量：22セット・11,000人分） 

 

（２）応急医療資機材の備蓄 

大規模災害発生時の円滑な医療救護活動の実施を図るため医療救護活動に必要な応急医療資機材

を健康福祉センター（保健所）等に整備しているところである。 

（平成24年4月1日現在） 

＜資料編４－３ 医薬品等＞ 

 

３ 水防用資機材の整備（県土整備部） 

 洪水、溢水等の緊急事態に対処するため、次のように水防用資機材を整備している。これらの水防

用資機材は、堤防損壊、浸水対策をはじめ、道路復旧、がけ崩れ等にも対応できるよう整備に努める。 

備 蓄 数 量 備     蓄     場     所 

３ セ ッ ト 習志野及び印旛の各健康福祉センター（保健所） 

２ セ ッ ト 県庁薬務課、山武健康福祉センター（保健所） 

１ セ ッ ト 
市川、松戸、野田、香取、海匝、長生、夷隅、安房、君津及び市原の各健康福祉セン

ター（保健所）、八日市場及び鴨川の各地域保健センター 

整 備 状 況 応急医療資機材の内容 

県医療整備課(4セット)、習志野健康福祉センター(13セット)、市川健康

福祉センター(16セット)、松戸健康福祉センター(23セット)、野田健康

福祉センター(5セット)、印旛健康福祉センター(14セット)、印旛健康福

祉センター成田支所(10セット)、香取健康福祉センター(5セット)、海匝

健康福祉センター(5セット)、八日市場地域保健センター(5セット)、山

武健康福祉センター(10セット)、長生健康福祉センター(5セット)、夷隅

健康福祉センター(6セット)、安房健康福祉センター(10セット)、鴨川地

域保健センター(5セット)、君津健康福祉センター(10セット)、市原健康

福祉センター(10セット) 

識別連絡表、蘇生・吸引・

酸素吸入器、包帯、注射器 
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（１）水防用資機材 

 水防管理団体は、おおむね担当堤防延長２ｋｍについて１箇所の割合で、水防倉庫（木造33.3  

平方メートル程度）、その他資材そなえ付け場を設け（なるべく水防活動に便利な箇所を選ぶ）、  

資機材を備蓄するよう努める。 

 

（参考）指定水防管理団体整備基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水防施設等 

   県（現地指導班）及び水防倉庫の数は次のとおり 

ア 県倉庫３１か所（各土木事務所、その他） 

イ 水防管理団体水防倉庫 １２２棟 

 

 

品    名 数  量 品    名 数  量 

土のう 

な わ 

シート 

杉丸太 末口  3寸2.5間 

  〃      2.0間 

  〃      1.0間 

竹 

蛇 篭 

スコップ 

掛 矢 

3,000 俵 

550 kg 

100 枚 

10 本 

30 本 

200 本 

15 本 

20 本 

30 丁 

10 丁 

のこぎり 

か ま 

お の 

ベンチ 

鉄 線（＃8） 

 〃 （＃10） 

かすがい 

大型照明灯 

予備土砂 

 

4 丁 

10 丁 

5 丁 

3 丁 

100 kg 

100 kg 

50 本 

3 台 

若干 
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第１１節 防災施設の整備 

 

 

 災害から県民の生命や財産を守るためには、災害応急対応を円滑に行うための防災センターや避難所

等の各種防災施設等の整備が重要である。 

 

１ （仮称）危機管理防災センターの整備等（防災危機管理部） 

  災害対策本部が迅速かつ円滑に機能するよう本部事務局室を常設し、独自の自家発電設備を備えた

（仮称）危機管理防災センターを整備する。 

２ 防災センター等の整備（防災危機管理部） 

 県は、平常時における県民の防災知識の普及啓発を図るとともに、大規模災害時における防災用  

資機材や食料の備蓄、搬送拠点として、中央防災センターを設置しており、さらに東葛飾地域を   

はじめとする県西部の防災拠点として、西部防災センターの整備を図った。 

 なお、中央防災センター及び西部防災センターの概要は次のとおりである。 

 

 

 

３ 避難施設の整備（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁、市町村） 

（１）避難場所等の整備 

   市町村は、「災害時における避難所運営の手引き」により、避難所等の選定を行い、県もその確保

に協力することとする。 

＜資料編５－７ 各市町村における避難場所・施設の指定状況＞ 

   また、避難所等の整備等については、同手引きの記載内容及び次の点に留意するものとする。 

ア 避難所の開設が予定される施設の耐震性を確保するとともに、対象地域の被災住民を収容  

できる規模を持って適切に配慮する。 

名 称 中 央 防 災 セ ン タ ー 西 部 防 災 セ ン タ ー 

所 在 地 千葉市中央区仁戸名町666-2 松戸市松戸558-3 

敷 地 面 積 12,415㎡ 10,000㎡ 

開 館 年 度 昭和60年度 平成10年度 

延 床 面 積 等 
鉄筋コンクリート造平家建 

1,453㎡ 

鉄骨鉄筋コンクリート造２階建 

3,189㎡ 

展 示 施 設 等 
※展示施設については、 

平成16年4月より休止中 

地震体験装置、暴風雨体験装置 

初期消火体験装置、消防署への通報

訓練装置、応急救護訓練装置、 

煙内避難体験装置、総合シミュレー

ション、Ｑ＆Ａモシモシダイヤル 

災害（地震、風水害）、防災（火災）

及び避難（煙災害）をテーマにした

映像等 

備 蓄 倉 庫 293㎡ 260㎡ 
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イ 避難所に指定した建物については、必要に応じ、冷暖房施設、換気や照明など避難生活の環境

を良好に保つための設備（その設備を稼働させるために必要な電源や燃料を含む。）の整備に努め

る。 

ウ 避難所における救護所、通信機器等の施設・設備の整備に努める。 

エ 避難所に食料、水、非常用電源、常備薬、炊き出し用具、毛布、仮設トイレ等避難生活に必要

な物資等の備蓄に努める。また、灯油、エルピーガスなどの非常用燃料の確保等に努める。 

オ 避難生活の長期化、高齢者、障害者等の災害時要援護者に対応するため、災害時要援護者に  

特別の配慮をするための避難施設（以下「福祉避難所」という。）の整備に努め、簡易ベット、   

簡易トイレ等の整備及び避難時の介助員の配置等について検討する。 

カ 間仕切りや照明等、被災者のプライバシー及び安全を確保するための設備の整備に努める。 

（２）避難路の整備 

 市町村は、避難場所に安全に避難できるよう日頃から住民への周知徹底に努めるとともに、   

避難路の安全性の点検及び避難誘導標識の設置等、適切な措置を講じておく。 

（３）ヘリコプター臨時離発着場等の確保 

 情報収集や救助・救急活動、救援物資・人員搬送等、災害時に多岐にわたり大きな役割を果たす

こととなるヘリコプターを有効に活用するためには、緊急時の離発着場の確保が重要であり、市町

村は地域防災計画に位置付けその確保に努める。 

 特に、使用の際に混乱が予想される避難所の臨時離発着場については、避難住民の安全性等を  

考慮し避難場所と臨時離発着場の区別等、所要の措置を講じる。 

 また、緊急消防援助隊、広域緊急援助隊及び自衛隊の各部隊の支援を円滑に受け入れるための  

進出拠点･応急対策活動拠点の候補地や広域物資拠点・広域医療搬送拠点の候補地をあらかじめ選定

するものとする。 
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第１２節 帰宅困難者等対策 

 

 

帰宅困難者等対策は、東日本大震災において、県内で多くの帰宅困難者が発生したことや、首都直下

地震により東京を中心とした首都圏で広域的な被害が発生した場合に、大規模地震発生当初の混乱防止

や人命救助活動等の円滑化を図ることから、「むやみに移動を開始しない」という一斉帰宅抑制の基本

方針の周知徹底や、帰宅困難者等の安全確保などの対策を図るものであるが、台風等の風水害発生時に

おいても、鉄道を中心とした交通機関の停止による帰宅困難者等の発生が見込まれる。 

地震・津波災害の場合に比して、風水害については、一定の予測が可能なことから事前の対策を講じ

ることができるなど、対策にも違いがあるが、台風の滞留や、出水又は土砂崩れ等により鉄道を中心と

した交通機能が一定期間停止することが想定されるため、地震発生時に準じた体制整備を図るものと 

する。 

 

１ 一斉帰宅の抑制 

  被害状況や公共交通機関の復旧見通し、家族などの安否等が確認できないことにより心理的な動揺

が発生し、職場や外出先などから居住地に向け一斉に帰宅行動を開始することが予想される。 

  台風等の暴風雨が続いている場合は、移動行動そのもの困難な状況が想定されることから、鉄道の

駅舎等に大量の帰宅困難者等が滞留する可能性がある。 

  帰宅困難者等対策においては、まず、帰宅困難者等の発生を抑制することが重要であり、「むやみに

移動を開始しない」という基本原則の周知・徹底が不可欠である。この基本原則を実効性のあるもの

とするため、具体的な取組を実施していく。 

 

２ 情報連絡体制の整備 

  台風等、ある程度の予測が可能な風水害の場合には、的確な気象情報の収集等により早めに行動  

するなど、帰宅困難となる状況を回避することが可能である。また、暴風雨が続いている状況下では、

屋外での行動が制約されることから、交通機関などの関係機関との情報連絡体制の確立が重要である。 

  このため、主に地震災害を想定した対策を検討・実施している千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会

や、今後、各地域で市町村が事務局となり設立される駅周辺帰宅困難者等協議会の活用など、関係  

機関における情報収集連絡体制を整備していく。 

 

３ 帰宅困難者等への情報提供 

  企業、学校など関係機関において従業員や児童・生徒等を待機させる判断をすることや、個々人が

望ましい行動を取るためには、気象情報、被害情報、公共交通機関の運行・復旧状況などの情報を   

適切なタイミングで提供することが必要である。 

  このため、県及び市町村は、気象情報や地域の被害情報、公共交通機関の運行・復旧状況などの   

情報提供を図るとともに、エリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ポータルサイト、    

ＳＮＳなどの情報発信手段についても検討していく。 

 

４ 大規模集客施設を管理する事業者及び鉄道事業者の取組み 

  大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、平常時から利用者の保護に係る方針を定めておくと 

ともに、風水害等により交通機関が一定期間機能停止した場合における施設内待機に係る案内や安全

な場所への誘導手順についてもあらかじめ検討しておくよう努める。 
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第１３節 防災体制の整備 

 

 

県は、大規模災害の発生時における迅速な初動体制や、国・他県等からの広域応援体制を構築する  

ため、平時から県内市町村、国、他都道府県や県内外の防災関係機関との連携を密にするとともに、   

災害対策本部事務局機能の強化など、体制整備を行う。 

 

１ 県の防災体制の整備 

（１）災害対策本部の活動体制の整備 

県は、大規模災害に迅速かつ円滑に対応した体制を整備するため、災害対策本部事務局体制を整備

し、災害対策本部設置訓練や図上訓練を行うことにより、習熟に努めるとともに、検証の結果、必要

となる場合には、適宜体制の見直し等を図るものとする。 

（２）被災地における活動体制の整備 

県は、被災による市町村機能の低下などにより情報収集や救助活動に支障をきたす場合等を想定し、

各地域振興事務所職員を中心とした被災地への派遣など、独自の情報収集体制を構築する必要がある

ことなどから、災害対策本部支部や現地災害対策本部の円滑かつ効果的な運用方法等について、検討

しておくものとする。 

（３）受援計画の策定 

県は、国、自衛隊、消防機関、他都道府県及び民間ボランティアや企業等の応援等を効果的に受け

るため、被災状況や災害ニーズの把握、情報提供、各種コーディネートなど、県が中心となって行う

ことが適当な事務について、受援計画の作成に努める。 

（４）都道府県をまたがる広域応援体制の整備 

県では、全国知事会による全都道府県を対象とした災害時の広域応援協定や、関東地方知事会に 

よる関東１都９県を対象とした協定、九都県市首脳会議による九都県市を対象とした協定を締結して

いるが、これらの協定が大規模災害時に有効に機能するよう、運用方法の改善等をはたらきかけると

ともに、平時からの連携を緊密にするよう努めるものとする。 

（５）広域避難者の受入体制の整備 

 県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域支援要請又は受入れを円滑に行うための体制

整備に努める。 
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第３章 災害応急対策計画 

 

  

災害対策本部活動 

・ 県の活動体制      （第１節 風－３－４） 

・ 市町村の活動体制     （第１節 風－３－12） 

・ 指定行政機関等の活動体制    （第１節 風－３－12） 

・ 県災害対策本部等と国、市町村及び防災関係機関との連携 （第１節 風－３－13） 

・ 市町村支援      （第１節 風－３－13） 

・ 災害救助法の適用手続等    （第１節 風－３－13） 

情報収集・伝達体制 

・ 通信体制      （第２節 風－３－17） 

・ 気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備  （第２節 風－３－20） 

・ 被害情報等収集・報告     （第２節 風－３－32） 

・ 災害時の広報      （第２節 風－３－40） 

水防計画 

・ 水防の目的      （第３節 風－３－42） 

・ 水防の責任      （第３節 風－３－42） 

・ 津波における留意事項     （第３節 風－３－42） 

・ 安全配慮      （第３節 風－３－42） 

・ 水防本部の組織     （第３節 風－３－43） 

・ 水防本部の配備体制と活動内容    （第３節 風－３－45） 

・ 水防配備指令伝達系統     （第３節 風－３－48） 

・ 水防配備の解除     （第３節 風－３－49） 

避難計画 

・ 計画方針      （第４節 風－３－50） 

・ 実施機関      （第４節 風－３－50） 

・ 避難の勧告又は指示等     （第４節 風－３－50） 

・ 避難誘導等      （第４節 風－３－51） 

・ 避難所の開設      （第４節 風－３－52） 

・ 現地救護本部の設置     （第４節 風－３－52） 

災害時要援護者等の安全確保対策 

・ 避難誘導等      （第５節 風－３－53） 

・ 避難所の設置、災害時要援護者の対応   （第５節 風－３－53） 

・ 福祉避難所の設置     （第５節 風－３－54） 

・ 避難所から福祉避難所への移送    （第５節 風－３－54） 

・ 被災した災害時要援護者等の生活の確保   （第５節 風－３－54） 

救助救急・医療救護活動 

・ 救助・救急       （第６節 風－３－55） 

・ 水防活動      （第６節 風－３－56） 

・ 危険物等の対策     （第６節 風－３－56） 

・ 医療救護      （第６節 風－３－59） 
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警備・交通の確保・緊急輸送対策 

・ 災害警備計画      （第７節 風－３－65） 

・ 交通対策計画      （第７節 風－３－66） 

・ 在港船舶対策計画     （第７節 風－３－70） 

・ 緊急輸送      （第７節 風－３－72） 

救援物資供給活動 

・ 応急給水      （第８節 風－３－75） 

・ 食料・生活必需品等の供給体制    （第８節 風－３－76） 

・ 燃料の調達      （第８節 風－３－79） 

広域応援の要請及び県外支援 

・ 国等に対する応援要請     （第９節 風－３－80） 

・ 他都道府県等に対する応援要請    （第９節 風－３－80） 

・ 県の市町村への応援     （第９節 風－３－80） 

・ 市町村間の相互応援     （第９節 風－３－80） 

・ 消防機関の応援     （第９節 風－３－81） 

・ 国土交通省所管の公共施設に係る相互応援   （第９節 風－３－81） 

・ 水道事業体等の相互応援    （第９節 風－３－81） 

・ 資料の提供及び交換     （第９節 風－３－82） 

・ 経費の負担      （第９節 風－３－82） 

・ 民間団体等との協定等の締結    （第９節 風－３－82） 

・ 海外からの支援受入れ     （第９節 風－３－82） 

・ 県外被災県等への支援     （第９節 風－３－82） 

・ 広域避難者の受入れ     （第９節 風－３－83） 

自衛隊への災害派遣要請 

・ 災害派遣の要請     （第10節 風－３－84） 

・ 災害派遣の方法     （第10節 風－３－84） 

・ 災害派遣要請の手続等     （第10節 風－３－85） 

・ 知事への災害派遣の要請の要求    （第10節 風－３－86） 

・ 自衛隊との連絡     （第10節 風－３－87） 

・ 災害派遣部隊の受入体制    （第10節 風－３－87） 

・ 災害派遣部隊の撤収要請    （第10節 風－３－88） 

・ 経費負担区分      （第10節 風－３－88） 

・ 自衛隊の即応態勢     （第10節 風－３－88） 

学校等における児童・生徒の安全対策 

・ 防災体制の確立     （第11節 風－３－89） 

・ 学用品の調達及び支給     （第11節 風－３－90） 

・ 授業料等の減免・育英補助の措置         （第11節 風－３－91） 

・ 学校給食の実施     （第11節 風－３－91） 

・ 文化財の保護      （第11節 風－３－91） 

帰宅困難者等対策 

・ 一斉帰宅抑制の呼びかけ    （第12節 風－３－92） 

・ 企業、学校など関係機関における施設内待機  （第12節 風－３－92） 

・ 大規模集客施設や駅等における利用者保護   （第12節 風－３－92） 

・ 帰宅困難者等への情報提供    （第12節 風－３－92） 

・ 一時滞在施設の開設及び施設への誘導   （第12節 風－３－92） 
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保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

・ 保健活動      （第13節 風－３－93） 

・ 飲料水の安全確保     （第13節 風－３－93） 

・ 防疫       （第13節 風－３－93） 

・ 死体の捜索処理等     （第13節 風－３－94） 

・ 動物対策      （第13節 風－３－96） 

・ 清掃及び障害物の除去     （第13節 風－３－96） 

応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 

・ 応急仮設住宅の提供等     （第14節 風－３－99） 

・ 住宅の応急修理計画     （第14節 風－３－99） 

・ 建設資材の確保     （第14節 風－３－100） 

・ 被災宅地危険度判定支援体制の整備   （第14節 風－３－100） 

・ り災証明書の交付     （第14節 風－３－100） 

ライフライン関連施設等の応急復旧 

・ 水道施設災害対策計画     （第15節 風－３－101） 

・ 電力施設災害対策計画     （第15節 風－３－101） 

・ 下水道施設災害対策計画    （第15節 風－３－105） 

・ ガス施設災害対策計画     （第15節 風－３－106） 

・ 東日本電信電話（株）の通信施設災害対策計画  （第15節 風－３－113） 

・ （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモの通信施設災害対策計画 （第15節 風－３－114） 

・ ＫＤＤＩ（株）の通信施設災害対策計画   （第15節 風－３－114） 

・ 郵政業務応急対策計画     （第15節 風－３－115） 

・ 工業用水道の応急復旧     （第15節 風－３－115） 

ボランティアの協力 

・ ボランティアの活動分野    （第16節 風－３－117） 

・ ボランティアとして協力を求める個人、団体  （第16節 風－３－117） 

・ ボランティア意識の啓発、参加の呼びかけ   （第16節 風－３－118） 

・ 災害時におけるボランティアの登録、派遣   （第16節 風－３－118） 

・ ボランティア受入体制     （第16節 風－３－119） 

・ ボランティアコーディネーターの養成   （第16節 風－３－120） 

・ 日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア養成・研修計画 （第16節 風－３－120） 
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第１節 災害対策本部活動 

 

 

災害が発生した場合、人的被害にとどまらず、家屋の倒壊や流失、火災、がけ崩れの発生、道路・    

橋梁の破損、さらには生活関連施設の機能障害などの被害の発生が予想される。 

このような被害の拡大を防止し、被災者の救援救護に全力を挙げて対処するため、県、市町村及び  

各防災関係機関は、それぞれの計画に基づき迅速かつ的確な活動体制のもと災害応急対策に万全を期す

ことを目的とする。 

 

１ 県の活動体制（防災危機管理部） 

  県は、風水害等による災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、法令又は本計画の定める

ところにより、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、その他防災関係機関の協力を

得て、その所掌事務に係る災害応急対策を速やかに実施するとともに、区域内の市町村及び指定地方

公共機関が処理する災害応急対策の実施を助け、かつ総合調整を行う。 

  上記の責務を遂行するため必要がある場合は、千葉県災害対策本部を設置し、災害応急対策を実施

する。 

  また、国において緊急災害対策本部等を設置したときは、これと十分な連携を図りながら応急対策

を進めるものとする。 

  県本部の組織及び運営は、「災害対策基本法」、「千葉県災害対策本部条例」及び「千葉県災害対策本

部要綱」の定めるところによる。 

  なお、災害に対して迅速かつ円滑な対応を図ることができるよう作成した「災害時の事務処理に  

関する手引」により、各職員がその内容を熟知するとともに、訓練等により検証し改善を行っていく

こととする。 

（１）災害対策本部設置前の初動対応 

  ア 気象庁による大雨・暴風・高潮・洪水・大雪・暴風雪警報の１以上が県下に発表され、あるい

は、災害の発生が予想される場合で、知事が必要と認めたときは、危機管理課、防災計画課、消

防課及び関係機関は、次の措置を講ずる。 

  （ア）気象に関する情報の収集及び伝達 

  （イ）被害情報の把握及び報告 

  イ 危機管理課長は、被害状況をとりまとめ、速やかに防災危機管理部長を経由して知事に報告  

する。また、必要に応じ、国の機関、その他防災関係機関に同様の報告又は通報を行う。 

  ウ 上記ア及びイについては、夜間、休日等の時間外においても同様とする。 

（２）県応急対策本部 

  ア 設置又は廃止とその基準 

    防災危機管理部長は、風水害等による災害に迅速に対応する初動・応急体制を確立するため、

前記（１）アに記載の現象が生じた段階において、必要に応じ応急対策本部を設置することが   

できる。 

    なお、災害の規模が拡大し、又は拡大するおそれのあるときは、必要に応じて「災害対策本部

（本部長 知事：本部第1配備から本部第3配備）」に移行する。 

また、防災危機管理部長は、応急対策本部を設置した後において、県内において災害の発生  

するおそれが解消し、又は災害応急対策が概ね完了したため、応急対策本部を設置する必要が  

ないと認めたときは廃止する。 
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  イ 組織及び編成は、「千葉県応急対策本部設置要綱」の定めるところによるが、その概要は次の  

とおりである。 

＜資料編１－９ 千葉県応急対策本部設置要綱＞ 

 

【千葉県応急対策本部組織（風水害等）】 

 

 

 

 

 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 防災危機管理部長 
  

本 部 員 

交通計画課長 

健康福祉政策課長 

農林水産政策課長 

森林課長 

漁港課長 

県土整備政策課長 

道路計画課長 

道路整備課長 

道路環境課長 

河川整備課長 

河川環境課長 

港湾課長 

市街地整備課長 

公園緑地課長 

下水道課長 

住宅課長 

 

本 

 

部 

 

事 

 

務 

 

局 

 

 

事 務 局 長 危機管理課長 

事務局職員 

統制班 

分析班 

情報班 

応急対策班 

被災者支援班 

物資支援班 

通信・システム班 

広報班 

庶務班 

現地派遣班 

本部派遣職員 
自衛隊、防災関係機関から

本部長が派遣を求める者 

 

 

部（13） 

現 地 応 急 対 策 本 部 
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（３）千葉県災害対策本部 

 千葉県災害対策本部の組織及び編成は「千葉県災害対策本部条例」及び「千葉県災害対策本部  

要綱」の定めるところによるが、その概要は次のとおりである。 

ア 組織編成 

 【本  部】 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 知事       

副 本 部 長 副知事       

本 部 員 

防災危機管理部長 
（総括本部員） 

総務部長 

総合企画部長 
原発事故対応・復旧復興 
担当部長 

健康福祉部長 

保健医療担当部長 

環境生活部長 

商工労働部長 

農林水産部長 

県土整備部長 

会計管理者 

水道局長 

企業庁長 

病院局長 

教育長 

警察本部長 

の指定する者 

  

本

部

事

務

局 

事 務 局 長 防災危機管理部次長 

  事務局次長 

(防災危機管理部次長) 

危機管理課長 

総務課長 

財政課長 

市町村課長 

  事務局職員 

統制班 

分析班 

情報班 

応急対策班 

被災者支援班 

物資支援班 

通信・システム班 

広報班 

庶務班 

現地派遣班 

本部派遣職員 

自衛隊、防災関係機関

から本部長が派遣を求

める者 

  

  本部連絡員 本部各部長の指名する者 

 

 

 

 

 

【部及び支部の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 支     部 

総 務 部 千  葉  支  部 

総 合 企 画 部 葛  南  支  部 

健 康 福 祉 部 東  葛  飾  支  部 

環 境 生 活 部 印  旛  支  部 

商 工 労 働 部 香  取  支  部 

農 林 水 産 部 海  匝  支  部 

県 土 整 備 部 山  武  支  部 

出 納 部 長  生  支  部 

水 道 部 夷  隅  支  部 

企 業 部 安  房  支  部 

病 院 部 君  津  支  部 

教 育 部  

警 察 部  

部（13） 支部（11） 現地災害対策本部 
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                    ＜資料編１－７ 千葉県災害対策本部条例＞      

                    ＜資料編１－８ 千葉県災害対策本部要綱＞ 

 

（ア）本部会議 

ａ 本部長は、県の災害対策を推進するため、本部室において、本部長、副本部長、本部員で

構成する本部会議を開催し、災害予防及び災害応急対策等に関する重要事項について審議 

決定する。 

ｂ 本部長は、上記ａの審議決定にあたり、必要に応じて防災関係機関に対して本部派遣  

職員の派遣を要請し、意見等を求めるものとする。 

（イ）本部事務局 

ａ 事務局長は、防災危機管理部次長をもって充てる。 

ｂ 事務局次長は、危機管理課長、総務課長、財政課長及び市町村課長をもって充てる。 

ｃ 本部連絡員及び事務局員は、各部長が指名し、本部事務局に勤務する。 

ｄ 事務局の事務分掌等 

 事務局の事務を統制班、分析班、情報班、応急対策班、被災者支援班、物資支援班、通信・

システム班、広報班、庶務班、現地派遣班の１０班に分け、各班の班長は、事務局長が指名

する。 

 本部事務局の分掌事務は、「千葉県災害対策本部要綱」の別表第四のとおりとする。 

 なお、災害対策本部事務局の運営にあたっては、「災害時の事務処理に関する手引き」に  

よるものとする。 

（ウ）本部派遣職員 

   本部派遣職員は、本部会議及び本部事務局との連絡調整にあたる。 

（エ）部 

ａ 部は、部長、副部長、班長及び本部職員をもって構成し、部が所掌する分掌事務を遂行  

する。 

ｂ 部及び班の分掌事務は、「千葉県災害対策本部要綱」の別表第三のとおり。 

（オ）支  部 

ａ 支部は、支部長、副支部長、班長、支部連絡員、情報連絡員及び支部職員をもって構成し、

支部が所掌する分掌事務を遂行する。 

ｂ 支部長は地域振興事務所長をもって充てる。 

ｃ 支部の分掌事務は、「千葉県災害対策本部要綱」の別表第六を基準とし、また運営につい

ては本部の運営方法を基準とし、かつ地域の実情等を勘案してあらかじめ支部長が定めて 

おくものとする。 

（カ）現地災害対策本部 

 現地災害対策本部は、現地災害対策本部長、現地災害対策副本部長及び現地災害対策本部 

職員をもって構成し、災害の現地において、本部との連絡を保ちつつ、支部からの情報に   

基づいて急を要する対策を実施する。 

 現地災害対策本部長は、本部の副本部長、本部員、支部長又はその他の職員のうちから   

本部長が指名する者をもって充てる。 

イ 各組織の連絡方法 

（ア）本部長の命令あるいは本部会議で決定した事項は、本部事務局長が本部連絡員を通じて各部

及び各班に連絡するものとする。 

（イ）各部及び各班で収集した情報又は、実施した対策等のうち、本部長あるいは他の各部及び  

各班が承知しておく必要がある事項は、本部連絡員を通じて速やかに本部事務局長に報告する

ものとする。 

（ウ）上記（イ）により報告を受けた本部事務局長は、速やかにこれを本部長に報告するとともに、

本部連絡員を通じて各部及び各班に伝達するものとする。 

（エ）上記（ア）～（ウ）の規定は支部において準用する。 
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ウ 関係機関に対する要請等 

 本部長は、災害の状況に応じ、関係機関に対して必要な措置を講ずるよう協力を要請し、又は

本部と当該機関との連絡のための職員の派遣を要請するものとする。 

エ 県本部設置又は廃止の通報及び発表 

 知事は、県本部を設置又は廃止したときは、直ちにその旨を国（総務省消防庁長官）及び市町

村長に通報するほか、次に掲げる者のうち必要と認める者に通報する。 

 また、知事は、県本部を設置又は廃止したときは、直ちにその旨を報道機関に発表する。 

（ア）指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

（イ）防災担当大臣（防災担当大臣がおかれていない場合に合っては、内閣官房長官）、厚生労働  

大臣及び国土交通大臣 

（ウ）隣接都県知事 

オ 県本部の設置場所 

 県本部は、原則として県本庁舎５階大会議室、中庁舎１０階大会議室及び６階危機管理課内に

設置する。 

なお、県本庁舎及び周辺地域の被災状況によりその機能が維持できない場合は、次に掲げる 

順位により設置場所を選定するが、知事の判断により変更することができる。 

 第１位  印旛地域振興事務所 

 第２位  君津地域振興事務所 

 第３位  長生地域振興事務所 

 第４位  香取地域振興事務所 

 第５位  山武地域振興事務所 

 第６位  安房地域振興事務所 

 第７位  夷隅地域振興事務所 

 第８位  海匝地域振興事務所 

 第９位  東葛飾地域振興事務所 

 第10位  東京事務所 

 第11位  その他の県有施設 

（４）職員の配備 

ア 初動体制の確立 

 本庁各部局（課室）及び出先機関の長は、常に気象状況等に注意し、災害の発生するおそれが

あることを察知した場合、又は災害が発生した場合は、迅速に対処できるよう準備を整えておく

ものとする。 

 配備体制の基準は次のとおりとし、本庁各部局（課室）及び出先機関の長は、年度当初に職員

の配備計画を立てて所属職員に徹底しておくものとする。また、発生直後の災害情報の収集や 

災害対策の調整を行うため、県庁及びその周辺に常時防災担当者が待機し、迅速な初動体制の 

確立に努める。 
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イ 配備基準 

（ア）災害対策本部設置前の配備 

配備種別 配 備 基 準 配 備 内 容 配 備 を 要 す る 課 等  

第１配備 

次のいずれかに該

当し、防災危機管理

部長が必要と認め

たとき。 

１ 次の警報の１

以上が県下に発表

され、災害の発生が

予想されるとき。 

（１）大雨警報 

（２）暴風警報 

（３）高潮警報 

（４）洪水警報 

（５）大雪警報 

（６）暴風雪警報 

２ 本県が台風の

暴風域に入ること

が見込まれるとき。 

３ 土砂災害警戒

情報が発表された

とき。 

４ その他、災害の

発生が予想される

とき。 

災害関係課等の

職員で情報収集

活動が円滑に行

いうる体制と

し、その要員は

所掌業務等を勘

案して、あらか

じめ各課等にお

いて定める。 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 消防課 

交通計画課 健康福祉政策課  

農林水産政策課 森林課 漁港課  

県土整備政策課 道路計画課  

道路整備課 道路環境課 河川整備課 

河川環境課 港湾課 市街地整備課 

公園緑地課 下水道課 住宅課  

出先機関 

 地域振興事務所  

 林業事務所 漁港事務所 

 土木事務所 港湾事務所 

 北千葉道路事務所 

真間川改修事務所 ダム管理事務所  

区画整理事務所 下水道事務所 

 企業庁のうち庁長が指定する出先機関  

 そのほかの機関は地域の実情に応じて 

地域振興事務所長が定める。 

第２配備 

第１配備体制を強

化する必要がある

と防災危機管理部

長が認めたとき。 

第１配備体制を

強化し、事態の

推移に伴い速や

かに災害対策本

部を設置できる

体制とし、その

所要人員は所掌

業務等を勘案し

て、あらかじめ

各課等において

定める。 

第１配備に加え 

本 庁 

秘書課 総務課 管財課 学事課  

政策企画課 報道広報課 水政課 

疾病対策課 医療整備課  

環境政策課 経済政策課  

団体指導課 耕地課 担い手支援課  

水産課 建築指導課 

病院局経営管理課 

水道局のうち局長が指定する課 

企業庁のうち庁長が指定する課 

教育庁のうち教育長が指定する課 

出先機関 

健康福祉センター（保健所） 農業事務所 

水産事務所 水産情報通信センター 

水道局のうち局長が指定する出先機関 

教育庁のうち教育長が指定する出先機関 

そのほかの機関は、地域の実情に応じて 

地域振興事務所長が定める。 

※議会事務局には、連絡のみ行う。 

（注）配備の特例措置 

    知事は、災害の発生が局地的である場合で、かつ、一部の地域において支部の活動の必要が認めら

れないとき、又は活動の必要がなくなったと認められるときは、地域振興事務所長の意見を聴いて  

当該支部の配備を指令しないこと、又は配備を解くことができる。 
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 （注）災害対策本部の特例措置 

    第１、第２配備時において、局地災害が発生した場合、大規模な災害が発生するおそれがある場合

等で、知事が必要と認めたときは災害対策本部を設置することができる。 

 

  （イ）災害対策本部設置後の配備 

配備種別 配 備 基 準 配 備 内 容 配 備 を 要 す る 課 等 

本部 

第１配備 

 

県内の市町村にお

いて、災害救助法

の適用基準に達す

る程度の被害が発

生するおそれがあ

る場合等で、本部

長が必要と認めた

とき。 

情報、水防、輸送、

医療、救護等の応

急対策活動が円滑

に行いうる体制と

し、その要員は所

掌業務等を勘案し

てあらかじめ、各

部長又は支部長が

定める。 

本部及び支部を構成するすべての県の機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部 

第２配備 

県内の複数の市町

村において、災害

救助法の適用基準

に達する程度の被

害が発生するおそ

れがある場合等

で、本部長が必要

と認めたとき。 

本部第１配備体制

を強化し対処する 

体制としその所要

人員は所掌業務等

を勘案して、あら

かじめ各部長又は

支部長が定める。 

本部及び支部を構成するすべての県の機関 

 

 

 

 

 

 

 

本部 

第３配備 

県内の多数の市町

村において、災害

救助法の適用基準

に達する程度の被

害が発生するおそ

れがある場合等

で、本部長が必要

と認めたとき。 

県の組織及び機能

のすべてをあげて

対処する体制と

し、その所要人員

は各所属職員全員

とする。 

本部及び支部を構成するすべての県の機関 

 

 

 

 

 

 

（注）配備の特例措置 

１ 本部長は、災害の発生が局地的である場合で、かつ一部の地域において支部の活動の必要が

認められないとき、又は活動の必要がなくなったと認められるときは、支部長の意見を聴いて

当該支部の配備を指令しないこと、又は配備を解くことができる。 

２ 部長又は支部長は、災害の態様等により、その所掌する災害応急対策を講ずる上で支障が  

ないと認められるときは、本部事務局長と協議のうえ、本部長の承認を得て、当該部又は支部

の配備内容を変更し、又は配備を解くことができる。 
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（５）職員の動員 

ア 動員体制の確立 

 部長及び支部長は、それぞれの部又は支部内各班の動員系統、連絡の方法等を、あらかじめ  

実状に即した方法により具体的に定めておくものとする。 

イ 動員の系統 

  職員の動員は、次の系統で伝達する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 動員の伝達方法 

 知事（本部長）の配備決定に基づく本部事務局（危機管理課）からの職員の配備指令の伝達は、

原則として次の方法によるものとする。 

（ア）勤務時間内 

   庁内放送、防災行政無線、職員参集メール 

（イ）勤務時間外 

   電話又は職員参集メール 

エ 職員参集等 

（ア）初動対応職員 

     休日夜間等勤務時間外において災害対策本部を設置するような災害時に初動体制等を早期に

確立するため、所属長は年度当初に勤務地又は指定された所属に必ず登庁する職員を指定する

ものとする。 

     初動対応職員は以下のとおりとする。 

     本部員、支部長、副支部長、班長、本部事務局職員、本部（支部）連絡員、情報連絡員、     

各所属の第１配備、第２配備職員 

   注１）本部事務局職員、本部連絡員は本部の活動体制を早期に確立するため、原則として県庁か

ら４ｋｍ圏内、特に事情がある場合には８ｋｍ圏内に居住する職員をもって充てる。 

   注２）支部連絡員及び支部情報連絡員は、支部の活動体制を早期に確立するため、可能な限り  

勤務地から４ｋｍ圏内に居住する職員をもって充てるよう配慮する。 

（イ）初動対応職員以外の職員 

     原則として勤務地へ登庁するものとするが、道路の損壊や交通手段の途絶により、勤務地に

速やかに登庁することが困難である場合は、県庁又は最寄りの地域振興事務所に参集するもの

とし、年度当初において所属長へ当該参集機関を申告するものとする。 

  （ウ）自主登庁又は自主参集 

     本部及び支部を構成するすべての機関の職員は、災害の発生により電話等による伝達が不可

 

配 備 決 定 

（本部長） 

 

本 部 事 務 局 

（危機管理課） 

本部連絡員 

本 部 員 

（部長） 

本部各班長 本部各班員 

各支部長 

（地域振興事務所長） 

 
支部連絡員 

支部各班員 支部各班長 
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能な場合、テレビ、ラジオ等による情報や周囲の状況から被害が著しく本部設置（本部第1配備

以上）の参集基準に該当すると判断される場合は、自主登庁及び自主参集するものとする。 

  （エ）各部局の措置 

     県各部局は、災害時の活動体制の充実を図るため特に必要がある場合は、独自の参集方法を

別途定めることができる。 

（オ）対応長期化に備えた体制 

     災害対応の長期化に備えて、災害対応従事者の健康を確保するため、ローテーション管理や

物資・資機材の確保に努める。 

 

２ 市町村の活動体制 

（１）責務 

   市町村は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第１次的に災害応急対策を

実施する機関として、法令、市町村地域防災計画の定めるところにより、県、他の市町村及び指定

地方行政機関並びに区域内の公共的団体及び住民の協力を得て、災害応急対策を実施するものと 

する。 

（２）活動体制 

ア 組織、配備体制 

 市町村は、災害応急対策を遂行するため、あらかじめ災害に対処するための組織、配備体制  

及び職員の動員等について定めておくものとする。 

 その際、県、市町村一体となった体制がとれるよう、県地域防災計画に定める配備基準、配備

内容等と十分整合を図るものとする。 

イ 災害救助法が適用された場合の体制 

 市町村は、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて、災害救助法に基づく救助  

事務を実施又は知事が行う救助を補助するものとする。 

ウ 市町村間での応援体制 

 ＜資料編１－12－５ 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定＞に基

づき迅速・円滑に応援が行えるよう、体制を整備しておくものとする。 

 

３ 指定行政機関等の活動体制 

（１）責務 

ア 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、法令、防災業務計画及び県地域防災計画の

定めるところにより、その所掌事務に係る災害応急対策を速やかに実施するとともに、県、市町

村及び他の防災関係機関の実施する応急対策が的確かつ円滑に行われるよう必要な施策を  

講じる。 

イ 防災上重要な施設の管理者 

 県の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者及びその他法令の規定による防災に関す

る責任を有する者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、法令、防災業務計画  

及び県地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る災害応急対策を速やかに実施 

するとともに、指定地方行政機関、県及び市町村の実施する応急対策が的確かつ円滑に行われる

よう必要な措置を講じる。 

（２）活動体制 

ア 組織等の整備 

 指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管理者等はそれ

ぞれの責務を遂行するため、必要な組織を整備するとともに、災害応急対策に従事する職員の 

配備及び服務の規準を定めておく。 

イ 職員派遣 

 県災害対策本部長は、災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要があると認めるときは、  
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指定地方公共機関等の長に対して、その所属職員を必要な場所に派遣するよう要請する。 

 

４ 県災害対策本部等と国、市町村及び防災関係機関との連携（防災危機管理部） 

（１）県は、災害の状況に応じ、県災害対策本部会議に指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方   

公共機関及び関係市町村の職員の出席を求め、災害状況、災害対策実施状況等情報の交換を行うと

ともに、応急対策に必要な連絡調整を行う。 

  また、国において緊急災害対策本部等を設置したときは、これと十分な連携を図りながら応急  

対策を進めるものとする。 

（２）市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上     

保安庁、医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要が

あると認めるときは、現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものと 

する。 

   現地調整所には、各関係機関の現場責任者等を配置し、二次災害の防止に配慮しつつ、応急対策

活動上必要な事項（相互の体制、活動区域及び活動内容等）についての確認に努める等、十分な  

連携を図るものとする。 

 

５ 市町村支援（防災危機管理部） 

  県は、市町村が災害対応能力を喪失等した場合において、その機能を迅速かつ的確に支援するため、

県職員を積極的に派遣して情報収集するなどの措置をあらかじめ定めるものとする。 

 

６ 災害救助法の適用手続等（健康福祉部） 

（１）災害救助法の目的 

   災害救助法（昭和22年10月18日法律第118号）は災害に際して応急的に必要な救助を行い、災害に

かかった人達の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする。 

（２）適用基準 

 災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条に定めるところによるが、県における具体的

適用基準は次のとおりである。 

ア 住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基準１号以上である 

こと。（法施行令第1条第1項第1号） 

イ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２，５００世帯以上であって、当該市町村の

区域内の人口に応じ、別表の基準第２号以上であること。（法施行令第1条第1項第2号） 

ウ 住家で滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２，０００世帯以上であること、又は、   

災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別

の事情がある場合であって、かつ多数の世帯の住家が滅失したものであること。 

エ 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたものであること。 

＜資料編１－13 災害救助法の適用基準＞ 
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（別表）市町村別災害救助法適用基準表 

平成24年4月1日 

市町村名 人 口 
被害世帯数 

市町村名 人 口 
被害世帯数 

１号 ２号 １号 ２号 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 

千 

葉 

市 

中央区 

花見川区 

稲毛区 

若葉区 

緑区 

美浜区 

 計 

199,364 

180,949 

157,768 

151,585 

121,921 

150,162 

961,749 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

－ 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

－ 

印
旛
郡 

 

酒々井町 

栄町 

 

21,234 

22,580 

 

50 

50 

 

25 

25 

香
取
郡 

神崎町 

多古町 

東庄町 

6,454 

16,002 

15,154 

40 

50 

50 

20 

25 

25 

銚子市 

市川市 

船橋市 

館山市 

木更津市 

松戸市 

野田市 

茂原市 

成田市 

佐倉市 

東金市 

旭市 

習志野市 

柏市 

勝浦市 

市原市 

流山市 

八千代市 

我孫子市 

鴨川市 

鎌ヶ谷市 

君津市 

富津市 

浦安市 

四街道市 

袖ヶ浦市 

八街市 

印西市 

白井市 

富里市 

南房総市 

匝瑳市 

香取市 

山武市 

いすみ市 

70,210 

473,919 

609,040 

49,290 

129,312 

484,457 

155,491 

93,015 

128,933 

172,183 

61,751 

69,058 

164,530 

404,012 

20,788 

280,416 

163,984 

189,781 

134,017 

35,766 

107,853 

89,168 

48,073 

164,877 

86,726 

60,355 

73,212 

88,176 

60,345 

51,087 

42,104 

39,814 

82,866 

56,089 

40,962      

80 

150 

150 

60 

100 

150 

100 

80 

100 

100 

80 

80 

100 

150 

50 

100 

100 

100 

100 

60 

100 

80 

60 

100 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

60 

60 

80 

80 

60 

40 

75 

75 

30 

50 

75 

50 

40 

50 

50 

40 

40 

50 

75 

25 

50 

50 

50 

50 

30 

50 

40 

30 

50 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

30 

30 

40 

40 

30 

山
武
郡 

大網白里町 

九十九里町 

芝山町 

横芝光町 

50,113 

18,004 

7,920 

24,675 

80 

50 

40 

50 

40 

25 

20 

25 

長
生
郡 

一宮町 

睦沢町 

長生村 

白子町 

長柄町 

長南町 

12,034 

7,340 

14,752 

12,151 

8,035 

9,073 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

夷
隅
郡 

大多喜町 

御宿町 

10,671 

7,738 

40 

40 

20 

20 

安
房
郡 

鋸南町 8,950 40 20 

     

 合  計 6,216,289   

注） １ １号とは災害救助法施行令第１条第１項第１号の災害（当該市町村の被災世帯数のみで判断）

をいい、２号とは同令同条同項第２号の災害（都道府県－本県は2,500世帯－と市町村の被災  

世帯数で判断）をいう。 

２ 被害世帯数は全壊世帯数をいい、半壊（焼）世帯、床上浸水世帯は、それぞれ２世帯、３世帯

をもって、全壊世帯１世帯と換算する。 

３ 人口は平成２２年国勢調査（総務省）による。  
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（３）救助の実施機関 

  ア 知事は、県内に災害救助法を適用する災害が発生した場合は、国からの法定受託事務（地方  

自治法第2条第9号第1号）として応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を

図る。 

  イ 知事は、救助を迅速に行う必要があると認めるときは、その権限に属する事務の一部を市町村

長が行うこととすることができる。 

  ウ 市町村長は、上記イにより市町村長が行う事務を除くほか、知事が行う救助を補助するものと

する。 

（４）救助の種類 

   災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要とする場合に行われるものであり、

次のような種類の救助がある。 

ア 収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与 

イ 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

エ 医療及び助産 

オ 災害にかかった者の救出 

カ 災害にかかった住宅の応急修理 

キ 学用品の給与 

ク 埋葬 

ケ 死体の捜索及び処理 

コ 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去 

（５）被災世帯の算定基準 

ア 被災世帯の算定 

 住家の滅失した世帯の数の算定にあたっては、住家が半焼する等著しく損傷した世帯は 

２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態

となった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家の滅失した１世帯とみなす。 

イ 住家の滅失等の認定 

（ア）住家が滅失したもの 

 居住のための基本的機能を喪失したもので住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面

積がその住家の延面積の７０％以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済

的被害の割合が住家全体の５０％以上に達した程度のもの 

（イ）住家が半壊、半焼する等著しく損傷したもの 

 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので住家の損壊又は

焼失した部分の床面積が、その住家の延面積の２０％以上７０％未満のもの、又は住家の  

主要な構成要素の経済的被害の割合が住家全体の２０％以上５０％未満のもの 

（ウ）住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの

で、（ア）、（イ）に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度のもの、   

又は土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの 

ウ 世帯及び住家の単位 

（ア）世  帯 

 生計を一にしている実際の生活の単位をいう。 

（イ）住  家 

 現実に居住のため使用している建物をいう。ただし、耐火構造のアパート等で居住の用に

供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有しているもの等について

は、それぞれをもって１住家として取り扱う。 

（６）災害救助法の適用手続 

ア 市町村 

（ア）災害に対し、市町村における災害が、（２）の災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、
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又は該当する見込みがあるときは、当該市町村長は、直ちにその旨を知事（本部事務局）に

報告する。 

（イ）災害救助法施行細則（昭和23年千葉県規則第19号）第５条の規定により、災害の事態が  

急迫して知事による救助の実施を待つことができないとき、市町村長は災害救助法の規定に

よる救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告する。 

イ 県 

（ア）知事は、市町村からの報告又は要請に基づき、災害救助法を適用する必要があると認めた

ときは、直ちに法に基づく救助の実施について、当該市町村及び県各部局に指示すると   

ともに、厚生労働大臣及び内閣総理大臣並びに関係行政機関等に通知又は報告するものと 

する。 

（イ）災害救助法を適用したときは、速やかに次により告示するものとする。 

 

 告        示 

平成○○年○月○日の○○災害に関し○月○日から○○市町村の区域に災害救助法（昭和 

22年法律第118号）による救助を実施する。 

 

 ○○年○月○日 

千葉県知事 ○○○○   

 

（７）救助の程度、方法及び期間等 

   災害救助法が適用された場合の応急救助の程度、方法及び期間等については、災害救助法施行  

細則別表第一によるものとする。 

＜資料編１－14 災害救助法による救助の程度、方法及び期間一覧表＞ 

 

 



 
風-3-17 

第２節 情報収集・伝達体制 

 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、被害を最小限にとどめるため気象情報等の防災

情報及び被害情報を一刻も早く地域住民等へ伝達することが必要である。特に高齢者や障害者等災害時

要援護者への伝達に万全を期する必要がある。また、円滑な応急対策活動を実施するため各防災機関は、

緊密な連携のもと、災害に関する情報を的確かつ迅速に把握する体制を整える必要がある。 

 

１ 通信体制（全庁） 

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合における気象注意報・警報等防災情報の伝達、及び

被害状況等の収集その他災害応急措置等についての通信は、次により行うものとする。 

（１）通信連絡系統図 

 災害時の情報連絡の流れは次のとおりである。 

通信連絡系統 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通信連絡手段 

ア 気象警報、予報、情報及び通報の伝達 

  ２の（１）「気象注意報・警報等の伝達」に基づき、警報等を県関係課長から県の出先機関の長、

県の出先機関の長から市町村長その他関係機関の長に緊急に伝達する場合は、下記によるものと

する。 

（ア）県（本庁） 

 ａ 危機管理課長が本庁関係課長、地域振興事務所長、市町村長及び消防（局）長に伝達する

場合 

  千葉県防災行政無線 

  一 般 加 入 電 話 

 ｂ 河川環境課長が各土木事務所、その他関係機関に緊急伝達する場合 

  千葉県防災行政無線 

  一 般 加 入 電 話 

千葉県 

防災情報 

システム 

 
有線 

又は口頭 

 
千葉県防災

行政無線等 

 

消
防
団 

消
防
本
部 

住 民 
市  町  村 

災害対策本部 

千  葉  県 

災害対策本部 

指定地方行政機関 
指定公共機関 
指定地方公共機関 
その他 

気 象 台 

内閣総理大臣 
 

消 防 庁 

自 衛 隊 警察本部 
警
察
署 

中
央
防
災
会
議 
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（イ）市 町 村 

市町村長は、伝達された警報等を下記により住民に周知徹底する。 

   市町村防災行政無線、地域防災無線 

   有 線 放 送 

   広  報  車 

   サイレン又は警鐘 

   その他速やかに住民に周知できる方法 

イ 被害報告及び災害情報 

  ３「被害情報等収集・報告」に基づき、被害報告等を市町村から県の出先機関に、県の出先機

関から県（本庁）に、県から関係省庁へ報告する場合は、下記によるものとし、報告系統は当該

計画に定めるところによる。 

（ア）市町村から県の出先機関に報告する場合 

   千葉県防災情報システム 

   千葉県防災行政無線 

   一般加入電話・ファクシミリ 

   電    報 

（イ）県の出先機関から県（本庁）に報告する場合 

   千葉県防災情報システム 

   千葉県防災行政無線 

   一般加入電話・ファクシミリ 

   電    報 

                    ＜資料編３－５ 千葉県防災行政無線通信施設＞ 

                    ＜資料編３－13 千葉県防災情報システム構成概念図＞ 

（ウ）県から関係省庁に報告する場合 

   消防庁消防防災無線 

   中央防災無線網（緊急連絡用回線） 

 地域衛星通信ネットワーク 

   一 般 加 入 電 話 

 ウ その他応急対策に係る指示、報告、又は要請等の場合 

   前記ア又はイの要領により実施するものとする。 

（３）災害時における千葉県防災行政無線の取扱い及び利用の調整 

  ア 通信回線の監視 

    県庁統制室では、通信回線の使用状況を常に監視し、輻輳状況を把握するものとする。 

  イ 通信の統制 

    通信が輻輳し、情報及び指示指令の受伝達に支障を及ぼすと判断された場合は、千葉県防災  

行政無線運用規程の定めるところにより、統制管理者は通信の統制を行うものとする。 

  ウ 災害用通信の優先 

    統制中の通信は、災害用通信を最優先するものとし、その他の通信は、これを阻害しない範囲

内で取扱うものとする。 

  エ 災害現地等との通信 

    災害現地等との通信が困難な場合は、状況に応じ、衛星通信車、可搬型地球局及び全県移動局

等を現地に搬入し、通信確保に努めるものとする。 

（４）ＮＴＴ「災害時優先電話」、「非常・緊急通話」及び「非常・緊急電報」 

ア 災害時優先電話 

    災害時における迅速な通信連絡を確保するため、県及び市町村等は、あらかじめ東日本電信  

電話㈱千葉支店に対し、電話番号を指定し届出て災害時優先電話としての承認を受けておくもの

とする。 

  イ 非常・緊急通話 
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（ア）利用方法 

   非常通話又は緊急通話の請求は、あらかじめ承認を受けた電話番号から「非常（緊急）」の旨

及び必要事項を東日本電信電話㈱に申し出ることにより接続される。 

（イ）接続順位 

   非常通話又は緊急通話は、他の手動接続通話に優先して取扱われ、非常通話相互間は、   

その通話の請求の順序により接続され、非常通話は緊急通話より優先的に接続される。 

  ウ 非常・緊急電報 

    非常電報又は緊急電報を発信するときは、東日本電信電話㈱に依頼することとし、非常扱い  

電報（緊急扱い電報）である旨を告げるものとする。 

（５）災害時における一般加入電話の調整 

   災害時における一般加入電話の円滑な運用を期するため、災害対策本部長は、出先機関の長と  

協議して通信系統の調整を図るものとする。 

（６）通信施設が使用不能の場合における他の通信施設の利用 

   非常災害時において各防災関係機関は、それぞれの通信系が被災により不通となった場合、又は

著しく通信が困難となった場合は、次に掲げる機関所属の無線局を利用し災害に関する通信の確保

を図る（災害対策基本法第57条、災害救助法第28条、水防法第27条、電波法第52条）。 

ア 県の無線通信施設（千葉県防災行政無線を除く） 

               ＜資料編３－６ 千葉県の無線通信施設(防災行政無線を除く）＞ 

イ 関東地方非常通信協議会の構成機関である次の機関の通信施設 

（ア）警察通信施設      ＜資料編３－７ 警察通信施設＞ 

（イ）国土交通省関係通信施設 ＜資料編３－８ 国土交通省関係通信施設＞ 

（ウ）海上保安部通信施設   ＜資料編３－９ 海上保安部通信施設＞ 

（エ）日本赤十字社通信施設  ＜資料編３－10 日本赤十字社通信施設＞ 

（オ）東日本電信電話（株）千葉支店通信施設 

（カ）東京電力（株）通信施設 ＜資料編３－11 東京電力㈱通信施設＞ 

（キ）日本放送協会千葉放送局通信施設   

（ク）東京ガス（株）通信施設        

                 ＜資料編３－12 ＮＨＫ千葉放送局・東京ガス㈱通信施設＞ 

ウ 上記以外の機関又は個人の無線通信施設 

（７）すべての通信施設が途絶した場合における措置 

   すべての通信施設が途絶した場合は、当該施設が直ちに復旧できる見込みである場合を除き、  

使者をもって連絡するものとする。 

（８）被災通信施設の応急対策 

ア 通信施設の所有者又は管理者は、通信施設の応急対策について計画を立てておくものとする。 

イ 通信施設に被害を受けたときは、速やかに復旧に努めるとともに、他の通信施設の所有者又は

管理者は、当該被災通信施設の機関の業務の通信について積極的に協力するよう努めるものと 

する。 

（９）非常通信の利用方法 

ア 取扱対象用件 

（ア）人命の救助に関するもの。 

（イ）天災の予報（主要河川の水位を含む）及び天災その他の災害の状況に関するもの。 

（ウ）緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料に関するもの。 

（エ）電波法第７４条第１項の規定に基づく実施の指令に関するもの。 

（オ）非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限、その他の秩序の維持又は非常事態に伴う

緊急措置に関するもの。 

（カ）暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの。 

（キ）非常災害時における緊急措置に関するもの。 

（ク）遭難者救護に関するもの。 
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（ケ）非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの。 

（コ）鉄道路線、道路、電力設備、電信電話回路の破壊又は障害の状況及びその修理復旧のための

資材の手配及び運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの。 

（サ）中央防災会議、同事務局、非常災害対策本部、地方防災会議及び災害対策本部相互間に受発

する災害救援その他緊急措置に関すること。 

（シ）災害救助法第２４条及び災害対策基本法第７１条第１項の規定に基づき知事から医療、土木

建築工事又は輸送関係者に対して発する従事命令に関するもの。 

イ 非常通報の発信資格 

    非常通報は無線局の免許人が自ら発受するほか、次に掲げる者からの依頼に応じて発受する 

ものとし、この場合は「非常」の旨を表示して差し出すものとする。 

（ア）官公庁（公共企業体を含む） 

（イ）中央防災会議及び同事務局並びに非常災害対策本部、地方防災会議及び災害対策本部 

（ウ）日本赤十字社 

（エ）消防長会及び消防協会 

（オ）電力会社 

（カ）地方鉄道会社 

ウ 取扱費用 

    非常通報はなるべく無料として取扱う。 

エ 非常通信文 

 電報頼信紙その他適宜の用紙に、下記の順序で電報形式又は文書形式（通常の文書体で記載  

するもの）で書き、次の事項を記載すること。 

  （ア）あて先の住所氏名（又は名称、職名）及び電話番号 

（イ）種類（文書形式のものは「非常」電報形式のものは「ヒゼウ」と記載すること。） 

（ウ）本文 

   一通の本文の字数は、２００字以内、通常の文書体の場合は、カタカナに換算してなるべく

２００字以内であること。ただし、通数には制限はないものとする。 

（エ）通報文の余白に発信者の住所、氏名及び電話番号を記載すること。 

オ 依頼方法 

  最寄りの無線局（国、県、警察及び民間等の無線局）に非常通報を持参して依頼すること。 

 ただし、急を要する場合は電話で依頼することもできる。なお、非常災害発生のおそれがある

場合はあらかじめ無線局と緊密な連絡をとっておくこと。 

（10）関東地方非常通信協議会 

   非常災害時の有線電話途絶時等において、災害情報の収集・伝達等に係る非常通信の円滑な運営

を期することを目的として、県内の無線施設を有する県内の官公民機関及びこれを利用する地方 

公共団体等で組織されている。（事務局：関東総合通信局無線通信部陸上第二課） 

   協議会においては平素から、非常通信の運用の計画及び実施、非常通信の訓練の計画及び実施、

また非常通信に関する研究等に努めており、災害時の通信確保に万全を期している。 

 

２ 気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備 

（１）気象注意報・警報等の伝達 

ア 知事の伝達 

  知事に通報された注意報・警報等は、危機管理課長が受領し、必要とする本庁関係課長、地域

振興事務所長、市町村長及び消防（局）長等に連絡する。 

イ 警察本部長の伝達 

 津波注意報・警報を受けた警察本部長は、警察署長を通じて市町村長に伝達する。津波注意報・

警報以外の注意報・警報について、知事から要請があった場合は、前記に準じて市町村長に伝達

する。 
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ウ 市町村長の伝達 

  市町村長は、受領した注意報・警報等を市町村地域防災計画の定めるところにより住民に周知

を図る。 

エ その他機関の伝達 

 気象業務法第１５条の規定により通報される機関は、それぞれの業務計画に定められたところ

により通報する。 

オ 気象通報関係機関の相互協力 

 通報伝達の関係機関は相互に協力し、通報目的の達成を期する。 

カ 異常現象発見の際の手続き 

（ア）災害対策基本法第５４条の規定に基づき災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した

者は、直ちにその旨を市町村長又は警察官もしくは海上保安官に通報する。 

（イ）通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨を速やかに市町村長に通報する。 

（ウ）上記（ア）及び（イ）により通報を受けた市町村長は、直ちに下記の機関に通報する。 

ａ 銚子地方気象台 

ｂ その災害に関係のある近隣市町村 

ｃ 最寄りの県出先機関（地域振興事務所、土木事務所）及び警察署 

キ 警察本部の伝達計画 

（ア）警察本部長又は警察署長は、注意報・警報の緊急性、市町村の体制等を勘案して、必要に   

応じ、市町村長の行う地域住民に対する注意報・警報の周知徹底に協力する。 

（イ）警察本部長又は警察署長は、銚子地方気象台長、知事及び市町村長等と平素から連絡をとり、

注意報・警報の伝達に関して連絡体制を確立しておく。 

（ウ）警察本部長又は警察署長は、所属職員のうちから、災害に関する注意報・警報の伝達する  

体制を確立しておく。 

（エ）警察官は、災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した旨の通報を受けた場合は、  

前記カの（イ）により市町村長に通報するほか、警察署長に報告する。 

  前項の報告を受けた警察署長は、当該災害の発生するおそれのある他の市町村長に通報する。 
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（２）気象通報組織の整備 

ア 注意報・警報 

（ア） 注意報・警報の種類 

ａ 注意報：気象・水象等により被害が予想される場合 

    ｂ 警報：気象・水象等により重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

 

全 般 海 上 警 報 気象庁本庁が行う。 

地 方 海 上 警 報 関東海域については気象庁本庁が行う。 

注 意 報 の 種 類 発  表  及  び  解  除 

気象注意報 

風 雪 注 意 報 
強 風 注 意 報 
大 雨 注 意 報 
大 雪 注 意 報 
濃 霧 注 意 報 
雷 注 意 報 
乾 燥 注 意 報 
着氷（雪）注意報 
低 温 注 意 報 
霜 注 意 報 

 
北西部 
  千葉中央 
     千葉市、市原市 

印 旛 
        成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、 

     富里市、印旛郡 
東葛飾 

     市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、
流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 

 
北東部 
  香取・海匝 
     銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡 
  山武・長生 
     茂原市、東金市、山武市、山武郡、長生郡 

 
南 部 
  君 津 
     木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 
  夷隅・安房 

館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、 
夷隅郡、安房郡 

高 潮 注 意 報 
 

波 浪 注 意 報 
 

洪 水 注 意 報 
 

浸 水 注 意 報 
 

地 面 現 象 注 意 報 

警 報 の 種 類 発  表  及  び  解  除 

気 象 警 報 

暴 風 警 報 
 

暴 風 雪 警 報 
 

大 雨 警 報 
 

大 雪 警 報 

北西部 
  千葉中央 
     千葉市、市原市 

印 旛 
        成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、 

     富里市、印旛郡 
東葛飾 

     市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、
流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 

   
北東部 
  香取・海匝 
     銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡 
  山武・長生 
     茂原市、東金市、山武市、山武郡、長生郡 

 
南 部 
  君 津 
     木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 
  夷隅・安房 

   館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、 
夷隅郡、安房郡 

高 潮 警 報 
 

波 浪 警 報 
 

洪 水 警 報 
 

浸 水 警 報 
 

地 面 現 象 警 報 
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  （イ）注意報・警報の取扱い 

ａ 注意報及び警報の切替え、解除 

  注意報及び警報は、新たな注意報又は警報が行われた時に切替えられ、解除されるまで  

継続するものとする。注意報及び警報の一部を変えるとき又は新しい事項を追加する必要の

ある場合は、新たな注意報又は警報を行い切替えるものとする。 

 注意報・警報の必要がなくなった場合は、その注意報・警報を解除するものとする。 

ｂ 地面現象注意報・警報、浸水注意報・警報の取扱い 

  この注意報・警報は、気象注意報・警報に含めて行い、この注意報・警報の標題は用い   

ない。 

ｃ 全般海上警報は、東アジア及び北西太平洋並びにこれらの周辺を対象とする。 

  地方海上警報は、全国の海上、沿岸を１２の区域に分け、それぞれの海岸線から３００  

海里以内の海域を対象とする。 

ｄ 水防活動用気象注意報・警報の取扱い 

  水防活動の利用に適合する予報及び警報は、次の表に掲げる種類ごとに注意報・警報を  

もって代えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水防活動用注意報・警報 代用する注意報・警報 

水 防 活 動 用 気 象 注 意 報 大 雨 注 意 報 

水 防 活 動 用 気 象 警 報 大 雨 警 報 

水 防 活 動 用 高 潮 注 意 報 高 潮 注 意 報 

水 防 活 動 用 高 潮 警 報 高 潮 警 報 

水 防 活 動 用 洪 水 注 意 報 洪 水 注 意 報 

水 防 活 動 用 洪 水 警 報 洪 水 警 報 
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  （ウ）注意報・警報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

１ 伝達は、銚子地方気象台から県庁までの伝達は「防災情報提供システム等」により行う。 

  ２ 障害等により上記１の通信経路が途絶した場合は、代替経路として、千葉県防災行政無線及び

ＮＴＴ公衆回線等で行う。 

  ３ *気象業務支援センターを経由  

 

 

銚  
 

子  
 

地  
 

方  
 

気  
 

象  
 

台 

県 危 機 管 理 課 

*東日本旅客鉄道㈱千葉支社 

*千葉県警察本部 

県水産情報通信センター 

各 警 察 署 

(放送) 

勝浦海上保安署 

国土交通省利根川下流河川事務所 

銚子海上保安部 

千葉海上保安部 

関 係 船 舶 

関 係 船 舶 

関 係 船 舶 

木更津海上保安署 

地域住民等 

東日本電信電話㈱仙台センター※ 

Ｎ Ｈ Ｋ 千 葉 放 送 局 

※警報の場合のみ 

関係市町村 

県の関係機関 

法令（気象業務法等）による通知 

行政協定、地域防災計画等による伝達 
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  イ 土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、気象業務法第１１条及び災害対策基本法第５５条に基づき銚子地方気象

台と千葉県が共同発表するものである。 

  （ア）土砂災害警戒情報の目的 

     大雨警報発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高まった時、市町村長が避難

勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難を支援することを目的とする。 

  （イ）特徴及び利用に当たっての留意点 

     土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度を降雨に基づいて判定し、発表され

るもので、個別の災害発生箇所、時間、規模などを詳細に特定するものではないことに留意す

る必要がある。また、発表は土石流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊とし、斜面の深層崩壊、

山体の崩壊、地すべり等については、発表の対象とされないことに留意する。 

  （ウ）発表対象地域 

     千葉県内の市町村毎に発表。但し、土砂災害危険箇所のない浦安市、九十九里町、白子町、

長生村は除く。 

  （エ）発表基準 

ａ 警戒基準 

大雨警報が発表中であり、降雨の実況及び数時間先までの降雨予測値を基に作成した指標

が当該情報の発表基準に達した場合 

ｂ 警戒解除基準 

降雨の実況値を基に作成した指標が発表基準を下回り、短時間で再び発表基準に達しない

と予想される場合。又は、無降水時間が長時間続いているにもかかわらず、指標が発表基準

を下回らない場合は千葉県と銚子地方気象台が協議のうえ解除できるものとする。 

ｃ 暫定基準 

地震や火山噴火等で現状の基準を見直す必要があると考えられた場合は、千葉県と銚子 

地方気象台は「千葉県地震等発生時の暫定基準」に基づき、基準を取り扱うものとする。 

  （オ）伝達体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県防災行政無線 

千葉県 

（県土整備部河川環境課） 
銚子地方気象台 

ＮＨＫ千葉放送局 

利根川下流河川事務所 

銚子海上保安部 

千葉海上保安部 

防災情報提供システム 

千葉県 

（防災危機管理部消防課） 

県出先機関 

関係機関 

関係市町村 
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  ウ 気象情報 

  気象等の予報に関係のある台風、その他の気象現象等についての情報を、一般及び関係機関に

対して、具体的かつ速やかに発表する。 

 発表形式は、標題、発表年月日時、気象官署名、見出し、本文の順序とする。 

エ 火災気象通報 

 この通報は、消防法（昭和23年法律第186号）第２２条第１項の規定により行う通報である。 

火災の危険があると認めたときは、銚子地方気象台がその状況を千葉県知事に通報するもので

ある。 

火災気象通報の基準は、次のとおりである。 

（ア）実効湿度が６０％以下で最小湿度が３０％以下になる見込みのとき。 

（イ）平均風速１３ｍ以上の風が吹く見込みのとき。 

   ただし、降雨（雪）を伴うときは、火災気象通報を行わない事がある。 

（注）基準値は気象官署の値（但し、銚子地方気象台は15ｍ以上） 

オ 鉄道気象通報 

  この通報は、気象庁総務部長と、鉄道気象連絡会会長との間で交わされた鉄道気象通報に   

関する基本協定（昭和63年3月1日）に基づき、銚子地方気象台長と鉄道気象連絡会部会長との間

で交わされた地方協定（昭和63年3月17日）により、銚子地方気象台から千葉地方部会の機関へ  

次の事項を通報する。 

（ア）気象警報 （イ）気象注意報 （ウ）気象情報 （エ）台風情報 

 また、千葉県地方部会の機関から銚子地方気象台へ次の事項を通報する。 

（ア）鉄道気象観測報 （イ）鉄道災害報 

カ 電力気象通報 

 この通報は、気象庁長官と電力気象連絡会長との間に取り交わされた電力気象通報の取扱いに

関する申し合せ（昭和46年3月25日）に基づき、適合する通報業務等の協同実施に関する覚書に  

より、電気事業施設の気象災害防止、水力資源の保全及び電力需給の調整に資するため、気象庁

から電力関係機関に対し、 

（ア）雷雨に関する情報 

（イ）台風、大雨等気象現象に関する情報 

（ウ）雨及び雪に関する情報 

（エ）その他必要とする事項 

を通報するものである。 

千葉県の通報担当官署は気象庁本庁である。 

キ 漁業気象通報 

 この通報は、銚子地方気象台長と千葉県知事との間に取り交わされた千葉県漁業無線気象通報

に関する協定により、気象官署が県水産情報通信センターに対し、同センターと交信している  

漁船が行動する海域に関して、次に揚げる事項を通報している。 

（ア）波浪予防 

（イ）気象、波浪、高潮の注意報及び警報 

（ウ）地方海上警報 

（エ）気象概況及び気象実況 

（オ）気象情報及び台風情報 

（カ）津波予報及び情報 

（キ）漁船からの気象照会に対する応答 
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  ク 大気汚染気象通報 

  この通報は、千葉県の公害防止担当機関に対し、大気汚染防止に必要な気象状況及び気象予報

に関する次の通報を行っている。 

（ア）大気汚染気象予報 

（イ）スモッグ気象情報 

ケ 気象警報通報 

 この通報は、気象業務法（昭和27年6月2日法律第165号）第１５条に基づき、気象警報を県民に

対して、迅速かつ確実に周知徹底させることを目的としている。 

（ア）通報系統 

ａ 千葉県知事 

 

 

 

 

ｂ 東日本電信電話（株） 

 

 

 

 

ｃ 日本放送協会 

 

 

 

 

ｄ その他警察庁、海上保安庁、国土交通省、県等の県内機関及び報道関係等に通報する。 

 

（イ）東日本電信電話（株）への電文は下記のとおり 

気 象 警 報 

暴 風 警 報 

暴 風 警 報 解 除 

暴 風 雪 警 報 

暴風雪警報解除 

大 雨 警 報 

大 雨 警 報 解 除 

大 雪 警 報 

大 雪 警 報 解 除 

ボ ウ フ ウ 

ボ ウ フ ウ カ イ ジ ョ 

ボ ウ フ ウ セ ツ 

ボウフウセツカイジョ 

オ オ ア メ 

オ オ ア メ カ イ ジ ョ 

オ オ ユ キ 

オ オ ユ キ カ イ ジ ョ 

高 潮 警 報 
高 潮 警 報 

高 潮 警 報 解 除 

タ カ シ オ 

タ カ シ オ カ イ ジ ョ 

波 浪 警 報 
波 浪 警 報 

波 浪 警 報 解 除 

ハ ロ ウ 

ハ ロ ウ カ イ ジ ョ 

洪 水 警 報 
洪 水 警 報 

洪 水 警 報 解 除 

コ ウ ズ イ 

コ ウ ズ イ カ イ ジ ョ 

 

千 葉 県 知 事 銚子地方気象台 市 町 村 長 

銚子地方気象台 東日本電信電話㈱ 市 町 村 長 

銚子地方気象台 気 象 庁 予 報 部 報 道 局 放 送 
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  コ 関東地方整備局と気象庁が共同で行う洪水予報 

    この通報は、水防法第１０条第２項及び気象業務法第１４条の２第２項の規定に基づき国土 

交通大臣が指定し、水位流量を示して洪水の予報をおこなう本県に関係ある河川は以下のとおり

であり、はん濫後の水位情報等についても同様である。 

なお、関東地方整備局と気象庁が共同して行う洪水予報は、河川の水位流量を示して行う。 

（ア）利根川 

（イ）江戸川 

（ウ）小貝川 

（エ）常陸利根川 

（オ）霞ヶ浦 

（カ）北浦 

（キ）鰐川 

※１ 小貝川については洪水予報のみ関東地方整備局下館河川事務所と水戸地方気象台及び 

宇都宮地方気象台が共同で行う。 

※２ 霞ヶ浦・北浦については、国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所と水戸地方気象

台及び銚子地方気象台が共同で行う。 

（３）気象観測網の整備 

  ア 気象庁観測所 

    県内には、銚子地方気象台、千葉測候所、成田航空地方気象台の気象官署がある。また、特別

地域観測所として館山、勝浦、地域気象観測所として香取、横芝光、茂原、牛久、我孫子、船橋、

佐倉、木更津、鴨川、坂畑が、地域雨量観測所として鋸南、大多喜、東庄がある。 

  イ 部外観測所 

 東日本旅客鉄道㈱千葉支社は、雨量観測箇所及び表示装置を整備している。 

 県では、雨量テレメーター観測所及び河川の水位テレメーター観測所を整備している。 

（４）気象観測機器の保守・点検 

    災害を防止するために必要な観測機器は、平時、異常気象時においても必要な観測を継続する

ため、気象官署においては上級官署と緊密な連携のもとに保守点検を行い、その機能維持に  

努める。 

（５）注意報・警報実施基準 

   昭和６２年６月１日から注意報・警報の地域細分発表を実施した。 

   平成１４年３月１日から注意報・警報発表区域の二次細分化を実施した。 

   平成１４年６月１日から大雨及び洪水注意報・警報基準値を改正した。 

   平成１６年４月１日から注意報・警報二次細分区域を変更した。 

   平成２０年５月２８日から大雨、洪水及び高潮注意報・警報基準値を改正した。 

   平成２１年６月２日から大雨、洪水注意報・警報基準値を改正した。 

   平成２２年５月２７日から、県内各市町村を対象とした気象警報・注意報の発表を実施している。 
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ア 気象官署が発表する注意報の基準 

発表官署 銚  子  地  方  気  象  台 

担当地域 
 
注意報名 

北 西 部 
（千葉中央、印旛、東葛飾） 

北 東 部 
（香取・海匝、山武・長生） 

南   部 
（君津、夷隅・安房） 

強 風 

強風によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 

平均風速が、陸上及び東京湾 13m/s※以上 

      そのほかの海上 15m/s 以上 

風 雪 

風雪によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 

平均風速が、陸上及び東京湾 13m/s※以上 

      そのほかの海上 15m/s 以上    雪を伴う 

波 浪 

風浪、うねりなどによって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 

有義波高が、東京湾1.5ｍ以上 

有義波高が、太平洋沿岸2.5m以上             印旛を除く。 

高 潮 
(潮位：TP上) 

台風等による海面の上昇について、一般の注意を喚起する必要がある場合。 

千葉中央：千葉1.8m 

東葛飾：東京港1.8m・千葉1.8m 

印旛を除く 

香取・海匝：銚子漁港1.0m 

山武・長生：銚子漁港1.0m 

君津：神奈川県横浜港

1.3ｍ 

夷隅・安房：館山市布良

1.5m 

大   雨 
大雨によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。基準は大雨注意報基準表。 

＜資料編３－15 大雨・洪水注意報及び警報基準表＞ 

洪 水 
洪水によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。基準は洪水注意報基準表。 

＜資料編３－15 大雨・洪水注意報及び警報基準表＞ 

大 雪 
大雪によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 

24時間の降雪の深さが、5cm以上 24時間の降雪の深さが、10cm以上 

雷 落雷等により被害が予想される場合。 

乾 燥 
空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。 

最小湿度30％×で、実効湿度60％×以下 

濃 霧 
濃霧によって、交通機関等に著しい支障を及ぼすおそれがあると予想される場合。 

視程が、陸上100ｍ、又は海上500ｍ以下 

霜 

晩霜により農作物に著しい被害が予想される場合 

4月1日～5月31日の期間に最低気温4度以下 
4月1日～5月31日の期間に最

低気温3度以下 

低 温 

低温によって、農作物等に著しい被害が起こるおそれがあると

予想される場合。 

夏季の最低気温が、銚子で16度以下が2日以上連続した場合。 

冬季の最低気温が、銚子で－3度以下 

冬季の最低気温が、千葉で－5度以下 

夏季に低温によって、農作物

等に著しい被害が起こると

予想される場合。 

 

 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合。 

 

注１ ※印を付した注意報・警報基準には、部内運用基準があることを示す。 

 注２ ＴＰは、東京湾平均海面を示す。 

 注３ × 印を付した要素は、気象官署の値であることを示す。 

 注４ 海上沿岸部から２０海里までの海域とする。対象注意報は強風、風雪、波浪注意報。 

 

 

 

 

 



 
風-3-30 

イ 気象官署が発表する警報の基準 

発表官署 銚  子  地  方  気  象  台 

担当地域 
 
警報名 

北 西 部 
（千葉中央、印旛、東葛飾） 

北 東 部 
（香取・海匝、山武・長生） 

南   部 
（君津、夷隅・安房） 

暴 風 

暴風によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

平均風速が、陸上20m/s※以上 

      海上25m/s 以上 

暴 風 雪 

暴風雪によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

平均風速が、陸上 20m/s※以上 

      海上 25m/s 以上       雪を伴う。 

波 浪 

風浪、うねりなどによって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

有義波高が、東京湾3.0ｍ以上 

有義波高が、太平洋沿岸6.0ｍ以上      印旛を除く。 

高 潮 
(潮位：TP上) 

台風等による海面の上昇によって、重大な被害が起こるおそれがある場合。 

千葉中央：千葉3.3m 

東葛飾：東京港2.9m・千葉3.5m 

   印旛を除く。 

香取・海匝：銚子漁港1.5m 

山武・長生：銚子漁港1.5m 

君津：神奈川県横浜港1.6ｍ 

夷隅・安房：館山市布良1.8m 

大 雨 
大雨によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。大雨警報基準表。 

＜資料編３－15 大雨、洪水注意報及び警報基準表＞ 

洪 水 
洪水によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。洪水警報基準表。 

＜資料編３－15 大雨・洪水注意報及び警報基準表＞ 

大 雪 
大雪によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

24時間の降雪の深さが、20cm以上 

 注１ ※印を付した注意報・警報基準には、部内運用基準があることを示す。 

 注２ ＴＰは、東京湾平均海面を示す。 

 注３ 海上沿岸部から２０海里までの海域とする。対象警報は暴風、暴風雪、波浪警報。 

 

  ウ 記録的短時間大雨情報 

    数年に１度しか起こらないような、１時間に１００mm以上の猛烈な雨を観測した場合、記録的

短時間大雨情報を発表する。 

（６）他機関観測施設の利活用 

   防災気象業務に直接使用できる他機関の観測施設は、できるだけ活用する。 

ア 鉄道気象通報に関する地方協定により、観測所＜資料編３－１ 気象庁観測所一覧表＞で観測

した雨、雪及び霧等の観測成果を、東日本旅客鉄道㈱千葉支社運輸部輸送課経由で、銚子地方気

象台に通報している。 

イ 「銚子地方気象台と千葉県との情報交換に関する協定書」に基づき、千葉県水防活動用観測   

データを受信している。観測通報箇所は、＜資料編３－３ 千葉県水防テレメータ観測所一覧表

＞のとおり。 

（７）気象観測施設の届出 

   気象庁以外のものが行う気象観測に技術上の基準を設け、観測方法を統一し、その観測成果を総

合的に役立てるため、気象庁以外のものが行う気象観測については、気象業務法第６条の規定に  

より、国土交通省令で定める技術上の基準に従って観測を行い、かつ、気象観測施設設置届出書を

設置の日から３０日以内に、銚子地方気象台へ提出する。 
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（８） 気象等の観測 

  ア 気象観測所及び観測の種類 

  （ア）気象官署（3箇所） 

     銚子地方気象台：気象観測、潮汐観測、津波観測、震度観測 

     千葉測候所：気象観測、震度観測 

     成田航空地方気象台：気象観測、震度観測 

  （イ）特別地域気象観測所（2箇所） 

     勝浦、館山：気象観測、震度観測 

  （ウ）地域気象観測所（10箇所）・地域雨量観測所（3箇所） 

     地域気象観測所：降水量、気温、風向、風速、日照時間 

地域雨量観測所：降水量 

  イ 気象観測の観測種目 

（ア）雲量  （サ）風向  （ナ）日最小相対湿度  （マ）日最大１時間 

（イ）雲形   （シ）風速  （ニ）同起時     （ミ）降水量日平均風速 

（ウ）雲の向き及び高さ（ス）降水量  （ヌ）日最大風速     （ム）日最大１時間降水量 

（エ）視程  （セ）積雪の深さ  （ネ）同風向     （メ）同起時 

（オ）現在天気 （ソ）降雪の深さ  （ノ）同起時     （モ）日最大１０分間降水量 

（カ）気圧（現地海面）（タ）日最低海面気圧（ハ）日最大瞬間風速   （ヤ）同起時 

（キ）気温  （チ）日最高気温  （ヒ）同風向     （ユ）日照時間 

（ク）蒸気圧  （ツ）同起時  （フ）同起時     （ヨ）全天日射量大気現象 

（ケ）露点温度 （テ）日最低気温  （ヘ）日平均風速 

（コ）相対湿度 （ト）同起時  （ホ）同起時 

    注 各気象官署及び特別地域気象観測所により観測種目が異なる。 

ウ 潮汐観測 

  検潮所及び津波観測施設    銚子漁港、布良 

（ア）毎時潮位 

（イ）潮位の偏差 

（ウ）月中の最高（最高潮位・最低潮位及び最大偏差） 

（エ）月中の朔及び望の最高潮位・最低潮位 

エ 解析雨量 

レーダーで観測した雨量の分布とアメダスや部外機関の実測雨量を用い解析・補正して、精度

の良い１㎞の格子毎の雨量分布を把握したもの。 

これにより、アメダスの観測では得られないようなごく局地的な強雨域を把握することができ、

気象情報の発表などに利用している。なお、これについては、解析の過程で場所や雨量に若干の

誤差を伴うため、発表する場合には、「○○市付近」、雨量は「約何十ミリ」のような表現を    

用いる。 
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３ 被害情報等収集・報告（防災危機管理部、警察本部） 

被害情報等の迅速・的確な把握は、あらゆる応急対策活動の基本となるものである。 

このため、県、市町村及び防災関係機関は、災害が発生した場合又は発生が予想される場合は、   

相互に緊密に連携して迅速かつ的確な情報収集・報告活動を行うものとする。 

（１）被害情報等の収集報告系統 

   被害情報等の収集報告の流れは、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈用語の定義〉 

本部事務局：災害対策本部事務局（災害対策本部未設置の場合は、危機管理課） 

部門担当部：災害対策本部の部（災害対策本部未設置の場合は、部・局・庁） 

支部総務班：災害対策本部支部総務班（災害対策本部未設置の場合は､地域振興事務所地域振興課） 

 

　　　　　千葉県災害対策本部

支部

本部
国

（
総

務

省

消

防

庁

）
及

び

関

係

省

庁

報

道

機

関

等

被

災

現

場

等

市町村

指定地方行政機関

指  定 公 共 機  関

指定地方公共機関

部門担当課

防災主管課

消防（局）本部

（地域振興事務所

管轄市町村）

　　　　　　　　　　千葉県防災情報システムに

凡例：　　　　　　よる報告ルート

　　　　　　　　　　電話・FAX等による報告ルート

支部総務班

（地域振興事務所

地域振興課）

支部　各班

（部・局・庁　出先機関）

部門担当部

（部・局・庁）

千葉県防災情報

ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ

災害対策本部

事務局

（危機管理課）
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（２）報告手続 

ア 報告基準 

    以下の（ア）から（ウ）の基準に該当する災害の場合、本部事務局（危機管理課）へ報告する。 

  （ア）災害救助法の適用基準に合致するもの 

  （イ）市町村が災害対策本部を設置したもの 

  （ウ）災害が他県にまたがるもので、本県における被害は軽微であっても、他県においては、同一

災害で大きな被害をもたらしているもの 

イ 報告の種別等 

  本部事務局（危機管理課）への報告の種別、時期及び方法は、別表１「報告一覧」のとおりと

する。 

ウ 市町村が報告すべき事項は、下記のとおりとする。 

（ア）災害の原因 

（イ）災害が発生した日時 

（ウ）災害が発生した場所又は地域 

（エ）被害の状況（被害の程度は別表２「被害認定の基準」に基づき判定する。） 

（オ）災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 

ａ 災害対策本部の設置状況及び職員の配備状況 

ｂ 主な応急措置の実施状況 

ｃ その他必要事項 

  （カ）災害による住民等の避難の状況 

（キ）災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 

（ク）その他必要な事項 

（３）各機関が実施する情報収集報告 

ア 市町村 

  当該市町村の地域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、速やかに被害情報等

を収集し、千葉県防災情報システム及び、電話・ファクシミリ又は防災行政無線により県本部  

事務局（危機管理課）に報告する。 

ただし、県に報告できない場合にあっては、国（総務省消防庁）に報告するものとし、事後速

やかに県に報告する。 

なお、一定規模以上の火災・災害等については、「火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付

消防災第267号）」により、第１報等について県と併せて国（総務省消防庁）に報告する。 

また、同時多発の火災等により消防機関に通報が殺到したときは、その旨を国（総務省消防庁）

及び県に報告する。 

＜資料編１－16 火災・災害等即報要領＞ 

イ 県 

（ア）本庁 

ａ 本部事務局 

  （ａ）全般的な被害情報及び措置情報等を市町村単位で取りまとめる。 

  （ｂ）部門担当部、県警察本部及び防災関係機関から報告又は通報のあった情報について、   

項目別に取りまとめる。 

  （ｃ）把握した被害状況等を「火災・災害等即報要領」及び「災害報告取扱要領」に基づき    

速やかに総務省消防庁に報告するとともに、防災情報システム等を利用して関係機関に 

提供することにより情報の共有化を図る。 

  （ｄ）把握した被害状況等を別に定めるところにより報道機関に発表する。 

ｂ 部門担当部 

  所管業務に関する被害状況及び措置状況等を、原則として市町村単位に取りまとめ、本部

事務局及び関係行政機関（省庁）に報告するとともに、関係課及びその他関係機関に通報  

する。 
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ｃ 災害対策本部 

  （ａ）市町村や施設管理者が、被災等のため情報の収集が困難となった場合は、職員等を現地

に派遣して、情報収集活動を行う。 

    （ｂ）大規模な災害が発生し、被災地全般の被害状況や孤立地区等の状況を緊急に把握する  

必要がある場合には、次の機関の所有する航空機による情報収集活動を行う。 

  ① 県警察本部 

  ② 自衛隊 

  ③ 千葉市 

  ④ 近隣都県市 

  ⑤ その他 

  （イ）出先機関 

ａ 支部総務班 

  （ａ）災害の発生を覚知したときは、支部の被害状況（庁舎等）及び周囲の状況について、    

本部事務局に報告する。 

  （ｂ）管内市町村が、被災等のため情報の収集が困難となった場合は、支部情報連絡員を現地

に派遣して、情報収集活動を行い、支部のシステム端末により代行入力して報告する。 

  （ｃ）管内の被害状況について、防災情報システムに報告される報告内容や、本部から送られ

てくる情報等をもとに、逐一把握する。 

（ｄ）管内の職員参集状況を調査する。 

（ｅ）現地災害対策本部設置時には、被害情報等の収集を本部事務局員とともに行う。 

（ｆ）管内市町村の災害総括報告、災害年報等の取りまとめを行う。 

ｂ 各部出先機関 

 その管理に属する施設の被害状況や住民の健康情報等について、必要に応じ市町村から情報

聴取し取りまとめの上、部門担当部に報告する。また、随時支部総務班及び関係機関に通報  

する。 

  （ウ）県警察の情報収集 

ａ 警察本部長及び警察署長は、前記（３）イ（ア）ｃ（ｂ）に規定する場合のほか、知事又は

市町村長その他関係機関と緊密に連絡して、災害警備活動上必要な災害情報を収集する。 

警察の情報収集は、おおむね次の事項について行う。 

（ａ）災害の種別、発生日時及び場所 

（ｂ）被害概要（人命、建物、道路、交通機関） 

（ｃ）避難者の状況 

（ｄ）交通規制の要否 

（ｅ）気象等の状況 

（ｆ）治安状況及び警察関係被害 

（ｇ）その他災害警備活動上必要な事項 

ｂ 警察本部長及び警察署長は、必要に応じて知事、市町村長、その他関係機関に通報する。 

ｃ 警察本部長及び警察署長は、災害情報の収集及び通報を迅速に行うため、体制を確立する。 

ウ 防災関係機関 

 指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等は、それぞれの防災業務計画等の   

定めるところにより被害状況等を収集し、随時、県、関係市町村及び防災関係機関に報告又は  

通報する。 

また、各種情報の収集にあたっては、関係機関と十分連絡調整を行い、又は相互に情報を交換

して応急対策活動が円滑に実施されるよう努める。 

（４）収集報告に当たって留意すべき事項 

ア 人的被害、住家被害、住民避難、火災の発生・延焼の状況等、災害応急対策を実施する上で    

重要かつ緊急性の高い情報は、他の情報に優先して収集・報告すること。 

イ 被害等の調査・報告にあたっては、関係機関及び内部の連絡を密にし、調査漏れや重複等の   
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ないよう十分留意するとともに、被害数値等の調整を図ること。 

ウ 市町村は、情報収集の迅速・正確を期するため、情報の収集・連絡に係る組織、設備、要領等

の整備を図っておくこと。 

  特に発災初期の情報は、住民組織を通じて直ちに通報されるよう体制を整えておくこと。 

エ 市町村は、被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、又は被害等の調査に   

専門的な知識や技術を必要とするときは、県等に応援を求めて実施すること。 

オ 市町村は、り災世帯・り災人員等の把握に当たっては、現地調査のほか住民基本台帳等と照合

し、正確を期すること。 

（５）報告責任者の選任 

   県、市町村及び防災関係機関は、次の基準により、被害情報等の報告に係る責任者を定めておく。 

（６）千葉県被害情報等報告要領 

 この計画に定めるほか、被害情報等の収集報告活動に関する具体的な運用は、別に定める  

「千葉県被害情報等報告要領」による。 

（７）勤務時間内における国及び県への連絡方法 

ア 総務省消防庁 

（ア）消防防災無線（県防災行政無線を使用） 

電 話 120-90-49013（地上系）  048-500-90-49013（衛星系） （消防庁応急対策室） 

ＦＡＸ 120-90-49033（地上系）  048-500-90-49033（衛星系） （   〃    ） 

（イ）一般加入電話 

電 話  03-5253-7527 （消防庁応急対策室） 

ＦＡＸ  03-5253-7537 （   〃    ） 

イ 千葉県 

（ア）県防災行政無線 

電 話  500-7361（地上系）   012-500-7361（衛星系） （危機管理課） 

ＦＡＸ  500-7298（地上系）   012-500-7298（衛星系） （  〃  ） 

（イ）一般加入電話 

電 話  043-223-2175 （危機管理課） 

    ＦＡＸ  043-222-5208 （  〃   ） 

（８）勤務時間外における国及び県への連絡方法 

  休日・夜間等の勤務時間外において、国（総務省消防庁）又は県（危機管理課）へ災害緊急報告

を行う場合は、次の通信手段及び連絡先により行う。 

ア 総務省消防庁 

（ア）消防防災無線（県防災行政無線を使用） 

電 話  120-90-49102（地上系）  048-500-90-49102（衛星系） （消防庁宿直室） 

ＦＡＸ  120-90-49036（地上系）  048-500-90-49036（衛星系） （  〃   ） 

（イ）一般加入電話 

電 話  03-5253-7777 （消防庁宿直室） 

区 分 所  掌  事  務 
県 

市 町 村 
防災関係 

機  関 本 庁 出先機関 

総括責任者 県、市町村及び防災関係機関に

おける被害情報等の報告を総括

する。 

各部（局庁） 

１名 

各機関 

１名 

各市町村 

１名 

各機関 

１名 

取扱責任者  県、市町村及び防災関係機関に

おける各部門ごとの被害情報等

の報告事務を取り扱う。 

各 課 

１名 

（協力班を

除く） 

各機関 

１名 

各市町村にお

いて所掌事務

等を勘案して

定める 

各機関にお

いて所掌事

務等を勘案

して定める 
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ＦＡＸ  03-5253-7553 （  〃   ） 

イ 千葉県 

（ア）県防災行政無線 

電 話  500-7225（地上系）  012-500-7225（衛星系） （県防災行政無線統制室） 

ＦＡＸ  500-7110（地上系）  012-500-7110（衛星系） （    〃     ） 

（イ）一般加入電話 

電 話  043-223-2178 （県防災行政無線統制室） 

ＦＡＸ  043-222-5219 （    〃     ） 
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別表１ 報告一覧 

報告の種類 報告機関 報告の内容 報告時期・方法 

災害緊急 

報告 

市町村 

消防本部 

１ 庁舎等の状況 

２ 災害規模概況 

災害の発生場所、概況、人的被害、住家被害、火災

発生の有無等の被害状況 

３ 応急対策の状況 

当該災害に対して講じた応急対策について報告 

４ 措置情報 

災害対策本部等の設置状況、避難勧告・指示等の状

況、避難所の設置状況等について報告 

①覚知後直ちに 

②第1報告の後、詳細が判明

の都度直ちに 

［電話、ＦＡＸ］ 

支部総務班 

１ 庁舎等の状況 

２ 庁舎周辺の被害状況 

３ 支部管内の出先機関及び市町村からの情報 

４ 支部管内の出先機関の職員参集状況 

部門担当部 

防災関係機関 

個別の災害現場の概況及び当該災害に対する具体的な

対応状況等 

災   

害

総

括

報

告 

定時 

報告 

市町村 

被害情報及び措置情報の全般的な情報を定時に報告 

１ 被害情報 

各市町村区域内の人的被害、住家被害及びその他施 

設等の全般的な被害状況（件数） 

２ 措置情報 

  災害対策本部の設置、職員配備及び住民避難等の状

況 

①原則として1日2回 

 9時・15時現在で把握して

いる情報を指定時刻まで 

②県から別途指定があった

場合はその指定する時刻ま

で 

［電話、FAX及び端末入力］ 

確定時 

報告 

 同一の災害に対する応急対策が終了した後、10日以内

に報告。本報告は、災害復旧の基礎となるものである 

ため、正確を期すること。 

１ 被害情報 

各市町村内の全般的な被害状況（件数） 

２ 措置情報 

災害対策本部の設置、職員配備及び住民避難等の 

状況 

３ 被害額情報 

各市町村内の施設被害額及び産業別被害額 

応急対策終了後10日以内 

［端末入力及び文書］ 

年報 
4月1日現在で明らかになった1月1日から12月31日まで

に発生した災害について報告 

4月20日まで 

［端末入力及び文書］ 

部門別被害額

総括報告 
部門担当部 

 各部門において所管する施設等の被害額、産業別被害

額を報告 

応急対策終了後10日以内 

［文書等］ 

災害詳細 

報告 

市町村 
災害総括報告で報告した被害情報の内容（日時・場

所・原因等）及び措置情報の詳細を報告 

①原則として1日2回 

9時・15時現在で把握してい

る情報を指定時刻まで 

②県から別途指定があった

場合はその指定する時刻ま

で 

［電話、FAX及び端末入力］ 

部門担当部 

 農林水産、県土整備、商工、福祉、教育、医療、輸送

関連、ライフライン等の各部門における施設等の被害状

況、機能障害の状況、復旧見込等について、定時に報告 

防災関係機関 
 各機関の所管する施設等の被害状況、機能障害の状況

及び復旧見込等について報告 

①・②同上 

［電話、FAX］ 

注）防災関係機関とは、指定公共機関、指定地方公共機関、輸送関連施設管理者、ライフライン機関及びその他防災上重

要な施設の管理者をいう。 
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別表２ 被害の認定基準 

区 分 認 定 基 準 

人

的

被

害 

死者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認できないが、死亡したことが

確実な者とする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがある者とする。 

重傷 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1月以上の治療を

要する見込みの者とする。 

軽傷 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1月未満で治療で

きる見込みの者とする。 

住 

 

 

家 

 

 

被 

 

 

害 

共通 
住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問

わない。 

全壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没

したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等

何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったもの

をいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体

的には、住家の損壊、若しくは流失した部分の床面積がその住家の延べ床面積の70％以上に達

した程度のもの、又は住家の主要な構成要素（ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の構

成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。以下同

じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達

した程度のものとする。 

半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしい

が、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延べ

床面積の20％以上70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占め

る損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとする。 

一部破損 
全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、

ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床上浸水 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂・竹木のたい積により

一時的に居住することができないものとする。 

床下浸水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

非

住

家

被

害 

共通 

住家以外の建築物で、この報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。 

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

公共建物 役場庁舎、公民館、公立保育所等で公用物又は公共の用に供する建物とする。 

その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

り災世帯 

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくなった生計を一つ

にしている世帯とする。 

一部破損及び床下浸水の場合は計上しない。 

り災者 り災世帯の構成員とする。 

そ

の

他

被

害 

文教施設 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園における教育の用

に供する施設とする。 

病院 医療法第1条1項に規定する病院（患者20人以上の収容施設を有するもの）とする。 

道路 道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路のうち、橋梁を除いたものとする。 

橋梁 道路を連結するために河川、運河等のうえに架設された橋とする。 

河川 

河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川

又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止、その他の施設若しくは沿岸を

保全するために防護することを必要とする河岸とする。 
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区 分 認 定 基 準 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

 

 

被 

 

 

害 

港湾 
港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第5項に 規定する水域施設、外かく施設、けい留施設、

又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

砂防 

砂防法（明治30年法律第29号）第1条に規定する砂防設備、同法第3条の規定によって同法が準

用される砂防のための施設又は同法第3条の2の規定によって同法が準用される天然の河岸と

する。 

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄道不通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被害船舶 

ろ・かいのみをもって航行する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったもの及び流失し、

所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとす

る。 

海岸 海岸法（昭和31年5月12日法律第101号）第2条第1項に規定する「海岸保全施設」とする。 

地すべり 
地すべり等防止法（昭和33年3月31日法律第30号）第2条第3項に規定する「地すべり防止施設」

とする。 

急傾斜地 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年7月1日法律第57号）第2条第2項に規

定する「急傾斜地崩壊防止施設」とする。 

断水戸数 上水道又は簡易水道で断水している戸数で、最新時点における戸数とする。 

電気 災害による停電した戸数で、最新時点における戸数とする。 

電話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

ガス 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数で、最新時点における戸数とす

る。 

ブロック・石塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

田の流失・埋没 田の耕土が流出し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になったものとする。 

田の冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流失・埋没 
田の例に準じて取り扱うものとする。 

畑の冠水 

火災発生 火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものとする。 

被

害

金

額 

共 通 
災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設については、

査定済み額を記入し、未査定額（被害見込額）はかっこ外に朱書きするものとする。 

公立文教施設 公立の文教施設とする。 

農林水産施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年法律第169号）に

よる補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及

び共同利用施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）による国庫負担の対象となる

施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急

傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、公園、漁港及び下水道とする。 

その他の 

公共施設 

公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、例えば庁舎、公民館、

児童館、都市施設等の公共又は公共の用に供する施設とする。 

公共施設 

被害市町村 

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被害を受けた市町村と

する。 

農産被害 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等の被害とする。 

林業被害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

畜産被害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

水産被害 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、魚具、漁船等の被害とする。 

商工被害 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 
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４ 災害時の広報（総合企画部・防災危機管理部） 

（１）広報活動要領 

 県、市町村、防災関係機関は相互に連携して、流言飛語等による社会的混乱を防止し、民心の   

安定を図るとともに、被災地の住民の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するため、  

正確な情報を迅速に提供することに努める。 

 なお、県提供のテレビ・ラジオの広報番組、千葉県ホームページ（連動する各種インターネット

サービスを含む。）、県民だより等を活用して県民へ広報する場合は、総合企画部報道広報課を窓口

として行う。 

（２）広報内容 

ア 避難方法等に関する情報 

イ 交通規制等に関する情報 

ウ 被害に関する情報 

（ア）人及び家屋関係 

（イ）公益事業関係 

（ウ）交通施設関係 

（エ）土木港湾施設関係 

（オ）農林水産関係 

（カ）商工業関係 

（キ）教育関係 

（ク）その他 

エ 応急対策活動に関する情報 

（ア）水防、警備、救助及び防疫活動 

（イ）通信、交通、土木港湾等施設の応急対策活動 

（ウ）その他一般県民及び被災者に対する必要な広報事項 

オ 県外で発生した災害に係る支援に関する情報 

カ 流言飛語の防止に関する情報 

（３）広報方法 

ア 一般広報活動 

（ア）市町村防災行政無線、広報車、ヘリコプター等を活用した広報 

（イ）広報紙、チラシ、ポスター、掲示板等を活用した広報 

（ウ）県提供のテレビ、ラジオの広報番組を活用した広報 

（エ）インターネット（千葉県ホームページ、メールなど）を活用した広報 

（オ）千葉県防災ポータルサイトを活用した広報 

イ 報道機関への発表 

  テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対し、情報及び必要な資料を提供する。 

  また、報道機関が迅速かつ正確に広報できるようにするため、情報の提供方法について、イン

ターネットやメール等の活用についても検討する。 

ウ 放送機関への放送要請 

県及び市町村が、災害等のため、電気通信設備、有線電気通信設備若しくは無線通信設備に  

より通信ができない場合又は通信が著しく困難な場合において、災害対策基本法第５７条の規定

による通知、要請、伝達又は警告のため、放送機関に放送を要請する場合は「災害時における   

放送要請に関する協定」に基づき要請する。 
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放送要請協定機関及び窓口 

 

＜資料編１－12－11 災害時における放送要請に関する協定 日本放送協会千葉放送局＞ 

＜資料編１－12－12 災害時における放送要請に関する協定締結に関する覚書 〃 ＞ 

＜資料編１－12－13 緊急警報放送の実施に伴う災害時における放送要請について 〃 ＞ 

＜資料編１－12－14 災害時における放送要請に関する協定 

          ㈱ニッポン放送、千葉テレビ放送㈱、㈱ベイエフエム＞ 

 

  エ 報道機関への報道要請 

県が地域防災計画に基づき災害対策本部を設置した場合又はこれに準ずる事態が発生した場合

において、県が行う災害応急対策についての報道要請は、「災害時における報道要請に関する  

協定」に基づき行う。 

 

   報道要請協定機関 

    千葉日報社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、産経新聞社、東京新聞、 

    日刊工業新聞社、日本工業新聞社、時事通信社、共同通信社、 

    日本テレビ放送網㈱、㈱東京放送、㈱フジテレビジョン、全国朝日放送㈱ 

 

＜資料編１－12－15 災害時における報道要請に関する協定 ㈱千葉日報社 他14社＞ 

＜資料編１－12－16 災害時等における外国人県民等への報道要請に関する協定 

                         エフエムインターウェーブ㈱＞ 

 

 

機 関 名 ・ 窓 口 

県 防 災 行 政 無 線 一 般 加 入 電 話 

電  話 Ｆ Ａ Ｘ 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

日本放送協会千葉放送局 

(放送) 
500-7393 500-7394 043-203-0597 043-203-0395 

千葉テレビ放送㈱ 

報道局報道部 
500-9701 500-9702 043-231-3111 043-231-4999 

㈱ベイエフエム 

   総務部 
500-9711 500-9712 043-351-7841 043-351-7870 

㈱ニッポン放送 

編成局報道部 
－ － 03-5500-3268 03-5500-3915 
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第３節 水 防 計 画 

 

 

千葉県内の各河川、海岸並びに港湾等に対し、水防上必要な監視、警戒、予防等を行うとともに水閘

門の操作、消防機関や水防管理団体等との協力、水防資材及び設備の運用等を実施し被害の軽減を図る。 

 なお、水防計画は、県土整備部河川環境課が作成する「千葉県水防計画」によるが、その概要は次の

とおりである。 

 

１ 水防の目的 

  千葉県水防計画に基づき、洪水、津波、又は高潮等による水災を警戒し、防ぎょし、これによる   

被害を軽減する目的をもって、千葉県管下の各河川、海岸並びに港湾等に対して水防上必要な監視、

警戒、予防、警報、通信、連絡、輸送及び水閘門の操作を行う。 

また、水防のための消防機関等の活動、水防管理団体間における協力及び応援並びに水防に必要な

器具、資材及び設備の整備運用等を実施する。 

  ※水防管理団体：水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務 

組合もしくは水害予防組合をいう。 

 （注）洪水、津波又は高潮とは、地震による堤防の漏水・沈下等の場合を含んでいる。 

  

２ 水防の責任（県関係抜粋） 

（１）市町村及び水防管理団体 

   市町村及び水防管理団体たる水害予防組合、水防事務組合は、水防計画並びに各々の水防計画に

基づき各々その管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する。 

（２）千葉県（水防本部） 

   千葉県（水防本部）は、管下の各水防管理団体が行う水防が十分行われるように指導及び確認  

すべき責任を有する。 

（３）知事は、指定した河川、湖沼又は海岸について洪水又は高潮等により相当の損害を生ずるおそれ

があると認めたときは水防警報を発し、関係機関に通知しなければならない。 

（４）一般県民 

   常に気象状況、水防状況等に注意し、水防が予想される場合、自らの安全の確保を最優先すると

ともに、地域で共に助け合い、水防に協力しなければならない。 

    

３ 津波における留意事項 

 津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて‘遠地津波’と’近地津波‘に分類して考えら

れる。遠地津波の場合は原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲来する。近地

津波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来する。従って、水防活動及び水防

団員自身の避難に利用可能な時間は異なる。 

 遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可能なことが  

ある。しかし、近地津波で、かつ安全な場所への避難場所までの所要時間がかかる場合は、水防団員

自身の避難以外の行動が取れないことが多い。 

 従って、あくまでも水防団員自身の避難時間を確保したうえで、避難誘導や水防活動を実施しな  

ければならない。 

 

４ 安全配慮 

洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団自身の安全確保に留意して水防活動を実施する  

ものとする。避難誘導や水防作業の際も、水防団員自身の安全は確保しなければならない。 

  ―水防団員自身の安全確保のために配慮すべき事項― 

  ・水防活動時にはライフジャケットを着用する。 
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   ・水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通信機器を

携行する。 

  ・水防活動時には、ラジオの携行等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。 

 

５ 水防本部の組織 

 千葉県水防本部は管内における水防業務を総括するため本部を県庁内（県土整備部河川環境課）に

置く。 

（１）組織系統 

   水防本部は次の機構により事務を処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水防本部の事務分掌 

   水防本部構成員の事務分掌は次のとおりとする。 

構 成 員 名 事 務 分 掌 

本 部 長（知事） 水防本部の事務を総括する。 

本部長付（副知事） 本部長に事故ある時は本部長の職務を代行する。 

副本部長 

（県土整備部長） 

本部長を補佐し、水防事務の円滑な実施を図る。 

なお、本部長、本部長付に事故ある時はその職務を代行する。 

副本部長付 

（災害・建設業 

担当部長） 

副本部長に事故ある時は副本部長の職務を代行する。 

指 揮 監 

（河川環境課長） 

水防本部長および副本部長を補佐し、その命をうけて分掌事務を

掌理し、水防本部員を指揮監督する。 

なお、副本部長、副本部長付に事故ある時はその職務を代行する。 

指揮監付 

（河川整備課長）  

（道路環境課長） 

（道路整備課長） 

（港湾課長） 

（県土整備政策課長） 

（漁港課長） 

（耕地課長） 

（農林水産政策課長） 

（道路計画課長） 

本部長、副本部長および指揮監を補佐する。 

 また、指揮監に事故ある時はその職務を記述の順に代行する。 

 

副本部長 

（県土整備部長） 

副本部長付 

（災害・建設業 

担当部長） 

 

指揮監付 

（河川整備課長） 

（道路環境課長） 

（道路整備課長） 

（港湾課長） 

（県土整備政策課長） 

（漁港課長） 

（耕地課長） 

（農林水産政策課長） 

（道路計画課長） 

 

本部指令班（県庁） 

 

 

 
指令担当 情報担当 

総務担当 渉外担当 

災害担当 予備員 本部長付 

（副知事） 

現地指導班（出先） 

本部関係各課（県庁） 

指揮監 

（河川環境課長） 
本部長（知事） 
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（３）各班の事務分掌は次のとおりとする。 

班 名 事 務 分 掌 

本部指令班（河川環境課） 

 

本部指令班は、総務担当、渉外担当、指令担当、情報担当、災害担当、予備員から構成され、

迅速かつ的確な水防活動が図られるよう水防体制への移行に向けた気象情報、水位情報等を整理

し、指揮監へ報告し、その指示を仰ぐものとする。 

なお、本部指令班には、本部指令班長を置き、各担当を総括するとともに、現地指導班と連携

して水防業務にあたるものとする。 

総務担当 

(1)水防本部要員の決定招集に関すること。 

(2)水防事務の諸経理に関すること。 

(3)緊急自動車の確保、配車に関すること。 

(4)水防本部員の給食、寝具の確保に関すること。 

(5)水防資器材の確保斡旋に関すること。 

(6)他班の所掌に属さない事務に関すること。 

渉外担当 

(1)自衛隊の出動要請及び公用負担の指導に関すること。 

(2)警察、各関係機関、報道機関との連絡及び広報に関すること。 

(3)国への報告及び連絡に関すること。 

(4)他部局への応援要請に関すること。 

指令担当 

(1)情況の把握及び判定並びに水防指令の立案に関すること。 

(2)気象情報、洪水予報、水防警報、水防配備指令等の受信、記録及び   

伝達に関すること。 

(3)ダムの洪水調節に関すること。 

(4)災害対策本部との連絡に関すること。 

(5)各班の連絡調整に関すること。 

情報担当 

(1)雨量、水位、流量、潮位、ダム放流等水文資料の収集、整理解析に   

関すること。 

(2)テレビ、ラジオ、その他諸情報の収集整理に関すること。 

(3)防災行政無線、水防テレメーターシステム等の整備・点検に関する 

こと。 

災害担当 

(1)水防工法の指導に関すること。 

(2)水門、排水ポンプ場等の操作の指導に関すること。 

(3)水害、土砂災害等の被害状況の収集、整理に関すること。 

(4)公共土木施設の被害状況の収集整理に関すること。 

(5)災害状況、水防活動状況記録の整理・保存・指導に関すること。 

予備員 水防本部予備員として待機し、必要に応じて各担当を応援する。 

本部関係各課（河川整備課、道路環境課、道路整備課、港湾課、県土整備政策課、漁港課、耕地

課、農林水産政策課、道路計画課） 

 

関係機関の情報収集を行うとともに、現地指導班を通じて行われる指令先・報告元となる関係 

機関の水防活動を支援する。 

なお、河川整備課職員は本部指令班として、河川環境課に詰めるものとする。 
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現地指導班（土木事務所、港湾事務所） 

 ア 現地指導班の組織 

 水防管理団体への情報連絡及び現地指導等水防事務の円滑な実施を図るため、各土木事務

所、各港湾事務所に現地指導班を設置する。 

 各現地指導班長には、所長の職にある者もしくは所長が指名した者をあてるものとする。 

 イ 現地指導班の水防事務 

 各現地指導班は水防本部の構成組織であり、特に水防活動の最前線で情報収集、現地指導

を行うことから、県庁内部に組織される本部指令班と同様、事務分掌及び班員の招集方法

を定めておかなければならない。 

 また、下記事項に関して管内各機関との連絡方法を定めておかなければならない。 

 ⅰ 気象情報伝達系統 

 ⅱ 水防配備指令伝達系統 

 ⅲ 利根川洪水予報伝達系統 

 ⅳ 利根川水防警報伝達系統 

 ⅴ 水防警報（知事指定河川）伝達系統 

 ⅵ 連絡者一覧表（平日昼間及び休日夜間） 

 

 

６ 水防本部の配備体制と活動内容 

（１）水防配備 

 ア 水防本部水防配備指令による配備 

   水防本部の水防配備指令により、配備体制をとることとする。 

   ただし、状況により緊急の場合は現地指導班長がその管内の配備体制をとることができる。 

   この場合、速やかに指揮監にその旨を報告し、指揮監は副本部長に報告するものとする。 

 イ 水防警報発令による配備 

   水防法に基づき知事が水防警報を行う指定河川において、現地指導班長が水防警報を発令した

場合には、その管内の配備体制をとることとする。 

 ウ 避難判断水位（特別警戒水位）到達情報による自動配備 

   水防法に基づき知事が水位情報の通知及び周知を行う指定河川において、水防本部からはん濫

警戒情報の通知を受けた際には、水防本部指令班及び該当する現地指導班、水防管理者は確実  

迅速に水防警戒体制による自動配備を行うものとする。この場合、速やかに指揮監にその旨を  

報告し、指揮監は副本部長に報告するものとする。  

 エ ダム洪水警戒体制発令による配備 

   ダム管理事務所が洪水警戒体制をとったときは、必要に応じ、その管内の配備体制をとること

とする。この場合、速やかに指揮監にその旨を報告し、指揮監は副本部長に報告するものとする。 
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（２）水防配備体制 

   常時勤務から水防体制への切替えを確実迅速に行うとともに、勤務員として適当に交代休養させ

長期間にわたる非常勤務活動の完遂を期するため、本部長は次の５つの配備体制による配備を行う。 

編成・配備 

基準 

配備体制 

編 成 配備基準 

水 防 準 備 体 制 
若干名(２～３名)で水

防事務にあたる 

①県下に大雨、高潮、洪水注意報が発表され、副

本部長（県土整備部長）が必要と認めたとき。 

②津波注意報が発表され、副本部長（県土整備部

長）が必要と認めたとき。ただし、現地指導班

においては、管内の予報区で発表されたとき。 

水 防 注 意 体 制 
１／10の人員で水防事

務にあたる 

①県下に大雨、高潮、洪水警報が発表され、副本

部長（県土整備部長）が必要と認めたとき。 

②津波注意報が発表され、副本部長（県土整備部

長）が必要と認めたとき。ただし、現地指導班

においては、管内の予報区で発表されたとき。 

水 防 警 戒 体 制 
１／３の人員で水防事

務にあたる 

①県下に大雨、高潮、洪水警報が発表され、副本

部長（県土整備部長）が必要と認めたとき。 

②津波警報が発表され、副本部長（県土整備部長）

が必要と認めたとき。ただし、現地指導班にお

いては、管内の予報区で発表されたとき。 

③水位情報周知河川において、避難判断水位 

（特別警戒水位）に達したとき。（自動配備） 

水防非常第１体制 
２／３の人員で水防事

務にあたる 

①台風等により県下広範囲にわたり相当な被害

が発生するおそれがあり、また、一部に相当な

被害が発生した場合で本部長（知事）が指示し

たとき。 

②水防に関して千葉県災害対策本部が設置され、

本部第１配備体制にあるとき。 

水防非常第２体制 

全員で水防事務にあた

り必要に応じ、予備班

を招集する。 

①台風等により県下全域にわたり甚大な被害が

発生するおそれがあり、また、一部に甚大な 

被害が発生した場合で本部長（知事）が指示し

たとき。 

②水防に関して千葉県災害対策本部が設置され、

本部第２配備体制以上にあるとき。 

 水防警報河川・洪水予報河川の配備体制について 

利根川、江戸川、小貝川、霞ヶ浦・北浦に洪水予報・水防警報が発表された場合には、副本部長

が状況を判断し、必要な体制をとるものとする。 

県が指定する水防警報河川において、現地指導班長が水防警報を発令した場合は、現地指導班長

が状況を判断して必要な体制をとるとともに、水防本部指令班は水防配備体制をとるものと  

する。 

※１ 構成人員については、目安であり、現地指導班ごとに事前に定めることとする。 

※２ 津波については、道路環境課及び防災危機管理部危機管理課の体制で自動配備となって

いるが、水防については必要に応じて配備するものとする。 
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（留意事項） 

１ 水防本部員は、常に気象状況の変化に注意し、水防指令の発令が予測されるときは、

情報収集を行い出動準備を心がけるものとする。 

２ 配備指令発令後は出来る限り不急の外出はさけ、待機しなければならない。 

３ 非常勤務者は、交代者と引継ぎを完了するまではその勤務場所を離れてはならない。 

４ その他交代者は、予め自己の勤務すべき時期を確認しておき、水防事務に支障をきた

さないようにしなければならない。 

５ 水防配備指令発令後においては、水防業務を一般業務に優先して行わなければならな

い。 

６ 上記体制人員は目安であり、各水防段階における水防事務を勘案し、事前に必要人員

を定め、水防連絡会までに定めておくこととする。 
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７ 水防配備指令伝達系統（平成24年4月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）    必ず連絡すること 

２）    警戒体制、非常第１体制、非常第２体制に入った時連絡をするところ 

※  各土木事務所・港湾事務所の水防指令情報伝達系統図によること 

※※ 自衛隊災害派遣要請は本部長が必要と認めた場合若しくは市町村長からの依頼を受けて本部長が行う

ものとし、その指揮にあたっては、本部長若しくは本部長から指名を受けた者の協力要請に応じること

とする。 

【水防本部】 

 
 

（現地指導班） 

河 川 環 境 課 

０４３－２２３－３１５６ 

県警察本部 

警備部警備課 

043-201-0110 

(内線5801) 

※ 

警察署 

県災害 

対策本部 

(危機管理課) 

043-223-2175 

※県災害 

対策本部 

支部 

(地域振興事務所) 

※ 

独立行政法人 

水資源機構 

 

千葉用水 

総合管理所 

 

利根川下流 

総合管理所 

 

高滝ダム管理事務所 

0436-98-1411 

亀山・片倉ダム管理事務所 

0439-39-2400 

※ 

農業事務所 

漁港事務所 

指令・報告 指令・報告 指令・報告 

指令・報告 

指令・報告 

通知 通知 

通知 

※※ 

陸上自衛隊 

第１空挺団 

第３科 

047-466-2141 

(内線236) 

※ 

北千葉道路建設事務所 

0476-28-1411 

真間川改修事務所 

047-378-8652 

本部関係各課 

下水道課 

市街地整備課 

公園緑地課 

住宅課 

※ 

海上保安部署 

※下水道事務

所、区画整理事

務所 

※千葉県建設

業協会、千葉県

電業協会 

通知 

通知・報告 

※ 

水防管理団体（市町

村長等） 

葛南土木事務所 

 

047-433-6745 

千葉土木事務所 

 

043-242-6104 

東葛飾土木事務所 

 

047-364-5136 

柏土木事務所 

 

04-7167-1201 

香取土木事務所 

 

0478-52-5191 

海匝土木事務所 

 

0479-72-1160 

山武土木事務所 

 

0475-54-1136 

長生土木事務所 

 

0475-24-4521 

夷隅土木事務所 

 

0470-62-3311 

安房土木事務所 

 

0470-22-4341 

君津土木事務所 

 

0438-25-5134 

印旛土木事務所 

 

043-483-1146 

成田土木事務所 

 

0476-26-4831 

銚子土木事務所 

 

0479-22-6500 

市原土木事務所 

 

0436-41-1300 

千葉港湾事務所 

 

043-246-6201 

葛南港湾事務所 

 

047-433-1895 

木更津港湾事務所 

 

0438-25-5141 

消防機関等 

   通知 
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８ 水防配備の解除 

（１）県の水防配備の解除 

   水防本部長は、水位がはん濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、津波又は高潮の

おそれがなくなったとき等、配備の必要がなくなったと認めたときは、水防配備体制を解除する。 

（２）水防管理団体の水防配備の解除 

   水防管理者は、水位がはん濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、津波又は高潮の

おそれがなくなったとき等、自らの区域内の水防活動の必要がなくなったと認めたときは、水防  

配備体制を解除する。 

   なお、配備を解除したときは、現地指導班を通じ水防本部指令班（河川環境課）に報告するもの

とする。 

※ 水防管理者：水防管理団体である市町村の長、水防事務組合の管理者又は長、並びに水害予防

組合の管理者をいう。 
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第４節 避 難 計 画 

 

 

風水害等による災害に際し、住民等を安全な場所に避難させ、人的被害の軽減を図る。 

 この際、高齢者、障害者等の災害時要援護者の安全避難について、特に留意する。 

 

１ 計画方針（防災危機管理部） 

 災害に際し、危険地域の住民等を安全な場所に避難させ人的被害の軽減を図るとともに、これらの

者と現に被害を受けて避難しなければならない者を、一時的に学校、集会所、公民館等の既存建物  

又は野外に仮設したテント等に収容し、保護する。 

 市町村にあっては、「災害時における避難所運営の手引き」に基づき、適切な避難誘導体制を整える

ものとする。 

  

２ 実施機関（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察本部） 

（１）避難の勧告又は指示 

 避難の勧告を発すべき権限のある者として第一次的な実施責任者である市町村長が実施する。 

また、市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合は、知事が行うもの  

とする。（災害対策基本法第60条） 

避難の指示については、災害応急対策の第一次的な実施責任者である市町村長を中心として、  

相互に連携をとり実施するものとする。 

ア 市町村長（災害対策基本法第60条） 

イ 知事（災害対策基本法第60条5項） 

ウ 警察官又は海上保安官（災害対策基本法第61条、警察官職務執行法第4条） 

エ 水防管理者（市町村長、市町村水防事務組合管理者、水害予防組合管理者《水防法第29条》） 

オ 知事又はその命を受けた県職員（水防法第29条、地すべり等防止法第25条） 

カ 災害のため派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（その場に警察官、海上保安官がいない場合に  

限る。《自衛隊法第94条》） 

（２）避難所の設置 

   災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある住民を収容するため、学校や公民館等の  

避難所を設置する。 

ア 避難所の設置は、市町村長が行うものとする。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

  なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の  

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

イ 当該市町村限りで対応不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て  

実施するものとする。 

 

３ 避難の勧告又は指示等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察本部） 

（１）災害時における住民等の生命又は身体の保護のため、又は災害の拡大防止のために特に必要が  

あると認められるときは、本節２（１）に掲げる者は、関係法令の規定やガイドラインに基づき、

次により避難の勧告又は指示を行うものとする。 

ア 市町村長の措置 

（ア）市町村長は、火災、崖崩れ、高潮等の事態が発生し、又はその拡大のおそれがあり、住民等

の生命身体の危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民等に対し、速やかに避難のための

立ち退きの勧告又は指示を行うものとする。 

   ただし、知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができ  

なくなったときは、市町村が実施すべき立ち退きの勧告また指示に関する措置の全部又は一部
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を当該市町村長に代わって実施する。 

  （イ）市町村長は、災害時要援護者等、自力での避難に時間を要する住民に対して特に配慮する   

ものとし、国が作成した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」に基づき、 

避難準備（要援護者避難）情報、避難勧告及び避難指示について判断基準を整備するものと  

する。 

イ 警察官等の措置 

 警察官及び海上保安官は、災害の発生により、住民等の生命、身体に危険を及ぼすおそれの  

ある事態が発生し、市町村長が措置をとることができないと認めるとき、又は市町村長から要求

があったとき、直ちに当該地域住民に避難のための立ち退きを指示するものとする。 

 警察官及び海上保安官は、住民等の生命、身体に危険が切迫していると自ら認めるときは、  

直ちに当該地域住民等に避難のための立ち退きを指示するものとする。 

なお、立ち退きを指示した場合は、直ちに市町村長へ通知する。 

ウ 自衛官の措置 

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合で、警察官及び

海上保安官がその場にいないときは、危険な場所にいる住民に当該区域からの退去を命じること

ができる。 

エ 知事等の措置（水防法第29条、地すべり等防止法第25条） 

 知事又はその命を受けた水防本部構成員は洪水又は高潮の氾濫及び地すべりにより著しく 

危険が切迫していると認めるときは危険な区域の住民に対し避難のための立ち退きを指示する

ものとする。 

（２）避難準備情報、避難勧告又は指示の内容 

 市町村長等が避難準備情報の発表や避難の勧告又は指示を行う場合は、状況の許す限り次の各号

に掲げる事項を明らかにして、これを行うものとする。 

ア 避難対象地域 

イ 避難先 

ウ 避難経路 

エ 避難準備情報、避難勧告又は指示の理由 

オ その他必要な事項 

（３）避難の措置と周知 

 避難の措置を実施した者又は機関は、当該地域の住民等に対してその内容を周知するとともに、

速やかに関係機関に対して連絡するものとする。 

ア 住民等への周知 

 避難の措置を実施したときは、当該実施者は防災行政無線を活用するほか報道機関や自主防災

組織の協力を得て周知徹底を図る。 

イ 関係機関の相互連絡 

 県、県警察、市町村、自衛隊及び海上保安部は、避難の措置を行った場合においては、その   

内容について相互に通報連絡するものとする。 

 

４ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察本部） 

   避難誘導は、市町村地域防災計画に定めるところによるが、市町村職員、警察官、消防職員その他

の避難措置の実施者は、住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に努める。誘導に   

当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集団避難を行うものとし、災害時要援護者の避難を  

優先して行う。 
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５ 避難所の開設（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁） 

 避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続き救助を要する者及びそのおそれの

ある者に対して、避難所を開設し収容保護する。なお、被災者のプライバシー及び安全の確保並びに

衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじめとする災害時要援護者や女性への配慮、ペット

対策などについても適切に対応するよう努めるものとする。  

（１）市町村は、避難所を設置する必要があるときは、学校、集会所、公民館その他の公共建物等を   

避難所として開設するが、これらの施設のみをもっては収容能力に不足が生ずるときは、野外に  

テント又は応急仮設住宅を設置し、対応する。さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等災害時

要援護者に配慮し、被災地以外にあるものも含め、旅館やホテル等を避難所として借り上げる等、

多様な避難所の確保に努めるものとする。なお、避難所の開設が予定される施設については、風水

害等に対する安全性を確保するとともに、対象地域の被災住民を収容できる規模をもって適切に 

配置するよう努める。 

   また、学校等の避難所については、学校施設の応急復旧マニュアル等の周知を図り、学校職員等

が被災時の施設の状況を速やかに把握できるよう努める。 

（２）市町村は、本来の施設管理者の監督のもとで住民の自主防災組織やボランテイア組織と協力して

避難所の効率的な管理運営がなされるよう、県が策定した「災害時における避難所運営の手引き」

を参考とし避難所ごとの運営マニュアルの策定を促進する。 

   また、その作成にあたっては、施設管理者と協議するものとする。 

（３）大規模な災害が発生し、多くの住民が長期にわたり避難生活を送る際には、住民の自主防災組織

などの避難民自らが中心となって運営する方法が、混乱回避のためには最も現実的な運営方法で 

あると考えられるが、この方法であっても、当然、市町村職員や施設管理者、ボランティアの支援

は必要である。 

（４）市町村は、避難所を管理運営する場合、男女双方の要望や意見を反映するため、男性ばかりで   

なく女性を管理運営する者に入れるものとする。 

   また、避難所における女性への配慮としては、更衣室やトイレなど施設の利用上の配慮、女性  

相談窓口や女性専用の物資配付など運営上の配慮などが必要である。 

   なお、女性相談窓口の開設・運営に当たっては、男女共同参画センターなどを積極的に活用する。 

（５）市町村は、ペットとの同行避難に備えて、「災害時における避難所運営の手引き」を参考に、ペッ

トの収容場所を確保するとともに、トラブル等が起きないようルールの作成に努める。 

（６）市町村は、状況により避難生活が長期化するような場合に備え、基本的な生活に対応できる環境

を整えるために必要な資機材の備蓄や、速やかに調達できる体制の整備に努める。主なものとして

は、炊き出しのための調理設備や器具、燃料、洗濯機等、畳・パーティション、仮設風呂・シャワ

ーなどである。 

   また、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の移り変わりにも柔軟に対応できる環境

づくりに努める。 

（７）市町村は、避難所を開設した場合には、各避難所との情報連絡を密にし、避難者の氏名や家族   

構成などの情報を逐次、コンピュータ等を活用して把握に努めるとともに、広報や問い合わせに  

適切に対応するものとする。 

   なお、避難所に名簿の掲示を行うなど、避難者情報の広報については、個人情報の取り扱いに  

注意するとともに、あらかじめ避難者から情報公開についての同意を得るなど、適切に対応する  

よう努める。 

 

６ 現地救護本部の設置（防災危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

  県は必要に応じ、現地に救護本部を設置するとともに、各避難所を巡回し、関係機関との調整を  

行うものとする。 
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第５節 災害時要援護者等の安全確保対策 

 

 

風水害により、住民の避難を要する地域が数多く出た際に、被災者の安全な場所への避難に必要な  

可能な限りの措置をとり、被災者の生命、身体の安全の確保に努める。 

特に、災害時に支援を必要とする、災害時要援護者については、市町村が策定した「災害時要援護者

避難支援プラン」等に基づき、災害時の避難誘導をはじめ、避難生活についても考慮し、安全確保に   

努める。 

 

１ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、県警本部） 

  災害時要援護者については、災害時要援護者避難支援プランの個別計画等に基づき避難支援者に 

よる避難誘導、支援を行う。 

（１）避難誘導 

   避難誘導は、次の事項に留意して行うものとする。 

  ア 避難経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある場所を避け、

安全な経路を選定すること。この場合、なるべく身体壮健者、その他適当な者に依頼して避難者

の誘導措置を講ずること。 

  イ 危険な場所には、表示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置すること。 

ウ 状況により、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、病弱者又は歩行困難者は適当な場所に集合さ

せ、車両又はボート等による輸送を行うこと。この場合、ロープ等の資材を利用して輸送途中の

安全を期すること。 

エ 避難誘導は、収容先での救助物資の配給等を考慮し、できれば町内会等の単位で行うこと。 

  オ 高齢者、障害者等の災害時要援護者については、その状態や特性に応じた適切な避難誘導を  

行うとともに、市町村職員及び自主防災組織の隊員等による避難確認を行うこと。 

（２）避難順位 

   避難誘導は移動もしくは歩行困難な者を優先して行うものとするが、その優先順位等については、

災害時要援護者避難支援プランの全体計画等に基づき、市町村が定めるものとする。 

（３）緊急入所等 

   市町村は、在宅での生活の継続が困難な災害時要援護者や指定避難所あるいは福祉避難所での 

避難生活が困難な災害時要援護者、身体状況等の悪化により緊急に入院加療が必要な者等について

は、緊急入所、ショートステイ、緊急入院等により対応を行うものとする。 

 

２ 避難所の設置、災害時要援護者の対応（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、教育庁） 

（１）避難所の開設は、本章第４節「避難計画」による。 

   県及び市町村は、災害時要援護者の避難状況を速やかに確認し、優先的に避難場所を確保すると

ともに、健康状態等を把握し、災害時要援護者に配慮した運営に努めることとする。 

   さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者に配慮した福祉避難所を設置する。 

   避難所における支援として、具体的には、以下の３点が考えられる。 

  ア 避難所における要援護者用相談窓口の設置 

  イ 避難所からの迅速・具体的な支援要請 

  ウ 避難所における要援護者支援への理解促進 

（２）外国人に対する対応 

   県は、被災直後から、（財）ちば国際コンベンションビューローと連携して日本語の理解が十分で

ない外国人向けに多言語での災害状況や支援に関する情報の提供を行う。 

また、被災地における語学ボランティアの需要状況を基に、派遣先や必要な派遣人員等を被災  

市町村等と調整の上、援助を必要としている避難所等へ同財団に登録されている語学ボランティア

を派遣する。なお、各市町村からの迅速な派遣要請が可能となるよう、各市町村へ本制度の周知を
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図る。 

市町村は、県の作成した「災害時における避難所運営の手引き」を活用し、外国人に対応した   

避難所運営に努める。 

 

３ 福祉避難所の設置（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁） 

  災害時要援護者を収容するため、福祉避難所に指定されている施設を福祉避難所として設置する。 

（１）福祉避難所の設置は、市町村長が発災後に福祉避難所に指定されている施設の管理者と連絡を  

とり、行うものとする。ただし、災害救助法が適用された場合は、知事が行い、市町村長がこれを   

補助するものとする。なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に

属する救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

（２）当該市町村限りで対応不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て実施

する。 

（３）福祉避難所開設後は、関係機関及び各避難所に開設済の福祉避難所を周知する。 

 

４ 避難所から福祉避難所への移送 

  市町村は、避難所における災害時要援護者の健康状態等の把握に努め、状況に応じて福祉避難所へ

の移送を行う。 

  なお、健康状態や特性等に関係なく、その障害などにより通常の避難所生活が困難な場合も福祉  

避難所への移送を検討する。 

  市町村は、福祉避難所に指定された施設や関連団体、又は県等と協力して要援護者の移送に利用  

可能な車両等、移送手段の確保に努める。市町村や関係機関等が保有する車両等のリストを作成する

ほか、個々の要援護者の移動手段の有無等を調査し、自力での移動可否状況を把握する。 

  また、社会福祉協議会と協力して、地域住民に対し、要援護者の避難所までの移動支援や避難所  

から福祉避難所への移送支援について働きかけることを検討する。 

 

５ 被災した災害時要援護者等の生活の確保（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、市町村） 

  応急仮設住宅への入居については、高齢者・障害者等の災害時要援護者を優先して行うよう努める

とともに、高齢者・障害者に配慮した応急仮設住宅（以下「福祉仮設住宅」という。）の設置等につい

て検討していくものとする。 

  また、被災した災害時要援護者等の生活の確保として、県及び市町村は、災害によるショック及び

避難生活の長期化に対応するため、被災地及び避難所において社会福祉士、介護福祉士、児童相談員

等の専門家による相談等の事業を行う。 

（１）要介護者への巡回相談事業及びホームヘルプサービスの実施 

（２）被災児童及びその保護者への相談事業の実施 
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第６節 救助救急・医療救護活動 

 

 

 消防機関、水防機関及び危険物施設管理機関及び救助救急のための関係機関は、災害から住民の生命・

財産を守り、被害を最小限にするために、全力を尽くす。 

 また、災害により多数の傷病者が生じ、また、医療機関が被害を受け混乱する等、住民生活に著しい

影響があるとき、県は関係機関と緊密に連携をとりながら、り災者の医療救護に万全を期するものと  

する。 

 

１ 救助・救急（防災危機管理部、警察本部） 

（１）活動体制 

 消防本部及び県警本部は、それぞれの消防活動、警備活動方針によるほか、県、県医師会、地区

医師会、日赤県支部、自衛隊などの関係機関と密接な連携を図り、傷病者の救助活動から搬送業務

完了まで一貫した救助・救急体制をとる。 

（２）救助・救急活動 

機関名 項  目 対     応     措     置 

消 
 
 
 
 
 
 

防 
 
 
 
 
 
 

本 
 
 
 
 
 
 

部 

救助・救急 

活 動 

１ 活動の原則 

  救助・救急活動は、救命処置を要する重症者を最優先とする。 

２ 出動の原則 

 救助・救急を伴う場合は、努めて救急隊と他隊が連携して出動するもの

とし、救助の伴わない場合は救急隊のみとし、次の優先順位により出動  

する。 

（１）同時に小規模な救助・救急事象が併発している場合は、救命効率の  

高い事象を優先する。 

（２）傷病者に対する救急処置は、救命の処置を必要とする事象を優先する。 

救 急 搬 送 

１ 傷病者の救急搬送は、救命処置を要する者を優先とする。なお、搬送に

際しては、所轄消防本部、医療チーム等の車両のほか、必要に応じ日本  

医科大学千葉北総病院ドクターヘリ、国保直営総合病院君津中央病院  

ドクターヘリ、千葉市消防局、自衛隊等のヘリコプターにより行う。 
２ 救護所等から後方医療施設への移送は、被災状況の推移を勘案して他機

関との協力体制のもとに行う。 

傷病者多数 

発 生 時 の 

活 動 

１ 災害の状況等を判断し、安全かつ活動容易な場所に現場救護所を設置し、

救助隊、医療チームと密接な連携を図り、効果的な救護活動を行う。 
２ 救護能力が不足する場合は、消防団員、自主防災組織等に医療機関への

自主的な輸送協力を求めるなど、関係機関との連絡を密にし、効率的な活

動を行う。 

県 

警 

察 

１ 救出・救護活動は、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、興行場、地下街等多人数の集

合する場所等を重点に行う。 
２ 救出した負傷者は、応急処置を施したのち、救護班等に引き継ぐか、車両及び航空機を

使用して速やかに医療機関に収容する。 

海 上 

保安部 

（署） 

１ 海難船舶が発生した場合は、その捜索・救助を行う。 

２ 負傷者、医師、その他救助活動に必要な人員及び物資の海上輸送を行う。 

３ 避難者の海上輸送及び誘導に協力し、避難を援助する。 
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（３）救助・救急資機材の調達 

ア 初期における装備資機材の運用については、原則として各関係機関においてそれぞれ保有する

ものを活用する。 

イ 装備資機材等に不足を生じた場合は、その他関係機関が保有するもの又は民間業者から借入れ

等を図り、救助・救急に万全を期する。 

 

２ 水防活動（県土整備部） 

 水害等の発生における水防活動については、同章第３節「水防計画」による。 

 

３ 危険物等の対策（防災危機管理部、健康福祉部、商工労働部、教育庁） 

（１）高圧ガス等の保管施設の応急措置 

 機関別対応措置 

 

（２）石油類等危険物保管施設の応急措置 

 県及び消防本部は、危険物取扱者等に対して、次に掲げる措置を当該危険物施設の実態に応じて

講じるよう指導する。 

ア 危険物の流出並びに爆発等のおそれのある作業及び移送を停止するとともに、施設の応急点検

と出火等の防止措置 

イ 混触発火等による火災の防止措置、初期消火活動、タンク破壊等による流出及び異常反応、  

浸水等による広域拡散の防止措置と応急対策 

ウ 危険物による災害発生時の自主防災組織活動と活動要領の制定 

エ 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置並びに防災機関

との連携活動 

 

機 関 名 対      応      措      置 

県 

１ 高圧ガス保管施設の破損に伴う被害の拡大を防止するため、関係機関と連絡を

密にし、高圧ガス製造事業者等に必要な指示を行う。 
２ 関係機関と連絡の上、必要に応じて高圧ガス取扱いの制限等の緊急措置を行う。 

３ 連絡通報体制の早期確立を図る。 

消 防 本 部 
１ 必要に応じて保安措置等についての指導を行う。 

２ 関係機関との情報連絡を行う。 

関東東北産業

保安監督部 

１ 正確な情報把握のため、千葉県及び関係機関と密接な情報連絡を行う。 

２ 災害発生に伴い千葉県及び関係機関と連絡の上、高圧ガス製造事業者等に対し

て施設等の緊急保安措置を講じ、被害の拡大防止を図るよう指導する。 

ガ ス 事 業 所 

１ ガスホルダーの受入れ、送出の停止又は調整を行う。 

２ 地区整圧器の作動停止又は調整を行う。 

３ ホルダー、中圧ラインのガス空中放散を行う。 
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（３）火薬類保管施設の応急措置 

 機関別対応措置 

 

（４）毒物、劇物保管施設の応急措置 

  機関別対応措置 

 

機 関 名 対      応      措      置 

県 

 延焼等により被害が拡大するおそれのある施設を対象に、緊急時における管理上

の措置命令を発する。 

１ 関係機関には状況に応じた緊急措置を連絡する。 

２ 事業所には十分な水を確保できるよう指導し、消火施設等の強化を指示する。 

関東東北産業 

保安監督部 

 火薬類製造事業所等の施設等が災害の発生により危険な状態となった場合又は 

危険が予想される場合は、その保安責任者が法令の定めるところにより、危険防止

措置を講じるよう十分な監督又は指導を行うものとし、必要があると認めるときは

法令の定めるところにより緊急措置命令等を行うものとする。 

機 関 名 対      応      措      置 

県 

 次の各項の実施について指導する。 

１ 毒物劇物の飛散、漏洩、浸透、火災等による有毒ガスの発生の防止に関する  

応急措置 
２ 中和剤等による除毒方法と周辺住民の安全措置 

３ 発災時における健康福祉センター（保健所）、警察署又は消防本部に対しての 

連絡通報 

県教育委員会 

 発災時の活動について、次の対策を樹立しておき、それに基づき行動するよう  

指導する。 

１ 発災時の任務分担 

２ 出火防止及び初期消火活動 

３ 危険物等の漏洩、流出等による危険防止 

４ 実験中における薬品容器、実験用容器の転倒、転落防止並びに転倒、転落等に

よる火災等の防止 
５ 児童生徒等に対する、発災時における緊急措置に関する安全教育の徹底 

６ 被害状況の把握、情報収集及び伝達等 

７ 避難場所及び避難方法 
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（５）危険物等輸送車両等の応急対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 関 名 対      応      措      置 

消防本部 

１ 事故通報等に基づきその状況を把握の上、交通規制等について関係機関と密接

な情報連絡を行う。 

２ 必要に応じ、地域住民への広報活動や警戒区域に対する規制等を行う。 

３ 危険物輸送車両の関係者に対して、必要に応じ一時使用停止又は使用制限の 

緊急措置命令を発する。 

県警察 
輸送中の車両については、周囲の状況により、あらかじめ安全な場所へ移動させ

る。 

関東東北産業

保安監督部 

１ 正確な情報把握のため千葉県及び関係機関と密接な情報連絡を行う。 

２ 高圧ガス輸送者に対して、必要に応じ一般高圧ガス及び液化石油ガスの移動の

制限又は一時禁止等の緊急措置命令を発する。 

３ 災害が拡大するおそれのあるときは、必要に応じ県内又は隣接都県に所在する

各都県の高圧ガス地域防災協議会等が指定した防災事業所に対し応援出動を指導

する。 

関東運輸局 

 危険物輸送の実態に応じ、次に掲げる対策を推進する。 

１ 災害発生時の緊急連絡設備を整備する。 

２ 災害発生時の危険物輸送列車の停止箇所は、できるだけ橋梁、ずい道等の危険

箇所を避けるよう対策を講じる。 

３ 輸送担当者に災害時の連絡、通報、応急措置等に関し指導を行うとともに、  

訓練を実施する。 

海上保安部

（署） 

 関係事業所の管理者及び船主、代理店等に対して、災害の実態に応じて、次の  

措置を講じるよう指導する。 

１ 危険物専用岸壁における荷役の停止、施設の応急点検と出火等の防止措置 

２ 危険物の海上への流出防止措置と応急対策 

３ 港内における危険物とう載船舶には、必要に応じた移動命令、又は航行の制限

若しくは禁止 

４ 港長公示第５１－２（昭和51年9月20日）に基づく下記事項に関する規制の強化 

  引火性危険物積載船舶より３０ｍ以内の船舶の接近、接舷の制限 

日本貨物 

鉄道（株） 

 危険物積載タンク車等が、火災、漏洩等の事故を発生した場合は、事故の拡大、

併発事故を防止するため、ＪＲ貨物における応急措置要領（危険品貨物応急措置便

覧欄）に従い、消火、火気厳禁、立入禁止等の措置を講じるとともに、消防、警察

等の関係機関へ通報する。 
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４ 医療救護（防災危機管理部、健康福祉部、病院局） 

（１）情報の収集・提供 

県は、市町村、消防機関、県医師会等との連携のもとに以下について情報収集を行い、関係機関

への情報提供を行う。また、そのため、平常時から関係機関との連携を緊密に保つとともに、    

県防災行政無線の災害拠点病院等への整備や広域災害・救急医療情報システムの再編整備など広域

的な情報ネットワークの強化・推進を図る。 

ア 医療施設の被害状況、診療機能の確保状況 

イ 避難所、救護所の設置状況 

ウ 医薬品等医療資器材の需給状況 

エ 医療施設、救護所等への交通状況 

オ その他参考となる事項 

（２）医療救護活動 

   災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった住民に対して、地域における診療機能が

一定程度回復するまでの間、救護所の設置や医療チームの派遣等により診療等を行う。 

ア 実施機関 

（ア）医療救護は、市町村長が行うものとする。 

   ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

     なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

（イ）当該市町村限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て

実施するものとする。 

（ウ）（ア）により市町村長が行う場合は、当該市町村地域防災計画の定めるところにより実施する。 

（エ）（ア）及び（イ）により知事が行う場合は、次により実施する。 

ａ 県が組織する救護班 

ｂ 日本赤十字社千葉県支部（以下「日赤県支部」という。）の長と締結した委託契約に基づ

き日赤県支部が組織する救護班 

ｃ 社団法人千葉県医師会（以下「県医師会」という。）の長と締結した協定に基づき県医師

会が組織する救護班 

ｄ 社団法人千葉県歯科医師会（以下「県歯科医師会」という。）の長と締結した協定に基づ

き県歯科医師会が組織する救護班 

ｅ 社団法人千葉県薬剤師会（以下「県薬剤師会」という。）の長と締結した協定に基づき   

県薬剤師会が組織する救護班 

ｆ 社団法人千葉県看護協会（以下「県看護協会」という。）の長と締結した協定に基づき   

県看護協会が組織する救護班 

ｇ 社団法人千葉県接骨師会（以下「県接骨師会」という。）の長と締結した協定に基づき   

県接骨師会が組織する救護班 

ｈ 国立病院機構で組織する救護班 

ｉ 災害拠点病院で組織する災害派遣医療チーム<ＤＭＡＴ>（以下「ＤＭＡＴ」という。）及び

救護班 

           ＜資料編４－１ 日本赤十字社千葉県支部災害救護業務組織編成表＞ 

           ＜資料編４－２ 救護班＞ 

イ 救護班等出動の要請 

（ア）市町村長は、必要に応じて市町村立病院の救護班に出勤を命じ、地区医師会長、地区歯科   

医師会長、日赤県支部長にそれぞれ救護班の出動を要請し、知事及び他の市町村長等に応援を

求めるほか、必要な措置を講ずるものとする。 

（イ）知事は、必要に応じてＤＭＡＴの派遣要請を行うとともに、県救護班の出動を命じ、日赤県

支部長、県医師会長、県歯科医師会長、県薬剤師会長、県看護協会長、県接骨師会長にそれ   

ぞれ救護班の出動を要請する。また、国立病院機構等その他の関係機関に応援を要請するほか
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連絡調整その他必要な措置を講ずる。 

  （ウ）具体的な現場指揮は、災害の態様、現場の状況等に応じ、関係機関で協議の上、統一を図る

ものとする。 

ウ 近隣都県市への応援要請 

 知事は、県内の関係機関のみでは被災地における十分な医療救護活動が困難と認めた場合は、

「九都県市災害時相互応援に関する協定」等に基づき近隣都県市への救護班の派遣、被災地から

の搬送患者の受入等を要請する。 

エ 広域にわたる応援要請 

  知事は、上記に定める要請のほか、必要があると認めるときは、災害対策基本法第７４条に  

基づき、他の道府県の道府県知事等に対し、応援を求める。 

オ 支援の受け入れ及び他地域への応援 

（ア）県は、協定等に基づく他都県市からの支援や医療ボランティアの協力申し出があった場合は、

地域の状況等を勘案し、その受入及び健康福祉センター（保健所）への派遣等を行う。 

（イ）健康福祉センター（保健所）長は、前記の派遣を受けた場合は、その業務を統括する。 

（ウ）被災地以外の健康福祉センター（保健所）長は、被災地の健康福祉センター（保健所）への

人員・物資等の応援を行う。 

カ 救護班等の業務内容 

（ア）傷病者に対する応急措置 

（イ）後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

（ウ）軽症患者等に対する医療 

（エ）避難所等での医療 

（オ）助産救護 

キ 救護所の設置 

救護所は県又は市町村が設置するものとし、救護班は救護所において医療救護活動を実施する。 

なお、救護所は必要に応じて適切な場所に設置する。 

ク 避難所救護センターの設置 

（ア）県は、被災者の避難所における避難生活が長期にわたると見込まれるときは、市町村との  

連携のもとに避難所内に避難所救護センターを設置し、医療救護活動を行う。 

（イ）避難所救護センターでは、精神科、歯科等を加え、ストレスや精神不安への対応を含めた   

きめ細かな対応を図る。 

（ウ）避難所救護センターは、避難所の設置状況等を勘案して、適切に配置するとともに、必要に

応じて周辺地域への巡回活動を行う。 

（エ）避難所救護センターの業務は各健康福祉センター（保健所）長が統括する。 

ケ 後方医療施設の確保 

知事は、救護班による応急手当の後、入院治療を要する傷病者の収容施設を必要に応じて広域

的に確保するものとする。 

（ア）災害拠点病院 

ａ 県は、災害時における広域的な地域医療の拠点として、二次保健医療圏に２か所程度、  

災害拠点病院を確保する。 

ｂ 災害拠点病院は、耐震耐火構造とし、電気・水道・ガスなどのライフライン途絶時等に  

おいても診療機能を維持するための予備電源や予備水源の確保、救急搬送のための臨時  

ヘリポートの確保など、あらかじめ必要な施設整備を行う。 

注）二次保健医療圏とは、医療法第３０条の３第２項第１号の規定に基づく区域で、特殊な

医療を除く病院の病床の整備を図るべき地域単位として設定するもので、本県では、９つ

の二次保健医療圏を設定している。 

（イ）県立病院 

 災害拠点病院となっていない県立病院においても、これに準じた機能を整備するとともに、

職員の動員配備体制を確立し、後方収容機能を果たすものとする。また、全ての県立病院は  
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後方受け入れとともに被災地への救護班の応援派遣を行うなど災害時医療の中核として活動

する。 

（ウ）災害医療協力病院等 

 上記（ア）及び（イ）のほか県医師会の協力を得て、傷病者や難病患者、人工透析患者の   

治療、収容に当たる災害医療協力病院等の確保を図る。 

コ 地域保健医療救護拠点 

（ア）県は、二次保健医療圏に１か所程度、健康福祉センター（保健所）等を利用して応急救護物

資等を集中的に備蓄した地域保健医療救護拠点を整備する。 

（イ）健康福祉センター（保健所）は、これらの備蓄物資の効率的な活用など災害時おける総合的

な保健医療対策を別に定める活動マニュアルにより実施する。 

サ 医薬品等の調達 

（ア）医薬品、医療資器材の確保 

ａ 県及び市町村は、医薬品等の整備確保に努め、医薬品等の備蓄拡充や品目の見直し及び  

流通医薬品の確保体制の整備を検討する。 

ｂ 県は、市町村等から医薬品等の確保について、応援要請を受けたときは、地域保健医療  

救護拠点（各健康福祉センター（保健所）等）に備蓄しているもののほか、千葉県医薬品卸

協同組合との協定に基づき医薬品卸業者の県内営業所等から調達し、救護所等に供給する。 

ｃ 県は、医薬品等が県内において調達できないときは、隣接都県等に協力を要請し調達する。 

（イ）血液製剤の確保 

ａ 県は、災害発生後速やかに県内血液センター等の被災状況を把握するとともに、日本赤十

字社千葉県支部と連携を図り、血液製剤の確保を図る。 

ｂ 県は、血液製剤が県内において調達できないときは、隣接都県等に協力を要請し調達する。 

＜資料編４－３ 医薬品等＞ 

シ 傷病者の搬送体制 

 県との協定等に基づき出動した医療チーム救護班の責任者は、医療救護を行った者のうち、 

後方医療施設に収容する必要がある者の搬送を市町村長又は知事に要請する。 

 原則として、被災現場から救護所への搬送は市町村が、救護所から後方医療施設までの搬送は

市町村及び県が防災関係機関との連携のもとに実施する。 

ス 救護班の活動車両 

救護班の出動及び活動のための車両等は、第７節警備・交通の確保・緊急輸送対策に定める  

車両等による。 

（３）広域災害・救急医療情報システム等の推進 

   県は、災害発生時における病院、薬局等の医療機関の被災状況、患者転送の要請、医療スタッフ

の要請等に関する情報及び被災地外の医療機関の支援体制等の情報の収集・提供並びに計画停電等

の緊急連絡事項の周知に関して、関係機関における広域災害・救急医療情報システム等の運用体制

の充実を図る。 

（４）広域医療搬送体制の整備 

   県は、災害時における救急患者及び医療活動従事者の広域医療搬送※のため、平常時から関係  

機関との訓練を通じて、広域医療搬送体制の整備に努める。 

 

 ※ 広域医療搬送 

   重傷者のうち、被災地内での治療が困難で、被災地外の医療機関において緊急に治療することが

必要な者であり、かつ、搬送中に生命の危険の少ない病態の患者を被災地区外の医療施設まで迅速

に搬送し、治療すること。 
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原則として市町村が実施

傷病者搬送

派遣要請（災害救助法適用）

国立病院機構
日赤千葉県支部
千葉県医師会
千葉県歯科医師会
千葉県看護協会
千葉県接骨師会
千葉県薬剤師会

千葉県立病院

（血液製剤）

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び救護班の派遣要請
・基幹災害医療センター　４か所

・地域災害医療センター１５か所

被害状況報告
　（ＤＭＡＴ及び救護班派遣依頼） 広域医療搬送

（SCU設置）

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び救護班の派遣要請

（医師・歯科医師
・薬剤師・看護師）

医薬品卸業者

災害拠点病院　等

日赤千葉県支部
血液センター等

災害拠点病院

（医薬品等）

救命救急センター

健康福祉センター（保健所）

医療ボランティア

医療救護活動の体系図

県外病院

病院・診療所

受付・登録

搬送協力要請等

救護班出動命令

救護班派遣要請

災害医療協力病院
（人工透析患者等）
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県循環器病センター 

日医大千葉北総病院 

県救急医療センター  

東京慈恵医大附属柏病院 

成田赤十字病院  

県立東金病院 

県立佐原病院 

千葉大医学部附属病院 

亀田総合病院

安房地域医療センター 

国保君津中央病院  

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター  国保旭中央病院  

国保松戸市立病院 

帝京大ちば総合医療センター  

東京歯科大市川総合病院 

香取海匝 

 印旛 

山武長生夷隅 

君津 

安房 

東葛北部 

東葛南部 

千葉 

市原 

災 害 拠 点 病 院 

順天堂大学浦安病院 

東京女子医科大八千代医療センター 

基幹災害

医   療

センター 

(４箇所) 

 

 

 

 

 

 

地域災害

医   療 

センター 

(15箇所) 

 

 

 

 

 
 

千葉大学医学部附属病院 

千葉県救急医療センター 

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター 

東京歯科大学市川総合病院 

順天堂大学医学部附属浦安病院 

東京女子医科大学附属八千代医療

センター 

国保松戸市立病院 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 

成田赤十字病院 

県立佐原病院 

県立東金病院 

帝京大学ちば総合医療センター 

安房地域医療センター 

千葉県循環器病センター 

日本医科大学千葉北総病院 

旭中央病院 

亀田総合病院 

君津中央病院 
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 医療機関隣接ヘリコプター離着陸場一覧 

 

 

 

地  域 医 療 機 関 隣接ヘリコプター離着陸場 

印西市 日本医科大学千葉北総病院 
日本医科大学千葉北総病院 

専用臨時ヘリポート 

旭市 総合病院国保旭中央病院 
総合病院国保旭中央病院 

専用臨時ヘリポート 

千葉市中央区 千葉大学医学部附属病院 
千葉大学医学部附属病院 

専用臨時ヘリポート 

千葉市美浜区 千葉県救急医療センター 印旛沼下水道事務所 

千葉市美浜区 千葉市立海浜病院 印旛沼下水道事務所 

船橋市 船橋市立医療センター 船橋市立運動公園陸上競技場 

市川市 

 
東京歯科大学市川総合病院 

東京歯科大学市川総合病院 

専用臨時へリポート 

浦安市 順天堂大学医学部附属浦安病院 エクセル航空（株）ヘリポート 

八千代市 
東京女子医科大学附属 

八千代医療センター 
八千代市消防本部 

松戸市  

 

国保松戸市立病院 

 
松戸市運動公園陸上競技場 

柏市 

 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 

 
柏市大堀川防災レクリエーション公園 

成田市 

 

成田赤十字病院 

 

成田赤十字病院 

専用臨時ヘリポート 

東金市 

 

千葉県立東金病院 

 

東金市立西中学校 

 

香取市 

 

千葉県立佐原病院 

 

香取市利根河川敷緑地 

 

市原市 

 
帝京大学ちば総合医療センター 

帝京大学ちば総合医療センター 

専用臨時ヘリポート 

木更津市 

 

国保直営総合病院君津中央病院 

 

国保直営総合病院君津中央病院 

専用臨時ヘリポート 

鴨川市 

 
亀田総合病院 

亀田総合病院 

専用臨時ヘリポート 

館山市 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

専用臨時ヘリポート 

市原市 

 

千葉県循環器病センター 

 

千葉県循環器病センター 

専用臨時へリポート 
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第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 

 

 

発災時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想されるところである。このため県民の生命、

身体、財産の保護を図り、各種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持等について万全を期するものと   

する。 

また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対応する

ための緊急輸送ネットワークの整備に努める。 

 

１ 災害警備計画 

（１）千葉県警察災害警備計画（警察本部） 
ア 基本方針 

警察は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、他の防災関係機関との連携

のもと、人命の保護を第一に、被災者の救出救助、交通の確保、各種犯罪の予防及び取締り、   

その他社会秩序の維持に当たる。 

イ 警備体制 

警察本部及び警察署は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その規模に応じ  

指揮体制を確立し災害警備活動を行う。 

（ア）災害警備本部 

大規模被害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合 

（イ）対策室 

災害発生のおそれがある場合又は被害程度が小規模の場合 

（ウ）連絡室 

県内に、大雨、洪水、暴風・高潮警報が発表された場合、又は台風が接近・上陸するおそれ

がある場合 

ウ 災害警備活動要領 

（ア）要員の招集及び参集 
（イ）気象情報及び災害情報の収集及び伝達 
（ウ）装備資機材の運用 
（エ）通信の確保 
（オ）救出及び救護 
（カ）避難誘導及び避難地区の警戒 
（キ）警戒区域の設定及び被害の拡大防止措置 
（ク）災害の拡大防止と二次災害の防止 
（ケ）報道発表 
（コ）行方不明者の捜索及び迷子等の保護 
（サ）死傷者の身元確認、遺体の収容 
（シ）交通対策（現場周辺の交通規制及び緊急交通路の確保） 
（ス）地域安全対策（犯罪の予防・取締り、相談活動） 
（セ）協定に基づく関係機関への協力要請 
（ソ）その他必要な応急措置 

（２）海上保安部（署）非常配備等計画 

ア 大規模海難等の発生が予想される場合においては、海上保安庁非常配備規則に基づき、次の  

段階に分けて発令するとともに、海上における犯罪の予防及び鎮圧、人命及び財産の保護並びに

海洋汚染の防止に対処する。 

イ 警戒配備（注意体制） 

  管内に大規模海難等に至らない海上における災害の発生が予想されるときに緊急に事前の措置
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を実施し、これに備える態勢を確立するため、要員の増強、通信の強化及び巡視船艇・航空機を

待機又は出動させる等の措置を実施する。 

ウ 非常配備 

 大規模な海難、その他海上における災害であって、社会的に著しく影響の大きい事態の発生が

予想されるときは、非常配備乙を発令して、緊急に事前の措置を実施し、これに備える態勢を  

確立するため、要員の増強、対策の検討、通信の強化及び巡視船艇・航空機を待機又は出動させ

る等の措置を実施する。 

エ 警備要領 

（ア）海上における治安の確保及び海上における遭難者（陸上から流れ出した漂流者を含む）の  

救助作業は、所属巡視船艇あるいは他の海上保安部署からの応援派遣船艇、航空機をもって  

実施し、救護を必要とする者については、対策本部及び医療機関等と連絡を密にして、早急に

引渡し、場合によっては医師、看護師等が当庁巡視船艇に直接乗船して救護に当たる。 

（イ）災害時の救助活動を行うに際し、海上自衛隊との任務分担及び情報の交換については、海上

自衛隊横須賀地方隊と第三管区海上保安部との海上における災害派遣に関する地方協定による。 

 

２ 交通対策計画（防災危機管理部、県土整備部、警察本部、市町村） 

（１）災害時における危険箇所 

   道路の路肩決壊及び法面崩落による危険箇所は、＜資料編５－６ 道路の路肩決壊及び法面崩落

による危険箇所＞のとおりである。 

（２）被災施設の応急対策方法 

  ア 交通支障箇所の調査 

    道路管理者は、その管理する道路について、災害時における危険箇所をあらかじめ調査し、  

把握しておくとともに、災害が発生した場合に当該道路の被害の状況を調査の上、報告するもの

とする。 

イ 調査及び報告 

  市町村の調査班は、調査の結果支障箇所を発見した場合は、下記の要領により報告するものと

する。 

（ア）市町村の調査班は、当該市町村の道路について支障箇所を発見したときは、速やかにその  

路線名・箇所・拡大の有無・う回路線の有無その他被災の状況等を市町村長に報告するものと

する。 

（イ）市町村長は（ア）による報告を受けたときは、その状況を直ちに当該市町村の区域を管轄   

する関係機関の長に報告するものとする。 

（３）交通規制 

  ア 道路管理者の通行禁止又は制限 

    道路管理者は、道路法第４６条の規定により、道路の破損、欠壊、その他の事由により交通が

危険であると認められる場合は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を

定めて道路の通行を禁止し、又は制限するものとする。 

  イ 公安委員会の交通規制 

  （ア）公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る等必要があると

認めるときは、道路交通法（昭和35年法律第105号）第４条の規定に基づき、道路における   

交通の規制を行う。 

  （イ）公安委員会は、県内又は隣接・近隣都県の地域に係る災害が発生又はまさに発生しようとし

ている場合において、災害応急対策が円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認め

るときは、災害対策基本法第７６条の規定により、緊急通行車両以外の車両の道路における 

通行を禁止又は制限するなど、緊急交通路の確保に当たる。 

  ウ 警察署長の交通規制 

    警察署長（高速道路交通警察隊長を含む。）は、道路における危険を防止し、その他交通の安全

と円滑を図る等必要があると認められるときは、道路交通法第５条又は第１１４条の３の規定に
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より、道路における交通の規制を行う。 

  エ 警察官の交通規制等 

  （ア）警察官は、道路の損壊、交通事故の発生、その他の事情により、道路において交通の危険    

又は交通の混雑が生じるおそれがあり、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑

を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度で道路交通法第６条又は第７５条の３の

規定により、交通の規制を行う。この場合、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異な

る意味を表示する手信号等をすることができる。 

  （イ）警察官は、通行禁止区域等（前記イ（イ）により通行を禁止又は制限されている道路の区間

又は区域をいう。）において車両その他の物件が、緊急通行車両の通行の妨害となることに  

より、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その

他の物件の移動、その他必要な措置を命ずることができる。この場合、警察官の命令に従わな

かったり、運転者等が現場にいないために命ずることができないときは、警察官が、自らその

措置をとり、やむを得ない限度において当該車両その他の物件を破損することができる。 

  オ 自衛官及び消防吏員の措置命令・措置等 

  （ア）自衛官及び消防吏員（以下「自衛官等」という。）は、災害対策基本法第７６条の３第３項    

及び第４項に基づき、警察官がその場にいない場合に限り、前記エ（イ）の職務の執行に   

ついて行うことができる。 

  （イ）自衛官等は、前項の命令をし又は措置をとったときは、直ちにその旨を警察署長に通知する。 

            ＜資料編５－３ 自衛官及び消防吏員の作成する措置命令・措置通知書＞ 

  カ 海上保安部（署）の海上交通規制 

  （ア）港湾内及び航路付近の障害物の状況又は海上交通輻輳の状況に応じ、港内交通管制室による

海上交通情報の提供及び管制信号又は巡視船艇により海上の交通整理を実施するとともに、 

必要ある場合には航行制限を実施するものとする。 

  （イ）航行制限の実施及び航路標識の流失、移動、消灯等については、発生の都度、水路通報に    

より周知を図るとともに、航路標識については応急復旧の措置をとるものとする。 

（４）応急復旧 

   被害を受けた道路は、速やかに復旧し、交通の確保に努めるものとする。特に、「緊急輸送道路  

一次路線」など交通上重要と認められるものや民生の安定上必要があるものについて最優先に応急

復旧作業を実施し、道路の機能確保に努める。 

（５）緊急通行車両の確認等 

  ア 緊急通行車両の確認 

  （ア）車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し、当該車両が緊急通行車両（道路交通法第39条

第1項の緊急自動車、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保することが

特に必要な車両）であることの確認を求めることができる。 

  （イ）前記（ア）により確認したときは、知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、災害

対策基本法施行規則第６条に定める標章及び確認証明書を交付する。 

  （ウ）前記（イ）により交付を受けた標章は、当該車両の助手席側の内側ウインドガラス上部の前

面から見やすい箇所に貼付する。 

     なお、証明書は必ず携行し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示する。 

  （エ）届出に関する手続きは、別に定める。 

  イ 緊急通行車両の事前届出・確認 

  （ア）公安委員会は、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行

機関、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下「指定行政機関等」という。）が保有する   

車両等で、災害対策基本法第５０条第１項に規定する災害応急対策を実施するために使用する

ものについて、緊急通行車両に該当するかどうかの審査を行う。 

  （イ）公安委員会は、前記（ア）により緊急通行車両に該当すると認められるものについては、届

出済証を交付する。 

  （ウ）届出済証の交付を受けた車両については、警察本部、警察署又は交通検問所に当該届出済証
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を提出して、前記ア（ア）の確認を受けることができる。この場合においては、確認審査を   

省略して前記ア（イ）の標章及び確認証明書を交付する。 

  （エ）事前届出・確認に関する手続きは、別に定める。 

             ＜資料編５－１ 緊急通行車両等の確認及び事前届出事務手続き等＞ 

（６）交通情報の収集及び提供 

 ア 交通情報の収集は、航空機、オートバイその他の機動力を活用して行う。 

   なお、警察本部においては、隣接都県警察及び警察庁（管区警察局を含む。）と連携を密にし、   

交通情報の収集を行う。 

  イ 交通規制等交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、道路情報センター及び報道機関の

協力を得て行う。 

（７）東日本高速道路㈱の安全対策 

   県公安委員会が行う緊急交通路の確保に係る交通規制に協力し、かつ、規制状況等を利用者に  

広報する。 

   また、道路が被災を受け、交通に支障がある場合には、速やかに応急復旧作業の実施に努める。 

（８）首都高速道路㈱の交通対策計画 

  ア 災害予防計画 

（ア）現 況 

  首都高速道路の、千葉県内における現況は、次のとおりである。 

 なお、全区間自動車専用道路に指定されており、一般街路とは全て立体交差となっている。 
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    ａ 道路の現況（千葉県内供用路線）               

路 線 名 区   間 
供用延長 

km 

うち 

千葉県内

供用延長 

km 

一般道路との連結施設（出入口）名 

入  口 出  口 

高速湾岸線 
横浜市金沢区並木～ 

市川市高谷 
62.1 8.9 

舞 浜 

浦 安（２） 

千鳥町 

浦 安（２） 

千鳥町 

  ｂ 管理施設の現況（千葉県内）             平成21年４月１日現在 

    区分 

 

路線名 種類 

交  通  施  設 出入口 避難設備 

交 通 管 制 施 設  非常電話 出入口 非常口 

高速湾岸線 

可変規制標識   24ケ所 

街路可変情報板   9ケ所 

可変情報板     7ケ所 

車両感知器    108ケ所 

交通監視用カメラ 16ケ所 

  40ケ所 
出口３ 

入口４ 
６ケ所 

 

 首都高速道路の構造物は、「橋、高架の道路等の技術基準について」〔建設省（国土交通省）道

路局長、都市局長通達〕などに従い、地質、構造などの状況に応じ、関東大震災級の地震に耐え

得るよう十分な安全を見込んでいるほか、高架橋については、桁落下防止装置を設置して、より

一層の安全性を高めている。また、トンネル、高架橋などには非常口を整備し、災害時の緊急事

態においても、利用者などはこれらの非常口から安全に脱出できることとしている。 

   しかしながら、平成７年兵庫県南部地震の発生により、高架橋等が大きな被害を受けたこと  

から、「橋、高架の道路等の新設及び補強に係る当面の措置について」〔建設省（国土交通省）

道路局：平成7年5月〕に準拠した構造としていくほか、利用者の安全対策など、地震防災対策の

より一層の強化充実を図ることとする。 

  （イ）事業計画 

ａ 概 要 

  （ａ）阪神・淡路大震災における高架橋等の被害状況を踏まえ、「橋、高架の道路等の技術基準

について」等に基づき、兵庫県南部地震級の地震に対しても落橋や倒壊を生じないように、

高架橋の安全性を向上する対策を実施していくほか、利用者の安全対策など、地震防災  

対策のより一層の強化充実を図ることとする。 

  （ｂ）災害に備え、道路構造物等について常時点検を行う。 

    ｂ 実施計画の内容 

 （ａ）高架橋の安全性の強化 

    「橋、高架の道路等の技術基準について」等に基づき、落橋防止システム及び支承部  

構造の一層の強化を図る。 

    なお、橋脚の耐震対策（橋脚を鋼板巻き立て等で補強）は平成１０年度、地盤流動化  

対策（鋼管矢板壁工法）は平成１１年度をもって完了している。 

 （ｂ）地震が発生した時の利用者の安全対策 

  ① 利用者への情報伝達の充実 
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  ② 避難・誘導施設の整備 

  ③ 利用者の対処方法についての十分な広報 

 （ｃ）首都高速道路の構造物及び道路附属物その他の管理施設等の常時点検 

 （ｄ）災害時における情報収集・伝達等に必要な通信施設の常時点検 

  イ 災害応急対策計画 

（ア）災害時における体制 

   災害又は交通障害の発生が予想されるとき、あるいは災害が発生したときは、警戒体制、  

緊急体制又は非常体制のうち、災害の種類及びその程度に応じた規模及び内容の体制をとり、

速やかな役職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な措置を

講ずる。 

（イ）災害応急対策 

   災害が発生したときは、利用者の安全を確保しつつ、二次災害の防止と緊急輸送機能の確保

を最優先に、次の応急対策を実施し、首都高速道路の機能回復を図る。 

  ａ 災害が発生したときは、首都高速道路㈱は県公安委員会が実施する交通規制に協力し、  

かつ規制状況等を利用者に広報する。 

  ｂ 利用者の被災の状況を緊急に把握し、消防等関係機関への迅速な情報伝達、出動・協力  

要請により、被災者の救出救護その他安全確保に努める。 

  ｃ 道路構造物、管理施設等について、その被害の状況を緊急点検し、必要に応じ応急復旧に

努める。 

  ｄ 工事の箇所については、その被災の状況に応じて必要な措置を講ずる。 

  （ウ）災害時の広報 

     利用者が非常事態に即応して適切な措置がとれるよう、応急対策の措置状況、交通規制状況、

避難方法等の情報を、標識、情報板、料金所看板等の各種道路情報提供設備を用いるほか、  

ラジオ等各種メディアを最大限活用して、正確かつ迅速に利用者に提供する。 

  （エ）緊急道路啓開 

     残置車両や道路上の障害物の状況を調査し、除去対策を樹立し、関係機関等とも協力のうえ、

所管する道路上の障害物等の除去を実施する。 

 

３ 在港船舶対策計画（県土整備部、農林水産部） 

（１）在港船舶対策計画 

ア 曳船の隻数及び性能 

  曳船の状況は、＜資料編６－６ 曳船の状況＞のとおりである。 

イ 災害防止の方法 

（ア）一般対策（主として千葉港、木更津港、銚子漁港、勝浦漁港） 

 ａ 気象通報組織を通じて予警報の周知徹底をはかる。 

 ｂ 巡視船艇及び海上保安部署による情報周知、保船等の指導 

 ｃ 関係機関との情報交換 

（イ）台風対策（千葉港、木更津港） 

 ａ 台風等が千葉港及び木更津港に来襲し、災害の発生が予想されるときは、「千葉港台風  

対策委員会」及び「木更津台風・津波等対策委員会」を開催し審議のうえ、千葉港長及び   

木更津港長は、在港船舶等に対し警戒体制について勧告を行う。 

（ａ）第一警戒体制（荒天準備） 

   台風が東京湾に接近するおそれがあると判断された場合 

① 在泊船舶は台風の動向に留意し、必要な荒天準備を整えること。 

② 荷役中の船舶は、天候の急変に備え荷役を中止できるように準備するとともに、危険

物荷役・港内工事作業については、中止基準を遵守すること。 

③ 岸壁・桟橋等水際線付近にある物件等の高潮、高波、強風による流出防止を強化する

こと。 
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④ その他必要事項 

    （ｂ） 第二警戒体制（避難勧告） 

 台風が東京湾に接近する公算が極めて大なりと判断された場合、あるいは千葉港が重大

な影響を蒙ると判断した場合 

① ５００総トン以上の船舶は離岸又は離桟して万全の措置をとること。（但し、旅客が

乗船中の客船等にあっては、この限りでない。） 

② 前項但書きの旅客船、静穏度の高い係留施設に停泊する船舶及び耐航性が不足して 

いる船舶等が当該係留施設において待機する場合は、係留索の増し取り等の係留強化策

を講じること。（木更津港） 

③ 小型船舶は安全な場所に避難すること。 

④ 木材等流出防止のため厳重な見回り監視体制を強化すること。 

⑤ 管制対象船並びにパイロット要請船舶は避泊後速やかに避泊位置を港長に通報する

こと。（千葉港） 

⑥ その他必要事項 

    ｂ 在港船舶に対する避難勧告 

（ａ）避難勧告発令時期の基準 

    避難勧告を発令する基準は、風速１５ｍ以上の強風圏が東京湾地方に達する前に船舶の

避難が安全に完了するような時期を選定する。 

（ｂ）勧告の周知 

① 「台風対策情報連絡系統図による通報」……千葉港長、木更津港長は、電話、ＦＡＸ

等により関係機関へ連絡する。 

② 「第三管区海上保安本部警備救難部運用司令センターからの放送」 

……無線電話（呼出周波数500KHZ 呼出名称JGC） 

又は超短波無線電話（国際ＶＨＦ ＣＨ16  

呼出名称 よこはまほあん）により在港船舶に

対し放送（ＣＨ12）する。 

③ 「巡視船艇による現場周知」……拡声器等により在港船舶等に周知する。 

④ 「千葉海上保安部・木更津海上保安署からの照会に対する回答」……電話、ＦＡＸ等

により回答する。 

⑤ 「千葉港における海上保安部港内交通管制室からの放送」……放送Ｈ３Ｅ 1665KHZ 

呼出名称 チバハーバー 

レーダーにより周知する。 

（ｃ）避難場所（参考） 

   小型船舶、雑種船          船溜、運河、河川 

   ５００トン未満の船舶        港内避泊 

   ５００トン以上の船舶        港外避泊 

    ｃ 流出油対策 

  石油コンビナート等特別防災区域内の係留施設にある船舶によるものについては「千葉県

石油コンビナート等防災計画」により、それ以外については、第５編第４章「油等海上流出

災害対策」を適用する。 

  ウ その他の対策 

（ア）港長権限に基づく港内整理 

   港則法により特定港（千葉港、木更津港）における船舶交通の安全及び港内の整頓を図る。 

（イ）貯木対策 

   貯木場管理者に対し、状況により貯木場の網端
あ ば

の監視の強化又は緊急水切り等を行わせる。 

（ウ）物件等に対する応急措置 

   五井及び姉ヶ崎地区に大工場、製油所、油槽所が建設され、高潮、波浪が大きく護岸施設を
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乗り越えて海水が流れ込み、重要施設の浸水による被害が考えられるので、この保安について

その対策を立てる。 

（エ）避難場所等の整備 

  荒天時においても利用可能な避泊地を創出するため、防波堤の整備及び小型タンカー用の 

船溜の整備を進める。 

 

４ 緊急輸送（総合企画部、防災危機管理部、商工労働部、農林水産部、県土整備部） 

  災害発生時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対処するため、道路（緊急輸送道路）、  

港湾、漁港、飛行場等の輸送施設を指定し、これら陸海空を連携する緊急輸送ネットワークを定めた。 

（１）緊急輸送道路 

 機能別に１次及び２次路線に分類し、１次路線は、隣接都県との連携強化、広域的な緊急輸送等

に資する高速道路、一般国道及び主要な県道や港湾・空港等に通じる主要な市町村道等であり、  

２次路線は、１次路線を補完し市町村役場等を相互連絡する県道等である。 

（２）港  湾 

 千葉港（千葉中央地区、千葉出洲地区、葛南東部地区） 

 木更津港（富津地区） 

 館山港（宮城地区） 

（３）漁  港 

 銚子漁港、大原漁港、勝浦漁港、鴨川漁港 

（４）飛行場等 

ア 空  港 

 成田国際空港 

イ 自衛隊駐屯地及び基地 

 陸上自衛隊……習志野駐屯地、下志津駐屯地、木更津駐屯地、松戸駐屯地 

 海上自衛隊……下総航空基地、館山航空基地 

 航空自衛隊……木更津第一補給処 

ウ 臨時離発着場 

 千葉県中央防災センター、千葉県西部防災センター 

 千葉市消防ヘリポート、千葉県スポーツセンター 

 幕張海浜公園、青葉の森公園、行田公園、柏の葉公園，印旛沼公園、蓮沼海浜公園、 

 館山運動公園、富津公園 

（５）江戸川緊急用船着場 

市川緊急用船着場、松戸緊急用船着場 

※ 緊急用船着場とは、大規模災害時に河川管理施設災害の復旧資機材や救援物資等を江戸川等

の河川を通じて搬入、荷揚げするための施設であり、緊急河川敷道路と連携して機能する。 

  河川敷道路については（平成23年4月1日現在）完成には至ってないが、一部通行可能である。

＜資料編５－８ 緊急用船着場位置図及び緊急用河川敷道路計画図＞ 
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第８節 救援物資供給活動 

 

 

 災害時に被災者の人心の安定を図るため、迅速かつ円滑な飲料水・食料・生活必需品の供給活動並び

に救護物資・要員等の輸送を行うための輸送車輌、緊急輸送道路等の確保を行うものとする。 

 なお、県からの救援物資の供給支援は、被災市町村からの具体的な要請に基づいて行うことを原則と

するが、情報の寸断や市町村機能の低下等により、要請活動が困難になる場合も想定し、要請を待たず

に物資供給を行う、いわゆる「プッシュ型」支援などの積極的な支援も視野に入れた活動体制をとる  

ものとする。 

 

１ 応急給水（総合企画部、防災危機管理部、水道局） 

  災害により飲料水や炊事のための水の供給を受けることができない住民に対して、浄・給水場等で

の拠点給水や給水車等による運搬給水を実施する。 

（１）実施機関 

ア 飲料水の供給は、市町村長が行うものとする。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

    なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の  

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

イ 市町村長は、当該市町村限りで処理不可能な場合、近接市町村、県、国及びその他関係機関の

応援を得て実施する。 

ウ 県、企業団及び市町村圏組合の水道事業体は、市町村が行う応急給水に対し、積極的に協力  

する。 

エ 水道事業体等間の応援活動については、「千葉県水道災害相互応援協定」等により実施する。 

＜資料編１－12－17 千葉県水道災害相互応援協定＞ 

（２）給水基準 

 飲料水の供給については、基本水量を最少一人１日３リットルとし、水道施設の復旧の進捗に  

より順次増量する。 

 また、病院等の救援・救護活動に必要な用水は別途確保する。 

（３）水道事業体による飲料水の供給 

  ア 飲料水供給方法 

  応急給水は、拠点給水を原則とし、被害の状況に応じて運搬給水及び仮設給水を実施するもの

とする。 

  イ 広報 

  災害時における応急給水方法、給水拠点場所、飲料水調達方法及び水質について、適切な広報

活動を実施する。 

なお、情報提供を充実させるため、千葉県ホームページ等から各事業体ホームページへ適宜  

リンクを設定する。 

（４）県営水道の応急給水 

災害により飲料水の確保が困難な給水区域の住民に対し、給水区域内市と密接に連携して応急 

給水を実施することとし、必要な対策を定める。 

ア 飲料水の確保 

 一人１日の最低水量を３リットルとし、以後復旧工事の進捗により順次増量する。 

 応急給水用の用水は、１９箇所の浄・給水場の配水池容量７９万㎥のうち緊急遮断弁の作動に

より確保する最大４６万㎥の貯留水を充てるほか、予備水源である県水道局の井戸を活用する。 

＜資料編７－４ 県営水道配水池一覧表＞ 

イ 給水方法 

（ア）浄・給水場等での拠点給水 
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１９箇所の浄・給水場の応急給水設備及び仮設給水栓により給水車等への注水及び住民への

応急給水を行う。 

（イ）給水車、給水タンク、ポリ容器等での運搬給水 

a 発災後直ちに給水区域内市と連絡を取り、被災状況の把握に努めるとともに、市の災害  

対策本部に局職員を派遣し、情報の収集と共有化を図りながら、給水場所及び給水方法に  

ついて市と綿密に協議する。 

    ｂ 市の開設する避難場所及び病院等の重要施設に対し、災害時の応援協定を締結している 

千葉県水道管工事協同組合の応援を得て、給水車及び給水タンクにより応急給水を行う。 

      なお、県営水道のみで対応できない場合は「千葉県水道災害相互応援協定」及び東京都  

水道局等との「災害相互応援に関する協定」等に基づき応援を要請するとともに、退職者か

ら成る「災害時支援協力員制度」を活用し、人員の増強を図る。 

    ｃ 市町村の要請によるアルミボトル水及び非常用飲料水袋による給水 

      乳幼児や高齢者等を対象としたアルミボトル水(375ml)の配布や容器を持参しない住民へ

の非常用飲料水袋による給水を行う。 

（ウ）仮配管、仮設給水栓等を設置しての応急給水 

ａ 消火栓等を活用した給水（可搬型） 

 配水管の通水状況を調査し、使用可能な消火栓等あるいは応急復旧により使用可能と  

なった消火栓等に仮設給水栓を接続して応急給水を行う。 

ｂ 仮配管による給水（固定型） 

 復旧に長時間を要する断水地域に対しては、状況に応じて仮配管を行い、仮設給水栓を 

設置して応急給水を行う。 

  ウ 広報 

    発災時の応急給水時間、場所及び給水方法、断水地域と復旧の見込み等について、県水道局  

ホームページ等に掲載するとともに、必要に応じ広報車の巡回により情報を提供する。 

エ 水質の安全対策 

 応急給水用資機材の清掃・消毒等により飲料水の安全確保を図る。住民の備蓄水については、

容器の取扱い等、安全対策を指導する。 

（５）補給水利及び応急給水用資機材の現況 

  ア 補給水利の現況 

    県営水道  ＜資料編７－２ 県営水道の補給水利の現況＞ 

    市町村水道 ＜資料編７－３ 市町村水道等の補給水利の現況＞ 

  イ 応急給水用資機材の保有状況 

    県営水道  ＜資料編６－７ 県営水道の応急給水・復旧用機材の保有状況＞ 

    市町村水道＜資料編６－８ 市町村(組合、企業団)営水道給水車両及び機材等の保有資機材＞ 

 

２ 食料・生活必需品等の供給体制（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、商工労働部、農林水

産部） 

  県は、市町村が甚大な被害を受け、物資の提供や調達が困難になった場合には、市町村からの要請

等に基づき、食料及び燃料等の生活必需品を確保し、迅速な供給に努めるものとする。 

  なお、壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低下し、物資の支援要請を行う余力がないと  

推測される市町村に対しては、要請を待たずに、需要を推計の上、必要最低限の水、食料、生活必需

品等を送り込む「プッシュ型」による供給を行う。 

（１）救援物資の確保 

  ア 備蓄品の活用 

    必要に応じ、県防災センター及び備蓄倉庫保有物資の活用を図る。 

                      ＜資料編６－13 県の備蓄（防災危機管理部）＞ 

  イ 協定企業等からの調達 

    災害時の物資等の供給等に関する企業・団体との協定に基づき、関係部局と連携して必要な  
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物資を調達する。 

    ＜資料編１－12－49 災害時における県民生活の安定を図るための基本協定＞ 

    ＜資料編１－12－55 災害時における応急生活物資等の供給に関する協定書＞ 

    ＜資料編１－12－56､57 災害時の物資供給等に関する協定書＞ 

    ＜資料編１－12－58､59､60 災害時の食料供給等に関する協定書＞ 

  ウ 国・他都道府県からの調達 

    災害時の九都県市、関東地方知事会との相互応援協定等に基づき、支援物資を調達する。 

    ＜資料編１－12－１ 九都県市災害時相互応援に関する協定＞ 

    ＜資料編１－12－２ 震災時等の相互応援に関する協定＞ 

    ＜資料編１－12－３ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定＞ 

  エ 義援物資の受付 

    必要に応じて、企業等からの義援物資を受け付ける。 

    ただし、過去の災害において、個人等の小口義援物資については、被災地の需要に対応した  

形で供給することが困難であり、不要物資の滞留等の原因となることが示されたことから受入れ

を制限する。 

（２）政府所有米の供給計画 

 政府所有米の調達を要するときは、知事は、農林水産省生産局長（以下「局長」という。）に対し、

政府所有米穀の緊急の引渡要請を行うものとし、当該米穀を買い受ける場合には、米穀の買入れ・

販売等に関する基本要領（平成21年5月29日付け21総食第113号総合食料局長通知）の規定に基づき、

知事は、局長と売買契約を締結したうえで、局長と販売等業務委託契約を締結している受託事業体

から当該米穀の引き渡しを受ける。 

   なお、米穀販売事業者から調達する米穀は精米で引渡しを受けるが、政府から直接売却を受けて

調達する場合は、玄米引渡しであるから、米穀販売事業者等の精米機により精米し、供給する。 

＜資料編６－９ 災害救助用米穀の引渡要請書等の様式＞ 

＜資料編６－10 精米能力調査表＞ 

 

図１ 政府所有米穀の受渡し系統図 

    被災市町村から米穀の供給要請を受けた場合は、県から農林水産省生産局に要請し、売買契約 

（様式4-20）を締結する。 

 

 Ⅰ 市町村からの要請を受け、県が要請する場合 

 

          ⑧ 支給          ① 要請              ② 連絡    

 

 

⑦ 引き渡し 

（知事又は知事が 

指定する引取人） 

 

                          ⑥ 引渡指示 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 売買契約 

(様式4-20) 

り災者 市 町 村 災害対策本部 農林水産部 

農林水産省 

生産局 
受託事業体 

③ 連絡 

④ 災害救助用 

米穀の引渡 

要請書提出 

（別紙2） 
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 Ⅱ 市町村が直接、要請した場合 

      市町村が直接、生産局に連絡した場合は、必ず県に報告することとし、県はこれを受けて生産局 

に連絡する。 

           ⑧ 支給                 ② 報告 

 

 

⑦ 引き渡し    ① 直接 

（知事又は知事が      要請 

              指定する引取人）  

 

                           ⑥ 引渡指示 

 

 

（３）救援物資の供給体制の確保 

   本県では、大量の支援物資等を被災地へ迅速に供給するため、物流倉庫、在庫管理等の物流ノウ

ハウ、資機材などを有する民間物流事業者と連携し、円滑な「支援物資の管理供給体制」を構築す

る。 

   なお、物流倉庫の確保等については千葉県倉庫協会、車両による輸送関係等については社団法人

千葉県トラック協会と連携して行う。 

  ア 県災害対策本部における民間物流事業者の活用 

    災害時においては、県災害対策本部内に支援物資物流に関する専門的な組織として「物資支援

班」を編成し、支援物資物流に関する情報の一元的な管理を行う。 

    また、民間の物流事業者のノウハウを早期に活用できるようにするため、県の災害対策本部  

及び物資集積拠点における業務に物流専門家（民間物流事業者）が参画する体制とする。 

  イ 拠点等の確保 

    県物資集積拠点の設定については、原則として、民間物流倉庫を拠点として選定し、施設・   

荷役機械、資器材・人材の全てにおいて民間物流事業者を主力した体制を構築し、入庫から出庫

までの一元管理を行う。 

    ただし、災害の状況等により、物流倉庫を物資集積拠点として使用することが困難となった  

場合には、県有施設等を県物資集積拠点とした物流体制とするなど、状況に応じて、実現可能な

協力体制を構築する。 

  ウ 輸送車両等の確保 

    民間物流事業者との連携により、車両の確保、配車計画の策定を行い、迅速、かつ円滑な輸送

体制を構築する。 

  エ その他の輸送手段の選定 

    道路の被害状況等により陸上輸送が困難な場合は、被災市町村への支援計画を実行する上で、

最も適切な輸送手段を、海上輸送・航空機輸送の中から選定する。 

    また、物資の輸送のみならず、災害時における被災者の避難及び応急対策の実施に必要な人員、

資材の迅速かつ円滑な輸送を図る。 

  （ア）海上輸送 

    ａ 応急海上輸送 

      関東運輸局は、災害時に陸上交通機関が途絶し、被災者、救援物資等の海上輸送を必要と

する場合において、本部長の要請に基づき、応急海上輸送に従事する船舶の調達及び緊急  

修理造船所（工場）のあっせん等について協力するものとする。 

    ｂ 配備計画 

      応急海上輸送体制を確保するための配備計画は、下記によるものとする。 

    （ａ）船舶 

       関東運輸局防災業務計画の定めるところによる。 

⑤ 売買契約 

(様式4-20) 

受託事業体 

③ 連絡 

④ 災害救助用 

米穀の引渡 

要請書提出 

（別紙2） 

り災者 市 町 村 

農林水産省 

生産局 

農林水産部 
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    （ｂ）造船所 

       平時から関係事業者と連携を保ち、修理能力等の現況を把握しておくものとする。 

    ｃ 海上保安部（署）の協力 

      海上保安部（署）は、陸路による緊急輸送が困難な場合において、県から救護班、応急   

対策要員又は緊急物資の輸送の要請を受けた場合には、可能な限り所属巡視船艇をもって、

緊急輸送に協力するものとする。 

  （イ）航空機輸送 

     道路の被害状況等により、陸路による救援物資等の緊急輸送が困難であり、かつ、緊急を  

要する場合は、自衛隊に対して航空機による輸送を要請する。 

  オ 災害ボランティアの活用 

    県有施設を拠点として物資輸送を行う場合、必要に応じて、荷役作業等についての協力を   

県ボランティアセンターに要請する。 

 

３ 燃料の調達（防災危機管理部） 

  県は、災害時の応急対策が燃料不足による支障を避けるため、災害時における全庁の自家発電設備

や公用車等の燃料について、千葉県石油商業組合と締結した石油類燃料の供給に係る協定に基づき、

迅速な調達を行う。 

＜資料編１－12－65 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書＞ 

  さらに、今後、石油元売会社から直接供給を行う必要が生じた場合の燃料供給を円滑に実施する  

ために、重要な公共施設等に関する設備や搬入経路等の情報を石油連盟と共有し、有効に運用すべく、

覚書を締結する。 
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第９節 広域応援の要請及び県外支援 

 

 

 大規模災害時には、被害が拡大し各防災関係機関が単独でこれに対処することが困難な事態が想定 

される。 

 このため、各機関は、あらかじめ関係機関と十分に協議の上、相互応援の体制を整えるとともに、   

災害時においては相互に協力し緊密な連携のもと、円滑な応急対策活動を実施する。 

 また、海外からの支援の受け入れについては、国の指導のもと体制整備に努めるものとする。 

 

１ 国等に対する応援要請（防災危機管理部、警察本部） 

（１）市町村長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関の長に対し、

当該機関の職員の派遣を要請し、又は県知事に対し、指定地方行政機関の職員の派遣について   

あっ旋を求める。 

（２）知事は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは緊急消防援助隊の応援及び自衛隊の

派遣を要請する。また、指定行政機関の長又は、指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の

派遣を要請し、又は内閣総理大臣に対し、指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣につい

てあっ旋を求める。 

   千葉県公安委員会は、広域緊急援助隊の派遣の要求に関し、他の都道府県警察に対して援助の  

要求をすることができる。 

 

２ 他都道府県等に対する応援要請（防災危機管理部） 

知事は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、次に掲げる協定に基づき他の都道府

県市に応援要請を行う。 

  ア 九都県市災害時相互応援に関する協定 

九都県市域において災害等が発生し、被災都県市独自では十分な応急措置ができない場合に、 

相互応援が行われる。本協定の下、「九都県市広域防災プラン」を具体的行動基準とし、「九都県市

応援調整都県市マニュアル」、「九都県市応援調整本部行動マニュアル」により広域応援を行う。 

  イ 震災時等の相互応援に関する協定 

  関東地方１都９県間の迅速な災害対応を図るため「１都９県震災時等相互応援協定活動マニュ

アル」を策定し、災害時における連携を図っている。 

ウ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定 

  上記協定では対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整の下広域応援が行われる。 

＜資料編１－12－１ 九都県市災害時相互応援に関する協定＞ 

＜資料編１－12－２ 震災時等の相互応援に関する協定＞ 

＜資料編１－13－３ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定＞ 

 

３ 県の市町村への応援（防災危機管理部） 

 知事は、市町村等から災害応急措置の実施のための応援要請があった場合は、速やかに調査の上、

関係職員の派遣や必要物資の提供等の応援を実施する。 

 特に、東日本大震災の教訓を踏まえ、壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低下し、支援要

請を行う余力がないと推測される市町村に対しては、積極的な職員の派遣による被害等の情報収集や、

要請を待たずに、需要を推計の上、必要最低限の水、食料、生活必需品等を送り込む「プッシュ型」

による物資の供給を行う。 

 

４ 市町村間の相互応援（防災危機管理部） 

（１）被災市町村長は、応急措置を実施するため必要と認めるときは、県内市町村間で締結した「災害

時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」に基づき、他の市町村長に応援要請を
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行う。 

（２）知事は、上記（１）の応援が迅速かつ的確に行われるよう、その総合調整を行うとともに、特に

必要があると認めるときは、他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示する。 

 この場合において知事は、応援を指示した市町村長に対し、次のことを示さなければならない。 

ア 応援をすべき市町村名 

イ 応援の範囲又は区域 

ウ 担当業務 

エ 応援の方法 

（３）市町村長は、被災市町村からの応援要請又は知事からの応援要請がない場合においても、被害の

状況等に応じ、自主的に応援を行う。 

       ＜資料編１－12－５ 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定＞ 

 

５ 消防機関の応援（防災危機管理部） 

（１）被災市町村長（消防の一部事務組合、消防を含む一部事務組合を含む。）は、県内消防機関による

広域的な応援を必要と認めるときは、「千葉県広域消防相互応援協定」及びその具体的な活動マニュ

アルである「千葉県消防広域応援基本計画」に基づき、他市町村に消防機関による応援を要請する。                 

＜資料編１－12－６ 千葉県広域消防相互応援協定書＞ 

＜資料編１－12－７ 千葉県消防広域応援基本計画＞ 

（２）知事は、緊急の必要があると判断したときは、「消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千

葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき、千葉県消防広域応援隊の出動を被災市町村以外の市町村

長及び消防機関の長に指示するとともに、県内の消防力を結集しても消防力に不足が生じると認め

られるときは、消防組織法第４４条の３の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊や他

の都道府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣等の要請し、緊急消防援助隊運用要綱に基

づき策定された受援計画により、応援活動を受け入れる。 

  ＜資料編１－18 消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱＞ 

＜資料編１－17 緊急消防援助隊運用要綱＞ 

＜資料編１－12－９ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千葉県事前計画＞ 

（３）被災市町村以外の市町村は、被災市町村からの応援要請を受けたとき及び千葉県消防広域応援隊

の出動に関して知事の指示があったときは、「千葉県広域消防相互応援協定」及びその具体的な活動

マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」並びに「消防組織法第４３条に基づく知事の  

指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施

に努める。 

 

６ 国土交通省所管の公共施設に係る相互応援（県土整備部） 

県土整備部長は、県及び市町村の管理する公共施設に係わる応急措置を実施するため必要があると

認めるときには、関東地方整備局及び１都８県５政令市の間で締結した「災害時相互協力に関する  

申合せ」に基づき、応援要請を行う。 

＜資料編１－12－４ 災害時相互協力に関する申し合わせ＞ 

 

７ 水道事業体等の相互応援（総合企画部、県土整備部、水道局） 

 水道事業体等の管理者は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、県内水道事業体等

の間で締結した「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき、県の調整の下に他の事業体等に応援  

要請を行う。 

また、下水道についても、必要があるときは、公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部長

と下水道課長が締結した「災害時における応急対策の協力に関する協定書」により応急対策を行うと                                      

ともに、県単独で対応できない下水道被害が発生した場合には、東京都など１都７県等との「関東  

ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づき、応急措置の支援を要請する。 

＜資料編１－12－17 千葉県水道災害相互応援協定＞ 
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＜資料編１－12－29 災害時における応急対策の協力に関する協定書＞ 

＜資料編１－12－30 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール＞ 

 

８ 資料の提供及び交換（総務部、防災危機管理部、水道局） 

（１）防災関係機関は、災害対策上必要な資料又は調査の成果を相互に交換する。 

（２）知事及び指定地方行政機関の長は、災害応急対策に必要な職員の派遣措置が講じられるよう、  

あらかじめ関係資料を整備しておく。 

 

９ 経費の負担（総務部、総合企画部、防災危機管理部、水道局） 

（１）国又は他都県、市町村から県又は市町村に職員派遣を受けた場合 

 国から県又は市町村に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法、並びに他都県、他市

町村から県又は市町村に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は、所定の方法による。                          

（災害対策基本法施行令第18条） 

（２）指定公共機関等から協力を受けた場合 

 指定公共機関等が県に協力した場合の経費負担については、各計画に定めるもののほか、その  

都度、又は事前に相互に協議して定めた方法による。 

 

10 民間団体等との協定等の締結（防災危機管理部、健康福祉部、商工労働部、県土整備部、警察本部） 

県は、大規模災害時における迅速な応急・復旧体制を図るため、必要と認めるときは、すでに協定

等を締結している各民間団体等に対し協力を要請する。 

       ＜資料編１－12－36 地震、風水害、その他の災害応急対策に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－43 災害時の応援業務に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－44 災害時の医療救護活動についての協定書＞ 

       ＜資料編１－12－47 災害時の救護活動に関する協定書＞ 

       ＜資料編１－12－48 災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に関して 

                 必要な事項を日本赤十字社千葉県支部に委託する契約書＞ 

       ＜資料編１－12－50 災害応急対策用貨物自動車供給契約書＞ 

       ＜資料編１－12－51 災害時における交通誘導業務、警戒業務に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－52 災害時における緊急通行妨害車両等の除去に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－53 災害時における緊急輸送等に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－54 災害時における遺体の搬送に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－61 災害時における棺及び葬祭用品の供給等に関する協定＞ 

       ＜資料編１－12－62 災害時における遺体保存用ドライアイスの供給に関する協定＞ 

 

11 海外からの支援受入れ（防災危機管理部） 

（１）知事は、国の緊急災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合、市町村及び消防  

機関との調整を行い、その受入れと活動の支援に努める。 

（２）知事は、海外のＮＧＯ（非政府組織）団体等から直接支援の申し出があった場合、次のことを   

確認したうえで、受入れを判断する。 

  ア 協力の内容、期間、人員 

  イ 入国上の問題点 

  ウ 市町村、消防機関の意向 

 

12 県外被災県等への支援（防災危機管理部、総務部、総合企画部、健康福祉部、教育庁） 

   東日本大震災で甚大な被害が発生した東北３県へ以下の支援を行った経験を踏まえ、県外被災地

への支援の枠組みを整備し、今後、大規模な災害が県外で発生した場合についても、県として体制

を整備し、被災地における円滑な支援を行う。 

（１）人材支援 



 風-3-83 

  ア 医療チームの派遣（ＤＭＡＴ、医療救護班、心のケアチーム等） 

  イ 保健師チームの派遣 

  ウ スクールカウンセラー等の派遣 

  エ 職員の派遣 

（２） 物資支援 

  ア 医薬品等 

  イ 救援・義援物資 

（３）その他 

  ア 被災者の移送 

  イ 災害に係る広域的な火葬受入 

  ウ 県所有入浴システムによる入浴支援 

 

13 広域避難者の受入れ（総務部、防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部） 

 県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域避難に関する支援要請又は受入れに係る手続

を円滑に行うものとする。 

（１）広域避難の調整手続等 

ア 県内市町村間における広域避難者の受入れ等 

 市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、当該広域避難を要する

被災者の受入れについて、他の市町村長に協議するものとし、協議を受けた市町村は同時被災な

ど受入れを行うことが困難な場合を除き、当該被災者を受入れるものとする。この場合、県は、

被災市町村の要請があった場合には、受入れ先市町村の選定や紹介などの調整を行うものとする。 

イ 都道府県域を越える広域避難者の受入れ等 

 県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、県は被災市町村からの要請に 

応じ、他の都道府県に対して受入れを要請するなどの協議を行い、被災市町村を支援するものと

する。協議先の都道府県の選定に際して必要な場合には、県は国を通じて、相手方都道府県の  

紹介を受けるものとする。 

 なお、他の被災都道府県から本県に対して広域避難者の受入れの協議等があった場合には、  

県内市町村との調整を行い、受入れ先を決定するとともに、広域避難者の受入れを行う市町村を

支援するものとする。 

（２）広域避難者への支援 

 県は、東日本大震災での県外避難者の受入れの経験等をもとに、支援を行うものとする。 

ア 全国避難者情報システム 

   東日本大震災等により、多くの住民の方々が全国各地に避難されており、住所地（避難前住所他）

の市町村や県では、避難された方々の所在地等の情報把握が重要となっている。 

   県では、「全国避難者情報システム」を活用し、避難者から、避難先の市町村へ避難先等に関す

る情報を任意にいただき、その情報を避難前の県や市町村へ提供し、避難者への支援を円滑かつ 

効果的に行う。 

イ 住宅等の滞在施設の提供 

  受入れ先市町村における公共施設等の受入体制を補完するため、県及び市町村は、広域避難者に

対し、公営住宅や民間賃貸住宅の借上げ等による滞在施設の提供に努める。 
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第１０節 自衛隊への災害派遣要請 

 

 

 大規模な災害が発生し、住民の生命又は財産の保護のため必要があると認めた場合、知事は、災害  

派遣の要請を行う。 

 

１ 災害派遣の要請（防災危機管理部） 

  知事は、災害が発生し、人命又は財産の保護のために必要があると認めた場合、もしくは市町村長

から災害派遣の要請の要求があった場合は、自衛隊に対し災害派遣を要請する。また、事態の推移に

応じ、要請しないと決定した場合は、直ちにその旨を連絡するものとする。 

 
２ 災害派遣の方法（防災危機管理部） 

災害派遣については、災害の様相等に対応して、次のような方法がある。 

（１）知事の要請による災害派遣 

  ア 災害が発生し、知事が人命又は財産の保護のため必要があると認めた場合、自衛隊に災害   

派遣を要請し、必要と判断される場合に実施される。  

  イ 災害に際して被害がまさに発生しようとしている場合、知事が予防のため自衛隊に災害派遣を

要請し、事情やむを得ないと認められるときに実施される。 

  ウ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、市町村長が応急措置を実施するため

必要があると認め、知事に対し災害派遣を要請するように求めた場合、これを受けて知事が自衛

隊に災害派遣を要請し、必要と判断される場合に実施される。 

 (２) 知事が要請するいとまがない場合等における災害派遣 

  ア 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、市町村長から自衛隊が通報を   

受け、直ちに救援の措置をとる必要が認められる場合、災害派遣が実施される。 

  イ 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、自衛隊自ら収集した情報及びその

他の情報から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合、自衛隊が自主的に

派遣する。 

  ウ 災害に際し、関係機関に対して当該災害に関する情報を提供するため、自衛隊が情報収集を  

行う必要があると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

  エ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、当該救援活動が人命救助に関するもので

あると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

  オ 庁舎・営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に災害が発生した場合、自衛隊が自主的に

派遣する。 



 風-3-85 

（３）要請から派遣、撤収までの流れ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料編５－２ 自衛隊の災害派遣要請の様式＞ 

 

３ 災害派遣要請の手続等（防災危機管理部） 

（１）要請者 

 千葉県知事 

（２）要請手続 

ア 知事が自衛隊の派遣を要請するときは、次の事項を明らかにした文書をもって要請する。 

 ただし、緊急を要する場合にあっては、口頭、電信又は電話で要請し、事後速やかに文書を  

送達する。 

（ア）災害の情況及び派遣を要請する事由 

（イ）派遣を希望する期間 

（ウ）派遣を希望する区域及び活動内容 

（エ）その他参考となるべき事項 

イ 災害派遣の要請は、原則として陸上自衛隊は千葉災害隊区長である第１空挺団長を、海上自衛

隊は横須賀地方総監を、航空自衛隊は第１補給処長を、それぞれ窓口として実施する。 

 ただし、突発災害等において、時間的余裕がなく緊急に自衛隊の災害派遣を必要とする場合は、

直接最寄りの駐屯地司令等の職にある部隊等の長に対し要請する。この場合、事後速やかに通常

窓口となる部隊長に通報する。 

   

 

 

 

 

 

  

 

災害発生 

 

 

 

部隊派遣 

(自主派遣) 

部隊派遣 

災害派遣活動 

派遣命令 

部隊の撤収 

派遣命令 

特に緊急性が高く知事などの 

要請を待つ時間がない場合 

直接通知 

（要請を要求できない場合） 

千葉県知事等 市 町 村

自衛隊（第１空挺団長等） 

千葉県知事に要請を要求 

・撤収命令 

・解除の実施命令 

派遣要請 

撤収命令 
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ウ 要請文書のあて先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市町村長の通報 
   市町村長は、災害が発生し、知事に災害派遣の要請ができない場合には、直接関係部隊等に通報

する。この場合、事後速やかに知事に通知する。 
（４）自衛隊が災害派遣する場合の知事への通知 

   知事の派遣の要請又は自衛隊自らの判断により、部隊を派遣した場合は、速やかに知事に派遣  

部隊の指揮官の官職・氏名その他必要事項を通知する。 

 

４ 知事への災害派遣の要請の要求（防災危機管理部） 

（１）知事に対する自衛隊災害派遣の要請の要求は、原則として市町村長が行う。 

（２）市町村長が知事に対して災害派遣要請を要求するときは、次の事項を明記した文書をもって行う。 

 ただし、緊急を要する場合において、電話等で依頼し、事後速やかに文書を送達する。 

ア 提出（連絡）先  防災危機管理部危機管理課 

イ 提 出 部 数  １部 

ウ 記 載 事 項 

（ア）災害の情況及び派遣を要請する事由 

（イ）派遣を希望する期間 

（ウ）派遣を希望する区域、活動内容 

（エ）連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況等参考となるべき事項 

 

 

 

 

 

区  分 あ  て  先 所       在 

陸上自衛隊に 

対 す る も の 

第 １ 空 挺 団 長 〒274-8577 船橋市薬円台3-20-1 

高 射 学 校 長 〒264-8501  千葉市若葉区若松町902 

第１ヘリコプター団長 〒292-8510 木更津市吾妻地先 

需 品 学 校 長 〒270-2288 松戸市五香六実17 

海上自衛隊に 

対 す る も の 

横 須 賀 地 方 総 監 〒238-0046 横須賀市西逸見町１ 

下総教育航空群司令 〒277-8661 柏市藤ヶ谷1614-1 

第 2 1 航 空 群 司 令 〒294-8501 館山市宮城無番地 

航空自衛隊に 

対 す る も の 
第 １ 補 給 処 長 〒292-0061 木更津市岩根1-4-1 
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５ 自衛隊との連絡（防災危機管理部） 

（１）情報の交換 

 県防災危機管理部及び自衛隊は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、各種情報を  

迅速、的確に把握し、相互に情報を交換する。 

（２）連絡班の派遣 

 知事は、災害発生し、また発生のおそれのある場合は、関係部隊に連絡班の派遣を依頼する。 

（３）連絡所の設置 

 県防災危機管理部は、災害派遣業務を調整し、その迅速化を図るため、通常は県庁内中庁舎   

１０階に、状況等により指揮連絡上最も適切なところに、自衛隊連絡班による連絡所を設置する。 

 

６ 災害派遣部隊の受入体制（防災危機管理部） 

（１）他の災害救助・復旧機関との競合又は重複の排除 

 知事及び市町村長は、自衛隊の活動が他の災害救助・復旧機関等と競合又は重複することのない

よう、重点的かつ効率的に活動を分担するよう配慮する。 

（２）作業計画及び資材等の準備 

 知事及び市町村長は、自衛隊に対する救援活動の要請に当たっては、どのような分野（捜索、   

救助、救急、緊急輸送等）についてどの程度要請するのか、具体的に実効性のある計画を作成する

とともに、必要な資器材を準備する。また、施設土地等の使用に関して管理者の了解を得るととも

に、活動間を含め住民との連絡調整を実施する。 

（３）活動拠点及びヘリポート等使用の通報 

   知事及び市町村長は、派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動が実施できるように自衛隊の活動

拠点、ヘリポート及び宿舎等必要な設備について、関係機関等と協議のうえ、使用調整を実施し  

部隊に通報する。 

（４）自衛隊装備品の主要性能等 

    ＜資料編５－４ ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表＞ 

    ＜資料編５－５ 県有施設ヘリサイン設置場所一覧表＞ 

＜資料編６－５ 自衛隊の航空機、艦艇、施設機材等主要性能一覧表＞ 

（５）災害派遣時に実施する自衛隊の救援活動内容 

ア 被害状況の把握 

  車両、航空機等状況に適した手段によって、情報収集活動を行い、被害の状況を把握する。 

イ 避難の援助 

  避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があるときは、避難者の誘導、

輸送等を行い、避難を援助する。 

ウ 遭難者等の捜索救助 

  行方不明者、傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先して、捜索救助を行う。 

エ 水防活動 

  堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 

オ 消防活動 

  火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合は航空機）を  

もって、消防機関に協力して消火に当たるが、消火薬剤等は、通常県又は市町村等が提供する  

ものを使用する。 

カ 道路又は水路の啓開 

  道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去に当たる。 

キ 応急医療、救護及び防疫 

  被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常県又は市町村等の提供する

ものを使用するものとする。 

ク 人員及び物資の緊急輸送 

  救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。この場合に
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おいて航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。 

ケ 炊飯及び給水 

被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

コ 物資の無償貸付又は譲与  

「防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令」（昭和33年総理府令第1号）に基

づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸与し、又は救じゅつ品を譲与する。 

サ 危険物の保安及び除去 

 能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施する。 

シ その他 

その他の臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の措置をとる。 

 

７ 災害派遣部隊の撤収要請（防災危機管理部） 

 知事は、災害派遣部隊の撤収要請を行う場合は、民心の安定及び民生の復興に支障がないよう、  

当該市町村長及び派遣部隊の長と協議を行う。 

 

８ 経費負担区分 

 自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として派遣を受けた市町村が負担するものとし、２以上の

地域にわたって活動した場合の負担割合は、関係市町村が協議して定める。 

（１）派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備品を除く。）等の購入費、借上料  

及び修繕費 

（２）派遣部隊の宿営に必要な土地、建物、岸壁、曳船等の使用及び借上料 

（３）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費、電話料等 

（４）天幕等の管理換に伴う修理費 

（５）その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市町村が協議する。 

 

９ 自衛隊の即応態勢 

（１）情報収集 

   震度５強以上の地震が発生した場合は、速やかに航空機などで情報収集する。 

（２）初動対処態勢 

ア 陸上自衛隊 

    各駐（分）屯地は、一部の勢力により、命令受領後、１時間を基準に出動できる態勢を維持し

ている。 

イ 緊急時の人命救助 

    救難用航空機として中型ヘリコプター各１機が待機している。 

  （ア）陸上自衛隊 第１師団第１飛行隊（東京都立川市） 

  （イ）海上自衛隊 第２１航空群（千葉県館山市） 
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第１１節 学校等における児童・生徒の安全対策 

 

 

 災害発生時は学校等における児童・生徒の安全の確保に努めるとともに、学校等が被災した場合でも

早期授業再開を目指す。 

 また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童・生徒に対しての支援も行う。 

 

１ 防災体制の確立（総務部、教育庁） 

（１）公立学校 

ア 防災教育の一層の充実 

  学校は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を通じ

て、自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共助）など、

発達段階に応じた防災意識の高揚に努めるものとする。 

イ 事前準備 

（ア）校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を作成、実施するとともに、危険

等発生時対処要領を作成し、周知する。 

（イ）校長は、災害の発生に備えて次のような対策及び措置を講じなければならない。 

ａ 計画的に防災にかかわる施設、設備の点検整備を図ること。 

    ｂ 児童生徒等の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置、保護者との連絡方法を検討する。 

ｃ 当該教育委員会、警察署、消防署（団）及び保護者への連絡体制を確立する。 

ｄ 勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職員に周知させておく。 

ｅ 通学が広範囲となる県立学校等においては、交通網の遮断により帰宅できなくなる場合を

想定し、学校・地域の実情に応じて、必要な防災備蓄を推進するよう努めること。 

ウ 災害時の体制  

（ア）校長は、状況に応じ、適切な緊急避難の指示を与える。 

（イ）校長は、災害の規模並びに児童生徒、職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握するとと

もに、当該教育委員会へ報告しなければならない。 

（ウ）校長は、状況に応じ、当該教育委員会と連絡の上、臨時休校等適切な措置をとる。 

（エ）校長は、避難所の開設等災害対策に協力するため、学校の管理業務の一環として、職員の   

配備、役割分担計画を策定するなど、避難所運営等に必要な職員を確保して万全の体制を確立

する。 

（オ）校長は、準備した学校安全計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど災害状況と合致する  

よう速やかに調整する。 

（カ）応急復旧計画については、当該教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護者  

及び児童生徒等に周知徹底を図る。 

エ 災害復旧時の体制 

（ア）校長は、教職員を掌握するとともに校舎の準備を行い、児童生徒等に対しては被災状況を  

調査し、当該教育委員会と連絡し、教科書及び教材の給与に協力する体制に努める。 

（イ）被災地区の市町村教育委員会は、被災学校の校長に対し、情報及び指令の伝達に万全を   

期する。 

   （ウ）校長は、学校が災害により校舎等の一部損壊や、避難所等に学校を提供することなどにより、

児童生徒の一部又は全部が学校を使用できなくなる場合には、応急復旧計画に基づき、当該  

教育委員会と緊密に連絡の上、出来る限り早い段階での授業再開に努める。 

   （エ）当該教育委員会は、被災学校に対して、授業再開に向けての必要な指導をするとともに、   

学校が使用できない場合には、他の公共施設等の使用を確保することなど、早期の授業再開を  

支援する。 

（２）私立学校（総務部） 
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ア 防災教育の一層の充実 

  県は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を通じて、

自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共助）など、    

発達段階に応じた防災意識の向上に努めるものとする。 

イ 事前準備 

校長は、公立学校に準じて災害時の学校安全計画を策定し、保護者及び児童生徒等に周知徹底

を図るなど、災害の発生に備えて適切な対策及び措置を講じる。 

また、避難所に指定されている学校は、市町村と運営方法について、あらかじめ協議しておく。 

県は、私立学校に学校安全計画の策定を指導する。 

ウ 災害時の体制 

校長は、学校安全計画を基に、災害の状況に応じた適切な対策及び措置をとるとともに、被害

状況等を市町村及び県総務部学事課に報告する。 

エ 災害復旧時の体制 

校長は、施設・設備並びに教職員及び児童生徒の状況を把握し、早期の授業再開及び平常授業

への復帰に努める。 

 

２ 学用品の調達及び支給（総務部、健康福祉部、教育庁） 

  災害により、学用品を喪失又はき損し、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等

生徒に対して、教科書、文房具や通学用品等の学用品を給与する。 

（１）実施機関 

   教材・学用品の給与は、市町村長が行うものとする。 

   ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施

に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

（２）学用品の給与 

ア 学用品の給与を受ける者 

（ア）災害によって住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）及び床上浸水の被害を受けた児童生徒等で

あること。 

（イ）小学校児童（特別支援学校の小学部児童を含む。）、中学校生徒（中等教育学校の前期課程   

及び特別支援学校の中学部生徒を含む。）及び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び  

通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、 

特別支援学校の高等部、高等専門学校及び各種学校の生徒） 

（ウ）学用品がなく、就学に支障を生じている者であること。 

イ 学用品給与の方法 

（ア）学校及び教育委員会の協力を受けて行う。 

（イ）被害別、学年別の学用品購入（配分）計画を立てて行う。 

（ウ）実施に必要なものに限り支給する。 

（エ）文房具、通学用品はできるだけ同一規格、同一価格のもので行う。 

ウ 学用品の品目 

（ア）教科書及び教材 

  小学校児童及び中学校生徒が「教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）」

第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出、又はその承認を 

受けて使用している教材であること。高等学校等生徒が正規の授業で使用する教材であること。 

（イ）文房具 

  ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等 

（ウ）通学用品 

  運動靴、傘、カバン、長靴等 
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３ 授業料等の減免・育英補助の措置（総務部、教育庁） 

（１）県 

ア 授業料の減免 

 生徒の保護者等の住家等に災害を受けた場合は、その被災の程度に応じて、千葉県立高等学校

授業料の減免に関する規程の措置をとり減免することができる。 

 また、私立高等学校が定めるところにより、り災した生徒の授業料の減免措置を行った学校  

法人に対し、千葉県私立高等学校授業料減免事業補助金交付要綱に基づき助成する。 

イ 育英補助の措置 

    り災したことにより千葉県奨学金貸付条例の奨学生の資格を有するようになった場合は、予算

の範囲内で貸付をし、また、現に奨学生であった者で、り災したことにより返還が著しく困難に

なった場合は、返還猶予をすることができる。 

（２）市 町 村 

市町村は、被災した児童生徒等に対する学校納付金等の減免について必要な計画を樹立しておく。 

 

４ 学校給食の実施（教育庁） 

  県は、学校の再開後、学校給食を再開するにあたっては、市町村等の要請に応じ、指導、助言を   

行う。 

  また、市町村等からの物資等の調達に関する要請を受けた場合に（財）千葉県学校給食会等に応援

を要請する。 

 

５ 文化財の保護（教育庁） 

（１）文化財に災害が発生した場合は、その所有者、管理者は直ちに消防署へ通報するとともに災害の

拡大防止に努めなければならない。 

（２）文化財に被害が発生した場合は、その所有者、管理者は被害状況を速やかに調査し、その結果を

市町村教育委員会を通じて、県指定の文化財にあっては県教育委員会へ、国指定の文化財にあって

は県教育委員会を経由して文化庁へ報告しなければならない。 

（３）関係機関は、被災文化財の被害拡大を防ぐため、協力して応急措置を講じる。 
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第１２節 帰宅困難者等対策 

 

 

 台風の停滞等、風水害発生時に鉄道を中心とした交通機能が一定期間停止したことにより、帰宅困難

者等の発生が見込まれる場合には、帰宅困難者に対し、地震発生時に準じた支援を行うものとする。 

 

１ 一斉帰宅抑制の呼びかけ（防災危機管理部） 

  風水害の場合は、一定の予測が可能である。このため、交通機関の停止などにより大量の帰宅困難

者の発生が予想される場合には、県民、企業、学校など関係機関に対し、国、周辺都県、市町村と    

連携して、むやみに移動を開始せずに職場や学校などの施設内に留まるよう呼びかけを行う。 

 

２ 企業、学校など関係機関における施設内待機 

  企業及び学校など関係機関は、従業員、顧客、児童・生徒及び施設の被害状況を確認するとともに、

行政機関や関係機関から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で、従業員、  

顧客、児童・生徒を施設内又は安全な場所へ待機させるよう努める。 

 

３ 大規模集客施設や駅等における利用者保護 

  大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、管理する施設の安全及び行政機関や関係機関から提供

される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で利用者を施設内の安全な場所へ保護すると

ともに、保護した利用者を市町村や警察等関係機関と連携して一時滞在施設へ誘導するよう努める。 

 

４ 帰宅困難者等への情報提供（防災危機管理部、市町村） 

  県及び市町村は、気象情報、広域的な被害情報、家族等との安否確認方法などについて、テレビ・

ラジオ放送やホームページなどを活用し、情報提供を行う。 

また、駅周辺帰宅困難者等対策協議会において確立された情報連絡体制を活用していくとともに、

市町村や関係機関と連携してエリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ポータルサイト、  

ＳＮＳ、駅周辺の大型ビジョンやデジタルサイネージなどを活用した情報提供についても検討する。 

 

５ 一時滞在施設の開設及び施設への誘導（全庁、市町村） 

（１）一時滞在施設の開設 

   県及び市町村は、交通機関が一定期間停止することが見込まれ、大量の帰宅困難者の発生が予想

される場合には、予め一時滞在施設として指定した所管の施設について、被災状況や安全性を確認

した後、一時滞在施設として開設する。 

   また、市町村は、必要な場合に区域内の民間施設管理者に対して、一時滞在施設開設の要請を  

行う。 

市町村は、一時滞在施設の開設状況を集約し、県へ報告するとともに、駅、大規模集客施設、   

帰宅困難者、企業等へ情報提供を行う。 

（２）一時滞在施設への誘導 

   駅や大規模集客施設で保護された利用客については、原則、各事業者が市町村や警察等関係機関

と連携して一時滞在施設へ誘導する。 

（３）一時滞在施設の運営 

   施設管理者は、震災発生時に準じ、予め定めた手順により帰宅困難者等を受け入れる。その際、

県や市町村は関係機関と連携し、施設管理者に対して、災害関連情報や公共交通機関の運行・復旧

情報などの情報を提供する。 
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第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

 

 

 災害により多数の傷病者が発生し、また、医療機関が被害を受け混乱する等、住民生活に著しい影響

があるとき又は感染症等が流行するおそれがある場合、関係機関と連携をとりながら、被災者に対して

保健衛生及び防疫活動を行う。 

 また、災害により、家屋の倒壊や多量のごみ等が排出されるなど、生活上いろいろな面で不都合が  

生じてくるため、被災地の住民が生活に支障がないよう、環境保全を図る。 

 

１ 保健活動（健康福祉部） 

（１）健康福祉センター（保健所）は災害発生時、把握している災害時要援護者の健康状態の把握を   

行い、市町村が把握する要援護者等に関する情報との共有・交換を行う。 

（２）健康福祉センター（保健所）は、保健活動チームを編成し、市町村と連携して避難所及び避難所

以外の被災地において、巡回による被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の保持等の健康

管理を行う。 

   特に高齢者は、生活不活発病になりやすいため、適度に体を動かせる場の提供や他者等とコミュ

ニケーションが図れるよう配慮し、心身機能の低下を予防する。 

（３）健康福祉センター（保健所）は、災害発生後早い時期から、心のケア、食中毒や感染症の発生    

予防等について、市町村と連携して予防活動を実施する。 

（４）健康福祉センター（保健所）は、市町村が設置した避難所において、できるだけ早期に健康相談

が実施できる体制（人・場所）を支援する。また、健康相談においては被災者の健康管理と併せて、

避難所における特異的な健康課題となる環境整備、感染症予防、エコノミー症候群等に対して、  

積極的な予防活動を継続的に行う。 

（５）健康福祉センター（保健所）は、平常時から、市町村と連携し、避難所等における予防活動や    

心のケア等のチーム編成等の体制の整備に努める。 

（６）健康福祉センター（保健所）は、（１）から（４）までの活動をする際、市町村から、住民の健康

情報及び県からの保健師等の必要性について聴取した上で、県に報告する。 

 県は、派遣要請を受けた場合、速やかに派遣計画を策定し、市町村のニーズに応じた派遣を行う。 

 

２ 飲料水の安全確保（健康福祉部） 

 健康福祉センター（保健所）は、災害により飲料水の汚染等のおそれがある場合は、直ちに巡回   

チームを編成し、検水を実施し、安全を確保するとともに、市町村と協力して被災者に対し適切な  

広報及び指導を行う。 

 

３ 防  疫（健康福祉部） 

 災害時における感染症の発生と流行を未然に防止するため、迅速かつ的確に防疫措置を推進する。 

（１）防疫体制の確立 

 県及び市町村は、発生した災害に即応した対策を樹立するとともに、体制の確立を図り、適切な

措置を講ずるものとする。 

（２）実施主体 

 災害の際の防疫活動は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染

症法」という。）」（平成10年10月2日法律第114号）に基づき、市町村及び県が実施する。 

（３）災害防疫の実施方法 

ア 県の業務 

（ア）検病調査及び健康診断 

 健康福祉センター（保健所）は、災害の規模に応じ地区医師会・市町村等関係機関の協力を

得て、避難所等を重点に検病調査及び必要に応じ感染症法に基づく健康診断を実施する。 
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（イ）市町村に対する指導及び指示 

 県は、感染症予防上特に必要と認めるときは、感染症法に基づき必要な指示、命令を行う  

ものとする。 

（ウ）広報の徹底 

（エ）防疫活動に必要な資材の供給 

 人員・資材（主に薬剤、ワクチン）の輸送は、必要に応じ、全健康福祉センター（保健所）、

県等の車輌を動員するものとする。 

（オ）感染症予防上の飲料水の管理 

（カ）被害状況の国への報告 

（キ）消毒の実施 

感染症法第２７条の規定により、消毒を行うものとし、使用する薬剤及び器具等については、

速やかに整備拡充を図るものとする。 

イ 市町村の業務 

（ア）防疫措置の強化 

 災害の規模に応じた防疫組織を設け、対策の推進を図る。 

（イ）広報活動の実施 

 地区住民の社会不安の防止を図るため、広報活動の強化に努める。 

（ウ）消毒の実施 

 感染症法第２７条の規定により消毒を行うものとし、使用する薬剤及び器具等については、

速やかに整備拡充を図る。 

  （エ）県への支援の要請 

     避難所等で感染症等の発生が危惧される場合において、防疫用薬剤の不足が見込まれる場合

は、速やかに、県に対して、薬剤の供給の支援を要請する。 

（４）患者の入院 

 健康福祉センター（保健所）は、感染症法第１９条の規定により必要に応じ入院を勧告する。 

（５）防疫用薬剤の確保 

 市町村からの要請に応じて直ちに供給できるよう、健康福祉センター（保健所）等を利用して  

整備する地域保健医療救護拠点に初期防疫に必要な医薬品を備蓄し、防疫活動の円滑化を図るもの

とする。 

（６）報  告 

 市町村は、患者の発生状況や防疫活動の状況等を随時健康福祉センター（保健所）に報告する。 

 

４ 死体の捜索処理等（健康福祉部、病院局、警察本部） 

 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により既に死亡していると推定される者の

死体を捜索し又は災害の際に死亡した者について、死体識別等のための処理を行い、かつ死体の応急

的な埋葬を実施する。 

（１）実施機関 

ア 死体の捜索、収容、処理及び埋葬は、市町村長が行う。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

  なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の  

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

イ 当該市町村限りで処理不可能な場合は、｢千葉県広域火葬計画｣に基づき、近隣市町村、県、国

その他の関係機関の応援を得て実施するものとする。 

  また、県は、「千葉県広域火葬計画」に基づく遺体の処理体制を構築するために、市町村、火葬

場及び応援協定締結団体との間で、ファクシミリ等による応援要請、協力依頼等の連絡調整訓練

を随時実施する。 

ウ 知事が行う死体の処理は、日赤県支部の長と締結した委託契約に基づき、日赤県支部が組織す

る救護班、県並びに県医師会が派遣する検案医師及び県歯科医師会が派遣する身元確認のための
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歯科医師等（以下「検案医師等」という。）により実施する。 

エ 警察が行う災害死者の処理に伴う死体処理施設（遺体収容所、検視場所、死体安置所）の確保

は、県・市町村が場所の選定を行う。 

（２）検案医師等の出動要請 

 県警察における計画を除き、 

ア 市町村長は、検案医師等について、必要に応じて市町村立病院に出動を命じ、地区医師会長、

地区歯科医師会長、日赤県支部地区・分区長にそれぞれ出動を要請し、知事、他の市町村長等に

応援を求めるほか、必要な措置を講ずるものとする。 

イ 知事は、検案医師等について、必要に応じて県立病院に出動を命じ、日赤県支部長、県医師会

長及び県歯科医師会長に出動を要請し、その他の関係機関に応援を要請するほか連絡調整その他

必要な措置を講ずるものとする。 

ウ 具体的な現場指揮は、災害の様態、現場の状況等に応じて関係各機関で協議の上、統一を図る

ものとする。 

（３）救助の基準等 

ア 死体の捜索 

  行方不明の状態にある者で、周囲の事情により既に死亡していると推定される者 

（ア）死亡した者の住家の被害状況は関係がないこと 

（イ）死亡した原因は問わないこと 

イ 死体の処理 

（ア）死体を処理する場合 

ａ 災害による社会混乱のため死体の処理を行うことができない場合 

ｂ 居住する市町村以外の市町村に漂着した場合 

漂着した死体が当該災害によるものであると推定できる場合、漂着した地域の市町村長は、

直ちに救助の居住していた市町村の長に連絡して、遺族等の関係者に遺体を引き取らせるこ

と。 

  ただし、引き取る暇のない場合においては市町村を統括する都道府県知事に遺体の漂着の

日時、場所等を報告するとともに、必要に応じてその指揮を受けて、漂着した地域の市町村

長が死体の処理を行う。 

ｃ 死体取扱規則（昭和33年国家公安委員会規則第4号）、刑事訴訟法第２２９条（検視）、   

検視規則（昭和33年国家公安委員会規則第3号）に基づき、警察官の死体検視（見分）終了後、 

警察当局から遺族又は市町村等の関係者に引渡された後の必要な死体の処理をする場合 

（イ）死体の処理内容 

ａ 死体の洗浄、縫合及び消毒等の処理 

ｂ 死体の一時保存 

ｃ 検案 

ウ 埋葬 

（ア）埋葬を行う場合 

ａ 災害時の混乱の際に死亡した者 

（死因及び場所の如何を問わない） 

ｂ 災害のため埋葬を行うことが困難な場合 

（遺族等が埋葬できない場合、又は遺族等に引き渡しできない場合など） 

（イ）埋葬の方法 

ａ 埋葬は、原則として死体を火葬に付すことにより実施する。 

ｂ 埋葬は原則として棺、骨つぼ等の現物給付及び火葬、納骨等の役務の提供による。 

＜資料編６－２ 火葬場一覧表＞ 

（４）そ の 他 

ア 県警察における計画 

（ア）死体の検視（見分） 



 風-3-96 

 警察官は、死体を発見し、又は死体発見の届出を受けたときは、死体取扱規則等により検視

（見分）を行い、身元が判明したものについては、所定の手続きを経て遺族に引渡す。 

（イ）身元不明者に対する措置 

 警察本部長又は警察署長は、知事又は市町村長と緊密に連絡し、県、市町村の行う身元不明

者の措置について協力する。 

 この場合、身元不明者の所持品、着衣、人相、特徴等を写真に収め、関係方面に手配すると

ともに死者の写真の掲示、縦覧などを行って早期に確認できるよう協力すること。 

（ウ）死体の捜索及び収容に対する協力 

 警察官は、災害時において救出活動とあわせて関係機関の行う死体及び行方不明者の捜索等

に対し、必要な協力を行う。 

イ 海上保安部（署）における計画 

（ア）災害により千葉港、木更津港、銚子漁港、勝浦漁港その他千葉県周辺海域に行方不明者が   

漂流する事態が発生した場合は、実施機関と協力し、所属巡視船艇により捜索を実施する。 

（イ）必要に応じて他の海上保安部から巡視船艇又は航空機の応援派遣を得て、捜索に当る。 

（ウ）収容した死体は、知事又は市町村長と連絡を密にし、身元が判明したものについては、所定

の手続きを経て遺族に引渡し、身元不明者については、警察とともにその身元確認に努め、  

知事又は市町村長の行う措置に協力する。 

 

５ 動物対策（健康福祉部） 

 健康福祉センター（保健所）及び動物愛護センターは、飼い主の被災等によりペットが遺棄された

り逃げ出した場合には、（公社）千葉県獣医師会等関係団体及びボランテイアとの連携により、これら

動物を救助 及び保護する。 

 また、特定動物（「動物の愛護及び管理に関する法律」で人の生命、身体又は財産に害を加えるおそ

れがある動物）が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するため、飼養者、警察官その他関係

機関の連携の下に状況を把握し、必要な措置を講じる。 

 県は、「災害時動物救護活動マニュアル」に基づき、関係団体と協同で千葉県動物救護本部及び動物

救護センターを設置し、動物救護活動を実施する。 

 

６ 清掃及び障害物の除去（健康福祉部、環境生活部、農林水産部、県土整備部） 

  災害時には、家屋の倒壊、火災、水害等により多量の障害物やごみが排出される等、生活上いろ   

いろな面で不都合が生じてくるため、被災地の住民が当分の間の生活に支障のないよう、生活環境の

保全を図る。 

（１）廃棄物処理 

  ア 実施機関 

  （ア）被害時における被害地帯の清掃は、市町村長が実施するものとする。 

  （イ）市町村は、風水害等による大量の廃棄物が発生し当該市町村等で処理が困難な場合は「災害

時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」に基づき相互に援助協力を行う。 

     また、「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び、「地震等大規

模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定」に基づき、民間業者の協力を求める。 

  （ウ）県は、市町村に対する助言、情報提供を行う。 

  イ 廃棄物の収集、処理 

（ア）市町村における組織体制 

   災害廃棄物対策組織として、必要に応じ総務、し尿処理、ごみ処理及びがれき処理に関する

各担当を置き、被害状況を把握し、県、他の市町村、関係団体等と連携を図りながら、災害   

廃棄物の適正かつ円滑な処理に当たる。 

（イ）廃棄物の処理方針 

 ａ がれき 

      がれきは、膨大な量が発生することから、いったん仮置場に保管し、分別、中間処理リサ
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イクルを行ったのち、原則として各市町村の最終処分場で適正に処分することとする。 

    ｂ 粗大ごみ 

      粗大ごみは、平常時に比べ増大することから、災害時の混乱を想定して特例的な排出、  

収集、処理方法を検討しておくこととする。 

 ｃ 生活ごみ 

      生活ごみは、衛生、防疫に十分配慮するとともに、災害時の混乱を想定して特例的な排出、

収集、処理方法を検討しておくこととする。 

 ｄ 適正処理が困難な廃棄物に関する処理方針 

      産業廃棄物に該当するものは、平常時と同様に事業者の責任において処理するものとする。

一般家庭から排出されるものは、適正な処理方法を住民に広報するとともに相談窓口を設置

するものとする。 

 ｆ し尿に関する処理方針 

   災害により水洗便所が使用できなくなる可能性があること等から、発生量を適正に予測す

るとともに、衛生、防疫に十分配慮して処理する。 

   また、必要に応じ、「大規模災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する協定」

に基づき、民間業者の協力を求める。 

  （ウ）発生量の推計方法 

     各市町村において、原則として千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針（以下「策定指針」

という。）で定めた推計方法に準じて発生量を推計し、処理体制の確立を図る。 

（エ）一時集積場所の確保 

     膨大な量が発生するがれきを適正に処理するためには仮置場を使用することが有効である 

ことから、各市町村において策定指針で定めた推計方法に準じて必要面積を推計し、設置場所

について調整を行う。 

（オ）仮設トイレの確保 

   断水や下水道の故障等により、水洗トイレが使用できなくなるほか、避難所の開設等により、

大量の仮設トイレの設置が必要となることから、県では、あらかじめその備蓄状況を把握する

とともに、広域での相互応援体制のあり方も検討しておくこととする。 

（２）障害物の除去 

ア 実施機関 

災害により障害物が住居又はその周辺に運びこまれ、日常生活が営み得ない状態にあり、かつ、

自らの資力により障害物を除去できない住民に対し、応急的な障害物の除去を実施する。 

（ア）住居又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で、日常生活に著しい障害を及ぼしている場合、

その除去は、市町村長が行うものとする。 

   ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

（イ）当該市町村限りで処理不可能な場合は、隣接市町村、県、国、その他の関係機関の応援を   

得て実施するものとする。 

イ 道路関係障害物の除去計画 

 道路上の障害物の除去は自動車・死体等の特殊なものを除き、道路法第３章第１節「道路管理

者」に規定する道路管理者が行う。この場合において、災害の規模・障害の内容等により、関係

者及び関係機関と密接な連絡を取り、協力して交通の確保を図るものとする。 

 特に「緊急輸送道路一次路線」については最優先に実施する。 

ウ 河川・海岸・港湾・漁港関係障害物除去計画 

（ア）河川・海岸 

  河川・海岸の機能を確保するため、河川・海岸における障害物を除去、しゅんせつする。 

（イ）港湾・漁港 

ａ 港湾区域内に流入してきた塵芥、流木については、千葉清港会等に運営を委託している 



 風-3-98 

清掃船（千葉港3隻、木更津港1隻）等により除去する。 

ｂ 臨港道路上の塵芥等については、千葉清港会等が必要な機械・器具を用いて除去し、海塵

と同様に焼却する。 

ｃ 漁港区域内に流入してきた塵芥、流木及び臨港道路上の塵芥等の除去は、漁港管理者が 

行う。 

ｄ 海上保安部は、海難船舶又は漂流物・沈没物等により船舶交通の危険が生じ、又は生じる

おそれがあるときは、所有者に対し、これらの除去、その他船舶交通の危険を防止するため

の措置を講じることを命じ、又は勧告する。 

エ 住宅関連障害物除去計画 

 住居又はその周辺に運ばれた土砂、材木などで日常生活に著しい障害を及ぼしているものの 

除去は、次のとおりである。 

（ア）障害物の除去の対象となる者 

ａ 当面の日常生活が営み得ない状態にある者であること 

ｂ 住家の被害程度は、半壊又は床上浸水した者であること 

ｃ 自らの資力をもってしては、障害の除去ができない者であること 

（イ）障害物の除去の方法 

ａ 救助の実施機関が、人夫あるいは技術者を動員して、障害物の除去を実施する。 

ｂ 日常生活に欠くことのできない場所に運びこまれた障害物の除去に限ること（応急的救助

に限ること） 

（３）環境汚染の防止対策 

 倒壊建築物の解体・撤去等に伴うアスベストの飛散や、危険物の漏洩による環境汚染に対処する

ため、環境監視体制の整備を図るとともに、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」

（環境省水・大気環境局大気環境課）を参考に環境汚染防止体制の強化を図る。 

ア 県は、被災した建築物に吹付けアスベスト等が使用されている場合、解体・撤去に伴うアスベ

ストの飛散を防止するため、必要に応じ事業者に対し大気汚染防止法に基づき適切に解体等を 

行うよう指導・助言する。 

イ 市町村は、必要に応じて、アスベスト飛散の危険性について住民やボランティアに対し注意  

喚起や被害防止のための指導を行う。 

（４）健康被害の防止対策（千葉労働局） 

   平時において、建築物の解体作業における作業員の健康被害を防止するため、アスベスト暴露  

防止措置の徹底を図るよう事業者に指導している。震災後においても、平時に準じた対応を行うよ

う事業者への指導に努めることとする。 
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第１４節 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 

 

 

災害による住宅の全壊や全焼等により、住家を滅失し又は自己資力では住宅の確保や修理ができない

被災者に対し、応急仮設住宅の建設や日常生活に欠くことのできない部分の修理を行う。 

また、被災住宅の倒壊による二次災害を防止するため、建築物の応急危険度判定や被災宅地危険度  

判定を実施するとともに、日頃から応急危険度判定士等の養成を行う。 

 

１ 応急仮設住宅の提供等（防災危機管理部、健康福祉部、農林水産部、県土整備部） 

  災害により住家を滅失した被災者の居住の安定を図るため、応急仮設住宅や公営住宅の空き家の 

活用を図るとともに、民間の賃貸住宅を借上げる。 

（１）応急仮設住宅の建設等 

   災害により、住家を滅失し、自己の資力では住家を確保できない者を収容するため、応急仮設住

宅を建設する。 

   その際あらかじめ検討している建設適地の選定や建設体制、必要資材の確保方法等に基づき迅速

な建設を行う。 

   実施機関 

ア 応急仮設住宅の建設は、市町村長が行うものとする。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

  なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

イ 当該市町村限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他関係機関の応援を得て実施

するものとする。 

（２）民間賃貸住宅の借り上げ 

公的一時提供住宅及び応急仮設住宅を十分確保できない場合、県は、関係団体と協力し、応急  

仮設住宅の建設に代えて、借り上げにより民間賃貸住宅を提供できるよう努める。 

        ＜資料編１－12－33 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定＞ 

 

２ 住宅の応急修理計画 

（１）計画方針 

 災害のため住家が半焼又は半壊し自己の資力では応急修理ができない者に対し、居室、便所及び

炊事場等日常生活に欠くことのできない部分を、応急的に修理する計画とする。 

（２）実施機関 

ア 住宅の応急修理は、市町村長が行うものとする。ただし、災害救助法が適用された場合は知事

が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

  なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の  

実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

イ 当該市町村限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他関係機関の応援を得て実施

するものとする。 

（３）住宅事業者の団体との連携 

   住宅の応急修理の実施にあたっては、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携を図るとともに  

具体的な連携のあり方について今後検討していく。 
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３ 建設資材の確保 

（１）県が行う応急仮設住宅の建設資材及び建設工事労務は、協定に基づき 

ア （社）プレハブ建築協会 

イ （社）千葉県建設業協会 

のあっせんする業者を通じて確保するものとする。 

              ＜資料編１－12－32 災害時の応急仮設住宅の建設に関する協定＞ 

（２）災害応急復旧用材（国有林材）の供給及び県有林材の使用 

 

【関東森林管理局】 

ア 農林水産省（林野庁）は、被災者の救助、災害の復旧及び木材需給の安定のため、国有林材を

供給することとしている。 

 関東森林管理局では、上記により国有林材の供給を行うこととしている。 

イ 災害復旧用材の供給は、知事、市町村長等からの要請に基づいて行う。 

 

【千葉県農林水産部】 

 災害時に木材の供給販売等が困難となり、応急的に木材を必要とする場合は、県有林材を提供

するものとする。 

                       ＜資料編６－12 災害復旧用材供給の特例措置＞ 

４ 被災宅地危険度判定支援体制の整備 

豪雨等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定士を活用して被害

の発生状況を迅速かつ的確に把握することによって、適切な応急対策を講じて二次災害の軽減及び

防止並びに被災宅地の円滑な復旧に資するため、以下の施策を推進する。 

（１）被災宅地危険度判定体制の整備 

   県は、被災宅地危険度判定連絡協議会（全国協議会）の定める「被災宅地危険度判定実施要綱」

に基づき、国、都道府県等との広域的な支援体制の整備に努めるとともに、千葉県被災宅地危険度

判定連絡協議会（地域協議会）の定める「千葉県被災宅地危険度判定実施要綱」に基づき、県内に

おける被災宅地危険度判定に関する実施体制の整備に努める。 

   被災時においては、全国協議会及び地域協議会の協力体制のもと、迅速かつ的確な災害対応を 

図る。 

（２）被災宅地危険度判定士の養成・登録 

   県は、千葉県被災宅地危険度判定士認定登録要綱（平成15年3月6日決定）に基づき、土木・建築

又は宅地開発の技術に関する経験を有する者を対象に、被災宅地危険度判定に必要な技術を習得 

させるため講習会を開催し、被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」という。）の養成に努め

るとともに、宅地判定士名簿の管理にあたる。 

   被災時においては、県は、判定を実施する市町村の要請に基づき、速やかに宅地判定士に協力を

依頼する等の派遣措置を行う。 

 

５ り災証明書の交付 

市町村は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、発災後早期にり災証明書や被災証明書の交付

体制を確立し、被災者に交付する。 
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第１５節 ライフライン関連施設等の応急復旧 

 

 

災害により被害を受けた、ライフライン施設の応急復旧を迅速に行うことにより、住民の安定した 

生活の確保を図る。 

 

１ 水道施設災害対策計画（総合企画部、水道局） 

 災害時において、水道事業体は、飲料水及び生活用水の確保を図るとともに、二次災害の防止に  

努める。このため、事前に被害を想定し、応急復旧計画を定め、迅速な応急復旧を行う。 

 なお、被災事業体等のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき県内水

道事業体等の応援を得て、復旧を行うものとする。 

（１）活動体制 

 災害時においては、応急活動体制を速やかに確立する。 

（２）応急復旧 

 応急復旧にあたっては、的確に被害状況を把握し、速やかに応急復旧対策を確立する。 

ア 復旧の優先順位 

（ア）取水、導水、浄水施設の復旧を優先する。 

（イ）主要な送・配水管及び応急給水拠点に至るまでの管路の復旧を優先する。 

イ 資機材の確保 

 応急復旧に必要な管類等の資機材を備蓄する。 

ウ 人員の確保 

 応急復旧に必要な人員の確保及び配置を行う。 

（３）県営水道の応急復旧 

 被害状況を的確に把握して、早期復旧を図り、一日も早く管路による平常給水を回復するための

対策を定める。 

 なお、県営水道のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」及び東京都水道局等

との「災害相互応援に関する協定」等に基づき応援を得て、復旧を行う。 

                  ＜資料編１－12－17 千葉県水道災害相互応援協定＞ 

ア 被害発生の把握及び緊急措置 

 発災後の緊急措置体制、被害状況の把握方法、被害の拡大防止等について定める。 

イ 応急復旧 

 復旧期間の目標をたて、次の方針に基づく復旧計画を立て実施する。 

（ア）復旧体制を整備し、住民への広報、保安対策に万全を期する。 

（イ）応急復旧は、本復旧を原則とし、困難な場合は、仮配管等による仮復旧とする。 

（ウ）施工に当たっては、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を検討し、最も早期復旧の可能

な方法を選定する。 

（エ）施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に支障のない軽微な被害

は二次的に扱う。 

（オ）復旧完了後、直ちに充水・洗浄を行い、水質確認をして速やかに通水する。 

ウ 応急復旧資機材の確保 

 県水道局の保有資機材で対処する。 

 なお、不足する場合は、製造会社、水道用資機材供給会社及び他の水道事業体から調達する。 

     県水道局で備蓄する配管材料は、浄水場等へ分散して備蓄する。 

 

２ 電力施設災害対策計画 

 東京電力㈱は、災害時における電力施設の応急対策が社会一般に及ぼす影響の大なることに鑑み、

電力施設災害対策計画を次のとおり定める。 
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（１）応急対策方法 

 災害時における応急対策は、次のとおりとする。 

ア 目  的 

 台風、雪害、洪水、地震、塩害その他非常災害に際し、各施設の被害を最小にとどめると    

ともに、被害の早期復旧を図るものとする。 

イ 非常態勢の組織 

（ア）千葉支店非常災害対策本部（以下「本部」という。）を千葉支店内に置き、本部の下に情報班、

復旧班、給電班、システム班、資材班、厚生班、カスタマーセンター班及び総務班の８班を   

置く。 

 千 葉 支 店  千葉市中央区富士見2-9-5  電話 043(224)3111（代） 

（イ）次の現業機関に非常対策支部（以下「支部」という。）を置く。 

 千  葉 支社  千葉市美浜区幸町1-21-19  電話 043(246)6507（代） 

 京  葉  〃   船橋市湊町2-2-16      〃  047(433)5160（代） 

 東  葛  〃   柏市新柏1-13-2       〃  04(7163)5606（代） 

 成  田  〃   成田市花崎町822-1      〃  0476(24)2871（代） 

 木 更 津  〃   木更津市貝渕3-13-40     〃  0438(23)3860（代） 

ウ 組織の運営 

（ア）発  令 

ａ 本（支）部長は、非常災害が予想される場合又は発生した場合は、情勢に応じ適用    

すべき体制区分にしたがい、第１～３非常体制を発令する。 

ｂ 上部機関が非常体制に入った場合は、その旨下部機関に連絡する。 

ｃ 支社において非常体制を発令した場合は、支店長へその旨報告する。 

（イ）運  営 

     非常体制が発令された場合は、本部及び支部を設け、非常災害に対処する各業務を実施する。 

（ウ）縮小・解除 

 本（支）部長は、受け持ち区域内の災害復旧が進行し全部門の対応は不要と判断した場合は、

関係部門のみ対応とするなど、非常体制を縮小する。 

 また、非常災害対策本（支）部を設置しておく必要がなくなった場合は非常体制を解除する。 

（エ）そ の 他 

 発令、解除、その他情報受伝達は、情報班が行う。 

エ 非常対策前の対策 

 非常災害の発生するおそれのある場合は、非常体制の発令以前においては職制を通じ、発令 

以後は組織を通じて各設備に有効適切な予防対策を講じ、万全を期するものとする。 

オ 非常災害発生時の対策 

 非常災害の発生した場合は、有効適切な処置を講じ万全を期するものとする。 

カ 被害復旧対策 

（ア）復旧計画 

 本部及び支部は、各設備の被害状況を速やかに掌握し、次の事項につき復旧計画を立てる。 

ａ 復旧応援隊の必要の有無 

ｂ 復旧作業隊の配置状況 

ｃ 復旧資機材の調達 

ｄ 電力系統の復旧方法の検討 

ｅ 復旧作業の日程 

ｆ 仮復旧の完了見込み 

ｇ 宿泊施設、食料、衛生対策等の手配 

ｈ その他必要対策 

（イ）復旧順位 

 各設備の復旧順位は、原則として下記によるものとするが、災害状況及び各設備の被害  
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復旧の難易度を勘案し、供給上復旧効果の最も大きいものより行う。 

ａ 送電設備 

① 全回線送電不能の主要線路 

② 全回線送電不能のその他の線路 

③ 一部回線送電不能の重要線路 

④ 一部回線送電不能のその他の線路 

ｂ 変電設備 

① 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 

② 都心部に送電する系統の送電用変電所 

③ 重要施設に供給する配電用変電所 

ｃ 通信設備 

① 給電指令用回線並びに制御・保護及び監視回線 

② 保守用回線 

③ 業務用回線 

ｄ 配電設備 

① この場合は、水道、新聞、放送、ガス、電鉄、排水設備、県民センター(事務所)、官公

署、警察消防、ＮＴＴ、広域避難場所、その他重要施設に対しては、優先的に送電する   

など、各所ごとに具体的に復旧順位を定めておく。 

② 長期浸水地区における重要施設への供給に対しては、負荷切替、応急ケーブルの新設等

により仮送電する。 

③ 停電が長期にわたる場合は、被害地市民の治安確保の面から、道路上に投光器などの  

仮施設を行う。 

キ 復旧応援隊の組織及び運営 

 被害が多大で、当該非常災害対策本（支）部のみの工事力では早期復旧が困難な場合には、  

「復旧応援隊の運営」に基づき復旧隊を組織し、復旧作業にあたる。 

ク 復旧用資機材等の調達及び輸送 

（ア）非常災害対策支部は、予備品、貯蔵品等の在庫量を再調査し、調達を必要とする資機材は、

可及的速やかに本部に要請し、復旧体制を整える。 

（イ）連絡不能等で、かつ早期復旧を要するためやむを得ず資機材を現地調達した場合は、事後  

速やかに所定の手続きを行う。 

（ウ）非常災害対策本（支）部は、復旧用資機材の陸上輸送が不可能な場合は、船舶及び航空機等

による輸送を行う。 

ケ 災害速報 

 災害及び復旧状況の連絡は、情報班が迅速に行い、概況の把握に努める。 

（２）復旧作業上の留意事項 

ア 復旧作業者には、あらかじめ準備された所定の腕章を、また連絡車、作業車には所定の標識を

掲示して東京電力復旧作業隊であることを明示する。 

イ 河川、海岸及び急傾斜地に近接している箇所で復旧作業を行う場合は、事前に避難方法等を  

確認しておく。 

ウ 幹線道路は、復旧資機材、救援物資等の輸送及び消防活動の確保を図るため、道路上の倒壊、

折損電柱等は早期に取り除く。 

（３）非常災害前の対策 

ア 情報連絡 

（ア）給電所、テレビ、ラジオ等を通じて台風の接近、風速、降雨量その他の情報入手に努め、   

「天気図」を作成する等動静の把握に万全を期するとともに、これらを各組織相互で緊密に  

連絡する。 

（イ）災害発生前の情報交換、その他連絡を兼ねて、一定時間ごとに関係各所との電話連絡を行い、

疎通を確認しておく。なお、電話の使用順位については、「通信設備及び電子施設保守運用規則」
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による。 

（ウ）当社の保安電話回線が通話不能となった場合は、保線用、営配用、非常用などの無線機を   

活用し、さらにＮＴＴ電話、警察電話などの利用を図る方法を事前に確立しておく。 

イ 各設備の予防強化 

（ア）業務設備 

 既設の設備並びに建設中の設備の応急防災は、支店並びに第一線機関等の総務担当グループ

が他グループの応援を得て行うこととし、下記事項についてあらかじめ措置を講じておく。 

ａ 要員の確保 

   非常災害の発生するおそれのある場合は、総務班員による社屋防護班を編成しておく。 

ｂ 防火、防水、救命用器などの点検整備 

ｃ 非常持出物品の搬出準備 

ｄ 防火扉の開閉点検 

ｅ 建物の補強 

ｆ 建設中の設備及び資材等の補強並びに損害防止 

ｇ 排水設備の点検整備 

（イ）その他の設備（配電、給電、変電、送電、電子通信設備等） 

 業務設備以外の応急防災対策については、前項に準じることとするが、特に下記事項に  

ついて措置を講じておく。 

ａ 洪水、高潮等の被害を受けるおそれのある事業所については、諸施設の災害予防に   

ついて応急対策を強化する。なお、利根川及び荒川の洪水予報については、別途「利根川、

荒川洪水予報伝達系統」の定めにより運用する。 

ｂ 配電、変電、送電、電子通信等の設備で工事中あるいは仮工事のものは、速やかに    

本工事を完成するか補強処置を講ずる。 

ｃ その他設備ごとに状況に応じて対策を立て強化を図る。 

ｄ 上記の対策を実施する場合は、請負会社を特命して応急工事を実施することができる。 

（ウ）要員の動員、連絡の徹底 

ａ 支店及び各第一線機関等は、非常災害対策構成表による個人別担当業務表を作成標示し、

変更の都度、訂正するとともに、いつでも出動できる体制を確立しておく。 

ｂ 支店及び第一線機関等は、社外者に応援を求める場合の連絡体制を確立しておく。 

ｃ 各構成員は、常に気象情報その他の情報に留意し、非常体制が発令された場合は速やかに

担当業務を実施する。 

ｄ 所定勤務時間外における構成員の連絡方法については、あらかじめ定めておく。また  

構成員が交通途絶により動員に応じられないときは、その旨を速やかに連絡し指示を受ける

か、あるいは最寄りの事業所に出動し、その長の指揮下に入る。 

ｅ 他事業所又は社外者に応援を求める場合、あるいは他事業所から応援を要請される場合に

備え、応援隊動員などの諸計画を作成しておくとともに、動員対象者が円滑に各種体制に  

入り得るよう受入体制に配慮する。 

（エ）工具、機動力、資機材等の整備確認 

 あらかじめ工具、車両等を整備して応急出動に備えるとともに、手持資材の数量を調査し  

復旧工事に支障のないよう手配するものとする。 

（オ）公衆感電障害事故防止 

 新聞、有線放送、テレビ、ラジオ、ＰＲ車、ビラ、その他適切な方法をもって一般公衆に   

対し、次の事項を周知徹底し、事故防止に努める。 

ａ 無断昇柱、無断工事を禁止すること。 

ｂ 不良個所（電柱の倒壊・折損、電線の断線・垂下等）を発見した場合は、速やかに     

カスタマーセンターへ連絡すること。 

ｃ 断線又は垂下している電線には絶対に触らないこと。 

ｄ 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気機器は、危険なため使用しないこと。  
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又、使用する場合は絶縁検査を受けた上で使用すること。 

（４）災害発生時の対策 

ア 各設備の運転保守について 

（ア）災害発生時といえども需要家サービス並びに治安維持のため、原則として送電を継続する。 

（イ）浸水、建物倒壊により運転することがかえって危険であり、事故を誘発するおそれがある  

場合又は運転不能の予測される場合は、運転を停止し、関係各機関に連絡するとともに、必要

な措置を講じ待避する。なお、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。 

イ 被害状況の収集、周知 

 全般的な災害状況把握の遅速は、復旧計画樹立に大いに影響するので、あらゆる方法をもって

被害の早期把握に努める。 

（ア）被害状況の収集 

ａ 本  部 

① 電話連絡可能の場合は、各支部より状況報告を受け、速やかに被害全般を掌握する。 

② 電話連絡不可能の場合は、あらかじめ定められた方法によるほか、必要に応じて舟艇、

航空機等を利用して連絡に努めるとともに、自衛隊、警察、報道機関等による情報収集な

どあらゆる方法を講じて速やかに被害の全般を掌握する。 

ｂ 支  部 

① 各支部は、災害発生後速やかに各設備の巡視を行い、被害状況の把握に努める。 

② 被害が広範囲にわたり巡視困難な場合は、重要施設のみ巡視して適宜な方法により被害

状況の把握に努める。 

（イ）被害状況の周知 

  ａ 本部の情報班は、速やかに被害状況の全般を掌握し、新聞、テレビ、ラジオ、有線放送、

ＰＲ車、ビラ等を利用し、その状況（被害数、復旧見込み等）の周知に努める。 

ｂ 監督官公庁に報告あるいは連絡し、復旧作業に対する協力方を要請する。 

 

３ 下水道施設災害対策計画 

（１）応急活動体制 

 管轄する下水道施設に災害の発生するおそれのある場合には、即時に応急対策活動を実施する。

このために、防災活動が円滑に遂行できるように、応急活動体制整備に努める。 

（２）緊急活動 

 災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し下水道機能の支障及び二次  

災害のおそれがあるものについては緊急防止活動を行い、必要があるときは、公益社団法人日本  

下水道管路管理業協会関東支部長と下水道課長が締結した「災害時における応急対策の協力に関す

る協定書」により応急対策を行う。なお、活動体制の確立並びに関係機関等の連携による応援体制

の確立を図る。 

（３）応急復旧対策 

 応急復旧に当たっては、被害の状況・原因等の調査を行い応急復旧対応の内容を決定し、復旧  

工事を実施する。復旧にあたっては、道路管理者等及び関係するライフライン事業者と工程調整の

うえ作業を行う。 

  なお、県のみで対応できない場合は、東京都など１都７県等との「関東ブロック下水道事業に  

おける災害時支援に関するルール」に基づき、応援を得て復旧を行う。 

 ＜資料編１－12－30 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール＞ 

（４）防災資機材の整備・備蓄対策 

 災害時において、下水道施設の処理機能を保持するため、応急防災用資機材について可能な限り

備蓄する。また、民間業者との協力協定の締結等により連携を密にし、必要な資機材の種類と数量

を確保するよう努める。 

（５）広報対策 

 下水道施設の被害及び復旧の状況等について、地域住民への適切な広報に努める。 
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４ ガス施設災害対策計画 

（１）東京ガス㈱ 

ア 供給区域及び供給戸数 

 ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（１）＞ 

イ 主要施設の状況 

 ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（１）＞ 

ウ 応急対策 

（ア）動員、配備体制 

 災害の発生が予想され又は発生した場合は、災害に対する迅速かつ適切な措置を図るため、

社内規程に基づき非常災害体制を確立する。 

 非常災害体制は、災害の種類、規模等に応じて第一次から第二次までの体制を速やかに  

とるものとし、災害の未然防止及び拡大防止を図る。 

（イ）情報収集、連絡体制 

ａ 風水害等の警報発令は、気象協会より入手し、予め定めた方法で各事業所へ一斉通報を 

行う。 

ｂ 各行政、消防、警察等の防災機関との連絡は、予め定められた方法で行い、必要に    

応じて連絡員の派遣を行う。 

ｃ 災害に際しては、本社、各事業所とも有線、無線等の通信設備により、情報の収集、連絡

を行う。 

（ウ）災害時における広報 

 災害発生時には、その直後、ガスの被害状況、ガス供給停止状況、復旧作業の見通しなど、

必要に応じて広報活動を行う。広報については、テレビ・ラジオ・インターネット・新聞等の

報道機関を通じて行うほか、必要に応じ直接当該地域へ周知する。 

 また、千葉県等の関係機関と必要に応じて連携を図る。 

（２）京葉瓦斯㈱ 

ア 供給地域及び供給戸数 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（２）＞ 

イ 主要施設の状況 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（２）＞ 

ウ 応急対策 

（ア）動員、配備体制 

 非常災害発生時におけるガス施設の応急対策は、住民一般に及ぼす影響が大であり、迅速か

つ適切に実施する必要がある。当社では、社内規程に基づき日常保安の確保を基本に、非常  

災害対策を次のとおり行う。 

ａ 日常は、ガスの製造に関しては、２４時間勤務体制、供給に関しては、２４時間監視、   

出動体制を取っている。非常災害発生時には、本体制で遠方監視制御システムや緊急連絡網

による初動措置及び緊急動員が可能である。 

ｂ 非常災害発生時には、その種類、規模等に応じて第１次より第３次までの非常災害組織を

編成し、ガス供給に万全を期し、二次災害の防止や消費者の安全確保に努める。 

（イ）情報収集、連絡体制 

 非常災害時には、本社、各事業所、製造・受入所、供給所等が被害情報収集の拠点となる。

これらの拠点は、有線、移動無線、固定無線等の通信設備により、本社を中心とした通信連絡

体制をとっている。 

 外部防災関係機関との通信連絡は、本社を中心としてあらかじめ定めた方法で行う。 

 また、ラジオ、テレビ等の報道にも充分注意を払い、通信網、交通網、電力、水道等の    

被害状況や復旧状況についても把握に努める。 

（ウ）消費者に対する広報 

 非常災害時における広報は、その種類、規模等に応じて、広報車により広報を行うとともに、
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防災関係機関にも広報を依頼する。さらに、広範囲の広報が必要な場合には、ラジオ、テレビ

等の報道機関に協力を要請する。また、関係官庁及び防災関係機関に対しては、ガス設備の  

被害状況、ガスの供給状況、災害復旧の現状と見通しについて逐一報告連絡を行う。 

エ 復旧活動拠点の確保 

復旧要員の集合場所、宿泊場所、車輌の駐車スペース、資機材置場等の候補地のリストアップ、

連絡先の確認等をあらかじめ実施し、これらを確保しておく。また、残土、廃材、資機材等の   

仮置きについて、県、市町村等が指定する臨時場所がある場合、その使用についてあらかじめ  

協議し、用地等の確保に努める。 

（３）大多喜ガス㈱ 

ア 供給区域及び供給戸数 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（３）＞ 

イ 主要施設の状況 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（３）＞ 

ウ 予防対策 

（ア）台風襲来時にあっては、予想最接近時の２４時間前より緊急配備につくことを目安とする。 

（イ）過去に冠水した地区、ガス管の添架された橋梁の河川増水、崖崩れ危険地区にある特定施設

を重点的に警戒監視する。特に満潮時刻は警戒を強める。 

（ウ）拠点ごとに毎時の気圧、降雨量、河川水位を定点観測し、被害の発生を予測し対応する。 

（エ）遠隔供給地点については、その付近に居住する社員又は特定協力者よりの情報を求め、対策

をとる。 

エ 応急対策 

（ア）動員配備体制 

 非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、社内規程により 

非常災害本部が設置される。一方、当社は基本方針として保安体制の強化を挙げており、宿日

直制による２４時間勤務体制をとっており、必要に応じて初動措置及び緊急動員が可能である。 

 特別編成を必要とする非常災害時には、災害の種類、規模等に応じて第１次から第３次の 

非常配備体制をとり、二次災害の防止と事故処理にあたる。 

（イ）情報収集、連絡体制 

 災害に際して無線・有線などの通信設備を使用し、情報の収集連絡にあたるとともに、自動

呼び出し体制を取る。外部関係機関と連絡をとり、あるいはラジオ・テレビ等の報道関係の  

情報から、通信、電力、水道等の被災状況を収集する。 

（ウ）消費者に対する広報 

 経済産業省、県、市町村、消防署、警察署などの官公庁及び報道機関に対し、ガス設備の   

被害状況、供給支障の状況、災害復旧の現状と見通し等について適切に報告及び連絡を行い、  

周知に努める。また、災害時には、住民の不安除去、波及的災害事故を防止するため、広報車

による巡回のほか、消防署、警察署、報道関係機関に協力を要請し、あらゆる手段を尽くして

ガス施設復旧の見通し、被災地区におけるガス施設、ガス消費機器の使用上の注意事項等に 

ついて広報に努める。 

（エ）復旧活動拠点の確保 

対策本部の設置場所、復旧要員の集合場所、宿泊場所、復旧資機材の搬入場所、備蓄場所等、

復旧活動を行ううえで必要な拠点を確保する。 

（４）千葉ガス㈱ 

ア 供給区域及び供給戸数 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（４）＞ 

イ 主要施設の状況 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（４）＞ 

ウ 応急対策 

 災害発生時、又は発生が予想される場合には、当社「非常災害対策関係緒規則」に基づいて災
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害応急措置及び復旧対策を図るため、非常災害体制を確立する。 

（ア）動員・配備体制 

 対策本部長は、非常災害が予想され、又は発生した場合は、次の各号により動員体制を指示

する。 

ａ 警戒体制…被害又は被害予想が軽度又は局部の場合 

ｂ 非常体制…被害又は被害予想が甚だしい場合 

（イ）情報収集連絡体制 

ａ 災害に際しては、本社、支社とも有線、無線等の通信設備により、情報の収集、連絡に   

あたる。 

ｂ 県、市、町、消防署、警察等の防災機関との通信連絡は、あらかじめ定めた有線で行う。 

ｃ 特に大きな災害が発生した場合等は、ラジオ、テレビ等の報道関係から被害状況を収集  

する。 

（ウ）消費者に対する広報 

 保安確保のための注意事項、個々の需要家及び地区全体の復旧状況、作業スケジュール、  

復旧見通し等の広報活動をチラシ、広報車、戸別訪問などにより行う。 

（５）房州瓦斯㈱ 

ア 供給区域及び供給戸数 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（５）＞ 

イ 主要施設の状況 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（５）＞ 

ウ 応急対策 

（ア）動員、配備体制 

 非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、社内規程により 

非常災害対策本部が設置される。一方会社は、基本方針のひとつに導管の保安体制の強化を 

挙げており、日直、宿直を採用し２４時間勤務を実施し、常に事故処理体制をとる。 

 特別編成を必要とする災害時には、災害の種類、規模等に応じて第１次から第３次までの 

非常配備体制をとり、二次災害の防止と事故処理にあたる。 

（イ）情報収集、連絡体制 

 災害に対して有線などの通信設備を使用し、情報の収集、連絡にあたる。また消防署等の  

防災機関との通信体制は、各関係機関の指導を得て引続き検討する。 

 非常災害本部は、社内各部との連絡体制を確立し情報の収集及び連絡にあたる。 

 また、外部関係機関と連絡をとるとともに、ラジオ・テレビ等の報道関係の情報から、   

通信、交通、電力水道等の被災状況を収集する。 

ａ 震度 

ｂ 有線及び無線の状況 

ｃ 周囲の状況 

ｄ 主要導管の状況 

（ウ）消費者に対する広報 

 経済産業省、県、市、消防署、警察等の官公庁及び報道機関に対し、ガス設備の被害状況、    

供給支障の状況、災害復旧の現状と見通し等について、適切に広報、連絡を行い周知に努める。

また、災害時には、市民の不安除去、波及的災害事故の防止を行うため、サービス巡回車に  

よる巡回のほか、消防署、警察署、報道関係機関に協力を要請し、あらゆる手段を尽くして  

ガス施設の復旧の見通し、被災地区におけるガス施設、ガス消費機器の使用上の注意事項等に

ついて広報に努める。 

（６）京和ガス㈱ 

ア 供給区域及び供給戸数 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（６）＞ 

イ 主要施設の状況 
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  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（６）＞ 

ウ 応急対策 

（ア）動員、配備体制 

非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、社内規程により  

非常災害本部が設置される。一方当社は、基本方針のひとつに導管の保安体制の強化を挙げて

おり、緊急勤務員による２４時間勤務を実施し、待機工事会社を選定して常時緊急、工作車の

稼働待機体制をとっている。また、宿日直、宅直保安要員制を採用し処理にあたっている。 

 特別編成を必要とする非常災害時には、災害の規模に応じて第１次から第３次の非常配備 

体制をとり、二次災害の防止と事故処理にあたる。 

（イ）情報収集、連絡体制 

 災害に際して無線、有線などの通信設備を使用し、情報の収集連絡にあたる。また、外部  

関係機関と連絡をとるとともに、ラジオ・テレビ等の報道関係の情報から通信、電力、水道等

の被災状況を収集する。 

（ウ）消費者に対する広報 

 経済産業省、県、市、消防署、警察署等の官公庁及び報道機関に対し、ガス設備の被害状況、

供給支障の状況、災害復旧の現状と見通し等について適切に広報連絡を行い、周知に努める。

また、災害時には、市民の不安除去、波及的災害事故の防止を図るため、広報車による巡回の

ほか消防署、警察署、報道関係機関に協力を要請し、あらゆる手段を尽くしてガス施設の復旧

の見通し、被災地区におけるガス施設、ガス消費機器の使用上の注意事項等について広報に 

努める。 

（７）銚子瓦斯㈱ 

ア 供給区域及び供給戸数 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（７）＞ 

イ 主要施設の状況 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（７）＞ 

ウ 応急対策 

（ア）動員、配備体制 

 日常は日直、宿直及び保安待機要員制を実施し、常に事故処理体制を強化しているが、台風

の接近、大雨、地震、高潮等非常災害が予想される場合は、災害対策の迅速かつ適切な実施を

図るため、あらかじめ定められた災害状況に対応した動員、配備体制を発令し、次の対策を  

講ずるものとする。 

ａ 工場設備の補強防護 

ｂ ガス導管及び整圧器の要注意箇所の見回り強化 

ｃ 建造物、排水設備の補強・点検 

 以上を実施し、被害を最小限に止どめる体制をとるとともに、被害発生に備え緊急要員の確保、

復旧資材及び工具等の点検を行う。 

 非常災害発生時には、災害の種類、規模等に応じて第１次から第３次特別出動体制をとり、  

二次災害の防止と事故処理にあたる。 

（イ）情報収集、連絡体制 

 災害に際しては、有線などの通信設備を使用して、情報の収集、連絡にあたり、また外部関

係機関と連絡をとるとともに、ラジオ・テレビ等の報道関係の情報から通信、電力、水道等の

被害状況を収集する。 

 営業所は、テレビ、ラジオ、その他の報道機関等の緊急情報及び社内無線通信設備による  

巡回員からの情報報告により状況判断に努め、設備及びガス導管の全般的な被害状況を把握し

て本社に連絡するとともに、バルブ操作などの指示を受ける。 

（ウ）消費者に対する広報 

 経済産業省、県、市、消防署、警察署等の官公庁及び報道機関に対し、ガス設備の被害状況、

供給支障の状況、災害復旧の現状と見通し等について適切に広報連絡を行い周知に努める。 
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 また、災害時には、市民の不安除去、波及的災害事故の防止を図るため、サービス巡回車に

よる巡回のほか消防署、警察署、報道関係機関に協力を要請し、あらゆる手段を尽くしてガス

施設の復旧の見通し、被災地区におけるガス施設、ガス消費機器の使用上の注意事項等につい

て広報に努める。 

（８）野田ガス㈱ 

ア 供給区域及び供給戸数 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（８）＞ 

イ 主要施設の状況 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（８）＞ 

ウ 応急対策 

 風水害及び緊急事故発生時の緊急対策並びに復旧対策について即応体制を確立し、二次災害の

防止に適切な措置がとれる組織及び復旧に際しては可能な限り速やかにガスの供給を再開する

こととする。 

（ア）動員体制 

 対策本部長は非常災害が予想され、又は発生した場合は、次の各号により動員体制を指示 

する。 

ａ 第１次動員体制・・・被害又は被害予想が軽度又は局部的の場合。 

ｂ 第２次動員体制・・・被害又は被害予想が中以上の場合。 

ｃ 地震時の動員体制・・震度４のとき保安要員。震度５弱以上のときは全社員が自動出動  

する。 

（イ）配備体制 

ａ 対策本部長は、前項各号の体制に応じて各班の役割を遂行するよう指示する。 

ｂ 本部設置以前の緊急措置は、積極的に災害の応急対策活動を行い、本部長へは、事後報告

により承認を求めるものとする。 

（ウ）情報収集、連絡体制 

 災害に際して、本社工場は、無線及び有線等の通信設備を使用し、情報の収集、連絡に   

あたる。 

 なお、消防署等の防災機関との連絡体制は、各関係機関の指導を得て行う。 

 また、ラジオ、テレビ等の報道関係の情報から、通信、交通、電力、水道等の被害状況を   

収集する。 

（エ）消費者に対する広報 

 経済産業省、県、市、消防署、警察署などの官公庁並びに報道機関に対し、ガス設備の被害

状況、供給支障の状況、災害復旧の現状と見通し等について適切に広報、連絡を行い周知に  

努める。また、災害時には市民の不安除去、波及的災害事故の防止を図るため、サービス巡回

車による巡回のほか消防署、警察署、報道関係機関に協力を要請し、あらゆる手段を尽して  

ガス施設の復旧の見通し、被害地区におけるガス施設、ガス消費機器の使用上の注意事項等に

ついて広報に努める。 

（９）角栄ガス㈱ 

ア 供給区域及び供給戸数 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（９）＞ 

イ 主要施設の状況 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（９）＞ 

ウ 応急対策 

（ア）動員、配備体制 

  非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、社内規程により 

通報に対する受付体制の万全を期し、通報の内容により一般出動、緊急出動、特別出動等を  

行う。 

 出動区分の判断は事務局長が行うものとし、緊急出動に備え事業所では保安責任者、受付 



 風-3-111 

担当者、通信担当者、処理要員等常時稼働体制をとっている。 

（イ）情報収集、連絡体制 

 災害に際して、無線などの通信設備を使用し、情報の収集、連絡にあたる。 

 また、関係の消防機関、警察機関などの防災機関との通信設備を整備し、通信内容について

はテープレコーダーにより録音しておく。 

ａ 本社部門の情報収集、連絡 

  災害対策本部は本社に設置し、各事業所及び社内各部との連絡体制を確立し、情報の  

収集及び連絡にあたる。また、外部関係機関と連絡をとるとともに、ラジオ・テレビ等の   

報道関係の情報から通信、交通、電力、水道等の被災状況を収集する。 

  事業所からは次の情報を収集する。 

① 震度 

② 有線及び無線の状況 

③ 周囲の状況 

④ 主要導管の状況 

⑤ その後は状況の判明次第連絡を受ける。 

ｂ 事業所の情報収集、連絡 

  地震が発生した場合事業所は、テレビ、ラジオ、その他公共報道機関等の緊急情報により

その状況判断に努める。 

  事業所は、本社に連絡するとともにガス導管の全般的な被害状況を知り、必要に応じて 

バルブ操作などの指示を受ける。ただし、連絡不可能の場合は本部長指示とする。 

（ウ）消費者に対する広報 

 経済産業省、県、市、消防署、警察署などの官公庁及び報道機関に対し、ガス設備の被害   

状況、供給支障の状況、災害復旧の現状と見通し等について適切に広報、連絡を行い、周知に

努める。 

 また、災害時には、市民の不安除去、波及的災害事故の防止を図るため、サービス巡回車に

よる巡回のほか消防署、警察署、報道機関等に協力を要請し、被災地区におけるガス施設、  

ガス消費機器の使用上の注意事項等について広報に努める。 

（10）東日本ガス㈱ 

ア 供給区域及び供給戸数 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（10）＞ 

イ 主要施設の状況 

  ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（10）＞ 

ウ 応急対策 

（ア）動員、配備体制 

 非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、社内規程により 

非常災害本部が設置される。一方、当社は、基本方針とのひとつに導管の保安体制の強化を  

挙げており、本社事業場においては、緊急要員の２４時間体制をとり、また、休日には待機  

工事会社を選定し緊急事態に備えている。 

 特別編成を必要とする非常災害時には、災害の種類、規模等に応じて第１次から第３次の 

非常配備体制をとり、二次災害の防止と事故処理にあたる。 

（イ）情報収集、連絡体制 

 災害に際して無線・有線などの通信設備を使用し情報の収集及び連絡にあたる。外部関係 

機関と連絡をとるとともに、ラジオ・テレビ等の報道関係の情報から通信、電力、水道等の  

被災状況を収集する。 

（ウ）消費者に対する広報 

 経済産業省、県、市、消防署、警察署などの官公庁並びに報道機関に対し、ガス設備の被害

状況、供給支障の状況、災害、復旧の現状と見通し等について、適切に広報、連絡を行い周知

に努める。また、災害時には、市民の不安除去、波及的災害事故の防止を図るため、広報車に
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よる巡回のほか、消防署、警察署、報道機関等に協力を要請し、あらゆる手段を尽してガス  

施設の復旧の見通し、被災地区におけるガス施設、ガス消費機器の使用上の注意事項等につい

て広報に努める。 

(11)日本瓦斯㈱ 

 ア 供給区域及び供給戸数 

   ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（11）＞ 

 イ 主要施設の状況 

   ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（11）＞ 

 ウ 応急対策 

  （ア）動員、配備体制 

     非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、社内規程により  

非常災害本部が設置される。一方、当社は緊急要員の２４時間体制を取り、また、休日・夜間

の緊急事態にも備えている。 

     特別編成を必要とする非常災害時には、災害の種類、規模等に応じて非常配備体制をとり、

また、関係グループ会社等と応援態勢を執りながら、二次災害の防止と事故処理にあたる。 

  （イ）情報収集、連絡体制 

     災害に際して有線・携帯電話等のあらゆる通信設備を駆使し、情報の収集及び連絡に当たる。

外部関係機関と連絡をとると共に、ラジオ・テレビ等の報道関係の情報から通信、電力、水道

等の被災状況を収集する。 

  （ウ）消費者に対する広報 

     経済産業省、県、市、消防署、警察署等の官公庁並びに報道機関に対し、ガス設備の被害   

状況、供給支障の状況、災害、復旧の現状と見通し等について、適切に広報、連絡を行い周知

に努める。 

     また、災害時には、市民の不安除去、波及的災害事故の防止を図るため、広報車による巡回

のほか、消防署、警察署、報道機関等に協力を要請し、あらゆる手段を尽くしてガス施設の   

復旧の見通し、被災地区におけるガス施設、ガス消費機器の使用上の注意事項等について広報

に努める。 

（12）総武ガス㈱ 

  ア 供給区域及び供給個数 

    ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（12）＞ 

  イ 主要施設の状況 

    ＜資料編７－１ 各ガス会社の施設及び供給状況の（12）＞ 

  ウ 応急対策 

（ア）動員、配備体制 

   非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、社内規程により  

非常災害本部が設置される。一方、当社は緊急要員の２４時間体制を取り、また、休日・夜間

の緊急事態にも備えている。 

   特別編成を必要とする非常災害時には、災害の種類、規模等に応じて非常配備体制をとり、

また、関係グループ会社等と応援体制をとりながら、二次災害の防止と事故処理にあたる。 

（イ）情報収集、連絡体制 

   災害に際して有線・携帯電話等のあらゆる通信設備を駆使し、情報の収集及び連絡に当たる。

外部関係機関と連絡をとるとともに、ラジオ・テレビ等の報道関係の情報から通信、電力、   

水道等の被災状況を収集する。 

（ウ）消費者に対する広報 

   経済産業省、県、市、消防署、警察署等の官公庁並びに報道機関に対し、ガス設備の被害   

状況、供給支障の状況、災害、復旧の現状と見通し等について、適切に広報、連絡を行い周知

に努める。 

   また、災害時には市民の不安除去、波及的災害事故の防止を図るため、広報車による巡回の
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ほか、消防署、警察署、報道機関等に協力を要請し、あらゆる手段を尽くしてガス施設の復旧

の見通し、被災地区におけるガス施設、ガス消費機器の使用上の注意事項等について広報に  

努める。 

 

５ 東日本電信電話㈱の通信施設災害対策計画 

（１）災害時の活動体制 

ア 災害対策本部の設置 

 災害が発生した場合は、その状況により、千葉支店をはじめ各営業所に災害対策本部を設置し、

情報の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。 

 この場合、県、市町村及び各防災機関と緊密な連絡を図る。 

イ 情報連絡体制 

 災害の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

 なお、気象業務法に基づき気象庁から伝達される利根川水系等の洪水予報について速やかに 

関係市町村へ通報する。 

（２）発災時の応急措置 

ア 設備、資機材の点検及び発動準備 

  災害の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

（ア）電源の確保 

（イ）災害対策用無線機装置類の発動準備 

（ウ）非常用電話局装置等の発動準備 

（エ）予備電源設備、移動電源車等の発動準備 

（オ）局舎建築物の防災設備の点検 

（カ）工事用車両、工具等の点検 

（キ）保有資材、物資の点検 

（ク）局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

イ 応急措置 

 災害により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信の疎通が

困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、次の

とおり応急措置を行う。 

（ア）通信の利用制限 

（イ）非常通話、緊急通話の優先、確保 

（ウ）無線設備の使用 

（エ）特設公衆電話の設置 

（オ）非常用可搬型電話局装置の設置 

（カ）臨時電報、電話受付所の開設 

（キ）回線の応急復旧 

（ク）伝言・取次サービスの実施 

ウ 災害時の広報 

 災害のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等に  

よって次の事項を利用者に周知する。 

（ア）通信途絶、利用制限の理由と内容 

（イ）災害復旧措置と復旧見込時期 

（ウ）通信利用者に協力を要請する事項 

（エ）災害用伝言ダイヤル「１７１」の提供開始 

（３）応急復旧対策 

 災害により被災した通信回線の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にしたがって

実施する。 

災害復旧工事については、次により工事を実施する。 
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ア 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

イ 原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

 

６ ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモの通信施設災害対策計画 

（１）災害時の活動体制 

ア 災害対策本部の設置 

 災害が発生した場合は、その状況により、千葉支店に災害対策本部を設置し、情報の収集伝達

及び応急対策が実施できる体制をとる。 

 この場合、県、市町村及び各防災機関と緊密な連絡を図る。 

イ 情報連絡体制 

 災害の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

（２）発災時の応急措置 

ア 設備、資機材の点検及び発動準備 

  災害の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

（ア）可搬型無線基地局装置の発動準備 

（イ）移動電源車等の発動準備 

（ウ）局舎建築物の防災設備等の点検 

（エ）工事用車両、工具等の点検 

（オ）保有資材、物資の点検 

（カ）局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

イ 応急措置 

 災害により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信の疎通が

困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、次の

とおり応急措置を行う。 

（ア）通信の利用制限 

（イ）非常通話、緊急通話の優先、確保 

（ウ）可搬型無線基地局装置の設置 

（エ）携帯電話・衛星携帯電話による臨時電話の運用 

（オ）回線の応急復旧 

ウ 災害時の広報 

 災害のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等に  

よって次の事項を利用者に周知する。 

（ア）通信途絶、利用制限の理由と内容 

（イ）災害復旧措置と復旧見込時期 

（ウ）通信利用者に協力を要請する事項 

（３）応急復旧対策 

 災害により被災した通信回線の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にしたがって

実施する。 

災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

ア 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

イ 原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

 

７ ＫＤＤＩ㈱の通信施設災害対策計画 

ＫＤＤＩ㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、東京本社に災害対策本部  

及び対策室等を設置し、現地と緊密に連絡をとりながら各組織の機能を最大限に発揮して通信の疎通

確保と施設の早期復旧に努める。 
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災害の発--生時には、局社の点検をするとともに、中継局の停電対策のため移動電源車の出動準備

をする。 

通信に輻輳が発生した場合には通信の利用制限を行い必要な通信の確保をするとともに、一般県民

を対象に災害伝言版サービスによる安否情報の伝達に協力する。 

 

８ 郵政業務応急対策計画 

 日本郵政グループにおいては、災害が発生した場合において、災害の態様及び公衆の被害状況等  

被災地の実情に応じ、郵政事業に係る災害特別事務取扱及び援護対策等を実施する。 

（１）郵便事業㈱ 

ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

 災害救助法が発動された場合、被災１世帯当たり、通常郵便葉書５枚及び郵便書簡１枚の範囲

内で無償交付する。なお、交付局は集配支店とする。 

イ 被災者が差し出す通常郵便物の料金免除 

 被災者が差し出す通常郵便物（速達郵便物及び電子郵便を含む）の料金免除を実施する。 

 なお、取扱局は郵便事業㈱が指定した支店とする。 

ウ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

 郵便事業㈱が公示して、被災者の救助等を行う地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は

共同募金会連合会にあてた救助用物品を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞い用の現金

書留郵便物の料金免除を実施する。なお、引受局は全ての支店とする。 

エ 利用の制限及び業務の停止 

 重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の 

業務の一部を停止することがある。 

（２）郵便局㈱ 

ア 災害時における窓口業務の維持をおこなう。 

イ 郵便事業㈱の災害特別事務取扱い、㈱ゆうちょ銀行の非常払及び㈱かんぽ生命保険の非常取扱

いについて、各社から要請があった場合、取扱う。 

 

９ 工業用水道の応急復旧 

復旧に当たっては、被害状況を的確に把握して二次災害の防止を最優先とし、災害復旧活動を行う

ものとする。 

（１）被害発生の把握及び緊急措置 

発災後の緊急措置体制、被害状況の把握、被害の拡大防止等について定める。 

（２）応急復旧 

復旧機関の目標をたて、次の方針に基づく復旧計画を立て速やかに復旧を実施する。 

ア 浄水場及び給水場の施設の優先順位 

（ア）電気施設及び場内配管 

（イ）水処理施設 

（ウ）汚泥処理施設 

イ 管路の施設の優先順位 

（ア）緊急輸送道路及び鉄道横断の配管 

（イ）導水管及び住宅密集地区の配管 

（ウ）その他の配管及び施設 

（３）復旧方法 

本復旧を原則とし、本復旧が長期にわたると見込まれる場合は、全体の進捗度合いを勘案し暫定

復旧とする。 

（４）受水企業への連絡 

受水企業に対する連絡手順を作成し、災害時に即応できるよう常に整備しておくものとする。 
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（５）応急復旧資機材の確保 

基本的に企業庁管理・工業用水部の保有資機材で対処するものとし、部内の各事務所で分散して

備蓄する。 
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第１６節 ボランティアの協力 

 

 

 県及び市町村は、大規模災害時において、災害応急対策の実施には多くの人員を必要とするため、  

ボランティア活動の協力を申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策を実施するものと 

する。 県災害ボランティアセンターは千葉県災害ボランティアセンター連絡会が運営することとする。 

 県災害ボランティアセンターは、被災地に設置される市町村災害ボランティアセンターの活動が円滑

に行われるよう後方支援を行うこととし、具体的には、先遣隊・支援隊の被災地への派遣、県内全体の

情報収集及び提供、被災地ニーズに合わせたボランティア派遣の全体調整、ボランティア活動希望者へ

の電話相談等を実施する。 

 また、発災時に迅速な受入ができるよう県災害ボランティアセンターの開設・受入・調整についての

マニュアル作成や訓練の実施等により体制を整備するとともに、活動の中で行政やボランティア団体・

ＮＰＯ法人等との連携や連絡調整の中心的な役割を担うボランティアコーディネーターの養成に努める。

なお、被災者の多様なニーズに応えられるよう、多様な立場の者の能力が活用され、意見が反映される

よう努める。このため、千葉県災害ボランティアセンター連絡会を中心に、常日頃から連携体制の強化

に努めるとともに、市町村における様々な主体による連携体制の構築を促進する。 

 市町村災害ボランティアセンターについては、市町村社会福祉協議会が中心となって運営することが

期待されており、千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会では「千葉県社会福祉協議会と市町村

社会福祉協議会における災害時の相互支援に関する協定」に基づき、「災害時における相互支援マニュア

ル」が整備されていることから、県及び市町村は、その運営を支援する。 

 

１ ボランティアの活動分野（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、県土整備部） 

 ボランティアの協力を得て実施する活動内容は次のとおりとする。 

（１）専門分野 

ア 救護所での医療救護活動 

イ 被災建築物応急危険度判定 

ウ 被災宅地危険度判定 

エ 外国語の通訳、情報提供 

オ 災害情報や安否情報、生活情報の収集整理、広報 

カ 被災者への心理治療 

キ 高齢者や障害者等災害時要援護者の看護、情報提供 

ク その他専門的知識、技能を要する活動等 

（２）一般分野 

ア 避難所の運営補助 

イ 炊き出し、食料等の配布 

ウ 救援物資や義援品の仕分け、輸送 

エ 高齢者や障害者等災害時要援護者の支援 

オ 被災地の清掃、がれきの片づけなど 

カ 避難所や仮設住宅における生活支援（心理面での支援を含む。） 

キ その他被災地における軽作業等 

 

２ ボランティアとして協力を求める個人、団体（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、環境生

活部、県土整備部） 

 災害時にボランティアとして活動が期待される個人、団体は次のとおりとし、これらに積極的に  

協力を求めることとする。 

（１）個  人 

ア 被災地周辺の住民 
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イ 被災建築物応急危険度判定士 

ウ 被災宅地危険度判定士 

エ ボランティア活動の一般分野を担う個人 

オ その他 

（２）団  体 

ア 日本赤十字社千葉県支部奉仕団 

イ 千葉県社会福祉協議会及び各市町村社会福祉協議会 

ウ 財団法人ちば国際コンベンションビューロー 

エ 社団法人日本アマチュア無線連盟千葉県支部 

オ その他ボランティア団体・ＮＰＯ法人等 

 

３ ボランティア意識の啓発、参加の呼びかけ（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部） 

 常に災害時におけるボランティア活動の重要性を明らかにし、ボランティア活動の主体となる意識

の保持を訴えるとともに、災害時には積極的な参加を呼びかけるものとする。 

（１）平時におけるボランティア意識の啓発 

 毎年１月１７日の「防災とボランティアの日」及び１月１５日から２１日までの「防災とボラン

ティア週間」を中心に実施する講演会やシンポジウムなどの諸行事を通じ、県民にボランティア  

意識の醸成を図る。 

 また、毎年９月１日の「防災の日」及び８月３０日から９月５日までの「防災週間」を中心に   

実施する防災訓練や各種啓発行事に積極的にボランティア団体等の参加を求めることにより、その

重要性を広報する。あわせて、住民やボランティア団体等の参加を得た実践的な防災訓練を 

実施し、災害時におけるボランティアの協力が円滑に得られるよう日ごろから連携の強化を

図る。 

「千葉県県民活動推進計画」に基づき、「ＮＰＯ月間」等様々な機会を通じて、防災分野を含

め「共助」の精神に基づく住民相互の助け合いや地域におけるボランティア活動の重要性について

の県民の理解と活動への参加の促進を図る。 

（２）災害時における参加の呼びかけ 

 大規模な災害が発生した際には、インターネットやテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関や県及び

県内市町村に加え、社会福祉協議会ボランティアセンターや市町村市民活動支援センター、ボラン

ティア団体やＮＰＯ法人並びに近隣都県の社会福祉協議会、日本赤十字社各支部等の関係団体を 

通じて、広くボランティアの参加を呼びかける。 

   なお、東日本大震災においては、特にＨＰやブログなどのネットでの情報公開により電話などに

よる問合せを少なくできたことから、インターネットを利用した参加の呼びかけを推進する。 

 

４ 災害時におけるボランティアの登録、派遣（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、環境生活

部） 

 災害の状況に応じた、より実際的なボランティア活動体制を立ち上げるため、ボランティアの受付、

登録は原則として発災後に実施することとし、県、市町村及び関係機関が十分な連携を図りながら  

迅速に対応するものとする。 

（１）県担当部局による登録 

 専門分野での活動を希望する個人及び団体については、県の各活動担当部局が中心となって対応

する。 

 県の担当部局は、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を被災市

町村等と調整の上、派遣する。 
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   ※平時に登録を行っている。 

（２）県災害ボランティアセンター及び市町村災害ボランティアセンターによる登録 

 一般分野での活動を希望する個人及び団体については、災害時に設置される県災害ボランティア

センターでは、主に被災地の状況やボランティアについての案内を行い、市町村が設置する災害  

ボランティアセンター窓口において受け付け、登録する。 

 県災害ボランティアセンターで受け入れたボランティアについては、被災地におけるボランティ

アの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を被災市町村と調整の上、派遣する。 

 また、被災地周辺市町村においては、県災害ボランティアセンターの指示により、被災市町村と

連絡調整の上、現地に派遣するものとする。 

 さらに、全国規模での活動希望が予想される場合には、近隣都県の協力を得て受付、登録事務を

進めるものとする。 

（３）被災現地における受付 

 被災地域内住民のボランティア希望者や県災害ボランティアセンター及び被災地周辺市町村に 

よる登録を経ずに直接現地へ来たボランティア希望者については、被災現地のボランティア窓口に

おいて受付を行い、そこでの災害対策活動に従事する。 

（４）ボランティアニーズの把握 

 被災市町村は被災現地における体制を整備し、ボランティアの需要状況の的確な把握に努める。 

 県災害ボランティアセンターは、被災市町村との連絡を密にするとともに、被災地に設置する  

現地救護本部や巡回パトロールによる情報収集、各種ボランティア団体との情報交換等により、県

全域のボランティアの需要状況の把握に努める。 

（５）各種ボランティア団体との連携 

 県災害ボランティアセンターは、日本赤十字社千葉県支部や県及び市町村社会福祉協議会、独自

に活動するボランティア団体・ＮＰＯ法人等と十分な情報交換を行うとともに必要な支援策を実施

し、密接な連携の下に各種救援救護策を進める。 

 

５ ボランティア受入体制（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部） 

（１）食事、宿泊場所の提供 

 ボランティアについての食事や宿泊場所については、自己調達を基本とする。 

（２）市町村災害ボランティアセンターや活動拠点の提供 

 市町村災害ボランティアセンターや活動拠点については、市町村と運営主体の市町村社会福祉協

議会が協議の上、用意する。 

（３）活動費用の負担 

 ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じてボランティアを受け入れる市町村が負担

する。ボランティアが活動に必要とする資機材については、県社会福祉協議会や市町村社会福祉  

活 動 分 野 個 人 ・ 団 体 県 受 付 窓 口 

医療救護 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 健康福祉部医療整備課 

被災建築物応急危険度判定※ 

被災宅地危険度判定※ 

被災建築物応急危険度判定士 

被災宅地危険度判定士 

県土整備部建築指導課 

県土整備部都市計画課 

高齢者支援 支援団体 健康福祉部高齢者福祉課 

障害者支援 支援団体 健康福祉部障害福祉課 

外国語通訳、翻訳、情報提供 

(財)ちば国際コンベンション 

ビューローボランティア通訳・ 

災害時外国人サポーター 

総合企画部国際課 

通信、情報連絡 
(社)日本アマチュア無線連盟 

千葉県支部 
防災危機管理部消防課 
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協議会においても、予め用意を行うことが望ましい。 

（４）保険の付与 

 ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、県災害ボランティアセンターは県内で活動

するボランティアの把握に努め、被災地災害ボランティアセンターにおいては、ボランティア保険

の加入を活動の条件とする。 

 

６ ボランティアコーディネーターの養成（防災危機管理部、環境生活部、教育庁） 

 一般分野でのボランティア活動を組織的かつ効果的に進めるためには、その活動の中で行政や  

ボランティア団体・ＮＰＯ法人等との連携や連絡調整の中心的な役割を担うボランティアコーディ 

ネーターが必要である。 

 そこで、次のような研修会や講習会を通じて、普段から災害ボランティアコーディネーターの養成

を進める。 

（１）災害対策コーディネーター養成講座（県防災危機管理部） 

（２）ボランティアコーディネーター育成講座（県環境生活部） 

（３）さわやかちば県民プラザにおける研修・情報提供（県教育庁） 

（４）ボランティアコーディネーター研修（災害編）（県社会福祉協議会） 

 

７ 日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア養成・研修計画 

 日本赤十字社千葉県支部は、災害時の救援活動に参加・協力するボランティアを養成するため、  

次の計画に基づき研修・訓練を実施する。 

 また、大規模災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、ボランティアの受付、連絡

調整等を行う防災ボランティアリーダー（コーディネーター）の養成を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

項       目 対  象 実  施  内  容 

防災ボランティア説明会 一般県民 防災ボランティアの概要 

防災ボランティア新規登録者研修会 新規登録者 防災ボランティア 

防災ボランティア研修会 登録者全員 グループワーク、講演等 

防災ボランティアリーダー養成講習会（本社） 候補者 ボランティアセンターの運営方法等 

防災ボランティア地区リーダー養成講習会 候補者 
地区におけるボランティアセンターの

運営方法等 

防災ボランティアリーダー研修会 リーダー グループワーク、研修会の運営等 

防災ボランティア地区リーダーフォローアッ

プ研修会 

地区リーダ

ー 
グループワーク、地区研修会の運営等 
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 その他に次の９奉仕団が個別に研修・訓練を実施する。 

奉 仕 団 名 災害時における活動（役割） 

千葉県赤十字地域奉仕団 
非常食の炊き出し、給食、義援金の募集、避難場所の運営補助（受

付、清掃、案内等）、献血の呼びかけ・受付等 

千葉県青年赤十字奉仕団 
避難場所の運営補助（清掃・案内・乳幼児の世話、障害を持つ人

の介助等）、救援物資の収納管理・配布等 

千葉県赤十字安全奉仕団 
災害現場又は救護所での搬送補助・応急手当、救援物資の搬送及

び配布等 

千葉県赤十字看護奉仕団 
災害現場又は救護所での医療スタッフの補助・応急手当、巡回診

療補助、避難場所での運営補助（健康相談・血圧測定等） 

千葉県赤十字語学奉仕団 通訳（診療の補助、各種案内等）、外国人被災者の安否調査等 

成田赤十字病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会 外来患者の補助、入院患者の生活介助、院内の案内、清掃等 

千葉県赤十字特殊救護奉仕団 
災害現場又は救護所での搬送補助・応急手当、無線通信による  

情報収集、広報、救援物資の搬送及び配布等 

千葉県赤十字安全水泳奉仕団 津波又は洪水による溺水者の救助及び応急手当等 

千葉県青少年赤十字賛助奉仕団 避難所の子どもたちに対する遊びや学習の支援等 
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第４章 災害復旧計画 

 

 

 

 

 

 

被災者生活安定のための支援 

・ 被災者生活再建支援金     （第１節 風－４－２） 

・ 公営住宅の建設等     （第１節 風－４－３） 

・ 災害援護資金      （第１節 風－４－３） 

・ 生活福祉資金      （第１節 風－４－４） 

・ 県税の減免等      （第１節 風－４－４） 

・ 生活相談      （第１節 風－４－５） 

・ 雇用の維持に向けた事業主への支援       （第１節 風－４－５） 

・ 義援金品の配布     （第１節 風－４－６） 

・ その他の生活確保     （第１節 風－４－７） 

・ 中小企業への融資     （第１節 風－４－７） 

・ 農林漁業者への融資     （第１節 風－４－９） 

ライフライン関連施設等の復旧計画 

・ 水道施設      （第２節 風－４－12） 

・ 下水道施設      （第２節 風－４－12） 

・ 電気施設      （第２節 風－４－12） 

・ ガス施設      （第２節 風－４－13） 

・ 通信施設      （第２節 風－４－14） 

・ 工業用水道施設     （第２節 風－４－15） 

・ 農林・水産業施設     （第２節 風－４－15） 

・ 公共土木施設      （第２節 風－４－16） 

激甚災害の指定 

・ 激甚災害に関する調査     （第３節 風－４－18） 

・ 特別財政援助額の交付手続き等    （第３節 風－４－18） 

災害復興 

・ 体制の整備      （第４節 風－４－19） 

・ 災害からの復興に関する基本的な考え方   （第４節 風－４－19） 

・ 想定される復興準備計画    （第４節 風－４－19） 

・ 復興対策の研究・検討     （第４節 風－４－20） 
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第１節 被災者生活安定のための支援 

 

 

 災害により被害を受けた県民が、安心した生活を取り戻せるように、経済的支援をはじめ、医療や  

雇用面における支援、さらに心のケア等を行うことによって、県民に自力復興心をもたせ、もって生活  

安定の早期回復を図る。 

 

１ 被災者生活再建支援金（防災危機管理部） 

（１）目 的 

   自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、自立して生活再建することが困難な被災者に対し、

その生活の再建を支援し、もって県民生活の安定と被災地の速やかな復興に資すること。 

（２）対象となる自然災害 

 ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村における 

自然災害 

イ １０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

ウ １００世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

エ 上記ア又はイに規定する被害が発生した市町村を含む都道府県内で、５世帯以上の住宅が全壊

する被害が発生した市町村（人口１０万人未満）における自然災害 

オ 上記ウ又はエに規定する都道府県に隣接する都道府県内の市町村(人口１０万人未満)で、ア～

ウに規定する被害が発生した市町村に隣接し、かつ、５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し

た市町村における自然災害 

カ 上記ウ又はエに規定する都道府県が２以上ある場合において、その自然災害により５世帯以上

の住宅が全壊する被害が発生した市町村（人口１０万人未満。ただし、人口５万人未満の市町村

にあっては２世帯以上）における自然災害 

（３）対象となる被災世帯 

   対象世帯は次のいずれかに該当する世帯とする。 

  ア 住宅が「全壊」した世帯 

  イ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

  ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が継続している世帯 

  エ 住宅が半壊し、大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯（大規模半壊世帯） 

（４）支援金の支給額 

   支給額は、住宅の被害程度と再建方法に応じた渡し切りとし、以下の２つの支援金の合計額と  

なる。ただし、世帯人数が１人の場合は各該当欄の金額の３／４の額となる。 

 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊 

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 

 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50万円 
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（５）支援金支給手続き 

   支給申請は市町村に行い、提出を受けた市町村は申請書等の確認を行いとりまとめの上、県へ  

提出する。 

   県は当該書類を委託先である（財）都道府県会館へ提出し、申請書を受理した（財）都道府県   

会館は交付決定等を行う。 

  （被災者生活支援法人として、（財）都道府県会館が指定されている。） 

 

２ 公営住宅の建設等（県土整備部） 

  災害により住宅を滅失した被災者の居住の安定を図るため、災害公営住宅の建設又は公営住宅の 

空き家の活用を図る。 

（１）公営住宅の建設等 

 自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、住宅被害の状況、被災者

の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設若しくは買取又は被災者へ転貸するため

に借上げる。 

 知事は、災害公営住宅の建設等を行う市町村に対し、適切に指導・支援を実施する。 

（２）公営住宅の空き家の活用 

   公営住宅の入居者資格を有する被災者（災害が大規模な場合等において、被災市街地復興特別  

措置法第２１条の規定に該当する者については、同条に規定する公営住宅の入居者資格の特例を適

用する。）に対しては、既存公営住宅等の空き家を活用し、優先的に入居できる措置等を講じる。 

   県は、関係機関や市町村と協議し、円滑な入居に努める。 

 

３ 災害援護資金（健康福祉部） 

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに資するため災害資金の貸付け

を行う。 

（１）貸付対象 

ア若しくはイに掲げる被害を受けた世帯であって、当該世帯に属する者（以下「同一世帯員」と

いう。）の当該被害を受けた年の前年の所得の合計額が、同一世帯員が１人であるときは２２０万円、

２人であるときは４３０万円、３人であるときは６２０万円、４人であるときは７３０万円、５人

以上であるときは７３０万円にその世帯に属する者のうち４人を除いた者１人につき３０万円を 

加えた額に満たないものの世帯主 

ただし、当該世帯の住居が滅失した場合にあっては、同一世帯員の当該被害を受けた年の前年の

所得の合計額が１，２７０万円に満たない世帯の世帯主 

ア 世帯主が療養に要する期間がおおむね１月以上である負傷を負った場合 

イ 住居又は家財の被害金額が当該住居又は家財の価格のおおむね３分の１以上の損害であると 

認められる場合 

（２）貸付金額 

ア 上記（１）のアの場合                                        １５０万円以内 

イ 上記（１）のアと家財の損害が重複した場合            ２５０万円以内 

ウ 上記（１）のアと住居が半壊した場合               ２７０万円以内 

エ 上記（１）のアと住居が全壊した場合               ３５０万円以内 

オ 家財の損害の場合（上記（１）のイの場合）            １５０万円以内 

カ 住居が半壊した場合                       １７０万円以内 

キ 住居が全壊した場合（クを除く）                  ２５０万円以内 

ク 住居の全体が損壊若しくは流失し、又はこれと同等と認められる特別の事情がある場合 

                                  ３５０万円以内 

（３）貸付条件 

ア 貸付期間 １０年（うち据置期間3年） 

イ 利子 年３％（据置期間中は無利子） 



 風-4-4

ウ 保証人 連帯保証人になること 

（４）償還方法 年賦償還又は半年賦償還 

（５）申込方法 各市町村 

 

４ 生活福祉資金（健康福祉部） 

（１）貸付対象 

低所得世帯のうち、他から融資を受けることができない者で、この資金（災害援護費）の貸付け

を受けることによって災害による困窮から自立更生のできる世帯 

（２）貸付金額 一世帯１５０万円以内 

（３）貸付条件 

ア 据置期間 ６月以内 

イ 償還期間 据置期間経過後７年以内 

ウ 利  子   

保証人あり 無利子 

保証人なし 年１．５％ 

エ 保証人 

（ア）連帯保証人となること 

（イ）原則として借受人と同一都道府県に居住し、その生活の安定に熱意を有する者 

（ウ）生活福祉資金の借受人又は借入申込者となっていない者 

（４）償還方法 年賦、半年賦又は月賦 

（５）申込方法 官公署が発行する被災証明書を添付し、民生委員を通じ市町村社会福祉協議会へ申し

込む。 

 

５ 県税の減免等（総務部） 

  被災した納税義務者又は特別徴収義務者（以下「納税義務者等」という。）に対し、地方税法又は   

千葉県県税条例の規定により、県税の申請等の期限の延長、徴収猶予及び減免等個々の事態に対応し

た適時・適切な措置を講じるものとする。 

（１）申告等の期限の延長 

   災害により、納税義務者等が期限内に申告、その他の書類の提出又は県税を納付若しくは納入  

することができないと認めるときは、次により当該期限を延長するものとする。 

  ア 災害が広範囲にわたる場合 

    知事が職権により適用の地域及び期日を指定するものとする。 

  イ その他の場合 

    納税義務者等の申請により、県税事務所長が、災害のやんだ日から２月以内において期日を指

定するものとする。 

（２）徴収猶予 

   災害により財産に被害を受けた納税義務者等が県税を一時に納付し又は納入することができない

と認められるときは、その者の申請に基づき１年以内において徴収を猶予するものとする。なお、

やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内の延長を行うものとする。 

（３）減免及び納入義務の免除等 

   被災した納税義務者等に対し、次により減免及び納入義務の免除等を行うものとする。 

  ア 個人の県民税 

    個人の県民税については、市町村民税と同じ取扱いで減免するものとする。 

  イ 個人の事業税 

    納期未到来分については、被災の状況に応じ減免するものとする。 

  ウ 不動産取得税 

    災害により滅失若しくは損壊した不動産に代わるものとしての不動産の取得、又は取得した 

不動産がその取得直後に災害により滅失若しくは損壊した場合における当該不動産の取得に 
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ついては、不動産取得税を減免するものとする。 

  エ 自動車税 

    災害により自動車に損害を受けた場合、運行の用に供することができない期間に応じ減免する

ものとする。 

  オ 軽油引取税 

    災害により、軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受けとることができなくなったこと

について正当な理由があると認められる場合、又は徴収した軽油引取税を失った場合、特別徴収

義務者の申請により、その軽油引取税が既に納入されているときは還付し、納入されていないと

きは納入義務を免除するものとする。 

  カ 固定資産税 

    災害により被害を受けた大規模償却資産について、その被害の程度に応じ、減免するものと  

する。 

 

６ 生活相談 

 

７ 雇用の維持に向けた事業主への支援（商工労働部） 

（１）雇用の維持と失業の予防を図るため、事業主に対して各種雇用関係の助成金制度の周知・啓発に

努める。 

（２）雇用調整助成金等の特例的な運用について、厚生労働省への要請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 関 名 相   談   の   取   扱   い 

県 

１ 県庁内に被災者総合相談窓口を設置するとともに、税務、福祉・医療、商工・   

労働、農林・水産、土木・都市、教育、女性のための相談等の個別相談窓口を設置

する。 
２ 被災者への相談事業等の展開 

  災害によるショック及び避難生活の長期化へ対応するため被災地及び避難所に 

おいて専門家等による相談等の事業を行う。 

（１）要介護者への巡回相談事業の実施 

（２）被災児童生徒及び親への相談事業の実施 

３ 住宅被災者に対する相談等の実施 

被災した住宅の復興を支援するため、住宅相談窓口を開設し、住宅金融支援機構

職員による住宅再建に関する相談を行う。 

＜資料編１－12－34 災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書＞ 

４ 被災者への迅速かつ適切な相談業務を行うため、県各部局及び市町村と緊密な 

連携を図る。 

市 町 村 
 市町村においては、被災者のための相談所を設け、苦情又は要望事項を聴取しその

解決を図るほか、その内容を関係機関に連絡し、広聴活動を実施する。 

県 警 察 

１ 警察署又は交番その他必要な場所に臨時相談所を設置する。 
２ 相談活動を通じて把握した問題については、組織的対応により迅速な処理をする

とともに、必要により関係機関へ連絡して、その活動を促す。 
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８ 義援金品の配布（防災危機管理部、健康福祉部、出納局） 

（１）義援金品の受付 

（２）義援金品の配分及び輸送 

（３）義援品の保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 関 名 計     画     内     容 

県 
 県に寄託された義援金及び知事あての見舞金は、出納局において受け入れ保管する。

義援品は、健康福祉部において受け付ける。 

市 町 村  市町村は、それぞれ義援金品の受付についての計画を策定しておくものとする。 

日 赤 

千葉県支部 

 日赤に寄託された義援金は、日赤千葉県支部及び市町村（地区、分区）において   

受け付ける。ただし、被災の状況により、前記の場所での受付が困難な場合には、   

他の場所で受け付けることがある。 

機 関 名 計     画     内     容 

県 

１ 県で受け付けた義援金の市町村に対する配分は、災害義援金配分委員会を設置し、

決定する。 
２ 義援品は、被災地の状況を勘案して配分を決定し、市町村の指定する場所まで  

輸送して市町村に引き渡すものとする。 

市 町 村 
 市町村は、県又は日赤から送付された義援金品を、日赤奉仕団等関係団体の協力を

得て被災者に配分する。 

日 赤 

千葉県支部 

 赤十字に寄託された義援金の市町村に対する配分については、被災した県、各行政

機関並びに各経済団体、マスコミ、日赤の代表によって構成された義援金配分委員会

の協議により決定する。 

機 関 名 計     画     内     容 

県  義援品を配分するまでの一時保管場所として、防災センター等を使用する。 

市 町 村  市町村は、義援品の保管場所について、あらかじめ計画を策定しておくものとする。 
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９ その他の生活確保 

 

10 中小企業への融資（商工労働部） 

経営安定資金の融資対策を講じる。 

（１）市町村認定枠 

  ア 融資対象者 

    ・激甚災害により被害を受けた者 

    ・中小企業信用保険法第２条第４項第４号の規定による認定を受けた者 

  イ 融資使途 

 設備資金、運転資金 

  ウ 融資限度額 

 １中小企業者 ８，０００万円以内 

  エ 融資期間 

 設備資金 １０年以内、運転資金 ７年以内 

機 関 名 生  活  確  保  の  取  扱  い 

郵便事業㈱ 

 災害救助法が発動された場合、郵便事業㈱は、災害の態様及び公衆の被災状況等被

災地の実情に応じ、次のとおり、郵政事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を

迅速かつ的確に実施する。 

１ 郵便関係 

（１）被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

   災害時には、被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、

被災世帯に対し、通常葉書及び郵便書簡を無償交付する。 

（２）被災者が差し出す郵便物の料金免除 

   災害時には、被災者が差し出す郵便物及び被災地あて救助用郵便物の料金免除

を実施するものとする。 

郵便局㈱ 

１ 災害時における窓口業務の維持 

 

２ 郵便事業㈱の災害特別事務取扱い、㈱ゆうちょ銀行の非常払及び㈱かんぽ生命 

保険の非常取扱いについて、各社から要請があった場合の取扱い 

労 働 局 

 

１ 災害による離職者の把握に努めるとともに、その就職については、市町村の被災

状況等を勘案の上、県内各公共職業安定所及び隣接都県の公共職業安定機関等との

緊密な連携をとり、公共職業安定所を通じ速やかにそのあっせんを図る。 

 

２ 災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職を促進するため、被災地域を 

管轄する公共職業安定所長を通じ、次の措置を講じる。 

（１）被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

（２）巡回職業相談の実施 

 

３ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

  災害により失業の認定日に出向いて行くことのできない受給資格者に対して、 

事後に証明書により失業の認定を行い、失業給付を行う。 

Ｎ Ｈ Ｋ 

 

災害救助法に基づく被災者の受信料免除について検討し、総務大臣の承認を得て 

実施する。 
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  オ 融資利率 

 年１．４％～２．０％（融資期間により異なる。） 

（２）市町村認定以外枠 

  ア 融資対象者 

 知事が指定する災害により被害を受けた者 

  イ 融資使途 

 設備資金、運転資金 

  ウ 融資限度額 

 １中小企業者 ８，０００万円以内 

  エ 融資期間 

 設備資金 １０年以内、運転資金 ７年以内 

  オ 融資利率 

 年１．７％～２．３％（融資期間により異なる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 風-4-9

11 農林漁業者への融資（農林水産部） 

                                   平成24年4月1日現在 

 

貸付金の種類 貸 付 対 象 貸 付 限 度 額 利   率 
償還期間 

据置期間 

天 
 
 
 
 

災 
 
 
 
 

資 
 
 
 
 

金 

3.0％以内資金 種苗、肥料、飼料、労賃、

水利費、薬剤、農機具、

家畜又は家きん、薪炭原

木、しいたけほだ木、漁

具、稚魚、稚貝、餌料、

漁業用燃油の購入、漁船

の建造又は取得、共済掛

金（農業共済又は漁業共

済）の支払い等 

〈個人〉 

・果樹栽培、家畜・家き

んの購入等 

500万円 

(600万円) 

・漁具の購入 

5,000万円 

・上記以外 

200万円 

(250万円) 

〈法人〉 

・農事組合法人 

2,000万円 

・上記法人等の果樹栽

培、家畜・家きんの購入

等       

  2,500万円 

・漁業を営む法人 

      2,000万円 

・漁具の購入 

5,000万円 

※カッコ内は、激甚災害

法による特例措置 

3.0％以内 

（平成10年の適用

例0.6％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則6年以内 

(果樹栽培 

、家畜・家き

んの購入等 

原則5年以

内） 

5.5％以内資金 〃 

 

〃 

 

5.5％以内 

（平成10年の適用

例0.6％） 

原則5年以内 

 

6.5％以内資金 〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

6.5％以内 

（平成10年の適用

例0.6％） 

 

 

 

原則3年以内 

（果樹栽培、

家畜・家きん

の 購 入 等 

原則5年以

内） 

県
単
農
業
災
害
資
金 

経営安定資金 

 

 

天災資金と同じ 

 

 

被害認定額の80％以内

で300万円以下 

 

 

災害の都度決定

（平成16年の適用

例0.855％） 

5年以内 

 

 

施設復旧資金 

 

 

農業用施設の復旧に要す

る経費 

 

被害認定額の80％以内

で500万円以下 

 

 

災害の都度決定

（平成16年の適用

例0.855％） 

6年以内 

（据置2年以

内） 
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貸付金の種類 貸 付 対 象 貸 付 限 度 額 利   率 
償還期間 

据置期間 

県
漁
業
災
害
対
策
資
金 

経営安定資金 

 

 

漁具、稚魚、稚貝、飼料、

燃料、労賃、漁業共済掛

金、簡易施設復旧資材等 

被害認定額の80％又は

300万円 

 

 

変動 

（毎月見直し） 

5年以内 

 

 

施設復旧資金 

 

 

漁船、漁業用施設の復旧

に要する経費 

 

被害認定額の80％又は

500万円 

 

 

6年以内 

（据置2年以

内） 

 
(

株) 
 

日 
 

本 
 

政 
 

策 
 

金 
 

融 
 

公 
 

庫 
 

資 
 

金 

農業基盤整備資金 

 

農地又は牧野の保全又は

利用上必要な施設の復旧 

 

 

当該年度に負担する額 

 

 

25年 

（据置10年以

内） 

 

農林漁業セーフ

ティネット資金 

災害により必要とする経

営再建費、収入減補填費

等 

 

600万円(特認年間経営

費等の3/12以内) 

 

10年 

（据置3年以

内） 

林業基盤整備資金 

 

災害による造林地の復旧 

 

災害による林道の復旧 

 

災害による樹苗養成施設

の復旧 

 

80～90％以内 

 

80％以内 

 

80％以内 

 

30年（据置20

年以内） 

20年（据置3

年以内） 

15年（据置5

年以内） 

漁業基盤整備資金 

 

漁港に係る防波堤岸壁等

施設、漁場、水産種苗生

産施設の復旧 

80％以内 

 

 

20年 

（据置3年以

内） 

漁船資金 

 

 

 

災害に係る漁船の復旧等 

 

 

 

1隻当たり4億5千万円 

(特認11億)又は、借入者

負担額の80％以内のい

ずれか低い額 

12年 

（据置2年以

内） 
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貸付金の種類 貸 付 対 象 貸 付 限 度 額 利   率 
償還期間 

据置期間 

(

株) 

日 

本 

政 

策 

金 

融 

公 

庫 

資 

金 

農林漁業 

施設資金 

(主務大臣指定

施設) 

 

 

 

 

(共同利用施設) 

 

農業施設、林業施設、水

産施設の復旧、果樹の改

植又は補植 

 

 

 

 

 

農業施設、林業施設、水

産施設、等共同利用施設

の復旧 

１施設当たり300万円 

（特認600万円、特々認

800万円、漁船1,000万

円） 

又は負担する額の80％

のいずれか低い額 

 

 

80％以内 

 

変動 

(毎月見直し) 

15年 

（据置3年以

内） 

果樹の改植

補償は25年 

(据置10年) 

 

 

20年 

（据置3年以

内） 
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第２節 ライフライン関連施設等の復旧計画 

 

 

 上下水道・電気・ガス・通信等の施設、工業用水道及び農林業用施設また道路・河川・港湾等の公共

土木施設は、それぞれ都市生活及び生産の基盤であり、社会経済活動の基幹となるものである。 

 これらの施設については、災害直後の応急復旧の後、社会全般が落ち着いた段階で将来計画も踏まえ

た施設等の復旧を行うものとする。 

 

１ 水道施設（総合企画部、水道局） 

 応急復旧が一段落し給水が確保された段階で、水道事業の正常化を図るため総合的に施設の復旧を

行う。 

（１）復旧対策 

   復旧工事は、特に次の点に留意して進めるものとする。 

ア 取水・導水・浄水施設及び管路等の重要施設について最優先で復旧を行う。 

イ 施設の耐震化を図る。 

ウ 管路は多系統化、ブロック化及びループ化を基本とする。 

エ 市町村の計画的復興に伴う施設の整備を図る。 

（２）漏水防止対策 

   配水の正常化を図るため、早急に漏水防止対策を行う。 

ア 漏水調査を実施する。 

イ 調査に基づき、漏水修理計画を作成し実施する。 

   この場合は次の点に留意する。 

（ア）漏水の多発している管路は布設替えを行う。 

（イ）修理体制を整備し、断水時間の短縮、住民への広報、保安対策に万全を期する。 

 

２ 下水道施設（県土整備部） 

 災害の本復旧は、応急復旧終了後、本復旧のための調査を実施し、調査結果に基づいて復旧計画を

策定し、工事を実施する。 

 

３ 電気施設 

 原則として復旧の順位は、人命にかかわる施設、対策の中枢である官公署、県民生活の安定のため

に重要な報道機関、避難場所等の施設について優先的に復旧計画を立てるが、災害の状況、施設復旧

の難易度を勘案し、電力供給上復旧効果の大きいものから復旧を行う。 

（１）火力発電設備 

ア 系統に影響の大きい発電所 

イ 局配負荷供給上必要な発電所 

（２）送電設備 

 送電線路の復旧順位は次のとおりである。 

ア 全回線送電不能の主要線路 

イ    〃   のその他の線路 

ウ 一部回線送電不能の重要線路 

エ    〃    のその他の線路 

（３）変電設備 

ア 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 

イ 都心部に送電する系統の送電用変電所 

ウ 重要施設に供給する配電用変電所 
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（４）通信設備 

ア 給電指令回線並びに制御・保護及び監視回線 

イ 保守用回線 

ウ 業務用回線 

（５）配電設備 

 病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難場所、その他重要施設へ

の供給回線を優先的に送電する。 

 

４ ガス施設 

 ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、二次災害を防止するため、下記の手順により  

慎重に進める。 

 なお、復旧の順位として、人命にかかわる施設、対策の中枢である官公庁、避難場所等の施設につ

いて優先的に復旧計画を立てるが、災害の状況、施設復旧の難易度を勘案し、ガスの供給上復旧効果

の大きいものから復旧を行う。 

（１）被害状況の調査と復旧計画の作成 

 復旧計画の作成のため、次の設備について被害調査を行う。 

ア ガス製造設備 

イ 供給設備 

ウ 通信設備 

エ 需要家のガス施設 

 これらの調査結果に基づき、被災した製造・供給設備の修理復旧順位及び供給再開地区の優先

順位を定め、復旧計画を作成する。 

（２）復旧措置に関する広報 

 復旧措置に関して安全確保のため、付近住民及び関係機関等への広報に努める。 

（３）復旧作業 

ア 製造所における復旧作業 

 ガスの製造、供給を一時若しくは一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、各種施設の

点検を実施し、必要に応じ補修を行い各設備の安全性を確認した後、標準作業に基づいて、ガス

の製造、供給を再開する。 

イ 整圧所における復旧作業 

 ガスの受入、送出を一時若しくは一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、施設の点検、

補修を行い、各設備の安全確認の後、標準作業に基づいて供給を再開する。 

ウ 高・中圧導管の復旧作業 

（ア）区間遮断 

（イ）気密試験（漏えい箇所の発見） 

（ウ）漏えい箇所の修理 

エ 低圧導管と需要家設備の復旧作業 

（ア）閉栓確認作業        （オ）本支管・供内管漏えい箇所の修理 （ケ）開栓 

（イ）被災地域の復旧ブロック化  （カ）本支管混入空気除去 

（ウ）復旧ブロック内巡回点検作業 （キ）内管検査及び内管の修理 

（エ）復旧ブロック内の漏えい検査 （ク）点火・燃焼試験 

（４）再供給時事故防止措置 

ア 製造施設 

 ガスの製造、供給を一時若しくは一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、各種施設の

点検を実施し、必要に応じ補修を行い各設備の安全性を確認した後、標準作業に基づいて、ガス

の製造、供給を再開する。 

イ 供給施設 

 ガス再供給時のガス漏えい等による二次災害を防止するための点検措置を行う。 
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ウ 需要家のガス施設 

 各需要家の内管検査及びガスメーターの個別点検試験を実施し、ガスの燃焼状態が正常である

ことを確認した後、使用再開する。 

 

５ 通信施設 

東日本電信電話㈱における復旧の順位 

災害により被災した通信回線の復旧については、予め定められた順位にしたがって実施する。 

回 線 の 復 旧 順 位 

順位 復   旧   回   線 

第 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

順 

 

 

 

 

位 

電 話 サ ー ビ ス 

・重要通信を確保する機関（第１順位）の  

加入電話回線各１回線以上 

・交換局所（無人局含む）に公衆電話  

１個以上 

・ZC以下の基幹回線の10％以上 

電 報 サ ー ビ ス ・電報中継回線１回線以上 

専 用 線 

サ ー ビ

スなど 

専 用 回 線 

・重要通信を確保する機関（第１順位）の

専用回線各１回線以上 

・テレビジョン放送中継回線１回線（片方

向）以上 

国際通信事業者回線 ・対地別専用線の10％以上 

国内通信事業者回線 ・対地別専用線の10％以上 

社 内 専 用 線 
・第１順位復旧対象回線の復旧に必要な社

内専用線 

パ ケ ッ ト 交 換 サ ー ビ ス 

・重要通信を確保する機関（第１順位）の  

当該回線各１回線以上 

・第１順位復旧対象回線の復旧に必要な中

継回線数 

総合ディジタル通信サービス 

・重要通信を確保する機関（第１順位）の  

各第１種、第２種双方について、１契約 

回線以上。なお、システム利用のユーザ

ー回線については各事業所毎に各１契約

回線以上。 

・ZC以下の基幹回線の10％以上 

第 

 

 

２ 

 

 

順 

 

 

位 

電 話 サ ー ビ ス 
・重要通信を確保する機関（第２順位）の  

加入電話回線各１回線以上 

・人口１千人あたり公衆電話１個以上 

専 用 線 サ ー ビ ス 
・重要通信を確保する機関（第２順位）の  

専用回線各１回線以上 

パ ケ ッ ト 交 換 サ ー ビ ス 

・重要通信を確保する機関（第２順位）の  

当該回線各１回線以上 

・第２順位復旧対象回線の復旧に必要な中

継回線数 

総合ディジタル通信サービス 

・重要通信を確保する機関（第２順位）の  

各第１種、第２種双方について、１契約  

回線以上。なお、システム利用のユーザ

ー回線については各事業所毎に各１契約

回線以上 

・ZC以下の基幹回線の10％以上 

第３ 

順位 
第１順位、第２順位に該当しないもの 
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重要通信を確保する機関の順位 

 

６ 工業用水道施設（企業庁） 

 工業用水を常時、安定的に供給するという役割を担う工業用水道の重要性から次の点に留意し復旧

を行う。 

施設の被害状況の調査診断の徹底 

施設の被害状況を徹底的に調査し、破損箇所を完全に把握したうえで、復旧工事を行う。 

 

７ 農林・水産業施設（農林水産部） 

（１）農業用施設 

 農業用施設管理者は、管理する施設が異常な自然現象により、被害を受けた場合は、被害状況を

速やかに調査し、応急復旧及び本復旧を行うものとする。特に公共性を含めた農業生産基盤上、  

緊急に復旧を行う必要のある対象は次のとおりである。 

ア 用水施設 

（ア）取水施設、用水路等の破壊、決壊で、これを放置すると農業生産基盤に重大な影響を与える

もの 

（イ）用水路護岸の破壊で、決壊のおそれのあるもの 

イ 貯水施設 

（ア）ため池、ダム等の堤体の決壊又はそのおそれがあり、ため池、ダム等の下流の地域住民及び

農業生産基盤に重大な影響を与えるもの 

（イ）決壊したため池、ダム等を放置すると著しい被害を生じるおそれのあるもの 

ウ 道路施設 

道路、橋梁等が被害を受けた場合、地域住民及び農業生産基盤に重大な影響を与えるもの 

エ 排水施設 

（ア）堤防の破壊、護岸の決壊で、地域住民及び農業生産基盤に重大な影響を与えるもの 

（イ）護岸等の決壊で、破堤のおそれのあるもの。 

（ウ）被害を受けた排水施設について、放置すると著しい被害を生じるおそれのあるもの 

オ 地すべり防止施設 

地すべり防止施設の被災で、これを放置すると、人家、公共用及び農業用施設に被害を生じる

おそれのあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのあるもの 

（２）林業用施設 

 林業用施設管理者は、管理する施設が異常な自然現象により被害を受けた場合は、被害状況を  

速やかに調査し、応急復旧及び本復旧を行うものとする。特に緊急に復旧を行う必要のあるものは

次のとおりである。 

ア 林道施設 

 林道施設の被災で、これを放置すると、林業生産基盤及び地域住民の生活用道路としての役割

に重大な影響を与えるもの 

イ 林地荒廃防止施設、地すべり防止施設（治山施設） 

  林地荒廃防止施設、地すべり防止施設（治山施設）の被災で、これを放置すると、人家、公共

用施設、道路等に被害を生じるおそれのあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのある

順 位 確保する機関（契約約款に基づく） 

第１順位 

 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、輸送の確保に    

直接関係のある機関、通信の確保に直接関係のある機関、電力の供給の確保に直接関係の

ある機関 

第２順位 
 ガス・水道の供給の確保に直接関係のある機関、選挙管理機関、預貯金業務を行う金融

機関、新聞社、通信社、放送事業者及び第１順位以外の国又は地方公共団体 

第３順位  第１順位、第２順位に該当しないもの 
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もの 

（３）漁港施設 

 漁港施設管理者は、管理する施設が災害により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、

復旧を行うものとする。特に公共性があり漁業生産基盤上、緊急に復旧を行う必要のある対象は  

次のとおりである。 

ア 海岸保全施設 

（ア）破堤 

（イ）堤防の決壊で破堤のおそれがあるもの 

（ウ）堤防の前面の砂浜における土砂の流出で、根固めをする必要があるもの 

（エ）護岸の全壊又は決壊で、これを放置すると著しい被害が生じるおそれのあるもの 

イ 漁港施設 

（ア）係留施設の破壊で、漁船の係留又は水揚げに重大な支障を与えているもの 

（イ）臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港交通施設による輸送が著しく困難であるもの

（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。） 

（ウ）漁港の埋そくで、漁船の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの 

（エ）外かく施設の破壊で、これを放置すると著しい被害を生じるおそれがあるもの 

 

８ 公共土木施設 

（１）道路施設 

道路管理者は、道路、橋梁及び道路付属物が異常な自然現象により被害を受けた場合は、被害  

状況を速やかに調査し、復旧を行うこととする。 

復旧にあたっては、被害者の救護・救護活動や緊急物資の輸送に対処するため、「緊急輸送道路 

一次路線」を最優先に実施するものとする。 

復旧にあたっては、公益占用物件等の復旧計画と調整のうえ行うものとする。 

（２）河川、海岸、港湾、砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施設 

 河川、海岸、港湾、砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施設管理者は、管理する施設が異常

な自然現象により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、復旧を行うものとする。 

 特に公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある対象は次のとおりである。 

ア 河川管理施設 

（ア）堤防の破壊、護岸、天然河岸の決壊で、住民の日常生活に重大な影響を与えているもの 

（イ）堤防護岸等の決壊で、破堤のおそれのあるもの 

（ウ）河川の堤防護岸等の脚部の深掘れで、根固めをする必要があるもの 

（エ）河川の埋そくで、流水の疎通を著しく阻害するもの 

（オ）護岸、床止、水門、ひ門、ひ管、排水機場又は天然の河岸の全壊又は決壊で、これを放置し

た場合には著しい被害を生じるおそれがあるもの 

イ 海岸保全施設 

（ア）堤防の決壊で、破堤のおそれがあるもの 

（イ）堤防の前面の砂浜における土砂の流出で、根固めをする必要があるもの 

（ウ）護岸、水門の全壊又は決壊で、これを放置した場合には著しい被害を生じるおそれがある  

もの 

ウ 港湾施設 

（ア）係留施設の破壊で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの 

（イ）臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港施設による輸送が不可能又は著しく困難で  

あるもの（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。） 

（ウ）港湾の埋そくで、船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの 

（エ）外かく施設の決壊で、これを放置した場合には著しい被害を生じるおそれがあるもの 

エ 砂防施設 

（ア）砂防堰堤、床固工等の決壊又はそのおそれがあるもの 
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（イ）砂防堰堤、床固工、護岸工等の脚部の深堀れで、根固をする必要があるもの。 

（ウ）護岸の決壊、天然河岸の著しい決壊で、これを放置した場合には、著しい被害を生じるおそ

れがのあるもの。 

（エ）天然河道の埋没で砂防堰堤等の築造を必要とするもので、放置すれば下流の埋そく土砂が  

流下し、新たな被害の生じるおそれのあるもの。 

オ 地すべり防止施設 

地すべり防止施設の被災で、これを放置した場合には、人家、公共施設等に被害を生じるおそ

れがあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれがあるもの。 

カ 急傾斜地崩壊防止施設 

急傾斜地崩壊危険区域内の急傾斜地崩壊防止施設の被災で、これを放置すると、人家、公共  

施設等に被害を生じるおそれのあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのあるもの 
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第３節 激甚災害の指定 

 

 

 県及び市町村は、激甚災害が発生した場合には、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期

に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年9月6日法律第150号 以下 

「激甚法」という。）の指定が受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業及び復興計画に基づく  

復興事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するものとする。 

 

 

１ 激甚災害に関する調査（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部） 

（１）県 

ア 県内に大規模な災害が発生した場合、知事は市町村の被害状況を検討の上、激甚災害及び局地

激甚災害の指定を受ける必要があると思われる事業について、関係部局に必要な調査を行わせる

ものとする。 

イ 前記アの各部局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額そのほか激甚法に定める  

必要な事項を速やかに調査し、防災危機管理部に提出するものとする。 

ウ 防災危機管理部長は、前記各部局の調査を取りまとめ、庁議に付議するものとする。 

エ 関係部局は、激甚法に定められた事業を実施する。 

（２）市 町 村 

 市町村長は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力するものとする。 

 

２ 特別財政援助額の交付手続き等（総務部、農林水産部、県土整備部） 

（１）県 

   激甚災害の指定を受けたときは、事業の種別毎に激甚法及び算定の基礎となる法令に基づき、  

関係部局は負担金を受けるための手続きその他を実施するものとする。 

（２）市 町 村 

 市町村長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県各部局に提出し

なければならない。 

＜資料編1－10 千葉県災害復旧対策本部設置要綱＞ 
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第４節 災害復興 

 

 

１ 体制の整備(全庁) 

  県は、県民の生活や地域（都市）の機能、文化・産業の再建を計る災害復興事業を速やか、かつ、

計画的に実施するための臨時組織として、災害復旧・復興本部を設置する。 

  平成２３年３月に発生した東日本大震災では、本県において初めて災害復旧・復興本部を設置した。 

  県は、東日本大震災の復旧復興に係る教訓等を踏まえ、災害復旧・復興本部の役割等について、   

研究する。 

＜資料編１－11 東日本大震災千葉県災害復旧・復興本部要綱＞ 

 

２ 災害からの復興に関する基本的な考え方（全庁） 

  国、県、市町村などの行政の施策（公助）や自分の身は自ら守る（自助）も重要であるが、大規模

災害が発生し地域の復興を目指すためには、人と人との支え合い、地域の全ての主体が復興に向けて

連携する（共助）ことなど、地域住民・企業・団体等の相互の連携、「絆」が重要である。 

  平成２３年３月に発生した東日本大震災は、被害が甚大であったことから、単なる原状回復である

「復旧」にとどまらず、将来に向けて地域を活性化させる「復興」までを視野に取り組むこととし、

復興に係る基本的な考え方や今後の施策の方向性を取りまとめた「千葉県震災復旧及び復興に係る 

指針」を作成した。 

  県は、今後起こりうる大規模災害に対応するため、この指針を参考に、災害復興の理念、事業内容

に関する研究に努めることとする。 

 

３ 想定される復興準備計画（全庁） 

 以下の復興計画を実効ある内容と住民の立場に立ったよりよいものにするためには、被災後の各 

方面からの復興調査が重要になってくる。 

 また、各計画は、相互に関連しており、より効果的な復興を目指すためにも、事前に各方面からの

研究、検討を行い、実災害に対応できるよう備えておく。 

（１）くらしの復興 

  被災者の自立を尊重し、当面の生活資金の支援から生業支援、雇用対策などの被災者の生活再建

支援を中心とした施策を盛り込む。 

 また、被災者の心身の健康の回復は、全ての基礎となることから医師・保健師等の巡回診断、  

心的外傷やＰＴＳＤ等、被災者、被害者に対する心のケアの重要性の認識など健康・福祉面でのき

め細かい支援を向上させる。 

（２）都市の復興 

   壊滅的な被害を受けた都市の復興については、生活の基礎地盤となる都市(地域)社会の継続の 

必要性と都市(地域)機能の回復の観点から、より質的向上を念頭に入れた、まちづくりを進める。 

   そのためには、迅速で将来を見越した被災地の建築制限、行政と県民とが協働した都市計画の  

策定を目指す。 

   都市(地域)の特性、それぞれの歴史、文化を途絶えることなく継承するとともに、さらに、その

特性を考慮した対策をとり、より発展できるよう心がける。 

（３）住宅の復興 

   被災者が、生活の拠点となる住まいを確保すること、宅地及び住宅の復旧は、被災者の自立を  

促すこととなり、復興の礎となる。被災者が自力での住宅再建を支援することを中心に、民間住宅

の斡旋・補助、公的住宅の建設など多岐にわたり検討し、被災者の将来設計に合致した住まいの  

復興を支援する。 

（４）産業の復興 

   地域の産業は、基幹産業のみならず、すべてにおいて地域の中心であり、地域の活力の源である。
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その産業(事業者)が被災し、操業(営業)の停止を余儀なくされた場合、融資制度の活用などによる

財政的な支援とともに、賃貸工場・店舗の提供などの措置を検討する。また、産業間を結ぶ流通、

通信の復興については、できるだけ迅速な復旧・復興を支援する。 

   県の重要な産業である観光、農業、漁業などにおいても復興を支援する観点からの積極的な情報

の発信、マイナスイメージを払拭するイベントの開催や宣伝など産業の復興を側面から支援する。 

 

４ 復興対策の研究、検討（全庁） 

  今後起こりうる大規模災害に対して、着実かつ円滑な復旧対策を実施するため、以下の東日本大震

災に係る政策課題ごとの復興施策の方向性を参考にし、震災後の対策や活動内容について事前に検討

し、定めておくものとする。 

（１）防災・危機管理体制の強化 

  ア 防災対策の充実・強化 

  イ 関係機関との連携強化 

  ウ 地域コミュニティの活性化 

（２）災害に備えた保健医療福祉分野の体制の強化・充実 

  ア 医療提供体制の整備 

  イ 福祉サービス提供体制の整備 

  ウ 健康の維持・増進、心のケア・地域支え合い体制の整備 

  エ 子育て支援サービスの提供体制の整備 

（３）教育分野における防災体制の充実 

  ア 教育施設の早期耐震化推進 

  イ 防災教育の一層の充実 

  ウ 学校における災害発生時の児童生徒等に対する支援の充実 

（４）農林水産業の再生と発展 

  ア 農林水産業の生産力の強化と担い手づくりの推進 

  イ 千葉県産農林水産物の魅力発信 

  ウ 緑豊かで活力ある農山漁村づくりの推進 

  エ 自然災害対策の推進 

（５）商工業・観光業等の再生と発展 

  ア 商工業の再生及び成長支援 

  イ 観光業の再生 

  ウ 就労支援及び雇用創出の推進 

（６）地震・津波・液状化等の災害に強いまちづくり 

  ア 安全なまちづくりの推進 

  イ 公共土木施設の防災機能の強化 

  ウ 交通ネットワークの機能強化 

  エ 上下水道施設等ライフラインの機能強化 

 



 

 

 

千 葉 県 地 域 防 災 計 画 

 

 

 

 

第４編  放 射 性 物 質 事 故 編 
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本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づき、放射性物質事故の予防対策や応急  

対策等について定めたものである。 

 

 

 県（全庁）、市町村 

 

 

第１章 基本方針 

 

 本県には、「原子力災害対策特別措置法（平成11年12月17日法律第156号）」（以下「原災法」という。）

に規定される原子力事業所の立地はないが、医療機関及び試験研究機関等の放射性同位元素等使用  

事業所のほか、核原料物質使用事業所や核燃料物質使用事業所が存在している。 

また、本県は、「原子力施設等の防災対策について（昭和55年6月30日原子力安全委員会決定）」   

（以下、「防災指針」という。）上、県外の原子力事業所の「防災対策を重点的に充実すべき地域の   

範囲（EPZ：Emergency Planning Zone）」には入っていない。 

さらに、核原料物質、核燃料物質若しくはこれらによって汚染された物質（以下「核燃料物質等」

という。）又は放射性同位元素若しくはこれらによって汚染された物質（以下「放射性同位元素等」と

いう。）の取扱いや原子力艦寄港の状況を把握することも、国の所掌事項となっており、本県及び県内

市町村は、核燃料物質等又は放射性同位元素等（以下「放射性物質」という。）の規制に関して法的   

権限を有していない。 

 しかし、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に起因す

る放射性物質等により、水道水の摂取制限や農産物の出荷制限など、県民の生活、社会経済活動など

に様々な影響が及んだところである。さらに、局所的に放射線量の高い箇所が確認され、土壌等の除

染等の措置が必要となったほか、汚染された廃棄物の処分方法などの問題が生じたところである。 

これらを受け、千葉県地域防災計画に、放射性物質取扱事業所及び防災関係機関の予防対策、応急

対策及び復旧対策について定めるものとする。 

 なお、本計画を迅速かつ的確に推進するため、事故発生時等の具体的な対応などについては別途  

定める放射性物質事故対応マニュアルによるものとする。 

 放射性物質事故対策については、現在、国等において各種の対策を検討しているため、今後もそれ

らの動向を踏まえ、本計画を修正するものとする。 

    

※ 核原料物質：原子力基本法（昭和30年12月19日法律第186号）第３条第３号 に規定する核原料物質

をいう。 

※ 核燃料物質：原子力基本法第３条第２号 に規定する核燃料物質をいう。 

※ 放射性同位元素：放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年6月10日法律第

167号）第２条第２項に規定する放射性同位元素をいう。 

※ 原子力事業所：原災法第２条第４号に規定する工場又は事業所をいう。 

※ 核燃料物質使用事業所：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５２条の規定に

より使用の許可を受けている工場又は事業所をいう。 

※ 核原料物質使用事業所：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５７条の８の  

規定により使用の届出をしている工場又は事業所をいう。 

※ 放射性同位元素等使用事業所：放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第３条第１

項の規定により使用の許可を受けている工場又は事業所、同法第第３条の２第1項の規定により使用

の届出をしている工場又は事業所をいう。 

※ 放射性物質取扱事業所：原災法に規定される原子力事業所をはじめ、放射性物質を取り扱う事業所
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全般をいう。 

           

＜資料編９－１ 県内の核燃料物質使用事業所の現状＞ 

          ＜資料編９－２ 県内の核原料物質使用事業所の現状＞ 

          ＜資料編９－３ 県内の放射性同位元素等使用事業所の現状＞ 

          ＜資料編９－４ 近隣地域の原子力施設等（原子力艦含む）の現状＞ 
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第２章 放射性物質事故の想定 

 

  県内の放射性物質取扱事業所で取り扱っている核燃料物質の種類及び量から、これらの事業所に 

おいて、大量の放射線が放出される事故の可能性はないことから、地震、津波、火災等の自然災害な

どに起因する事故を想定する。 

  また、核燃料物質の運搬に伴う事故については、陸上輸送中の車両接触事故等により格納容器が  

破損し、放射性物質が放出されることなどを想定する。 

  さらに、茨城県等に立地している原災法に規定される原子力事業所については、地震、津波、火災、

人為的ミス等による事故などを想定する。 

  原子力艦については、県外の原子力事業所の事故と同様に、地震、津波、火災、人為的ミス等に   

よる事故などを想定する。 
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第３章 放射性物質事故予防対策 

 

１ 県内の放射性物質取扱事業所の把握 

県及び市町村は、放射性物質に係る防災対策を迅速かつ的確に行うため、放射性物質取扱事業所の

所在地及び取扱物質の種類等の把握に努めるものとする。 

 

２ 情報の収集・連絡体制の整備 

 県及び市町村は、国、関係市町村、警察、消防機関、放射性物質取扱事業者等の関係機関との間に

おける情報の収集・連絡体制を整備するものとする。その際、夜間、休日の場合等においても対応で

きる体制にするものとする。 

 

３ 通信手段の確保 

県及び市町村は、放射性物質事故発生時における緊急情報連絡を確保するため、防災行政無線等の

通信システムの整備・拡充及び相互接続による連携の確保を図るものとする。 

  また、電気通信事業者は、県、市町村等の防災関係機関の通信確保を優先的に行うものとする。 

 

４ 応急活動体制の整備 

（１）職員の活動体制 

   県及び市町村は、職員の非常参集体制を整備するとともに、必要に応じ災害対策本部又は応急  

対策本部を設置できるよう整備を行うものとする。 

（２）防災関係機関の連携体制 

   県及び市町村は、応急活動の迅速かつ円滑な実施のため、関係機関との連携を強化しておくもの

とする。また事故の状況によっては、消火活動等において放射線に関する専門的な知識を必要とす

る場合もあるため、県は必要に応じて専門家の助言が得られるよう、国その他の関係機関との連携

を図るものとする。 

   また、県は、近隣及び県内関係市町村による消防相互応援体制の整備に努めるものとする。 

（３）広域応援体制の整備 

   放射性物質事故が発生した場合は、応急対策、救急医療等の活動に際し、広域的な応援が必要と

なる場合があるため、県は、他都県との応援協定等により、広域応援体制を整備、充実するものと

する。 

（４）防護資機材等の整備 

   県、市町村、警察、消防機関及び核燃料物質使用事業所の事業者は、核燃料物質事故の応急対策

に従事する者が必要とする防護服や防塵マスクなどの防護資機材、また、放射線測定器等の整備に

努めるものとする。 

   また、核燃料物質による汚染の拡大防止と除染のための資機材及び体制の整備に努めるものと 

する。 

 

５ 放射線モニタリング体制の整備 

（１）平常時における環境放射線モニタリングの実施 

   県は平常時の空間放射線量率のデータを国と連携して収集し、緊急時における対策の基礎データ

とするものとする。また、モニタリングポスト等の測定データについては、ホームページ等で情報

を公開するものとする。 

（２）放射線測定器等の整備 

   県は平常時又は緊急時における県内の環境に対する放射性物質又は放射線による被害が発生又は

発生するおそれがある場合に備え、放射線測定器、検出器等を整備するものとする。 
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６ 緊急時被ばく医療体制の整備 

（１）被ばく治療可能施設の事前把握 

   県は、あらかじめ県内の医療機関に対して、放射線被ばくによる障害の専門的治療に要する施設・

設備等の有無について把握するものとする。また、必要に応じて県外のこれらの施設・設備を備え

る医療機関との連携を図っておくものとする。 

   県及び市町村は、あらかじめ県、市町村（消防機関）と医療機関及び医療機関相互の連絡体制を

整備するものとする。 

（２）傷病者搬送体制の整備 

   県は、放射性物質事故が発生し、被ばく者を早急に医療機関に搬送する必要がある場合や、県内

の医療機関では対応しきれない被害が発生した場合等に備えて広域応援体制の整備に努めるものと

する。 

（３）緊急時被ばく医療資機材等の整備 

   県は、放射性物質事故発生時における円滑な医療活動を実施するため、必要な医療資機材等の  

整備に努めるものとする。 

（４）航空による防災体制の確保 

   県は、独立行政法人放射線医学総合研究所のヘリコプター離着陸場を活用し、防災体制の確保を

行うとともに、既存のヘリコプター離着陸場適地を活用し、ヘリコプター離着陸場の確保を図る  

ものとする。 

 

７ 退避誘導体制の整備 

市町村は、県内外の放射性物質事故発生時に、適切な退避誘導が図れるよう、平常時から地域住民

及び自主防災組織の協力を得て退避誘導体制の整備に努めるものとする。 

また、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦その他の災害時要援護者及び一時滞在者を適切に

退避誘導し安否確認を行うため、平常時より、災害時要援護者に関する情報の把握・共有、退避誘導

体制の整備に努めるものとする。 

なお、放射線の影響を受けやすい乳幼児等については十分配慮するものとする。 

 

８ 広報相談活動体制の整備 

県は、放射性物質事故発生時に、教育施設、社会福祉施設等への連絡体制を確立するとともに県民

等からの問い合わせに係る窓口の設置や市町村・報道機関を通じ、県民等に迅速かつ円滑に情報が  

伝達できるよう、平常時から広報相談活動体制を整備するものとする。 

 

９ 防災教育・防災訓練の実施 

（１）防災関係者への教育 

   県及び市町村は、応急対策活動の円滑な実施を図るため、必要に応じて防災関係職員に対し、  

放射性物質事故に関する教育を実施するものとする。 

（２）県民に対する知識の普及 

   県及び市町村は、放射性物質事故の特殊性を考慮し、住民に対して平常時から放射性物質事故に

関する知識の普及を図るものとする。 

（３）訓練の実施 

県及び市町村は、専門家等を活用し、放射性物質事故を想定した訓練を実施するものとする。 

 

10 県内事業所における事故予防対策 

（１）核燃料物質使用事業所 

ア 核燃料物質に関する事故対応計画の策定 

   核燃料物質使用事業所の事業者は、県地域防災計画及び各事業所の所在する市町村の地域防災

計画との整合性を図りつつ、核燃料物質に関する事故対応計画を策定するよう努めるものとする。 
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 イ 放射線監視体制の強化 

   核燃料物質使用事業所の事業者は、必要に応じ、放射線測定器の整備・充実を図るとともに、

平常時における放射線量等の把握に努めるものとする。 

 ウ 放射線防護に関する従業員教育 

   核燃料物質使用事業所の事業者は、従業員に対して、放射線防護に関する教育・訓練を積極的

に行うものとする。 

  エ 通報体制の整備 

    核燃料物質使用事業所の事業者は、放射性物質事故が発生又は発生するおそれが生じた場合、

円滑かつ迅速な対応がとれるよう、あらかじめ消防機関、警察、市町村、県及び国に対する通報

連絡体制を整備するものとする。 

（２）県内の核原料物質使用事業所及び放射性同位元素等使用事業所 

   核原料物質使用事業所及び放射性同位元素等使用事業所の事業者は、何らかの要因により、放射

性物質の漏洩等により放射線障害の発生やそのおそれが生じた場合、円滑かつ迅速な対応を行う 

ため、あらかじめ消防機関、警察、市町村、県及び国に対する通報連絡体制の整備に努めるものと

する。 
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第４章 放射性物質事故応急対策 

 

１ 情報の収集・連絡 

（１）県内の放射性物質取扱事業所における事故に係る情報の収集・連絡 

   放射性物質取扱事業所の事業者は、何らかの要因により、周辺環境に影響を及ぼす放射性物質の

漏洩等の事故が発生した場合、又は、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある場合には、速やかに  

以下の事項について、県、所在市町村、警察、消防機関及び国の関係機関に通報するものとする。 

また、事故情報等については、随時、連絡を行うものとする。 

  ア 事故発生の時刻 

  イ 事故発生の場所及び施設 

  ウ 事故の状況 

  エ 放射性物質の放出に関する情報 

  オ 予想される被害の範囲、程度等 

  カ その他必要と認める事項 

   県は、放射性物質取扱事業所の事業者等から受けた情報を直ちに火災・災害等即報要領（昭和59

年10月15日付消防災第267号）に基づき総務省消防庁に報告するとともに、併せて文部科学省に連絡

するものとし、必要に応じ、所在市町村など関係機関等と対応策を協議するものとする。 

   また、独立行政法人放射線医学総合研究所に対し、必要に応じ、放射線モニタリング等活動及び

緊急時被ばく医療について、協力要請を行うものとする。 

（２）県内の放射性物質の事業所外運搬中の事故に係る情報の収集・連絡 

   原災法に規定される原子力防災管理者は、県内における核燃料物質の運搬中の事故による特定事

象（原災法第10条第1項の規定により通報すべき事象）発見後又は発見の通報を受けた場合は、直ち

に県、事故発生場所を管轄する市町村、警察、消防機関及び国の関係機関に通報するものとする。 

   県は火災・災害等即報要領や原災法に基づき、事故情報等を総務省消防庁に報告し、併せて、   

原災法第７条に規定する関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。 

（３）県外の原子力事業所及び原子力艦事故に係る情報の収集・連絡 

   原災法第１５条の規定による原子力緊急事態宣言が内閣総理大臣から発出された場合、又は、  

「原子力艦の原子力災害対策マニュアル（平成16年8月25日中央防災会議主事会議申合せ）」に基づ

く原子力艦緊急事態が国から発表された場合、県は、国や事故の所在都道府県などから情報収集を

迅速に行うものとする。 

（４）未確認の放射性物質が発見された場合の連絡 

   未確認の放射性物質が発見された場合は、発見者は文部科学省に速やかに通報するものとする。 

 

２ 事業者による応急対策活動の実施 

（１）放射性物質取扱事業所における事故への応急対策活動 

   放射性物質取扱事業所の事業者は、汚染の広がりの防止及び汚染の除去等、放射線障害を防止  

するために直ちに必要な措置を講ずるものとする。 

（２）放射性物質の事業所外運搬での応急対策活動 

   原子力事業所の事業者又は当該事業者から放射性物質の運搬を委託された者は、立入制限区域の

設定、汚染・漏えいの拡大防止対策、遮へい対策、モニタリング、消火・延焼の防止、救出、避難

等の危険時の措置等を的確かつ迅速により行うことにより、原子力災害の発生の防止を図るものと

し、さらに、直ちに必要な要員を現場に派遣するとともに、必要に応じ他の原子力事業者に要員の

派遣及び資機材の提供に係る要請を行うものとする。また、上記以外の事業者又は当該事業者から

放射性物質の運搬を委託された者は、上記に準じて必要な対策を行うものとする。 
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３ 緊急時における放射線モニタリング等活動の実施 

県は、必要に応じて、関係部局による放射線モニタリング等連絡会議を開催し、国や独立行政法人

放射線医学総合研究所等の専門家の指導又は助言を得て、以下の実施項目及びその他必要な対策に 

ついて検討を行い、緊急時のモニタリング活動を行うなど、放射性物質による環境等への影響につい

て把握するものとする。 

【緊急時における放射線モニタリング等活動の実施項目】 

（１）大気汚染調査（環境生活部） 

（２）水質調査（総合企画部、健康福祉部、環境生活部、水道局） 

（３）土壌調査（環境生活部、農林水産部） 

（４）農林水産物への影響調査（農林水産部） 

（５）食物の流通状況調査（健康福祉部、農林水産部） 

（６）市場流通食品検査（健康福祉部） 

（７）肥料・土壌改良資材・培土及び飼料調査（農林水産部） 

（８）工業製品調査（商工労働部） 

（９）廃棄物調査（総合企画部、環境生活部、県土整備部、水道局、企業庁） 

  （注）この他、施設等の管理者は、必要に応じて、大気汚染調査、水質調査及び土壌調査を実施す

るものとする。 

 

４ 放射性物質事故応急対策本部・災害対策本部の設置 

県は、必要に応じて放射性物質事故応急対策本部又は災害対策本部を設置するものとする。 

なお、県における配備基準は、別表のとおりとする。 

 

５ 情報の分析・整理 

県は、収集した情報を的確に分析・評価するため、必要に応じて専門家の派遣要請ができるよう、

国及び関係機関との連携を図るものとする。 

 

６ 避難等の防護対策 

県は、緊急時におけるモニタリング等活動の結果など必要な情報を関係市町村に提供する。また、

モニタリング結果などから、原子力安全委員会が提案している「屋内退避及び避難等に関する指標」

に該当すると認められる場合は、国の指示等に基づき、当該市町村に対し連絡又は必要に応じて退避・

避難を要請するものとする。 

市町村は、放射性物質の放出に伴う放射線被ばくから地域住民を防護するため、状況に応じて、  

住民に対して「屋内退避」又は「避難」の措置を講ずるものとする。 
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参考 防災指針で示されている屋内退避及び避難等に関する指標 

予測線量（単位：ｍＳv） 

防 護 対 策 の 内 容 

 

外部被ばくに 

よる実効線量 

 

内部被ばくによる等価線量 

・放射性ヨウ素による小児

甲状腺の等価線量 

・ウランによる骨表面又は 

肺の等価線量 

・プルトニウムによる骨表

面又は肺の等価線量 

10～50 

 

100～500 

 

 住民は、自宅等の屋内へ退避すること。 

 その際、窓等を閉め気密性に配慮すること。 

 ただし、施設から直接放出される中性子線又は

ガンマ線の放出に対しては、指示があれば、コン

クリート建家に退避するか、又は避難すること。 

50以上 500以上  住民は、指示に従いコンクリート建家の屋内に

退避するか、又は避難すること。 

 

  注）１．予測線量は、災害対策本部等において算定され、これに基づく周辺住民等の防護対策措置

についての指示等が行われる。 

 ２．予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、なんらの措置も講じ  

なければ受けると予測される線量である。 

 ３．外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量、ウランによる  

骨表面又は肺の等価線量、プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が同一レベルにない

ときは、これらのうちいずれか高いレベルに応じた防護対策をとるものとする。 

 
７ 緊急輸送 

県は、放射性物質事故による被害発生時における円滑な応急活動を実施するため、関係機関と相互

に連携のうえ、種々の緊急を要する輸送需要に迅速かつ適切に対応するものとする。また、必要に  

応じ、航空応援の要請を行うものとする。 

 

８ 緊急時被ばく医療対策 

県は、必要に応じ、国、独立行政法人放射線医学総合研究所等の協力を得て緊急時被ばく医療対策

を行うものとする。 

 

９ 広報相談活動 

県は、放射性物質事故が発生した場合、モニタリング結果などの情報を迅速かつ的確に広報すると

ともに、必要に応じ県民等からの問い合わせに係る窓口を設置し、広報相談活動を行うものとする。 

（１）情報の伝達は、テレビ、ラジオ、防災行政無線、広報車、千葉県ホームページ（連動する各種    

インターネットサービスを含む）、千葉県ポータルサイト等により行うものとする。 

（２）県民等（外国人を含む）からの問い合わせ、相談、要望、苦情等に対応するため、必要に応じ、

健康相談に関する窓口や総合窓口を開設するものとする。 

  また、市町村は、地域住民が必要とするモニタリング結果などの情報を迅速かつ的確に広報する

とともに、相談活動に努めるものとする。 

 

10 飲料水及び飲食物の摂取制限等 

県、市町村等は、住民の内部被ばくに対処するため、国の指示、指導又は助言に基づき、放射性物

質により汚染され又は汚染のおそれのある飲料水及び飲食物の摂取の制限、農林水産物の出荷の制限、
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また法令に基づき食品の廃棄・回収等の必要な措置を行うものとする。 

 

   参考 食品衛生法に基づく放射性セシウムの基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 消防活動 

県内の放射性物質取扱事業所において火災が発生した場合においては、当該事業者は従事者の安全

を確保するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。 

消防機関においては、当該事業者からの情報や専門家等の意見を基に、消火活動方法を決定すると

ともに安全性の確保に努め迅速に消火活動を行うものとする。 

 

12 広域避難者の受入れ 

県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域避難に関する支援要請又は受入れに係る手続

を円滑に行うものとする。 

（１）広域避難の調整手続等 

ア 県内市町村間における広域避難者の受入れ等 

市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、当該広域避難を要する 

被災者の受入れについて、他の市町村長に協議するものとし、協議を受けた市町村は同時被災など

受入れを行うことが困難な場合を除き、当該被災者を受入れるものとする。この場合、県は、被災

市町村の要請があった場合には、受入れ先市町村の選定や紹介などの調整を行うものとする。 

イ 都道府県域を越える広域避難者の受入れ等 

県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、県は被災市町村からの要請に応じ、

他の都道府県に対して受入れを要請するなどの協議を行い、被災市町村を支援するものとする。 

協議先の都道府県の選定に際して必要な場合には、県は国を通じて、相手方都道府県の紹介を 

受けるものとする。 

なお、他の被災都道府県から本県に対して広域避難者の受入れの協議等があった場合には、  

県内市町村との調整を行い、受入れ先を決定するとともに、広域避難者の受入れを行う市町村を

支援するものとする。 

（２）広域避難者への支援 

県は、東日本大震災での県外避難者の受入れの経験等をもとに、支援を行うものとする。 

ア 全国避難者情報システム 

東日本大震災等により、多くの住民の方々が全国各地に避難されており、住所地（避難前住所他）

の市町村や県では、避難された方々の所在地等の情報把握が重要となっている。 

県では、「全国避難者情報システム」を活用し、避難者から、避難先の市町村へ避難先等に    

関する情報を任意にいただき、その情報を避難前の県や市町村へ提供し、避難者への支援を円滑  

かつ効果的に行う。 

イ 住宅等の滞在施設の提供 

受入れ先市町村における公共施設等の受入体制を補完するため、県及び市町村は、広域避難者に

対し、公営住宅や民間賃貸住宅の借上げ等による滞在施設の提供に努める。 

  

対    象 放射性セシウム（セシウム134及びセシウム137） 

飲料水 10ベクレル/キログラム 

牛乳 50ベクレル/キログラム 

乳児用食品 50ベクレル/キログラム 

一般食品 100ベクレル/キログラム 
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【別 表】 

１ 配備基準 

  放射性物質事故 

（
第
１
・
第
２
配
備
） 

設置する本部 
放射性物質事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※本部長が必要と認めたとき 

配備基準 
放射性物質事故により被害が発生又は発生が予想される場合で、知事が必要

と認めたとき 

配備を要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 消防課 

学事課 水政課 健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 環境政策課 

大気保全課 水質保全課 農林水産政策課 生産販売振興課  

安全農業推進課 畜産課 森林課 水道局計画課 水道局浄水課 

企業庁企業総務課 病院局経営管理課 教育庁学校安全保健課 

出先機関 

関係各部局等において必要と認めるとき 

（
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する本部 災害対策本部（本部長：知事） 

配備基準 放射性物質事故により重大な被害が発生し、本部長が必要と認めたとき 

配備を要する

課等 

本 庁 

第２配備に加えて 

 秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づくり支援課 

 疾病対策課 衛生指導課 資源循環推進課 廃棄物指導課 経済政策課 

 産業振興課 耕地課 水産課 漁業資源課 県土整備政策課 道路環境課 

 河川整備課 河川環境課 港湾課 公園緑地課 下水道課 住宅課 

 出納局 企業庁施設設備課 企業庁事業調整推進課 

出先機関 第２配備と同じ 必要に応じて関係機関で増強する 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」以外の課等の配備を指示    

するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」であっても当該課等の配備

の内容を変更し、又は解くことができる。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 

 

２ 現地災害対策本部の設置 

  本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現地災害対策

本部を設置する。 

  現地災害対策本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた  

応急対策を迅速・機動的に実施する。 

３ 災害対策本部と市町村及び防災関係機関との連携 

  市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、

医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認める

ときは、現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。 
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第５章 放射性物質事故復旧対策 

 

１ 汚染された土壌等の除染等の措置 

県及び市町村は、国の指示、法令等に基づき、所管する施設の土壌等の除染等の措置を行うものと

する。 

放射性物質取扱事業所の事業者等は、国、県、関係市町村及び防災関係機関と連携し、周辺環境に

おける除染等の措置を行うものとする。 

 

２ 各種制限措置等の解除 

県、市町村等は、国の指示、指導又は助言に基づき、飲料水及び飲食物の摂取の制限、農林水産物

の出荷の制限等の各種制限措置等を解除するものとする。 

 

３ 被災住民の健康管理 

  県及び市町村は、被災者の状況を把握するとともに、健康状態に応じた相談や心のケアを実施する

ものとする。 

 

４ 風評被害対策 

県は、国、市町村等と連携し、各種モニタリング結果や放射能に関する正しい知識を、広く正確に

わかりやすく広報することにより風評被害の発生を抑制するものとする。 

 

５ 廃棄物等の適正な処理 

県は、国、市町村等と連携し、放射性物質に汚染された汚泥や焼却灰等の廃棄物や土壌等が適正に

処理されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

 

 



 

 

 

千 葉 県 地 域 防 災 計 画 

 

 

 

 

第５編  大 規 模 火 災 等 編 
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 本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づき、大規模火災、林野火災、危険物等災

害、油等海上流出災害などの大規模な事故災害に特有な予防対策や応急対策について定めたものである。 

 

 

第１章 大規模火災対策 

 

 

 県（防災危機管理部、県土整備部、教育庁、警察本部） 

 

 

第１節 基本方針 

 

 本章は、大規模な火事災害による多数の死傷者等の発生を防止するため、防災空間の整備等の予防  

対策及び発災時の救助・救急活動や避難誘導等の応急対策について定める。 
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第２節 予防計画 

 

１ 建築物不燃化の促進 

（１）建築物の防火規制 

県及び市町村は、市街地における延焼防止を次により促進する。 

  ア 建築物が密集し、火災により多くの被害を生じるおそれのある地域においては、防火地域及び

準防火地域の指定を行い、耐火建築物・準耐火建築物又は防火構造の建築を促進する。 

  イ 防火・準防火地域以外の市街地における延焼の防止を図るため、建築基準法第２２条による  

屋根不燃区域の指定を行い、木造建築物の屋根の不燃措置及び外壁の延焼防止措置を指導する。 

（２）都市防災不燃化促進事業 

   大規模火災から住民の生命・財産を守るため、避難地・避難路・延焼遮断帯の周辺等の一定範囲

の建築物の不燃化を促進する。 

 

２ 防災空間の整備・拡大 

（１）県及び市町村は、都市緑地法に基づき、特別緑地保全地区を指定することにより良好な緑地を  

保全し、生活環境を整備するとともに、都市における火災の防止に役立てる。 

（２）都市公園は、住民のレクリエーション、スポーツ等の場としての機能のほかに、災害時における

避難場所あるいは延焼を防止するためのオープンスペースとして防災上の役割も非常に高い。 

   県は、防災都市づくりの一環として計画的な公園整備を進めるとともに、関係機関との連携を  

密にして防災施設の整備促進を図り、あわせて火災に強い樹木の植栽を検討するなど、防災効果の

高い公園の整備に努めていく。 

（３）都市における街路は、人や物を輸送する交通機能のみならず大規模火災時においては、火災の  

延焼防止機能も有している。街路の整備は、沿道構築物の不燃化を促し、オープンスペースとして

火災の延焼を防止するなど災害に強い街づくりに貢献することが大きい。 

   県及び市町村は、都市の構造、交通及び防災等総合的に検討し、特にその効果の著しい広幅員の

幹線街路については緊急性の高いものから整備を図っている。 

（４）都市における河川空間は、火災の延焼遮断帯としての防災機能を有しているため、県の実施する

河道の拡幅等、河川の改修が防災空間の整備等に有効である。 

 

３ 市街地の整備 

  県は、面的な都市基盤施設の整備とあわせて建物の更新などが図られる土地区画整理事業・市街地

再開発事業等により防災上安全性の高い市街地形成の推進を図る。 

  また、新たな地域拠点等の形成を必要とする地域においては、防災上安全で健全な市街地となる  

よう土地区画整理事業を推進する。 

 

４ 火災に係る立入検査 

  各市町村消防機関は、春季及び秋季の火災予防運動期間中を重点的に、消防法第４条の規定により

防火対象物の所有者等に対して火災予防上必要な資料の提出を命じ、又は防火対象物に立ち入って 

検査を実施し、火災予防の徹底を図る。 

立入検査の主眼点 

（１）消防法令に基づき、適正な防火管理体制がとられ、必要な業務が行われているか。また、消火設

備・警報設備・避難設備・消防用水・その他消火活動上必要な施設が、消防法施行令で定める基準

どおり設置・維持管理されているかどうか。 

（２）炉・厨房設備・ストーブ・ボイラー・乾燥設備・変電設備等火気使用設備の位置、構造及び管理

の状況が、市町村火災予防条例で定める基準どおり確保されているかどうか。 

（３）こんろ・火鉢等、火を使用する器具及びその使用に際し、火災発生のおそれのある器具の取扱   

状況が、市町村火災予防条例どおり確保されているかどうか。 
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（４）劇場・映画館・百貨店等、大規模集客施設での裸火の使用等について、市町村火災予防条例に   

違反していないかどうか。 

（５）指定数量未満の危険物、指定可燃物等の貯蔵取扱の状況が、市町村火災予防条例に違反していな

いかどうか。 

（６）その他残火、取灰の不始末、たき火の禁止等屋外における火災予防事項、及び火災警報発令下に

おける火の使用制限等が遵守されているかどうか。 

 

５ 住宅防火対策 

  県内の火災による死者（放火自殺者を除く）の約８割を占める住宅火災の予防とその被害の低減を

図るため、県は、千葉県住宅防火対策推進協議会と連携し、下記に例示する住宅用防災機器の普及・

促進や、住宅防火意識の普及啓発等を行う。 

  特に、住宅火災による死者数の低減に有効な手段である住宅用火災警報器が、県内全ての住宅に  

設置されるよう、普及促進に努めるとともに、防炎製品の活用を推進する。 

  さらに、復電時における通電火災を防止するため、関係機関と連携し、通電火災防止対策を推進  

する。 

（１）住宅用防災機器等の展示 

（２）啓発用パンフレットの作成 

（３）講演会の開催 

 

６ 多数の者を収容する建築物の防火対策 

（１）防火管理者及び消防計画 

   各市町村消防機関は、多数の者を収容する建築物の管理権原者に対し、防火管理者の選任及び  

防火管理者による消防計画の作成を履行させるとともに、当該消防計画に基づく下記事項を遵守 

させる。 

ア 自衛消防組織の編成及び自衛消防活動の実施 

イ 消火、通報、避難等の訓練の実施 

ウ 建築物等の維持管理及び自主検査並びに消防用設備等の適正な点検、整備の実施 

エ 収容人員及び火気使用等に関する管理監督業務の実施 

オ 従業員等に対する防災教育の実施 

（２）防火対象物の点検及び報告 

   各市町村消防機関は、特定防火対象物の管理権原者に対し、火災予防上必要な事項の適否につい

て、定期に防火対象物点検資格者の点検を受けさせ、報告させる。 

 

７ 大規模・高層建築物の防火対策 

  大規模・高層建築物での火災は、その消火及び避難の困難性から一般の建築物における火災よりも

大きな被害が発生することが予想されるので、一般の建築物に増した防火対策が必要となるとともに、

大規模事業所における自衛消防組織の設置及び防災管理者の選任等についても定める必要がある。 

  よって、各市町村消防は、大規模・高層建築物の管理権原者又は関係者に対し、前記６「多数の者

を収容する建築物の防火対策」に加え下記事項について指導する。 

（１）消防防災システムのインテリジェント化の推進 

ア 高水準消防防災設備の整備 

イ 複数の消防用設備等を集中管理する総合操作盤の整備 

ウ 防災センターの整備 

（２）自衛消防業務に従事する職員に対する指導 

 

８ 文化財の防火対策 

  本県には、歴史的、学術的価値の高い数多くの文化財が残され、指定文化財として保護しているが、

文化財建造物は木造建築が多く、火災などの災害を受けやすいため、適切かつ周到な火災予防に関す
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る努力が必要である。 

（１）消防設備の設置・整備 

   文化財の所有者及び管理者は、消火器、消火設備、動力消防設備、建造物全体を水幕で覆うドレ

ンチャー設備などの消火設備を設置するとともに、自動火災報知設備、漏電火災警報設備の設置に

より、火災の発生を報知し、迅速な消火活動を行うことができるよう設備の設置・整備を行う。 

（２）防火管理 

   文化財の所有者及び管理者は、火災の発生を未然に防止するため、日頃から適切な防火管理を  

行う。管理に当たっては、定期的な巡視と監視を行うとともに、環境を整備し、危険箇所の点検に

ついて消防機関から適切な指導を受ける。日常的な措置については、防火責任者を定め防火管理  

計画、防災訓練等の具体的な消防計画を作成し、自衛消防隊を組織して消火活動の体制を整備して 

おく。 

   また、毎年１月２６日は文化財防火デーとして、文化財の防火意識の高揚を図るため、消防機関

と教育委員会等の協力のもとに文化財建造物の消火訓練を行う。 

＜資料編６－１ 文化財防災設備設置状況一覧表＞ 

 

９ 消防組織及び施設の整備充実 

（１）消防組織 

   市町村は消防職員・団員の確保に努める。 

県は市町村の行う消防組織の充実強化を推進するための情報提供等の支援を行う。 

（２）消防施設等の整備充実 

   県は、市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。以下同じ。）が作成した消防施設整備

計画に基づき、充足率や財政力等市町村の実情を勘案しつつ、実態に即した消防施設等の整備強化

を促進するため支援する。 
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第３節 応急対策計画 

 

１ 応急活動体制 

（１）県及び市町村は、状況に応じ、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の   

設置等必要な体制をとる。 

（２）県及び市町村は、関係機関との間において緊密な連携の確保に努める。 

（３）県における配備基準は別表のとおりとする。 

 

２ 情報収集・伝達体制 

（１）市町村は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する   

概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

（２）県は、市町村等から情報を収集するとともに、自らも必要な被害規模に関する概括的な情報を  

把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに必要に応じ関係省庁に連絡する。 

 

３ 災害救助法の適用 

  災害救助法の適用については、地震・津波編第３章第１節「災害対策本部活動」に定めるところに

よる。 

  大規模事故時の災害救助法の適用は、住家に被害が生じた場合（災害救助法施行令第1条第1項

第1号から第3号）のほか、多数の者が継続して避難を要するときや救出に特殊な技術を要すると

きなど多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合（同第4号）に適用

する。 

 

４ 消防活動 

（１）消防機関は、速やかに火災及び死傷者等の状況を把握するとともに、迅速に消防活動を行う。 

（２）発災現場の市町村長（消防の一部事務組合、消防を含む一部事務組合を含む。）は、必要に応じて

相互応援協定に基づき、他の市町村に消防活動の応援要請を行う。 

（３）知事は、緊急の必要があると判断したときは、「消防組織法第４３条に基づく知事の指示による

千葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき千葉県消防広域応援隊の出動を発災現場以外の市町村長

及び消防機関の長に指示するとともに、県内の消防力を結集しても消防力に不足が生じると認めら

れるときは、消防組織法第４４条の３の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊や他の

都道府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣等の要請を行う。 

 ＜資料編１－18 消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱＞ 

 ＜資料編１－12－９ 大規模特殊災害時における広域航空消防相互応援・千葉県事前計画＞ 

（４）発災現場以外の市町村は、発災現場の市町村からの応援要請を受けたとき及び千葉県消防広域

応援隊の出動に関して知事の指示があったときは、「千葉県広域消防相互応援協定」及びその  

具体的な活動マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」並びに「消防組織法第４３条に

基づく知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき、消防機関による応援の迅速

かつ円滑な実施に努める。 

 

５ 救助・救急計画 

（１）県及び市町村は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、国の

各機関、他の地方公共団体に応援を要請する。 

（２）県及び市町村は、必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための資機材等を   

確保し効率的な救助・救急活動を行う。 

（３）医療機関は、負傷者に対し医療活動を行うとともに、患者の急増等に対応するため、相互に緊密

な情報交換を図り、必要に応じて、他の医療機関等に協力を求めるよう努める。 
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６ 交通規制計画 

  県警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報により、交通状況を的確に把握し、緊急交通路の

確保を図る等的確な交通規制を図る。 

 

７ 避難計画 

（１）発災時には、市町村及び県警察等は、人命の安全を第一に必要に応じて適切な避難誘導を行う。 

（２）避難誘導に当たっては、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要その他の

避難に関する情報の提供に努める。 

（３）市町村は、必要に応じて避難所を開設する。 

 

８ 救援・救護計画 

  食料・飲料水・生活必需品等の供給に関する計画並びに医療救護に関する計画については、地震・

津波編第３章第６節「消防・救助救急・医療救護活動」及び第８節「救援物資供給活動」に定めると

ころによる。 
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【別 表】 

１ 配備基準 

  大規模火災 

（
第
１
・
第
２
配
備
） 

設置する本部 
大規模火災応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※本部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
大規模火災により災害が発生又は発生が予想される場合で、知事が必要と 

認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 

消防課 

健康福祉政策課 

医療整備課 

薬務課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めるとき） 

地域振興事務所地域振興課 
健康福祉センター（保健所） 
その他  
必要に応じて部局内等で増強する 

（
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する本部 災害対策本部（本部長：知事） 

配備基準 大規模火災により重大な災害が発生し、本部長が必要と認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

第２配備に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づくり支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産政策課 県土整備政策課 

出納局 
水道局計画課 企業庁企業総務課 教育庁学校安全保健課 

出先機関 

第２配備と同じ 必要に応じて関係機関で増強する 

※ 配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」以外の課等の配備を指示する

ものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」であっても当該課等の配備の

内容を変更し、又は解くことができる。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 

 

２ 現地災害対策本部の設置 

  本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現地災害対策

本部を設置する。 

  現地災害対策本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた  

応急対策を迅速・機動的に実施する。 

３ 災害対策本部と市町村及び防災関係機関との連携 

  市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、

医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認める

ときは、現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。 
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第２章 林野火災対策 

 

 

 

 県（防災危機管理部、農林水産部、警察本部） 

 

 

第１節 基本方針 

 

近年、レジャー人口の増加、地域開発の進展、道路網の整備などにより、森林の利用者は多くなり、

林野火災の発生も懸念されるところである。 

また、林野火災は、ひとたび発生すると地形、水利、交通等の関係から消火作業が困難を極め、   

大規模火災となるおそれがあるため、林野火災に対する対策について定める。 

 なお、林野火災の発生又は拡大の危険性が高い地域については、「林野火災特別地域対策事業」を  

活用する等、林野火災に係る総合的な事業計画を樹立し、林野火災対策の推進を図る。 
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第２節 予防計画 

 

１ 広報宣伝 

（１）ラジオ、テレビ、新聞等の各種広報などによる注意 

   県及び市町村は、ラジオ、テレビ、新聞、インターネット、市町村防災行政無線、市町村広報紙、

回覧板、有線放送等を利用し住民の注意を喚起する。 

（２）観光会社、交通機関等による啓発 

県は、鉄道・バス会社、旅館等に協力を要請しポスターの掲示などの啓発宣伝を実施する。 

（３）会議等の開催による宣伝 

県は、林業関係者等を招集し、火災予防の知識を広めるとともに予防体制の確立を図る。 

（４）学校教育による指導 

   県及び市町村は、小、中学校児童生徒に対して、自然の保護、森林の保護育成、鳥獣の保護等の

ために、林野火災の予防が大切であることを理解させるための普及指導を行う。 

（５）山火事予防運動の実施 

   県、市町村及び森林組合は、山火事予防運動週間中に警報旗を設置するなどの各種啓発事業を  

強力に推進する。 

 

２ 法令による規制 

（１）市町村条例で定める火の使用制限（消防法第22条第4項） 

   市町村は、住民に対し、火災警報発令下における市町村条例に定める禁止事項の周知徹底を図る。 

（２）一定区域におけるたき火、喫煙の制限（消防法第23条） 

   林野率が高く火災発生の危険の高い市町村においては、火災危険度の高い時期に、一定区域内で

のたき火、喫煙の制限をする。 

（３）火入れの許可制の励行（森林法第21条、第22条） 

市町村は、森林法に規定する火入れの許可制度の励行と火入者の責務を厳守させる。 

 

３ 予防施設の設置 

（１）すいがら入れの保持 

   県、市町村及び森林組合は、ハイカー及び林業労働者に携帯用すいがら入れの保持の徹底を図る。 

（２）立看板等の設置 

   県は、ハイカーの集まる山岳地の売店付近、キャンプ場等の人の集まるところに立看板等を設置

する。 

 

４ 体制の整備 

  県は、入山者の多い山林を中心に県林業事務所及び外部委託による巡視を実施する。 

 

５ 消火施設の設置 

（１）水槽の設置（自然水利の活用） 

   県は、治山えん堤工事で山脚の崩壊、渓間の安定を図るための、谷止工を利用して防火用水を  

確保する。 

   市町村及び森林組合は、ドラム缶等を利用し、主な林野に防火水槽を配備する。 

（２）自衛隊の支援 

   県は、大規模火災に対処するため、自衛隊の支援体制を確立する。 

（３）簡易消火用具の配備 

県は、初期消火のため、簡易消火用具を県の管理施設等に配置する。 
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６ 林野等の整備 

（１）林業経営 

森林所有者は、下刈、枝打、除伐等の励行を図り火災の起こりにくい森林の育成に資する。 

（２）林道 

県及び市町村は、火災発生の危険性の高い森林内の林道の整備と維持管理を図る。 

（３）防火線 

   県、市町村及び森林所有者は、既設の防火線の効果を維持するため、下刈を実施し、防火線の   

充実を図る。 

 

７ 林野火災特別地域対策事業 

（１）林野火災特別地域の決定 

   事業を実施する地域は、当該地域における林野面積、その経済的比重、林野火災の危険度等に  

鑑み、次の要件に該当する区域の関係市町村が県と協議して決定する。 

  ア 市町村における林野占有率が７０％以上、林野面積が５，０００ha以上及び人工林率が３０％

以上の市町村 

イ 過去５年間における林野火災による焼損面積が３００ha以上の市町村又は過去５年間に   

おける林野火災の出火件数２０件以上の市町村 

ウ 上記以外の市町村で、特に林野火災特別地域対策事業を実施する必要があると認められる  

市町村 

（２）林野火災特別地域対策事業計画の作成 

林野火災特別地域内の関係市町村は、県と協議して林野火災特別地域対策事業計画を作成する。 
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第３節 応急対策計画 

 

１ 県の応急活動体制 

  県における配備基準は別表のとおりとする。 

 

２ 消防計画の樹立 

（１）地域内の地形状況と消火活動の難易等の調査図の作成 

   県は、林野の所在する市町村を指導し、地形状況を把握し、具体的状況の中で容易に消防作戦が

立てられるような調査図を作成させ、消防団等にあらかじめ配布しておく。 

（２）消防の出動と配分図 

   消防出動に関する区域別の配分を図によって明確にし、あらかじめ周辺市町村と協議しておく。 

（３）重点地域の指定 

   特に多発又は大規模火災が予想される地域を重点地域に指定し、集中的に林野火災対策を推進し

体制の確立を図る。 

（４）モデル地区の設置 

   モデル地区を設置し、他の模範となるよう指導する。 

（５）消防計画図の作成 

市町村で作成されている消防計画のなかにも、林野火災消防計画図をとり入れさせる。 

 

３ 総合的消防体制の確立 

（１）警報連絡体制の確立 

火災警報、その他気象情報が円滑、適切に連絡できるよう、その体制を確立させる。 

（２）大規模火災における指揮体制の確立 

   応援消防組織の指揮は応援を要請した市町村長が実施することとなるため、あらかじめ指揮体制

の確立を図る。 

（３）防御機器等の整備 

林野火災の消火に必要な各種防御機器等を整備、点検しておくよう指導する。 

（４）地域自衛組織の育成 

森林組合等地域の自衛消防組織を十分育成し、協力体制を確立する。 

（５）防災訓練の実施 

機会をとらえ、図上による演習や各機関と合同した総合訓練を実施する。 

（６）広域応援体制の確立 

   初期消火を誤れば大きな火災となり、広域的体制で臨まなくてはならないので、消防相互応援の

実質的運用や他機関の出動等について事前に十分調整しておく。 

（７）航空機による空中消火体制の整備 

   空からの消火については、県が保有し、陸上自衛隊第一ヘリコプター団に管理委託している空中

消火資機材並びに自衛隊保有の空中消火資機材を用いて、自衛隊航空機等による支援を得て、被害

の拡大防止に努める。 

 

管理委託先 空中消火バケット保管場所 臨時離発着場 水   利 

自 衛 隊 
陸上自衛隊木更津駐屯地 

第一ヘリコプター団内倉庫 
木更津駐屯地飛行場 

山倉ダム、郡ダム、戸面

原ダム、小向ダム、金山

ダム、佐久間ダム、長柄

ダム、東金ダム、勝浦ダ

ム、荒木根ダム 
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（８）救護体制の確立 

日本赤十字社千葉県支部が組織する救護班の活動その他医療救護体制の確立を図る。 

 

４ 避難計画 

  市町村及び県警察は人命の安全を第一に必要に応じて適切な避難誘導を行う。 

 

５ 立入禁止区域の設定等 

  県警察は、災害が発生し被害が拡大するおそれがある場合においては、迅速に立入禁止区域を設定

するとともに、通行車両等に対する交通規制を行うものとする。 

 

６ その他 

（１）林地荒廃を防止する治山工事の施行、森林復旧の造林事業の実施 

 県及び森林所有者は、保安林改良事業等を導入することにより、林地荒廃の防止に努めると   

ともに、災害復旧造林を推進する。 

（２）森林保険の加入 

 県は、未加入森林分の加入を促進する。 
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【別 表】 

１ 配備基準 

  林野火災 

（
第
１
・
第
２
配
備
） 

設置する本部 
林野火災応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※本部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
林野火災により災害が発生又は発生が予想される場合で、知事が必要と認め

たとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 

消防課 

健康福祉政策課 

医療整備課 

薬務課 

森林課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めるとき） 

地域振興事務所地域振興課 
健康福祉センター（保健所） 

農業事務所 

林業事務所 

その他 

必要に応じて部局内等で増強する 

（
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する本部 災害対策本部（本部長：知事） 

配備基準 林野火災により重大な災害が発生し、本部長が必要と認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

第２配備に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づくり支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産政策課 県土整備政策課 

出納局 
水道局計画課 企業庁企業総務課 教育庁学校安全保健課 

出先機関 

第２配備と同じ必要に応じて関係機関で増強する 

※ 配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」以外の課等の配備を指示する

ものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」であっても当該課等の配備の

内容を変更し、又は解くことができる。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 

 

２ 現地災害対策本部の設置 

  本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現地災害対策

本部を設置する。 

  現地災害対策本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた  

応急対策を迅速・機動的に実施する。 

３ 災害対策本部と市町村及び防災関係機関との連携 

  市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、

医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認める

ときは、現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。
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第３章 危険物等災害対策 

 

 

 県（防災危機管理部、健康福祉部、商工労働部、警察本部） 

 

 

第１節 基本方針 

 

本章は、石油等の危険物や高圧ガス、火薬類、毒物劇物などの危険物等災害に特有な予防対策や応急

対策について定める。 

 なお、道路上での危険物等の災害については、第６編第４章「道路事故災害対策」、また、石油コンビ

ナート等特別防災区域に係る災害については、「千葉県石油コンビナート等防災計画」の定めるところに

よる。 

 

１ 危険物 

 危険物（石油等）による災害を防止し、また、災害発生時の被害の拡大を防止するため、危険物を

取り扱う事業所等及び防災関係機関の予防対策について定めるとともに、災害時における保安対策 

並びに応急対策について定める。 

 

２ 高圧ガス 

 高圧ガスによる災害を防止し、また、災害発生時の被害の拡大を防止するため、高圧ガス関係事業

所及び防災関係機関の予防対策について定めるとともに、災害時における保安対策並びに応急対策に

ついて定める。 

 

３ 火薬類 

 火薬類による災害を予防し、また、災害発生時の被害の拡大を防止するため、火薬類関係事業所  

及び防災関係機関の予防対策について定めるとともに、災害時における保安対策並びに応急対策に 

ついて定める。 

 

４ 毒物劇物 

 毒物劇物保有施設等からの流出等による災害を防止し、また、災害発生時の被害の拡大を防止する

ため、毒物劇物製造業者、輸入業者及び関係機関の予防対策について定めるとともに、災害時におけ

る応急対策について定める。 
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第２節 予防計画 

 

１ 危険物 

（１）事業所等 

ア 消防法及び消防法に基づく各種法令を遵守するとともに、自己の責任において、危険物の災害

予防に万全を期する。 

イ 消防法別表により規定されている危険物を指定数量以上貯蔵し又は取り扱う製造所、貯蔵所 

及び取扱所（以下「危険物施設」という。）の規模に応じ、次の人員を配置する。 

（ア）危険物保安監督者の選任 

   危険物の規制に関する政令（以下「危政令」という。）で定める危険物施設は、危険物保安   

監督者を選任し、危険物の取扱作業の保安監督をさせる。 

（イ）危険物保安統括管理者の選任 

   危政令で定める事業所は、危険物保安統括管理者を選任し、当該事業所における危険物の  

保安に関する業務の統括管理をさせる。 

（ウ）危険物施設保安員の選任 

   危政令で定める危険物施設は、危険物施設保安員を選任し、施設の維持及び設備の保安管理

をさせる。 

ウ 事業所等は、次に掲げる予防対策を行う。 

（ア）事業所等の自主的保安体制の確立 

   各事業所等は、火災、爆発等の災害の発生を防止するため、自主保安体制の確立、従業員   

教育の実施に努める。 

（イ）事業所相互の協力体制の確立 

   危険物を取り扱う事業所等が一定地域に集中している地域にあっては、各事業所等は相互に

協力して総合的な防災体制を確立し、相互援助、避難等自主的な組織活動を行う。 

（ウ）住民安全対策の実施 

   大規模な危険物施設を有する事業所等は、地域住民に対する安全を図るため、防火壁等の  

設置を検討する。 

（２）県、市町村及び消防機関 

  ア 消防法に基づき、危険物施設の設置又は変更の許可に対する審査及び立入検査等を行い、法令

の基準に不適合の場合は、ただちに改修、移転させるなど、危険物の規制を実施する。 

  イ 監督行政庁の立場から、次の予防対策を実施する。 

  （ア）危険物施設の把握と防災計画の策定 

     危険物施設、貯蔵・取り扱いされる危険物の性質及び数量を常に把握し、これに対応する  

的確な防災計画を策定する。 

  （イ）監督指導の強化 

     危険物を取り扱う事業所等に対する立入検査等を密に実施し、関係法令を遵守させる。 

  （ウ）消防体制の強化 

     消防機関は、各事業所ごとの火災防災計画を作成するとともに、隣接市町村との相互応援  

協定の締結を推進する。 

  （エ）防災教育 

     危険物関係職員及び施設関係者に対して、関係法令及び災害防止の具体的な方策について 

的確な教育を行う。 

 

２ 高圧ガス 

（１）事業所等 

   災害発生時に有効な防災活動を行い、二次災害の発生を防止し被害の軽減を図るため、速やかに

防災体制を確立する。 
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  ア 防災組織の確立 

防災組織の体系、編成方法及び各班の業務内容を明らかにする。 

イ 通報体制の確立 

  事業所等内の被害状況を迅速かつ正確に把握し、あらかじめ定められた方法及び順序で防災 

関係機関等へ連絡するための緊急時の通報体制を確立する。 

ウ 緊急動員体制の確立 

  大規模災害を想定し、防災関係要員を確保するため緊急動員体制を確立する。 

エ 相互応援体制の確立 

  一の事業所だけでは対応できない大規模な災害が発生した場合に備え、関係事業所及び防災 

関係機関等の間で防災関係要員及び防災資機材等の相互の応援体制を確立する。 

オ 防災資機材の整備 

  防災資機材及び設備を定期的に点検し、その維持管理に努める。 

  更に、自社が保有する資機材で対応できない場合を想定し、事業所外部から資機材を調達でき

る体制を整備する。 

カ 保安教育の実施 

  従業員等に対し定期的に保安教育を行い、高圧ガスに関する防災上必要な知識を周知徹底させ、

保安意識の高揚を図る。 

キ 防災訓練の実施 

  取り扱う高圧ガスの種類及びその規模に応じて、事業所等内で定期的に防災訓練を実施し、  

応急措置等防災技術の習熟に努める。 

（２）県、消防機関その他関係機関 

  ア 防災資機材の整備 

  （ア）県及び消防機関は、事業所等に対して防災資機材等の整備の促進及びその管理について指導

する。 

  （イ）県及び消防機関は、事業所等に対して効果的な防災資機材等の整備の充実を指導するととも

に報告の協力を求める等により、提供可能な防災資機材の数量及び種類の把握に努める。 

イ 保安教育の実施 

  県及び関係団体は、事業所等に対して高圧ガスに関する防災上必要な知識の周知徹底を図る。 

ウ 防災訓練の実施 

  県及び関係機関は、高圧ガスに係る災害が発生した場合に、迅速かつ適切な防災活動が行える

よう定期的に総合防災訓練を実施する。 

 

３ 火薬類 

（１）事業所等 

ア 警戒体制の整備 

  火薬類関係施設に災害等が発生するおそれのあるときは、警戒体制を確立する。 

イ 防災体制の整備 

  災害発生時に有効な防災活動を実施し、被害の軽減を図るため、速やかに防災体制を確立する。 

（ア）防災組織の確立 

   事業所等の規模及び設備に応じて防災組織の編成を行い、その業務内容を明らかにする。 

（イ）通報体制の確立 

   事業所等内の被害状況を迅速かつ正確に把握し、あらかじめ定められた方法及び順序で防災

関係機関等へ連絡するための緊急時の通報体制を確立する。 

（ウ）緊急動員体制の確立 

大規模災害を想定し、防災関係要員を確保するための緊急動員体制を確立する。 

  （エ）相互応援体制の確立 

     一の事業所だけでは対応できない災害が発生した場合に備えて、関係事業所との応援体制を

確立する。 
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ウ 安全教育の実施 

  従業員に対し定期的に、また、施設の新設等があるたびごとに保安教育を行い、火薬類に関す

る防災上必要な知識を周知徹底させ、保安意識の高揚を図る。 

エ 防災訓練の実施 

  取り扱う火薬類の種類及びその規模に応じ、事業所等内で定期的に防災訓練を行い、応急措置

等防災技術の習熟に努める。 

（２）県及び関係団体 

   事業所等に対して火薬類に関する防災上必要な知識の周知徹底を図る。 

 

４ 毒物劇物 

（１）毒物劇物製造業者及び輸入業者等 

  ア 毒物劇物取扱責任者の設置 

    毒物劇物を直接取り扱う毒物劇物製造業者及び輸入業者は、毒物劇物取扱責任者を設置し、  

毒物劇物による保健衛生上の危害防止に当たる。 

  イ 管理体制の整備 

    毒物劇物製造業者及び輸入業者は、毒物劇物による危害の未然防止及び事故時の適切な措置が

図られるよう危害防止規定等を作成し、管理体制を整備する。 

  ウ 施設の保守点検 

    毒物劇物製造業者及び輸入業者は、危害防止規定に基づき施設を点検・整備し、事故の未然  

防止に当たる。 

  エ 教育訓練の実施 

    毒物劇物営業者は、危害防止規定に基づき作業員に対する教育訓練を適宜実施し、応急措置の

技術の習熟に努める。 

  オ 毒物劇物販売業者等 

    毒物劇物販売業者及び届出を要する業務上取扱者についても、上記アからウにより危害防止に

努める。 

（２）県（健康福祉センター（保健所）） 

   毒物劇物製造業者及び輸入業者等に対して立入検査を行い、法令を厳守させるとともに、事故の

未然防止及び事故時の適切な措置が図られるよう指導する。 

 

５ 危険物等による環境汚染の防止対策 

  県等は、危険物等の漏洩による環境汚染に対処するため、環境監視体制の整備を図るとともに、  

環境汚染防止体制の強化を図る。 
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第３節 応急対策計画 

 

１ 県の応急活動体制 

  県における配備基準は別表のとおりとする。 

 

２ 危険物 

（１）事業所等 

   危険物施設の所有者、管理者又は占有者で、その権原を有する者（以下「責任者」という。）は、

災害発生と同時に、次の措置をとる。 

  ア 通報体制 

  （ア）責任者は、災害が発生した場合、直ちに１１９番で消防署に連絡するとともに、必要に応じ

て付近住民並びに近隣企業へ通報する。 

  （イ）責任者は、被害の概要を被災段階に応じて早急にとりまとめ、必要に応じて消防機関へ通報

する。 

イ 初期活動 

  責任者は、各種防災設備を有効に使用し、迅速な初期活動を行う。特に近隣への延焼防止を  

最優先とし、かつ誘発防止に最善の方策をとる。 

ウ 避難 

責任者は、企業自体の計画により、従業員等の避難を実施する。 

（２）県、市町村その他関係機関 

   災害の規模、態様に応じ、県及び市町村の地域防災計画並びに関係機関の災害応急対策計画の  

定めるところにより、関係機関の密接な連携のもとに次の応急対策を実施する。 

  ア 災害情報の収集及び報告 

    消防機関は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況を的確に把握するとともに、県、  

その他関係機関に災害発生の速報を行い、被害の状況に応じて逐次中間報告を行う。 

  イ 救急医療 

    当該事業所、消防機関、県、医療機関は連携して負傷者等の救出及び救急医療業務を実施する。

県警察、海上保安庁その他関係機関はこれに協力する。 

  ウ 消防活動 

    消防機関は、危険物火災の特性に応じた消防活動を速やかに行う。 

  エ 避難 

    市町村は、県警察と協力し、避難のための立ち退きの指示、勧告、避難所の開設並びに避難所

への収容を行う。 

  オ 警備 

    県警察、海上保安庁は、関係機関協力のもとに被災地域における社会秩序の維持に万全を期す

るため警戒活動を実施する。 

  カ 交通対策 

    道路管理者、県警察、海上保安庁は、交通の安全、緊急輸送の確保のため、被災地域並びに   

海上に及ぶ場合はその周辺海域の交通対策に万全を期する。 

  キ 原因の究明 

    県、労働局、消防機関、学識経験者は、災害の発生原因の究明に当たる。 

 

３ 高圧ガス 

（１）事業所等 

  ア 緊急通報 

    高圧ガス施設が発災した場合は、あらかじめ定められた連絡経路により防災関係機関に通報 

する。 
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    通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図る。 

  イ 災害対策本部等の設置 

    高圧ガスに関する災害が発生した場合は、二次災害の発生を防止するため、速やかに事業所等

内に災害対策本部を設置し、防災関係機関と連携して応急対策を実施する。 

  ウ 応急措置の実施 

    防災関係機関と連携し、高圧ガスの性質（毒性、可燃性、支燃性等）に基づいた適切な応急   

措置を講ずる。 

  エ 防災資機材の調達 

    防災資機材が不足している又は保有していない場合は、直ちに近隣の事業所等から調達する。 

  オ 被害の拡大防止措置 

    可燃性ガス又は毒性ガスが漏洩した場合は、携帯用のガス検知器等で漏洩したガスの濃度を 

測定し拡散状況等の把握に努める。 

（２）県、市町村その他関係機関 

  ア 緊急通報 

    通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図る。 

  イ 応急措置の実施 

    防災関係機関は事業所等と連携し、高圧ガスの性質（毒性、可燃性、支燃性等）に基づいた   

適切な応急措置を講ずる。 

  ウ 防災資機材の調達 

  （ア）県及び消防機関は、事業所等による防災資機材の確保が困難である場合、協力して防災    

資機材を調達する。 

  （イ）県警察、消防機関及び海上保安庁は、防災資機材の緊急輸送に協力する。 

  エ 被害の拡大防止措置及び避難 

  （ア）防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響を及ぼすと予想される場合は、周辺

住民等の避難について協議する。 

  （イ）市町村は、必要に応じ避難の勧告、指示を行う。 

  オ 原因の究明 

    県、労働局、消防機関、学識経験者は、災害の発生原因の究明に当たる。 

 

４ 火薬類 

（１）事業所等 

  ア 緊急通報 

    火薬類施設が発災となった場合は、あらかじめ定められた連絡経路により防災関係機関に通報

する。 

  イ 災害対策本部等の設置 

    火薬類に関する災害が発生した場合は、速やかに事業所等内に災害対策本部等を設置し防災 

関係機関と連携して応急対策を実施する。 

  ウ 応急措置の実施 

    防災関係機関と連携し、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置を講ずる。 

（２）県、市町村その他関係機関 

  ア 緊急通報 

    通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と調整を図る。 

  イ 応急措置の実施 

    防災関係機関は、事業所と連携し、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置を講ずる。 

  ウ 被害の拡大防止措置及び避難 

  （ア）防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響を及ぼすと予想される場合は、周辺

住民等の避難について協議する。 

  （イ）市町村は、必要に応じ避難の勧告、指示を行う。 
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  （ウ）県警察は、立入禁止区域を設定して被害の拡大防止に努めるとともに、地域住民等の避難   

誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制活動等を行う。 

  エ 原因の究明 

    県、労働局、消防機関、学識経験者は、災害の発生原因の究明に当たる。 

 

５ 毒物劇物 

（１）毒物劇物製造業者及び輸入業者等 

  ア 通報 

    毒物劇物が流出等により住民に保健衛生上の危害を及ぼすおそれがある場合には、県健康福祉

センター（保健所）、県警察署、又は消防機関へ通報を行う。 

  イ 応急措置 

    毒物劇物が流出等により住民に保健衛生上の危害を及ぼすおそれがある場合には、自ら定めた

危害防止規定等に基づき、危害防止のため漏出防止、除害等の応急措置を講ずる。 

（２）県、市町村その他関係機関 

  ア 緊急通報 

    県（健康福祉センター（保健所））、県警察及び消防機関は、毒物劇物製造業者及び輸入業者等

から緊急通報があった場合は、状況に応じて他の防災機関と連絡調整を図る。 

  イ 被害の拡大防止 

    消防機関は、火災が発生した場合、施設防火管理者と連絡を密にして、延焼防止、汚染区域の

拡大防止に努める。 

  ウ 救急医療 

    県（健康福祉センター（保健所））、県警察及び消防機関等は、大量流出事故等に際しては、   

医療機関へ連絡するとともに連携して被災者の救出救護、避難誘導を実施する。 

  エ 水源汚染防止 

    県（健康福祉センター（保健所））は、毒物劇物が水道水源を汚染するおそれがあると判断した

場合は、関係機関に通報し、適切な措置を求める。 

  オ 避難 

    市町村は、県及び関係機関等と協議の上、必要であれば、避難の勧告・指示を行う。 
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【別 表】 

１ 配備基準 

  危険物等災害 

（
第
１
・
第
２
配
備
） 

設置する本部 
危険物等事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※本部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
危険物等事故により災害が発生又は発生が予想される場合で、知事が必要と

認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 

消防課 

健康福祉政策課 

医療整備課 

薬務課 

保安課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めるとき） 

地域振興事務所地域振興課 
健康福祉センター（保健所） 
その他 

必要に応じて部局内等で増強する 

（
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する本部 災害対策本部（本部長：知事） 

配備基準 危険物等事故により重大な災害が発生し、本部長が必要と認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

第２配備に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づくり支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産政策課 県土整備政策課 

出納局 
水道局計画課 企業庁企業総務課 教育庁学校安全保健課 

出先機関 

第２配備と同じ必要に応じて関係機関で増強する 

※ 配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」以外の課等の配備を指示する

ものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」であっても当該課等の配備の

内容を変更し、又は解くことができる。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 

 

２ 現地災害対策本部の設置 

  本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現地災害対策

本部を設置する。 

  現地災害対策本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた  

応急対策を迅速・機動的に実施する。 

３ 災害対策本部と市町村及び防災関係機関との連携 

  市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、

医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認める

ときは、現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。 
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第４章 油等海上流出災害対策 

 

 

 

 県（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、商工労働部、農林水産部、県土整備部、警察本部） 

 

 

第１節 基本方針 

 

本県周辺海域において、油等の流出事故が発生した場合に、流出した油等の拡散防止と回収等を実施

し、付近の船舶並びに沿岸住民の安全を図るとともに、水産業、その他産業の被害の軽減を図り、環境

汚染を最小限化し、迅速かつ適切に活動するための計画とする。 

ただし、石油コンビナート等特別防災区域に係る油等海上流出災害については、「千葉県石油コンビ 

ナート等防災計画」の定めるところによる。 

 

１ 対象災害 

  この計画の対象となる災害は、船舶等の接触、衝突、乗揚げ、沈没等の事故による大量の油等   

（「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」（以下「海防法」という。）第３条でいう油及び有害

液体物質）の流出を伴うものとする。 

 

２ 防災関係機関等の処理すべき事務及び業務の大綱 

  油等流出事故に関し、防災関係機関等が処理すべき事務又は業務は、おおむね次のとおりとする。 

（１）第三管区海上保安本部等 

ア 情報収集及び防災関係機関への通報、協力要請 

イ 連絡調整本部の設置 

ウ 各排出油等防除協議会の的確な運営 

エ 事故の規模、態様の分析及び当該事故の影響並びにその結果の防災関係機関への連絡 

オ 人の生命及び身体並びに財産の保護 

カ 海防法に基づく事故原因者等に対する流出油の応急防除措置の指導又は命令 

キ 流出油の応急防除措置の実施 

ク 一般船舶等に対する事故状況の周知 

ケ 船舶の退去、航行制限等海上交通安全の確保 

コ 火災発生時の消火活動等の実施及び関係機関への協力要請等 

サ 油防除資機材の整備 

シ 海上災害防止センターへの流出油の応急防除措置の指示 

ス 自衛隊法に基づく災害派遣要請 

セ 治安の維持 

ソ 防災関係機関との協力体制の確立 

タ 各省庁で把握している各種専門家等に関する情報の一元化及び要請に応じて、必要な専門家等

に関する情報の提供 

（２）県 

ア 的確な情報収集及び防災関係機関への通報 

イ 事故の規模又は被害に応じた応急対策本部又は災害対策本部の設置 

ウ 関係排出等油防除協議会との連絡調整 

エ 国・近隣都県市等関係機関・各種団体との連絡調整 

オ 防災関係機関への協力要請及び連絡調整 
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カ 自衛隊法に基づく災害派遣要請 

キ 市町村が行う漂着油の除去作業等の支援 

ク 事故原因者等や海上保安機関の実施する流出油の防除活動への協力 

ケ 油防除資機材の整備 

コ 河川管理者、海岸管理者、港湾（漁港）管理者としての油防除活動 

サ 漁業者、漁業協同組合等に対する連絡調整、防除活動の指導及び支援 

シ 回収油の一時保管場所及び処分先等の調査協力 

ス 漁業資源、自然環境、観光業等への影響及び被害状況の把握 

セ 野生生物及び史跡等の保護・保全 

ソ 漁業者等の復旧支援 

タ 市町村、漁業者等の補償請求に係る助言等 

（３）市町村 

ア 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集・通報 

イ 防災関係機関及び住民への情報提供 

ウ 事故の規模又は被害の状況に応じた災害対策本部等の設置 

エ 漂着油の除去作業等 

オ 事故拡大防止のための消火その他消防活動 

カ 事故原因者等や海上保安機関の実施する防除活動への協力 

キ 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の勧告、指示 

ク 県又は他の市町村等に対する応援要請 

ケ 漁業者、漁業協同組合等に対する指導、支援及び連絡調整 

コ 油防除資機材の整備 

サ 回収油の一時保管場所等の調査協力 

シ 漁業者等の復旧支援 

（４）自衛隊 

   自衛隊への災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護のため必要であり、  

かつ緊急やむを得ないと認められるもので、他に実施する組織等がない場合とし、次のとおりと  

する。 

ア 航空機等による流出油の情報収集 

イ 油の拡散防止及び回収等の応急活動 

ウ 応援要員及び救援物資等の搬送 

（５）漁業協同組合等 

ア 漁業被害の防止対策 

イ 漁業被害の調査及び再生産対策の実施 

（６）海上災害防止センター 

ア 海上保安庁長官等の指示に基づく排出油等防除措置の実施 

イ 船舶所有者等の委託契約に基づく排出油等防除措置の実施 

ウ 船舶所有者等の利用に供するための排出油等防除資機材の保有 

エ 海上防災のための措置に関する訓練、研修の実施 

オ 防災関係者への指導助言の実施 

（７）石油連盟 

ア 大規模石油災害対応体制整備事業の普及啓蒙 

イ 油防除資機材の貸出及び貸出時における資機材操作技術者の派遣のあっせん 

（８）石油コンビナート等特別防災区域内の共同防災組織及び特定事業所等 

ア 特定事業所等に係る被害応急対策 

イ 求めに応じた流出油等の防除作業等への協力（共同防災組織は、特別防災区域内に限る。） 

ウ 特定事業所等に係る被害状況の把握及び情報の提供 
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３ 事故原因者等の責務 

油等流出事故に係る第一義的な責任を有する油等を流出させたタンカー等船舶の所有者、船長又は

事故発生の原因となった責任者（以下「事故原因者等」という。）の主要な責務は、次のとおりである。 

（１）海上保安機関に対する事故状況の迅速かつ的確な通報及び協議 

（２）油等の性状・有害性等についての情報の迅速な提供 

（３）防災関係機関の設置する対策本部への責任者の派遣又は連携の確保 

（４）流出油等の拡散防止、回収、処理及び事故現場の復旧 

（５）被害者の損害等に対する補償 
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第２節 予防計画 

 

１ 航行の安全確保 

（１）第三管区海上保安本部等は、港内、狭水道等船舶の輻輳（ふくそう）する海域における航行管制、

海上交通情報の提供等の体制整備に努める。 

（２）第三管区海上保安本部等は、海事関係者等に対する海難防止・海上災害防止に係る講習会の開催

や訪船指導等を行うことにより、海上災害防止思想の普及に努める。 

 

２ 広域的な活動体制 

国、県及び市町村等の各機関は、平常時から各機関との連携を密にし、事故発生時に総合的かつ  

計画的な防災活動が円滑に行われるよう広域的な活動体制の確立に万全を期す。 

 

３ 災害応急対策への備え 

油等流出事故が発生した場合における被害の軽減を図るため、防災関係機関及び関係団体並びに 

事故原因者等は災害応急対策への備えに万全を期す。 

（１）情報連絡体制の整備 

   県、市町村及び第三管区海上保安本部等の防災関係機関は、油等流出事故が発生した場合に、  

被害の拡大等を防止し、沿岸地域住民、沿岸施設及び船舶の安全確保を図るとともに、水産業、   

その他産業の被害を軽減するため、緊急時の情報収集連絡体制を確立しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）油防除作業体制の整備 

   県、市町村等は、県が策定した「油防除作業手順マニュアル」や「千葉県油等海上流出事故対応

マニュアル」を活用し、地域に即した対応が迅速かつ的確にできるよう、体制整備に努める。 

（３）油防除資機材等の整備 

ア 国は、油回収船等海上での油防除資機材の整備に努める。 

イ 県は、油流出事故発生時に、市町村が行う漂着油防除作業等を支援するため、又は自ら防除  

作業を行うために、油防除資機材の整備に努める。 

ウ 市町村は、油防除資機材の整備を図るよう努める。 

事 故 原 因 者 等 

海上災害防止センター 

関 係 省 庁 

第三管区海上保安本部 

 

海 上 保 安 部 署 

県 

市 町 村 

 

消 防 機 関 
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エ 海上災害防止センターは、海防法に基づく海上保安庁長官の指示又は船舶所有者等の委託に 

よる排出油防除措置を実施するために、又は船舶所有者等の利用に供するために必要な油防除資

機材を保有する。 

 

４ 訓練 

防災関係機関は、流出油防除体制の強化を図るため、油が著しく大量に排出された場合を想定して、

流出油防除のための訓練を実施するとともに、油流出事故への対応を迅速かつ的確に実施できる人材

を育成する。 

 

  



大-4-6 

第３節 応急対策計画 

 

１ 県の応急活動体制 

  県における配備基準は別表のとおりとする。 

 

２ 防除方針 

流出した油等は、海上で防除することに目標を置き、防除方針の決定にあたっては海上での回収を

可能な限り実施し、海岸線への漂着を回避するよう努めるものとする。 

また、防災関係機関においては、第三管区海上保安本部等との連携を図りつつ、流出油等の性状  

及び有害性の有無について迅速な把握に努め、効率的な流出油等の拡散防止、回収及び処理を行う。 

 

３ 情報連絡活動 

（１）第三管区海上保安本部等の活動 

   事故原因者等からの事故の通報を受けた場合、その内容を防災関係機関に通報するとともに、  

随時経過等を伝達する。 

（２）県の活動 

ア 第三管区海上保安本部等からの事故の通報を受けた場合、その内容を防災関係機関に通報する

とともに、随時経過等を伝達する。 

イ 早期に油等流出事故に係る被害の状況を把握するため、第三管区海上保安本部等防災機関  

及び航行船舶、民間企業、報道機関、住民等からの情報収集に努める。 

  また、必要に応じヘリコプター等からの画像伝送、事故現場からのちば衛星号の中継画像等の

活用により、情報収集に努める。 

（３）市町村の活動 

   付近の海域において油流出事故が発生し、被害の発生又はそのおそれがあるときは、海岸線の  

パトロールを実施し、速やかにその状況を最寄りの海上保安部署及び県に報告する。 

（４）事故原因者等の活動 

   船舶等から大量の油等流出があったとき又は流出のおそれがある場合には、速やかに最寄りの 

海上保安機関等防災関係機関に通報するとともに随時経過等を報告する。 

 

４ 流出油の防除措置 

（１）第三管区海上保安本部等 

ア 船舶からの油流出事故情報を入手したときは、事故船舶の船長、所有者に対して、排出油の  

拡散防止、引き続く油の流出防止等油防除のために必要な応急措置を講じさせるとともに、巡視

艇等を現場に急行させ、状況調査を行う。 

イ 海防法に基づき、船舶等の所有者等に対し、防除措置を命じるとともに、必要に応じて、巡視

艇等により流出油の回収等防除作業を実施する。 

 特に必要があると認められるときは、海防法第４１条の２に基づき関係行政機関の長又は関係

地方公共団体の長その他の執行機関に対し、排出された油等の除去等必要な措置を講じることを

要請することができる。 

 また、必要に応じ、各排出油等防除協議会会員に対し事故発生情報を通報するとともに、海防

法に基づき、海上災害防止センターに対する指示を行うことができる。 

ウ 油等流出事故が発生した場合、ガス検知を行い、状況に応じて火気使用の制限や禁止、    

あるいは航行制限や船舶の退去等、海上火災等二次災害防止のための措置を講じるとともに、  

海上火災が発生した場合には、警戒区域等を設定して更なる災害の発生防止に努め、消防機関等

との協力の上、消火活動を実施する。 
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（２）県 

ア 事故の規模又は被害の状況に応じた応急対策本部又は災害対策本部を設置する。 

イ 防除活動を迅速かつ的確に対応するため、マニュアル等を活用し、適切な応急措置を講じる。 

ウ 市町村の行う漂着油の除去作業等について資機材の提供や職員の派遣等により支援する。 

エ 緊急輸送路を確保し、円滑な資機材搬送に資する。 

オ 港湾管理者、漁港管理者、河川管理者及び海岸管理者としての防除作業を実施する。 

カ 必要に応じ、「九都県市災害時相互応援に関する協定」「油流出事故時における千葉県と特定事

業所等との資機材等の相互応援協定」等に基づき、他都県、事業所等に協力を要請する。 

＜資料編１－12－66 油流出事故時における千葉県と特定事業所等との資機材等の相互応援協定＞ 

キ 回収した油の処理施設に関する情報を提供し、適正な処分が行われるよう助言・指導する。 

ク 救出救護、避難誘導、立入禁止区域内の警戒及び交通規制を実施する。 

（３）市町村 

   漂着油により海岸が汚染され、又はそのおそれがある場合は、その被害を防止するための除去  

作業等を実施するとともに、必要に応じ回収油の保管場所の確保に努める。 

（４）海上災害防止センター 

   事故原因者等の委託又は海上保安庁長官の指示により、排出油の防除措置を行う。 

（５）事故原因者等 

ア 油の排出を防止するためにガス抜きパイプの閉鎖、船体の傾斜調整等の措置を講じるほか、  

オイルフェンスを展張するなど対策を講じる。 

イ 油回収船等による機械的回収、油吸着材等による物理的回収及びその他応急的・補助的回収を

実施する。 

ウ 油処理剤を使用する場合は、漁業者等関係者と協議する。 

エ 回収した油の適正な処理を行う。 

 

５ 広報広聴活動 

防災関係機関は、事故の規模、動向を検討し、効果的かつ迅速な広報広聴を行う。 

（１）新聞、ラジオ、テレビ及びＣＡＴＶ等報道機関に対し、広報を要請すること。 

（２）市町村防災行政無線等による広報の実施。 

（３）インターネットの活用。 

（４）県民等からの各種問合わせに対する相談窓口の設置。 

 

６ 環境保全等に関する対策 

県及び市町村は、油等流出事故による地域住民の健康被害の防止及び軽減を図るとともに、環境の

保全を図るものとする。 

（１）必要に応じて環境調査を実施するとともに、環境汚染に関する情報を国等防災関係機関へ通報  

する。 

（２）異臭等の発生により、住民の生命・身体に有害な影響が予測される場合は、住民からの健康相談

に対応する。 

（３）海鳥、海生生物等に被害が発生した場合には、関係団体等の協力を得て、その保護に努める。 

 

７ 油回収作業実施者の健康対策 

被災地における健康対策は、地元医師会等関係団体の協力を得て市町村が実施するが、県も必要に

応じて協力・実施する。 

 

８ その他 

（１）補償対策 

ア タンカーによる油流出事故の場合 

船舶油濁損害賠償保障法に基づき、直接被害を受けた漁業者及び観光業者等は被害に加え、  
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損害を防止又は軽減するための措置に要した経費を、また、国、地方公共団体等が行った同様の

措置に要した経費についても船舶所有者に損害賠償請求等ができる。 

イ タンカー以外の一般船舶からの油流出事故の場合 

海防法第４１条の２に基づき海上保安庁長官からの要請があった場合は、地方公共団体等が 

行った油防除に必要な措置に要した経費について、船舶所有者等に行政処分により請求する。 

漁業者及び観光業者等は、直接受けた被害の損害賠償請求等ができる。 

（２）事後の監視等の実施 

 防災関係機関は、油等の回収等応急対策による措置が終了した後においても、必要に応じ、環境

への影響の把握に努める。 
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【別 表】 

１ 配備基準 

  油等海上流出災害 

（
第
１
・
第
２
配
備
） 

設置する本部 
油等海上流出事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※本部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
船舶等による油等の海上流出事故が発生し、油等が沿岸等に漂着又は漂着が予

想される場合で、知事が必要と認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 消防課 

健康福祉政策課 

大気保全課 水質保全課 自然保護課 資源循環推進課 廃棄物指導課 

経済政策課 漁業資源課 漁港課 河川整備課 河川環境課 港湾課 

第２配備から配備を要する課 

管財課 報道広報課 観光企画課 県土整備政策課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めるとき） 

地域振興事務所地域振興課 
健康福祉センター（保健所） 水産事務所 
漁港事務所 土木事務所 港湾事務所 

その他 

必要に応じて部局内等で増強する 

（
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する本部 災害対策本部（本部長：知事） 

配備基準 

船舶等による油等の海上流出事故が発生し、大量の油等が沿岸等に漂着又は漂

着が予想される場合（本部第３配備は漂着した場合）で、本部長が必要と認めた

とき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

第２配備に加えて 

秘書課 政策企画課  

健康づくり支援課 疾病対策課  

医療整備課 薬務課 環境政策課 

水産課 出納局 水道局計画課  

企業庁企業総務課 病院局経営管理課 教育庁学校安全保健課 

出先機関 

第２配備と同じ 必要に応じて関係機関で増強する 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」以外の課等の配備を指示する

ものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」であっても当該課等の配備の

内容を変更し、又は解くことができる。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 

 

２ 現地災害対策本部の設置 

  本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現地災害対策

本部を設置する。 

  現地災害対策本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた  

応急対策を迅速・機動的に実施する。 

３ 災害対策本部と市町村及び防災関係機関との連携 

  市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、

医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認める

ときは、現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。 



 

 

 

千 葉 県 地 域 防 災 計 画 

 

 

 

 

第６編  公 共 交 通 等 事 故 編 
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本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づき、海上事故、航空機事故、鉄道事故、

道路事故などの大規模な事故災害に特有な予防対策や応急対策について定めたものである。 

 

 

第１章 海上事故災害対策 

 

 

 県（防災危機管理部、健康福祉部、農林水産部、県土整備部、警察本部） 

 

 

第１節 基本方針 

 

 本県周辺海域において、船舶の衝突、乗揚げ、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生に

よる多数の遭難者、行方不明者、死傷者等が発生し、又は生ずるおそれのある事態であって、保護を   

要する場合に、早期に初動体制を確立して、被害の軽減を図り、迅速かつ適切に活動するための計画と

する。 

 本章の対象となる災害は、次のとおりである。 

１ 旅客船、その他多数の人が乗船している船舶の海難で、多数の損失を伴うもの 

２ 漁船の集団海難で、多数の人命の損失を伴うもの 

  なお、油等の流出事故については第５編第４章「油等海上流出災害対策」の定めるところによる。 
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第２節 予防計画 

 

 関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、海難の発生を防止し、又は被害を軽減するため

必要な予防対策を実施するものとする。 

 

１ 各種予防対策 

（１）航行船舶の安全確保 

ア 第三管区海上保安本部等は、港内、狭水道等船舶の輻輳（ふくそう）する海域における航行   

管制、海上交通情報の提供等の体制整備に努める。 

イ 第三管区海上保安本部等は、海事関係者等に対する海難防止・海上災害防止に係る講習会の  

開催や訪船指導等を行うことにより、海上災害防止思想の普及に努める。 

ウ 県は、漁船の操業安全指導海域内での指導、災害予防通信及び港内のパトロール等を実施する。 

（２）船舶利用者への注意喚起 

 船舶関係機関は船舶利用者に対し、発災時における行動、避難経路の教示等を実施する。 

 

２ 資機材等の整備 

第三管区海上保安本部等は、災害発生の場合に必要な救助用具、資機材の整備に努める。 

千葉県水難救済会は、各救難所の施設整備及び救助用資機材の備蓄に努めるものとする。 
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第３節 応急対策計画 

 

海上災害の発生時、又は災害の発生が予想される場合、被害の軽減を図るため、関係機関は早期に  

初動体制を確立して災害応急対策へ万全を期するものとする。 

 

１ 県の応急活動体制 

  県における配備基準は別表のとおりとする。 

 

２ 情報の収集伝達 

初動体制を早期に確立するためには早期の災害覚知が不可欠である。関係機関は下記のルートに 

より情報の受伝達を緊急に行う。 

県は、漁業無線通信系を利用した海上事故の通報等の応急通信、並びに漁船、県所属船舶からの  

事故に係る情報の収集を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 応急活動体制 

災害を覚知した場合は、防災関係機関は直ちに初動体制を確立して対応に努める。 

一次的に対応をする関係機関及び主な対応は以下のとおりである。 

  

船 舶 所 有 者 等 消火、救難、救助、広報、被災者家族等への情報提供 

第三管区海上保安本部 
捜索、救助、救急、消火、関係機関との連絡調整、 

事故原因の調査・広報 

沿 岸 消 防 機 関 捜索、消火、救難、救助、救急、搬送 

県 警 察 捜索、救難、救助、警戒線の設定 

沿 岸 市 町 村 避難指示等、他団体への応援要請、住民への広報 

県 関係機関との連絡調整 

医 療 機 関 負傷者等の応急医療、救護等 

発見者、事故原因者、 
船舶所有者 

第三管区海上保安本部 
 
海 上 保 安 部 署 

千葉県水難救済会 

関 係 省 庁 
県 

関 係 事 業 者 等 

県 警 察 

医 療 機 関 

市 町 村 
 

消 防 機 関 
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４ 関係機関の体制 

（１）第三管区海上保安本部の体制 

ア 災害の発生が予想される場合 

（ア）警戒配備 

   大規模海難に至らない海上災害の発生が予想されるときは、必要に応じ、海上保安庁非常  

配備規則に基づき第三管区海上保安本部長が発令し、緊急に事前の措置を実施してこれに備え

る態勢を確立する。 

（イ）非常配備 

   大規模海難等の発生が予想されるときに、海上保安庁非常配備規則に基づき、必要に応じ、

第三管区海上保安本部長が非常配備乙を発令し、緊急の措置を実施してこれに備える態勢を 

確立する。 

イ 災害が発生した場合 

（ア）大規模海難等対策本部の設置 

   大規模海難その他海上における災害の際に、救助、援助、汚染の防除及び犯罪の捜査に関す

る業務を特に統一的かつ強力に推進するため、大規模海難等対策本部規則に基づき設置する。 

（イ）中規模海難等対策本部の設置 

   大規模でない海難その他における災害が発生した際に、救助、援助及び汚染の防除に関する

業務を協力かつ的確に推進するため、大規模海難等対策本部規則に基づき設置する。 

（２）県の体制 

   海難が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策を円滑に実施する

ため、必要に応じ応急活動体制を整え、災害応急対策を実施する。 

（３）沿岸市町村の体制 

   海難が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制を整え、その  

海域に係る災害応急対策を実施する。 

（４）防災関係機関の体制 

   関係機関の長は、海難が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動  

体制を整え、関係機関と連携を取りながら、その所管に係る災害応急対策を実施する。 

 

５ 各種活動 

第三管区海上保安本部をはじめ関係機関は、連携・協力して応急対策を実施する。 

（１）捜索 

   関係機関が相互に密接に協力のうえ、それぞれ船舶・ヘリコプターなどを活用して行うものと  

する。 

（２）消火 

   第三管区海上保安本部は、船舶等の火災が発生した場合「海上保安庁の機関と消防機関の業務  

協定の締結に関する覚書（昭和43年3月29日）」に基づき消防機関と連携し対処するものとする。 

（３）救助・救急 

  ア 第三管区海上保安本部（海上保安庁法第2条） 

  海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天変地異その他救済を必要とする場合における 

援助を行う。 

  海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶救助を行うもの並びに船舶交通に対す

る障害を除去するものの監督を行う。 

イ 沿岸市町村（災害対策基本法第62条、水難救護法第1条） 

  遭難船舶を認知した市町村は、海上保安部署及び警察署に連絡をするとともに、直ちに現場に

臨み、救護活動を実施する。 

ウ 県警察（水難救護法第4条） 

  警察官は、救護の事務に関し、市町村長を助け、市町村長が現場にいない場合は、市町村長に

代わってその職務を実施する。 
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（４）医療救護 

   日本赤十字社千葉県支部、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会、災害拠点病院等

の協力機関が編成する救護班の派遣を受けて、応急措置を施す。なお、協力機関が編成する医療

チームは、地震・津波編第３章第６節「消防・救助救急・医療救護活動」に定めるものとする。 

また、市町村は応急仮設救護所を開設し、迅速な処置を図るものとする。 

（５）搬送 

   消防機関が中心となって応急措置後の負傷者を、医療機関に搬送する。 

（６）死体の収容 

 原則として市町村が死体一時保存所、検案場所を設置し、収容するものとする。死体の収容、埋

葬に係る実施事項は、地震・津波編第３章第１３節「保健衛生、防疫、廃棄物等対策」に定めるも

のとする。 

（７）応援要請 

関係機関は相互に密接な協力のうえ実施する。 

（８）緊急輸送 

関係機関は相互に密接な協力のうえ実施する。 

（９）広報 

関係機関は相互に密接な協力のうえ実施する。 

 

６ 応援体制 

発災地に早急に必要人員及び物資を調達するため、防災関係機関は相互に協力し、応援体制を整え

る。各機関の応援事項は以下を目安として、臨機応変に対応することとする。 

 

      ＜資料編６－３ 県所属船舶及び備蓄資機材一覧表＞ 

      ＜資料編６－４ 巡視船艇、航空機一覧表＞ 

      ＜資料編６－６ 曳舟の状況＞ 

      ＜資料編９－５ 独立行政法人海上災害防止センター保有船舶及び保有資材一覧表＞ 

      ＜資料編９－６ ㈱ダイトーコーポレーション千葉支店保有船舶及び保有資機材一覧表＞ 

  

発災地以外の市町村、消防機関 人員及び物資の派遣及び調達 

県 
人員の派遣、物資の調達、他都道府県への応援要請 

応援市町村間の調整、自衛隊への派遣要請 

総 務 省 消 防 庁 応援都道府県間の調整 

発 災 地 以 外 の 医 療 機 関 人材及び物資の派遣及び調達 

国土交通省（海上保安庁） 自衛隊への派遣要請 

原 因 者 以 外 の 船 舶 事 業 者 人員及び物資の派遣及び調達 

水難救済会、その他関係諸団体 人員及び物資の派遣及び調達 
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【別 表】 

１ 配備基準 

  海上事故 

（
第
１
・
第
２
配
備
） 

設置する本部 
海上事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※本部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
海上事故により災害が発生又は発生が予想される場合で、知事が必要と認めた

とき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 消防課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 

水産課 漁港課 港湾課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めるとき） 

地域振興事務所地域振興課 

健康福祉センター（保健所） 水産事務所 
漁港事務所 港湾事務所 

その他 

必要に応じて部局内等で増強する 

（
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する本部 災害対策本部（本部長：知事） 

配備基準 海上事故により重大な災害が発生した場合で、本部長が必要と認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

第２配備に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課  
報道広報課 健康づくり支援課  
疾病対策課 衛生指導課  
環境政策課 経済政策課 
農林水産政策課 漁業資源課  
県土整備政策課 出納局 
水道局計画課 企業庁企業総務課 
教育庁学校安全保健課 

出先機関 

第２配備と同じ 必要に応じて関係機関で増強する 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」以外の課等の配備を指示する

ものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」であっても当該課等の配備の

内容を変更し、又は解くことができる。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 

 

２ 現地災害対策本部の設置 

  本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現地災害対策

本部を設置する。 

  現地災害対策本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた  

応急対策を迅速・機動的に実施する。 

３ 災害対策本部と市町村及び防災関係機関との連携 

  市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、

医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認める

ときは、現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。
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第２章 航空機事故災害対策 

 

 

 県（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

 

 

第１節 基本方針 

 

本章は、成田国際空港及びその周辺（以下「成田国際空港消防相互応援協定」締結市町村の区域を   

いう。）並びにその他の地域において、航空機の炎上等により、多数の死傷者を伴う大規模な災害（以下   

「航空機災害」という。）が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、その拡大を防御し、被害

の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の応急対策及び平素から体制を整備するための予防計

画を定めるものとする。 

なお、海上遭難の場合は、前章「海上事故災害対策」に準ずる。 

 

 防災関係機関 

  発災時には災害原因者である航空事業者、東京航空局成田空港事務所、成田国際空港㈱、県、関係

市町村等別表１の機関（以下、一括して「関係機関」という。）が相互に協力して総合的な対応を図る。 

※ 成田国際空港消防相互応援協定団体 

 成田市（神崎町含む）、香取広域市町村圏事務組合（香取市、多古町、東庄町）、佐倉市八街市酒々

井町消防組合（佐倉市、八街市、酒々井町）、山武郡市広域行政組合（東金市、山武市、大網白

里町、九十九里町、芝山町）、匝瑳市横芝光町消防組合（匝瑳市、横芝光町）、栄町、富里市、    

四街道市、印西地区消防組合（印西市、白井市）及び成田国際空港㈱ 

 

               ＜資料編１－12－35 成田国際空港消防相互応援協定＞ 

               ＜資料編９－７ 成田国際空港㈱の消防力＞ 

               ＜資料編９－８ 成田市及び成田国際空港周辺市町村の消防力＞ 

               ＜資料編９－９ 成田国際空港の概要＞ 
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第２節 予防計画 

 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

関係機関はそれぞれの機関及び機関相互間において、情報の収集、連絡体制を整備する。 

 

２ 協力・応援体制の整備 

関係機関は相互の協力、応援体制の整備及び情報伝達手段の整備拡充に努める。 

 

３ 消火救難、救助・救急及び医療活動にかかる資機材等の整備及び備蓄 

関係機関は発災時における各々の業務に必要な資機材等の整備及び備蓄に努める。 

              ＜資料編９－７ 成田国際空港の消防力＞ 

              ＜資料編９－８ 成田市及び成田国際空港周辺市町村の消防力＞ 

 

４ 防災訓練 

関係機関は、航空機災害対応の習熟を図るため、防災訓練の推進に努めるものとする。 
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第３節 応急対策計画 

  

 航空機災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に防災関係機関は早期に初動体制を確立

してその拡大を防御し、被害の軽減を図る。 

 

１ 県の応急活動体制 

  県における配備基準は、別表２のとおりとする。 

 

２ 情報の収集 

 初動体制を早期に確立するため、関係機関は下記のルートにより情報の受伝達を緊密に行う。 

 

◎情報受伝達ルート 

 （１）成田国際空港区域内の場合 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）成田国際空港区域周辺の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田国際空港㈱ 

警 察 署 

消 防 庁 

県 

周 辺 市 町 村 

消 防 本 部 

県 警 察 本 部 

被 災 市 町 村 

被 災 地 消 防 機 関 

当該航空運送 
事 業 者 等 

成田空港事務所 

発 見 者 

110番 

119番 

日本赤十字社千葉県支部 
県 医 師 会 
県 歯 科 医 師 会 
県 薬 剤 師 会 
県 看 護 協 会 
県 接 骨 師 会 
国立病院機構病院機構 
災 害 拠 点 病 院 

地 区 医 師 会 
地区歯科医師会 
地区薬剤師会 

周 辺 
市 町 村 
消防本部 

県 警 察 
本 部 

消 防 庁 

県 

被 災 
市 町 村 

被 災 
市 町 村 
消防本部 

地元医師会・地元歯科医師会 

成田空港

事 務 所 

当 該 
航空運送
事業者等 

成田国際

空 港 ㈱ 

成田国際空港 
警 察 署 



公-2-4 

（３）その他の地域の場合 

 ア 発生地点が明確な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 発生地点が不明確な場合（遭難機の捜索） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）捜索救難調整本部は、通常、東京空港事務所（羽田）に設けられる。 

県 警 察 本 部 

成田国際空港㈱ 

発 見 者 

警 察 署 

消 防 庁 

東京航空交通 
管 制 部 

被 災 市 町 村 

被 災 地 消 防 機 関 

110番 

119番 
県 

成田空港事務所 

当 該 航 空 
運 送 事 業 
者 等  

近隣市町村 

消 防 本 部  

国土交通省 

航 空 局 

捜 索 救 難 

調 整 本 部 

成田空港事務所 

東 京 航 空 交 通 
管 制 部 

県 警 察 ・ 消 防 
海 上 保 安 部 
自衛隊等の救助機関 

県 

警 察 庁 
海上保安庁 
防 衛 省 
駐 留 米 軍 
救 難 機 関 
消 防 庁 

成田国際空港㈱ 
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３ 応急対策 

関係機関は、航空機事故が発生した際、次の対応をとる。 

成田空港事務所及び成田国際空港㈱は、関係機関の連絡調整を行う。 

（１）捜索救難活動 

 国土交通省が中心となって実施する。防衛省、警察庁、消防庁及び海上保安庁がこれに協力する。 

（２）消防活動 

ア 成田国際空港区域内で災害が発生した場合 

（ア）実施機関 

 成田国際空港㈱、被災市町村、被災市町村消防機関 

  （イ）協力機関 

 成田国際空港周辺の市町村消防機関、県警察 

イ 成田国際空港区域の周辺で災害が発生した場合 

（ア）実施機関 

   被災市町村、被災市町村消防機関 

（イ）協力機関 

 周辺の市町村消防機関、成田国際空港㈱、県警察 

ウ その他の地域で災害が発生した場合 

（ア）実施機関 

 被災市町村、被災市町村消防機関 

  （イ）協力機関 

 近隣市町村消防機関、県警察 

エ 実施内容 

（ア）航空機災害に係る火災が発生した場合、それぞれの実施機関は、化学消防車、化学消火薬剤

等による消防活動を重点的に実施する。 

（イ）航空機災害に係る火災が発生した場合、被災市町村長及び当該消防機関の職員は、必要に応

じて地域住民及び旅客の生命、身体の安全を図るとともに、消防活動の円滑化を期するため、

警戒区域を設定する。 

（ウ）災害の規模等が大きく、被災市町村消防機関限りでは対処できないと思われる場合は、周辺

の市町村消防機関等に応援を求めるものとする。 

（３）救出救護活動 

ア 成田国際空港区域内で災害が発生した場合 

（ア）実施機関 

   成田国際空港㈱、当該航空運送事業者、被災市町村、被災市町村消防機関、県警察、      

千葉県 

（イ）協力機関 

    日本赤十字社千葉県支部、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会、千葉県   

看護協会、千葉県接骨師会、国立病院機構、災害拠点病院、地元医師会、地元歯科医師会、

地元薬剤師会、公立病院、成田国際空港周辺の市町村消防機関 

イ 成田国際空港区域の周辺で災害が発生した場合 

（ア）実施機関 

   当該航空運送事業者、被災市町村、被災市町村消防機関、県警察、千葉県 

（イ）協力機関 

   日本赤十字社千葉県支部、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会、千葉県看護

協会、千葉県接骨師会、国立病院機構、災害拠点病院、地元医師会、地元歯科医師会、地元薬

剤師会、公立病院、被災地の近隣市町村消防機関、成田国際空港㈱ 
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  ウ その他の地域で災害が発生した場合 

  （ア）実施機関 

 当該航空運送事業者、被災市町村、被災市町村消防機関、県警察、千葉県 

（イ）協力機関 

   日本赤十字社千葉県支部、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会、千葉県看護

協会、千葉県接骨師会、国立病院機構、災害拠点病院、地元医師会、地元歯科医師会、地元薬

剤師会、公立病院、被災の近隣市町村消防機関 

エ 実施内容 

  航空機の乗客及び被災地域住民等の救出、救護、収容等を行う場合は、次により実施する。 

（ア）救出班の派遣 

   実施機関は、乗客、地域住民等の救出のため、救出班を派遣し、担架等救出に必要な資器材

を投入し、迅速に救出活動を実施する。 

（イ）医療チームの派遣 

   負傷者の救護は、日本赤十字社千葉県支部、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤

師会、災害拠点病院等の協力機関が編成する医療チームの派遣を受けて、応急措置を施した後

に、あらかじめ指定された医療機関に搬送する。 

   なお、協力機関が編成する医療チームは、地震・津波編第３章第６節「消防・救助救急・    

医療救護活動」に定めるものとする。 

（ウ）救護所の開設 

   重軽傷者の救護は、成田国際空港内である場合については成田国際空港内に、成田国際空港

以外の地域である場合については、原則として被災市町村に応急仮設救護所を開設し、迅速な

処置を図るものとする。 

（４）救急、搬送 

   消防機関が中心となって応急措置後の負傷者を、あらかじめ指定された医療機関に搬送する。 

（５）死体の収容 

   成田国際空港区域内の場合は、当該航空運送事業者が成田市及び成田国際空港㈱と協議のうえ、

空港以外の場合には原則として被災市町村が、死体一時保存所、検案場所を設置し、収容するもの

とする。 

   死体の収容、埋葬に係る実施事項は、地震・津波編第３章第１３節「保健衛生、防疫、廃棄物等

対策」に定めるものとする。 

（６）交通規制 

   県警察は、成田国際空港に通じる道路及び成田国際空港周辺道路又は被災地周辺道路について 

必要な交通規制を行う。また、その旨を交通関係者並びに地域住民に広報する。 

（７）広  報 

ア 実施機関 

  成田国際空港区域内及びその周辺で災害が発生した場合は、国土交通省航空局（成田空港事務

所含む）、成田国際空港㈱、当該航空運送事業者、被災市町村及び県警察等が実施する。 

  その他の地域の場合は、国土交通省航空局（成田空港事務所含む）、当該航空運送事業者、被災

市町村及び県警察等が実施する。 

イ 実施内容 

  災害応急対策実施の理解を求めるため、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の掲示

等により、地元住民、旅客、送迎者及び地域住民等に対して次のとおり広報を行う。 

（ア）市町村及び関係機関の実施する応急対策の概要、並びに航空輸送復旧の見通し 

（イ）避難の指示、勧告及び避難先の指示 

（ウ）地域住民等への協力依頼 

（エ）そのほか必要な事項 

（８）防疫及び清掃 

   防疫については、遭難機が国際線である場合には、成田空港検疫所等と密接な連携を図りつつ、
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地震・津波編第３章第１３節「保健衛生、防疫、廃棄物等対策」に定めることにより、的確に応急

対策を講ずることとし、事故現場の清掃については、成田国際空港区域内の場合は成田国際空港㈱

が、その他の場合は地震・津波編第３章第１３節「保健衛生、防疫、廃棄物等対策」の定めるとこ

ろにより、応急対策を講ずることとする。 

 

４ 応援体制 

  被災地に早急に必要人員及び物資を調達するため、防災関係機関は相互に協力し、応援体制を整え

る。各機関の主な応援事項は以下として、臨機応変に対応することとする。 

 

  

当 該 航 空 運 送 事 業 者 等 人員及び物資の派遣及び調達 

発災地以外の市町村、消防機関、 

県警察 
人員及び物資の派遣及び調達 

県 
人員の派遣、物資の調達、他都道府県への応援要請、 

応援市町村間の調整、応援都道府県間の調整 

発 災 地 以 外 の 医 療 機 関 人員及び物資の派遣及び調達 

成 田 空 港 事 務 所 必要な場合の自衛隊への災害派遣要請 

原 因 者 以 外 の 航 空 事 業 者 人員及び物資の派遣及び調達 

成 田 国 際 空 港 ㈱ 人員及び物資の派遣及び調達 
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【別表１】 防災関係機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

機関名等 

航空事業者（災害原因者） 

国土交通省東京航空局成田空港事務所 

捜索救難調整本部（東京航空事務所） 

東京航空交通管制部 

成田国際空港㈱ 

千 葉 県 

市 町 村 

警 察 庁 

千葉県警察本部 

千葉県成田国際空港警察署 

警 察 署 

海上保安庁 

千葉海上保安部 

銚子海上保安部 

防 衛 省 

陸上自衛隊第１空挺団 

駐留米軍 

総務省消防庁 

消防（局）本部 

（社）千葉県医師会 

地区医師会 

（社）千葉県歯科医師会 

地区歯科医師会 

（社）千葉県薬剤師会 

地区薬剤師会 

日本赤十字社千葉県支部 

日本赤十字社地区・分区 

東日本電信電話㈱千葉支店 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 千葉支店 

ＫＤＤＩ㈱ 

東京電力㈱千葉支店 
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【別表２】 

１ 配備基準 

  航空機事故 

（
第
１
・
第
２
配
備
） 

設置する本部 
航空機事故応急対策本部（本部長：防災対策管理部長） 

※本部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
航空機事故により災害が発生又は発生が予想される場合で、知事が必要と認

めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 

消防課 

空港地域振興課 

健康福祉政策課 

医療整備課 

薬務課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めるとき） 

地域振興事務所地域振興課 

健康福祉センター（保健所） 

その他  

必要に応じて部局内等で増強する 

（
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する本部 災害対策本部（本部長：知事） 

配備基準 航空機事故により重大な災害が発生した場合で、本部長が必要と認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 
第２配備に加えて 
秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課  

健康づくり支援課 疾病対策課 衛生指導課  

環境政策課 経済政策課 農林水産政策課 県土整備政策課 出納局 

水道局計画課 企業庁企業総務課 教育庁学校安全保健課 

出先機関 第２配備と同じ 必要に応じて関係機関で増強する 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」以外の課等の配備を指示す

るものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」であっても当該課等の配備

の内容を変更し、又は解くことができる。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 

 

２ 現地災害対策本部の設置 

  本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現地災害対策

本部を設置する。 

  現地災害対策本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた  

応急対策を迅速・機動的に実施する。 

３ 災害対策本部と市町村及び防災関係機関との連携 

  市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、

医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認める

ときは、現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。 
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第３章 鉄道事故災害対策 

 

 

 

 県（総合企画部、防災危機管理部、警察本部） 

 

 

第１節 基本方針 

 

 本章は、鉄軌道における列車の衝突等による多数の死傷者等の発生といった、鉄道災害に対する対策

について定める。 

 

 鉄軌道事業者（１９事業者） 

 東日本旅客鉄道株式会社（千葉支社）、京成電鉄株式会社、新京成電鉄株式会社、東武鉄道株式会社、 

 小湊鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、京葉臨海鉄道株式会社、北総鉄道株式会社、流鉄株式会社、 

 銚子電気鉄道株式会社、千葉都市モノレール株式会社、いすみ鉄道株式会社、東葉高速鉄道株式会社、 

 日本貨物鉄道株式会社（関東支社）、東京都交通局、芝山鉄道株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、 

 山万株式会社、株式会社舞浜リゾートライン 
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第２節 予防計画 

 

１ 各事業者による予防対策 

鉄軌道事業者は、鉄道事業法等により充足すべき技術基準が定められており、車両や施設等に関連

する輸送の安全確保については、当該基準により整備、改良及び保全を行うものである。 

 

２ 行政等による予防対策 

（１）国、公共機関、地方公共団体及び鉄軌道事業者は、それぞれの機関及び機関相互間において情報

の収集・連絡体制の整備を図る。 

（２）国及び地方公共団体は、主要な交通施設の被災による広域的な経済活動、県民生活への支障や  

地域の孤立化の防止等のため、関連公共事業等の実施において努力する。 

（３）国、地方公共団体、道路管理者及び鉄軌道事業者は、踏切道の立体交差化、構造の改良、踏切    

保安設備の整備、交通規制の実施、統廃合の促進等踏切道の改良に努める。 
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第３節 応急・復旧計画 

 

１ 行政等による応急活動体制 

  県及び市町村は、発災後速やかに、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制

をとる。なお、県における配備基準は別表のとおりとする。 

 

２ 情報収集・伝達体制 

  鉄道事故情報等の連絡 

 

 

  鉄道事故災害発生時の情報収集及び伝達体制は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  関係機関連絡先 

※ 鉄軌道事業者の大規模事故災害時の連絡先は関東運輸局鉄道部安全指導課。 

（ＮＴＴ電話：045-211-7240） 

 

  

関東運輸局担当課 防災無線電話 防災無線ＦＡＸ ＮＴＴ電話 ＮＴＴＦＡＸ 

総 務 部 

総 務 課 
―― ―― 045-211-7269 045-212-2017 

発

災

現

場

鉄

軌

道

事

業

者

国

等

関

係

機

関 

関

東

運

輸

局 

市 町 村 

消 防 機 関 

県 警 察 

県 

医療等関係機関 
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鉄軌道事業者 防災担当課 ＮＴＴ電話 鉄軌道事業者 防災担当課 ＮＴＴ電話 

東 京 地 下 鉄 ㈱ 総合指令所 03-5395-1162 東 葉 高 速 鉄 道 ㈱ 安全防災課 047-458-0039 

京葉臨海鉄道㈱ 運輸ｸﾞﾙｰﾌﾟ 043-265-2530 
日 本 貨 物 鉄 道 ㈱ 

（ 関 東 支 社 ） 
総 務 部 03-3239-9282 

流 鉄 ㈱ 鉄 道 部 04-7158-0117 東 京 都 交 通 局 
運 転 課 

保 安 係 
03-5320-6082 

銚子電気鉄道㈱ 運 輸 課 0479-22-0316 芝 山 鉄 道 ㈱ 総 務 部 0479-78-1141 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ㈱ 運 転 課 043-287-8210 首都圏新都市鉄道㈱ 管 理 課 03-3839-7352 

いすみ 鉄道㈱ 鉄 道 部 0470-82-2161 山 万 ㈱ 鉄道事業部 043-487-5036 

   ㈱舞浜ﾘｿ ﾞ ｰ ﾄ ﾗ ｲ ﾝ 

ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄ部 

ﾄ ﾗ ﾝ ｼ ﾞ ｯ ﾄ 

ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 

047-305-2409 

 

３ 相互協力・派遣要請計画 

（１）鉄軌道事業者は、事故災害が発生した場合には、他の路線への振替輸送、バス代行輸送等代替交

通手段の確保に努めるものとし、被災していない関係鉄軌道事業者においては、可能な限り、代替

輸送について協力するよう努めるものとする。 

（２）県及び市町村等は、被害の規模に応じて、他の地方公共団体に応援を要請するものとする。 

（３）県は、自衛隊の派遣要請の必要性を鉄道事故の規模や収集した被害情報から判断し、必要があれ

ば直ちに要請する。また、市町村は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、県に   

対し自衛隊の派遣要請をするよう求める。 

 

  

鉄軌道事業者 防災担当課 防災無線電話 防災無線ＦＡＸ ＮＴＴ電話 ＮＴＴＦＡＸ 

東日本旅客鉄道㈱千葉支社 運輸部指令 640 640 043-225-9857 043-225-4886 

京 成 電 鉄 ㈱ 運輸指令室 641-721 641-722 03-3607-1143 03-3607-1198 

新 京 成 電 鉄 ㈱ 運輸指令所 643-721 643-722 047-386-1852 047-386-1853 

東 武 鉄 道 ㈱ 運行管理所 642-721 642-722 048-760-0313 048-760-0318 

小 湊 鉄 道 ㈱ 鉄 道 部 644-721,723 644-722 0436-21-6771 0436-22-7670 

北 総 鉄 道 ㈱ 
運輸指令所 
安全推進担当 

500-9761 

- 

500-9762 

- 

047-446-0326 

047-445-3611 

047-446-0500 

047-446-3767 
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４ 消防活動 

（１）鉄軌道事業者は、事故災害発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消火活動

を実施する各機関に協力を要請する。 

（２）消防機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、火災発生の際には迅速に消火活動を行う。 

 

５ 救助・救急計画 

（１）鉄軌道事業者は、事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うとともに、必要に   

応じて救助・救急活動を実施機関に協力要請する。 

（２）国及び地方公共団体は、必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための資機材

等を確保し効率的な救助・救急活動を行う。 

（３）医療機関は、負傷者等に対し医療活動を行うとともに、相互に緊密な情報交換を図り、必要に   

応じて、他の医療機関等に協力を求める。 

 

６ 交通規制 

  県警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報により交通状況を迅速に把握し、緊急交通路の  

確保を図る等、的確な交通規制を図る。 

 

７ 避難計画 

（１）発災時には、市町村及び県警察等は、人命の安全を第一に必要に応じて適切な避難誘導を行う。 

（２）避難誘導に当たっては、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要その他の 

避難に資する情報の提供に努める。 

（３）市町村等は、必要に応じて避難所を開設する。 
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８ 各事業者による応急・復旧対策 

事業者 概                要 

 

 

 

東日本旅客

鉄 道 ㈱ 

千 葉 支社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［応急・復旧対策］ 

 旅客車走行中に事故災害が発生した場合は、関係乗務員は、冷静に状況を判断し、「千

葉支社運転事故応急復旧処理手続き」に定めるところにより、旅客への災害概況の周知

及び乗車中の社員への協力要請、避難誘導及び災害情報の伝達等の適切な措置をとる。 

（１）災害対策本部の設置 

 災害の発生により輸送に著しい支障の生じる場合は、支社内に災害対策本部、 

災害現場に現地災害対策本部を設置し、対策要員を有機的に指揮して早期復旧を 

図る。 
（２）自衛消防隊 

 自衛消防隊は、公設消防隊の到着するまで、駅区長の指揮により消火器、乾燥  

土砂等により初期消火作業を行う。 

（３）救 護 

 千葉鉄道健診センター所長は、救護の処置を適切かつ迅速に実施するため、  

「千葉支社安全衛生管理取扱規程」の定めるところにより救護班を設置し、出動 

要請に備えておく。 
 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故情報等の連絡 

 【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県、県警察及び各市町村の

消防機関に連絡する。 

 

事

故

現

場

運
輸
部
指
令 

千葉支社（総務部） 

市 町 村 消 防 機 関 

県 警 察 

関 東 運 輸 局 

県 
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事業者 概                要 

 

 

 

京成電鉄㈱ 

 

 

 

 

 

［応急・復旧対策］ 

 列車事故により多数の死傷者が発生、若しくは大規模事故災害が発生した場合は、 

災害対策規則に基づき、災害対策本部・現地対策本部を設置し、災害対策の迅速かつ  

的確な実施を図る。 

（１）被害状況等の調査報告 

  ア 利用者の被害状況の把握 

  イ 施設・設備等の被害及び復旧状況 

  ウ その他災害に関する情報 

（２）救護活動 

  事故発生時には、駅係員、乗務員が救急・救護活動に当たるとともに、災害   

対策規則に基づき、対策本部に救護班を編成し救護活動にあたる。 
（３）広報活動の実施 

   列車内、駅での広報及びテレビ・ラジオ等報道機関を通じて利用者への広報活動

に万全を期す。 

（４）大規模事故災害が発生した場合における情報連絡体制 

   鉄道事故発生時の緊急連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）大規模事故発生時の動員体制 

  大規模な鉄道事故災害が発生した場合、非常動員体制により各職場へ非常召集を

指示する。 

 

 

関 東 運 輸 局 運 輸 部 

県 

運

輸

指

令

事

故

現

場 駅 

消 防 署 

県 警 察 

計 画 管 理 部 
（ 安 全 推 進 担 当 ） 



公-3-8 

 

事業者 概                要 

 

 

 

新 京 成 

電 鉄 ㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［応急・復旧対策］ 

 事故が発生した場合は、運転事故応急処置心得に定めるところにより、死傷者の  

救護を最優先とし、続発事故の防止に万全の措置を講ずるとともにその応急措置及び復

旧については最も安全と認められる方法により、迅速かつ的確にこれを行い、事故の影

響を最小限にとどめ本線の早期開通に努める。 

 

 事故対策本部の設置 

 事故により社会・人心に重大な影響を及ぼすような事故が発生した場合は、異常時 

対策規則の定めるところにより、その予防、拡大の防止、応急対策、復旧及び救急に  

ついて必要な体制を確立し、運輸事業の社会的使命の達成を図るため「事故対策本部」

を本社に設置する。 

 ただし、状況に応じて現地に「復旧対策本部」を設置する。 

 

［情報連絡体制］ 

 事故発生時における連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局・県警察及び市町村の消防 

機関に連絡する。 

 

 

事

故

現

場

本社鉄道営業部 
運

輸

指

令

電 力 指 令 

駅 

関 係 職 場 

関東運輸局 

県 警 察 

消 防 署 

県 
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事業者 概                要 

 

 

 

東武鉄道㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［応急・復旧対策］ 

 列車の衝突・脱線等の事故により多数の死傷者が発生（発生が見込まれる）場合、  

又は、社会的に影響度が高い事故等の時、関係乗務員、駅係員は、沈着冷静な判断と、

臨機な処置をとり「運転取扱実施基準」「災害対策規程」「鉄道事業本部 事故・災害等

対策規程」「鉄道事業本部防災規程」「鉄道運転事故応急処理手続」に定めるところに  

より、乗客の安全確保を第一とし、負傷者が発生した場合は、協力して救出・救護等  

適切機敏な処置をとる。 

災害の発生に際し、的確な処置を行うため、社内及び関係他機関と密接な情報連絡を

とり、情報の収集に努めるとともに復旧の迅速、適切化を図る。 

 

[災害時の活動組織の編成計画] 

ａ 災害対策本部 

   大規模な災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、鉄道事業本部長を対策 

本部長として、本社内に災害対策本部を設置する。 

ｂ 現地対策本部 

   特に大きな災害が発生した現場には、必要により現地対策本部を設置する。 

ｃ 災害対策総本部 

   ａの鉄道事業本部における災害対策本部によりがたい重大な事象が発生した 

場合等は、社長を総本部長として、本社に災害対策総本部を設置する。 

 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故情報等の連絡 

【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県警察及び各市町村の  

消防機関に連絡する。 

運
行
管
理
所 

運 輸 部 

関 係 部 

電気指令所 

消 防 署 

関東運輸局

県 警 察 

関 係 職 場 

駅 

事

故

現

場 

県 
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事業者 概                要 

 

 

 

小湊鉄道㈱ 

［応急・復旧対策］ 

 列車の走行中に事故災害が発生した場合は、関係乗務員は、その状況を沈着冷静に判

断し、運転司令にその旨緊急報告するとともに、二次災害の発生に十分注意して負傷者

の救出に全力を尽くす。 

 また、運転司令及び関係乗務員は災害対策要綱に基づき、事故災害の発生状況の  

周知及び旅客への協力依頼、その他救出避難誘導・情報伝達等の適切な措置をとる。 

 

災害対策本部の設置 

  鉄道の運転に支障となる重大な災害が発生した場合は、本社内に事故災害対策  

本部、災害現場には復旧本部を設置し、各関係者は相互に協力して早期復旧及び  

二次災害の防止に努める。対策本部長は、取締役社長が担当する。 

 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故情報等の連絡 

 鉄道事故発生時の連絡系統図による 

 

 

 

 

 

 

東 京 

地 下 鉄㈱ 

 

 

 

［応急・復旧対策］ 

 重大な事故・災害等が発生した場合、非常体制を発令し、社員は互いに協力し、   

旅客及び社員の安全確保を第一の使命として、①人命救助及び避難誘導、②二次災害及

び付帯事故の防止、③連絡及び通報等の事項を重点に最良と思われる方法で行動する。 

対策本部の設置 

  事故・災害等が発生し、又は発生するおそれのある場合は「事故・災害等対策規程」

に基づき、非常体制を発令し、事故・災害等の発生場所に現地対策本部を設置すると

ともに、本社に対策本部を設置し、適切な処置を講じる。 

 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故発生時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

事故・災害等 

の発生現場 
総 合 指 令 所 関 係 部 

関 東 運 輸 局 

警察・消防署等 

運 転 部 

関 係 現 業 長 

安全・技術部 県 

関 東 運 輸 局 

災 害 対 策 本 部 運

転

指

令 

事

故

現

場

県 

県 警 察 

消 防 署 
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事業者 概                要 

 

 

 

京 葉 臨海 

鉄 道 ㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［応急・復旧対策］ 

 列車の運転中に事故災害が発生した場合は、関係乗務員は、冷静に状況を判断し、「運

転事故応急復旧処理手続」に定めるところにより、事故災害の概況について、千葉貨物

駅指令長に報告する。また、報告を受けた指令長は、災害情報の伝達等の適切な処置を

講ずるものとする。 

（１）災害対策本部の設置 

 事故又は災害の発生により輸送に著しく支障の生じる場合は、本社に災害対策本

部を設置するとともに、鉄道部運輸グループ（千葉貨物駅）に現地災害対策本部を

設置し、復旧要員を指揮して早期復旧を図る。 
（２）自衛消防隊 

 事故又は災害時に火災が発生した場合は、「防災規程」に定めるところにより、

自衛消防隊は、公設消防隊の到着するまで、現地対策本部長又は駅区長の指揮によ

り、初期消火作業を行う。 
 

［情報連絡体制］ 

 事故発生時の連絡 

 

 【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県警察及び所轄消防署に連絡

する。 

 

 

事

故

現

場

千

葉

貨

物

駅 

運

転

指

令

長 

鉄 道 部 

（ 運 輸 グ ル ー プ ） 

関 係 部 署 所 轄 消 防 署 

（出張所含む） 

県 警 察 

関 東 運 輸 局 

県 
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事業者 概                要 

 

 

 

北総鉄道㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［応急・復旧対策］ 

 鉄道事故が発生した場合は、「異常時対策規則」の定めに基づき、旅客の救出救護、

避難誘導、災害情報の伝達並びに復旧等に関し、迅速的確な措置をとる。 

 

事故復旧対策本部の設置 

 運転事故復旧対策本部設置基準に基づき、対策本部を設置し、直ちに対策要員を 

指揮して応急措置、救護、早期復旧を図る。 
 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故が発生した場合は、事故概況、復旧見込み、列車運転状況及び輸送対策等を

関係箇所に連絡する。 

 

 【鉄道事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県警察及び消防署に連絡 

する。 

 

 

 

流 鉄 ㈱ 

［応急・復旧対策］ 

（１）列車走行中に事故災害が発生した場合は、乗務員は冷静に状況を判断し、旅客へ

の災害概況の周知、避難誘導及び災害情報の伝達等の適切な措置をとる。 

（２）公設消防隊の到着するまで、駅長の指揮により消火器等により初期消火作業を 

行う。 

（３）災害の発生により輸送に著しい支障の生じる場合は、災害対策本部を設置し、  

早期復旧を図る。 

 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故情報等の連絡 

 

【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県警察及び市の消防機関に

連絡する。 

 

事

故

現

場

運

転

司

令 

本 社 ( 鉄 道 部 ) 

市 消 防 機 関 

県 警 察 

関 東 運 輸 局 

県 

運 輸 部 

技 術 部 

安全推進担当 

関 東 運 輸 局 運

輸

司

令 

事

故

現

場

県 

所 轄 消 防 署 

関 係 部 署 

県 警 察 
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事業者 概                要 

 

 

 

銚 子 電気 

鉄 道 ㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［応急・復旧対策］ 

 列車走行中に事故災害が発生した場合には、乗務員は運転取扱心得の定めに従い、 

冷静に状況を判断し、旅客の安全を第一に行動するものとする。 

 また、旅客への状況説明及び関係各所へ速やかに通報し、避難誘導及び的確な災害 

情報の伝達等の措置をとる。 

（１）列車無線網の確立 

 災害復旧対策を優先させるため、列車無線の使用を制限し、的確な通報体制の 

確立を行う。 

（２）事故対策本部の設置 

 事故災害の発生により輸送に著しく支障を生じる場合、本社内に事故対策本部 

及び現地対策本部を設置し、円滑に事故の処理を行い、早期復旧に努める。 
（３）緊急出動体制 

 事故災害の発生により復旧のための要員確保が必要な場合、緊急連絡網により 

社員（非番・公休者）の非常召集を行う。 

 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故情報等の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大規模な事故災害が発生した場合には、関東運輸局並びに県警察と連絡運輸機関で 

あるＪＲ輸送指令へ連絡する。 

 

 

事

故

現

場

運

転

指

令 

運 輸 課 関東運輸局 県警察 

県 銚子市 

地元消防機関 県 警 察 

ＪＲ輸送指令 ＪＲ銚子駅 
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事業者 概                要 

 

 

 

千葉都市 

モノレール

㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［応急・復旧対策］ 

 旅客車走行中に事故災害が発生した場合、関係社員は状況を的確に判断して以下の 

応急的処置等の対策を講じることで、乗客等の安全確保、早期復旧に努める。 

（１）乗客の安全誘導 

 当社は車両が懸垂式であるため、空中の駅間で車両が停止した場合に短時間で 

停止車両から乗客を解放すべく努める。 

ア 自力走行（故障車両）での最寄り駅への避難 

イ 救援列車を使用した救助 

（ア）救援列車による牽引、救助 

（イ）縦取り装置による救助 

（ウ）横取り装置による救助 

ウ 下取り装置による救助 

（２）社員による軌道桁点検（地震の場合は全線） 

（３）災害対策本部の設置 

 千葉県・千葉市等、関係機関及び災害現場との的確な情報交換、情報分析を行い、  

利用者等の安全確保、運行の早期復旧に向けた対応策を策定し実施に移すべく災害対策

本部を設置する。 

 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故情報等の連絡 

 事故発生時の連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事
故
現
場

運

輸

・

電

力

指

令

災 害 対 策 本 部 

消 防 署 

県 警 察 

関東運輸局 

県 

千 葉 市 
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事業者 概                要 

 

 

 

い す み 

鉄 道 ㈱ 

［応急・復旧対策］ 

 旅客車走行中に事故災害が発生した場合は、関係乗務員は冷静に状況を判断し、  

「運転取扱心得」に定めるところにより、旅客の安全確保等所要の措置を講ずる。 

（１）対策・復旧本部の設置 

 災害時における対策及び復旧、救護を円滑に行うため本社内に災害対策本部、 

災害現場に事故復旧本部を設置し、早期復旧を図る。 
（２）部外応援・協力関係 

   部外応援・協力が必要なときは、本部長の指示を受けて行う。 

 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故情報等の連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鉄道事故発生時の連絡体制】 

 大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県警察及び各市町村の  

消防機関に連絡する。 

事

故

現

場 

運

転

指

令 

本社（災害対策本部） 

消 防 署 

県 警 察 

関 東 運 輸 局 

県 、 関 係 市 町 
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事業者 概                要 

 

 

 

東 葉 高 速 

鉄 道 ㈱ 

［応急・復旧対策］ 

 列車走行中に災害及び事故が発生した場合は、関係社員は「事故・災害対策規程」に

定めるところにより、その予防、拡大の防止、応急対策、復旧、救護を行うとともに、

避難誘導及び災害・事故情報の伝達等の適切な措置をとる。 

（１）事故・災害対策本部の設置 

 災害及び事故の発生により輸送に著しい支障の生じる場合は、本社内に事故・ 

災害対策本部、現地に復旧対策本部を設置し、対策要員を指揮して早期復旧を図る。 

（２）自衛消防隊 

 自衛消防隊は、消防機関が到着するまで、当務責任者の指揮により旅客の安全を

図り、消火器等により初期消火作業を行う。 

（３）救護 

 事故・災害対策本部長は、救護の処置を適切かつ迅速に実施するため、「事故・

災害対策規程」の定めるところにより、現地復旧対策本部救護班を待機させ、出動

要請に備えておく。 

 

［情報連絡体制］ 

 

 鉄道の事故発生時の連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県警察及び各市町村の消防

機関に連絡する。 

 

 

 

日 本 貨 物 

鉄 道 ㈱ 

関 東 支 社 

［応急・復旧対策］ 

（１）貨物列車走行中に事故災害が発生した場合は、状況を把握し輸送指令に報告する。 

  また、危険物を輸送していた場合は「化成品貨物異常時応急処理ハンドブック」

に定めるところにより、適切な措置をとる。 

（２）災害が発生した場合においては、当該災害の規模その他の状況により、災害対策

本部を設置し、災害応急対策及び災害復旧を図る。 

 

【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

事

故

現

場

輸

送

指

令

貨 物 指 令 

市町村消防機関 

県 警 察 

関 東 支 社 
（ 安 全 部 ） 

関
東
運
輸
局

県 
関 東 支 社 
（ 総 務 部 ） 

関 東 運 輸 局 本 社 

（事故・災害対策本部） 
運

輸

指

令

事

故

現

場

関 東 運 輸 局 運

輸

指

令

事

故

現

場

市町村消防機関 県 市町村消防機関 

県 警 察 県 警 察 
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事業者 概                要 

 

 

 

東 京 都 

交 通 局 

［応急・復旧対策］ 

 列車の衝突・脱線等の事故により多数の死傷者が発生（発生が見込まれる）した場合、

又は、社会的に影響度が高い事故等の大規模事故災害における応急・復旧対策 

（１）事故等が発生した場合又は発生が予想される場合は、次により処置する。 

ア 事故等が発生した場合 

（ア）当事者又は発見者は、状況を冷静に判断し、直ちに最善と認められる臨機の

処置をとる。ただし、運輸指令所長又は所属長から指示があるときは、その指

示による。 

（イ）運輸指令所長は、「緊急事態発生」の指令を各事業所の長に出す。また、事

故復旧本部を設置したときは、その旨を関係先に通報する。 

  （ウ）両線を支障したときの復旧作業は、いずれか一方の線路の復旧を優先する。 

イ 事故等の発生が予想される場合 

（ア）各事業所の長は、気象状況、その他情報等を考慮して、自主的に所属係員を

出動させ、災害等の防止措置を講じる。 

（イ）各事業所の長は、運輸指令所長から連絡又は出動指令があったときは、直ち

に運輸指令所長と打合せをして所属係員を出動させる等の処置を講じる。 

（２）所属係員を出動させた場合は、事業所の長は運輸指令所長に状況を逐次通報  

するとともに緊密な連絡を取る。 

（３）各事業所の長は、あらかじめ緊急動員表を作成し、所属係員に周知させ、緊急時

の出動に支障のないようにしておく。 

（４）各事業所の長は、勤務中の係員だけでは事故等の応急修理、復旧などを行うこと

が困難と認められるときは、非常召集等の措置をする。 

 

［情報連絡体制］ 

 大規模事故災害が発生した場合における情報連絡体制 

 情報連絡体制系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

故

現

場

駅

長

運輸指令所 電車部運転課 関東運輸局 

消 防 署 

県 警 察 

県 
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事業者 概                要 

 

 

 

芝山鉄道㈱ 

［応急・復旧対策］ 

 列車事故により多数の死傷者が発生、若しくは大規模事故災害が発生した場合は、 

「事故・災害等対策規則」に基づき、対策本部を設置し、災害対策の迅速かつ的確な   

実施を図る。 

（１）被害状況等の調査報告 

  ア 利用者の被害状況 

  イ 会社の施設・設備等の被害及び復旧状況 

  ウ その他災害に関する情報 

（２）広報活動の実施 

  駅等会社施設での広報及びテレビ・ラジオ等報道機関を通じて利用者への広報  

活動に努める。 
（３）救援活動 

  事故発生時には、駅長が救援活動及び避難誘導に当たるとともに、事故・災害  

対策規則に基づき、対策本部に救護班を編成し救護活動にあたる。 
（４）大規模事故災害が発生した場合における情報連絡体制 
   鉄道事故発生時の緊急連絡体制 
 

      ［京成電鉄］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［芝山鉄道］ 

 

（５）大規模事故発生時の動員体制 

   大規模な鉄道事故災害が発生した場合、非常動員体制により非常召集を指示する。 

 

 

 

 

事 

故 

現 
場 

関係箇所 運
輸
指
令 

関東運輸局 

本
社 

運輸部 

芝
山
千
代
田
駅 

県 工務部 

所轄消防本部 

県 警 察 
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事業者 概                要 

 

 

 

首都圏新都

市 鉄 道 ㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［応急・復旧対策］ 

事故等が発生した場合には、人命の救助を最優先し、負傷者の救出及び避難誘導に

最善を尽くし、敏速かつ適切な処理により併発事故を防止し、早期復旧及び輸送の  

確保を図る。 

 

  事故対策本部の設置 

   事故及び輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある事態が発生した場合は、 

事故・災害等対策規程に基づき事故対策本部長が本社に事故対策本部、事故発生  

場所に現地対策本部を設置し、社員を非常招集して応急復旧活動を行なう。 

 

 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故発生時の連絡系統図 

 情報連絡体制系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本社運輸部 
本社関係部 

関東運輸局 事

故

現

場

総

合

指

令

所

長

県 消 防 署 

県 警 察 
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事業者 概                要 

 

 

 

山 万 ㈱ 

［応急・復旧対策］ 

 列車走行中に事故及び災害が発生した場合、関係社員は冷静に状況を判断し、「運転

取扱実施基準」及び「運転事故処理手続」に定めるところにより、旅客の安全確保、

応急対策等の迅速かつ的確な措置を講ずる。 

（１）事故対策・復旧本部の設置 

   事故等時における対策及び復旧、救護を円滑に行うためにユーカリが丘支店内

に事故対策本部、ユーカリが丘線駅務本部内に現地対策本部を設置し、早期復旧

を図る。 

（２）広報活動の実施 

  駅等会社施設での広報及びケーブルテレビ等を通じて利用者への広報活動に 

努める。 
 

[情報連絡体制] 

  鉄道事故情報等の連絡 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 【鉄道事故発生時の連絡体制】 
 
  大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、警察及び消防機関に  

連絡する。 
 

 

 

㈱ 舞 浜 

リ ゾ ー ト 

ラ イ ン 

［応急・復旧対策］ 

 鉄道事故が発生した場合は、旅客の救出救護、避難誘導を最優先に活動するととも

に、「事故・災害復旧対策要綱」の規定に基づき、事故・災害復旧対策本部を本社内に

設置し、事故復旧・災害対策の迅速かつ的確な実施を図るための態勢をとる。 

 

 

［情報連絡体制］ 

 鉄道事故発生時における連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県、県警察及び消防署に

連絡する。 

 

  

事

故

現

場

本 社 

消 防 署 

県 警 察 

関 東 運 輸 局 運

輸

指

令 

県 

事

故

現

場

輸

送

指

令

関東運輸局 

消防組合消防本部

県 警 察 

事故対策本部 

県 
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【別 表】 

１ 配備基準 

  鉄道事故 

（
第
１
・
第
２
配
備
） 

設置する本部 
鉄道事故応急対策本部（本部長：防災対策管理部長） 

※本部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 鉄道事故により災害が発生した場合で、知事が必要と認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 

消防課 

交通計画課 

健康福祉政策課 

医療整備課 

薬務課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めるとき） 

地域振興事務所地域振興課 

健康福祉センター（保健所） 

その他 

必要に応じて部局内等で増強する 

（
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する本部 災害対策本部（本部長：知事） 

配備基準 鉄道事故により重大な災害が発生した場合で、本部長が必要と認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 
第２配備に加えて 
秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課  

健康づくり支援課 疾病対策課 衛生指導課  

環境政策課 経済政策課 農林水産政策課 県土整備政策課 出納局 

水道局計画課 企業庁企業総務課 教育庁学校安全保健課 

出先機関 第２配備と同じ 必要に応じて関係機関で増強する 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」以外の課等の配備を指示    

するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」であっても当該課等の配備

の内容を変更し、又は解くことができる。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 

 

２ 現地災害対策本部の設置 

  本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現地災害対策

本部を設置する。 

  現地災害対策本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた  

応急対策を迅速・機動的に実施する。 

３ 災害対策本部と市町村及び防災関係機関との連携 

  市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、

医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認める

ときは、現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。 
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第４章 道路事故災害対策 

 

 

 

 県（防災危機管理部、健康福祉部、農林水産部、県土整備部、警察本部） 

 

 

第１節 基本方針 

 

多数の死傷者等が出る道路災害の発生を未然に防止し、災害が発生したとき、早期に初動体制を確立

して被害の軽減を図るため、迅速かつ適切に活動するための計画とする。 

 

本章の計画の対象となる道路災害は、トンネルの崩落、橋梁の落下、斜面及び擁壁の崩落並びに落石

等の道路構造物の被災、危険物を積載する車両の事故等による危険物等の流出等とする。 
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第２節 予防計画 

 

１ 道路構造物の被災による多数の死傷者の発生への対処 

道路構造物の被災を未然に防止するため、平常時において次の措置を講ずるものとする。 

（１）危険箇所の把握・改修 

   道路管理者等は、災害の発生するおそれのある危険箇所を把握し、改修を行うものとする。 

   また、道路構造物の異常を早期に覚知するために、平常時においても道路構造物の点検を行う  

ものとする。 

   各機関の実施する業務の詳細は以下のとおりである。 

※ 道路管理者：国土交通省、千葉県、市町村、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、    

千葉県道路公社、などをいい、機関によっては実施内容のすべてを行うわけではない。（以下本節内に

おいて同じ。） 

  イ 資機材の保有 

 道路管理者は、被災した施設の早期の復旧を図るため、平常時から応急復旧資機材を保有して

おくものとする。 

 

２ 危険物等を積載する車両の事故等による危険物等の流出への対処 

（１）危険物等の名称及び事故の際講ずべき措置を記載した書面の携帯 

   輸送事業者は危険物等の流出による被害の拡大を防止するため、法令の定めるところにより、  

防除資機材を携帯するとともに、消防活動等による防除活動が適切に行われるよう、伝達すべき  

輸送危険物等の名称及び事故の際、講ずべき措置を記載した書面を携帯するものとする。 

 

  

実 施 項 目 実施者 実    施    内    容 

危険箇所の把握 
道 路 

管理者 

 管理する道路について、老朽施設、耐震対策を要する施設、豪雨・   

地震等の異常気象時における路肩の欠壊及び法面崩壊による危険箇所 

及び落石等危険箇所等道路災害に係る危険箇所を調査し、把握しておく。 

 危険箇所はもとより全ての道路構造物を保全し、通行の安全を確保 

するため道路パトロールを常時実施するとともに、異常気象時において

は緊急パトロールを実施し監視体制の強化を図る。 

 また、災害の発生するおそれのある道路区間を、異常気象時通行規制

区間及び特殊通行規制区間として事前に設定し、交通関係者並びに地域

住民に広報する。 

危険箇所の改修 

道 路 

管理者 

 異常気象時等に崩落等の危険性のある法面等、対策を要する箇所に 

ついては、順次改修工事を実施する。 

県 

 市町村道の計画、建設及び改良にあたり、道路構造物の被災の防止に

係る技術指導を行う。 

 土砂及び高潮災害による道路構造物の被災を防止するため、主要な 

道路施設が集中している地域の土砂災害対策等を重点的に実施する。 

市町村 
 土砂災害による道路施設の被災を防止するため、主要な道路施設が 

集中している地域の土砂災害対策等を実施する。 
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３ 東京湾アクアラインの防災対策 

 東京湾アクアラインの海底トンネル部分は関係法令等により、危険物運搬車両の通行が禁止される

とともに、火災事故に対処するため、通報・警報設備、消火設備及び避難設備等の非常用施設を設置

する等の防災対策がなされている。また、災害時に消防機関が使用する床版下トンネル用特殊車両を

両サイドの人工島に用意する等の消防力の強化が図られている。 

 消防活動については、平成９年１２月１日に木更津市と川崎市の間で締結された「東京湾アクア  

ライン消防相互応援協定」に基づき、上り線（至川崎）を木更津市消防本部が、下り線（至木更津）

を川崎市消防局が担当している。消防活動の習熟を図るため、年１回以上、消防機関、警察機関と   

合同で防災訓練を実施していく。 

＜資料編１－12－８ 東京湾アクアラインの消防活動対策に関する協定＞ 

（１）東京湾アクアラインの延長等 

   延   長  15.1km 

   トンネル部   9.5km 

   橋 梁 部   4.4km 

   陸上 部分    1.2km 

（２）トンネル部における主な防災設備 

   消火設備 消火器・消火栓  50ｍ毎 

      水噴霧設備    ５ｍ毎 

 通報設備 火災感知器    25ｍ毎 

      手動通報装置   50ｍ毎 

      非常電話     150ｍ毎 

 監視設備 ＩＴＶカメラ   150ｍ毎 

 避難設備 車道床版下への避難のための避難口及び避難通路 

                            300ｍ毎 
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第３節 応急対策計画 

 

１ 県の応急活動体制 

  県における配備基準は別表のとおりとする。 

 

２ 道路構造物の被災による多数の死傷者の発生への対処 

（１）情報の収集・伝達 

ア 関係機関への情報連絡 

  道路管理者は、道路災害によって多数の死傷者が発生したときは、県警察、消防機関及び国土

交通省へ通報するとともに、被害の拡大を防止し被害の軽減を図るため、広域的な応急対策を  

実施する県へ報告するものとする。 

イ 情報連絡系統 

 

  

 

関係省庁 県 県 警 察 

国土交通省 

国道事務所 

東 日 本 

高 速 道 路 

首都高速 

道 路 

千 葉 県 

道路公社 

県 

土 木 事 務 所 

市 町 村 

道路担当課 

市 町 村 ・ 

消 防 機 関 
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（２）応急活動 

ア 活動体制 

  道路災害の発生に伴う人命の救助及び被害の拡大防止等に必要な下記の応急活動を速やかに実

施するため、道路管理者は必要な体制を執るものとする。また、県及び市町村は必要に応じ災害

対策本部等の体制を執るものとする。 

イ 応急活動 

  各機関の実施する業務の詳細は以下のとおりである。 

実 施 項 目 実施者 実    施    内    容 

警 戒 活 動 

道 路 

管理者 

及 び 

県警察 

 道路構造物の被災による人的な被害を未然に阻止するため、道路災害

の発生のおそれがあると認められるときは、道路の交通規制を行う。 

 また、通行規制を実施したときは、その旨を交通関係者並びに地域  

住民に広報する。 

応 急 活 動 
道 路 

管理者 

 二次災害を防止し、救出救助活動が円滑に実施できるよう、必要な災

害地周辺道路の交通規制を行うとともに、崩落土砂等障害物の除去及び

被災道路構造物の構造図の提示等救出救助活動へ協力する。 

 また、障害物の除去、仮設道路の建設等の応急復旧を行い早期の道路

交通の確保を行う。復旧に際しては被災原因を究明し再発防止策を策定

するとともに、他の道路施設の点検を実施する。 

実 施 項 目 実施者 実    施    内    容 

応 急 活 動 

県 

 市町村の行う救出救助活動では人命の救助及び被害の拡大防止が十分

に図られないおそれがあると認めたときは、災害救助法に基づく救助、

負傷者の収容先医療機関の調整、崩落土砂等障害物除去に不足する資機

材の調達等を行う。 

 県警察は、二次災害を防止し、救出救助活動が円滑に実施できるよう

必要な災害地周辺道路の交通規制を行うとともに、道路管理者及び消防

機関等と協力して被災者等の救出救助活動を行う。 

市町村 

 消防活動による被災者の救出救助、医療機関への救急搬送を実施する

ほか、被害の拡大を防止するため必要な措置を執るものとする。 

 災害の規模が大きく災害地の消防機関及び市町村では十分な応急対策

を実施できないときは、周辺の消防機関及び市町村に応援を求めるもの

とする。また、県に対し災害救助法の適用要請及び自衛隊の災害派遣  

要請を依頼する。 
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３ 危険物等を積載する車両の事故等による危険物等の流出への対処 

 輸送事業者及び関係機関は、本計画により危険物等運搬車両の事故の応急対策を実施するものと 

する。 

 なお、高速道路における危険物等運搬車両の事故対策については、「千葉県高速道路危険物運搬車両

事故防止対策協議会」から平成１２年３月に事故防止対策及び事故発生時の通報連絡系統、危険物等

事故処理手順等を示した「危険物運搬車両の事故発生時における現場対応マニュアル」が策定され、

迅速な現場処理を推進することとしている。 

 

（１）情報連絡 

   輸送事業者は、防除活動が適切に行われるよう、消防活動機関に対し、流出危険物等の名称及び

事故の際、講ずべき措置を伝達するものとする。 

（２）流出危険物等の拡散防止及び除去 

   輸送事業者及び道路管理者等は、防除活動を実施するものとする。 

（３）交通規制 

道路管理者及び県警察は被害の拡大を防止するため、道路の交通を規制するものとする。 

（４）避難 

   市町村及び県警察は、流出した危険物等の性質、量及び気象条件等を勘案し、被害拡大を防止  

するため、地域住民等に対し、避難勧告及び立入禁止区域の設定等の措置を講ずるものとする。 

（５）広報 

   市町村及び関係機関は、地域住民等の民心の安定のため、流出危険物等に係る安心情報又は被害

拡大を防止するための避難勧告等を踏まえた警戒情報を広報するものとする。 

  ※ 危険物等：消防法で規定する「危険物」、毒物及び劇物取締法で規定する「毒物」「劇物」    

「特定劇物」、高圧ガス保安法で規定する「高圧ガス」、火薬類取締法で規定する「火薬類」を   

いう。 

 

    ＊道路の現況 

     ＜資料編５－６ 道路の路肩決壊及び法面崩落による危険箇所＞ 

     ＜資料編８－15 表１ 指定区間及び管理区間延長（国管理分）＞ 

     ＜資料編８－15 表２ 橋梁現況調書（国管理分）＞ 

     ＜資料編８－15 表３ トンネル現況調書（国管理分）＞ 

     ＜資料編８－15 表４ 道路現況調書（県管理分）＞ 

    ＊事前通行規制区間 

     ＜資料編８－15 表６－１ 異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準＞ 

     ＜資料編８－15 表６－２ 特殊通行規制区間及び道路通行規制基準＞ 

     ＜資料編８－15 表８ 異常気象における道路通行規制（通行止）＞ 

    ＊道路防災事業計画 

     ＜資料編８－15 表７ 道路防災事業計画書＞ 
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【別 表】 

１ 配備基準 

  道路事故 

（
第
１
・
第
２
配
備
） 

設置する本部 
道路事故応急対策本部（本部長：防災対策管理部長） 

※本部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
道路事故により災害が発生又は発生が予想される場合で、知事が必要と認め

たとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災計画課 

消防課 

健康福祉政策課 

医療整備課 

薬務課 

道路環境課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めるとき） 

地域振興事務所地域振興課 

健康福祉センター（保健所） 

土木事務所  

その他  

必要に応じて部局内等で増強する 

（
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する本部 災害対策本部（本部長：知事） 

配備基準 道路事故により重大な災害が発生した場合で、本部長が必要と認めたとき。 

配備を要する

課等 

本 庁 
第２配備に加えて 
秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課  

健康づくり支援課 疾病対策課 衛生指導課  

環境政策課 経済政策課 農林水産政策課 県土整備政策課 出納局 

水道局計画課 企業庁企業総務課 教育庁学校安全保健課 

出先機関 第２配備と同じ 必要に応じて関係機関で増強する 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」以外の課等の配備を指示    

するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」であっても当該課等の配備

の内容を変更し、又は解くことができる。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 

 

２ 現地災害対策本部の設置 

  本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現地災害対策

本部を設置する。 

  現地災害対策本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた  

応急対策を迅速・機動的に実施する。 

３ 災害対策本部と市町村及び防災関係機関との連携 

  市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、

医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認める

ときは、現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。 
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  ２ 千葉県の無線通信施設（防災行政無線を除く）        ＜資料３－６＞  ２０７ 

  ３ 警察通信施設                       ＜資料３－７＞  ２１１ 

  ４ 国土交通省関係通信施設                  ＜資料３－８＞  ２１２ 

  ５ 海上保安部通信施設                    ＜資料３－９＞  ２１４ 

  ６ 日本赤十字社通信施設                   ＜資料３－10＞  ２１６ 

  ７ 東京電力㈱通信施設                    ＜資料３－11＞  ２１９ 

  ８ ＮＨＫ千葉放送局・東京ガス㈱通信施設           ＜資料３－12＞  ２２１ 

 

 ［システム］ 

  １ 千葉県防災情報システム構成概念図             ＜資料３－13＞  ２２３ 

  ２ 千葉県防災情報システム端末装置設置機関          ＜資料３－14＞  ２２４ 

  

 ［その他］ 

  １ 大雨、洪水注意報及び警報基準表              ＜資料３－15＞  ２２５ 

 

 

［４］保健・医療関係                                                             

  １ 日本赤十字社千葉県支部災害救護業務組織編成表       ＜資料４－１＞  ２３２ 

  ２ 救護班                          ＜資料４－２＞  ２３３ 

  （１）日赤県支部                                ２３３ 

  （２）千葉県                                  ２３３ 

  （３）県医師会                                 ２３４ 

  （４）県歯科医師会                               ２３５ 

  （５）ＤＭＡＴ                                 ２３６ 
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  ３ 医薬品等                         ＜資料４－３＞  ２３７ 

  （１）災害用備蓄医薬品等の備蓄場所及び備蓄数量                 ２３７ 

  （２）災害用備蓄医薬品の種類及び数量                      ２３７ 

  （３）応急医療資機材の整備数                          ２３９ 

  （４）応急医療資機材のセット内容及び数量                    ２３９ 

  （５）防疫用薬剤の品名及び数量                         ２４０ 

  （６）日赤千葉県支部の災害救護用資機材整備状況                 ２４１ 

 

 

［５］派遣・輸送・避難関係                                                             

  １ 緊急通行車両等の確認及び事前届出事務手続き等       ＜資料５－１＞  ２４３ 

  ２ 自衛隊の災害派遣要請の様式                ＜資料５－２＞  ２５４ 

  ３ 自衛官及び消防吏員の作成する措置命令・措置通知書     ＜資料５－３＞  ２５８ 

  ４ ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表            ＜資料５－４＞  ２６０ 

  ５ 県有施設ヘリサイン設置場所一覧表             ＜資料５－５＞  ２７２ 

  ６ 道路の路肩決壊及び法面崩落による危険箇所         ＜資料５－６＞  ２７３ 

  ７ 各市町村における避難場所・施設の指定状況         ＜資料５－７＞  ２７３ 

  ８ 緊急用船着場位置図及び緊急用河川敷道路計画図       ＜資料５－８＞  ２７４ 

  （１）市川緊急用船着場                             ２７４ 

  （２）松戸緊急用船着場                             ２７５ 

  （３）常夜灯公園緊急用船着場                          ２７６ 

  ９ 京葉・東葛地域直下型地震発生時の交通規制計画       ＜資料５－９＞  ２７７ 

  10 南房総地域直下型地震発生時の交通規制計画         ＜資料５－10＞  ２７９ 

  11 津波等に対する船舶対応表                 ＜資料５－11＞  ２８１ 

 

 

［６］施設、航空機、艦艇、資機材、物資                                           

 ［施設］ 

  １ 文化財防災設備設置状況一覧表               ＜資料６－１＞  ２８４ 

  ２ 火葬場一覧表                        ＜資料６－２＞  ２９１ 

 

 ［航空機、艦艇、資機材］ 

  １ 県所属船舶及び備蓄資機材一覧表              ＜資料６－３＞  ２９３ 

  ２ 巡視船艇・航空機一覧表                  ＜資料６－４＞  ３１０ 

  ３ 自衛隊の航空機、施設機材等主要性能一覧表         ＜資料６－５＞  ３１２ 

  ４ 曳船の状況                        ＜資料６－６＞  ３１４ 

  ５ 県営水道の応急給水・復旧用機材の保有状況         ＜資料６－７＞  ３１５ 

  ６ 市町村（組合、企業団）営水道給水車両及び機材等の保有資機材 

                                  ＜資料６－８＞  ３１８ 

 

 ［物資］ 

  １ 災害救助用米穀の引渡要請書等の様式            ＜資料６－９＞  ３２６ 

  ２ 精米能力調査表                      ＜資料６－10＞  ３３１ 

  ３ 災害救援物資等配付要項（日本赤十字社千葉県支部）     ＜資料６－11＞  ３３２ 
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  ４ 災害復旧用材供給の特例措置                ＜資料６－12＞  ３４３ 

  ５ 県の備蓄（防災危機管理部）                ＜資料６－13＞  ３４４ 

 

 

［７］ライフライン                                                              

  １ 各ガス会社の施設及び供給状況               ＜資料７－１＞  ３４５ 

  （１）東京ガス株式会社                             ３４５ 

  （２）京葉瓦斯株式会社                             ３４７ 

  （３）大多喜ガス株式会社                            ３４９ 

  （４）千葉ガス株式会社                             ３５１ 

  （５）房州瓦斯株式会社                             ３５３ 

  （６）京和ガス株式会社                             ３５５ 

  （７）銚子瓦斯株式会社                             ３５７ 

  （８）野田ガス株式会社                             ３５９ 

  （９）角栄ガス株式会社 志津事業所                       ３６１ 

  （10）東日本ガス株式会社                            ３６３ 

  （11）日本瓦斯株式会社                             ３６５ 

  （12）総武ガス株式会社                             ３６８ 

  ２ 県営水道の補給水利の現況                 ＜資料７－２＞  ３７０ 

  ３ 市町村水道等の補給水利の現況               ＜資料７－３＞  ３７１ 

  ４ 県営水道配水池一覧表                   ＜資料７－４＞  ３７８ 

 

 

［８］災害危険箇所等、対策事業                                                   

 ［ハザードマップ等］ 

  １ 揺れやすさマップ                     ＜資料８－１＞  ３７９ 

  ２ 液状化しやすさマップ                   ＜資料８－２＞  ３８０ 

 

 ［危険箇所］ 

  １ 河川法一・二級河川一覧表                 ＜資料８－３＞  ３８２ 

  ２ 県管理河川等重要水防区域一覧表              ＜資料８－４＞  ３８４ 

  ３ 海岸法 海岸保全区域一覧表                ＜資料８－５＞  ３８９ 

  ４ 地すべり防止区域等                    ＜資料８－６＞  ３９２ 

  ５ 急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表 ＜資料８－７＞  ３９８ 

  （１）急傾斜地崩壊危険区域指定地                        ３９８ 

  （２）急傾斜地崩壊危険箇所                           ４２１ 

  ６ 土砂災害警戒区域指定地一覧表               ＜資料８－８＞  ５０８ 

  ７ 土石流危険渓流一覧表                   ＜資料８－９＞  ５７２ 

  ８ 山地災害危険地区市町村一覧表               ＜資料８－10＞  ５８５ 

  ９ 宅地造成等規制区域一覧表                 ＜資料８－11＞  ６２３ 

 

 ［対策事業］ 

  １ 国有林内事業計画                     ＜資料８－12＞  ６２５ 

  ２ 渓流又は山地等の砂防に関する事業計画表          ＜資料８－13＞  ６２６ 
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  ３ 河川改修に関する治水事業計画表              ＜資料８－14＞  ６３９ 

  ４ 道路、橋梁等の維持管理及び道路災害の事故防止関係表    ＜資料８－15＞  ６４４ 

  ５ 高潮対策事業表                      ＜資料８－16＞  ６５１ 

  ６ 地盤沈下対策事業関係表                  ＜資料８－17＞  ６５４ 

  ７ 侵食対策事業関係表                    ＜資料８－18＞  ６５５ 

  ８ 海岸防災林造成事業計画                  ＜資料８－19＞  ６５６ 

  ９ 地すべり防止事業等の概要                 ＜資料８－20＞  ６５７ 

  10 ため池等災害対策事業                   ＜資料８－21＞  ６５８ 

 

 

［９］大規模事故対策関係                                                         

 ［放射性物質事故］ 

  １ 県内の核燃料物質使用事業所の現状             ＜資料９－１＞  ６５９ 

  ２ 県内の核原料物質使用事業所の現状             ＜資料９－２＞  ６５９ 

  ３ 県内の放射性同位元素等使用事業所の現状          ＜資料９－３＞  ６５９ 

  ４ 近隣地域の原子力施設等（原子力艦含む）の現状       ＜資料９－４＞  ６６０ 

 

 ［海上災害］ 

  １ 独立行政法人海上災害防止センター保有船舶及び保有資材一覧表 

                                 ＜資料９－５＞  ６６１ 

  ２ ㈱ダイトーコーポレーション千葉支店保有船舶及び保有資機材一覧表 

                                 ＜資料９－６＞  ６６２ 

 

［航空機事故］ 

  １ 成田国際空港㈱の消防力                  ＜資料９－７＞  ６６４ 

  ２ 成田市及び成田国際空港周辺市町村の消防力         ＜資料９－８＞  ６６５ 

  ３ 成田国際空港の概要                    ＜資料９－９＞  ６６７ 

 



[１]条例・要綱・協定等 

 

[防災会議関係] 

１．千葉県防災会議条例（昭和37年12月10日条例第37号）＜資料１－１＞ 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第１５条第

８項の規定に基づき、千葉県防災会議（以下「防災会議」という。）の組織及び運営に関し、別

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（委員及び専門委員） 

第２条 防災会議の委員の定数は、６０人以内とする。 

２ 県内の市町村の長及び消防機関の長のうちから任命される委員、県内において業務を行う指定公共

機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成す

る者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任

期は、その前任者の残任期間とする。 

３ 前項の委員は、再任されることができる。 

４ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（幹事） 

第３条 防災会議に、幹事５０人以内を置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。 

３ 幹事は、防災会議の所轄事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

（部会） 

第４条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属するべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその

職務を代理する。 

（防災会議の庶務） 

第５条 防災会議の庶務は、規則で定める機関において処理する。 

（議事等） 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は

会長が防災会議にはかって定める。 

        附  則 

    この条例は、公布の日から施行する。 

        附  則（昭和53年7月18日条例第27号） 

    この条例は、公布の日から施行する。 

     附  則（平成24年10月23日条例第78号） 

    この条例は、公布の日から施行する。 
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千葉県防災会議委員 

 

会長：千葉県知事                                                （５２名） 
 

 関東管区警察局長  千葉県会計管理者 

 関東財務局千葉財務事務所長  千葉県水道局長 

 関東信越厚生局長  千葉県企業庁長 

 関東農政局千葉地域センター長 千葉県病院局長 

 関東森林管理局長  千葉県市長会長 

 関東経済産業局総務企画部長  千葉県町村会長 

 関東東北産業保安監督部長  公益財団法人千葉県消防協会長 

 関東運輸局長  千葉県消防長会長 

 成田空港事務所長  東日本旅客鉄道株式会社千葉支社長 

 千葉海上保安部長  東日本電信電話株式会社千葉支店長 

 銚子地方気象台長  日本赤十字社千葉県支部事務局長 

 関東総合通信局無線通信部長  日本放送協会千葉放送局長 

 千葉労働局長  日本通運株式会社千葉支店長 

 関東地方整備局長  東京電力株式会社千葉支店長 

 陸上自衛隊第１空挺団長  千葉県手賀沼土地改良区理事長 

 千葉県教育委員会教育長  印旛利根川水防事務組合管理者 

 千葉県警察本部長  京成電鉄株式会社管理部長 

 千葉県副知事  東京ガス株式会社千葉支社長 

 千葉県副知事  社団法人千葉県医師会理事 

千葉県総務部長  社団法人千葉県歯科医師会会長 

千葉県総合企画部長  社団法人千葉県薬剤師会会長 

千葉県防災危機管理部長  日本航空株式会社成田空港支店長 

千葉県健康福祉部長  成田国際空港株式会社業務推進部門 

 総合安全推進室長 

千葉県環境生活部長  東日本高速道路株式会社関東支社長 

千葉県商工労働部長  日本郵便株式会社千葉中央郵便局長 

千葉県農林水産部長  

千葉県県土整備部長  
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２ 千葉県防災会議運営要領＜資料１－２＞ 

 

（目的） 

第１条 この要領は、千葉県防災会議条例（昭和37年千葉県条例第37号）第６条の規定に基づき、

千葉県防災会議（以下「防災会議」という。）の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（会議） 

第２条 防災会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 委員は、防災会議の必要があると認めたときは、会長に会議の招集を求めることができる。 

（委任による処理） 

第３条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長において処理

することができる。 

２ 前項の規定により処理したときは、会長は次の防災会議にこれを報告しなければならない。 

（部会） 

第４条 部会は、部会長が招集する。 

２ 部会長は、部会を招集するときは、予め会長にこれを通知しなければならない。 

３ 部会長は、部会の経過及び結果を防災会議に報告しなければならない。 

（幹事会） 

第５条 防災会議に幹事会を置く。 

２ 会長は、必要の都度幹事を招集して事務を処理させることができる。 

        附  則 

    この要領は、昭和38年4月1日から施行する。 
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３ 千葉県防災会議の権限に属する事項のうち会長が処理できる事項について＜資料１－３＞ 

 

  千葉県防災会議運営要領第３条の規定により、次の事項は会長において処理することができる。 

                                                                

１  市町村防災会議不設置の協議に関すること。（法第１６条第５項）                 

２  関係行政機関等に対する協力の要求に関すること。（法第２１条） 

３  市町村防災会議が作成又は修正する市町村地域防災計画の協議に関すること。（法第４２条第

４項） 

４ 市町村防災会議の協議会が作成又は修正する市町村相互間地域防災計画の協議に関すること。

（法第４４条第３項） 

５ その他軽易な事項 
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４ 千葉県防災会議幹事会運営要領＜資料１－４＞ 

 

 （設 置） 

第１ 千葉県防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務を円滑に遂行するため、

千葉県防災会議幹事会（以下「幹事会」という。）を設置する。 

 （組 織） 

第２ 幹事会は、会長及び千葉県防災会議条例（昭和37年12月10日条例第37号）第３条に

規定する幹事をもって組織する。 

 （会 長） 

第３ 会長は、防災危機管理部次長の職にある者をもって充てる。 

２ 会長は、会議を総理し、幹事会を代表する。 

 （幹 事） 

第４ 幹事は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （所掌事務） 

第５ 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。 

１ 防災会議の所掌事務に関し、資料の収集、調査及び研究をすること。 

２ 防災会議に提出する議案に関すること。 

３ その他防災会議が必要と認める事項に関すること。 

 （会 議） 

第６ 幹事会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。 

  ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者をもって議長に充て

る。 

 （特別幹事会） 

第７ 第５に規定する事項で緊急又は簡易な事項を処理するため、特別幹事会を設置する

ことができる。 

２ 特別幹事会は、別表第２に掲げる職にある者、その他会長が必要と認めた者をもって

構成する。 

３ 特別幹事会の招集及び会議の議長は、前条の規定に準ずるものとする。 

 （結果報告） 

第８ 会議の結果については、特別幹事会は幹事会に、幹事会は防災会議にそれぞれの議

長が報告するものとする。 

  ただし、緊急又は簡易な事項については、防災会議の会長に報告すれば足りるものと

する。 

 （庶 務） 

第９ 幹事会及び特別幹事会の庶務は、防災危機管理部防災計画課において処理する。 

 

   附 則 

 この要領は、昭和46年７月22日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、昭和54年１月９日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成６年３月23日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成６年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この要領は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成７年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成７年12月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成８年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成８年11月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成９年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成10年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成11年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成13年１月６日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成13年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成14年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成14年７月１日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成15年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成15年７月１日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成16年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成18年４月14日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成24年４月 1日から施行する。 
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別表第１ 
                      千葉県防災会議幹事                   （４９名） 

役  職  名 役  職  名 

関東管区警察局広域調整部 
広域調整第二課災害対策官 

千葉県健康福祉部健康づくり支援課長 

関東管区警察局千葉県情報通信部機動通信課長 千葉県健康福祉部疾病対策課長 

関東財務局千葉財務事務所総務課長 千葉県健康福祉部医療整備課長 

関東農政局千葉地域センター次長 千葉県環境生活部環境政策課長 

関東森林管理局千葉森林管理事務所長 千葉県商工労働部経済政策課長 

関東経済産業局総務企画部総務課長 千葉県商工労働部産業振興課長 

関東地方整備局千葉港湾事務所長 千葉県商工労働部保安課長 

関東運輸局千葉運輸支局首席運輸企画専門官 
 (総務企画担当) 

千葉県農林水産部農林水産政策課長 

成田空港事務所総務部総務課長 千葉県農林水産部森林課長 

千葉海上保安部警備救難課長 千葉県農林水産部水産局漁港課長 

銚子地方気象台防災業務課長 千葉県県土整備部県土整備政策課長 

関東総合通信局無線通信部陸上第二課長 千葉県県土整備部河川環境課長 

千葉労働局総務部総務課長 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課長 

関東地方整備局千葉国道事務所長 千葉県水道局技術部計画課長 

陸上自衛隊第１空挺団第３科長 千葉県企業庁管理・工業用水部企業総務課長 

千葉県教育庁学校危機管理監 千葉県病院局経営管理課長 

千葉県警察本部警備部警備課長 
東日本旅客鉄道株式会社千葉支社  
総務部安全企画室長 

千葉県総務部総務課長 
東日本電信電話株式会社千葉支店 
設備部災害対策室長 

千葉県総務部財政課長 日本赤十字社千葉県支部救護福祉課長 

千葉県総合企画部政策企画課長 
東京電力株式会社千葉支店 
総務部総務グループマネージャー 

千葉県防災危機管理部危機管理課長 社団法人千葉県医師会事務局長 

千葉県防災危機管理部防災計画課長 社団法人千葉県歯科医師会事務局長 

千葉県防災危機管理部消防課長 社団法人千葉県薬剤師会事務局長 

千葉県健康福祉部健康福祉政策課長 
成田国際空港株式会社 
業務推進部門総合安全推進室次長 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課長  
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  別表第２ 
 

千葉県防災会議特別幹事 

役    職    名 

陸上自衛隊第１空挺団第３科長 

千葉県教育庁学校危機管理監 

千葉県警察本部警備部警備課長 

千葉県総務部総務課長 

千葉県総合企画部政策企画課長 

千葉県防災危機管理部危機管理課長 

千葉県防災危機管理部防災計画課長 

千葉県防災危機管理部消防課長 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課長 

千葉県健康福祉部健康づくり支援課長 

千葉県健康福祉部疾病対策課長 

千葉県環境生活部環境政策課長 

千葉県商工労働部経済政策課長 

千葉県商工労働部保安課長 

千葉県農林水産部農林水産政策課長 

千葉県農林水産部水産局漁港課長 

千葉県県土整備部県土整備政策課長 

千葉県県土整備部河川環境課長 
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５ 千葉県防災会議対策部会運営要領＜資料１－５＞ 

 

 （設 置） 

第１ 千葉県防災会議（以下「防災会議」という。）に対策部会（以下「部会」という。）を設置す

る。 

 （部会の種類） 

第２ 部会の種類は別表１のとおりとする。 

  （部会の業務） 

第３  部会は別表１に掲げる業務を行う。 

  （委 員） 

第４  部会は防災会議委員若干名及び必要に応じ臨時委員若干名をもって組織する。 

２ 部会の委員及び臨時委員は防災会議の会長が指名する。 

  （部会長） 

第５ 部会長は、防災危機管理部長の職にある者をもって充てる。 

２ 部会長は、会務を総理し部会を代表する。 

  （会 議） 

第６ 部会は、防災会議の会長が必要に応じて召集し、部会長が会議の議長となる。 

  ただし、部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する者をもって議長に充てる。 

  （幹事会） 

第７ 第３に規定する事項で緊急または簡易な事項を処理するため部会幹事会（以下「幹事会」とい

う。）を設置することができる。 

２  幹事会は、防災会議の幹事若干名及び会長が必要と認めた臨時幹事をもって構成する。 

３  幹事会の招集および会議の議長は第６の規定に準ずるものとする。 

  （結果報告） 

第８ 会議の結果については、幹事会は部会に、部会は防災会議にそれぞれの議長が報告するものと

する。 

  ただし、緊急又は簡易な事項については、防災会議の会長に報告すれば足りるものとする。 

  （委 任） 

第９ この規定に定めるもののほか部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。 

  （庶 務） 

第１０ 部会の庶務は、防災危機管理部防災計画課において処理する。 

         附  則 

    この要領は昭和４６年１２月１日から施行する。 

         附  則 

    この要領は平成８年４月１日から施行する。 

         附  則 

    この要領は平成１２年４月１日から施行する。 

    附  則 

    この要領は平成２３年４月１日から施行する。 

    附  則 

    この要領は平成２４年４月１日から施行する。 
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 別表  １ 

 

 
部
会
の
種
類 

部  会  の  業  務 

地

震

対

策

部

会 

  (１)  地盤、地質並びに土木建築物に関する基礎調査、火災対策、 

      避難対策、危険物対策等の専門的調査研究 

  （２）  土木施設、建築物、交通施設、通信施設、水道、下水道、電気 

      ガス施設、消防水利、人的、産業の各被害想定 

  （３）  地震災害予防措置の推進に関し必要な事項 

  （４）  地震災害応急対策の推進に関し必要な事項 

  （５）  その他地震に関し必要な事項 
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６ 地区防災会議設置要綱＜資料１－６＞ 

 

 （目 的） 

第１条 この要綱は、地区防災会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。 

 （設 置） 

第２条 各地域振興事務所ごとに地区防災会議を置く。 

２ 千葉市及び市原市を所管区域とする千葉地区防災会議（以下「千葉地区」という。）

を置く。 

 （名称、位置及び所管区域） 

第３条 地区防災会議の名称、位置及び所管区域は別表１のとおりとする。 

 （組 織） 

第４条 地区防災会議は、会長、委員及び幹事をもって組織する。 

 （会 長） 

第５条 会長は、地域振興事務所長の職にある者を、千葉地区にあっては、防災危機管理

部次長の職にある者をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、地区防災会議を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するもの

とする。 

 （委員及び幹事） 

第６条 委員は、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

ただし、同表に掲げていない機関で、地域振興事務所長が、千葉地区にあっては、防

災危機管理部次長が必要と認めるときは、その機関の長を委員とすることができる。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから会長が任命する。 

 （所掌事務） 

第７条 地区防災会議は、次の事務を行う。 

 １．地区内の実情に応じた災害対策に関する総合的な施策について協議し、その施策の

実施を推進すること。 

 ２．地区内における災害対策に関する総合的な施策の実施に関して、県並びに市町村及

び防災関係機関相互間の連絡調整を図ること。 

 ３．市町村防災会議の促進及び市町村地域防災計画の指導に関すること。 

 （会 議） 

第８条 地区防災会議は、委員会及び幹事会とする。 

２ 地区防災会議は、会長が招集する。 

 （報 告） 

第９条 会長は、地区防災会議を開催する１週間前までに、その地区防災会議の開催日時、

場所および議題等を県防災会議の会長に報告するものとする。 

２ 会長は、地区防災会議の終了後すみやかにその内容を県防災会議の会長に報告するも

のとする。 

 （事務局） 

第１０条 地区防災会議の事務局は、地域振興事務所地域振興課に、千葉地区にあっては、

防災危機管理部防災計画課に置く。 
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 （委 任） 

第１１条 前各条に規定するもののほか、地区防災会議の運営に関し必要な事項はそれぞ

れの地区防災会議において定める。 

    附   則 

  この要綱は、昭和４７年５月１０日から施行する。 

    附   則 

  この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

    附   則 

  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

別表１ 

地区防災会議の名称、位置及び所管区域 

名   称 位 置 所   管   区   域 

千葉地区防災会議 千葉市 千葉市及び市原市 

葛南地区防災会議 船橋市 市川市、船橋市、習志野市、八千代市及び浦安市 

東葛飾地区防災会議 松戸市 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市及び鎌ヶ谷市 

印旛地区防災会議  佐倉市 
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、

富里市、酒々井町及び栄町 

香取地区防災会議 香取市 香取市、神崎町、多古町及び東庄町 

海匝地区防災会議 旭市 銚子市、旭市及び匝瑳市 

山武地区防災会議 東金市 
東金市、山武市、大網白里町、九十九里町、芝山町及び

横芝光町 

長生地区防災会議 茂原市 
茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町及び

長南町 

夷隅地区防災会議 大多喜町 勝浦市、いすみ市、大多喜町及び御宿町 

安房地区防災会議 館山市 館山市、鴨川市、南房総市及び鋸南町 

君津房地区防災会議 木更津市 木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市 
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 別表２                                                            

地区防災会議組織 

 

会       長 

地域振興事務所長 

 

 

委 員 

海
上
保
安
官
署
の
長 

自
衛
隊
の
部
隊
及
び
機
関
の
長 

消
防
長
及
び
消
防
団
長 

市
町
村
防
災
会
議
会
長 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長 

農
業
事
務
所
長 

土
木
事
務
所
長 

教
育
事
務
所
長 

警
察
署
長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事
務
局 

地域振興事務所・ 

地域振興課 

 

 

 

 

 

＊千葉地区にあっては、「地域振興事務所長」を「防災危機管理部次長」に、「地域振興

事務所地域振興課長」を「防災危機管理部防災計画課副課長」に読み替えるものとする。 

 

幹      事 

委員の属する機関の 

うちから会長の任命する者 

幹
事
会
会
長 

地
域
振
興
事
務
所
地
域
振
興
課
長 
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［災害対策本部関係］ 

１ 千葉県災害対策本部条例（昭和37年12月10日条例第38号）＜資料１－７＞  

 

 （趣  旨） 

第１条  この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２３条第８項の規定によ

り、千葉県災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し、別に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

  （職  務） 

第２条  災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部に属する職員を

指揮監督する。 

２  災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

３  災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

  （部） 

第３条  災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２  部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３  部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員を充てる。 

４  部長は、部の事務を掌理する。 

 （現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員

を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員、その他の職員のうちから、災害対策本部

長が指名するものをもつて充てる。   

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。   

（委  任） 

第５条  この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部

長が定める。 

 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年７月16日条例第21号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成24年10月23日条例第77号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 千葉県災害対策本部要綱＜資料１－８＞ 

 

目次 

 第一章 総則（第一条・第二条） 

 第二章 千葉県災害対策本部の設置等（第三条－第六条） 

 第三章 災害対策本部の組織 

  第一節 組織（第七条・第八条） 

  第二節 本部 

   第一款 本部の組織（第九条－第十四条） 

   第二款 本部事務局（第十五条－第十七条） 

   第三款 現地災害対策本部（第十八条－第二十二条） 

  第三節 支部（第二十三条－第二十九条） 

 第四章 職員の配備（第三十条） 

 第五章 雑則（第三十一条） 

 附則 

 別表 

 

   第一章 総則 

 （趣旨） 

第一条 この要綱は、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。）

第二十三条に規定する災害対策本部の設置に関し必要な事項を定めるとともに千葉県災害対

策本部条例（昭和三十七年千葉県条例第三十八号。以下「条例」という。）第五条の規定によ

る千葉県災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第二条 この要綱において「災害」とは、法第二条第一号に定める災害で、災害救助法施行令

（昭和二十二年政令第二百二十五号）第一条に定める程度のものをいう。 

 

   第二章 千葉県災害対策本部の設置等 

 （災害対策本部の設置） 

第三条 知事は、法第二十三条第一項の規定により、県の地域について災害が発生し、又は災

害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めたときは、

千葉県地域防災計画の定めるところにより、千葉県災害対策本部（以下「災害対策本部」と

いう。）を設置する。 

 （災害対策本部の設置の要請） 

第四条 別表第一に掲げる者は、災害対策本部を設置する必要があると認めたときは、防災危

機管理部長（防災危機管理部長に事故あるときは、副知事。次項において同じ。）に災害対

策本部の設置を要請するものとする。 

２ 防災危機管理部長は、前項の要請があったとき又は災害対策本部を設置する必要があると

自ら認めたときは、災害対策本部の設置を知事に要請するものとする。 

３ 別表第一に掲げる者は、災害対策本部を設置する必要があると認めた場合で、第一項の要

請をするいとまがないとき又は防災危機管理部長及び副知事がともに事故があるときは、知

事に災害対策本部の設置を要請するものとする。 

 （現地災害対策本部の設置） 

第五条 知事は、法第二十三条第五項の規定により、災害地にあって災害対策本部の事務の一

部を行う必要があると認めたときは、千葉県地域防災計画の定めるところにより、災害対策

本部に、現地災害対策本部を置く。 
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 （災害対策本部の廃止） 

第六条 知事は、災害対策本部を設置した後において、県の地域について災害又は災害の発生

するおそれが解消したため災害対策本部を設置しておく必要がなくなったと認めたときは、

災害対策本部を廃止する。 

 

   第三章 災害対策本部の組織 

    第一節 組織 

 （組織） 

第七条 災害対策本部に、本部及び支部を置く。 

２ 第五条の規定により置かれる現地災害対策本部は、本部の一組織として本部の事務の一部

を行う。 

 （副本部長及び本部員の任命、統括本部員） 

第八条 知事は、法第二十三条第三項の規定により、副知事（副知事に事故があるとき、又は欠け

たときは防災危機管理部長）を災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）に、別表第二に

掲げる者を災害対策本部員（以下「本部員」という。）に、それぞれ任命する。 

２ 防災危機管理部長は、統括本部員として本部員を統括する。 

 

    第二節 本部 

     第一款 本部の組織 

 （本部の所掌事務） 

第九条 本部は、県全体の災害予防対策、災害応急対策等を実施するため、次の事務を所掌する。 

一 災害予防対策及び災害応急対策の実施及び調整に関すること 

二 災害救助法の適用に関すること 

三 国、他都県及び市町村の応援に関すること 

四 自衛隊に対する災害派遣要請に関すること 

五 その他重要事項に関すること 

 （本部会議） 

第十条 本部長は、災害予防対策、災害応急対策等を検討し、又は実施するため、必要に応じ

て、本部長、副本部長、本部員その他本部長が指名する者で構成する本部会議を招集するも

のとする。 

２ 本部長に事故ある時は、次の表に定めた順位に従いその職務を代理する。副知事の順位は千

葉県知事の職務を代理する順序を定める規則による。 

  第１順位 副知事 

  第２順位 防災危機管理部長 

第３順位 総務部長 

第４順位 総合企画部長 

  第５順位 健康福祉部長 

第６順位 環境生活部長 

第７順位 商工労働部長 

第８順位 農林水産部長 

第９順位 県土整備部長 

第 10順位 地域振興事務所長 

 （関係機関に対する要請等） 

第十一条 本部長は、災害の状況に応じ、関係機関に対して、必要な措置を講ずるよう要請し、

又は災害対策本部との連絡のための職員の派遣を要請するものとする。 
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 （部及び班） 

第十二条 本部に別表第三に掲げる部を置き、当該部に同表に掲げる班を置く。 

２ 本部の部及び班の分掌事務は、別表第三に掲げるとおりとする。 

 （部及び班の職制） 

第十三条 条例第三条第三項の規定により部に置かれる部長のほか、本部の部に副部長及び本

部連絡員を、班に班長及び班員を置く。 

２ 本部の部の部長、副部長及び班長は別表第三に掲げる者を、本部連絡員は部長となる者が

あらかじめ指名した職員を、班員は同表に掲げる部及び班に対応する県の組織の職員をもっ

て充てる。 

 （部長等の職務） 

第十四条 部長は、条例第三条第四項の規定により部の事務を掌理し、部に属する職員を指揮

監督する。 

２ 副部長は、部長を助け、部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 本部連絡員は、所定の場所に勤務し、上司の命を受け、部相互間及び部内各班の連絡調整

並びに情報収集の事務に従事する。 

４ 班長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

５ 班員は、上司の命を受け、災害対策に従事する。 

     第二款 本部事務局 

 （本部事務局） 

第十五条 本部に本部事務局を置き、本部事務局に別表第四に掲げる班を置く。 

２ 本部事務局及び本部事務局の班の分掌事務は、別表第四に掲げるとおりとする。 

 （本部事務局の職制） 

第十六条 本部事務局に事務局長及び事務局次長を、本部事務局の班に班長及び班員を置く。 

２ 本部事務局の事務局長は防災危機管理部次長の職にある者を、事務局次長は防災危機管理

部次長（地域防災担当）及び危機管理課長、総務部総務課長、財政課長及び市町村課長の職

にある者を、班長は防災危機管理部危機管理課、防災計画課及び消防課の職員のうちから防

災危機管理部長があらかじめ指名した職員を、班員は防災危機管理部危機管理課、防災計画

課及び消防課の職員並びに本部の部に属する職員のうちから部長となる者があらかじめ指名

した職員をもって充てる、各部長等は災害対策が円滑に行われるよう本部事務局の班員の代

替について考慮するものとする。 

 （事務局長等の職務） 

第十七条 事務局長は、事務局の事務を掌理し、事務局に属する職員を指揮監督する。 

２ 事務局次長は、事務局長を助け、事務局長に事故があるときは、次の表に定めた順位に従

いその職務を代理する。 

  第１順位 防災危機管理部次長（地域防災担当） 

第２順位 防災危機管理部危機管理課長 

第３順位 防災危機管理部防災計画課長 

第４順位 防災危機管理部消防課長 

  第５順位 総務部総務課長 

  第６順位 総務部財政課長 

  第７順位 総務部市町村課長 

３ 班長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

４ 班員は、上司の命を受け、災害対策に従事する。 
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     第三款 現地災害対策本部 

 （現地災害対策本部の所掌事務及び設置場所） 

第十八条 現地災害対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

一 被害状況及び応急対策実施状況の情報の収集及び分析 

二 市町村及び関係機関との連絡調整 

三 自衛隊の災害派遣についての本部長への意見具申 

四 本部長の指示による応急対策の実施 

五 その他緊急を要する応急対策の実施 

２ 現地災害対策本部の設置場所は、災害の現地若しくはその付近又は災害の現地の市町村庁

舎等とする。 

 （現地災害対策本部に属する者） 

第十九条 次の者は、条例第四条の規定により、現地災害対策本部に属し、現地災害対策本部

において、事務に従事する。 

一 現地災害対策本部長 

二 現地災害対策本部員 

三 その他の職員 

 （現地災害対策本部長） 

第二十条 現地災害対策本部長は、条例第四条第一項の規定により副本部長、本部員、その他

の職員のうちから本部長が指名する者をもって充て、同条第二項の規定により現地災害対策

本部の事務を掌理し、現地災害対策本部に属する職員を指揮監督する。 

 （現地災害対策本部員等） 

第二十一条 現地災害対策本部員は、条例第四条第一項の規定により本部員のうちから本部長

が指名する者をもって充て、現地災害対策本部長の命を受け、現地災害対策本部の事務に従

事する。 

２ 現地災害対策本部のその他の職員は、本部及び支部に属する職員のうちから事務局長が指

名する者をもって充てる。 

（現地災害対策本部長の関係機関に対する要請等） 

第二十二条 現地災害対策本部長は、災害の状況に応じ、関係機関に対して、必要な措置を講

ずるよう要請し、又は災害対策本部との連絡のための職員の派遣を要請するものとする。 

    第三節 支部 

 （名称、位置及び所管区域） 

第二十三条 支部の名称、位置及び所管区域は、別表第五のとおりとする。 

 （支部の所掌事務） 

第二十四条 支部は、支部の管轄区域における災害予防対策、災害応急対策等を実施するため、

次の事務を所掌する。 

一 支部の管轄区域における災害関係職員の動員及び派遣に関すること。 

二 支部の管轄区域における被害状況、応急対策実施状況等の報告の扶助に関すること。 

三 その他支部の管轄区域における災害予防対策、災害応急対策等を実施するための事務 

（支部の班） 

第二十五条 支部に別表第六に掲げる班を置く。 

２ 支部の班の分掌事務は、別表第六に掲げるとおりとする。 

 （支部の職制） 

第二十六条 支部に支部長、副支部長及び情報連絡員を、支部の班（その他の班は除く）に班

長、支部連絡員及び班員を置く。 

２ 支部長は地域振興事務所長を、副支部長は地域振興事務所の次長、情報連絡員は地域振興事

務所長があらかじめ指名した職員をもって充てる。 
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３ 前項の規定にかかわらず、千葉支部にあっては支部長は防災危機管理部次長（地域防災担当）

を、副支部長は防災危機管理部防災計画課副課長の職にあるものをもって充てる。 

４ 班長は別表第六に掲げる者を、支部連絡員は班長（その他の班にあっては、所属長）と

なる者があらかじめ指名した職員を、班員は同表に掲げる班に対応する県の組織の職員をも

って充てる。 

 （支部長等の職務） 

第二十七条 支部長は、本部長の命を受け、支部の事務を総括し、支部に属する職員を指揮監

督する。 

２ 副支部長は、支部長を助け、支部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 情報連絡員は、支部長の命を受け、管轄区域内の市町村に駐在し、災害の情報を支部長に

通報する。 

４ 班長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

５ 支部連絡員は、所定の場所に勤務し、上司の命を受け、支部内各班の連絡調整及び情報収

集の事務に従事する。 

６ 班員は、上司の命を受け、災害対策に従事する。 

 （支部長が置く班） 

第二十八条 支部長は、支部の実情に応じて、別表第六に掲げる班のほかに必要な班を置くこ

とができる。 

２ 前項の班の分掌事務は、支部長が定め、その班の班長及び班員は、支部長が指名する職員

をもって充てる。 

 （支部長の関係機関に対する要請等） 

第二十九条 支部長は、災害の状況に応じ、関係機関に対して、必要な措置を講ずるよう要請

し、又は災害対策本部との連絡のための職員の派遣を要請するものとする。 

    

第四章 職員の配備 

 （職員の配備） 

第三十条 知事は、県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に

おいて、防災の推進を図るため必要があると認めたときは、千葉県災害対策本部の設置前に

おいても千葉県地域防災計画の定めるところにより、職員を配備するものとする。 

２ 職員の配備は、第一配備、第二配備、本部第一配備から本部第三配備までとし、それぞれ

の配備の要領は、別に定める。 

３ 災害対策本部が設置された場合の職員の配備は、前項の規定による配備のうち本部第一配

備から本部第三配備までとする。 

  ただし、局地災害が発生した場合、大規模な災害が発生するおそれがある場合で、知事が必要

と認めたときはこの限りでない。 

    

第五章 雑則 

 （委任） 

第三十一条 この要綱に定めるもののほか、本部の部及び班の組織に関し必要な事項は部長が、

本部事務局の組織に関し必要な事項は事務局長が、現地災害対策本部の組織に関し必要な事

項は現地災害対策本部長が、支部の組織に関し必要な事項は支部長がそれぞれ定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成九年四月一日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成十年四月一日から施行する。 
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   附 則 

 この要綱は、平成十一年四月一日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成十一年五月一日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成十二年四月一日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成十二年五月一日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成十七年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成十七年四月二十日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成十九年一月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十一年八月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十三年四月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。 
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別表第一 災害対策本部の設置を要請する者 

災
害
対
策
本
部
の
設
置
を
要
請
す
る
者 

総務部長 

総合企画部長 

健康福祉部長 

環境生活部長 

商工労働部長 

農林水産部長 

県土整備部長 

会計管理者 

水道局長 

企業庁長 

病院局長 

教育長 

警察本部長 

地域振興事務所長 

 

別表第二 災害対策本部員 

災

害

対

策

本

部

員 

総務部長 

総合企画部長 

防災危機管理部長 

原発事故対応・復旧復興担当部長 

健康福祉部長 

保健医療担当部長 

環境生活部長 

商工労働部長 

農林水産部長 

県土整備部長 

会計管理者 

水道局長 

企業庁長 

病院局長 

教育長 

警察本部長の指定する者 
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別表第三 千葉県災害対策本部各部各班 

部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

総

務

部 

部長 

総務部長 
 

副部長 

総務部次

長 

秘書班 

 

秘書課長 １ 本部長の秘書に関すること。 

２ 災害見舞及び視察者に関すること。 

総務班 

 

総務課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取り

まとめに関すること。 

３ 災害関係職員の動員及び派遣に関すること。 

財政班 財政課長 １ 災害関係の予算に関すること。 

管財班 管財課長 １ 県本部の施設、物品の確保及び自動車の配車に関す

ること。 

２ 応急対策物品の出納に関すること。 

３ 県有財産の被害の取りまとめに関すること。 

４ 統括管理施設の電気設備の保安の確保に関するこ

と。 

税務班 税務課長 １ 県税の減免等に関すること。 

市町村班 市町村課長 １ 被災市町村の行政運営に関すること。 

２ 市町村の応急復旧資金等に関すること。 

３ 地方交付税及び市町村債に関すること。 

学事班 学事課長 １ 私立学校の被害の取りまとめに関すること。 

協力班 

 

 

 

行政改革推進課長 

政策法務課長 

情報システム課長 

総務ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ所長 

監査委員事務局長 

１ 他班の応援に関すること 

 

 

 

議会班 議会事務局長 １ 議会に関すること。 
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部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

総

合

企

画

部 

部長 

総合企画

部長 
 

副部長 

総合企画

部次長 

政策企画班 政策企画課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取り

まとめに関すること。 

国際班 国際課長 １ 通訳ボランティアの活動調整に関すること。 

報道広報班 報道広報課長 １ 報道機関との連携に関すること。 

２ 災害広報に関すること。 

水政班 水政課長 １ 飲料水供給の指導に関すること。 

２ 県及び市町村営等水道施設の被害及び復旧状況調

査、千葉県水道災害相互応援協定に基づく調整に関

すること。 

空港地域振興班 空港地域振興課長 １ 成田国際空港に関する航空機事故にかかる部内等

の連絡調整に関すること。 

交通計画班 交通計画課長 １ 交通機関の被害調査に関すること。 

協力班 統計課長 

男女共同参画課長 

人事委員会事務局長 

１ 他班の応援に関すること。 
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部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

健

康

福

祉

部 

 

部長 

健康福祉

部長 

 

副部長 

保健医療

担当部長 

健康福祉

部次長 

 

健康福祉政策班 健康福祉政策課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取り

まとめに関すること。 

３ 総合的な医療救護体制に関すること。 

４ 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の施行

の総括に関すること。 

５ 災害救助に関する他部班、支部健康福祉班との連

絡調整に関すること。 

６ 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法

律第８２号）の施行に関すること。 

７ 救援物資の要請受付に関すること。 

８ 義援品の受付及び配分に関すること。 

９ 災害時の健康被害に関すること。 

10 健康福祉センターとの連絡調整に関すること。 

11 その他応急対策に必要な業務に関すること。 

健康福祉指導班 健康福祉指導課長 １ 生活保護施設等の被害調査及び災害対策に関する

こと。 

２ 一般ボランティアの活動調整に関すること。 

３ 部内各班所管の社会福祉施設の被害調査及び災害

対策の取りまとめに関すること。 

４ 生活福祉資金等に関すること。 

健康づくり支援

班 

健康づくり支援課

長 

１ 保健活動に関すること。  

疾病対策班 疾病対策課長 １ 防疫に関すること。 

児童家庭班 児童家庭課長 １ 児童福祉施設等の被害調査及び災害対策に関する

こと。 

２ 被災児童の保護に関すること。 

３ 被災母子世帯に対する母子福祉資金の融資に関す

ること。 

４ 児童福祉施設等の連絡調整に関すること。 

高齢者福祉班 高齢者福祉課長 １ 高齢者福祉施設の被害調査及び災害対策に関する

こと。 

２ 高齢者支援ボランティアの活動調整に関するこ

と。 
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部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

健

康

福

祉

部 

部長 

健康福祉

部長 

 

副部長 

保健医療

担当部長 

健康福祉

部次長 

障害福祉班 障害福祉課長 １ 障害者（児）福祉施設等の被害調査及び災害対策

に関すること。 

２ 被災障害者（児）の保護に関すること。 

３ 障害者（児）福祉施設等の連絡調整に関すること。 

４ 保健活動（精神保健福祉活動等）に関すること。 

５ 精神障害者社会復帰施設の被害調査及び災害対策

に関すること。  

６ 障害者支援ボランティアの活動調整に関するこ

と。 

保険指導班 保険指導課長 １ 国民健康保険施設等の被害調査及び災害対策に関

すること。 

医療整備班 医療整備課長 １ 救護班の編成派遣及び指導に関すること。 

２ 医療機関の被害調査及び災害対策に関すること。 

３ 医療ボランティアの活動調整に関すること。 

４ 老人保健施設の被害調査及び災害対策に関するこ

と。 

薬務班 薬務課長 １ 備蓄医薬品、衛生材料の供給に関すること。 

２ 飲料水の衛生に関すること。 

３ 油流出災害時の揮発成分による健康被害への対応

（毒劇物情報）に関すること。 

４ 毒劇物の物性の調査に関すること。 

５ 毒劇物に係る必要な情報の提供に関すること。 

６ 毒劇物製造業等の被害状況の調査に関すること。 

７ 緊急医薬品の需給に関すること。 

８ 現地における医薬品等の購入に関すること。 

９ 緊急血液製剤の需給に関すること。 

衛生指導班 衛生指導課長 １ 食品・生活衛生対策に関すること。 

２ 埋葬（火葬）に関すること。 

３ 動物対策に関すること。 
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部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

環

境

生

活

部 

部長 

環境生活

部長 

 

副部長 

環境生活

部次長 

 

環境政策班 環境政策課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取

りまとめに関すること。 

３ 環境保全協定締結工場の被害調査及び応急対策

に関すること。 

大気保全班 大気保全課長 １ 有害物（危険物高圧ガス等の部課の所掌に係るも

のを除く。）を有する工場、事業場等の操業管理に

関すること。 

２ 倒壊建築物の解体・撤去に伴う大気汚染の防止に

関すること。 

３ 大気監視に関すること。 

水質保全班 水質保全課長 １ 油、有害物質等の公共用水域（海域を除く。）へ

の流出に対する監視及び応急対策に関すること。 

２ 地質災害の調査に関すること。 

３ 水質監視に関すること。 

自然保護班 自然保護課長 １ 自然公園内等の被害状況及び応急対策実施状況

の把握に関すること。 

２ 油流出災害時の傷病鳥獣の保護及び自然環境重

要地域の被害状況の把握に関すること。 

３ 他班の応援に関すること。 

資源循環推進

班 

資源循環推進課長 １ 災害廃棄物（ごみ、し尿、がれき等）の発生及び

処理状況の把握に関すること。 

２ 災害廃棄物の処理に係る各自治体、関係団体との

連絡調整に関すること。 

３ 災害廃棄物の処理方法の指導に関すること。 

４ 一般廃棄物処理施設（市町村が設置したもの）の

被害調査に関すること。 

廃棄物指導班 廃棄物指導課長 １ 一般廃棄物処理施設（資源循環推進課において所

掌するものを除く）の被害調査に関すること。 

２ 産業廃棄物処理施設の被害調査に関すること。 

３ 産業廃棄物処理施設における受入可能調査に関

すること。 

４ 産業廃棄物関係団体との連絡・調整に関するこ

と。 

県民交流・文化

班 

県民交流・文化課長 １ 一般ボランティアの活動調整に関すること。 
２ 文化会館等の被害状況の取りまとめに関するこ

と。 

協力班 県民生活課長 

生活・交通安全課長 

１ 他班の応援に関すること。 
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部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

商

工

労

働

部 

部長 

商工労働

部長 

 

副部長 

観光担当 

部長 

商工労働

部次長 

 

経済政策班 経済政策課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取り

まとめに関すること。 

３ 社団法人千葉県トラック協会との連絡調整に関す

ること。 

４ 企業（産業振興班において所掌するものを除く。）

の被害調査及び応急対策に関すること。 

５ 必要物資のあっせんに関すること。 

６ 関係商工団体の連絡調整に関すること。 

経営支援班 経営支援課長 １ 中小企業に対する災害融資及び利子補給に関する

こと。 

２ 県内金融機関の被害状況調査に関すること。 

３ 大規模商業施設との連絡調整に関すること。 

産業振興班 産業振興課長 １ 臨海及び内陸工業（経済政策班、経営支援班及び

保安班において所掌するものを除く。）の被害調査

及び応急対策に関すること。 

保安班 保安課長 １ 高圧ガス保安法適用事業所の被害調査及び応急対

策に関すること。 

２ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法律適用事業所の被害調査及び応急対策に関す

ること。 

３ 火薬類取締法適用事業所の被害調査及び応急対策

に関すること。 

４ 土石、砂利採取に伴う災害対策及び連絡調整に関

すること。 

５ 社団法人千葉県エルピーガス協会との連絡調整に

関すること。 

観光班 観光企画課長 

観光誘致促進課長 

１ 県有観光施設等の被害状況の取りまとめに関する

こと。 

２ 県有観光施設の災害応急復旧に関すること。 

３ 災害に伴う観光業への影響に関すること。 

産業人材班 産業人材課長 １ 高等技術専門校等の災害対策、被害調査及び連絡

調整に関すること。 

協力班 企業立地課長 

雇用労働課長 

労働委員会事務局長 

１ 他班の応援に関すること。 
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部
名 部長・ 副部長 班  名 班  長 分  掌  事  務 

農

林

水

産

部 

部長 

農林水

産部長 

 

 

副部長 

農林水

産部次

長 

 

農林水産政

策班 

農林水産政策課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内の被害調査及び応急対策実施状況の取りまと

めに関すること。 

３ 応急食料の確保に関すること。 

４ 応急食料供給対策について農林水産省総合食料局

との連絡に関すること。 

５ 応急食料の供給について、農林水産省総合食料局

を通じた売却指示に関すること。 

団体指導班 団体指導課長 １ 農業金融に関すること。 

２ 水産金融に関すること。 

農地等整備

班 

耕地課長 １ 農地及び農業用施設の被害調査及び応急対策に関

すること。 

２ 農地等保全事業の被害調査及び応急対策実施状況

の取りまとめに関すること。 

３ 県管理土地改良施設の被害調査及び応急対策に関

すること。 

農村環境整備課長 １ 耕地課事務分掌以外の農地及び農業用施設の被害

調査及び応急対策に関すること。 

森林班 森林課長 １ 木材及び薪炭の調達に関すること。 

２ 林地、治山施設の被害調査及び応急対策に関する

こと。 

３ 造林被害報告に関すること。 

４ 県民の森等施設利用者への対応に関すること。 

５ 林野火災発生箇所の被災調査及び復旧対策に関す

ること。 

畜産班 畜産課長 １ 畜産に関する被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

園芸農産班 生産販売振興課長 １ 園芸作物、主要農作物及び特産作物等の被害調査

及び応急対策に関すること。 

農業改良班 担い手支援課長 １ 災害対策技術の普及に関すること。 

農地班 農地課長 １ 開拓財産の被害調査及び応急対策に関すること。 

協力班 安全農業推進課長 １ 他班の応援に関すること。 

副部長 

水産局

長 

水産班 水産課長 １ 部内水産関係班の被害調査及び応急対策実施状況

のとりまとめに関すること。 

２ 漁船漁具の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 水産業共同利用施設の被害調査及び応急対策に関

すること。 

漁業資源班 漁業資源課長 １ 増養殖施設の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

２ 災害に伴う漁場環境への影響に関すること。 

- 28 -



 

 

漁港班 漁港課長 １ 漁港施設、漁港区域に係る海岸保全施設の被害調

査及び応急対策実施状況の取りまとめに関するこ

と。 

２ 油流出災害時の県管理漁港区域における防除作業

に関すること。 

協力班 海区漁業委員会事

務局長 

１ 他班の協力に関すること。 
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部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

県
土
整
備
部 

部長 

県土整備 

部長 

 

副部長 

災害・建設

業担当部

長 

 

県土整備政策

班 

県土整備政策課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取り

まとめに関すること。 

３ 土木資材の確保に関すること。 

４ 応急用対策物品の調達及び出納に関すること。 

道路整備班 道路整備課長 １ 県管理道路、橋梁等の応急建設に関すること。 

道路環境班 道路環境課長 １ 県管理道路、橋梁等の被害調査及び災害対策に関す

ること。 

２ 県内道路の通行状況の把握に関すること。 

河川整備班 河川整備課長 １ 県管理河川、国土交通省水管理・国土保全局所管海

岸保全区域等の応急建設に関すること。 

２ 国土交通省所管の砂防、地すべり、急傾斜地の応急

建設に関すること。 

河川環境班 河川環境課長 １ 水防活動の全般に関すること。 

２ 県管理河川、国土交通省水管理・国土保全局所管海

岸保全区域の被害調査及び災害対策に関すること。 

３ 国土交通省所管の砂防、地すべり、急傾斜地の被害

調査及び災害対策に関すること。 

４ 油流出災害時の県管理河川、国土交通省水管理・国

土保全局所管海岸保全区域における防除作業に関す

ること。 

港湾班 港湾課長 １ 港湾の被害調査及び災害対策に関すること。 

２ 油流出災害時の港湾区域における防除作業に関す

ること。 

３ 港湾区域内の海上災害の情報収集に関すること。 

４ 港湾の応急復旧に関すること。 

市街地整備班 市街地整備課長 １ 区画整理事業施行中地区の被害調査に関すること。 

公園緑地班 公園緑地課長 １ 県立公園等の被害調査に関すること。 

下水道班 下水道課長 １ 下水道の被害調査に関すること。 

２ 流域下水道の災害対策に関すること。 

建築指導班 建築指導課長 １ 被災建築物応急危険度判定活動の調整・支援・調査

に関すること。 

住宅班 住宅課長 １ 住宅の応急対策に関すること。 

２ 公営住宅の被害調査に関すること。 

宅地班 都市計画課長 １ 宅地の被害調査に関すること。 

２ 被災宅地危険度判定活動の調整・支援に関するこ

と。 

営繕班 営繕課長 １ 野外仮設避難所の設置に関すること。 
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協力班 技術管理課長 

建設・不動産業課長 

用地課長 

道路計画課長 

施設改修課長 

収用委員会事務局長 

１ 他班の応援に関すること。 
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部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

出

納

部 

部長 

会計管理者 

出納班 出納局長 １ 災害時に係る会計事務に関すること。 

２ 義援金の受け入れ保管に関すること。 

   

 

 

 

部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

水

道

部 

部長 

水道局長 

 

副部長 

管理部長 

技術部長 

水道危機対

策監 

総務広報班 総務企画課長 １ 局内の対策本部会議の議事録及び局全体の活動記

録の取りまとめに関すること。 

２ 県への被害情報の報告に関すること。 

３ 県営水道にかかる報道対応及び広報活動に関する

こと。 

お客様応対班 業務振興課長 １ 県営水道にかかる住民からの問い合わせに関する

こと。 

２ 局内の情報システムの復旧に関すること。 

渉外班 

 

財務課長 

 

１ 緊急通行車両の手続きに関すること。 

２ 局内の職員の必要物品の調達に関すること。 

３ 災害関係費用の調達・支払いに関すること。 

 

 応急給水管理班 計画課長 １ 県営水道区域内の応急給水・復旧の総合調整に関す

ること。 

２ 応急給水活動に係る事務、指定機関への応援要請等

に関すること。 

浄水管理班 

 

浄水課長 １ 浄水場等施設の復旧調整に関すること。 

２ 応急給水活動用水源の確保・調整及び給水拠点の立

ち上げに関すること。 

３ 水運用に関すること。 

４ 水源・浄水・給水栓水の情報収集及び水質監視等の

緊急対応に関すること。 

応急復旧管理班 給水課長 

 

１ 県営水道区域内送配水・給水管等施設の応急復旧に

係る事務、指定機関への応援要請等に関すること。 
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部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

企

業

部 

部長 

企業庁長 

 

副部長 

副企業庁長 

管理・工業 

用水部長 

地域整備部

長 

管理班 企業総務課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取りま

とめに関すること。 

工業用水班 

 

工業用水課長 １ 企業庁事業のうち、工業用水事業に係る事業区域内の

被害調査及び応急対策に関すること。 

地域整備班 事業調整推進

課長 

１ 企業庁事業のうち、地域整備部の所掌する事業区域内

の被害調査及び応急対策に関すること。 

 

 協力班 財務課長 

施設設備課長 

ﾆｭｰﾀｳﾝ整備課

長 

土地分譲課長 

建設課長 

幕張新都心整

備課長 

１ 他班の応援に関すること。 

 

 

 

部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

病

院

部 

部長 

病院局長 

副部長 

副病院局長 

経営管理班 経営管理課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめ

に関すること。 
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部
名 

部長・ 

副部長 
班  名 班  長 分  掌  事  務 

教 

育 

部 

部長 

教育長 

 

副部長 

学校危機

管理監 

学校危機管理班 

 

 

 

学校安全保健

課主幹（学校危

機管理担当） 

 

１ 部内職員の動員及び配置に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取りま

とめに関すること。 

３ 部内の連絡調整に関すること。 

４ 学校支援ボランティアの活動調整に関すること。 

教育総務班 教育総務課長 １ 教育事務所との連絡調整に関すること。 

２ 公立学校の給与の非常時払いに関すること。 

教育広報班 教育政策課長 １ 報道機関への対応に関すること。 

２ 広報に関すること。 

財務施設班 財務施設課長 １ 災害関係の予算措置に関すること。 

２ 公立学校の施設の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

３ 県立学校運営上の応急対策に関すること。 

福利班 福利課長 １ 教職員の災害給付に関すること。 

協力班 県立学校改革

推進課長 

１ 他班の応援に関すること。 

生涯学習班 

 

生涯学習課長 

 

１ 公民館、図書館、青年の家等社会教育施設の被害状況

の取りまとめに関すること。 

指導班 指導課長 １ 教科書等の供給に関すること。 

２ 千葉県総合教育センター及び千葉県子どもと親のサ

ポートセンターの被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 県立高等学校生徒の就学措置に関すること。 

４ 被害地における教育についての指導助言に関するこ

と。 

特別支援教育班 特別支援教育

課長 

１ 県立特別支援学校の児童及び生徒の就学措置に関す

ること。 

２ 県立特別支援学校の児童・生徒及び職員の被害状況の

とりまとめに関すること。 

教職員班 教職員課長 １ 市町村教育委員会に対する児童及び生徒の就学措置

に関すること。 

２ 公立学校（県立特別支援学校を除く）の児童・生徒及

び職員の被害状況の取りまとめに関すること。 

学校安全保健班 学校安全保健

課長 

１ 学校給食物資のあっせんに関すること。 

２ 公立学校の児童、生徒及び職員の健康状態の把握に関

すること。 

文化財班 文化財課長 １ 文化財の被害状況の取りまとめに関すること。 

２ 博物館等の被害状況の取りまとめに関すること。 

体育班 体育課長 １ 管下体育施設の被害状況の取りまとめに関すること。 
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部
名 

部長・ 

副部長 
分  掌  事  務 

警

察

部 

警察本部長の指定する者 １ 災害時の警備に関すること。 
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別表第四 千葉県災害対策本部事務局各班 

班名 分掌事務 

統制班 １ 災害対策本部事務局及び各部・支部の災害応急対策の進捗管理に関すること。 

（１）災害応急対策予定表の作成 

（２）災害対策本部各部が作成する災害応急対策予定表の調整 

（３）災害応急対策の実施結果の確認 

２ 現地災害対策本部の要請及び設置に関すること。 

３ 災害対策本部事務局の組織、職員の配置及び勤務体制に関すること。 

４ 事務局各班の業務の分担に関すること。 

５ 国、全国知事会、九都県市応援調整本部等との連絡・調整に関すること。                    

６ 災害対策本部会議の運営に関すること。 

７ 班長調整会議の実施等、事務局各班相互の連携に関すること。 

８ 文書の供覧、文書管理の指示に関すること。 

９ 災害対策本部の記録に関すること。 

10 他の班に属さないこと。 

分析班 １ 本部長等の状況判断に係る情報の分析に関すること。 

（１）震度情報ネットワークシステム、地震被害想定システムの結果から被害を想定 

（２）主要な情報収集項目を決定し、情報班に情報を要求 

（３）入手した情報を評価（信頼性と緊急性）し、本部長等に報告するとともに各班 

に提供 

（４）集約・整理された情報を分析（被害の概括と応急対策に及ぼす影響）し、本部 

長等に報告するとともに各班に提供 

情報班 １ 被害情報の収集に関すること。 

（１）市町村、消防（局）本部から県内被害状況を収集 

（２）ライフライン関係機関から被害及び復旧状況を収集  

（３）自衛隊、海上保安庁、千葉県警察等関係機関が入手した被害情報を収集 

（４）千葉県に影響を及ぼす他都県の被害状況を収集 

（５）マスコミが報道した被害状況を収集 

２ ヘリコプター映像伝送の要請、高所カメラの撮影に関すること。 

３ 市町村の避難勧告・指示及び住民の避難状況に関すること。 

４ 被害の発生・拡大及び救援活動に影響を及ぼす気象・海象情報の収集に関するこ

と。 

５ 帰宅困難者、滞留者に係る情報の収集に関すること。 

６ その他、事務局長から命ぜられた情報の収集に関すること。 

７ 被害情報の集約・整理に関すること。 

（１）各部局が担任する被害情報を集約 

（２）分野別に被害情報を集約・整理 

（３）定時に被害報告報（被害の取り纏め）を作成 

８ 被害情報の報告・提供に関すること。 

（１）国（消防庁等）への災害緊急報告、被害報告 

（２）事務局各班の情報要求に係る情報の提供 

（３）重要情報、被害報告報を事務局各班（各部局は連絡調整班経由）、市町村、関 

係機関等に提供 
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応急対策班 

 

 

１ 災害対策本部が実施する災害応急対策の方針等の策定に関すること。 

２ 災害応急対策の総合調整に関すること。 

３ 自衛隊の災害派遣要請、緊急消防援助隊出動要請、広域消防応援指示、医療救護 

班等の派遣要請及び運用調整に関すること。 

４ 被災市町村の災害応急対策（避難勧告・指示、広域応援の要請等）の助言に関す 

ること。 

５ 自衛隊、警察、消防機関との運用調整、その他関係機関との連絡調整に関するこ 

と。 

６ 支援ヘリコプターの運航調整に関すること。 

被災者支援班 １ 被災者支援の総合調整に関すること。 

２ 帰宅困難者・滞留者対策に関すること。 

３ 広域避難者対策に関すること。 

４ 生活再建支援法に関すること。 

５ 義援金の募集、配分に関すること。  

６ ボランティアセンターの開設に関すること。 

７ その他被災者支援に関すること。 

物資支援班 １ 救援物資の所要の算定、調達、配分に関すること。 

２ 県備蓄物資の配分・配送及び自治体間の備蓄物資の相互応援に関すること。 

３ 支援計画の作成に関すること。 

（１）救援物資集積拠点の選定 

（２）救援物資輸送ルート及び緊急輸送道路の選定 

（３）救援物資集積拠点の体制（集荷、荷分け、発送業務）構築及び運営要領の策定 

４ 物資集積拠点の運営（荷受、倉庫管理、出荷）に関すること。 

５ 輸送手段（車両、航空機、船舶）の確保及び輸送に関すること。 

６ 自衛隊への輸送要請に関すること。 

７ 救援物資輸送車両の運行指示に関すること。 

８ 災害従事車両通行手続き等に関すること。 

通信・システム班 １ 防災行政無線の維持・管理に関すること。 

（１）通信施設・装置・回線の点検と異常時の対処 

（２）現地派遣班、現地応急対策本部の通信設備の準備 

（３）気象台からの気象予警報、地震・津波情報等を情報班に通報するとともに、関

係市町村、関係機関に一斉通報 

２ 防災情報システムの維持・管理に関すること。 

３ 大型表示装置の運用・操作に関すること。 

（１）情報分析班から示された緊急重要情報を大型画面に表示 

（２）適宜、重要度を考慮し、情報（映像を含む。）を大型画面に表示 

（３）高所カメラによる被災状況の撮影と映像の表示 

（４）ヘリコプターから伝送された映像の表示 

４ 特別会議室の器材操作に関すること。 

５ ちば衛星号の運用に関すること。 
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広報班 １ 報道広報班との連携に関すること。 

（１）広報に関する態勢、要領等全般について 

（２）広聴室（県民からの問い合わせ）に係る連絡・調整 

２ 知事コメントの内容に関すること。 

３ 知事記者会見に関すること。 

４ 記者発表に関すること。 

５ 報道機関からの取材に関すること。 

６ 県民への情報発信に関すること。 

（１）報道広報課を通じ、（災害時における放送要請に関する協定）放送局へ緊急放 

送を要請 

（２）ホーム・ページへの掲載及び更新 

（３）その他の広報媒体を通じた情報発信 

７ 県議会及び視察者の対応に関すること。 

庶務班 １ 配備職員の参集状況の確認に関すること。 

２ 配備職員及びその家族の安否の確認に関すること。 

３ 本部事務局の執務環境に関すること。 

４ 本部事務局職員の食糧、仮眠場所の確保に関すること。 

５ 自衛隊等関係機関からの派遣職員に対する支援に関すること。 

現地派遣班 １ 現地被害状況の収集、報告に関すること。 

２ 災害対策本部支部及び市町村災害対策本部との連絡調整に関すること。 

３ 現地災害対策本部の準備及び設置等に関すること。 

連絡調整班 １ 各部で収集した被害情報の報告に関すること。 

２ 各部の災害応急対策の実施内容及びその進捗状況の報告に関すること。 

３ 各部との連絡に関すること。 
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別表第五 千葉県災害対策本部各支部 

 

別表第六 千葉県災害対策本部各支部各班 

班名 班長 分掌事務 

総務班 地域振興課長 

 

１ 支部内の連絡調整に関すること。 

２ 災害情報の収集、伝達及び現地派遣に関すること。 

３ 市町村の指導及び連絡調整に関すること。 

４ 災害救助についての応援に関すること。 

協力班 地域環境保全課長 

出納課長 

県税事務所長 

１ 他班の応援に関すること。 

健康福祉班 健康福祉センター長 １ 医療助産に関すること。 

２ 食品衛生、生活衛生(動物を含む)及び飲料水に関すること。 

３ 防疫に関すること。 

４ 保健活動（栄養指導及び精神福祉活動を含む）に関すること。 

５ 災害救助についての他班との連絡調整に関すること。 

６ 災害救助に関する他班に属さない事項に関すること。 

７ その他保健衛生及び社会福祉関係の災害対策に関すること。 

農業班 農業事務所長 １ 農業関係（土地改良事業含む）の災害対策に関すること。 

２ 災害救助についての応援に関すること。 

土木班 土木事務所長、 

区画整理事務所長、 

港湾事務所長 

１ 水防の全般に関すること。 

２ 交通不能箇所の調査及びその対策に関すること。 

３ その他土木関係の災害対策に関すること。 

４ 災害救助についての応援に関すること。 

 

名称 位置 所管区域 

千葉支部 防災危機管理課内 千葉市、市原市 

葛南支部 葛南地域振興事務所内 習志野市、八千代市、船橋市、市川市、浦安市 

東葛飾支部 東葛飾地域振興事務所内 松戸市、柏市、流山市、野田市、我孫子市、鎌ケ谷市 

印旛支部 印旛地域振興事務所内 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、

酒々井町、栄町 

香取支部 香取地域振興事務所内 香取市、神崎町、多古町、東庄町 

海匝支部 海匝地域振興事務所内 銚子市、旭市、匝瑳市 

長生支部 長生地域振興事務所内 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 

山武支部 山武地域振興事務所内 東金市、山武市、大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町 

夷隅支部 夷隅地域振興事務所内 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 

君津支部 君津地域振興事務所内 木更津市、君津市、富津市、袖ｹ浦市 

安房支部 安房地域振興事務所内 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 
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３ 千葉県応急対策本部設置要綱＜資料１－９＞ 
 

第１章 総 則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、千葉県災害対策本部設置前における迅速な災害応急対策を実施するために、必要に

応じ設置する千葉県応急対策本部について定めるものとする。 
 

第２章 千葉県応急対策本部の設置等 

（応急対策本部の設置） 

第２条 防災危機管理部長は、県の地域について災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、

防災の推進を図るために必要があると認めたときは、別表第１に掲げる災害ごとに同表に掲げる応急対

策本部を設置する。 

２ 応急対策本部の職員の配備は、第１配備及び第２配備とする。 

（応急対策本部の設置の要請） 

第３条 別表第２に掲げる者は、応急対策本部を設置する必要があると認めたときは、防災危機管理部危

機管理課長に応急対策本部の設置を要請するものとする。 

２ 防災危機管理部危機管理課長は、前項の要請があったとき又は応急対策本部を設置する必要があると

認めたときは、応急対策本部の設置を防災危機管理部長に要請するものとする。 

（現地応急対策本部の設置） 

第４条 防災危機管理部長は、必要に応じ、災害地に現地応急対策本部を置く。 

（応急対策本部の廃止） 

第５条 防災危機管理部長は、応急対策本部を設置した後において、当該災害又は災害の発生するおそれ

が解消したため、応急対策本部を設置しておく必要がなくなったと認めたときは、応急対策本部を廃止

する。 
 

  第３章 応急対策本部の組織 

（応急対策本部長及び応急対策本部員） 

第６条 応急対策本部長（以下「本部長」という。）は防災危機管理部長をもって充てることとし、別表

第２に掲げる者を応急対策本部員（以下「本部員」という。）に充てる。 

（応急対策本部の所掌事務） 

第７条 本部は、次の事務を所掌する。 

 一 関係機関との連絡調整に関すること 

 二 応急対策の実施に関すること 

 三 その他応急対策に必要な業務に関すること。 

（応急対策本部会議） 

第８条 本部長は、災害に係る災害応急対策等を検討し、又は実施するため、必要に応じて、本部長、本

部員及びその他本部長が指名する者で構成する本部会議を主宰するものとする。 

（関係機関に対する要請等） 

第９条 本部長は、災害の状況に応じ、関係機関に対して、必要な措置を講ずるよう要請し、又は応急対

策本部との連絡のための職員の派遣を要請するものとする。 

（本部各班の分掌事務等） 

第１０条 本部に、配備体制に応じ別表第３に掲げる班を置く。 

２ 本部の班の分掌事務は、別表第３に掲げるとおりとする。 

３ 班に班長及び班員を置く。 

４ 班長は、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、必要な応急対策を実施する。 

５ 班員は、上司の命を受け、災害対策に従事する。 
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（応急対策本部事務局） 

第１１条 本部に本部事務局を置き、本部事務局に別表第４に掲げる班を置く。 

２ 本部事務局の班の分掌事務は、別表第４に掲げるとおりとする。 

（本部事務局の職制） 

第１２条 本部事務局に事務局長を、本部事務局の班に班長及び班員を置く。 

２ 本部事務局の事務局長には、防災危機管理部次長の職にある者を、班長は、防災危機管理部危機管理

課長、防災計画課長及び消防課長の職にある者並びに危機管理課の職員のうちから危機管理課長があら

かじめ指名した職員、防災計画課の職員のうちから防災計画課長があらかじめ指名した職員及び消防課

の職員のうちから消防課長があらかじめ指名した職員を、班員は、防災危機管理部危機管理課、防災計

画課及び消防課のその他の職員並びに各本部員があらかじめ指名した職員をもって充てる。 

（事務局長等の職務） 

第１３条 事務局長は、事務局の事務を掌理し、事務局に属する職員を指揮監督する。 

２ 班長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 班員は、上司の命を受け、災害対策に従事する。 
 
  第４章 現地応急対策本部 

（現地応急対策本部に属する者） 

第１４条 現地応急対策本部には、本部長が指名する現地応急対策本部長、本部員及びその他の職員を置

く。 

（現地応急対策本部の所掌事務及び設置場所） 

第１５条 現地応急対策本部は、次の事務を所掌する。 

一 被害状況及び応急対策実施状況等の情報収集及び分析 

二 市町村及び関係機関等との連絡調整 

三 その他緊急を要する応急対策の実施 

２ 現地応急対策本部の設置場所は、災害の現地若しくはその付近又は災害の現地の市町村庁舎等とする。 
 
  第５章 千葉県災害対策本部への移行 

（千葉県災害対策本部への移行） 

第１６条 災害の規模が拡大し、又は拡大するおそれのあるときは、千葉県災害対策本部に移行するもの

とする。 
 
  第６章 雑 則 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。 

 

   附 則 

 この規定は、平成１１年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この規定は、平成１２年５月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成１５年４月１日から施行する。 
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附 則 

この規定は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２１年８月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２４年４月１日から施行する。 
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別表第１ 災害種別及び対応する応急対策本部 
 １ 風水害等 千葉県風水害等応急対策本部 
 ２ 地震・津波災害 千葉県地震・津波災害応急対策本部 
 ３ 大規模火災 千葉県大規模火災応急対策本部 
 ４ 林野火災 千葉県林野火災応急対策本部 
 ５ 危険物等災害 千葉県危険物等事故応急対策本部 
 ６ 海上災害 千葉県海上事故応急対策本部 
 ７ 油等海上流出災害 千葉県油等海上流出事故応急対策本部 
 ８ 航空機災害 千葉県航空機事故応急対策本部 
 ９ 鉄道災害 千葉県鉄道事故応急対策本部 
１０ 道路災害 千葉県道路事故応急対策本部 
１１ 放射性物質事故 千葉県放射性物質事故応急対策本部 

 

別表第２ 応急対策本部の設置を要請する者及び本部員 
 風 水 

害 等 
地震・津
波災害 

大規模 
火 災 

林 野 
火 災 

危険物 
等災害 

海 上 
災 害 

油等海上 
流出災害 

航空機 
災 害 

鉄 道 
災 害 

道 路 
災 害 

放射性 
物質事故 

総務部 
学事課長 

             
○ 

総合企画部 
水政課長 
空港地域振興課長 
交通計画課長 

 
 
 

○ 

 
○ 

 
○ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

○ 
 

 
 
 

○ 

 
 
 
 

 
○ 

 
 

健康福祉部 
健康福祉政策課長 
医療整備課長 
薬務課長 

 
○ 

 
 

 
○ 

 
 

 
○ 
○ 
○ 

 
○ 
○ 
○ 

 
○ 
○ 
○ 

 
○ 
○ 
○ 

 
○ 

 
 

 
○ 
○ 
○ 

 
○ 
○ 
○ 

 
○ 
○ 
○ 

 
○ 
○ 
○ 

環境生活部 
環境政策課長 
大気保全課長 
水質保全課長 
自然保護課長 
資源循環推進課長 
廃棄物指導課長 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
○ 
○ 
○ 

 
 
 

商工労働部 
経済政策課長 
保安課長 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  ○ 

 
 
 

 
   ○ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

農林水産部 
農林水産政策課長 
耕地課長 
森林課長 
水産課長 
漁業資源課長 
漁港課長 

 
○ 

 
○ 

 
 

○ 

 
○ 
○ 
○ 

 
 

○ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

○ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

○ 
 

○ 

 
 
 
 
 

○ 
○ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
○ 

 
 
 
 

県土整備部 
 県土整備政策課長 
道路計画課長 
道路整備課長 
道路環境課長 
河川整備課長 
河川環境課長 
港湾課長 
市街地整備課長 

 公園緑地課長 
下水道課長 
住宅課長 

 
  ○ 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

 
  ○ 
 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

○ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

○ 
○ 
○ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

○ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水道局 
計画課長 
局長が指定する課長 

  
 

○ 

         
○ 

企業庁 
 庁長が指定する課長 

  
○ 

         

病院局 
 経営管理課長 

   
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

教育庁 
学校安全保健課長 

            
○ 

警察本部 
警察本部長の指定する者 

   
○ 

 
○ 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

（注）①本部員は、第１配備の関係課長とする。ただし、災害の状況によっては、「配備を要する課」以外の課長の出

席を求める場合や、「配備を要する課等」の課長であっても出席を要しない場合がある。
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別表第３ 千葉県応急対策本部各班 

部名 班名 班長 分掌事務 

総 務 部 総務班 総務課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関

すること。 

３ 災害関係職員の動員及び派遣に関すること。 

管財班 管財課長 １ 県本部の施設、物品の確保及び自動車の配車に関すること。 

２ 応急対策物品の出納に関すること。 

３ 県有財産の被害の取りまとめに関すること。 

４ 統括管理施設の電気設備の保安の確保に関すること。 

学事班 学事課長 １ 私立学校の被害の取りまとめ及び連絡調整に関すること。 

総合企画部 政策企画班 政策企画課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関

すること。 

国際班 国際課長 １ 通訳ボランティアの活動調整に関すること。 

報道広報班 報道広報課長 １ 報道機関との連携に関すること。 

２ 災害広報に関すること。 

水政班 水政課長 １ 飲料水供給の指導に関すること。 

２ 県及び市町村営等水道施設の被害及び復旧状況調査、千葉県

水道災害相互応援協定に基づく調整に関すること。 

空港地域振

興班 

空港地域振興 

課長 

１ 成田国際空港に関する航空機事故に係る部内等の連絡調整に

関すること。 

交通計画班 交通計画課長 １ 交通機関の被害調査に関すること。 

健康福祉部 健康福祉政

策班 

健康福祉政策

課長 

１ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関

すること。 

３ 総合的な医療救護体制に関すること。 

４ 災害救助法の施行の総括に関すること。 

５ 災害救助に関する他部班等との連絡調整に関すること。 

６ 災害弔慰金の支給等に関する法律の施行に関すること。 

７ 救援物資の要請受付に関すること。 

８ 義援品の受付及び配分に関すること。 

９ 災害時の健康被害に関すること。 

10 健康福祉センターとの連絡調整に関すること。 

11 その他応急対策に必要な業務に関すること。 

健康福祉指

導班 

健康福祉指導 

課長 

１ 生活保護施設等の被害調査及び災害対策に関すること。 

２ 一般ボランティアの活動調整に関すること。 

３ 部内各班所管の社会福祉施設の被害調査及び災害対策の取り

まとめに関すること。 

４ 生活福祉資金等に関すること。 

健康づくり

支援班 

健康づくり支

援課長 

１ 保健活動に関すること。 

疾病対策班 疾病対策課長 １ 防疫に関すること。 

高齢者福祉

班 

高齢者福祉課

長 

１ 高齢者支援ボランティアの活動調整に関すること。 

障害福祉班 障害福祉課長 １ 障害者支援ボランティアの活動調整に関すること。 

医療整備班 医療整備課長 １ 救護班の編成派遣及び指導に関すること。 

２ 医療機関の調整、被害調査及び災害対策に関すること。 

３ 医療ボランティアの活動調整に関すること。 
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健康福祉部 薬務班 薬務課長 １ 備蓄医薬品、衛生材料の供給に関すること。 
２ 飲料水の衛生に関すること。 
３ 油流出災害時の揮発成分による健康被害への対応（毒劇物情

報）に関すること。 
４ 毒劇物の物性の調査に関すること。 
５ 毒劇物に係る必要な情報の提供に関すること。 
６ 毒劇物製造業等の被害状況の調査に関すること。 
７ 緊急医薬品の需給に関すること。 
８ 現地における医薬品等の購入に関すること。 
９ 緊急血液製剤の需給に関すること。 

環境生活部 環境政策班 環境政策課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 
２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関

すること。 
３ 環境保全協定締結工場の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

大気保全班 大気保全課長 １ 有害物（危険物高圧ガス等の部課の所掌に係るものを除く。）
を有する工場、事業場等の操業管理に関すること。 

２ 倒壊建築物の解体・撤去に伴う大気汚染の防止に関すること。 
３ 大気監視に関すること。 

水質保全班 水質保全課長 １ 油、有害物質等の公共用水域（海域を除く。）への流出に対
する監視及び応急対策に関すること。 

２ 地質災害の調査に関すること。 
３ 水質監視に関すること。 

自然保護班 自然保護課長 １ 自然公園内等の被害状況及び応急対策実施状況の把握に関す
ること。 

２ 油流出災害時の傷病鳥獣の保護及び自然環境重要地域の被害
状況の把握に関すること。 

資源循環推
進班 

資源循環推進
課長 

１ 災害廃棄物（ごみ、し尿、がれき等）の発生及び処理状況の
把握に関すること。 

２ 災害廃棄物の処理に係る各自治体、関係団体との連絡調整に
関すること。 

３ 災害廃棄物の処理方法の指導に関すること。 
４ 一般廃棄物処理施設（市町村が設置したもの）の被害調査に

関すること。 

廃棄物指導
班 

廃棄物指導課
長 

１ 一般廃棄物処理施設（資源循環推進課において所掌するも 
のを除く）の被害調査に関すること。 

２ 産業廃棄物処理施設の被害調査に関すること。 
３ 産業廃棄物処理施設における受入可能調査に関すること。 
４ 産業廃棄物関係団体との連絡・調整に関すること。 

県民交流・文
化班 

県民交流・文化
課長 

１ 一般ボランティアの活動調整に関すること。 

商工労働部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経済政策班 経済政策課長 １ 部内の連絡調整に関すること。 
２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関

すること。 
３ 社団法人千葉県トラック協会との連絡調整に関すること。 
４ 企業（産業振興班において所掌するものを除く。）の被害調

査及び応急対策に関すること。 
５ 必要物資のあっせんに関すること。 
６ 関係商工団体の連絡調整に関すること。 

経営支援班 経営支援課長 １ 中小企業に対する災害融資及び利子補給に関すること。 
２ 県内金融機関の被害状況調査に関すること。 
３ 大規模商業施設との連絡調整に関すること。 

産業振興班 産業振興課長 １ 臨海及び内陸工業（経済政策班、経営支援班及び保安班にお
いて所掌するものを除く。）の被害調査及び応急対策に関する
こと。 
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商工労働部 
 

保安班 保安課長 １ 高圧ガス保安法適用事業所の被害調査及び応急対策に関する
こと。 

２ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律適
用事業所の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 火薬類取締法適用事業所の被害調査及び応急対策に関するこ
と。 

４ 社団法人千葉県エルピーガス協会との連絡調整に関するこ
と。 

観光班 観光企画課長 １ 県有観光施設等の被害状況の取りまとめに関すること。 
２ 県有観光施設の災害応急復旧に関すること。 
３ 災害に伴う観光業への影響に関すること。 

産業人材班 産業人材課長 １ 高等技術専門校等の災害対策、被害調査及び連絡調整に関す
ること。 

農林水産部 農林水産政策
班 

農林水産政策
課長 

１ 部内の連絡調整に関すること。 
２ 部内の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関する

こと。 
３ 応急食料の確保に関すること。 
４ 応急食料の供給について、農林水産省総合食料局を通じた売

却指示に関すること。 
団体指導班 団体指導課長 １ 農業金融に関すること。 

２ 水産金融に関すること。 

農地等整備班 耕地課長 １ 農地及び農業用施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

森林班 森林課長 
 

１ 木材及び薪炭の調達に関すること。 
２ 林地、治山施設の被害調査及び応急対策に関すること。 
３ 造林被害報告に関すること。 
４ 県民の森等施設利用者への対応に関すること。 
５ 林野火災発生箇所の被害調査及び復旧対策に関すること。 

農業改良班 担い手支援課
長 

１ 災害対策技術の普及に関すること。 

水産班 水産課長 １ 部内水産関係班の被害調査及び応急対策実施状況の取りまと
めに関すること。 

２ 漁船漁具の被害調査及び応急対策に関すること。 
３ 水産共同利用施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

漁業資源班 漁業資源課長 １ 増養殖施設の被害調査及び応急対策に関すること。 
２ 災害に伴う漁場環境への影響に関すること。 

漁港班 漁港課長 １ 漁港施設、漁港区域に係る海岸保全施設の被害調査及び応急
対策実施状況の取りまとめに関すること。 

２ 油流出災害時の県管理漁港区域における防除作業に関するこ
と。 

県土整備部 県土整備政策
班 

県土整備政策
課長 

１ 部内の連絡調整に関すること。 
２ 部内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関

すること。 
３ 土木資材の確保に関すること。 
４ 応急用対策物品の調達及び出納に関すること。 

道路整備班 道路整備課長 １ 県管理道路、橋梁等の応急建設に関すること。 

道路環境班 道路環境課長 １ 県管理道路、橋梁等の被害調査及び災害対策に関すること。 
２ 県内道路の通行状況の把握に関すること。 

河川整備班 河川整備課長 １ 県管理河川、国土交通省水管理・国土保全局管理海岸保全区
域の応急建設に関すること。 

２ 国土交通省所管の砂防、地すべり、急傾斜地の応急建設に関
すること。 
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河川環境班 河川環境課長 １ 水防活動全般に関すること。 
２ 県管理河川、国土交通省水管理・国土保全局所管海岸保全区

域の被害調査及び災害対策に関すること。 
３ 国土交通省所管の砂防、地すべり、急傾斜地の被害調査及び

災害対策に関すること。 
４ 油流出災害時の県管理河川、国土交通省水管理・国土保全局

所管海岸保全区域における防除作業に関すること。 

港湾班 港湾課長 １ 港湾の被害調査及び災害対策に関すること。 
２ 油流出災害時の港湾区域における防除作業に関すること。 
３ 港湾区域内の海上災害の情報収集に関すること。 
４ 港湾の応急復旧に関すること。 

市街地整備班 市街地整備課
長 

１ 区画整理事業施行中地区の被害調査に関すること。 

公園緑地班 公園緑地課長 １ 県立公園等の被害調査に関すること。 

下水道班 下水道課長 １ 下水道の被害調査に関すること。 

建築指導班 建築指導課長 １ 応急危険度判定の実施に関すること。 
２ 応急危険度判定ボランティアの受付・登録及び活動調整に関

すること。 
３ 建築物の被害情報の収集・整理に関すること。 

住宅班 住宅課長 １ 住宅の応急対策に関すること。 

２ 公営住宅の被害調査に関すること。 

水道局 総務広報班 総務企画課長 １ 局内の対策本部会議の議事録及び局全体の活動記録の取りま

とめに関すること。 

２ 県への被害情報の報告に関すること。 

３ 県営水道にかかる報道対応及び広報活動に関すること。 

お客様応対班 業務振興課長 １ 県営水道にかかる住民からの問い合わせに関すること。 

２ 局内の情報システムの復旧に関すること。 

渉外班 

 

財務課長 

 

１ 緊急通行車両の手続きに関すること。 

２ 局内の職員の必要物品の調達に関すること。 

３ 災害関係費用の調達・支払いに関すること。 

応急給水管理

班 

計画課長 １ 県営水道区域内の応急給水・復旧の総合調整に関すること。 

２ 応急給水活動に係る事務、指定機関への応援要請等に関する

こと。 

浄水管理班 

 

浄水課長 １ 浄水場等施設の復旧調整に関すること。 

２ 応急給水活動用水源の確保・調整及び給水拠点の立ち上げに

関すること。 

３ 水運用に関すること。 

４ 水源・浄水・給水栓水の情報収集及び水質監視等の緊急対応

に関すること。 

応急復旧管理

班 

給水課長 

 

１ 県営水道区域内送配水・給水管等施設の応急復旧に係る事務、

指定機関への応援要請等に関すること。 

企業庁 管理班 企業総務課長 １ 庁内の連絡調整に関すること。 

２ 庁内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関

すること。 

工業用水班 工業用水課長 １ 企業庁事業のうち、工業用水道事業に係る事業区域内の被害

調査及び応急対策に関すること。 

地域整備班 事業調整推進

課長 

１ 企業庁事業のうち、地域整備部の所掌する事業区域内の被害

調査及び応急対策に関すること。 

県土整備部 
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病院局 経営管理班 経営管理課長 １ 局内の連絡調整に関すること。 

２ 局内の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関する

こと。 

教育庁 学校危機管 

理班 

学校安全保健 

課主幹（危機 

管理担当） 

１ 庁内職員の動員及び配置に関すること。 

２ 庁内各班の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関

すること。 

３ 庁内の連絡調整に関すること。 

４ 学校支援ボランティアの活動調整に関すること。 

教育総務班 教育総務課長 １ 教育事務所との連絡調整に関すること。 

２ 公立学校の給与の非常時払いに関すること。 

教育広報班 教育政策課長 １ 報道機関への対応に関すること。 

２ 広報に関すること。 

財務施設班 財務施設課長 １ 災害関係の予算措置に関すること。 

２ 公立学校の施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 県立学校運営上の応急対策に関すること。 

生涯学習班 生涯学習課長 １ 公民館、図書館、青年の家等社会教育施設の被害調査及び応

急対策実施状況の取りまとめに関すること。 

 指導班 指導課長 １ 教科書等の供給に関すること。 

２ 千葉県総合教育センター及び千葉県子どもと親のサポートセ

ンターの被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 県立高等学校生徒の就学措置に関すること。 

４ 被害地における教育についての指導助言に関すること。 

特別支援教育

班 

特別支援教育

課長 

１ 県立特別支援学校の児童及び生徒の就学措置に関すること。 

２ 県立特別支援学校の児童・生徒及び職員の被害状況のとりま

とめに関すること。 

教職員班 教職員課長 １ 市町村教育委員会に対する児童及び生徒の就学措置に関する

こと。 

２ 公立学校（県立特別支援学校を除く）の児童・生徒及び職員

の被害状況の取りまとめに関すること。 

学校安全保健

班 

学校安全保健

課長 

１ 学校給食物資のあっせんに関すること。 

２ 公立学校の児童、生徒及び職員の健康状態の把握に関するこ

と。 

文化財班 文化財課長 １ 文化財の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関す

ること。 

２ 博物館等の被害調査及び応急対策実施状況の取りまとめに関

すること。 

警察本部 警察本部長の指定する者 １ 災害時の警備に関すること。 

（１）  状況によっては、千葉県災害対策本部組織上の関係のある班が上記に編入されるものとする。 

（２）  班長が、本部員を兼ねる場合がある。 
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別表第４ 千葉県応急対策本部事務局各班 

班  名 分 掌 事 務  

統制班 １ 応急対策本部事務局及び各部の災害応急対策の進捗管理に関すること。 

（１）災害応急対策予定表の作成 

（２）応急対策本部各部が作成する災害応急対策予定表の調整 

（３）災害応急対策の実施結果の確認 

２ 現地応急対策本部の要請及び設置に関すること。 

３ 応急対策本部事務局の組織、職員の配置及び勤務体制に関すること。 

４ 事務局各班の業務の分担に関すること。 

５ 国、全国知事会、九都県市応援調整本部等との連絡・調整に関すること。                    

６ 応急対策本部会議の運営に関すること。 

７ 班長調整会議の実施等、事務局各班相互の連携に関すること。 

８ 文書の供覧、文書管理の指示に関すること。 

９ 応急対策本部の記録に関すること。 

10 他の班に属さないこと。 

分析班 １ 応急対策本部長等の状況判断に係る情報の分析に関すること 

（１）震度情報ネットワークシステム、地震被害想定システムの結果から被害を

想定。 

（２）主要な情報収集項目を決定し、情報班に情報を要求 

（３）入手した情報を評価（信頼性と緊急性）し、本部長等に報告するとともに

各班に提供。 

（４）集約・整理された情報を分析（被害の概括と応急対策に及ぼす影響）し、

本部長等に報告するとともに各班に提供。 

情報班 １ 被害情報の収集に関すること。 

（１）市町村、消防（局）本部から県内被害状況を収集 

（２）ライフライン関係機関から被害及び復旧状況を収集  

（３）自衛隊、海上保安庁、千葉県警察等関係機関が入手した被害情報を収集 

（４）千葉県に影響を及ぼす他都県の被害状況を収集 

（５）マスコミが報道した被害状況を収集 

２ ヘリコプター映像伝送の要請、高所カメラの撮影に関すること。 

３ 市町村の避難勧告・指示及び住民の避難状況に関すること。 

４ 被害の発生・拡大及び救援活動に影響を及ぼす気象・海象情報の収集に関す

ること。 

５ 帰宅困難者、滞留者に係る情報の収集に関すること。 

６ その他、事務局長から命ぜられた情報の収集に関すること。 

７ 被害情報の集約・整理に関すること。 

（１）各部局が担任する被害情報を集約 

（２）分野別に被害情報を集約・整理 

（３）定時に被害報告報（被害の取り纏め）を作成 

８ 被害情報の報告・提供に関すること。 

（１）国（消防庁等）への災害緊急報告、被害報告 

（２）事務局各班の情報要求に係る情報の提供 

（３）重要情報、被害報告報を事務局各班（各部局は連絡調整班経由）、市町村、

関係機関等に提供 
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応急対策班 １ 応急対策本部が実施する災害応急対策の方針等の策定に関すること。 

２ 災害応急対策の総合調整に関すること。 

３ 自衛隊の災害派遣要請、緊急消防援助隊出動要請、広域消防応援指示、医療

救護班等の派遣要請及び運用調整に関すること。 

４ 被災市町村の災害応急対策（避難勧告・指示、広域応援の要請等）の助言に

関すること。 

５ 自衛隊、警察、消防機関との運用調整、その他関係機関との連絡調整に関す

ること。 

６ 支援ヘリコプターの運航調整に関すること。 

被災者支援班 １ 被災者支援の総合調整に関すること。 

２ 帰宅困難者・滞留者対策に関すること。 

３ 広域避難者対策に関すること。 

４ 生活再建支援法に関すること。 

５ 義援金の募集、配分に関すること。  

６ ボランティアセンターの開設に関すること。 

７ その他被災者支援に関すること。 

物資支援班 １ 救援物資の所要の算定、調達、配分に関すること。 

２ 県備蓄物資の配分・配送及び自治体間の備蓄物資の相互応援に関すること。 

３ 支援計画の作成に関すること。 

（１）救援物資集積拠点の選定 

（２）救援物資輸送ルート及び緊急輸送道路の選定 

（３）救援物資集積拠点の体制（集荷、荷分け、発送業務）構築及び運営要領の

策定 

４ 物資集積拠点の運営（荷受、倉庫管理、出荷）に関すること。 

５ 輸送手段（車両、航空機、船舶）の確保及び輸送に関すること。 

６ 自衛隊への輸送要請に関すること。 

７ 救援物資輸送車両の運行指示に関すること。 

８ 災害従事車両通行手続き等に関すること。 

通信・システム

班 

１ 防災行政無線の維持・管理に関すること。 

（１）通信施設・装置・回線の点検と異常時の対処 

（２）現地派遣班、現地応急対策本部の通信設備の準備 

（３）気象台からの気象予警報、地震・津波情報等を情報班に通報するとともに、

関係市町村、関係機関に一斉通報 

２ 防災情報システムの維持・管理に関すること。 

３ 大型表示装置の運用・操作に関すること。 

（１）情報分析班から示された緊急重要情報を大型画面に表示 

（２）適宜、重要度を考慮し、情報（映像を含む。）を大型画面に表示 

（３）高所カメラによる被災状況の撮影と映像の表示 

（４）ヘリコプターから伝送された映像の表示 

４ 特別会議室の器材操作に関すること。 

５ ちば衛星号の運用に関すること。 

広報班 １ 広報班との連携に関すること。 

（１）広報に関する態勢、要領等全般について 

（２）広聴室（県民からの問い合わせ）に係る連絡・調整 

２ 知事コメントの内容に関すること 
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３ 知事記者会見に関すること。 

４ 記者発表に関すること。 

５ 報道機関からの取材に関すること。 

６ 県民への情報発信に関すること。 

（１）報道広報課を通じ、（災害時における放送要請に関する協定）放送局へ緊

急放送を要請 

（２）ホーム・ページへの掲載及び更新 

（３）その他の広報媒体を通じた情報発信 

７ 県議会及び視察者の対応に関すること。 

庶務班 １ 配備職員の参集状況の確認に関すること。 

２ 配備職員及びその家族の安否の確認に関すること。 

３ 応急対策本部事務局の執務環境に関すること。 

４ 応急対策本部事務局職員の食糧、仮眠場所の確保に関すること。 

５ 自衛隊等関係機関からの派遣職員に対する支援に関すること。 

現地派遣班 １ 現地被害状況の収集、報告に関すること。 

２ 応急対策本部支部及び市町村災害対策本部との連絡調整に関すること。 

３ 現地応急災害対策本部の準備及び設置等に関すること。 

連絡調整班 １ 各部で収集した被害情報の報告に関すること。 

２ 各部の災害応急対策の実施内容及びその進捗状況の報告に関すること。 

３ 各部との連絡に関すること。 
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４ 千葉県災害復旧対策本部設置要綱＜資料１－１０＞ 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、県の各執行機関が災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下｢法｣

という。）第８７条の規定により実施する災害復旧事業（以下「復旧事業」という。）の総合

的かつ計画的な推進を図るため、千葉県災害復旧対策本部（以下「本部」という。）の設置及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置及び廃止） 

第２条 知事は、県の地域において災害（法第２条第１号に規定する災害をいう。）が発生した

場合であって、復旧事業を実施する必要があると認めたときは、本部を設置するものとする。 

２ 知事は、本部を設置した後において、復旧事業が終了し、又は本部を設置しておく必要がな

いと認めたときは、本部を廃止するものとする。 

 

（所掌事務） 

第３条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

一 県の各執行機関の行なう復旧事業の実施に係る総合調整及び進行管理に関すること。 

二 法第８８条に規定する災害復旧事業費の決定に係る知事の報告その他県が提出する資料等

のとりまとめに関すること。 

三 その他復旧事業に係る関係各機関の連絡調整に関すること。 

 

（組織） 

第４条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び幹事をもつて組織する。 

２ 本部長は知事の職にある者、副本部長は副知事（副知事に事故があるとき、又は欠けたときは総務

部長）の職にある者をもつて充て、本部員及び幹事は次の表の左欄に掲げる部局の区分に応じ、

それぞれ当該中欄及び右欄に掲げる職にある者並びに本部長が特に必要と認めた県の職員（各

執行機関の職員を含む。）をもつて充てる。 

部   局 本 部 員 幹   事 

総 務 部 

部長（部長が

副本部長に任

命されたとき

は、総務部次

長） 

総務課長、財政課長、市町村課長及び消防地震防災課長 

総合企画部 部   長 政策企画課長 

健康福祉部 部   長 健康福祉政策課長 

環境生活部 部   長 環境政策課長 

商工労働部 部   長 経済政策課長 

農林水産部 部   長 農林水産政策課長 

県 土 整 備 部 部    長 県土整備政策課長 

出 納 局 会計管理者 出納局長 

企 業 庁 庁    長 企業総務課長及び財務課長 

水 道 局 局    長 総務企画課長及び計画課長 

病 院 局 局    長 経営管理課長 

教 育 庁 教 育 長 教育総務課長及び財務施設課長 

警 察 本 部 本 部 長 警備部参事官兼警備課長兼災害対策室長 
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３ 本部長は、復旧事業の推進のため必要と認めるときは、関係県民センターに支部を設置する

ものとする。 

４ 前項の規定により支部を設置したときは、当該支部に支部長、副支部長を置き、支部長は県

民センターの長、副支部長は県民センターの次長（事務所の置かれている県民センターにあつ

ては、県民センターの次長及び県民センターの置かれている事務所の長）をもつてこれに充て

る。 

  なお、千葉支部については、支部長は防災対策監、副支部長は消防地震防災課長の職にある

者をもつて充てる。 

 

（職務） 

第５条 本部長は、本部の所掌事務を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

３ 本部員及び幹事は、それぞれの分掌事務の範囲内で本部の所掌事務を処理するものとする。 

 

（関係各機関に対する協力要請） 

第６条 本部長は、第３条の所掌事務を執行するために必要と認めるときは、関係各機関に対し

て資料の提出等の協力を要請するものとする。 

 

（雑則） 

第７条 本部の庶務は、総務部消防地震防災課及び総務部財政課において処理する。 

２ この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し、必要な事項は、本部長が別に定めるもの

とする。ただし、第４条第３頃に規定する支部の運営に関し必要な事項は、本部長の承認を経

て支部長が定める。 

 

附  則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１３年１月５日から施行する。 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１７年４月２０日から施行する。 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２１年８月１日から施行する。 
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５ 東日本大震災千葉県災害復旧・復興本部要綱＜資料１－１１＞ 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、県の各執行機関が東日本大震災に伴う災害復旧・復興事業（以下「復

旧・復興事業」という。）の総合的かつ計画的な推進を図るため、東日本大震災千葉県災

害復旧・復興本部（以下「本部」という。）の設置及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（設置及び廃止） 

第２条 知事は、復旧・復興事業を実施する必要があると認めたときは、本部を設置するも

のとする。 

２ 知事は、本部を設置した後において、復旧・復興事業が終了し、又は本部を設置してお

く必要がないと認めたときは、本部を廃止するものとする。 

 

（所掌事務） 

第３条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

一 復旧・復興状況の総合的な把握及び連絡調整に関すること。 

二 被災住民の生活再建の支援に関すること。 

三 インフラの復旧に関すること。 

四 産業の再生・振興に関すること。 

五 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る総合的な連絡調整に関すること。 

六 その他、被災地域及び周辺地域の復旧・復興に係る重要事項に関すること。 

 

（本部の組織） 

第４条 本部は、本部長、副本部長、統括本部員、本部員をもって組織する。 

２ 本部長は知事の職にある者、副本部長は副知事の職にある者、統括本部員は防災危機管

理部長の職にある者をもって充て、本部員は別表１の左欄に掲げる部局の区分に応じ、そ

れぞれ当該右欄に掲げる職にある者並びに本部長が特に必要と認めた県の職員をもって充

てる。 

 

（本部会議） 

第５条 会議は、必要に応じて本部長が招集する。 

   

（本部長等の職務） 

第６条 本部長は、本部の所掌事務を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

３ 統括本部員は、本部員を統括する。 

４ 本部員は、それぞれの分掌事務の範囲内で本部の所掌事務を処理するものとする。 

 

（関係各機関に対する協力要請） 

第７条 本部長は、第３条の所掌事務を執行するために必要と認めるときは、関係各機関に

対して資料の提出等の協力を要請するものとする。 
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（事務局の組織） 

第８条 本部に事務局を置く。 

２ 事務局は、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって組織する。 

３ 事務局の事務局長は原発事故対応・復旧復興担当部長、事務局次長は防災計画課副参事

（原発事故対応・復旧復興）の職にあるものをもって充て、事務局員は別表２の左欄に掲

げる部局の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる職にある者並びに事務局長が特に必要

と認めた県の職員をもって充てる。 

 

（事務局員会議） 

第９条 会議は、必要に応じて事務局長が招集する。 

 

（プロジェクトチーム） 

第１０条 本部は、特定の課題に対応するためプロジェクトチームを置くことができる。 

 

（事務局長等の職務） 

第１１条 事務局長は、事務局の事務を掌理する。 

２ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

 

（雑則） 

第１２条 事務局の庶務は、防災危機管理部防災計画課及び事務局長が特に必要と認める所

属において処理する。 

２ この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定めるも

のとする。 

 

附  則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２３年１１月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
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別表１（第４条） 

部 局 庁 本 部 員 

総 務 部 総務部長 

総合企画部 総合企画部長 

防災危機管理部 
防災危機管理部長 

原発事故対応・復旧復興担当部長 

健康福祉部 
健康福祉部長 

保健医療担当部長 

環境生活部 環境生活部長 

商工労働部 商工労働部長 

農林水産部 農林水産部長 

県土整備部 県土整備部長 

企 業 庁 企業庁長 

水 道 局 水道局長 

病 院 局 病院局長 

教 育 庁 教育長 

警 察 本 部 県警察本部長 

 

別表２（第８条） 

部 局 庁 事務局員 

総 務 部 総務課長、行政改革推進課長及び財政課長 

総合企画部 政策企画課長 

防災危機管理部 危機管理課長及び防災計画課長 

健康福祉部 健康福祉政策課長 

環境生活部 環境政策課長 

商工労働部 経済政策課長 

農林水産部 農林水産政策課長 

県土整備部 県土整備政策課長 

企 業 庁 企業総務課長 

水 道 局 総務企画課長 

病 院 局 経営管理課長 

教 育 庁 教育政策課長及び財務施設課長 
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[応援協定等一覧表] 

１ 応援協定等一覧表＜資料１－１２＞ 

整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（ ）は最新変更 
内容 担当部署 

1 

九都県市災害時相互応援に関する協定 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎

市、千葉市、さいたま市及び相模原市 

H22.4.1 被災都県市の応急対策及び復旧対策に対する応援等に係る協定 

危機管理課 九都県市災害時相互応援に関する協定実施細目 H22.4.1 上記協定の実施に係る必要事項 

「九都県市災害時相互応援に関する協定」に基づく応援調整都県市   

マニュアル 

H15.10 

（H22.4.1） 
上記協定の実施に係るマニュアル 

2 

震災時等の相互応援に関する協定 
東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

神奈川県、山梨県、静岡県及び長野県 

S52.6.16 

（H16.2.24） 
関東知事会の調整の下に行われる広域応援に係る協定 

危機管理課 

震災時等の相互応援に関する協定実施細目 
H8.9.1 

（H16.2.24） 
上記協定の実施に係る必要事項 

3 

全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定 

全国都道府県 

H8.7.18 

（H24.5.18） 
全国知事会の調整の下に行われる広域応援に係る協定 

危機管理課 

全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定実施細目 
H18.7.12 

（H24.5.18） 
上記協定の実施に係る必要事項 

4 災害時相互協力に関する申し合わせ 

国土交通省関東地方整備局企画部、茨城県土木

部、栃木県県土整備部、群馬県県土整備部、埼玉県

県土整備部、千葉県県土整備部、東京都建設局総

務部、神奈川県県土整備局、山梨県県土整備部、長

野県建設部、さいたま市建設局、千葉市建設局、横

浜市消防局、川崎市建設緑政局及び相模原市都市

建設局 

H22.4.1 

国土交通省所管の法令等に基づき設置された公共施設に係わる災

害が発生し、あるいは発生するおそれがある場合の相互協力に係

る申し合わせ 

県土整備政策課 

5 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定 千葉県内全市町村 H8.2.23 災対法第６７条第１項による市町村相互の応援に係る協定 危機管理課 

6 

千葉県広域消防相互応援協定書 

千葉県下の市町村及び一部事務組合 

H4.4.1 

（H18.8.22） 
相互応援に係る協定 

危機管理課 

千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空特別応援実施要綱 
H4.4.1 

（H13.12.1） 
上記協定に係る実施要綱 

航空特別応援実施要綱に基づく回転翼航空機による救急活動運用要領 H13.12.1 上記要綱に基づく必要事項 

千葉県広域消防相互応援協定書に基づく火災調査等特別応援実施要綱 H15.4.1 消防本部相互間における火災調査等特別応援について必要な事項 

7 千葉県消防広域応援基本計画 千葉県内市町村   
応援要請等及び応援消防部隊の派遣並びに消防部隊の運用を円

滑かつ迅速に行うための必要事項 
危機管理課 

8 東京湾アクアラインの消防活動対策に関する協定 
川崎市、木更津市及び財団法人川崎市消防防災指

導公社 
H9.11.28 

被害の軽減を図るために必要な消防活動資機材の整備、使用及び

管理に関する事項 
危機管理課 

9 

大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千葉県事前計画   
S62.3.23 

（H19.3.26） 

他の都道府県の市町村による回転翼航空機を用いた消防に関する

応援に係る千葉県の要請手続 
危機管理課 

大規模特殊災害時におけるヘリコプター用燃料の供給に関する協力に 

ついて 
マイナミ空港サービス株式会社 S61.12.8 市町村等が指定する引渡場所への燃料の搬送及び給油 

10 ヘリコプターテレビ伝送システムによる映像情報の提供に関する覚書 千葉市 H11.3.31 ヘリコプターテレビ電送システムによる映像情報の提供 危機管理課 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（ ）は最新変更 
内容 担当部署 

11 災害時における放送要請に関する協定 

日本放送協会千葉放送局 

S55.5.1 災害対策基本法第５７条の規定に基づく放送要請に係る協定 

報道広報課 12 災害時における放送要請に関する協定締結に関する覚書 S55.5.21 上記協定に係る覚書 

13 緊急警報放送の実施に伴う災害時における放送要請について - 緊急警報放送の実施に伴う災害時の放送要請 

14 災害時における放送要請に関する協定 

株式会社ニッポン放送 S55.4.25 災害対策基本法第５７条の規定に基づく放送要請に係る協定 

報道広報課 千葉テレビ放送株式会社 S54.12.1 災害対策基本法第５７条の規定に基づく放送要請に係る協定 

株式会社ベイエフエム H2.3.20 災害対策基本法第５７条の規定に基づく放送要請に係る協定 

15 災害時における報道要請に関する協定 

千葉県、千葉県公安委員会、千葉日報社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

危機管理課 

警察本部 

千葉県、千葉県公安委員会、朝日新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、毎日新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、読売新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、産経新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、東京新聞 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、日本経済新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、日刊工業新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、日本工業新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、時事通信社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、共同通信社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、日本テレビ放送網株式

会社 
H9.4.1 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、株式会社東京放送 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、株式会社フジテレビジョ

ン 
H9.4.1 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

千葉県、千葉県公安委員会、全国朝日放送株式会

社 
H9.4.1 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 

16 災害時等における外国人県民等への報道要請に関する協定 エフエムインターウェーブ株式会社 H19.3.20 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に

係る協定 
危機管理課 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（ ）は最新変更 
内容 担当部署 

17 千葉県水道災害相互応援協定 
県内の水道事業体及び水道用水供給事業体並び

に、下総町、大栄町、山武町及び芝山町 
H7.11.2 県の調整の下に行う応援活動に係る協定 水政課 

18 

東京都水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協定 

東京都水道局、千葉県水道局 

H9.5.30 円滑かつ迅速な相互応援の実施に係る協定 

水道局 
東京都水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協定の了解 

事項 
H10.3.4 上記協定に係る了解事項 

19 

神奈川県企業庁水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協定 

神奈川県企業庁水道局、千葉県水道局 

H10.3.25 円滑かつ迅速な相互応援の実施に係る協定 

水道局 
神奈川県企業庁水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協定

の了解事項 
H10.3.25 上記協定に係る了解事項 

20 

横浜市水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協定 

横浜市水道局、千葉県水道局 

H9.5.30 円滑かつ迅速な相互応援の実施に係る協定 

水道局 
横浜市水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協定の了解 

事項 
H10.3.4 上記協定に係る連絡事項 

21 

川崎市水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協定 

川崎市水道局、千葉県水道局 

H9.5.30 円滑かつ迅速な相互応援の実施に係る協定 

水道局 
川崎市水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協定の了解 

事項 
H10.3.4 上記協定に係る連絡事項 

22 災害時等における水道復旧活動に関する協定 千葉県水道管工事協同組合 H17.3.31 復旧工事、応急給水、資機材の供給 水道局 

23 災害時等における水道施設の復旧工事に関する協定 日本水道鋼管協会 H22.8.24 水道施設（導水管、送水管、配水管等）の復旧工事に関する協定 水道局 

24 災害時等における水道施設の応急復旧工事に関する協定 一般社団法人千葉県電業協会 H22.8.25 水道施設（電気設備）の応急復旧工事に関する協定 水道局 

25 災害時等における水道施設の復旧工事に関する協定 一般社団法人千葉県建設業協会 H22.8.31 
水道施設（導水管、送水管、配水管及び浄水場等）の復旧工事に関

する協定 
水道局 

26 災害時等における水道施設の復旧工事に関する協定 

 (株)日立製作所 H22.8.20 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

水道局 

 (株)日立国際電気 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 昱(株) H22.9.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)東芝 H22.8.25 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)明電舎 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 光商工(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 三菱電機(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（ ）は最新変更 
内容 担当部署 

26 災害時等における水道施設の復旧工事に関する協定 

 三菱電機プラントエンジニアリング(株)  H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

水道局 

日新電機(株) H22.8.19 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 シンフォニアエンジニアリング(株) H22.8.23 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 横河電機(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 西川計測(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)山武アドバンスオートメーションカンパニー H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 スイス通信システム(株) H22.8.19 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 新菱工業(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 荏原実業(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 水 inɡ(株) 
H22.8.23                                                                                                                     

（H23.6.20） 
水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)クボタ （上下水ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部） H22.9.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)クボタ （ポンプ事業部） H22.8.30 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)電業社機械製作所 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)中央設備 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)酉島製作所 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 三機工業(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 水道機工(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)水機テクノス H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 磯村豊水機工(株) H22.8.27 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 日機装(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（ ）は最新変更 
内容 担当部署 

26 災害時等における水道施設の復旧工事に関する協定 

 前澤工業(株) H22.8.30 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

水道局 

 (株)森田鉄工所 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)栗本鐵工所 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 千代田工商(株) H22.8.20 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 月島機械(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 月島テクノメンテサービス(株) H22.8.24 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 ワセダ技研(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 日本原料(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 オルガノ(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)沖電気カスタマアドテック H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)エス・アイ・シー H22.8.24 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)日立プラントテクノロジー H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 シンフォニアテクノロジー(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 住友重機械エンバイロメント(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 メタウォーター(株)  H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 ＪＦＥエンジニアリング(株)  H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)神鋼環境ソリューション H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)石垣 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 (株)第一テクノ H22.8.23 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

 日本電気(株) H22.8.24 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（ ）は最新変更 
内容 担当部署 

26 災害時等における水道施設の復旧工事に関する協定 

 (株)安川電機 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

水道局 

 島津システムソリューションズ(株) H22.8.27 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

27 災害時等における水道復旧用材料の供給に関する協定 

日本ダクタイル鉄管協会 H17.3.24 水道復旧用材料の供給に関する協定 

水道局 

水道バルブ工業会 H17.3.31 水道復旧用材料の供給に関する協定 

冨士機材㈱ H17.3.31 水道復旧用材料の供給に関する協定 

太三機工㈱ H17.3.31 水道復旧用材料の供給に関する協定 

渡辺パイプ㈱ H17.3.31 水道復旧用材料の供給に関する協定 

28 災害時等における水道復旧用材料の供給及び復旧工事に関する協定 

大成機工㈱ H22.8.27 水道復旧用材料の供給及び復旧工事に関する協定 

水道局 

コスモ工機㈱ H22.8.31 水道復旧用材料の供給及び復旧工事に関する協定 

28 災害時等における非常用自家発電設備燃料の供給に関する協定 千葉県石油協同組合 H17.3.31 非常用自家発電設備燃料の供給に関する協定 水道局 

29 災害時における応急対策の協力に関する協定書 
公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 関東

支部 
H22.3.26 災害時における管路調査その他応急措置に関する協力に係る協定 下水道課 

30 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、山梨県、(長野県)、(静岡県)  
H20.8.1 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール 下水道課 

31 関東地域における工業用水道災害相互応援に関する協定書 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

横浜市及び川崎市の各工業用水道事業者 
H11.1.5 被災事業体が他の協定事業体に要請する応援活動等に係る協定 企業庁 

32 災害時の応急仮設住宅の建設に関する協定 

一般社団法人千葉県建設業協会 S58.11.28 災害時における応急仮設住宅の建設に係る協定 

住宅課 

社団法人プレハブ建築協会 S58.12.1 災害時における応急仮設住宅の建設に係る協定 

33 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定 

社団法人千葉県宅地建物取引業協会 H18.5.25 災害時における民間賃貸住宅の提供に係る協定 

住宅課 社団法人全日本不動産協会千葉県本部 H20.9.5 災害時における民間賃貸住宅の提供に係る協定 

社団法人全国賃貸住宅経営協会、社団法人全国賃

貸住宅経営協会千葉県支部 
H23.9.14 災害時における民間賃貸住宅の提供に係る協定 

34 災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書 住宅金融公庫首都圏支店 H17.9.1 住宅被災者に対する住宅相談窓口の開設等に係る協定 住宅課 

35 成田国際空港消防相互応援協定 

成田市、佐倉市八街市酒々井町消防組合、山武郡

市広域行政組合、四街道市、印西地区消防組合、富

里市、匝瑳市横芝光町消防組合、香取広域市町村

圏事務組合、栄町、成田国際空港株式会社 

H18.7.12 航空機災害の消火救難活動に関する相互応援に係る協定 危機管理課 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（ ）は最新変更 
内容 担当部署 

36 

地震、風水害、その他の災害応急対策に関する協定 

一般社団法人千葉県建設業協会 

H23.3.25 
公共土木施設等の機能の確保及び回復に係る災害応急業務に関

する協定 
県土整備政策課 

地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務細目協定   上記協定の実施に係る必要事項 

37 地震、風水害、その他の災害応急対策に関する協定 

一般社団法人千葉県電業協会 H15.4.1 
公共土木施設の電気設備の機能の確保及び回復に係る災害応急

業務に関する協定 

県土整備政策課 

社団法人千葉県測量設計業協会 H20.3.27 
公共土木施設等の災害応急業務に必要な技術者及び器材等の確

保及びその動員方法等に係る協定 

一般社団法人千葉県地質調査業協会、関東地質調

査業協会千葉県支部 
H23.3.9 

公共土木施設等の災害応急業務に必要な技術者及び器材等の確

保及びその動員方法等に係る協定 

一般社団法人千葉県建設コンサルタント業協会、社

団法人建設コンサルタンツ協会関東支部 
H22.4.22 

公共土木施設等の災害応急業務に必要な技術者及び器材等の確

保及びその動員方法等に係る協定 

38 地震災害応急復旧用仮設橋に関する協定 一般社団法人日本橋梁建設協会 H 元.11.1 
県が管理する橋梁等に地震災害が発生したときの、仮設橋の確保

に係る協定 
道路環境課 

39 地震、風水害、その他の災害応急対策に関する業務協定 千葉曵船協会 H24.4.2 千葉港港湾区域内における災害応急業務の施行に関する協定 港湾課 

40 地震、風水害、その他の災害応急対策に関する協定 一般社団法人千葉県造園緑化工事業協会 H20.5.15 
県立都市公園の機能の確保及び回復に係る災害応急業務に関す

る協定 
公園緑地課 

41 地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定 社団法人千葉県産業廃棄物協会 H15.9.11 災害廃棄物の撤去、収集・運搬及び処分に係る協定 資源循環推進課 

42 地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定 千葉県解体工事業協同組合 H15.9.11 
災害廃棄物の撤去等に付随して必要となる被災した建物等の解体

等に係る協定 
資源循環推進課 

43 災害時の応援業務に関する協定 社団法人千葉県空調衛生工事業協会 H20.9.10 
公共施設のうち建築機械設備（空調設備等）の災害時の応援業務

に係る協定 
大気保全課 

44 災害時の医療救護活動についての協定書 社団法人千葉県医師会 S57.1.1 医療救護班の派遣、収容医療機関の選定の協力 医療整備課 

45 災害時の救護活動についての協定書 社団法人千葉県歯科医師会 H8.8.30 救護班の派遣 医療整備課 

46 災害時の医療救護活動に関する協定書 

公益社団法人千葉県看護協会 H13.8.30 医療救護班の派遣 

医療整備課 

社団法人千葉県接骨師会 H13.8.30 医療救護班の派遣 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（ ）は最新変更 
内容 担当部署 

47 災害時の救護活動に関する協定書 

社団法人千葉県薬剤師会 H13.11.30 
薬剤師の派遣（救護所等における調剤業務及び医薬品等の管理、

医薬品等の需給状況の情報把握・提供） 

薬務課 

千葉県医薬品卸協同組合 
H13.11.30 

（H21.9.2) 

医薬品等の確保・供給、集積所における医薬品等の管理、医薬品

等の需給状況の情報把握・提供 

千葉県医療機器販売業協会 H20.3.5 被災地の病院等に設置されている医療機器の修理・交換等 

社団法人千葉県製薬協会 H13.11.30 救護所等で使用する医薬品等の確保・供給 

千葉県医療機器工業会 H20.3.31 
被災地内の病院等に設置されている医療機器の修理・交換、医療

機器の破損等の情報の把握・提供 

社団法人千葉県薬業会 H13.11.30 保健所等に備蓄する災害用医薬品等の搬送 

社団法人千葉県医薬品配置協会 H13.11.30 保健所等に備蓄する災害用医薬品等の搬送 

一般社団法人日本産業・医療ガス協会 
H20.3.5 

（H21.9.2) 
医療ガス等、資機材等の確保、供給及び安全確認 

48 
災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に関して必要な事項

を日本赤十字社千葉県支部に委託する契約書 
日本赤十字社千葉県支部 S51.4.1 医療・助産・死体の処理 健康福祉政策課 

49 災害時における県民生活の安定を図るための基本協定 千葉県生活協同組合連合会 H9.11.7 
応急生活物資の調達と安定供給、ボランティア活動、生活情報の収

集、提供等 
県民生活課 

50 災害応急対策用貨物自動車供給契約書 千葉県トラック協会 H20.11.19 一般貨物自動車の供給 経済政策課 

51 災害時における交通誘導業務、警戒業務に関する協定 千葉県警備業協会 H9.5.12 
 緊急交通路の確保等に関する交通誘導警備業務、避難場所等の

警戒警備業務、 その他県が必要と認める警備業務 
警察本部 

52 災害時における緊急通行妨害車両等の除去に関する協定 

社団法人日本自動車連盟関東本部千葉支部 H17.4.28 
緊急通行車両等の通行の妨害となっている放置自動車等の道路障

害物の除去業務 危機管理課 

警察本部 
千葉県レッカー事業協同組合 H19.5.30 

緊急通行車両等の通行の妨害となっている放置自動車等の道路障

害物の除去業務 

53 災害時における緊急輸送等に関する協定 一般社団法人千葉県タクシー協会 H24.7.4 応急対策に必要な県職員の輸送、災害の状況、被害情報の収集 危機管理課 

54 災害時における遺体の搬送に関する協定 社団法人全国霊柩自動車協会 H17.6.1 災害時に遺体の搬送 衛生指導課 

55 災害時における応急生活物資等の供給に関する協定書 社団法人千葉県エルピーガス協会 H11.3.31 カセットコンロ、カセットコンロ用ガスボンベ、液化石油ガスの提供 保安課 

56 災害時の物資供給等に関する協定書 イオン株式会社関東カンパニー H17.10.1 飲料品、食料品、日用生活品、その他県が指定する物資の提供 危機管理課 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（ ）は最新変更 
内容 担当部署 

57 災害時の物資供給等に関する協定書 

株式会社ローソン H18.3.20 食料品、飲料水、日用品、その他県が指定する物資の提供 

危機管理課 

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン H20.12.24 食料品、飲料水、日用品、その他県が指定する物資の提供 

株式会社サークルＫサンクス H21.2.12 食料品、飲料水、日用品、その他県が指定する物資の提供 

株式会社ファミリーマート H21.11.24 食料品、飲料水、日用品、その他県が指定する物資の提供 

58 災害時の食料供給等に関する協定書 

全国農業協同組合連合会千葉県本部 H18.10.16 
野菜、日持ちカット野菜、焼きイモ、蒸しトウモロコシ、その他県が指

定する物資の提供 
農林水産政策課 

全農パールライス東日本株式会社 H18.10.16 精米、無洗米、炊飯米、その他県が指定する物資の提供 

59 災害時の食料供給等に関する協定書 特定非営利活動法人コメリ災害対策センター H22.3.3 
作業関係、日用品等、水関係、冷暖房機器、電気用品、トイレ関係

等の提供 
危機管理課 

60 災害時の食料供給等に関する協定書 財団法人千葉県学校給食会 H22.9.7 米飯、精米、パン、副食等の提供 危機管理課 

61 災害時における棺及び葬祭用品の供給等に関する協定 

千葉中央葬祭業協同組合 H17.6.1 

棺及び葬祭用品の供給、遺体の搬送 衛生指導課 

社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 H17.6.1 

62 災害時における遺体保存用ドライアイスの供給に関する協定 
ドライアイスメーカー会・全日本ドライアイスディーラ

ー会 
H17.9.30 遺体保存用ドライアイス 衛生指導課 

63 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定書 千葉県石油商業組合 H16.11.2 
一時休憩所として、飲料水、トイレの提供、ラジオ、テレビ等による情

報の提供、地図等による通行可能な道路に関する情報の提供 

防災計画課 

64 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書（九都県市） 

株式会社サークルＫサンクス H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社スリーエフ H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社デイリーヤマザキ H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社ファミリーマート H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

ミニストップ株式会社 H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社ローソン H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社吉野家 H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

国分グローサーズチェーン株式会社 H17.9.22 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社ココストア H17.9.22 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（ ）は最新変更 
内容 担当部署 

64 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書（九都県市） 

株式会社ポプラ H17.9.22 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

防災計画課 

山田食品産業株式会社 H17.9.22 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ H19.2.8 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通

行可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

ロイヤルマネジメント株式会社 H19.2.8 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た災

害に関する情報等、一時的な休憩の場の提供 

株式会社モスフードサービス H20.6.11 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た災

害に関する情報等、一時的な休憩の場の提供 

アールアンドケーフードサービス株式会社 H20.11.21 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交

通可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社九九プラス H21.8.27 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た災

害に関する情報等、一時的な休憩の場の提供 

株式会社壱番屋 H22.8.20 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交

通可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

ワタミ株式会社 H23.6.20 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交

通可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

チムニー株式会社 H23.6.20 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交

通可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社第一興商 H23.9.1 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交

通可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社ビーアンドブィ H23.9.1 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交

通可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社サガミチェーン H24.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交

通可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

味の民芸フードサービス株式会社 H24.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交

通可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

千葉県カラオケ事業者防犯協会 H24.9.18 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交

通可能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

65 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書 千葉県石油商業組合 H23.12.13 
公用車燃料、自家発電設備等に使用する石油類燃料の供給（ガソ

リン、灯油、軽油及び重油等） 
危機管理課 

66 
油流出事故時における千葉県と特定事業所等との資機材等の相互応援

協定 

千葉県、及び京葉臨海北部地区、京葉臨海中部地

区、京葉臨海南部地区の各石油コンビナート等特別

防災区域に所在し、油防除資機材等を有する特定事

業所及び海上共同防災組織 

H11.3.23 

オイルフェンス、油吸着マット、油回収ネット、油処理剤（油分散剤）、

油導入式浮枠及び油回収用ポンプ等、 ドラム缶（缶の上部は開放

型）、 その他支援すべき資機材等して扱えるもの 

危機管理課 

67 アマチュア無線による災害時応援協定書 日本アマチュア無線連盟千葉県支部 H13.1.29 災害に関する情報の収集及び伝達に係る協定 危機管理課 
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[災害救助法関係] 

１ 災害救助法の適用基準＜資料１－１３＞ 
 
 災害救助法による救助は、災害救助法施行令で定める程度の災害が発生した市町村（特別区を

含む）の区域内において当該災害にかかり、被災者が現に救助を必要とする状態にある者に対し

て行われる。 
  
災害救助法施行令 
〔災害の範囲〕 
第１条 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。）第２条に規定する政令で定

める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 
（１）当該市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域（地方自治法 （昭和 22 年法律第 67 号）   

第 252 条の 19 第１項 の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。

以下同じ。）内の人口に応じそれぞれ別表第１に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。 
 
  別表第１（第１条関係） 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した 

世帯の数 

     ５，０００人未満  ３０ 

     ５，０００人以上     １５，０００人未満  ４０ 

    １５，０００人以上     ３０，０００人未満 ５０ 

    ３０，０００人以上     ５０，０００人未満   ６０ 

    ５０，０００人以上    １００，０００人未満  ８０ 

   １００，０００人以上    ３００，０００人未満 １００ 

   ３００，０００人以上    １５０ 

 
（２）当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に  

応じそれぞれ別表第２に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であつて、当該市町村の  

区域内の人口に応じそれぞれ別表第３に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。 
 
  別表第２（第１条関係） 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した 

世帯の数 

 １，０００，０００人未満 １，０００ 

 １，０００，０００人以上  ２，０００，０００人未満 １，５００ 

 ２，０００，０００人以上  ３，０００，０００人未満 ２，０００ 

 ３，０００，０００人以上    ２，５００ 

 
  別表第３（第１条関係） 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した 

世帯の数 

     ５，０００人未満  １５ 

     ５，０００人以上     １５，０００人未満  ２０ 

    １５，０００人以上     ３０，０００人未満 ２５ 

    ３０，０００人以上     ５０，０００人未満   ３０ 

    ５０，０００人以上    １００，０００人未満  ４０ 

   １００，０００人以上    ３００，０００人未満 ５０ 

   ３００，０００人以上   ７５ 
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（３）当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に

応じそれぞれ別表第４に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶し

た地域に発生したものである等災害にかかつた者の救護を著しく困難とする厚生労働省令

で定める特別の事情があつて、多数の世帯の住家が滅失したこと。 
 
  別表第４（第１条関係） 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した 

世帯の数 

 １，０００，０００人未満 ５，０００ 

 １，０００，０００人以上  ２，０００，０００人未満 ７，０００ 

 ２，０００，０００人以上  ３，０００，０００人未満 ９，０００ 

 ３，０００，０００人以上    １２，０００ 

 
（４）多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であつて、厚生労

働省令で定める基準に該当すること。 
 
２ 前項第１号から第３号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たつては、住家が

半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は２世帯をもつて、住家が床上浸水、土砂のたい積

等により一時的に居住することができない状態となつた世帯は３世帯をもつて、それぞれ住家

が滅失した１の世帯とみなす。                                                    
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２ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間一覧表＜資料１－１４＞ 
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[その他] 

１ 大地震に対する市町村避難対策計画推進要領＜資料１－１５＞ 

 

昭和48年8月30日 

千葉県防災会議決定 

 

１  大地震発生の可能性 

    関東地方南部の地震の69年周期説（故河角博士提唱）によると、近い将来つまり昭和53年か

ら大地震発生の危険期に入ることになる。そして大地震の発生には99.9％という高い確率で69

年という周期性が存在するとされており、国・県・市町村をはじめすべての防災機関がそれを

前提とした地震対策を推進中である。 

２ 避難対策計画の必要性 

    大地震は避けることのできない自然現象であるが、その被害を少しでも軽減する施策を講じ

なくてはならない。 

    本県も都市化の伸展にともなう人口の集中、そして、危険物の取扱いが一般化しているなど

現在の都市においては多くの災害要因を内蔵していることは明らかである。 

    かかるなかでの事前対策としては、基本的には人口・産業の適正配置、建物の耐震不燃化等

の耐災環境の整備など都市の防災化事業の推進にあたることは異論のないことであるが、少な

くとも地域住民の生命、身体を守る施策の確立が急務である。 

    とくに地震における人的被害の主たる原因は、二次災害としての火災によるものである。関

東大震災では死者、行方不明者の80％以上が火災によるものであったことが震災予防調査会か

ら報告されている。 

    従って火災防止対策が重要課題であるが、万一の延焼拡大に備えての避難対策を推進しなけ

ればならない。 

３  避難対策計画の性格 

    大地震時において、生命・身体に直接的に影響を及ぼすものは、家屋の倒壊・津波・火災等

である。 

    とくに、火災による人命の損傷は、多数かつせい惨な場合が多く、避難の困難性によるもの

と考えられる｡ 

    災害時における避難措置の直接的実施責務を有する市町村が、少なくとも地域住民の安全な

避難場所とそこに至るまでの通路等について、地域防災計画の中に具体的に定め、広報、訓練

等推進するものである｡ 

４  市町村の避難対策計画の内容 

  (1) 避難地及び避難路の選定 

  (2) 避難地及び避難路の地区指定（割当） 

  (3) 避難に関する広報 

    ①  避難地及び避難路の事前ＰＲ（平常時及び災害時） 

    ②  避難に関する知識のＰＲ 

  (4) 避難措置 

    ①  避難指示（勧告、命令）及び避難誘導 

    ②  避難地等の開設及び被災者救護施設 

  (5) 避難地、避難開設所の整備、管理 

  (6) その他 
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５  避難地、避難路の選定 

  (1) 避難地は、震災時に少なくとも身の安全だけは守りうる場所として設置するものであり、

被災者を一定の期間収容する避難所とは区別して考える必要がある。 

      また、避難路は避難地まで安全に到着するよう定める通り道である｡現実の災害は、通常の

予測と違った状態になることがしばしばあり、とくに大火災については、その発生場所、風

向等の状況により避難地、避難路の変更も弾力的に考えなければならない。まだ現在では、

広域避難地の設置は要しない地域が多いと思われるが、将来を展望して今後一層市街地が伸

展すると考えられる地域は全体的空地の確保を都市計画に組み入れるよう努めるものとする。 

      なお、市街地、道路の状況によっては、被災者を一定期間収容する避難所の設置に重点を

置けば足りる市町村もあると思われる｡ 

      地震発生想定は次のとおりである。 

    ① 地震の規模、震度  マグニチュード 6.5～7.9  震度５～６ 

    ②  発生時期            火気使用の多い冬期の夕方 

    ③  気  象            風速は12ｍ／Ｓ 

    ④  家屋の倒壊          木造家屋の倒壊率20～30％ 

  (2) 避難地、避難路の選定は、災害の被害想定をもとにして、安全な場所、通路を選定するこ

とが必要であるが、地震災害は、いつ、どのようにして発生するか現時点では予測できない

ので、現有の地震対策関係資料を基礎として選定を行い、被害想定作業の進捗度に応じ、修

正を要するものは修正するものとする｡ 

  (3) 避難地の選定基準 

      地震災害から人命を守る場所としての避難地は、 

    ①  火災危険については前面建物等からの必要距離、収容すべき人口、面積、避難路 

    ②  津波には相当の高台であること等の条件に適合する必要があり、諸条件を総合的に検討

のうえ、決定することが大切である。 

 

    避難地選定上の一般的留意点は次のとおりである。 

ア  地盤が耐震的でかつ断崖絶壁、石垣、高い建物などの損壊の危険のあるものが附近にな 

いこと。 

イ  周囲に防火帯あるいは防火壁となるものがあり、かつ延焼の媒介となるべき建物等から 

相当の距離があり、付近に多量の危険物等が集積されていないこと。 

ウ  相当の広さを有し、かつ、その場所に竹薮・樹木などがあること。 

エ  延焼の危険がある場合、あるいは収容人員が安全度をこえたとき、他に避難するのに便 

利なこと。 

オ  津波あるいは堤防の決壊による浸水のおそれのある低地ではないこと。 

カ  世帯、町内会（区・部落等）同一の避難場所とすること。 

キ  予定する場所が巾員４ｍ以上の道路、河川、鉄道用地に囲まれていない場合は建ち並ぶ 

建築物の外壁面から15ｍ後退した地点から設定し、１人当りの面積は１㎡～２㎡とするこ

と。 

ク  鉄筋コンクリート造りのアパートについては内部から出火しない限り安全であると思わ 

れるので、避難対象としない（公団アパート等）。 

ケ  市町村内の住民のほか、他の区域からの流入も考慮すること。 

コ  道路、河川、線路は極力横切ることは避けること。 
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  (4) 避難路の選定基準 

      地震による火災・津波等の場合における避難路は、災害の状況や避難指示の時期等により

弾力的に考慮する必要があるが、避難をすべく各自の任意な判断にまかせることは安全確保

のうえから適切でない｡ 

      火災が大規模になるまでは地震発生後かなりの時間的余裕があるので、市街地、道路、避

難地までの距離、消防力などを総合的に検討して避難路を指定し、誘導がスムーズになされ

ることが必要である。 

      避難路選定上の一般的な留意点は次のとおりである｡ 

①  狭い路地、塀ぎわ、崖下、河川敷はさけて、適当な道路巾員を有し、なるべく道路付近 

に延焼危険のある建物、危険物取扱施設等がないこと。 

② 道路、線路、河川を横切る避難はさけること。 

③ 防火水そうを適当な距離で設置している道路であること｡ 

④ 耐火建築物の多い道路であること｡ 

⑤ 地盤が耐震的で地下に危険な埋設物がないこと。 

⑥ 浸水等の危険のない道路であること｡ 

⑦ 自動車の交通量がなるべく少ないこと｡ 

⑧ 道路の破損、信号機の故障、避難あるいは荷物の持ち出しに自動車を使用する等から通 

行車両の激増と停滞を招き自動車が火災の延焼の媒体となったりする。 

    また消火救急活動を行う緊急車の通行車線を確保するための交通規制、避難誘導のため 

警察と十分な協議を行うこと｡ 

⑨ 避難路を火災から守るため消防機関と協議すること。 

  (5) 避難所の選定基準 

      人命を守る最少限の避難が完了した後、又は、家屋の倒壊、流出等により居所を失った被

災者を一定の期間収容する施設であるので、ある程度の居住用設備を備え、しかも耐災的施

設でなければならない。 

      避難所の選定上の留意点は次のとおりである。 

① 被災者に対する救援、救護活動を実施することが可能な場所で、耐震耐火建物もしくは 

仮設住宅、幕舎等を設置することが可能な規模を有すること｡ 

② 避難地との距離が比較的近くて、かつ、安全な場所であること。 

③ 被災者が生活するに適切と認められる場所であること｡ 

６ 避難の指示（勧告・命令） 

  (1) 避難の指示 

    ① 指示を行う者 

      (ｱ) 市町村長  (ｲ) 警察官  (ｳ) 海上保安官  (ｴ) 自衛官  (ｵ) 知事 

    ② 指示の時期と方法 

      (ｱ) 指示の時期  災害の状況、地域の状況に応じた具体的な計画 

   (ｲ) 指示の方法    周知徹底（広報）の方法 

    ③ 指示の内容 

      (ｱ) 避難対象地域  (ｲ) 避難経路及び避難先  (ｳ) 避難指示の理由 

   (ｴ) その他の必要事項（誘導の有無、携帯品等） 

    ④ 関連措置 

      (ｱ) 防災関係機関に対する指示内容の通報連絡と協力依頼 

(ｲ) 避難地及び避難所の開設 

        被災者の収容、給水給食の実施、医療救護、助産の実施、生活必需物資の支給、その他 

      (ｳ) その他  
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  (2) 避難誘導 

    ①  誘導計画……誘導の実施者、誘導の地域場所 

    ②  避難道路の確保……消火、自動車の交通規制、障害物の排除 

７ 避難に関する広報 

  (1) 避難地、避難路等の事前周知事項 

① 避難地等の名称、所在位置 

②  避難収容対象地区、対象人口 

③ 避難地等への経路 

(2) 避難に関する知識の普及 

① 避難のための平素における心がけと準備 

② 避難時における知識 

③ 避難収容後における心得 

 

（参考）(1) 避難路の道路巾員   道路の沿線家屋等が倒壊した場合、例えば２階建では建物位 

                              置から３～４ｍ程度はふさぐものと想定する必要がある。従 

                              って道路巾員８～10ｍ以上が望まれる。 

        (2) 火災延焼速度と     道路の沿線家屋に火災が発生した場合には、ほとんどの道路 

 避難路      が避難路として使用しえないものと想定しなければならない。 

                              火災の延焼速度は、建物構造、建ペイ率、建物階数、風速、 

                              発火後の経過時間、消防力等に影響されるものといわれてい 

                              る（延焼速度については、昭和44年消防庁告示第２号、消防 

                              に関する都市等級要綱の別図または、昭和40年度、東京理科 

                              大学、浜田稔教授の延焼理論がある。）。 
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２ 火災・災害等即報要領＜資料１－１６＞ 

  （平成24年5月31日付け消防応第１１１号消防庁長官通知） 

 

火災・災害等即報要領 

 

第１ 総則 

 １ 趣旨 

   この要領は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第４０条の規定に基づき消防庁長官が求める

消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及び方法を定めるものとす

る。 

 

（参考） 

消防組織法第４０条 

 消防庁長官は、都道府県及び市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統 

計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。 

 

  ２ 火災・災害等の定義 

 「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。 

 なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火災報告取

扱要領（平成6年4月21日付消防災第100号）」、「災害報告取扱要領（昭和45年4月10日付消防防

第246号）」、「救急事故等報告要領(平成6年10月17日付消防救第158号)」の定めるところによる。 

 

  ３ 報告手続 

(1) 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（(1)において「火災等」という。）が発生し 

た場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消防の事務を処理する

一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一部事務組合又は広域連合を含む。

以下第１から第３までにおいて同じ。）は、火災等に関する即報を都道府県を通じて行うもの

とする。 

  ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生した地域の属

する市町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急業務、救助活動、事故

の処理等）を行った市町村が異なる場合には、当該火災等について主として応急措置を行った

市町村又はこれらの火災等があったことについて報告を受けた市町村が都道府県を通じて行う

ものとする。   

(2) 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合には、当該災害が発生した地域の属する 

市町村は、災害に関する即報を都道府県に報告するものとする。 

(3) 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、市町村から 

の報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報を消防庁に報告を行う

ものとする。 

(4) 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、第一報を 

都道府県に加え、消防庁に対しても、報告するものとする。この場合において、消防庁長官か

ら要請があった場合については、市町村は第一報後の報告についても、引き続き消防庁に対し

ても行うものとする。 

(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したとき、原則として、覚知後30分以内で可能な 

限り早く、分かる範囲で、その第一報を報告するものとし、以後、各即報様式に定める事項に

ついて、判明したもののうちから逐次報告するものとする。都道府県は、市町村からの報告を
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入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに、市町村からの報告を待たずして情報を入

手したときには、直ちに消防庁に対して報告を行うものとする。 
 

   火災・災害等の発生 

                                     即 報 基 準 

 

                   該当事案             直接即報基準 

                                                     該当事案 

 

 
 

 

   市   町  村  

 

 

 

 

  第一報につ 

 いては覚知 

 後３０分以 

 内に報告 

 

  都 道 府 県   

 

 

  

 

  消 防 庁 

 

 

  ４ 報告方法及び様式 

    火災・災害等の即報に当たっては、(1)の区分に応じた様式に記載し、ファクシミリ等により報

告するものとする。また、画像情報を送信することができる地方公共団体は(2)により被害状況等

の画像情報の送信を行うものとする。 

  ただし、消防機関等への通報が殺到した場合等において、迅速性を確保するため、様式による

ことができない場合には、この限りではない。また、電話による報告も認められるものとする。 

(1) 様式 

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

   火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 

   特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る事故、原

子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

   なお、火災（爆発を除く。）については、第１号様式、特定の事故については、第２号

様式により報告すること。 

イ 救急・救助事故等即報・・・・・第３号様式 

   救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態を対象とする。なお、火災

等即報を行うべき火災及び特定の事故については省略することができる。ただし、消防庁

長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

- 77 -



 

 

  

ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

   災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア火災等即

報、イ救急・救助事故等即報を省略することができる。ただし、消防庁長官から特に求め

られたものについては、この限りではない。 

(2) 画像情報の送信 

  地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公共団体（応

援団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生したときは、高所監

視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛星車載局等を用いて速やかに被害状況等の画

像情報を送信するものとする。 

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等 

ウ 報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い火災・災害等 

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

 

５ 報告に際しての留意事項 

(1) 「第２ 即報基準」及び「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等か判断に迷う場

合には、できる限り広く報告するものとする。 

(2) 市町村又は都道府県は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な火災・ 

災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集に特に配

意し、迅速な報告に努めるものとする。 

(3) 各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等と密接な連絡を

保つものとする。 

(4) 市町村が都道府県に報告できない場合にあっては、一時的に報告先を消防庁に変更するも

のとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようになった後は、都道府県に報告

するものとする。 

(5) (1)から(4)までにかかわらず、地震等により、消防機関への通報が殺到した場合、その状

況を市町村は直ちに消防庁及び都道府県に対し報告するものとする。 

 

 

第２ 即報基準 

    火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 

 

１ 火災等即報 

(1) 一般基準 

火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそれがある 

場合を含む。）について報告すること。 

    1)  死者が３人以上生じたもの 

     2)  死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

(2) 個別基準 

  次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に定

める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告すること。 

ア 火災 

ア) 建物火災 

1)  特定防火対象物で死者の発生した火災 

2)  高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者等 

が避難したもの 
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3) 大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災 

4)  建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災 

5)  損害額１億円以上と推定される火災 

イ）林野火災 

1) 焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

2) 空中消火を要請又は実施したもの 

3) 住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの 

ウ）交通機関の火災 

船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの 

1)  航空機火災 

2) タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災 

3)  トンネル内車両火災 

4)  列車火災 

エ）その他 

  以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上特に参考

となるもの 

           （例示） 

             ・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

1) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

           （例示） 

             ・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災 

又は爆発事故 

2) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

3)  特定事業所内の火災（ 1)以外のもの。） 

ウ 危険物等に係る事故 

      危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という。）を貯

蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの（イの石油コンビ

ナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

1)  死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

2)  負傷者が５名以上発生したもの 

3)  周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に被害を及 

ぼしたもの 

4)  ５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

5)  海上、河川への危険物等流出事故 

6)  高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい事故 

エ  原子力災害等 

1) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線の漏え 

いがあったもの 

2) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬中 

に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

3)  原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第１０条の規定により、原子力事 

業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの 

4)  放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏え 

いがあったもの 
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オ その他特定の事故 

         可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高いと認めら

れるもの 

(3) 社会的影響基準 

(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に取り上げられる 

等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

 

２ 救急・救助事故即報 

  救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告すること。 

1) 死者５人以上の救急事故 

2)  死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

3)  要救助者が５人以上の救助事故 

4)  覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要した救助事故 

5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的影響が高

いことが判明した時点での報告を含む。） 

        （例示） 

        ・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

        ・バスの転落による救急・救助事故 

         ・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

     ・消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る救急・救助事故 

     ・不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において発生した救

急･救助事故 

     ・全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域において同様

の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握されるべき救急･救助事故 

 

３ 武力攻撃災害即報 

  次の災害等（該当するおそれがある場合を含む。）についても、上記２と同様式を用いて報告

すること。 

  1)  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号）第 

２条第４項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は 

負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

    2) 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 

（平成15年法律第79号）第２５条第１項に規定する緊急対処事態、すなわち、武力攻撃の手段 

に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白 

な危険が切迫していると認められるに至った事態 

 

４ 災害即報 

    災害即報については、次の基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）につい

て報告すること。 

(1) 一般基準 

1) 災害救助法の適用基準に合致するもの 

2) 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

3) 災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微であっても、全

国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 
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(2) 個別基準 

ア 地震 

地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震度４以上を記録したもの 

イ 津波 

津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの   

ウ 風水害 

1) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

2)  河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

3) 強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

エ 雪害 

1)  雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

2)  道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

オ 火山災害 

1)  噴火警報（火口周辺）が発表され、入山規制又は通行規制等を行ったもの 

2)  火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(3) 社会的影響基準 

(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取り上げられる等社会 

的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

 

 

第３ 直接即報基準 

  市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき基準に該当する火災・災害等（該当するおそれがあ

る場合を含む。）については、直接消防庁に報告するものとする。 

１ 火災等即報 

ア 交通機関の火災 

第２の１の（2）のアのウ）に同じ。 

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

第２の１の（2）のイ1)、2)に同じ。 

ウ 危険物等に係る事故(イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

1) 第２の１の(2)のウ1)、2)に同じ 

2)  危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周 

辺で、５００平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

3) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するも 

の 

① 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

② ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

4)  市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の 

避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

5)  市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

   エ 原子力災害等 

第２の１の（2）のエに同じ。 

   オ ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

   カ 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む） 
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２ 救急・救助事故即報 

死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

2) バスの転落等による救急・救助事故 

3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

4)  映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

5)  その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

 

 ３ 武力攻撃災害即報 

   第２の３の1)、2)に同じ 

 

 ４ 災害即報 

   ア 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わな

い。） 

   イ 第２の４の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの 

 

 

第４ 記入要領 

第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それぞれの報告要

領（「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）の定めるところによ

る。 

 

  ＜火災等即報＞ 

１ 第１号様式（火災） 

(1) 火災種別 

  火災の種別は、「建物火災」「林野火災」「車両火災」「船舶火災」「航空機火災」及び「そ

の他の火災」とし、欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2) 消防活動状況 

 当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要請及び消防

機関による応援活動の状況についても記入すること。 

(3) 救急・救助活動の状況 

  報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記入すること

（消防機関等による応援活動の状況を含む。）。 

(4) 災害対策本部等の設置状況 

当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部 

等を設置した場合には、その設置及び解散の日時を記入すること。 

(5) その他参考事項 

  次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入すること。 

1) 死者３人以上生じた火災  

ア 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の概要 

ア） 建物等の用途、構造及び環境 

イ） 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理状況

並びに予防査察の経過 

イ 火災の状況 

ア） 発見及び通報の状況 

イ） 避難の状況 
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2)  建物火災で個別基準の4)又は5)に該当する火災 

ア） 発見及び通報の状況 

イ） 延焼拡大の理由 

    ア 消防事情 イ 都市構成 ウ 気象条件 エ その他 

ウ） 焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

エ） り災者の避難保護の状況 

オ） 都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含む。） 

3)  林野火災 

ア） 火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

      ※必要に応じて図面を添付する。 

イ） 林野の植生 

ウ） 自衛隊の派遣要請、出動状況 

エ） 空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数等） 

4) 交通機関の火災 

ア） 車両、船舶、航空機等の概要 

イ） 焼損状況、焼損程度 

 

２ 第２号様式（特定の事故） 

(1) 事故名（表頭）及び事故種別 

特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこ 

と。 

(2) 事業所名 

「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入すること。 

(3) 特別防災区域 

 発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号。以下この項で「法」

という。）第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、当該地区名を記入する

こと。また、法第２条第４号に規定する第一種事業所にあつては、「レイアウト第一種」、「第

一種」のいずれかを、同条第５号に規定する第二種事業所は「第二種」を、その他の事業所は

「その他」を○で囲むこと。 

(4) 覚知日時及び発見日時 

  「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が当該事故 

を発見した日時を記入すること。 

(5) 物質の区分及び物質名 

 事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名を記入す

ること。なお、当該物質が消防法（昭和23年法律第186号）で定める危険物である場合には、危

険物の類別及び品名について記入すること。 

(6) 施設の区分 

 欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(7) 施設の概要 

  「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記入するこ

と。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等の別）につい

ても記入すること。 

(8) 事故の概要 

 事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 
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(9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

  防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の応急対策の

状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による応援活動の状

況についても記入すること。 

(10) 災害対策本部等の設置状況 

  当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部

等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。 

(11) その他参考事項 

  以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

  （例） 

   ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

(12) 原子力災害等の場合 

ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に読み替え 

ること。 

イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、「汚染

者」に区分して記入すること。 

ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況を記入す 

るとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定められている場合に

は、当該通報の内容を併せて報告すること。 

 

＜救急・救助事故等即報＞ 

３ 第３号様式（救急・救助事故等） 

(1) 事故災害種別 

  「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2) 事故等の概要                                                           

「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。   

(3) 死傷者等                                                             

ア 「負傷者等」には、急病人等を含む。                                 

イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。               

(4) 救助活動の要否                                                       

救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。           

(5) 要救護者数（見込）                                                   

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、未だ救助 

されていない者の数を記入すること。                   

また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

(6) 消防・救急・救助活動状況                                                 

出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属消防本部 

名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活動の状況につい

て記入すること。                                   

(7) 災害対策本部等の設置状況                                             

      当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部

等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。                   

(8) その他参考事項                                                       

        以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

      （例）                                                               

       ・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況                       
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       ・避難の勧告・指示の状況 

・避難所の設置状況 

 ・自衛隊の派遣要請、出動状況                                       

                                                                               

 ＜災害即報＞  

４ 第４号様式 

1)  第４号様式－その１（災害概況即報）                                   

災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の当初の段階で被害状 

況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第一報で、死傷者の有無、火災、津波の発

生の有無等を報告する場合）には、本様式を用いること。                                 

(1) 災害の概況                                                         

ア 発生場所、発生日時                                               

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。   

イ 災害種別概況                                                     

（ア） 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石 

流等の概況                                       

（イ） 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概況     

（ウ） 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況           

（エ） 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況     

（オ） その他これらに類する災害の概況                               

(2) 被害の状況                                                         

当該災害により生じた被害の状況について、判明している事項を具体的に記入すること。 

その際特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこと。     

(3) 応急対策の状況                                                     

当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合に 

はその設置及び解散の日時を記入するとともに、市町村（消防機関を含む。）及び都道府県

が講じた応急対策について記入すること。   

        （例）                                                             

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況                     

・避難の勧告・指示の状況                                         

・避難所の設置状況                                               

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況                   

・自衛隊の派遣要請、出動状況                                     

2) 第４号様式－その２（被害状況即報） 

(1) 各被害欄                                                           

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額について 

は、省略することができる。                             

  なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点におけ

る断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。                   

(2) 災害対策本部等の設置状況                                           

当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本 

部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。               

(3) 災害救助法適用市町村名                                             

市町村毎に、適用日時を記入すること。                               

(4) 備考欄                                                             

      備考欄には次の事項を記入すること。                                 
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     ア 災害の発生場所                                                   

         被害を生じた市町村名又は地域名                                   

     イ 災害の発生日時                                                   

       被害を生じた日時又は期間                                         

     ウ 災害の種類、概況                                                 

       台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の見通し等  

     エ 応急対策の状況                                                   

      市町村（消防機関を含む。）及び都道府県が講じた応急対策について記入すること。 

      なお、震度６弱以上（東京23区については、震度５強以上）の地震の場合は、１１９番

通報件数についても概数を記入すること。 

       （例） 

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

・避難の勧告・指示の状況 

・避難所の設置状況 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

・災害ボランティアの活動状況 
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第１号様式（火災）                                第      報 
 

 
 
 
 
 
            
       消防庁受信者氏名        
※ 爆発を除く。 

報告日時   年  月  日   時   分 

都道府県  

市 町 村 
(消防本部名) 

 

報告者名  

 
 

火 災 種 別  １ 建物 ２ 林野 ３ 車両 ４ 船舶 ５ 航空機 ６ その他 

出 火 場 所   

出 火 日 時  

（覚知日時） 

   月  日  時  分 

(    月  日  時  分) 

(鎮圧日時) 

鎮 火 日 時  

(    月  日  時  分) 

   月  日  時  分 

火元の業態・ 

用    途 

 事 業 所 名  

(代表者氏名) 

 

出 火 箇 所   出 火 原 因   

死 傷 者 

死者(性別・年齢)         人 

 

 

負傷者 重 症           人 

        中等症           人 

        軽 症           人 

死者の生じた 

 

理    由 

 

建物の概要  
構造 

階層 

建築面積 

延べ面積 

焼 損 程 度  
焼損 

棟数 

全 焼  棟 

半 焼    棟 

部分焼    棟   

ぼ や    棟 

焼 損 面 積  

建物焼損床面積        ㎡ 

建物焼損表面積        ㎡ 

林野焼損面積         ａ 

り災世帯数   気 象 状 況   

    

 

消防活動状況 

消防本部(署)           台         人 

消 防 団           台         人 

そ の 他                      人 

救急・救助  

活 動 状 況  
 

災害対策本部 

等の設置状況 

 

その他参考事項 

 
(注) 第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告

すること。（確認が取れていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等）を記入
して報告すれば足りること。) 

計  棟 
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第２号様式（特定の事故）                                                       

                                     第      報 
 

         1 石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等特別防災区域内の事故 

   2 危険物等に係る事故 

         3 原子力施設等に係る事故 

         4 その他特定の事故 

 

消防庁受信者氏名        

報告日時   年  月  日   時   分 

都道府県  

市 町 村 
(消防本部名) 

 

報告者名  
 
 
 

事 故 種 別  １ 火災 ２ 爆発 ３ 漏えい ４ その他（    ） 

発 生 場 所   

事 業 所 名  
 

特別防災区域 
  レイアウト第一種、第一種、 

  第二種、その他 

発 生 日 時 

（覚知日時） 

 

   月  日  時  分 

(    月  日  時  分) 

発 見 日 時     月  日  時  分 

鎮 火 日 時

(処理完了) 

   月  日  時  分 

(  月  日  時  分) 

消防覚知方法  気 象 状 況   

物 質 の 区 分 
1.危険物 2.指定可燃物 3.高圧ガス 4.可燃性ガス 
5.毒劇物 6.ＲＩ等   7.その他(      ) 

物質名  

施設の区分  1.危険物施設 2.高危混在施設 3.高圧ガス施設 4.その他(      ) 

施設の概要   
危険物施設

の 区 分  
 

事故の概要   

 

死 傷 者 

死者(性別・年齢)         人 負傷者等               人(    人) 

      重 症           人(    人) 

      中等症           人(    人) 

      軽 症           人(    人) 

 

消 防 防 災  

 

活 動 状 況  

 

及 び 

 

救急・救助  

 

活 動 状 況  

 

 

 

警戒区域の設定 月 日 時 分 

 

使用停止命令  月 日 時 分 

出 場 機 関  出 場 人 員 出 場 資 機 材  

事 

業 

所 

自衛防災組織         人  

共同防災組織         人  

そ  の  他         人  

消 防 本 部 (署 )  
台       
人 

 

消 防 団      台 
人 

 

海 上 保 安 庁         人  

自 衛 隊         人  

そ の 他         人  

災害対策本部 

等の設置状況 

 

その他参考事項 

 
 
(注) 第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告

すること。（確認が取れていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等）を記入
して報告すれば足りること。) 

事故名 
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第３号様式（救急・救助事故等）                                                   

                                     第      報 
 

 

 
 
 
 
 

           

       消防庁受信者氏名        

報告日時   年  月  日   時   分 

都道府県  

市 町 村 
(消防本部名) 

 

報告者名  
 
 

事故災害種別 １ 救急事故 ２ 救助事故 ３ 武力攻撃災害 ４ 緊急対処事態 

発 生 場 所   

発 生 日 時  

（覚知日時） 

月  日  時  分 

(    月  日  時  分) 
覚 知 方 法  

 

事故等の概要 

 

死 傷 者 等 

死者(性別・年齢) 

 

 

                計       人 

負傷者等               人(    人) 

      重 症           人(    人) 

      中等症           人(    人) 

      軽 症           人(    人) 

不明                    人 

救 急 活 動  

 

の 要 否 

 

要救護者数  

（見込） 

 救 助 人 員  

 

 

消防・救急・救

助活動の状況

 

災害対策本部 

等の設置状況 

 

その他参考事項 

 
(注) 負傷者等欄の（  ）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。 
(注) 第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告

すること。（確認が取れていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等）を記入
して報告すれば足りること。) 
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第４号様式（その１）                                                          
 

      （災害概況即報） 

 

 

 

 

           消防庁受信者氏名        

報告日時   年  月  日   時   分 

都道府県  

市 町 村 
(消防本部名) 

 

報告者名  

 

災害名          (第  報) 
 

 

 

災 

 

害 

 

の 

 

概 

 

況 

発生場所  発生日時     月  日  時  分 

 

被

害

の

状

況 

死 傷 者 
死 者 人 不 明 人 

住  家 
全壊     棟 一部破損    棟 

負傷者 人 計 人 半壊        棟 床上浸水       棟 

 

応

急

対

策

の

状

況 

災害対策本部等 

 

の 設 置 状 況 

(都道府県) (市町村) 

 

 

(注) 第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告

すること。（確認が取れていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等）を記入

して報告すれば足りること。)
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第４号様式（その２）                               

（被害状況即報） 

都道府県       区 分 被 害 

災害名・ 

報告番号 

災害名     

そ 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

他 

田 
流 失 ・ 埋 没 ha   

第    報   冠 水 ha   

     
畑 

流 失 ・ 埋 没 ha   

（  月  日  時現在） 冠 水 ha   

報告者名 
      文 教 施 設 箇所   

      病 院 箇所   

区 分 被 害 道 路 箇所   

人
的
被
害 

死 者 人   橋 り ょ う 箇所   

行 方 不 明 者 人   河 川 箇所   

負
傷
者 

重 傷 人   港 湾 箇所   

軽 傷 人   砂 防 箇所   

住 
 

家 
 

被 
 

害 

全 壊 

棟   清 掃 施 設 箇所   

世帯   崖 く ず れ 箇所   

人   鉄 道 不 通 箇所   

半 壊 

棟   被 害 船 舶 隻   

世帯   水 道 戸   

人   電 話 回線   

一 部 破 損 

棟   電 気 戸   

世帯   ガ ス 戸   

人   ブ ロ ッ ク 塀 等 箇所   

床 上 浸 水 

棟   

  

    

世帯       

人       

床 下 浸 水 

棟   り 災 世 帯 数 世帯   

世帯   り 災 者 数 人   

人   
火
災
発
生 

建 物 件   

非
住
家 

公 共 建 物 棟   危 険 物 件   

そ の 他 棟   そ の 他 件   
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区 分 被 害 

災

害

対

策

本

部 

等

の

設

置

状

況 

都
道
府
県 

      

公 立 文 教 施 設 千円        

農 林 水 産 業 施 設 千円         

公 共 土 木 施 設 千円   

市
町
村 

      

そ の 他 の 公 共 施 設 千円        

小 計 千円        

公共施設被害市町村数 団体        

そ 
 

の 
 

他 

農 業 被 害 千円        

林 業 被 害 千円         

畜 産 被 害 千円   
災

害

救

助

法 
適

用

市

町

村

名 
        

水 産 被 害 千円         

商 工 被 害 千円         

           

     計           団体 

そ の 他 千円   消 防 職 員 出 動 延 人 数 人   

被 害 総 額 千円   消 防 団 員 出 動 延 人 数 人   

備 
 
 
 
 
 

考 

災害発生場所 

  

災害発生年月日 

  

災害の種類概況 

  

応急対策の状況 

  

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

 

・避難の勧告・指示の状況 

 

・避難所の設置状況 

 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

 

・災害ボランティアの活動状況 

 

※１ 被害額は省略することができるものとする。     

※２ 119番通報の件数は、１０件単位で、例えば約１０件、３０件、５０件（５０件を超える場合は多数）

と記入すること。 
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３ 緊急消防援助隊運用要綱＜資料１－１７＞ 

 

緊急消防援助隊運用要綱 

 

平成２０年８月２７日改正 

 

目次 

 第１章 総則 

 第２章 応援等実施計画 

 第３章 応援等出動 

 第４章 部隊移動 

 第５章 応援等指揮活動 

 第６章 受援計画   

 第７章 報告 

 第８章 その他 

 

第１章 総則 

  

（目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号。以下「法」という。）、緊急消

防援助隊に関する政令（平成１５年政令第３７９号）及び「緊急消防援助隊の編成及び施設の

整備等に係る基本的な事項に関する計画」（平成１６年２月６日付け消防震第９号。以下「基

本計画」という。）及び「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関す

る計画に沿った緊急消防援助隊の登録についての協力等について」（平成１６年２月６日付け

消防震第１０号。以下「長官通知」という。）に定めるもののほか、緊急消防援助隊の出動及

び活動について、必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）被災地とは、大規模災害又は特殊災害が発生した市町村をいう。 

（２）現地消防本部とは、被災地にかかる消防本部をいう。 

（３）指揮者とは、被災地にかかる市町村長又はその委任を受けた消防長をいう。 

（４）応援等とは、法第４４条第１項の消防の応援等をいう。（は） 

（５）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（６）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（７）代表消防機関とは、基本計画第２章第１節３（２）の代表消防機関をいう。 

（８）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（９）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された部隊が属する市町村（東京都特別区並

びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（１０）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊（法第３０条第３項）

の属する都道府県をいう。（は） 

（１１）Ｃ災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれが
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ある事故により生ずる災害をいう。 

（１２）Ｂ災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害を

いう。 

（１３）Ｎ災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故

により生ずる災害をいう。 

（１４）進出拠点とは、出動した緊急消防援助隊が被災地に進出し、または進出する際、被災都

道府県又はその隣接地域内において最初に集結する拠点をいう。（い）（に） 

（１５）部隊移動とは、法第４４条の規定に基づく消防庁長官（以下「長官」という。）の措置

の求め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をま

たいで別の被災地に出動すること、又は法第４４条の３の規定に基づく都道府県知事の指

示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が別の被災地に出動すること

をいう。（に） 

 

第２章 応援等実施計画 

 

 （応援等実施計画） 

第３条 指揮支援部隊の所属する消防機関の長は、基本計画を踏まえて、指揮支援部隊の活動を

円滑に行うための指揮支援実施計画を策定するよう努めるものとする。 

２ 前項の指揮支援実施計画に定める事項は、次のとおりとする。 

（１）指揮支援部隊の編成 

（２）出動体制 

（３）情報連絡体制 

（４）その他必要な事項 

３ 都道府県知事は、基本計画及び当該都道府県内の市町村等に係る緊急消防援助隊の登録状況

等を踏まえて、都道府県隊が参集し、被災地へ出動するための都道府県隊応援等実施計画を策

定するよう努めるものとする。（に） 

４ 前項の都道府県隊応援等実施計画に定める事項は、次のとおりとする。 

（１）都道府県隊の編成 

（２）都道府県隊の集結場所 

（３）情報連絡体制 

（４）その他必要な事項 

５ 都道府県知事は、第３項の都道府県隊応援等実施計画の策定及び変更に当たっては、代表消

防機関の長と調整を行うものとし、代表消防機関の長は、登録市町村の消防長の意見の集約を

行うものとする。 

 

 （部隊編成） 

第４条 緊急消防援助隊の部隊の編成は、基本計画及び長官通知に定めるところによるほか、次

項及び第３項に定めるところによるものとし、具体的には、前条の指揮支援実施計画及び都道

府県隊応援等実施計画に定めるところによるものとする。 

２ 指揮支援部隊は、第一次編成指揮支援部隊と第二次編成指揮支援部隊をもって編成するもの

とする。 

３ 都道府県隊の編成は次の例によるものとする。 

（１）都道府県隊指揮隊は、原則として代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとし、管内

災害対応等のため代表消防機関の指揮隊が出動できない場合は、代表消防機関代行の指揮隊

をもって編成するものとする。 
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（２）大隊の編成は、各都道府県隊単位とし、「（○○都道府県）隊」と呼称する。 

（３）中隊の編成は、各都道府県隊の登録の状況に応じて、複数の消防本部からなるブロックご

と、消防本部ごと、又は消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「（第○）

中隊」、「（○○消防機関）中隊」、又は「（消火）中隊」等と呼称するものとする。（ろ） 

    各中隊長は、都道府県隊長が指定するものとする。 

（４）小隊の編成は、各車両又は付加された任務単位とし、「（○○）小隊」と呼称する。 

（５）Ｃ災害、Ｂ災害及びＮ災害に対する部隊の編成は、毒劇物等対応隊等特別の装備を保有し、

かつ特別な教育訓練を受けた部隊により特別に編成するものとする。 

（６）航空部隊及び水上部隊は機体特性等を考慮し、別に編成する。 

 

第３章 応援等出動 

 

（応援等の体制の区分） 

第５条 緊急消防援助隊による応援等の体制の区分は、次のとおりとする。 

（１）第一次応援体制とは、指揮支援部隊及び基本計画第２章第３節２（１）の第一次出動都道

府県隊が出動する体制をいう。 

（２）第二次応援体制とは、第一次応援体制に加え、基本計画第２章第３節２（２）の出動準備

都道府県隊が出動する体制をいう。 

（３）特別応援体制とは、基本計画第２章第３節３の東海地震、首都直下地震、東南海・南海地

震その他の大規模地震の場合における応援等の体制、並びに特殊災害時において（１）、（２）

だけでは十分な対応がとれない場合において消防庁長官（以下「長官」という。）が別に定

めるところにより出動する体制をいう。（は） 

  

（応援要請） 

第６条 被災地の属する都道府県の知事は、災害の状況、当該都道府県内の消防力に照らして、

緊急消防援助隊の出動が必要と判断したときは、速やかに、長官に対して、緊急消防援助隊の

出動を要請するものとする（別記様式１－１）。 

２ 被災地の市町村長は、災害の状況、当該市町村の消防力及び当該市町村の属する都道府県内

の消防応援だけでは、十分な対応がとれないと判断したときは、速やかに、都道府県知事に対

して、緊急消防援助隊の出動を要請するものとする。この場合において、当該都道府県知事と

連絡がとれない場合には、直接長官に対して、要請するものとする（別記様式１－２）。 

  

（消防庁災害対策本部等の設置、出動の求め・指示等） 

第７条 消防庁は、大規模災害又は特殊災害が発生した場合、消防庁応急体制整備要領に基づき、

被災地の都道府県等から災害情報の収集を行うとともに、庁内に災害対策本部を設置するもの

とする。 

２ 長官は、前項の場合において、災害の状況に応じて、法第４４条及び基本計画に基づき、災

害の状況を把握するため、指揮支援部隊及び航空部隊について出動の求め又は指示を行うもの

とする（別記様式２－１又は２－２）。また、災害情報の収集及び緊急消防援助隊の活動調整

にあたらせるため、必要に応じ、消防庁職員を現地に派遣するものとする。（は）（に） 

３ 長官は、災害の状況及び被災地の消防力等を考慮し、法第４４条及び基本計画に基づき、都

道府県隊の出動の求め又は指示を行うものとする（別記様式２－１又は２－２）。この場合に

おいて、原則として応援先市町村を指定して出動の求め又は指示を行うものとするが、被災地

が複数に及び、求め又は指示を行う段階では応援先市町村を指定することが困難な場合には、

応援先都道府県を指定して出動の求め又は指示を行い、第１０条に規定する消防応援活動調整
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本部と調整の上、部隊配備を行うものとする。（は）（に） 

４ 緊急消防援助隊の部隊配備は、原則として都道府県隊を単位として行うものとし、指揮支援

部隊の所属する消防機関の部隊が含まれる都道府県隊については、原則として当該指揮支援部

隊の担当する区域に配備するものとする。 

５ 航空部隊及び水上部隊は、機体特性等を考慮し、原則として第１０条に規定する消防応援活

動調整本部と調整のうえ、配備するものとする。（に） 

 

（部隊の出動等） 

第８条 長官の求め又は指示を受けた応援都道府県の知事は、登録市町村の長に対して、緊急消

防援助隊の出動の求め又は指示を行うものとする。当該求め又は指示を受けた登録市町村の長

は速やかに部隊を出動させるものとする。代表消防機関（代表消防機関代行の指揮隊をもって

都道府県隊指揮隊を編成する場合にあっては代表消防機関代行。以下同じ。）は、第３条第３

項の都道府県隊応援等実施計画に基づき、集結場所、集結時間を指定し、各登録市町村の消防

機関に連絡するものとする。 

２ 長官の求め又は指示を受けた登録都道府県の知事及び登録市町村の長は、速やかに部隊を出

動させるものとする。 

    

 （出動準備及び出動可能隊数の報告） 

第９条 登録市町村の消防機関及び登録都道府県の航空隊は、基本計画に定めるところにより、

緊急消防援助隊の出動準備を行うものとする。この場合において、登録市町村の消防機関は、

直ちに出動可能隊数を都道府県及び代表消防機関に報告するものとし（別記様式３－３）、都

道府県は、当該都道府県隊の出動可能隊数を消防庁に報告するものとする（別記様式３－２）。 

２ 第一次出動都道府県隊は、震度６弱（政令市等については震度５強）以上の地震災害が発生

した場合、津波警報（大津波）が発表された場合又は火山の噴火災害が発生した場合は、基本

計画に定めるところにより、出動の準備を行うとともに、都道府県を通じて長官の求め又は指

示を確認後（都道府県と連絡がとれない場合には、直接、消防庁に長官の求め又は指示を確認

後）、出動するものとする。（に）（ほ） 

３ 長官は、政令市等以外で震度５強の地震が発生した場合等災害の状況に応じて、緊急消防援

助隊の出動の可能性があると考えられるときは、第一次出動都道府県隊等について、出動の準

備を求めるものとする。この場合における出動可能隊数の報告については、第１項の例による

ものとする。（に）（ほ） 

  

（注）大規模災害又は特殊災害発生時には、消防庁から都道府県あてに出動準備及び出動可能

隊数の報告の求めについて通知する（別記様式３－１）予定であるが、消防庁からの通知

がない場合であっても、都道府県は災害の状況に応じて必要と判断される場合には、出動

可能隊数を調査し消防庁に報告するものとする。 

 

 （注）登録消防機関は、都道府県及び代表消防機関に対して出動可能隊数を報告するものとし

ているが、各代表消防機関は、東海地震等別に定める場合には、別途定める連絡調整担当

消防機関にその内容を報告するものとし、当該連絡調整担当消防機関は、その内容をとり

まとめ、消防庁に対して報告するものとする。 
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（参考 基本計画による出動準備を行う部隊） 

災 害 規 模 出動準備を行う部隊 

 震度６弱（東京都特別区及び政令指定都市

については震度５強）以上の地震災害が発生

した場合、津波警報（大津波）が発表された

場合又は噴火警報（居住地域）が発令された

場合 

 災害発生都道府県に対応する指揮支援部隊 

 震度６弱（東京都特別区及び政令指定都市

については震度５強）以上の地震災害が発生

した場合、津波警報（大津波）が発表された

場合又は火山の噴火災害が発生した場合 

 災害発生都道府県に対応する第一次出動都

道府県隊及び出動準備都道府県隊（第一次出

動都道府県は、出動準備の後、長官の定める

ところ（上記第９条第２項）により参集を開

始するものとする。） 

 

 （消防応援活動調整本部の設置） 

第１０条 被災地に属する都道府県の知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活

動等に資するため、法第４４条に規定に基づき緊急消防援助隊が出動した場合は、直ちに法第

４４条の２の規定に基づく消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）を設置するも

のとする。 

  また、被災地が一の市町村の場合であっても、当該都道府県の知事が必要と認める場合は、

調整本部と同様の組織を設置することを妨げないものとする。（に） 

２ 調整本部は、都道府県災害対策本部と密接な連携を図る必要があることから、原則として、

都道府県災害対策本部に近接した場所に設置するものとする。（に） 

３ 法第４４条の２第５項の規定に基づく調整本部の本部員については、次の例を参考に、事前

に定めておくものとする。（に） 

（１）法第４４条の２第５項第１号の「部内の職員」については、当該都道府県の消防防災主管

課等の職員及び防災航空隊職員（に） 

（２）法第４４条の２第５項第２号の「消防本部」については、当該都道府県内の代表消防機関

又は代表消防機関代行（に） 

（３）法第４４条の２第５項第３号の「災害発生市町村の長の指名する職員」については、当該

市町村を管轄する消防本部の職員（に） 

（４）法第４４条の２第５項第４号の「緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命す

る者」については、当該都道府県に出動した指揮支援部隊長（に） 

４ 被災状況により調整本部に参集できない場合は、電話等により、調整本部と連絡を取り合う

など適宜対応することを妨げるものではない。（に） 

５ 調整本部の事務は、法第４４条の２第２項の各号の事務として、次の事務をつかさどるもの

とする。（に） 

（１）緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。（に） 

（２）被災地を管轄する消防本部の消防隊、当該被災地に属する都道府県内の消防応援部隊及び

緊急消防援助隊の消火、救助、救急活動、後方支援等の活動の調整に関すること。（に） 

（３）各種情報の集約・整理に関すること。（い）（に） 

（４）自衛隊、警察等関係機関との連絡に関すること。（に） 

（５）その他必要な事項に関すること。（に） 

６ 消防応援活動調整本部長（以下「調整本部長」という。）は、法第４４条の２第８項の規定

に基づき、調整本部への国の職員その他の者の出席を必要と認め、その要請を行った場合には、

消防庁に対し、その旨を連絡するものとする。（に） 
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７ 応援都道府県隊長は、努めて調整本部に連絡員を派遣し、必要な情報の収集及び提供等を行

うものとする。（ろ）（に） 

８ 調整本部は、受援都道府県名を使用し、「○○都道府県消防応援活動調整本部」と呼称する。

（に） 

９ 当該都道府県の知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所及びその構成員を、

長官に対して速やかに連絡するものとする。（に） 

10 当該都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い、調整本部を廃止した場合には、

速やかに、その旨を長官に連絡するものとする。（に） 

 

 （後方支援本部の設置） 

第１１条 都道府県隊を出動させた消防機関は、円滑な後方支援を実施するため、当該都道府県

の代表消防機関に後方支援本部を設置するものとする。 

２ 後方支援本部は、当該都道府県内の登録市町村の消防機関との連絡調整を行うとともに、出

動部隊の活動状況について、当該出動部隊の属する市町村に対する情報提供を行うなど、出動

部隊の活動支援を行うものとする。（に） 

 

 （集結場所及び進出拠点の調整・連絡等） 

第１２条 集結場所及び進出拠点の調整及び連絡等については、原則として次のとおりとする。

（い） 

（１）都道府県隊の集結場所 

   代表消防機関は、都道府県隊応援等実施計画に定めるところにより、応援先市町村又は応

援先都道府県に応じて集結場所を決定し、登録市町村の消防機関に連絡するものとする。 

   なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道

府県又は調整本部と調整するものとする。 

   ただし、東海地震又は首都直下地震など被害が複数の都道府県に及ぶ地震を想定して策定

された緊急消防援助隊アクションプランがある場合は、これらに定めるところによるものと

する（以下（２）及び（３）について同じ）。（い）（ろ）（は）（に） 

（２）受援都道府県における進出拠点の決定 

   消防庁は、災害の状況及び道路の状況等を踏まえ、受援都道府県（又は被災地）と調整の

上、進出拠点を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の代表消防機関）に連絡するもの

とする。（い） 

（３）都道府県隊の出動ルート 

   都道府県隊長は、受援都道府県又は進出拠点に応じて、出動ルートを決定し、消防庁に報 

告するとともに、登録市町村の消防機関に連絡するものとする。 

   なお、出動途上における状況の変化等によって、出動ルート及び進出拠点を変更する場合

は、消防庁、調整本部及び後方支援本部にその旨報告するものとする。（い）（に） 

（４）進出拠点に到着後の都道府県隊長の任務 

  ア 都道府県隊長は、進出拠点に到着したときは、速やかに都道府県名、部隊規模を調整本

部に報告するものとする。（い）（に） 

  イ 都道府県隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無にかかわらず、進出拠

点に到着後、調整本部に対し、応援先市町村を確認するものとする。（い）（に） 

  ウ 進出拠点が高速道路等のインターチェンジ等の場合は、都道府県隊長のみが先行し、前

ア及びイの任務を実施し、無線等により当該都道府県隊に必要な指示を行うなど、進出拠

点を速やかに通過するための対策を講ずるものとする。（に） 
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第４章 部隊移動 

 

 （部隊移動の基本）（に） 

第１３条 法第４４条及び法第４４条の３の規定に基づく部隊移動は、緊急消防援助隊の隊員の

負担軽減及び安全管理上の観点を踏まえつつ、原則として新たな部隊の投入によりがたい、次

に掲げる場合について行うものとする。 

（１）地理的要因により新たな部隊の投入には時間を有し、人命救助のためそのいとまがない場

合 

（２）市街地が連たんした複数市町村が被災するなど市町村境界をまたぎ、多数の災害が発生し

ている場合 

（３）東海地震等の大規模災害で、緊急消防援助隊が不足し新たな部隊投入が不可能な場合 

２ 前項の部隊移動については、大隊単位を原則とする。 

  ただし、人命救助のため、特別の資機材を有している部隊の部隊移動を行う場合等、災害の

状況に照らし特別の事情がある場合は、この限りではない。 

 

 （長官の求め又は指示による部隊移動）（に） 

第１４条 法第４４条の規定に基づく長官の求め又は指示による部隊移動の手続きは、次のとお

りとする。 

（１）長官は、部隊移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村の属する都

道府県の知事（以下「緊急消防援助隊行動都道府県知事」という。）に、部隊移動に関する

意見を聴くものとする（別記様式４－１）。 

（２）長官は、前号と同様に、緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、部隊の移動先、規

模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村長に、部隊移動に関する意見の聴くも

のとする（別記様式４－１）。 

（３）前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村長は、緊急消防援助隊行動都道府

県知事を経由して、長官に部隊移動に関する意見を回答するものとする（別記様式４－２）。 

（４）緊急消防援助隊行動都道府県知事は、前号による緊援隊行動市町村長の意見を付して、長

官に部隊移動に関する意見を回答するものとする（別記様式４－３）。 

（５）長官は、前３号及び４号の意見を踏まえ、緊急消防援助隊の属する都道府県の知事に対し

て、部隊移動の求め又は指示を行うものとする（別記様式４－４、４－５）。 

（６）長官は、前号の求め又は指示を行った場合は、その内容を緊急消防援助隊行動都道府県の

調整本部に情報提供し、当該調整本部は、その旨緊急消防援助隊行動市町村長に連絡するも

のとする（別記様式４－６）。 

 

 （都道府県知事の指示による部隊移動）（に） 

第１５条 法第４４条の３の規定に基づく都道府県知事の指示による部隊移動の手続きは、次の

とおりとする。 

（１）都道府県知事は、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に部隊移動に関す

る意見を聴くものとする。 

（２）調整本部は、前号により意見を求められた場合には、本部員を経由して緊急消防援助隊行

動市町村の意見等を把握するよう努めるとともに、当該都道府県内の消防応援の状況を総合

的に勘案して、都道府県知事に部隊移動に関する意見を回答するものとする。 

（３）都道府県知事は、前号の調整本部の意見の踏まえ、部隊移動の指示を行うものとする（別

記様式４－７）。 

（４）前号の指示については、第１７条に規定する緊急消防援助隊行動市町村の緊急消防援助隊
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指揮支援本部を経由して、調整本部の指揮支援部隊長から都道府県隊長に伝達するなど、一

元的かつ迅速に行うものとする。 

（５）都道府県知事は、部隊移動の指示を実施した場合は、速やかに、その旨を長官に通知する

ものとする（別記様式４－８）。 

（６）前号の通知を受けた長官は、部隊移動の指示を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属す

る場合にあっては当該都道府県の知事に対して、緊急消防援助隊が市町村に属する場合にあ

っては当該市町村が属する都道府県の知事を通じて当該市町村長に対して、速やかにその旨

を通知するものとする（別記様式４－９）。 

（７）調整本部は、部隊移動の指示の内容を適切に記録しておくものとする。 

（８）調整本部は、部隊移動を行う場合は、都道府県災害対策本部に対し、部隊数、移動経路等

を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。 

 

第５章 応援等指揮活動 

 

 （指揮体制） 

第１６条 緊急消防援助隊は、被災地において、法第４７条の規定に基づき、指揮者の指揮の下

に（都道府県航空隊については、法第４８条の規定による。）活動するものとする。（い）（は）   

２ 緊急消防援助隊は、被災地で活動を行う緊急消防援助隊以外の消防機関と緊密に連携するも

のとする。 

３ 指揮支援部隊長（又は指揮支援隊長）は、指揮者を補佐し、その指揮の下で、都道府県隊の

活動の管理を行うものとする。 

４ 都道府県隊長は、指揮者の指揮の下、又は指揮支援部隊長（又は指揮支援隊長）の管理の下

で、当該都道府県隊の活動の管理を行うものとする。 

５ 中隊長は、都道府県隊長の指揮の下で、小隊長以下の指揮を行うものとする。 

 

 （緊急消防援助隊指揮支援本部の設置） 

第１７条 指揮支援部隊長は、被災地に緊急消防援助隊指揮支援本部を設置するものとする。こ

の場合、指揮支援隊長を本部長とする。 

  ただし、指揮支援隊長を派遣出来ない場合は、都道府県隊長の中から、指揮支援部隊長が本

部長を指名するものとする。（ろ）（に） 

２ 指揮支援本部は、次の事務をつかさどるものとする。 

（１）指揮者の指揮の下、部隊配備された都道府県隊の活動管理に関すること。 

（２）関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）調整本部への連絡に関すること。（い）（に） 

（４）その他必要な事項に関すること。 

３ 指揮支援本部は、受援市町村名を使用し、「○○市町村担当緊急消防援助隊指揮支援本部」

と呼称する。 

  

（現場到着及び都道府県隊本部の設置） 

第１８条 都道府県隊長は、現場到着したときは、すみやかに、都道府県隊名、人員、車両、資

機材等の内容を指揮者及び緊急消防援助隊指揮支援本部長（以下「指揮支援本部長」という。）

に報告し、次の事項について確認するものとする。（い） 

（１）災害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務 
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（４）都道府県隊本部を設置する場合はその位置 

（５）使用無線系統 

（６）地水利状況 

（７）その他活動上必要な事項 

２ 都道府県隊長は、必要に応じて都道府県隊本部を設置するものとする。この場合において都

道府県隊長を本部長とする。 

３ 都道府県隊本部は、次の事務をつかさどるものとする。 

（１）指揮者の指揮の下、又は指揮支援部隊長（又は指揮支援隊長）の管理の下で、都道府県隊

の活動管理に関すること。 

（２）都道府県隊の後方支援に関すること。 

（３）その他必要な事項に関すること。 

４ 都道府県隊本部は、「○○都道府県隊本部」と呼称する。 

 

（情報提供等）（い） 

第１９条 消防庁は、指揮者、調整本部、緊急消防援助隊指揮支援本部、都道府県隊本部及び都

道府県後方支援本部に対し、別記様式４「緊急消防援助隊指揮体制表」等により指揮体制及び

情報連絡体制等の明確化を図るとともに、必要な情報提供を行うものとする。 

  

（活動報告等）（い） 

第２０条 指揮支援部隊長は、災害状況、緊急消防援助隊をはじめとする消防機関の活動状況及

びその他必要な事項について、適宜、消防庁及び調整本部に報告するものとする。（に） 

２ 指揮支援本部及び都道府県隊本部の本部長は、それぞれ緊急消防援助隊指揮体制表に基づき

直近上位の本部長に対し、災害状況、活動状況及びその他必要な事項について適宜、報告する

ものとする。 

 

（通信連絡体制等） 

第２１条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として次により行うものとする。 

（１）消防庁、調整本部、指揮支援本部及び関係機関間の通信連絡は、消防防災無線、防災行政

無線、地域衛星通信ネットワークその他の無線又は有線回線を使用する。（に） 

（２）指揮本部、調整本部、指揮支援本部及び都道府県隊本部相互間の通信は、全国共通波１を

使用する。（に） 

（３）被災地が複数にわたる等のため、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援

部隊長は、全国共通波２及び全国共通波３のいずれかから、消防力の配備及び活動状況に応

じて使用波を指定する。（ろ） 

（４）指揮支援本部長は、さらに指揮系統を分離する必要があり、上記（３）で指定された全国

共通波以外の全国共通波の交信が確認されない場合は、指定波以外の全国共通波を指定する

ことができる。ただし、交信が確認された場合は、直ちに当該全国共通波の使用を中止する

こととする。（ろ） 

（５）都道府県隊本部と同隊に属する中隊との通信及び同一中隊内相互の通信は、県内共通波を

使用する。 

２ 全国共通波の運用に際し輻輳が確認された場合、当該全国共通波の運用は、原則として次に

より行うものとする。（ろ） 

（１）無線統制は、指揮支援部隊長又は指揮支援本部長の指示により行う。 

（２）無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、下記の場合を除

き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。（に） 
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  ア 応援要請を行う場合 

  イ 職員等又は消防車両の重大な事故が発生した場合 

  ウ 新たな災害が発生した場合 

  エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合（に） 

 

（活動終了後） 

第２２条 指揮支援部隊長は、緊急消防援助隊の活動の全てを終了する場合は、被災地の都道府

県知事に次の事項を報告するものとする。（い） 

（１）緊急消防援助隊の活動概要（場所、時間、隊数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

２ 指揮支援隊長及び都道府県隊長は、指揮者の引揚げ指示があった場合には、速やかに調整本

部に報告するとともに、現場における活動を終了するものとする。（い） 

３ 指揮支援隊長及び都道府県隊長は、前項に基づき現場における活動を終了した場合には、前

項に掲げる事項を指揮者及び調整本部に報告し、指揮支援部隊長の引き揚げ指示により被災地

から引き揚げるものとする。（い）（に） 

 

（帰署（所）報告） 

第２３条 部隊が帰署（所）した場合には、当該部隊の属する消防機関は、その旨代表消防機関

及び応援都道府県に報告するものとする。報告を受けた応援都道府県は、その旨消防庁に報告

するものとする。 

  

第６章 受援計画 

 

（受援計画） 

第２４条 都道府県の知事は、予め、当該都道府県内の市町村が被災し他都道府県から緊急消防

援助隊の応援を受ける場合の受援計画を策定するものとする。（い） 

   ２ 受援計画に定める事項は、次のとおりとする。 

   （１）調整本部の運営体制（い）（に） 

   （２）情報提供体制 

   （３）進出拠点及び当該拠点への連絡体制（い） 

   （４）被災地への到達ルート及び燃料補給体制 

   （５）ヘリコプターの離着陸場及び給油体制 

   （６）その他必要な事項 

   ３ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、次に定めるところによるものとす

る。 

（１）当該都道府県内の消防機関の消防長と調整を行うこと。 

（２）地域防災計画の内容と整合を図ること。 

 

第７章 報告 

 

 （計画の報告） 

第２５条 都道府県知事及び指揮支援部隊の所属する消防機関の長は、指揮支援実施計画又は都
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道府県隊応援等受援計画を策定又は修正した場合は、長官に報告するとともに、当該都道府県

が出動する第一次出動都道府県に該当する都道府県知事に対して、情報提供するよう努めるも

のとする。（に） 

２ 都道府県知事は、受援計画を策定又は修正した場合は、長官に報告するとともに、第一次出

動都道府県及び出場準備都道府県に該当する都道府県の知事並びに当該都道府県に出動する指

揮支援隊の属する消防本部の長に対して、情報提供するよう努めるものとする。（に） 

 

（活動結果報告）（い） 

第２６条 出動した部隊の所属する消防機関は、応援都道府県及び代表消防機関に次の事項を報

告するものとする。（別記様式６） 

（１）消防本部名 

（２）活動隊数及び隊員数 

（３）活動開始日時、活動時間 

（４）活動場所 

（５）活動概要 

（６）使用資機材 

（７）隊員の負傷及び車両・資機材の損傷の状況 

（８）その他特記事項 

２ 報告を受けた応援都道府県は、その内容をとりまとめ、長官及び受援都道府県に報告するも

のとする。 

 

第８章 その他 

 

 （医師等との連携） 

第２７条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師等と連携して行動するよ

う努めるものとする。 

２ 都道府県知事は、都道府県隊の出動にあたり必要と認めるときに被災地に医師を搬送するこ

とができるよう都道府県隊の体制の構築等に努めるものとする。 

 

 （関係行政機関との連絡調整） 

第２８条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める関係行政機関の長等との連絡

調整を行うものとする。 

 

 （緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗） 

第２９条 長官は、緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を、緊急消防援助隊を登録した

消防本部及び都道府県航空消防隊に交付するものとする。（い） 

２ 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。 

 

 （都道府県知事の事務の委任等）（に） 

第３０条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５７条に基づき、部隊移動又は調整本部

に係る都道府県知事の権限に属する事務を、その補助機関である職員に委任等する場合は、受

援計画等にその旨を明記するものとする。 

 

 （都道府県の即応体制等の強化）（に） 

第３１条 都道府県総合防災訓練及び緊急消防援助隊ブロック合同訓練等において、都道府県知

- 103 -



 

 

  

事を本部長とする調整本部の運営訓練を行うなど、連携・調整に係る訓練を積極的に実施する

こと。 

２ 都道府県知事及び危機管理担当幹部等に常時連絡可能な体制を確保するとともに、都道府県

知事が不在時の職務の代理者を事前指定するなど、状況に応じた判断、決定を適切にできる体

制を確保すること。 

３ 調整本部の運営にあたる責任者等については、庁舎近傍に居住する等により、緊急参集でき

る体制を整備すること。 

 

 （その他） 

第３２条 その他緊急消防援助隊について必要な事項は、長官が別に定める。 

 

- 104 -



 

 

  

別記様式１－１ 

緊急消防援助隊応援要請連絡 
 

 

 

消 防 庁 長 官   殿 

○ ○ 都 道 府 県 知 事 

 

緊急消防援助隊の応援要請について 

 

消防組織法第４４条第１項の規定に基づき、次のとおり応援要請を行います。 

災害発生日時 平成   年   月   日   時   分 

災害発生場所 

 

災害の種別・状況  

人的・物的 

被害の状況 

 

応援要請日時 平成   年   月   日   時   分 

 

 

必要応援部隊 

 

（応援の必要がある部

隊名に○をし、希望す

る部隊数を記入する） 

部   隊   種   別 

消  火  部  隊  特殊 毒 劇 物 等 対 応 隊  

救  助  部  隊    Ｎ災害対応隊  

救  急  部  隊  災害 Ｂ災害対応隊  

航  空  部  隊   Ｃ災害対応隊  

水  上  部  隊  部隊 大規模危険物火災等対応隊  

 

特 に 指 定 な し 

  密閉空間火災等対応隊  

特殊 

装備 

部隊 

遠 距 離 大 量 送 水 隊  

その他の部隊   

応 援 部 隊 の 集 結 場 所 及 び 到 達 ル ー ト 決定（添付書類  部）・未決定 

指 揮 体 制 及 び 無 線 運 用 体 制 決定（添付書類  部）・未決定 

その他の情報 

（必要資機材、装備等） 

 

その他の添付書類  

 

連絡責 

任者 

区 分 担 当 課 職 氏  名 電話・ＦＡＸ番号 

○○都道府県    TEL     －    － 

FAX   －    － 

 

第         報 

平成  年  月  日 
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別記様式１－２ 

緊急消防援助隊応援要請連絡 
 

 

 

○ ○ 都 道 府 県 知 事  

消 防 庁 長 官  

 

○ ○ 市 町 村 長 

 

緊急消防援助隊の応援要請連絡について 

 

次のとおり緊急消防援助隊の応援要請連絡を行います。 

災害発生日時 平成   年   月   日   時   分 

災害発生場所 

 

災害の種別・状況  

人的・物的 

被害の状況 

 

応援要請日時 平成   年   月   日   時   分 

 

 

必要応援部隊 

 

（応援の必要がある部

隊名に○をし、希望す

る部隊数を記入する） 

部   隊   種   別 

消  火  部  隊  特殊 毒 劇 物 等 対 応 隊  

救  助  部  隊    Ｎ災害対応隊  

救  急  部  隊  災害 Ｂ災害対応隊  

航  空  部  隊   Ｃ災害対応隊  

水  上  部  隊  部隊 大規模危険物火災等対応隊  

 

特 に 指 定 な し 

  密閉空間火災等対応隊  

特殊 

装備 

部隊 

遠 距 離 大 量 送 水 隊  

その他の部隊   

その他の情報 

（必要資機材、装備等） 

 

連絡責 

任者 

区 分 担 当 課 職 氏  名 電話・ＦＡＸ番号 

○○市町村    TEL     －    － 

FAX   －    － 

 

第         報 

平成  年  月  日 

殿 
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別記様式２－１ 

緊急消防援助隊緊急連絡   
 

 文書番号 
平成  年  月  日 

都道府県知事 
市 町 村 長 

          消 防 庁 長 官  
 

緊急消防援助隊の出動の求め 
 
平成  年  月  日  時  分頃、     都 ・ 道 ・ 府 ・ 県         

において発生した              災害について、 

 （  ）当該被災地の知事から応援等の要請がありましたので、 

（  ）当該被災地の知事からの応援等の要請がありませんが、 

災害の規模等に照らし緊急を要するので、消防組織法第４４条（ 第１項 、 第２項 、 第４項 ） 
の規定に基づき、次のとおり緊急消防援助隊の出動を求めます。 
 
１ 災害の状況及び出動先 
① 発生場所                ② 進出拠点  
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
③ 災害の状況 
 
 

２ 出動を求める部隊 
① 消防本部 
 
 
② 部隊の種類と数 

部隊種別 隊数  部隊種別 隊数 

指揮支援隊  特殊 毒劇物等対応隊  

都道府県指揮隊  災害 大規模危険物火災対応隊  

消火部隊  部隊 密閉空間火災等対応隊  

救助部隊   水難救助隊  

救急部隊  特殊 遠距離大量送水隊  

後方支援隊  装備 消防活動二輪隊  

航空部隊（ヘリ）  部隊 震災対応特殊車両隊  

水上部隊   その他の特殊な装備隊  

③ 任務及び特記事項 
 
 
３ 出動を求めた日時      平成   年   月   日   時   分 
 
４ その他 …… 出動した場合には、出動日時、出動部隊の種別及び人数を報告してください。 

問い合わせ先：    消防庁応急対策室  広域応援班 
 消防防災無線電話  （アクセスNo.）＋7860～7862     電 話 03－5253－7527 
 消防防災無線ＦＡＸ （アクセスNo.）＋7789        ＦＡＸ 03－5253－7537 

殿 
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別記様式２－２ 

緊急消防援助隊緊急連絡   
 

文書番号 
平成  年  月  日 

都道府県知事 
市 町 村 長 

          消 防 庁 長 官  
 

緊急消防援助隊の出動の指示 
 
平成  年  月  日  時  分頃、     都 ・ 道 ・ 府 ・ 県         

において発生した              災害について、 

      、     、     、     に著しい被害が生じているので 

Ｎ災害・Ｂ災害・Ｃ災害に対処するために特別の必要があるので、 

消防組織法第４４条第５項の規定に基づき、次のとおり緊急消防援助隊の出動を指示します。 
 
 
１ 災害の状況及び出動先 
① 発生場所                ② 進出拠点  
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
③ 災害の状況 
 
 

２ 出動を求める部隊 
① 消防本部 
 
② 部隊の種類と数 

部隊種別 隊数  部隊種別 隊数 

指揮支援隊  特殊 毒劇物等対応隊  

都道府県指揮隊  災害 大規模危険物火災対応隊  

消火部隊  部隊 密閉空間火災等対応隊  

救助部隊   水難救助隊  

救急部隊  特殊 遠距離大量送水隊  

後方支援隊  装備 消防活動二輪隊  

航空部隊（ヘリ）  部隊 震災対応特殊車両隊  

水上部隊   その他の特殊な装備隊  

③ 任務及び特記事項 
 
 
３ 出動を求めた日時      平成   年   月   日   時   分 
 
４ その他 …… 出動した場合には、出動日時、出動部隊の種別及び人数を報告してください。 
 

問い合わせ先：    消防庁応急対策室  広域応援班 
 消防防災無線電話  （アクセスNo.）＋7860～7862     電 話 03－5253－7527 
 消防防災無線ＦＡＸ （アクセスNo.）＋7789        ＦＡＸ 03－5253－7537 

殿 
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別記様式３－１ 

緊急消防援助隊の出動可能隊数の報告の求め 
 

 文書番号 

平成  年  月  日 

都道府県消防防災主管部長 

消     防     長 

 

 消防庁応急対策室長 

 

緊急消防援助隊の出動準備及び出動可能隊の報告の求め 

 

 

平成  年  月  日  時  分頃、     都 ・ 道 ・ 府 ・ 県             

において、                  が発生し、大きな被害が出たおそれがあります。 

 ついては、緊急消防援助隊の出動を求める（又は指示する）可能性がありますので、下記の部隊につい

て、貴都道府県の現在出動可能な部隊数を至急把握し、別記様式３－２にて３０分以内に報告願います。 

 併せて、次の連絡で被災地への出動の求め（又は指示）がなされた場合、迅速に出動できるように各部

隊の出動の準備をお願いします。 

 
 
出動を求める（又は指示する）可能性がある部隊（○印のついたもの） 

部隊種別 指定  部隊種別 指定 

指揮支援隊  特殊 毒劇物等対応隊  

都道府県指揮隊  災害 大規模危険物火災対応隊  

消火部隊  部隊 密閉空間火災等対応隊  

救助部隊   水難救助隊  

救急部隊  特殊 遠距離大量送水隊  

後方支援隊  装備 消防活動二輪隊  

航空部隊（ヘリ）  部隊 震災対応特殊車両隊  

水上部隊   その他の特殊な装備隊  

 
 
※ 連絡事項 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

問い合わせ先：    消防庁応急対策室  広域応援班 
 消防防災無線電話  （アクセスNo.）＋7860～7862     電 話 03－5253－7527 
 消防防災無線ＦＡＸ （アクセスNo.）＋7789        ＦＡＸ 03－5253－7537 

殿 
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別記様式３－２ 

緊急消防援助隊の出動可能隊数の報告 

 

平成  年  月  日  時  分 

（都道府県名） 

 

消防庁応急対策室長 殿 

 

（災害名）                                   

 

 

部 隊 種 別 隊 数 人 数 備 考  登録隊数 

指揮支援隊     

都道府県指揮隊     

消火部隊     

救助部隊     

救急部隊     

後方支援隊     

特殊
災害
部隊 

毒劇物等対応隊     

大規模危険物火災対応隊     

密閉空間火災等対応隊     

特殊
装備
部隊 

水難救助隊     

遠距離大量送水隊     

消防活動二輪隊     

震災対応特殊車両隊     

その他の特殊な装備隊     

航空部隊（ヘリ）     

水上部隊     

合 計     

 

 

連絡担当課                       

連絡責任者                       

電話番号    防災無線                

        ＮＴＴ                 
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別記様式３－３ 

緊急消防援助隊の出動可能隊数の報告 

 

平成  年  月  日  時  分 

（消防本部名） 

 

都道府県消防防災主管部長 

代表消防機関消防長 

 

（災害名）                                    

 

 

部 隊 種 別 隊 数 人 数 備 考  登録隊数 

指揮支援隊     

都道府県指揮隊     

消火部隊     

救助部隊     

救急部隊     

後方支援隊     

特殊
災害
部隊 

毒劇物等対応隊     

大規模危険物火災対応隊     

密閉空間火災等対応隊     

特殊
装備
部隊 

水難救助隊     

遠距離大量送水隊     

消防活動二輪隊     

震災対応特殊車両隊     

その他の特殊な装備隊     

航空部隊（ヘリ）     

水上部隊     

合 計     

 

 

連絡担当課                       

連絡責任者                       

電話番号    防災無線                

        ＮＴＴ                 

 

 

 

殿 

- 111 -



 

 

  

別記様式４－１ 

緊急消防援助隊部隊移動 
 
平成  年  月  日 

都道府県知事 
市 町 村 長 

          消 防 庁 長 官  
 
 

緊急消防援助隊の部隊移動に係る意見（照会） 
 
  
貴都道府県内で活動している緊急消防援助隊について、消防組織法第４４条第８項の規定に基づき、 

意見を求めます。 
 
 
１ 部隊移動先及び部隊の規模等 
① 現在の出動先                 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
② 部隊移動先 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
 

２ 部隊移動を求める部隊 
① 都道府県隊・消防本部（                               ） 
 
② 部隊の種類と数 

部隊種別 隊数  部隊種別 隊数 

指揮支援隊  特殊 毒劇物等対応隊  

都道府県指揮隊  災害 大規模危険物火災対応隊  

消火部隊  部隊 密閉空間火災等対応隊  

救助部隊   水難救助隊  

救急部隊  特殊 遠距離大量送水隊  

後方支援隊  装備 消防活動二輪隊  

航空部隊（ヘリ）  部隊 震災対応特殊車両隊  

水上部隊   その他の特殊な装備隊  

 
③ 任務及び特記事項 

                                              
 
 
 
 
 

別記様式４－２ 

問い合わせ先：    消防庁応急対策室  広域応援班 
 消防防災無線電話  （アクセスNo.）＋7860～7862     電 話 03－5253－7527 
 消防防災無線ＦＡＸ （アクセスNo.）＋7789        ＦＡＸ 03－5253－7537 

殿 
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緊急消防援助隊部隊移動 
 
平成  年  月  日 

 
消 防 庁 長 官   殿 
 
 
                                 市 町 村 長 
 
 

緊急消防援助隊の部隊移動に係る意見（回答） 
  
消防組織法第４４条第８項の規定に基づき、意見を求められた県について、次のとおり回答します。 

 
 
 □ 了承します。 
 
 
 □ その他 
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別記様式４－３ 

緊急消防援助隊部隊移動 
 
平成  年  月  日 

 
消 防 庁 長 官   殿 
 
 
                                 都 道 府 県 知 事 
 
 

緊急消防援助隊の部隊移動に係る意見（回答） 
  
消防組織法第４４条第８項の規定に基づき、意見を求められた県について、次のとおり回答します。 

 
 
 □ 了承します。 
 
 
 □ その他 
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別記様式４－４ 

緊急消防援助隊部隊移動 
 
平成  年  月  日 

都道府県知事 
市 町 村 長 

          消 防 庁 長 官  
 
 

緊急消防援助隊の部隊移動の求め 
 
  
貴所属の緊急消防援助隊について、消防組織法第４４条の規定に基づき、次のとおり緊急消防援助隊の

部隊移動を求めます。 
 
 
１ 部隊移動先及び部隊の規模等 
① 現在の出動先                 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
② 部隊移動先 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
 

２ 部隊移動を求める部隊 
① 都道府県隊・消防本部（                               ） 
 
② 部隊の種類と数 

部隊種別 隊数  部隊種別 隊数 

指揮支援隊  特殊 毒劇物等対応隊  

都道府県指揮隊  災害 大規模危険物火災対応隊  

消火部隊  部隊 密閉空間火災等対応隊  

救助部隊   水難救助隊  

救急部隊  特殊 遠距離大量送水隊  

後方支援隊  装備 消防活動二輪隊  

航空部隊（ヘリ）  部隊 震災対応特殊車両隊  

水上部隊   その他の特殊な装備隊  

 
③ 任務及び特記事項 

                                              
 
３ 部隊移動を求めた日時   平成   年   月   日     時   分 
 
 
 

 

問い合わせ先：    消防庁応急対策室  広域応援班 
 消防防災無線電話  （アクセスNo.）＋7860～7862     電 話 03－5253－7527 
 消防防災無線ＦＡＸ （アクセスNo.）＋7789        ＦＡＸ 03－5253－7537 

殿 
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別記様式４－５ 

緊急消防援助隊部隊移動 
 
平成  年  月  日 

都道府県知事 
市 町 村 長 

          消 防 庁 長 官  
 
 

緊急消防援助隊の部隊移動の指示 
 
  
貴所属の緊急消防援助隊について、消防組織法第４４条第５項の規定に基づき、次のとおり緊急消防援

助隊の部隊移動を指示します。 
 
 
１ 部隊移動先及び部隊の規模等 
① 現在の出動先                 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
② 部隊移動先 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
 

２ 部隊移動を求める部隊 
① 都道府県隊・消防本部（                               ） 
 
② 部隊の種類と数 

部隊種別 隊数  部隊種別 隊数 

指揮支援隊  特殊 毒劇物等対応隊  

都道府県指揮隊  災害 大規模危険物火災対応隊  

消火部隊  部隊 密閉空間火災等対応隊  

救助部隊   水難救助隊  

救急部隊  特殊 遠距離大量送水隊  

後方支援隊  装備 消防活動二輪隊  

航空部隊（ヘリ）  部隊 震災対応特殊車両隊  

水上部隊   その他の特殊な装備隊  

 
③ 任務及び特記事項 

                                              
 
３ 部隊移動を求めた日時   平成   年   月   日     時   分 
 
 
 
 

問い合わせ先：    消防庁応急対策室  広域応援班 
 消防防災無線電話  （アクセスNo.）＋7860～7862     電 話 03－5253－7527 
 消防防災無線ＦＡＸ （アクセスNo.）＋7789        ＦＡＸ 03－5253－7537 

殿 
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別記様式４－６ 

緊急消防援助隊部隊移動 
 
平成  年  月  日 
 

緊急消防援助隊行動市町村長   殿 
(消防応援活動調整本部経由) 

          消 防 庁 長 官  
 
 

緊急消防援助隊の部隊移動の連絡 
 
  
貴都道府県内で活動している緊急消防援助隊について、消防組織法第４４条の規定に基づき、次のとお

り緊急消防援助隊の部隊移動の求め又は指示を行ったので、連絡します。 
 
 
１ 部隊移動先及び部隊の規模等 
① 現在の出動先                 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
② 部隊移動先 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
 

２ 部隊移動を求める部隊 
① 都道府県隊・消防本部（                               ） 
 
② 部隊の種類と数 

部隊種別 隊数  部隊種別 隊数 

指揮支援隊  特殊 毒劇物等対応隊  

都道府県指揮隊  災害 大規模危険物火災対応隊  

消火部隊  部隊 密閉空間火災等対応隊  

救助部隊   水難救助隊  

救急部隊  特殊 遠距離大量送水隊  

後方支援隊  装備 消防活動二輪隊  

航空部隊（ヘリ）  部隊 震災対応特殊車両隊  

水上部隊   その他の特殊な装備隊  

 
③ 任務及び特記事項 

                                              
 
３ 部隊移動を求めた日時   平成   年   月   日     時   分 
 
 
 

問い合わせ先：    消防庁応急対策室  広域応援班 
 消防防災無線電話  （アクセスNo.）＋7860～7862     電 話 03－5253－7527 
 消防防災無線ＦＡＸ （アクセスNo.）＋7789        ＦＡＸ 03－5253－7537 
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別記様式４－７ 

緊急消防援助隊部隊移動 
 
平成  年  月  日 
 

都道府県隊長 
指揮支援隊長 

          都道府県知事 
 

 
緊急消防援助隊の部隊移動の指示 

 
  
貴所属緊急消防援助隊について、消防組織法第４４条の３第１項の規定に基づき、次のとおり緊急消防

援助隊の部隊移動を指示します。 
 
 
１ 部隊移動先及び部隊の規模等 
① 現在の出動先                 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
② 部隊移動先 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
 

２ 部隊移動を求める部隊 
① 都道府県隊・消防本部（                               ） 
 
② 部隊の種類と数 

部隊種別 隊数  部隊種別 隊数 

指揮支援隊  特殊 毒劇物等対応隊  

都道府県指揮隊  災害 大規模危険物火災対応隊  

消火部隊  部隊 密閉空間火災等対応隊  

救助部隊   水難救助隊  

救急部隊  特殊 遠距離大量送水隊  

後方支援隊  装備 消防活動二輪隊  

航空部隊（ヘリ）  部隊 震災対応特殊車両隊  

水上部隊   その他の特殊な装備隊  

 
③ 任務及び特記事項 

                                              
 
３ 部隊移動を求めた日時   平成   年   月   日     時   分 
 
 

 

 

 

 

殿 
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別記様式４－８ 

緊急消防援助隊部隊移動 
 
平成  年  月  日 
 

消 防 庁 長 官   殿 
 

          都 道 府 県 知 事 
 

 
緊急消防援助隊の部隊移動の通知 

 
  
貴所属緊急消防援助隊について、消防組織法第４４条の３第１項の規定に基づき、次のとおり緊急消防

援助隊の部隊移動を指示しましたので、消防組織法第４４条の３第３項の規定に基づき通知します。 
 
 
１ 部隊移動先及び部隊の規模等 
① 現在の出動先                 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
② 部隊移動先 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
 

２ 部隊移動を求める部隊 
① 都道府県隊・消防本部（                               ） 
 
② 部隊の種類と数 

部隊種別 隊数  部隊種別 隊数 

指揮支援隊  特殊 毒劇物等対応隊  

都道府県指揮隊  災害 大規模危険物火災対応隊  

消火部隊  部隊 密閉空間火災等対応隊  

救助部隊   水難救助隊  

救急部隊  特殊 遠距離大量送水隊  

後方支援隊  装備 消防活動二輪隊  

航空部隊（ヘリ）  部隊 震災対応特殊車両隊  

水上部隊   その他の特殊な装備隊  

 
③ 任務及び特記事項 

                                              
 
３ 部隊移動を求めた日時   平成   年   月   日     時   分 
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別記様式４－９ 

緊急消防援助隊部隊移動 
 
平成  年  月  日 
 

都道府県知事 
市 町 村 長 

          消 防 庁 長 官  
 
 

緊急消防援助隊の部隊移動の通知 
 
  
貴所属緊急消防援助隊について、消防組織法第４４条の３第１項の規定に基づき、次のとおり緊急消防

援助隊の部隊移動が指示されましたので、消防組織法ぢあ４４条の３第４項の規定に基づき通知します。 
 
 
１ 部隊移動先及び部隊の規模等 
① 現在の出動先                 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
② 部隊移動先 
      都・道・府・県 
      市・区・町・村          
 

２ 部隊移動を求める部隊 
① 都道府県隊・消防本部（                               ） 
 
② 部隊の種類と数 

部隊種別 隊数  部隊種別 隊数 

指揮支援隊  特殊 毒劇物等対応隊  

都道府県指揮隊  災害 大規模危険物火災対応隊  

消火部隊  部隊 密閉空間火災等対応隊  

救助部隊   水難救助隊  

救急部隊  特殊 遠距離大量送水隊  

後方支援隊  装備 消防活動二輪隊  

航空部隊（ヘリ）  部隊 震災対応特殊車両隊  

水上部隊   その他の特殊な装備隊  

 
③ 任務及び特記事項 

                                              
 
３ 部隊移動を求めた日時   平成   年   月   日     時   分 
 
 
 

 

問い合わせ先：    消防庁応急対策室  広域応援班 
 消防防災無線電話  （アクセスNo.）＋7860～7862     電 話 03－5253－7527 
 消防防災無線ＦＡＸ （アクセスNo.）＋7789        ＦＡＸ 03－5253－7537 

殿 
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別記様式６ 
 

緊急消防援助隊活動報告 
 
１ 出動の状況 

都道府県名  緊急消防援助隊番号  

消 防 本 部 名  

災害名  

出動先市町村  

出動の求め又は指示を受けた年月日 年     月     日 

出動した期間 

出動した日時 年     月     日     時     分 

帰署（所）した日時 年     月     日     時     分 

期間 日 間 

出動の状況 

隊の種類 出動隊数 出動車両等 出動隊員数 

指揮支援隊 隊 

指揮車 台 

人 通信車 台 

その他の車両 台 

都道府県指揮隊 隊 

指揮車 台 

人 通信車 台 

その他の車両 台 

消 火 隊 隊 

消防ポンプ自動車 台 

人 

水槽付消防ポンプ自動車 台 

化学消防ポンプ自動車 台 

その他の車両 台 

計 台 

救 助 隊 隊 

救助工作車Ⅱ型 台 

人 

救助工作車Ⅲ型 台 

救助工作車Ⅳ型 台 

その他の車両 台 

計 台 

救 急 隊 隊 

高規格救急車 台 

人 上記以外の救急車 台 

計 台 

後方支援隊 隊 

支援車 台 

人 
支援車Ⅱ型 台 

その他の車両 台 

計 台 
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出動の状況 

隊の種類 出動隊数 出動車両等 出動隊員数 

航 空 隊 隊 

ヘリコプター 機 

人 
 

うちヘリテレ有り 機 

うち消火タンク有り 機 

水 上 隊 隊 消防艇 艇 人 

特

殊

災

害

隊 

毒劇物等 
対応隊 隊 

特殊車両 台 
人 

その他の車両 台 

大規模危険物 
火災等対応隊 隊 

大型化学車 台 

人 

大型高所放水車 台 

泡原液搬送車 台 

屈折放水塔車 台 

耐熱装甲型救助活動車 台 

密 閉 空 間 
火災等対応隊 

ああああああああ

隊 高発泡車 台 人 

計 隊 計 台 人 

特

殊

装

備

隊 

遠距離 
大量送水隊 隊 

遠距離送水用大型ポンプ 台 
人 

ホース延長車 台 

消防活動 
二輪隊 

隊 自動二輪車 台 人 

震災対応  
特殊車両隊 隊 震災工作車 台 人 

水難救助隊 隊 
水難救助車 台 人 

その他の車両 台 救助艇 （    艇） 

その他の 
特殊装備隊 隊 

はしご自動車 台 

人 

屈折はしご自動車 台 

電源車・照明車 台 

大型水槽車 台 

空気ボンベ充填車 台 

消火ロボット等 台 

計 隊 計 台 人 

合 計 隊 

車両 台 

人  のべ 台 

ヘリコプター 機 

 のべ 機 

※のべ     人 消防艇 艇 

 のべ 艇 

 ※ 出動隊員数の「のべ人数」は、出動した隊員ごとに現地で活動した日数をかけて計算すること。 

 ※ 車両等の「のべ台数」等は、現地で使用した車両ごとに使用した日数をかけて計算すること。 
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２ 活動の状況 

現地到着日時      年   月   日     時   分 

現地を離れた日時      年   月   日     時   分 

主な活動内容 

活動場所 

 

 

活動概要 

 

 

 

 

 

活動開始日時 

 

 

活動時間 

 

 

 

 

 

活動隊数 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動中の異常の有無  

隊員の負傷の有無  

車両・資機材の損傷  

その他特記事項  
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４ 消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱＜資料１－１８＞ 
 

 

 

目次 

第一章 総 則 

第二章 消防広域応援体制の確立 

第三章 費用負担 

第四章 教育訓練 

第五章 その他 

 

 

第一章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和２２年１２月２３日法律第２２６号。以下「法」という。）

第４３条に規定する非常事態時において、千葉県知事（以下「知事」という。）が千葉県広域消防

相互応援協定に基づく広域応援部隊を運用するため必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 「千葉県消防広域応援隊」とは、前条に基づく非常事態時において知事の指示を受け被災地の

消防の応援のため速やかに被災地に赴き、人命救助活動等を行うことを任務とする広域応援部

隊をいう。 

 (2) 「被災地」とは、法第４３条に規定する非常事態が発生した市町村をいう。 

 (3) 「現地消防本部」とは、被災地に係る消防本部をいう。 

 (4) 「広域応援統括消防機関」とは、千葉県消防広域応援基本計画で定めるところにより、千葉県

内の消防広域応援に係る消防機関の代表として、千葉県及び各消防機関との連絡調整及び情報

交換を行う消防機関をいう。 

(5) 「応援市町村」とは、千葉県消防広域応援隊を出動させる又は出動させた市町村（一部事務組

合を含む。以下同じ）をいう。 

 (6) 「特殊災害」とは、毒性物質の発散、その他緊急消防援助隊に関する政令（平成１５年政令第

３７９号）で定める原因により生ずる特殊な災害及び大規模危険物火災等、又は航空機災害等

で多数の要救助者の発生が見込まれる災害で、特別な部隊及び特殊な施設、装備を必要とする

災害をいう。 

 

（千葉県消防広域応援隊の登録） 

第３条 知事は、千葉県消防広域応援基本計画に基づき登録された広域応援部隊を千葉県消防広域応

援隊として登録するものとする。 

 

２ 登録する千葉県消防広域応援隊については、法第４５条第４項の規定に基づき、緊急消防援助隊

として登録されている消防部隊及び県内広域応援出動が可能な消防部隊とし、知事が別に定める。 

３ 知事は必要があると認めるときは、市町村長に対し前項の登録について協力を求めるものとする。 

 

（千葉県消防広域応援隊の基本的な編成） 

第４条 千葉県消防広域応援隊の基本的な出動編成については別図１のとおりとする。 

２ 基本的な部隊編成は、前条に登録された広域応援部隊のうち、被災地において行う応援に必要な

部隊をもって編成する。（別表１） 
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第二章 消防広域応援体制の確立 

 

（消防広域応援体制確立の指示） 

第５条 知事は、法第４３条に基づく非常事態時又はこれに準ずる大規模災害が発生した場合は、被

災地の長及び現地消防本部の消防長並びに広域応援統括消防機関の消防長と協議し、緊急の必要が

あると判断したときは、応援市町村の長及び千葉県消防広域応援隊の属する消防機関の消防長に迅

速な消防広域応援体制の確立を指示するものとする。（別記様式１） 

  なお、知事の指示基準は原則として次の各号によるものとする。 

  (1) 被災地から緊急消防援助隊の要請があった場合。 

  (2) 首都直下地震における緊急消防援助隊アクションプランが発動された場合。 

  (3) 本県が甚大な被害を被る大規模地震が発生した場合。 

  (4) 特殊災害が発生し、特別な部隊及び特殊な施設、装備を必要とする場合。 

  (5) 被災地及び現地消防本部とのあらゆる情報連絡網が寸断されるなど、非常事態と認める場合。 

２ 前項の指示を受けた応援市町村の長及び千葉県消防広域応援隊の属する消防機関の消防長は、速

やかに広域応援部隊を出動させるものとする。 

  ただし、災害等により広域応援部隊が出動できない場合は、広域応援統括消防機関にその旨連絡

するものとする。 

３ 千葉県消防広域応援隊の出動体制、指揮体制及び部隊運用等については、千葉県消防広域応援基

本計画を準用するものとする。 

４ 情報連絡系統は、別図２のとおりとする。 

５ 要請手順は、別図３のとおりとする。 

 

（消防広域応援体制の終了） 

第６条 知事は、災害の推移により被災地の長及び広域応援統括消防機関の消防長と協議し、消防広

域応援体制の必要がなくなったと判断したときは、千葉県消防広域応援隊による応援活動を終了さ

せるものとする。 

この場合、その旨を被災地の長及び応援市町村の長並びに千葉県消防広域応援隊の属する消防機

関の消防長に速やかに通知するものとする。 

 

第三章 費用負担 

 

（千葉県消防広域応援隊の活動に係る費用負担） 

第７条 第５条第１項に基づく指示を受けて出動した千葉県消防広域応援隊の活動により増加し又は

新たに必要となる消防に要する費用のうち、当該千葉県消防広域応援隊の隊員の特殊勤務手当及び

時間外勤務手当等の負担区分は、次の各号の定めるところによるものとする。 

 (1) 千葉県の負担とするもの 

  イ 消防職員の特殊勤務手当 

  ロ 時間外勤務手当 

  ハ 管理職員特別勤務手当 

  ニ 夜間勤務手当 

  ホ 休日勤務手当 

  ヘ 旅費 

  ト 応援活動のために使用した当該応援隊の施設に係る修繕料 

  チ 役務費 

  リ 当該応援活動のために使用したことにより、当該施設が滅失した場合における当該滅失した

施設に代わるべきものの購入費 
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  ヌ 応援活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料、その他の物件費 

 (2) 前号の応援活動に係る経費については、別に定めるところにより県が負担するものとする。 

２ 応援市町村の負担とするもの 

(1) 公務災害補償に要する経費 

(2) 災害発生市町村等への移動中及び災害発生市町村等からの帰還途中に第三者に与えた損害の

賠償に要する経費等 

(3) 前項及び前各号以外の人件費その他の経費 

３ 受援市町村が負担とするもの 

 (1) 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市町村に対して当該損害賠償

を対象とした保険金が支払われる場合には、当該保険金の額を控除した額。）ただし、応援市

町村の重大な過失等に基づく損害賠償に要する費用は応援市町村の負担とする。 

 (2) 応援活動中に調達した化学消火薬剤等資機材費 

４ 前各項以外の費用は、原則として受援市町村の負担とする。 

 

第四章 教育訓練 

 

（教育訓練） 

第８条 知事は、法第４３条に基づく非常事態時における千葉県消防広域応援隊の常時即応体制を確

保するとともに、技術の向上及び連携活動能力の向上を図るため、市町村及び消防機関の協力を得

て千葉県消防広域応援隊の合同訓練を実施するものとする。 

 

第五章 その他 

 

（関係行政機関との連絡調整） 

第９条 知事は、千葉県消防広域応援隊の出動等に関し、必要と認める関係行政機関の長等との連絡

調整を行うものとする。（別表２） 

 

（千葉県消防広域応援隊旗） 

第10条 知事は、千葉県消防広域応援隊旗を千葉県消防広域応援隊の部隊に交付するものとする。 

２ 千葉県消防広域応援隊旗の制式については、知事が別に定める。 

 

（その他） 

第11条 その他千葉県消防広域応援隊について必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年１２月１６日から施行する 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年７月３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  
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様

１．発生日時 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　時　　　　　　分頃

２．発生場所 　　　　　　　　 市・町・村

３．災害種別 （災害内容）

４．その他

【要請方法】 （県防災行政無線ＦＡＸによる一斉要請）

（発）千葉県 ①　応援市町村

②　広域応援統括消防機関

③　千葉県消防広域応援隊登録消防機関

　　　　   別記様式１

千葉県消防広域応援隊登録消防機関　消防長

 　平成　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分頃、　　　　　　　市・町・村において、下記

のとおり消防組織法第４３条の規定に基づく非常事態が発生したので、迅速な消防広

域応援体制を確立するよう指示します。

                    千　葉　県　知　事

　　千葉県消防広域応援隊　出動連絡

広域応援統括消防機関　消防長

応援市町村の長
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○

ＮＢＣ災害 ○ ○ △ △ △ △ △

大規模危険物火災 ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △

大規模航空機事故災害 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

大規模列車事故災害 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○

【凡例】 ○ 原則として出動

△ 災害状況に応じて出動

基 本 的 な 部 隊 編 成

大規模地震災害

別表１

広
域
応
援
統
括
指
揮
隊

ブロック方面隊
航
空
部
隊

水
上
部
隊

特殊災害部隊

ブ
ロ
ッ
ク
方
面
指
揮
隊

消
火
部
隊

特
殊
災
害

大
規
模
危
険
物
火
災
対
応
隊

密
閉
空
間
火
災
対
応
隊

大規模火災

大規模風水害

救
助
部
隊

救
急
部
隊

後
方
支
援
部
隊

毒
劇
物
等
対
応
隊

　
　　　　　　　　　部隊種類

　災害種別

特殊装備隊

特別災害対応部隊

は
し
ご
車
隊

電
源
照
明
車
隊

大
型
水
槽
車
隊

空
気
ボ
ン
ベ
充
填
車
隊

特
別
高
度
工
作
車
隊

その他特殊装備隊
震
災
対
応
特
殊
車
両
隊

衛
星
通
信
装
備
隊

- 129 -



 

 

  

 

 

 

 

 

別表２

１．総務省消防庁 （H２４．４．１現在）

時間帯別
連絡要請

窓口
（NTT）電話 （ＮＴＴ）ＦＡＸ

消防防災無線
(電話)

消防防災無線
(ＦＡＸ)

地域衛星通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ(電話)

地域衛星通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ(ＦＡＸ)

昼　　　　間 応急対策室 03-5253-7527 03-5253-7537 120-7527 120-7537 048-500-7527 048-500-7537

夜間（休日） 宿直室 03-5253-7777 03-5253-7553 120-7782 120-7789 048-500-7782 048-500-7789

２．千葉県

時間帯別
連絡要請

窓口
（NTT）電話 （ＮＴＴ）ＦＡＸ

県防災行政無線
電話

県防災行政無線
FAX

地域衛星通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ(電話)

地域衛星通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ(ＦＡＸ)

消防無線
呼出名称

昼　　　　間 災害対策室 043-223-2175 043-222-5208
500-7221
500-7361

500-7298 012-500-7209 012-500-7298
しょうぼう　ちばけん
ちょうせいほんぶ

夜間（休日）
消防課(防災
無線統制室)

043-223-2178 043-222-5219 500-7225 500-7110 012-500-7225 012-500-7110

３．広域応援統括消防機関

時間帯別
連絡要請

窓口
（NTT）電話 （ＮＴＴ）ＦＡＸ

県防災行政無線
電話

県防災行政無線
FAX

地域衛星通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ(電話)

地域衛星通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ(ＦＡＸ)

消防無線
呼出名称

昼　　　　間 警防課 043-202-1653 043-202-1654 101-800-3121 101-800-3109 012-101-800-3121 012-101-800-3109

夜間（休日） 指令管制室 043-223-1831 043-202-1678 101-800-3661 101-800-3669 012-101-800-3661 012-101-800-3669

救急課 043-202-1657 043-202-1659 101-800-3211 101-800-3209 012-101-800-3211 012-101-800-3209

　　関係機関連絡先（情報連絡窓口）

名　　　称

応急対策室

名　　　称

防災危機管理部
危機管理課

消防機関

千葉市消防局
ちばしょうぼう

千葉消防
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４．県内消防機関 （H24．4.1現在） 別表２

名称 時間帯別
連絡要請

窓口
（NTT）電話 （ＮＴＴ）ＦＡＸ

県防災行政
無線　電話

県防災行政
無線　ＦＡＸ

地域衛星通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ(電話)

地域衛星通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ(ＦＡＸ)

消防無線
呼出名称

昼　　　　間 警防課 043-202-1653 043-202-1654 101-800-3121 101-800-3109 012-101-800-3121 012-101-800-3109
夜間（休日） 指令管制室 043-223-1831 043-202-1678 101-800-3661 101-800-3669 012-101-800-3661 012-101-800-3669

救急課 043-202-1657 043-202-1659 101-800-3211 101-800-3209 012-101-800-3211 012-101-800-3209
昼　　　　間 ちょうししょうぼう

夜間（休日） 銚子消防
昼　　　　間 しょうぼういちかわ

夜間（休日） 消防市川
昼　　　　間 警防課 047-435-1190 047-435-7878 しょうぼうふなばし

夜間（休日） 指令課 047-435-8649 047-432-8229 消防船橋
昼　　　　間 消防総務課 0438-23-9182 0438-23-9096 しょうぼうきさらづ

夜間（休日） 指令室 0438-22-0119 0438-22-0151 消防木更津
昼　　　　間 消防救急課 047-363-1115 047-363-1138 まつどしょうぼう

夜間（休日） 指令課 047-363-1111 047-363-0333 松戸消防
昼　　　　間 のだしょうぼう
夜間（休日） 野田消防
昼　　　　間 なりたしょうぼう

夜間（休日） 成田消防
昼　　　　間 しょうぼうあさひ

夜間（休日） 消防旭
昼　　　　間 ならしのしょうぼう

夜間（休日） 習志野消防
昼　　　　間 警防課 04-7133-0117 04-7133-4000 かしわしょうぼう

夜間（休日） 情報指令課 04-7133-8793 04-7133-8795 柏消防
昼　　　　間 警防救急課 0436-22-8117 0436-23-0085 いちはらしょうぼう

夜間（休日） 通信指令課 0436-23-0119 0436-21-6874 市原消防
昼　　　　間 ながれやましょうぼう

夜間（休日） 流山消防
昼　　　　間 やちよしょうぼう

夜間（休日） 八千代消防
昼　　　　間 警防課 04-7181-7701 04-7184-0120 あびこしょうぼう

夜間（休日） 西消防署 04-7184-0119 04-7184-0165 我孫子消防
昼　　　　間 警防課 047-444-3235 047-445-1224 しょうぼうかまがや

夜間（休日） 通信指令室 047-444-3221 047-442-7119 消防鎌ケ谷

0476-24-4828

指令課 0479-63-0119 0479-63-7769

指令課 047-452-1212 047-451-6569

千葉市消防局

012-608-722

012-609-722

012-610-722

012-606-722

012-219-732

012-607-722

012-606-721

012-219-731

012-607-721

012-211-731 012-211-732

012-605-721 012-605-722

012-621-721 012-621-722

012-604-721 012-604-722

012-208-731 012-208-732

012-204-731 012-204-732

012-206-731 012-206-732

012-602-721 012-602-722

012-603-721 012-603-722

012-609-721

012-610-721

012-608-721

609-722

610-721 610-722

609-721

608-722608-721

219-731 219-732

野田市消防本部 通信指令室 04-7124-0119 04-7125-8782

602-722指令センター

604-721

606-722

604-722

621-722

208-731 208-732

211-732

606-721

047-459-7805 047-459-2446

602-721

605-721

0476-20-1593 211-731

621-721

607-72104-7158-0119消防防災課 04-7159-0889

603-722

204-731 204-732

605-722

通信指令課

206-732

607-722

鎌ケ谷市消防本部

指令課

成田市消防本部

習志野市消防本部

市原市消防局

柏市消防局

旭市消防本部

　　関　係　機　関　連　絡　先

我孫子市消防本部

八千代市消防本部

流山市消防本部

603-721

船橋市消防局

木更津市消防本部

松戸市消防局

206-731

ちばしょうぼう
千葉消防

銚子市消防本部

市川市消防局

0479-22-0119 0479-23-0119

047-333-2111 047-335-8181指令課
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名称 時間帯別
連絡要請

窓口
（NTT）電話 （ＮＴＴ）ＦＡＸ

県防災行政
無線　電話

県防災行政
無線　ＦＡＸ

地域衛星通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ(電話)

地域衛星通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ(ＦＡＸ)

消防無線
呼出名称

昼　　　　間 きみつしょうぼう

夜間（休日） 君津消防
昼　　　　間 しょうぼうふっつ

夜間（休日） 消防富津
昼　　　　間 しょうぼううらやす

夜間（休日） 消防浦安
昼　　　　間 しょうぼうよつかいどう

夜間（休日） 消防四街道
昼　　　　間 総務課 しょうぼうそでがうら

夜間（休日） 指令室 消防袖ケ浦
昼　　　　間 しょうぼうとみさと

夜間（休日） 消防富里
昼　　　　間 しょうぼうさかえ

夜間（休日） 消防栄
昼　　　　間 しょうぼうかとり

夜間（休日） 消防香取
昼　　　　間 あわしょうぼう
夜間（休日） 安房消防
昼　　　　間 ちょうこうしょうぼう

夜間（休日） 長広消防
昼　　　　間 しょうぼうそうさ

夜間（休日） 消防匝瑳
昼　　　　間 しょうぼうさんむ

夜間（休日） 消防山武
昼　　　　間 しょうぼうさくら
夜間（休日） 消防佐倉
昼　　　　間 しょうぼういんざい

夜間（休日） 消防印西
昼　　　　間 警防課 0470-80-0133 しょうぼういすみ

夜間（休日） 指令室 0470-80-0119 消防夷隅

警防課指令班 0479-72-0119 0479-72-1119

626-721

指令課 0478-83-0119 0478-83-3432

0438-64-0119 0438-62-9729

指令課 047-304-0119 047-352-3597

012-625-721

012-626-721

012-627-721

012-623-721

012-622-721622-721 622-722

628-722

012-619-722

012-627-722

012-628-721

012-624-722

012-623-722

012-622-722

012-628-722

012-625-722

012-626-722

012-615-722

012-618-722

012-629-722

012-611-722

012-612-722

012-613-722

012-614-722

通信指令室 0476-46-9981 0476-46-9986

012-611-723

012-612-721

012-629-721

012-619-721

012-613-721

624-7220470-82-5000 624-721

625-722

012-614-721

012-615-721

012-618-721

626-722

012-624-721

指揮指令課 043-481-0119 043-485-2310 625-721

指令課 0475-52-4137 0475-50-2501 628-721

通信指令課 0475-24-0119 623-721 623-7220475-25-8448

通信指令室 0476-92-1311 0476-93-9949

627-722警防課 0470-22-2233 0470-22-6562 627-721

619-721 619-722

629-722通信指令室 0476-95-0119 0476-95-7630 629-721

618-721

613-722

614-721 614-722

615-721 615-722

613-721

618-722

611-722

指令室 0439-65-0119 0439-65-1722 612-721 612-722

指令室 0439-53-0119 0439-57-0119 611-723

消防署指揮指令
グループ

浦安市消防本部

富里市消防本部

四街道市消防本部

袖ケ浦市消防本部

富津市消防本部

043-422-0119

夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

山武郡市広域
行政組合消防本部

佐倉市八街市酒々井町
消防組合消防本部

栄町消防本部

安房郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

印西地区
消防組合消防本部

長生郡市広域市町村圏
組合消防本部

匝瑳市横芝光町
消防組合消防本部

香取広域市町村圏
事務組合消防本部

043-423-7212

君津市消防本部
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別表２

（H24.4.1現在）

電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ
昼間 防災対策課 043-245-5113 043-245-5552
夜間 指令管制室 043-223-1831 043-202-1678
昼間 防災課 0436-23-9823 0436-23-9556
夜間 守衛室 0436-22-1111 -
昼間 危機管理課 047-334-1600 047-333-8080
夜間 守衛室 047-334-1334 -
昼間 危機管理課 047-436-2032 047-436-2030
夜間 (船橋消防) 047-435-1111 047-432-8229
昼間
夜間
昼間 総合防災課 047-483-1151 047-483-1094
夜間 守衛室 047-483-1151 -
昼間 防災課 047-351-1111 047-355-6239
夜間 守衛室 047-351-1111 047-381-4028
昼間 総務企画本部防災課 047-366-7309 047-368-0202
夜間 守衛室 047-366-7300 047-364-7295
昼間 市民生活課 04-7123-1083 04-7123-1737
夜間 守衛室 04-7125-1111 04-7123-1737
昼間 防災安全課 04-7167-1115
夜間 守衛室 04-7167-5551
昼間 防災危機管理課 04-7150-6312 04-7150-3309
夜間 管財課守衛室 04-7158-1180 -
昼間
夜間
昼間
夜間

047-498-5240

我孫子市消防本部

鎌ヶ谷市消防本部

松戸市消防局

野田市消防本部

柏市消防局

流山市消防本部

船橋市消防局

習志野市消防本部

八千代市消防本部

浦安市消防本部

管轄消防（局）本部

千葉市消防局

市原市消防局

市川市消防局

047-453-9211 047-453-9386

04-7163-2188

04-7185-1843 04-7185-5777

松戸市

市民安全課

安全対策課鎌ケ谷市

100-721

東葛飾地域
振興事務所

危機管理課

浦安市

千葉市

市原市

市川市

船橋市

千葉支部

葛南地域
振興事務所

時間
帯別

習志野市

八千代市

219-721

ＮＴＴ 県防災行政無線( ０１２：地域衛星通信)

047-445-1400

216-721.723 216-722

203-721.723.724

220-721 220-722

221-722

100-722

219-722

野田市

柏市

流山市

我孫子市

203-722

204-721.723 204-722

221-721.723

227-721 227-722

207-722207-721.723

208-721 208-722

217-721 217-722

222-722222-721

224-721 224-722

関 係 機 関 連 絡 先５　千葉県内市町村

支部・地域振興事
務所別

市町村 連絡窓口
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電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ
昼間 危機管理課 0476-20-1523
夜間 守衛室 0476-22-1111
昼間 防災防犯課 043-484-6131
夜間 守衛室 043-484-1111
昼間 危機管理室 043-421-6102 043-424-8922
夜間 （四街道消防） 043-422-0119 043-423-7212
昼間 043-443-1119
夜間 090-3575-4753
昼間
夜間
昼間 047-492-1111 047-491-3510
夜間 047-492-0090 047-491-3518
昼間 市民活動推進課 0476-93-1114
夜間 守衛室 0476-93-1111
昼間
夜間
昼間 消防防災課 0476-95-8981
夜間 栄消防 0476-95-0119
昼間 総務部総務課 0478-50-1201 0478-52-4566
夜間 財政課 0478-54-1111 -
昼間 総務課 0478-72-2111 0478-72-2110
夜間 （成田消防） 0476-20-1593 0476-24-4368
昼間 総務課 0479-76-2611 0479-76-7144
夜間 （香取広域消防） 0479-76-3255 0479-76-5930
昼間 総務課 0478-86-1111 0478-86-2312
夜間 （香取広域消防） 0478-83-0119 0478-83-3432
昼間 地域協働課 0479-24-8193
夜間 警備員室 0479-24-8181
昼間
夜間
昼間
夜間

ＮＴＴ 県防災行政無線( ０１２：地域衛星通信)
管轄消防（局）本部

支部・地域振興事
務所別

市町村
時間
帯別

連絡窓口

旭市消防本部

匝瑳市横芝光町
消防組合消防本部

成田市消防本部

香取広域市町村圏
事務組合消防本部

香取広域市町村圏
事務組合消防本部

銚子市消防本部

富里市消防本部

佐倉市八街市酒々井町
消防組合消防本部

栄町消防本部

香取広域市町村圏
事務組合消防本部

四街道市消防本部

佐倉市八街市酒々井町
消防組合消防本部

印西地区消防組合
消防本部

印西地区消防組合
消防本部

成田市消防本部

佐倉市八街市酒々井町
消防組合消防本部

0479-25-0277

0479-63-4946

043-444-0815

0479-72-1114

0476-95-7630

0476-42-7242

043-486-2502

四街道市

八街市

海匝地域
振興事務所

東庄町

印旛地域
振興事務所

香取地域
振興事務所

富里市

酒々井町

多古町

0476-20-1687成田市

佐倉市

神崎町

栄町

香取市

印西市

白井市

総務課

防災課

0479-73-0084

銚子市

匝瑳市

旭市

0476-42-5111防災課

市民安全課

043-496-1171

総務課 0479-62-5311

総務課

0476-93-9954

043-496-4541

211-721 211-722

230-721 230-722

231-721 231-722

212-722212-721

228-721 228-722

232-721.723 232-722

322-721 322-722

233-721 233-722

629-722

209-722

342-722

209-721.723

342-721.723

215-721.723.724

629-721

347-721

202-721

347-722

349-722

202-722

214-722

215-722

349-721

214-721.723
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電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ
昼間 総務課 0475-20-1519
夜間 宿直室 0475-23-2111
昼間
夜間
昼間
夜間
昼間
夜間
昼間
夜間
昼間 総務課
夜間 宿日直
昼間 総務課総務室
夜間 宿日直室
昼間 総務課 0475-50-1119
夜間 警備 0475-50-1111
昼間
夜間
昼間
夜間
昼間
夜間
昼間 総務課
夜間 警備員室
昼間 環境防災課
夜間 警備員
昼間 総務課 0470-73-6640
夜間 警備室 0470-73-1211
昼間 危機管理課 0470-62-2000
夜間 宿日直室 0470-62-1111
昼間 0470-82-2111
夜間 -
昼間
夜間

支部・地域振興事
務所別

市町村
時間
帯別

連絡窓口
ＮＴＴ 県防災行政無線( ０１２：地域衛星通信)

管轄消防（局）本部

夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

山武郡市広域行政組合
消防本部

山武郡市広域行政組合
消防本部

匝瑳市横芝光町
消防組合消防本部

夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

長生郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

山武郡市広域行政組合
消防本部

山武郡市広域行政組合
消防本部

山武郡市広域行政組合
消防本部

長生郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

長生郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

長生郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

長生郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

長生郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

長生郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

長生地域
振興事務所

山武地域
振興事務所

夷隅地域
振興事務所

0470-68-2511 0470-68-3293

0475-33-2111 0475-33-4132

0475-42-2465

0475-72-8454

0475-82-2107

0475-46-1214

0479-77-3957

0479-84-2713

0470-63-1252

総務課

一宮町

睦沢町

御宿町

大多喜町

0475-32-2111

0475-44-1729

0475-32-1194

0475-20-1602

0475-42-2111

0475-44-2500

茂原市

横芝光町

大網白里町

長生村

白子町

東金市

総務課

総務課

いすみ市

0475-35-2111

0479-77-3903

0475-46-2111

0475-80-1116

0479-84-1216

0475-70-0303

総務課

総務課

総務課

総務課

九十九里町

山武市

0475-35-4732

0475-50-1299

勝浦市

芝山町

消防防災課

長柄町

長南町

210-721

426-722

423-721

210-722

421-721

409-722

213-721 213-722

421-722

424-722424-721

426-721

427-722427-721.723

381-722

422-722

423-722

422-721

409-721

236-721

403-722

236-722

402-722

381-721

218-722

441-722

234-722

218-721

403-721

402-721.723

443-722

234-721.723

443-721

441-721

0475-70-3107 0475-70-3188総務課

0470-82-4461

0470-73-3937
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電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ
昼間 総務行革課 0438-23-7094 0438-25-1351
夜間 (木更津消防) 0438-22-0119 0438-22-0151
昼間 危機管理課 0439-56-1290
夜間 警備室 0439-56-1453
昼間 防災課 0439-80-1350
夜間 警備室 -
昼間 危機管理課
夜間 守衛日直室
昼間 社会安全課 0470-22-3442 0470-22-8901
夜間 宿直室 0470-22-3113 0470-23-3115
昼間 消防防災課 04-7093-7833
夜間 警備員室 04-7092-1111
昼間 消防防災課
夜間 宿直室
昼間 総務企画課 0470-55-4801
夜間 宿直室 0470-55-2111

県防災行政無線( ０１２：地域衛星通信)
管轄消防（局）本部市町村

時間
帯別

連絡窓口
ＮＴＴ

安房郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

安房郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

安房郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

君津市消防本部

富津市消防本部

袖ヶ浦市消防本部

安房郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

木更津市消防本部

安房地域
振興事務所

君津地域
振興事務所

支部・地域振興事
務所別

0439-56-1404

0439-80-1266

0470-33-1052

0470-55-1342

04-7093-7851

0438-62-2119 0438-62-5916

0470-33-3451

鴨川市

南房総市

木更津市

君津市

富津市

袖ケ浦市

館山市

鋸南町

229-722

206-722

225-722

226-722

235-721

226-721.723

229-721

206-721.723

223-721

205-721

225-721

463-722463-721

205-722

223-722

235-722
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基本的な出動編成         別図１  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千葉市消防局 
船橋市消防局 
市原市消防局 
習志野市消防本部 
八千代市消防本部 

銚子市消防本部 
成田市消防本部 
旭市消防本部 
四街道市消防本部 
富里市消防本部 
栄町消防本部 
香取広域（組） 
匝瑳市横芝光町（組）

佐倉市八街市酒々 井町（組） 
印西地区（組） 

木更津市消防本部 
君津市消防本部 
富津市消防本部 
袖ケ浦市消防本部 
安房郡市広域（組）

長生郡市広域（組）

山武郡市広域（組）

夷隅郡市広域（組）

市川市消防局 
松戸市消防局 
野田市消防本部 
柏市消防本部 
流山市消防本部 
我孫子市消防本部 
鎌ケ谷市消防本部 
浦安市消防本部 

広域応援統括指揮隊長 

水 上 隊 

（ 

ブ
ロ
ッ
ク
方
面
指
揮
隊
長 

）

第
１
ブ
ロ
ッ
ク
方
面
隊 

（ 
ブ
ロ
ッ
ク
方
面
指
揮
隊
長 

）

第
２
ブ
ロ
ッ
ク
方
面
隊 

（ 

ブ
ロ
ッ
ク
方
面
指
揮
隊
長 

）

第
３
ブ
ロ
ッ
ク
方
面
隊 

（ 

ブ
ロ
ッ
ク
方
面
指
揮
隊
長 

）

第
４
ブ
ロ
ッ
ク
方
面
隊 

【構成部隊】
指揮隊 
消火部隊 
救助部隊 
救急部隊 
後方支援部隊 
特殊装備部隊 

【構成部隊】
指揮隊 
消火部隊 
救助部隊 
救急部隊 
後方支援部隊 
特殊装備部隊 

【構成部隊】
指揮隊 
消火部隊 
救助部隊 
救急部隊 
後方支援部隊 
特殊装備部隊 
 

【構成部隊】
指揮隊 
消火部隊 
救助部隊 
救急部隊 
後方支援部隊 
特殊装備部隊 
 航 空 隊 

現地消防本部  
（指揮者）  

特殊災害部隊 
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情 報 連 絡 系 統        別図２  

 
 
 

 
 

 

広域応援統括消防機関 
消防長 

現地消防本部 
消防長 

広域応援部隊
登録消防本部 

消防長 

被災市町村長 

応援市町村長 

消
防
庁
長
官 

千
葉
県
知
事 

【被災地側】

【応援側】 

緊急消防援助隊に係る 
代表消防機関消防長 
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知事の指示による出動要請等実施手順

出動連絡

知事指示

  ① 応援可否状況
　② 応援要請

①応援側消防（局）本部から広域応援統括消防機関へ
　広域応援出動連絡表（基本計画：様式２）」を送信する。
  千葉県から別記様式１を受信した場合、又は県内で震度５強以上の地震災害が発生した場
合、各消防（局）本部は、出動の可否にかかわらず基本計画 様式２を広域応援統括消防機
関に送信する。
      ※ 送信先:  第１、４ブロック→千葉市消防局警防部警防課（101-800-3109）
                  第２ブロック→千葉市消防局警防部救急課（101-800-3209）
　　　　　　　　　第３ブロック→千葉市消防局指令管制室（101-800-3669）
　
②現地消防本部（被災地消防本部）から広域応援統括消防機関へ
  別記様式１に記載された発生場所を管轄する消防（局）本部は、「千葉県消防広域応援要
請書（基本計画：様式１に必要事項を記入）」を広域応援統括消防機関に送信する。
　　　※ 送信先：千葉市消防局警防部警防課（101-800-3109）

① 応援要請
② 出動状況

　①広域応援統括消防機関から全消防（局）本部へ
　　「千葉県消防広域応援要請書（基本計画：様式１に必要事項を記入）」を送信する。
　②広域応援統括消防機関から千葉県及び全消防（局）本部へ
　　「広域応援部隊出動状況連絡表（基本計画：様式３）」を送信する。

○広域応援統括消防機関から千葉県へ
「基本計画：様式１」を送信する。（ブロック幹事消防機関から受信したものを転送する。）

○ブロック幹事消防機関からブロック内の全消防（局）本部及び広域応援統括消防機関へ
　「基本計画：様式１（必要事項を記入）」を送信する。

ブロック幹事消防機関

①応援側消防（局）本部

広域応援統括消防機関

広域応援統括消防機関

災害発生

　○千葉県から応援統括消防機関及び各消防（局）本部へ
　　「千葉県消防広域応援出動連絡（要綱：別記様式１）」を送信する。

千　葉　県

②現地消防本部（被災地消防本部）
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千葉県消防広域応援隊旗の制式 

消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱第１０条第２項の

規定に基づき、千葉県消防広域応援隊旗の制式を次のとおり定める。 

 

１ 千葉県消防広域応援隊旗 

    
サイズ 縦７０㎝×横１００㎝ 

   彩 色 地   水色 

       県き章 黒 

消防章 黄 

       文 字 千葉県消防広域応援隊 赤 

 

２ 広域応援統括指揮隊旗 

    

   サイズ 縦７０㎝×横１００㎝ 

   彩 色 地   白 

       県き章 黒 

       消防章 黄 

       文 字 広 域 応 援 統 括 指 揮 隊 黒 

           千葉県消防広域応援隊 赤 

       線   黄 ４本 

 

千葉県消防広域応援隊 

広域応援統括指揮隊 

千葉県消防広域応援隊 

（消防本部名） 
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３ ブロック方面指揮隊旗 

    

サイズ 縦７０㎝×横１００㎝ 

   彩 色 地   白 

       県き章 黒 

       消防章 黄色 

       文 字 第 ブロック方面指揮隊 黒 

           千 葉 県 消 防 広 域 応 援 隊 赤 

       線   黄 １本 

 

 

千葉県消防広域応援隊 

第 ブロック方面指揮隊 
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ア　サイズ　縦１１ｃｍ×横４５ｃｍ
イ　彩　色
（ア）地　 　 　白色（反射素材）

１　広域応援統括指揮隊腕章

　千葉県消防広域応援隊指揮隊の腕章等の制式

　消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱第１１
条に基づく、その他千葉県消防広域応援隊について必要な事項として、千葉県消防広
域応援隊指揮隊の腕章等の制式を次のとおり定める。
（平成２３年９月２０日 防第５１５号）

（ア）地　 　 　白色（反射素材）
（イ）文字 　  黒色
（ウ）線　   　 赤色（４本）

（イ）県記章　黒色

（２）広域応援統括指揮隊員

ア　サイズ　縦１１ｃｍ×横４５ｃｍ
イ　彩　色

（１）広域応援統括指揮隊長

（ウ）消防章  黄色
（エ）文字 　  黒色
（オ）線　   　 赤色（４本）

千葉県消防広域応援隊

広域応援統括指揮隊長

千葉県消防広域応援隊

広域応援統括指揮隊
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（ア）地　 　 　白色（反射素材）
（イ）文字 　  黒色
（ウ）線　   　 赤色（１本）

（オ）線　   　 赤色（１本）

ア　サイズ　縦１１ｃｍ×横４５ｃｍ

（２）ブロック方面指揮隊員

イ　彩　色

（ア）地　 　 　白色（反射素材）
（イ）県記章　黒色
（ウ）消防章  黄色
（エ）文字 　  黒色

ア　サイズ　縦１１ｃｍ×横４５ｃｍ
イ　彩　色

（１）ブロック方面指揮隊長

２　ブロック方面指揮隊腕章

千葉県消防広域応援隊

ブロック方面指揮隊

千葉県消防広域応援隊

ブロック方面指揮隊長

- 143 -



 

 

 

 

 

 

 

・前面

・背面

　イ　文字　 黒色

（１）彩　色（生地：メッシュ素材）
　　 紺色、オレンジ色（前面下部）
（２）名入れ（左胸・背面上下の３箇所）
　ア　地　　　灰色（反射素材）

３　広域応援統括指揮隊ベスト

千 　  葉   　県
消 防 広 域 応 援 隊

広域応援統括指揮隊

千葉県消防広域応援隊
広域応援統括指揮隊
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５ 首都直下地震対策大綱＜資料１－１９＞ 

 

目次 

 

前文 

 １．本大綱決定の背景 

 ２．本大綱の位置付け 

 ３．対策の基本的方向  

 

第１章 首都中枢機能の継続性確保 

 １．首都中枢機能の対象 

 ２．目標設定と対策 

 （１）首都中枢機関の機能目標と対策 

 （２）ライフライン・インフラの機能目標と対策 

 

第２章 膨大な被害への対応 ～地震に強いまちの形成～ 

 第１節 計画的かつ早急な予防対策の推進 

  １．建築物の耐震化 

  （１）住宅、その他建築物の耐震化の促進 

  （２）耐震化を促進するための環境整備 

  （３）公共施設等の耐震化 

  （４）耐震化に関わる新たな技術開発等の推進と導入 

  （５）耐震化に関わる専門家・事業者の育成 

  ２．火災対策 

  （１）出火防止対策 

  （２）延焼被害軽減対策 

  （３）避難体制の整備 

  ３．居住空間内外の安全確保対策 

  （１）居住空間内の安全確保対策 

  （２）外部空間における安全確保対策 

  （３）集積地区の安全確保対策 

  ４．ライフライン・インフラ確保対策 

  （１）ライフラインの確保対策 

  （２）情報インフラの確保対策 

  （３）交通インフラの確保対策 

  ５．公的機関の業務継続性の確保 

  ６．その他配慮すべき対策 

  （１）長周期地震動対策の推進 

  （２）文化財保護対策の推進 

 第２節 膨大な数の避難者、帰宅困難者等への対応 

  １．避難者及び帰宅困難者等に係る対策の前提となる施策 

  （１）住宅・建築物等の耐震化・不燃化等の推進 

  （２）災害時要援護者に対する支援 

  ２．膨大な数の避難者及び応急住宅需要への対応 

  （１）避難所への避難者数の低減に係る対策 
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  （２）避難所不足に係る対策 

  （３）必要物資等の供給と避難所運営に係る対策 

  （４）避難者が必要とする情報の提供に係る対策 

  （５）応急住宅提供等に係る対策 

  ３．膨大な数の帰宅困難者等への対応 

  （１）一斉徒歩帰宅者の発生の抑制 

  （２）円滑な徒歩帰宅のための支援 

  （３）帰宅困難者等に係るその他の施策 

  ４．避難者と帰宅困難者等に共通する課題への対応 

  （１）飲料水やトイレ等の提供 

  （２）施設等に訪れてきた避難者・帰宅困難者等への対応の検討 

  （３）発災時における混雑情報等の収集及び提供 

  （４）その他避難者と帰宅困難者等に共通する課題への対応 

 第３節 地域防災力、企業防災力の向上 

  １．地域防災力の向上 

  （１）自助の推進 

  （２）共助の推進 

  ２．事業継続性の確保 

  （１）事業継続計画の策定と実行 

  （２）評価制度の検討 

  ３．企業による社会貢献 

  （１）企業倫理・社会的責任 

  （２）事業活動を通じた社会革新 

  （３）投資的社会貢献活動 

 第４節 広域防災体制の確立 

  １．首都圏広域連携体制の確立 

  （１）災害対策本部の速やかな設置 

  （２）国及び地方公共団体間の連携 

  （３）被害想定に基づく緊急活動体制の確立 

  （４）広域連携のための交通基盤確保 

  （５）海外からの支援の受け入れ 

  ２．救助・救命対策 

  ３．消火活動 

  （１）消防力の充実・強化 

  （２）的確な避難体制の確立 

  ４．災害時要援護者支援 

  ５．保健衛生・防疫対策 

  ６．治安の維持 

  ７．ボランティア活動の環境整備 

 第５節 復旧・復興対策 

  １．震災廃棄物処理対策 

  ２．ライフライン・インフラの復旧対策 

  ３．首都復興のための総合的検討4 

  （１）円滑かつ迅速な復興計画実現のための事前準備 

  （２）発災後の計画実現方法 
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第３章 対策の効果的推進 

 １．幅広い連携による震災対策の推進 

 ２．地震防災に関する調査研究の推進と成果の防災対策への活用 

 ３．実践的な防災訓練の実施と対策への反映 

 ４．国民運動の展開 

 

前文 

 

１．本大綱決定の背景 

（１）相模湾から南東方向に延びる相模トラフ沿いのプレート境界では、大正１２年（1923年）の関

東地震と同様のマグニチュード（以下「Ｍ」という。）８クラスの地震が200年～300 年間隔で発

生している。次のＭ８クラスの地震の発生は、今後100 年から200年程度先と考えられるが、その

間に南関東地域でＭ７クラスの地震が数回発生することが予想されている。 

（２）首都地域の地震対策については、昭和６３年に関東地震と同様のM８クラスの地震について被害

想定が実施され、その成果を踏まえた「南関東地域震災応急対策活動要領」が策定された。平成

４年には、南関東地域直下で発生するM７クラスの地震を対象とした「南関東地域直下の地震対策

に関する大綱」が策定されたが、平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災の経験により、

大規模地震に対する大都市の脆弱性が明らかになったため、平成１０年に「南関東地域震災応急

対策活動要領」及び「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」がそれぞれ改訂され、南関東直

下の地震発生に備えた政府の防災体制について充実が図られた。 

（３）しかしながら、近年、インターネットによる情報通信技術や物流、金融等の高度化・国際化が

進展し、経済・社会情勢が著しく変化しつつあることから、首都直下地震対策についても「首都

中枢機能維持」や「企業防災」といった新たな観点からの対策強化が必要であるとの認識が広ま

りつつある。 

   一方、近年、関東地域の地殻変動に関する定点観測網が充実し詳細なデータが蓄積されてきた

こと、それらに伴う知見が増大してきたこと等により、直下の地震像を明確にすることが可能な

状況となってきた。これに伴い、これまで実施されていなかった詳細な被害想定を行い、これに

基づく防災対策を具体化することがある程度可能な状況になってきた。 

（４）このような状況を踏まえ、平成１５年５月の中央防災会議において「首都直下地震対策専門調

査会」の設置が決定され（第１回首都直下地震対策専門調査会は同年９月開催）、わが国の経済・

社会・行政等の諸中枢機能が集積するエリアとしての首都の特性を踏まえた新たな視点から、首

都直下地震対策が検討されることとなった。 

   首都直下地震対策専門調査会では、首都地域における地震防災の課題について検討が行われる

とともに、首都直下の地震像を明らかにすることを目的とした「地震ワーキング・グループ」を

設置し、首都直下で発生が予想される地震像の検討が行われた。また、首都直下地震の際に想定

される直接的被害、間接的被害の予測が行われ、首都地域が抱える地震防災上の課題を明確化し

た上で、地震災害に強い首都地域形成に向けた国家的戦略のあり方等に関する検討が行われ、平

成１７年７月に中央防災会議に報告された。 

   この報告において、予防段階から発災後の全ての段階において各主体が行うべき対策を明確化

する「首都直下地震対策大綱」（以下、「本大綱」という。）策定の必要性が指摘された。 

   本大綱は、首都直下地震対策専門調査会報告に基づき、地方公共団体等をはじめとする関係機

関の意見も十分に踏まえてとりまとめたものである。 

   さらに、平成１８年４月、中央防災会議に「首都直下地震避難対策等専門調査会」が設置され
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た。首都直下地震避難対策等専門調査会では、首都直下地震発生時の避難者及び帰宅困難者対策

の具体化に向けた検討が行われ、平成２０年１０月に報告がとりまとめられた。 

   首都直下地震避難対策等専門調査会報告を踏まえて、本大綱に掲げる対策のうち避難者・帰宅

困難者等に係るものを中心に見直しを行い、本大綱を修正した。 

 

２．本大綱の位置付け 

（１）首都地域は、政治中枢、行政中枢、経済中枢といった首都中枢機能が極めて高度に集積し、か

つ人口や建築物が密集している。このような首都地域において、大きな地震が発生した場合、災

害発生後、都県境を超えた広域的な災害応急対策に不可欠な政治・行政機能や、我が国の経済中

枢機能などの首都中枢機能の継続性の確保が課題となる。さらに、他の地域と比べ格段に高い集

積性から人的・物的被害や経済被害は甚大なものとなると予想され、その軽減策の推進は我が国

の存亡に関わる喫緊の根幹的課題である。 

   本大綱では、このような「首都中枢機能の継続性確保」と「膨大な被害の軽減と対応」を図る

という視点から、“首都中枢機能の集積地区”や“人口や建築物が密集している地区”を対象エ

リアとした。 

（２）本大綱では首都地域の直下で発生するＭ７クラスの地震を対象とするが、首都地域では、海側

のフィリピン海プレートと太平洋プレートが陸側の北米プレートの下に沈み込んでいるため、Ｍ

７クラスの地震の発生の様相は極めて多様である。首都直下地震対策専門調査会報告では、首都

直下の地震として選定した１８タイプの地震像のうち、北米プレートとフィリピン海プレートの

境界で発生するＭ７．３の「東京湾北部地震」が、①ある程度の切迫性が高いと考えられる地震

であること、②都心部の揺れが強いこと、③強い揺れの分布が広域的に広がっていることから、

首都直下地震対策を検討していく上での中心となる地震としている。 

（３）このため、本大綱は、「東京湾北部地震」に対する対策を中心とする。 

（４）中央防災会議は、定期的に関係府省からの報告により、本大綱に基づく対策の具体化及び推進

の状況について把握し、整理するものとする。また、課題についての検討成果、施策の推進状況

等を踏まえ、必要に応じ本大綱の見直しを行っていくものとする。 

（５）なお、東京湾北部地震以外の１７タイプの地震についても、本大綱の内容を十分踏まえて、地

方公共団体、関係事業者、地域住民等が、国の協力の下、必要な対策を講じることとする。 

（６）「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」（平成４年８月２１日 中央防災会議決定）は廃止

する。 

 

３．対策の基本的方向 

  首都直下地震による被害の特徴は、「首都中枢機能障害による影響」と「膨大な人的・物的被害

の発生」の２点である。本大綱は、これらの被害を軽減するための対策を基本として構成するもの

である。 

（１）政治、行政、経済の中枢機能に障害が発生すると、我が国全体の国民生活、経済活動に支障が

生じるほか、海外への被害の波及が想定される。特に、被災地では、政治中枢機能や行政中枢機

能の障害によって、災害応急対策として必要な政治的措置が講じられなかったり、緊急災害対策

本部長等からの指示や広域応援のための調整等が円滑に実施できなくなるなど危機管理機能が著

しく低下するおそれがあり、その場合には、救援活動が遅れ、より多くの人命が危険にさらされ

たり、避難生活に大きな混乱が生じるおそれがある。さらに、経済中枢機能の障害によって、適

切な経済措置が講じられなかった場合には、被災地での経済の停滞や混乱を長引かせ、その後の

復旧・復興までを含め、被災地の住民生活に大きな影響を及ぼすおそれがある。 

   このように首都中枢機能の障害は、首都直下地震のもう一つの特徴である「膨大な人的・物的

被害の発生」をさらに拡大させるおそれがあり、また、震災後の混乱を長期化させるおそれがあ

- 148 -



 

 

 

る。このような被害様相は、他の地域では見られない首都地域に特有の特徴である。したがって、

「首都中枢機能の継続性確保」が首都直下地震対策として不可欠である。 

（２）膨大な人的・物的被害の発生は、我が国の存亡に関わるものであり、これを未然に防ぐための

予防対策及び円滑かつ迅速な応急対策への備えを計画的・戦略的に進め、“地震に強いまち”の

形成を図ることは喫緊の根幹的な課題であることは論を待たない。“地震に強いまち”とは、地

震発生時の被害が可能な限り軽減されるような都市構造や耐震性に優れた施設・設備をもつ“ま

ち”であり、かつ、発災後には、応急対策活動の円滑かつ迅速な実施と住民の生活環境の維持に

不可欠なライフライン機能や交通機能の低下を最小限にとどめる“まち”である。 

   このため、都市計画の根本に“防災”を置き、地震発生前から地震発生時の被害量を軽減する

ためのミティゲーション策（減災対策）に計画的に取り組むことが重要である。 

   延焼遮断帯や防災活動拠点となる骨格的な都市基盤施設やオープンスペースが適切に配置され

たまちづくりを進めるほか、特に危険性の高い木造住宅密集市街地の解消に向けて都市基盤整備

を着実に進める。また、建築物の耐震化は、その後の火災被害や避難者の発生等にも影響する重

要な対策であり、重点的に取り組む。さらに、火災対策の充実を図るほか、建築物の内外で窓ガ

ラス、天井等の落下物・転倒物やエレベータ閉じ込め等による被災を受けないよう対策を講じる

ことが必要である。 

   また、ライフライン機能や交通機能の低下が生じないよう、耐震性、多重性、代替性を確保す

るとともに、機能が停止した場合でも、できるだけ早期に復旧するよう体制を整備しておくこと

が必要である。その際、ライフライン機能や交通機能は、その影響がそれぞれの機能に相互に波

及する「相互依存性」という観点を踏まえるものとする。さらに、家具の固定等の予防対策や地

域コミュニティの再生等の地域及び個人の防災力の向上による応急対策への備え等、あらゆる場

面で自助・共助の方策を進めることが“地震に強いまち”を形成する上で重要である。 

（３）膨大な量の被害に対しては、災害対策の主体である市区町村と国・都県との連携による対応の

強化・充実は不可欠であるが、行政による公助だけでは限界があり、社会のあらゆる構成員が連

携しながら総力を上げて対処しなければならない。このため、社会全体で「自助」「共助」「公

助」により災害被害の軽減に向けた備えを実践する「国民運動の展開」が不可欠である。 

 

第１章 首都中枢機能の継続性確保 

 首都中枢機能は、特に発災後３日間程度の応急対策活動期においても、途絶することなく、継続性

が確保されることが求められる。そのため、発災後３日間程度を念頭において、果たすべき機能目標

を明確化し、それを周知徹底するとともに、達成するための事前の予防対策と事後の応急対策を重点

的に実施する。 

 

１．首都中枢機能の対象 

  首都中枢機能は、政治、行政、経済の枢要部分を担う「首都中枢機関」、首都中枢機関の機能を

支える基礎的な条件である「ライフライン・インフラ」、ライフライン・インフラを経由して供給

される「ヒト、モノ、金、情報」から構成される。 

  発災直後の特に３日間程度の応急対策活動期において継続性を確保するべき首都中枢機関は、①

政治・行政機能：国会、中央省庁（災害対策実施部局及びその関連部局（以下「災害対策実施部局

等」という。））、都庁、駐日外国公館等、②経済機能：中央銀行（日本銀行本店）、主要な金融

機関及び決済システム、それぞれのオフィス・電算センターである。 

  発災後３日間程度を念頭に置いて、これら首都中枢機関の機能継続性確保に不可欠なライフライ

ン・インフラを挙げると、電力（非常電源用燃料を含む）、上水等、通信・情報（中央防災無線、

電話、衛星通信、インターネット、放送）、道路（高速自動車国道、首都高速道路、一般国道等の

幹線的な道路）、航空（空港、航空管制等）、港湾である。 
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２．目標設定と対策 

  各々の首都中枢機能が果たすべき役割に注目し、発災後３日間においても最低限果たすべき機能

目標を設定する。 

（１）首都中枢機関の機能目標と対策 

   発災後３日間を念頭においた、首都中枢機関（政治中枢、行政中枢、経済中枢）の業務の継続

性確保のための機能目標と対策を以下のように定める。 

 ①機能目標 

  ○政治中枢：国会 

   被害の広域的な波及を出来る限り最小にとどめるために政治的判断が求められる場合がある。

このため、発災直後から、国会との連絡手段が確保され、必要な政治的措置が執れる環境を整備

する。 

  ○行政中枢：中央省庁（災害対策実施部局等） 

   中央省庁のうち災害対策実施部局等は、被害状況の把握、被災地への救援のための調整や必要

な指示等、広域的な応急対策活動をオペレーションする役割を担っている。 

   このため、発災直後から通信連絡手段が継続的に確保され、非常参集の連絡、危機管理センタ

ーでの必要な情報の集約及びリアルタイムの情報共有ができるようにする。 

   また、全閣僚及び緊急参集チームメンバーは、速やかに危機管理センターに参集する。 

   さらに、情報収集ヘリコプターからの画像伝送等による被災規模の把握や政府としての基本的

な対処方針の決定を行い、おおむね２時間以内に緊急災害対策本部等を開設する。緊急災害対策

本部は、災害対策基本法第２８条の６に基づく災害応急対策に関わる「指示」を含む広域的なオ

ペレーションを行うとともに、国として重要なアナウンスを国内外に発信する。 

   その後、時々刻々の被害状況を的確に把握するとともに、適切な応急対策を実施する。 

  ○行政中枢：都庁 

   都庁は、被災したライフラインの復旧に必要となる要員や資機材の優先的な輸送等に関して指

示を出す等の役割を担う。 

   このため、発生から１時間で災害対策要員が参集し、その後、速やかに、必要に応じて、災害

対策基本法第７１条に基づく災害応急対策に関わる「従事命令」を含むオペレーションが行える

体制を整えておく。 

  ○行政中枢：駐日外国公館等 

   各国の駐日外国公館は、首都地域に居住する自国民への対応や海外からの支援窓口等の役割を

担う。 

   このため、駐日外国公館等の職員のうち必要な者が参集できるよう支援するとともに、できる

だけ早期に、本国との連絡が可能となる環境を整備する。 

  ○経済中枢 

   首都地域は、国際的にも重要な金融決済機能が集積している。 

   このため、地震が発生しても、必要な要員が参集し、必要に応じてバックアップへの切替を行

うこと等により、重要な金融決済機能を当日中に復旧させる体制をとれるようにする。また、金

融決済に関わる重要なアナウンスを国内外に発信し、日本の金融決済機能に対する信用不安を軽

減する役割を果たすようにする。 

 ②防災対策 

  上記の機能目標を達成するために、以下の対策を実施する。 

 ［予防対策］ 

   首都中枢機関は、当該機関の存する建築物の耐震強化を図るほか、災害時に寸断しない通信連

絡基盤を確保する。万が一、個別施設が被災した場合にも他施設やネットワーク等により機能バ
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ックアップが可能となるよう、ライフライン系統の多重化、電算センター及びオフィスのバック

アップ機能の充実を図る。また、緊急参集要員の徒歩圏内居住や住居の耐震化等により、緊急参

集要員を確保する。 

 ［応急対策のための備え］ 

   首都中枢機関は、発災時の機能継続性を確保するための計画として業務継続計画を策定すると

ともに、業務継続計画に基づき定められた活動が災害時に的確に実行できるよう、定期的な訓練

を行う。また、万が一、電気や上水道の供給が停止された場合にも必要な機能が継続できるよう、

最低3日間の非常用電源及び機器冷却水を確保するほか、緊急災害対策活動に要する備蓄（食料、

飲料水、生活必需品、医薬品、資機材）を行い、災害対策要員の活動環境を整備する。 

   このほか、国、地方公共団体は、道路渋滞による活動支障が生じないよう、応急対策の推移に

応じた緊急車両の通行優先順位をあらかじめ検討しておく。 

 ［応急対策］ 

   首都中枢機関は、各々の災害対策要員及びその家族の安否確認を行う。 

   また、円滑かつ効率的な業務実施のため、首都中枢機関は当該機関が存する施設への関係者以

外の立入り制限を行うほか、災害対策要員の交替勤務を適切に実施する。 

   さらに、国は首都中枢地区における航空安全確保策を実施する。 

（２）ライフライン・インフラの機能目標と対策 

   首都中枢機関の事業継続性確保のため、ライフライン・インフラにおいても、発災後３日程度

を念頭に置いて、果たすべき機能目標と対策を以下のように定める。 

 ①機能目標 

  ○電力 

   電力は、情報通信、照明等への動力の提供等の役割を担う。このため、以下に示す首都中枢機

関の重要設備は電力の供給を途絶させないようにする。 

   ①国会の設備（情報通信施設、照明） 

   ②中央省庁、都庁、大使館の設備（情報通信施設、災害応急対策支援システム、照明） 

   ③金融決済業務設備（情報通信施設、照明、日銀ネット、全銀システム） 

   また、仮に停電した場合でも、首都中枢機関の重要設備の電力を１日以内に供給できるように

する。 

  ○上水等 

   上水等は、各種機器の冷却水等の役割を担う。このため、速やかに首都中枢機関の重要な機器

（非常用電源装置、電算機等）の稼働に必要な冷却水が利用できるようにする。 

  ○放送 

   放送は、災害時の被災状況や国として重要なアナウンスを国内外に伝達する役割を担う。この

ため、発災から1 時間以内に被害速報を放送し、1 日以内には国内外への重要なアナウンスを放

送する。さらに、その後、引き続き被害状況や復旧状況を放送できるようにする。 

  ○無線 

   中央防災無線は、首都中枢機能の継続性確保を図るために重要な役割を担う連絡手段である。

このため、発災直後においてもその利用に支障がないよう機能を確保する。 

  ○電話・衛星通信 

   中央防災無線の他にも、衛星通信など多様な通信手段を確保する必要がある。特に災害時優先

電話回線は寸断させないようにする。 

  ○インターネット 

   インターネットは、被害の状況や災害対策の活動状況等を情報提供する役割を担う。 

   このため、これら首都中枢機関から重要情報を継続的に発信できるようにする。 

  ○道路 

- 151 -



 

 

 

   道路は、災害対策要員や資機材の緊急輸送基盤として重要な役割を担う。 

   このため、緊急輸送道路のうち、首都中枢機能の継続性確保のために特に重要な区間について

は、道路橋の被災、沿道建築物の倒れ込み、渋滞等による通行障害が発生しても、1 日以内に緊

急車両等の通行機能を確保できるようにする。 

  ○航空 

   航空は、国内外からの閣僚などの参集や緊急を要する人員・物資の輸送のため、または被害状

況の迅速な把握のための基盤として重要な役割を担う。このため、１時間以内に空港の被災状況

の確認を行い、その後順次、応急復旧を実施した滑走路等により運用を開始する。 

  ○港湾 

   港湾は、ライフライン復旧に関わる物資等の緊急輸送基盤としての役割を担う。 

   このため、ライフライン拠点施設に近接する緊急物資輸送に対応した岸壁等については１日以

内に利用できるようにする。 

 ②防災対策 

  上記の機能目標の達成に向け、各事業者等は以下の対策を実施する。 

 ［予防対策］ 

  ＜ライフライン＞ 

   ライフライン事業者は、首都中枢機関への供給に関わるライフラインの多重化と拠点施設の耐

震化を進める。この際、道路管理者は、ライフライン事業者と共同して、共同溝や電線共同溝の

整備を推進する。 

   また、首都中枢機関は、供給系統の多重化を図るほか、非常用電源や必要な冷却水を確保する。 

  ＜情報インフラ＞ 

   電気通信事業者は、首都中枢機関に関わる情報インフラ拠点施設として、電話局、電話線、Ｉ

Ｘ・ＤＮＳサーバ等の耐震化、多重化を図る。 

   また、首都中枢機関は、情報通信系統の多重化、震災に強い衛星の活用、災害時優先電話の適

正な使用など、情報通信の確保策を講じる。 

  ＜道路＞ 

   道路管理者は、緊急輸送道路のうち、首都中枢機能の継続性確保のために特に重要な区間につ

いて、重点的に橋梁の耐震補強を実施する。また、首都圏における環状道路の整備等により、災

害時における代替性を考慮した道路ネットワークの多重化を推進する。 

  ＜航空＞ 

   空港管理者は、滑走路等の耐震化、液状化対策を進める。また、国及び空港管理者は、航空保

安業務に係る施設の耐震化、多重化を図る。 

  ＜港湾＞ 

   国及び港湾管理者は、ライフライン拠点施設に近接し、ライフライン復旧に関わる物資等の緊

急輸送基盤としての役割を担う岸壁の耐震化を図る。 

 ［応急対策］ 

  ＜ライフライン・情報インフラ＞ 

   ライフライン事業者及び電気通信事業者は、首都中枢機関への供給に関わるライフライン・情

報インフラ拠点施設が万が一被災した場合、優先的に復旧する。 

   また、首都中枢機関は、被災により必要な冷却水が確保されない場合、他の用途への水使用の

制限など、冷却水の確保に向けた措置を優先的に講ずる。 

  ＜道路＞ 

   道路管理者、都道府県警察等は、緊急輸送道路のうち、首都中枢機能の継続性確保のために特

に重要な区間について、状況に応じて優先的な道路啓開、交通規制、復旧作業を行う。 

  ＜航空＞ 

- 152 -



 

 

 

   航空運送事業者は、要人、災害対策要員の優先的輸送を行う。 

  ＜港湾＞ 

   国及び港湾管理者は、首都中枢機能の継続性確保のため、護岸等の倒壊により閉塞した航路等

について状況に応じ優先的な啓開、復旧作業を行う。 

 

 

第２章 膨大な被害への対応 ～地震に強いまちの形成～ 

 

 第１節 計画的かつ早急な予防対策の推進 

 

 １．建築物の耐震化 

   建築物の被害は、死者発生の主要因であり、さらに出火、火災延焼、避難者の発生、救助活動

の妨げ、がれきの発生等の被害拡大の要因でもある。膨大な被害量をできる限り減少させるため

には、“建築物の耐震化”に重点的に取り組むことが肝要である。 

 （１）住宅、その他建築物の耐震化の促進 

    国、地方公共団体は、住宅やその他建築物の耐震化を進めるために、個々の居住地が認識可

能となる程度に詳細な地震防災マップを作成・公表し、耐震化の必要性について広く周知を図

る。また、補助制度の活用促進により、住宅、その他建築物の耐震診断、耐震補強、建て替え

を促進する。加えて、耐震改修促進に向けた税制度の整備について検討を進める。 

    国、地方公共団体は、特に、密集市街地や緊急輸送道路沿いの住宅、その他建築物の耐震化

を緊急に推進する。 

 （２）耐震化を促進するための環境整備 

    国、地方公共団体は、住みながら耐震改修できる手法やローコストの耐震改修手法などの開

発、建築士等の第三者によるアドバイス等のサービス強化、事例・費用・事業者情報・契約方

法などの情報提供内容の充実及び耐震性の評価、改修に関するわかりやすいマニュアル策定な

ど住宅の耐震診断・耐震補強の促進支援策を充実する。  

    また、国、地方公共団体は、多数の者が利用する建築物の耐震性の確保を図るため、建築物

の取引（売買、賃貸借）時における耐震診断の有無等に関する情報提供、一定の耐震性を要す

る安全な建築物に対する認定マークの交付、耐震診断・改修の結果に基づく地震保険料の割引

制度の導入及び耐震・免震・制震住宅など安全技術開発や販売促進に積極的な企業に対する表

彰制度の導入など、安全な建築物の資産価値が評価されるしくみの構築に取り組む。 

    さらに、国は、耐震化に向けた定量的な目標の設定、木造住宅密集市街地等の住宅に対する

耐震診断や耐震改修の指示、多数の者が利用する建築物への耐震改修の指示や指示に従わない

場合の公表及び不特定かつ多数の者が利用する建築物の所有者に対する耐震改修計画の提出

義務づけなど耐震化促進のための制度を整備する。 

 （３）公共施設等の耐震化 

    国、地方公共団体、関係事業者は、庁舎、学校、病院、公民館、駅等、様々な応急対策活動

や避難所となりうる公共施設の耐震化について、数値目標を設定するなどその促進を図る。 

 （４）耐震化に関わる新たな技術開発等の推進と導入 

    国は、緊急地震速報の利用等の技術開発や、エレベータ安全停止装置の義務化によるエレベ

ータ内の閉じ込め防止技術の導入を促進する。 

 （５）耐震化に関わる専門家・事業者の育成 

    国、地方公共団体は、耐震診断、改修の手法、各種助成制度等に関する講習会や研修会開催、

専門家の登録・閲覧・紹介制度の整備及び耐震技術コンクール等による技術開発促進など、耐

震化に関わる専門家・事業者の育成を図る。 
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 ２．火災対策 

   地震時の火災による被害は、揺れで全壊した建築物で出火しやすいことや、風速等の条件によ

っては、延焼が拡大し、逃げ遅れ・逃げ惑いなどが生じ、多数の死者が発生することが特徴であ

る。建築物が密集する首都地域においては、火災による被害は全体の被害の中でも非常に大きな

割合を占めるものとなる。特に環状6号線から7号線の間を中心に老朽化した木造住宅密集市街地

が広域に連担しており、同時に火災が多発した場合、消防機関による消火が極めて困難となり、

市街地の延焼が拡大する危険性が高い状況となる。したがって、火災対策は、首都直下地震対策

の最重要課題の一つである。 

 （１）出火防止対策 

    出火の要因ともなっている揺れによる建築物の被害を軽減するために、１．で記述した建築

物の耐震化とともに不燃化を促進する。 

    また、国、地方公共団体、関係事業者は、安全な火気器具の開発・購入促進、通電火災対策

及び緊急地震速報の利用等の技術開発の促進など火気器具等の安全対策を促進する。 

 （２）延焼被害軽減対策 

    国、地方公共団体は、市街地の面的整備、道路・公園等のオープンスペース確保、避難地・

延焼遮断帯として機能する河川整備のほか、沿道建築物の重点的な不燃化、耐火建築物・準耐

火建築物への建築規制や誘導策の活用による不燃化誘導を進め、道路・公園等の防災公共施設

及び沿道建築物が一体となった避難機能・延焼遮断機能を持つ都市の骨格防災軸（防災環境軸）

などを創出する。 

 （３）避難体制の整備 

    地方公共団体は、避難路の沿道にある建築物の耐震化・不燃化、ブロック塀・石塀の解消、

急傾斜地の崩壊対策等による避難路の整備、都市公園の整備等による新たな避難場所の確保を

進めるとともに、避難路、避難場所の周知を図る。 

 

 ３．居住空間内外の安全確保対策 

 （１）居住空間内の安全確保対策 

    屋内に設置された家具、冷蔵庫及びテレビ等の固定を促進するなど、居住空間内の安全確保

を図る。 

  ①家具の固定等 

   国、地方公共団体は、インターネット・パンフレット等の媒体を活用して情報提供等を行い、

転倒防止措置効果に関する正しい知識の普及を図る。また、家具の適切な固定を促す住宅供給を

促進するほか、安全な家具の開発・販売に積極的な事業者を表彰する制度を導入する等、安全な

家具の購入の促進を図る。 

  ②地域及び個人の防災力の向上 

   地方公共団体は、平常時からの地域コミュニティの再生を図るとともに、自主防災組織率の向

上、閉じ込め者救出用の資機材の自主防災組織への配備など自主防災組織の育成・充実を図る。

また、消防団の装備・施設の充実や消防団参加促進事業を実施する等、消防団の充実強化を図る。

さらに、国、地方公共団体、関係機関は、個人や地域向けの防災に関する研修や資格制度の充実

及び防災教育の充実を図るとともに、閉じ込め者の救出や負傷者の応急処置などの防災訓練を地

域において定期的に実施する。 

 （２）外部空間における安全確保対策 

    交通施設や土砂災害危険箇所における被災防止、ブロック塀の倒壊や自動販売機等の路上設

置物の転倒に伴う被災防止、ビルの窓ガラス、看板及び壁面タイル等の落下に伴う被災防止な

ど、外部空間における安全を確保する。 
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  ①地域危険情報の開示 

   外部空間における危険性を市民、企業等に情報提供することは、予防対策の推進や災害時の危

険回避にあたって重要となる。このため、地方公共団体は、国の協力の下、地盤の状況とそこで

起こりうる地震の両面から評価した地盤の揺れやすさ、密集市街地、土砂災害危険箇所、大規模

盛土造成地、埋立地及びゼロメートル地帯等における避難路の沿道の延焼、建築物倒壊、土砂の

崩落などによる道路閉塞の可能性、建築物の倒壊・延焼危険性を、個々の居住地が認識可能とな

る程度に詳細に示した地震防災ハザードマップの作成・公表や土地取引時の情報開示などを進め

る。 

  ②交通インフラの安全確保 

   交通インフラにおける地震時の安全性を確保するため、道路管理者及び鉄道事業者は、道路橋・

鉄道高架橋の耐震補強、鉄道の脱線対策等を進める。また、国は、交通施設・車両安全対策を強

化するため、緊急地震速報の利用等技術開発を進める。 

  ③浸水等対策 

   国、地方公共団体は、ゼロメートル地帯等の満潮位や河川水位等に比べ地盤高の低い地域にお

ける河川・海岸堤防施設等の被災にともない発生しうる、浸水等による壊滅的な被害のおそれを

防止するため、堤防施設等の耐震性向上や浸水被害拡大防止に向けた対策を推進するため、地震

直後の緊急点検及び円滑かつ迅速な応急対応が可能となるよう、関係機関が連携し、あらかじめ

応急対応計画等を策定するなどの体制整備を行う。 

  ④土砂災害・地盤災害対策 

   国や地方公共団体は、地震による土砂災害の危険がある箇所の把握に努め、土砂災害対策を推

進するとともに、国、地方公共団体、関係事業者は、ライフライン・インフラ施設の液状化対策、

大規模盛土造成地の危険度評価や耐震補強工事を通じた宅地耐震化の促進、危険地区の建築物の

移転促進による適切な誘導などを進める。また、国や地方公共団体は、二次災害防止を図るため、

地震後の緊急点検体制の整備や避難場所への適切な避難誘導等を行い、必要に応じて応急対策を

実施する。 

  ⑤屋外転倒物・落下物の発生防止対策 

   自動販売機の転倒防止対策について、国、地方公共団体は、自動販売機設置者に対して、耐震

性重視の「自動販売機据付基準（ＪＩＳ規格）」の周知徹底等により、転倒防止対策の促進を図

る。 

   地方公共団体は、防犯、防災両面からブロック塀の解消誘導促進など平常時のメリットも踏ま

えた総合的な屋外転倒物対策を図る。さらに、窓ガラス、天井、看板、壁面タイル等の落下物を

防止するため、適切な点検管理が実施されるよう管理者意識の向上や技術面での支援、指導強化

等を行う。 

 （３）集積地区の安全確保対策 

  ①高層ビル街、地下街、ターミナル駅の安全確保 

   高層ビル、地下街、ターミナル駅等、不特定多数の者が利用する都市の施設では、施設被害に

伴う多数の死傷者やパニックが発生しないよう、国、地方公共団体、施設管理者は、施設の耐震

化、出火防止対策及び落下物防止対策を促進する。 

   また、国は、「地震時管制運転装置」設置の義務化、緊急地震速報を活用した制御技術の検討

等エレベータの安全対策を推進する。地方公共団体、関係事業者は、閉じ込め者の早期救出のた

めの体制整備を促進する。国、地方公共団体、関係事業者は、エレベータ停止による不安や混乱

を避けるため、早期復旧に向けた技術的課題等を整理し必要な対策を講じるほか、地震時のエレ

ベータ運行について建築物管理者、利用者に広く周知する。 

   さらに、二次災害及び混乱防止を図るため、地方公共団体、関係事業者は、適時・的確な情報

提供や避難誘導等の体制整備を行う。 
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  ②石油コンビナート地区の安全確保 

   首都地域の臨海部においては、危険物施設の集積する石油コンビナート等の工場地帯が連なり、

その防災対策は、近接する内陸の市街地等に対する被害拡大を防止する上で、重要な課題である。 

   このため、国、地方公共団体、関係事業者は、引き続き石油コンビナート等災害防止法に基づ

く対策を進める。また、石油コンビナートの被災による隣接市街地への影響評価を充実するとと

もに、臨海部の老朽化した工場地帯の再開発等による地震防災性の高い臨海部の整備、緊急地震

速報の利用等の技術開発を推進する。 

 

 ４．ライフライン・インフラ確保対策 

 （１）ライフラインの確保対策 

    電気、水道をはじめとするライフラインは、災害時の救助・救命、医療救護及び消火活動な

どの応急対策活動を効果的に進める上で重要となる。 

    このため、地震時にこれらライフライン機能が寸断することがないように、ライフライン事

業者は、特に、３次医療機関等の人命に関わる重要施設への供給ラインの重点的な耐震化等を

進める。道路管理者は、ライフライン事業者と共同して、共同溝や電線共同溝整備を推進する。 

    施設が被災した場合にも、機能停止に至らないよう、ライフライン事業者及び施設の管理者

は、多重化、分散化を図る。 

    震災後の公衆衛生の保全、雨水排水機能の確保等のため、下水道事業者は下水道施設の耐震

化を進める。 

 （２）情報インフラの確保対策 

    通信等の情報インフラについても、ライフラインと同様に、応急対策活動を効果的に進める

上で重要となることから、電気通信事業者は、特に、３次医療機関等の人命に関わる重要施設

に対する情報インフラの重点的な耐震化等を進める。さらに、機能停止に至らないよう、電気

通信事業者及び施設の管理者は、多重化や衛星の活用を図る。 

    地震発生時には電話の輻輳が想定されることから、電気通信事業者は、安否確認手段（災害

用伝言板等）の提供及びその普及のための周知を行うとともに、携帯電話の音声通話とパケッ

ト通信の分離規制の導入による疎通向上を図る。 

    このほか、地震時の情報の共有化を図るため、国、地方公共団体、関係事業者は、インター

ネットの活用、マスメディアとの連携強化、アマチュア無線網との連携、携帯電話のパケット

通信の活用、衛星携帯の普及、地上デジタル放送の活用等を促進する。電気通信事業者及び関

係機関等は、連携・協力して地下空間等における携帯電話・ラジオ等の不感地帯の縮小を促進

する。 

 （３）交通インフラの確保対策 

    首都地域は、道路、鉄道の基幹ネットワークが整備され、膨大な交通量が発生・集中してい

るため、これら施設が被災し、交通機能が寸断した場合、経済活動や応急対策活動への支障、

大量の帰宅困難者の発生など、多大な影響が予測される。 

    道路管理者、鉄道事業者、空港管理者、港湾管理者等は、地震により交通機能が寸断される

ことがないように、交通インフラの耐震化を早急に進める。また、交通インフラが被災した場

合にも、他ルートへの迂回、他の交通モードへの転換が可能となるよう交通インフラの代替性

の向上を図る。 

    ライフライン・インフラの機能は、その影響がそれぞれの機能に相互に波及するという「相

互依存性」の観点を踏まえながら確保する。 

 

 ５．公的機関等の業務継続性の確保 

   国、地方公共団体やその他の防災関係機関は、災害時の応急対策活動、復旧・復興活動の主体

- 156 -



 

 

 

として重要な役割を担う。また、これらの機関が行う通常業務の中にも、災害時であっても業務

継続が必要な業務がある。これらの災害対応業務や業務継続の優先度の高い通常業務を、発災後、

適切に実施することが求められる。 

   したがって、第１章に定める首都中枢機関以外の国、地方公共団体やその他の防災関係機関に

ついても、災害時においても必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事

前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから、例えば業務継続計画の策定など

により、業務継続性の確保を図る。また、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源

の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化

等に応じた体制の見直しや計画の改訂などを行う。 

 

 ６．その他配慮すべき対策 

 （１）長周期地震動対策の推進 

    首都地域を含む関東平野は厚い堆積層で覆われている。このような地盤条件のところでは、

震源が浅く規模の大きい地震が発生した場合、地盤の固有周期に応じた周期の長周期地震動の

振幅は大きく、継続時間は長くなることが確認されている。 

    また、首都地域は、高層建築物や石油コンビナート施設、長大橋など多数の長大構造物が存

在する。このような構造物の固有周期は長く、長周期地震動が卓越する地震の場合は共振現象

による影響を受けるおそれがある。そのため、国、関係機関は、長周期地震動、及びそれが高

層建築物や長大構造物に及ぼす影響についての専門的な検討を引き続き進めるとともに、必要

に応じて長周期地震動対策の充実・強化を図る。 

    また、臨海部に集積する石油コンビナート地区では、隣接する市街地への被害影響を防止す

るため、国、地方公共団体、関係事業者は、石油タンクのスロッシングに伴う全面火災の防止

対策を推進する。 

 （２）文化財保護対策の推進 

    首都地域には、美術工芸品を中心に国の重要文化財が多数保管されており、これらを地震災

害から守ることも重要である。このため、国、関係機関は、所在情報のデータベース化を進め

るとともに、文化財所有者の防災についての理解促進を図り、収蔵施設の耐震化を促進すると

ともに、落下・転倒による破損防止対策や火災焼失防止対策等を進めるほか、必要に応じて安

全な場所への移転促進を図る。さらに、被災して損失した文化財を復元するための復元技術の

高度化等を進める。また、文化財所有者は、観覧者等の安全確保対策を充実する。 

 

 第２節 膨大な数の避難者、帰宅困難者等への対応 

 

 １．避難者及び帰宅困難者等に係る対策の前提となる施策 

 （１）住宅・建築物等の耐震化・不燃化等の推進 

    耐震化・不燃化等による住宅・建築物等の被害の減少は、避難者の発生数の低減に寄与する。

水道等のライフラインやエレベータの停止により自宅での居住が困難となるケースにおいて

も、これらの耐震化や早期復旧対策の実施は、同様に避難者数の低減に寄与する。 

    したがって、国、地方公共団体、関係事業者等は、住宅・建築物、ライフライン施設等の耐

震化等に引き続き重点的に取り組む。 

 （２）災害時要援護者に対する支援 

    地方公共団体は、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」等に基づき、災害時要援護者

の避難支援を適切に行う。 

    また、災害時要援護者が外出時に地震に遭うと、様々な困難な状況に直面することが予想さ

れるため、地方公共団体は、帰宅困難者等に係る対策の中でも災害時要援護者への対応を検討
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する。 

 

 ２．膨大な数の避難者及び応急住宅需要への対応 

 （１）避難所への避難者数の低減に係る対策 

    膨大な数の避難者への対応について、その人数を低減させる対策を実施する必要がある。 

  ①応急危険度判定等の迅速な実施による自宅への早期復帰促進 

   避難者の中には余震等に対する自宅の安全性を危惧して避難する人もいることから、国、地方

公共団体等は、被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を迅速に実施し、安全な自宅

への早期復帰を促す。そのため、作業に従事できる判定士の確保が極めて重要な課題であり、国、

地方公共団体、関係機関等は、建築士等にさらに呼びかけ、判定士への登録を促進するほか、判

定士が活動に参加しやすくするための条件整備を検討する。また、発災時に速やかに判定活動を

開始するため、国、地方公共団体、関係機関は、判定士の派遣調整や交通手段・宿泊場所等のロ

ジスティクスの確保等を検討する。 

  ②帰省・疎開の奨励・あっせん 

   国、地方公共団体は、必ずしも被災地に留まる必要のない人などへの帰省・疎開の奨励・あっ

せんを検討する。検討にあたって、地方公共団体は、疎開の心理的な抵抗感を軽減するため、遠

隔地の疎開先地等との平時からの交流の促進などに努める。また、国、地方公共団体は、全国の

地方公共団体に公営住宅等の提供を広く求めることを検討するなど、被災者がなじみのある場所

に疎開できるように努める。さらに、国や企業等による在宅勤務等のテレワークの推進のための

制度の検討や情報ネットワーク環境等の整備など、帰省・疎開先での勤務環境の確保を検討する。

国、地方公共団体は、各地の復興状況や復興支援等に関する情報の提供など、地域外への帰省・

疎開者や避難者等に配慮した情報提供体制を検討する。 

 （２）避難所不足に係る対策 

  ①既存避難所の状況把握と機能確保 

   地方公共団体は、避難所の耐震性を確認し耐震化を促進するとともに、自市区町村内での避難

者の発生数に対する、耐震性も考慮した避難所の収容力の過不足を把握する。また、避難所の機

能を確保するため、地方公共団体は、避難所における食料・飲料水及び生活必需品、災害用トイ

レの備蓄等や、非常用電源等の整備を進める。 

  ②避難所としての公的施設・民間施設の利用の拡大 

   避難所の不足が想定される地域を有する地方公共団体は、既に指定されている公立小中学校等

に加え、都県立学校、国立学校、公共施設等の公的施設や、ホテル等、私立学校、企業等の施設

等の民間施設を活用して、避難所収容力を拡大する。そのため、公的施設・民間施設への避難者

の受入に関する協力要請を行っていくほか、各施設所有者等が協力しやすい多様な協力内容を提

案していく。また、新たに避難所として追加指定した公的施設・民間施設における避難所の運営

体制を検討する。 

  ③テント等の利用拡大 

   避難所の収容力の不足等から、屋外へ避難する人も多く発生することが予想されるため、国、

地方公共団体は、テント等の活用を図る。そのため、発災時にテント等を円滑に供給できるよう、

テント等の調達を広域的に調整するための情報の共有化などを検討する。また、地方公共団体は、

企業等に対して、所有するテント等の提供を要請していくことに努める。さらに、テント等の設

置可能な用地の必要量を確保するため、テント等の設置可能用地について他の災害時用途との重

複を回避するための調整をしておくことに努めるほか、テント等の設置が可能な土地を保有する

企業等へ協力を要請していく。 

  ④地方公共団体間の連携等による広域的な避難体制の検討 

   自宅のある地域の避難所で避難者を収容しきれない場合には、同じ市区町村内、同じ都県内、
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さらには近隣都県も含めて、避難者の収容場所の調整を図る必要がある。そのため、地方公共団

体は、広域的な避難者の移送について、対象者の選定方法、移送先の調整方法、移動手段の確保

等をあらかじめ検討しておく。また、国、地方公共団体は、広域的な避難に係る地方公共団体間

の調整等に必要な基礎データについて地方公共団体や関係機関等の間で情報共有できる体制を検

討する。地方公共団体は、地域外へ避難した者が避難地から自宅に戻りやすいように避難所と自

宅のある地域間の移動手段の確保を必要に応じて検討しておくことに努めるほか、被災地におい

て自主防犯組織やその他の住民組織等による見回り体制の充実に努める。 

 （３）必要物資等の供給と避難所運営に係る対策 

    発災時には、膨大な被害及び被災者への対応が必要なため、避難所運営を地方公共団体職員

のみで行うことはほとんど不可能である。そのため、地方公共団体は、行政と地域社会が共同

で避難所を運営する体制を検討する。 

    膨大な避難者が発生するため、食料・飲料水及び生活必需品等の物資の調達が円滑に実施さ

れない可能性がある。そのため、地方公共団体は、各家庭における最低限３日分の食料・飲料

水及び生活必需品等の備蓄の必要性について、住民に対して引き続き普及啓発する。また、発

災時において各避難所で必要な物資等の調達及び供給等を実施するため、国、地方公共団体は、

発災時において避難者のニーズ等に対して物資等が円滑に供給できるロジスティクスの確保

をあらかじめ検討しておく。 

 （４）避難者が必要とする情報の提供に係る対策 

    避難者の数が膨大になった場合にも大きな混乱を来さないようにするためには、迅速・的確

な情報提供が重要である。そのため、国、地方公共団体は、国や地方公共団体自らが収集又は

提供すべき情報を想定される場面ごとにあらかじめリスト化することや、防災情報の規格化を

行うこと等、避難者に対する情報提供体制を検討する。また、地方公共団体は、避難所等にお

いて情報の入手や提供に必要な資機材の整備等を進めるほか、車中やテント等に宿泊している

避難所外避難者に対して早期の情報提供を実施する体制を検討する。 

    初期段階で厳しい状況下に置かれる可能性のある避難者に対して、健康管理に関する情報を

速やかに提供できるよう、国、地方公共団体は、情報の内容や提供方法をあらかじめ検討して

おく。 

    発災時においては、地方公共団体は、防災行政無線のほか、コミュニティＦＭ等多様な放送

媒体等を活用して、避難者に対する支援策等、被災者支援策全般にわたるきめ細かな情報を提

供する。 

 （５）応急住宅提供等に係る対策 

    国、地方公共団体は、応急修理や本格補修による自宅への早期復帰、公的な空家・空室（公

営住宅等）や民間の空家・空室（民間賃貸住宅等）の活用、応急仮設住宅の早期提供等の多様

な提供メニューを用意することによって、膨大な応急住宅需要に対応する。 

  ①応急修理や本格補修による自宅への早期復帰 

   応急修理や本格補修による自宅への早期復帰を進めるためには、発災時に応急修理制度につい

て速やかに周知し、修理の促進を図っていく必要があることから、地方公共団体は、災害時にお

ける応急修理の実施に必要な運用マニュアルの整備を進めるとともに、国は、その普及啓発に努

める。 

  ②空家・空室（公営住宅、民間賃貸住宅等）の活用 

   国、地方公共団体は、全国の地方公共団体に公営住宅等の提供を広く求めることを検討するな

ど、公的な空家・空室の有効活用を図る。 

   民間の空家・空室を活用するため、民間賃貸住宅の空家・空室の確保策として、地方公共団体

は、宅建業団体等や仲介業者を通じて、あるいは直接的な家主への要請により、平時から家主に

対して震災時の民間賃貸住宅の一時提供制度の周知と協力依頼を実施する。 
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   さらに、国、地方公共団体は、一時提供制度への協力を促進するためのインセンティブの付与

や、一時提供制度に利用可能な物件に関する情報の不動産物件情報交換システム（レインズ）へ

の登録要請を行うことを検討する。また、地方公共団体は、発災後においても家主等に対して民

間賃貸住宅の一時提供制度の周知と協力依頼を行うほか、広い居室を持つ少人数世帯等の一般住

宅や企業等の施設の活用を検討する。このほか、一時提供制度における物件確保に係る弾力的運

用など住宅借上げ資金の使途について柔軟に対応することを検討するほか、一時提供制度の借上

げ期間終了後の入居者の退去に関する契約条件の明確化を検討しておく。また、一時提供制度に

おける物件のマッチングを改善するため、国、地方公共団体は、地方公共団体間の広域的な調整

を行える仕組みを検討するほか、地方公共団体は、被災者ニーズを考慮した募集方法を検討して

おく。一時提供制度における発災後の対応体制を強化するため、地方公共団体は、宅建業者等と

協力し、発災後の空家・空室情報の確認体制の強化策や情報確認の効率化策等を検討する。 

  ③応急仮設住宅の早期提供 

   応急仮設住宅を早期に提供するため、被災状況によっては建設用地が確保できないおそれがあ

ることから、地方公共団体は、応急仮設住宅の建設用地として、様々な用途の土地の活用も視野

に入れて、利用可能な用地をリスト化するとともに、協定締結の要請、緩やかな協力方法の提案

を行っていく。また、国、関係都県は、地方公共団体間の応急仮設住宅の配分等について、広域

調整の方法をあらかじめ検討しておく。さらに、国、地方公共団体、企業等は、その他の応急仮

設住宅の供給に係る検討や研究開発等を行う。 

 

 ３．膨大な数の帰宅困難者等への対応 

 （１）一斉徒歩帰宅者の発生の抑制 

  ①「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知・徹底 

   公共交通機関の運行停止等により、帰宅困難者等が居住地に向けて一斉に帰宅を開始した場合、

路上や鉄道駅周辺では非常に混雑し、集団転倒などに巻き込まれる可能性があるとともに、火災

や沿道建物からの落下物等により死傷するおそれがあるなど、大変危険な状態となる。また、道

路の混雑により、救助・救急活動、消火活動、緊急輸送活動等の応急対策活動が妨げられるおそ

れもある。そのためには、徒歩帰宅者の一斉帰宅を抑制することが重要であり、国、地方公共団

体等は、平時から「むやみに移動を開始しない」という基本原則を周知・徹底するとともに、発

災時に、マスコミ等の協力を得て、速やかに「むやみに移動を開始しない」ことを呼びかけるた

め、普段から呼びかけ原稿を用意しておく。 

  ②速やかな安否確認の実施 

   一斉徒歩帰宅者の発生による混雑の抑制のためには、速やかな家族等の安否確認が重要である。

そのため、国、地方公共団体、関係事業者は、災害用伝言ダイヤル１７１や災害用伝言板サービ

ス等、複数の手段による安否確認の必要性を周知するとともに、複数の安否確認手段の使用順位

等を家族間であらかじめ決めておくことの重要性も周知する。企業等は、従業員等やその家族の

安否を迅速に確認できる体制を検討するほか、学校は、学校及び生徒・児童と保護者との間の安

否確認を迅速に行う体制を検討する。さらに、関係事業者は、安否確認手段の改善や拡充を検討

する。 

  ③翌日帰宅・時差帰宅や従業員・生徒等の一時収容対策の促進等 

   国、地方公共団体は、企業等における翌日帰宅や時差帰宅を促進するため、できるだけ徒歩帰

宅者が一斉に発生するのを防ぐような帰宅パターンをとってもらうよう、企業等に呼びかける。 

   一斉徒歩帰宅者の発生を抑制する上で、企業・学校等における従業員・生徒等の一時収容対策

の促進が重要である。そのため、国、地方公共団体は、企業等において発災時に自社従業員等を

一定期間収容することの必要性を明らかにしてわかりやすく周知する。また、企業等は、従業員

等が滞在するために必要な食料・飲料水、災害用トイレ等の備蓄を進める。さらに、企業等は、
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従業員等が外出中に災害が発生した場合の行動ルールを明確化しておくことや、事業継続のため

の要員確保、訪問者・利用者に対する対応を検討しておくほか、個人レベルでの対策を推進する。

国、地方公共団体は、学校においても、発災時には生徒等を一定期間収容できるようにすること

の必要性を明らかにしてわかりやすく周知する。また、学校においては、生徒等が校舎内に滞在

することを想定して食料・飲料水、 

   災害用トイレ等の備蓄を進め、さらに、発災時における保護者等との連絡体制を検討し、登下

校の際に発災した場合の行動の周知に努める。国、地方公共団体は、幼稚園、保育所、児童館、

学習塾などにおいても、学校と同様の対応が求められることの周知に努める。 

  ④発災時における帰宅困難者等への必要な情報の提供 

   発災時には、国、地方公共団体、関係事業者は、帰宅困難者等に冷静な行動をとってもらうた

め、帰宅困難者等への必要な情報提供等を行う。 

 （２）円滑な徒歩帰宅のための支援 

  ①徒歩帰宅者に必要な情報の提供、混雑箇所での混乱の回避 

   徒歩帰宅者に必要な情報を提供するため、国、地方公共団体等は、わかりやすい地図案内板の

整備、住居表示、信号機への交差点名称の掲示、方面の表示がなされた標識の設置、歩道での道

路名案内板の設置等を推進する。 

   また、混雑箇所での混乱を回避するため、国、地方公共団体は、車両や徒歩帰宅者による道路

の混雑状況等の情報を把握し共有する体制や方法等、徒歩帰宅者に対して必要な情報を提供する

体制を検討しておくほか、地方公共団体は、危険箇所や混雑箇所等での交通規制や誘導等の実施

を検討しておく。発災時においてこれらの情報収集・提供を迅速に実施するため、国が主体とな

って用語の統一や防災情報の規格化等を検討する。さらに、国、地方公共団体は、帰宅行動選択

支援システムなど、混乱回避に資する適切な行動を誘導するための方策を検討する。 

  ②帰宅途上における一時滞在施設の確保 

   多数の徒歩帰宅者に対して、帰宅途上において沿道で休憩する場所が必要となることから、地

方公共団体は、徒歩帰宅者の一時滞在施設として利用可能な公的施設・民間施設との協定締結、

活用可能な施設のリスト化、運営マニュアル等の整備を進める。 

  ③その他円滑な徒歩帰宅のための支援 

   徒歩帰宅者は都県境を越えて移動する場合も多いことから、帰宅支援対象道路の指定の拡大等、

広域的な観点から実施すべき徒歩帰宅支援策について、各都県が連携して適切な支援を行うこと

ができる体制を検討する。 

   また、地方公共団体等は、路上危険物への対応や救急・救護体制の検討を進める。 

 （３）帰宅困難者等に係るその他の対策 

  ①都心部等における滞留者への支援の実施 

   都心部等では、帰宅を断念した人が大量に滞留することが予想されるため、地方公共団体は、

都心部や帰宅支援対象道路に沿って、滞留者や徒歩帰宅者のために必要な飲料水、トイレ、情報

等を提供する機能を持った、帰宅困難者等を支援する広場（帰宅困難者等支援広場）の確保に努

めるほか、帰宅を断念した滞留者の一時滞在施設を確保する。地方公共団体は、発災時において、

周辺事業者等とも協力し、滞留者等を帰宅困難者等支援広場や一時滞在施設等へ誘導するため、

周辺事業者・自治会等との連携体制を検討する。さらに、都心部等における滞留者の中には、観

光客などの周辺の土地に不案内な人も多いと考えられることから、国、地方公共団体は、災害時

の的確な行動を促すため、観光客等への情報提供を充実させる。 

  ②駅周辺における混乱防止・円滑な誘導体制の検討 

   特に主要駅周辺では、多数の滞留者等の集中による混乱の発生等が懸念される。そのため、地

方公共団体は、鉄道事業者、駅周辺事業者等とともに、駅周辺における混乱防止等のための協議

会の設立等、対応のための組織づくりや、駅周辺への滞留者の集中を未然に防ぐために、情報を
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迅速に集約し、滞留者に対して提供する体制を検討する。 

  ③帰宅困難者等の搬送 

   帰宅困難者等の搬送については、国、地方公共団体、関係事業者は、バスや舟運による搬送を

検討するとともに、鉄道は点検後被害がないことが確認されたところから順次折り返し運転が可

能になると考えられることから、バス輸送との連携も含めた鉄道の折り返し運転を、あらかじめ

検討しておく。 

  ④発災時における望ましい行動モデルの提示と平時の備え 

   自らが帰宅困難者となった場合の注意事項について、日頃から普及啓発し、心がけてもらうこ

とが必要であることから、国、地方公共団体は、通勤者、通学者、買い物客等の属性に応じた帰

宅困難者等の推奨行動モデルを例示し、適切な行動を促すとともに、徒歩帰宅のための防災知識

の普及に努める。 

 

 ４．避難者と帰宅困難者等に共通する課題への対応 

 （１）飲料水やトイレ等の提供 

    大量の徒歩帰宅者や都心部等の滞留者によって、飲料水やトイレ、休憩する場所等に対する

膨大な需要が発生するとともに、これらの人々が地域の避難所等に向かうことが考えられる。

このため、地方公共団体は、災害用トイレ等の備蓄を促進するとともに、地域の避難所に指定

されていない都県立学校、市民会館、市民ホール等の公的施設等の活用、コンビニエンススト

ア・ガソリンスタンド等との協定締結、沿道自治会や事業者等による徒歩帰宅者への支援活動

の促進等、飲料水やトイレ等の提供体制を検討する。 

 （２）施設等に訪れてきた避難者・帰宅困難者等への対応の検討 

    発災時には多数の帰宅困難者等が帰宅経路周辺の避難所等に集まることが想定されるため、

地方公共団体は、帰宅困難者等の避難所への受け入れの可否、サービス提供内容、満員となっ

た場合の対応等について、避難所運営マニュアル等にあらかじめ定めておく。 

    また、企業や学校等においては、施設における外部からの避難者、帰宅困難者等への対応を

あらかじめ決めておく。 

 （３）発災時における混雑情報等の収集及び提供 

    発災時には、多数の徒歩帰宅者が沿道の避難所や公園等のトイレ等に集まることが想定され

ることから、地方公共団体は、発災時における避難所・トイレ等の混雑情報等の収集及び提供

体制を検討する。その際、徒歩帰宅者等が収集した情報に係る伝達手段の確保について検討す

る。また、国、地方公共団体は、地方公共団体の情報システムを活用した総合的な情報提供の

体制を検討する。 

 （４）その他避難者と帰宅困難者等に共通する課題への対応 

    国、地方公共団体等は、ボランティアの受入体制を検討しておくとともに、救護活動等に取

り組む団体との連携、国内だけでは十分な量の調達が短期間では困難な資機材・物資・サービ

ス等について、海外からの支援を円滑に受け入れるための体制等を検討しておく。 

    さらに、国、地方公共団体、企業等は、避難者や滞留する人々に対して、滞在地域における

助け合いに加わることの呼びかけを検討する。 

 

 第３節 地域防災力、企業防災力の向上 

 

 １．地域防災力の向上 

   膨大な被害の発生が想定されることから、公的な被災者支援活動だけでは限界がある。そのた

め、地域住民による自助、共助の強化を図る。この際、防犯、福祉、環境等の平常時における施

策との連携に配慮した防災対策のあり方について検討することが重要である。 
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 （１）自助の推進 

    国、地方公共団体は、個人レベルでの防災力向上として、“自らの身の安全は自らが守る”

という意識啓発を行うほか、住宅耐震診断・補強、家具の転倒防止策を実施するよう啓発する。 

    国、地方公共団体は、各家庭において、消火器の購入と位置確認、電気機器・火気器具の適

切な取扱方法の確認、食料・飲料水・非常用持出品・携帯ラジオ等の確保、家族相互の安否確

認方法の確認など災害時への備えが強化されるよう啓発するとともに、教育や訓練を定期的に

実施する。 

 （２）共助の推進 

    地方公共団体は、地域レベルでの防災力を向上させるため、平常時からの地域コミュニティ

の再構築、防災と防犯が連携した地域安心安全ステーションの整備、自主防災組織の育成・強

化、消防団の充実強化を図るほか、普段から危険情報に関する情報開示等、自主的な防災活動

を円滑に実施するための支援を行う。 

    さらに、国、地方公共団体は、防災ボランティアの活動環境の整備を進める。 

 

 ２．事業継続性の確保 

 （１）事業継続計画の策定と実行 

    これからの企業の防災対策は、個々の部署ごとの対応ではなく、組織全体の経営戦略として、

災害時に可能な限り短時間で重要な機能を再開するための対応方針を、事前に準備することが

重要である。このため、企業が事業継続計画（Business Continuity Plan以下「ＢＣＰ」とい

う。）を策定し、同計画に基づき対策を実践し、それを改善・発展・定着させるための継続的

な取組みを平時から実施することが重要である。 

    すなわち、①経営者が方針を立て、②計画を立案し、③日常業務として実施・運用し、④従

業員の教育・訓練を行い、⑤結果を点検・是正し、⑥経営者が見直すことを繰り返す、このよ

うな一連のサイクルをＢＣＰとして明確に規定、遵守することが重要となる。 

    このため、国は、企業によるＢＣＰ策定を支援・促進する立場から、ＢＣＰガイドラインの

周知を図る。 

 （２）評価制度の検討 

    国は、企業が所有する施設の耐震性、バックアップのシステムやオフィスの確保、即応した

要員の確保、迅速な安否確認など、企業の防災に対する具体的な取組を自己評価できる環境を

整える。また、関係事業者と共同して、防災報告書、防災会計、防災協力事業所の認定など、

防災の取組を外部にＰＲできる仕組みを構築する。 

 

 ３．企業による社会貢献 

   企業は、災害時の事業継続性の確保に努めるに留まらず、防災社会構築に向けて地域貢献を果

たす。 

 （１）企業倫理・社会的責任 

   ○顧客、従業員等の生命の安全確保 

    事業所の建築物の補強や什器の固定、不燃化、避難環境の整備、避難誘導体制の整備など、

顧客及び従業員等の生命の安全確保を図る。また、顧客、従業員等及びそれらの家族の安否確

認を行う。 

   ○二次災害防止対策 

    大規模構造物の周辺への倒壊防止、出火による周辺への延焼防止及び鉄道脱線による沿線構

造物の損壊防止など、周辺地域への安全確保の観点から二次災害防止のための取組みを進める。 

 （２）事業活動を通じた社会革新 

   ○減災技術開発 

- 163 -



 

 

 

    安価で効果のある耐震補強技術の開発、免震・制震住宅の開発・販売及び防災ベッドや揺れ

を感知して電力の供給を停止する電熱器具等の普及などの減災に寄与する商品開発・普及を図

るとともに、緊急地震速報の積極的活用を進める。 

   ○リスクファイナンス 

    民間金融機関において、地震災害時発動型ファイナンスなど、災害・事故等のリスク発生時

における事業継続資金等を確保するための多様な金融商品開発と販売促進が進められるよう、

政策金融機関による信用補完を含め、国は必要な支援を検討する。 

 （３）投資的社会貢献活動 

   ○周辺地域の救援 

    平常時から、市町村の防災関係部局、消防団、自主防災組織等の地域防災を担う団体と連絡・

連携体制の強化を図るとともに、従業員の消防団、自主防災組織等への参加促進等、地域防災

力に積極的に貢献する。 

    災害が発生した際には、市民、行政、取引先企業などと連携し、地域の一日も早い復旧を目

指す。 

    地域貢献には、援助金、敷地の提供、物資の提供などが一般的であるが、他に、技術者の派

遣、保有する資機材を使った救援活動など企業の特色を活かした被災者支援も求められる。地

域貢献に関する協定をあらかじめ締結するなど、平常時から連携のための備えをしておく。 

 

 

 第４節 広域防災体制の確立 

 

 １．首都圏広域連携体制の確立 

 （１）災害対策本部の速やかな設置 

    国は、地震発生後、ＤＩＳ（地震防災情報システム）等を活用して被害像を把握した上で、

緊急災害対策本部等を速やかに設置する。また、必要な情報が即座に集約される体制づくりを

さらに進める。なお、官邸が被災により使用不能である場合には、緊急災害対策本部は内閣府

（中央合同庁舎第５号館）内に、内閣府（中央合同庁舎第５号館）が被災により使用不能であ

る場合には防衛省（中央指揮所）内に、防衛省（中央指揮所）が被災により使用不能である場

合には立川広域防災基地（災害対策本部予備施設）内に設置する。 

     また、国は、災害発生時の各地域における医療搬送や緊急輸送等の行動を、現地レベルで

的確に調整・実施できるよう、政府の現地対策本部を設置する。設置場所は、原則として、有

明の丘基幹的広域防災拠点施設とする。また、地方公共団体の災害対策本部間との情報共有化

や連絡調整体制をあらかじめ整えるほか、ヘリコプター画像、空中写真画像、人工衛星画像等

の被災直後の状況を、通信衛星等も活用してリアルタイムで収集するとともに、概観できる地

図を迅速に作成し、“防災情報共有プラットフォーム”を用いて共有化することにより、災害

発生時の迅速な情報把握とそれに基づく的確な対応がとれるようにする。 

 （２）国及び地方公共団体間の連携 

    被害が広域かつ甚大なため、国や地方公共団体間における広域的な応急対応が円滑にオペレ

ーションできる体制の確立が重要となる。このため、国、地方公共団体は、震度等、防災上の

基礎情報の迅速かつ確実な収集体制を強化する。 

    また、国は、地方公共団体、関係機関と連携し、国と地方公共団体の有機的な連携を促す体

制や多様な災害に柔軟に対応し計画的に構築できる体制等について検討を進める。 

    さらに、国、地方公共団体は、罹災証明の発行事務など中長期的な被災者支援を念頭に置い

た一般行政職員の広域応援についての連携体制の強化を図る。 

 （３）被害想定に基づく緊急活動体制の確立 
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   ①救助・救急活動、医療活動、消火活動及び輸送活動等 

    国は、救助・救急活動、医療活動、消火活動、輸送活動（救助・救護要員の被災地への派遣、

患者の被災地外への搬送、緊急物資の輸送）等について、被害想定に基づき、あらかじめ地域

ごとの派遣内容や必要量等を計画する。 

    地震発生後は、この計画に基づき、現地からの被災情報が不十分な初期段階においても、派

遣等の準備や活動を開始する。その後、被災状況等の情報に基づき、必要に応じ活動内容等の

修正を行うなど、的確な活動を実施する。 

   ②食料・飲料水及び生活必需品等の調達 

    国は、食料・飲料水及び生活必需品等の物資の調達等に関しても、被害想定に基づき、あら

かじめ各地域の必要量を計画しておき、発災後は、関係業界団体等と連携し、速やかに、計画

に基づき被災地外での物資調達等を行い、被災地へ搬送する。 

    地方公共団体は、これらの活動を円滑に実施するため、首都直下地震対策専門調査会の被害

想定等を基に、あらかじめ、自らの物資備蓄量を適切に確保した上で、なお不足する物資の内

容、量等を整理し、受援体制の整備を進める。 

 （４）広域連携のための交通基盤確保 

    広域的な連携活動を支える基盤として、広域防災拠点の整備と相互のネットワーク化を進め

る。 

    国、地方公共団体は、広域防災拠点を、被災地の外周部に配置することにより、被災地内へ

の必要以上の交通流入を抑制し、円滑な応急対策活動のための環境を確保する。 

    また、効果的な広域オペレーションを実施するため、首都圏の広域防災のヘッドクォーター

の機能等を有する有明の丘地区に設置された東京湾臨海部基幹的広域防災拠点及び現地対策

本部の一端として被災時における物流コントロール機能の一部を有する東扇島地区に設置さ

れた東京湾臨海部基幹的広域防災拠点を中心に、各拠点の役割分担を、各都県の広域防災拠点、

ブロック拠点、配送拠点のように階層化し、明確にすることによって、交通流を適切に制御で

きるようにするとともに、地震後の緊急物資や復旧機材等の輸送にあたり中心的役割を果たす

東京湾臨海部基幹的広域防災拠点が、所期の機能を発揮できるよう、適切な運営体制を確立す

る。 

    道路管理者は、緊急輸送道路における道路橋の耐震補強、首都圏における環状道路の整備等、

災害に強い道路ネットワークの整備を進める。鉄道事業者は、利用可能な折り返し駅からのシ

ャトル輸送及び各鉄道事業者間の相互連携等の鉄道輸送ネットワークを構築する。空港管理者

は、滑走路の耐震化及び都心部におけるヘリポートの確保等の航空輸送ネットワークを構築す

る。港湾管理者、河川管理者等は、耐震強化岸壁等の整備及び東京湾臨海部基幹的広域防災拠

点との連携、河川舟運の活用等の水上輸送ネットワークの構築を図ることや、震災時の輸送路

としても活用可能な緊急用河川敷道路及び船着場等の整備を行う。なお、各ネットワークの整

備については、必要に応じて国が協力するものとする。これにより、総合的な交通ネットワー

ク対策の充実を図る。 

    また、発災後の交通を早期に確保するためには、道路啓開や復旧の迅速な実施が重要である。

このため、道路管理者は、道路の被災情報の収集・連絡体制の強化を図るとともに、ＩＴＶや

道路情報モニター等を活用し、迅速な道路被災情報の収集・共有を行う。 

    また、道路啓開・復旧用資機材について、平常時からの備蓄や所在の把握、建設業者等との

協定などにより、適正な確保・配置を行う。 

    さらに、地方公共団体は、除去後の放置車両の仮置き場としても利用可能な空地のリスト化

をあらかじめ行い、随時、情報を更新しておく。 

    また、特に発災直後は航空機、船舶等の需要や空港、港湾施設が逼迫することから、国は、

的確な交通手段確保のための調整を行う。 
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 （５）海外からの支援の受け入れ 

    海外からの支援申し入れについて、国は、関係省庁申し合わせ等を踏まえ、適切かつ迅速な

対応を図ることとする。特に、外国からの救援部隊については必要に応じ速やかに受け入れら

れるよう体制の整備を図る。 

 

 ２．救助・救命対策 

   大規模な地震が発生した場合、木造住宅密集市街地、高層ビル、地下街、ターミナル駅等では、

多数の自力脱出困難者が発生することが想定される。 

   このため、国、地方公共団体等は、救助・救命のための要員の確保・育成や必要資機材の配備

など体制の充実強化を図る。さらに、救助・救命効果の向上を図るため、特別高度救助隊、高度

救助隊及び警察広域緊急援助隊の充実・強化を図る。また、救助作業の実施にあたって、救助を

求める者の存在が確認しやすいように、いわゆる「サイレント・タイム」を設けるためのルール

を確立する。 

   国、地方公共団体、関係機関は、大量の発生が予測される重傷者について、災害医療情報の共

有化を進めるとともに、救護班の派遣、医薬品・医療資機材の供出、災害拠点病院を中心とした

広域医療搬送について体制の充実を図る。 

 

 ３．消火活動 

 （１）消防力の充実・強化 

    地方公共団体は、初期消火を迅速かつ的確に実施するよう、平常時からの地域コミュニティ

の再構築、自主防災組織の育成・充実、婦人防火クラブの活性化、防災教育の充実、訓練の実

施等を行うとともに、常備消防及び消防団を充実・強化することによって、初期消防力の充実・

強化を図る。 

    また、地方公共団体は、耐震性貯水槽の整備、河川・海水等の自然水利利用システムの構築、

自然水利活用遠距離送水システムの活用、下水道処理水及び農・工業用水等の利用等、被災時

にあっても使用できる消防水利を確保する。 

    さらに、近隣の地方自治体との相互応援協定の締結促進、緊急消防援助隊の充実・強化等、

広域的な応援体制をより充実・強化する。 

    その他、国、地方公共団体は、救助ロボットによる救助等の先端科学を応用した技術の開発、

ヘリコプターによる空中消火の検討等を行う。 

    災害発生時に、自主防災組織及び婦人防火クラブは、消火活動、避難路等の危険物除去等、

消防機関が実施する応急活動に協力する。 

    また、地方公共団体は、木造住宅密集市街地や危険物質を取り扱う施設の火災発生情報を早

期に収集・把握するとともに、特に広域避難場所へ通じる避難路確保のための消火活動を行う。 

 （２）的確な避難体制の確立 

    火災時は風向きによって避難の方向も異なることから、例えば、一時避難場所から広域避難

場所への安全かつ迅速な避難誘導が実施できるよう、地方公共団体は、地域住民に対して適切

な情報提供を行う体制を強化する。この際、外国人滞在者が多いという首都地域の特徴も踏ま

え対応する。 

    地方公共団体は、火災延焼危険地区における交通規制の強化を行い、被害拡大の防止を図る。 

 

 ４．災害時要援護者支援 

   高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等、いわゆる災害時要援護者に対する防災上の配慮

が以前にも増して重要となっている。また、首都地域では地理に不案内な出張者、旅行者等が常

時多数滞在している。 
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   災害時要援護者支援にあたっては、近隣による助け合いが重要であり、地域防災力向上のため

の人材育成、意識啓発のほか、個人情報保護に留意しつつ災害時要援護者の所在情報の把握を進

める必要がある。このため、市区町村は、福祉関係部局を中心とした「災害時要援護者支援班」

の設置、一人一人の災害時要援護者のための「避難支援プラン」の策定等の支援体制の整備を図

る。 

   また、国、地方公共団体は、これら震災時に的確な防災行動をとりにくい立場にある者の安全

確保を図るため、防災ベッド等、災害時要援護者に配慮した防災商品の開発と普及を促進すると

ともに、段差の解消等、地域バリアフリー化を推進する。 

   地方公共団体は、聴覚障害者や日本語が理解できない外国人等に対しても的確な情報が伝達さ

れるよう、多様な伝達形態や多様な言語による情報提供を実施する。 

  

５．保健衛生・防疫対策 

   地方公共団体は、避難所等の衛生管理や住民の健康管理のため、消毒液の確保・散布、医師に

よる避難者の検診体制の強化、水洗トイレが使用できなくなった場合のトイレ対策、ゴミ収集対

策等、避難所をはじめ被災地の衛生環境維持対策を進める。また、国の協力の下、不足が想定さ

れる感染症専門医を確保する。 

   また、国、地方公共団体は、迅速かつ的確な死体見分、身元の確認、遺族等への遺体の引き渡

し等に係る体制を整備するとともに、地方公共団体は、死体処理用資機材の確保、死体保管・運

搬体制の整備及び火葬場・棺桶の確保等、死体処理対策を強化する。 

 

 ６．治安の維持 

   首都地域は、ヒト、モノが過密に集積し、また、経済社会活動に不可欠な重要施設・機能が多

いことが、他の地域には見られない特徴である。このような首都地域の特徴を踏まえ、治安の維

持方策を充実する。 

   このため、国、地方公共団体は、発災直後の混乱期において治安が悪化しないよう、警察によ

る警備体制の充実を図るとともに、実践的な訓練を実施するほか、防犯ボランティアとの連携に

よる警備体制の強化を進める。 

   また、地方公共団体は、流言飛語に基づく風評による混乱を防止するため、コミュニティＦＭ

など多様な放送媒体を活用して、治安に関する地域単位のきめ細かな情報を提供する。 

 

 ７．ボランティア活動の環境整備 

   国、地方公共団体、関係機関は、相互に連携して、災害ボランティアの受付や各種活動の調整

を行う災害ボランティアセンターの活動を支援するとともに、国や地方公共団体の対策本部は、

被災地ニーズの的確な提供等ボランティアセンターとの連携を図る。 

 

 第５節 復旧・復興対策 

 

 １．震災廃棄物処理対策 

   極めて膨大な震災廃棄物量の発生は、道路閉塞等につながり応急活動の阻害要因となり得る。

早期の道路啓開を実現するためにも、被災地内において、震災廃棄物の仮置き場所を確保する必

要がある。 

   このため、地方公共団体は、あらかじめ仮置き場所としても利用可能な空地をリスト化し、随

時、情報を更新するなどにより、仮置き場の候補となる場所、必要な箇所数を検討しておく。ま

た、国、関係機関の協力の下、震災廃棄物を順次被災地外にも運搬・処理する場合も想定し、河

川舟運や港湾を活用した水上輸送体制を整備しておく。 
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   また、地方公共団体は、国の協力の下、震災廃棄物処理計画の策定により、リサイクル対策や

地方公共団体間の広域的な協力体制の整備等具体的な処理対策を検討する。 

  

 ２．ライフライン・インフラの復旧対策 

   ライフライン事業者、電気通信事業者、道路管理者、鉄道事業者、空港管理者、港湾管理者等

は、首都中枢機関及び特に人命に関わる重要施設に対しては優先的に復旧させるなど、早期に復

旧できるよう人材確保や資機材の配備など復旧体制を強化する。復旧にあたっては、各ライフラ

イン・インフラ間の「相互依存性」にも考慮する。 

  

 ３．首都復興のための総合的検討 

   首都地域の復興は、単に防災の観点のみならず、総合的な国土利用の観点から新たな首都像の

構築に向けたまちづくりがなされるべきであり、想定される様々な課題に対して、各関連主体の

緊密な連携のもと総合的な検討が行われなければならない。 

 （１）円滑かつ迅速な復興計画実現のための事前準備 

    国、地方公共団体は、復興の理念や目標の設定等の復興の過程を通じて目指す都市像の策定、

復興本部の設置等の実施体制の整理及び発災後からの時間軸に沿った実施手順の整理やその

マニュアル化等について検討する。 

    また、国、地方公共団体は、復興に向けた基金の検討を行うほか、企業はリスクファイナン

シングの充実強化等による復興資金の確保策についても検討する。 

 （２）発災後の計画実現方法 

    国、地方公共団体は、発災後を想定した関係者間の合意形成の進め方等、目指す都市像を実

現するための方策の検討や、復興理念等を念頭に置いた平常時からのまちづくりの実践方策の

検討を行う。 

第３章 対策の効果的推進 

 

１．幅広い連携による震災対策の推進 

（１）首都直下地震対策の推進にあたっては、関係する機関が広域かつ多岐にわたることから、減災

目標、進捗状況等について、国の各機関、地方公共団体が認識を共有し、一体となって取り組ん

でいく必要がある。 

   特に、建築物の耐震化等の減災対策については、各事業が効果的に実施されるよう、政府が中

心となり、関係省庁の緊密な連携の下、計画的に対策を推進していく必要がある。このため、国

は、期限を定めて定量的な減災目標を設定し、減災目標を達成するために必要な数値目標及び具

体的な実現方策等を定めた「首都直下地震の地震防災戦略」（平成１８年４月２１日 中央防災会

議決定）に基づく対策を推進するものとする。地方公共団体においても、上記地震防災戦略を踏

まえ、地域目標を策定するとともに、その達成のための対策の実施に努める。 

   また、国は、災害発生時の広域対策を迅速かつ的確に講じるため、災害発生時における主とし

て政府の広域的活動の手続き、内容等を具体化した「首都直下地震応急対策活動要領」（平成１

８年４月２１日 中央防災会議決定）について、累次の訓練等を通じて掌握された課題を的確に反

映させる形で適宜見直し、より実践的なものとしていく。また、地方公共団体においても、上記

要領を踏まえ、必要に応じ、広域災害に対応した防災計画の見直しを行う。 

   さらに、国は、関係機関と連携して想定される膨大な経済被害に対して、経済活動の維持・回

復等、非常時に実施すべき具体的な経済対策を定める「首都直下地震時経済対策要領（仮称）」

を策定する。 

（２）本大綱においては、多岐にわたる様々なレベルの連携の必要性を示してきたが、その中でも防

災対策を一義的に担う地方公共団体と、積極的に被災地方公共団体の支援にあたるべき国との総
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合的な連携が極めて重要である。本大綱に示された施策や課題については、国、地方公共団体等

がそれぞれ取組を行う中で、相互に支援していくとともに、共同の取組や整合性の確保を図って

いく必要がある。 

   特に重点的に取り組む課題については、国、地方公共団体で取組方針や優先順位を明らかにす

るよう努めつつ、相互の連携の下、順次速やかに取り組んでいく必要がある。 

（３）また、震災対策の推進状況に関する定期的なフォローアップが重要であり、予防対策の推進状

況については、単に事業量だけでなく、その事業の効果も含めた推進状況を把握するとともに、

各防災機関の防災体制についてもフォローアップの必要がある。 

   特に、地域住民の意識については、災害が長期間発生しない場合には、急激に低下することが

あるので、国、地方公共団体は、フォローアップのうえ、積極的な啓発活動を実施していく必要

がある。 

（４）さらに、近年の地震被害を検証し、その結果を踏まえて対策の充実を図る。 

 

２．地震防災に関する調査研究の推進と成果の防災対策への活用 

  震災対策の推進に当たっては、震災及び地震防災に関する調査研究の果たす役割が重要であり、

特に首都地域における大規模震災による被害の甚大性に鑑みれば、調査研究の成果を活用した事前

対策を推進する必要性は極めて高い。 

  このため、国、地方公共団体、関係機関は、理学的研究としての地震学や、地震動が構造物に与

える影響、耐震設計、構造の耐震補強、まちづくりなどに関する土木工学、建築学、都市計画学な

ど工学的分野での調査研究及び震災時の人間行動や情報伝達、住民の生活復興など社会科学的な分

野での調査研究など、多岐にわたる関連分野相互の連携を図りながら、地震による被害の軽減を図

るための震災及び地震防災に関する調査研究を一層総合的に推進する。 

  特に、大規模震災による被害の軽減を図るため、地震発生直後の緊急地震速報の活用、通電火災

防止対策、長周期地震動による超高層ビル・石油コンビナート施設等の長大構造物等への影響、地

震時の鉄道脱線メカニズム、衛星通信技術を利用した災害応急対策等について、関係する諸機関相

互の連携の下、調査研究及び実証実験を推進する。さらに、これらの知見・成果を地方公共団体等

に普及させることにより、防災力の向上、人的・物的被害の軽減を図る。 

 

３．実践的な防災訓練の実施と対策への反映 

（１）地震の発生時における震災応急対策の実施体制を確保するとともに、併せて住民や企業等の防

災意識の高揚を図るため、国、地方公共団体及び指定公共機関等は、相互の緊密かつ有機的な連

携・協力の下に、住民、企業等と一体となって、総合的な防災訓練を実施する。 

   特に、「首都直下地震応急対策活動要領」（平成１８年４月２１日 中央防災会議決定）に基づ

く広域的な防災活動については、関係機関の連携の下、図上訓練の実施も含め訓練を定期的に実

施し、同要領の改訂等に反映させる。 

（２）防災関係機関は、首都直下地震の特殊性を十分考慮し、各機関の事業継続の確保に係る訓練、

発災時の広域的応急対策訓練や現地対策本部訓練、石油コンビナート等の危険物施設等における

訓練及び参加者自身の判断も求められるような内容を盛り込んだ訓練など、実践的な防災訓練の

充実を図る。 

 

４．国民運動の展開 

  首都直下地震では、多様な被災事象が大規模かつ同時に発生して、その影響が全国、世界へと波

及していく。膨大な規模に及ぶ被害を軽減させるためには、行政による公助だけでは限界があり、

社会のあらゆる構成員が相互に連携しながら総力を上げて対処していく必要がある。 

  具体的には、首都直下地震による被害の軽減に向け、「公助」にあわせ、住宅の耐震補強、家具
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の固定等の被害軽減策の実施、非常持ち出し品の用意、最低限３日分の食料や水の備蓄、避難場所

や避難路の確認等の災害への備え、被災の様相や周辺地域への拡がり等の自分自身とその周辺に及

ぶ被害影響について事前習得、「災害時には自らの身は自ら守る、初期消火に努める、車では避難

しない」等の適切な行動の実施等の個人や家庭における「自助」、自主防災組織の組織化の一層の

促進、リーダの育成等の自主防災組織の活動の充実、平常時からの地域コミュニティの再構築、災

害ボランティア活動の環境整備、消防団の充実・強化、企業による地域貢献等の地域コミュニティ

による「共助」により防災対策を推進するべきである。このため、社会全体で、生命、身体、財産

を守るための具体的な行動を実践する「国民運動の展開」を強力に推進する。 
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６ 災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例 

（昭和３７年１２月１０日条例第３９号）＜資料１－２０＞ 

 

（趣 旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８４条第２項の規定に基づき

同法第７１条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者（以下「従事者」という。）

に係る損害補償について定めるものとする。 

（損害補償の種類） 

第２条 前条の損害補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償、及び打切補償の

六種とする。 

（補償基礎額） 

第３条 前条に規定する損害補償（療養補償を除く。）は、補償基礎額を基準として行う。 

２ 前項に規定する補償基礎額は、次のとおりとする。 

（１）  従事者のうち労働基準法（昭和２２年法律第４９号）に規定する労働者であるものについ

ては、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気の発生が確定

した日を基準として、同法第１２条の規定により算定した平均賃金の額。 

（２）  従業者のうち労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収

入の額を基準として知事が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が同様の事業

を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額を超えるときは、当該額を基

準として知事が定める額とする。 

（療養補償） 

第４条 従事者が負傷し、又は病気にかかった場合においては、療養補償として、必要な療養に要す

る費用を支給する。 

２ 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。 

 （１） 診察 

 （２） 薬剤又は治療材料の支給 

 （３） 処置、手術その他の治療 

 （４） 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

 （５） 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

 （６） 移送 

（休業補償） 

第５条 従事者が負傷し、又は病気にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合に

おいては、県は、休業補償として、その業務に服することができない期間一日につき、補償基礎額

の１００分の６０に相当する金額を支給する。 

２ 前項の場合において、引続き業務上の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、

同項の規定にかかわらず、その受けることができる期間中は休業補償を行なわない。ただし、その

業務上の収入の額が休業補償の額より少ないときは、その差額を支給する。 

（障害補償） 

第６条 従事者の負傷又は病気がなおった場合において、別表に定める程度の障害が存するときは、

県は、障害補償として、その障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額

を支給する。 

２ 別表に定める程度の障害が２以上ある場合の障害の等級は、最も重い障害に応ずる等級による。 

３ 次に掲げる場合の障害の等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、従事者に最も有利

なものによる。 

（１） 第１３級以上に該当する障害が２以上ある場合には、最も重い障害に応ずる等級より１級
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上位の等級 

 （２） 第８級以上に該当する障害が２以上ある場合には、最も重い障害に応ずる等級より２級上

位の等級 

 （３） 第５級以上に該当する障害が２以上ある場合には、最も重い障害に応ずる等級より３級上

位の等級 

４ 前項の規定による障害補償の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害補償の額を合算した

額をこえてはならない。 

５ 既に障害のある従事者が、負傷又は病気によって、同一部位について障害の程度を加重した場合

には、その障害補償の額から従前の障害に応ずる等級による障害補償の額を差し引いた額をもって、

障害補償の額とする。 

（遺族補償） 

第７条 従事者が死亡した場合においては、県は、遺族補償として、その者の遺族又は被扶養者（以

下次条において「遺族等」という。）に対して、補償基礎額の千倍に相当する金額を支給する。 

（遺族等の範囲等） 

第８条 前条の遺族等は、次の各号に掲げる者とする。 

 （１） 配偶者（婚姻の届出をしないが、従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった

者を含む。） 

 （２） 子、父母、孫及び祖父母で、従事者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持して

いたもの 

 （３） 前２号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた

もの 

 （４） 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前２号に該当しないもの 

２ 前項に掲げる者の遺族補償を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第２号又は第４号に掲

げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先に

し、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の

養父母を先にし、実父母を後にする。 

３ 従事者が遺言又は知事に対する予告で、第１項第３号及び第４号に掲げる者のうち特に指定した

者があるときは、その指定された者は、同項第３号及び第４号に掲げる他の者に優先して遺族補償

を受けるものとする。 

４ 遺族補償を受けるべき同順位の者が２人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によっ

て等分して行う。 

（葬祭補償） 

第９条 従事者が死亡した場合においては、県は、葬祭補償として、葬祭を行なう者に対して、補償

基礎額の６０倍に相当する金額を支給する。 

（打切補償） 

第１０条 第４条の規定によって療養補償を受ける者が、療養補償の支給開始後三年を経過しても負

傷又は病気がなおらない場合においては、県は、打切補償として、補償基礎額の１, ２００倍に相

当する金額を支給することができる。 

２ 前項の規定により打切補償を行なったときは、その後は損害補償を行なわない。 

（重複補償の禁止） 

第１１条 損害補償を受けるべき者が他の法令（条例を含む。）による療養その他の給付又は補償を

受けたときは、県は、同一の事故については、その給付又は補償の限度において、損害補償を行わ

ない。 

２ 損害補償の原因である事故が第３者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき

者が当該第３者から損害補償を受けたときは、県は、同一の事故については、その賠償の限度にお
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いて、損害補償を行わない。 

（規則への委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

     附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（脳死した者の身体に対する療養補償） 

２ この条例の規定に基づく療養に要する費用の支給に係る当該療養に継続して、臓器の移植に関す

る法律（平成９年法律第１０４号）第６条第２項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、

当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養に要する費用の支給に係る当該療養としてされ

たものとみなす。 

     附  則（昭和４９年１０月２１日条例第６２号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

          附    則 (昭和５７年１０月１９日条例３６号） 

  この条例は､ 公布の日から施行する｡ 

        附    則（平成１０年３月２７日条例９号） 

  この条例は､ 公布の日から施行し、改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害

補償に関する条例附則第２項の規定は、平成９年１０月１６日から適用する。     

     附  則（平成１９年３月１６日条例１８号） 

  （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この条例の施行の日前に支給すべき事由の生じた災害に際し応急措置の業務に従事した者に係

る損害補償に関する条例第６条の規定による障害補償については、なお従前の例による。 

  

 別 表（第６条第１項及び第２項） 

備考 この表に掲げる等級に応ずる障害に関しては、災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号）別表第５

の例による。                                      全部改正〔平成１９年条例１８号〕  

等  級 倍 数 

 １級  １, ３４０ 

 ２級  １, １９０ 

 ３級  １, ０５０ 

４級  ９２０ 

 ５級  ７９０ 

 ６級  ６７０ 

７級 ５６０ 

８級 ４５０ 

９級 ３５０ 

１０級 ２７０ 

１１級 ２００ 

１２級 １４０ 

１３級 ９０ 

１４級 ５０ 
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災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則 

（昭和５０年５月２日規則第２６号） 

 

（趣  旨） 

第１条 この規則は、災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３７

年千葉県条例第３９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（請求書） 

第２条 条例第２条に規定する損害補償を受けようとする者は、当該損害補償の原因となる事実の発生の

日から１０日以内に損害補償請求書（別記第１号様式。以下「請求書」という。）を知事に提出するも

のとする。ただし、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。この場合において、

当該事由がなくなった後速やかに提出するものとする。 

（請求書の添付書類） 

第３条 請求書には、住民票の謄本及び次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定

める書類を添付しなければならない。 

１．療養補償 医師の診断書及び条例第４号第２項各号に掲げる療養に関する請求書又は領収 

書 

２．休業補償 負傷し、又は疾病にかかり療養のため従前の業務に服することができず、かつ、 

従前の収入を得ることができない等の休業補償を必要とする理由を詳細に記入した書類及びその理由

となる事実を証明する書類 

３．障害補償 障害の程度及び療養開始以来の経過を詳細に記入した医師の診断書 

４．遺族補償及び葬祭補償 医師の診断書及び死亡者との続柄を証明する書類 

５．打切補償 療養の経過、病状全快までの見込み期間等に関する医師の意見書 

（補償額の決定等） 

第４条 知事は、請求書を受理したときはこれを審査し、補償額の決定を行い、請求者に通知するものと

する。 

（療養補償又は休業補償の支払い） 

第５条 知事は、療養補償又は休業補償については、毎月１回以上支払うものとする。 

第６条 第２回目以降の療養補償又は休業補償を受けようとする者は、次の各号に定める期日までに請求

書を知事に提出しなければならない。 

１．療養補償 療養補償を受けるべき月の翌月の１５日 

２．休業補償 休業補償を受けるべき月の翌月の１０日 

（療養補償に係る現状報告） 

第７条 条例第４条の規定により療養補償を受けている者のうち、毎年１月１日現在において長期療養を

必要とする者にあっては、１月１日から同月末日までの間にその療養の現状を療養補償に係る現状報告

書（別記第２号様式）により報告するものとする。 

    附  則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

    附  則（昭和５３年４月１日規則第１８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

    附  則（昭和５７年１０月１９日規則第７１号） 

 この規則は、公布の日から実施する。 
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別 記 

第１号様式（第２条） 

損 害 補 償 支 払 請 求 書 

年  月  日  

 千葉県知事          様 

                      住    所 

                      氏    名           ○印 

                      本人との続柄           

                      職    業           

                      生 年 月 日             

  災害に際し、応急措置の業務に従事したことにより死亡した（負傷した･ 疾病にかかった･ 障害とな

った）ので、その損害を災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８４条第２項の規定により、関

係書類を添えて次のとおり請求します。 
 

公用令書の番号  

従 事 し た 場 所   

従 事 し た 期 間  年  月  日から          年  月  日まで 

従 事 し た 内 容   

損 害 の 額                                円 
 
 

 

 

 

第２号様式（第７条） 

療 養 補 償 に 係 る 現 状 報 告 書 

年  月  日  

 千葉県知事         様 

                      住    所  

                      氏    名           ○印 

                      職    業 

                      生 年 月 日   

  災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則第７条の規定により、療養

の現状を次のとおり報告します。 
 

療 養 先  

療 養 経 過   

現在までの療養期間及 
び今後の予定療養期間 
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７ 沿岸地域における津波警戒の徹底について＜資料１－２１＞ 

 

 

平成１１年７月１２日   

津波対策関係省庁連絡会議   

内 閣 官 房  

内 閣 府 

警 察 庁 

防 衛 庁 

総 務 省 

消 防 庁 

農林水産省  

国土交通省  

気 象 庁 

海上保安庁  

一部改正 平 成 １ ３ 年 １ 月 ６ 日    

                                                             

 

 日本海中部地震及び北海道南西沖地震の経験に鑑み、津波に対する防災体制の点検、防災意識の向上等、

津波に対する警戒を全国的に強化するため、関係省庁は、津波警報関係省庁連絡会議を設置し、平成５年

１１月２４日、「沿岸地域における津波警戒の徹底について」を申し合わせたところである。 

 この申し合わせに基づき、関係省庁は所要の措置を講じ、津波に対する警戒の徹底を図ってきたところ

であるが、平成５年の申し合わせ後の技術の進展を踏まえると共に、津波に対する事前の備えや避難、救

助体制の重要性を鑑み、今後も津波対策を総合的に推進していく必要がある。このため、関係省庁は津波

警報関係省庁連絡会議を発展させた津波対策関係省庁連絡会議を設置し、その対策について協議を行った

ところであり、協議の結果を下記のとおり申し合わせる。 

 また、関係省庁は、この申し合わせ事項の周知徹底及び地域の実態に即した津波対策の確立について、

それぞれ関係機関に対し、引き続き指導するものとする｡さらに、関係省庁は、津波対策全般について、引

き続き調査、検討を実施し、所要の措置を講ずるものとする。 

 なお、平成５年１１月２４日付け申し合わせ「沿岸地域における津波警戒の徹底について」は廃止する

ものである。 

 

記 

 

１．事前の備え 

  (1) 津波防災対策 

      国、都道府県及び市町村は、気象庁の津波予報に対応した津波災害応急対策を実施するための準備

を行う｡ 

      なお、都道府県及び市町村は、浸水予測図を活用する等、地域の実情に応じた津波対策を検討し、

住民に対して周知を図る。 

 

  (2) 防災施設の整備 

      海岸、河川における堤防、水門等の防災施設の整備を推進する。また、地域の実情に応じて潮位、

波高等の観測及び情報処理システムの整備を推進し、それらを活用した津波防災施設の高度化を図る。 
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  (3) 防災訓練 

      津波に備えて常日頃から地域防災計画等に基づき、地域住民等と連携した防災訓練に努める｡ 

 

２．津波警報 

  (1) 津波警報発表の迅速化 

      気象庁は、津波警報等の発表の一層の迅速化を図り、近海で発生する地震については、地震発生後

２～３分程度で津波警報等の発表を行うことを目標として所要の措置を講ずる｡ 

 

  (2) 津波警報伝達の迅速化、確実化 

      所定の伝達経路及び伝達手段を点検し、隘路を把握し、津波警報がより迅速に市町村に伝達される

よう改善措置を講ずる。 

ア 気象庁から都道府県を通じ市町村への津波警報の伝達は、中継点を少なくし、伝達の迅速化、確

実化を図るとともに、気象庁、都道府県、報道機関等関係機関は、オンラインや衛星を活用した緊

急通信基盤の整備を進める｡ 

イ 警察庁は、市町村への通知を、原則として、警察署から行うこととする。 

ウ 休日、夜間、休憩時等における津波警報伝達の確実化を図るため、関係機関は、要員の確保等の

防災態勢を強化する｡ 

エ 津波警報、避難勧告・指示等の伝達については、関係機関は、あらかじめ漏れのないよう系統、

伝達先を再確認しておくものとする。この場合、多数の人出が予想される漁港、港湾、船だまり、

ヨットハーバー、海水浴場、釣り場、海浜の景勝地等行楽地、養殖場、沿岸部の工事地区等につい

ては、あらかじめ沿岸部の多数者を対象とする施設の管理者（漁業協同組合、海水浴場の管理者等）、

事業者（工事施工者等）、及び自主防災組織と連携して、これらの者の協力体制を確保するように

努めるとともに、日頃より過去の実例等により啓発活動を行うよう努めるものとする。 

 

  (3) 情報・通信手段の確保 

      広範かつ確実の津波警報の伝達を図るため、情報・通信手段の多様化、確実化を図る｡ 

ア  海浜にでかけるときは、ラジオ等を携行し、津波警報、避難勧告・指示等の情報を聴取するよう

指導する｡ 

イ 放送局が発射する特別の信号を受信し、テレビやラジオのスイッチが自動的に入り津波警報等の

情報を受信することができる、緊急警報放送システムの受信機の普及を図る。 

ウ 住民等に対する津波警報等の伝達手段として市町村防災行政無線（同報系無線）の整備を推進す

るとともに、サイレン、半鐘等多様な手段を活用することにより、海浜地への警報伝達の範囲の拡

大に努める。 

エ 防災関係機関相互の迅速かつ的確な津波警報等災害情報の収集伝達を行うため、①都道府県防災

行政無線、②市町村防災行政無線（移動系無線、地域防災無線）及び、③市町村、警察署、消防署、

海上保安部署等の防災機関が災害現場で相互に通信するものとしての防災相互通信用無線の整備を

引き続き推進する。また、船舶については、特に、小型漁船を重点として、無線機の設置を促進す

る｡ 

オ 重要通信の確保の対象機関（電気通信事業法施行規則第56条に掲げる機関）については、災害時

の被害状況把握・迅速な救援活動等に資するため、総務省がその機関を具体的に指定する｡ 

 

  (4) 津波警報伝達等訓練の実施 

      地域毎に関係機関合同の津波警報等伝達訓練を実施し、通信機器等に関する不慣れの解消、誤伝達・

伝達漏れの防止等を図る｡ 

      この訓練は、報道機関の放送による津波警報の伝達等をとり入れ、実践的に行うこととする｡ 
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３．避難 

  (1) 津波警戒の呼びかけ 

      「強い地震等を感じたら、住民等は海浜から離れ安全な場所に避難すること、船舶は港外に避難す

ること」を基本として、別紙広報文の例により、津波警戒に関する周知徹底を図るものとする｡ 

      政府又は関係省庁における通常広報、防災週間広報、県市町村広報等を活用して周知徹底を期する｡ 

 

  (2) 避難勧告・指示 

ア 強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたときには、市町村長は、必要と認める場合、海浜にある者、海岸付近の住民等に直ちに海

浜から退避し、急いで安全な場所に避難するよう勧告・指示するものとする｡ 

イ 地震発生後、報道機関から津波警報が放送されたときには、市町村長は、海浜にある者、海岸付

近の住民等に直ちに海浜から退避し、急いで安全な場所に避難するよう勧告・指示するものとする。

なお、放送ルート以外の法定ルート等により市町村長に津波警報が伝達された場合にも、同様の措

置をとるものとする。 

 

  (3) 避難場所 

ア 避難場所･避難路については、浸水域を想定し、地形･標高等の地域特性を十分に配慮した整備を

図る。避難場所としては、公共施設の他、地域特性を考慮して、民間ビルの活用など種々の検討を

行い、より効果的な配置となるよう努める｡ 

イ 地域防災計画に定める避難場所や避難路について、当該地域を管轄する国の機関は、あらかじめ

把握しておき、実践的な支援対策を検討しておく｡ 

 

  (4) 災害弱者及び外来者の避難 

ア 災害弱者の避難を補助するため、自主防災組織、消防団、近隣者を含めた避難の連絡方法や避難

補助の方法をあらかじめ定めておく｡ 

イ 観光地や海水浴場等外来者の多い場所では、駅・宿泊施設・行楽地に住民用浸水予測図の掲示、

避難場所・避難路の誘導表示などにより、周知を図る。 

 

  (5) 被害状況の把握・共有化 

ア  被害状況を映像として早期把握することができるよう、ヘリコプター及び画像伝送システムの整

備を推進する。また、様々な通信手段を用いた、ネットワーク化された情報システム構築の検討を

進め、防災情報・被害情報の共有化を図る｡ 

イ 救助にあたっては、関係省庁相互の情報を生かし、防災機関との連携を図る｡ 
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(別紙) 

津波に対する心得 

 

 

＜一般編＞ 

１ 強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感

じたときは、直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難する。 

 

２ 地震を感じなくても、津波警報が発表されたときは、直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難

する｡ 

 

３ 正しい情報をラジオ、テレビ、広報車などを通じて入手する。 

 

４ 津波注意報でも、海水浴や磯釣りは危険なので行わない｡ 

 

５ 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報解除まで気をゆるめない｡ 

 

 

＜船舶編＞ 

１ 強い地震(震度４程度以上)を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じ

たときは、直ちに港外退避注）する。 

 

２ 地震を感じなくても、津波警報、注意報が発表されたら、すぐ港外退避注）する。 

 

３ 正しい情報をラジオ、テレビ、無線などを通じて入手する｡ 

 

４ 港外退避注）できない小型船は、高い所に引き上げて固縛するなど最善の措置をとる。 

 

５ 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報解除まで気をゆるめない。 

 

 

注）港外：水深の深い、広い海域。港外退避、小型船の引き上げ等は、時間的余裕がある場合のみ行う｡ 
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８ 災害時等における道路法の許可等に関する事務取扱いについて＜資料１－２２＞ 

 

 千葉県において災害、大規模事故等により、電気、ガス、上下水道、電気通信施設、無線通信施設等の

ライフライン施設（以下、「施設」という。）が被災又は被災する急迫した危険があり、災害救助、早期

復旧、防災等を目的とした工事その他の措置を事業者が緊急に講じる必要が生じた場合における、道路法

による許可等に関する事務取扱いについて定める。 

なお、国、近隣都県政令市又は市町村の管理する道路上の施設が被災し、救援のために必要な緊急の措

置が要請された場合についても、同様の取扱いをすることができるものとする。 

 

１ 対象とする道路 

  道路法に基づき、千葉県が道路管理者として管理する一般国道及び県道（道路予定区域、管理期間中

の廃道敷を含む）について対象とする。 

  なお、県境または千葉市境にかかる道路については、隣接都県市との協定により千葉県が管理するこ

ととされている区間を含め、隣接都県市が管理することとされている区間を除外する。 

  また、道路整備特別措置法により、千葉県道路公社が道路管理者の権限代行をしている有料道路を除

外する。 

 

２ 事後申請 

  施設の復旧工事等を施工する際の道路法の下記手続きについては、災害時等の緊急性からやむをえな

いと認められる場合に限り、事後申請とする。 

  事業者は、工事実施箇所等について、可能な限り着工の前日（その日が閉庁日の場合は直前の開庁日）

午後５時３０分までに、県土整備部道路環境課又は工事実施箇所等を管轄する地域整備センター（地域

整備事務所）に連絡する。 

（１）第24条   道路管理者以外の者の行う工事の承認 

（２）第32条   道路の占用の許可（同条第３項の変更許可を含む） 

（３）第47条の２ 特殊車両の通行許可 

  なお、第36条第1項ただし書きにより、計画書の事前提出は要しない。 

  また、道路交通法第77条第１項による道路の使用許可が必要な占用工事について、道路法32条第５

項による道路管理者から警察署長への協議が事後にならざるをえない場合においては、事業者から警察

署長に事前着工の承諾を得ておくものとのとする。 

 

３ 復旧工事等の施工方法 

（１）仮復旧の材料等 

  施設の復旧工事を施工する際の道路掘削後の仮復旧については、常温合材、発生路盤及び発生土を使

用することができる。 

（２）仮設工法の採用等 

  本支管及び引込管については、各種技術基準による一時的な仮設工法（路上端露出配管、浅層埋設等）

を必要に応じ採用することができる。 

（３）廃止管の一時残置 

  前項に定める仮設工法により廃止になる本支管線及び引込管線について、本埋設が可能になる時期ま

で一時的に残置することができる。 
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（４）資機材置場等の提供 

  施設の復旧工事に伴い発生する残土、廃材（骨材、ガラ、ケーブル等）及び資機材等の仮置きについ

て、道路管理者が指定する臨時の場所がある場合は、事業者は承認を得て無償で使用することができる。

ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令及び条例を遵守すること。 

（５）緊急輸送道路の通行確保 

  緊急輸送道路の占用工事にあたっては、緊急車両の通行確保について、十分な配慮をするものとする。 

 

４ 事後処理関連事項 

  ライフライン機能仮復旧後の施設の本埋設に関する許可手続き及び道路の本復旧方法について、事業

者は道路管理者と協議の上決定する。 

 

５ 紛争解決 

  この事務取扱いによって施工した工事によって、二次災害、事故、紛争その他の問題が生じた場合に

は、事業者の責任において解決を図るとともに、経過について速やかに道路管理者に報告するものと 

する。 

 

６ その他の事項 

  この事務取扱いにない事項又はこの事務取扱いの解釈に疑義が生じた場合は、道路管理者と事業者が

別途協議する。 

 

７ 施行日 

  この事務取扱いは、平成２１年６月１日より施行する。 
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［２]防災関係機関一覧 

１ 指定行政機関、指定地方行政機関等 ＜資料２－１＞ 

機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電 話 番 号 

内閣府 

  

大臣官房総務課 100-8914 東京都千代田区永田町１－６－１ 03(5253)2111 

政策統括官付参事官 100-8969 東京都千代田区霞が関１－２－２   

国家公安委員会   100-8974 東京都千代田区霞が関２－１－２ 03(3581)0141 

警察庁 警備局警備課 100-8974 東京都千代田区霞が関２－１－２ 03(3581)0141 

関東管区警察局 

千葉県情報通信部 

広域調整部広域調整第二課 

機動通信課 

330-9726 

260-0854 

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 

千葉市中央区長洲１－９－１ 

048(600)6000 

043(201)0110 

防衛省 運用企画局事態対処課 162-8801 東京都新宿区市谷本村町５－１ 03(5366)3111 

北関東防衛局 地方調整課 330-9721 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 048(600)1800 

金融庁 総務企画局総務課 100-8967 東京都千代田区霞が関３－２－１ 03(3506)6000 

総務省 大臣官房総務課 100-8926 東京都千代田区霞が関２－１－２ 03(5253)5111 

関東総合通信局 総務部総務課 102-8795 東京都千代田区九段南１－２－１ 03(6238)1600 

消防庁 

総務課 

100-8927 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

03(5253)7521 

消防・救急課 03(5253)7522 

予防課 03(5253)7523 

危険物保安室 03(5253)7524 

防災課 03(5253)7525 

救急企画室 03(5253)7529 

応急対策室 03(5253)7527 

特殊災害室 03(5253)7528 

防災情報室 03(5253)7526 

法務省 大臣官房秘書課広報室 100-8977 東京都千代田区霞が関１－１－１ 03(3580)4111 

外務省 大臣官房総務課 100-8919 東京都千代田区霞が関２－２－１ 03(3580)3311 

財務省 大臣官房審議官室 100-8940 東京都千代田区霞が関３－１－１ 03(3581)4111 

  関東財務局 総務部総務課 330-9716 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048(600)1111 

千葉財務事務所 総務課 260-8607 千葉市中央区椿森５－６－１ 043(251)7212 

文部科学省 
大臣官房文教施設部 

100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 03(5253)4111 
施設企画課 

文化庁 長官官房政策課 100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 03(5253)4111 

厚生労働省 社会・援護局総務課 100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２ 03(5253)1111 

  関東信越厚生局 総務課 330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048(740)0705 

 千葉労働局 安全衛生課 260-8612 千葉市中央区中央４－１１－１ 043(221)4312 

消費者庁 総務課 100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1 03(3507)8800 
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機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電 話 番 号 

農林水産省 経営局経営政策課 100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 03(3502)8111 

 関東農政局 

千葉地域センター 

 

農産課 

農政推進グループ 

食品産業チーム 

330-9722 

260-00２１ 

 

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 

千葉市稲毛区轟町５－１－４ 

 

048(600)0600 

043(251)8307 

 

関東森林管理局 企画調整室 371-8508 群馬県前橋市岩神町４－１６－２５ 027(210)1150 

千葉森林管理事務所 総務調整官 263-0034 千葉市稲毛区稲毛１－７－２０ 043(242)4656 

経済産業省 大臣官房総務課 100-8901 東京都千代田区霞が関１－３－１ 03(3501)1609 

  関東経済産業局 総務企画部総務課 330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048(600)0213 

  関東東北産業保安監督部 管理課 330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048(600)0433 

資源エネルギー庁 長官官房総合政策課 100-8931 東京都千代田区霞が関１－３－１ 03(3501)1511 

原子力規則委員会 企画調整課 106-8450 東京都港区六本木１－９－９ 03(3581)1568 

中小企業庁 長官官房参事官室 100-8912 東京都千代田区霞が関１－３－１ 03(3501)1511 

国土交通省 河川局防災課 100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 03(5253)8111 

東京航空局 

成田空港事務所 

航空保安対策課 

地域調整課 

102-0074 

282-8602 

東京都千代田区九段南１－１－１５ 

成田市古込字込前１３３ 

03(5275)9292 

0476(32)0912 

関東運輸局 総務課 231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 045(211)7269 

千葉運輸支局 総務企画部門 261-0002 千葉市美浜区新港１９８ 043(242)7336 

関東地方整備局 防災課 330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 048(600)1333 

利根川下流河川事務 

所 
管理課 287-8510 佐原市佐原イ４１４９ 0478(52)6368 

江戸川河川事務所 防災対策課 278-0005 野田市宮崎１３４ 04(7125)7436 

首都国道事務所 工務課 271-0072 松戸市竹ヶ花８６ 047(362)4114 

千葉国道事務所 管理第二課 263-0016 千葉市稲毛区天台５－２７－１ 043(287)0311 

千葉港湾事務所 総務課 260-0024 千葉市中央区中央港１－１１－２ 043(243)9172 

国土地理院 企画部 305-0811 茨城県つくば市北郷１ 029(864)1111 

気象庁 総務部企画課 100-8122 東京都千代田区大手町１－３－４ 03(3212)8341 

東京管区気象台 総務部業務課 100-0004 東京都千代田区大手町１－３－４ 03(3212)8341 

   銚子地方気象台 防災業務課 288-0001 銚子市川口町２－６４３１ 0479(23)7705 

海上保安庁 警備救難部環境防災課 100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 03(3591)6361 

第三管区海上保安本部 警備救難部環境防災課 231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 045(211)1118 

千葉海上保安部 警備救難課 260-0024 千葉市中央区中央港１－１２－２ 043(242)7238 

船橋分室  273-0016 船橋市潮見町３２－５ 047(432)4118 

館山分室  294-0034 館山市沼字西原９８７－１ 0470(20)0118 

木更津海上保安署   292-0836 木更津市新港８－２ 0438(30)0118 

銚子海上保安部 警備救難課 288-0001 銚子市川口町２－６４３１ 0479(22)1359 

勝浦海上保安署   299-5233 勝浦市浜勝浦４９９ 0470(73)4999 

環境省 大臣官房総務課 100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 03(3581)3351 
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２ 指定公共機関＜資料２－２＞ 

機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電話番号 

日本郵便株式会社 郵便事業総本部総務部 100-8798 東京都千代田区霞が関１－３－２ 03(3504)9945 

 千葉中央郵便局 業務企画室 260-8799 千葉市中央区中央港１－１４－１ 043(246)0083 

東日本旅客鉄道株式会社 安全企画部 151-8578 東京都渋谷区代々木２－２－２ 03(5334)1167 

 東京支社 総務部安全企画室 114-8550 東京都北区東田端２－２０－６８ 03(5692)6055 

 千葉支社 総務部安全企画室 260-8551 千葉市中央区新千葉１－３－２４ 043(225)9136 

東日本電信電話株式会社 サービス運営部災害対策室 163-8019 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 03(5359)4830 

 千葉支店 災害対策室 261-0023 千葉市美浜区中瀬１－６ 043(211)8652 

株式会社エヌ・ティ・ティ

ドコモ 
災害対策室 100-6150 東京都千代田区永田町2ｰ 11 ｰ 1 03(5156)1111 

 千葉支店 サービス推進部 260-8540 千葉市中央区新町１０００ 043(301)0500 

日本赤十字社 救護･福祉部救護課 105-8521 東京都港区芝大門１－１－３ 03(3438)1311 

  千葉県支部 救護福祉課 260-8509 千葉市中央区千葉港５－７ 043(241)7531 

日本放送協会 人事総務局総務室（総務） 150-8001 東京都渋谷区神南２－２－１ 03(3465)1111 

  千葉放送局 企画総務 260-8610 千葉市中央区千葉港５－１ 043(203)0597 

東日本高速道路株式会社  100-8979 東京都千代田区霞が関３－３－２ 03(3506)0318 

  関東支社 管理事業統括課 110-0014 東京都台東区北上野１－１０－１４ 03(5828)8642 

   千葉管理事務所 総務担当 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町１７７ 043(259)5221 

   市原管理事務所 総務担当 290-0031 市原市村上８１５ 0436(21)0091 

  ｱｸｱﾗｲﾝ管理事務所 総務担当 292-0008 木更津市中島２５３３ 0438(42)0091 

           

首都高速道路株式会社 保全・交通部防災対策グループ 100-8930 東京都千代田区霞が関１－４－１ 03(3539)9499 

  東東京管理局 総務・経理グループ 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町４３－５ 03(5640)4808 

独立行政法人水資源機構 管理事業部施設課 330-6008 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 048(600)6500 

成田国際空港株式会社 保安警備部警備調整グループ 282-8601 成田市古込字古込１番地１ 0476(34)5570 

日本通運株式会社 総務部総務課 101-0021 東京都港区東新橋１－９－３ 03(6251)1111 

  千葉支店 総務課 260-0834 千葉市中央区今井１－１４－２２ 043(226)7600 

東京電力株式会社 総務部総務グループ 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－３ 03(3501)8111 

  千葉支店 総務部総務グループ 260-8635 千葉市中央区富士見２－９－５ 043(391)4118 

東京ガス株式会社 防災・供給部 105-0022 東京都港区海岸１－５－２０ 03(3433)2111 

  千葉支店 地域広報グループ 261-0001 千葉市美浜区幸町１－６－８ 043(246)7705 

ＫＤＤＩ株式会社 運用本部運用管理部 163-8003 東京都新宿区西新宿２－３－２ 03(3347)6633 

千倉海底線中継ｾﾝﾀｰ   295-0004 南房総市千倉町瀬戸字浜田2980-15 0470(44)4000 

(独)放射線医学総合研究所 企画部企画課 263-8555 千葉市稲毛区穴川４－９－１ 043(206)3040 

 

- 184 -



 

 

 

３ 指定地方公共機関＜資料２－３＞ 

機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電話番号 指定日 

京葉瓦斯株式会社 導管部導管企画 272-8580 市川市市川南2-8-8 047(325)4505 昭和38年 

 グループ    2月15日 

京成電鉄株式会社 鉄道本部計画 131-8555 東京都墨田区押上1-10-3 03(3621)2472 〃 

 管理部     

手賀沼土地改良区 総務課 270-1361 印西市発作1235 0476(42)2821 〃 

印旛利根川水防事務組合 栄町消防本部内 270-1546 印旛郡栄町生板鍋子新田乙20-71 0476(95)8983 〃 

両総土地改良区 庶務課 283-0802 東金市東金1163 0475(52)3145 〃 

印旛沼土地改良区 総務課 285-0011 佐倉市山崎143 043(484)1155 〃 

長沼水害予防組合 成田市生活安全 286-8585 成田市花崎町760 0476(20)1523 〃 

 部防災対策課内     

新京成電鉄株式会社 運輸司令所 273-0192 鎌ケ谷市くぬぎ山4-1-12 047(389)1146 昭和53年 

         3月24日 

東武鉄道株式会社 安全推進部 131-8522 東京都墨田区押上2-18-12 03(5692)2295 〃 

 運行管理所 344-0053 埼玉県春日部市梅田本町1-13-1 048(760)0313   

小湊鉄道株式会社 鉄道部 290-0054 市原市五井中央東1-1-2 0436(21)6771 〃 

東京地下鉄株式会社 
総合安全・ 

技術室 
110-0015 東京都台東区東上野3-19-6 03(3837)7147 〃 

株式会社日本航空インター

ナショナル 

総務部総務 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
140-8637 東京都品川区東品川2-4-11 03(5460)3124    〃 

 成田地区事業部          

 成田総務部 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 282-8610 成田市古込字古込1-1 0476(34)3511   

社団法人千葉県医師会 事務局 260-0026 千葉市中央区千葉港7-1 043(242)4271 昭和53年 

          8月25日 

社団法人 事務局 261-0002 千葉市美浜区新港32-17 043(241)6471    〃 

千葉県歯科医師会           

社団法人千葉県薬剤師会 事務局 260-0026 千葉市中央区千葉港7-1 043(242)3801    〃 

千葉テレビ放送株式会社 報道製作局報道 260-0001 千葉市中央区都町1-1-25 043(231)3111 昭和57年 

 部    4月1日 

株式会社ニッポン放送 編成局編成部 100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-3 03(3287)1111    〃 

北総鉄道株式会社 運輸部 273-0121 鎌ケ谷市初富928 047(445)7161    〃 

 業務管理課     

流鉄株式会社 技術部 270-0164 流山市流山1-264 04(7158)0117    〃 

銚子電気鉄道株式会社 運輸課 288-0056 銚子市新生町2-297 0479(22)0316 〃 

大多喜ガス株式会社 供給部供給 297-8567 茂原市茂原661 0475(24)8157 〃 

 管理課     

千葉ガス株式会社 技術部防災・供 285-0014 佐倉市栄町21-1 043(483)1160 〃 

 給グループ     
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機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電話番号 指定日 

房州瓦斯株式会社 供給課 294-0036 館山市館山1365 0470(22)2251 昭和57年 

          4月1日 

京和ガス株式会社 供給保安課 270-0111 流山市江戸川台東1-254 04(7155)1500 〃 

銚子瓦斯株式会社 営業課 288-0068 銚子市内浜町1603 0479(22)2420 〃 

野田ガス株式会社 保安技術部 278-0005 野田市宮崎３６ 04(7125)0101 〃 

角栄ガス株式会社 志津事業所 285-0854 佐倉市中志津3-36-1 043(487)0802 〃 

東日本ガス株式会社 供給課 270-1138 我孫子市下ケ戸608-1 04(7182)4175 〃 

いすみ鉄道株式会社 工務課 298-0216 夷隅郡大多喜町大多喜264 0470(82)2161 昭和63年 

          ７月５日 

千葉都市モノレール 運輸部運転課 263-0012 千葉市稲毛区萩台町199-1 043(287)8210 〃 

株式会社        

全日本空輸株式会社 総務部総務課 105-7133 東京都港区東新橋1-5-2 03(6735)1000 〃 

 成田空港支店 総務部総務課 282-0004  成田市成田国際空港 全日空成田 0476(34)7025  

   ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ私書箱2152号   

千葉県道路公社 建設部工務課 260-0013 千葉市中央区中央2-5-1 043(222)8161 〃 

株式会社ベイエフエム 総務部 260-8625 千葉市中央区中央1-11-1 043(227)7878 平成２年 

         ５月８日 

総武ガス株式会社 工事課 289-2504 旭市二の谷原5941 0479(63)1000 平成３年 

          ４月１日 

社団法人 事務局 261-0002 千葉市美浜区新港212-10 043(247)1131 〃 

千葉県トラック協会          

社団法人千葉県バス協会 事務局 261-0002 千葉市美浜区新港212-2 043(246)8151 〃 

東葉高速鉄道株式会社 総務部総務課 276-0049 八千代市緑が丘1-1120-3 047(458)0014 平成８年 

          9月13日 

社団法人千葉県 事務局 260-0024 千葉市中央区中央港1-13-1 043(246)1725 平成9年 

エルピーガス協会     千葉県ガス石油会館内   12月16日 

京葉臨海鉄道株式会社 鉄道部運輸 260-0824 千葉市中央区中央港1-2-21 043(265)2530 平成17年 

 グループ      8月31日 

山万株式会社   東京都中央区日本橋小網町6-1  平成18年 

 鉄道事業部 285-0858 佐倉市ユーカリが丘６－５－５ 043（487）5036 3月7日 

首都圏新都市鉄道株式会社 運輸部 110-8554 東京都台東区台東４－２５－７ 03（3839）7311 〃 

 管理課     

株式会社舞浜リゾートライン 総務部総務課 279-8523 浦安市舞浜２－１８ 047（305）2400 〃 

芝山鉄道株式会社 総務部総務課 289-1601 山武郡芝山町香山新田１４８－１ 0479（78）1141 〃 

日本瓦斯株式会社 ガス事業管理部 104-8540 東京都中央区八丁堀３－５－２ 03（3553）1287 平成18年 

     7月18日 
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４ 防災関係機関＜資料２－４＞ 

機  関  名 防災担当課 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

財団法人 

千葉県消防協会 
事務局 260-0801 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 043（263）9885 

独立行政法人 

海上災害防止センター 
消防船課 220-8401 

神奈川県横浜市西区みなとみらい 

３－３－１ 三菱重工横浜ビル 
045（224）4318 

千葉県水難救済会 
千葉県 

漁船保険組合 
260-0026 千葉市中央区千葉港４－３ 043（242）6861 

株式会社ダイトーコー 

ポレーション千葉支店 
防災グループ 260-0024 千葉市中央区中央港１－９－５ 043（238）5113 
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５ 千葉県＜資料２－５＞ 

機   関   名 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

千葉県庁(危機管理課） 260－8667 千葉市中央区市場町１－１ 043（223）2175 

東京事務所 102－0093 東京都千代田区平河町２－６－３ 03（5212）9013 

葛南地域振興事務所 273－8560 船橋市本町１－３－１フェイス７Ｆ 047（424）8281 

東葛飾地域振興事務所 271－8560 松戸市小根本７ 047（361）2111 

印旛地域振興事務所 285－8503 佐倉市鏑木仲田町８－１ 043（483）1111 

香取地域振興事務所 287－8502 香取市北３－１－３ 0478（54）1311 

海匝地域振興事務所 289－2504 旭市ニ１９９７－１ 0479（62）0261 

山武地域振興事務所 283－0006 東金市東新宿１－１１ 0475（54）0222 

長生地域振興事務所 297－8533 茂原市茂原１１０２－１ 0475（22）1711 

夷隅地域振興事務所 298－0212 夷隅郡大多喜町猿稲１４ 0470（82）2211 

安房地域振興事務所 294－0045 館山市北条４０２－１ 0470（22）7111 

君津地域振興事務所 292－8520 木更津市貝渕３－１３－３４ 0438（23）1111 

千葉県中央防災センター 260－0801 千葉市中央区仁戸名町６６６－２  

千葉県西部防災センター 271－0092 松戸市松戸５５８－３ 047（331）5511 

習志野健康福祉センター 275－0012 習志野市本大久保５－７－１４ 047（475）5151 

市川健康福祉センター 272－0023 市川市南八幡５－１１－２２ 047（377）1101 

松戸健康福祉センター 271－8562 松戸市小根本７ 047（361）2121 

野田健康福祉センター 278－0006 野田市柳沢２４ 04（7124）8155 

印旛健康福祉センター 285－8520 佐倉市鏑木仲田町８－１ 043（483）1133 

 成田支所 286－0036 成田市加良部３－３－１ 0476（26）7231 

香取健康福祉センター 287－0001 香取市佐原ロ２１２７ 0478（52）9161 

海匝健康福祉センター 288－0812 銚子市栄町２－２－１ 0479（22）0206 

八日市場地域保健センター 289－2144 匝瑳市八日市場イ２１１９－１ 0479（72）1281 

山武健康福祉センター 283－0802 東金市東金９０７－１ 0475（54）0611 

長生健康福祉センター 297－0026 茂原市茂原１１０２－１ 0475（22）5167 

夷隅健康福祉センター 299－5235 勝浦市出水１２２４ 0470（73）0145 

安房健康福祉センター 294－0045 館山市北条１０９３－１ 0470（22）4511 

鴨川地域保健センター 296－0001 鴨川市横渚１４５７－１ 04（7092）4511 

君津健康福祉センター 292－0832 木更津市新田３－４－３４ 0438（22）3743 

市原健康福祉センター 290－0056 市原市五井１３０９ 0436（21）6391 

千葉農業事務所 290－0056 市原市五井５５００－４ 0436（21）0127 

東葛飾農業事務所 277－0861 柏市高田９９０－１ 04 (7143) 4121 

印旛農業事務所 285－0026 佐倉市鏑木仲田町８－１ 043（483）1125 

香取農業事務所 287－0005 香取市佐原ホ１２５０－３ 0478（52）9191 

海匝農業事務所 289－2141 匝瑳市八日市場ハ６７１ 0479（72）1556 

山武農業事務所 283－0006 東金市東新宿１７－６ 0475（54）1121 

長生農業事務所 297－0026 茂原市茂原１１０２－１ 0475（25）1141 

夷隅農業事務所 298－0004 いすみ市大原８５１３－１ 0470（62）2155 

安房農業事務所 294－0045 館山市北条４０２－１ 0470（22）8641 

君津農業事務所 292－0832 木更津市貝渕３－１３－３４ 0438（22）6258 

北部林業事務所 289－1321 山武市富田ト１１７７－７ 0475（82）3121 

中部林業事務所 299－1152 君津市久保５－１－３ 0439（55）4970 

南部林業事務所 296－0044 鴨川市広場８２０ 04（7092）1318 
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機   関   名 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

銚子漁港事務所 288－0001 銚子市川口町２－６５２８－３ 0479（22）6503 

南部漁港事務所 294－0045 館山市北条４０２－１ 0470（23）4751 

千葉土木事務所 260－0023 千葉市中央区出洲港１１－１ 043（242）6101 

葛南土木事務所 273－0012 船橋市浜町２－５－１ 047（433）2421 

東葛飾土木事務所 271－0072 松戸市竹ヶ花２４ 047（364）5136 

柏土木事務所 277－0005 柏市柏７４５ 04（7167）1201 

印旛土木事務所 285－0026 佐倉市鏑木仲田町８－１ 043（483）1140 

成田土木事務所 286－0036 成田市加良部３－３－２ 0476（26）4831 

香取土木事務所 287－0003 香取市佐原イ１２６－６ 0478（52）5191 

銚子土木事務所 288－0837 銚子市長塚町２－４４－９ 0479（22）6500 

海匝土木事務所 289－2144 匝瑳市八日市場イ１９９９ 0479（72）1100 

山武土木事務所 283－0006 東金市東新宿１７－６ 0475（54）1131 

長生土木事務所 297－0026 茂原市茂原１１０２－１ 0475（24）4521 

夷隅土木事務所 298－0004 いすみ市大原８５１３－１ 0470（62）3311 

安房土木事務所 294－0045 館山市北条４０２－１ 0470（22）4341 

君津土木事務所 292－0833 木更津市貝渕３－１３－３４ 0438（25）5131 

市原土木事務所 290－0067 市原市八幡海岸通１９６９ 0436（41）1300 

千葉港湾事務所 260－0024 千葉市中央区中央港１－６－１ 043（246）6201 

葛南港湾事務所 273－0012 船橋市浜町２－５－１ 047（433）1895 

木更津港湾事務所 292－0833 木更津市貝渕３－１３－３４ 0438（25）5141 

北千葉道路建設事務所 286－0017 成田市赤坂２－１－１４ 0476（28）1411 

真間川改修事務所 272－0023 市川市南八幡２－２３－１ 047（378）8652 

亀山・片倉ダム管理事務所 292－0523 君津市豊田３３ 0439（39）2400 

高滝ダム管理事務所 290－0557 市原市養老４６８ 0436（98）1411 

流山区画整理事務所 270－0163 流山市南流山１－１３ 04（7150）4500 

柏区画整理事務所 277－0871 柏市若柴１６０－１ 04（7134）1211 

木更津区画整理事務所 292－0834 木更津市潮見７－３－９ 0438（37）6611 

印旛沼下水道事務所 261－0012 千葉市美浜区磯辺８－２４－１ 043（279）1231 

手賀沼下水道事務所 277－0862 柏市篠籠田１３０ 04（7143）9104 

江戸川下水道事務所 272－0137 市川市福栄４－３２－２ 047（397）6330 

水道局 262－8512 千葉市花見川区幕張町5－417-24 043（211）8298 

千葉水道事務所 260－0842 千葉市中央区南町１－４－７ 043（264）1114 

船橋水道事務所 273－0014 船橋市高瀬町６２－１２ 047（433）2514 

市川水道事務所 272－0023 市川市南八幡１－１０－１５ 047（378）1517 

施設整備センター 273－0014 船橋市高瀬町６２－１２ 047（433）2574 

企業庁 261－8552 千葉市美浜区中瀬１－３ 043（296）8134 

千葉工業用水道事務所 260－0843 千葉市中央区末広３－４－１６ 043（264）7321 

葛南工業用水道事務所 272－0023 市川市南八幡２－２３－１ 047（378）4477 

君津工業用水道事務所 292－1147 君津市人見５－７－３１ 0439（87）8184 

千葉建設事務所 261－0011 千葉市美浜区真砂５－２－１ 043（278）1221 

ﾆｭｰﾀｳﾝ・内陸建設事務所 270－1607 印西市美瀬１－２５ 0476（29）5303 
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機   関   名 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

病院局 260－8665 千葉市中央区市場町１－１ 043（223）3963 

がんセンター 260－8717 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 043（264）5431 

救急医療センター 261－0012 千葉市美浜区磯辺３－３２－１ 043（279）2211 

精神科医療センター 261－0024 千葉市美浜区豊砂５ 043（276）1361 

こども病院 266－0007 千葉市緑区辺田町５７９－１ 043（292）2111 

循環器病センター 290－0512 市原市鶴舞５７５ 0436（88）3111 

東金病院 283－8588 東金市台方１２２９ 0475（54）1531 

佐原病院 287－0003 香取市佐原イ２２８５ 0478（54）1231 

教育庁葛南教育事務所 273－0012 船橋市浜町２－５－１ 047（433）6017 

教育庁東葛飾教育事務所 271－8563 松戸市小根本７ 047（361）2110 

教育庁北総教育事務所 285－0026 佐倉市鏑木仲田町８－１ 043（483）1147 

香取分室 287－0002 香取市北３－１－３ 0478（54）1529 

海匝分室 289－2504 旭市ニ１９９７－１ 0479（62）2554 

教育庁東上総教育事務所 297－0024 茂原市八千代２－１０ 0475（23）8125 

山武分室 283－0006 東金市東新宿１－１１ 0475（54）1041 

夷隅分室 298－0212 夷隅郡大多喜町猿稲１４ 0470（82）2411 

教育庁南房総教育事務所 292－0833 木更津市貝渕３－１３－３４ 0438（25）1311 

安房分室 294－0045 館山市北条４０２－３ 0470（22）3876 
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６ 警  察＜資料２－６＞ 

機  関  名 郵 便 番 号 所  在  地 電 話 番 号 

警察本部警備課 ２６０－８６６８ 千葉市中央区長洲１－９－１ ０４３（２０１）０１１０ 

  〃  通信指令課 ２６０－８６６８ 千葉市中央区長洲１－９－１ ０４３（２０１）０１１０ 

   〃   総合当直 ２６０－８６６８ 千葉市中央区長洲１－９－１ ０４３（２０１）０１１０ 

千葉中央警察署 ２６０－８５１０ 千葉市中央区中央港１－１３－１ ０４３（２４４）０１１０ 

千葉東警察署 ２６４－０００７ 千葉市若葉区小倉町８５９－２ ０４３（２３３）０１１０ 

千葉西警察署 ２６１－００１１ 千葉市美浜区真砂２－１－１ ０４３（２７７）０１１０ 

千葉南警察署 ２６６－００３２ 千葉市緑区おゆみ野中央８－１－２ ０４３（２９１）０１１０ 

千葉北警察署 ２６３－０００１ 千葉市稲毛区長沼原町１９９－１ ０４３（２８６）０１１０ 

習志野警察署 ２７５－００１５ 習志野市鷺沼台２－４－１ ０４７（４７４）０１１０ 

八千代警察署 ２７６－００４４ 八千代市萱田町６８１－３９ ０４７（４８６）０１１０ 

船橋警察署 ２７３－０００１ 船橋市市場４－１８－１ ０４７（４３５）０１１０ 

船橋東警察署 ２７４－００６３ 船橋市習志野台７－９－２０ ０４７（４６７）０１１０ 

鎌ケ谷警察署 ２７３－０１０７ 鎌ケ谷市新鎌ケ谷４－８－３５ ０４７（４４４）０１１０ 

市川警察署 ２７２－００１５ 市川市鬼高４－４－１ ０４７（３７０）０１１０ 

行徳警察署 ２７２－０１２７ 市川市塩浜３－１０－１８ ０４７（３９７）０１１０ 

浦安警察署 ２７９－００１１ 浦安市美浜５－１３－２ ０４７（３５０）０１１０ 

松戸警察署 ２７１－８５５７ 松戸市松戸５５８－２ ０４７（３６９）０１１０ 

松戸東警察署 ２７０－００２３ 松戸市八ケ崎４－５１－９ ０４７（３４９）０１１０ 

野田警察署 ２７８－０００５ 野田市宮崎１４７－４ ０４（７１２５）０１１０ 

柏警察署 ２７７－８５５４ 柏市松ケ崎７２２－１ ０４（７１４８）０１１０ 

流山警察署 ２７０－０１７５ 流山市三輪野山７４４－４ ０４（７１５９）０１１０ 

我孫子警察署 ２７０－１１７７ 我孫子市柴崎９０４－１ ０４（７１８２）０１１０ 

佐倉警察署 ２８５－０８１１ 佐倉市表町３－１７－１ ０４３（４８４）０１１０ 

四街道警察署 ２８４－００４４ 四街道市和良比６３５－５ ０４３（４３２）０１１０ 

成田警察署 ２８６－００３６ 成田市加良部３－５ ０４７６（２７）０１１０ 

成田国際空港警察署 ２８２－００１１ 成田市古込字込前１３３ ０４７６（３２）０１１０ 

印西警察署 ２７０－１３２７ 印西市大森２５１４－１３ ０４７６（４２）０１１０ 

香取警察署 ２８７－０００２ 香取市北２－１－１ ０４７８（５４）０１１０ 

銚子警察署 ２８８－０８１４ 銚子市春日町１９２２－２ ０４７９（２３）０１１０ 

旭警察署 ２８９－２５０４ 旭市ニ１－１ ０４７９（６４）０１１０ 

匝瑳警察署 ２８９－２１４４ 匝瑳市八日市場イ５５９－１ ０４７９（７２）０１１０ 

山武警察署 ２８９－１３２１ 山武市富田ト１１７７－３ ０４７５（８２）０１１０ 

東金警察署 ２８３－００６１ 東金市北之幸谷１０－１２ ０４７５（５４）０１１０ 

茂原警察署 ２９７－００３１ 茂原市早野新田７ ０４７５（２２）０１１０ 

いすみ警察署 ２９８－０００４ いすみ市大原８３１２－４ ０４７０（６２）０１１０ 

勝浦警察署 ２９９－５２３５ 勝浦市出水１２１２－２ ０４７０（７３）０１１０ 

市原警察署 ２９０－００６７ 市原市八幡海岸通り１９６５－１７ ０４３６（４１）０１１０ 

木更津警察署 ２９２－０８３４ 木更津市潮見１－１－５ ０４３８（２２）０１１０ 

君津警察署 ２９９－１１５２ 君津市久保４－１－１ ０４３９（５４）０１１０ 

富津警察署 ２９９－１６１６ 富津市海良１２１－１ ０４３９（６６）０１１０ 

館山警察署 ２９４－００４５ 館山市北条１０９０－２ ０４７０（２３）０１１０ 

鴨川警察署 ２９６－０００１ 鴨川市横渚１４６５ ０４（７０９２）０１１０ 
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７ 市 町 村＜資料２－７＞ 

機関名 防災担当課 郵 便 番 号 所  在  地 電 話 番 号 

千葉市 危機管理課 ２６０－８７２２ 中央区千葉港１－１ ０４３（２４５）５１５１ 

銚子市 地域協働課 ２８８－８６０１ 若宮町１－１ ０４７９（２４）８１９３ 

市川市 危機管理課 ２７２－８５０１ 八幡１－１－１ ０４７（３３４）１５０７ 

船橋市 危機管理課 ２７３－８５０１ 湊町２－１０－２５ ０４７（４３６）２０３２ 

館山市 社会安全課 ２９４－８６０１ 北条１１４５－１ ０４７０（２２）３４４２ 

木更津市 総務行革課 ２９２－８５０１ 潮見１－１ ０４３８（２３）７０９４ 

松戸市 防災課 ２７１－８５８８ 根本３８７－５ ０４７（３６６）７３０９ 

野田市 市民生活課 ２７８－８５５０ 鶴奉７－１ ０４（７１２３）１１１１ 

茂原市 総務課 ２９７－８５１１ 茂原道表１ ０４７５（２０）１５１９ 

成田市 危機管理課 ２８６－８５８５ 花崎町７６０ ０４７６（２０）１５２３ 

佐倉市 防災防犯課 ２８５－８５０１ 海隣寺町９７ ０４３（４８４）６１３１ 

東金市 総務課 ２８３－８５１１ 東岩崎１－１ ０４７５（５０）１１１９ 

旭市 総務課 ２８９－２５９５ ニ１９２０ ０４７９（６２）５３１１ 

習志野市 危機管理課 ２７５－８６０１ 鷺沼１－１－１ ０４７（４５３）９２１１ 

柏市 防災安全課 ２７７－８５０５ 柏５－１０－１ ０４（７１６７）１１１５ 

勝浦市 防災課 ２９９－５２９２ 新官１３４３－１ ０４７０（７３）６６４０ 

市原市 防災課 ２９０－８５０１ 国分寺台中央１－１－１ ０４３６（２３）９８２３ 

流山市 防災危機管理課 ２７０－０１９２ 平和台１－１－１ ０４（７１５０）６３１２ 

八千代市 総合防災課 ２７６－８５０１ 大和田新田３１２－５ ０４７（４８３）１１５１ 

我孫子市 市民安全課 ２７０－１１９２ 我孫子１８５８ ０４（７１８５）１８４３ 

鴨川市 消防防災課 ２９６－８６０１ 横渚１４５０ ０４（７０９３）７８３３ 

鎌ケ谷市 安全対策課 ２７３－０１９５ 新鎌ケ谷２－６－１ ０４７（４４５）１１４１ 

君津市 危機管理課 ２９９－１１９２ 久保２－１３－１ ０４３９（５６）１２９０ 

富津市 防災課 ２９３－８５０６ 下飯野２４４３ ０４３９（８０）１２６６ 

浦安市 防災課 ２７９－８５０１ 猫実１－１－１ ０４７（３５１）１１１１ 

四街道市 危機管理室 ２８４－８５５５ 鹿渡無番地 ０４３（４２１）６１０２ 

袖ケ浦市 危機管理課 ２９９－０２９２ 坂戸市場１－１ ０４３８（６２）２１１９ 

八街市 防災課 ２８９－１１９２ 八街ほ３５－２９ ０４３（４４３）１１１９ 

印西市 防災課 ２７０－１３９６ 大森２３６４－２ ０４７６（４２）５１１１ 

白井市 市民安全課 ２７０－１４９２ 復１１２３ ０４７（４９２）１１１１ 

富里市 市民活動推進課 ２８６－０２９２ 七栄６５２－１ ０４７６（９３）１１１４ 

南房総市 消防防災課 ２９９－２４９２ 富浦町青木２８ ０４７０（３３）１０５２ 

匝瑳市 総務課 ２８９－２１９８ 八日市場ハ７９３－２ ０４７９（７３）００８４ 

香取市 総務課 ２８７－８５０１ 佐原ロ２１２７ ０４７８（５０）１２０１ 

山武市 消防防災課 ２８９－１３９２ 殿台２９６ ０４７５（８０）１１１６ 

いすみ市 危機管理課 ２９８－８５０１ 大原７４００－１ ０４７０（６２）２０００ 

（印旛郡）         

酒々井町 総務課 ２８５－８５１０ 中央台４－１１ ０４３（４９６）１１７１ 

栄町 消防防災課 ２７０－１５９２ 安食台１－２ ０４７６（９５）８９８１ 
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機関名 防災担当課 郵 便 番 号 所  在  地 電 話 番 号 

（香取郡）         

神崎町 総務課 ２８９－０２９２ 神崎本宿１６３ ０４７８（７２）２１１１ 

多古町 総務課 ２８９－２２９２ 多古５８４ ０４７９（７６）２６１１ 

東庄町 総務課 ２８９－０６９２ 笹川い４７１３－１３１ ０４７８（８６）６０８２ 

（山武郡）         

大網白里町 総務課 ２９９－３２９２ 大網１１５－２ ０４７５（７０）０３０３ 

九十九里町 総務課 ２８３－０１９５ 片貝４０９９ ０４７５（７０）３１０７ 

芝山町 総務課 ２８９－１６９２ 小池９９２ ０４７９（７７）３９０３ 

横芝光町 環境防災課 ２８９－１７９２ 宮川１１９０２ ０４７９（８４）１２１６ 

（長生郡）         

一宮町 総務課 ２９９－４３９６ 一宮２４５７ ０４７５（４２）２１１２ 

睦沢町 総務課 ２９９－４４９２ 下之郷１６５０－１ ０４７５（４４）２５００ 

長生村 総務課 ２９９－４３９４ 本郷１－７７ ０４７５（３２）２１１１ 

白子町 総務課 ２９９－４２９２ 関５０７４－２ ０４７５（３３）２１１１ 

長柄町 総務課 ２９７－０２９８ 桜谷７１２ ０４７５（３５）２１１１ 

長南町 総務課 ２９７－０１９２ 長南２１１０ ０４７５（４６）２１１１ 

（夷隅郡）         

大多喜町 総務課 ２９８－０２９２ 大多喜９３ ０４７０（８２）２１１１ 

御宿町 総務課 ２９９－５１９２ 須賀１５２２ ０４７０（６８）２５１１ 

（安房郡）         

鋸南町 総務企画課 ２９９－２１９２ 下佐久間３４５８ ０４７０（５５）４８０１ 
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８ 消防本部＜資料２－８＞ 

名   称 所 在 地 ・ 電 話 設置年月日 

千葉市消防局 〒２６０ 千葉市中央区長州１－２－１ 昭和 

   －０８５４ ０４３（２０２）１６１１ ２３．１１．２０ 

銚子市消防本部 〒２８８ 銚子市新生町１－９－１２   

   －００５６ ０４７９（２２）０１１９ ２４． １． １ 

市川市消防局 〒２７２ 市川市八幡１－８－１   

   －００２１ ０４７（３３３）２１１１ ２３．１２．２４ 

船橋市消防局 〒２７３ 船橋市湊町２－６－１０   

   －００１１ ０４７（４３５）１１１１ ２４． ４． １ 

木更津市消防本部 〒２９２ 木更津市潮見２－８   

   －０８３４ ０４３８（２２）０１１９ ２６． ４． １ 

松戸市消防局 〒２７０ 松戸市松戸新田１１４－５   

   －２２４１ ０４７（３６３）１１１１ ２９．１１． １ 

野田市消防本部 〒２７８ 野田市宮崎１２６－２   

   －０００５ ０４（７１２４）０１１９ ２９．１０．１１ 

成田市消防本部 〒２８６ 成田市花崎町７６０   

   －８５８５ ０４７６（２０）１５９０ ４０． ４． １ 

旭市消防本部 〒２８９ 

 －２５１１ 

旭市イの２９５３－１ 

０４７９（６３）０１１９ 

平成 

１７． ７． １ 

習志野市消防本部 〒２７５ 習志野市鷺沼２－１－４３   

   －００１４ ０４７（４５２）１２１２ ３３． １． １ 

柏市消防本部 〒２７７ 柏市松葉町７－１６－７   

   －０８２７ ０４（７１３３）０１１９ ３３． ２． １ 

市原市消防局 〒２９０ 市原市国分寺台中央１－１－１   

   －００７３ ０４３６（２３）０１１９ ４１． ７． １ 

流山市消防本部 〒２７０ 流山市三輪野山１－９９４   

   －０１７５ ０４（７１５８）０１１９ ４１． ４． １ 

八千代市消防本部 〒２７６ 八千代市大和田新田１８６   

   －００４６ ０４７（４５９）２４４１ ４２． ４． １ 

我孫子市消防本部 〒２７０ 我孫子市我孫子１８４７－６   

   －１１６６ ０４（７１８４）０１１９ ４０． ４． １ 

鎌ケ谷市消防本部 〒２７３ 鎌ケ谷市右京塚１０－１２   

   －０１０２ ０４７（４４４）３２３３ ４５． ４． １ 

君津市消防本部 〒２９９ 君津市杢師３－１－２５   

   －１１６３ ０４３９（５３）０１１９ ４４． ４． １ 

富津市消防本部 〒２９３ 富津市小久保２１０９   

   －００４２ ０４３９（６５）０１１９ ４７． ４． １ 

浦安市消防本部 〒２７９ 浦安市猫実１－１９－２２   

   －０００４ ０４７（３０４）０１１９ ４９． ４． １ 

四街道市消防本部 〒２８４ 四街道市鹿渡９３４－２６   

   －０００３ ０４３（４２２）０１１９ ４６． ４． １ 

袖ケ浦市消防本部 〒２９９ 袖ケ浦市福王台４－１０－７   

   －０２６１ ０４３８（６４）０１１９ ４８． ４． １ 

富里市消防本部 〒２８６ 富里市七栄７３５－２   

   －０２２１ ０４７６（９２）１３１１ ５４．１０． １ 
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名   称 所 在 地 ・ 電 話 設置年月日 

栄町消防本部 〒２７０ 印旛郡栄町生板鍋子新田乙２０－７１ 平成 

    －１５４６  ０４７６（９５）０１１９  ６．１０． １ 

安房郡市広域市町村圏 〒２９４ 館山市北条６８６－１   

事務組合消防本部  －００４５  ０４７０（２２）０１１９ ４７． ４． １ 

長生郡市広域市町村圏 〒２９７ 茂原市茂原５９８   

組合消防本部  －００２６ ０４７５（２４）０１１９ ４６． ４． １ 

匝瑳市横芝光町消防組合 

消防本部 

〒２８９ 

 －２１４６ 

匝瑳市八日市場ホ７１５ 

０４７９（７２）０１１９ 

平成 

１８． ４． １ 

山武郡市広域行政組合 〒２８３ 東金市家徳３８４－２   

消防本部  －８５０５ ０４７５（５２）８７５１ ４８． ４． １ 

香取広域市町村圏事務組合 

消防本部 

〒２８９ 

 －０３１４ 

香取市野田５３ 

０４７８（８３）０１１９ 

平成 

１８． ３．２７ 

佐倉市八街市酒々井町 〒２８５ 佐倉市大蛇町２８１   

消防組合消防本部  －８６１９ ０４３（４８１）１１１９ ４７． ４． １ 

印西地区消防組合 〒２７０ 印西市牧の原２－３   

消防本部  －１３８７ ０４７６（４６）４３２１ ４７． ４． １ 

夷隅郡市広域市町村圏 〒２９８ 夷隅郡大多喜町船子７３－２ 平成 

事務組合消防本部  －０２０４ ０４７０（８０）０１１９  ２． ４． １ 
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９ 自 衛 隊＜資料２－９＞ 

区 駐とん地   郵 便   内線 当直   

  （基地） 所 在 地   電 話 番 号   内線 部 隊 名 

分 等  名   番 号   番号 番号   

陸

上

自

衛

隊 

習志野 船橋市薬円台 274 ０４７（４６６）２１４１ 218 302 第１空挺団本部 

       ３－２０－１ -8577     236     

下志津 千葉市若葉区若松町 264 ０４３（４２２）０２２１ 313 302 高射学校企画室 

  ９０２ -8501   314     

木更津 木更津市吾妻地先 292 ０４３８（２３）３４１１ 215 301 第１ヘリコプター団 

    -8510       本部 

松戸 松戸市五香六実１７ 270 ０４７（３８７）２１７１ 203 302 需品学校企画室 

    -2288         

海

上

自

衛

隊

下総 柏市藤ケ谷１６１４－１ 277 ０４（７１９１）２３２１ 2420 2424 教育航空集団司令部 

        -8686         

館山 館山市宮城無番地 294 ０４７０（２２）３１９１ 213 222 第２１航空群司令部 

    -8501         

木更津 木更津市江川無番地 292 ０４３８（２３）２３６１ 3110 7000 航空補給処計画部 

    -0063       企画課 

航

空

自

衛

隊 

木更津 木更津市岩根 292 ０４３８（４１）１１１１ 303 225 第１補給処企画課 

     １－４－１ -0061         

峯岡山 南房総市丸山町 299         

  平塚乙２－５６４ -2508 ０４７０（４６）３００１ 202 410 第４４警戒隊総括班 

習志野 船橋市薬円台 274 ０４７（４６６）２１４１ 405 4１7 第１高射群第１高射隊 

  ３－２０－１ -8577         

柏 柏市十余二１７５－４ 277 ０４７１（３１）２８９６     システム管理群中央 

   -0872       通信隊送信所小隊 

  千葉 千葉市稲毛区轟町 263 ０４３（２５１）７１５１     千葉地方協力本部 

       １－１－１７ -0021         

 （注） 防衛省技術研究本部電子装備研究所飯岡支所 旭市大字塙字三番割（〒２８９－２７０２） 

                       ＴＥＬ０４７９（５７）３０４３    

 

 

10 千葉県災害ボランティアセンター連絡会加盟団体＜資料２－１０＞ 

事 務 局 日本赤十字社千葉県支部 

 千葉県社会福祉協議会 

会  員 千葉県共同募金会 千葉県ボランティア連絡協議会 

 千葉県民生委員・児童委員協議会 千葉県労働者福祉協議会 

 千葉市社会福祉協議会 千葉県災害対策コーディネーター連絡会 

 千葉レスキューサポートバイク セーフティーリーダー千葉県ネットワーク 

 千葉県生活協同組合連合会災害対策委員会 千葉土建一般労働組合 

 日本労働組合総連合会千葉県連合会 日本防災士会千葉県支部 
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［３］災害情報関係 

 〔気象等観測〕 

１ 気象庁観測所一覧表＜資料３－１＞ 

 （１）気象官署 

官 署 名 所   在   地 

銚子地方気象台 

 

成田航空地方気象台 

銚子市川口町２－６４３１（銚子港湾合同庁舎） 

 

成田市古込字込前１３３ 

 

 （２）特別地域気象観測所 

観測所名 所   在   地 

千 葉 

館 山 

勝 浦 

千葉市中央区中央港１－１２－２ 

館山市長須賀７６－１ 

勝浦市墨名７０８－１ 

 

 （３）地域気象観測所（四要素）・地域雨量観測所 

観測所名 所  在  地 ※ 観測所名 所  在  地 ※ 

香 取 

 

 

横 芝 光 

 

 

茂 原 

 

 

牛 久 

 

 

我 孫 子 

 

 

鋸 南 

香取市大根 

 

 

山武郡横芝光町 

 

 

茂原市早野字川中島 

 

 

市原市米沢 

 

 

我孫子市新木野 

 

 

安房郡鋸南町大六 

四 

 

 

四 

 

 

四 

 

 

四 

 

 

四 

 

 

雨 

船 橋 

 

 

佐 倉 

 

 

木 更 津 

 

 

鴨 川 

 

 

坂 畑 

 

 

大 多 喜 

 

東 庄 

 

船橋市薬円台 

 

 

佐倉市角来字屋敷前 

 

 

木更津市請西南 

 

 

鴨川市横渚 

 

 

君津市坂畑 

 

 

夷隅郡大多喜町松尾 

 

香取郡東庄町羽計 

 

四 

 

 

四 

 

 

四 

 

 

四 

 

 

四 

 

 

雨 

 

雨 

 

   ※（観測要素） 四は、降水量、風向、風速、日照時間を表す。 

           雨は、降水量を表す。 
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２ ＪＲ東日本千葉支社雨量観測箇所＜資料３－２＞ 

 

転倒マス型雨量計 

設 置 駅 名  

転倒マス型雨量計 

設 置 駅 所 在 地  

雨量数値表示 

装置設置箇所 
所   在   地 電 話 番 号 

新小岩駅 東京都葛飾区新小岩1-45-1 

新小岩保線 

技術センター 

〒124-0024 

東京都葛飾区新小岩

2-1-16 

03(5607)1314 市川駅 千葉県市川市市川1-1-1 

津田沼駅 千葉県習志野市津田沼1-1-1 

四街道駅 千葉県四街道市四街道1-1-1 

千葉保線 

技術センター 

〒260-0045 

千葉県千葉市中央区弁天

町2-23-2 

043(284)6695 佐倉駅 千葉県佐倉市六崎235-2 

八街駅 千葉県八街市八街ほ237 

成東駅 千葉県山武市津辺305 
大網保線 

技術センター 

〒299-3242 

千葉県山武郡大網白里町

金谷郷33 

0475(72)0312 

大網駅 
千葉県山武郡大網白里町南

玉21-7 

飯岡駅 千葉県旭市後草2058-1 

成田保線 

技術センター 

〒286-0033 

千葉県成田市花崎町839 
0476(22)0277 

銚子駅 千葉県銚子市西芝町1438 

小見川駅 千葉県香取市小見川1316 

下総豊里駅 千葉県銚子市笹本町73-4 

姉ヶ崎駅 千葉県市原市姉崎528-2 
千葉保線 

技術センター 

〒260-0043 

千葉県千葉市中央区弁天

町36 

043(225)9271 

誉田駅 
千葉県千葉市緑区誉田町

2-24 

袖ヶ浦駅 千葉県袖ヶ浦市奈良輪1198 

木更津保線 

技術センター 

〒292-0831 

千葉県木更津市富士見

1-1-1 

0438(22)7412 

君津駅 千葉県君津市東坂田1-1-1 

佐貫町駅 千葉県富津市亀田540-2 

横田駅 千葉県袖ヶ浦市横田2177-2 

馬来田駅 千葉県木更津市真里107 

上総亀山駅 千葉県君津市藤林98 

浜金谷駅 千葉県富津市金谷2209 

岩井駅 千葉県南房総市市部146-2 

- 198 -



 

 

 

転倒マス型雨量計 

設 置 駅 名  

転倒マス型雨量計 

設 置 駅 所 在 地  

雨量数値表示 

装置設置箇所 
所   在   地 電 話 番 号 

館山駅 千葉県館山市北条1887 

   

千倉駅 
千葉県南房総市千倉町瀬戸

2079 

和田浦駅 
千葉県南房総市和田町仁我

浦178 

安房鴨川駅 千葉県鴨川市横渚952 

上総一ノ宮駅 
千葉県長生郡一宮町一宮

2640 

大網保線 

技術センター 

〒299-3242 

千葉県山武郡大網白里町

金谷郷33 

0475(72)0312 大原駅 千葉県いすみ市大原8701 

勝浦駅 千葉県勝浦市墨名254 

安房小湊駅 千葉県鴨川市内浦403 
木更津保線 

技術センター 

〒292-0831 

千葉県木更津市富士見

1-1-1 

0438(22)7412 

成田駅 千葉県成田市花崎町839 

成田保線 

技術センター 

〒286-0033 

千葉県成田市花崎町839 
0476(22)0277 

小林駅 千葉県印西市小林643-1 

湖北駅 千葉県我孫子市中里324 

滑河駅 千葉県成田市猿山265 

佐原駅 千葉県香取市佐原イ74 

鹿島神宮駅 茨城県鹿島市大字宮中2953 

市川大野駅 千葉県市川市大野町3-1423 
西船橋保線 

技術センター 

〒273-0025 

千葉県船橋市印内町

604-3 

047(434)6905 
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 ３ 千葉県水防テレメータ観測所一覧表＜資料３－３＞ 

  ア 雨量観測所                                  平成24年4月現在 

番号 観測所名 位     置 番号 観測所名 位     置 

1 県庁 千葉市中央区市場町1 番1 号 51 山武地域整備 東金市東新宿17－6  

2 千葉地域整備 千葉市中央区出州港11－1  52 埴谷 山武市埴谷1887－1  

3 六方調整池 千葉市若葉区源町地先 53 小関 山武郡九十九里町小関字下夕川2841  

4 大草 千葉市若葉区大草町298 地先 54 九十根 山武郡大網白里町長国260－1 

5 土気高校 千葉市緑区土気町1807 55 長生地域整備 茂原市茂原1102－1  

6 大和田 八千代市村上3139  56 水上 長生郡長柄町刑部字新川26-29 

7 市原整備 市原市八幡海岸通1969  57 市野  々 長生郡長南町市野之汲田1284－3 

8 犬成 市原市犬成字山ノ神738 58 上之郷 長生郡睦沢町上之郷1654－1 

9 安須橋 市原市山田473－3 59 真名 茂原市上太田字南台472-1 

10 月出 市原市月出字大塚919 60 夷隅地域整備 いすみ市大原8513－1  

11 妙香  市原市妙香字河田乙588-3 61 大森 勝浦市赤羽字山の神国有林12 ハ林小班 

12 有秋 市原市有秋台西1－3－2 62 実谷 夷隅郡御宿町実谷1540－7  

13 鶴舞出張所 市原市鶴舞274  63 大多喜出張所 夷隅郡大多喜町猿稲14－1 

14 高滝ダム  市原市養老468 64 松丸 いすみ市松丸2863 

15 葛南地域整備 船橋市浜町2－5－1  65 久我原橋 夷隅郡大多喜町久我原1812 

16 船橋東 船橋市東町896 66 布施 いすみ市下布施2187－2 

17 長津川調節池 船橋市前貝塚町地先 67 安房地域整備 館山市北条402－1  

18 市川 市川市大野町2－1877 68 西岬 館山市見物59－2 

19 浦安 浦安市東野1－2－1 69 荒川 南房総市荒川櫛形821  

20 東葛飾地域整備 松戸市竹ヶ花24  70 丸山 南房総市珠師ヶ谷1289 

21 新松戸 松戸市新松戸2－415－1 71 三芳 南房総市下堀75 

22 野田出張所 野田市宮崎86－1  72 白浜 南房総市白浜町白浜7835  

23 柏整備 柏市柏745  73 佐久間 安房郡鋸南町上佐久間13 

24 手賀沼 柏市曙橋字若鮎3 74 瀬戸川 南房総市千倉町瀬戸字鳥ノ川362－3 

25 鎌ケ谷 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2－6－1 75 平久里 南房総市平久里中1350－1 

26 常磐平 松戸市常盤平松葉町1－3 76 和田 南房総市和田町仁我浦243 

27 印旛地域整備 佐倉市鏑木仲田町8－1 77 鴨川出張所 鴨川市広場820  

28 馬渡 佐倉市馬渡1523 78 清澄 鴨川市清澄155  

29 白井 白井市復1123  79 長狭 鴨川市宮山176 

30 本埜 印西市笠神2587 80 代 鴨川市代字濁沢905－1 

31 八街 八街市八街ほ 35－29  81 安房小湊 鴨川市内浦1923 

32 山田台 八街市滝台1588－1 82 君津地域整備 木更津市貝渕3－13－34  

33 成田整備 成田市加良部3－3－2  83 祇園  
木更津市祇園字上鴨 473－1、476、477 合

併8 

34 久住 成田市幡谷地先922－2 84 矢那 木更津市矢那字上根田1306－1 

35 吾妻 成田市吾妻1－24     85 矢那川 木更津市矢那988－1 

36 北羽鳥 成田市北羽鳥1975－3     86 中島 君津市中島413－1 

37 多古 香取郡多古町多古居合谷3250     87 鹿野山 君津市鹿野山一本松460－1  

38 富里 富里市七栄651      88 香木原 君津市香木原127－1 

39 大栄 成田市前林430     89 上総出張所 君津市久留里市場473－9  

40 香取地域整備 香取市佐原イ 126－6      90 天羽出張所 富津市湊145－6  

41 岩部 香取市岩部トヶ崎3210－2     91 佐貫 富津市鶴岡988 

42 小見川出張所 香取市一の分目字根地5180     92 宇籐木 富津市豊岡大台3358－1 

43 山田 香取市小見字川崎     93 成蔵橋 袖ヶ浦市永地 

44 銚子整備 銚子市長塚町2－44－9      94 浜金谷 富津市金谷地先 

45 海匝 旭市ニ 1997－1      95 山中 富津市山中地先 

46 飯岡 旭市萩園1800      96 富久橋 君津市南久保2－16－1 

47 匝瑳 匝瑳市飯高1692      97 亀山  君津市豊田33  

48 笹本 銚子市笹本860－2      98 片倉  君津市笹1659－4  

49 海匝地域整備 匝瑳市八日市場イ 1999      99 印西 印西市大森２３６４－２ 

50 横芝 横芝光町長山台1－16       
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  イ 水位観測所                                  平成24年4月現在 

番号 河川名 観測所名 位     置 番号 河川名 観測所名 位     置 

1 都川 矢作 千葉市中央区矢作58-2 56 作田川 小関 山武郡九十九里町小関字下名川2841 

2 都川 大草 千葉市若葉区大草町298 地先 57 作田川 成東 山武市成東字下町 

3 葭川 栄町 千葉市中央区富士見1-17-4 58 作田川 日向 山武市椎崎字遠ヶ峠293-4 

4 印旛沼 大和田（内）  八千代市村上3139 59 木戸川 中台 山武市松尾町高富2346-2 

5 印旛沼 大和田（外） 八千代市村上3139 60 南白亀川 九十根 山武郡大網白里町長国260-1 

6 印旛放水路 天戸  千葉市花見川区犢橋7098 61 南白亀川 虎橋 長生郡白子町古所地先 

7 印旛放水路 長作  千葉市花見川区畑町2347 62 一宮川 早野 茂原市早野 

8 印旛放水路 検見川  千葉市花見川区浪花町799-3 63 瑞沢川 寺崎 長生郡睦沢町大字寺崎下羽相沢833-1 

9 村田川 草刈 市原市草刈字堰の下961  64 一宮川 金田 長生郡睦沢町川島字磨流1372-2 

10 村田川 押沼橋 市原市押沼354 65 一宮川 第2 調節(内) 茂原市墨田392 

11 養老川 牛久 市原市牛久 66 一宮川 第2 調節(外) 茂原市墨田392 

12 養老川 安須橋 市原市山田473-3 67 一宮川 旭橋 茂原市下永吉466-5 

13 養老川 霞橋 市原市五井字上川原1116-2 68 一宮川 第1 調節(内) 茂原市猿袋1285 

14 養老川 妙香 市原市妙香字河田乙588-3 69 一宮川 第1 調節(外) 茂原市猿袋1285 

15 椎津川 椎津 市原市姉崎162-2 70 一宮川 一宮川河口 長生郡一宮町新地字砂畑 

16 真間川 鬼越 市川市鬼越1-1             71 水上川 水上 長生郡長柄町刑部字新川26-29 

17 国分川 須和田橋 市川市宮久保1-10-4 72 瑞沢川 調節池(内) 長生郡陸沢町大谷木606 

18 大柏川 北方 市川市北方町4-1422-1 73 瑞沢川 調節池(外) 長生郡陸沢町大谷木606 

19 大柏川 浜道橋 市川市柏井町3-110-12 74 埴生川 豊原橋 長生郡長南町地引1107-1 

20 旧江戸川 旧江戸川 市川市相之川1-23-6 地先 75 阿久川 調節池(内) 茂原市小林3348 

21 海老川 船橋本町 船橋市市場1-1974-8 76 阿久川 調節池(外) 茂原市小林3348 

22 長津川 長津川（内） 船橋市前貝塚町地先  77 落合川 佐室 いすみ市高谷545 

23 長津川 長津川（外） 船橋市前貝塚町地先  78 塩田川 新北橋 いすみ市大原7706-2 

24 新坂川 根本 松戸市根本541 79 夷隅川 杉戸 勝浦市大字杉戸字深水1243-6 

25 坂川 馬橋 松戸市小金井飛地字細沼1038-13 80 夷隅川 桑田 いすみ市岬町大字中滝梅の木1714 

26 新坂川 新松戸 松戸市新松戸2 丁目415-1 81 夷隅川 新苅谷橋 いすみ市苅谷723 

27 坂川 古ヶ崎 松戸市古ケ崎下合川847-1 82 夷隅川 大多喜 夷隅郡大多喜町久保198-6 

28 横六間川 横六間 松戸市主水新田541-10 83 夷隅川 久我原橋 夷隅郡大多喜町久我原1812 

29 坂川 柳原内水 市川市国府台3－19 84 西畑川 西畑 夷隅郡大多喜町笛倉38-1 

30 坂川 柳原外水     〃 85 平久里川 三芳 南房総市下堀75 

31 坂川 中矢切 松戸市中矢切218 86 佐久間川 下佐久間 安房郡鋸南町下佐久間 

32 国分川分水路 和名ヶ谷水門 松戸市和名ヶ谷1455 87 岩井川 岩井川 南房総市久枝421-1 

33 大堀川 昭和橋 柏市篠籠田130-4 88 汐入川 菱沼橋 館山市長須賀236-3 

34 手賀沼 手賀沼 柏市曙橋字若鮎3 89 丸山川 古川 南房総市岩糸2536 

35 手賀沼 北柏 柏市柏下1 番地先 90 瀬戸川 瀬戸川 南房総市千倉町瀬戸362-3 

36 大津川 中之橋 柏市大井2-9 地先 91 加茂川 横尾 鴨川市横尾417 

37 高崎川 鏑木橋 佐倉市表町3-17-1 地先 92 加茂川 貝渚 鴨川市貝渚542-2 

38 鹿島川 馬渡 佐倉市馬渡1523 93 洲貝川 江見 鴨川市東江見字運田792-2 

39 長門川 安食内水  印旛郡栄町安食字外下埜3795 94 曽呂川 代 鴨川市代字濁沢905-1 

40 北印旛沼 北印旛沼  印西市吉高字東 95 三原川 三原川 南房総市和田町小川335-2 

41 西印旛沼 西印旛沼  佐倉市臼井字遠部下 96 小糸川 中島 君津市中島413-1 

42 根木名川 新妻 成田市押畑208-8 97 小糸川 富久橋 君津市幸久2-9 

43 根木名川 吾妻橋 成田市寺台234-13  98 小糸川 清和大橋 君津市西粟倉字湯之上119-3 

44 根木名川 関戸橋 成田市関戸131-1  99 松川 成蔵橋 袖ヶ浦市永地地先 

45 栗山川 多古大橋 多古町多古字城山下1000-2 100 浮戸川 神納 袖ヶ浦市神納字宇田島1529-1 

46 黒部川 山田 香取市小見字川崎 101 小櫃川 雨城橋 君津市久留里大和田字前畑65-10 

47 小野川 牧野 香取市牧野字椎木2026 102 小櫃川 中根橋 木更津市高柳6332 

48 大須賀川 谷中 香取市谷中字梅川19-1 103 小櫃川 富川橋 袖ヶ浦市阿部字前畑100-6 

49 黒部川 新開橋 香取市小見川4866-109 地先 104 染川 佐貫 富津市鶴岡988 

50 尾羽根川 尾羽根川 成田市四ッ谷1033-3 105 湊川 上後 富津市東大和田字花輪田48-1 

51 高田川 高田川 銚子市芦崎町928 地先  106 湊川 丹後橋 富津市花輪1-3 

52 栗山川 芝崎 山武郡横芝光町横芝1028-1 107 矢那川 木更津 木更津市請西2-8  

53 新川 新川 旭市大字仁玉字新川山谷1450 108 矢那川 極楽橋  木更津市大字矢那上名主ヶ谷 

54 小中川 駒込 大網白里町駒込字南沼281-8      

55 真亀川 不動堂 九十九里町不動堂字新地前188-2      
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  ウ ダムテレメータ（雨量）                            平成24年4月現在 

番号 観測所名 位     置 備 考 

1 矢那川ダム 木更津市矢那988-1  

2 台木 木更津市根本一千場949-1  

※3 亀山 君津市豊田33  水位局併設 

4 祇園 木更津市祇園字上鴨473-1、476、477 合併8  

5 湯ケ滝 君津市黄和田畑字外出ノ代1369-7  

6 清水 君津市笹字本揃1923-2･3  

※7 片倉ダム 君津市笹1659-4 水位局併設 

8 田代 君津市笠字田代2027-4  

※9 高滝ダム 市原市養老468 水位局併設 

10 檜川橋 大多喜町粟又字下桧川211-3 水位局併設 

11 国本 市原市国本字桜の谷602  

※12 妙香 市原市妙香字河田乙588-3 水位局併設 

 

  エ ダムテレメータ（水位） 

番号 河川名 観測所名 位     置 備 考 

※1 小櫃川 亀山ダム 君津市豊田33 雨量局併設 

2 小櫃川 今間新橋 木更津市下郡字今間前1560-6  

3 小櫃川 片倉 君津市笹字真崎1456-4  

4 小櫃川 蔵玉 君津市蔵玉字長沢81-2  

※5 笹川 片倉ダム 君津市笹1659-4 雨量局併設 

6 笹川 鍋石 君津市笹字山見堂1979-1  

※7 養老川 高滝ダム 市原市養老468 雨量局併設 

※8 養老川 妙香 市原市妙香字河田乙588-3 雨量局併設 

9 養老川 西広 市原市西広字中川原1215-4  

10 養老川 古敷谷 市原市古敷谷字大ノ代1818-6  

11 養老川 持田崎 市原市田渕字川端2148-1  

12 養老川 檜川橋 大多喜町粟又字下桧川211-3  

13 矢那川 極楽橋 木更津市大字矢那上名主ヶ谷  

※14 矢那川 矢那川ダム 木更津市矢那988-1 雨量局併設 

15 矢那川 
矢那川ダム 

放水路 
木更津市字矢那下沢田  

※ 水防テレメータと兼用   

 

- 202 -



 

 

 

４ 海象観測所一覧表＜資料３－４＞                                                                                 平成24年4月現在 

観 測 所 名 所  在  地 管  理  者 
観     測     項     目 

電話番号 
風向・風速 潮  流 潮  位 波  高 雨  量 気  圧 

堀江 浦安市堀江 
国土交通省 

    水研６２型       
04（7125)7318 

江戸川河川事務所 内372 
妙典 市川市妙典 〃     デジタル水位計       〃 
船橋 船橋市浜町２－５－１ 千葉県葛南港湾事務所 風車型風向・風速計   超音波式     アネロイド式 047(433)1895 

千葉港観測塔 
Ｎ－35°36′28″ 

千葉県千葉港湾事務所 
コーシンベン 

  フース型 電波式波高計     043(246)6201 
Ｅ－140°01′35″ 風向・風速計 

千葉特別地域観測所 千葉市中央区中央港１－１２－２ 気象庁 風車型風向・風速計       転倒ます型雨量計 電気式気圧計  

千葉港 千葉市中央区中央港１－６－１ 千葉県千葉港湾事務所     
パネル型隔離 

      043(246)6201 
自記水位計 

出光興産 市原市姉崎海岸２－１ 出光興産     エアパージ式       0436(61)1211 

京葉シーバース 
Ｎ－35°30′30″ 

京葉シーバース 風車型電気式 
電気流向・ 
流速計 

  目測   自記式 0438(62)1211 
Ｅ－139°56′25″ 

陸上自衛隊 
管制気象隊気象班 

木更津市吾妻 自衛隊 
風車型風向・風速計 

      転倒ます型雨量計 電気式気圧計 
0438(23)3411 

内374 
内375 

飛行場観測装置 
ＧＭＬ－１１１ 

木更津（内港監視所） 木更津市富士見３－４ 千葉県木更津港湾事務所 風車型風向・風速計   超音波式   転倒ます型雨量計 振動式気圧計 0438(25)5141 

新日本製鉄君津 君津市人見１０５４－２ 新日本製鉄 
三杯型ロビンソン 

  フース型       
0439(52)4111 

風向・風速計 内2511 

第２海保 東京湾第２海保 
国土交通省 コーシンベン 

    ＵＳＷ－132Ｂ型     0468(25)3720 
関東地方整備局 風向・風速計 

浜金谷 
富津市金谷４３１３－１ 千葉県木更津港湾事務所 風車型風向・風速計   超音波式   転倒ます型雨量計   0439(69)8515 

（浜金谷港連連絡所） 

館山特別地域観測所 
館山市長須賀７６－１ 

気象庁 風車型風向・風速計   電波式   転倒ます型雨量計 電気式気圧計  
〃布良字小知谷下1287-4（潮位） 

海上自衛隊 
館山市宮城無番地 自衛隊 

２分間平均 
風向風速計 

      転倒ます型雨量計 
アネロイド式 
電気式 

0470(22)3191 
内213 館山航空基地 

館山港 館山港市沼１６８６－１７ 千葉県安房土木事務所     水圧式       0470(22)4341 
鴨川港 鴨川市磯村 千葉県安房土木事務所   電波式    0470(22)4341 

片貝 九十九里町小関 千葉県山武土木事務所    超音波式       0475(54)1135 
勝浦特別地域観測所 勝浦市墨名７０８－１ 気象庁 風車型風向・風速計       転倒ます型雨量計 電気式気圧計  

銚子地方気象台 
銚子市川口町２－６４３１ 

気象庁 風車型風向・風速計   
遠隔自記 

  転倒ます型雨量計 電気式気圧計 0479(22)0074 
銚子漁港（潮位） 検潮装置 

銚子漁港事務所 銚子市川口町２－６５２８－３ 千葉県銚子漁港事務所 風車型風向・風速計   フース型 ＴＵ－100Ｘ 転倒ます型雨量計 アネロイド式 0479(22)6503 
海上自衛隊 

柏市藤ヶ谷１６１４－１ 自衛隊 
２分間平均 

      転倒ます型雨量計 アネロイド式 
04(7191)2321 

内2420 下総航空基地 風向風速計 
飯岡 旭市 千葉県銚子漁港事務所 中域製           0479(22)6503 
乙浜 南房総市 千葉県南部漁港事務所 風車型風向・風速計     ＵＳＷ－１０００     0470(23)4751 

鴨川 鴨川市前原 千葉県南部漁港事務所 風車型風向・風速計   ＵＳＷ－１０００   0470(23)4751 
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【通信】 

１ 千葉県防災行政無線通信施設＜資料３－５＞ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県庁からの内線延長 　　　　支　　　部 　　　　　消防本部 防災関係機関
*企業庁 東葛飾地域振興事務所 [農林水産部] 銚子市 匝瑳市 銚子市（消） *九十九里地域水道（企） ●千葉市
*千葉県市長会・町村会 葛南地域振興事務所 水産情報通信センター 市川市 香取市 市川市（消） *長門川水道（企） *銚子海上保安部
*千葉県道路公社 印旛地域振興事務所 [県土整備部] 船橋市 山武市 *船橋市（消） *三芳水道（企）
*ＮＨＫ千葉放送局 香取地域振興事務所 市原土木事務所 館山市 いすみ市 *木更津市（消） ●千葉市（消）
*千葉県薬剤師会 海匝地域振興事務所 葛南土木事務所 木更津市 [印旛郡] 松戸市（消）
*ベイエフエム（光専用線） 山武地域振興事務所 東葛飾土木事務所 松戸市 酒々井町 *野田市（消）
*東葉高速鉄道（光専用線） 長生地域振興事務所 柏土木事務所 野田市 栄町 *成田市（消） [県土整備部]
*北総鉄道（光専用線） 夷隅地域振興事務所 成田土木事務所 茂原市 [香取郡] 旭市（消） ●千葉土木事務所

安房地域振興事務所 香取土木事務所 成田市 神崎町 習志野市（消）
君津地域振興事務所 海匝土木事務所 佐倉市 多古町 柏市（消） [病院局]

銚子土木事務所 東金市 東庄町 *市原市（消）
山武土木事務所 旭市 [山武郡] 流山市（消）
夷隅土木事務所 習志野市 大網白里町 八千代市（消）
鴨川出張所 柏市 九十九里町 我孫子市（消） ●下志津自衛隊
天羽出張所 勝浦市 芝山町 鎌ヶ谷市（消） ●ＮＴＴ千葉支店
鶴舞出張所 市原市 横芝光町 君津市（消） ●東京電力千葉支店
野田出張所 流山市 [長生郡] 富津市（消） ●千葉テレビ
小見川出張所 八千代市 一宮町 浦安市（消） ●千葉海上保安部
上総出張所 我孫子市 睦沢町 四街道市（消） ●日赤千葉県支部
亀山・片倉ダム管理事務所 鴨川市 長生村 袖ヶ浦市（消） ●千葉県医師会
高滝ダム管理事務所 鎌ヶ谷市 白子町 富里市（消） ●千葉大学附属病院
矢那川ダム管理事務所 君津市 長柄町 栄町（消） ●市立海浜病院
[水道局] 富津市 長南町 安房郡市広域（消）
水道局本局 浦安市 [夷隅郡] 長生郡市広域（消）

四街道市 大多喜町 匝瑳市横芝光町（消）
袖ヶ浦市 御宿町 山武郡市広域（消）
八街市 [安房郡] 香取広域（消）
印西市 鋸南町 佐倉・八街・酒々井（消）
白井市 印西地区（消）
富里市 夷隅郡市広域（消）
南房総市

（注１）●印の局は地上系無線局（ＦＷＡ）
（注２）※印の局は地上系無線（多重マイクロ局）
（注３）*印の局は内線延長局
（注４）地域振興事務所及び土木事務所等の合同庁舎内の機関は内線延長局として含まれる。

●県救急医療センター

防災関係機関

※銚子地方気象台

●千葉港湾事務所

県出先機関

消防本部

        県庁統制局

市町村

　　 地上系有線（光専用線）局数

県出先機関 市　町　村

　地上系無線局数

防災関係機関

：７．５ＧＨｚ帯回線

：１８ＧＨｚ帯回線

：有線(光専用線）

：内線延長

凡
　
例

 県庁
市町村
消防本部

 防災関係機関
（ＦＷＡ）
（多重マイクロ）
合計

(1)
16

(9)

 県出先機関 3

1
1
1

10

 県庁統制局
 支部
 市町村

 計 113

21
防災関係機関 3

 消防本部 25

光
専
用
線

接
続

1
10
53

県出先機関

（１）防災行政無線地上系回線構成図（平成 24 年 4 月現在） 
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    （２）防災行政無線衛星系回線構成図（平成２４年４月現在） 

 　　　　　　地球局数
県庁 1

県庁統制局 　　　　　通信衛星 支部 10
　　　　　スーパーバード B2号機 市町村 54

消防本部 26
県出先機関 60
防災関係機関 42
可搬型地球局 19
衛星通信車 1
　合　　　計 213

（注１）＊印の局は内線延長局
（注２）地域振興事務所等の合同庁舎内の機関は
　　　　内線延長局として含まれる。

東葛飾地域振興事務所 [防災危機管理部] 海匝土木事務所 [印旛郡] 千葉市（消） [自衛隊] [食料]
葛南地域振興事務所 消防学校 銚子土木事務所 酒々井町 銚子市（消） 習志野自衛隊
印旛地域振興事務所 西部防災センター 山武土木事務所 栄町 市川市（消） 松戸自衛隊 [医療]
香取地域振興事務所 [健康福祉部] 夷隅土木事務所 [香取郡] *船橋市（消） 木更津（陸）自衛隊 千葉県歯科医師会
海匝地域振興事務所 習志野健康福祉センター 千葉港湾事務所 神崎町 *木更津市（消） 木更津（空）自衛隊 [広域水道企業団]
山武地域振興事務所 市川健康福祉センター 鴨川出張所 多古町 松戸市（消） 館山自衛隊 北千葉広域水道（企）
長生地域振興事務所 野田健康福祉センター 天羽出張所 東庄町 *野田市（消） 下総自衛隊 東総広域水道（企）
夷隅地域振興事務所 香取健康福祉センター 鶴舞出張所 [山武郡] *成田市（消） 横須賀自衛隊 君津広域水道（企）
安房地域振興事務所 海匝健康福祉センター 野田出張所 大網白里町 旭市（消） [鉄道会社] 印旛郡市（事）水道
君津地域振興事務所 八日市場地域保健センター 小見川出張所 九十九里町 習志野市（消） ＪＲ千葉支社 八匝水道（企）

*山武健康福祉センター 上総出張所 佐倉市 芝山町 柏市（消） 京成電鉄 山武郡市広域水道（企）
夷隅健康福祉センター 東金市 横芝光町 *市原市（消） 新京成電鉄 長生郡市（事）水道
*鴨川地域保健センター 高滝ダム管理事務所 旭市 [長生郡] 流山市（消） 小湊鉄道 *九十九里地域水道（企）
*安房健康福祉センター 矢那川ダム管理事務所 習志野市 一宮町 八千代市（消） 東武鉄道 *長門川水道（企）

県庁（３） 君津健康福祉センター 真間川改修事務所 柏市 睦沢町 我孫子市（消） [ガス会社] *三芳水道（企）
東葛飾地域振興事務所 市原健康福祉センター 印旛沼下水道事務所 勝浦市 長生村 鎌ヶ谷市（消） 東京ガス 南房総水道（企）
印旛地域振興事務所 [環境生活部] 手賀沼下水道事務所 白子町 君津市（消） 京葉ガス [病院]
香取地域振興事務所 環境研究センター 江戸川下水道事務所 流山市 長柄町 富津市（消） 大多喜ガス 松戸市立病院
海匝地域振興事務所 [農林水産部] [水道局] 八千代市 長南町 浦安市（消） 千葉ガス 成田赤十字病院
山武地域振興事務所 千葉農業事務所 水道局本局 我孫子市 [夷隅郡] 四街道市（消） [輸送・道路] 旭中央病院

東京局 長生地域振興事務所 東葛飾農業事務所 千葉水道事務所 鴨川市 大多喜町 袖ヶ浦市（消） 千葉国道事務所 亀田総合病院
夷隅地域振興事務所 香取農業事務所 同上千葉西支所 鎌ヶ谷市 御宿町 富里市（消） 東日本高速道路 君津中央病院
安房地域振興事務所 海匝農業事務所 同上市原支所 君津市 [安房郡] 栄町（消） 　　道路管制センター 船橋医療センター
君津地域振興事務所 山武農業事務所 船橋水道事務所 富津市 鋸南町 安房郡市広域（消） 千葉県トラック協会 日医大北総病院
中央防災センター 両総用水管理課 同上船橋北支所 浦安市 長生郡市広域（消） *千葉県バス協会 千葉大付属病院
西部防災センター 北部林業事務所 市川水道事務所 四街道市 匝瑳市横芝光町（消） 成田国際空港(株) 東歯大市川総合病院
水道局（４） 中部林業事務所 ＊同上松戸支所 袖ヶ浦市 山武郡市広域（消） *成田空港事務所 帝京大医療センター
千葉市（消） 銚子水産事務所 同上葛南支所 八街市 香取広域（消） 慈恵医大柏病院

勝浦水産事務所 [企業庁] 印西市 佐倉・八街・酒々井（消） 安房地域医療センター
銚子漁港事務所 君津工水人見浄水場 白井市 印西地区（消） 市立海浜病院
*南部漁港事務所 [教育庁] 富里市 夷隅郡市広域（消） [その他]
水産情報通信センター 東上総教育事務所 南房総市 幕張メッセ
[県土整備部] [病院局] 匝瑳市
千葉土木事務所 県立東金病院 香取市
市原土木事務所 県立佐原病院 山武市
葛南土木事務所 県救急医療センター
東葛飾土木事務所 県循環器病センター
柏土木事務所 [その他]
成田土木事務所 知事公舎
香取土木事務所

車載地球局

千葉市
銚子市
市川市

市町村

関東農政局 千葉地域センター

可搬型地球局

支　　部

松戸市
木更津市

野田市

消防本部 防災関係機関

館山市

いすみ市

県出先機関

千葉県東京事務所
都道府県会館

成田市

船橋市

亀山・片倉ダム管理事務所

茂原市

市原市

可搬型
地球局

衛星通信車

（２）防災行政無線衛星系回線構成図（平成 24 年 4 月現在） 
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（３）防災行政無線全県移動系構成図

 

（３）防災行政無線全県移動系構成図（単信方式）１５０）防災行政無線全県移動系構成図（単信方式）１５０ＭＨz帯（平成２４年４月現在）防災行政無線全県移動系構成図（単信方式）１５０MHｚ帯（平成 24 年 4年４月現在） 4 月現在） 
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２ 千葉県の無線通信施設（防災行政無線を除く）＜資料３－６＞ 

 （１）水道局無線通信網図 

 

 

 

 

 

 

  栗山浄水場 

ちば野菊の里浄水場 

船橋給水場 

市川水道事務所(工務) 

松戸給水場 

沼南給水場 

船橋水道事務所(工務) 

県水道局 

誉田給水場 

北総浄水場 成田給水場 

水質ｾﾝﾀ  ー

柏井浄水場 

園生給水場 

千葉水道事務所(工務) 

福増浄水場 

北船橋給水場 
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 （２）企業庁管理・工業用水部無線通信網図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

南八幡浄水場(葛南工業用水道事務所）

羽鳥調圧塔

佐倉浄水場

　管理・工業用水部施設設備課

千葉工業用水道事務所

宮崎給水場

清水台配水池

郡本浄水場

袖ヶ浦浄水場皿木分場

袖ヶ浦浄水場

人見浄水場

小糸川釜神水位観測所

郡ダム

湊川取水場

防災行政無線鹿野山中継所

湊川長崎水位観測所

三島ダム

豊英ダム

こうすいかつなん

こうすいはとり

こうすいさくら

こうすいほんきょく

こうすいかんり

こうすいみやざきだい

こうすいしみずだい

こうすいやまくら

こうすいさらき

こうすいそでがうら

こうすいひとみ

こうすいかまがみ

こうすいこお

こうすいみなと

こうすいながさき

こうすいかのうざん

こうすいみしま

こうすいとよふさ

県・消防課

Ｆ３Ｅ

Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ
Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ

Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ

Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ
Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ

Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ

Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ

Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ

Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ

Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ
Ｆ２Ｄ

Ｆ３Ｅ

Ｆ３Ｅ

Ｆ３Ｅ

Ｆ３Ｅ

Ｆ３Ｅ

固定局

基地局 固定局

基地局

固定局

基地局

固定局
基地局

固定局

基地局

固定局

基地局

固定局
基地局

固定局

基地局

固定局

基地局

基地局

(固定局)

固定局

固定局

固定局

固定局

固定局

固定局

固定局

Ｆ３Ｅ
Ｆ２Ｄ

固定局

ＭＬ　　　４局
（ｱﾌﾟﾛｰﾁ回線　65.51MHz） 　　　　ＭＬ　2局

（ｱﾌﾟﾛｰﾁ回線　65.51MHz） 　　　　ＭＬ　6局

（ｱﾌﾟﾛｰﾁ回線　65.51MHz　固定局）

（ｱﾌﾟﾛｰﾁ回線　65.51MHz） 　　　　ＭＬ　3局

ＭＬ　　　1局

ＭＬ　　　1局

ＭＬ　　　1局

長柄ダム

山倉ダム

印旛沼

防
災
行
政
無
線
・
衛
星
回
線

千 葉 県 工 業 用 水 道 無 線 回 線 系 統 図

記号・線種

無線局（固定局・基地局）

無線局（中継固定局・基地局）

６０MHz帯無線電話回線

６０MHz帯無線電話中継回線

７０MHz帯無線テレメータ回線

７０MHz帯無線テレメータ・電話回線

電波形式（ＦＭ無線電話）

電波形式（ＦＭテレメータ）

移動無線局（車載型）

○

△

Ｆ３Ｅ

Ｆ２Ｄ

Ｍ　Ｌ

６０ＭＨｚ帯無線電話回線については、工業用水部施設課

との回線のみ表示した。

凡例

（本局　ＭＬ　１局）

湊川取水場

こうすいみなとがわ

こうすいこおり

郡ダム

こうすいひとみ

君津工業用水道事務所 人見浄水場

こうすいかのうざん

防災行政無線鹿野山中継所
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無線局設置場所一覧表 

無 線 局 名 設 置 場 所 所  在  地 電話番号 

（千葉県水道局） 

ちばけんすい 浄水課 千葉市花見川区幕張町5-417-24 043(211)8685 

けんすい きゅうすい 給水課 千葉市花見川区幕張町5-417-24 043(211)8721 

けんすい のぎく ちば野菊の里浄水場 松戸市栗山478-1 047(394)8300 

けんすい くりやま 栗山浄水場 松戸市栗山198 047(363)4195 

けんすい ふなきゅう 船橋給水場 船橋市行田町345 047(438)9102 

けんすい かしわい 柏井浄水場 千葉市花見川区柏井町430 043(259)5531 

けんすい ほくそう 北総浄水場 印西市竜腹寺296 0476(97)1271 

けんすい なりた 成田給水場 成田市吾妻1-22-4 0476(26)0214 

けんすい ふくます 福増浄水場 市原市福増47 0436(75)4116 

けんすい ほんだ 誉田給水場 千葉市緑区おゆみ野6-33-1 043(291)0018 

けんすい きたふな 北船橋給水場 船橋市大穴北7-8-1 047(457)4080 

けんすい まつどきゅうすい 松戸給水場 松戸市紙敷2-1-1 047(384)4580 

けんすい すいしつ 水質センター 千葉市美浜区若葉3-1-7 043(296)8100 

けんすい ちばこうむ 千葉水道事務所 工務課 千葉市中央区南町1-4-7 043(263)5383 

けんすい ふなばしこうむ 船橋水道事務所 工務課 船橋市高瀬町62-12 047(433)2511 

けんすい いちかわこうむ 市川水道事務所 工務課 市川市南八幡1-10-15 047(378)1515 

（千葉県企業庁管理・工業用水部） 

こうすい ほんきょく 千葉県企業庁 千葉市美浜区中瀬1-3 043(296)9219 

こうすい かんり 千葉工業用水道事務所 千葉市中央区末広3-4-16 043(264)7321 

こうすい かつなん 葛南工業用水道事務所 市川市南八幡2-23-1 047(478)4477 

こうすい さくら 佐倉浄水場 佐倉市角来2222 043(485)4115 

こうすい しみずだい 清水台配水池 千業市中央区赤井町清水台774-20 043(263)0010 

こうすい みやざき 宮崎給水場 千葉市中央区宮崎町625-1 043(263)4219 

こうすい やまくら 郡本浄水場 市原市北国分寺台3-5-1 0436(41)3713 

こうすい かのうざん 鹿野山無線中継所 君津市鹿野山大字一本松461-1   

こうすい ひとみ 人見浄水場 君津市人見5-7-31 0439(87)4851 

こうすい こおり 郡ダム管理所 君津市郡878 0439(52)2080 

こうすい とよふさ 豊英ダム管理所 君津市豊英196 0439(38)2518 

こうすい みしま 三島ダム管理所 君津市正木152 0439(38)2515 

こうすい みなとがわ 湊川取水場 富津市数馬7 0439(67)1131 

こうすい そでがうら 袖ケ浦浄水場 袖ケ浦市代宿553-2 0438(63)2272 

こうすい さらき 袖ヶ浦浄水場皿木分場 長生郡長柄町皿木176 0475(35)4902 
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（３）千葉県漁業用海岸局配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

● 

○ 

千倉 

40ＭＨz ＤＳＢ 

27ＭＨz ＤＳＢ 

勝浦 

40ＭＨz ＤＳＢ 

27ＭＨz ＤＳＢ 

大原 

40ＭＨz ＤＳＢ 

27ＭＨz ＤＳＢ 富津 

40ＭＨz ＤＳＢ 

27ＭＨz ＤＳＢ 

船橋 

40ＭＨz ＤＳＢ 

27ＭＨz ＤＳＢ 

（富津の無人中継所） 

銚子 

40ＭＨz ＤＳＢ 

27ＭＨz ＤＳＢ  

27ＭＨz ＳＳＢ 

水産情報通信センター 

 電話 中短波・短波 

 電信 中短波・短波 

40ＭＨz ＤＳＢ  

27ＭＨz ＤＳＢ   集中遠隔制御 

27ＭＨz ＤＳＢ  

● 県営無線局 

○ 組合営無線局 
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３ 警察通信施設＜資料３－７＞ 

   警察無線通信系統図 
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４ 国土交通省関係通信施設＜資料３－

  国土交通省関東地方整備局（含む独立行政法人水資源機構）関係回線系統図

  

 

 

 

 

国土交通省関係通信施設＜資料３－８＞ 

国土交通省関東地方整備局（含む独立行政法人水資源機構）関係回線系統図 
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表１．国土交通省（旧建設省）関東地方整備局（含む独立行政法人水資源機構）関係無線局 

無線局名 
照会 
番号 

設 置 施 設 名 所    在    地 電話番号名 

  （国土交通省）   

目 吹 1 
利根川上流河川事務所  

野田市目吹字ニツ塚1482 04（7122）3014 
 目 吹 出 張 所 

佐 原 2 利根川下流河川事務所 香取市佐原イ 4149 0478（52）6361 

布 佐 3 
北千葉導水路管理支所 

印西市発作1207 04（7189）3211 
（北千葉第一機場） 

栄 4  安 食 出 張 所 印旛郡栄町須賀856 0476（95）0042 

粉 名 口 5  佐 原 出 張 所 香取市佐原ロ 2097-8 0478（52）3795 

小 見 川 6  小見川  出 張 所 香取市小見川4884-8 0478（82）2629 

銚 子 7  銚 子 出 張 所 銚子市新生町1-9-13 0479（22）1250 

黒 部 川 8  黒 部 川 排 水 機 場 香取群東庄町新宿   

尾羽根川 9  尾羽根川 排 水 機 場 成田市滑川   

十 日 川 10  十 日 川 排 水 機 場 成田市大字安西字五畝858   

北 柏 27  北 千 葉 第 二 機 場 柏市戸張新田四反町26   

野 田 11 江戸川河川事務所 野田市宮崎134 04（7125）7311 

運 河 12  運 河 出 張 所 流山市西深井836 04（7152）0102 

松 戸 13  松 戸 出 張 所 松戸市主水新田102 04（343）3722 

市 川 15  根 本 排 水 機 場 市川市市川4-8-10   

船 戸 16  野田導水機側操作所 柏市船戸   

首 都 17 首都国道事務所 松戸市竹ヶ花86 047（362）4111 

市川国道 18  市 川 国 道 出 張 所 市川市高谷2-9-25 047（328）5304 

千 葉 19 千葉国道事務所 千葉市稲毛区天台5-27-1 043（287）0311 

都 20  千 葉 出 張 所 千葉市中央区都町252-11 043（233）0456 

酒 々 井 21  酒々井 出 張 所 印旛郡酒々井町上岩橋1155 043（496）5171 

木 更 津 22  木更津 出 張 所 木更津市潮見3-17 0438（22）4543 

柏 23  柏維持修繕出張所 柏市吉野沢3-9 04（7143）4230 

鹿 野 山 24  鹿野山無線中継所 君津市鹿野山一本松461   

常 磐 平 25 関 東 技 術 事 務 所 松戸市五香西6-12-1 047（389）5121 

船 橋 26  防 災 技 術 課 船橋市東船橋5-2-1 047（422）2101 

  （独立行政法人水資源機構）   

大 和 田 31 千葉用水総合管理所 八千代市村上3139 0474（83）0722 

酒 直 32  酒 直 機 場 印旛郡栄町酒直1737   

安 食 33  印 旛 機 場 印旛郡栄町安食字外下埜3795   

大 網 34 房総導水路建設所 山武郡大網白里町大字池田455 0475（72）4121 

小 中 35  小 中 無 線 中 継 所 山武郡大網白里町大字小中字中台19494   

横 芝 36  横 芝 機 場 山武郡横芝光町大字於幾字川口他1656   

長 柄 37  長 柄 浄 水 場 市原市古都辺字新山587   

東 庄 38 利根川河口堰管理所 香取郡東庄町新宿2276 0478（86）0477 
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５ 海上保安部通信施設＜資料３－９＞ 

（１）海上保安部災害通信系統図 

 

第三管区海上保安本部 

警備救難部運用司令センター 

 

 

銚子海上保安部◎ 

◎ 

◎千葉海上保安部 

船橋分室○ 

○館山分室 

◎木更津海上保安署 

勝浦海上保安署◎ 

◎固定局（専用） 
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（２）海上保安庁無線局所在地 

機  関  名 担当防災課 所  在  地 電話番号 郵便番号 

千葉海上保安部 警備救難課 
千葉市中央区中央港１－１２－２               

千葉港湾合同庁舎 
043-242-7238 260-0024 

銚子海上保安部 警備救難課 銚子市川口町２－６４３１ 0479-22-1359 288-0001 

 

第三管区海上保安本部 
警備救難部               

運用司令室 

横浜市中区北仲通５－５７               

横浜第２合同庁舎 
045-211-0773 231-8818 

木更津海上保安署   木更津市新港８－２ 0438-30-0118 292-0836 

袖ケ浦分室   袖ヶ浦市中袖３０ 0438-64-3118 299-0267 

船橋分室   船橋市潮見町３２－５ 047-432-4118 273-0016 

勝浦海上保安署   勝浦市浜勝浦４９９ 0470-73-4999 299-5233 

 

※千葉海上保安部及び銚子海上保安部は、常時、当直者等により 24 時間聴取。 

 木更津海上保安署、袖ヶ浦分室及び勝浦海上保安署は、土、日、休日及び勤務時間外は閉局となる。 
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６ 日本赤十字社通信施設＜資料３－１０＞ 

（１）日本赤十字社無線局配置図 
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（２）無線局設置場所一覧 

 

無線局名 設置場所 所在地 電話番号 

（日本赤十字社） 

 

 にっせきちば 

 

 にっせきなりた 

 

 にっせきふなばし 

 

 

 

日赤千葉県支部 

 

成田赤十字病院 

 

千葉県赤十字 

血液センター 

 

 

千葉市中央区千葉港５－７ 

 

成田市飯田町９０－１ 

 

船橋市豊富町６９０ 

 

 

 

043-241-7531 

 

0476-22-2311 

 

047-457-0711 
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(３)日赤無線（超短波）電話装置設置状況 

［１５７ＭＨＺ］ 

設 置 局 設 置 場 所 出力 呼 出 名 称 局数 

基地局 日本赤十字社千葉県支部事務局 ３０Ｗ にっせきちば 1 

    〃 成田赤十字病院医療社会事業部 ２５Ｗ にっせきなりた １ 

    〃 千葉県赤十字血液センター事務局 〃 にっせきふなばし １ 

陸上移動局・車載 成田赤十字病院救急車 〃 にっせきちば１～３ 3 

    〃 日本赤十字社千葉県支部救援指揮車 〃 にっせきちば４～５ 2 

    〃 日本赤十字社千葉県支部救援車 〃 にっせきちば１１～１２ 2 

    〃 日本赤十字社千葉県支部救援車 〃 にっせきちば２１～２３ 3 

    〃 日本赤十字社千葉県支部救援車 〃 にっせきちば３１～３３ 3 

    〃 千葉県赤十字血液センター血液搬送車 〃 にっせきちば５０～５１ 2 

    〃 成田赤十字病院医療社会事業部救援車 〃 にっせきなりた１～２ 2 

    〃 千葉県赤十字血液センター採血車 〃 にっせきふなばし１～４ 4 

    〃 千葉県赤十字血液センター搬送車 〃 にっせきふなばし５～１０ 6 

    〃 千葉県赤十字血液センター広報車 〃 にっせきふなばし１１～１２ 2 

陸上移動局・携帯局 日本赤十字社千葉県支部事務局 １０Ｗ にっせきちば２０６～２０７ 2 

    〃 日本赤十字社千葉県支部事務局 ５Ｗ にっせきちば１０１～１１９ 19 

    〃 成田赤十字病院医療社会事業部 ５Ｗ にっせきなりた１０１～１１０ 10 

    〃 成田赤十字病院医療社会事業部 ５Ｗ でぃーまっとなりた１～６ 6 

    〃 日本赤十字社千葉県支部事務局 ２５Ｗ にっせきちば９５ 1 

     

            ［４００ＭＨＺ］ 

設 置 局 設 置 場 所 出力 呼 出 名 称 局数 

基地局 日本赤十字社千葉県支部事務局 １０Ｗ せきじゅうじちば 1 

陸上移動局・車載 成田赤十字病院救急車 〃 せきじゅうじちば１～３ 3 

    〃 日本赤十字社千葉県支部救援車 〃 せきじゅうじちば４～５，７～８ 4 

陸上移動局・携帯 日本赤十字社千葉県支部事務局 １Ｗ せきじゅうじちば 101～114 14 
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７ 東京電力 ㈱ 通信施設＜資料３－１１＞ 

（１）マイクロ波無線構成図 

 

衛星無線回線 
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（２）無線局名称、所在地一覧表 

無 線 局 名 所  在  地 事 業 所 名 

東 電 千葉支店 千葉市中央区富士見２―９―５ 千 葉 支 店 

  〃  千葉火力   〃  中央区蘇我２―１３７７ 千  葉 火力発電所 

  〃   五井火力 市原市五井海岸１ 五  井   〃 

  〃   姉崎火力   〃  姉崎海岸３ 姉  崎   〃 

  〃   袖ケ浦火力 袖ケ浦市中袖２―１ 袖ケ浦   〃 

  〃   富津火力 富津市新富２５ 富  津   〃 

  〃   房総 市原市荻作７１ 房  総  変  電  所 

  〃   新京葉 船橋市小室町１０２４ 新京葉      〃 

  〃   新野田 野田市西三ケ尾２８１ 新野田      〃 

  〃   花見川 千葉市花見川区畑町２０５２ 花見川      〃 

  〃   新佐原 香取市片野字大林１６７－８ 新佐原      〃 

  〃   北総 印旛郡酒々井町馬橋４０４－１ 北 総      〃 

 〃  千葉中央 千葉市中央区蘇我町２－１３６９－１ 千葉中央    〃 

 〃  新木更津 木更津市下郡字羽黒２３９４－１ 新木更津 変 電 所 

  〃   東金 東金市東金馬場１７４１－１ 東  金  無線中継所 

  〃  野見金山 市原市平蔵字野見金向大滝３４０８ 野見金山    〃 

  〃   八日市場 匝瑳市八日市場イー１２１７ 八日市場    〃 

  〃   千葉支社 千葉市美浜区幸町１―２１―１９ 千  葉  支 社 

  〃   京葉支社 船橋市湊町２―２―１６ 京 葉  支 社 

 〃  松戸 松戸市小金原１－１９－２ 松  戸  別館 

  〃  東葛支社 柏市新柏１―１３―２ 東 葛  支 社  

  〃   野田 野田市宮崎８１―１ 野  田  別館 

  〃   成田支社 成田市花崎町８２２―１ 成  田  支 社 

  〃   佐原 香取市佐原イー４５８―１ 佐  原  センター 

  〃   銚子 銚子市中央町８―２０ 銚  子      〃 

  〃   東金営業センター 東金市東上宿２－２１－１ 東 金      〃 

  〃   茂原 茂原市八千代２―３―１ 茂  原      〃 

  〃   大原 いすみ市大原７４００―１８ 大  原      〃 

  〃   木更津支社 木更津市貝渕３―１３―４０ 木更津 支 社 

  〃   市原 市原市五井東２―１５―１０ 市  原  別館 

  〃   千葉支社別館 千葉市若葉区桜木町４４６ 千  葉  支 社 別 館 

  〃   下総 船橋市海神町南１―１６７６ 京 葉      〃 

  〃   流山 流山市野々下２―６７９ 東葛飾     〃 

 〃   成田支社別館 成田市赤坂２―１―１２ 成  田      〃 

衛星  東電市川浦安 浦安市日の出１ 市川浦安 別館 

  〃  東電館山 館山市長須賀９５－６ 館  山  センター 
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８ ＮＨＫ千葉放送局・東京ガス（株）通信施設＜資料３－１２＞ 

 

（１）ＮＨＫ千葉放送局・東京ガス（株）通信施設一覧 

無 線 局 名 設 置 場 所 所  在  地 電話番号 

（ＮＨＫ千葉放送局） 

ＮＨＫちば 三山ＦＭ放送所 船橋市三山町２－２１－９ 047-472-5874 

ＮＨＫちば３０ ＮＨＫ船橋営業センター 船橋市本町２－１０－１４ 047-435-8100 

ＮＨＫちば３１ ＮＨＫ千葉放送局 千葉市中央区中央４－１４－１４ 043-222-0119 

（東京ガス（株）） 

東京ガス千葉 

東京ガス（株）               

千葉導管ネットワークセンター 
千葉市中央区港町２０－１ 

043-225-2837 

（平日昼間のみ） 

保安指令センター 東京都港区海岸 1 丁目５－２０ 
043-225-0024 

（上記以外） 

東ガス千葉 東京ガス（株）千葉支店 千葉市美浜区幸町１－６－４ 043-242-6121 

東ガス袖ケ浦   〃    袖ケ浦工場 袖ケ浦市中袖１－１ 0438-62-3671 
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（２）東京ガス㈱固定無線回線系統図 
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〔システム〕 

 １ 千葉県防災情報システム構成概念図＜資料３－１３＞ 
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２ 千葉県防災情報システム端末装置設置機関＜資料３－１４＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 防災危機管理部 1 千葉土木事務所 20 安房土木事務所 1 千葉市 20 我孫子市 39 神崎町 1 千葉市消防局 20 四街道市消防本部 1 銚子地方気象台

2
県土整備部
道路環境課

2 市原土木事務所 21
安房土木事務所
　鴨川出張所

2 銚子市 21 鴨川市 40 多古町 2 銚子市消防本部 21 袖ケ浦市消防本部 2
陸上自衛隊
習志野駐屯地

3
市原土木事務所
　鶴舞出張所

22 君津土木事務所 3 市川市 22 鎌ケ谷市 41 東庄町 3 市川市消防局 22 富里市消防本部 3
海上自衛隊
館山航空基地

1 葛南地域振興事務所 4 千葉港湾事務所 23
君津土木事務所
　天羽出張所

4 船橋市 23 君津市 42 大網白里町 4 船橋市消防局 23 栄町消防本部 4
航空自衛隊
木更津第一補給処

2 東葛飾地域振興事務所 5 葛南土木事務所 24
君津土木事務所
　上総出張所

5 館山市 24 富津市 43 九十九里町 5 木更津市消防本部 24
香取広域市町村圏
事務組合消防本部

3 印旛地域振興事務所 6 葛南港湾事務所 25 木更津港湾事務所 6 木更津市 25 浦安市 44 芝山町 6 松戸市消防局 25
安房郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

4 香取地域振興事務所 7 東葛飾土木事務所 26 真間川改修事務所 7 松戸市 26 四街道市 45 横芝光町 7 野田市消防本部 26
長生郡市広域市町村圏
組合消防本部

5 海匝地域振興事務所 8 柏土木事務所 27
亀山・片倉ダム
管理事務所

8 野田市 27 袖ケ浦市 46 一宮町 8 成田市消防本部 27
匝瑳市横芝光町
消防組合消防本部

6 長生地域振興事務所 9
東葛飾土木事務所
　野田出張所

28 高滝ダム管理事務所 9 茂原市 28 八街市 47 睦沢町 9 旭市消防本部 28
山武郡市広域行政組合
消防本部

7 山武地域振興事務所 10 印旛土木事務所 10 成田市 29 印西市 48 長生村 10 習志野市消防本部 29
佐倉市八街市酒々井町
消防組合消防本部

8 夷隅地域振興事務所 11 成田土木事務所 11 佐倉市 30 白井市 49 白子町 11 柏市消防局 30
印西地区消防組合
消防本部

9 君津地域振興事務所 12 香取土木事務所 12 東金市 31 富里市 50 長柄町 12 市原市消防局 31
夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部

10 安房地域振興事務所 13
香取土木事務所
　小見川出張所

13 旭市 32 南房総市 51 長南町 13 流山市消防本部

14 海匝土木事務所 14 習志野市 33 匝瑳市 52 大多喜町 14 八千代市消防本部

1 警察本部警備課 15 銚子土木事務所 15 柏市 34 香取市 53 御宿町 15 我孫子市消防本部

16 山武土木事務所 16 勝浦市 35 山武市 54 鋸南町 16 鎌ケ谷市消防本部

17 長生土木事務所 17 市原市 36 いすみ市 17 君津市消防本部

18 夷隅土木事務所 18 流山市 37 酒々井町 18 富津市消防本部

19
夷隅土木事務所
　大多喜出張所

19 八千代市 38 栄町 19 浦安市消防本部

（消防本部（局）） （防災関係機関）（県庁）

（支部）

（県土整備部出先機関） （市町村）
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〔その他〕 

 １ 大雨、洪水注意報及び警報基準表 ＜資料３－１５＞ 

 
・大雨注意報基準表                          平成22年 5月27日現在 

市町村等

をまとめ

た地域 

市町村 雨量基準 
土壌雨量指

数基準 

市町村等を

まとめた地

域 

市町村 雨量基準 
土壌雨量指

数基準 

千葉中央 

 

千葉市 R1=30 84 香取・海匝 

 

多古町 R1=40 98 

市原市 R1=30 92 東庄町 R1=30 104 

印旛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田市 
平坦地：R1=30， 

平坦地以外R1=60 
92 

山武・長生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茂原市 R1=40 114 

佐倉市 R1=30 88 東金市 R1=30 99 

四街道市 R1=40 102 山武市 
平坦地：R1=30 

平坦地以外：R1=40 
99 

八街市 R1=30 97 大網白里町 R1=30 102 

印西市 R1=40 88 九十九里町 R1=40 125 

白井市 R1=30 100 芝山町 R1=40 98 

富里市 R1=40 97 横芝光町 R3=80 102 

酒々井町 R1=30 92 一宮町 R1=30 122 

栄町 R1=30 97 睦沢町 R1=40 122 

東葛飾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川市 R3=40 96 長生村 R1=40 140 

船橋市 
平坦地：R3=40 

平坦地以外：R1=30 
94 白子町 R1=30 140 

松戸市 R3=40 100 長柄町 R1=40 124 

野田市 R1=40 92 長南町 R1=30 121 

習志野市 
R1=25 あるいは 

R3=40 
84 

君津 

 

 

 

 

 

木更津市 
平坦地：R3=70 

平坦地以外：R1=30 
112 

柏市 R1=30 88 君津市 R1=30 112 

流山市 R1=30 92 富津市 
平坦地：R3=90 

平坦地以外：R1=40 
110 

八千代市 R3=40 84 袖ケ浦市 R1=30 113 

我孫子市 R3=40 88 夷隅・安房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館山市 R1=25 102 

鎌ケ谷市 R3=40 94 勝浦市 R1=40 108 

浦安市 R1=30 115 鴨川市 R1=30 108 

香取・海匝 

 

 

 

 

 

 

 

銚子市 
平坦地：R1=30 

平坦地以外：R3=50 
107 南房総市 R1=30 94 

旭市 
平坦地：R3=70 

平坦地以外：R1=30 
104 いすみ市 R1=30 117 

匝瑳市 
平坦地：R3=50 

平坦地以外：R1=30 
92 大多喜町 

平坦地：R3=60 

平坦地以外：R1=40 
117 

香取市 R1=30 101 御宿町 R1=40 119 

神崎町 R1=30 107 鋸南町 R1=30 104 

注１ Ｒ１：１時間降水量、 

注２ Ｒ３：３時間降水量 

注３ 土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に 

貯まっている雨水の量を示す指数。 
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・洪水注意報基準表                          平成22年 5月27日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準 

千葉中央 

 

 

 

千葉市 R1=30 
都川流域=15，村田川流域=6，鹿島川流

域=14 
- 

市原市 R1=30 
養老川流域=11，村田川流域=13，平蔵

川流域=9 
- 

印旛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田市 
平坦地：R1=30， 

平坦地以外R1=60 

大須賀川流域=6，根木名川流域=15，長

門川流域=27 
- 

佐倉市 R1=30 鹿島川流域=11，高崎川流域=12 - 

四街道市 R1=40 鹿島川流域=18 R1=25 かつ 鹿島川流域=13 

八街市 R1=30 － - 

印西市 R1=40 長門川流域=14 - 

白井市 R1=30 － - 

富里市 R1=40 根木名川流域=3，高崎川流域=10 - 

酒々井町 R1=30 高崎川流域=12 - 

栄町 R1=30 長門川流域=22 - 

東葛飾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川市 R3=40 - - 

船橋市 
平坦地：R3=40 

平坦地以外：R1=30 
- - 

松戸市 R3=40 － R3＝30 かつ 江戸川流域=8 

野田市 R1=40 － 平坦地：R3=30 かつ 江戸川流域=5 

習志野市 R1=25あるいはR3=40 － - 

柏市 R1=30 － - 

流山市 R1=30 － R1＝20 かつ 江戸川流域=9 

八千代市 R3=40 － - 

我孫子市 R3=40 － - 

鎌ケ谷市 R3=40 － - 

浦安市 R1=30 － - 

香取・海匝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銚子市 
平坦地：R1=30 

平坦地以外：R3=50 
－ - 

旭市 
平坦地：R3=70 

平坦地以外：R1=30 
－ - 

匝瑳市 
平坦地：R3=50 

平坦地以外：R1=30 
－ - 

香取市 R1=30 
黒部川流域=6，大須賀川流域=18，栗山

川流域=11 
- 

神崎町 R1=30 大須賀川流域=8 - 

多古町 R1=40 栗山川流域=16 - 

東庄町 R1=30 － - 

山武・長生 

  

  

  

  

  

茂原市 R1=40 一宮川流域=14，南白亀川流域=14 - 

東金市 R1=30 作田川流域=9，真亀川流域=8 - 

山武市 
平坦地：R1=30 

平坦地以外：R1=40 

木戸川流域=6，作田川流域=14，境川流

域=13 
- 

大網白里町 R1=30 南白亀川流域=16，真亀川流域=9 - 

九十九里町 R1=40 作田川流域=8，真亀川流域=15 - 
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芝山町 R1=40 木戸川流域=7 - 

横芝光町 R3=80 栗山川流域=30 R3=60 かつ 栗山川流域=15 

一宮町 R1=30 一宮川流域=17 
平坦地：R1=25 かつ 一宮川流域

=15 

睦沢町 R1=40 一宮川流域=19，埴生川流域=12 - 

長生村 R1=40 一宮川流域=17 - 

白子町 R1=30 南白亀川流域=13 - 

長柄町 R1=40 一宮川流域=11 - 

長南町 R1=30 埴生川流域=6，一宮川流域=18 - 

君津 

  

  

  

木更津市 
平坦地：R3=70 

平坦地以外：R1=30 
矢那川流域=14，小櫃川流域=17 - 

君津市 R1=30 
小糸川流域=12，小櫃川流域=26，笹川

流域=7，御腹川流域=12 
- 

富津市 
平坦地：R3=90 

平坦地以外：R1=40 
湊川流域=13，志駒川流域=12 - 

袖ケ浦市 R1=30 小櫃川流域=17 - 

夷隅・安房 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

館山市 R1=25 平久里川流域=18 - 

勝浦市 R1=40 夷隅川流域=7 - 

鴨川市 R1=30 加茂川流域=10 - 

南房総市 R1=30 
平久里川流域=13，丸山川流域=9，三原

川流域=10 
- 

いすみ市 R1=30 落合川流域=8，夷隅川流域=25 - 

大多喜町 
平坦地：R3=60 

平坦地以外：R1=40 

夷隅川流域=19，西畑川流域=8，養老川

流域=8 
- 

御宿町 R1=40 落合川流域=8 - 

鋸南町 R1=30 － - 

注１ Ｒ１：１時間降水量 

注２ Ｒ３：３時間降水量 

 注３ 流域雨量指数：流域雨量指数は、降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる 
                      地域・時刻に存在する流域の雨水の量を示す指数。 
 

 

 

 

・大雨警報基準表                           平成22年 5月27日現在 

市町村等

をまとめ

た地域 

市町村 雨量基準 
土壌雨量指

数基準 

市町村等を

まとめた地

域 

市町村 雨量基準 
土壌雨量

指数基準 

千葉中央 

 

 

千葉市 R1=50 106 
香取・海匝 

 

 

多古町 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=70 
116 

市原市 R1=50 116 東庄町 R1=50 123 

印旛 

 

 

 

 

 

成田市 
平坦地：R1=50  

平坦地以外：R1=90 
109 

山武・長生 

 

 

 

 

 

茂原市 R1=60 135 

佐倉市 
平坦地：R1=50  

平坦地以外：R1=60 
104 東金市 R1=60 117 

四街道市 R1=60 121 山武市 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=80 
117 
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八街市 R1=60 115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大網白里町 
平坦地：R1=50  

平坦地以外：R1=60 
121 

印西市 
平坦地：R1=60 

平坦地以外：R1=70 
104 九十九里町 R1=60 - 

白井市 R1=60 118 芝山町 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=70 
116 

富里市 R1=60 115 横芝光町 R3=120 121 

酒々井町 R1=50 109 一宮町 R1=50 144 

栄町 R1=50 115 睦沢町 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=70 
144 

東葛飾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川市 R3=80 120 長生村 R1=60 - 

船橋市 
平坦地：R3=80 

平坦地以外：R1=50 
118 白子町 R1=50 - 

松戸市 R3=70 125 長柄町 R1=60 147 

野田市 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=70 
115 長南町 R1=50 143 

習志野市 
R1=50 あるいは 

R3=80 
106 君津 

 

 

 

 

木更津市 
平坦地：R3=110  

平坦地以外：R1=50 
132 

柏市 R1=50 111 君津市 R1=50 132 

流山市 R1=50 115 富津市 
平坦地：R3=130  

平坦地以外：R1=60 
130 

八千代市 R3=80 106 袖ケ浦市 R1=50 134 

我孫子市 R3=70 111 夷隅・安房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館山市 R1=50 121 

鎌ケ谷市 R3=70 118 勝浦市 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=70 
128 

浦安市 R1=50 - 鴨川市 R1=50 128 

香取・海匝 

 

 

 

 

 

 

 

 

銚子市 
平坦地：R1=50 

平坦地以外：R3=70 
126 南房総市 R1=50 111 

旭市 
平坦地：R3=110  

平坦地以外：R1=50 
123 いすみ市 R1=50 138 

匝瑳市 
平坦地：R3=90 

平坦地以外：R1=60 
109 大多喜町 

平坦地：R3=90  

平坦地以外：R1=70 
138 

香取市 R1=70 119 御宿町 R1=70 140 

神崎町 R1=50 127 鋸南町 
平坦地：R1=50  

平坦地以外：R1=60 
123 

 注１ Ｒ１：１時間降水量 

注２ Ｒ３：３時間降水量 

 注３ 平坦地：概ね傾斜が30パーミル以下で、都市化率が25％以上の地域 

 注４ 土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に 

貯まっている雨水の量を示す指数。 
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・洪水警報基準表                            平成22年 5月27日現在 

市町村等 

をまとめ 

た地域 

市町村 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準 

千葉中央 

 

 

 

千葉市 R1=50 
都川流域=19，村田川流域=12，鹿島川流

域=17 
－ 

市原市 R1=50 
養老川流域=15，村田川流域=16，平蔵川

流域=11 
－ 

印旛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田市 
平坦地：R1=50  

平坦地以外：R1=90 

大須賀川流域=12，根木名川流域=19，長

門川流域=34 
－ 

佐倉市 
平坦地：R1=50  

平坦地以外：R1=60 
鹿島川流域=17，高崎川流域=15 － 

四街道市 R1=60 鹿島川流域=23 R1=40 かつ 鹿島川流域=13 

八街市 R1=60 － － 

印西市 
平坦地：R1=60 

平坦地以外：R1=70 
長門川流域=28 － 

白井市 R1=60 － － 

富里市 R1=60 根木名川流域=4，高崎川流域=12 － 

酒々井町 R1=50 高崎川流域=15 － 

栄町 R1=50 長門川流域=27 － 

東葛飾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川市 R3=80 － － 

船橋市 
平坦地：R3=80 

平坦地以外：R1=50 
－ － 

松戸市 R3=70 － R3=40 かつ 江戸川流域=8 

野田市 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=70 
－ 平坦地：R3=50 かつ 江戸川流域=5 

習志野市 R1=50あるいはR3=80 － － 

柏市 R1=50 － R1=40 かつ 利根川流域=63 

流山市 R1=50 － R1=30 かつ 江戸川流域=9 

八千代市 R3=80 － － 

我孫子市 R3=70 － R3=50 かつ 利根川流域=56 

鎌ケ谷市 R3=70 － － 

浦安市 R1=50 － － 

香取・海匝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銚子市 
平坦地R1=50 

平坦地以外：R3=70 
－ － 

旭市 
平坦地：R3=110  

平坦地以外：R1=50 
－ － 

匝瑳市 
平坦地：R3=90 

平坦地以外：R1=60 
－ － 

香取市 R1=70 
黒部川流域=8，大須賀川流域=23，栗山川

流域=14 
－ 

神崎町 R1=50 大須賀川流域=14 － 

多古町 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=70 
栗山川流域=32 － 

東庄町 R1=50 － － 
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山武・長生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茂原市 R1=60 一宮川流域=18，南白亀川流域=18 － 

東金市 R1=60 作田川流域=12，真亀川流域=10 － 

山武市 
平坦地：R1=60 

平坦地以外：R1=80 

木戸川流域=11，作田川流域=17，境川流

域=16 
－ 

大網白里町 
平坦地：R1=50  

平坦地以外：R1=60 
南白亀川流域=20，真亀川流域=18 － 

九十九里町 R1=60 作田川流域=11，真亀川流域=19 － 

芝山町 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=70 
木戸川流域=9 － 

横芝光町 R3=120 栗山川流域=38 R3=90 かつ 栗山川流域=15 

一宮町 R1=50 一宮川流域=23 平坦地：R1=40 かつ 一宮川流域=15 

睦沢町 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=70 
一宮川流域=24，埴生川流域=15 － 

長生村 R1=60 一宮川流域=22 R1=30 かつ 一宮川流域=17 

白子町 R1=50 南白亀川流域=16 － 

長柄町 R1=60 一宮川流域=14 － 

長南町 R1=50 埴生川流域=12，一宮川流域=22 － 

君津 

 

 

 

 

 

 

木更津市 
平坦地：R3=110  

平坦地以外：R1=50 
矢那川流域=18，小櫃川流域=21 － 

君津市 R1=50 
小糸川流域=19，小櫃川流域=32，笹川流

域=9，御腹川流域=15 
－ 

富津市 
平坦地：R3=130  

平坦地以外：R1=60 
湊川流域=21，志駒川流域=15 － 

袖ケ浦市 R1=50 小櫃川流域=26 － 

夷隅・安房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館山市 R1=50 平久里川流域=35 平坦地：R3=120 かつ 平久里川流域=23 

勝浦市 
平坦地：R1=60  

平坦地以外：R1=70 
夷隅川流域=14 － 

鴨川市 R1=50 加茂川流域=17 － 

南房総市 R1=50 
平久里川流域=23，丸山川流域=11，三原

川流域=17 
－ 

いすみ市 R1=50 落合川流域=14，夷隅川流域=31 － 

大多喜町 
平坦地：R3=90  

平坦地以外：R1=70 

夷隅川流域=24，西畑川流域=10，養老川

流域=15 
－ 

御宿町 R1=70 落合川流域=16 － 

鋸南町 
平坦地：R1=50  

平坦地以外：R1=60 
－ － 

 注１ Ｒ１：１時間降水量 

注２ Ｒ３：３時間降水量 

 注３ 平坦地：概ね傾斜が30パーミル以下で、都市化率が25％以上の地域 

 注４ 流域雨量指数：流域雨量指数は、降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる 

                       地域・時刻に存在する流域の雨水の量を示す指数。 
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・高潮警報・注意報基準表                        平成22年 5月27日現在 

市町村等

をまとめ

た地域 

市町村 

潮位（標高） 市町村等を

まとめた地

域 

市町村 

潮位（標高） 

警報 注意報 警報 注意報 

千葉中央 

 

千葉市 3.8m 1.8m 香取・海匝 

 

多古町 - - 

市原市 3.1m 1.8m 東庄町 - - 

印旛 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田市 - - 山武・長生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茂原市 - - 

佐倉市 - - 東金市 - - 

四街道市 - - 山武市 1.5m 1.0m 

八街市 - - 大網白里町 1.5m 1.0m 

印西市 - - 九十九里町 1.5m 1.0m 

白井市 - - 芝山町 - - 

富里市 - - 横芝光町 1.5m 1.0m 

酒々井町 - - 一宮町 1.5m 1.0m 

栄町 - - 睦沢町 - - 

東葛飾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川市 3.9m 1.8m 長生村 1.5m 1.0m 

船橋市 3.9m 1.8m 白子町 1.5m 1.0m 

松戸市 - - 長柄町 - - 

野田市 - - 長南町 - - 

習志野市 3.8m 1.8m 
君津 

 

 

木更津市 2.9m 1.3m 

柏市 - - 君津市 2.9m 1.8m 

流山市 - - 富津市 1.8m 1.3m 

八千代市 - - 袖ケ浦市 2.9m 1.8m 

我孫子市 - - 
夷隅・安房 

 

 

 

 

 

 

館山市 1.8m 1.5m 

鎌ケ谷市 - - 勝浦市 1.8m 1.5m 

浦安市 3.9m 1.8m 鴨川市 1.8m 1.5m 

香取・海匝 

 

 

 

銚子市 1.5m 1.0m 南房総市 1.8m 1.5m 

旭市 1.5m 1.0m いすみ市 1.8m 1.5m 

匝瑳市 1.5m 1.0m 大多喜町 - - 

香取市 - - 御宿町 1.8m 1.5m 

神崎町 - - 鋸南町 1.7m 1.5m 

注１ 高潮警報・注意報の基準の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。 

「標高」の基準面として東京湾平均海面（TP）を用いる。 
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［４］保健・医療関係 

１ 日本赤十字社千葉県支部災害救護業務組織編成表＜資料４－１＞ 

区 分 名   称 １個班の編成 編成基準 摘        要 

千 葉 県 

救 護 班 

日本赤十字社千葉県支部 

 

［第１～第１２救護班］ 

医師(班長) １名 

看 護 師 長  １名 

看 護 師 ２名 

薬 剤 師 １名 

主   事 ２名 

成田赤十字病院に１２個班 

本表外に予備救護班を千葉県赤十字血液センターに１個班、千

葉県赤十字血液センタ千葉港出張所に１個班を編成。 

また、全国各都道府県支部に４９５個班を編成。 

ＤＭＡＴ 

医師(班長) １名 

看 護 師 長  １名 

看 護 師 １名 

主   事 ２名 

成田赤十字病院に２チーム 

血 液 搬 送 

千葉県赤十字血液センター 

千葉県千葉港赤十字血液センタ

ー［血液製剤供給班］ 

供 給 要 員  ２名 
各血液センターに２名 

計４名を登録 

医療機関へ血液製剤を供給業務に従事する血液供給要員を登

録・任命 

奉 仕 団 
千葉県赤十字奉仕団 

１３，４８８名 

     千葉県赤十字地域奉仕団  12,396名 

千葉県青年赤十字奉仕団     422名 

千葉県赤十字安全奉仕団     249名 

千葉県赤十字看護奉仕団      41名 

千葉県赤十字語学奉仕団      61名 

成田赤十字病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会     56名 

千葉県赤十字特殊救護奉仕団  50名 

千葉県赤十字安全水泳奉仕団  37名 

千葉県青少年赤十字賛助奉仕団  176名 

各種奉仕団ごとの特色ある技術を生かした活動を実施する。 

炊き出し、無線通信、応急手当、救援物資搬送、通訳避難所奉

仕、救護班サポート、健康相談、ナビゲーター、避難所の子ども

たちに対する遊びや学習の支援等 

防 災 

ボランティア 

防災ボランティアリーダー  県下に３０名を養成・登録 

市・郡の防災担当課との連携のもとに、必要な連絡調整の任に
あたる災害発生時に防災ボランティアとしての活動を申し出る個
人または団体を受け入れ、必要な講習を実施または指導する地区
リーダーを支援する。 

防災ボランティア地区リーダー 
市町村ごとに必要人員

を配置する 
県下に２０１名を養成・登録 

災害発生時に防災ボランティアとしての活動を申し出る個人ま
たは団体を受け入れ、コーディネートする。また、平時には必要
な講習を実施または指導する。 

一般防災ボランティア  県下に３０９名を養成・登録 

防災ボランティア活動に参加を希望し、必要な研修を受け、防
災ボランティアとして登録した個人または団体及び災害時におい
て協力を申し出る個人または団体 

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
者
も
多
数 
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２ 救護班＜資料４－２＞ 

（１）日赤県支部         

         

編 成 区 分 編成可能班数 １ 班 の 構 成 人 員 要請連絡先 

日赤千葉県

支部 

救護班 １２個班 

医師（班長）１名 

看護師長１名 

看護師２名 

薬剤師1名 

主事２名 日本赤十字社千葉県支部 

043(241)7531 

ＤＭＡＴ ２チーム 

医師（班長）１名 

看護師長１名 

看護師１名 

主事２名 

         

（２）千葉県         

         

編 成 区 分 編成可能班数 １ 班 の 構 成 人 員 要請連絡先 

県立病院 １３個班 

医師１～２名                         

看護師３～４名                         

薬剤師１名                         

事務員（運転者を含む）１～３名 

病院局経営管理課               

043(223)3962 

         

編 成 区 分 編成可能班数 １ 班 の 構 成 人 員 要請連絡先 

健康福祉センター 

(保健所) 
１３個班 

医師１名                         

保健師・看護師２名                         

薬剤師１名                         

事務員（運転者を含む）２名 

健康福祉政策課               

043(223)2615 
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（３）県医師会 

 

編 成 区 分 管 轄 市 町 村 備 考 

祉団法人 千葉市医師会 千葉市  

〃   八千代市医師会 八千代市  

〃   習志野市医師会 習志野市  

〃   船橋市医師会 船橋市  

〃   鎌ケ谷市医師会 鎌ケ谷市  

〃   市川市医師会 市川市  

〃   浦安市医師会 浦安市  

〃   松戸市医師会 松戸市  

〃   柏市医師会 柏市  

〃   我孫子市医師会 我孫子市  

〃   流山市医師会 流山市  

〃   野田市医師会 野田市  

〃   印旛市郡医師会 佐倉市・成田市・四街道市・印西市・白井市・

八街市・富里市・酒々井町・栄町 

 

〃   香取郡市医師会 香取市・神崎町・多古町・東庄町  

〃   銚子市医師会 銚子市  

〃   旭市医師会 旭市  

〃   匝瑳医師会 匝瑳市・横芝光町（旧光町）  

〃   山武郡市医師会 山武市・東金市・大綱白里町・九十九里町・

芝山町・横芝光町（旧横芝町） 

 

〃   茂原市長生郡医師会 茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・

長柄町・長南町 

 

〃   勝浦市夷隅郡医師会 いすみ市・勝浦市・大多喜町・御宿町  

〃   安房医師会 館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町  

〃   君津木更津医師会 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市  

〃   市原市医師会 市原市  

 

- 234 -



 

 

  

（４）県歯科医師会 

 

編 成 ・ 区 分 管 轄 市 町 村 備 考 

社団法人 千葉市歯科医師会 千葉市  

〃   習志野市歯科医師会 習志野市  

〃   船橋歯科医師会 船橋市、鎌ケ谷市  

〃   市川市歯科医師会 市川市  

〃   野田市歯科医師会 野田市  

〃   松戸歯科医師会 松戸市  

〃   印旛郡市歯科医師会 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、

白井市、富里市、酒々井町、栄町 

 

〃   佐原市香取郡歯科医師会 香取市、神崎町、多古町、東庄町  

〃   銚子市歯科医師会 銚子市  

〃   旭市歯科医師会 旭市  

〃   匝瑳郡市歯科医師会 匝瑳市  

〃   山武郡市歯科医師会 山武市、東金市、芝山町・横芝光町  

〃   茂原市長生郡歯科医師会 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、

長柄町、長南町 

 

〃   市原市歯科医師会 市原市  

〃   君津木更津歯科医師会 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市  

〃   安房歯科医師会 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町  

〃   夷隅郡市歯科医師会 いすみ市、勝浦市、大多喜町、御宿町  

〃   柏歯科医師会 柏市  

〃   流山市歯科医師会 流山市  

〃   我孫子市歯科医師会 我孫子市  

〃   八千代市歯科医師会 八千代市  

〃   浦安市歯科医師会 浦安市  
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（５）ＤＭＡＴ 

 

 医療圏 所在地 病 院 名 チーム数 

1 
千葉 

千葉市中央区 千葉大学医学部附属病院 

２６チーム 

（H24.4.1 現在） 

2 千葉市美浜区 千葉県救急医療センター 

3 
東葛南部 

船橋市 船橋市立医療センター 

4 浦安市 順天堂大学医学部附属浦安病院 

5 東葛北部 松戸市 国保松戸市立病院 

6 
印旛 

成田市 成田赤十字病院 

7 印西市 日本医科大学千葉北総病院 

8 香取海匝 旭市 総合病院国保旭中央病院 

9 安房 鴨川市 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 

10 君津 木更津市 国保直営総合病院君津中央病院 

11 市原 市原市 千葉県循環器病センター 
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３ 医薬品等＜資料４－３＞ 

 

（１）災害用備蓄医薬品等の備蓄場所及び備蓄数量               

  平成24年3月1日現在 

１セット：５００人分（県全体備蓄数量：２２セット,１１，０００人分） 

 

  

備蓄数量 備   蓄   場   所 

３セット 習志野及び印旛の各健康福祉センター（保健所） 

２セット 県庁薬務課、山武健康福祉センター（保健所） 

１セット 
市川，松戸，野田、香取，海匝，長生，夷隅，安房，君津及び市原の各健康福祉センター（保健所） 

八日市場及び鴨川の各地域保健センター 

（２）災害用備蓄医薬品の種類及び数量 
 
 災害用備蓄衛生材料一覧 

番号 薬効分類 規     格     品 
商品名（メーカー名） 品目（一般名） 規   格 備蓄数量 

1 衛生器具 
テルモシリンジ２．５ＭＬ２１Ｇ（ﾃﾙﾓ） 
テルモシリンジ５ＭＬ２１Ｇ  （ﾃﾙﾓ） 
テルモシリンジ１０ＭＬ２１Ｇ （ﾃﾙﾓ） 

ディスポ針付 
注射器 

２．５ｍｌ 
５ｍｌ 
１０ｍｌ 

３００本 
３００本 
３００本 

2 衛生器具 テルフュージョン輸液セット  （ﾃﾙﾓ） ディスポ点滴 
輸液セット ＴI－Ｕ２５０Ｐ ３００個 

3 衛生材料 ソフラットシーネ（竹虎） 副木 
Ｍ 
Ｌ 
ＬＬ 

１０本 
２０本 
１０本 

4 衛生材料 包帯（川本産業） 包帯 
４．５ｃｍ 
７．０ｃｍ 
９．３ｃｍ 

６個入り×２５本 
４個入り×２５本 
３個入り×２５本 

5 衛生材料 三角巾（開新舎） 三角巾 大 
特大 

２０個 
２０個 

6 衛生材料 ニチバン病院用５ｍ H12 （ニチバン） 

   〃      H25 （ニチバン） 
絆創膏 

１２ｍｍ×５ｍ 

２５ｍｍ×５ｍ 

５０巻          

５０巻 

7 衛生材料 カット綿（川本産業） 日局脱脂綿 ５００ｇ １５個 

8 衛生材料 ケーパイン（川本産業） 滅菌ガーゼ ５０枚 ３０個 

9 衛生材料 油紙（白十字） 油紙 １００枚 ５個 

10 衛生材料 滅菌済レジラップＮ（オカモト） 医療用手袋 ５０双 ５個 

11 衛生材料 純白模造 薬包紙 中型 薬包紙 １０００枚 ５個 

12 雑品 ラジオ付き強力ライト（パナソニック） 懐中電灯 １個 ５個 
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 災害用備蓄医薬品一覧（１セット：５００人分） 
番
号 薬効分類 

規     格     品 

商品名（メーカー名） 品目（一般名） 剤型 内容量等 備蓄数量 

1 局所麻酔剤 キシロカインポンプスプレー8％(アストラ) リドカイン スプレー 8％－80ｇ ５個 

2 局所麻酔剤 キシロカインゼリー2％（アストラ） リドカイン塩酸塩 ゼリー 2％－30ml 25 個 

3 局所麻酔剤 リドカイン注「NM」1％(ナガセ医薬品) リドカイン 注射剤 1％－20ml 25Ａ 

4 呼吸促進剤 テラプチク皮下・筋注30mg（エーザイ） ジモルホラミン 注射剤 2ml 50Ａ 

5 外皮用殺菌消毒剤 消毒用エタノール(日医工) 消毒用エタノール 液剤 500ml ５本 

6 外皮用殺菌消毒剤 イソジン液10％（明治製菓） ポビドンヨード 液剤 250ml ５本 

7 外皮用殺菌消毒剤 5%ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ液（日医工） 
クロルヘキシジングルコン
酸塩 液剤 500ml ５本 

8 鎮けい剤 ブスコパン注20mg(ﾍﾞー ﾘﾝｶﾞー ) ブチルスコポラミン臭化物 注射剤 20mg 1ml 50Ａ 

9 鎮けい剤 アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 
（田辺三菱製薬） 

アトロピン硫酸塩 注射剤 0.5mg 50Ａ 

10 副腎ホルモン剤 ボスミン注1mg（第一三共） アドレナリン 注射剤 1mg 100Ａ 

11 血液代用剤 ラクテック注（大塚製薬工場） 乳酸リンゲル液 注射剤 500ml 25 本 

12 糖類財 大塚糖液20％（大塚製薬工場） ブドウ糖 注射剤 20％ 20ml 250Ａ 

13 血液代用剤 大塚生食注（大塚製薬工場） 生理食塩液 注射剤 500ml 50 本 

14 血液代用剤 ユエキンキープ輸液（光製薬） 維持液 注射剤 500ml 50 本 

15 血液代用剤 低分子デキストランＬ注 （大塚製薬工場） デキストラン 40 注射剤 500ml 50 本 

16 
その他の循環器官用薬・ 
その他の消化器官用薬 シチコリン注（マルコ製薬） シチコリン 注射剤 100mg 2ml 250 本 

17 解毒剤 メイロン静注7%（大塚製薬工場） 炭酸水素ナトリウム 注射剤 7％ 20ml 50Ａ 

18 強心剤 カコージン注100mg（日本製薬） ドパミン塩酸塩 注射剤 100mg 5ml 50Ａ 

19 利尿剤 ラシックス注20mg（ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ） フロセミド 注射剤 20mg 2ml 50Ａ 

20 血管拡張剤 ニトロペン舌下錠0.3mg（日本化薬） ニトログリセリン 錠剤 0.3mg 500Ｔ 

21 血管拡張剤 アダラートカプセル 10mg（バイエル） ニフェジピン カプセル剤 10mg 600Ｐ 

22 副腎ホルモン剤 サクシゾン注射用100mg（興和） ヒドロコルチゾンコハク酸
エステルナトリウム 

注射剤 100mg 150Ｖ 

23 強心剤 ジギラノゲン注0.4mg(アイロム製薬) デスラノシド 注射剤 0.4mg 2ml 150Ａ 

24 止血剤 アドナ注(静脈用)25mg（田辺三菱製薬） 
カルバゾクロムスルホン酸
ナトリウム 注射剤 25mg 5ml 150Ａ 

25 解熱鎮痛消炎剤 ソセゴン注射液15mg(アステラス) ペンタゾシン 注射剤 15mg 50Ａ 

26 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 デルモゾールＧ軟膏（岩城） 
ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩 軟膏剤 5ｇ 50 本 

27 化膿性疾患用剤 
ゲンタシン軟膏0.1% 
（ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ） ゲンタマイシン硫酸塩 軟膏剤 0.1% 10ｇ 50 本 

28 化膿性疾患用剤 
ソフラチュール貼付剤30cm 
ソフラチュール貼付剤10cm 
(サノフィ・アベンティス) 

フラジオマイシン硫酸塩 貼付剤 
32.4mg 
10.8mg 

50 枚 
50 枚 

29 ペニシリン系抗生物質 注射用ビクシリン(明治製菓) アンピシリンナトリウム 注射剤 2ｇ 50Ｖ 

30 
合成セファロスポリン系抗
生物質 ラセナゾリン注射用2g(日医工） セファゾリンナトリウム 注射剤 2ｇ 50Ｖ 

31 軟膏基剤 白色ワセリン（日医工） 白色ワセリン 保護剤 500ｇ ５個 

32 催眠鎮静・抗てんかん剤 フェノバール注射液100mg 
（藤永製薬） 

フェノバルビタール 注射剤 100mg 1ml 50Ａ 

33 催眠鎮静剤 セルシン注射液5mg（武田薬品） ジアゼパム 注射剤 5mg 50Ａ 

34 鎮痛剤（冷所） インテバン坐剤50（大日本住友） インドメタシン 坐剤 50mg 250Ｐ 

35 止しゃ剤、整腸剤 ロスポリア錠1mg（テイコクメディックス） 塩酸ロペラミド 錠剤 1mg 500Ｔ 
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（３）応急医療資機材の整備数 

保健所等における整備状況 

県医療整備課（４ｾｯﾄ）、習志野健康福祉センター(１３ｾｯﾄ)、市川健康福祉センター（１６ｾｯﾄ）、松戸健

康福祉センター（２３ｾｯﾄ）、野田健康福祉センター（５ｾｯﾄ）、印旛健康福祉センター（１４ｾｯﾄ）、印旛

健康福祉センター成田支所(１０ｾｯﾄ)、香取健康福祉センター（５ｾｯﾄ）、海匝健康福祉センター（５ｾｯﾄ）、

八日市場地域保健センター（５ｾｯﾄ）、山武健康福祉センター（１０ｾｯﾄ）、長生健康福祉センター（５ｾｯﾄ）、

夷隅健康福祉センター（６ｾｯﾄ）、安房健康福祉センター（１０ｾｯﾄ）、鴨川地域保健センター（５ｾｯﾄ）、

君津健康福祉センター（１０ｾｯﾄ）、市原健康福祉センター（１０ｾｯﾄ） 

 

（４）応急医療資機材のセット内容及び数量 
№ 品名 規格 数量 備考 
１ 

識
別
連
絡 

連絡カード 救急用 ９枚  
２ ボールペン 黒 １本  
３ 識別バンド 赤、黄、緑 ９本  
４ サインペン 赤、黒 ２本  
５ メモ用紙 救急用 １冊  
６ 

蘇
生
・
吸
引
・
酸
素
吸
入 

成人用蘇生器 シリコン製ＡＣＲ－３３ １台  

７ 新生児用蘇生器 シリコン製ＩＣＲ－２２ １台  

８ 足踏式吸引器 ＦＰ－３００成人用 １台  
９ 酸素供給チューブ  １本  
10 吸引カテーテル Ｆｒ－３００成人用 ２本  
11 開口器 エスマルヒ式 １個  
12 舌圧子 板状 １本  
13 救急剪刀 ２０６０－ＥＳ １本  
14 ピンセット １３ｃｍ無鈎 １本  
15 酸素マスク ホース付 １個  
16 酸素鼻孔カニューレ  １個  
17 小型減圧弁 ニードルタイプ １個  
18 酸素用ボンベ２L ニードルタイプ(耐圧酸素) １個 容器耐圧試験 
19 

包

帯 

耳付包帯 Ｍ ２個  
20  〃 Ｓ ３個  
21 救急絆 ５０入 １箱  
22 滅菌ガーゼ Ｍ ２個  
23  〃 Ｓ ３個  
24 清浄綿 １０入 １袋  
25 三角巾 １０５×１０５×１５０ ２枚  
26 止血帯 マジック式 １本  
27 止血棒 救急用 １本  
28 傷票 白 １枚  
29 救急シート ２２０×１４５ １枚  
30 

注
射
・
輸
血 

注射器  ２ｍｌ ２本  
31  〃 ５ｍｌ ２本  
32  〃 ２０ｍｌ ２本  
33 注射針 ２１Ｇ ５本  
34  〃 ２３Ｇ ５本  
35 駆血帯 マジック式 １本  
36 輸液セット ディスポ ２本  
37 翼付針 ディスポ ２本  
38 静脈針 ディスポ ２本  
39  ポリタンク ２ｌ入 ２個  
40 ケース ＢＣ－２Ｌ－ＳＴ １台  
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(５)防疫用薬剤の品名及び数量 

 

品   名 単   位 即時調達可能数 

クレゾール石けん液 ５００ｍｌ １８５本 

塩化ベンザルコニウム液 ５００ｍｌ １８５本 

次亜塩素酸ナトリウム液 ６００ｍｌ １８５本 
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（６）日赤千葉県支部の災害救護用資機材整備状況 

平成23年3月31日現在 
品   名 数 量 備     考 内 訳 

業務用無線装備 90局 

基地局 
30Ｗ 1局 
25Ｗ 2局 
10Ｗ 1局 

車載型 
25Ｗ 29局 
10Ｗ 7局 

携帯型 
25Ｗ 1局 
5Ｗ 35局 
1Ｗ 14局 

アマチュア無線装備 5局 

レピーター局 1Ｗ 1局 

固定局 10Ｗ 1局 

車載局 5Ｗ 1局 

携帯局 5Ｗ 2局 

簡易無線電話装置 14台 携帯局 5Ｗ 10台 

業務用車両 
18台 

指揮車 三菱パジェロ Ｈ15年車 1台 

救急車 

トヨタハイメディック Ｈ7年車 1台 

トヨタハイメディック Ｈ11年車 1台 

トヨタハイメディック Ｈ18年車 1台 

移動救護所車 
日野（ｄERU） Ｈ21年車 1台 

日野デュトロ(2t ﾄﾗｯｸ) Ｈ18年車 1台 

災害救援車 

トヨタカルディナ Ｈ13年車 1台 

日産ウイングロード Ｈ15年車 1台 

日産キャラバン Ｈ15年車 1台 

日産キャラバンコーチ Ｈ16年車 1台 

トヨタウィッシュ Ｈ16年車 1台 

トヨタハイエース Ｈ18年車 1台 

日産セレナ Ｈ20年車 1台 

トヨタパッソ Ｈ18年車 1台 

日産シビリアン Ｈ19年車 1台 

日産ウイングロード Ｈ19年車 1台 

トヨタマークⅡクオリス 
血液運搬車 

Ｈ13年車 1台 

トヨタカルディナ 
血液運搬車 Ｈ13年車 1台 

87台 地区分区配備救援車  

災害救援用バイク １台 支部に配備  

災害救援用リアカー 7台 各倉庫に配備  

医療セット 4セット 成田赤十字病院に配備  

携帯型医療セット 4セット 成田赤十字病院に配備  

医療セット置き台 4組 支部及び成田赤十字病院に配備  

初動用医療資機材セット 2セット 成田赤十字病院に配備  

ＤＭＡＴ現場携行用医療資機材 1セット 成田赤十字病院に配備  

ＤＭＡＴ医療資機材セット 2セット 成田赤十字病院に配備  

ＤＭＡＴ超音波プローブ 2セット 成田赤十字病院に配備  

トリアージシート 2セット 支部に配備  
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アルミフレームテント 1張 支部に配備  

エアテント 4張 
６ｍ×６ｍ（大） 1張 

５ｍ×４ｍ（小） 3張 

スチールテント 119張 
２間×３間 27張 

地区分区配備 92張 

メガホン 10個 支部に配備  

発電機 10台 100Ｗ～１ＫＷ  投光器付き  

簡易ベッド 279台 
簡易ベッド 23台 

軽量簡易ベッド 256台 

担架 318台 

折りたたみ式担架 53台 

四つ折りアルミ担架 190台 

エアストレッチャー 50台 

バックストラップ 25台 

地区分区配備 106台 

担架架台 45組 各倉庫に配備  

非常用炊飯器 120基 
各倉庫に配備 19基 

地区分区配備 101基 

船外機付きボート 1艘 支部に配備  

除染システム 3セット 
大型除染システム 1セット 

簡易除染システム 2セット 

感染症患者移送用機器 5台 
カプセル型アイソレーター 1台 

車いす型アイソレーター 4台 

災害救護用ノート型パソコン 2台 支部に配備  

災害救護用折りたたみ自転車 2台 支部に配備  

浄水器 2台 支部及び成田赤十字病院に配備  

画像伝送システム 1式 支部に配備  

移動式クーラー 10台 支部に配備  

ストーブ 22台 
大型 8台 

小型 14台 

非常用階段避難車 5台 成田赤十字病院に配備  
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［５］派遣・輸送・避難関係 
 

１ 緊急通行車両等の確認及び事前届出事務手続き等＜資料５－１＞ 

 

１ 緊急通行車両等の確認及び事前届出事務手続き等に関する要綱（抜粋）の要旨 

災害対策基本法第７６条第１項（昭和３６年法律第２２３号。以下「災対法」という。）の規定に

より、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている場合又は大規模地震対策特別措置法第９

条（昭和５３年法律第７３号。以下「地震法」という。）の規定により東海地震に係る警戒宣言が発

令された場合（以下「災害発生時等」という。）において、公安委員会は、災対法第７６条第１項の

規定により、災害応急対策が的確かつ円滑に行なわれるように、緊急通行車両以外の車両の通行を禁

止し、又は制限することができるとされ、また、地震法第２４条の規定により避難路又は緊急輸送路

を確保するため、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができることとされている。 

この場合、災対法第７６条第１項に規定する緊急通行車両（道路交通法第３９条第１項の緊急自動

車を除く。）及び地震法第２４条に規定する緊急通行車両（以下「緊急通行車両等」という。）につ

いては、災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号。以下「災対法施行令」という。）第３

３条第１項又は大規模地震対策特別措置法施行令（昭和５３年第３８５号。以下「地震法施行令」と

いう。）第１２条第１項の規定により、知事又は公安委員会の確認によって標章及び証明書の交付を

受け、通行が認められることになる。 

しかしながら、阪神・淡路大震災等の経験に鑑みると、災害時には確認のための膨大な事務手続き

等に対する処理能力が充分に確保されない状態が予想され、災害応急対策活動又は地震防災応急対策

活動（以下「災害時応急対策等」という。）を迅速かつ円滑に行なうためには、緊急通行の交通需要

を事前に把握し、かつ、そのための事務の迅速化を図ることが必要であることから本要綱を制定し、

災害応急対策の適正を図ることとした。 

 

２ 緊急通行車両等の事前届出、確認手続き等                                 

① 緊急通行車両等の事前届出                                       

事前届出は、緊急通行車両等の概数をあらかじめ把握するとともに、災害発生時等における緊急通

行車両等の確認事務の省力化及び効率化を図るため、申請者の申請に基づき、緊急通行車両等として

使用されるものに該当するかどうかの審査を事前に行なうものとする。 

（１）事前届出の対象車両 

災害発生時等に、災害応急対策に従事し、又は災害応急対策等に必要な物資の緊急輸送その他の災

害応急対策を実施するため運転する計画がある車両で次のいずれにも該当する車両であること。 

ア 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関

及び指定地方公共機関その他の法令の規定により災害応急対策等の実施の責任を有する者（以下

「指定行政機関等」という。）が保有し、若しくは契約により、常時指定行政機関の活動のために

使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から調達する車両であること。 

イ 申請に係る車両を使用して行なう事務又は業務の内容が、次に掲げる災害応急対策等又は災害応
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急対策等に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策に係る措置であること。 

（ア）災対法に基づく災害応急対策 

    ａ 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

    ｂ 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

    ｃ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

    ｄ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

    ｅ 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

    ｆ 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項 

    ｇ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

    ｈ 緊急輸送の確保に関する事項 

    ｉ その他災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項 

（イ）地震法に基づく地震防災応急対策 

    ａ 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 

    ｂ 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

    ｃ 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項 

    ｄ 施設及び設備の整備及び点検に関する事項 

    ｅ 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそれのある地域

における社会秩序の維持に関する事項 

    ｆ 緊急輸送の確保に関する事項 

    ｇ 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の保

健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体制の整備に関する事項 

    ｈ その他の地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項 

  (ウ) 原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号。以下「原災法」という。）に基づく緊急

事態応急対策 

    ａ 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の収集の伝達及び避難の勧告又は指示に

関する事項 

    ｂ 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項 

    ｃ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

    ｄ 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項 

    ｅ 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関す

る事項 

    ｆ 緊急輸送の確保に関する事項 

    ｇ 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚

染の除去その他の応急措置の実施に関する事項 

    ｈ その他原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るための措置に

関する事項 

  (エ) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号。以下
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「国民保護法」という。）に基づく国民の保護に関する対策 

    ａ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置 

    ｂ 施設及び設備の応急の措置に関する事項 

    ｃ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置 

    ｄ 輸送及び通信に関する措置 

    ｅ 国民の生活の安定に関する措置 

    ｆ 被害の復旧に関する措置 

（２）緊急通行車両等の事前届出に関する手続 

  ア 事前届出の申請 

（ア）申請者 

     事前届出の申請者は、緊急通行（輸送）業務の実施について責任を有する者とする。 

  （イ）申請先 

     当該車両の使用の本拠地を管轄する警察署長又は交通規制課長（以下「取扱警察署長等」とい

う。）を経由し、公安委員会に申請するものとする。 

（ウ）申請書類 

     緊急通行車両等事前届出書（別記第１号様式）２通に、当該車両を使用して行なう業務の内容

を証する協定書等の書類（協定書等がない場合は、指定行政機関等の上申書等）を添えて行なう

ものとする。 

  イ 審査 

    交通規制課長は申請に係る車両が緊急通行車両等に該当するか否かの審査を行なうものとし、前

記（１）のア及びイについて審査するものとする。 

  ウ 届出済証の交付 

    審査の結果、緊急通行車両等に該当すると認められたものについては、緊急通行車両等事前届出

済証（別記第１号様式）（以下「届出済証」という。）を申請者に交付するものとする。 

  エ 届出済証の再交付 

    届出済証の交付を受けた者から事前届出の内容に変更が生じ又は届出済証を亡失し、滅失し、汚

損し若しくは破損した旨の申出があり、届出済証の再交付が必要と認められた場合は、再交付する

届出済証の右上部に再と朱書し、再交付するものとする。 

  オ 届出済証の返還 

    届出済証の交付を受けた車両が緊急通行車両等に該当しなくなったとき、当該車両が廃車となっ

たとき、その他緊急通行車両等としての必要性がなくなったときは、速やかに届出済証の返還をさ

せるものとする。 

② 発災時の緊急通行車両の確認 

    災対法に規定する緊急通行車両（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項の緊

急自動車を除く。）の確認は、次表１・２のものが行ない、その確認方法については、次のとおり

行なうものとする。 

（１）届出済証の交付を受けている車両の確認 
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  ア 確認 

    届出済証を受領し、届出済証に記載されている自動車登録番号と現に災害応急対策に使用される

自動車の番号標に表示されている自動車登録番号とを確認するものとする。 

  イ 確認時の留意事項 

（ア）届出済証の交付を受けていない緊急通行車両の確認申請に優先して確認を行ない、確認のため

の必要な審査は、省略するものとする。 

（イ）他の公安委員会が発行した届出済証による確認申請についても、本県公安委員会が交付した届

出済証と同様に取り扱うものとする。 

（２）届出済証の交付を受けていない緊急通行車両の確認 

  ア 申請者  

    申請する車両の使用者とする。 

  イ 対象車両 

    原則として前記第２の１の（１）のア及びイの（ア）の対象車両と同様とする。 

  ウ 申請書類 

（ア）緊急通行車両等確認申請書（別記第３号様式）（以下「確認申請書」という。） 

  （イ）災害応急対策に係る事務又は業務である旨を証する書類（協定書等） 

  エ 確認 

     前記第２の１の（１）のイの（ア）に掲げる要件について審査するものとする。 

（３）標章及び確認証明書の交付 

    緊急通行車両であることの確認を行なった場合は、災対法施行令第３３条第２項並びに災害対策

基本法施行規則（昭和３７年総理府令第５２号）第６条第１項及び第２項に規定する標章（別記第

４号様式）及び緊急通行車両確認証明書（別記第５号様式）に自動車登録番号有効期限及び通行日

時、通行経路等を記載し、交付するものとする。 
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表１ 届出済証の交付を受けている車両の確認 

 

確認者 確認事務処理者 確認場所 

公

安

委

員

会 

交通規制課長 

 

高速道路交通警察隊長 

 

警察署長 

交通検問所 

警察署 

高速道路交通警察隊本部 

県警本部 

 

 

 

表２ 届出済証の交付を受けていない車両の確認 

 

確認者 確認事務処理者 確認場所 

公

安

委

員

会 

交通規制課長 

 

高速道路交通警察隊長 

 

警察署長 

交通検問所 

警察署 

高速道路交通警察隊本部 

県警本部 

 

知 
事 

防災危機管理部危機管理課長 

各地域振興事務所の地域振興

課長 

本庁 

各地域振興事務所 

 

 

③ 警戒宣言発令時の緊急通行車両の確認事務等 

（１）届出済証の交付を受けている車両の確認は、前記２の（１）と同等に行なうものとする。 

（２）届出済証の交付を受けていない車両の確認は、前記２の（２）のアからウまでと同様に行ない、

前記第２の１の（１）のイの（イ）に掲げる要件について審査を行なうものとする。 

（３）地震法に基づく緊急通行車両であることの確認を行なった場合は、地震法施行令第１２条第２

項及び大規模地震対策特別措置法施行規則（昭和５４年総理府令第３８号）第６条に規定する緊

急輸送車両確認証明書（別記第６号様式）及び標章の交付の措置をとるものとする。 

（４）警戒宣言に係る地震が発生した場合は、前記（３）の緊急通行車両確認証明書の交付を受けて

いる車両は、前記２の（３）の緊急通行車両確認証明書の交付を受けている緊急通行車両とみな

す。 
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④ 自衛隊用車両の事前届出の特例 

  災害応急対策に使用する自衛隊用車両については、次のとおり取り扱うものとする。 

（１）事前届出の申請 

    事前届出の申請については、自衛隊の部隊等の長が、交通規制課を経由して公安委員会に申請

するものとする。 

（２）審査及び標章等の交付 

   申請車両が、自衛隊の行なう災害応急対策に使用されるものであると認められる場合は、あら

かじめ標章及び緊急通行車両確認証明書を部隊等の長に対して交付しておくものとする。 

（３）災害発災時の確認 

   災害発災時において、部隊等の長は、前記（２）の標章を受けた車両のうち当該災害応急対策

に使用する車両の自動車登録番号を、交通規制課長を経由し公安委員会に通知するものとし、そ

の際公安委員会の指示を受け標章及び緊急通行車両確認証明書の記載事項欄に有効期限、通行日

時、通行経路等必要な事項を書き込むものとする。 

（４）標章等の返納 

   部隊等の長は、災害対策終了後、標章及び緊急通行車両確認証明書を速やかに公安委員会に対

し返納するものとする。 
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別   紙 

 1 号様式        受理番号□□□－□□□□□□号 

 
地 震 防 災
災 害
原子力災害

応急対策用 

 国 民 保 護 措 置 用 

緊急通行車両等事前届出書              
年  月  日 

 千葉県公安委員会 殿 

             申請者住所 

 □－□□－□         氏名                 印 

 
地 震 防 災
災 害
原子力災害

応急対策用            第           号 

 国 民 保 護 措 置 用 

          緊急通行車両等事前届出済証 

左記のとおり事前届出を受けたことを証する。 

           年  月  日 

               

                         千葉県公安委員会 □印 自動車登録番号 □ □□□ □□ □□□□ 

車 両 の 用 途 
（緊急輸送を行
う車両にあって
は輸送人員又は
品名を記載） 

１ 警報（地震予知情報）の発令、伝達、避難の勧告、
指示 

２ 消防、水防その他の応急措置 
３ 救難（救護）、救助その他保護 
４ 児童・生徒の応急教育 
５ 施設、設備の応急復旧（整備・点検） 
６ 清掃、防疫その他保護衛生等の措置 
７ 犯罪の予防、交通規制、社会秩序の維持 
８ 緊急輸送確保のための措置 
９ その他災害発生の防禦、拡大防止等（具体的に備

考欄に記載） 
10 その他 
11 緊急輸送（  人） 
 ※品名 １ 飲料水・食料 ２ 建築資材等 
     ３ 衣料・寝具  ４ 日用雑貨品 
     ５ 医薬品    ６ その他（     ） 

備 考  

（注）１ 大規模災害特別措置法、災害対策基本法、原子力災害対策特別
措置法又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に
関する法律に基づく交通規制が行なわれたときには、この届出済
証を最寄りの警察本部、警察署、高速道路交通警察隊本部、交通
検問所等に提出して所要の手続を受けてください。 

２ 届け出内容に変更が生じ又は本届出済証を亡失し、滅失し、汚
損し、破損した場合には、千葉県公安委員会（警察署又は警察本
部交通規制課経由）に届け出てください。 

３ 次に該当するときには、この届出済証を返還してください。 
(１) 緊急通行車両に該当しなくなったとき。 
(２) 緊急通行車両等が廃車になったとき。 
(３) その他緊急通行車両としての必要性がなくなったとき。 

使用者 
住 所  

氏 名 （    ）   局   番 

出 発 地  

備 考 
 
 

 注１：車両の用途欄は、主な用途の番号を１つだけ○で囲んでください。 

  ２：車両の用途欄の「10 その他」については、具体的な用途を備考欄へ記入してください。 

  ３：緊急輸送の場合は、輸送人員を（ ）に記入し、主な品名の番号を１つだけ○で囲んでください。 
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第５号様式                 （         警察署）第     号   

 

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書  

 

年  月  日  

 

        

千葉県公安委員会       

 

自 動 車 登 録 番 号            

車両の用途（緊急輸

送を行う車両にあっ

ては輸送人員又は品

名を記載） 

１ 警報（地震予知情報）の発令、伝達、避難の勧告、指示 

２ 消防、水防その他の応急措置 

３ 救難（救護）、救助その他保護 

４ 児童・生徒の応急の教育（教材運搬等） 

５ 施設、設備の応急復旧（整備・点検） 

６ 清掃、防疫その他保健衛生等の措置 

７ 犯罪の予防、交通規制、社会秩序の維持 

８ 緊急輸送確保のための措置 

９ その他災害発生の防禦、拡大防止等（具体的に備考欄へ記載） 

10 その他 

11 緊急輸送（     人） 

※ 品名等 １．飲料水・食糧  ２．建築資材等  ３．衣料・寝具 

      ４．日用雑貨品   ５．医薬品    ６．その他（  ） 

      ７．人員輸送 

使 用 者 
住 所  

氏 名 （   ）   局   番 

通 行 日 時    月  日  ：   ～    月   日  ：   の間 

通 行 経 路 
出  発  地 目  的  地 

  

備 考 

 

注： １ 車両の用途欄は、主な用途の番号を１つだけ○で囲んでください。 

２ 車両の用途欄の「10 その他」については、具体的な用途を備考欄へ記入してください。 

３ 緊急輸送の場合は、輸送人員を（ ）に記入し、主な品名の番号を１つだけ○で囲んでください。 

 

 

印 
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様式第１（県要領関係） 

第     号   

地震防災 

災  害 

 

緊 急 通 行 車 両 等 確 認 申 請 書  

 

年   月   日  

 

千 葉 県 知 事   殿 

                       申請者住所            

氏名              印  

自動車登録番号  

車両の用途（緊急輸

送を行う車両にあっ

ては輸送人員又は品

名を記載） 

１ 警報（地震予知情報）の発令、伝達、避難の勧告、指示 

２ 消防、水防その他の応急措置 

３ 救難（救護）、救助その他保護 

４ 児童・生徒の応急教育 

５ 施設、設備の応急の復旧（整備・点検） 

６ 清掃、防疫その他保健衛生等の措置 

７ 犯罪の予防、交通規制、社会秩序の維持 

８ 緊急輸送確保のための措置 

９ その他災害発生の防禦、拡大防止等（備考欄へ記載） 

０ 緊急輸送（     人） 

※ 品名等 １．飲料水・食糧  ２．建築資材等  ３．衣料・寝具 

      ４．日用雑貨品   ５．医薬品    ６．その他（  ） 

使 用 者 
住 所  

氏 名 （   ）   局   番 

通 行 日 時    月  日  ：   ～   月  日  ：   の間 

通 行 経 路  

出  発  地 目  的  地 

  

備 考 

 

注：１ 車両の用途欄は、主な用途の番号を１つだけ○で囲んでください。 

２ 緊急輸送の場合は、輸送人員を（ ）に記入し、主な品名の番号を１つだけ○で囲んでください。 

応急対策用 
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様式第４（第６条関係） 

第        号   

 

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 

 

年  月  日  

 

千 葉 県 知 事    印   

       

 

自動車登録番号  

車両の用途（緊急

輸送を行う車両に

あっては輸送人員

又は品名を記載） 

１ 警報（地震予知情報）の発令及び伝達、避難の勧告、指示 

２ 消防、水防その他の応急措置 

３ 救難（救護）、救助その他保護 

４ 児童・生徒の応急教育 

５ 施設、設備の応急の復旧（整備・点検） 

６ 清掃、防疫その他保健衛生等の措置 

７ 犯罪の予防、交通規制、社会秩序の維持 

８ 緊急輸送確保のための措置 

９ その他災害発生の防禦、拡大防止等（備考欄に記載） 

９ 緊急輸送（     人） 

※ 品名  １．飲料水・食糧  ２．建築資材等  ３．衣料・寝具 

      ４．日用雑貨品   ５．医薬品    ６．その他（  ） 

使 用 者 
住 所  

氏 名 （   ）   局   番 

通 行 日 時   月  日  ：   ～    月  日  ：   の間 

通 行 経 路 

出  発  地 目  的  地 

 

 

 

備 考 
 

注：１ 車両の用途欄は、主な用途の番号を１つだけ○で囲んでください。 

２ 緊急輸送の場合は、輸送人員を（ ）に記入し、主な品名の番号を１つだけ○で囲んでください。 
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備 考  １ 色彩は、記号を黄色、「緊急」の文字及び外枠を赤色

番号」、「有効期限」

を銀色とする。

     ２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施

すものとする。

     ３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

 

 

登 録 (車 両

緊 急
有 効 期 

 

 

 

色彩は、記号を黄色、「緊急」の文字及び外枠を赤色

「有効期限」、「年」、「月」、「日」を表示する部分を黒色

を銀色とする。 

記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施

すものとする。 

図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

両) 番 号 

緊 急
 限   年  月  

 

色彩は、記号を黄色、「緊急」の文字及び外枠を赤色、「登録（車両）

「月」、「日」を表示する部分を黒色、地

記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施

緊 急 
 日 
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２ 自衛隊の災害派遣要請の様式＜資料５－２＞ 

 

                                      第     号 

                                      年  月  日 

 

                       様 

 

 

                         千葉県知事            印 

 

 

自衛隊の災害派遣について（要請） 

 

 このことについて、自衛隊法第83条第１項の規定により下記のとおり派遣要請します。 

 

記 

 

１ 災害の情況及び派遣を要請する事由 

（１）災 害 の 情 況 

 

 

（２）派遣を要請する事由 

 

 

 

２ 派遣を希望する期間 

              年   月   日（  時  分）から災害応急対策の実施が終了するまでの間 

 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

（１）活動希望区域 

 

 

（２）活 動 内 容 

 

 

 

４ その他参考となるべき事項 
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                                      第     号 

                                      年  月  日 

 

  千葉県知事                様 

 

 

                         市町村長             印 

 

 

自衛隊の災害派遣要請について（依頼） 

 

 このことについて、自衛隊法第83条第１項の規定による自衛隊の派遣を、下記のとおり依頼します。 

 

記 

 

１ 災害の情況及び派遣を要請する事由 

（１）災 害 の 情 況 

 

 

（２）派遣を要請する事由 

 

 

 

２ 派遣を希望する期間 

              年   月   日（  時  分）から災害応急対策の実施が終了するまでの間 

 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

（１）活動希望区域 

 

 

（２）活 動 内 容 

 

 

 

４ その他参考となるべき事項 
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                                      第     号 

                                      年  月  日 

 

                       様 

 

 

                         千葉県知事            印 

 

 

自衛隊の災害派遣部隊の撤収について（要請） 

 

      年  月  日付け  第  号で要請したこのことについては、下記のとおり派遣部隊の

撤収を要請します。 

 

記 

 

１ 撤 収 日 時         年   月   日   時   分 

 

２ 撤 収 理 由 

 

 

 

３ その他必要事項 
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                                      第     号 

                                      年  月  日 

 

  千葉県知事                様 

 

 

                         市町村長             印 

 

 

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について（依頼） 

 

     年  月  日付け     号で依頼したこのことについては、下記のとおり派遣部隊の 

撤収要請を依頼します。 

 

記 

 

１ 撤 収 日 時         年   月   日   時   分 

 

２ 撤 収 理 由 

 

 

 

３ その他必要事項 
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３ 自衛官及び消防吏員の作成する措置命令・措置通知書＜資料５－３＞ 

（ 表 ） 

 

措 置 命 令 

                     通 知 書 

措     置 

年   月   日   

           署長 殿 

                                 第１項の規定により 

 災害対策基本法第７６条の３第３項及び第４項の規定において準用する 

                                 第２項の規定により 

措置命令 

     を行ったので、同条第６項の規定により、下記のとおり通知します。 

措  置 

所 属                 

氏 名             ㊞   

 

１ 日   時 

                午 前 

     年   月   日          時   分 

                午 後 

２ 場   所  

３（命令・措置） 

  を行った者 

所属 

氏名 

４ 

命 令 の 

場  合 

命 令 を 

受 け た 者 

住 所  

氏 名  

番 号 標 に 

表示されて

いる番号 

 

措 置 の 

場  合 

措置に係る 

物件の 

（占有者 

・所有者 

・管理者） 

住 所  

氏 名  

番 号 標 に 

表示されて

いる番号 

 

５（命令・措置）の内容 
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（ 裏 ） 

  

６（命令・措置）を行っ

た場所の前後の状況 

 

７ 備     考 

 

備考  １  ６には、破損を行った場合、破損の有無及び破損状況も記載すること。 

２  （ ）内については、該当するものを○で囲むこと。 

３  破損を行った場合には、破損前後の状況を撮影した写真を添付すること。 

４  所定の欄に記載できないときは、別紙に記入の上、これを添付すること。 

用紙の大きさは、Ａ４とする。 
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４ ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表＜資料５－４＞ 

平成22年4月1日現在 

地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,35,48.86
E：140,06,20.51
N：35,35,29.40
E：140,08,54.16
N：35,39,20.07
E：140,04,43.11
N：35,39,17.42
E：140,04,39.20
N：35,38,43.04
E：140,07,23.92
N：35,36,27.45
E：140,13,40.44
N：35,31,16.39
E：140,17,17.94
N：35,42,15
E：140,51,48
N：35,45,93
E：140,45,46
N：35,4７,44
E：140,42,94
N：35,42,45
E：140,44,54
N：35,43,16
E：140,49,64
N：35,47,39
E：140,43,29
N：35,43,01
E：139,57,40
N：35,44,25
E：139,54,42
N：35,44,12
E：139,56,07
N：35,40,57
E：139,55,12
N：35,42,57
E：139,54,53
N：35,42,10
E：139,55,13
N：35,39,42
E：139,55,19
N：35,40,40
E：139,53,24
N：35,43,19
E：139,57,57
N：35,42,57
E：139,58,38
N：35,42,03
E：139,59,47
N：35,41,30
E：140,00,12
N：35,43,37
E：139,59,57
N：35,42,3１
E：140,03,09
N：35,43,24
E：140,03,35
N：35,44,02
E：140,01,16
N：35,45,32
E：140,04,00
N：35,44,20
E：139,58,56
N：34,59,50
E：139,53,40
N：35,00,31
E：139,51,43
N：35,59,32
E：139,52,35

館山市

千葉市

銚子市

船橋市

広域（一時）避難場所市教育委員会

市教育委員会 180×150 大 ４０００ｍ 広域（一時）避難場所

80×80 中 ３０００ｍ なし市教育委員会33 市営市民運動場　野球場 正木４３０４－２

80×130 中 ３００ｍ

32 第一中学校 那古９５４

34 北条小学校 北条４５６

80×110 中 ４５００ｍ

広域（一時）避難場所

80×80

広域（一時）避難場所

150×110 大 ２２００ｍ 広域（一時）避難場所

50×80 中 ８７００ｍ

50×60 中 ７００ｍ

広域（一時）避難場所中 ５０００ｍ

広域（一時）避難場所

11 第八中学校 八木町１７７７－１ 市教育委員会

8 高神小学校
犬吠埼１０２２２－
１

市教育委員会

市教育委員会

市教育委員会

90×80 中 ２００ｍ 広域（一時）避難場所

10 第七中学校 笹本町８６０－２

9 第六中学校 野尻町５５３

千葉県教育庁12 県立銚子商業高等学校 台町１７８１

１８９２ｍ 広域（一時）避難場所

市教育委員会

市教育委員会 1２５×７５ 中

110×50 中

110×90 中

５５０ｍ

２８３８ｍ 避難施設と隣接、同一敷地30 豊富中学校 豊富町１２ 市教育委員会

28
日本大学理工学部グラン
ド

１７６０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

広域（一時）避難場所

600×125 大 １４３０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

中27 船橋市薬円台公園
薬円台４－２５－
１９

市 80×64

市

31
船橋市法典公園（グラス
ポ）

藤原５－９－１０

29 御滝中学校 金杉６－５－１

中 ９２４ｍ 避難施設と隣接

中 １２５４ｍ 広域（一時）避難場所

中 ９０２ｍ 広域（一時）避難場所24 船橋市中央卸市場 市場１－８－１ 市

広域（一時）避難場所
避難施設と隣接、同一敷地

23 県立行田公園 行田２－５ 県知事 220×140 大 ２６４ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所
避難施設と隣接、同一敷地

広域（一時）避難場所

７５０ｍ

中 １０１２ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所大 ２０００ｍ

大

なし

15 国府台公園競技場 国府台１－６－４ 市 90×100 中 ２５０ｍ 広域（一時）避難場所

日本中央競馬会

未広１－１－４８

中

14 中山競馬場駐車場 船橋市古作９４

16 第三中学校 曽谷３－２－１

17 第七中学校

中 １０００ｍ

市教育委員会

市教育委員会

７５×８５

50×60

50×80 中 ７５０ｍ

25 宮本中学校 東船橋７－８－１ 市教育委員会 130×70

26
船橋市運動公園（陸上競
技場）

22 ＪＲＡ中山競馬場
船橋市古作１－
１

日本中央競馬会

市 70×100

80×70

130×50

夏見台６－４－１

習志野台７－２４
－１

日本大学

160×80

中 ２３００ｍ 広域（一時）避難場所7 昭和の森第一駐車場 緑区土気町 市 １５０×６０

100×100 大 １６００ｍ なし6
了徳寺大学スポーツパーク
（旧ｷﾔﾉﾝ厚生年金基金ｽﾎﾟｰ
ﾂﾊﾟｰｸちば）

若葉区中田町２
１８９

学校法人
了徳寺大学

180×100 大 １７００ｍ

広域（一時）避難場所

５００×135 大 ７５０ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

３１０×125 大 ７５０ｍ

4 東大検見川グラウンド（南西）
花見川区朝日ヶ
丘町

東京大学

3 東大検見川グラウンド（北西）
花見川区朝日ヶ
丘町

なし

2 青葉の森陸上競技場
中央区青葉町６
５４

千葉県千葉地域
整備センター

１８０×100 大 ２４００ｍ 広域（一時）避難場所

千葉県港湾事務
所

160×125 大 350ｍ1 千葉ポートパーク
中央区中央港1
丁目

5
千葉県総合スポーツセン
ター

稲毛区天台町２
８５

施設管理者

東京大学

千葉県教育庁

広さ
最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称

所在地

13 桜井町運動公園 桜井町 市

２５００ｍ

100×70

江戸川河川敷緑地 河原地先
国土交通省江戸

川
河川事務所

大洲防災公園 大洲１－１８ 中 １５０ｍ市18

100×10020
市川塩浜駅地区再整備事
業用地（塩浜ヤード用地）

塩浜２－３－１ 市

19 100×100

中 ２５０ｍ 広域（一時）避難場所

市川市

21 広尾防災公園 広尾２－３－２
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,22,56
E：139,55,44
N：35,22,59
E：139,56,53
N：35,21,57
E：140,04,10
N：35,24,32
E：139,56,55
N：35,25,26
E：139,55,44
N：35,20,42
E：139,55,03
N：35,23,09
E：139,59,11
N：35,21,00
E：139,58,45
N：35,21,43
E：139,55,26
N：35,48,09
E：139,56,20
N：35,47,49
E：139,55,35
N：35,48,08
E：139,53,32
N：35,47,47
E：139,57,16
N：35,47,57
E：139,59,15
N：35,46,29
E：139,57,01
N：35,45,53
E：139,56,17
N：35,45,56
E：139,53,14
N：35,46,24
E：139,54,07
N：35,47,43
E：139,53,23
N：35,48,51
E：139,53,59
N：35,49,56
E：139,54,43
N：35,57,45
E：139,51,06
N：35,57,22
E：139,52,22
N：35,58,24
E：139,50,13
N：35,56,22
E：139,54,53
N：36,01,28
E：139,49,24
N：35,25,58
E：140,17,53
N：35,24,58
E：140,17,53
N：35,49,00
E：140,18,15
N：35,48,23
E：140,21,27
N：35,50,23
E：140,20,7
N：35,48,54
E：140,22,10
N：35,49,36
E：140,１7,48
N：35,44,11
E：140,22,50
N：35,46,48
E：140,17,45
N：35,47,43
E：140,18,45

茂原市

成田市

木更津市

木更津市

松戸市

野田市

140×105 大 １５００ｍ 広域（一時）避難場所43 桜井運動場 桜井新町４－２ 市教育委員会

100×50 中 ６０００ｍ なし42 鎌足小学校 矢那６０９ 市教育委員会

広域（一時）避難場所

40 畑沢中学校 畑沢１０５３－１ 市教育委員会

41 東清小学校

広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

140×80 中 １９００ｍ 広域（一時）避難場所

110×60 １４００ｍ市教育委員会

140×80 中 ８００ｍ

菅生１１４ 市教育委員会

市教育委員会

130×70 中 １５００ｍ

なし

市教育委員会

市教育委員会 120×200 大 ５００ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

36 木更津市営球場 清見台１－６－７ 市

35 木更津第一中学校 中央１－１０－１

37 富来田中学校 真里谷２７５

金田中学校 中島２８２０

38 岩根中学校 高柳３－７－４９

39

避難施設と隣接、同一敷地61 県立長生高等学校 高師２８６ 千葉県教育長 210×64 中

62 早野中学校 早野２０６－１ 市教育委員会 180×70 中 ２０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

１１００ｍ

７００ｍ

中

１５００ｍ

100×123 大 ２１００ｍ

135×120 大

中 ３８００ｍ なし

90×70 中後谷津公園 中台２－２３ 市

65×65 中 １５００ｍ なし

中 ４７００ｍ

50×50 中 ５６００ｍ なし

なし

中 １９００ｍ

66 久住第２スポーツ広場 小泉１１３１ 市教育委員会

なし

64 中郷スポーツ広場 新泉１９ 市教育委員会 70×50 中 ５６００ｍ なし

市教育委員会 中 ６７００ｍ63 八生第１スポーツ広場 宝田１７３３ 70×70

60×50

60×50市教育委員会67 豊住第１スポーツ広場 南羽鳥５７０－２０

65 久住第１スポーツ広場
久住中央４－２３
－１

市教育委員会

68 遠山スポーツ広場 本城１０３－２２ 市教育委員会

69

70
大谷津運動公園多目的広
場

押畑９５２－３ 市 80×65

350ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

なし

なし

60 中

60×30 小

90×90 中

関宿中央小学校
東宝珠花２３４番
地１

市教育委員会 80×50

59 梅郷４号公園 三ツ堀９６９番地 市

57
野田市文化センター駐車
場

市 120×80

なし

３０００ｍ

２４００ｍ なし

３０００ｍ

なし

34×70 小 １００ｍ なし

中

市

56
野田市総合公園多目的広
場

清水字川通地先

58 川間駅南中央公園
岩名２丁目３９番
地

鶴奉５番地の１ 市

１４００ｍ 広域（一時）避難場所55 県立小金高等学校
新松戸北２－１４
－１

千葉県教育庁（学
校長）

160×80 中

90×90 中 １３００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地54 県立松戸馬橋高等学校 旭町１－７－１
千葉県教育庁（学

校長）

90×30 小 ８００ｍ 広域（一時）避難場所53
江戸川河川敷(上葛飾橋
南側)

古ヶ崎地先
国土交通省江戸川

河川事務所

50×40 小 １４００ｍ なし52 千葉県西部防災センター 松戸５５８－３ 県

150×80 中 ２７００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地51 県立松戸矢切高等学校 中矢切５４
千葉県教育庁（学

校長）

80×80 中 ２００ｍ 広域（一時）避難場所50
東部スポーツパーク（野球
場）

高塚新田３５２
市長（東部クリンセ

ンター）

130×60 中 １８００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地49 市立松戸高校 紙敷２－７－５
市教育委員会（学

校長）

80×80 中 ４００ｍ 広域（一時）避難場所48 六実中央公園 六高台３
市長（公園緑地

課）

130×70 中 ９００ｍ 広域（一時）避難場所47 金ヶ作公園（野球場） 常磐平３－２７
市長（公園緑地

課）

中 ３０００ｍ 広域（一時）避難場所46
江戸川河川敷(古ヶ崎ス
ポーツ広場)

古ヶ崎地先
国土交通省江戸

川
河川事務所

広域（一時）避難場所

45
松戸運動公園（陸上競技
場）

千駄堀４４３８ 市長（スポーツ課） 130×70 中 １４００ｍ 広域（一時）避難場所

44 ２１世紀の森と広場 千駄堀２６９
市長（公園緑地

課）
100×40 小 １２００ｍ

100×50

施設管理者
広さ

最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称
所在地
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,45,13
E：140,23,35
N：35,52,15
E：140,21,30
N：35,52,59
E：140,21,04
N：35,49,04
E：140,25,16
N：35,49,55
E：140,25,32
N：35,52,07
E：140,17,22
N：35,43,18
E：140,14,5
N：35,44,16
E：140,13,23
N：35,43,31
E：140,09,43
N：35,42,53
E：140,08,57
N：35,44,11
E：140,10,59
N：35,43,36
E：140,12,29
N：35,41,36
E：140,13,57
N：35,41,43
E：140,15,33
N：35,38,59
E：140,14,11
N：35,42,37
E：140,11,17
N：35,43,52
E：140,08,47
N：35,43,15
E：140,13,20
N：35,43,25
E：140,08,47
N：35,40,47
E：140,14,12
N：35,43,13
E：140,13,10
Ｎ： 35,44,20
Ｅ： 140,13,26
Ｎ：35,41,00
Ｅ： 140,12,33
N：35,33,06
E：140,22,30
N：35,30,05
E：140,23,05
N：35,32,50
E：140,20,55
N：35,34,10
E：140,20,55
N：35,30,35
E：140,22,55
N：35,32,50
E：140,23,25
N：35,34,30
E：140,22,35
N：35,34,30
E：140,20,00
N：35,34,20
E：140,24,55
N：35,35,05
E：140,22,55
N：35,42,22
E：140,38,53
N：35,42,54
E：140,38,55
N：35,42,47
E：140,39,26
N：35,41,58
E：140,40,18

佐倉市

東金市

旭市

成田市

73 利根川河川敷（高岡地先）

75 大栄中学校

市 ４８００ｍ なし

伊能１２５

74 大栄運動場 一坪田３８８

72 下総運動公園野球場 高岡１４３５

高岡地先

大 ４３００ｍ 広域（一時）避難場所103 千葉県農業大学校
家之子１０５９番
地

千葉県知事 100×110

80×120 中 ６５００ｍ 広域（一時）避難場所102 千葉県警察学校 士農田２８ 千葉県警察本部

東金青年の森運動公園

70×150 中 ２７００ｍ 広域（一時）避難場所101 県立東金商業高等学校 松之郷１６４１ 千葉県教育庁

７７００ｍ

90×70 中 ２３００ｍ 広域（一時）避難場所

99 家徳スポーツ広場 家徳２６０番地１
東金文化ｽﾎﾟｰﾂ振

興財団理事長

100

３５００ｍ 広域（一時）避難場所市教育委員会

松之郷１８６
東金文化ｽﾎﾟｰﾂ振

興財団

広域（一時）避難場所

100×110 大 ２６００ｍ 広域（一時）避難場所

２８００ｍ

広域（一時）避難場所

２１００ｍ 広域（一時）避難場所

学校長 170×110

広域（一時）避難場所

大 １１００ｍ

学校長 100×110 大

市教育委員会

学校長 100×120 大

50×100 中

70×120 中

94 東金中学校 堀上１１１番地

96 西中学校 台方１３２７番地

95 東中学校 田間９５３番地

福岡小学校 砂古瀬４２２－１

97 日吉台小学校
日吉台２－３２－
１

98

広域（一時）避難場所中 １５００ｍ

２８００ｍ中107 矢指小学校 椎名内１２７８ 市教育委員会 50×100

106

広域（一時）避難場所

105 第二中学校 ニの２５１０－１ 市教育委員会 50×130 中 １９００ｍ 広域（一時）避難場所

104 第一中学校 ハの２３０４ 市教育委員会

80×９0 中

岩名陸上競技場 岩名７５３番地

市

60×100

１８００ｍ

65×88 中

４８００ｍ

市教育委員会

市 100×100 大

中央小学校 ハの７４ 市教育委員会

91 佐倉城址公園自由広場
城内町官有無番
地

89 志津中学校

90

広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所市教育委員会

広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

100×120 大 １１００ｍ なし

２６００ｍ中140×80

90×160

広域（一時）避難場所

南部中学校 神門４３２－１ 市教育委員会 中 ８００ｍ

１２００ｍ80×80

広域（一時）避難場所佐倉中学校
城内町１１７番地
１０

市教育委員会

中井野１３７６番地 市教育委員会

100×100 大

中 ７００ｍ 広域（一時）避難場所

千代田小学校

井野小学校 井野８３４番地 市教育委員会 90×100

吉見５５３ 市教育委員会 60×70 中 １５００ｍ 広域（一時）避難場所

50×130 中 ２５００ｍ 広域（一時）避難場所

根郷小学校

弥富小学校 岩富町１４５ 市教育委員会

城４５４番地 市教育委員会

80×80 中 ２５００ｍ 広域（一時）避難場所84 和田小学校 直弥５９番地１ 市教育委員会

中 １００ｍ 広域（一時）避難場所

90×140 中 ２４００ｍ 広域（一時）避難場所

印南小学校 印南２２番地１ 市教育委員会 60×100

広域（一時）避難場所

81 臼井小学校
臼井田２３９５番
地

市教育委員会 100×100 広域（一時）避難場所

上志津小学校 上志津１７５２ 市教育委員会 ８００ｍ中

78 内郷小学校 岩名８７０番地 市教育委員会

大 １５００ｍ

なし

70×100 中 １４００ｍ

広域（一時）避難場所

50×70 中 １６００ｍ 広域（一時）避難場所

２４００ｍ

大

１５００ｍ

77 佐倉小学校 新町７８番地４ 広域（一時）避難場所市教育委員会

71 成田国際空港
成田国際空港内
NAAﾋﾞﾙ

成田国際空港
（株）

50×30 小

100×100

１２００ｍ

１０６×７０

施設管理者
広さ

最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称
所在地

中 １８００ｍ

３０００ｍ中８５×７０市

志津小学校 上座１１５６－２ 市教育委員会 80×120 中 １０００ｍ 広域（一時）避難場所

60×60

市 なし

なし山王公園
山王２丁目９番
地１

92

93

79

82

80

85

86

88

83

87

大 ７０００ｍ なし76 利根川河川敷（竜台地先） 竜台地先 市 100×100
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,41,30
E：140,38,12
N：35,42,26
E：140,37,03
N：35,43,03
E：140,36,27
N：35,44,21
E：140,38,29
N：35,44,08
E：140,39,36
N：35,43,08
E：140,37,56
N：35,42,50
E：140,40,00
N：35,43,34
E：140,36,52
N：35,43,27
E：140,41,26
N：35,45,29
E：140,41,23
N：35,43,48
E：140,41,42
N：35,42,02
E：140,43,31
N：35,42,23
E：140,42,09
N：35,42,38
E：140,42,49
N：35,43,37
E：140,44,47
N：35,41,57
E：140,41,39
N：35,46,01
E：140,37,25
N：35,45,23
E：140,35,45
Ｎ： 35,42,37
Ｅ： 140,38,57
N：35,40,00
E：140,00,56
N：35,41,46
E：140,04,21
N：35,54,28
E：140,00,14
N：35,53,04
E：139,59,43
N：35,54,15
E：139,57,27
N：35,51,55
E：139,57,50
N：35,50,47
E：139,59,06
N：35,49,45
E：139,57,55
N：35,49,04
E：139,59,08
N：35,52,23
E：139,58,27
N：35,50,30
E：140,03,42
N：35,49,39
E：139,58,05
N：35,08,58
E：140,19,30
N：35,09,02
E：140,19,14
N：35,10,33
E：140,16,14

128

１１０×７６ 中 １９００ｍ126 市

富浦小学校 中里３３８３－２

広さ
最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称

所在地
施設管理者

中 １０ｍ 広域（一時）避難場所127 秋津総合運動公園 秋津３－７ 市 １２０×８０

袖ヶ浦運動公園 袖ヶ浦５－１ 市 １００×８０ 中

110×90 中

柏中学校グランド

129 柏市利根運動広場 弁天下地先 市教育委員会 450×75 中

広域（一時）避難場所

２０００ｍ

１００００ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

131 田中中学校グランド 大室２５０ 市教育委員会

なし

130 富勢運動場 根戸５０７ 市教育委員会 ５００ｍ

110×60 中 １８０ｍ

広域（一時）避難場所
避難施設と隣接、同一敷地

１５００ｍ
広域（一時）避難場所
避難施設と隣接、同一敷地

広域（一時）避難場所
避難施設と隣接、同一敷地

133 名戸ヶ谷小学校グランド 名戸ヶ谷４７４ 市教育委員会

110×70 中132 明原４丁目１－１ 市教育委員会

光ヶ丘中学校グランド
光ヶ丘４丁目２３
－１

市教育委員会

160×70 中 ２６００ｍ

広域（一時）避難場所
避難施設と隣接、同一敷地

135 逆井中学校グランド 逆井５５５ 市教育委員会

110×90 中 １４００ｍ
広域（一時）避難場所
避難施設と隣接、同一敷地

134

大堀川防災レクリエーショ
ン公園

篠籠田字初音地
先

市

105×90 中 １５００ｍ

なし137 手賀の丘公園運動場 片山２９４ 市

300×120 大 ３７００ｍ なし136

中原ふれあい防災公園 中原1丁目1-28 市

68×120 中 ５０００ｍ

３０×５０ 小 １５００ｍ 広域（一時）避難場所

150×78 中 １００００ｍ

市教育長

138

市教育委員会

広域（一時）避難場所

中

113
旭スポーツの森公園芝生
広場

琴田小学校 琴田２８６４－１

市教育委員会

112

４５００ｍ50×100市教育委員会

干潟小学校

60×90 中 ４９００ｍ

108 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

鎌数９５０８ 50×60 中 ５４００ｍ

109 豊畑小学校 井戸野２７３８－２ 市教育委員会

110

１４００ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

111 共和小学校 新町５６３ 市教育委員会 50×140 中 ３０００ｍ

二の５４９１ 市 200×200 大

50×140 中

３２００ｍ 広域（一時）避難場所

114 旭中央病院ヘリポート イの１３２６ 市 100×100 大 １１００ｍ なし

1460×120 大 ４４００ｍ 広域（一時）避難場所115 日清紡績旭テストコース 鎌数１３２６ 日清紡績（株）

120×100 大 ５００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地116 旧海上中学校 後草２２９５ 市教育委員会

60×40 中 ４０００ｍ 広域（一時）避難場所117 滝郷小学校 清滝８２１ 市教育委員会

120×110 大 １００ｍ 広域（一時）避難場所118 海上コミュニティ運動公園 高生７ 市

８０×６０ 小 ８００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地119 飯岡小学校第２グランド 飯岡２０２０－１ 市教育委員会

８０×１２０ 中 ２７００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地120 三川小学校 三川４６４３ 市教育委員会

７５×１７０ 中 ２２００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地121
いいおかふれあいスポー
ツ公園

横根３５５０ 市教育委員会

５００×５００ 大 ３９００ｍ 広域（一時）避難場所122
防衛庁技術研究本部　第2研
究所飯岡支所

塙３８４７ 防衛庁

80×80 中 ３２００ｍ 広域（一時）避難場所123 飯岡野球場 三川５８８５－２ 市教育委員会

100×150 大 ７００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地124 干潟中学校 入野２１７０－３ 市教育委員会

中 2０００ｍ７０×１１０ 避難施設と隣接、同一敷地125 古城小学校 鏑木２６９９ 市教育委員会

旭文化の杜公園「ふれあ
い広場」

ハの２５０－１

139 勝浦市営野球場 沢倉５２３－１

141 北中学校 小羽戸５８－２

140 勝浦中学校 出水１１４５

120×130 大 ８００ｍ 広域（一時）避難場所

160×110 大 ９００ｍ 広域（一時）避難場所学校長

避難施設と隣接、同一敷地学校長

勝浦市

習志野市

柏市

旭市
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,27,24
E：140,02,17
N：35,32,06
E：140,08,14
N：35,31,25
E：140,04,22
N：35,30,55
E：140,11,05
N：35,24,09
E：140,08,41
N：35,27,23
E：140,08,10
N：35,19,56
E：140,09,06
N：35,15,43
E：140,09,49
N：35,28,32
Ｅ：140,03,16
N：35,29,46
E：140,05,13
N：35,30,4１
E：140,05,56
N：35,32,05
E：140,07,08
N：35,31,43
E：140,07,42
N：35,31,03
E：140,09,29
N：35,29,47
E：140,11,05
N：35,27,23
E：140,08,00
N：35,23,58
E：140,08,29
N：35,19,46
E：140,08,57
N： 35,２7,05
E： 140,03,08
N： 35,29,21
E： 140,06,56
N： 35,31,31
E： 140,11,28
N： 35,30,28
E： 140,12,59
Ｎ： 35,19,55
E： 140,12,41
N：35,24,19
E：140,06,29
N：35,23,33
E：140,08,29
N：35,24,04
E：140,10,40
N：35,22,52
E：140,11,11
N：35,21,13
E：140,09,27
N：35,1９,46
E：140,10,20
N：35,18,50
E：140,09,12
N：35,16,46
E：140,09,01
N：35,53,05
E：139,54,07
N：35,51,19
E：139,55,16
N：35,43,16.43
E：140,06,54.37
N：35,44,28.66
E：140,07,36.05
N：35,51,56
E：140,00,52
N：35,51,43
E：140,04,17
N：35,52,27
E：140,06,35

八千代市

我孫子市

市原市

流山市

162 ちはら台南中学校
ちはら台南５－３
－１

161 国分寺台中学校
南国分寺台２－
１

172

５００ｍ 広域（一時）避難場所

市 中177 手賀沼公園多目的広場 若松２

176

湖北台中央公園 湖北台７－５ 市 100×100 大

174
流山市総合運動公園陸上競
技場

野々下１－２９－
４

市教育委員会

70×60

164

160 有秋中学校 不入斗１２００

なし市教育委員会

阿蘇中学校 米本１９１４ なし

１０００ｍ 広域（一時）避難場所

178

市

広域（一時）避難場所

市教育委員会 ９０×１１５ 中 ６００ｍ

150×75 中 ３０００ｍ 広域（一時）避難場所

八千代総合運動公園 萓田２５３ 市 １７０×８０ 中

大流山市上耕地運動場 南２６７

中八幡１０５０－３

６０×１２０

１００×８０

１２０×７５

５００ｍ 広域（一時）避難場所159 加茂中学校 平野１２３
市教育委員会（学

校長）
１００×９０ 中

１７００ｍ 広域（一時）避難場所158 市原高等学校 牛久６５７
千葉県教育庁（学

校長）
中

４７００ｍ 広域（一時）避難場所157 三和中学校 磯ヶ谷１７０３
市教育委員会（学

校長）
中

広域（一時）避難場所

２２００ｍ 広域（一時）避難場所156 湿津中学校 潤井戸２２９７－２
市教育委員会（学

校長）
中

１０００ｍ

八幡運動公園

広域（一時）避難場所

155 辰巳台中学校 辰巳台東２－２
市教育委員会（学

校長）
１５０×９０ 中 ３１００ｍ

中 １５００ｍ

１９００ｍ 広域（一時）避難場所

154 八幡中学校 八幡５００
市教育委員会（学

校長）
９０×７５ 中

市 ７０×１００

五井小学校 五井東１－６－３
市教育委員会（学

校長）
１００×７５ 広域（一時）避難場所

中 １２００ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所京葉高等学校 島野２２２
千葉県教育庁（学

校長）
１３０×１００ 大 ３２００ｍ

明神小学校 姉崎１８５０
市教育委員会（学

校長）
８０×６５

９８００ｍ

なし

三和運動広場

朝生原ミニ運動広場 朝生原７９７－２ 市教育委員会 ４０×４０ 小 なし

加茂支所北側空地 平野５８３－３ 市 ３０×４０ 小 ５００ｍ

８０×５０

中 １５００ｍ

中 ４７００ｍ市
広域（一時）避難場所
避難施設と隣接、同一敷地

なし

１５０×８５ 中 ５０ｍ なし

なし

大 ２８００ｍ

なし

143 市原スポレクパーク 菊間７７５ 市 250×150 大 ２３００ｍ なし

市 ３２００ｍ142 姉崎運動広場 椎津１５５０

南総運動広場 奉免１６６－１ ８５×８５市

市津運動広場

臨海競技場

施設管理者
広さ

最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称
所在地

中 ２４００ｍ

小 １００００ｍ

中

６００ｍ中

105×８０

中

市

潤井戸１１－２ 市

市教育委員会（学
校長）

165

167

170

171

市教育委員会（学
校長）

146

145

144

147

150

岩崎２６８

磯ヶ谷１６０６－２

148

163 市東中学校

８５×８０

130×70

１１０×５５

市教育委員会（学
校長）

153

149

151

152

175

173

市教育委員会（学
校長）

広域（一時）避難場所

７５×９５ 中 ８００ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

１００×７０ 中 4100 広域（一時）避難場所

平蔵８０８
市教育委員会（学

校長）
３０×６５ 広域（一時）避難場所

東国吉３５６

６5×７5

平三小学校

寺谷小学校 寺谷６８７－１ 広域（一時）避難場所

166 牛久小学校 皆吉９３３－２
市教育委員会（学

校長）
50×70 中 １８００ｍ 広域（一時）避難場所

市教育委員会（学
校長）

45×65 小 ２８００ｍ

４７００ｍ

内田小学校 島田２０ 広域（一時）避難場所

168 鶴舞小学校 鶴舞７０８
市教育委員会（学

校長）
55×80 中 ４０００ｍ 広域（一時）避難場所

市教育委員会（学
校長）

65×55 中 ２７００ｍ 広域（一時）避難場所

里見小学校 徳氏５４１－１
市教育委員会（学

校長）

169 高滝小学校 養老１０１２－１

富山小学校 古敷谷２２５２
市教育委員会（学

校長）

市教育委員会（学
校長）

35×60 小 ２５００ｍ 広域（一時）避難場所

３８００ｍ 広域（一時）避難場所７0×30 小

小 ６９００ｍ

１５００ｍ

１４００ｍ

広域（一時）避難場所白鳥小学校 大久保５４７－１
市教育委員会（学

校長）
40×65

150×125

100×100 なし大 ３４００ｍ179 利根川ゆうゆう公園
古戸１１８７地先
ほか
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,06,49
E：140,04,43
N：35,06,31
E：140,05,49
N：35,07,48
E：140,01,01
N：35,08,13
E：140,01,04
N：35,06,46
E：140,04,47
N：35,07,27
E：140,09,15
N：35,07,40
E：140,11,37
N：35,46,47
E：140,00,32
N：35,46,41
E：140,00,54
N：35,46,54
E：139,59,58
N：35,45,38
E：139,58,59
N：35,46,37
E：140,01,29
N：35,45,15
E：139,59,52
N：35,47,09
E：139,59,30
N：35,19,05
E：139,54,15
N：35,20,13
E：139,55,48
N：35,17,50
E：139,55,48
N：35,18,21
E：139,55,50
N：35,18,02
E：139,57,42
N：35,17,52
E：139,59,00
N：35,15,00
E：139,59,57
N：35,13,52
E：140,00,16
N：35,19,19
E：140,03,26
N：35,14,52
E：140,03,41
N：35,13,50
E：140,06,00
N：35,17,34
E：140,04,36
N：35,19,04
E：139,53,23
N：35,15,24
E：139,53,07
N：35,13,15
E：139,52,49
N：35,18,19
E：139,49,31
N：35,38,41
E：139,53,54
N：35,37,44
E：139,53,29
N：35,39,05
E：140,11,35

浦安市

100×100 大

大

四街道市

市 140×100

212
四街道総合公園（多目的
運動場）

和田１６１

211 総合運動公園・野球場 舞浜２－２７

広さ
最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称

所在地
施設管理者

210 中央公園・野球場 富岡４－25

広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所６００ｍ

191 第五中学校 初富８０６－２６２

190 第四中学校 中沢１０２４－１

大 １０００ｍ187 市制記念公園 初富９２４－６

189 第三中学校 粟野４５０ 市教育委員会 110×75 中

広域（一時）避難場所

188 陸上競技場 初富９２４－２８３ 市 185×12５ 大 ２０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

市

１５００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

110×70

初富２８４－７

中 ４０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

大 避難施設と隣接、同一敷地

市教育委員会

避難施設と隣接、同一敷地中150×95

中 １０００ｍ

市教育委員会

192 県立鎌ヶ谷高等学校
東道野辺１－４
－１

千葉県教育庁

193 県立鎌ヶ谷西高等学校

３０００ｍ

千葉県教育庁 避難施設と隣接、同一敷地

３０００ｍ

105×60

広域（一時）避難場所

２80×150

120×120

196 周南中学校 宮下１－４－１ 110×220

181 県立長狭高等学校 横渚１００ 千葉県教育庁 100×80

80×80

198 中小学校 中島６７８

市教育委員会

197 内みのわ運動公園 内箕輪１－１－１ 市

市教育委員会

市教育委員会

１８００ｍ

195 大和田小学校 大和田４２５ 市教育委員会

194 貞元小学校 上湯江１６５５

大 ３５００ｍ

避難施設と隣接、同一敷地

60×130 中 ４３００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

避難施設と隣接、同一敷地

75×120 中

80×130 中 ４３００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

160×125 大 １７００ｍ 広域（一時）避難場所

120×120 大 ２９００ｍ 広域（一時）避難場所199 小糸スポーツ広場 塚原５１ 市教育委員会

60×70 中 ３９００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地200 秋元小学校 西粟倉３６ 市教育委員会

110×180 大 ５８００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地201 清和中学校 東日笠５２２ 市教育委員会

65×120 中 ３８００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地202 小櫃中学校 俵田１１１０ 市教育委員会

80×130 中 １２００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地203 松丘中学校 広岡９９４ 市教育委員会

90×130 中 ６３００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地204 亀山中学校 坂畑２２３－１ 市教育委員会

大

120×125

広域（一時）避難場所205 久留里スポーツ広場
久留里市場３６８
－１

市教育委員会 120×120 大 １００ｍ

市教育委員会

208 天羽中学校 岩坂１０８

206 富津中学校

209 富津運動広場

大 ２６００ｍ

２０００ｍ

富津６８０

下飯野１１３５

207 佐貫小学校 鶴岡９８８ 市教育委員会

108×118

市

広域（一時）避難場所

３０００ｍ 広域（一時）避難場所

市教育委員会 ２３００ｍ

１１０×1００ 大

１７００ｍ市教育委員会 広域（一時）避難場所

95×95 中 ３５００ｍ 広域（一時）避難場所

大

市 120×110

180
鴨川市総合運動施設　陸
上競技場

太尾８６６－１ 市教育委員会 100×150 大 ３５００ｍ なし

中 １３００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

182 長狭学園 宮山１７６ 市教育委員会 60×130 中 ５１００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

183 鴨川市大川面運動公園 大川面３２ 市教育委員会 50×100 中 ５６００ｍ なし

中 ３０００ｍ なし184
鴨川市総合運動施設　野
球場

太尾８６６－１ 市教育委員会

60×40 小 ４０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地185 天津小学校運動場 天津１１６６ 市教育委員会

75×70 中 １０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地186 小湊小学校運動場 内浦１９２３ 市教育委員会

君津市

富津市

鴨川市

鎌ヶ谷市
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,25,59
E：139,58,03
N：35,25,21
E：139,57,06
N：35,26,45
E：139,59,58
N：35,25,05
E：139,59,46
N：35,23,38
E：140,02,06
N：35,24,18
E：140,02,41
N：35,23,14
E：140,20,52
N：35,26,23
E：139,59,32
N：35,25,59
E：139,58,03
N：35,38,42
E：140,16,43
N：35,39,21
E：140,18,52
N：35,39,44
E：140,19,03
N：35,49,17
E：140,7,10
N：　,　,
E：　 ,　,
N：35,40,51
E：140,13,31
N：35,46,02
E：140,10,11
N：35,46,47
E：140,13,50
N：35,35,35
E：140,26,25
N：35,45,40
E：140,10,00
N：35,48,27
E：140,12,07
N：35,48,12
E：140,11,54
N：35,49,26
E：140,13,04
N：35,48,21
E：140,10,43
N：35,48,49
E：140,12,09
N：35,48,16
E：140,10,29
N：35,47,50
E：140,03,35
N：35,46,40
E：140,03,41
N：35,46,28
E：140,03,04
N：35,47,08
E：140,02,16
N：35,47,04
E：140,0１,32
N：35,47,29
E：140,02,40
N：35,47,53
E：140,06,09
N：35,47,39
E：140,03,20
N：35,49,06
E：140,02,46
N：35,46,27
E：140,01,46
N：35,47,12
E：140,01,27
N：35,46,53
E：140,03,36

白井市

袖ヶ浦市

八街市

避難施設と隣接、同一敷地

市教育委員会

市教育委員会

避難施設と隣接、同一敷地

９0×65 中 １５００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

避難施設と隣接、同一敷地

100×８0 中 １８００ｍ

市教育委員会 85×55 中 ４９００ｍ

市教育委員会

８0×７0 中 １５００ｍ248 大山口小学校 大山口２－２－１

247 白井第三小学校 根３３６－１５

避難施設と隣接、同一敷地

249 南山小学校 南山１－７－１

246 白井第二小学校 中１８１-2

245 白井第一小学校 根１０５ 市教育委員会 ７0×40 中 ５００ｍ

武西学園台２－
１２００

学校法人東京電
機大学理事長

130×100

225
　松山下公園（陸上競技
場）

浦部２７５ 市長 100×70

238

239

222

223

広さ
最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称

所在地
施設管理者

避難施設と隣接、同一敷地

なし

１４００ｍ

八街市スポーツプラザ 八街い８４－１０ 126×82 中 ３４７０ｍ

130×110 大 ４５０ｍ

広域（一時）避難場所

八街中央中学校 八街ほ５９１ 市教育委員会 164×106 大 隣接 広域（一時）避難場所

市教育委員会

広域（一時）避難場所

避難施設と隣接、同一敷地224 八街市営中央グラウンド 八街ほ３５ 市教育委員会 100×100 大 ７３０ｍ

東京電機大学
千葉ニュータウンキャンパ
ス

広域（一時）避難場所市教育委員会

中 ４０００ｍ 広域（一時）避難場所

100×55 中 １０００ｍ

大 １４００ｍ

南山中学校 南山１－６－１ 市教育委員会 100×80

白井中学校 根５４

中 １３００ｍ 広域（一時）避難場所

240 池の上小学校 池の上２－２１ 市教育委員会 90×60 中 ２０００ｍ 広域（一時）避難場所

241 清水口小学校 清水口２－３－１ 市教育委員会 110×90 中 １０００ｍ 広域（一時）避難場所

１０００ｍ 広域（一時）避難場所

243 七次台中学校
七次台１－２１－
１

市教育委員会 110×70 中 １８００ｍ

90×90

244 桜台小学校 桜台３－２８ 市教育委員会

市教育委員会 中242

広域（一時）避難場所

中 １５００ｍ 広域（一時）避難場所110×60

瀬戸１５８０

228 宗像小学校 岩戸１６８０

西部地区公園 岩戸２８６９

市長 100×40 中 ２２００ｍ227 印旛中央公園運動場 瀬戸１５１２ 広域（一時）避難場所

100×20 小 ４７００ｍ なし

広域（一時）避難場所100×20 小

広域（一時）避難場所230 平賀小学校 平賀１１６１－２ 市教育委員会

市教育委員会

２６００ｍ市教育委員会229 六合小学校

市長 100×135 大

100×20 小 ６０００ｍ

５１００ｍ なし

232 本埜スポーツプラザ 中根１４１２ 市長 110×55 中 ９００ｍ

231

避難施設と隣接、同一敷地

233 本埜第一小学校 中根１２８１－２ 市教育委員会 70×65 中 １３００ｍ 広域（一時）避難場所

80×70 中 ２５００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地234 本埜第二小学校 笠神１７４５ 市教育委員会

90×65 中 ３８００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地235 滝野小学校 滝野５－１ 市教育委員会

75×60 中 １０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地236 本埜中学校 笠神２５０ 市教育委員会

90×90 中 ３８００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地237 滝野公園 滝野４－２ 市長

大山口中学校 大山口２－１－１

市

平川中学校 横田５００ 学校長

久保田１２９

１８００ｍ

213 昭和中学校 神納３２０４

坂戸市場１５６６

学校長

大214 袖ヶ浦市総合運動場

学校長

100×180

216 根形中学校 三ﾂ作７４１ 学校長

215 長浦中学校

100×180 大 ３６００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

避難施設と隣接、同一敷地120×110 大

120×50 中 １９００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

160×160 大 ２５０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地217

100×100 大 ２０００ｍ

218 平岡小学校 野里１５０３ 学校長

219 中川小学校

220 蔵波小学校
蔵波台４－１９－
１

学校長 90×100 中 １２００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

横田２５８３

100×100 大 ６５０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

学校長 避難施設と隣接、同一敷地

221 奈良輪小学校 奈良輪４２５－１ 学校長

226

印西市
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,47,55
E：140,02,33
N：35,48,08
E：140,06,02
N：35,48,49
E：140,04,18
N：35,46,29
E：140,01,21
N：35,43,24
E：140,20,46
N：35,43,52
E：140,20,08
N：35,42,12
E：140,21,47
N：35,43,19
E：140,19,03
N：35,41,26
E：140,20,32
N：35,40,51
E：140,23,23
N：35,45,45
E：140,19,25
N：35,44,35
E：140,21,14
N：35,44,03
E：140,19,18
N：35,45,23
E：140,19,03
N：35,42,49
E：140,21,45
N：35,02,51
E：139,50,01
N：35,05,46
E：139,51,47
N：35,01,26
E：139,53,45
N：34,54,25
E：139,51,40
N：34,58,20
E：139,56,40
N：35,01,17
E：139,57,23
N：35,01,20
E：139,59,20
N：35,42,29
E：140,34,29
N：35,42,06
E：140,32,48
N：35,44,47
E：140,31,37
N：35,40,41
E：140,35,57
N：35,42,38
E：140,32,48
N：35,40,55
E：140,34,52
N：35,42,11
E：140,32,46
N：35,40,01
E：140,34,10
N：35,39,06
E：140,33,18
N：35,53,45
E：140,30,30
N：35,53,00
E：140,30,30
N：35,53,45
E：140,31,30
N：35,51,12
E：140,36,57
N：35,50,27
E：140,37,32
N：35,50,24
E：140,34,06

富里市

南房総市

富里市

253 冨士中予定地 冨士２０９－１

252 白井運動公園 神々廻１７２８－１

なし市教育委員会 130×110 大 ９００ｍ

大 ３２００ｍ なし

251 桜台中学校 桜台３－２７ 市教育委員会 110×70 中

１１0×６0 中 ２３００ｍ

市教育委員会

避難施設と隣接、同一敷地

42００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

市教育委員会250 七次台小学校
七次台３－１７－
１

105×100

広さ
最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称

所在地
施設管理者

258 浩養小学校 十倉１８５－54

80×110

70×80

40×90学校長

257 富里第一小学校

中 ３００ｍ254 富里中学校 七栄６５２-２２６

256 富里南小学校 御料４－1

避難施設と隣接、同一敷地

255 富里小学校 七栄７２０ 学校長 60×100 中 ９８０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

学校長

避難施設と隣接、同一敷地

50×120 中 ２５６０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

小 ４１６０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

中 ３１００ｍ

259 洗心小学校 十倉７３２－３ 学校長 60×60 中 ６５２０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

260 日吉台小学校 日吉台４丁目２１ 学校長 60×90 中 ６００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

中 １９２０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地261 根木名小学校 根木名１００５－３ 学校長 60×80

60×80

中 ２１６０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地262 七栄小学校 七栄１３２－７ 学校長 80×100

264 富里南中学校 十倉１２７－３８ 学校長

６００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地263 富里北中学校
日吉倉１５１５－３
１

学校長

200×100

学校長 130×120

市

114×120学校長

281 佐原河川敷緑地
粉名口地先利根
川右岸

283 新島中学校 佐原ハ４４２８

282 県立佐原高等学校 佐原イ２６８４

４８００ｍ なし

なし

大 １３００ｍ 広域（一時）避難場所

大 ７５０ｍ

大

２５００ｍ

284 黒部運動公園野球場 小見川４８６６ 市教育委員会 １００×１００ 大

小見川東小学校 阿玉川７２８ 学校長 120×60 中

１２００ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

70×50 中 ３３００ｍ 広域（一時）避難場所286 小見川西小学校 内野３５ 学校長

285

市 100×100

40×90

中沢５７３－1 学校長

学校長

広域（一時）避難場所

市教育委員会

90×90

60×60

小 ２１８０ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

中

４０００ｍ

東小笹１１６０ 市教育委員会

274 飯高小学校 飯高１６９２

272 市営グランド 上谷中２２４０－８

275

広域（一時）避難場所

273 八日市場第二中学校
八日市場イ１６８
７

市教育委員会 50×100 中 ２０００ｍ

市教育委員会 中

大 ３０００ｍ

広域（一時）避難場所

50×60 中 ４０００ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

中 ８０００ｍ

中 ５０００ｍ 広域（一時）避難場所277 みどり平東公園野球場 みどり平１３－２ 市 90×90

中 ２０００ｍ 広域（一時）避難場所278 県立匝瑳高等学校
八日市場イ１６３
０

千葉県教育庁 80×150

１５００ｍ 広域（一時）避難場所279 野栄中学校 今泉５３２３－３ 市教育委員会 大100×100

広域（一時）避難場所280 栄小学校 栢田８２３ 市教育委員会 中100×60 1900ｍ

共興小学校

276 山桑公園野球場 山桑１２５

白浜スポーツ公園
白浜町滝口５５８
０番地１１３

避難施設と隣接、同一敷地70×50 中 １３０００ｍ

避難施設と隣接、同一敷地

265 富浦小学校
富浦町原岡９３１
番地

本織６０番地１

270 丸山中学校

268 14000ｍ

100×70 中 ３０００ｍ

130×55 中

市教育委員会

広域（一時）避難場所100×75 中 ５８００ｍ

なし市教育委員会

広域（一時）避難場所

市教育委員会 50×50

267 三芳中学校

市教育委員会266 富山中学校 合戸２２番地

市教育委員会

中 ４０００ｍ

沓見２７０５番地

50×100

271 和田中学校
和田町海発１６０
２番地

269 千倉総合運動公園
千倉町川戸５４４
－８

広域（一時）避難場所
避難施設と隣接、同一敷地

市教育委員会 120×60 中 ４０００ｍ

中 ４０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

市教育委員会

匝瑳市

白井市

香取市
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,48,53
E：140,38,03
N：35,52,18
E：140,35,24
N：35,51,09
E：140,35,17
N：35,51,16
E：140,35,24
N：35,51,47
E：140,37,07
N：35,48,27
E：140,34,25
N：35,49,42
E：140,35,30
N：35,48,35
E：140,33,48
N：35,47,21
E：140,36,18
N：35,47,02
E：140,32,07
N：35,46,45
E：140,34,09
N：35,48,33
E：140,34,31
N：35,46,59
E：140,33,16
N： 35,48,25
E： 140,30,12
N： 35,48,30
E： 140,30,44
N： 35,48,04
E：140,28,48
N：35,36,38
E：140,24,22
N：35,35,27
E：140,26,47
N：35,34,43
E：140,28,22
N：35,34,03
E：140,26,43
N：35,35,04
E：140,26,51
N：35,35,59
E：140,26,40
N：35,36,49
E：140,24,59
N：35,38,46
E：140,21,56
N：35,35,55
E：140,29,56
N：35,38,31
E：140,27,22
N：35,38,21
E：140,27,26
N：35,37,11
E：140,28,44
N：35,39,13
E：140,26,05
N：35,38,30
E：140,26,54
N：35,37,46
E：140,20,51
N：35,39,09
E：140,22,44
N：35,37,49
E：140,21,24
N：35,40,28
E：140,21,35
N：35,38,52
E：140,20,44
N：35,38,45
E：140,22,03
N：35,36,48
E：140,21,03

香取市

山武市

100×80 中 １０１００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地316 松尾運動公園
松尾町富士見台
２０８－８

市教育委員会

100×50 中 １２５００ｍ 広域（一時）避難場所315 豊岡小学校 松尾町金尾４４１ 市教育委員会

100×50 中 ４２００ｍ 広域（一時）避難場所314 大平小学校
松尾町広根１１４
０

市教育委員会

120×60 中 ９６００ｍ 広域（一時）避難場所313 松尾小学校 松尾町猿尾３８３ 市教育委員会

広域（一時）避難場所

312 松尾中学校 松尾町松尾１１２ 市教育委員会 130×90 中 ９６００ｍ 広域（一時）避難場所

市教育委員会 90×50 中 ４０００ｍ311 蓮沼ｽﾎﾟｰﾂプラザ
蓮沼ハの５４０２
－１

広域（一時）避難場所

310 山武中学校 埴谷１８５５ 市教育委員会 116×58 中 １０００ｍ 広域（一時）避難場所

市教育委員会 150×72 中

中 ３３００ｍ115×90 広域（一時）避難場所

97×57 １７００ｍ 広域（一時）避難場所

６０００ｍ

市教育委員会

309 大富小学校 新泉ト６０

308 南郷小学校 上横地８８４－１

緑海小学校 松ヶ谷ロ４７１－１

五木田２４５２－１

306 鳴浜小学校 本須賀１０９０

307 成東東中学校

４０００ｍ 広域（一時）避難場所

市教育委員会

広域（一時）避難場所130×50 中 ５０００ｍ

60×130 中 ３５００ｍ 広域（一時）避難場所

中 ６６００ｍ

304

303 成東中学校 和田５６７ 85×70 広域（一時）避難場所

五木田３２４１

305

避難施設と隣接、同一敷地市教育委員会

なし

50×50 中 ６００ｍ 広域（一時）避難場所市教育委員会

30×30 小 ２５００ｍ

市 30×30 小 ４００ｍ300 栗山川ふれあいの里公園 岩部３２８０

302 旧沢小学校 沢１８１３－１

301 栗源運動広場 岩部１０４１

なし

299 山倉運動広場 大角１５４５－１ 市教育委員会 70×60 中 ４０００ｍ 広域（一時）避難場所

市教育委員会

広域（一時）避難場所

75×50 中 ５０００ｍ 広域（一時）避難場所学校長

90×100 中 ５００ｍ

学校長 75×50 中 ５０００ｍ296 山倉小学校 山倉６７２

298 山田中央運動広場 仁良３６１

297 第一山倉小学校 桐谷１０２０

広域（一時）避難場所

295 府馬小学校 府馬３４２９－４ 学校長 120×65 中 ５０００ｍ 広域（一時）避難場所

学校長

なし

90×70 中 ５０００ｍ 広域（一時）避難場所学校長

60×55 中 ２０００ｍ

学校長 150×100 大 ５００ｍ292 山田中学校 仁良３５６－１

294 八都第二小学校 仁良１０３８－１

293 八都小学校 小見１０２５

590×170 大 ２７００ｍ なし291 小見川河川敷運動公園 八日市場地先 市教育委員会

180×120 大 １０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地290 県立小見川高等学校 小見川４７４０ 学校長

100×100 大 １０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地289 小見川中学校 小見川４８６５ 学校長

80×60 中 ２５００ｍ 広域（一時）避難場所288 小見川北小学校 富田８００ 学校長

60×50 中 ４５００ｍ 広域（一時）避難場所287 小見川南小学校 貝塚２２１８ 学校長

施設管理者
広さ

最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称
所在地

317 山武南中学校 木原２３７０ 市教育委員会 80×120 ４９００ｍ 広域（一時）避難場所

５３１ｍ 広域（一時）避難場所318 睦岡小学校 埴谷７７１ 市教育委員会

成東総合運動公園駐車場

広域（一時）避難場所319 日向小学校 雨坪１０ 市教育委員会 ８0×100 中 ４１００ｍ

広域（一時）避難場所320 山武北小学校 沖渡６９９ 市教育委員会 50×120 中 ３９００ｍ

321 山武西小学校 大木１３ 市教育委員会

100×１00 大

市教育委員会

323 日向の森野球場 森１６８８－１

市教育委員会

市教育委員会

４０×６０ 小

中

中

中

50×60

市教育委員会

市教育委員会

322 さんぶの森野球場 埴谷１８５４

市教育委員会 ７０００ｍ

広域（一時）避難場所

100×120 大 １３００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

なし

60×120 中 ５４００ｍ
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,38,30
E：140,22,38
N：35,36,03
E：140,29,56
N：35,36,21
E：140,29,52
N：35,17,00
E：140,18,00
N：35,14,25
E：140,23,21
N：35,15,04
E：140,23,04
N：35,18,00
E：140,23,06
N：35,43,10
E：140,17,00
N：35,43,30
E：140,16,10
N：35,43,25
E：140,17,30
N：35,43,30
E：140,17,20
N：35,50,10
E：140,14,30
N：35,51,08
E：140,16,10
N：35,49,42
E：140,16,03
N：35,50,44
E：140,11,57
N：35,50,35
E：140,15,00
N：35,49,30
E：140,16,35
N：35,50,35
E：140,14,30
N：35,49,50
E：140,17,05
N：35,50,55
E：140,14,35
N：35,50,55
E：140,14,25
N：35,51,05
E：140,13,35
N：35,51,30
E：140,15,30
N：35,51,30
E：140,15,30
N：35,51,0
E：140,13,00
N：35,53,52
E：140,24,15
N：35,53,46
E：140,24,35
N：35,52,28
E：140,25,20
N：35,53,2
E：140,25,26
N：35,43,56
E：140,28,07
N：35,44,54
E：140,27,07
N：35,42,25
E：140,27,38
N：35,46,30
E：140,29,26
N：35,47,26
E：140,27,29
N：35,44,12
E：140,29,38
N：35,44,25
E：140,28,28
N：35,44,31
E：140,28,20

栄町

神崎町

神崎町

いすみ市

酒々井町

山武市

114×116 大 ３００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地330 岬総合運動場 岬町長者２２ 市

130×70 中 １５００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地329 大原中学校 大原７４００－１２ 市

181×99 中 ８５０ｍ 広域（一時）避難場所328 大原グランド 大原６５８８ 市

327
文化とスポーツの森　ス
ポーツ広場

深谷１９６８－１ 市 120×70 中 １５００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

80×90 中 ５００ｍ なし360 町民運動場 多古３４２９ 町

90×80 中 ５００ｍ 広域（一時）避難場所359 多古中学校 多古２９２０ 町教育委員会

50×50 中 ２９００ｍ 広域（一時）避難場所358 中村小学校 南中３４９－２ 町教育委員会

40×80 小 ６９００ｍ 広域（一時）避難場所357 十余三小学校跡地 十余三２７４ 町

40×80 小 ４７００ｍ 広域（一時）避難場所356 久賀小学校跡地 次浦１５２５ 町

30×50 小 ５６００ｍ 広域（一時）避難場所355 多古第三小学校跡地 牛尾２０３４－３ 町教育委員会

40×50 小 ３８００ｍ 広域（一時）避難場所354 多古第二小学校 喜多３０５ 町教育委員会

353 多古第一小学校 多古２５４７ 町教育委員会 105×57 中 ２１００ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所町教育委員会

広域（一時）避難場所

90×100 中 ２０００ｍ 広域（一時）避難場所町教育委員会

352 町民野球場 大貫３８３－１ 町教育委員会 ５０００ｍ

349 神崎小学校 神崎本宿２２

351

広域（一時）避難場所90×100 中

６０００ｍ

町教育委員会 40×100 中 ２０００ｍ

130×70 中米沢小学校 新３８５

350 神崎中学校 神崎本宿２６０

中

125×120 大

120×100

５０ｍ なし348
河川防災ステーション防災ヘ
リポート

和田４８１－１ 国土交通省 90×43

２８００ｍ なし347
水と緑の運動広場（多目的
運動広場）

須賀１９９７－３ 町

大 ２８００ｍ なし346
水と緑の運動広場（野球
場）

須賀１９９７－３ 町

945×100 大 ６００ｍ なし345 町民Ｃグランド
生板鍋子新田2-
12地先

町

なし

344 町民Ｂグランド 和田２３７地先 町 100×100 大 １５００ｍ なし

町

広域（一時）避難場所

130×70 中 ５６００ｍ 広域（一時）避難場所町教育委員会

150×100 大 １３００ｍ

町教育委員会 75×90 中 １７００ｍ

広域（一時）避難場所

340 竜角寺台小学校
竜角寺台６－２６
－１

町教育委員会 100×80 中 ７５００ｍ 広域（一時）避難場所

町教育委員会 60×90 中 ２０００ｍ339 安食台小学校
安食台４－３４－
１

341 栄中学校 安食５５

343 町民Ａグランド
安食９４７－４地
先

342 栄東中学校 龍角寺１１１２－２

避難施設と隣接、同一敷地

338 布鎌小学校 請方１５７－１ 町教育委員会 90×55 中 １９００ｍ 広域（一時）避難場所

町教育委員会

広域（一時）避難場所

55×30 小 ３２００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地町教育委員会

70×35 小 ４５００ｍ

町教育委員会 75×70 中 ２４００ｍ335 安食小学校 安食３０５

337 酒直小学校 龍角寺３３

336 北辺田小学校 北辺田２１２

避難施設と隣接、同一敷地

334 大室台小学校 尾上２－２ 町教育委員会 60×140 中 １５００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

町教育委員会

広域（一時）避難場所

80×90 中 ２０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地町教育委員会

90×１20 中 ２０００ｍ

町 50×100 中 ２０００ｍ331 酒々井総合公園 墨４４

333 酒々井中学校 尾上１４１－１０

332 酒々井小学校 酒々井２０３

施設管理者
広さ

最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称
所在地

100×200 大 ２６００ｍ なし

蓮沼中学校 蓮沼ﾊの１０３６ 市教育委員会

324
さんぶの森ふれあい公園
多目的広場

埴谷１８８４－４1 市教育委員会

小 ５０００ｍ 広域（一時）避難場所

326 蓮沼小学校 蓮沼イの２７８４ 市教育委員会 105×33 小

325

４７００ｍ 広域（一時）避難場所

49×92

多古町
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,45,47
E：140,28,58
N：35,43,54
E：140,28,15
N：35,44,01
E：140,28,30
N：35,44,27
E：140,28,10
N：35,46,31
E：140,27,48
N：35,48,31
E：140,40,24
Ｎ： 35,80,50
Ｅ： 140,64,55
Ｎ： 35,83,75
Ｅ： 140,66,65
Ｅ： 35,81,97
Ｎ： 140,70,39
Ｎ： 35,81,82
Ｅ： 140,68,99
Ｎ： 35,79,20
Ｅ： 140,67,59
Ｅ： 35,79,99
Ｅ： 140,68,33
Ｎ： 35,79,17
Ｅ： 140,68,91
N：35,29,37
E：140,23,28
N：35,29,59
E：140,21,08
N：35,31,35
E：140,19,17
N：35,30,14
E：140,21,04
N：35,30,56
E：140,21,47
N：35,31,59
E：140,25,39
N：35,41,49
E：140,29,39
N：35,40,38
E：140,30,00
N：35,39,55
E：140,30,37
N：35,39,09
E：140,30,33
N：35,37,30
E：140,32,05
N：35,38,27
E：140,30,29
N：35,40,44
E：140,27,36
N：35,37,11
E：140,30,31
N：35,39,41
E：140,28,15
N：35,22,08
E：140,21,55
N：35,21,42
E：140,22,58
N：35,22,18
E：140,21,33
N：35,22,41
E：140,23,25
N：35,22,17
E：140,21,43
N：35,21,30
E：140,19,20
N：35,20,00
E：140,17,00
N：35,21,42
E：140,20,08

一宮町

睦沢町

東庄町

大網白里町

横芝光町

横芝光町

九十九里町

385 横芝敬愛高等学校野球場 栗山４５０８
学校法人長戸路

学園

388 ふれあい坂田池公園 坂田１－１ 町教育委員会 なし１４０×５０ 中 ２３００ｍ

90×90 中 ３０００ｍ

100×120

377 増穂中学校 北飯塚２００－１

374 白里中学校

避難施設と隣接、同一敷地

避難施設と隣接、同一敷地

１６００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地110×90 中

379 九十九里中学校 片貝１８９９番地

２１００ｍ

１７００ｍ376 大網中学校

378 町営野球場 上貝塚７４－１

３０００ｍ

避難施設と隣接、同一敷地

町教育委員会 大 １５００ｍ

町

135×80 中町教育委員会

避難施設と隣接、同一敷地

150×100 大 ２６００ｍ 広域（一時）避難場所

避難施設と隣接、同一敷地120×80金谷郷２７５

375 町運動広場 南飯塚４４７－１

細草１３８５－１

50×51 中

3０００ｍ 広域（一時）避難場所

７０００ｍ 広域（一時）避難場所396 土睦小学校 小滝４５０－１ 町教育委員会

395 瑞沢小学校 大上３２２０ 町教育委員会 50×50 中

避難施設と隣接、同一敷地

394 睦沢中学校 上市場１５００ 町教育委員会 50×50 中 ７０００ｍ

393

広域（一時）避難場所

千葉県教育庁 140×70 中一宮３２８７ １３００ｍ

避難施設と隣接、同一敷地392 臨海運動公園町営野球場
一宮１０２３０－２
３

町教育委員会

県立一宮商業高等学校

避難施設と隣接、同一敷地

65×48 中 ５４００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

90×90 中 ５０００ｍ

避難施設と隣接、同一敷地100×75 中

町教育委員会 60×49 中 ２０００ｍ

町教育委員会

１４００ｍ町教育委員会

389 一宮小学校 一宮２９４０

一宮５０５２

390 東浪見小学校 東浪見１５１６－２

391 一宮中学校

70×50 中

60×80 中

100×85

220×120 大

中

７０×５０ 中

なし100×50 中

５１００ｍ 広域（一時）避難場所

２８００ｍ 広域（一時）避難場所383 東陽小学校 宮川４６５５ 町教育委員会

なし

70×50 中 ３０００ｍ 広域（一時）避難場所

篠本４８５０－３ ５２００ｍ

南条小学校 小田部１０５４ 町教育委員会

２１００ｍ

中

光文化の森公園芝生広場 宮川１１９３１

384 白浜小学校 木戸１３３４

町教育委員会

町教育委員会

町教育委員会

380 光スポーツ公園野球場

382

381

町教育委員会 80×105 中

町教育委員会

町

95×85 中

７0×50 中

365 久賀小学校 大門２０５

363 国保多古中央病院駐車場 多古３８８－１

364 県立多古高等学校野球場

366 東庄中学校 青馬１７５６ 町教育委員会

多古３２３６ 学校長

362 多古町役場第二駐車場 多古６９７－１ 町

広域（一時）避難場所

１０００ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所６００ｍ

町

95×85 中 ４９００ｍ町教育委員会

２０００ｍ なし

80×80 中 ３０００ｍ なし

１８００ｍ なし54×36 小

361 久賀中学校跡地 西古内３２１ 町

施設管理者
広さ

最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称
所在地

373 東城グラウンド

372 宮野台運動公園

367 神代小学校

371 東城小学校

370

369

広域（一時）避難場所

368 笹川小学校 笹川い４７１３ 町教育委員会 １５０×１００ 大 ４５００ｍ

窪野谷１６６１ 町教育委員会

広域（一時）避難場所

石出小学校 石出１５９９ 町教育委員会 ６０×４０

橘小学校

広域（一時）避難場所

小 ３７００ｍ 広域（一時）避難場所

宮野台１－４８ 町教育委員会

今郡５５８

小南９４１ 町教育委員会

なし

２９００ｍ なし

８０×８０ 中 １５００ｍ

８５×８５ 中

広域（一時）避難場所

町教育委員会

１９００ｍ

町教育委員会

９０×６０ 中 ２８００ｍ

４９００ｍ１００×１００ 大

小南２９０５

６０×５０ 中 ４５００ｍ386 大総小学校 木戸台２０１２ 広域（一時）避難場所

387 上堺小学校 北清水１８４ 町教育委員会 ６０×５０ 中 ５８００ｍ 広域（一時）避難場所

町教育委員会

多古町
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地名・地番 座標 巾×長さ（ｍ） 区分

N：35,25,02
E：140,20,32
N：35,24,22
E：140,21,00
N：35,23,17
E：140,20,51
N：35,24,47
E：140,21,53
N：35,24,04
E：140,22,26
N：35,26,28
E：140,22,37
N：35,26,11
E：140,23,03
N：35,27,37
E：140,23,28
N：35,26,48
E：140,22,04
N：35,26,02
E：140,24,25
N：35,25,41
E：140,13,11
N：35,23,06
E：140,14,28
N：35,17,01
E：140,14,04
N：35,11,37
E：140,21,56
N：35,11,33
E：140,20,35
N：35,07,04
E：139,50,26
N：35,05,57
E：139,50,14

鋸南町

広域（一時）避難場所町 60×60 中 ４００ｍ

広さ
最寄消防署から避難所との競合NO 離発着場名称

所在地
施設管理者

一松小学校 一松丁５７３

村教育委員会 100×70 中

村教育委員会

村教育委員会 70×60

397 尼ヶ台総合公園 本郷５３６６

399 八積小学校 金田２６６０

398 長生中学校 岩沼１６３４

避難施設と隣接、同一敷地

70×120 中 ４０００ｍ 広域（一時）避難場所

広域（一時）避難場所

５０００ｍ

広域（一時）避難場所400 高根小学校 本郷１２９７ 村教育委員会

村教育委員会

５１００ｍ

中

80×60 中

100×60 中

２６００ｍ

２４００ｍ 広域（一時）避難場所

402 白子中学校 中里８６０ 町教育委員会 90×80 中 １１００ｍ

401

広域（一時）避難場所

403 白潟小学校 八斗４７０ 町教育委員会 80×50 中 ２２００ｍ 広域（一時）避難場所

70×50 中 １９００ｍ 広域（一時）避難場所404 南白亀小学校 牛込１２ 町教育委員会

70×40 中 １９００ｍ 広域（一時）避難場所405 関小学校 関３８８９ 町教育委員会

120×90 中 ２８００ｍ なし406
九十九里自然公園内多目
的広場

古所３２９１－３ 町

408 長南町陸上競技場 報恩寺５４７－１

小407 旧昭栄中学校 鴇谷８３７ 広域（一時）避難場所

町教育委員会 150×100 大 ３２００ｍ 広域（一時）避難場所

町教育委員会 70×30 ３９００ｍ

409 多目的広場 大多喜４８６－１６

410 御宿町営野球場 久保１１３５－１

411 御宿町多目的広場 御宿台２９－１

90×90 中 １０００ｍ 避難施設と隣接、同一敷地

町教育委員会 195×105 ２０００ｍ

鋸南中学校

広域（一時）避難場所

町教育委員会

町 100×65 中大六１６５

413 岩井袋野球場 岩井袋２０７

１５００ｍ412

広域（一時）避難場所100×100 大 ７００ｍ町

広域（一時）避難場所

大

長南町

長柄町

御宿町

長生村

白子町

大多喜町
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５ 県有施設ヘリサイン設置場所一覧＜資料５－５＞ 
 
 

平成24年4月1日現在　　

種 別 № 施設名（設置場所） 住 所 表 示 名 文字の色 座 標

危機管理課 1 千葉県庁（中庁舎屋上） 千葉市中央区市場町１－１ 千葉県庁 黄 ［北緯］35度36分18秒   ［東経］140度07分23秒

（３箇所） 2 千葉県消防学校（校舎屋上） 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 県消防学校 オレンジ ［北緯］35度34分55秒   ［東経］140度09分30秒

3 西部防災センター（屋上） 松戸市松戸５５８－３ 西部防災 白 ［北緯］35度46分23秒   ［東経］139度54分09秒

地域振興事務所 4 印旛地域振興事務所（庁舎南側空調設備屋根）佐倉市鏑木仲田町８－１ 県印旛合庁 オレンジ ［北緯］35度42分50秒   ［東経］140度13分55秒

（総務課） 5 香取地域振興事務所（庁舎東側屋上） 香取市北３－１－３ 県香取合庁 黄 ［北緯］35度53分47秒   ［東経］140度29分41秒

（７箇所） 6 海匝地域振興事務所（庁舎南側屋上） 旭市ニ１９９７－１ 県海匝合庁 オレンジ ［北緯］35度43分07秒   ［東経］140度38分48秒

7 長生地域振興事務所（庁舎北側屋上） 茂原市茂原１１０２－１ 県長生合庁 オレンジ ［北緯］35度25分35秒   ［東経］140度17分11秒

8 山武地域振興事務所（庁舎南東屋上） 東金市東新宿１－１１ 県山武合庁 オレンジ ［北緯］35度33分36秒   ［東経］140度22分03秒

9 夷隅地域振興事務所（庁舎南側屋上） 大多喜町猿稲１４ 県夷隅合庁 オレンジ ［北緯］35度17分19秒   ［東経］140度14分45秒

10 君津地域振興事務所（庁舎南側屋上） 木更津市貝渕３－１３－３４ 県君津合庁 オレンジ ［北緯］35度22分15秒   ［東経］139度55分04秒

健康福祉センター（保健所）

（健康福祉政策課） 11 山武健康福祉センター（庁舎南側屋上） 東金市東金９０７－１ 山武健康福祉Ｃ オレンジ ［北緯］35度33分42秒   ［東経］140度22分02秒

（１箇所）

県立病院 12 千葉県がんセンター（Ｌ棟屋上） 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ がんセンター オレンジ ［北緯］34度35分51秒   ［東経］140度09分42秒

（病院局経営管理課） 13 千葉県救急医療センター（F棟屋上） 千葉市美浜区磯辺３－３２－１ 県救急医療 オレンジ ［北緯］35度37分43秒   ［東経］140度03分06秒

（５箇所） 14 千葉県こども病院（本館南側屋上） 千葉市緑区辺田町５７９－１ こども病院 オレンジ ［北緯］35度33分29秒   ［東経］140度11分25秒

15 千葉県立 東金病院（C棟屋上） 東金市台方１２２９ 東金病院 オレンジ ［北緯］35度33分01秒   ［東経］140度20分54秒

16 千葉県立 佐原病院（脳外科棟屋上） 香取市佐原イ２２８５ 佐原病院 オレンジ ［北緯］35度53分07秒   ［東経］140度30分36秒

県立高校 17 千葉県立 千葉高校（体育館屋根） 千葉市中央区葛城１－５－２ 県千葉高 オレンジ ［北緯］35度36分00秒   ［東経］140度07分44秒

（教育庁財務施設課） 18 千葉県立 船橋高校（屋内運動場屋根） 船橋市東船橋６－１－１ 県船橋高 オレンジ ［北緯］35度41分44秒   ［東経］140度00分14秒

（１０箇所） 19 千葉県立 東葛飾高校（体育館屋根） 柏市旭町３－２－１ 東葛飾高 オレンジ ［北緯］35度51分41秒   ［東経］139度57分50秒

20 千葉県立 佐原高校（特別教室棟屋根） 香取市佐原イ２６８５ 佐原高 白 ［北緯］35度53分17秒   ［東経］140度30分18秒

21 千葉県立 匝瑳高校（屋内運動場屋根） 匝瑳市八日市場イ１６３０ 匝瑳高 オレンジ ［北緯］35度42分28秒   ［東経］140度32分31秒

22 千葉県立 長生高校（屋内運動場屋根） 茂原市高師２８６ 長生高 オレンジ ［北緯］35度25分56秒   ［東経］140度17分52秒

23 千葉県立 大多喜高校（新体育館屋根） 大多喜町大多喜４８１ 大多喜高 オレンジ ［北緯］35度17分07秒   ［東経］140度17分24秒

24 千葉県立 木更津高校（体育館・武道場屋根） 木更津市文京４－１－１ 木更津高 オレンジ ［北緯］35度22分27秒   ［東経］139度55分57秒

25 千葉県立 佐倉高校（屋内運動場屋根） 佐倉市鍋山１８ 佐倉高 オレンジ ［北緯］35度43分26秒   ［東経］140度14分16秒

26 千葉県立 成東高校（新体育館兼講堂屋根） 山武市成東３５９６ 成東高 オレンジ ［北緯］35度36分03秒   ［東経］140度23分43秒

県有施設ヘリサイン設置場所一覧
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６ 道路の路肩決壊及び法面崩落による危険箇所＜資料５－６＞ 

   平成 24 年 4 月 1 日現在  

年度 
全体計画 

平成２３年度末 

実績 

平成２４年度以降 

残 種別 

危険箇所 ７８１ ３７８ ３９４ 

 

 

７ 各市町村における避難場所・施設の指定状況＜資料５－７＞ 

 

 災害対策基本法第４２条に基づく市町村地域防災計画において指定されている県下各市町村

における避難場所及び避難施設数は、次のとおりである。 

 

平成 23 年 4 月 1 日現在  

  
市町村名 

  
避難場所数 避難所数  

  
市町村名 

  
避難場所数 避難所数 

千葉市 293 283  印西市 39 50 

銚子市 49 34  白井市 28 23 

市川市 116 113  富里市 11 11 

船橋市 116 130  南房総市 228 99 

館山市 38 21  匝瑳市 37 20 

木更津市 55 53  香取市 64 52 

松戸市 21 124  山武市 26 36 

野田市 74 42  いすみ市  22 25 

茂原市 82 34  酒々井町 11 8 

成田市 54 54  栄町 9 11 

佐倉市 51 39  神崎町 6 31 

東金市 57 45  多古町 13 74 

旭市 66 52  東庄町 9 56 

習志野市 46 75  大網白里町 7 23 

柏市 114 105  九十九里町 10 10 

勝浦市 20 14  横芝光町 86 85 

市原市 77 14  芝山町 16 4 

流山市 40 66  一宮町 4 31 

八千代市 42 42  睦沢町 6 26 

我孫子市        38 28  長生村 9  9 

鴨川市 98 99  白子町 9 9 

鎌ケ谷市 25 21  長柄町 13 13 

君津市 73 56  長南町 6 6 

富津市 64 44  大多喜町 9 15 

浦安市 49 33  御宿町 12  8 

四街道市 25 26  鋸南町 30 8 

袖ヶ浦市 91 26  計 2,654 2,441 

八街市 30 25 
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８ 緊急用船着場位置図及び緊急用河川敷道路計画図＜資料５－８＞ 

 

（１）市川緊急用船着場 
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（２）松戸緊急用船着場 
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（３）常夜灯公園緊急用船着場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常夜灯公園緊急用船着場

（３）常夜灯公園緊急用船着場

- 276 -



 

 

  

 

９ 京葉・東葛地域直下型地震発生時の交通規制計画＜資料５－９＞ 

項  目 内               容 

１ 通行禁止区域 下記及び別図１のとおり、○印４９箇所の車両通行止め規制線（県道守谷流山線・国道16号・国道464
号・国道51 号・国道409 号・国道126 号・国道128 号及び江戸川）に囲まれる地域とする。 

２ 緊急交通路 下記及び別図１のとおり、□印５９箇所の交通検問所設置道路を第一次緊急交通路とする。 

３ 実施方針 （１） 規制線上の検問場所において、被災地域への一般車両の流入を抑制する。 
   （規制線をう回路とし、車両を左右に誘導し規制地域への流入を抑制する） 
（２） 別図の緊急交通路上の交通検問所において一般車両を排除し被災地に向かう緊急通行車両

（救助活動等の車両）の緊急交通路を確保する。 
（３） 上記検問所において、緊急通行車両の事前届出済証等の確認を行い、緊急通行車両標章及

び確認証明書の交付を行う。 
（４） 運転者及び住民等に対し、流入抑制場所や緊急交通路確保のための交通規制情報をラジオ等

及び車両の拡声器等により積極的に提供し、交通総量の抑制に努める。 

４ 配置場所 
（詳細は別表を参照） 

 規 制 線 検   問   場   所 
配置人員等 

箇所 人員 

規 

制 

線 

の 

流 

入 

抑 
制 

県道守谷流山線 ○南Ｔ字路・○コマ食堂・○高田原交番・○ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前 ４ ２０ 

国道１６号 ○若紫・○呼塚・○大井・○大島田・○折立・○白井・ 
○国道４６４号ランプ入口 

７ ３５ 

国道４６４号 ○高橋方前・○天王前・○北総浄水場・○荒野交差点・ 
○瀬戸十字路・○宗吾霊堂・○乃ぞ美の園先 

７ ３５ 

国道５１号 ○ブリジストンタイヤ東側・○富里インター入口 ２ １０ 

国道４０９号 ○とん八亭前・○住野交差点・○八街交差点 ３ １５ 

国道１２６号 ○丘山小学校入口・○バイパス陸橋東側 ２ １０ 

国道１２８号 ○大網バイパス入口・○経田十字路・○藤田製作所前・ 
○千葉外房有料道路入口・○バイパス入口 

５ ２５ 

国道４０９号 ○西町・○米沢交差点・○津田屋ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・○高谷・ 
○笠原製綿前・○横田ｼﾞｬﾝﾎﾞﾊﾟﾁﾝｺ店前・○トキワ肉店・ 
○清川交差点・○長須加郵便局・○長須加派出所 

１０ ５０ 

江戸川 ○旧松戸野田有料道路入口・○流山８丁目交差点・ 
○古ヶ崎五差路・○今井橋・○浦安橋・○舞浜交差点 

９ ４５ 

計 ４９ ２４５ 

 
道 路 名 検   問   場   所 

配置人員等 

箇所 人員 

緊 

急 

交 

通 

路 

の 

確 

保 

京葉道路 
千葉東金道路 
銚子連絡道路 
東関東自動車道 
東京湾横断道路 
首都高速道路 

□市川ＩＣ等流入口の全箇所及び潮来料金所等の一部 ４９ １９６ 

国道１６号 □金野井大橋取付部・□中里駐在所前・□野田署脇・ 
□コカコーラ前・□島田台・□米本交番・□下市場・ 
□長沼・□穴川十字路（R126 号）・□広小路交差点(R14 号) 

１０ ４０ 

△国道６号 △湖北台団地入口～△松戸遂道までの２０か所 ２０ ８０ 

△国道１４号 △本八幡駅前交差点～△登戸交差点までの１５か所 １５ ６０ 

△国道１６号 △千葉健康ランド前～△桜井交差点までの６か所 ６ ２４ 

△国道５１号 △車坂下交差点～△新水郷大橋際までの１４か所 １４ ５６ 

△国道１２６号 △本町２丁目交差点～△松坂屋ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞまでの７か所 ７ ２８ 

△国道３５７号 △富岡立体～△県立衛生短大西側までの１５か所 
△寒川大橋南側～△千葉石油までの２か所 

１５ 
２ 

６０ 
８ 

計 
□第一次緊急交通路 ５９ ２３６ 

△第二次緊急交通路 ７９ ３１６ 

備   考 

（１） 緊急交通路は、上記及び別図１のとおりとするが、道路の損壊状況等に応じ、△の国道を第二 
次緊急交通路として別に指定するものとする。 

（２）上記検問場所は、信号機の交差点名とし、略称とした。 
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10 南房総地域直下型地震発生時の交通規制計画＜資料５－１０＞ 
項  目 内               容 

１ 通行禁止区域 
下記及び別図２のとおり、○印２３箇所の車両通行止め規制線（国道４６５号線「国道２９７号及び
国道４１０号線一部重複」）以南の地域とする。 

２ 緊急交通路 
下記及び別図２のとおり、□印６３箇所の交通検問所設置道路を第一次緊急交通路とし、道路の損壊
状況等に応じ、△の国道を第二次緊急交通路として別に指定するものとする。 

３ 実施方針 

（１）規制線上の検問場所において、被災地域への一般車両の流入を抑制する。 
  （規制線をう回路とし、車両を左右に誘導し規制地域への流入を抑制する） 
（２）別図の緊急交通路上の交通検問所において一般車両を排除し被災地に向かう緊急通行車両（救

助活動等の車両）の緊急交通路を確保する。 
（３）上記検問所において、緊急通行車両の事前届出済証等の確認を行い、緊急通行車両標章及び確

認証明書の交付を行う。 
（４）運転者及び住民等に対し、流入抑制場所や緊急交通路確保のための交通規制情報をラジオ等及

び車両の拡声器等により積極的に提供し、交通総量の抑制に努める。 

４ 配置場所 

 規 制 線 検   問   場   所 
配置人員等 
箇所 人員 

規
制
線
の
流
入
抑
制 

国道４６５号 

○カネカスタンド・○木戸泉前・○東海小学校・○山田郵便局
前・○苅谷十字路・○大野入口・○行川交差点・○船子交差点・
○八声交差点・○三又橋脇・○西畑小学校・○中野三又・○老
川十字路・○黄和田トンネル西側・○名殿交差点・○名殿大橋
北側分岐・○鍛治屋商店前・○石井食堂南側・○清和駐在所脇・
○西粟倉・○環三差路・○総丘カントリー入口・○湊交差点 

２３ １１５ 

計 ２３ １１５
 

道 路 名 検   問   場   所 
配置人員等 
箇所 人員 

緊 
 

急 
 

交 
 

通 
 

路 
 

の 
 

確 
 

保 

京葉道路 
千葉東金道路 
東関東自動車道 
東京湾横断道路 
富津館山道路 
首都高速道路 

□市川ＩＣ等流入口の全箇所及び潮来料金所等の一部 ４６ １８４ 

国道１２７号 □外箕輪交差点・□佐貫交差点・□下佐久間三差路 
□二部交差点・□多田良交差点・□千葉銀行前交差点 

６ ２４ 

国道１２８号 □南町交差点・□マツダオート千葉・□安馬谷交差点 
□長狭高校入口・□ツバメ石油前 

５ ２０ 

国道４１０号 
（県道千葉鴨川
線含） 

□高谷十字路交差点・□西条交差点 ２ ８ 

国道１６号 □金野井大橋取付部・□中里駐在所前・□柳沢 
□コカコーラ前交差点・□島田台十字路 
□米本派出所前・□下市場交差点・□長沼交差点 
□穴川十字路（R126号）・□広小路交差点（R14号） 

１０ ４０ 

△国道３５７号 △舞浜交差点～△県立衛生短大西側までの１６箇所 
△寒川大橋南側～△千葉石油までの２か所 

１６ 
２ 

６４ 
８ 

△国道１４号 △千葉西警察署入口～△登戸交差点までの４箇所 ４ １６ 
△国道１６号 △千葉健康ランド前～△桜井交差点までの６箇所 ６ ２４ 
△東金有料道路 
△銚子連絡道路 

△千葉東ＩＣ～△横芝光ＩＣまでの９箇所 
９ ３６ 

△国道１２６号 △丘山小学校入口～△有料道路ランプまでの３箇所 ３ １２ 

△国道１２７号 △外箕輪交差点・△佐貫交差点・△下佐久間三差路 
△二部交差点・△多田良交差点・△千葉銀行前交差点 

６ ２４ 

△九十九里有料 △大網白里インター及び～△波のり道路入口 ２ ８ 
△国道１２８号 △釣三差路～△行川アイランド前までの３箇所 ３ １２ 
△国道２９７号 △市原埠頭入口～△墨名交差点までの６箇所 ６ ２４ 

計 
□第一次緊急交通路 ６３ ２５２ 
△第二次緊急交通路 ５７ ２２８ 

備   考 
（１）緊急交通路は、上記及び別図２のとおりとするが、道路の損壊状況等に応じ、△の国道を第二

次緊急交通路として別に指定するものとする。 
（２）上記検問場所は、信号機の交差点名とし、略称とした。 
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11 津波等に対する船舶対応表＜資料５－１１＞ 

 

（千葉港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（木更津港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事作業中

小型船

危険物積載船
一般船舶

（荷役・作業船含む）
（プレジャーボート、

小型漁船等）

津波第一警戒体
制

津波注意報
津波注意
（高い所で）
0.5m

荷役・作業中止
係留強化又は港外退避

荷役中止
係留強化又は港外退避

陸揚げ固縛又は港外退避
情報注意

（場合によっては港外退
避、機関使用）

港外退避
陸揚げ固縛、港外退避又は係留

強化
作業中止

港外退避又は流出防止措置

無し
荷役・作業中止
原則、港外退避

荷役中止
陸上避難

陸上避難 機関使用
港外退避又は

着岸のうえ陸上避難
作業中止
陸上避難

中間
荷役・作業中止
原則、港外退避

荷役中止
陸上避難又は陸上避難

陸揚げ固縛又は陸上退避
（場合によっては港外退避）

機関使用又は港外退避
港外退避又は

着岸のうえ陸上固縛
（場合によっては陸上避難）

作業中止
港外退避又は流出防止措置

有り
荷役・作業中止

港外退避
荷役中止
港外退避

陸揚げ固縛
（場合によっては港外退避）

港外退避
港外退避又は

着岸のうえ陸揚げ固縛
作業中止

港外退避又は流出防止措置

無し
荷役・作業中止
原則、港外退避

荷役中止
陸上避難又は係留強化

陸上避難 機関使用
港外退避又は

着岸のうえ陸上避難
作業中止
陸上避難

中間
荷役・作業中止
原則、港外退避

荷役中止
港外退避、陸上避難

又は係留強化

陸揚げ固縛又は陸上退避
（場合によっては港外退避）

機関使用又は港外退避
港外退避又は

着岸のうえ陸上固縛
（場合によっては陸上避難）

作業中止
港外退避又は流出防止措置

有り
荷役・作業中止

港外退避
荷役中止

港外退避又は係留強化
陸揚げ固縛

（場合によっては港外退避）
港外退避

港外退避又は
着岸のうえ陸揚げ固縛

作業中止
港外退避又は流出防止措置

事業者側で予め対応マニュ
アルを作成

小型船でも十分津波に対応できる海域
が港外に存在し、かつ、避難する時間
的余裕がある場合は港外退避でも可

航路付近、海洋施設等に近い
場所は浅海域に錨泊中の船舶
は時間的に余裕がある場合は
水深が深く、広い場所に移動
する。

津波等に対する船舶対応表

小型船
（プレジャーボート、小型漁船

等）

工事・作業船等
（作業台船及び重機台船を含

む）

船舶等の対応

大型、中型船（漁船を含む）

錨泊船、浮標係留船

津波第二警戒体
制

津波警報

大津波
（高い所で）

3m,4m,
6m,8m,
10m以上

津波
（高い所で）

1m,2m

津波襲来までの時間的余裕
　有り：津波情報が発せられた時点から避難に要する十分な時間（船舶を港外避難、陸揚げ固縛等の安全な状態に置くまで）が有る場合
　なし：津波警報が発せられた時点から避難に要する十分な時間（船舶を港外避難、陸揚げ固縛等の安全な状態に置くまで）が無い場合
　中間：上記「有り」と「無し」の中間
　危険物積載船：ばら積のタンカー船（非危険物の石油類積載船を含む）、放射性物質積載船、火薬類積載船をいう。
　小型船：プレジャーボート、漁船等のうち、港内において陸揚げできる程度の船舶（造船所での陸揚げは含まない）をいう。
　陸上避難：船舶での退避は高い危険が予想されるので、乗組員等は陸上の高い場所に避難する。可能な限り船舶の流出防止、危険物の安全措置を取る。
　港外退避：港外（防波堤外）の水深が深く、十分広い海域で航路から離れた海域に退避する。
　情報注意：特に退避措置はとらないが、津波注意報が解除されるまでに情報に留意し、船舶の安全対策を取る。
　陸揚げ固縛：プレジャーボート、漁船等の小型船を陸揚げし、津波等により流出しないよう固縛する。
　機関使用：錨泊した状態で機関を起動し、必要に応じて使用することにより津波に対応する。
　係留強化：港外退避までの時間的余裕または耐航性が確保されない船舶等が当該係留施設において待機することが適当と判断される場合における係留索の増し取り対策等

航行船

大型船、中型船
（漁船を含む）

備　　　考

港外退避

港外退避

区　　分

港内着岸船

津波予報の種類
津波到達ま
での時間的
余裕

津波等に対する船舶対応表

大型船、中型船
（漁船を含む）

小型船
大型船、中型船
（漁船を含む）

小型船プレ
ジャーボート、

小型漁船等

危険物積載船舶、一般船舶
（荷役・作業船含む）

プレジャーボート、
小型漁船等

津波第一警戒体
制（津波注意
報）

有り

無し

地震警戒体制

注意事項

措置　４ 措置　５ 措置　６

区　　分
津波来襲ま
での時間的

余裕

係留船

錨泊船

措置　７

＊　船舶等は、地震等を感知し、津波等の情報を得て警戒体制の基準に当てはまると判断した場合は、港長からの勧告等の情
　　報を入手するしないに拘わらず自主的に避難体制を講じること。
＊　津波襲来までの時間的な余裕がなく、人命の安全を確保する必要があると船長等が判断した場合は陸上避難を行う。
＊　市町村長からの避難勧告等が発令された場合は、それに従う。

津波襲来までの時間的余裕
　有り：津波警報が発せられた時点から避難に要する十分な時間（船舶を港外避難、陸揚げ固縛等の安全な状態に置くまで）が有る場合
　なし：津波警報が発せられた時点から避難に要する十分な時間（船舶を港外避難、陸揚げ固縛等の安全な状態に置くまで）が無い場合
　危険物積載船：ばら積のタンカー船（非危険物の石油類積載船を含む）、放射性物質積載船、火薬類積載船
　小型船：プレジャーボート、漁船等のうち、港内において陸揚げできる程度の船舶（造船所での陸揚げは含まない）をいう。
　陸上避難：乗組員等は陸上の高い場所に避難する。可能な限り船舶の流出防止、危険物の安全措置を取る。

船舶の対応
航行船

工事作業中

津波第二警戒体
制（津波警報）
（東海地震に対
する警戒宣言）

措置　１ 措置　２ 措置　３
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［６］施設、航空機、艦艇、資機材、物資 

  
〔施設〕 

１ 文化財防災設備設置状況一覧表＜資料６－１＞ 

番

号 名      称 
区 分 

所 在 地  防災設備の内容 

1 観心本尊抄 国 宝 市川市 収蔵庫 

2 立正安国論 〃 市川市 収蔵庫 

3 海獣葡萄鏡 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 収蔵庫 

4 伊能忠敬関係資料 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

5 西願寺阿弥陀堂 国 建 市原市 自動火災報知器 消火施設           

6 鳳来寺観音堂 〃 市原市 自動火災報知器 消火施設           

7 飯香岡八幡宮本殿 〃 市原市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

8 法華経寺法華堂 〃 市川市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

9 法華経寺五重塔 〃 市川市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

10 法華経寺四足門 〃 市川市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

11 法華経寺祖師堂 〃 市川市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

12 旧花野井家住宅 〃 野田市 自動火災報知器 消火施設           

13 旧御子神家住宅 〃 成田市 自動火災報知器 消火施設           

14 旧学習院初等科正堂 〃 成田市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

15 新勝寺光明堂ほか 〃 成田市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

16 泉福寺薬師堂 〃 印西市 自動火災報知器 消火施設           

17 栄福寺薬師堂 〃 印西市 自動火災報知器                  

18 宝珠院観音堂 〃 印西市 自動火災報知器 消火施設        

19 滝田家住宅 〃 白井市 自動火災報知器   消火施設  

20 香取神宮本殿・楼門 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

21 龍正院仁王門 〃 成田市 自動火災報知器  消火施設               

22 飯高寺講堂 総門 鐘楼 鼓楼 〃 匝瑳市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

23 武家屋敷門 〃 九十九里町 自動火災報知器 避雷設備 

24 笠森寺観音堂 〃 長南町 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

25 渡辺家住宅 〃 大多喜町 自動火災報知器 消火施設 

26 大聖寺不動堂 〃 いすみ市 自動火災報知器 

27 石堂寺本堂 多宝塔 〃 南房総市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

28 石堂寺薬師堂 〃 南房総市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

29 旧尾形家住宅 〃 南房総市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

30 神野寺表門 〃 君津市 自動火災報知器 消火施設 

31 旧徳川家松戸戸定邸 〃 松戸市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

32 旧堀田家住宅 〃 佐倉市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

33 香取市佐原重要伝統的建造物群保存地区 重伝建 香取市 消火施設 

34 絹本著色日蓮聖人像 国 絵 市川市 消火施設 耐火金庫 

35 木造金剛力士立像 国 彫 松戸市 消火施設 

36 銅造薬師如来坐像 〃 栄町 収蔵庫 

37 木造薬師如来坐像 〃 印西市 収蔵庫 

38 銅造不動明王立像 〃 印西市 自動火災報知器 耐火金庫 

39 木造十一面観音立像 〃 香取市 消火施設 収蔵庫 

40 木造薬師如来坐像 〃 銚子市 収蔵庫 
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41 木造阿弥陀如来坐像 〃 長南町 消火施設 

42 木造大日如来坐像 〃 睦沢町 自動火災報知器 消火施設 

43 木造十一面観音立像 〃 南房総市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

44 
銅造十一面観音坐像・地蔵菩薩坐像・薬師
如来坐像・釈迦如来坐像 

国 工 香取市 消火施設 収蔵庫 

45 古瀬戸黄釉狛犬 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 収蔵庫 

46 双竜鏡 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 収蔵庫 

47 日蓮自筆遺文 国 古 市川市 収蔵庫 

48 千葉県幸田貝塚出土品 国 考 松戸市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

49 上総木更津金鈴塚古墳出土品 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

50 大原幽学関係資料 国 歴 旭市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

51 房総半島の漁撈用具 国 民 館山市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

52 上総掘りの用具 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

53 伊能忠敬旧宅 国 史 香取市 自動火災報知器 消火施設 

54 大原幽学遺跡旧宅、墓および宅地耕地地割 〃 旭市 自動火災報知器 消火施設 

55 髙梨氏庭園 国 名 野田市 自動火災報知器 消火施設 

56 千葉教会教会堂 県 建 千葉市 自動火災報知器 消火施設 

57 旧鉄道連隊材料廠煉瓦建築 〃 千葉市 自動火災報知器 消火施設 

58 旧鴇田家住宅 〃 習志野市 自動火災報知器、消火施設、避雷設備 

59 旧大沢家住宅 〃 習志野市 自動火災報知器 消火施設         

60 府中日吉神社本殿 〃 市原市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

61 飯香岡八幡宮拝殿 〃 市原市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

62 愛宕神社本殿 〃 野田市 自動火災報知器 消火施設 

63 東海寺本堂・鐘楼・楼門 〃 柏市 自動火災報知器、消火施設、避雷設備 

64 旧大塚家住宅 〃 浦安市 自動火災報知器 消火施設 

65 浦安の三軒長屋 〃 浦安市 自動火災報知器 消火施設 

66 松林寺本堂 〃 佐倉市 消火施設         

67 佐藤家住宅 〃 佐倉市 消火施設         

68 旧河原家住宅 〃 佐倉市 自動火災報知器 消火施設         

69 旧川崎銀行佐倉支店 〃 佐倉市 自動火災報知器 消火施設         

70 旧平野家住宅 〃 成田市 自動火災報知器 消火施設         

71 龍正院本堂 〃 成田市 自動火災報知器 消火施設 

72 西坂神社本殿 〃 香取市 消火施設         

73 正文堂書店店舗 〃 香取市 消火施設         

74 小堀屋本店店舗 〃 香取市 消火施設         

75 側高神社本殿 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

76 光明院阿弥陀堂 〃 香取市 消火施設         

77 三菱銀行佐原支店旧本館 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 

78 福新呉服店 店舗兼住宅・土蔵 〃 香取市 消火施設 

79 中村屋乾物店 店舗・文庫蔵 〃 香取市 消火施設 

80 正上醤油店 店舗・土蔵 〃 香取市 消火施設 

81 中村屋商店 店舗兼住宅・土蔵 〃 香取市 消火施設 

82 香取神宮旧拝殿 〃 香取市 消火施設 避雷設備 

83 猿田神社本殿 〃 銚子市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

84 常灯寺本堂 〃 銚子市 消火施設         

85 海上八幡宮本殿 〃 銚子市 自動火災報知器   消火施設 

86 旧林家住宅 〃 旭市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 
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87 玉崎神社拝殿 〃 旭市 自動火災報知器 消火施設         

88 八坂神社本殿内殿 〃 東金市 消火施設 

89 五所神社本殿 〃 山武市 自動火災報知器                  

90 旧藪家住宅 〃 芝山町 自動火災報知器 消火施設         

91 観音教寺三重塔 〃 芝山町 自動火災報知器 避雷設備 

92 称念寺本堂 〃 長南町 自動火災報知器 消火施設 

93 千葉県立安房南高等学校旧第一校舎 〃 館山市 自動火災報知器 消火施設 

94 手力雄神社本殿 〃 館山市 消火施設 

95 那古寺多宝塔 附木造宝塔 〃 館山市 自動火災報知器 消火施設 

96 那古寺観音堂 附厨子 〃 館山市 自動火災報知器 消火施設 

97 清澄寺中門 〃 鴨川市 消火施設 避雷設備 

98 大山寺不動堂 〃 鴨川市 消火施設 

99 石堂寺山王宮 〃 南房総市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

100 賀茂神社本殿 〃 南房総市 消火設備 

101 須賀神社本殿 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設         

102 神野寺本堂 〃 君津市 消火施設 避雷設備 

103 行元寺旧書院 〃 いすみ市 屋外消火栓 

104 旧手賀教会堂 〃 柏市 自動火災報知器、消火施設 

105 柴田是真連句額 県 絵 市川市 自動火災報知器 

106 絹本著色釈迦涅槃図 〃 野田市 消火施設 

107 紙本著色隠元和尚像ほか 〃 東庄町 消火施設 避雷設備 収蔵庫             

108 紙本著色鉄牛和尚像 〃 東庄町 消火施設 避雷設備 

109 絹本著色僧形八幡神像 〃 館山市 自動火災報知器 消火施設 

110 紙本著色天神縁起絵巻 〃 南房総市 消火施設 金庫 

111 絹本著色両界曼荼羅図 〃 南房総市 消火施設 

112 絹本著色清涼殿八宗論図 〃 富津市 消火施設         

113 板絵著色富士巻狩図絵馬 〃 木更津市 消火施設  

114 絹本著色両界曼荼羅図 〃 袖ケ浦市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 収蔵庫 

115 木造十一面観音立像 県 彫 千葉市 消火施設 避雷設備 

116 木造伝七仏薬師坐像 〃 千葉市 消火施設 収蔵庫 

117 木造薬師如来坐像 〃 千葉市 消火施設 避雷設備 

118 木造地蔵菩薩坐像 〃 市原市 収蔵庫 

119 木造聖観世音菩薩立像 〃 市原市 収蔵庫 

120 木造聖観音立像 〃 市原市 収蔵庫 

121 木造薬師如来坐像及び両脇侍立像 〃 市原市 収蔵庫 

122 木造金剛力士立像 〃 市原市 収蔵庫 

123 木造薬師如来坐像及び両脇侍立像三躯 〃 市原市 収蔵庫 

124 木造蔵王権現三尊立像 〃 船橋市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

125 木造五智如来坐蔵 〃 船橋市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

126 木造釈迦如来・多宝如来坐像 〃 市川市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備         

127 木造釈迦如来立像 〃 八千代市 自動火災報知器 消火施設 

128 木造阿弥陀如来坐像 〃 柏市 消火施設         

129 木造大日如来坐像 〃 柏市 自動火災報知器 消火施設 

130 木造観世音菩薩坐像 〃 柏市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備         

131 木造伝親鸞聖人坐像 〃 野田市 自動火災報知器 消火施設 

132 木造阿弥陀如来坐像 〃 野田市 自動火災報知器 消火施設 
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133 銅造阿弥陀如来及び両脇侍立像 〃 成田市 消火施設         

134 木造阿弥陀如来及び両脇侍像 〃 成田市 自動火災報知器 

135 木造阿弥陀如来坐像 〃 酒々井町 自動火災報知器 消火施設 

136 木造持国天・多聞天立像 〃 酒々井町 自動火災報知器 消火施設 

137 木造薬師如来坐像 〃 印西市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫         

138 羅龍王面・納曽利面 〃 香取市 消火施設 

139 木造十一面観世音菩薩立像 〃 香取市 消火施設 

140 木造阿弥陀如来坐像 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 

141 銅造薬師如来立像 〃 香取市 消火施設 収蔵庫 

142 銅造阿弥陀如来立像 〃 香取市 消火施設 収蔵庫 

143 銅造十一面観世音菩薩立像 〃 香取市 消火施設 収蔵庫 

144 銅造観世音菩薩立像 〃 香取市 消火施設 収蔵庫 

145 銅造阿弥陀如来及び両脇侍立像 〃 香取市 消火施設 金庫 

146 木造伝妙見菩薩倚像 〃 多古町 自動火災報知器 消火施設 避雷針 

147 木造薬師如来立像 〃 銚子市 消火施設         

148 木造薬師如来立像 〃 銚子市 消火施設         

149 木造菩薩立像 〃 銚子市 消火施設         

150 木造薬師如来立像 〃 横芝光町 収蔵庫 

151 木造阿弥陀如来立像 〃 横芝光町 収蔵庫 

152 銅造阿弥陀如来及び両脇侍士立像 〃 横芝光町 消火施設         

153 銅造阿弥陀如来及び両脇侍士立像 〃 横芝光町 消火施設         

154 木造釈迦如来坐像 〃 山武市 収蔵庫 

155 銅造阿弥陀如来及び両脇侍立像  〃 山武市 自動火災報知機 消火施設 

156 木造四天王像及び木造阿難・迦葉立像 〃 山武市 自動火災報知機 消火施設 

157 木造日蓮聖人坐像 〃 大網白里町 自動火災報知器 避雷設備 

158 木造伝牛頭天王像 〃 長柄町 消火施設         

159 木造慈恵大師坐像 〃 長南町 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

160 木造不動明王坐像 〃 睦沢町 自動火災報知器 消火施設 

161 木造毘沙門天立像 〃 睦沢町 自動火災報知器 消火施設 

162 木造不動明王坐像 〃 睦沢町 自動火災報知器 消火施設 

163 木造如来形坐像 〃 睦沢町 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

164 木造虚空菩薩坐像 〃 大多喜町 収蔵庫 

165 木造馬頭観世音菩薩立像 〃 大多喜町 収蔵庫 

166 木造十一面観音立像 〃 いすみ市 収蔵庫 

167 鉄造仏頭 〃 いすみ市 収蔵庫 

168 木造如来形坐像 〃 館山市 消火施設、収蔵庫         

169 木造阿弥陀如来坐像 〃 館山市 自動火災報知器 消火施設 

170 銅造阿弥陀如来及び 〃 鴨川市 消火施設         

171 木造地蔵菩薩坐像 〃 鴨川市 自動火災報知器 

172 木造十一面観音立像 〃 南房総市 消火施設         

173 木造薬師如来立像 〃 南房総市 消火施設         

174 木造千手観音立像 附木造行道面 〃 南房総市 消火施設         

175 木造二十八部衆立像 附風神・雷神像 〃 南房総市 消火施設         

176 木造大黒天立像 〃 南房総市 消火施設         

177 木造千手観音坐像 〃 南房総市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

178 木造薬師如来坐像 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 
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179 銅造阿弥陀如来立像 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

180 木造薬師如来坐像 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

181 木造菩薩面 〃 君津市 収蔵庫 

182 木造薬師如来立像 〃 富津市 消火施設 

183 銅造釈迦如来及び両脇侍坐像 〃 富津市 消火施設         

184 木造虚空蔵菩薩坐像 〃 富津市 自動火災報知器 消火施設 

185 半円方角帯神獣鏡 県 工 千葉市 収蔵庫 

186 鋳銅鰐口 〃 千葉市 消火施設         

187 金銅透彫六角釣燈籠 〃 千葉市 消火施設         

188 梵鐘 〃 市川市 消火施設 収蔵庫 

189 南蛮胴具足 附 兜、籠手、佩楯、臑当 〃 船橋市 自動火災報知器 

190 銅透彫華籠 〃 松戸市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

191 刺繍釈迦涅槃図 〃 野田市 消火施設 

192 紫裾濃胴丸 〃 佐倉市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

193 鳳凰蒔絵鞍 〃 佐倉市 自動火災報知器 消火施設 

194 天球儀 〃 佐倉市 自動火災報知器 消火施設 

195 梵鐘（乾元二年在銘） 〃 成田市 消火施設 

196 梵鐘（応長元年在銘） 〃 成田市 消火施設 

197 梵鐘（延慶三年在銘） 〃 成田市 消火施設 

198 鋳銅雲版 〃 成田市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

199 鋳銅雲版 〃 酒々井町 自動火災報知器 収蔵庫 

200 鋳銅孔雀文磬 〃 印西市 収蔵庫 

201 大戸神社和鏡 〃 香取市 消火施設 収蔵庫 

202 香取神宮古神宝類 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 収蔵庫 

203 梵鐘 〃 銚子市 自動火災報知器 消火施設 

204 釈迦涅槃図 〃 銚子市 自動火災報知器 消火施設 

205 梵鐘 〃 長南町 消火施設         

206 小網寺鋳銅密教法具 〃 館山市 自動火災報知器、消火施設、収蔵庫 

207 繍字法華経普門品 〃 館山市 自動火災報知器 消火施設         

208 繍字法華経陀羅尼品 〃 南房総市 消火施設         

209 梵鐘（応安七年在銘） 〃 南房総市 消火施設         

210 梵鐘 〃 鴨川市 消火施設         

211 金銅孔雀文磬 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

212 金銅五鈷鈴 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

213 梵鐘 〃 木更津市 消火施設 

214 隠元・木庵・即非墨蹟 県 書 東庄町 消火施設 収蔵庫 

215 房総数学文庫 県 典 千葉市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

216 覚性御房御返事 県 古 千葉市 収蔵庫 

217 富城殿御返事 〃 松戸市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

218 本土寺過去帳 〃 松戸市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

219 天正検地帳 〃 船橋市 自動火災報知器 消火施設         

220 神崎神社文書 〃 神崎町 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

221 神宮寺文書 〃 神崎町 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

222 天正検地帳 〃 銚子市 収蔵庫 

223 天正検地帳 〃 銚子市 自動火災報知器 収蔵庫 

224 富城殿女房尼御前御書 〃 鴨川市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 
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225 制札 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

226 天正検地帳 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設         

227 猫作・栗山古墳群第16 号墳副葬品 県 考 成田市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

228 龍角寺出土遺物 〃 栄町 消火施設 収蔵庫 

229 香炉形顔面付土器 〃 香取市 消火施設 金庫 

230 城山第一号古墳出土品 〃 香取市 消火施設         

231 板碑（正元元年八月廿二日在銘） 〃 香取市 消火施設 

232 板碑（正元元年九月三日在銘） 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 

233 鉢ヶ谷遺跡1 号縄文土壙出土一括遺物 〃 東金市 自動火災報知器 消火施設 

234 島戸境１号墳出土遺物 〃 山武市 自動火災報知器 消化施設 

235 芝山古墳群出土埴輪 〃 芝山町 収蔵庫 

236 旭森経塚遺物 〃 鴨川市 収蔵庫 

237 金谷神社の大鏡鉄 〃 富津市 消火施設 収蔵庫 

238 文脇遺跡14 号土坑出土一括遺物 〃 袖ケ浦市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 収蔵庫 

239 黄瀬戸灰釉木の葉文瓶 附常滑不識壺 〃 木更津市 消火施設 

240 小湊鉄道蒸気機関車 県 歴 市原市 保存施設 

241 妙法蓮華経板木（開結とも） 〃 柏市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

242 小金原のしし狩り資料 〃 白井市 消火施設 収蔵庫 

243 小金牧の牧士資料 〃 白井市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

244 大慈恩寺宝物類 〃 成田市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

245 佐倉牧の牧士資料 〃 富里市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

246 紙本著色大多喜藩陣列図 〃 御宿町 自動火災報知器 消火施設 

247 菱川師宣関係過去帳 〃 鋸南町 消火施設 収蔵庫 

248 菱川師宣過去帳 〃 南房総市 消火施設 金庫 

249 至徳堂関係資料 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 

250 灯明台 県 民 船橋市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

251 篠籠田の獅子舞 〃 柏市 消火施設 

252 流山のみりん醸造用具 〃 流山市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

253 正泉寺血盆経信仰資料 〃 我孫子市 自動火災報知機 

254 迎接寺の鬼舞面 〃 成田市 消火施設 収蔵庫 

255 利根川下流域の漁撈用具 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 

256 広済寺の鬼来迎面 〃 横芝光町 収蔵庫 

257 農村生活用具 〃 多古町 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

258 八幡神社のいざりばた 〃 山武市 自動火災報知器 収蔵庫 

259 芝原人形製作用具 〃 長南町 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

260 房総半島の万祝及び製作関連資料 〃 館山市 自動火災報知器 消火施設  収蔵庫 

261 東京湾のり生産用具 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 収蔵庫 

262 吾妻神社の馬だし祭用具 〃 富津市 収蔵庫 

263 旧佐倉順天堂 県 史 佐倉市 自動火災報知器 消火施設 

264 清戸の泉 附版木 〃 白井市 金庫 

265 歌人伊藤左千夫の生家 〃 山武市 自動火災報知器 消火施設 

266 宮谷県庁跡 〃 大網白里町 自動火災報知器 避雷設備 

267 東葉高等学校正門（旧近藤家住宅長屋門） 国 登 船橋市 自動火災報知器 

268 玉川旅館本館・第一別館・第二別館 〃 船橋市 自動火災報知器 消火施設 

269 野田市民会館主屋・茶室 〃 野田市 自動火災報知器 消火施設 

270 興風会館 〃 野田市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 
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271 桝田家住宅主屋 〃 野田市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

272 戸邉五右衞門家住宅主屋・土蔵・倉庫・米蔵 〃 野田市 自動火災報知器 消火施設 

273 懐石あた宕店舗・土蔵 〃 野田市 自動火災報知器 消火施設 

274 

茂木本家住宅主屋・北蔵・南蔵・旧仕込倉・
旧漬物倉・旧米倉・旧門番棟・正門・板塀・庭
門及び竹木賊張塀・稲荷神社・稲荷神社水
屋・煉瓦塀 

〃 野田市 自動火災報知器 消火施設 

275 染織処 谷屋土蔵 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 

276 香雲閣 〃 香取市 消火施設 

277 香取神宮拝殿・幣殿・神饌所 〃 香取市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 

278 選擇寺の本堂 〃 木更津市 自動火災報知器 消火施設 

279 下郡郵便局旧局舎 〃 木更津市 消火施設 

280 野島崎灯台 〃 南房総市 自動火災報知器 消火施設 避雷設備 
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２ 火葬場一覧表＜資料６－２＞ 

 

番号 火葬場名称 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 ヘリコプター臨時離発着場 
利用可能

港 
経営者・管理者・担当課 電話番号 ＦＡＸ番号 

1 千葉市斎場 
千葉市緑区平山町
1762-2 

043-293-40
00 

043-293-40
03 

昭和の森第１駐車場 千葉港 
千葉市生活衛生課 

043-245-521
3 

043-245-55
56 指定管理者 富士建設工業

㈱ 

2 いちはら聖苑 市原市今富 1088-8 
0436-36-33
89 

0436-36-75
13 

明神小学校（17）  
市原市福祉衛生課メモリアル
パーク管理所 

0436-36-338
9 

0436-36-75
13 

3 市川市斎場 
市 川 市 大 野 町
4-2610-1 

047-338-29
41 

047-338-29
42 

第三中学校（33）  市川市斎場 
047-338-294
1 

047-338-29
42 

4 馬込斎場 
船 橋 市 馬 込 町
1102-1 

047-438-11
51 

047-438-11
52 

船橋市運動公園（39） 船橋港 四市複合事務組合 
047-436-277
2 

047-436-27
74 

5 浦安市斎場 浦安市千鳥 15-3 
047-316-36
11 

047-316-36
14 

総合運動公園・野球場（81）  浦安市環境保全課 
047-351-111
1 

047-381-72
21 

6 松戸市斎場 
松 戸 市 串 崎 新 田
63-1 

047-387-40
42 

047-388-96
20 

市立松戸高等学校（49）  松戸市北山会館 
047-387-404
2 

047-388-96
20 

7 野田市斎場 野田市目吹 7-1 
04-7122-30
17 

04-7123-64
24 

文化センター駐車場（57）  野田市市民課 
04-7125-111
1 

04-7123-10
88 

8 野田市関宿斎場 野田市中戸 496 
04-7196-33
01 

04-7196-33
01 

関宿中央小学校（82）  野田市市民課 
04-7125-111
1 

04-7123-10
88 

9 
ウィングホール柏斎
場 

柏市布施 281-1 
04-7131-66
49 

04-7132-45
67 

柏市利根運動場（60）  
東葛中部地区総合開発事務
組合 

04-7164-525
1 

04-7164-68
02 

10 八富成田斎場 成田市吉倉 124-11 
0476-23-45
11 

0476-23-45
14 

大谷津運動公園多目的広場
（93） 

 成田市環境衛生課 
0476-20-153
1 

0476-22-44
36 

11 さくら斎場 
佐 倉 市 大 蛇 町
790-4 

043-484-08
46 

043-486-23
04 

佐倉小学校（95）  
佐倉市、四街道市、酒々井町
葬祭組合 

043-484-674
7 

043-486-23
04 

12 栄町斎場 
印 旛 郡 栄 町 須 賀
1997-25 

0476-95-05
35 

0476-45-05
35 

水 と 緑 の 運 動 広 場 野 球 場
(174) 

 栄町環境課 
0476-95-111
1 

0476-95-22
58 

13 
北総西部衛生組合
北総斎場 

香取郡神埼町神崎
1009-2 

0478-72-31
66 

0478-72-31
66 

利根川河川敷  北総西部衛生組合 
0478-54-517
5 

0478-54-75
99 

14 
香取市おみがわ聖
苑 

香 取 市 小 見 川
1797-1 

0478-82-32
93 

なし 小見川中学校（196）  香取市市民課 
0478-82-111
1 

0478-82-33
25 

15 銚子市斎場 
銚 子 市 西 小 川 町
4732 

0479-25-15
93 

なし 
県 立 銚 子 商 業 高 等 学 校
（230） 

銚子港 銚子市市民課 
0479-24-818
1 

0479-25-02
77 

16 
山桑メモリアルホー
ル 

匝瑳市山桑 730 
0479-73-80
00 

0479-73-80
01 

市営グラウンド（246）  
匝瑳市ほか二町環境衛生組
合 

0479-72-303
6 

0479-72-30
48 
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番号 火葬場名称 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 ヘリコプター臨時離発着場 
利用可能

港 
経営者・管理者・担当課 電話番号 ＦＡＸ番号 

17 みたま苑 旭 旭市ニ 5935－10 
0479-64-04
09 

0479-64-08
05 

旭スポーツの森公園野球広
場(243) 

 旭市環境課 
0479-62-532
9 

0479-63-49
46 

18 一宮聖苑 
長生郡一宮町一宮
7459－4 

0475-42-54
45 

0475-42-54
45 

一宮中学校（299）  一宮聖苑組合 
0475-42-142
4 

0475-42-24
65 

19 長南聖苑 
長生郡長南町報恩
寺字柳谷 579 

0475-46-35
25 

0475-46-35
26 

長南町陸上競技場（312）  長生郡市広域市町村圏組合 
0475-23-010
7 

0475-24-11
44 

20 山武郡市広域斎場 東金市堀上 1357 
0475-55-63
60 

0475-55-34
52 

東金中学校（264）  山武郡市広域行政組合 
0475-54-025
0 

0475-52-16
52 

21 勝浦市営火葬場 勝浦市松部 116－1 未定 未定 勝浦市営野球場  勝浦市環境防災課 
0470-73-661
9 

0470-73-87
88 

22 大多喜斎場無相苑 
夷隅郡大多喜町田
丁 238 

0470-82-38
31 

なし 多目的広場〈316〉  大多喜町環境生活課 
0470-82-211
1 

0470-82-20
76 

23 いすみ市大原聖苑 
い す み 市 大 原
4891-1 

0470-63-16
67 

0470-63-16
67 

大原町総合グラウンド〈321〉  いすみ市環境保全課 
0470-62-111
1   内 343 

0470-63-12
52 

24 木更津市火葬場 
木 更 津 市 大 久 保
840-3 

0438-37-38
74 

0438-37-38
74 

畑沢中学校（356） 木更津港 木更津市環境衛生課 
0438-23-711
1   内 310 

0438-23-77
65 

25 上総聖苑 
君津市久留里市場
978-1 

0439-27-35
74 

0439-27-35
74 

久留里スポーツ広場〈371〉  君津市環境衛生課 
0439-56-122
1 

0439-56-16
29 

26 富津聖苑 富津市前久保 375 
0439-87-41
42 

0439-87-41
42 

富津中学校〈372〉 木更津港 富津市環境保全課 
0439-80-127
3 

0439-87-93
31 

27 館山火葬場 館山市上真倉 2038 
0470-23-73
50 

0470-23-73
50 

北条小学校〈326〉 館山港 
安房郡市広域市町村圏事務
組合 

0470-22-563
3 

0470-23-91
55 

28 長狭地区火葬場 
鴨 川 市 東 町
1850-17 

0470-94-11
70 

0470-94-11
70 

安房東中学校〈318〉 浜荻港 
安房郡市広域市町村圏事務
組合 

0470-22-563
3 

0470-23-91
55 

29 千倉火葬場 
南房総市千倉町南
朝夷 1635 

0470-44-42
90 

0470-44-42
90 

総合運動公園〈374〉 千倉港 
安房郡市広域市町村圏事務
組合 

0470-22-563
3 

0470-23-91
55 
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［航空機・艦艇・資機材］ 

 

１ 県所属船舶及び備蓄資機材一覧表＜資料６－３＞ 

 

表１ 県所属船舶一覧表 

船 名 所 属 港 用 途 
総トン数 全 長 旅客定員 速 力 吃 水 

航行区域 通信設備 防 災 設 備 等 
トン ｍ 数人 ノット ｍ 

ふさなみ 館山 漁業操業安全指導船 56.00 21.72 12 21.10 1.36 限定沿海 漁業無線 放水銃×２ 

ふさかぜ 勝浦 漁業取締船 145.00 42.70 15 15.20 2.89 沿海 漁業無線   

わかとね 銚子 漁業取締船 3.20 7.56 9 28.00 0.47 平水 漁業無線   

千葉丸 館山 漁業指導船 317.00 49.84 24 12.75 3.40 遠洋 漁業無線   

房総丸 館山 漁業調査船 110.00 34.29 20 12.00 2.43 近海 漁業無線   

ふさみ丸 千倉 漁業調査船 62.00 30.51 12 13.00 2.00 近海 漁業無線   

わかふさ 千葉港葛南地区 測量監督船 13.00 14.10 12 20.00 0.65 平水 防災無線   

せいかい 千葉港葛南地区 清掃船 16.00 12.40 6 7.50 1.10 平水 防災無線   

せいこう 千葉港千葉地区 海面清掃船 16.00 11.76 6 7.50 1.10 平水 防災無線   

第二せいこう 千葉港千葉地区 海面清掃船 14.00 11.90 3 7.50 1.10 平水 防災無線   

若葉 千葉港千葉地区 防災・給水船 85.00 30.31 6 8.00 2.60 平水 船舶電話 

放水銃×１、散布装置×２、

ｵｲﾙﾌｪﾝｽ 600m積載可能 

さわかぜ 木更津港 港湾監視船 8.50 9.19 12 30 1.00 沿岸 防災無線  

きよみ 木更津港 清掃船 16.00 14.00 6 9.35 1.10 平水 防災無線   
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表２ 県有油防除資機材総括表 

平成２４年４月１日現在     

 

品  目 保有量 備 考 

オイルフェンス 11,413 m 

防災危機管理部（消防課） 1,640 m 

県土整備部 5,558 m 

 河川環境課 4,478 m 

 港湾課 1,080 m 

農林水産部 3,880 m 

  漁業資源課 1,000 m 

  漁港課 2,880 m 

企業庁 335 m 

油吸着マット 31,685 kg 

防災危機管理部（消防課） 5,789 kg 

県土整備部 15,234 kg 

 河川環境課 12,951 kg 

 港湾課 2,283 kg 

農林水産部 9,564 kg 

 漁業資源課 7,472 kg 

 漁港課 2,092 kg 

企業庁 1,098 kg 

油処理剤 13,026 ㍑ 

県土整備部 2,730 ㍑ 

 河川環境課 750 ㍑ 

 港湾課 1,980 ㍑ 

農林水産部 10,296 ㍑ 

  漁業資源課 7,362 ㍑ 

  漁港課 2,934 ㍑ 

油回収ネット 8,702 m 

防災危機管理部（消防課） 7,300 m 

農林水産部（漁港課） 1,040 m 

県土整備部（港湾課） 362 m 

油導入式浮枠 

（エアーポンプセット） 
3 基  

備蓄場所：千葉港湾市原支所 

       五井2 号野積場 

       （市原市五井海岸１９０７－６） 

丸型組立水槽 

（貯油用） 
6 基 

バケツ 500 個 

ひしゃく 2,011 本 

備蓄場所：県中央防災センター 

 （千葉市中央区仁戸名町６６６－２） 

ビニール手袋 600 組 

ゴム手袋 1,000 組 

ゴーグル 1,860 個 

防塵マスク 1,900 枚 

レインコート 2,640 着 

レインスーツ 2,080 着 

長  靴 1,900 足 

※オイルフェンス、油吸着マット、油処理剤及び油回収マットについては、各リストを参照 
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表２－１ 県有オイルフェンス配置場所一覧                平成24年4月1日現在 

 

所有者 管理者名 所在地 メーカー 用途 形式 長さ（ｍ）

防災危機管理部 市川市消防局 市川市高谷２０２３-１０　東消防署高谷出張所 海上 Ｂタテ 300

防災危機管理部 船橋市消防局 船橋市湊町１－２４　湊町水防倉庫 ブリヂストン 海上 Aタテ 180

防災危機管理部 習志野市消防本部 習志野市鷺沼２－１－４３　中央消防署 海上 Ｂタテ 40

防災危機管理部 習志野市消防本部 習志野市秋津３－７－１　南消防署 海上 Ｂタテ 320

防災危機管理部 千葉市消防局
千葉市中央区中央港１－５－１中央消防署臨港出張
所

海上 Ｂタテ 200

防災危機管理部 君津市消防本部 君津市杢師３－１－２５　君津市消防署 中村ナスコＥ４－ＡｏｒＴ 海上 Ｂ枕 300

防災危機管理部 富津市消防本部 富津市小久保２９５８－１　中央公民館前車庫兼倉庫 中村ナスコＥ5－ＡｏｒＴ 海上 Ｂ枕 300

1,640

漁業資源課 新富津漁協 富津市富津２４３０－１　倉庫 Ａ型 100

漁業資源課 天羽漁協 富津市荻生１１７４－５　湊支所倉庫 中村ナスコＣ３－Ｋ 100

漁業資源課 鋸南町保田漁協 鋸南町吉浜９９－５　定置網漁具倉庫 中村ナスコＣ３－Ｋ 20

漁業資源課 館山船形漁協 館山市船形１４５２　組合南倉庫 320

漁業資源課
水産総合研究ｾﾝﾀｰ（東京
湾漁業研究所）

富津市小久保３０９１　倉庫 400

漁業資源課
水産総合研究センター
（内水面水産研究所）

佐倉市臼井台１３９０　倉庫 60

1,000

漁港課 銚子漁港事務所 銚子市川口町２－６３８５－２７１　川口オイルフェンス倉庫 住友電気工業ＳＯ－３００Ｅ 180

漁港課 南部漁港事務所 館山市船形新港１４４８　オイルフェンス格納庫 住友電気工業ＳＯ－３００Ｅ 400

漁港課 南部漁港事務所
南房総市千倉町平館名戸川７６３－９８　オイルフェン
ス格納庫

中村船具工業 400

漁港課 南部漁港事務所 鴨川市磯村大浦１３７－３　鴨川市漁協 ㈱ブリヂストン 440

漁港課 南部漁港事務所 鴨川市天津仲町１４９９　オイルフェンス格納庫 ㈱ブリヂストン 400

漁港課 南部漁港事務所 鴨川市小湊小舟谷１８２－１２　オイルフェンス格納庫 住友電気工業ＳＯ－３００Ｅ 380

漁港課 南部漁港事務所 勝浦市浜勝浦４９９　オイルフェンス格納庫 住友電気工業ＳＯ－３００Ｅ 320

漁港課 南部漁港事務所 いすみ市大原新浜町１１５７４ 住友電気工業ＳＯ－３００Ｅ 360

2,880

河川環境課 千葉土木事務所 千葉市中央区出洲港１１－１ 森の木太郎F5012 河川 12cmφ 40

河川環境課 千葉土木事務所 千葉市中央区出洲港１１－１ 谷口商会㈱ 河川 11cmφ 216

河川環境課 葛南土木事務所 船橋市浜町２－５－１ 中村船具工業㈱ 100

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市竹ヶ花２４ スミレイオイルフェンス7502 7.5cmφ 60

河川環境課 東葛飾土木事務所 野田市岩名　座生川排水機場 スミレイオイルフェンス7502 7.5cmφ 45

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市　富士川浄化施設 スミレイオイルフェンス7502 7.5cmφ 160

河川環境課 東葛飾土木事務所 市川市国府台３－３５７６－１　柳原排水機場 Ｔ－２０－４（Ａ型） 80

河川環境課 東葛飾土木事務所 市川市国府台３－３５７６－１　柳原排水機場 スミレイオイルフェンス15002 15cmφ 176

河川環境課 東葛飾土木事務所 市川市国府台３－３５７６－１　柳原排水機場 スミレイオイルフェンス7502 7.5cmφ 40

河川環境課 柏土木事務所 柏市柏７４５　事務所倉庫 スミレイオイルフェンス7502 河川 7.5cmφ 180

河川環境課 印旛土木事務所 佐倉市鏑木仲田町８－１ 大田工業ＯＫ－２００　１本 河川 20

河川環境課 印旛土木事務所 佐倉市鏑木仲田町８－１ スミレイオイルフェンス7502 河川 7.5cmφ 160

河川環境課 印旛土木事務所 栄町和田　和田水防倉庫 大田工業ＯＫ－２００　８本 河川 160

千葉県 防災危機管理部　保有量合計

千葉県 農林水産部 水産局 漁業資源課 保有合計

千葉県 農林水産部 水産局 漁港課 保有合計
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表２－１ 県有オイルフェンス配置場所一覧                平成24年4月1日現在 

 

所有者 管理者名 所在地 メーカー 用途 形式 長さ（ｍ）

河川環境課 成田土木事務所 成田市荒海６１２　荒海水防倉庫 河川 284

河川環境課 成田土木事務所 富里市七栄６５１　七栄水防倉庫 河川 100

河川環境課 成田土木事務所 成田市荒海６１２　荒海水防倉庫 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾌｪﾝｽ 20

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－２　水防倉庫 180

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－２　水防倉庫 スミレイオイルフェンス11002 11cmφ 148

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－２　水防倉庫 スミレイオイルフェンス7502 7.5cmφ 340

河川環境課 銚子土木事務所 銚子市長塚町２－４４－９　水防倉庫 ㈱ブリヂストン 河川 100

河川環境課 銚子土木事務所 銚子市長塚町２－４４－９　水防倉庫 住友ゴム 河川 80

河川環境課 海匝土木事務所 匝瑳市八日市場イ１９９９　水防倉庫 大田工業ＯＫ－２００　４本 河川 Ａ型 80

河川環境課 海匝土木事務所 匝瑳市八日市場イ１９９９　水防倉庫・東倉庫
スミレイオイルフェンス11002-
1

河川 11cmφ 24

河川環境課 海匝土木事務所 匝瑳市八日市場イ１９９９　東倉庫 スミレイオイルフェンス7502-1 河川 7.5cmφ 40

河川環境課 山武土木事務所 東金市東新宿１７－６ 100

河川環境課 長生土木事務所 茂原市三ケ谷１９９３　水防倉庫 スミレイオイルフェンス7502 河川 7.5cmφ 60

河川環境課 夷隅土木事務所 いすみ市大原８５１３－１　水防倉庫 大田工業ＯＫ－２００ 160

河川環境課 夷隅土木事務所 いすみ市大原８５１３－１　水防倉庫 スミレオイルフェンス7502－1 80

河川環境課 夷隅土木事務所 大多喜町猿稲１４－１　大多喜出張所水防倉庫 大田工業ＯＫ－２００ 河川 Ａ型 45

河川環境課
安房土木事務所
鴨川出張所

鴨川市太海１０４－１２　水防倉庫 スミレイオイルフェンス7510-1 80

河川環境課 安房土木事務所 館山市北条４０２－１　水防倉庫 スミレイオイルフェンス7510-1 40

河川環境課 安房土木事務所 館山市北条４０２－１　水防倉庫
スミレイオイルフェンス11002-
1 48

河川環境課 安房土木事務所 館山市沼１６８６－１７　館山港湾管理事務所 中村船具工業㈱ 80

河川環境課 君津土木事務所 木更津市貝渕３－１３－４　水防倉庫 三井化学（株）ＴＦ２００ 50

河川環境課 君津土木事務所 富津市湊１４５－６　天羽出張所 三井化学（株）ＴＦ２００ 100

河川環境課 市原土木事務所 市原市八幡海岸通１９６９　水防倉庫
スミレイオイルフェンス11002-
1

11cmφ 144

河川環境課 真間川改修事務所 市川市南八幡２－２３－１　水防倉庫 大田工業ＯＫ－２００ 河川 Ａ型 60

河川環境課 真間川改修事務所 市川市南八幡２－２３－１　水防倉庫 48

河川環境課 真間川改修事務所 市川市南八幡２－２３－１　水防倉庫 三井ＴＦ－200 10

河川環境課
亀山・片倉ダム管理事務
所

君津市豊田３３　亀山ダム倉庫 前田工繊 河川 Oｋ-150 220

河川環境課
亀山・片倉ダム管理事務
所

君津市笹１６５９－４　片倉ダム管理所 前田工繊 河川 Oｋ-200 160

河川環境課 高滝ダム管理事務所 市原市養老４６８　水防倉庫 160

4,793

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区出洲港　出洲防災倉庫 海上 Ｂ枕 660

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市潮見町　船橋中央埠頭内貿荷さばき地 中村ナスコＥ４－ＡｏｒＴ 海上 Ｂ枕 0

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市中央３－３－８  内港監視所内倉庫 高橋ブルーシーＢ－ＤＦ－１１ 海上 Ｂ枕 240

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市新港　港湾労働者休憩所 中村ナスコＥ４－ＡｏｒＴ 海上 Ｂ枕 0

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市貝渕３－１３－３４　水防倉庫 中村ナスコＥ４－ＡｏｒＴ 海上 Ｂ枕 180

1,080千葉県 県土整備部 港湾課 保有合計

千葉県 県土整備部 河川環境課 保有合計

 

 

- 296 -



 

 

  

表２－１ 県有オイルフェンス配置場所一覧                平成24年4月1日現在 

 

所有者 管理者名 所在地 メーカー 用途 形式 長さ（ｍ）

企業庁 千葉工業用水道事務所 佐倉市角来２２２２　佐倉浄水場 Ｂ枕 170

企業庁 千葉工業用水道事務所 市原市北国分寺台３－５－１　郡本浄水場 A型 40

企業庁 葛南工業用水道事務所 市川市南八幡２－２３－１　南八幡浄水場 Ｂ型 45

企業庁 君津工業用水道事務所 君津市人見５－７－３１　人見浄水場 高階救命器具BOF-7 Ｂ枕 40

企業庁
千葉建設事務所葛南支
所

船橋市浜町２－５ 日本ソリッド㈱ 16

企業庁 千葉建設事務所 千葉市美浜区真砂５－２－１ カクイ㈱ 24

335

全機関合計 1,335

千葉県 企業庁 保有合計
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表３ 県有油吸着マット配置場所一覧（１） 

                                     平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 型式 
重量換算

後(kg) 

防災危機管理部 浦安市 浦安市猫実９－２２ 浦安市消防署 三井ＢＬ－６５ マット 340  

防災危機管理部 市川市 市川市高谷２０２３－１０ 東消防署高谷出張所 三井ＢＬ－６５ マット 170  

防災危機管理部 市川市 市川市塩浜４－２－５ 塩浜第２防災倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 170  

防災危機管理部 船橋市 船橋市湊町１－２４ 湊町水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 306  

防災危機管理部 習志野市 習志野市秋津５－１－１ 谷津干潟自然観察センター 三井ＢＬ－６５ マット 170  

防災危機管理部 習志野市 習志野市秋津５－１－１ 谷津干潟自然観察センター 三井ＢＬ－６５００ ロール 68  

防災危機管理部 習志野市 習志野市秋津３－７－１ 環境保全センター 三井ＢＬ－６５ マット 136 

防災危機管理部 千葉市 千葉市中央区中央港１－５－１中央消防署臨港出張所 三井ＢＬ－６５ マット 170  

防災危機管理部 市原市 市原市五井海岸１９０７－６ 千葉港湾市原支所 阿南電気（株） オイルスネアー 138  

防災危機管理部 市原市 市原市五井南海岸１－１４ 三井ＢＬ－６５ マット 323  

防災危機管理部 
㈱ダイトーコーポ

レーション 
市原市五井海岸１９０７－６ 千葉港湾市原支所 三井ＢＬ－６５００ ロール 884  

防災危機管理部 
㈱ダイトーコーポ

レーション 
市原市五井海岸１９０７－６ 千葉港湾市原支所 三井ＢＬ－６５ マット 510  

防災危機管理部 
㈱ダイトーコーポ

レーション 
市原市五井海岸１９０７－７ 千葉港湾市原支所 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 109  

防災危機管理部 袖ヶ浦市 袖ヶ浦市坂戸市場１－１ 市役所内震災備蓄倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 306  

防災危機管理部 木更津市 木更津市潮見１－１ 市役所内震災備蓄倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 238  

防災危機管理部 木更津市 木更津市潮見１－１ 市役所内震災備蓄倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 136  

防災危機管理部 君津市 君津市杢師３－１－２５ 君津市消防署 三井ＢＬ－６５ マット 170  

防災危機管理部 君津市 君津市君津１ 新日鉄環境防災管理Ｇ倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 170  

防災危機管理部 富津市 富津市青木１５９５－６ 富津地区防災備蓄倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 136  

防災危機管理部 富津市 富津市小久保３０１６－１ 大佐和地区防災備蓄倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 119  

防災危機管理部 富津市 富津市湊２９６－５ 天羽地区防災備蓄倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 85  

防災危機管理部 御宿町 御宿町浜２１６４－１ 御宿町漁業協同組合倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 935  

千葉県 防災危機管理部 保有量合計 5,789  

漁業資源課 南行徳漁協 市川市欠真間１－１２－２１ 資材倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 119  

漁業資源課 市川市行徳漁協 市川市塩浜１－１７－３ 市川漁港監視所 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 81  

漁業資源課 船橋市漁協 船橋市湊町１－２４－６ コンテナ内 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 162  

漁業資源課 船橋市漁協 船橋市湊町１－２４－６ コンテナ内 
三菱アタックエース－

Ｓ 
マット 15  

漁業資源課 牛込漁協 木更津市牛込７５２ 組合倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 243  

漁業資源課 金田漁協 木更津市中島４４１２ 資材倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 378  

漁業資源課 久津間漁協 木更津市久津間１２９１ 船溜倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 189  

漁業資源課 江川漁協 木更津市江川５７６－６ 漁具倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 203  

漁業資源課 木更津市中里漁協 木更津市中里２－５－２６ 倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 68  

漁業資源課 木更津市中里漁協 木更津市中里２－５－２６ 倉庫 
三菱アタックエース－

Ｓ 
マット 240  

漁業資源課 木更津市中里漁協 木更津市中里２－５－２６ 倉庫 チッソＥＳ３００ マット 49  

漁業資源課 木更津漁協 木更津市中央３－１４－１１ 漁具倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 216  
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表３ 県有油吸着マット配置場所一覧（２） 

                                    平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 型式 
重量換算

後(kg) 

漁業資源課 木更津漁協 木更津市中央３－１４－１１ 漁具倉庫 東洋紡Ｃ－マット100 マット 150  

漁業資源課 木更津漁協 木更津市中央３－１４－１１ 漁具倉庫 チッソＥＳ３００ マット 16  

漁業資源課 富津漁協 富津市富津２０３５－７４ 組合倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 243  

漁業資源課 新富津漁協 富津市富津２４３０－１ 倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 311  

漁業資源課 新富津下洲漁協 富津市川名７４９－１ 漁港倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 135  

漁業資源課 大佐和漁協 富津市小久保３０８９ 組合購買倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 149  

漁業資源課 大佐和漁協 富津市小久保３０８９ 組合前倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 17  

漁業資源課 天羽漁協 富津市荻生１１７４－５ 湊支所倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 135  

漁業資源課 鋸南町保田漁協 鋸南町吉浜９９－５ 給油所倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 108  

漁業資源課 鋸南町勝山漁協 鋸南町勝山１２２ 組合地下倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 81  

漁業資源課 岩井漁協 南房総市高崎１６１８ 高崎倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 135  

漁業資源課 岩井漁協 南房総市高崎１６１８ 高崎倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 85  

漁業資源課 富浦町漁協 南房総市富浦町多田良１２５４－７５ 漁具倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 122  

漁業資源課 富浦町漁協 南房総市富浦町多田良１２５４－７５ 漁具倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 119  

漁業資源課 富浦町漁協 南房総市富浦町多田良１２５４－７５ 漁具倉庫 三井AB－５０ マット 50  

漁業資源課 館山船形漁協 館山市船形１４５２ 組合南倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 85  

漁業資源課 館山船形漁協 館山市船形１４５２ 組合南倉庫 三井AB－５０ マット 15  

漁業資源課 館山船形漁協 館山市船形１４５２ 組合南倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 95  

漁業資源課 西岬漁協 館山市浜田１４８ 資材倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 68  

漁業資源課 館山市相浜漁協 館山市相浜２３３ 青年館車庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 54  

漁業資源課 館山市相浜漁協 館山市相浜２３３ 青年館車庫 東洋紡Ｃ－マット100 マット 15  

漁業資源課 
東安房漁協（白浜

支所） 
南房総市白浜町滝口５８８７－１ 原事業所倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 81  

漁業資源課 東安房漁協（本所） 南房総市千倉町平館７６３－１１ 給油所倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 153  

漁業資源課 
東安房漁協（和田

支所） 
南房総市和田町和田５３０ 給油所倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 81  

漁業資源課 鴨川市漁協 鴨川市磯村８３－２ 組合倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 54  

漁業資源課 鴨川市漁協 鴨川市磯村８３－２ 組合倉庫 三井ＢＬ－５０ マット 120  

漁業資源課 
東安房漁協（天津

支所/小湊支所） 
鴨川市天津１５０４－２ 組合倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 81  

漁業資源課 新勝浦市漁協 勝浦市新官２０７倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 41  

漁業資源課 
新勝浦市漁協大沢

支所 
勝浦市大沢２３９－２ 倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 17  

漁業資源課 勝浦漁協 勝浦市浜勝浦３８０ 組合倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 68  

漁業資源課 夷隅東部漁協 いすみ市漁港埋立地 倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 41  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区中央港１－６－１ 三井ＢＬ－F 万国旗 20  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区中央港１－６－１ 三井ＢＬ－Z マット 39  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区中央港１－６－１ 三井ＢＬ－65 マット 0  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区中央港１－６－１ 三井ＢAR50 マット 48  
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表３ 県有油吸着マット配置場所一覧（３） 

                                     平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 型式 
重量換算

後(kg) 

漁業資源課 九十九里漁協 九十九里町小関２３４７－３６ 給油所倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 107  

漁業資源課 九十九里漁協 九十九里町小関２３４７－３６ 給油所倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 54  

漁業資源課 海匝漁協 旭市下永井３０８ 本所倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  

漁業資源課 海匝漁協 旭市下永井３０８ 匝瑳支所倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 34  

漁業資源課 銚子市漁協 銚子市川口町２－６５２８ 銚子支所漁具倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 238  

漁業資源課 銚子水産事務所 銚子市川口町２－６３８５－４３９ 事務所倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 255  

漁業資源課 銚子水産事務所 銚子市川口町２－６３８５－４３９ 事務所倉庫 三井ＢＬ－６５００ ロール 34  

漁業資源課 勝浦水産事務所 勝浦市墨名８１５－１２ 事務所倉庫,ふさかぜ（船） 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 216  

漁業資源課 館山水産事務所 館山市北条４０２－１ 事務所倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 95  

漁業資源課 館山水産事務所 館山市北条４０２－１ 事務所倉庫 三菱アタックエース－Ｓ マット 45  

漁業資源課 
水産総合研究ｾﾝﾀｰ(東

京湾漁業研究所) 
富津市小久保３０９１ 倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 689  

漁業資源課 印旛沼漁協 成田市北須賀上外埜１１６２２－２ 組合倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 243  

漁業資源課 手賀沼漁協 柏市曙橋字若鮎１ 組合倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 270  

漁業資源課 我孫子手賀沼漁協 我孫子市我孫子新田１０１ 組合倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 135  

漁業資源課 
水産総合研究センター

（内水面水産研究所） 
佐倉市臼井台１３９０ 倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 41  

千葉県 農林水産部 水産局 漁業資源課 保有合計 7,472  

漁港課 銚子漁港事務所 
銚子市川口町２－６３８５－２７１  

川口オイルフェンス倉庫 
三井ＢＬ－６５ マット 80  

漁港課 銚子漁港事務所 
銚子市川口町２－６３８５－２７１  

川口オイルフェンス倉庫 
三井ＢＬ－６５００ ロール 34  

漁港課 銚子漁港事務所 銚子市唐子町７３－４８ 唐子町倉庫 三井ＢＬ－６５００ ロール 272  

漁港課 南部漁港事務所 館山市船形新港１４４８ オイルフェンス格納庫 三井ＢＬ－６５ マット 102  

漁港課 南部漁港事務所 館山市船形新港１４４８ オイルフェンス格納庫 三井ＡＢ－５０ マット 15  

漁港課 南部漁港事務所 館山市船形新港１４４８ オイルフェンス格納庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 54  

漁港課 南部漁港事務所 南房総市千倉町平館名戸川７６３－９８ 三井ＢＬ－６５ マット 170  

漁港課 南部漁港事務所 南房総市千倉町平館名戸川７６３－９８ 日本ケミタック スイープ 49  

漁港課 南部漁港事務所 鴨川市磯村大浦１３７－３ 鴨川市漁協 三井ＢＬ－６５ マット 68  

漁港課 南部漁港事務所 鴨川市磯村大浦１３７－３ 鴨川市漁協 日本ケミタック スイープ 81  

漁港課 南部漁港事務所 鴨川市天津仲町１４９９ オイルフェンス格納庫 三井ＢＬ－６５ マット 51  

漁港課 南部漁港事務所 鴨川市天津仲町１４９９ オイルフェンス格納庫 三井ＢＬ－６５００ ロール 204  

漁港課 南部漁港事務所 鴨川市天津仲町１４９９ オイルフェンス格納庫 三菱アタックエース－Ｓ マット 60  

漁港課 南部漁港事務所 
鴨川市小湊小舟谷１８２－１２  

オイルフェンス格納庫 
三井ＢＬ－６５００ ロール 306  

漁港課 南部漁港事務所 勝浦市浜勝浦４９９ オイルフェンス格納庫 三井ＢＬ－６５ マット 187  

漁港課 南部漁港事務所 勝浦市浜勝浦４９９ オイルフェンス格納庫 三井ＢＬ－６５００ ロール 17  

漁港課 南部漁港事務所 勝浦市浜勝浦４９９ オイルフェンス格納庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  

漁港課 南部漁港事務所 勝浦市浜勝浦４９９ オイルフェンス格納庫 三井ＡＢ－５０ マット 20  

漁港課 南部漁港事務所 いすみ市大原新浜町１１５７４ 三井ＢＬ－６５ マット 119  
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表３ 県有油吸着マット配置場所一覧（４） 

                                    平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 型式 
重量換算

後(kg) 

漁港課 南部漁港事務所 いすみ市大原新浜町１１５７４ 三井ＢＬ－６５００ ロール 136  

漁港課 南部漁港事務所 いすみ市大原新浜町１１５７４ 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 41  

千葉県 農林水産部 水産局 漁港課 保有合計 2,092  

河川環境課 千葉土木事務所 千葉市中央区出洲港１１－１ ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ5050B マット 7  

河川環境課 千葉土木事務所 千葉市中央区出洲港１１－１ ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ 万国旗 4  

河川環境課 葛南土木事務所 船橋市浜町２－５－１ 三井ＢＬ－６５ マット 272  

河川環境課 葛南土木事務所 船橋市浜町２－５－１ 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市竹ヶ花２４ ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ20m 万国旗 14  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市竹ヶ花２４ ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ10m 万国旗 9  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市竹ヶ花２４ 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市竹ヶ花２４ 三井ＢＬ－６５ マット 51  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市竹ヶ花２４ 三菱アタックエース－Ｓ マット 75  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市栄町西４－１１５０ 水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市栄町西４－１１５０ 水防倉庫 三菱アタックエース－Ｓ マット 75  

河川環境課 東葛飾土木事務所 野田市岩名 座生川排水機場 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ10m 万国旗 460  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市 富士川浄化施設 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ20m 万国旗 92  

河川環境課 東葛飾土木事務所 市川市国府台３－３５７６－１ 柳原排水機場 三菱アタックエース－Ｓ マット 15  

河川環境課 東葛飾土木事務所 市川市国府台３－３５７６－１ 柳原排水機場 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ20m 万国旗 46  

河川環境課 東葛飾土木事務所 市川市国府台３－３５７６－１ 柳原排水機場 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ10m 万国旗 2  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市樋野口６５６ 樋野口排水機場 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 14  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市樋野口６５６ 樋野口排水機場 三菱アタックエース－Ｓ マット 15  

河川環境課 柏土木事務所 柏市柏７４５  事務所倉庫 ﾀﾌﾈﾙｵｲﾙﾌ゙ ﾛｯﾀー BL-65T型 マット 40  

河川環境課 柏土木事務所 柏市柏７４５  事務所倉庫 ﾀﾌﾈﾙｵｲﾙﾌ゙ ﾛｯﾀー BL-65型 マット 51  

河川環境課 柏土木事務所 柏市柏７４５  事務所倉庫 ﾀﾌﾈﾙｵｲﾙﾌ゙ ﾛｯﾀー BL-F型 万国旗 82  

河川環境課 柏土木事務所 柏市柏７４５  事務所倉庫 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ20m 万国旗 5  

河川環境課 柏土木事務所 柏市柏７４５  事務所倉庫 スミレイタコマット 万国旗 5  

河川環境課 印旛土木事務所 佐倉市鏑木仲田町８－１ スミレイ5050Ｂ マット 42  

河川環境課 印旛土木事務所 佐倉市鏑木仲田町８－１ スミレイロングマット マット 18  

河川環境課 印旛土木事務所 佐倉市鏑木仲田町８－１ スミレイ２０ 万国旗 30  

河川環境課 印旛土木事務所 佐倉市鏑木仲田町８－１ スミレイ１０ 万国旗 7  

河川環境課 印旛土木事務所 佐倉市鏑木仲田町８－１ スミレイタコマット 万国旗 16  

河川環境課 印旛土木事務所 栄町和田 和田水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 2,539  

河川環境課 印旛土木事務所 栄町和田 和田水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 612  

河川環境課 成田土木事務所 成田市荒海６１２ 荒海水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 34  

河川環境課 成田土木事務所 成田市荒海６１２ 荒海水防倉庫 ｽﾐﾚｲﾛﾝｸ゙ ﾏｯﾄ マット 6  

河川環境課 成田土木事務所 成田市荒海６１２ 荒海水防倉庫 ｽﾐﾚｲ5025B マット 10  

河川環境課 成田土木事務所 成田市荒海６１２ 荒海水防倉庫 ｽﾐﾚｲ4040W マット 6  

河川環境課 成田土木事務所 富里市七栄６５１ 七栄水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  
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表３ 県有油吸着マット配置場所一覧（５） 

                                    平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 型式 
重量換算

後(kg) 

河川環境課 成田土木事務所 富里市七栄６５１ 七栄水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 34  

河川環境課 成田土木事務所 富里市七栄６５１ 七栄水防倉庫 F1吹流し   26  

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－６ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲ2525B マット 6  

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－６ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲ5025B マット 45  

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－６ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲ5050B マット 44  

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－６ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲ5050C マット 1  

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－６ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲﾌﾛー ﾄ付ﾛﾝｸ゙ ﾏｯﾄ 万国旗 529  

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－7 水防倉庫 ﾀﾌﾈﾙｵｲﾙﾌ゙ ﾛｯﾀー F型 万国旗 784  

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－8 水防倉庫 
ﾀﾌﾈﾙｵｲﾙﾌ゙ ﾛｯﾀー BL-65

型 
マット 100  

河川環境課 香取土木事務所 香取市佐原イ１２６－8 水防倉庫 森の木太郎 マット 64  

河川環境課 銚子土木事務所 銚子市長塚町２－４４－９ 水防倉庫 カクイKN－５０ 万国旗 66  

河川環境課 銚子土木事務所 銚子市長塚町２－４４－９ 水防倉庫 
ﾀﾌﾈﾙｵｲﾙﾌ゙ ﾛｯﾀー BL-65

型 
マット 289  

河川環境課 銚子土木事務所 銚子市長塚町２－４４－９ 水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 71  

河川環境課 銚子土木事務所 銚子市長塚町２－４４－９ 水防倉庫 
ﾀﾌﾈﾙｵｲﾙﾌ゙ ﾛｯﾀー BL-50

型 
マット 220  

河川環境課 海匝土木事務所 匝瑳市八日市場イ１９９９ 東倉庫 三井ＢＬ－５０ １箱 マット 20  

河川環境課 海匝土木事務所 匝瑳市八日市場イ１９９９ 東倉庫 三井ＢＬ－６５ 2箱 マット 34  

河川環境課 海匝土木事務所 匝瑳市八日市場イ１９９９ 東倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 9箱 万国旗 122  

河川環境課 海匝土木事務所 匝瑳市八日市場イ１９９９ 東倉庫 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ5050B―1 マット 3  

河川環境課 海匝土木事務所 匝瑳市八日市場イ１９９９ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ5025B マット 15  

河川環境課 山武土木事務所 東金市東新宿１７－６ 三井ＢＬ－６５ マット 272  

河川環境課 山武土木事務所 東金市東新宿１７－６ 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 95  

河川環境課 山武土木事務所 東金市東新宿１７－６ 森の木太郎 マット 83  

河川環境課 山武土木事務所 東金市東新宿１７－６ ㈱栄光エコパック 万国旗 131  

河川環境課 長生土木事務所 茂原市三ケ谷１９９３ 水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 190  

河川環境課 長生土木事務所 茂原市三ケ谷１９９３ 水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 85  

河川環境課 長生土木事務所 茂原市茂原１１０２－１ 長生土木事務所器材庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 136  

河川環境課 夷隅土木事務所 いすみ市大原８５１３－１ 水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 517  

河川環境課 夷隅土木事務所 いすみ市大原８５１３－１ 水防倉庫 三井ＢＬ－50 マット 100  

河川環境課 夷隅土木事務所 いすみ市大原８５１３－１ 水防倉庫 ｽﾐﾚｵｲﾙﾏｯﾄ5050B マット 12  

河川環境課 夷隅土木事務所 大多喜町猿稲１４－１ 大多喜出張所水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 68  

河川環境課 海匝土木事務所 匝瑳市八日市場イ１９９９ 東倉庫 三井ＢＬ－６５ 2箱 マット 34  

河川環境課 夷隅土木事務所 大多喜町猿稲１４－１ 大多喜出張所水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 54  

河川環境課 
安房土木事務所 

鴨川出張所 
鴨川市太海１０４－１２ 水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 109  

河川環境課 
安房土木事務所 

鴨川出張所 
鴨川市太海１０４－１２ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ マット 3  

河川環境課 
安房土木事務所 

鴨川出張所 
鴨川市太海１０４－１２ 水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 17  
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表３ 県有油吸着マット配置場所一覧（６） 

                                    平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 型式 
重量換算

後(kg) 

河川環境課 
安房土木事務所 

鴨川出張所 
鴨川市太海１０４－１２ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲﾛﾝｸ゙ ﾏｯﾄ マット 166  

河川環境課 安房土木事務所 館山市北条４０２－１ 水防倉庫 活充企画 万国旗EF50 480  

河川環境課 安房土木事務所 館山市北条４０２－１ 水防倉庫 カクイ 万国旗KN-65-10 592  

河川環境課 安房土木事務所 館山市北条４０２－１ 水防倉庫 スミレイオイルマット マット 13  

河川環境課 安房土木事務所 館山市沼１６８６－１７ 館山港管理事務所 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 68  

河川環境課 安房土木事務所 館山市沼１６８６－１７ 館山港管理事務所 三井ＢＬ－６５ マット 68  

河川環境課 安房土木事務所 館山市沼１６８６－１７ 館山港管理事務所 三井ＢＬ－６５００ ロール 510  

河川環境課 君津土木事務所 木更津市貝渕３－１３－４ 水防倉庫 三井ＢＬ－６５００ ロール 850  

河川環境課 君津土木事務所 木更津市貝渕３－１３－４ 水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 184  

河川環境課 君津土木事務所 木更津市貝渕３－１３－４ 水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 68  

河川環境課 君津土木事務所 富津市湊１４５－６ 天羽出張所 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 109  

河川環境課 君津土木事務所 富津市港１４５－６ 天羽出張所 三井ＢＬ－６５ マット 60  

河川環境課 君津土木事務所 君津市久留里市場４７３－９ 上総出張所 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 109  

河川環境課 君津土木事務所 君津市久留里市場４７３－９ 上総出張所 三井ＢＬ－６５ マット 51  

河川環境課 市原土木事務所 市原市八幡海岸通１９６９ 水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 54  

河川環境課 市原土木事務所 市原市八幡海岸通１９６９ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ20枚入り マット 42  

河川環境課 市原土木事務所 市原市鶴舞２７４ 鶴舞出張所 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ20枚入り マット 29  

河川環境課 市原土木事務所 市原市八幡海岸通１９６９ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲｵｲﾙﾏｯﾄ10枚入り マット 3  

河川環境課 市原土木事務所 市原市八幡海岸通１９６９ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲﾛﾝｸ゙ ﾏﾄ20 マット 9  

河川環境課 市原土木事務所 市原市八幡海岸通１９６９ 水防倉庫 ｽﾐﾚｲﾛﾝｸ゙ ﾏﾄ10 マット 7  

河川環境課 市原土木事務所 市原市八幡海岸通１９６９ 水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 17  

河川環境課 市原土木事務所 市原市鶴舞２７４ 鶴舞出張所 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  

河川環境課 真間川改修事務所 市川市南八幡２－２３－１ 水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 54  

河川環境課 真間川改修事務所 市川市南八幡２－２３－１ 水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 17  

河川環境課 真間川改修事務所 市川市南八幡２－２３－１ 水防倉庫 三井F - 1 吹流し 13  

河川環境課 
亀山・片倉ダム管理

事務所 
君津市豊田３３ 亀山ダム倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 68  

河川環境課 
亀山・片倉ダム管理

事務所 
君津市笹１６５９－４ 片倉ダム管理所 カクイKN－５０ 万国旗 10  

河川環境課 高滝ダム管理事務所 市原市養老４６８ 水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 85  

河川環境課 高滝ダム管理事務所 市原市養老４６８ 水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 82  

千葉県 県土整備部 河川環境課 保有合計 12,951  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区中央港１－６－１ 三井ＢＬ－F 万国旗 20  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区中央港１－６－１ 三井ＢＬ－Z マット 39  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区中央港１－６－１ 三井ＢＬ－65 マット 0  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区中央港１－６－１ 三井ＢAR50 マット 48  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区出洲港 出洲防災倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 122  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区出洲港 出洲防災倉庫 三井ＢＬ－６５００ ロール 51  

港湾課 千葉港湾事務所 市原市五井南海岸 千葉港廃油処理場 三井ＢＬ－６５ マット 166  
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表３ 県有油吸着マット配置場所一覧（７） 

                                    平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 型式 
重量換算

後(kg) 

港湾課 千葉港湾事務所 市原市五井南海岸 千葉港廃油処理場 三井ＢＬ－F 万国旗 27  

港湾課 千葉港湾事務所 市原市五井南海岸 千葉港廃油処理場 三井ＢＬ－Z マット 13  

港湾課 千葉港湾市原支所 市原市五井海岸１９０7 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  

港湾課 千葉港湾市原支所 市原市五井海岸１９０7 三井ＢＬ－６５ マット 17  

港湾課 千葉港湾市原支所 市原市五井海岸八幡海岸通６ 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 122  

港湾課 千葉港湾市原支所 市原市五井海岸八幡海岸通６ 三井ＢＬ－６５００ ロール 51  

港湾課 千葉港湾袖ヶ浦支所 袖ヶ浦市長浦拓１－１－１１８ 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 54  

港湾課 千葉港湾袖ヶ浦支所 袖ヶ浦市長浦拓１－１－１１８ 三井ＢＬ－Z マット 7  

港湾課 千葉港湾袖ヶ浦支所 袖ヶ浦市長浦拓１－１－１１８ 三井ＢＬ－６５ マット 17  

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市潮見町３１ 中央埠頭内貿荷さばき地 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 75  

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市潮見町３１ 中央埠頭内貿荷さばき地 三井ＢＬ－６５ マット 102  

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市潮見町４６ 葛南港湾事務所中央支所 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 42  

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市潮見町４６ 葛南港湾事務所中央支所 三井ＢＬ－６５ マット 7  

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市潮見町３１ 中央埠頭内貿荷さばき地 三井ＢＬ－６５００ ロール 51  

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市浜町２－５－１ 葛南港湾事務所 三井ＢＬ－６５ マット 51  

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市浜町２－５－１ 葛南港湾事務所 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 41  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市貝渕３－１３－３４ 水防倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 163  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市貝渕３－１３－３４ 水防倉庫 三井ＢＬ－５０ マット 60  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市貝渕３－１３－３４ 水防倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 119  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市貝渕３－１３－３４ 水防倉庫 
三井ﾀﾌﾈﾙｵｲﾙﾌ゙ ﾛｯｶー S

－５０ 
吹流し 26  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市中央３－３－８ 内港監視所内倉庫 三井ＢＬ－Ｚ マット 104  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市中央３－３－８ 内港監視所内倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 170  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市中央３－３－８ 内港監視所内倉庫 三井ＢＬ－６５００ ロール 170  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市中央３－３－８ 内港監視所内倉庫 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  

港湾課 木更津港湾事務所 富津市金谷４３１３－１ 浜金谷港連絡所 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 14  

港湾課 木更津港湾事務所 富津市金谷４３１３－１ 浜金谷港連絡所 三井ＢＬ－６５ マット 34  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市中央３－３－８ 木更津港湾愛護協会倉庫 三井ＢＬ－６５ マット 34  

港湾課 木更津港湾事務所 富津市新富８４ 富津埠頭Ｅ岸壁給水施設 三井ＢＬ－６５ マット 34  

港湾課 木更津港湾事務所 富津市新富８４ 富津埠頭Ｅ岸壁給水施設 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 14  

港湾課 木更津港湾事務所 富津市新富 富津みなと公園休憩所 三井ＢＬ－６５ マット 136  

港湾課 木更津港湾事務所 富津市新富 富津みなと公園休憩所 三井ＢＬ－F 万国旗 27  

千葉県 県土整備部 港湾課 保有合計 2,283  

企業庁 
千葉建設事務所葛南支

所 
船橋市浜町２－５ 三井ＢＬ－５０ マット 160  

企業庁 千葉建設事務所 千葉市美浜区真砂５－２－１ カクイＫ－５０ マット 40  

企業庁 千葉工業用水道事務所 佐倉市角来２２２２ 佐倉浄水場 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 95  

企業庁 千葉工業用水道事務所 佐倉市角来２２２２ 佐倉浄水場 三井ＢＬ－６５ マット 68  

企業庁 千葉工業用水道事務所 市原市北国分寺台３－５－１ 郡本浄水場 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  

企業庁 千葉工業用水道事務所 袖ヶ浦市代宿５５３－２ 袖ヶ浦浄水場 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 27  

企業庁 千葉工業用水道事務所 袖ヶ浦市代宿５５３－２ 袖ヶ浦浄水場 三井ＢＬ－６５ マット 31  
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表３ 県有油吸着マット配置場所一覧（８） 

                                    平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 型式 
重量換算

後(kg) 

企業庁 葛南工業用水道事務所 市川市南八幡２－２３－１ 南八幡浄水場 三井ＢＬ－６５ マット 119  

企業庁 葛南工業用水道事務所 市川市南八幡２－２３－１ 南八幡浄水場 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 95  

企業庁 君津工業用水道事務所 君津市人見５－７－３１ 人見浄水場 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 272  

企業庁 君津工業用水道事務所 富津市数馬７ 湊川取水場 三井ＢＬ－Ｆ 万国旗 163  

千葉県 企業庁 保有合計 1,098  

全機関合計  31,685  
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表４ 県有油処理剤配置場所一覧（１）        

                                    平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 用途 缶 ㍑/缶 
リッ

トル 

漁業資源課 南行徳漁協 市川市欠真間１－１２－２１ 資材倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 9 18 162  

漁業資源課 市川市行徳漁協 市川市塩浜１－１７－３ 組合前倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 7 18 126  

漁業資源課 船橋市漁協 船橋市湊町１－２４－６ 湾岸下倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 27 18 486  

漁業資源課 牛込漁協 木更津市牛込７５２ 水揚場倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 20 18 360  

漁業資源課 金田漁協 木更津市中島４４１２ 資材倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 8 18 144  

漁業資源課 久津間漁協 木更津市久津間１２９１ 船溜倉庫 ｶ゙ ﾓﾚﾝ ｶ゙ ﾓｿ゙ ﾙーLTA 油分散剤 10 18 180  

漁業資源課 江川漁協 木更津市江川５７６－６ 漁具倉庫 ｶ゙ ﾓﾚﾝ ｶ゙ ﾓｿ゙ ﾙーLTA 油分散剤 6 18 108  

漁業資源課 木更津市中里漁協 木更津市中里２－５－２６ 倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 5 18 90  

漁業資源課 木更津漁協 木更津市中央３－１４－１１ 漁具倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 36 18 648  

漁業資源課 富津漁協 富津市富津２０３５－７４ 組合倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 9 18 162  

漁業資源課 新富津漁協 富津市富津２４３０－１ 倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 20 18 360  

漁業資源課 富津市下洲漁協 富津市川名７４９－１ 漁具倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 10 18 180  

漁業資源課 大佐和漁協 富津市小久保３０８９ 組合購買倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 9 18 162  

漁業資源課 天羽漁協 富津市荻生１１７４－５ 湊支所倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 4 18 72  

漁業資源課 鋸南町保田漁協 鋸南町吉浜９９－５ 給油所倉庫 ｶ゙ ﾓﾚﾝ ｶ゙ ﾓｿ゙ ﾙーLTA 油分散剤 4 18 72  

漁業資源課 鋸南町勝山漁協 鋸南町勝山１２２ 組合地下倉庫 ｶ゙ ﾓﾚﾝ ｶ゙ ﾓｿ゙ ﾙーLTA 油分散剤 8 18 144  

漁業資源課 鋸南町勝山漁協 鋸南町勝山１２２ 組合地下倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 3 18 54  

漁業資源課 岩井漁協 南房総市高崎１６１８ 組合倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 5 18 90  

漁業資源課 富浦町漁協 
南房総市富浦町多田良１２５４－７５ 

漁具倉庫 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 2 18 36  

漁業資源課 館山船形漁協 館山市船形１４５２ 組合南倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 5 18 90  

漁業資源課 東安房漁協（本所） 
南房総市千倉町平館７６３－１１ 給油

所倉庫 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 15 18 270  

漁業資源課 東安房漁協（和田支所） 南房総市和田町和田５３０ 給油所倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 6 18 108  

漁業資源課 鴨川市漁協 鴨川市磯村８３－２ 組合倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 18 18 324  

漁業資源課 新勝浦市漁協浜行川支所 勝浦市浜行川１７３  倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 2 18 36  

漁業資源課 勝浦漁協 勝浦市浜勝浦３８０ 組合倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 6 18 108  

漁業資源課 夷隅東部漁協 いすみ市漁港埋立地 漁港事務所倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 5 18 90  

漁業資源課 海匝漁協 旭市下永井３０８ 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 20 18 360  

漁業資源課 銚子市漁協 銚子市川口町２－６５２８ 銚子支所 不明 油分散剤 20 18 360  

漁業資源課 銚子市漁協 銚子市外川町５－１ 外川支所 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 6 18 108  

漁業資源課 銚子市漁協 銚子市黒生町７３８４ 黒生支所 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 10 18 180  

漁業資源課 銚子市漁協 銚子市本城町２－３６ 西支所 ｶ゙ ﾓﾚﾝ ｶ゙ ﾓｿ゙ ﾙーLTA 油分散剤 1 18 18  

漁業資源課 銚子市漁協 銚子市本城町２－３６ 西支所 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 3 18 54  

漁業資源課 銚子水産事務所 
銚子市川口町２－６３８５－４３９ 事

務所倉庫 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 1 18 18  

漁業資源課 銚子水産事務所 
銚子市川口町２－６３８５－４３９ 事

務所倉庫、犬吠（船） 
ネオスＡＢ３０００ 油分散剤 14 18 252  

漁業資源課 勝浦水産事務所 
勝浦市墨名８１５－１２ 事務所倉庫、

ふさかぜ（船） 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 23 18 414  
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表４ 県有油処理剤配置場所一覧（２）        

                                    平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 用途 缶 ㍑/缶 
リッ

トル 

漁業資源課 館山水産事務所 
館山市北条４０２－１ 車庫内、ふさな

み（船） 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 9 18 162  

漁業資源課 
水産総合研究ｾﾝﾀー (東京

湾漁業研究所) 
富津市小久保３０９１ 倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 35 18 630  

漁業資源課 
水産総合研究センター

（内水面水産研究所） 
佐倉市臼井台１３９０ 倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 8 18 144 

千葉県 農林水産部 水産局 漁業資源課 保有合計 7,362  

漁港課 銚子漁港事務所 
銚子市川口町２－６３８５－２７１ 川

口ｵｲﾙﾌｪﾝｽ倉庫 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 37 18 666  

漁港課 南部漁港事務所 
館山市船形新港１４４８ オイルフェン

ス格納庫 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 5 18 90  

漁港課 南部漁港事務所 
南房総市千倉町平館７６３－９８ オイ

ルフェンス格納庫 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 38 18 684  

漁港課 南部漁港事務所 鴨川市磯村大浦１３７－３ 鴨川市漁協 日本化学 ｽﾉー ﾗｯﾌ゚  油分散剤 32 18 576  

漁港課 南部漁港事務所 
鴨川市天津仲町１４９９ オイルフェン

ス格納庫 
日本化学 ｽﾉー ﾗｯﾌ゚  油分散剤 18 18 324  

漁港課 南部漁港事務所 
勝浦市浜勝浦４９９ オイルフェンス格

納庫 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 26 18 468  

漁港課 南部漁港事務所 いすみ市大原新浜町１１５７４ 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 7 18 126  

千葉県 農林水産部 水産局 漁港課 保有合計 2,934  

河川環境課 葛南土木事務所 船橋市浜町２－５－１ ジャパン 油分散剤 8  9  72  

河川環境課 葛南土木事務所 船橋市浜町２－５－１ ネオス 油分散剤 8  18  144  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市竹ケ花２４ 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 1  18  18  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市竹ケ花２４ 日本油化 油分散剤 2  18  36  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市栄町西４－１１５０ 水防倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 9  18  162  

河川環境課 東葛飾土木事務所 松戸市栄町西４－１１５０ 水防倉庫 日本油化 油分散剤 6  18  108  

河川環境課 長生土木事務所 茂原市三十谷１９９３ 水防倉庫 ネオス ＡＢ３０００ 油分散剤 2  18  36  

河川環境課 安房土木事務所 館山市北条４０２－１ 水防倉庫 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 7  18  126  

河川環境課 君津土木事務所 木更津市貝渕３－１３－４ 水防倉庫 ネオス AB２０００ 油分散剤 2  18  36  

河川環境課 市原土木事務所 市原市八幡海岸通１９６９ 水防倉庫 ｸ゙ ﾛー ﾌ゙ ｲー ﾋ゚  ー BY FAR Z 油処理剤 24  0.5  12  

千葉県 県土整備部 河川環境課 保有合計 750  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区出洲港 出洲防災倉庫 ネオス ＡＢ３０００ 油分散剤 14 18 252  

港湾課 千葉港湾事務所 市原市五井南海岸 千葉港廃油処理場 ネオス ＡＢ３０００ 油分散剤 10 18 180  

港湾課 
千葉港湾事務所袖ヶ浦支

所 
袖ヶ浦市長浦拓１－１－１１８ ネオス ＡＢ３０００ 油分散剤 10 18 180  

港湾課 葛南港湾事務所 
船橋市潮見町３１ 中央埠頭内貿荷さば

き地 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 3 18 54  

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市浜町２－５－１ 葛南港湾事務所 松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 0 0 0  

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市浜町２－５－１ 葛南港湾事務所 カクタスクリーン 油分散剤 1 18 18  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市貝渕３－１３－３４ 水防倉庫 ネオス ＡＢ３０００ 油分散剤 70 18 1,260  
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表４ 県有油処理剤配置場所一覧（３）        

                                    平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 用途 缶 ㍑/缶 
リッ 

トル 

港湾課 木更津港湾事務所 
富津市金谷４３１３－１ 浜金谷港連

絡所 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 2 18 36  

港湾課 千葉港湾事務所 千葉市中央区出洲港 出洲防災倉庫 ネオス ＡＢ３０００ 油分散剤 14 18 252  

港湾課 千葉港湾事務所 市原市五井南海岸 千葉港廃油処理場 ネオス ＡＢ３０００ 油分散剤 10 18 180  

港湾課 
千葉港湾事務所袖ヶ浦

支所 
袖ヶ浦市長浦拓１－１－１１８ ネオス ＡＢ３０００ 油分散剤 10 18 180  

港湾課 葛南港湾事務所 
船橋市潮見町３１ 中央埠頭内貿荷さ

ばき地 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 3 18 54  

港湾課 葛南港湾事務所 
船橋市浜町２－５－１ 葛南港湾事務

所 
松本興産ｼー ｸ゙ ﾘー ﾝ805 油分散剤 0 0 0  

千葉県 県土整備部 港湾課 保有合計 1,980  

全機関合計  13,026  
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表５ 県有油回収ネット配置場所一覧 

                                    平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 メーカー 長さ（ｍ） 

防災危機管理部 市原市 市原市五井南海岸１－１４(養老川臨海備蓄センター) 
相川海運産業㈱ 

OSN－２ 
500  

防災危機管理部 習志野市 習志野市秋津５－１－１ 谷津干潟自然観察センター ﾀ゙ ｲﾄー ｺー ﾎ゚ ﾚー ｼｮﾝ 40  

防災危機管理部 ㈱ダイトーコーポレーション 市原市五井海岸１９０７－６ 五井２号野積場（千葉港湾市原支所） ﾀ゙ ｲﾄー ｺー ﾎ゚ ﾚー ｼｮﾝ 340  

防災危機管理部 ㈱ダイトーコーポレーション 
袖ヶ浦市長浦拓１－１－１ 袖ヶ浦６号荷捌地（千葉港湾袖ヶ浦支

所） 
ﾀ゙ ｲﾄー ｺー ﾎ゚ ﾚー ｼｮﾝ 3,300  

防災危機管理部 勝浦市 勝浦市松野３９２ 旧勝浦診療所 ﾀ゙ ｲﾄー ｺー ﾎ゚ ﾚー ｼｮﾝ 1,040  

防災危機管理部 南房総県民センター 館山市北条４０２－１ 安房合同庁舎倉庫 ﾀ゙ ｲﾄー ｺー ﾎ゚ ﾚー ｼｮﾝ 1,040  

防災危機管理部 銚子漁港事務所 銚子市川口町２－６３８５－２７１ 川口オイルフェンス倉庫 ﾀ゙ ｲﾄー ｺー ﾎ゚ ﾚー ｼｮﾝ 1,040  

 千葉県 防災危機管理部 消防課 保有合計 7,300  

漁港課 銚子漁港事務所 銚子市川口町２－６３８５－２７１ 川口オイルフェンス倉庫 
相川海運産業㈱ 

OSN－２ 
1,040  

 千葉県 農林水産部 水産局 漁港課 保有合計 1,040  

港湾課 木更津港湾事務所 木更津市中央３－３－８ 内港監視所内倉庫 
相川オイルスキミ

ングネット 
320  

港湾課 葛南港湾事務所 船橋市潮見町３１ 中央埠頭内貿荷さばき地 
日本ソリッドオイ

ルスｲーﾊ゚  ー
42  

 千葉県 県土整備部 港湾課 保有合計 362  

全機関合計       8,702  

 

 

表６ 県有その他資機材配置場所一覧 平成24年4月1日現在 

所有者名 管理者名 所在地 資機材 数量 単位 

消 防 課 ㈱ﾀﾞｲﾄｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 市原市五井海岸１９０７－６ 五井２号野積場（千葉港湾市原支所） 油導入式浮枠 3 基 

消 防 課 ㈱ﾀﾞｲﾄｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 市原市五井海岸１９０７－６ 五井２号野積場（千葉港湾市原支所） 丸型組立水槽 6 基 

消 防 課 ㈱ﾀﾞｲﾄｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 市原市五井海岸１９０７－６ 五井２号野積場（千葉港湾市原支所） バケツ 500 個 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ ひしゃく 1,000 本 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ ビニール手袋 1,000 組 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ ゴム手袋 2,000 組 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ ゴーグル 2,000 個 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ 防塵マスク 2,000 枚 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ レインコート 1,000 着 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ レインスーツ 1,000 着 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ 園芸用シャベル 1,000 本 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ ふるい 500 個 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ 
ホーキ・チリトリ
セット 

1,000 本 

消 防 課 中央防災センター 千葉市中央区仁戸名６６６－２ 長靴 2,000 足 
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２ 巡視船艇・航空機一覧表＜資料６－４＞ 

               所 属 

船 型 
本庁 三管本部 計 

 

 

 

巡 

 

視 

 

船 

ＰＬＨ ヘリコプター２機搭載型  ２ ２ 

ＰＬ 

３，５００トン型  １ 

４ 
１， ０００トン型 

（はてるま型） 
 ２ 

１，０００トン型  １ 

ＰＭ 

５００トン型  ２ 

５ 特３５０トン型  １ 

３５０トン型  ２ 

ＰＳ １８０トン型  ３ ３ 

ＦＬ 消防船  １ １ 

 

巡 

 

視 

 

艇 

ＰＣ 

３５メートル型  ５ 

１１ ３０メートル型  １ 

特２３メートル型  ５ 

ＣＬ 
２０メートル型  ２４ 

２６ 
１８メートル型  ２ 

 ＭＳ 放射能調査艇  １ １ 

ＳＳ 監視取締艇  ８ ８ 

 ＨＬ 測量船 ５  
７ 

ＨＳ 測量船 １ １ 

 

 
ＬＭ 灯台見回り船  １ 

２ 
ＬＳ 灯台見回り船  １ 

合     計（隻） ７ ６５ ７１ 

  

 

 

航

空

機 

ＬＡＪ 
大型ジェット飛行機 

（ガルフⅤ） 
 ２ ２ 

ＭＡ 
中型飛行機 

（ボンバル３００） 
 ２ ２ 

ＭＨ 

中型回転翼航空機 

（ｽｰﾊﾟｰﾋﾟｭｰﾏ３３２） 
 ３ 

６ 
中型回転翼航空機 

（ベル４１２） 
 １ 

中型回転翼航空機 

（ベル２１２） 
 ２ 

合     計（機） ０ １０ １０ 

 

救

難

艇 
 
 
 
 

特
殊
警
備 
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<参考資料>船艇、航空機の輸送力の目安 

 

(1) 船艇 

           区 分 

 

船 型 

乗船可能人員（人） 
搭載可能物資 

（トン） 
限定沿海で３時間以内

とした場合 

１．５時間未満の平水

の場合 

 

巡 

視 

ヘリコプター２機搭載型 ８６０ ９９０ ２５０ 

３，５００トン型 ７１３ ８０４ ３６３ 

１，０００トン型（はてるま型） １４１ １６５ ２４０ 

１，０００トン型（しれとこ型） ２７０ ３２０ ９０ 

船 ５００トン型 １１５ １３５ ７０ 

３５０トン型 １１５ １３５ ７０ 

特３５０トン型 １１５ １３５ ７０ 

１８０トン型 ２８ ２８ ４６ 

 

巡

視

艇 

３５メートル型 ３７ ４０ ２３ 

３０メートル型 ３６ ４１ ２０ 

特２３メートル型 ４８ ５６ １４ 

２０メートル型 ２６ ２８ １４ 

 

測

量

船 

昭 洋 型（ＨＬ） ６８２ ７７８ ４００ 

拓 洋 型（ＨＬ） ４７５ ５５０ ３２０ 

明 洋 型（ＨＬ） ２００ ２２０ ６５ 

天 洋 型（ＨＬ） ２００ ２００ ６５ 

２０メートル型（ＨＳ） １３ １６ １１ 

灯台見回り船 ２３㍍型（ＬＭ） １３ １６ １１ 

１７㍍型（ＬＳ） ８ １０ ８ 

（注）１ 乗船可能人員及び搭載可能物資は、いずれか一つの場合の目安を示す。 

   ２ 乗船可能人員については、船舶安全法に基づく臨時検査を受けた場合を想定した目安とする。 

     ただし、乗組員は除く。 

   ３ 搭載可能物資については、海上平穏な場合の目安とし、気象状況、物資の形状等によってはこ

の目安以下となる。 

 

(2) 航空機 

           区 分 

型 式 

搭載可能人員（人） 搭載可能物資 

（キログラム） 

搬出入口を通る最大容積（cm） 

（高さ×幅×奥行） 

固

定

翼 

ガルフストリーム・エアロス

ペース式Ｇ－Ⅴ型 
２２ ６５６ ８５×９０×９０ 

ボンバルディア式 

ＤＨＣ－８－３１５型 
３２ １，０８０ １５０×１２５×１６５ 

回

転

翼 

アエロスパシアル式 

ＡＳ３３２Ｌ１型 
１９ ４８２ １３５×１３５×１６０ 

ベル式４１２型    １５   １４１ １４０×１００×６５ 

ベル式２１２型 １１ ４３９ １４０×１００×６５ 

（注）１ 搭載可能物資は、運航に必要な乗員及び物品等を搭載し、燃料を満載（回転翼航空機は増槽タ

ンクを除き満タン）にした時のものである。 

   ２ 気象状況、飛行距離、高度、物資の形状等により表記が異なることがある。 
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３ 自衛隊の航空機、施設機材等主要性能一覧表＜資料６－５＞ 

 

表１．陸上自衛隊航空機の能力基準 

         区分 

  

  

  

 機種 

性                                            能 

巡航速度 

（km／h ） 

  

  

航続距離 

（km） 

  

  

乗員、燃料以外 

の有効搭載重量 

（kg） 

(搭乗可能人員) 

離着陸所要地積 

（長さｍ×幅ｍ） 

(周囲に障害物が 

ない場合) 

  

上昇限度 

（ｍ） 

  

  

使用燃料 

  

  

固定 ＬＲ－１ 連絡偵察機 ４３０  １, ９８１    （５）            ジェット燃料 

翼機 ＬＲ－２ 連絡偵察機  ４７３ ３，４００    （８）  ５００×３０ ８，２５０ ＪＰ－４ 

  ＯＨ－６Ｊ ２３５ ４３５ ３００   ３０×３０  ５, ０００ 同上 

回 観測ヘリコプター           （３）      

転 ＵＨ－１Ｊ ２２２ ４６７ １, ０００   ３６×３６  ５, ０００ 同上 

翼 多用途ヘリコプター           （７）      

 ＵＨ－６０ＪＡ 

多用途ヘリコプター 
２４８ １，２００ （１１） ５０×５０ ４，６００ 同上 

 

機 ＣＨ－４７Ｊ ２６７ ５３７   ８, ０００  １００×１００  ４, ５００ 同上 

  輸送ヘリコプター         （３５）      

  備      考 

１. 本表の諸元は、概ね標準状態におけるもので、使用目的・天候気象・地形等相互の関連により相当の変化がある 

２. 夜間飛行の場合には、離着陸場に照明が必要である。    

３. 夜間における偵察等の任務は、月明時のみ、ある程度可能である。   
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表２ 施設機材等の能力基準 
作業区分 機材名 主要作業内容 作業能力 使用燃料 重量 その他 
                

   小型ドーザー １. 土地の切り取り、盛土       10ｍ３/h  軽油     5ｔ   
     ２. 側溝掘削       トレーラー、列車により輸送 
   中型ドーザー ３. 土砂運搬       50ｍ３/h  軽油    19ｔ   
     ４. 地ならし       短距離なら自走可能 
交  大型ドーザー      52ｍ３/h  軽油    27ｔ   
  バケットローダー １. 土砂運搬、車両への積込み          同     上 
      ２. 軽易な地ならし､ 土砂の切り取り等    50ｍ３/h  軽油    10ｔ   
     １. 整地   10,000ｍ３/h       
   グレーダー ２. 道路補修       10km/h  軽油   12ｔ       同     上 
     ３. 側溝掘削        4km/h       
通     ４. 除雪     6～10km/h       
  トラッククレーン １. 重量物の吊り上げ( クレーン)       15ｔ  軽油    26ｔ   
  （２０ｔ） ２. 土砂掘削, 積込み（ショベル, その他）       20ｍ３/h       
  ダンプ 31/2トン   土砂運搬       5ｔ/ 回  軽油   9.5ｔ   
      7トン           9ｔ/ 回     11.5ｔ   
   油圧シャベル    側溝掘削        47ｍ３/h  軽油     20ｔ   
等   橋 （人員用）    人員の通過      130ｍ/ 組       4ｔ   
   橋 鋼製導板橋    車両の通過       65ｍ/ 組     100ｔ   
    車 浮のう橋    車両の通過       90ｍ/ 組     110ｔ   
   両 自走架柱橋    車両の通過       60ｍ/ 組  軽油  22ｔ×6   
   用 自走浮橋    車両の通過       85ｍ/ 組  軽油  24ｔ×10   
   ボート    人員・物量の水上輸送 20人/ 回,2ｔ/ 回 混合油   0.3ｔ   

給水  浄水セット   浄水         ガソリン   0.6ｔ １セットの展開に､ 約10m２の 
              7.5t/h     地積が必要 

給食  野外炊具１号    給食      200名/ 回  灯油     2ｔ   
   除染車  広地域消毒, 人員シャワー, 散水, 雑用水補給  ﾀﾝｸ容量2,500 ｌ  軽油  7.4ｔ（空)   
         ｼｬﾜｰ 両面90ｌ/ 分       
消  化学過熱機  シャワー（入浴支援）, 温水供給 加湿能力  450 ﾟ C ガソリン   0.5ｔ   
毒       最大吐出量521/分   軽油     
・  背負式噴霧器           
衛  車載式噴霧器           
生  入浴セット  入浴  1200人/日  灯油   0.8ｔ １セットの展開に､ 約30m２の 
              地積が必要 
   洗濯セット   洗濯       40着/h  灯油     2ｔ   
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４．曳船の状況　＜資料６－６＞

所有者 船名
総トン数

屯
全長
ｍ

巾
ｍ

吃水
ｍ

馬力
HP

速力
ノット

曳航力
屯

泡水兼用
放水銃
㍑／分

粉末消火
装置
ｋｇ

泡原液
保有量

㍑

射程
距離
ｍ

油処理剤
㍑

油吸着
マット
ｋｇ

航行
区域

船舶電話 備考

だいおう 233.00 36.25 10.00 4.39 3,600 14.5 50.0
3,000×1
500×1
350×1

7,760 80 1,480 平水 090-3022-7724 千葉港

おおとり 249.00 37.16 10.00 4.40 4,000 14.5 55.0
6,000×1
500×2
350×1

2,000 7,250 80 2,190 沿海 090-3022-1829 千葉港

はやぶさ 230.00 37.16 9.80 4.40 4,000 15.1 55.0
6,000×1
500×2
350×1

2,000 7,810 80 3,720 平水 090-3022-5808 千葉港

みずほ 179.00 32.25 8.80 3.90 3,600 14.2 50.0 350×1 平水 090-3026-0761 千葉港

武甲丸 224.00 36.20 9.80 4.37 3,600 14.8 50.0 平水 090-3024-1315 千葉港

大成丸 228.00 36.20 9.80 4.37 4,000 14.8 55.0 6,000×1 2,000 5,400 80 沿海 090-3023-5216 千葉港

霧島丸 167.00 30.80 8.80 3.58 3,100 14.0 43.0 平水 090-3022-0821 千葉港

北野丸 252.00 37.20 9.80 4.37 4,000 15.0 55.0 6,000×1 2,000 5,400 80 沿海 090-3022-1708 千葉港

十勝丸 226.00 37.20 9.80 4.17 4,000 14.5 55.0 6,000×1 2,000 6,000 80 2,000 沿海 090-3025-7507 千葉港

香取丸 228.00 37.20 9.80 4.17 4,000 14.5 55.0 6,000×1 2,000 6,000 80 2,000 沿海 090-3023-0811 千葉港

高尾丸 239.00 37.20 9.80 4.21 4,000 14.5 55.0 6,000×1 2,000 6,000 80 2,000 沿海 090-3024-1535 千葉港

旭丸 175.00 33.20 8.80 3.78 3,100 14.2 43.0 6,000×1 2,000 6,000 80 2,000 沿海 090-3022-2961 千葉港

成田丸 257.00 36.70 9.80 4.40 4,000 14.6 55.0
20,000×1
500×2

2,000 18,000 145 2,000 81 沿海 090-3022-6581 千葉港

みついし 175.00 32.25 8.80 3.89 3,100 14.0 43.0 2,000 800 81 平水 090-3024-4358 千葉港

清和丸 309.00 38.00 10.40 3.71 5,220 14.8 65.0 6,000×1 2,000 6,900 270 85
近海区域
（非国際）

090-3022-0674 木更津港

久留里丸 237.00 36.20 9.80 3.20 4,400 14.8 60.0 6,000×1 2,000 6,900 270 85
近海区域
（限定）

090-3023-8616 木更津港

千倉丸 235.00 36.20 9.80 3.20 4,400 14.8 60.0 6,000×1 2,000 6,900 270 85
近海区域
（限定）

090-3022-3758 木更津港

君津丸 235.00 36.20 9.80 3.20 4,400 14.8 60.0 6,000×1 2,000 6,900 270 85
近海区域
（限定）

090-3022-6792 木更津港

上総丸 243.00 36.20 9.80 3.20 4,000 14.8 58.0 6,000×1 2,000 6,900 270 85 沿海 090-9023-6395 木更津港

潮見丸 243.00 36.20 9.80 3.20 4,000 14.8
55.0

（後進曳き）
6,000×1 2,000 9,200 270 85 沿海 090-3023-6495 木更津港

夷隅丸 243.00 36.20 9.80 3.20 4,000 14.8 58.0 6,000×1 2,000 6,400 270 85 沿海 090-3023-3483 木更津港

岩井丸 246.00 36.20 9.80 3.20 4,000 14.8 58.0 6,000×1 2,000 6,400 270 85
近海区域
（限定）

090-3022-6881 木更津港

海洋興業（株）

（株）ダイトー
コーポレーショ
ン

防災特殊曳船
（株）

東京汽船（株）

（株）ウインクマ
リンタイムサー
ビス

４ 曳船の状況＜資料６－６＞ 
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 ５  県営水道の応急給水・復旧用機材の保有状況＜資料６－７＞ 

表１ 給水車・給水タンク・ポリ容器の保管内訳及び容量       平成 24 年 4 月 1 日現在 

項目 

 

所属 

給水車 給水タンク  1.0ｔ 

（保管先） 合計 

ポリ容器  20 ㍑ 
容量計 

(台) (ｔ) (基) (ｔ) 所属 他所 (個) (ｔ) (㍑) 

千葉水道事務所 1 4.0 6 6 3 3 6 103 2 12,060 

千葉西支所 1 2.0 10 10 4 6 10 300 6 18,000 

市原支所 1 2.0 5 5 3 2 5 90 2 8,800 

船橋水道事務所 1 2.0 7 7 3 4 7 114 2 11,280 

船橋北支所 1 2.0 7 7 6 1 7 200 4 13,000 

千葉ＮＴ支所 1 2.0 2 2 1 1 2 15 0 4,300 

成田支所 1 2.0 1 1 1 0 1 20 0 3,400 

市川水道事務所 1 2.0 4 4 1 3 4 108 2 8,160 

松戸支所 1 2.0 7 7 2 5 7 250 5 14,000 

葛南支所 1 2.0 6 6 3 3 6 145 3 10,900 

小 計 10 22 55 55 27 28 55 1,345 26.90 103,900 

幕張資材倉庫   5 5  5  880 18 17,600 

松戸分室   2 2  2     

ちば野菊の里浄水場   1 1  1     

栗山浄水場   3 3 3  3 10 0 3,200 

船橋給水場   1 1 1  1   1,000 

柏井浄水場   3 3 2 1 2   2,000 

園生給水場   1 1  1     

幕張給水場   2 2  2     

北総浄水場   1 1  1     

成田給水場           

福増浄水場   3 3 2 1 2   2,000 

市原分場           

姉崎分場           

誉田給水場   2 2 1 1 1   1,000 

大宮分場   1 1 1  1   1,000 

千葉分場   1 1  1     

北船橋給水場   2 2 1 1 1   1,000 

北習志野分場           

妙典給水場   5 5 2 3 2   2,000 

松戸給水場   3 3 1 2 1   1,000 

沼南給水場   1 1  1     

水質センター           

水道センター   5 5  5     

小 計 0 0  0 14 28 14 890 17.80 31,800 

合 計 10 22 69 69   69 2,235 22.70 135,700 

 

 

- 315 -



 

 

  

表２ その他の応急給水用資機材等の保有状況 

 平成24年8月1日現在 

 

 

表３ 復旧用資材の保有量一覧                       平成24年9月1日現在 
品    名 数 量 品    名 数 量 

Ｔ形直管 １種管 Ø75  L=4000 61 押輪 Ø75 Ａ・Ｋ形用 396 
Ｔ形直管 １種管 Ø100 L=4000 45 押輪 Ø100 Ａ・Ｋ形用 319 
Ｔ形直管 １種管 Ø150 L=5000 39 押輪 Ø150 Ａ・Ｋ形用 260 
Ｔ形直管 １種管 Ø200 L=5000 28 押輪 Ø200 Ａ・Ｋ形用 289 
Ｋ形直管 １種管 Ø75  L=4000 48 押輪 Ø250 Ａ・Ｋ形用 5 
Ｋ形直管 １種管 Ø100 L=4000 49 押輪 Ø300 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 117 
Ｋ形直管 １種管 Ø150 L=5000 48 押輪 Ø350 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 5 
Ｋ形直管 １種管 Ø200 L=5000 50 押輪 Ø400 Ｋ・ＫＦ形用 15 
Ｋ形直管 １種管 Ø250 L=5000 0 押輪 Ø450 Ｋ・ＫＦ形用 5 
Ｋ形直管 １種管 Ø300 L=6000 61 押輪 Ø500 Ｋ・ＫＦ形用 5 
Ｋ形直管 １種管 Ø350 L=6000 0 押輪 Ø600 Ｋ・ＫＦ形用 3 
Ｋ形直管 ２種管 Ø400 L=6000 3 押輪 Ø700 Ｋ・ＫＦ形用 10 
Ｋ形直管 ２種管 Ø450 L=6000 1 押輪 Ø800 Ｋ・ＫＦ形用 5 
Ｋ形直管 ２種管 Ø500 L=6000 0 押輪 Ø900 Ｋ・ＫＦ形用 5 
Ｋ形直管 ２種管 Ø600 L=6000 0 押輪 Ø1000 Ｋ形用 1 
Ｋ形直管 ２種管 Ø700 L=6000 2 押輪 Ø1100 Ｋ形用 5 
Ｋ形直管 ２種管 Ø800 L=6000 1 押輪 Ø1200 Ｋ形用 5 
Ｋ形直管 ２種管 Ø900 L=6000 1 押輪 Ø1350 Ｋ形用 5 
Ｋ形直管 ２種管 Ø1000 L=6000 1 押輪 Ø1500 Ｋ形用 5 
Ｋ形直管 ２種管 Ø1100 L=6000 1 押輪 Ø1650 Ｋ形用 5 
Ｋ形直管 ２種管 Ø1200 L=6000 1 押輪 Ø1800 Ｋ形用 5 
Ｋ形直管 ２種管 Ø1350 L=6000 1 押輪 Ø2000 Ｋ形用 5 
Ｋ形直管 ２種管 Ø1500 L=6000 1 特殊押輪 Ø75  350 
Ｋ形直管 ２種管 Ø1650 L=4000 1 特殊押輪 Ø100   300 
Ｋ形直管 ２種管 Ø1800 L=4000 1 特殊押輪 Ø150   300 
Ｋ形直管 ２種管 Ø2000 L=4000 1 特殊押輪 Ø200   308 
ＮＳ形直管 １種管 Ø400 L=6000 3 特殊押輪 Ø250  1 
Ｔ形曲管45° Ø75 46 特殊押輪 Ø300  229 
Ｔ形曲管45° Ø75 Ø100 43 特殊押輪 Ø350  52 
Ｔ形曲管45° Ø75 Ø150 41 特殊押輪 Ø600 2 
Ｔ形曲管45° Ø75 Ø200 25 Ｔ頭ボルト・ナット M16×85×4 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 2,148 
Ｔ形曲管45° Ø75 Ø300 4 Ｔ頭ボルト・ナット M20×90×4 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 6,553 
Ｋ形継ぎ輪 Ø75 281 Ｔ頭ボルト・ナット M20×100×8 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 2,678 
Ｋ形継ぎ輪 Ø100 230 Ｔ頭ボルト・ナット M20×110×12 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 526 
Ｋ形継ぎ輪 Ø150 216 Ｔ頭ボルト・ナット M20×120×14 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 70 
Ｋ形継ぎ輪 Ø200 182 Ｔ頭ボルト・ナット M24×120×16 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 260 
Ｋ形継ぎ輪 Ø250 0 Ｔ頭ボルト・ナット M30×130 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 0 
Ｋ形継ぎ輪 Ø300 146 Ｔ頭ボルト・ナット M30×140×24 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 180 
Ｋ形継ぎ輪 Ø350 20 Ｔ頭ボルト・ナット M30×150×28 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 600 
Ｋ形継ぎ輪 Ø400 14 Ｔ頭ボルト・ナット M30×160 Ａ・Ｋ・ＫＦ形用 180 
Ｋ形継ぎ輪 Ø450 2 六角ボルト・ナット M30×130 200 
Ｋ形継ぎ輪 Ø500 3 ゴム輪 Ø75 Ｔ形用 53 
Ｋ形継ぎ輪 Ø600 1 ゴム輪 Ø100 Ｔ形用 94 
Ｋ形継ぎ輪 Ø700 2 ゴム輪 Ø150 Ｔ形用 45 
Ｋ形継ぎ輪 Ø800 2 ゴム輪 Ø200 Ｔ形用 50 
Ｋ形継ぎ輪 Ø900 2 ゴム輪 Ø75 Ｋ形用 582 
Ｋ形継ぎ輪 Ø1000 0 ゴム輪 Ø100 Ｋ形用 466 
Ｋ形継ぎ輪 Ø1100 2 ゴム輪 Ø150 Ｋ形用 434 
Ｋ形継ぎ輪 Ø1200 2 ゴム輪 Ø200 Ｋ形用 396 
Ｋ形継ぎ輪 Ø1350 2 ゴム輪 Ø250 Ｋ形用 7 
Ｋ形継ぎ輪 Ø1500 2 ゴム輪 Ø300 Ｋ・ＫＦ形用 318 
Ｋ形継ぎ輪 Ø1650 2 ゴム輪 Ø350 Ｋ・ＫＦ形用 66 
Ｋ形継ぎ輪 Ø1800 2 ゴム輪 Ø400 Ｋ・ＫＦ形用 31 
Ｋ形継ぎ輪 Ø2000 2 ゴム輪 Ø450 Ｋ・ＫＦ形用 6 

ポ リ 袋 

(６・10ℓ) 

アルミボトル水 

(375ml) 

キャンバス水槽 

(500ℓ) 

可 搬 型 

仮設給水栓 
加圧ポンプ 

73,200枚 101,000本 40基 36基 12台 
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ゴム輪 Ø500 Ｋ・ＫＦ形用 9 ヤノジョイント Ø350 2 
ゴム輪 Ø600 Ｋ・ＫＦ形用 5 ヤノジョイント Ø400 6 
ゴム輪 Ø700 Ｋ・ＫＦ形用 10 ヤノジョイント Ø450 1 
ゴム輪 Ø800 Ｋ・ＫＦ形用 5 ヤノジョイント Ø500 2 
ゴム輪 Ø900 Ｋ・ＫＦ形用 5 ヤノジョイント Ø600 2 
ゴム輪 Ø1000 Ｋ形用 1 ヤノジョイント Ø700 2 
ゴム輪 Ø1100 Ｋ形用 5 ヤノジョイント Ø800 2 
ゴム輪 Ø1200 Ｋ形用 5 ヤノジョイント Ø900 2 
ゴム輪 Ø1350 Ｋ形用 5 ヤノジョイント Ø1000 2 
ゴム輪 Ø1500 Ｋ形用 5 鋼板製カバージョイント Ø450 1 
ゴム輪 Ø1650 Ｋ形用 5 鋼板製カバージョイント Ø500 1 
ゴム輪 Ø1800 Ｋ形用 5 鋼板製カバージョイント Ø600 1 
ゴム輪 Ø2000 Ｋ形用 5 鋼板製カバージョイント Ø700 1 
栓 Ø75 Ｋ形用 20 鋼板製カバージョイント Ø800 1 
栓 Ø100 Ｋ形用 20 鋼板製カバージョイント Ø900 3 
栓 Ø150 Ｋ形用 20 鋼板製カバージョイント Ø1000 3 
栓 Ø200 Ｋ形用 13 鋼板製カバージョイント Ø1100 2 
栓 Ø300 Ｋ形用 20 鋼板製カバージョイント Ø1200 3 
ヤノジョイント Ø75 48 鋼板製カバージョイント Ø1350 3 
ヤノジョイント Ø100 40 鋼板製カバージョイント Ø1500 3 
ヤノジョイント Ø150 33 鋼板製カバージョイント Ø1650 3 
ヤノジョイント Ø200 31 鋼板製カバージョイント Ø1800 3 
ヤノジョイント Ø250 5 鋼板製カバージョイント Ø2000 3 
ヤノジョイント Ø300 22   
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６ 市町村（組合、企業団）営水道給水車両及び機材等の保有状況<資料＜資料６－８＞ 

平成24年4月1日現在    

地域名 事業体等 種 類 容 量 数 量 

京 
 

葉 
 

地 
 

域 

千 葉 市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク ２ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ １３０ 

ポ リ 袋 ６ℓ ８００ 

〃 １０ℓ １４９ 

市 原 市 

給 水 車 ２ｔ １ 

〃 ３ｔ １ 

給水タンク １ｔ ３ 

松 戸 市 

給 水 車 ２ｔ ２ 

給水タンク １ｔ １ 

〃 ２ｔ １０ 

ポリ容器 １０ℓ ９１ 

〃 ２０ℓ ４５９ 

習志野市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １ｔ ４ 

ポリ容器 ２０ℓ ３００ 

ポ リ 袋 ６ℓ １，０００ 

（県水区

域 を 除

く） 

小計 

給 水 車 ２ｔ ５ 

〃 ３ｔ １ 

給水タンク １ｔ ７ 

〃 ２ｔ １１ 

ポリ容器 １０ℓ ９１ 

〃 ２０ℓ ８８９ 

ポ リ 袋 ６ℓ １，８００ 

〃 １０ℓ １４９ 

東 
 

葛 
 

地 
 

域 

野田市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク ２ｔ ３ 

ポリ容器 ２０ℓ ６００ 

ポ リ 袋 １０ℓ １０，０００ 

柏市 

給 水 車 ２ｔ ３ 

給水タンク ０．５ｔ ２４ 

ポリ容器 ２０ℓ ３６９ 

ポ リ 袋 ４ℓ ２４，０００ 

〃 ５ℓ １９，５００ 

〃 ６ℓ ９００ 

〃 １０ℓ ２９，１００ 
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地域名 事業体等 種 類 容 量 数 量 

東 
 

葛 
 

地 
 

域 

流山市 

給 水 車 ２ｔ ２ 

給水タンク ０．３ｔ ３ 

ポリ容器 ２０ℓ ２４１ 

ポ リ 袋 ６ℓ ６０，０００ 

八千代市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １ｔ ６ 

〃 ２ｔ １１ 

ポ リ 袋 ６ℓ ８８０ 

我孫子市 

給 水 車 ２ｔ ２ 

給水タンク １ｔ ６ 

ポリ容器 １８ℓ ３６ 

ポ リ 袋 ５ℓ ２，０００ 

〃 ６ℓ １，０００ 

〃 １０ℓ ２，３００ 

小 計 

給 水 車 ２ｔ ９ 

給水タンク ０．３ｔ ３ 

〃 ０．５ｔ ２４ 

〃 １ｔ １２ 

〃 ２ｔ １４ 

ポリ容器 １８ℓ ３６ 

〃 ２０ℓ １，２１０ 

ポ リ 袋 ４ℓ ２４，０００ 

〃 ５ℓ ２１，５００ 

〃 ６ℓ ６２，７８０ 

〃 １０ℓ ４１，４００ 

君 
 

津 
 

地 
 

域 

木更津市 

給 水 車 ２ｔ ２ 

給水タンク ０．５ｔ ６ 

〃 １ｔ １２ 

ポリ容器 ２０ℓ １３５ 

ポ リ 袋 １ℓ ６８，０００ 

〃 ５ℓ ８，１００ 

〃 ６ℓ ３，３５０ 

君津市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １ｔ ５ 

ポリ容器 １８ℓ １００ 

ポ リ 袋 ６ℓ １，５４８ 

富津市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １ｔ ２ 

ポリ容器 ２０ℓ ２００ 

ポ リ 袋 ６ℓ １，４２７ 

- 319 -



 

 

  

地域名 事業体等 種 類 容 量 数 量 

君 
 

津 
 

地 
 

域 

袖ケ浦市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １ｔ ９ 

ポ リ 袋 ５ℓ ２，１００ 

鹿野山水道㈱ 
給水タンク ０．５ｔ １ 

ポリ容器 １８ℓ ２０ 

小計 

給 水 車 ２ｔ ５ 

給水タンク ０．５ｔ ７ 

〃 １ｔ ２８ 

ポリ容器 １８ℓ １２０ 

〃 ２０ℓ ３３５ 

ポ リ 袋 １ℓ ６８，０００ 

〃 ５ℓ １０，２００ 

〃 ６ℓ ６，３２５ 

印 
 

旛 
 

地 
 

域 

成田市 

給 水 車 ２ｔ ２ 

給水タンク １ｔ ４ 

ポリ容器 １０ℓ １２５ 

〃 ２０ℓ ９４ 

佐倉市 

給 水 車 ２ｔ ２ 

ポリ容器 ２０ℓ １３６ 

ポ リ 袋 ５ℓ １０，２００ 

〃 １０ℓ １００ 

四街道市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １ｔ ３ 

ポリ容器 ２０ℓ １８ 

ポ リ 袋 ６ℓ ４，５００ 

〃 １０ℓ １０，９２０ 

酒々井町 

給水タンク １ｔ １ 

〃 １．５ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ ４３ 

ポ リ 袋 ６ℓ ２，７６０ 

八街市 

給水タンク １ｔ ２ 

ポ リ 袋 ６ℓ ６，８００ 

〃 １０ℓ １，３６２ 

富里市 

給水タンク ０．３ｔ １ 

〃 １ｔ １ 

ポリ容器 ５ℓ ２ 

〃 １０ℓ ２６ 

ポ リ 袋 ６ℓ ６００ 

〃 １０ℓ ５００ 
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地域名 事業体等 種 類 容 量 数 量 

印 
 

旛 
 

地 
 

域 

印西市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １ｔ １ 

〃 １．５ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ １８２ 

ポ リ 袋 ６ℓ ４，１５０ 

長門川（企） 

給水タンク １ｔ ６ 

ポリ容器 １８ℓ ２０ 

ポ リ 袋 ６ℓ ３，８００ 

白井市 

給水タンク １ｔ １ 

ポリ容器 １８ℓ ４０ 

ポ リ 袋 ６ℓ ６００ 

小計 

給 水 車 ２ｔ ６ 

給水タンク ０．３ｔ １ 

〃 １ｔ １９ 

〃 １．５ｔ ２ 

ポリ容器 ５ℓ ２ 

〃 １０ℓ １５１ 

〃 １８ℓ ６０ 

〃 ２０ℓ ４７３ 

ポ リ 袋 ５ℓ １０，２００ 

〃 ６ℓ ２３，２１０ 

〃 １０ℓ １２，８８２ 

香 
 

取 
 

地 
 

域 

香取市 

給 水 車 ４ｔ １ 

給水タンク ０．３ｔ １ 

〃 ０．５ｔ ３ 

〃 １ｔ ３ 

〃 １．２ｔ ２ 

〃 ２ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ ２７８ 

ポ リ 袋 ６ℓ ５００ 

多古町 

給水タンク １ｔ ７ 

ポリ容器 ２０ℓ １３８ 

ポ リ 袋 ６ℓ １，９００ 

神崎町 

給水タンク ０．５ｔ ２ 

〃 １ｔ ９ 

ポリ容器 ２０ℓ ３０ 

ポ リ 袋 ６ℓ １００ 

小計 

給 水 車 ４ｔ １ 

給水タンク ０．３ｔ １ 

〃 ０．５ｔ ５ 

〃 １ｔ １９ 

- 321 -



 

 

  

地域名 事業体等 種 類 容 量 数 量 

香
取
地
域 

小計 

給水タンク １．２ｔ ２ 

〃 ２ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ ４４６ 

ポ リ 袋 ６ℓ ２，５００ 

東 
 

総 
 

地 
 

域 

銚子市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク ０．５ｔ １ 

〃 １ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ ５０ 

ポ リ 袋 ６ℓ １，６５０ 

〃 １０ℓ １，３００ 

東庄町 

給水タンク １ｔ １ 

ポリ容器 １０ℓ ２０ 

〃 ２０ℓ ２０ 

ポ リ 袋 ６ℓ ５００ 

旭市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １．５ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ ５０ 

小計 

給 水 車 ２ｔ ２ 

給水タンク ０．５ｔ １ 

〃 １ｔ ２ 

〃 １．５ｔ １ 

ポリ容器 １０ℓ ２０ 

〃 ２０ℓ １２０ 

ポ リ 袋 ６ℓ ２，１５０ 

〃 １０ℓ １，３００ 

九 

十 

九 

里 

地 

域 

八匝（企） 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １ｔ ２ 

ポリ容器 ２０ℓ ２７０ 

ポ リ 袋 ６ℓ ５５４ 

〃 １０ℓ ２７ 

山武（企） 

給 水 車 ２ｔ ２ 

給水タンク １ｔ ７ 

〃 １．３ｔ ６ 

〃 ２ｔ １ 

ポ リ 袋 ６ℓ ５，８００ 

〃 １０ℓ ３５０ 
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地域名 事業体等 種 類 容 量 数 量 

九 

十 

九 

里 

地 

域 

長生（組） 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク ０．５ｔ １ 

〃 １ｔ １ 

〃 ２ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ １０ 

ポ リ 袋 ６ℓ ４，０００ 

〃 １０ℓ ７００ 

山武市 

給水タンク ０．５ｔ ２ 

〃 １ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ １６ 

ポ リ 袋 ６ℓ １，１００ 

芝山町 給 水 車 ３ｔ １ 

小計 

給 水 車 ２ｔ ４ 

〃 ３ｔ １ 

給水タンク ０．５ｔ ３ 

〃 １ｔ １１ 

〃 １．３ｔ ６ 

〃 ２ｔ ２ 

ポリ容器 ２０ℓ ２９６ 

ポ リ 袋 ６ℓ １１，４５４ 

〃 １０ℓ １，０７７ 

夷 
 

隅 
 

地 
 

域 

勝浦市 

給水タンク ０．５ｔ ２ 

ポリ容器 ２０ℓ ４０ 

ポ リ 袋 １０ℓ ６００ 

大多喜町 

給水タンク ０．５ｔ ４ 

〃 １ｔ １ 

〃 ２ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ ２０ 

ポ リ 袋 ６ℓ １００ 

いすみ市 

給水タンク １ｔ ３ 

ポリ容器 １８ℓ ２０ 

〃 ２０ℓ ８０ 

御宿町 
給水タンク １ｔ ２ 

ポリ容器 １８ℓ ２００ 

小計 

給水タンク ０．５ｔ ６ 

〃 １ｔ ６ 

〃 ２ｔ １ 

ポリ容器 １８ℓ ２２０ 

〃 ２０ℓ １４０ 

ポ リ 袋 ６ℓ １００ 

〃 １０ℓ ６００ 
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地域名 事業体等 種 類 容 量 数 量 

安
房
地
域 

鴨川市 

給 水 車 ６ｔ １ 

給水タンク ０．３ｔ １６ 

〃 ０．５ｔ １ 

〃 ２ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ ２００ 

ポ リ 袋 ６ℓ ２，０００ 

安 
 

房 
 

地 
 

域 

南房総市 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １ｔ ２ 

〃 ２ｔ １ 

ポリ容器 １８ℓ ４ 

〃 ２０ℓ ８４ 

ポ リ 袋 ６ℓ ４００ 

〃 １０ℓ ３０ 

鋸南町 

給 水 車 ３ｔ １ 

給水タンク ０．３ｔ １ 

〃 ０．５ｔ １ 

 １ｔ １ 

ポ リ 袋 ６ℓ ５００ 

三芳（企） 

給 水 車 ２ｔ １ 

給水タンク １ｔ １ 

ポリ容器 ２０ℓ ２２０ 

ポ リ 袋 ６ℓ ３８４ 

小計 

給 水 車 ２ｔ ２ 

〃 ３ｔ １ 

〃 ６ｔ １ 

給水タンク ０．３ｔ １７ 

〃 ０．５ｔ ２ 

 １ｔ ４ 

 ２ｔ ２ 

ポリ容器 １８ℓ ４ 

〃 ２０ℓ ３０４ 

ポ リ 袋 ６ℓ ３，２８４ 

〃 １０ℓ ３０ 

水
道
用
水 

供

給
事
業
体 

北千葉（企） ポリ容器 ２０ℓ ２０ 

東総（企） 
給水タンク １ｔ １ 

〃 ２ｔ １ 

印旛（組） 
ポリ容器 １０ℓ ４３９ 

ポ リ 袋 １０ℓ １，７００ 
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地域名 事業体等 種 類 容 量 数 量 

県 内 合 計 

給 水 車 ２ｔ ３３ 

〃 ３ｔ ３ 

〃 ４ｔ １ 

〃 ６ｔ １ 

給水タンク ０．３ｔ ２２ 

〃 ０．５ｔ ４８ 

〃 １ｔ １１０ 

〃 １．２ｔ ２ 

〃 １．３ｔ ６ 

給水タンク １．５ｔ ３ 

〃 ２ｔ ３２ 

ポリ容器 ５ℓ ２ 

〃 １０ℓ ７０１ 

〃 １８ℓ ４４０ 

〃 ２０ℓ ４，４３３ 

ポ リ 袋 １ℓ ６８，０００ 

〃 ４ℓ ２４，０００ 

〃 ５ℓ ４１，９００ 

〃 ６ℓ １１３，６０３ 

〃 １０ℓ ５９，１３８ 
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[物資] 

１ 災害救助用米穀の引渡要請書等の様式＜資料６－９＞ 

  ※様式は、関東農政局通知から抜粋 

 

【別紙２】 

 

                                          平成  年  月  日 

 

 

 農林水産省生産局長 殿 

 

 

 

                      ○○○都道府県知事（市町村長）  印 

 

 

          災害救助用米穀の引渡要請書 

 

  米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（平成 21 年 5 月 29 日付け２１総食

第 113 号総合食料局長通知）第４章第 10 の１に基づき、以下のとおり要請し

ます。 

 

 

 

  引渡希望数量（kg） 

 

  引 渡 場 所 

 

 引 渡 方 法 

 

    備   考 
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様式４－２０ 

 

（災害救助法又は国民保護法の発動に伴う知事に対する延納売却） 

 

政府所有主要米穀売買契約書 
 

１ 種類 

２ 数量 

３ 代金 

用  途 

（価格） 

区  分 

種別 産年 

産地 

 

品種 

包 

 

装 

量 

 

目 

等 

 

級 

数量（キロ数） 単 価 金  額 備   考 

 
          

 
          

計 
          

消費税及び

地方消費税

の 相 当 額 

          

合  計 
          

 

内 訳 

 

４ 現品受渡場所 

５ 現品受渡期限 平成   年   月   日 

６ 代金納付場所 日本銀行本店、支店又は代理店（歳入代理店を含む。） 

７ 代金納付期限 平成   年   月   日 

８ 買 受 目 的 

 

 食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省総合食料局長○○○○（以下「甲」と

いう。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、上記政府所有主用米穀（以下「現

品」という。）の売買について、次の条項により契約を締結する。 

 （延納の特約） 

第１条 甲は、乙に売却する現品の代金納付については、この契約の定めるところに

より、延納を認めるものとする。 

 

 （契約保証金・延納担保及び延納利息） 

第２条 甲は、この契約に伴う契約保証金、延納担保及び延納期間中の延納利息を免

除するものとする。 
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 （買受代金の納付） 

第３条 乙は、買受代金を食料安定供給特別会計歳入徴収官である農林水産省総合食

料局長（以下「歳入徴収官」という。）の発行する納入告知書によって代金納付期

限までに、日本銀行本店、支店又は代理店（歳入代理店を含む。）に納付しなけれ

ばならない。 

 

２ 歳入徴収官は、特に必要があると認めたときは、前項の納付場所を指定すること

ができる。 

 

 （現品の引渡し） 

第４条 甲は、現品の引渡しを、政府が所有する米穀（SBS 方式により輸入された米

穀を除く。以下「政府所有米穀」という。）の販売等に関する業務を委託された者

（以下「受託事業体」という。）に行わせるものとし、受託事業体が発行する引渡

通知書（仮称）と、乙の発行する受領書を交換することによって行うものとする。 

 

２ 乙は、現品受渡期限までに前項の規定による現品の受渡しを受けなければならな

い。 

 

３ 甲は、乙の希望に基づき、甲が定めた現品引渡場所まで運送し、現品を引き渡す

ことができる。 

 

 （瑕疵現品の交換） 

第５条 引き渡した現品に隠れた瑕疵が発見されたときは、乙は、直ちにその使用を

中止し、速やかに受託事業体に連絡するものとする。 

 

２ 受託事業体は、乙から前項の連絡を受けたときは、乙と協議の上、瑕疵のあった

現品と同等の現品を乙に引き渡さなければならない。 

 

３ 乙は瑕疵現品を受託事業体に返還するものとし、返還の費用は受託事業体が負担

する。 

 

 （保管料の負担区分） 

第６条 現品の保管料は、引渡通知書の交付の日の当日分から乙が負担するものとす

る。 

 

（危険負担） 

第７条 第４条による受渡しが行われた後に生じた現品の亡失損傷等の事故による

損害は、乙の負担とする。ただし、在姿のまま現品の受渡しを行った場合において、

乙の受渡しを受けた現品が甲の所有に属するもの（甲が第三者に受け渡した現品で、

甲の所有に属するものと混合保管されているものを含む。）と同一の倉庫（受託事

業体が引渡通知書において倉所、軒番、倉番又は工場を指定した場合及び引渡通知

書に基づき保管倉庫業者が倉番を決定したときは、それぞれの倉所、軒番、倉番及

び工場）に混合して保管されている場合に生じた当該混合保管現品の亡失損傷等の

事故による損害について、乙は、その混合保管の総数に対する割合に応じて負担す

るものとする。 

 

- 328 -



 

 

  

 （転売等の禁止） 

第８条 乙は、甲から買い受けた現品を甲の指示又は承認を受けないで転売、賃借そ

の他売買目的に反した処分をすることができない。 

 

 （契約の解除） 

第９条 次の各号の一に該当するときは、甲は契約の全部又は一部を解除することが

できる。 

  (1) 乙が、この契約の全部又は一部の解除を申し出たとき。 

  (2) 乙が、この契約の条項に違反したとき。 

 

 （違約金） 

第１０条 乙が現品受渡期限までに現品の受渡しを行わなかったときは、甲が乙の責

めに帰し得ない事由によるものと認めた場合を除いて、乙は受渡未了現品の代価

（消費税及び地方消費税の相当額を除く。）について、当該期限 （現品受渡しの

遅延が買受代金納付の遅延による場合にあっては、当該代金納付の日とする。）の

翌日から受渡しを行った日までの日数に応じ、年１０．９５パーセントの割合の違

約金を甲に納付しなければならない。 

 

２ 前項の違約金は、歳入徴収官が別に発行する納入通知書により納付しなければな

らない。 

 

 （延滞金） 

第１１条 乙は、買受代金又は公に納付すべき違約金（以下「元本」という。）につ

いて歳入徴収官が発行する納入通知書の納付期限までに納付しなかったときは、当

該未納額に対して納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、買受代金にあっ

ては、年１４．６０パーセント、違約金にあっては、年５パーセントの割合で計算

した額を延滞金として納入告知書により甲に納付しなければならない。 

 

２ 前項の延滞金は、元本と同時に納付しなければならない。 

 

３ 前項により納付された金額が延滞金と元本との合計額に満たない場合には、まず

延滞金に充当し、次いで元本に充当するものとする。 

 

４ 歳入徴収官は、前項によってもなお、延滞金と元本との合計額に未納額が生じて

いる場合は、乙に納付書を発行し、乙は納付書により納付しなければならない。 

 

 （責任の免除） 

第１２条 甲は次の場合において、乙が損害を被ることがあってもその責めを負わな

い。 

 (1) 天災地変その他甲又は受託事業体の責めに帰し得ない事由によって現品の受

渡しが遅延若しくは不能になった場合。 

 (2) 第９条により契約を解除した場合。 

 (3) 引き渡した現品に瑕疵がある場合であって、瑕疵発生の原因が甲又は受託事

業体の責めに帰し得ない場合。 
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 （期限の特則） 

第１３条 この契約に定める期限については、その期限が行政機関の休日に関する法

律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項各号に該当する場合は、その翌日をも

って当該期間とする。 

 

 （調査、報告） 

第１４条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、その業務又は経理の状況に

関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは

資料の提出を求めることができるものとする。 

 

２ 乙が前項の定めに従わないときは、当該債権について、納付期限を繰り上げるこ

とができるものとする。 

 

 （協力義務） 

第１５条 次の場合においては、乙は、甲に協力するものとする。 

 (1) 甲が現品の包装容器及び副産物の処理方法について指示した場合。 

 (2) 倉庫調達その他の必要に基づき、甲が現品の搬出期限を指定した場合。 

 (3) 甲が、第１４条により調査、報告を求めた場合。 

 

 （法令の補充適用） 

第１６条 この契約に定めのない事項については、法令の規定によるものとする。 

 

 （紛争の解決方法） 

第１７条 この契約に関して甲乙間に紛争が乗じた場合は、その都度甲及び乙が誠意

ある協議を行うものとする。 

 

 （合意管轄） 

第１８条 契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審管轄

裁判所とする。 

 

 この契約成立の証として、本書２通を作成し、記名押印の上、甲乙各々その１通を

保有するものとする。 

 

 

   平成  年  月  日 

 

         甲 食料安定供給特別会計契約担当官 

           農林水産省総合食料局長        印 

 

         乙 住所 

           氏名                 印 
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２ 精米能力調査表＜資料６－１０＞ 

 

 

会社名 所在地 ＴＥＬ 工場名 工場所在地 ＴＥＬ 馬力 

1 日当り 

とう精能 

力（ﾄﾝ） 

全農パールライス東日本株式会社 東京都千代田区内神田2-3-4 03(5298)4167 千葉精米工場 千葉市美浜区新港70-3 043(247)1112  

ユアサ・フナショク株式会社 船橋市宮本3-10-3 047(433)1222 大型精米工場 船橋市高瀬町7-5 047(431)1981 ３７５ １８０ 

千葉県食糧株式会社 千葉市中央区本千葉町10-23 043(224)2131 千葉工場 千葉市美浜区新港23 043(241)0141 ２８０ １３４ 

千葉県食糧株式会社 千葉市中央区本千葉町10-23 043(224)2131 塩浜精米工場 市川市塩浜3-17-13 047(397)1047 ２５０ １２０ 

総武米穀卸株式会社 銚子市小浜町2569-11 0479(23)9321 精米工場 銚子市小浜町2569-11 0479(23)9321 １５０ ７２ 

千葉県米穀株式会社 千葉市美浜区新港10 043(242)6151 千葉工場 千葉市美浜区新港10 043(242)6151 ２２５ １０８ 

小石産業株式会社 船橋市宮本6-35-9 047(434)8835 精米工場 船橋市高瀬町62-5 047(434)8835 ５０ ２４ 
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３ 災害救援物資等配付要項〔日本赤十字社 千葉県支部〕＜資料６－１１＞ 

 

１．目的 

    火災・風水害・地震、その他の自然災害による被災者に対し、応急的な救援をはかることを

目的とする。 

  ただし、災害救助法の適用を受けた地域は対象外とする。 

  なお、毛布及び日用品セットの配布については、この限りではない。 

２．実施主体 

    この事業は、千葉県及び地区本部、各地区分区の協力を得て日本赤十字社千葉県支部が実施

する。 

３．実施内容 

  (1) 災害により救援を必要とする者(世帯)に対して救援物資並びに見舞金を贈る。 

  (2) 災害により入院加療を要する重傷者及び死亡者が発生した場合、見舞金・弔慰金をそれぞ

  れ支給する。 

  ※  上記の救援物資・見舞金・弔慰金は別紙表１の区分により配付することとする。 

      なお、表１の区分に該当しない場合は支部と協議のうえ決定する。 

４．救援品の品目（仕様） 

 

品 名 仕     様 梱包単位 

毛  布 毛 100% 1,400mm×2,000mm 1 箱（10 枚） 

敷  布 綿 100%  1,370mm×2,500mm 1 箱（10 枚） 

ガーゼケット 

表・裏地 綿 100% 

中綿ポリエステル 100% 

1,300mm×1,800mm 

1 箱（10 枚） 

日用品セット 

密封容器 ポリエチレン 

299mm×239mm×98mm 

内容品 

1.タオル 2.コップ 3.ポケットティッシュ 

4.洗剤 5.物干ロープ 6.洗濯バサミ 

7.救急絆創膏 8.巻軸包帯 9.ガーゼ 

10.生理用品 11.鏡 12.櫛 

13.カミソリ 14.不織布マスク 15.歯ブラシ 

16.薬用石鹸 17.石鹸箱 18.ドライシャンプー 

19.毛抜 20.サバイバルツール 

21.スプーン・フォークセット 22.ゴム手袋 

23.軍手 24.ゴミ袋 25.鉛筆 26.メモ用紙 

27.天チャックポーチ 28.挨拶状 

1 箱（10 組） 

バスタオル 綿 100% 690mm×1,350mm 1 箱（10 枚） 

救援品収納袋 
透明ビニール 手提げ型 

530mm×450mm×200mm 1 箱（20 枚） 
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布  団 

表・裏地 100% 

掛布団 中綿 ポリエステル  

1,500mm×2,000mm 

敷布団 綿混 

1,000mm×2,000mm 

必要に応じて配付 

緊急セット 

ツーウェイバッグ φ200mm×400mm 

内容品 

1.タオル 2.ウェットティッシュ 3.軍手 

4.ビニール袋 5.コップ 6.ポケットティッシュ 

必要に応じて配付 

安眠セット 

1.キャンピングマット 2.枕 3.アイマスク 

4.耳栓 5.スリッパ 6.靴下 7.外袋 

8.天チャックポーチ 9.挨拶状 

1箱（5組） 

 

必要に応じて配付 

 

５．被害程度の認定基準 

    別紙のとおり 

６．救援物資等の配付方法 

    救援物資の配付については、原則として予め各地区に分置保管してあるものの中から直接被

災者宅へ配分する。（先入先出による） 

    また、見舞金・弔慰金については、原則として地区本部、地区分区の立替払いとし、後日支

部より銀行振込みにより送金する。 

    なお、被災者（被災世帯）が多数の場合で、上記の対応が不可能と思われるときは速やかに

支部と協議する。 

※  ① 救援物資等の配付は、災害発生後直ちに行うものとし、被害状況調査等を待つことによ

り配分の時期を逸することの無いようにする。 

    ② 各地区に分置保管している物資に不足を生じた場合は支部より補充する。 

７．事務処理の方法 

      各地区長は管内に該当する災害が発生し救援を必要とする場合は、救援活動を実施すると

ともに、事後速やかに「様式３－２－１」による申請書及び配付明細書等を支部あて送付す

るものとする。 

      なお、分区については、地区経由で行うものとする。 

様式３－２－１       配付申請書 

様式３－２－２        配付明細書（振込口座を記入） 

        様式３－２－３             配付分内訳表（２世帯以上の場合、物資の配付内訳を世帯

ごとに記入） 

    様式３－２－４             災害救援物資補充依頼票（ＦＡＸ送信票） 

    様式３－２－５       受領書 

    様式３－２－６       受け払い簿 

    様式３－２－７             在庫報告書（四半期毎＜６月、９月、１２月、３月＞ 

に翌月１０日まで報告） 

８．その他 

  (1) この要項に定める配付基準により処理できない場合は、その都度支部と協議のうえ      

処理するものとする。 

  (2)布団については、対象世帯が年間を通じて非常に少ないことと、現品が大きいた 

め分置が困難と思われることから、支部が一括管理し地区からの連絡により送付する 
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被害程度の認定基準 
 

 

1. 住家とは ・ ・  

現実にその 建物を住 居として使 用してい るものをい い、必ず しも１棟の 建物に  

限らない。（社会 通 念上住家と 称せられ るもので）例えば 、一般に非住 家として 扱

われている 土蔵、小 屋等であっ ても現に 人が居住し ている時 は住家にい れる。又 ア

パート等の 場合、各 世帯が居住 のために 利用してい る部分が 他としゃ断 、独立 し て

おり、か つそこで 日 常生活に必 要な一応 の設備が設 けられて いるものは 一住家と し

て取扱うも のである 。  

 

2. 世帯とは ・ ・  

  生計を一つ にし ている実際 の生活単 位をいう。  

  同一家屋内 の親 子夫婦であ っても生 活の実態が 別々であ れば当然 2世 帯とな る。  

又主として 学生等を 宿泊させて いる寄宿 舎、下宿 その他こ れ に類する施 設に宿泊 す

る も の で 共 同 生 活 を 営 ん で い る 者 に つ い て は 、 原 則 と し て そ の 全 部 を も っ て 1世 帯

とする。  

 

3. 被害程度・ ・  

(1) 全壊（全焼・流 出）とは、損壊（焼 失）又は流 出した床 面積が延面 積の 7割 以上

に達した場 合、又は 7割には達し ないが改 築しなけれ ば使用で きない程度 のものを

いう。  

(2) 半 壊 （ 半 焼 ） と は 、 損 失 又 は 焼 失 し た 部 分 の 床 面 積 が 延 面 積 の 2割 以 上 7割 以 下

の場合で残 存部分を 補修するこ とで使用 できる程度 のものを いう。  

(3) 床 上 浸 水 と は 、 前 記 (1)及 び (2)に 該当 し な い 場 合 で あ っ て 、 浸 水 が そ の 住 家 の

床 上 以 上 に 達 し た 程 度 の も の 、 又 は 土 砂 、 竹 木 等 の た い 積 等 に よ り 一 時 的 に 居 住

することが できない 状態となっ たものを いう。  
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表１ 

赤十字災害救援物資等配付基準表 

被害の程度 全壊・全焼・流出 半壊・半焼 床上浸水 避難所に避難 死亡 重傷 摘要 

認定基準の概要 

住宅の損壊、焼失、流

失した部分の床面積

が住家の７０％以上

に達したもの 

補修すれば使用可

能のもので、同左２

０～７０％のもの 

浸水が床上に達し、

または土砂等の堆

積等により寝具等

が、相当期間使用不

可能な場合 

避難所に一晩以上

避難する場合 
当該災害が原

因で死亡した

場合 

入院加療を要

する重傷の場

合 

 

毛布 被災者一人につき 
１枚 

被災者一人につき 
１枚 

被災者一人につき 
１枚 

避難者一人につき 
１枚 

   

敷布 被災者一人につき 
１枚 

      

ガーゼケット 被災者一人につき 
１枚 

      

日用品セット 被災一世帯あたり 
１組 

被災一世帯あたり 
１組 

被災一世帯あたり 
１組 

避難一世帯あたり 
１組 

   

バスタオル 被災者一人につき 
１枚 

被災者一人につき 
１枚 

被災者一人につき 
１枚 

避難者一人につき 
１枚 

   

救援品収納袋 被災者一人につき 
１枚 

     配付の際に物資を入れ

て１セットとして贈る 

見舞金 被災一世帯あたり 
5,000円 

被災一世帯あたり 
5,000円 

被災一世帯あたり 
5,000円 

 一人につき 
10,000円 

一人につき 
5,000円 

 

布団 被災者一人あたり 
１組 

被災者一人あたり 
１組 

被災者一人あたり 
１組 

   生活保護世帯、要保護

世帯対象に贈る 

緊急セット    避難一世帯あたり 
１組 

  大規模災害時等に配付 

安眠セット    避難者一人につき 
１組 

  大規模災害時等に配付 
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［様式３－２－１］ 

第     号 

平成  年  月  日 

日本赤十字社千葉県支部長 様 

 

地区長        ○印 

分区長        ○印 

 

災害救援物資配付申請書 

 

下記のとおり災害が発生したので災害救援物資の配付を申請いたしま

す。 

 

記 
 

１ 発生の日時： 平成  年  月  日  時  分ごろ 

２ 発生の場所： 

３ 災 害 名：         ：原因 

４ 程   度：（全壊・全焼・流失）   戸   世帯   人 

        （半壊・半焼）      戸   世帯   人 

        （床上浸水・その他）   戸   世帯   人 

  
世帯主 家族数 死者 重傷者数 

 人 人 人 

    

    

    

    

    

 

死亡者氏名     

重傷者氏名     
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［様式３－２－２］ 

災害救援物資等配付明細書 

 

 

毛     布：       枚    敷     布：   枚 

ガーゼケット：     枚    日 用 品 セ ッ ト ：   枚 

バ ス タ オ ル：     枚      救 援 品 収 納 袋 ：   枚 

  布 団 セ ッ ト：   セット 

 

被災見舞金      世帯       円 

弔 慰 金       人       円 

見舞金（重傷者）    人       円 

 

 

合計金額         円 

 

 

特記事項 

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

振 込 先 

 

銀 行 名：         銀行      支店 

 

口座番号： 

 

名 義 人： 
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［様式３－２－３］ 

世帯主名 家族数 毛布 敷布
ガーゼ
ケット

日用品
セット

バスタオル
救援品
収納袋

合　　計

配布内訳表（各世帯別）

備　考
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［様式３－２－４］ 

災害救援物資補充依頼票（ＦＡＸ送信票） 

     

日本赤十字社千葉県支部 救護福祉課 あて ＦＡＸ ０４３（２４８）６８１２ 

     
     

  請 求 年 月 日 平成  年  月  日 

     
     
     

地区分区名     担    当   

住    所 〒       

     

  電     話     

  Ｆ  Ａ  Ｘ     

     

  至急の時はＦＡＸの後に電話もお願いします。 

     

 災害救援物資 帳簿在庫 補充数 通信欄 

 毛   布       

 敷   布       

 ガーゼケット       

 日用品セット       

 バスタオル       

 救援品収納袋       

 その他「     」       

     
     
     
     

 ＦＡＸ返信内容（報告）   

 支部の取り扱い者 千葉県支部           課   職員名： 

 物資郵送予定日       
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［様式３－２－５］ 

 

 

受  領  書 

 

 

     毛       布：       枚      敷        布：    枚 

     ガーゼケット：     枚    日 用 品 セ ッ ト：   枚 

     バ ス タ オ ル：     枚      救 援 品 収 納 袋：   枚 

布 団 セ ッ ト：   セット 

 

 

 

 地区分区分置（備蓄）分として上記のとおり受領いたしました。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

日本赤十字社千葉県支部長 様 

 

 

日本赤十字社           

千葉県支部 千葉市地区本部長  

  

地区長  印 

分区長 
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［様式３－２－６］ 

№      

災害救援物資受け払い簿 

 

品 目           

      

年.月 日 摘    要 受 入 払出し 残 数 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

※摘要は「受入」た施設や戻入等、または、「払出し」た施設や転用等を記入 
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［様式３－２－７］ 

     第 号 

     年   月   日 

日本赤十字社千葉県支部長 様     

     地区長  

     分区長  

     （公印省略）  

 付箋      

災害救援物資在庫報告書 

       

第  ／４四半期    

       

  毛布 敷布 ガーゼケット 日用品セット バスタオル 救援品収納袋 

当期受入数             

当期払出数             

当期末在庫数             

※収納袋は１梱包２０袋入り、その他物資については、１梱包１０枚（組）入り  

       

特記事項       

 

       

備 考       

第１／４四半期（４月１日～６月３０日）  ７月１０日までに報告  

第２／４四半期（７月１日～９月３０日）  １０月１０日までに報告  

第３／４四半期（１０月１日～１２月３１日）  １月１０日までに報告  

第４／４四半期（１月１日～３月３１日）  ４月１０日までに報告  
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４ 災害復旧用材供給の特例措置＜資料６－１２＞ 

 

 

販

売

の

相

手

方 

 

用    途  

代  金    延  納 

減
額 

 

時
価
の
五
割
以
内 

随

意

契

約 

期間 担保 利息 可否 可否 

用
材
：
立
木
・
素
材 

  災害救助法に基づく災 応急復旧住宅 １  年 免  除 免 除 可 可 

  害救助用 等 以  内         

  都道府県の管理に属す 公共施設 １  年 免  除 徴 収 否 可 

県 る公共施設の復旧用 公営住宅 以  内         

    を含む           

  個人用施設の復旧用 住宅, 店舗等 １  年 免  除 徴 収 否 可 

      以  内         

  災害救助法が発動され 事務所, 学校 １  年 免  除 免 除 可 可 

市 た災害で市町村の管理 病院, 診療所 以  内         

  に属する公共施設の応 託児所, 道路           

  急復旧用 橋, 堤防           

  市町村の管理に属する 公共施設 １  年 免  除 徴 収 否 可 

町 公共施設の復旧用 公営住宅 以  内         

    を含む           

  個人用施設の復旧用 住宅, 店舗等 １  年 免  除 徴 収 否 可 

村     以  内         

個 災害復旧用 住宅，店舗等 ６カ月 提  供 徴 収 否 可 

人     以  内         

         

(注） 減額譲渡は、国有林野の所在する地方の市町村の区域内に著しい被害が発生し、災害救

助法が発動された場合に可能であり、この場合の要請は、発災から２０日以内に県又は市

町村が、関東森林管理局に被災状況、供給を受けようとする素材の種類、品名、使用計画

等を記載した申請書を提出して行う。（緊急を要する場合には、事後に申請書を提出する

ことを条件として口頭で要請することができる。） 
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５ 県の備蓄（防災危機管理部） ＜資料６－１３＞ 

（平成24年4月1日現在）

品名

発 電 機 444 台 20 台 464 台

投 光 機 334 台 334 台

炊 飯 装 置 378 台 20 台 398 台

（ｴﾝｼﾞﾝ付） 53 台 （ｴﾝｼﾞﾝ付） 53 台

（手動式） 10 台 （手動式） 10 台

簡 易 ト イ レ 744 台 100 台 844 台

飲料水自動包装
充 て ん 設 備

11 組 11 組

（組立槽） 178 台 （組立槽） 178 台

（車載槽） 91 台 （車載槽） 91 台

317 基 317 基

（リヤカー搭載型） 11 基 （リヤカー搭載型） 11 基

リ ヤ カ ー 11 台 11 台

毛 布 46,640 枚 8000 枚 54,640 枚

防 水 シ ー ト 48,282 枚 10000 枚 58,282 枚

食 糧 242,960 食 242,960 食

テ ン ト 5 張 5 張 10 張

エ ア ー テ ン ト 55 張 55 張

キャンド ルセ ット 5,567 個 5,567 個

入 浴 シ ス テ ム 5 ｾｯﾄ 5 ｾｯﾄ

合計

ろ 水 機

給 水 槽

担 架

県管理分 市町村寄託分

 

 

＜参考＞ 

        

市町村の備蓄状況（主なもの） （平成23年4月1日現在）

品　　　名 品　　　名

乾 パ ン 888,716 食 ロ ー ソ ク 29,535 本

米 92,421 kg 懐 中 電 灯 6,752 本

毛 布 239,364 枚

テ ン ト 490 張

主 食 缶 詰 490,235 缶 担 架 3,076 台

副 食 缶 詰 231,828 缶 ト イ レ 20,477 台

飲 料 水 444,239 ℓ 浄 水 装 置 425 台

（協定分を除く）※消防防災・震災対策現況調査より

数　　　　　量 数　　　　　量

イ ン ス タ ン ト
め ん 類

12,645 個
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［７］ライフライン 

 

１ 各ガス会社の施設及び供給状況＜資料７－１＞ 

 

（１）東京ガス株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

                                       平成24年3月31日現在 

県 内 供 給 区 域 県内供給戸数 

千葉市、木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、四街道市、 

白井市、印西市、八街市、八千代市の一部 

 

３８８，４２８戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況 

事業所名称・所在地・連絡先 主   要   施   設 備 考 

千葉導管ネットワークセンター 

 千葉市中央区港町２０－１ 

 ℡０４３－２２５－２８３７ 

ガス導管     ３，７２４km 

ガスホルダ（港町）４．３万㎥   （球形）１基 

天然ガス環状幹線 ガバナステーション   ９基 

         バルブステーション  １８基 

         メーターステーション  ６基 

 

ガス導管の建設及

び維持管理 

供給管の工事 

供給管の維持管理 

千葉支社 

 千葉市美浜区幸町１－６－８ 

 ℡０４３－２４２－６１２１ 

ガスメーター取付件数  ３８８，４２８件 

ガス熱量     １３Ａ 

ガス器具関係全般 

内管の工事 

袖ヶ浦工場 

 袖ヶ浦市中袖１－１ 

 ℡０４３８－６２－３６７１ 

ガス製造能力 

   ３，２３０万㎥／日 

   （４６ＭＪ／Ｎ㎥） 

主要ガス発生設備 

オープンラックベーパライザー（ＯＲＶ）  １１基 

サブマージンドベーパライザー（ＳＭＶ）   ４基 

ガス製造施設全般 
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図．１ 供給区域図 
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（２）京葉瓦斯株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

          平成21年3月31日現在 

供  給  区  域 供 給 戸 数  

市川市、船橋市、松戸市、鎌ヶ谷市、浦安市の全域 

柏市、流山市、白井市、習志野市、我孫子市の一部区域 
８４３，５２０戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況                            

                                      平成21年6月1日現在 

事業所等の名称・所在地・連絡先 主   要   施   設 

 

本社・防災供給センター 

 市川市市川南２－８－８ 

 ガスもれ専用電話（２４時間受付）  

℡ ０４７－３２５－１０４９ 

 

 

 

◇製造施設（千葉熱量調整所） 

気化装置 

液化石油ガス貯槽 

 

◇供給施設（各供給所） 

ガスホルダー 

 

 

４基 

２基 

 

 

９基 
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図１．供給区域図 
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（３）大多喜ガス株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

              平成23年12月31日現在 

供  給  区  域 供 給 戸 数  

茂原市、一宮町、睦沢町の一部、長生村（外房線以北を除く）、山武市、 

成東町、大多喜町、千葉市の一部、八千代市、市原市 
１５１，７９８戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況                          

                                      平成23年12月31日現在 

事業所等の名称・所在地・連絡先 主   要   施   設 

大多喜ガス株式会社 

 茂原市茂原６６１ 

 ＴＥＬ ０４７５－２４－００１０ 

本社機能  

茂原事業所 

 茂原市茂原６６１ 

 ＴＥＬ ０４７５－２４－２８９０ 

 

３０，１２１戸 

１．ガス導管   本支管 

２．ガスホルダー・中圧球型 

（幾何容積）  3,846㎥ 

３．整圧所 

７３６Ｋｍ 

 

  １ 基 

 ５９ヶ所 

千葉事業所 

 市原市五井東３－１２－５ 

 ＴＥＬ ０４３６－２４－８３００ 

 

 ８０，４８７戸 

１．ガス導管   本支管 

２．ガスホルダー・中圧球型 

（幾何容積） 18,850㎥ 

（幾何容積） 11,030㎥ 

（幾何容積） 10,912㎥ 

３．整圧所 

１，２４５Ｋｍ 

 

１ 基 

１ 基  

１ 基 

７６ヶ所 

八千代事業所 

 八千代市大和田新田３４６ 

 ＴＥＬ ０４７－４８２－７２３５ 

 

 ４１，１９０戸 

１．ガス導管   本支管 

２．ガスホルダー・中圧球型  

（幾何容積） 11,030㎥ 

（幾何容積）  3,164㎥ 

３．整圧所 

３３２Ｋｍ 

 

  １ 基 

１ 基 

 ３３ヶ所 
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図１ 供給区域図 
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（４）千葉ガス株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

             平成24年2月末現在   

供  給  区  域 供 給 戸 数  

成田市、佐倉市、八千代市、千葉市、四街道市、富里市、 

酒々井町、芝山町、多古町の一部        ［注］簡易ガス含む 
１２３，８７７戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況 

事業所等の所在地・連絡先 主   要   施   設 数 量 

千葉ガス株式会社 本社 

 佐倉市栄町２１－１ 

 ＴＥＬ ０４３－４８３－１１７２ 

 

 

ガス導管     １，５０４Ｋｍ 

ガスホルダー 

   球 形  １４０，０００㎥（佐倉） 

   球 形  ２００，０００㎥（富里） 

   球 形    ２，０００㎥（四街道） 

   球 形    １，０００㎥（四街道） 

 

 

１ 基 

１ 基 

１ 基 

１ 基 

成田支社 

 成田市橋賀台１－４８ 

 ＴＥＬ ０４７６－２６－２１５１ 

  

佐倉支社 

 佐倉市王子台３－２－１ 

 ＴＥＬ ０４７－４６４－０１１１ 

  

八千代支社 

 八千代市八千代台西１－７ 

 ＴＥＬ ０４７－４８４－０１１１ 
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図 1 供給区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          凡例 

 

                                  

 

供給区域 
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（５）房州瓦斯株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

                 平成17年7月31日現在 

供  給  区  域 供 給 戸 数  

館山市の一部 ２，５７３戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況 

本 社 所 在 地 ・ 連 絡 先 主   要   施   設 数 量 

房州瓦斯株式会社 本社 

 館山市館山１３６５ 

 ＴＥＬ ０４７０－２２－２２５１ 

 

 

 

 

 

 

ガス導管 

ガスホルダー     １，５００㎥（有水） 

ガスホルダー       ３４０㎥（球型） 

ＬＰＧストレージタンク   １５ｔ 

    〃         ２０ｔ 

ガス発生設備 

緊急車 

無線車 

消化設備 

 

１ 基 

１ 基 

１ 基 

１ 基 

１ 式 

１ 台 

４ 台 

１ 式 
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（６）京和ガス株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

                    平成17年4月1日現在 

供  給  区  域 供 給 戸 数  

流山市の一部、柏市の一部 ３４，１７５戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況 

本 社 所 在 地 ・ 連 絡 先 主  要  施  設 数 量 備 考 

京和ガス株式会社 

 流山市江戸川台東１－２５４ 

 ＴＥＬ ０４７１－５５－１５００ 

 ＦＡＸ ０４７１－５５－１５０５ 

 

 

 

 

 

ガスホルダー  球 型 

ガス導管 

整圧所 

 

緊急車 

無線車 

移動無線機 

１ 基  

３９０ ㎞

 ２１ 基 

 

３ 台  

１９ 台  

２ 式  
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図１ 供 給 区 域 図 
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（７）銚子瓦斯株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

                   平成24年2月1日現在 

供  給  区  域 供 給 戸 数  

銚子市の一部 ２，５６２戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況 

本社所在地・連絡先 主 要 施 設 数 量 摘   要 

（本社） 

銚子瓦斯株式会社 

 東京都中央区日本橋箱崎町７－１ 

 ＴＥＬ ０３－３６６２－４６１１ 

 ＦＡＸ ０３－３６６３－１６７８ 

 

銚子瓦斯株式会社 銚子営業所 

 銚子市内浜町１６０３ 

 ＴＥＬ ０４７９－２２－２４２０ 

 ＦＡＸ ０４７９－２４－３２６９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社機能 

 

 

 

液化ガス発生装置 

ＬＰＧタンク 

ミキシングタンク 

非常用発電機 

保安緊急用無線装置 

 

定置式エンジンポンプ 

ガス導管 

整圧器 

緊急車 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基 

２ 基 

１ 基 

１ 基 

１ 式 

 

１ 式 

 

 ７ 基 

１ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２，０００㎥／日 ×２ 

    ２０ｔ ×２ 

   １５０㎥ 

   ５０KVA 

１４７．６２MHz 

基地局１ 移動局４ 

消火用 

  ４９．５ｋm 
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（８）野田ガス株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

                   平成21年4月1日現在 

供  給  区  域 供 給 戸 数  

野田市（一部区域を除く） １９，９８０戸 

 

 

 表２ 主要施設 

所在地及び連絡先 主  要  施  設 数量 備 考 

本社工場 

 野田市宮崎３６番地 

 ℡ 04-7125-0101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPGストレージタンク 

      〃       

 

ガス導管 本支管 

      

緊急車 

 

無線機 

 

：

：

 

：

 

：

 

：

 

 

 

 

２２．６ｔ 

２０ｔ 

 

 

1基 

１基 

 

361㎞ 

 

２台 

 

26台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 359 -



- 360 -



（９）角栄ガス株式会社 志津事業所 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

                 平成21年4月1日現在 

供  給  区  域 供 給 戸 数  

佐倉市の一部 ９，４７６戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況 

事業所名称・所在地・連絡先 主 要 施 設  数 量 備     考 

角栄ガス株式会社 志津事業所 

 佐倉市中志津３－３６－１ 

 ＴＥＬ ０４３－４８７－０８０２ 

ガス導管 

整圧所 

９０ｋｍ 

６ヶ所 
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図１ 供 給 区 域 図 
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（１０）東日本ガス株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

                   平成21年4月1日現在 

供  給  区  域 供 給 戸 数  

我孫子市及び柏市の一部、印西市の一部、栄町の一部 ５０，３５５戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況                           

                                       平成21年4月1日現在 

事業所名・所在地・連絡先 主要施設 数量 

我孫子事業所 

 我孫子市下ヶ戸６０８－１ 

 ＴＥＬ ０４－７１８２－４１７５ 

 

ガス導管 本支管 ３６１．７Km 

 

ガスホルダー（我孫子）６，０００㎥球型 

  〃   （久寺家）３，０００㎥球型 

非常用自家発電機 

 

 

１基 

１基 

１基 

栄事業所 

印旛郡栄町安食字上前３２７９－２ 

ＴＥＬ０４７６－８５－０１１４ 

 

 

 

 

 

 

ガス導管 本支管  ７２．５Km 

 

ガスホルダー（横置円筒）１００㎥ 

ガス発生器     １２００N㎥/H 

      ６００N㎥/H 

LPG貯槽        ３０ｔ 

非常用自家発電機 

 

 

 

１基 

１基 

１基 

２基 

１基 
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図１ 供 給 区 域 図 
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（１１）日本瓦斯株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

                   平成21年4月1日現在 

供  給  区  域 供 給 戸 数  

我孫子市の一部 １，９０４戸 

富里市・成田市の一部 ３，８９２戸 

合   計 ５，７９６戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況                           

                                       平成18年4月1日現在 

事業所名・所在地・連絡先 主要施設 

日本瓦斯株式会社 高柳営業所（我孫子地区） 

 

〒２７７－０９４１ 

柏市高柳１７５４－２ 

℡：０４－７１９１－０９０８ 

ガス導管 本支管  ３２，１７６ｍ 

ガス整圧器         ２箇所 

日本瓦斯株式会社 成田営業所（富里・成田地区） 

 

〒２８６－０２０２ 

富里市日吉倉字池下１５１５－１３ 

℡：０４７６－９３－７１１２ 

ガス導管 本支管  ５７，８４８ｍ 

ガス整圧器         １箇所 

日本瓦斯株式会社 本社 

 

〒１０４－８５４０ 

東京都中央区八丁堀２丁目１０番７号 

℡：０３－３５５３－１２８１ 

 

 

 

- 365 -



図１ 供 給 区 域 図 
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（１２）総武ガス株式会社 

 

 表１ 供給区域及び供給戸数 

供  給  区  域 供 給 戸 数  

旭市の一部 ２，５５０戸 

 

 

 表２ 主要施設の状況 

事業所名称・所在地・連絡先 主 要 施 設  

総武ガス㈱本社 

 旭市二の５９４１ 

 ＴＥＬ ０４７９－６３－１０００ 

製造施設 ＬＮＧプラント 製造能力 ２４，０００Nm3/日 

熱 量  ４１．８６０５MJ/Nm3 

ガス種  １２Ａ 

導管延長         ６１，９６０ｍ 

整圧器          ８基 
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図１．供 給 区 域 図 
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２ 県営水道の補給水利の現況＜資料７－２＞ 

 

種   別 水 源 所     在 電   話 水量（施設能力） 

ちば野菊の里浄水場 江戸川 松戸市栗山４７８－１ 047(394)8300 60,000 ㎥／日 

栗山浄水場 江戸川 松戸市栗山１９８ 047(363)4195 186,000   

柏井浄水場 
印旛沼               

利根川 
千葉市花見川区柏井町４３０ 043(259)5531 

170,000 （東側） 

360,000 （西側） 

北総浄水場 利根川 印西市竜腹寺２９６ 0476(97)1271 126,700   

福増浄水場 高滝ダム 市原市福増４７ 0436(75)4116 90,000   

成田給水場 地下水 成田市吾妻１―２２―４ 0476(26)0214 12,000   

市原分場 地下水 市原市郡本１―１０３ 
0436(75)4116               

（福増浄水場） 
5,500   

姉崎分場 地下水 市原市有秋台東２―１７－１ 
0436(75)4116               

（ 同 上 ） 
7,500   

千葉分場 地下水 千葉市中央区都町３―８―１４ 
043(291)0018               

（誉田給水場） 
13,000   

大宮分場 地下水 千葉市若葉区大宮町２１１４ 
043(291)0018               

（ 同 上 ） 
10,000   

北習志野分場 地下水 船橋市習志野台２―３７―２２ 
047(457)4080               

（北船橋給水場） 
3,000   

計   １１か所   1,043,700 ㎥／日 
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３ 市町村水道等の補給水利の現況＜資料７－３＞                 

                                       平成24年4月1日現在 

事業体 補給場名 所 在 地 
現有施設能力

(㎥/日) 
水源種別 

千葉市 

平川  浄水場 千葉市緑区平川町２２１０ ５，０００ 浄水受水 

土気   〃  〃 緑区土気町１６３５－２ ３００ 地下水 

大木戸  〃  〃 緑区大木戸町１４１７ ７，５００ 浄水受水 

更科   〃  〃 若葉区更科町１３７７ ９１０ 地下水 

高根   〃  〃 若葉区高根町８８１－７０ ４００ 浄水受水 

ちばリサーチパーク〃  〃 若葉区上泉町１１７０ ８４６ 地下水 

市原市 

新井  浄水場 市原市新井７３１ １６，８００ 表流水 

永吉   〃   〃 永吉７２７－４ １，３００ 地下水＋表流水 

潤井戸  〃   〃 潤井戸２０６１－２ ２，５００ 地下水＋表流水 

分目    〃 〃 分目２５３－２ １，７５０ 

地下水 武士   〃    〃 武士３１２－１ ２３０ 

三和   〃      〃 武士８２６－３ １，２２０ 

光風台  〃   〃 光風台４丁目４９６ ３，１００ 地下水＋表流水 

戸田    〃   〃 上高根１０５６－３ ９００ 

地下水 

大蔵    〃   〃 大蔵２００ １２０ 

内田    〃   〃 奥野１０３３ ６００ 

鶴舞    〃   〃 鶴舞１４５－２ ２，３５０ 

米原    〃   〃 米原１０２７ ３００ 

平蔵    〃   〃 平蔵４３２－１ ５００ 

東部第２ 〃   〃 新井５１０－１ ５００ 

朝生原  〃   〃 朝生原１２３２－１ ６６０ 

国本    〃 〃 国本４９２－１ ８００ 

万田野  〃   〃 万田野３２５－１ １４０ 

月出    〃   〃 月出９２４－２ ３００ 

石塚    〃   〃 石塚２３３ ７６ 

松戸市 

小金  浄水場 
松戸市二ツ木幸谷土地区画整理地内 

３街区２号 
９，５４０ 地下水+受水 

大金平  〃   〃 大金平３－１２８－２ ２，０００ 地下水 

常盤平  〃 〃 常盤平３－２６－２ １０，６００ 
地下水 

浄水受水 

幸田  配水場   〃 幸田５－１６ １１，１６０ 浄水受水 
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事業体 補給場名 所在地 
現有施設能力

(㎥/日) 
水源種別 

習志野市 

第一  給水場 習志野市泉町２－４－１２ １７，１００ 地下水 

浄水受水 第二    〃   〃   藤崎１－１－１３ ２２，０００ 

第三    〃   〃   東習志野６－１８ ８，９００ 浄水受水＋地下水 

野田市 

上花輪  浄水場 野田市上花輪４８６ １７，５００ 
表流水 

浄水受水 

中根    配水場   〃 中根３２４ １６，９００ 浄水受水 

東金野井浄水場   〃 東金野井８５０－１ １４，０００ 
地下水 

浄水受水 

桐ヶ作配水場   〃 桐ヶ作１２６６－１ ３，７５２ 浄水受水 

木間ケ瀬浄水場   〃 木間ケ瀬２０７３ １１，４００ 浄水受水 

柏市 

第一  水源地 柏市千代田１－２－３２ １３，０００ 

地下水 

浄水受水 

第三    〃 〃  中原１８１１－１２ ２５，７００ 

第四    〃 〃  南増尾４－９－１ ２４，５００ 

第五    〃 〃  松葉町３－１２ ２５，５００ 

第六    〃 〃  高田１２０１－２３ ３３，５００ 浄水受水 

富勢    〃 〃  宿連寺２２３－２ １，５００ 地下水 

岩井  浄水場 〃  岩井８０２－４ １２，７００ 浄水受水 

流山市 

おおたかの森浄水場 流山市西初石５－５７ １４，４００ 
地下水 

浄水受水 

東部    〃  〃  名都借３９５ ８，９００ 地下水 

江戸川台〃  〃  江戸川台東１－２５５ ２５，６００ 
地下水 

浄水受水 

西平井  〃  〃  西平井１４９０ ２８，８００ 浄水受水＋地下水 

八千代市 

八千代台 浄水場  〃    八千代台西７－２ １１，３３０ 

地下水 

浄水受水 

勝田台   〃  〃    勝田台３－２－１ ５，２５０ 

米本     〃  〃    米本１４３４－２ ６，０００ 

高津     〃  〃    高津８３２ ９，６００ 

睦       〃  〃    島田台７９７－２ ３４，４２０ 

村上   給水場  〃    村上１１５７－１ １５，７００ 浄水受水 

萱田     〃  〃    ゆりのき台７－１２ １２，２００ 
地下水 

浄水受水 

我孫子市 

湖北台  浄水場 我孫子市湖北台９－３－６ １９，６００ 地下水 

久寺家    〃  〃    つくし野１５７ １２，０００ 
浄水受水 

妻子原    〃  〃    我孫子１６８４ １５，３００ 
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事業体 補給場名 所在地 
現有施設能力

(㎥/日) 
水源種別 

木更津市 

上烏田浄水場 木更津市上烏田字山田３５７－２ ２１，０００ 
地下水 

浄水受水 
中台    〃   〃   請西字中台１４０４ ２７，１００ 

岩根    〃   〃   岩根１－３－１４ ４，１００ 

伊豆島  〃 〃    伊豆島字順礼街道１２３５－２ ９，８００ 
浄水受水 

かずさ 配水場 君津市 根本字壱銭場壱９４９－１ ３，０００ 

中郷      〃   〃   大寺字大谷１４６－２ ０ 

地下水 富来田第一〃   〃   真理谷字南片宿１９８８ １，０００ 

富来田第二〃   〃   真理谷字小谷１４６－２ １，０００ 

君津市 

久保   配水場 君津市久保３－１２－８ ６，１６０ 地下水 

北子安   〃   〃 北子安字穴谷９９２－１ １７，７６０ 浄水受水 

小糸   浄水場   〃 白駒６８２ １５０ 

地下水 

浄水受水 

白駒   配水場   〃 白駒字糀屋塚４９３－２ １，３２０ 

鎌滝     〃   〃 鎌滝字丸塚１２６９ １００ 

清和市場 〃   〃 清和市場字前坂７１８－６ ８７０ 

東日笠   〃   〃 東日笠字上の台６６６－３ ８２０ 

愛宕     〃   〃 向郷字行人原１７５６ １，５７０ 

山滝野   〃   〃 山滝野字曲作５６３  １，４６０ 

宮下     〃   〃 宮下字舞台６０１   ９２０ 地下水 

皿引     〃   〃 皿引字台山１４５－２ ３５０ 湧水 

小糸大谷 〃   〃 小糸大谷字西谷７７ １，２５０ 
地下水 

俵田     〃   〃 俵田字谷台１４２２ １，５７０ 

法木    〃     〃 木字法木野３８４－７７ ４９０ 浄水受水 

川谷     〃   〃 川谷字横畑６０５－４ １１０ 

地下水 
大戸見   〃   〃 大戸見字三本松３２９３－１ １，０７０ 

坂畑     〃   〃 坂畑字広大寺１４８１－９ １，０５０ 

蔵玉     〃   〃 蔵玉字銭神谷１０７５－３ １５０ 

鹿野山   〃   〃 鹿野山３２４ ６０ 
浄水受水 

かずさ   〃 君津市根本字壱銭場壱９４９－１ ３，３５０ 

鹿 野 山 水

道㈱ 

市場  浄水場 君津市清和市場４１８－１ １，７００ 
地下水 

古屋敷 揚水場 富津市桜井字古屋敷９５１－２ ５００ 

富津市 
亀田浄水場 富津市亀田２１８ ２８，０００ 

表流水 

地下水 

浄水受水 

犬吠配水池   〃 湊６９７－５ ５００ 地下水 
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事業体 補給場名 所在地 
現有施設能力

(㎥/日) 
水源種別 

袖ヶ浦市 

蔵波 浄水場 袖ヶ浦市蔵波８５２－５ １，０９０ 

地下水 

代宿   〃    〃 代宿３０６ ９５０ 

勝下   〃    〃 神納４１３５－１７２ ３，８００ 

永吉   〃    〃 永吉７９０－１ ３，８００ 

川原井 〃    〃 川原井２４０－２ ３６０ 

角山  配水場    〃 蔵波２９３７－１ ２１，１００ 
浄水受水 

吉野田 〃    〃 伊豆島１２００ ３，４００ 

成田市 

並木町配水場 成田市並木町１１３－１ １２，０００ 
地下水 

浄水受水 

東町  〃  〃 東町８６ ５，４００ 

地下水 

飯田町 〃  〃 飯田町２６－５ １,６００ 

東和田 〃  〃 東和田６５７ １,６００ 

三里塚 〃  〃 三里塚２ ３，５００ 

宗吾  〃  〃 宗吾２－２７６ ７００ 

山口  〃  〃 山口２９３－１ ３，８００ 浄水受水 

伊能 浄水場  〃 伊能６３３－１４ １，２５５ 
地下水 

小野  〃   〃 小野８９０－１ ７８５ 

佐倉市 

志津  浄水場 佐倉市上志津原５９－２ ２５，５００ 
地下水 

浄水受水 
南部   〃  〃 小篠塚１２４０ ２６，９００ 

上座   〃  〃 上座７７６－２ １２，９７０ 

四街道市 

第１ 浄水場 四街道市四街道１５２２ １０,５００ 地下水 

第２  〃  〃  山梨１５００ １２，４５０ 地下水 

浄水受水 第３  〃 〃  千代田１－１４ １６，１８０ 

八街市 

第一 配水場 八街市大木６７１－５５ ２,１６０ 地下水 

第二  〃   〃 榎戸４１５ １３,１６０ 
地下水 

浄水受水 

酒々井町 尾上 浄水場 酒々井町尾上１９４－１ ７,８５０ 
地下水 

浄水受水 

富里市 富里 浄水場 富里市七栄６５１－１２２ ２２,２７０ 
地下水 

浄水受水 

印西市 

平岡 配水場 印西市別所１２８９－１ ４，２４０ 
地下水 

浄水受水 

松崎  〃   〃 松崎台１－９ １４０ 
浄水受水 

印旛  〃 印西市美瀬１－１７ １，５５０ 
地下水 

浄水受水 

長門川水道

(企) 

前新田浄水場 栄町安食２８４９－１６ ８,３００ 表流水 

上前  〃 〃 安食２１６２ ０ 地下水 

酒直 配水場 〃 酒直台２－３０－１   ７００ 浄水受水 
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事業体 補給場名 所在地 
現有施設能力

(㎥/日) 
水源種別 

香取市 

佐原  浄水場 香取市佐原イ９８５ ７，２００ 表流水 

玉造    〃   〃 玉造７３４－１ ８，３００ 
表流水 

地下水 

城山第２  〃   〃 小見川４８５４－１ １５，２００ 表流水 

中央     〃   〃 荒北字立イナバ１２０１－１ ６００ 
地下水 

大畑     〃   〃 岩部字前野８６９－１０ ７００ 

多古町 

多古  浄水場 多古町多古字木ノ下３７４１－３ ２，９１５ 

地下水 

久賀    〃   〃 大高字前野１－９３ ３，８４０ 

東条    〃   〃 船越字下巣越２９２７ ３８５ 

中      〃   〃 北中字中内原２９２０－２ ８５０ 

常磐    〃  〃 南玉造字宮ノ前２０３４ ８１０ 

神崎町 
神宿  浄水場 神崎町神崎神宿１１００－２ １，６３９（休止） 表流水 

古原    〃   〃 古原字台阿らく甲７１８番４ ２，２２５ 地下水 

銚子市 
本城  浄水場 銚子市本城町６－１３０８ ５７，５００ 表流水 

諸持町受水配水場   〃 諸持町８０３ ２１，７００ 浄水受水 

東庄町 
新堀  配水場 東庄町羽計２０４０ ５，１１５ 

浄水受水 
小南    〃   〃 小南３０２１－２ ３，０３０ 

旭市 

旭   配水場 旭市ニの２７９１ １３，９３５ 

浄水受水 
飯岡  〃 〃 塙１１３５－１ ５，４５０ 

海上  〃 〃 蛇園５５１２－２ ４，１３０ 

干潟  〃 〃 さくら台１１４５－４ ３，４６４ 

八 匝 水 道

（企） 

八日市場配水場 匝瑳市生尾１０ ９，７１３ 
浄水受水 

光       〃 横芝光町傍示戸１０２９ ４，８６１ 

山 武 広 域

（企） 

東金  配水場 東金市大豆谷７８７－１ ２９，５９０ 

浄水受水 
大網    〃 大網白里町小西９２５－２ １８，１８０ 

成東    〃 山武市和田８９７ ７，２６０ 

松尾    〃 〃 松尾町蕪木８３１－１ ７，１９０ 

長 生 郡 市

（組） 

山之郷浄水場 長柄町山之郷２６０－２ ６，１６６ 

地下水 皿木    〃  〃  皿木１７６ ８，４４４ 

長南    〃 長南町岩撫１ ２，８９０ 

真名  配水場 茂原市真名１７２０ ３５，９７０ 
浄水受水 

大沢   〃    〃 大沢１２２５ １６，８１０ 

山武市 山武市山武浄水場 山武市埴谷１８８４－２ ３，３０６ 地下水 
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事業体 補給場名 所在地 
現有施設能力

(㎥/日) 
水源種別 

勝浦市 

佐野  浄水場 勝浦市佐野１５６ ８，０５０ 表流水 

松部   〃  〃 松部５７７ 
１１，８７０ 

（休止） 

表流水 

浄水受水 

赤羽根 〃  〃 植野１１４３－１ ６１０ 
地下水 

上植野 〃  〃 上植野７９８－１ ８９０ 

大多喜町 

大多喜配水場 大多喜町新丁２７９ １，９７０ 浄水受水 

面白 浄水場  〃  面白４０１ １，０００ 表流水 

横山 浄水場  〃  横山１６３７－８ １，５１２ 地下水 

八声  配水場  〃  八声１５３２－４ １，２３０ 浄水受水 

いすみ市 

大野 浄水場 いすみ市大野３８２２ ３，０６０ 
表流水 

浄水受水 

山田 浄水場  〃  山田７４９４－１８ ５，５００ 表流水 

大原 配水場  〃  新田字山崎部田１４８６－３ ８，３８０ 浄水受水 

音羽 浄水場  〃  岬町鴨根１４３６ ６，６４０ 
表流水 

浄水受水 

御宿町 御宿町浄水場 御宿町実谷６０５－１ ７，５９０ 
表流水 

浄水受水 

鴨川市 

東町  浄水場 鴨川市東町４０５－１ ５，０００ 

表流水 
横渚   〃  〃 横渚１３４２－２ ４，８００ 

江見   〃  〃 西江見４３７ １，３００ 

保台   〃  〃 和泉２５０９ ５，４００ 

高鶴  配水場  〃 畑１４４９－１ １，８４０ 浄水受水 

奥谷  浄水場  〃 内浦３２３１－５ ３，７５０ 
表流水 

坂本   〃  〃 天津３５５２－３ １，５００ 

石上  配水場  〃 天津３１５－１ １，９００ 浄水受水 

清澄  浄水場  〃 清澄１３５ ７５ 湧水 

南房総市 

小向浄水場 南房総市和田町上三原１０２８ １２，０００ 表流水 

千倉第二配水池  〃  千倉町南朝夷５５７－２ ３，５１０ 浄水受水 

白浜 浄水場  〃  白浜町白浜７８３０ ７，４３０ 表流水 

富山 浄水場  〃  山田３６３ ２，２５０ 表流水 

第六  配水場  〃  高崎６９８ ２，９６０ 浄水受水 

鋸南町 
鋸南町 浄水場 鋸南町元名１３５０ ６，０００ 表流水 

湯沢 配水場  〃 横根１９２－１ ２，２６０ 浄水受水 
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事業体 補給場名 所在地 現有施設能力

(㎥/日) 

水源種別 

三芳水道

（企） 

増間 浄水場 南房総市増間５２３ ５，４００ 表流水 

宮本 配水場  〃  宮本４３２ ５，４００ 浄水受水 

宮城 浄水場 館山市沼１４７２ ０ 表流水 

見物  〃   〃 見物２７０－１ ５５０ 地下水 

神余  〃   〃 神余４３２０ ３００ 
地下水 

表流水 

佐野  〃   〃 佐野９８－３２ ３００ 地下水 

作名  〃   〃 作名５７０－１ ６，５００ 表流水 

山本  〃  〃 山本５４３ ２，８９０ 
地下水 

真倉  〃   〃 上真倉１２０３－１ ０ 

出野尾 配水場  〃 出野尾５６１－１ ８，６６０ 浄水受水 

九十九里

（企） 

光  浄水場 横芝光町傍示戸１０２６ ２９，８６０ 

表流水 東金  〃 東金市松之郷３７６１－１ ６４，８６０ 

長柄  〃 長柄町山之郷４８３－２７ ６２，７００ 

北 千 葉

（企） 
北千葉 浄水場 流山市桐ヶ谷字和田１３０番地 ５２５，０００ 表流水 

東総(企) 笹川 浄水場 東庄町笹川ろ１番地 ４３，２００ 表流水 

君津（企） 
大寺 浄水場 木更津市大寺３４６番地 １３５，０００ 

表流水 
十日市場 〃  〃  十日市場５００番地 ６０，０００ 

南 房 総

（企） 
大多喜浄水場 大多喜町小谷松５００ ４２，３３０ 表流水 
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４ 県営水道配水池一覧表＜資料７－４＞ 
 

浄・給水場名 構  造 幅 長 さ 有効水深 有効貯水量 池 数 

ちば野菊の里浄水場  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   30.0 m    75.5 m     7.2 m    30,000㎥ 
  15,000㎥×2池

  

 栗山浄水場  

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

 船橋給水場  

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

  24 

  12.4 

  40 

  28 

  12 

  32 

  40 

  50.68 

  48 

  44 

  44 

  48 

   3 

   3 

   3 

   3 

   3 

   4 

   5,500 

   3,660 

   5,500 

   3,600 

   1,500 

  18,000 

  2,750㎥×2 

  1,830㎥×2 

  5,500㎥×1 

  3,600㎥×1 

  1,500㎥×1 

  6,000㎥×3 

 柏井浄水場  

      〃 

      〃 

 園生給水場  

      〃 

 幕張給水場  

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

  32 

  53.8 

  53.8 

  28 

  20 

  65.3 

  60 

 117.6 

  83.8 

  40 

  40 

  75.3 

   3.25 

   3.25 

   3.25 

   4.1 

   4.1 

  11.7 

  48,000 

  60,000 

  14,000 

  22,500 

   3,200 

  90,000 

  6,000㎥×8 

 20,000㎥×3 

 14,000㎥×1 

  4,500㎥×5 

  3,200㎥×1 

 45,000㎥×2 

 北総浄水場  

 成田給水場  

      〃 

      〃 

  40 

  30 

 100 

  45 

   4 

   4 

  48,000 

  10,800 

 16,000㎥×3 

  5,400㎥×2 

 福増浄水場  

 市 原 分 場 

 姉 崎 分 場 

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

  30 

  20 

  24 

  41 

  56 

  24 

  24 

  79 

   6 

   3.5 

   3.5 

   3.5 

  30,000 

   3,340 

   6,000 

   9,800 

 10,000㎥×3 

  1,670㎥×2 

  2,000㎥×3 

  9,800㎥×1 

 誉田給水場  

 千 葉 分 場 

      〃 

 大 宮 分 場 

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

  38 

  29(内径) 

  14.1 

  29.3 

  60 

  91(門周) 

  21.3 

  19.5 

   5 

   4.3 

   4.3 

   4 

  44,000 

   2,770 

   1,270 

   4,400 

 11,000㎥×4 

  2,770㎥×1 

  1,270㎥×1 

  2,200㎥×2 

 北船橋給水場 

      〃 

 北習志野分場 

      〃 

      〃 

      〃 

  29 

  29.2 

  24 

  99 

 124.2 

  24 

   7 

   7 

   3.5 

  80,000 

  24,000 

   4,000 

 20,000㎥×4 

 24,000㎥×1 

  2,000㎥×2 

 松戸給水場  

 沼南給水場  

      〃 

      〃 

  36 

  40 

  96 

 110 

   6 

   6.33 

  60,000 

  53,400 

 20,000㎥×3 

 26,700㎥×2 

 妙典給水場  

      〃 

      〃 

      〃 

  51.3 

  46.3 

 106.3 

  96.3 

  13.8 

  13.8 

  60,000 

  40,000 

 60,000㎥×1 

 40,000㎥×1 

計        787,240 68 

- 378 -



[８]災害危険箇所等、対策事業 

 [ハザードマップ等] 

 １ 揺れやすさマップ＜資料８－１＞ 

揺れやすさマップ 

 

 

 

  

SI 増幅率 色 揺れやすさ 

1.65～  揺れやすい 

1.50～1.65   

1.35～1.50   

1.20～1.35   

1.05～1.20   

～1.05  揺れにくい 
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 ２ 液状化しやすさマップ＜資料８－２＞ 

 

液状化しやすさマップ(巨大地震) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜液状化対策は考慮していない＞ 
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液状化しやすさマップ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液状化しやすさマップ(直下地震) 

＜液状化対策は考慮していない＞ 
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 [危険箇所] 

１ 河川法一・二級河川一覧表＜資料８－３＞ 

表１ 河川法一級河川（単位：ｍ）＜県土整備部河川環境課＞            平成24年4月1日現在 
 河 川 名 指  定  延  長  河 川 名 指  定  延  長 

1 利 根 川 左岸 22,500m 右岸 100,640m 45 富 ヶ 沢 川 左・右岸各 510m 
2 清水川(銚子市) 左・右岸各 1,500m 46 野 口 川 左・右岸各 400m 
3 高 田 川 左・右岸各 2,500m 47 七 次 川 左・右岸各 740m 
4 三 宅 川 左・右岸各 1,350m 48 師 戸 川 左・右岸各 6,690m 
5 常陸利根川 右岸 17,731m  49 造 谷 川 左・右岸各 150m 
6 与 田 浦 川 左岸 15,860m 右岸   13,560m 50 手 賀 川 左・右岸各 7,700m 
7 横 利 根 川 左岸   7,000m  51 弁 天 川 左・右岸各 1,500m 
8 黒 部 川 左・右岸各 18,100m 52 下 手 賀 川 左・右岸各 1,900m 
9 桁 沼 川 左・右岸各 3,490m 53 亀 成 川 左・右岸各 7,150m 
10 玉 川 左・右岸各 3,400m 54 手 賀 沼 周囲 16,700m  
11 小 堀 川 左・右岸各 5,302m 55 下 手 賀 沼 周囲 6,100m  
12 清水川(香取市) 左・右岸各 2,830m 56 浦 部 川 左・右岸各 2,560m 
13 小 野 川 左・右岸各 5,782m 57 和 泉 川 左・右岸各 1,790m 
14 香 西 川 左・右岸各 1,852m 58 鹿 黒 川 左・右岸各 1,340m 
15 大 須 賀 川 左・右岸各 8,085m 59 大 森 川 左・右岸各 1,500m 
16 派川大須賀川 左・右岸各 3,900m 60 古 新 田 川 左・右岸各 1,430m 
17 上 八 間 川 左・右岸各 3,400m 61 大 津 川 左・右岸各 7,900m 
18 下 八 間 川 左・右岸各 3,800m 62 大 堀 川 左・右岸各 6,900m 
19 根 木 名 川 左・右岸各 16,185m 63 利 根 運 河 左・右岸各 9,000m 
20 派川根木名川 左・右岸各 3,300m 64 江 戸 川 左岸 53,250m 右岸 3,500m 
21 尾 羽 根 川 左・右岸各 3,500m 65 座 生 川 左・右岸各 4,040m 
22 荒 海 川 左・右岸各 4,580m 66 座生川支川 左・右岸各 590m 
23 小 橋 川 左・右岸各 4,760m 67 今 上 落 左・右岸各 6,700m 
24 取 香 川 左・右岸各 4,860m 68 六 間 川 左・右岸各 3,375m 
25 十 日 川 左・右岸各 5,000m 69 横 六 間 川 左・右岸各 250m 
26 派川十日川 左・右岸各 1,700m 70 坂 川 左・右岸各 15,382m 
27 竜 台 川 左・右岸各 1,900m 71 新 坂 川 左・右岸各 6,000m 
28 長 門 川 左・右岸各 5,138m 72 坂川放水路 左・右岸各 1,300m 
29 旧 長 門 川 左・右岸各 2,920m 73 富 士 川 左・右岸各 1,630m 
30 北 印 旛 沼 周囲 14,567m  74 樋 古 根 川 左・右岸各 750m 
31 印 旛 水 路 左・右岸各 4,305m 75 派 川 坂 川 左・右岸各 140m 
32 西 印 旛 沼 周囲 11,107m  76 真 間 川 左・右岸各 8,500m 
33 鹿 島 川 左・右岸各 18,909m 77 国 分 川 左・右岸各 5,560m 
34 高 崎 川 左・右岸各 6,070m 78 春 木 川 左・右岸各 2,210m 
35 手 繰 川 左・右岸各 2,772m 79 国分川分水路 左・右岸各 3,362m 
36 小 竹 川 左・右岸各 720m 80 大 柏 川 左・右岸各 5,976m 
37 印旛放水路 左・右岸各 18,960m 81 派川大柏川 左・右岸各 1,580m 
38 勝 田 川 左・右岸各 3,590m 82 高 谷 川 左・右岸各 3,820m 
39 桑 納 川 左・右岸各 5,400m 83 秣 川 左・右岸各 170m 
40 石 神 川 左・右岸各 1,550m 84 旧 江 戸 川 左岸   9,250m  
41 神 崎 川 左・右岸各 14,560m 85 境 川 左・右岸各 4,752m 
42 戸 神 川 左・右岸各 2,480m 86 堀 江 川 左・右岸各 700m 
43 二 重 川 左・右岸各 6,410m 87 見 明 川 左・右岸各 1,350m 
44 法 目 川 左・右岸各 1,450m 88 北千葉導水路 左・右岸各 23,050m 

    89 中 川 左・右岸各 1,335m 
 ※一級河川は、１水系（利根川） 89河川  

 

左岸 475,852m 右岸 503,423m 

     周囲 48,474m  計1,027,749m 
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表２ 河川法二級河川（単位：ｍ）＜県土整備部河川環境課＞              平成24年4月1日現在 
 水 系 名 河 川 名 指  定  延  長  水 系 名 河 川 名 指  定  延  長 
1 猫 実 川 猫 実 川 左・右岸各 1,270m 70 汐 入 川 汐 入 川 左・右岸各 3,800m 
2 海 老 川 海 老 川 左・右岸各 2,670m 71 〃 境 川 左・右岸各 800m 
3 〃 飯 山 満 川 左・右岸各 2,780m 72 長 尾 川 長 尾 川 左・右岸各 7,600m 
4 〃 長 津 川 左・右岸各 2,990m 73 〃 馬 喰 川 左・右岸各 1,200m 
5 高 瀬 川 高 瀬 川 左・右岸各 820m 74 川 尻 川 川 尻 川 左・右岸各 1,000m 
6 谷 津 川 谷 津 川 左・右岸各 1,140m 75 瀬 戸 川 瀬 戸 川 左・右岸各 7,500m 
7 菊 田 川 菊 田 川 左・右岸各 2,420m 76 丸 山 川 丸 山 川 左・右岸各 13,878m 
8 〃 支川菊田川  左・右岸各 460m 77 温 石 川 温 石 川 左・右岸各 8,600m 
9 浜 田 川 浜 田 川 左・右岸各 2,160m 78 三 原 川 三 原 川 左・右岸各 11,500m 
10 都 川 都 川 左・右岸各 13,051m 79 長 者 川 長 者 川 左・右岸各 2,600m 
11 〃 葭 川 左・右岸各 1,060m 80 洲 貝 川 洲 貝 川 左・右岸各 3,700m 
12 〃 支 川 都 川 左・右岸各 6,550m 81 曽 呂 川 曽 呂 川 左・右岸各 5,400m 
13 浜 野 川 浜 野 川 左・右岸各 3,320m 82 加 茂 川 加 茂 川 左・右岸各 22,250m 
14 生 実 川 生 実 川 左・右岸各 2,164m 83 〃 金 山 川 左・右岸各 11,100m 
15 村 田 川 村 田 川 左・右岸各 17,481m 84 〃 銘 川 左・右岸各 3,050m 
16 〃 神 崎 川 左・右岸各 3,900m 85 〃 川 音 川 左・右岸各 1,800m 
17 〃 支川村田川  左・右岸各 8,130m 86 待 崎 川 待 崎 川 左・右岸各 2,400m 
18 〃 瀬 又 川 左・右岸各 1,275m 87 二 夕 間 川 二 夕 間 川 左・右岸各 5,650m 
19 〃 ミ カ ダ 川 左・右岸各 1,500m 88 〃 袋 倉 川 左・右岸各 7,197m 
20 養 老 川 養 老 川 左・右岸各 73,391m 89 神 明 川 神 明 川 左・右岸各 1,500m 
21 〃 内 田 川 左・右岸各 1,200m 90 大 風 沢 川 大 風 沢 川 左・右岸各 7,650m 
22 〃 平 蔵 川 左・右岸各 5,327m 91 開 戸 川 開 戸 川 左・右岸各 1,200m 
23 〃 古 敷 谷 川 左・右岸各 3,000m 92 墨 名 川 墨 名 川 左・右岸各 830m 
24 前 川 前 川 左・右岸各 1,500m 93 清 水 川 清 水 川 左・右岸各 1,800m 
25 椎 津 川 椎 津 川 左・右岸各 4,070m 94 塩 田 川 塩 田 川 左・右岸各 3,670m 
26 浮 戸 川 浮 戸 川 左・右岸各 9,700m 95 〃 新 田 川 左・右岸各 1,400m 
27 小 櫃 川 小 櫃 川 左・右岸各 77,027m 96 夷 隅 川 夷 隅 川 左・右岸各 65,063m 
28 〃 松 川 左・右岸各 7,200m 97 〃 江 場 土 川 左・右岸各 2,700m 
29 〃 槍 水 川 左・右岸各 2,800m 98 〃 落 合 川 左・右岸各 9,927m 
30 〃 武 田 川 左・右岸各 5,200m 99 〃 山 田 川 左・右岸各 8,100m 
31 〃 派川武田川  左・右岸各 1,500m 100 〃 大 野 川 左・右岸各 8,120m 
32 〃 七 曲 川 左・右岸各 6,500m 101 〃 久 保 川 左・右岸各 52m 
33 〃 御 腹 川 左・右岸各 9,050m 102 〃 西 部 田 川 左・右岸各 1,080m 
34 〃 大 森 川 左・右岸各 2,000m 103 〃 沢 山 川 左・右岸各 2,160m 
35 〃 笹 川 左・右岸各 6,660m 104 〃 西 畑 川 左・右岸各 6,982m 
36 矢 那 川 矢 那 川 左・右岸各 10,740m 105 〃 平 沢 川 左・右岸各 4,473m 
37 〃 田 高 川 左・右岸各 1,876m 106 〃 古 新 田 川 左・右岸各 5,000m 
38 〃 平 川 左・右岸各 3,445m 107 一 宮 川 一 宮 川 左・右岸各 30,327m 
39 烏 田 川 烏 田 川 左・右岸各 7,030m 108 〃 瑞 沢 川 左・右岸各 11,628m 
40 畑 沢 川 畑 沢 川 左・右岸各 1,900m 109 〃 埴 生 川 左・右岸各 14,500m 
41 小 糸 川 小 糸 川 左・右岸各 65,316m 110 〃 長 楽 寺 川 左・右岸各 4,120m 
42 〃 江 川 左・右岸各 8,590m 111 〃 小 生 田 川 左・右岸各 5,750m 
43 〃 郡 川 左・右岸各 1,700m 112 〃 佐 坪 川 左・右岸各 1,800m 
44 〃 宮 下 川 左・右岸各 3,840m 113 〃 鶴 枝 川 左・右岸各 6,250m 
45 〃 馬 登 川 左・右岸各 4,010m 114 〃 阿 久 川 左・右岸各 7,633m 
46 〃 梨の木沢川  左・右岸各 2,620m 115 〃 豊 田 川 左・右岸各 7,220m 
47 〃 三 間 川 左・右岸各 3,500m 116 〃 三 途 川 左・右岸各 4,500m 
48 岩 瀬 川 岩 瀬 川 左・右岸各 4,200m 117 〃 水 上 川 左・右岸各 3,450m 
49 小 久 保 川 小 久 保 川 左・右岸各 2,200m 118 南 白 亀 川 南 白 亀 川 左・右岸各 17,498m 
50 染 川 染 川 左・右岸各 5,700m 119 〃 内 谷 川 左・右岸各 6,186m 
51 〃 北 上 川 左・右岸各 2,500m 120 〃 赤 目 川 左・右岸各 7,700m 
52 湊 川 湊 川 左・右岸各 33,136m 121 〃 小 中 川 左・右岸各 8,100m 
53 〃 相 川 左・右岸各 1,000m 122 堀 川 堀 川 左・右岸各 4,500m 
54 〃 不 入 斗 川 左・右岸各 2,500m 123 真 亀 川 真 亀 川 左・右岸各 15,400m 
55 〃 志 駒 川 左・右岸各 9,500m 124 〃 十 文 字 川 左・右岸各 2,800m 
56 〃 高 宕 川 左・右岸各 1,851m 125 作 田 川 作 田 川 左・右岸各 18,218m 
57 白 狐 川 白 狐 川 左・右岸各 1,000m 126 〃 境 川 左・右岸各 9,572m 
58 金 谷 川 金 谷 川 左・右岸各 1,650m 127 〃 源 川 左・右岸各 1,600m 
59 元 名 川 元 名 川 左・右岸各 2,250m 128 木 戸 川 木 戸 川 左・右岸各 20,900m 
60 保 田 川 保 田 川 左・右岸各 4,900m 129 栗 山 川 栗 山 川 左・右岸各 33,743m 
61 佐 久 間 川 佐 久 間 川 左・右岸各 10,500m 130 〃 高 谷 川 左・右岸各 9,594m 
62 岩 井 川 岩 井 川 左・右岸各 3,900m 131 〃 多 古 橋 川 左・右岸各 7,000m 
63 岡 本 川 岡 本 川 左・右岸各 6,605m 132 〃 借 当 川 左・右岸各 5,000m 
64 〃 福 沢 川 左・右岸各 1,900m 133 〃 支川栗山川  左・右岸各 3,000m 
65 平 久 里 川 平 久 里 川 左・右岸各 19,472m 134 新 川 新 川 左・右岸各 20,418m 
66 〃 滝 川 左・右岸各 3,600m 135 〃 七 間 川 左・右岸各 4,500m 
67 〃 山 名 川 左・右岸各 7,000m 136 小 畑 川 小 畑 川 左・右岸各 1,220m 
68 〃 増 間 川 左・右岸各 4,600m      
69 〃 大 谷 川 左・右岸各 920m       
      

計 60水系     
136河川 

左岸 1,083,576m 
      右岸 1,083,576m 
       計  2,167,152m 
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２ 県管理河川等重要水防区域一覧表＜資料８－４＞ 

 表１                              平成24年4月現在 

番号 河川・海岸名 重要水防区域地先名 

1 二級 都   川 千葉市若葉区大草町 

2 市川海岸 市川市高浜 

3 二級 海 老 川 船橋市夏見 

4 一級 旧江戸川 浦安市舞浜～市川市下新宿 

5 浦安海岸 浦安市高洲 

6 一級 国 分 川 松戸市秋山～松戸市和名ヶ谷 

7 一級 国 分 川 松戸市大橋 

8 一級 国 分 川 松戸市大橋 

9 一級 国 分 川 松戸市秋山 

10 一級 春 木 川 市川市曽谷～稲越 

11 一級 真 間 川 市川市市川４丁目～須和田１丁目 

12 一級 大 柏 川 市川市東菅野 

13 一級 真 間 川 市川市八幡6 丁目～八幡5 丁目 

14 一級 真 間 川 市川市八幡5 丁目 

15 一級 大 柏 川 市川市大野町４丁目～鎌ヶ谷市中沢 

16 一級 派川大柏川 市川市東菅野３丁目～東菅野５丁目 

17 二級 養 老 川 市原市出津 

18 二級 養 老 川 市原市西広 

19 二級 椎 津 川 市原市不入斗 

20 二級 前   川 市原市青柳 

21 二級 瀬 又 川 市原市高田 

22 二級 内 田 川 市原市牛久 

23 一級 新 坂 川 松戸市横須賀～馬橋 

24 一級 富 士 川 松戸市幸田～流山市前ヶ崎 

25 一級 国 分 川 松戸市和名ヶ谷 

26 一級 手 賀 沼 我孫子市若松 

27 一級 手 賀 沼 我孫子岡発戸新田～高野山新田 

28 一級 高 崎 川 佐倉市鏑木 

29 一級 旧長門川 栄町酒直  

30 一級 長 門 川 （右岸）栄町酒直No６～ 

31 一級 北印旛沼 栄町酒直（甚兵衛側）No０～ 

32 一級 西印旛沼 印旛村師戸（師戸側）No27＋80～ 

33 一級 西印旛沼 佐倉市先崎（先崎側）No４～ 

34 一級 西印旛沼 佐倉市先崎（先崎側）No52＋30～ 

35 一級 尾羽根川 成田市幡谷 

36 一級 根木名川 成田市荒海No58～64 

37 一級 根木名川 成田市長沼No79＋2.5 

38 一級 根木名川 成田市宝田No86＋44 

39 一級 根木名川 成田市東和田No235～No299+23 

40 一級 根木名川 富里市日吉倉    〃 

41 一級 荒 海 川 成田市成毛No66＋45～No70 
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42 一級 派川根木名川 成田市西大須賀NO4+25～NO28+25 

43 一級 北印旛沼 成田市松崎 

44 一級 北印旛沼 成田市角川 

45 一級 北印旛沼 成田市江川 

46 一級 小 野 川 香取市牧野 

47 一級 黒 部 川 香取市竹之内 

48 一級 黒 部 川 香取市高野 

49 一級 清 水 川 銚子市清川町１～４丁目 

50 二級 借 当 川 多古町中村新田～匝瑳市飯高 

51 二級 栗 山 川 横芝光町屋形 

52 二級 栗 山 川 横芝光町古川 

53 二級 栗 山 川 横芝光町富下 

54 二級 木 戸 川 山武市松尾町折戸 

55 二級 木 戸 川 山武市松尾町金尾 

56 二級 木 戸 川 山武市松尾町下大蔵 

57 二級 木 戸 川 山武市松尾町田越 

58 二級 作 田 川 九十九里町作田 

59 二級 作 田 川 山武市森 

60 二級 真 亀 川 九十九里町真亀 

61 二級 南白亀川 大網白里町大網 

62 二級 南白亀川 大網白里町大網 

63 二級 南白亀川 大網白里町下傍示 

64 二級 一 宮 川 長生郡睦沢町寺崎～松潟堰 

65 二級 瑞 沢 川 長生郡睦沢町寺崎～上市場 

66 二級 南白亀川 長生郡白子町北日当～茂原市清水 

67 二級 落 合 川 いすみ市佐室 

68 二級 塩 田 川 いすみ市寄瀬～造式 

69 二級 夷 隅 川 いすみ市苅谷 

70 二級 加 茂 川 鴨川市大里 

71 二級 加 茂 川 鴨川市吉尾 

72 二級 三 原 川 南房総市和田町中三原 

73 二級 保 田 川 安房郡鋸南町保田 

74 二級 佐久間川 安房郡鋸南町勝山 

75 二級 佐久間川 安房郡鋸南町本郷 

76 二級 岩 井 川 南房総市久枝 

77 二級 平久里川 館山市亀ヶ原 

78 二級 平久里川 南房総市下堀      

79 二級 平久里川 南房総市水汲戸 

80 二級 滝   川 館山市広瀬 

81 二級 汐 入 川 館山市長須賀 

82 二級 汐 入 川 館山市下真倉 

83 二級 山 名 川 南房総市御庄中 

84 二級 境   川 館山市北条、長須賀 

85 二級 瀬 戸 川 南房総市千倉町川合、瀬戸 

86 二級 丸 山 川 南房総市岩糸 

87 二級 丸 山 川 南房総市西原、沓見 
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88 二級 温 石 川 南房総市岩糸 

89 二級 平久里川 館山市正木、湊 

90 保田本郷海岸 安房郡鋸南町保田                   

91 二級 矢 那 川 木更津市富士見～大和 

92 二級 矢 那 川 木更津市大和～請西 

93 二級 松   川 袖ヶ浦市上泉 

94 二級 小 糸 川 君津市中島 

95 二級 小 櫃 川 木更津市畔戸 

96 二級 白 狐 川 富津市竹岡 

97 船形漁港海岸 館山市船形                         

98 富津漁港海岸 富津市富津（富津地区）             

 

表２ 

平成24年4月現在 

番号 河川・海岸名 重要水防区域地先名 

1 一級 印旛放水路 八千代市萱田 

2 一級 印旛放水路 八千代市神野 

3 一級 印旛放水路 千葉市美浜区打瀬 

4 一級 印旛放水路 八千代市米本 

5 二級 谷津川 習志野市茜浜 

6 二級 菊田川 習志野市茜浜 

7 二級 支川菊田川 習志野市秋津 

8 二級 都川 千葉市若葉区太田町 

9 一級 境川 浦安市富岡 

10 一級 境川 浦安市明海２丁目 

11 一級 見明川 浦安市舞浜 

12 一級 見明川 浦安市舞浜２丁目 

13 浦安海岸 浦安市日の出（１） 

14 浦安海岸 浦安市日の出（２） 

15 浦安海岸 浦安市舞浜 

16 一級 境川 浦安市高洲 

17 浦安海岸 浦安市高洲 

18 一級 六間川 松戸市古ヶ崎 

19 一級 富士川 松戸市平賀 

20 一級 手賀沼 柏市片山新田 

21 一級 大津川 鎌ヶ谷市佐津間 

22 一級 長門川 栄町 安食 

23 一級 長門川 栄町 酒直 

24 一級 旧長門川 栄町 安食 

25 一級 北印旛沼 印西市 下井（１） 

- 386 -



  

26 一級 北印旛沼 印西市 下井（２） 

27 一級 北印旛沼 印西市 下井（３） 

28 一級 北印旛沼 印西市 吉高干拓 

29 一級 印旛水路 印西市 吉高 

30 一級 西印旛沼 佐倉市 臼井台 

31 一級 西印旛沼 佐倉市 臼井田（１） 

32 一級 西印旛沼 佐倉市 臼井田（２） 

33 一級 西印旛沼 印西市 山田 

34 一級 西印旛沼 印西市 師戸（１） 

35 一級 西印旛沼 印西市 師戸（２） 

36 一級 西印旛沼 印西市 瀬戸（１） 

37 一級 西印旛沼 印西市 瀬戸（２） 

38 一級 西印旛沼 佐倉市 土浮（１） 

39 一級 西印旛沼 佐倉市 土浮（２） 

40 一級 鹿島川 佐倉市 鹿島干拓 

41 一級 高崎川 酒々井町 馬橋 

42 一級 取香川 成田市小菅 

43 一級 北印旛沼 成田市大竹 

44 一級 北印旛沼 成田市北須賀 

45 二級 栗山川 香取郡多古町三倉 

46 一級 小野川 香取市佐原イ 

47 一級 小野川 香取市牧野 

48 一級 小野川 香取市新市場 

49 一級 黒部川 香取郡東庄町新宿 

50 一級 黒部川 香取郡東庄町笹川い 

51 一級 黒部川 香取市府馬 

52 一級 桁沼川 香取郡東庄町笹川い 

53 一級 与田浦川 香取市扇島 

54 一級 与田浦川 香取市長島 

55 一級 大須賀川 香取市大戸川 

56 一級 上八間川 香取郡神崎町神崎本宿 

57 二級 新川 匝瑳市長谷 

58 二級 木戸川 山武市木戸 

59 二級 栗山川 横芝光町屋形 

60 二級 栗山川 横芝光町木戸 

61 二級 栗山川 横芝光町木戸 

62 二級 栗山川 横芝光町木戸 

63 二級 栗山川 横芝光町木戸 

64 二級 栗山川 横芝光町屋形 

65 二級 作田川 山武市椎崎 
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66 二級 境川 山武市戸田 

67 二級 木戸川 山武市金尾 

68 北九十九里海岸 山武市白幡 

69 北九十九里海岸 横芝光町尾垂 

70 二級 南白亀川 長生郡白子町南日当 

71 一級 真間川 市川市原木 

72 一級 真間川 市川市須和田１～市川４ 

73 一級 国分川 松戸市大橋 

74 一級 春木川 市川市曽谷８ 

75 一級 大柏川 市川市北方町４ 

76 一級 大柏川 市川市柏井４ 

77 一級 大柏川 鎌ケ谷市中沢 
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№ 沿岸名 海岸名 地区海岸名 延長（ｍ）
1 東京湾 浦安 浦安 16,526 千第２３８号 H5.3.12
2 〃 市川 市川 6,785 千第６９８号 S48.3.13
3 〃 市川 市川 1,689 千第５７２号 H16.6.4
4 〃 習志野 習志野 5,100 千第２６７号の２ S33.5.31
5 〃 八幡・姉崎 五井・姉崎 5,785 千第４７１号 S33.10.28
6 〃 袖ヶ浦 奈良輪 501 千第４０４号 H16.3.30
7 〃 木更津 高須 5,000 千第２６７号の２ S33.5.31 千第３１２号 S36.8.8
8 〃 木更津 畔戸 4,450 千第２６７号の２ S33.5.31
9 〃 富津 青堀 2,500 千第３１２号 S36.8.8

10 〃 富津 北富津 700 千第２６７号の２ S33.5.31
11 〃 富津 南富津 3,260 〃 〃
12 〃 大佐和 岩瀬 1,640 〃 〃
13 〃 大佐和 佐貫 2,700 〃 〃
14 〃 大佐和 船端 1,850 〃 〃
15 〃 天羽 東悪波 550 〃 〃
16 〃 天羽 湊 1,150 〃 〃
17 〃 天羽 竹岡 1,300 〃 〃
18 〃 保田 本郷 1,800 〃 〃
19 〃 富山 岩井 2,300 〃 〃
20 〃 富浦 坂本 1,700 〃 〃
21 〃 富浦 新宿 800 千第４７１号 S33.10.28
22 〃 館山 館山 2,000 千第２６７号の２ S33.5.31
23 〃 館山 館山 2,350 〃 〃
24 〃 館山 西岬 1,085 千第２７０号 S55.3.18
25 千葉東 千倉 瀬戸 2,300 千第２６７号の２ S33.5.31
26 〃 千倉 三原 2,700 〃 〃
27 〃 和田 大原 700 千第４０８号 S39.7.21
28 〃 和田 白渚 1,300 千第４７７号の２ S36.11.9
29 〃 江見 内遠野 320 千第４０１号 S38.9.13
30 〃 江見 吉浦 1,000 千第２６７号の２ S33.5.31
31 〃 江見 浜波太 2,100 〃 〃
32 〃 鴨川 前原横渚 1,000 千第１１３号 H元.2.3
33 〃 天津 神明 1,150 千第５３９号 S39.10.2
34 〃 天津小湊 内浦 750 千第４７７号の２ S39.11.9
35 〃 興津 鵜原一号 910 千第２６７号の２ S33.5.31
36 〃 興津 鵜原二号 650 〃 〃
37 〃 興津 守谷 420 〃 〃
38 〃 勝浦 部原 1,870 千第３３０号 S62.3.31
39 〃 大原 日在浦 3,100 千第１９７号 S53.3.10
40 〃 和泉 和泉浦 1,500 千第２７１号 S55.3.18
41 〃 東条 広場・東 3,242 千第１３２号 H18.3.7
42 〃 和田 和田浦 1,400 千第２４３号 S41.4.8
43 〃 網代湾 御宿 970 千第２４２号 〃
44 〃 天津 浜萩一号 1,530 千第６５７号 S41.12.9
45 〃 天津 浜萩二号 360 〃 〃
46 〃 江見 真門 1,375 千第８８３号 S45.12.4
47 〃 岩和田 岩和田 3,860 千第７６号 S53.1.27
48 〃 大船谷 大船谷 5,170 千第７７号 〃
49 〃 太東 太東 3,500 千第２６７号の２ S33.5.31
50 〃 九十九里 南九十九里一号 15,962 千第４３７号 H7.3.31
51 〃 九十九里 南九十九里二号 7,819 千第４３５号 〃
52 〃 九十九里 北九十九里 26,644 千第４３８号 H7.3.31 千第３７０号 H10.3.31
53 〃 飯岡 横根 3,530 千第２６７号の２ S33.5.31
54 〃 飯岡 下永井 1,370 〃 〃
55 〃 飯岡 上永井 2,230 〃 〃
56 〃 屏風ヶ浦 小浜 4,600 〃 〃
57 〃 酉明浦 酉明 1,890 〃 〃
58 〃 君ヶ浜 君ヶ浜 1,644 千第４３６号 H7.3.31

合計 182,387

告示番号及び年月日

国土交通省(旧建設省）所管海岸保全区域〈資料８－４〉
千・・・・・・・・・千葉県

Ｓ・・・昭和　Ｈ・・・平成

平成２４年４月現在

３ 海岸法 海岸保全区域一覧表＜資料８－５＞ 

表１ 国土交通省（旧建設省）所管海岸保全区域 

＜県土整備部河川環境課＞ 
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表２ 国土交通省（旧運輸省）所管海岸                                       ＜県土整備部港湾課＞ 

№ 沿岸名 海岸名 地区海岸 延長 告示年月日及び番号 海岸管理者 

 1 東京湾 千葉港 船橋  11,660  昭和41年 9月20日 

 昭和43年 8月 2日 

 昭和45年 9月18日 

 昭和52年 2月25日 

 平成 2年 3月28日 

 平成10年10月13日 

千葉県告示 第510号 

千葉県告示 第492号 

千葉県告示 第645号 

千葉県告示 第124号 

千葉県告示 第275号 

千葉県告示 第801号 

千葉港港湾管理者 

習志野   3,300  平成 2年 3月28日 千葉県告示 第274号 

千葉  22,613  昭和39年 3月21日 

 昭和45年 7月17日 

 昭和52年 9月 9日 

 昭和61年 7月18日 

 平成 2年 3月28日 

 平成11年 9月10日 

千葉県告示 第131号 

千葉県告示 第460号 

千葉県告示 第600号 

千葉県告示 第636号 

千葉県告示 第273号 

千葉県告示 第766号 

市原  14,000  昭和39年 3月21日 

 平成 2年 3月28日 

千葉県告示 第131号 

千葉県告示 第272号 

 2 東京湾 木更津 木更津  10,230  昭和42年 1月27日 

 昭和51年10月 5日 

 昭和54年12月18日 

 平成 5年11月19日 

 平成11年11月16日 

千葉県告示 第60号 

千葉県告示 第630号 

千葉県告示 第983号 

千葉県告示 第968号 

千葉県告示 第931号 

木更津港港湾管理者 

 3 東京湾 上総湊 湊・竹岡   2,480  昭和43年 5月24日 

 昭和44年11月14日 

 昭和52年 1月14日 

 昭和57年10月22日 

千葉県告示 第350号 

千葉県告示 第733号 

千葉県告示 第18号 

千葉県告示 第825号 

上総湊港港湾管理者 

 4 東京湾 浜金谷 浜金谷   1,900  昭和55年10月28日 

 昭和63年 4月 1日 

千葉県告示 第906号 

千葉県告示 第297号 

浜金谷港港湾管理者 

 5 東京湾 館山港 館山   2,935  昭和41年 5月31日 

 昭和44年12月12日 

 昭和53年12月26日 

 昭和55年10月28日 

千葉県告示 第322号 

千葉県告示 第835号 

千葉県告示 第1033号 

千葉県告示 第905号 

館山港港湾管理者 

 6 千葉東 興津港 興津   1,951  昭和38年12月20日 

 昭和44年11月14日 

 昭和53年 3月 7日 

千葉県告示 第621号 

千葉県告示 第732号 

千葉県告示 第188号 

興津港港湾管理者 

 7 千葉東 名洗港 名洗   5,583  昭和38年 6月28日 

 昭和42年11月24日 

 昭和56年11月 4日 

 平成 4年10月 2日 

千葉県告示 第284号 

千葉県告示 第689号 

千葉県告示 第1074号 

千葉県告示 第773号 

名洗港港湾管理者 
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表３ 農林水産省所管海岸                       ＜農林水産部水産局漁港課＞ 

№ 沿岸名 漁港・海岸名 所在市町村 延長(m) 区 域 管 理 者 

1 千葉東 銚 子 銚 子 市 3,490 昭和48.11.13 千葉県告示第858号 千 葉 県 

2 千葉東 外 川 銚 子 市 1,515 昭和63.10.28 千葉県告示第799号 千 葉 県 

3 千葉東 飯 岡 旭 市 940 昭和33.5.31 千葉県告示第267の2号 千 葉 県 

4 千葉東 栗 山 川 横 芝 町 380 平成4.3.27 千葉県告示第273号 千 葉 県 

5 千葉東 片 貝 九十九里町 1,300 昭和41.11.1 千葉県告示第574号 千 葉 県 

6 千葉東 太 東 岬 町 693 平成3.7.23 千葉県告示第684号 千 葉 県 

7 千葉東 大 原 大 原 町 810 平成8.12.27 千葉県告示第1109号 千 葉 県 

8 千葉東 岩 船 大 原 町 753 平成5.6.22 千葉県告示第597,598号 大 原 町 

9 千葉東 岩 和 田 御 宿 町 300 昭和38.12.10 千葉県告示第594号 御 宿 町 

10 千葉東 御 宿 御 宿 町 156 昭和45.11.4 千葉県告示第794号 御 宿 町 

11 千葉東 勝浦東部 勝 浦 市 1,309 平成6.6.28 千葉県告示第662,664号 勝 浦 市 

12 千葉東 勝 浦 勝 浦 市 900 昭和61.11.14 千葉県告示第1060,1062号 千 葉 県 

13 千葉東 串 浜 勝 浦 市 1,440 平成5.6.22 千葉県告示第599号 勝 浦 市 

14 千葉東 松 部 勝 浦 市 95 平成元.9.12 千葉県告示第821号 勝 浦 市 

15 千葉東 鵜 原 勝 浦 市 1,905 昭和51.4.23 千葉県告示第335号 勝 浦 市 

16 千葉東 守 谷 勝 浦 市 573 昭和38.5.14 千葉県告示第217号 勝 浦 市 

17 千葉東 大 沢 勝 浦 市 610 昭和53.3.10 千葉県告示第195,196号 勝 浦 市 

18 千葉東 小 湊 鴨 川 市 670 平成11.11.30 千葉県告示第968号 千 葉 県 

19 千葉東 天 津 鴨 川 市 310 平成8.12.27 千葉県告示第1108号 千 葉 県 

20 千葉東 鴨 川 鴨 川 市 240 昭和48.8.24 千葉県告示第656,657号 千 葉 県 

21 千葉東 浜 波 太 鴨 川 市 95 平成6.6.28 千葉県告示第663号 鴨 川 市 

22 千葉東 太 夫 崎 鴨 川 市 1,400 昭和41.12.6 千葉県告示第650号 鴨 川 市 

23 千葉東 和 田 南 房 総 市 250 昭和45.6.23 千葉県告示第394,397号 千 葉 県 

24 千葉東 白 子 南 房 総 市 440 昭和40.4.2 千葉県告示第181,182号 南房総市 

25 千葉東 千 倉 南 房 総 市 450 昭和45.5.6 千葉県告示第285,288号 千 葉 県 

26 千葉東 七 浦 南 房 総 市 330 昭和40.5.14 千葉県告示第248,249号 南房総市 

27 千葉東 乙 浜 南 房 総 市 1,260 平成8.9.27 千葉県告示第832号 千 葉 県 

28 千葉東 野 島 南 房 総 市 980 平成3.3.26 千葉県告示第266号 南房総市 

29 千葉東 川 下 南 房 総 市 215 昭和61.7.18 千葉県告示第635号 南房総市 

30 千葉東 富 崎 館 山 市 899 昭和45.6.23 千葉県告示第393,396号 千 葉 県 

31 東京湾 船 形 館 山 市 920 平成14.1.29 千葉県告示第56号 千 葉 県 

32 東京湾 小 浦 南 房 総 市 100 昭和42.6.20 千葉県告示第373号 南房総市 

33 東京湾 高 崎 南 房 総 市 500 昭和42.6.20 千葉県告示第372号 南房総市 

34 東京湾 勝 山 鋸 南 町 410 平成3.2.5 千葉県告示第93,94号 千 葉 県 

35 東京湾 金 谷 富 津 市 90 昭和61.11.14 千葉県告示第1059,1061号 富 津 市 

36 東京湾 竹 岡 富 津 市 485 昭和42.6.20 千葉県告示第371号 富 津 市 

37 東京湾 大 貫 富 津 市 660 昭和40.3.26 千葉県告示第162,163号 富 津 市 

38 東京湾 富 津 富 津 市 3,188 昭和47.5.26 千葉県告示第389号 千 葉 県 

39 東京湾 金 田 木 更 津 市 1,490 平成6.10.14 千葉県告示第861号 木更津市 

※所在市町村は平成２１年４月１日現在
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４ 地すべり防止区域等＜資料８－６＞ 

 

表１ 地すべり防止区域 

区   分 箇     所 備 考 

防止区域 

河川環境課 南房総市山田他 ３０ 表２のとおり 

耕 地 課 鴨川市上他 ５３ 表３のとおり 

森 林 課 南房総市荒川他 ２９ 表４のとおり 

計 １１２区域  

危険箇所 

耕 地 課 館山市川名他 ４４ 表５のとおり 

河川環境課 鴨川市平塚他 ５１ 表６のとおり 

計  ９７区域  

合   計 ２０９区域  
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表２ 地すべり防止区域（国土交通省所管） 

                 ＜県土整備部河川環境課＞   H24 年 4 月現在 

No. 地すべり地域名 郡 市 町 村 名 面積（ha） 指定年月日及び告示番号 

1 平群 南房総市山田 211.70 Ｓ３５.  ３.  ４ 建告示第 ３１５号 

2 富山 南房総市宮谷 55.90 〃 

3 横根 安房郡鋸南町横根 24.50 〃 

4 今平 鴨川市西 42.10 Ｓ３５.  ６.  １ 建告示第１００７号 

5 東 鴨川市東 98.71 
Ｓ３５.  ６.  １               

Ｈ ２.  ３. ３１ 

建告示第１００７号               

建告示第 ８１３号 

6 高田 鴨川市東 38.30 Ｓ３５.  ６.  １ 建告示第１００７号 

7 芝 鴨川市上 31.66 
Ｓ３５.  ６.  １ 

Ｈ１９． ６．２６ 

建告示第１００７号 

国告示第 ８４５号 

8 貝渚 鴨川市貝渚 17.58 
Ｓ３５.  ６.  １   建告示第１００７

号 

9 椎郷 鴨川市平塚 61.67 〃 

10 佐久間森 鴨川市金束 163.66 
Ｓ３５.  ６.  １               

Ｓ５３.  ８. １７   

建告示第１００７号               

建告示第１３５９号 

11 平久里中 南房総市平久里中 73.90 
Ｓ３７. １０.  ７               

Ｓ５３. １２.  ２   

建告示第２５８５号               

建告示第１８０９号 

12 荒戸 鴨川市畑 23.00 
Ｓ３７. １０.  ７               

Ｓ５３.  ８. １７ 

建告示第２５８５号               

建告示第１３５９号 

13 平久里下 南房総市平久里下 32.00 Ｓ４２.  １. １８ 建告示第  ８８号 

14 山中 富津市山中 277.78 
Ｓ４２． ４．２８ 

Ｈ１６． ３．２６ 

建告示第１５６２号 

国告示第 ３７２号 

15 市井原 安房郡鋸南町井原 14.70 Ｓ４３.  ３.  １ 建告示第 ２５２号 

16 外野 南房総市荒川 110.00 〃 

17 吉沢 南房総市吉沢 65.00 〃 

18 二部・検儀谷 南房総市二部、検儀谷 61.00 〃 

19 増間 南房総市増間 500.00 〃 

20 入宇田 南房総市入宇田 7.00 〃 

21 大井 南房総市大井 457.30 
Ｓ４３.  ３.  １               

Ｓ６３.  ７. １８ 

建告示第 ２５２号               

建告示第１５８０号 

22 小山 鴨川市仲 25.50 Ｓ４４.  ６.  ５ 建告示第３０２３号 

23 東星田 南房総市山田 53.78 
Ｓ４４.  ６.  ５ 

Ｈ２０． ６． ６ 

建告示第３０２３号 

国告示第 ７０５号 

24 西平 鴨川市西 38.08 
Ｓ５３.  ８. １７               

Ｈ ２.  ３. ３１ 

建告示第１３５９号               

建告示第 ８１３号 

25 八千代台 八千代市八千代台東６丁目 3.10 Ｓ５５. １２.  ２ 建告示第１８０９号 

26 苅谷 いすみ市苅谷 11.60 Ｓ５６.  ３. １７ 建告示第 ５４５号 

27 上畑 富津市山中 25.60 〃 

28 野々塚 南房総市平久里中 138.60 〃 

29 横尾 鴨川市横尾 45.00 Ｈ ２.  ３. ３１ 建告示第 ８１４号 

30 富貴 富津市金谷 12.40 Ｈ ８． ３. １５ 建告示第 ６６１号 

31 天面 鴨川市天面 10.45 Ｈ２０．１２．２２ 国告示第１４９７号 

合     計  2,731.57   
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表３ 地すべり防止区域（農林水産省農村振興局所管）            

＜農林水産部耕地課＞ 

地域番号 地域名 指定面積 指定年月日 
農林省 

告示番号 
所在地 地域番号 地域名 指定面積 指定年月日 

農林省 

告示番号 
所在地 

1 上 44.34 S.34. 4. 6 299 鴨川市 27 房    田 165.00 S.46. 3.27 633 鴨川市 

2 二    子 37.12 S.34. 4. 6 248 鴨川市 28 石    原 63.00 S.47. 3.24 442 鴨川市 

の 1 二 子（追加） 4.76 S.39. 3. 9 238 鴨川市 の 1 石原 （追加） 19.02 H.12.12. 7 1516 鴨川市 

の 2 二 子（追加） 25.40 S.57. 3.15 540 鴨川市 29 上佐久間 101.00 S.47. 3.24 443 鋸南町 

3 宮    山 16.68 S.39. 2.25 205 鴨川市 30 宮    谷 68.30 S.48. 3.30 742 南房総市 

の 1 宮  山（追加） 7.20 S.40. 3.17 353 鴨川市 31 宮 奈 良 54.30 S.48. 3.30 752 鴨川市 

の 2 宮  山（追加） 9.60 H.元.3.29 469 鴨川市 32 金    谷 75.62 S.48. 3.30 742 富津市 

4 金    束 15.90 S.35. 4.20 302 鴨川市 33 向    根 84.02 S.49. 2.20 86 鋸南町 

5 奥    山 19.70 S.35.10.12 885 鋸南町 34 古    房 56.89 S.49. 2.20 86 鴨川市 

6 中佐久間 77.10 S.35. 4.20 303 鋸南町 35 郷    蔵 68.43 S.50. 3.29 349 富津市 

の 1 
中佐久間（追

加） 
13.40 S.63. 3.22 319 鋸南町 36 佐    野 56.34 S.50. 3.29 349 鴨川市 

7 江    月 24.40 S.39. 3. 9 239 鋸南町 37 瀬    高 89.50 S.50. 3.29 349 鋸南町 

8 道    越 13.50 S.40. 7.29 812 鋸南町 38 奥 道 越 108.36 S.51. 3.25 308 鋸南町 

9 太    田 14.50 S.40.12. 7 1534 鋸南町 39 山    居 49.20 S.51. 3.25 308 鴨川市 

10 畑 80.50 S.42. 3.31 515 鋸南町 40 山    入 60.82 S.51. 3.25 308 鴨川市 

11 田子山田 47.20 S.42. 3.31 516 鋸南町 41 高    塚 17.31 S.51. 3.25 308 富津市 

12 芝    尾 41.51 S.42.12.20 1914 鴨川市 42 大    崩 112.83 S.52. 3.26 299 鋸南町 

13 大 田 代 43.84 S.43. 3.18 372 鴨川市 43 遣    水 44.90 S.53. 3.31 405 鋸南町 

の 1 大田代（追加） 6.80 S.53. 3.31 418 鴨川市 44 北 風 原 61.10 S.53. 3.31 405 鴨川市 

14 本    名 47.71 S.43. 3.18 371 鴨川市 45 永井大橋 55.70 S.53. 3.31 405 鋸南町 

15 小保田南 57.50 S.44. 3.31 413 鋸南町 46 倉    後 45.80 S.55. 3.17 345 鴨川市 

16 小保田北 80.50 S.44. 3.31 414 鋸南町 47 明    下 75.60 S.55. 3.17 346 鋸南町 

の 1 
小保田北（追

加） 
5.40 H. 2. 3.16 427 鋸南町 48 成    川 121.12 S.56. 3.18 371 鴨川市 

17 下 小 原 63.40 S.44. 3.31 411 鴨川市 49 森 66.60 S.56. 3.18 372 鋸南町 

18 釜    沼 57.60 S.44. 3.31 412 鴨川市 50 志    駒 52.58 S.58. 3.23 322 富津市 

の 1 釜  沼（追加） 102.80 S.45. 3.31 461 鴨川市 51 元    名 27.20 S.59. 3.12 631 鋸南町 

19 柿 木 代 56.36 S.44. 3.31 410 鴨川市 52 大    六 42.96 H. 2. 3.16 413 鋸南町 

の 1 柿木代（追加） 119.00 S.45. 3.31 460 鴨川市 の 1 
大六 （追

加） 
3.20 H.12.12. 7 1517 鋸南町 

20 鹿    原 44.16 S.44. 3.31 409 富津市 53 細尾横根 34.38 H. 6. 7. 7 1018 鋸南町 

21 中 尾 原 14.50 S.45. 3.31 426 鋸南町 54 西 条 中 67.00 H．22.3.16 437 鴨川市 

22 江 月 下 74.80 S.45. 3.31 427 鋸南町       

23 西    川 48.40 S.45. 3.31 429 鴨川市 計 ５４地区 3578.95      

24 平久里下吉沢 132.30 S.45. 3.31 428 南房総市 22地区 鴨川市 1568.01      

25 大    沢 139.20 S.46. 3.26 607 南房総市 6地区 富津市 301.89     

26 釜 の 台 32.30 S.46. 3.26 608 富津市 3地区 南房総市 339.80      

の 1 釜の台（追加） 11.49 S.62. 3.27 372 富津市 23地区 鋸南町 1369.25      
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表４ 地すべり防止区域（農林水産省林野庁所管）              

＜農林水産部森林課＞ 

番号 区 域 名 面 積（ha） 指定年月日 所 在 地 

1 荒川 184.60 S34.6.13 南房総市荒川 

2 井野・川上 421.36 
S37.8.17 

南房総市井野、川上、二部、吉沢 
S43.8.7 

3 川代 138.50 S37.8.17 鴨川市川代 

4 細野 298.64 
S37.8.17 

鴨川市細野、宮山、北風原、平塚 
S42.10.3 

5 法明 151.06 
S37.8.17 

鴨川市平塚 
S43.8.7 

6 西 177.54 S38.5.21 鴨川市西 

7 上小原 199.25 
S38.5.26 

鴨川市上小原、西 
S44.11.24 

8 新田 36.30 S38.5.26 南房総市和田町布野、上三原、磑森 

9 八丁 222.71 
S40.7.17 

鴨川市平塚、宮山、仲、大川面、西 
S49.2.18 

10 引越 207.71 S40.7.17 鴨川市金束 

11 細谷 169.86 S42.10.3 鴨川市畑 

12 貝沢 55.31 S44.8.7 南房総市和田町上三原 

13 石間寺 84.87 S44.3.31 鴨川市下小原、西 

14 五十蔵 210.70 S44.11.24 南房総市和田町五十蔵、布野、磑森 

15 西山 36.32 S44.11.24 鴨川市西山、東江見、西江見、東真門 

16 嶺岡 389.26 S44.11.24 
鴨川市平塚       

南房総市大井 

17 南小町 150.57 S45.9.7 鴨川市西、仲、宮山、南小町、上小原 

18 柴 76.25 S45.9.7 南房総市和田町柴 

19 宮下 217.40 S45.12.18 南房総市川谷、宮下 

20 横尾・大川面 211.87 S45.12.18 鴨川市横尾、大川面、宮山、成川 

21 上三原 288.50 S47.12.5 南房総市和田町布野、上三原、磑森 

22 梨沢 89.30 S47.12.11 富津市梨沢 

23 豆木 171.91 S49.2.18 鴨川市北風原、大幡 

24 奈良林 85.86 S49.2.18 鴨川市奈良林、釜沼、古畑 

25 伊予ヶ岳 140.92 S49.2.18 南房総市平久里中、荒川 

26 大川 218.90 S52.6.6 南房総市山田 

27 下沢 172.03 S52.6.7 富津市山中 

28 山名 110.00 S56.5.12 南房総市山名、増間、海老敷 

29 大帷子北 88.56 H2.10.2 安房郡鋸南町大帷子、小保田、保田 

30 山田 116.52 H4.8.5 南房総市平久里中、平九里下、山田 

計 ３０区域 5,122.58     
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表５ 地すべり危険箇所（農林水産省農村振興局所管）            

＜農林水産部耕地課＞ 

箇所 
箇所名 

位               置 
番号 郡市 町村 大字 小字 

1 川名 館山市   川名 芝崎 
2 新井 鴨川市   新井   
3 西山西 鴨川市   西山   
4 仲居・勝方目 鴨川市   北小町 仲尾勝方目 

5 日摺間 鴨川市   太田学 日摺間 

6 粟斗 鴨川市   粟斗 粟斗 
7 八色 鴨川市   八色 花房 
8 広田 鴨川市   上小原 広田 
9 荒戸 鴨川市   荒戸   
10 古房東 鴨川市   古房   
11 松尾寺 鴨川市   古房東   

12 新屋敷 鴨川市   古屋敷   
13 古畑 鴨川市   古畑   
14 上小原北 鴨川市   上小原   
15 太田学 鴨川市   太田学   
16 粟斗南 鴨川市   粟斗   
17 奥谷 鴨川市   奥谷   
18 釜沼 鴨川市   釜沼   
19 宇藤原 富津市   瓜倉   

20 氷柱 富津市   氷柱   
21 筒森 夷隅郡 大多喜町 筒森   
22 山田 いすみ市  山田   
23 木ノ根峠 南房総市  木ノ根峠   
24 福沢 南房総市  福澤   
25 高崎 南房総市  高崎   
26 合戸 南房総市  合戸   
27 宮谷西 南房総市  宮谷   

28 岩井 南房総市  検儀谷 検儀谷 

29 江尻 安房郡 鋸南町 大六 江尻 
30 原 安房郡 鋸南町 中佐久間   
31 横根 安房郡 鋸南町 横根 横根 
32 中根 安房郡 鋸南町 中根   
33 下滝田 南房総市  下滝田 御門 
34 松尾 南房総市  松尾   

35 下組 南房総市  下組   
36 磑森 南房総市  大井 古畑 
37 塩井下 南房総市  塩井   
38 犬切南 南房総市  川谷 犬切 
39 小向 南房総市  川谷   

40 川谷 南房総市 
 川合   
 手塚   

41 小向 南房総市  上三原   

42 道久保 南房総市  道久保   

43 花園東 南房総市  花園   
44 花園 南房総市  花園   
45 小川 南房総市  小川   

合計 ４５箇所         
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表６ 地すべり危険箇所（国土交通省所管） 

H24年4月現在 

＜県土整備部河川環境課＞ 
箇所番号 箇所名 都 市 町 村 大 字 小 字 

1 平 群 南房総市  山田   
2 富 山 南房総市  宮谷   
3 横 根 安房郡 鋸南町 横根   
4 今 平 鴨川市  西   
5 東 鴨川市  東   
6 高田 鴨川市  東   
7 芝 鴨川市  上   
8 貝 渚 鴨川市  貝渚   
9 椎 郷 鴨川市  平塚   
10 佐久間森 鴨川市  金束   
11 平久里中 南房総市  平久里中   
12 荒 戸 鴨川市  畑   
13 平久里下 南房総市  平久里下   
14 山 中 富津市  山中  
15 市井原 安房郡 鋸南町 市井原  
16 外 野 南房総市  荒川  
17 吉 沢 南房総市  吉沢  
18 二部・検儀谷 南房総市  二部・検儀谷   
19 増 間 南房総市  増間  
20 入宇田 南房総市  入宇田   
21 大 井 南房総市  大井  
22 小 山 鴨川市  仲町  
23 東星田 南房総市  山田  
24 西 平 鴨川市  西  
25 八千代台 八千代市  八千代台東  
26 苅 谷 いすみ市  苅谷  
27 上 畑 富津市  山中  
28 野々塚 南房総市  平久里中  
29 横 尾 鴨川市  横尾  
30 富 貴 富津市  金谷  
31 平塚１ 鴨川市  平塚  
32 平塚２ 鴨川市  平塚  
33 平塚３ 鴨川市  平塚  
34 平塚４ 鴨川市  平塚  
35 平塚５ 鴨川市  平塚   
36 平塚６ 鴨川市  平塚   
37 平塚７ 鴨川市  平塚   
38 貝渚２ 鴨川市  貝渚   
39 畑１ 鴨川市  畑   
40 畑２ 鴨川市  畑   
41 畑３ 鴨川市  畑   
42 白井 南房総市  吉沢   
43 犬掛 南房総市  犬掛   
44 湯沢１ 安房郡 鋸南町 横根   
45 湯沢２ 安房郡 鋸南町 横根   
46 元名 安房郡 鋸南町 元名   
47 奥原 富津市  山中   
48 大代 富津市  相谷   
49 神川 鴨川市  駿河浜   
50 峯 鴨川市  東   
51 居倉 南房総市  富浦町居倉   
52 小浦 南房総市  小浦   
合計 ５２箇所      
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５ 急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所一覧表 ＜資料８－７＞ 

     

（１）急傾斜地崩壊危険区域指定地 
    H24.4現在 

＜県土整備部河川環境課＞   

番

号 
地  区  名 所  在  地    面積(㎡) 告示番号及び指定年月日 

1 岩和田 夷隅郡御宿町岩和田 14,803.21  千第402 号 S45.6.26 

2 浜 夷隅郡御宿町浜 15,996.57  千第402 号 S45.6.26 

3 部原 勝浦市部原 15,454.46  千第402 号 S45.6.26 

4 出水 勝浦市出水 37,357.47  
千第402 号 S45.6.26 

千第724 号 S49.8.30 

5 川津 勝浦市川津 14,286.30  千第402 号 S45.6.26 

6 浜勝浦 勝浦市浜勝浦 21,609.19  千第402 号 S45.6.26 

7 寄浦 鴨川市寄浦 19,745.44  千第402 号 S45.6.26 

8 岩崎 東金市岩崎 9,706.17  千第405 号の 2 S46.5.1 

9 谷 東金市谷 31,623.94  千第405 号の 2 S46.5.1 

10 貝渚 鴨川市貝渚 3,786.29  千第405 号の 2 S46.5.1 

11 春日 銚子市春日町 52,416.17  千第140 号 S47.2.25 

12 西小川 銚子市西小川町 25,219.45  
千第140 号 S47.2.25 

千第261 号 H13.3.16 

13 南 銚子市南町 10,165.21  千第140 号 S47.2.25 

14 居合谷 香取郡多古町居合谷 37,764.00  千第140 号 S47.2.25 

15 大堤 山武市松尾町大提 49,248.00  千第140 号 S47.2.25 

16 高根台 香取郡多古町高根台 15,148.00  千第404 号 S47.6.2 

17 小仲台 千葉市稲毛区小仲台 21,046.25  千第661 号 S47.9.26 

18 八千代台東五丁目 八千代市八千代台東五丁目 27,913.04  千第661 号 S47.9.26 

19 馬場 東金市馬場 12,648.74  千第661 号 S47.9.26 

20 久方 匝瑳市久方 21,562.95  千第661 号 S47.9.26 

21 清和甲 旭市清和甲 15,958.00  千第661 号 S47.9.26 
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番

号 
地  区  名 所  在  地    面積(㎡) 告示番号及び指定年月日 

22 裏新町 佐倉市裏新町 9,351.47  千第661 号 S47.9.26 

23 高田 香取郡多古町高田 62,065.06  千第661 号 S47.9.26 

24 高谷 山武郡芝山町高谷 41,122.00  千第661 号 S47.9.26 

25 那古山 館山市那古字那古山 78,213.00  千第79 号 S48.1.30 

26 高根 富津市小久保字高根 25,952.67  千第80 号 S48.1.30 

27 和田 南房総市和田町和田 8,605.00  千第247 号 S49.3.12 

28 上宿台 香取市佐原 43,330.94  千第172 号 S60.2.26 

29 岩井袋 安房郡鋸南町岩井袋 34,129.09  
千第597 号 S49.7.16 

千第156 号 S53.2.21 

30 内宿 安房郡鋸南町内宿 29,001.89  千第172 号 S50.2.18 

31 太海 鴨川市太海浜太海 64,169.45  
千第171 号 S50.2.18 

千第988 号 S52.12.10 

32 北小川 銚子市北小川町東小川町 38,817.20  千第290 号 S50.3.14 

33 奈良輪 袖ヶ浦市奈良輪 33,656.21  千第291 号 S50.3.14 

34 坂田 君津市坂田 101,689.37  千第746 号 S50.9.19 

35 岩ヶ崎 香取市佐原字榎下 10,014.00  千第130 号 S51.2.27 

36 栄町 銚子市妙見町栄町 23,729.51  
千第464 号 S51.7.13 

千第1003 号 H13.11.2 

37 長谷川 君津市長谷川字下平田 2,516.82  千第777 号 S51.12.14 

38 串浜 勝浦市串浜 7,385.63  千第775 号 S51.12.14 

39 天の守 夷隅郡御宿町岩和田 3,638.11  千第776 号 S51.12.14 

40 板井ヶ谷 安房郡鋸南町板井ヶ谷 18,660.84  千第236 号 S52.3.29 

41 石堂 南房総市石堂 16,268.00  千第379 号 S52.6.3 

42 関戸 香取市関戸 15,085.00  千第517 号 S52.7.29 

43 上本郷 松戸市上本郷 7,856.55  千第671 号 S52.10.18 

44 駿河浜 鴨川市駿河浜 6,162.00  千第672 号 S52.10.18 

- 399 -



  

番

号 
地  区  名 所  在  地    面積(㎡) 告示番号及び指定年月日 

45 西門前台 長生郡一宮町西門前台 3,701.00  千第673 号 S52.10.18 

46 大井戸 君津市大井戸 12,782.19  千第79 号 S53.1.27 

47 数馬 富津市数馬 26,062.88  千第80 号 S53.1.27 

48 虫幡 香取市虫幡 15,197.16  
  

千第544 号 H13.4.27 

49 上宿 東金市東金 5,774.47  千第377 号 S53.4.14 

50 墨名 勝浦市出水 18,131.27  千第378 号 S53.4.14 

51 浜行川 勝浦市浜行川 12,090.88  千第379 号 S53.4.14 

52 井戸尻 勝浦市串浜 13,914.30  千第390 号 S53.4.18 

53 三田 勝浦市川津 3,819.52  千第39１号 S53.4.18 

54 萬名浦 勝浦市川津 10,262.69  千第433 号 S53.5.6 

55 内谷 旭市鏑木 6,855.02  千第804 号 S53.10.13 

56 飯塚 匝瑳市飯塚 11,602.33  千第877 号 S53.10.31 

57 釜生 君津市釜生 20,938.90  千第712 号 S53.9.5 

58 富下 山武郡横芝光町富下 39,252.19  千第1027 号 S53.12.22 

59 切通 香取郡多古町切通 25,610.30  
千第853 号 S54.11.2 

千第329 号 H11.3.26 

60 広沼 香取郡多古町広沼 27,875.92  
千第854 号 S54.11.2(15,462.86) 
千第411 号 H20.4.8(12,413.06) 

61 上吹入 山武郡芝山町上吹入 38,287.03  千第855 号 S54.11.2 

62 飯櫃 山武郡芝山町飯櫃 26,066.27  千第856 号 S54.11.2 

63 根本前 南房総市石堂字根本前 29,772.66  千第857 号 S54.11.2 

64 久保 香取市久保 56,345.38  千第134 号 S55.2.5 

65 阿玉台 香取市阿玉台 59,535.67  千第135 号 S55.2.5 

66 津宮 香取市津宮 4,530.65  千第274 号 S55.3.18 

67 辺田前 印西市中根 13,954.12  千第405 号 S55.4.15 
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68 原 君津市坂田 65,332.21  千第553 号 S55.6.17 

69 小浜 南房総市富浦町南無谷 34,877.30  千第877 号 S55.10.21 

70 石小浦 南房総市富浦町南無谷 27,832.94  千第878 号 S55.10.21 

71 宮ノ台 南房総市富浦町豊岡 1,801.62  千第879 号 S55.10.21 

72 松虫 印西市松虫 3,574.00  千第67 号 S56.1.28 

73 弥生 銚子市弥生町１丁目 11,890.55  
千第169 号 S56.2.24 

千第323 号 S57.4.6 

74 富川 銚子市富川町 49,089.68  千第169 号 S56.2.24 

75 金谷 富津市金谷富貴 20,528.36  千第170 号 S56.2.24 

76 椎崎 山武市椎崎向台 12,148.44  
千第171 号 S56.2.24 

千第547 号 H13.4.27 

77 新宿 東金市東金新宿 18,690.03  千第171 号 S56.2.24 

78 上町 山武市成東字内宿 86,826.01  
千第171 号 S56.2.24 

千第139 号 H14.3.12 

79 大黒山 安房郡鋸南町勝山字大黒 22,000.92  千第491 号 S56.5.22 

80 磯ヶ谷 安房郡鋸南町岩井袋字磯ヶ谷 16,541.44  千第491 号 S56.5.22 

81 日蔭 安房郡鋸南町吉浜字日蔭 12,361.63  千第491 号 S56.5.22 

82 亀磯 安房郡鋸南町吉浜字亀磯 8,371.52  千第491 号 S56.5.22 

83 大六 安房郡鋸南町大六字砂田 15,913.78  千第491 号 S56.5.22 

84 笹本 銚子市笹本町西 40,705.39  千第323 号 S57.4.6 

85 亥鼻 千葉市中央区亥鼻 3,815.36  千第337 号 S57.4.13 

86 花崎 成田市花崎町 14,920.63  
千第338 号 S57.4.13 

千第573 号 H12.7.18 

87 浅川 山武郡芝山町岩山字浅川 6,964.76  千第338 号 S57.4.13 

88 大台 山武郡芝山町大台字根古尾 24,922.09  千第338 号 S57.4.13 

89 坂 香取郡多古町坂字砂子 20,001.50  千第338 号 S57.4.13 

90 仁我浦 南房総市和田町仁我浦 72,796.83  千第988 号 S57.12.10 
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91 磯村 鴨川市磯村字北町 3,239.78  千第989 号 S57.12.10 

92 大和田 八千代市大和田 8,610.76  千第990 号 S57.12.10 

93 下新田 袖ヶ浦市下新田 33,679.57  
千第93 号 S58.2.8 

千第827 号 H4.10.27 

94 仲町 成田市仲町 6,270.54  千第379 号 S58.4.30 

95 土屋 成田市土屋 5,767.15  千第379 号 S58.4.30 

96 真間 市川市真間 4,577.74  千第386 号 S58.5.4 

97 大野１ 市川市大野（１） 749.81  千第386 号 S58.5.4 

98 大野２ 市川市大野（２） 1,606.34  千第386 号 S58.5.4 

99 海隣寺 佐倉市海隣寺 10,722.87  千第387 号 S58.5.4 

100 大戸見 君津市大戸見 10,144.17  千第388 号 S58.5.4 

101 湊 富津市湊 35,706.44  千第388 号 S58.5.4 

102 東山 夷隅郡御宿町岩和田字東山 12,105.23  
千第389 号 S58.5.4 

千第466 号 H5.4.20 

103 新官 勝浦市新官 16,864.95  千第389 号 S58.5.4 

104 盛沢 勝浦市沢倉 7,038.69  千第389 号 S58.5.4 

105 船附 勝浦市串浜 10,603.99  千第389 号 S58.5.4 

106 見長谷 勝浦市松部 10,430.98  千第389 号 S58.5.4 

107 中和倉 松戸市中和倉 10,808.78  千第390 号 S58.5.4 

108 栗山 松戸市栗山 2,861.81  千第390 号 S58.5.4 

109 花台 松戸市上本郷 3,788.43  千第390 号 S58.5.4 

110 小原子 山武郡芝山町小原子 27,031.71  千第692 号 S58.9.6 

111 名洗 銚子市名洗 11,050.87  
千第806 号 S58.10.21 

千第975 号 S62.11.4 

112 春日の２ 銚子市春日町 9,228.46  千第807 号 S58.10.21 

113 豊里 銚子市笹本町 42,435.87  千第807 号 S58.10.21 
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114 台方 東金市台方 22,264.33  千第944 号 S58.11.29 

115 辰巳台 市原市辰巳台 36,842.76  千第945 号 S58.11.29 

116 南生実 千葉市中央区南生実町 5,878.75  千第1016 号 S58.12.20 

117 道庭 東金市道庭 4,521.14  千第178 号 S59.3.2 

118 茶畑 香取市府馬字茶畑 10,747.18  千第189 号 S59.3.6 

119 帰命堆 香取市府馬字帰命堆 11,345.39  千第190 号 S59.3.6 

120 押畑 成田市押畑 26,078.96  千第243 号 S59.3.16 

121 部田 香取市竹之内字部田 17,016.99  千第244 号 S59.3.16 

122 田部 香取市田部 28,354.10  千第425 号 S59.4.10 

123 大船谷 いすみ市大原字管之谷 17,030.59  千第426 号 S59.4.10 

124 田尻 富津市金谷字本町 25,277.39  千第424 号 S59.4.10 

125 向台 勝浦市鵜原字向台 3,488.93  千第521 号 S59.5.15 

126 守谷 勝浦市守谷 10,612.83  千第521 号 S59.5.15 

127 墨名の２ 勝浦市墨名 18,486.17  千第522 号 S59.5.15 

128 松部 勝浦市松部 29,641.53  千第522 号 S59.5.15 

129 串浜の２ 勝浦市串浜 6,168.44  千第522 号 S59.5.15 

130 鵜原 勝浦市鵜原 8,806.08  千第522 号 S59.5.15 

131 新地ヶ台 勝浦市勝浦字新地ヶ台 19,847.40  千第522 号 S59.5.15 

132 新官の２ 勝浦市新官 13,242.24  千第522 号 S59.5.15 

133 荒熊 勝浦市守谷字小浦 11,321.77  千第523 号 S59.5.15 

134 吉尾 勝浦市吉尾 92,593.18  
千第523 号 S59.5.15 

千第467 号 H5.4.20 

135 東之谷 勝浦市大沢字東之谷 48,325.83  千第523 号 S59.5.15 

136 向町 南房総市小浦字向町 4,301.61  千第524 号 S59.5.15 
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137 山本の１ 君津市山本字狩塚 39,589.81  千第586 号 S59.6.1 

138 山本の２ 君津市山本字野元 33,371.68  千第586 号 S59.6.1 

139 宮久保 市川市宮久保 9,937.35  千第587 号 S59.6.1 

140 国府台 市川市国府台 4,169.52  
千第587 号 S59.6.1 

千第184 号 S61.3.7 

141 高倉 成田市高倉 15,591.66  千第721 号 S59.7.20 

142 南借当 香取郡多古町南借当 65,155.26  千第722 号 S59.7.20 

143 台作 香取郡多古町御所台 58,297.90  千第722 号 S59.7.20 

144 上泉 袖ヶ浦市上泉 10,954.17  千第873 号 S59.9.11 

145 蓬谷 勝浦市沢倉字蓬谷 3,032.32  千第938 号 S59.10.2 

146 志別当 勝浦市新官字志別当 1,774.99  千第938 号 S59.10.2 

147 西沢 勝浦市沢倉字西沢 8,874.70  千第938 号 S59.10.2 

148 ビリ谷 勝浦市川津字ビリ谷 6,236.65  千第938 号 S59.10.2 

149 向台の２ 勝浦市鵜原字向台 6,275.17  千第938 号 S59.10.2 

150 小森 勝浦市浜行川字小森 13,813.26  千第938 号 S59.10.2 

151 南谷の１ 勝浦市川津字南谷 4,084.59  千第938 号 S59.10.2 

152 南谷の２ 勝浦市川津字南谷 6,202.76  千第938 号 S59.10.2 

153 鶴ヶ沢 勝浦市沢倉字鶴ヶ沢 3,242.26  千第938 号 S59.10.2 

154 家ノ谷 勝浦市鵜原字家ノ谷 4,788.32  千第938 号 S59.10.2 

155 下泉 袖ヶ浦市下泉 27,274.15  千第969 号 S59.10.9 

156 鰭ヶ崎 流山市鰭ヶ崎 5,101.54  千第54 号 S60.1.22 

157 坂ノ下 南房総市富浦町豊岡 52,675.50  千第79 号 S60.1.29 

158 小林 茂原市小林 16,049.92  千第118 号 S60.2.12 

159 欠番[東太田(廃止）] 
木 更 津 市 中 尾 ( 指 定 面 積

11,713.36 ㎡） 
0.00  

（指定）千第119 号 S60.2.12 

（廃止）千第406 号 H16.3.30 
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160 平戸 八千代市平戸 13,083.92  千第139 号 S60.2.19 

161 岩部 香取市岩部 24,378.41  千第173 号 S60.2.26 

162 横根 旭市横根 68,171.00  千第174 号 S60.2.26 

163 園生 千葉市稲毛区園生町 9,983.10  千第694 号 S60.7.12 

164 真間の２ 市川市真間 13,895.06  千第895 号 S60.9.3 

165 国分 市川市国分 4,408.17  千第895 号 S60.9.3 

166 家名 勝浦市興津字家名 12,325.49  千第918 号 S60.9.10 

167 四山ヶ谷 勝浦市浜行川字小滝谷 5,753.40  
千第918 号 S60.9.10 

千第787 号 S61.8.29 

168 北見坊 勝浦市新官字北見坊 8,258.62  千第918 号 S60.9.10 

169 浜勝浦の３ 勝浦市浜勝浦字新屋敷 13,410.99  千第918 号 S60.9.10 

170 岩船 いすみ市岩船 77,948.47  
千第973 号 S60.10.1 

千第307 号 H5.3.26 

171 矢差戸 いすみ市字矢差戸 36,656.46  千第973 号 S60.10.1 

172 阿玉台の３ 香取市阿玉台 3,571.00  千第974 号 S60.10.1 

173 押畑の２ 成田市押畑 23,300.54  千第975 号 S60.10.1 

174 道庭の２ 東金市道庭 14,867.87  千第976 号 S60.10.1 

175 佐原ホ 香取市佐原ホ 15,065.59  千第1000 号 S60.10.8 

176 内出 勝浦市部原 27,849.17  千第1017 号 S60.10.15 

177 大船谷の２ いすみ市大原 114,928.61  千第1017 号 S60.10.15 

178 東金山 成田市東金山 29,297.78  千第1016 号 S60.10.15 

179 高根 香取郡多古町多古 14,333.43  千第1016 号 S60.10.15 

180 阿玉台の２ 香取市阿玉台 21,469.68  千第1120 号 S60.11.8 

181 西大須賀 成田市西大須賀 18,139.42  千第1265 号 S60.12.17 

182 真行寺 山武市真行寺 64,216.64  千第1276 号 S60.12.24 
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183 萱野 山武郡大網白里町萱野 23,898.00  千第1276 号 S60.12.24 

184 春日の３ 銚子市春日町 7,561.29  千第53 号 S61.1.28 

185 真浦 南房総市和田町真浦 35,144.06  千第54 号 S61.1.28 

186 下西山 鎌ヶ谷市道野辺字下西山 1,793.25  千第181 号 S61.3.7 

187 新作 松戸市新作 1,374.62  千第182 号 S61.3.7 

188 森戸 銚子市森戸町 35,984.02  

千第183 号 S61.3.7 

千第29 号 H22.01.29(25,394.22

㎡) 

189 上泉の２ 袖ヶ浦市上泉 20,740.97  千第254 号 S61.3.25 

190 野里 袖ヶ浦市野里 19,113.35  千第254 号 S61.3.25 

191 川津北 勝浦市川津 79,398.63  

千第313 号 S61.4.1 

千第386 号 H6.3.29 

千第730 号 Ｈ15.9.5 

192 赤発毛 松戸市赤発毛 1,038.50  千第649 号 S61.7.25 

193 滑川 成田市滑川 19,235.18  千第650 号 S61.7.25 

194 神崎本宿 香取郡神崎町神崎本宿 5,514.68  千第651 号 S61.7.25 

195 一本松 香取市小川 4,805.55  千第652 号 S61.7.25 

196 欠番       

197 長ヶ谷 勝浦市出水 18,138.50  千第788 号 S61.8.29 

198 本宿 山武郡大網白里町大網 7,940.89  千第901 号 S61.10.11 

199 大野の３ 市川市大野町４丁目 23,933.42  

千第1043 号 S61.11.7 

千第 239 号 H17.3.18 

千第603 号  H20.7.18 

200 国分の２ 市川市国分５丁目 12,473.21  千第1043 号 S61.11.7 

201 入山崎 匝瑳市入山崎 94,626.50  千第1081 号 S61.11.21 

202 松之郷 東金市松之郷 7,660.14  千第331 号 S62.3.31 

203 大金平 松戸市大金平 2,578.94  千第368 号 S62.4.10 

204 房根 袖ヶ浦市上泉 16,266.70  千第392 号 S62.4.21 
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205 金谷新町 富津市金谷 24,024.69  千第419 号 S62.4.28 

206 怒田 君津市怒田 29,465.17  千第418 号 S62.4.28 

207 長浦 袖ヶ浦市蔵波 2,935.00  千第553 号 S62.6.5 

208 真野 南房総市久保 36,170.64  千第552 号 S62.6.5 

209 南ヶ谷 南房総市小浦 4,076.97  千第552 号 S62.6.5 

210 丹生の１ 南房総市富浦町丹生 9,998.67  千第552 号 S62.6.5 

211 丹生の２ 南房総市富浦町丹生 18,235.17  千第552 号 S62.6.5 

212 丹生の３ 南房総市富浦町丹生 14,014.11  千第552 号 S62.6.5 

213 並木町 佐倉市並木町 2,328.00  千第633 号 S62.7.14 

214 六崎 佐倉市六崎 6,354.20  千第633 号 S62.7.14 

215 萩ノ谷 富津市亀田 3,592.00  千第634 号 S62.7.14 

216 新町 夷隅郡御宿町新町 6,080.91  千第635 号 S62.7.14 

217 入 香取市府馬 14,805.27  千第790 号 S62.8.28 

218 原宿 香取市府馬 8,189.39  千第790 号 S62.8.28 

219 沢 香取市沢 8,365.09  千第790 号 S62.8.28 

220 右京谷津 佐倉市鏑木町 1,841.91  千第881 号 S62.10.6 

221 坂塙 香取市府馬 4,044.29  千第72 号 S63.2.2 

222 南 香取市新里 4,257.77  千第72 号 S63.2.2 

223 岡飯田の１ 香取市岡飯田 69,373.17  

千第72 号 S63.2.2 

千第579 号 H2.6.29 

千第903 号 H12.12.26 

224 下永吉 茂原市下永吉 16,439.30  千第179 号 S63.3.4 

225 米満 長生郡長南町米満 854.00  千第179 号 S63.3.4 

226 新屋敷 鴨川市太海 13,930.12  千第244 号 S63.3.25 

227 島田 八千代市島田 9,667.07  千第267 号 S63.3.29 
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228 玉造 香取市玉造 4,842.46  千第268 号 S63.3.29 

229 平台 香取市佐原 10,148.12  千第268 号 S63.3.29 

230 毛成 香取郡神崎町毛成 4,348.51  千第268 号 S63.3.29 

231 笊田 山武郡大網白里町大網 2,119.85  千第269 号 S63.3.29 

232 田越１ 山武市松尾町田越 14,677.67  千第269 号 S63.3.29 

233 田越２ 山武市松尾町田越 20,717.20  千第269 号 S63.3.29 

234 寺崎 山武市寺崎 6,219.56  千第269 号 S63.3.29 

235 新泉 山武市新泉 37,058.55  千第269 号 S63.3.29 

236 家之子 東金市家之子 27,690.97  千第269 号 S63.3.29 

237 台田 茂原市台田 5,010.00  千第270 号 S63.3.29 

238 富士ノ腰 長生郡睦沢町寺崎 3,078.00  千第270 号 S63.3.29 

239 鬼ヶ谷１ 富津市金谷 12,459.65  千第357 号 S63.4.22 

240 鬼ヶ谷２ 富津市金谷 6,592.94  千第357 号 S63.4.22 

241 山室 山武市松尾町山室 15,737.43  千第570 号 S63.7.19 

242 下金山 成田市下金山 17,380.03  千第983 号 S63.12.20 

243 新町 成田市新町 2,885.57  千第86 号 H 元.1.31 

244 内野 香取市内野 5,696.41  
千第477 号 H 元.4.14 

千第613 号 H15.7.11 

245 田越３ 山武市松尾町田越 6,259.04  千第487 号 H 元.4.18 

246 八木 旭市八木字街道 10,255.40  
千第531 号 H 元.5.12 

千第952 号 H7.11.14 

247 諸持 銚子市諸持町 29,828.22  千第640 号 H 元.6.23 

248 名洗２ 銚子市名洗町 1,359.50  千第726 号 H 元.7.21 

249 上宿２ 東金市東金 10,936.08  千第775 号 H 元.8.22 

250 園生町 千葉市稲毛区園生町 2,928.89  千第784 号 H 元.8.25 
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251 萱田町 八千代市萱田町 1,318.17  千第839 号 H 元.9.19 

252 真里谷 木更津市真里谷 30,388.90  千第934 号 H 元.10.20 

253 中和倉２ 松戸市中和倉 1,366.72  千第970 号 H 元.10.31 

254 神納 袖ヶ浦市神納字中辻 17,895.52  
千第1026 号 H 元.11.10 

千第263 号 H8.3.15 

255 神崎本宿２ 香取郡神崎町神崎本宿 14,696.38  
千第14 号 H2.1.12 

千第500 号 H8.4.23 

256 国分の３ 市川市国分４丁目 2,745.14  千第126 号 H2.2.23 

257 飯塚の２ 匝瑳市飯塚 10,098.80  千第202 号 H2.3.20 

258 谷津 習志野市谷津２丁目 591.82  千第203 号 H2.3.20 

259 椎崎の２ 山武市椎崎 8,088.24  千第309 号 H2.3.30 

260 大木 山武市大木 7,170.33  千第367 号 H2.4.6 

261 長谷 鴨川市小湊 12,661.32  
千第502 号 H2.6.1 

千第581 号 H8.5.31 

262 岩井 旭市岩井 58,715.59  

千第578 号 H2.6.29 

千第1022 号 H3.11.29 

千第732 号 H11.8.27 

263 潤井戸 市原市潤井戸 3,367.04  千第712 号 H2.8.31 

264 勝間の１ 市原市勝間 15,815.01  千第712 号 H2.8.31 

265 勝間の２ 市原市勝間 7,605.82  千第712 号 H2.8.31 

266 飯富 袖ヶ浦市飯富 30,474.39  
千第713 号 H2.8.31 

千第1018 号 H11.12.21 

267 江川 匝瑳市吉田 37,015.68  
千第791 号 H2.10.5 

千第757 号 H14.10.8 

268 四街道 四街道市四街道 5,662.37  千第121 号 H3.2.19 

269 松之郷の２ 東金市松之郷 14,240.45  
千第120 号 H3.2.19 

千第286 号 H18.3.31 

270 大貫 香取郡神崎町大貫 15,764.73  千第184 号 H3.3.8 

271 南の２ 香取市新里 2,015.40  千第515 号 H3.5.17 

272 奥山 香取市府馬 3,099.02  千第516 号 H3.5.17 
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273 三崎 銚子市三崎町１丁目 1,698.02  千第554 号 H3.5.31 

274 相川 富津市相川 20,110.61  千第555 号 H3.5.31 

275 船形 成田市船形 14,188.52  千第583 号 H3.6.7 

276 桜井 銚子市桜井町 21,023.21  千第795 号 H3.9.6 

277 大堀 匝瑳市大堀 41,440.88  千第857 号 H3.10.8 

278 山倉 香取市山倉 16,490.20  
千第902 号 H3.10.29 

千第343 号 H5.3.30 

279 鷺沼 習志野市鷺沼３丁目 10,245.05  千第1094 号 H3.12.17 

280 佐野 香取郡多古町喜多 11,524.00  千第1119 号 H3.12.24 

281 塙 旭市塙 22,113.00  千第58 号 H4.2.7 

282 大井戸２ 君津市大井戸 2,086.32  千第89 号 H4.2.21 

283 糸川 君津市糸川 7,533.00  千第89 号 H4.2.21 

284 小山町 千葉市緑区小山町 14,139.83  千第251 号 H4.3.24 

285 長岡東 香取市長岡 6,454.39  千第582 号 H4.7.10 

286 飯田１ 佐倉市飯田 19,218.71  千第715 号 H4.9.4 

287 実入 鴨川市実入 18,894.77  千第746 号 H4.9.18 

288 長岡 香取市長岡 10,417.59  千第826 号 H4.10.27 

289 鳩山 香取市鳩山 2,292.40  千第826 号 H4.10.27 

290 花台（印西市） 印西市瀬戸 51,033.43  
千第825 号 H4.10.27 

千第770 号 H10.9.29 

291 下門前 成田市名古屋 9,863.42  千第25 号 H5.1.12 

292 下門前２ 成田市名古屋 10,445.61  千第25 号 H5.1.12 

293 名木 成田市名木 5,206.39  千第25 号 H5.1.12 

294 検見川町５丁目 
千葉市花見川区検見川町５丁

目 
3,001.98  千第50 号 H5.1.22 

295 藤崎 習志野市藤崎２丁目 4,493.63  千第51 号 H5.1.22 
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296 大和田 成田市大和田 4,051.59  千第52 号 H5.1.22 

297 四谷 成田市西大須賀 4,229.72  千第52 号 H5.1.22 

298 成井 成田市成井 4,951.59  千第52 号 H5.1.22 

299 松部２ 勝浦市松部字新屋敷 16,651.18  千第53 号 H5.1.22 

300 大作 勝浦市守谷字大作 10,529.35  千第53 号 H5.1.22 

301 岩和田２ 夷隅郡御宿町岩和田字小波月 20,460.73  千第54 号 H5.1.22 

302 松部３ 勝浦市松部字本郷台 15,865.98  千第120 号 H5.2.12 

303 臼井台 佐倉市臼井台 10,350.39  千第141 号 H5.2.19 

304 矢差戸２ いすみ市大原字萩之澤 37,751.51  千第169 号 H5.2.26 

305 稲荷入 香取郡東庄町東和田字稲荷入 8,713.19  千第250 号 H5.3.16 

306 岩船２ いすみ市岩船字真間 10,431.99  
千第251 号 H5.3.16 

千第392 号  H21.4.17(4,613.28 ㎡) 

307 川津２ 勝浦市川津 21,731.34  千第435 号 H5.4.6 

308 綱島 茂原市綱島字鼠谷 6,510.01  千第448 号 H5.4.13 

309 桂 茂原市桂字滝ノ谷 27,390.00  千第448 号 H5.4.13 

310 宝米 山武郡横芝光町宝米 29,763.61  千第1046 号 H5.12.17 

311 人見 君津市人見字山下 45,893.99  
千第1045 号 H5.12.17 

千第409 号 H12.4.21 

312 柏熊 香取郡多古町南玉造字柏熊 9,931.58  千第27 号 H6.1.14 

313 橋替１ 香取市玉造字上谷津 2,441.92  千第42 号 H6.1.21 

314 橋替２ 香取市佐原字橋替 3,913.00  千第116 号 H6.2,18 

315 大厩 市原市大厩字川上 11,091.55  千第117 号 H6.2,18 

316 木崎 柏市布施字木崎 10,572.00  千第170 号 H6.3.1 

317 神崎神宿 香取郡神崎町神崎神宿字代山 16,892.18  千第242 号 H6.3.18 

318 清澄 鴨川市清澄字表口 7,023.73  千第243 号 H6.3.18 
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319 志代地 香取郡多古町南玉造字志代地 4,084.95  千第385 号 H6.3.29 

320 下泉２ 袖ヶ浦市下泉字谷田 11,676.89  千第499 号 H6.4.12 

321 西田部 香取市西田部字道坂 15,199.76  千第516 号 H6.4.22 

322 八幡 富津市八幡字上町 2,647.44  千第560 号 H6.5.17 

323 虫幡２ 香取市虫幡字矢ノ谷 12,346.98  千第657 号 H6.6.24 

324 苅毛 香取市苅毛字常磐 13,562.83  千第658 号 H6.6.24 

325 高萩 香取市高萩字向 15,931.06  千第702 号 H6.7.19 

326 畑沢 木更津市畑沢字岡清水 1,701.88  千第1037 号 H6.12.6 

327 屋敷 習志野市屋敷３丁目 2,624.57  千第5 号 H7.1.10 

328 小浜 木更津市小浜字向山 1,680.11  千第33 号 H7.1.20 

329 桑納 八千代市桑納字御道後 8,345.54  千第34 号 H7.1.20 

330 島田２ 八千代市島田字腰巻 6,294.92  千第34 号 H7.1.20 

331 村上 八千代市村上喜作台 7,675.21  千第35 号 H7.1.20 

332 浜２ 夷隅郡御宿町浜字岩ヶ山 6,094.86  千第105 号 H7.2.10 

333 玉造２ 香取市玉造字佐原道 2,930.20  千第151 号 H7.2.24 

334 伊能 成田市伊能字御手洗水 9,949.29  千第187 号 H7.3.3 

335 沢２ 香取市沢字辺田 9,251.20  千第188 号 H7.3.3 

336 沢３ 香取市沢字十坪 5,505.68  千第188 号 H7.3.3 

337 沢４ 香取市沢字野口 3,977.40  千第188 号 H7.3.3 

338 谷三倉 香取郡多古町谷三倉字ワキ 5,798.88  千第189 号 H7.3.3 

339 津富浦 成田市津富浦字根堀 16,487.18  千第248 号 H7.3.17 

340 柴田 成田市柴田字大久保 11,724.37  千第394 号 H7.3.31 

341 宝田 成田市宝田字後 23,761.48  千第475 号 H7.4.14 
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342 米本 八千代市米本字辺田台 17,779.87  千第546 号 H7.5.23 

343 板倉町 千葉市緑区板倉町 13,625.69  千第613 号 H7.6.20 

344 畑沢２ 木更津市畑沢一丁目 7,709.16  
千第614 号 H7.6.20 

千第399 号 H8.3.29 

345 大草町 千葉市若葉区大草町 18,336.13  千第626 号 H7.6.23 

346 花輪 八千代市吉橋字花輪 11,475.22  千第627 号 H7.6.23 

347 谷萩 富津市萩生字木出根 15,685.08  千第729 号 H7.8.18 

348 大生 成田市大生字宮前 11,954.86  千第776 号 H7.9.12 

349 芦田 成田市芦田字海老川 12,114.93  千第810 号 H7.10.3 

350 押畑３ 成田市押畑字西ノ内 7,609.16  千第10 号 H8.1.9 

351 怒田２ 君津市怒田字鶴巻 18,281.27  千第11 号 H8.1.9 

352 西小川２ 銚子市西小川町 2,767.46  千第131 号 H8.2.23 

353 並木 香取郡神崎町並木字東ノ城 5,068.90  千第250 号 H8.3.12 

354 南小川 銚子市南小川町 4,400.46  千第251 号 H8.3.12 

355 神納２ 袖ヶ浦市神納字則功 21,761.55  千第262 号 H8.3.15 

356 笠神 印西市笠神 8,803.49  千第347 号 H8.3.26 

357 寺作 香取郡多古町寺作字内谷 35,573.11  千第348 号 H8.3.26 

358 見広 旭市見広字東海道 21,467.52  千第349 号 H8.3.26 

359 飯富２ 袖ヶ浦市飯富字東 22,041.84  千第350 号 H8.3.26 

360 角来 佐倉市江原新田字明神前 21,165.20  千第471 号 H8.4.5 

361 橋替３ 香取市玉造字萩ノ作 4,632.58  千第499 号 H8.4.23 

362 向畑 南房総市和田町小川 5,223.22  千第581 号 H8.5.31 

363 油井 東金市油井字油井根 28,568.99  千第974 号 H8.11.1 

364 下高野２ 八千代市下高野字亀井田 9,636.73  千第356 号 H9.4.8 
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365 小池 八千代市小池字小野 5,468.75  千第357 号 H9.4.8 

366 小浦 南房総市和田町和田 1,492.57  千第425 号 H9.4.30 

367 本北方 市川市本北方３丁目 6,111.08  千第426 号 H9.4.30 

368 内浦 鴨川市内浦字大風沢谷 10,848.87  千第487 号 H9.6.6 

369 和泉 香取市和泉 53,937.65  千第864 号 H9.12.5 

370 腰巻 柏市布瀬字腰巻 6,069.79  千第865 号 H9.12.5 

371 大和田２ 成田市大和田 1,709.47  千第112 号 H10.2.13 

372 奉免 市原市奉免字辺田多 12,452.60  千第209 号 H10.3.13 

373 久留里市場 君津市久留里市場字安住原 1,297.78  千第371 号 H10.3.31 

374 飯富３ 袖ヶ浦市飯富字西 5,820.95  千第372 号 H10.3.31 

375 田町 成田市田町 4,647.66  千第454 号 H10.4.24 

376 田部２ 香取市田部 2,656.98  千第555 号 H10.6.5 

377 飯岡 成田市飯岡 8,437.42  千第718 号 H10.9.4 

378 井戸山 香取郡多古町井戸山 6,564.22  千第719 号 H10.9.4 

379 所 成田市所 4,136.56  千第742 号 H10.9.18 

380 南中 香取郡多古町南中 5,411.85  千第743 号 H10.9.18 

381 椎名崎町 千葉市緑区椎名崎町 6,294.05  千第984 号 H10.12.18 

382 宝田４ 成田市宝田 16,500.52  千第9 号 H11.1.5 

383 荒海 成田市荒海 6,040.52  千第26 号 H11.1.18 

384 田中 東金市田中 1,720.39  千第27 号 H11.1.18 

385 田間 東金市田間 4,108.92  千第30 号 H11.1.22 

386 舟戸 香取郡東庄町舟戸 2,471.42  千第45 号 H11.1.26 

387 春日の４ 銚子市春日町 8,126.02  千第95 号 H11.2.16 
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番

号 
地  区  名 所  在  地    面積(㎡) 告示番号及び指定年月日 

388 大草町２ 千葉市若葉区大草町 7,224.17  千第217 号 H11.3.16 

389 台方 成田市台方 6,308.53  千第326 号 H11.3.26 

390 宝田３ 成田市宝田 17,886.17  千第327 号 H11.3.26 

391 関戸 成田市関戸 25,753.37  千第328 号 H11.3.26 

392 大堀３ 匝瑳市大堀 23,194.11  千第540 号 H11.5.25 

393 島田４ 八千代市島田 10,622.75  千第541 号 H11.5.25 

394 奈良輪２ 袖ヶ浦市奈良輪 3,985.36  
千第598 号 H11.6.18 

千第546 号 H13.4.27 

395 幡谷 成田市幡谷 11,820.56  千第647 号 H11.7.13 

396 下門前３ 成田市名古屋 4,327.13  千第648 号 H11.7.13 

397 下金山２ 成田市下金山 12,662.75  千第688 号 H11.8.3 

398 立野 香取郡神崎町立野 1,827.48  千第689 号 H11.8.3 

399 蔵波 袖ヶ浦市蔵波 10,905.96  千第731 号 H11.8.27 

400 鏑木町 佐倉市鏑木町 2,676.05  千第922 号 H11.11.12 

401 八本１ 香取市八本 1,373.00  千第923 号 H11.11.12 

402 稲毛東二丁目 千葉市稲毛区稲毛東二丁目 1,527.06  千第965 号 H11.11.26 

403 平戸２ 八千代市平戸西之上 10,610.66  千第966 号 H11.11.26 

404 高座木 佐倉市飯野堀ノ内 21,058.77  
千第988 号 H11.12.7 

千第757 号 H14.10.8 

405 貝塚４ 香取市貝塚 9,527.00  千第44 号 H12.1.21 

406 阿玉台５ 香取市阿玉台 998.45  千第79 号 H12.2.8 

407 阿玉台４ 香取市阿玉台 1,928.00  千第80 号 H12.2.8 

408 清滝 旭市清滝 25,721.58  千第81 号 H12.2.8 

409 株木 印西市萩原 11,948.00  千第221 号 H12.3.24 

410 貝塚２ 香取市貝塚 41,417.00  千第527 号 H12.6.23 
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番

号 
地  区  名 所  在  地    面積(㎡) 告示番号及び指定年月日 

411 北羽鳥 成田市北羽鳥 7,868.47  千第571 号 H12.7.18 

412 戸崎 印西市戸崎 13,054.00  千第572 号 H12.7.18 

413 内浦２ 鴨川市内浦 12,945.75  千第586 号 H12.8.1 

414 勝山 安房郡鋸南町勝山 2,475.91  千第610 号 H12.8.22 

415 久麦 南房総市西原 41,242.75  千第630 号 H12.9.1 

416 八重崎２ 匝瑳市八重崎 17,835.60  千第676 号 H12.9.26 

417 貝塚１ 香取市貝塚 8,716.00  千第698 号 H12.10.6 

418 貝塚３ 香取市貝塚 18,318.35  千第699 号 H12.10.6 

419 虫幡３ 香取市虫幡 4,097.00  千第700 号 H12.10.6 

420 豊和２ 匝瑳市大寺 1,715.00  千第851 号 H12.12.8 

421 下金山３ 成田市下金山 8,531.80  千第127 号 H13.2.9 

422 花崎町２ 成田市花崎町 2,972.94  千第126 号 H13.2.9 

423 新町２ 成田市新町 9,097.97  千第128 号 H13.2.9 

424 和田 成田市和田 8,342.99  千第125 号 H13.2.9 

425 宝田５ 成田市宝田 7,832.78  千第162 号 H13.2.20 

426 大角 香取市大角 7,428.31  千第163 号 H13.2.20 

427 岡飯田の３ 香取市飯田 15,623.75  千第167 号 H13.2.23 

428 岡飯田の２ 香取市飯田 5,487.00  千第211 号 H13.3.2 

429 須和田 市川市須和田2 丁目 2,042.15  千第504 号 H13.4.3 

430 桑橋１ 八千代市桑橋 4,803.43  千第543 号 H13.4.27 

431 中津田 山武市中津田 7,915.77  千第545 号 H13.4.27 

432 真行寺２ 山武市真行寺 6,644.06  千第562 号 H13.5.8 

433 松之郷の３ 東金市松之郷 14,735.97  千第599 号 H13.5.11 

434 東金金谷 東金市金谷 23,796.68  千第600 号 H13.5.11 
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番

号 
地  区  名 所  在  地    面積(㎡) 告示番号及び指定年月日 

435 桑橋３ 八千代市桑橋 4,984.94  千第646 号 H13.5.25 

436 相浜 館山市相浜 4,666.17  千第645 号 H13.5.25 

437 成毛１ 成田市成毛 9,250.76  千第668 号 H13.6.5 

438 田部玉 香取市田部玉 31,657.44  千第727 号 H13.7.3 

439 塩浦 南房総市白浜町塩浦 9,642.48  千第917 号 H13.10.16 

440 島田３ 八千代市島田 17,210.71  千第916 号 H13.10.16 

441 大上 長生郡睦沢町大上 25,709.36  千第1012 号 H13.11.2 

442 大竹２ 成田市大竹 10,964.81  千第57 号 H14.1.29 

443 成毛２ 成田市成毛 5,610.55  千第58 号 H14.1.29 

444 赤荻 成田市赤荻 2,494.39  千第59 号 H14.1.29 

445 高山田 夷隅郡御宿町高山田 29,748.51  千第96 号 H14.2.26 

446 新妻 成田市新妻 19,798.61  千第137 号 H14.3.12 

447 三十根 いすみ市岩船 57,453.20  千第138 号 H14.3.12 

448 駒形 勝浦市川津 10,295.41  千第413 号 H14.5.10 

449 大井 いすみ市大原 31,308.15  千第414 号 H14.5.10 

450 清澄２ 鴨川市清澄 2,330.77  千第415 号 H14.5.10 

451 所２ 成田市所 13,682.22  千第634 号 H14.8.9 

452 長作町６ 千葉市花見川区長作町 6,416.07  千第698 号 H14.9.13 

453 宝田２ 成田市宝田 11,359.01  千第954 号 H14.12.20 

454 手賀１ 柏市手賀 1,633.86  千第77 号 H15.2.7 

455 手賀２ 柏市手賀 2,599.84  千第78 号 H15.2.7 

456 奥野 市原市奥野 20,136.00  千第470 号  H15.5.9 

457 鏑木２ 
佐倉市鏑木町雲井戸・牛房鼻・

根崎 
22,145.00  千第612 号  H15.7.11 

458 大竹４ 成田市大竹 5,942.22  千第729 号  Ｈ15.9.5 
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番

号 
地  区  名 所  在  地    面積(㎡) 告示番号及び指定年月日 

459 多田新田 香取市多田 2,297.96  千第791 号  Ｈ15.9.30 

460 吉橋 八千代市吉橋 4,069.38  千第1033 号  Ｈ15.12.26 

461 柏熊２ 香取市郡多古町南玉造 26,951.69  千第209 号  Ｈ15.12.26 

462 国分の４ 市川市国分 9,999.77  

千第405 号   
Ｈ16.3.30(8,419.26) 
千第287 号   
Ｈ18.3.31(1,580.51) 

463 寺崎 佐倉市寺崎 24,949.00  
千第４６８号  H16.4.9 
千第７３５号  H20.10.10 

464 上泉町２ 千葉市若葉区上泉町 5,496.76  
千第５７３号  H16.6.4 
千第130 号 H24.3.2 

465 釜滝 南房総市珠師ヶ谷 12,651.59  千第５７４号  Ｈ16.6.4 

466 大草町１ 千葉市若葉区大草町 8,712.27  千第６５６号 H16.7.9 

467 天戸町２ 千葉市花見川区天戸町 10,693.18  千第７７４号 H16.9.7 

468 赤荻３ 成田市赤荻 2,277.90  千第８０２号 H16.9.28 

469 赤荻２ 成田市赤荻 3,232.64  千第８０３号 H16.9.28 

470 東和泉２ 成田市東和泉 3,217.37  千第８０４号 H16.9.28 

471 羽鳥 佐倉市羽鳥 6,771.00  千第８８１号 Ｈ16.10.29 

472 興津 印旛郡栄町興津 23,720.00  千第９４６号 Ｈ16.11.2 

473 桑納２ 八千代市桑納 13,568.17  千第１５８号 H17.3.1 

474 山崎 佐倉市山崎 7,047.00  千第２３８号 Ｈ17.3.18 

475 東和泉１ 成田市東和泉 9,241.55  
千第４４９号 Ｈ17.5.24 
千第194 号 H23.3.18 

476 天津 鴨川市天津 7,651.90  千第５６８号 Ｈ17.7.5 

477 新屋敷 勝浦市興津新屋敷 12,394.35  千第７３５号 Ｈ17.10.18  

478 稲毛町五丁目 千葉市稲毛区稲毛町５丁目 1,219.77  千第８４７号 Ｈ17.11.15  

479 刈田子町 千葉市緑区刈田子町 12,489.66  千第８４８号 Ｈ17.11.15  

480 小食土町 千葉市緑区小食土町 2,288.81  千第８４９号 Ｈ17.11.15  

481 玉ノ井 安房郡鋸南町竜島 1,617.18  千第８５０号 Ｈ17.11.15  

482 神納３ 袖ヶ浦市神納 16,305.17  
千第２８５号 Ｈ18.3.31 
千第   号 H21. 
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番

号 
地  区  名 所  在  地    面積(㎡) 告示番号及び指定年月日 

483 寄浦２ 鴨川市内浦 13,061.22  千第４６４号 Ｈ18.4.28 

484 豊和３ 匝瑳市大寺 2,357.88  千第４６５号 Ｈ18.4.28 

485 台方の２ 東金市台方 9,915.38  千第６９７号 Ｈ18.7.14 

486 海ヶ谷 鴨川市小湊 7,724.82  千第７５８号 Ｈ18.8.15 

487 大原 いすみ市大原 18,384.14  千第997 号 Ｈ18.12.5 

488 下福田１ 成田市下福田 15,721.85  千第30 号 Ｈ19.1.12 

489 貝塚町２ 千葉市若葉区貝塚町 1,497.50  千第79 号 Ｈ19.1.30 

490 桑納３ 八千代市桑納 7,723.48  千第885 号 H19.8.31 

491 岩船の３ いすみ市岩船 22,581.94  千第1 号 H20.1.4 

492 小田部２ 山武郡横芝光町小田部 11,041.77  千第409 号 H20.4.4 

493 地蔵前 長生郡長南町長南 4,132.72  千第430 号 H20.4.11 

494 貝塚町５ 千葉市若葉区貝塚町 2,618.90  千第489 号 H20.5.16 

495 加曽利町４ 千葉市若葉区加曽利町 2,970.95  千第490 号 H20.5.16 

496 坂月町３ 千葉市若葉区坂月町 6,422.62  千第550 号 H20.6.17 

497 園生２ 千葉市稲毛区園生町 4,536.71  千第814 号 H20.11.7 

498 岩船の１０ いすみ市岩船 12,829.05  千第906 号 H20.12.26 

499 岩船の１６ いすみ市岩船 15,649.79  千第905 号 H20.12.26 

500 小東田 いすみ市大原 26,634.02  千第121 号 H21.2.10 

501 角来２ 佐倉市角来 22,280.00  千第379 号 H21.4.7 

502 大竹１ 成田市大竹 32,169.67  千第434 号 H21.5.15 

503 宮久保の２ 市川市宮久保四丁目 3,204.46  千第531 号 H21.6.26 

504 西坊田 南房総市白浜町滝口 16,782.86  千第99 号 H22.3.9 

505 前原 鴨川市前原山王町 973.21  千第457 号 H22.6.4 

506 浜荻 鴨川市浜荻 2,731.00  千第583 号 H22.7.30 
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507 岩名１ 佐倉市岩名前田 12,908.00  千第643 号 H22.9.3 

508 田間２ 東金市田間及び松之郷 13,911.22  千第644 号 H22.9.3 

509 岩名２ 佐倉市岩名前田・幸正寺 14,506.00  千第804 号 H22.11.16 

510 岩名３ 佐倉市岩名幸正寺 6,439.00  千第805 号 H22.11.16 

511 小東田の２ いすみ市大原 12,720.48  千第193 号 H23.3.18 

512 羽鳥２ 佐倉市羽鳥 11,764.00  千第353 号 H23.4.19 

513 寺台 成田市寺台 7,798.54  千第436 号 H23.6.7 

514 村田 成田市村田 15,128.44  千第436 号 H23.6.7 

515 片又木 市原市片又木 30,418.08  千第436 号 H23.6.7 

516 園生町６ 千葉市稲毛区園生町 4,117.16  千第129 号 H24.3.2 

517 北須賀和田１ 成田市北須賀 21,099.63  千第231 号 H24.3.30 

合

計 
５１５箇所   8,213,571.09   

（注）Ｎo159,196指定廃止・解除により欠番。箇所数は欠番を含む。 
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（２）急傾斜地崩壊危険箇所         ＜県土整備部河川環境課＞ 
  

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家５戸以上）                      自然崖 
 

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家５戸以上）                      自然崖 

所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字  所轄土木事務所所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

千葉土木事務所 1 稲丘町 2 千葉市稲毛区 稲丘町  
 

千葉土木事務所 49 花園町 千葉市花見川
区 

花園町  
千葉土木事務所 2 稲毛町 5 丁目 千葉市稲毛区 稲毛町 5 丁目 

 
千葉土木事務所 50 亥鼻 千葉市中央区 亥鼻 1 丁目 

千葉土木事務所 3 加曽利町 1 千葉市若葉区 加曽利町  
 

千葉土木事務所 51 大巌寺町 2 千葉市中央区 大巌寺町  
千葉土木事務所 4 加曽利町 2 千葉市若葉区 加曽利町  

 
千葉土木事務所 53 大巌寺町 4 千葉市中央区 大巌寺町  

千葉土木事務所 5 貝塚町 1 千葉市若葉区 貝塚町  
 

千葉土木事務所 54 花輪町 2 千葉市中央区 花輪町  
千葉土木事務所 6 宮崎町 1 千葉市中央区 宮崎 1 丁目 

 
千葉土木事務所 55 北谷津町 2 千葉市若葉区 北谷津町  

千葉土木事務所 7 検見川町 3 千葉市花見川区 検見川町 3 丁目 
 

千葉土木事務所 56 高根町 1 千葉市若葉区 高根町  
千葉土木事務所 8 検見川町 5 丁目 千葉市花見川区 検見川町 5 丁目 

 
千葉土木事務所 57 五十土町 千葉市若葉区 五十土町  

千葉土木事務所 9 黒砂 1 丁目 千葉市稲毛区 黒砂 1 丁目 
 

千葉土木事務所 58 下泉町 千葉市若葉区 下泉町  
千葉土木事務所 10 黒砂 2 丁目 千葉市稲毛区 黒砂 2 丁目 

 
千葉土木事務所 59 上泉町 2 千葉市若葉区 上泉町  

千葉土木事務所 11 小食土町 千葉市緑区 小食土町  
 

千葉土木事務所 60 中西町 千葉市緑区 中西町  
千葉土木事務所 12 小倉町 千葉市若葉区 小倉町  

 
千葉土木事務所 61 大金沢町 千葉市緑区 大金沢町  

千葉土木事務所 13 小仲台 千葉市稲毛区 小仲台 9 丁目 
 

千葉土木事務所 62 下大南房総市 千葉市緑区 下大南房総市  
千葉土木事務所 14 大巌寺町 1 千葉市中央区 大巌寺町  

 
千葉土木事務所 63 亥鼻2 千葉市中央区 亥鼻 2丁目 

千葉土木事務所 15 大森町 2 千葉市中央区 大森町  
 

千葉土木事務所 64 花輪 八千代市 吉橋 花輪 
千葉土木事務所 16 大草町 1 千葉市若葉区 大草町  

 
千葉土木事務所 65 萱田町 八千代市 萱田町 大町 

千葉土木事務所 17 大草町 2 千葉市若葉区 大草町  
 

千葉土木事務所 66 桑橋1 八千代市 桑橋 本郷 
千葉土木事務所 18 大椎町 千葉市緑区 大椎町  

 
千葉土木事務所 67 桑橋2 八千代市 桑橋 桑橋新田 

千葉土木事務所 19 長作町 1 千葉市花見川区 長作町  
 

千葉土木事務所 68 桑納 八千代市 桑納 青柳 
千葉土木事務所 20 長作町 2 千葉市花見川区 長作町  

 
千葉土木事務所 69 桑納2 八千代市 桑納 中郷 

千葉土木事務所 21 椎名崎町 千葉市緑区 椎名崎町  
 

千葉土木事務所 70 勝田台3丁目 八千代市 勝田台 3丁目 
千葉土木事務所 22 天戸町 1 千葉市花見川区 天戸町  

 
千葉土木事務所 71 大和田 八千代市 大和田 古屋敷 

千葉土木事務所 23 天戸町 2 千葉市花見川区 天戸町  
 

千葉土木事務所 72 島田2 八千代市 島田 腰巻 
千葉土木事務所 24 都町 1 千葉市中央区 都町  

 
千葉土木事務所 73 島田3 八千代市 島田 腰巻 

千葉土木事務所 25 板倉町 千葉市緑区 板倉町  
 

千葉土木事務所 74 島田3 八千代市 島田 妙泉寺 
千葉土木事務所 26 武石町 1 千葉市花見川区 武石町 1 丁目 

 
千葉土木事務所 75 島田 八千代市 島田  辺田前 

千葉土木事務所 27 幕張町 1 千葉市花見川区 幕張町 1 丁目 
 

千葉土木事務所 76 島田台 八千代市 島田台 真見穴 
千葉土木事務所 28 幕張町 2 千葉市花見川区 幕張町 1 丁目 

 
千葉土木事務所 77 八千代台東五丁

目 
八千代市 八千代台東 5丁目 

千葉土木事務所 29 落井町 千葉市緑区 落井町  
 

千葉土木事務所 78 八千代台東 6 丁
目 

八千代市 八千代台東 6丁目 
千葉土木事務所 30 犢橋町 1 千葉市花見川区 犢橋町  

 
千葉土木事務所 79 平戸 八千代市 平戸  沼上 

千葉土木事務所 31 大椎町 2 千葉市緑区 大椎町  
 

千葉土木事務所 80 平戸2 八千代市 平戸 池ノ下 
千葉土木事務所 32 土気町 1 千葉市緑区 土気町  

 
千葉土木事務所 81 米本 八千代市 米本  辺田 

千葉土木事務所 33 小山町 千葉市緑区 小山町  
 

千葉土木事務所 82 村上 八千代市 米本  宝喜作台 
千葉土木事務所 34 稲毛東 2 丁目 千葉市稲毛区 稲毛東 2 丁目 

 
千葉土木事務所 83 平戸3 八千代市 平戸  池ノ下 

千葉土木事務所 35 椎名崎町 2 千葉市緑区 椎名崎町  
 

千葉土木事務所 84 萱田 八千代市 萱田 萱地 
千葉土木事務所 36 越智町 千葉市緑区 越智町  

 
千葉土木事務所 85 下高野2 八千代市 下高野 天神 

千葉土木事務所 37 越智町 3 千葉市緑区 越智町  
 

千葉土木事務所 86 屋敷1 習志野市 屋敷 1丁目 
千葉土木事務所 38 黒砂 4 丁目 千葉市稲毛区 黒砂 4 丁目 

 
千葉土木事務所 87 屋敷2 習志野市 屋敷 2丁目 

千葉土木事務所 39 黒砂 3 丁目 千葉市稲毛区 黒砂 3 丁目 
 

千葉土木事務所 88 屋敷 習志野市 屋敷 3丁目 
千葉土木事務所 40 大草町 千葉市若葉区 大草町  

 
千葉土木事務所 89 屋敷4 習志野市 屋敷 3丁目 

千葉土木事務所 41 犢橋町 2 千葉市花見川区 犢橋町  
 

千葉土木事務所 90 屋敷5 習志野市 屋敷 2丁目 
千葉土木事務所 42 犢橋町 3 千葉市若葉区 犢橋町  

 
千葉土木事務所 91 花咲 習志野市 花咲 2丁目 

千葉土木事務所 43 園生 千葉市稲毛区 園生町  
 

千葉土木事務所 92 鷺沼1 習志野市 鷺沼 1丁目 
千葉土木事務所 44 園生町 千葉市稲毛区 園生町  

 
千葉土木事務所 93 鷺沼 習志野市 鷺沼 3丁目 

千葉土木事務所 45 武石町 1 千葉市花見川区 武石町 1 丁目 
 

千葉土木事務所 94 実籾町1 習志野市 実籾町 1丁目 
千葉土木事務所 46 畑町 千葉市花見川区 畑町  

 
千葉土木事務所 95 実籾町2 習志野市 実籾町 1丁目 

千葉土木事務所 47 貝塚町 千葉市若葉区 貝塚町  
 

千葉土木事務所 96 実籾町3 習志野市 実籾町 4丁目 
千葉土木事務所 48 長作町 千葉市花見川区 長作町  

 
千葉土木事務所 97 実籾町4 習志野市 実籾町 4丁目 
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千葉土木事務所 98 実籾町5 習志野市 実籾町 4丁目  市原土木事務所 150 辰巳台 市原市 辰巳台東 二丁目 
千葉土木事務所 99 実籾町6 習志野市 実籾町 4丁目  市原土木事務所 151 潤井戸 市原市 潤井戸 1833 
千葉土木事務所 100 実籾町7 習志野市 実籾町 4丁目  市原土木事務所 152 瀬又 市原市 瀬又  479-75 
千葉土木事務所 101 実籾町8 習志野市 実籾町 2丁目  市原土木事務所 153 瀬又 市原市 瀬又 871 
千葉土木事務所 102 実籾町本郷 習志野市 実籾町 本郷  市原土木事務所 154 瀬又 市原市 瀬又 142 
千葉土木事務所 103 実籾町本郷2 習志野市 実籾町 本郷  市原土木事務所 155 東国吉 市原市 東国吉 524 
千葉土木事務所 104 新栄 習志野市 新栄 1丁目  市原土木事務所 156 金剛地 市原市 金剛地 130 
千葉土木事務所 105 谷津 習志野市 谷津 2丁目  市原土木事務所 157 金剛地 市原市 金剛地 514 
千葉土木事務所 106 津田沼1 習志野市 津田沼 1丁目  市原土木事務所 158 小田部 市原市 小田部 354 
千葉土木事務所 107 津田沼2 習志野市 津田沼 3丁目  市原土木事務所 159 勝間 市原市 勝間 930～934 
千葉土木事務所 108 津田沼3 習志野市 津田沼 7丁目  市原土木事務所 160 勝間1 市原市 勝間 884～885 
千葉土木事務所 109 藤崎 習志野市 藤崎 2丁目  市原土木事務所 161 勝間2 市原市 勝間 801 
千葉土木事務所 110 藤崎2 習志野市 藤崎 4丁目  市原土木事務所 162 山倉 市原市 山倉 1181 
千葉土木事務所 111 藤崎3 習志野市 藤崎 4丁目  市原土木事務所 163 山倉 市原市 山倉 1046 
千葉土木事務所 112 本大久保1 習志野市 本大久保 3丁目  市原土木事務所 164 姉崎 市原市 姉崎 2129 
千葉土木事務所 113 屋敷6 習志野市 屋敷 2丁目  市原土木事務所 165 椎津 市原市 椎津 598 
千葉土木事務所 114 屋敷7 習志野市 屋敷 2丁目  市原土木事務所 166 椎津 市原市 椎津 850-1 
葛南土木事務所 115 真間 市川市 真間 4丁目  市原土木事務所 167 青葉台 市原市 青葉台 2丁目16 
葛南土木事務所 116 大野1 市川市 大野町 3丁目  市原土木事務所 168 片又木 市原市 片又木 145 
葛南土木事務所 117 大野2 市川市 大野町 3丁目  市原土木事務所 169 不入斗 市原市 不入斗  
葛南土木事務所 118 宮久保 市川市 宮久保 6丁目  市原土木事務所 170 不入斗 市原市 不入斗 1358 
葛南土木事務所 119 国府台 市川市 国府台 1丁目  市原土木事務所 171 迎田 市原市 迎田 229 
葛南土木事務所 120 真間の2 市川市 真間 4丁目  市原土木事務所 172 不入斗 市原市 不入斗 117 
葛南土木事務所 121 国分 市川市 国分 3丁目  市原土木事務所 173 豊成 市原市 豊成 93 
葛南土木事務所 123 大野の3 市川市 大野町 4丁目  市原土木事務所 174 椎津 市原市 椎津 2535 
葛南土木事務所 124 国分の2 市川市 国分 5丁目  市原土木事務所 175 深城 市原市 深城 558 
葛南土木事務所 125 国分の3 市川市 国分 4丁目  市原土木事務所 176 安須 市原市 安須 804 
葛南土木事務所 126 国分1 市川市 国分 2丁目  市原土木事務所 177 安須 市原市 安須 26 
葛南土木事務所 127 宮久保1 市川市 宮久保 2丁目  市原土木事務所 178 大桶 市原市 大桶 781 
葛南土木事務所 128 宮久保2 市川市 宮久保 4丁目  市原土木事務所 179 大桶 市原市 大桶 496 
葛南土木事務所 129 真間1 市川市 真間 5丁目  市原土木事務所 180 櫃狭 市原市 櫃狭 242 
葛南土木事務所 131 大野町3 市川市 大野町 2丁目  市原土木事務所 181 寺谷 市原市 寺谷 349 
葛南土木事務所 132 大野町4 市川市 大野町 2丁目  市原土木事務所 182 栢橋 市原市 栢橋  836 
葛南土木事務所 133 大野町5 市川市 大野町 3丁目  市原土木事務所 183 大蔵 市原市 大蔵 170 
葛南土木事務所 134 大野町6 市川市 大野町 3丁目  市原土木事務所 184 金沢 市原市 金沢 16 
葛南土木事務所 135 大野町7 市川市 大野町 3丁目  市原土木事務所 185 米沢 市原市 米沢 402 
葛南土木事務所 136 大町 市川市 大町   市原土木事務所 186 眞ケ谷 市原市 真ケ谷 123 
葛南土木事務所 137 曽谷2 市川市 曽谷 3丁目  市原土木事務所 187 宿 市原市 宿 65 
葛南土木事務所 138 曽谷1 市川市 曽谷 5丁目  市原土木事務所 188 奥野 市原市 奥野 302 
葛南土木事務所 139 大野町1 市川市 大野町 4丁目  市原土木事務所 189 奥野 市原市 奥野 430 
葛南土木事務所 141 東中山 船橋市 東中山 2丁目  市原土木事務所 190 水沢 市原市 水沢 169 
葛南土木事務所 142 上山1 船橋市 上山町 3丁目  市原土木事務所 191 田尾 市原市 田尾 550 
葛南土木事務所 143 馬込 船橋市 馬込町   市原土木事務所 192 古敷谷 市原市 古敷谷 2246 
葛南土木事務所 144 大穴 船橋市 大穴北 5丁目  市原土木事務所 193 吉沢 市原市 吉沢 552 
葛南土木事務所 146 飯山満 船橋市 飯山満町 2丁目  市原土木事務所 194 米原 市原市 米原 324 
葛南土木事務所 147 芝山1 船橋市 芝山 5丁目  市原土木事務所 195 小草畑 市原市 小草畑 37 
葛南土木事務所 148 芝山2 船橋市 芝山 6丁目  市原土木事務所 196 国本 市原市 国本 24 
市原土木事務所 149 大厩 市原市 大厩 890  市原土木事務所 197 大久保 市原市 大久保 502-3 
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市原土木事務所 198 折津 市原市 折津 16  東葛飾土木事務所 248 布佐 我孫子市 布佐  
市原土木事務所 199 戸面 市原市 戸面 250  東葛飾土木事務所 249 下西山 鎌ケ谷市 道野辺 下西山 
市原土木事務所 200 高滝 市原市 高滝 64～71  東葛飾土木事務所 250 北下1 鎌ケ谷市 道野辺 北下 
東葛飾土木事務所 201 幸田 松戸市 幸田 花輪  東葛飾土木事務所 252 囃子水1 鎌ケ谷市 道野辺 囃子水 
東葛飾土木事務所 202 大金平 松戸市 大金平 一丁目  東葛飾土木事務所 253 囃子水3 鎌ケ谷市 道野辺 囃子水 
東葛飾土木事務所 203 二ツ木 松戸市 二ツ木 花輪  東葛飾土木事務所 254 納屋 柏市 布瀬 納屋 
東葛飾土木事務所 204 八ケ崎2 松戸市 八ケ崎 向原  東葛飾土木事務所 255 上柳戸 柏市 柳戸 上柳戸 
東葛飾土木事務所 205 八ケ崎1 松戸市 八ケ崎 南道合  東葛飾土木事務所 256 品川根 柏市 高柳 品川根 
東葛飾土木事務所 206 中和倉 松戸市 中和倉   東葛飾土木事務所 257 木崎 柏市 布瀬 木崎 
東葛飾土木事務所 207 新作 松戸市 上本郷 二階  印旛土木事務所 258 角来 佐倉市 江原新田 明神前 
東葛飾土木事務所 208 上本郷7 松戸市 上本郷 七畝割  印旛土木事務所 259 右京谷津 佐倉市 鏑木町 右京谷津 
東葛飾土木事務所 209 上本郷6 松戸市 上本郷 七畝割  印旛土木事務所 260 臼井 佐倉市 臼井田   宿内 
東葛飾土木事務所 210 上本郷 松戸市 上本郷 北台  印旛土木事務所 261 臼井台 佐倉市 臼井台 野口 
東葛飾土木事務所 211 花台 松戸市 上本郷 花台  印旛土木事務所 262 臼井台2 佐倉市 臼井台  
東葛飾土木事務所 212 上本郷4 松戸市 上本郷 花台  印旛土木事務所 263 栄1 佐倉市 栄町  
東葛飾土木事務所 213 上本郷3 松戸市 上本郷 宮下  印旛土木事務所 264 栄2 佐倉市 鏑木町 右京谷津 
東葛飾土木事務所 214 上本郷2 松戸市 上本郷 宮下  印旛土木事務所 265 下根1 佐倉市 下根 人形塚 
東葛飾土木事務所 215 日暮 松戸市 日暮 7丁目  印旛土木事務所 266 下根2 佐倉市 下根 人形塚 
東葛飾土木事務所 216 根本 松戸市 根本   印旛土木事務所 267 海隣寺 佐倉市 海隣寺町 鍛冶作 
東葛飾土木事務所 217 岩瀬3 松戸市 岩瀬 遠瀬戸  印旛土木事務所 268 並木町 佐倉市 並木町 船見下 
東葛飾土木事務所 218 岩瀬2-1 松戸市 岩瀬 向山  印旛土木事務所 269 角来2 佐倉市 角来 八反田 
東葛飾土木事務所 219 岩瀬2-2 松戸市 岩瀬 向山  印旛土木事務所 270 岩名1 佐倉市 岩名 前田 
東葛飾土木事務所 220 岩瀬1 松戸市 岩瀬 相模台  印旛土木事務所 271 岩名2 佐倉市 岩名 幸正寺 
東葛飾土木事務所 221 谷 松戸市 松戸 谷  印旛土木事務所 272 岩名3 佐倉市 岩名 幸正寺 
東葛飾土木事務所 222 赤発毛2 松戸市 松戸 赤発毛  印旛土木事務所 273 山崎 佐倉市 山崎 道上 
東葛飾土木事務所 223 赤発毛 松戸市 松戸 赤発毛  印旛土木事務所 274 上志津 佐倉市 上志津 込ノ内 
東葛飾土木事務所 224 和名ケ谷3 松戸市 和名ケ谷 山宮地  印旛土木事務所 275 城内 佐倉市 城内町 後家曲輪 
東葛飾土木事務所 225 和名ケ谷2 松戸市 和名ケ谷 山宮地  印旛土木事務所 276 千成 佐倉市 千成 1丁目 
東葛飾土木事務所 226 和名ケ谷1 松戸市 和名ケ谷 東台  印旛土木事務所 277 鏑木1 佐倉市 鏑木町 牛蒡鼻 
東葛飾土木事務所 227 三矢小台 松戸市 三矢小台 五丁目  印旛土木事務所 278 鏑木2 佐倉市 鏑木町 雲井戸 
東葛飾土木事務所 228 上矢切 松戸市 上矢切 南台  印旛土木事務所 279 鏑木3 佐倉市 鏑木町 諏訪尾余 
東葛飾土木事務所 229 中矢切 松戸市 中矢切 北台  印旛土木事務所 280 鏑木町 佐倉市 鏑木町 牛蒡鼻 
東葛飾土木事務所 230 下矢切1 松戸市 下矢切 大堀  印旛土木事務所 282 土浮 佐倉市 土浮 花輪 
東葛飾土木事務所 232 下矢切3 松戸市 下矢切 坂の上  印旛土木事務所 283 萩山 佐倉市 萩山新田  
東葛飾土木事務所 233 栗山2 松戸市 栗山 佐原  印旛土木事務所 284 飯野3 佐倉市 飯野 部田 
東葛飾土木事務所 234 栗山 松戸市 栗山 天神山  印旛土木事務所 285 飯田 佐倉市 飯田  座王面 
東葛飾土木事務所 235 根木内 松戸市 根木内 宿畑  印旛土木事務所 286 飯野1 佐倉市 飯野 谷津 
東葛飾土木事務所 236 東平賀 松戸市 東平賀   印旛土木事務所 287 飯野2 佐倉市 飯野 谷津 
東葛飾土木事務所 237 笹久保 野田市 瀬戸 笹久保  印旛土木事務所 288 富士見 佐倉市 城内町 鷹匠 
東葛飾土木事務所 238 上谷頭 野田市 三ツ堀 上谷頭  印旛土木事務所 289 裏新町 佐倉市 裏新町 町組 
東葛飾土木事務所 239 戸張 柏市 東柏 2丁目  印旛土木事務所 290 臼井 佐倉市 臼井 間野台 
東葛飾土木事務所 240 松ケ崎1 柏市 松ケ崎 腰巻  印旛土木事務所 291 大佐倉2 佐倉市 大佐倉   
東葛飾土木事務所 242 鰭ケ崎 流山市 鰭ケ崎   印旛土木事務所 292 鏑木町2 佐倉市 鏑木町 添作 
東葛飾土木事務所 243 名都借1 流山市 名都借   印旛土木事務所 293 長熊 佐倉市 長熊 東 
東葛飾土木事務所 244 名都借2 流山市 名都借   印旛土木事務所 294 六崎 佐倉市 六崎 落井 
東葛飾土木事務所 245 久寺家 我孫子市 久寺家   印旛土木事務所 296 上勝田2 佐倉市 上勝田 鎌田 
東葛飾土木事務所 246 日秀 我孫子市 日秀 石井戸  印旛土木事務所 297 四街道 四街道市 四街道 二丁目 
東葛飾土木事務所 247 白山 我孫子市 白山 1,2丁目  印旛土木事務所 299 宮下 印旛郡酒々井町 酒々井  
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印旛土木事務所 301 池の台 印旛郡酒々井町 馬橋 池ノ尻  成田土木事務所 356 関戸 成田市 関戸  
印旛土木事務所 302 東新田 印旛郡酒々井町 下岩橋 東新田  成田土木事務所 357 郷部 成田市 郷部  
印旛土木事務所 303 東新田2 印旛郡酒々井町 下岩橋 東新田  成田土木事務所 358 郷部2 成田市 郷部  
印旛土木事務所 304 溜の台 印旛郡酒々井町 下岩橋 内太郎  成田土木事務所 359 土屋 成田市 幸町  
印旛土木事務所 305 根古谷 八街市 岡田   成田土木事務所 360 台方2 成田市 台方 江川 
印旛土木事務所 306 大谷流 八街市 大谷流   成田土木事務所 361 荒海1 成田市 荒海  
印旛土木事務所 307 一本松 印西市 瀬戸 一本松  成田土木事務所 362 荒海2 成田市 荒海  
印旛土木事務所 308 花台 印西市 瀬戸 花台  成田土木事務所 363 下方1 成田市 下方 根古屋 
印旛土木事務所 310 松虫 印西市 松虫 松虫  成田土木事務所 364 大竹1 成田市 大竹 坂東 
印旛土木事務所 311 西方 印西市 岩戸 西方  成田土木事務所 365 宝田2 成田市 宝田 山下 
印旛土木事務所 312 仲村 印西市 吉高 仲村  成田土木事務所 366 寺台 成田市 寺台  
印旛土木事務所 313 蕪和田 印西市 吉高 蕪和田  成田土木事務所 368 本町 成田市 本町  
印旛土木事務所 314 蕪和田2 印西市 吉高 蕪和田  成田土木事務所 369 新妻 成田市 新妻  
印旛土木事務所 315 辺田 印西市 平賀 辺田  成田土木事務所 370 新町1 成田市 新町  
印旛土木事務所 316 神々廻1 白井市 神々廻   成田土木事務所 371 新町2 成田市 新町  
印旛土木事務所 318 清戸 白井市 清戸 越屋敷  成田土木事務所 372 北須賀 成田市 北須賀 西 
印旛土木事務所 319 谷田 白井市 ﾔﾀ 高田  成田土木事務所 373 押畑 成田市 押畑 浅間下 
印旛土木事務所 320 富ケ沢 白井市 復 富ケ沢  成田土木事務所 374 船形 成田市 船形  
印旛土木事務所 321 平塚 白井市 平塚   成田土木事務所 375 仲町 成田市 仲町  
印旛土木事務所 324 富ケ谷 白井市 復 富ケ谷  成田土木事務所 376 仲町2 成田市 仲町  
印旛土木事務所 325 清戸1 白井市 清戸 越屋敷  成田土木事務所 377 長沼 成田市 長沼  
印旛土木事務所 326 平塚2 白井市 平塚 中台  成田土木事務所 378 幸町 成田市 幸町  
印旛土木事務所 327 安養寺 印西市 安養寺   成田土木事務所 379 土屋2 成田市 土屋  
印旛土木事務所 328 浦部 印西市 浦部 宮内  成田土木事務所 380 東金山 成田市 東金山  
印旛土木事務所 329 浦部1 印西市 浦部 宮内  成田土木事務所 381 東町 成田市 東町  
印旛土木事務所 330 宮内 印西市 浦部 御手洗  成田土木事務所 382 東町2 成田市 東町  
印旛土木事務所 331 三郷 印西市 松崎 三郷  成田土木事務所 383 東和泉1 成田市 東和泉  
印旛土木事務所 332 小林 印西市 小林 窪地  成田土木事務所 384 東和泉2 成田市 東和泉  
印旛土木事務所 333 大森 印西市 大森   成田土木事務所 385 東和田 成田市 東和田  
印旛土木事務所 334 武西1 印西市 武西   成田土木事務所 386 大竹2 成田市 大竹 湯本 
印旛土木事務所 335 武西2 印西市 武西   成田土木事務所 387 馬橋 成田市 馬橋  
印旛土木事務所 336 和泉1 印西市 和泉   成田土木事務所 388 八代1 成田市 八代  
印旛土木事務所 337 戸崎 印西市 中根 戸崎  成田土木事務所 389 八代2 成田市 八代  
印旛土木事務所 338 笠神 印西市 笠神 向辺田  成田土木事務所 390 飯岡 成田市 飯岡  
印旛土木事務所 339 物木1 印西市 物木   成田土木事務所 392 宝田 成田市 宝田  
印旛土木事務所 340 物木2 印西市 物木   成田土木事務所 393 本町1 成田市 本町  
成田土木事務所 341 芦田 成田市 芦田   成田土木事務所 394 本町2-2 成田市 本町  
成田土木事務所 342 囲護台 成田市 囲護台   成田土木事務所 395 本町3 成田市 本町  
成田土木事務所 343 押畑1 成田市 押畑   成田土木事務所 396 和田 成田市 北須賀 和田 
成田土木事務所 344 押畑2 成田市 押畑   成田土木事務所 397 下方2 成田市 下方 鷺田 
成田土木事務所 345 押畑3 成田市 押畑   成田土木事務所 398 赤荻 成田市 赤荻  
成田土木事務所 346 下金山 成田市 下金山   成田土木事務所 399 新妻 成田市 新妻  
成田土木事務所 348 下金山3 成田市 下金山   成田土木事務所 400 成毛1 成田市 成毛  
成田土木事務所 349 下福田1 成田市 下福田   成田土木事務所 401 成毛2 成田市 成毛  
成田土木事務所 350 下福田2 成田市 下福田   成田土木事務所 402 水掛 成田市 水掛  
成田土木事務所 351 花崎 成田市 花崎町   成田土木事務所 403 幡谷 成田市 幡谷  
成田土木事務所 352 花崎町2 成田市 花崎町   成田土木事務所 405 駒井野 成田市 駒井野  
成田土木事務所 355 台方1 成田市 台方 花輪  成田土木事務所 406 郷辺田 富里市 新橋 郷辺田 
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成田土木事務所 407 郷辺田2 富里市 新橋 郷辺田  成田土木事務所 459 水戸2 香取郡多古町 水戸 石成 
成田土木事務所 408 小作 富里市 新橋 小作  成田土木事務所 461 大原内2 香取郡多古町 多古 大原内 
成田土木事務所 409 台畑 富里市 立沢 台畑  成田土木事務所 463 東佐野 香取郡多古町 喜多 東佐野 
成田土木事務所 410 滝台 富里市 中沢 滝台  成田土木事務所 464 船越2 香取郡多古町 船越 堂谷 
成田土木事務所 411 滝台 富里市 中沢 滝台  成田土木事務所 465 南借当 香取郡多古町 南中 南借当 
成田土木事務所 412 伊能引地 成田市 伊能 引地  成田土木事務所 468 南並木1 香取郡多古町 南中 南並木 
成田土木事務所 413 伊能下田 成田市 伊能 下田  成田土木事務所 469 南並木2 香取郡多古町 南中 南並木 
成田土木事務所 415 臼作 成田市 臼作   成田土木事務所 470 宮 香取郡多古町 北中 南和田 
成田土木事務所 416 横山 成田市 横山 二階  成田土木事務所 471 柏熊 香取郡多古町 南玉造 柏熊 
成田土木事務所 417 伊能 成田市 伊能 御手洗  成田土木事務所 472 方田 香取郡多古町 南玉造 方田 
成田土木事務所 418 奈土 成田市 奈土 鹿駒  成田土木事務所 473 本町 香取郡多古町 多古 本町 
成田土木事務所 419 所 成田市 所   成田土木事務所 474 林1 香取郡多古町 林  
成田土木事務所 420 柴田 成田市 柴田 船山  成田土木事務所 475 林2 香取郡多古町 林  
成田土木事務所 421 伊能倉ノ内 成田市 伊能 倉ノ内  成田土木事務所 476 林3 香取郡多古町 林  
成田土木事務所 422 村田 成田市 村田   成田土木事務所 477 五反田 香取郡多古町 ゴタンダ  
成田土木事務所 423 中野 成田市 中野   成田土木事務所 478 佐野3 香取郡多古町 喜多  
成田土木事務所 424 鶴巻 成田市 伊能 鶴巻  成田土木事務所 479 寺作 香取郡多古町 寺作  
成田土木事務所 425 東 成田市 伊能 東  成田土木事務所 480 本町2 香取郡多古町 多古 本町 
成田土木事務所 426 奈土新田 成田市 奈土 新田  成田土木事務所 481 柏熊古墳 香取郡多古町 南玉造 柏熊 
成田土木事務所 427 南敷南作 成田市 南敷 南作  成田土木事務所 485 高谷 山武郡芝山町 高谷  
成田土木事務所 428 津富浦 成田市 津富浦 辺田  成田土木事務所 486 小原子 山武郡芝山町 小原子 上ノ山 
成田土木事務所 430 奈土房作 成田市 奈土 房作  成田土木事務所 489 新井田 山武郡芝山町 新井田 宮下 
成田土木事務所 431 堀篭池作 成田市 堀篭 池作  成田土木事務所 492 大台 山武郡芝山町 大台 宿 
成田土木事務所 432 一坪田 成田市 一坪田 キサキ  成田土木事務所 495 飯櫃 山武郡芝山町 飯櫃 飯櫃 
成田土木事務所 433 柴田2 成田市 柴田   成田土木事務所 496 辺田 山武郡芝山町 菱田 辺田 
成田土木事務所 434 井戸山 香取郡多古町 井戸山   香取土木事務所 497 岩ケ崎 香取市 佐原ホ 神田台 
成田土木事務所 435 引越1 香取郡多古町 東松崎 引越  香取土木事務所 498 玉造 香取市 玉造 三王台 
成田土木事務所 436 引越2 香取郡多古町 東松崎 引越  香取土木事務所 499 佐原ホ 香取市 佐原ホ 稲荷山 
成田土木事務所 437 牛尾1 香取郡多古町 船越 下郷  香取土木事務所 500 上宿台 香取市 佐原イ 上宿 
成田土木事務所 438 染井2 香取郡多古町 染井 割田  香取土木事務所 501 新市場 香取市 新市場 スモタ 
成田土木事務所 439 船越1 香取郡多古町 船越 丸山  香取土木事務所 502 新寺 香取市 佐原ホ 掘之内 
成田土木事務所 440 牛尾3 香取郡多古町 船越 牛尾  香取土木事務所 503 関戸 香取市 佐原イ 岩谷 
成田土木事務所 441 居合谷 香取郡多古町 多古 居合谷  香取土木事務所 505 大倉1 香取市 大倉 側高 
成田土木事務所 442 高根 香取郡多古町 多古 駒木台  香取土木事務所 506 大倉2 香取市 大倉 池ノ谷 
成田土木事務所 444 染井2 香取郡多古町 染井 原  香取土木事務所 507 大倉3 香取市 大倉 根古屋 
成田土木事務所 445 台作 香取郡多古町 御所台   香取土木事務所 508 大倉4 香取市 大倉 半田 
成田土木事務所 446 広沼 香取郡多古町 染井 広沼  香取土木事務所 509 中郷 香取市 大倉 代田 
成田土木事務所 447 高根台 香取郡多古町 多古 高根台  香取土木事務所 510 平台 香取市 佐原ホ 長谷 
成田土木事務所 448 高津原 香取郡多古町 高津原   香取土木事務所 511 堀之内 香取市 堀之内 峰下 
成田土木事務所 449 高田 香取郡多古町 南中 高田  香取土木事務所 512 津宮 香取市 津宮 桝原 
成田土木事務所 450 佐野 香取郡多古町 喜多 佐野  香取土木事務所 513 香取 香取市 香取 奥の宮 
成田土木事務所 451 坂 香取郡多古町 東松崎 坂  成田土木事務所 515 高倉 成田市 高倉  
成田土木事務所 452 出沼 香取郡多古町 十余三 出沼  成田土木事務所 516 西大須賀 成田市 西大須賀 四谷 
成田土木事務所 453 出沼2 香取郡多古町 十余三 出沼  香取土木事務所 517 神崎本宿2 香取郡神崎町 神崎本宿  
成田土木事務所 454 松葉 香取郡多古町 東松崎 松葉  香取土木事務所 518 神崎本宿1 香取郡神崎町 神崎本宿  
成田土木事務所 455 牛尾5 香取郡多古町 船越 上郷  香取土木事務所 519 神崎神宿 香取郡神崎町 神崎神宿  
成田土木事務所 456 新町 香取郡多古町 多古 新町  香取土木事務所 520 並木1 香取郡神崎町 並木  
成田土木事務所 458 水戸1 香取郡多古町 水戸 石成  香取土木事務所 521 並木2 香取郡神崎町 並木  
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香取土木事務所 522 大貫 香取郡神崎町 大貫 藤ノ木  香取土木事務所 571 田部3 香取市 田部  
香取土木事務所 523 大貫2 香取郡神崎町 大貫 案内前  香取土木事務所 572 田部4 香取市 田部  
香取土木事務所 524 武田1 香取郡神崎町 武田 横峯  香取土木事務所 573 田部5 香取市 田部  
香取土木事務所 525 毛成 香取郡神崎町 毛成   香取土木事務所 574 田部6 香取市 田部  
香取土木事務所 526 岡飯田の1 香取市 岡飯田 根古城  香取土木事務所 575 田部7 香取市 田部  
香取土木事務所 527 阿玉台2 香取市 阿玉台 牛谷  香取土木事務所 576 南 香取市 新里 南 
香取土木事務所 528 下飯田1 香取市 下飯田 根舞  香取土木事務所 577 南2 香取市 新里 南 
香取土木事務所 529 下飯田3 香取市 下飯田 根舞  香取土木事務所 578 新里 香取市 新里  
香取土木事務所 530 小房作 香取市 和泉 小房作  香取土木事務所 579 入 香取市 府馬 入 
香取土木事務所 531 久保 香取市 久保 長作前  香取土木事務所 581 府馬2 香取市 府馬  
香取土木事務所 532 久保2 香取市 久保 妙見鳥

内  香取土木事務所 582 長岡東 香取市 長岡 鳥内 
香取土木事務所 533 板取 香取市 木ノ内 板取  香取土木事務所 583 部田 香取市 竹之内 部田 
香取土木事務所 534 谷ツ 香取市 上小堀 谷ツ  香取土木事務所 585 岩部1 香取市 岩部  
香取土木事務所 535 根小屋3 香取市 下飯田 根小屋  香取土木事務所 587 岩部 香取市 岩部  
香取土木事務所 536 東 香取市 貝塚 東  香取土木事務所 590 向1 香取市 高萩 向 
香取土木事務所 537 貝塚4 香取市 貝塚 辺多田  香取土木事務所 591 向2 香取市 高萩 向 
香取土木事務所 538 風王入 香取市 岡飯田 風王入  香取土木事務所 592 西崎 香取市 岩部 西崎 
香取土木事務所 539 入ウソ 香取市 和泉 入ウソ  香取土木事務所 593 荒北 香取市 荒北  
香取土木事務所 540 新福寺 香取市 上小堀 三井山  香取土木事務所 594 浅黄 香取市 苅毛 浅黄 
香取土木事務所 541 清水 香取市 虫幡 清水  香取土木事務所 595 西田部1 香取市 西田部  
香取土木事務所 542 瀬戸 香取市 下飯田 瀬戸  香取土木事務所 596 西田部2 香取市 西田部  
香取土木事務所 543 相ノ谷 香取市 貝塚 相ノ谷  香取土木事務所 597 苅毛 香取市 苅毛  
香取土木事務所 544 増田1 香取市 増田 前畑  香取土木事務所 599 沢2 香取市 沢 辺田 
香取土木事務所 546 南谷1 香取市 岡飯田 南谷  香取土木事務所 600 沢 香取市 沢  
香取土木事務所 547 辻下 香取市 虫幡 辻下  香取土木事務所 601 沢3 香取市 沢  
香取土木事務所 548 岡飯田の1 香取市 岡飯田 蕨谷  香取土木事務所 602 沢4 香取市 沢  
香取土木事務所 549 分郷1 香取市 分郷 新屋敷  香取土木事務所 603 稲荷入 香取郡東庄町 大久保 稲荷入 
香取土木事務所 550 分郷2 香取市 分郷 根古屋  香取土木事務所 604 稲荷入2 香取郡東庄町 大久保 稲荷入 
香取土木事務所 551 辺田 香取市 五郷内 辺田田  香取土木事務所 605 羽計1 香取郡東庄町 羽計  
香取土木事務所 552 門前 香取市 油田 門前  香取土木事務所 606 羽計2 香取郡東庄町 羽計  
香取土木事務所 553 平台 香取市 内野 平台  香取土木事務所 607 夏目1 香取郡東庄町 夏目  
香取土木事務所 554 阿玉台 香取市 久保 白内  香取土木事務所 608 八幡2 香取郡東庄町 夏目 八幡 
香取土木事務所 555 一本松 香取市 小川 一本松  香取土木事務所 609 根方1 香取郡東庄町 笹川い 根方 
香取土木事務所 556 奥ノ台 香取市 府馬 奥ノ台  香取土木事務所 610 根方2 香取郡東庄町 笹川い 根方 
香取土木事務所 557 帰命台 香取市 府馬 帰命台  香取土木事務所 611 舟戸 香取郡東庄町 舟戸  
香取土木事務所 558 奥山 香取市 府馬 山之堆  香取土木事務所 612 新切 香取郡東庄町 笹川い 新切 
香取土木事務所 559 原宿 香取市 府馬 原宿  香取土木事務所 613 石出 香取郡東庄町 石出  
香取土木事務所 560 向井油田 香取市 神生   香取土木事務所 614 大久保1 香取郡東庄町 大久保  
香取土木事務所 561 坂塙 香取市 府馬 坂塙  香取土木事務所 615 大久保2 香取郡東庄町 大久保  
香取土木事務所 562 山倉 香取市 山倉   香取土木事務所 616 大久保3 香取郡東庄町 大久保  
香取土木事務所 563 山倉2 香取市 山倉   香取土木事務所 617 大友 香取郡東庄町 大友  
香取土木事務所 564 山倉3 香取市 山倉   香取土木事務所 618 八幡 香取郡東庄町 夏目 八幡 
香取土木事務所 565 山倉4 香取市 山倉   香取土木事務所 619 平山 香取郡東庄町 平山  
香取土木事務所 566 大角 香取市 大角   銚子土木事務所 620 栄町 銚子市 栄町  
香取土木事務所 567 茶畑 香取市 府馬 茶畑  銚子土木事務所 621 下森戸 銚子市 森戸町  
香取土木事務所 568 長谷 香取市 米野井 長谷  銚子土木事務所 622 海鹿島 銚子市 海鹿島町  
香取土木事務所 569 田部1 香取市 田部   銚子土木事務所 623 諸持 銚子市 宮原町  
香取土木事務所 570 田部2 香取市 田部   銚子土木事務所 624 後飯町 銚子市 後飯町  
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銚子土木事務所 625 桜井 銚子市 桜井町   海匝土木事務所 680 谷2 匝瑳市 吉田 谷 
銚子土木事務所 626 笹本 銚子市 笹本町   海匝土木事務所 681 江川 匝瑳市 吉田 江川 
銚子土木事務所 627 春日町1 銚子市 春日町   海匝土木事務所 682 蒲野 匝瑳市 吉田 蒲野 
銚子土木事務所 628 春日町2 銚子市 春日町   海匝土木事務所 683 南山崎 匝瑳市 南山崎  
銚子土木事務所 629 春日町3 銚子市 春日町   海匝土木事務所 684 入山崎 匝瑳市 入山崎  
銚子土木事務所 630 春日町4 銚子市 春日町   海匝土木事務所 685 大堀1 匝瑳市 大堀  
銚子土木事務所 632 春日町6 銚子市 春日町   海匝土木事務所 686 大堀 匝瑳市 大堀  
銚子土木事務所 633 春日町7 銚子市 春日町   海匝土木事務所 687 大堀3 匝瑳市 大堀  
銚子土木事務所 634 春日町8 銚子市 春日町   海匝土木事務所 688 桜井1 旭市 桜井 大門 
銚子土木事務所 635 森戸 銚子市 森戸町   海匝土木事務所 689 桜井2 旭市 桜井 江崎 
銚子土木事務所 636 清水町 銚子市 清水町   海匝土木事務所 691 万才1 旭市 万才 清水 
銚子土木事務所 637 西小川町1 銚子市 西小川町   海匝土木事務所 692 万才2 旭市 万才 上鈴金 
銚子土木事務所 638 西小川町2 銚子市 西小川町   海匝土木事務所 693 岡 旭市 清和甲 外城 
銚子土木事務所 639 前宿1 銚子市 前宿町   海匝土木事務所 694 清和甲 旭市 清和甲 荒辺 
銚子土木事務所 640 前宿2 銚子市 前宿町   海匝土木事務所 695 清和甲2 旭市 清和甲  
銚子土木事務所 641 長崎 銚子市 長崎町   海匝土木事務所 696 清和甲3 旭市 清和甲 荒辺 
銚子土木事務所 642 東小川 銚子市 東小川町   海匝土木事務所 697 南堀之内 旭市 南堀之内 佃 
銚子土木事務所 644 南 銚子市 南小川町   海匝土木事務所 698 船頭 旭市 南堀之内 船頭 
銚子土木事務所 646 富川町 銚子市 富川町   海匝土木事務所 699 内谷 旭市 鏑木 内谷 
銚子土木事務所 647 豊里 銚子市 笹本町   海匝土木事務所 700 鏑木2 旭市 鏑木 谷ノ下 
銚子土木事務所 648 北小川 銚子市 北小川町   海匝土木事務所 701 岸湖 旭市 鏑木 岸湖 
銚子土木事務所 649 本城 銚子市 本城町 6丁目  海匝土木事務所 702 小田部 山武郡横芝光町 小田部 上ノ台 
銚子土木事務所 650 名洗 銚子市 名洗町   海匝土木事務所 703 富下 山武郡横芝光町 富下 新渋 
銚子土木事務所 651 名洗2 銚子市 名洗町   海匝土木事務所 704 富下2 山武郡横芝光町 富下 宮下 
銚子土木事務所 652 弥生町 銚子市 弥生町   海匝土木事務所 705 宝米 山武郡横芝光町 宝米 塙 
銚子土木事務所 653 三崎町 銚子市 三崎町   海匝土木事務所 706 篠本 山武郡横芝光町 篠本 篠本 
銚子土木事務所 655 栄町2 銚子市 栄町   山武土木事務所 707 岩崎1 東金市 東金 岩崎 
銚子土木事務所 656 八木1 銚子市 八木町   山武土木事務所 708 岩崎 東金市 東金 岩崎 
銚子土木事務所 657 八木2 銚子市 八木町   山武土木事務所 709 金谷 東金市 松之郷 金谷 
海匝土木事務所 658 岩井 旭市 岩井   山武土木事務所 710 後谷 東金市 松之郷 後谷 
海匝土木事務所 659 見広 旭市 見広   山武土木事務所 711 上宿 東金市 東金 上宿 
海匝土木事務所 661 清滝1 旭市 清滝   山武土木事務所 712 新宿 東金市 東金 新宿 
海匝土木事務所 664 横根 旭市 横根   山武土木事務所 713 台方 東金市 台方 花輪 
海匝土木事務所 665 八木 旭市 八木   山武土木事務所 714 台方2 東金市 台方 大作 
海匝土木事務所 666 塙1 旭市 塙 羽場  山武土木事務所 715 上宿2 東金市 台方 大門 
海匝土木事務所 667 塙2 旭市 塙   山武土木事務所 716 谷1 東金市 東金 谷 
海匝土木事務所 668 豊和 匝瑳市 大寺   山武土木事務所 717 谷2 東金市 東金 谷 
海匝土木事務所 669 飯塚 匝瑳市 飯塚   山武土木事務所 718 田間 東金市 田間 峯下 
海匝土木事務所 670 飯塚2 匝瑳市 飯塚   山武土木事務所 719 道庭 東金市 道庭 石切 
海匝土木事務所 671 八重崎1 匝瑳市 椿 八重崎  山武土木事務所 720 道庭2 東金市 道庭 作 
海匝土木事務所 672 八重崎2 匝瑳市 椿 八重崎  山武土木事務所 721 馬場 東金市 東金 馬場 
海匝土木事務所 673 籠部田 匝瑳市 ハ 籠部田  山武土木事務所 722 油井1 東金市 油井 油井根 
海匝土木事務所 674 富谷 匝瑳市 ロ 富谷  山武土木事務所 723 油井2 東金市 油井 油井根 
海匝土木事務所 675 米倉 匝瑳市 ホ 米倉  山武土木事務所 724 家之子 東金市 家之子 小金井 
海匝土木事務所 676 本郷 匝瑳市 貝塚 本郷  山武土木事務所 725 松之郷1 東金市 松之郷 東本郷 
海匝土木事務所 677 久方 匝瑳市 久方 辺田場  山武土木事務所 726 松之郷2 東金市 松之郷 小井戸 
海匝土木事務所 678 栄 匝瑳市 吉田 栄  山武土木事務所 727 大豆谷 東金市 大豆谷 御堂坊 
海匝土木事務所 679 谷1 匝瑳市 吉田 谷  山武土木事務所 728 小野1 東金市 小野 岡ノ谷 
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山武土木事務所 729 萱野 山武郡大網白里町 萱野 下  山武土木事務所 778 八田2 山武市 八田 新掘 
山武土木事務所 730 金谷郷1 山武郡大網白里町 金谷郷 細田前  山武土木事務所 779 八田3 山武市 八田 表場 
山武土木事務所 731 金谷郷2 山武郡大網白里町 金谷郷 金谷  山武土木事務所 780 田越2 山武市 田越 東ノ台 
山武土木事務所 732 砂田 山武郡大網白里町 砂田 北  山武土木事務所 781 田越3 山武市 田越 南谷 
山武土木事務所 733 小中 山武郡大網白里町 小中 谷  山武土木事務所 782 姥山 山武郡横芝光町 姥山 下ノ内 
山武土木事務所 734 笊田 山武郡大網白里町 大網 笊田  山武土木事務所 783 牛熊 山武郡横芝光町 牛熊 宿 
山武土木事務所 736 本宿 山武郡大網白里町 大網 本宿  山武土木事務所 784 坂田 山武郡横芝光町 坂田 根古家 
山武土木事務所 737 本宿2 山武郡大網白里町 大綱 本宿  山武土木事務所 785 寺方 山武郡横芝光町 寺方 辺田 
山武土木事務所 738 餅ノ木 山武郡大網白里町 餅ノ木 天神谷  山武土木事務所 786 取立 山武郡横芝光町 取立 以王寺台 
山武土木事務所 739 養安寺2 山武郡大網白里町 養安寺 谷前  山武土木事務所 787 小堤 山武郡横芝光町 小堤 下和田 
山武土木事務所 740 養安寺3 山武郡大網白里町 養安寺 殿谷  山武土木事務所 788 谷台 山武郡横芝光町 谷台 荒場 
山武土木事務所 741 養安寺4 山武郡大網白里町 養安寺 中西  山武土木事務所 789 長倉1 山武郡横芝光町 長倉 宿 
山武土木事務所 742 愛宕 山武市 成東 愛宕  山武土木事務所 790 長倉2 山武郡横芝光町 長倉 宿 
山武土木事務所 743 御明 山武市 富田 御明  長生土木事務所 791 押日 茂原市 押日 下 
山武土木事務所 744 根蔵台 山武市 成東 根蔵台  長生土木事務所 792 下永吉 茂原市 下永吉 南平塚 
山武土木事務所 745 寺崎 山武市 寺崎 常盤台  長生土木事務所 793 桂1 茂原市 桂 小谷 
山武土木事務所 746 上町 山武市 成東 内宿  長生土木事務所 794 腰当 茂原市 腰当 南谷 
山武土木事務所 747 真行寺1 山武市 真行寺 亀井戸  長生土木事務所 795 巡田2 茂原市 本納 巡田 
山武土木事務所 748 親田 山武市 親田 谷  長生土木事務所 796 上永吉1 茂原市 上永吉 大作 
山武土木事務所 749 早船 山武市 早船 北ノ里  長生土木事務所 797 上永吉2 茂原市 上永吉 大坪 
山武土木事務所 750 津辺1 山武市 津辺 浅間台  長生土木事務所 798 上永吉3 茂原市 上永吉 八幡山 
山武土木事務所 751 津辺2 山武市 津辺 要害  長生土木事務所 799 本納 茂原市 本納 本町 
山武土木事務所 752 嶋戸 山武市 嶋戸 仲ノ町  長生土木事務所 800 長谷1 茂原市 長谷 屈ノ井 
山武土木事務所 753 板附 山武市 板附 西ノ台  長生土木事務所 801 長谷2 茂原市 長谷 柳谷 
山武土木事務所 754 姫島 山武市 姫島 姫塚  長生土木事務所 802 滝の谷 茂原市 本納 右衛門郭 
山武土木事務所 755 富士見台 山武市 成東 富士見

台  長生土木事務所 803 本納2 茂原市 本納  
山武土木事務所 756 富田西 山武市 富田 雛鶴  長生土木事務所 804 台田 茂原市 台田 宮殿前 
山武土木事務所 757 富田東 山武市 富田 大日向  長生土木事務所 805 小林 茂原市 小林 打出 
山武土木事務所 758 野掘 山武市 野掘 夕日前  長生土木事務所 806 石神 茂原市 石神 日当り 
山武土木事務所 759 新泉 山武市 新泉 新敷  長生土木事務所 807 桂2 茂原市 桂 谷 
山武土木事務所 760 真行寺2 山武市 真行寺   長生土木事務所 808 大登 茂原市 大登 東谷 
山武土木事務所 761 椎崎2 山武市 椎崎 西大椎

崎  長生土木事務所 809 上永吉6 茂原市 上永吉  
山武土木事務所 762 椎崎1 山武市 椎崎 向台  長生土木事務所 810 一宮1 長生郡一宮町 一宮 本給大坂 
山武土木事務所 763 矢部 山武市 矢部 平台  長生土木事務所 811 西門前台 長生郡一宮町 一宮 西門前台 
山武土木事務所 764 戸田 山武市 戸田 根崎  長生土木事務所 812 大村 長生郡一宮町 東浪見 大村 
山武土木事務所 765 横田 山武市 横田 身山  長生土木事務所 814 寺崎 茂原市 寺崎 富士の腰 
山武土木事務所 766 大木 山武市 大木 大口  長生土木事務所 815 大上2 茂原市 大上 宮ノ脇 
山武土木事務所 767 引越 山武市 引越 丸ノ井  長生土木事務所 816 大上3 茂原市 大上 猿綱 
山武土木事務所 768 猿尾 山武市 猿尾 稲岡  長生土木事務所 817 妙楽寺4 茂原市 妙楽寺 駒返 
山武土木事務所 769 金尾 山武市 金尾 源郷  長生土木事務所 818 北山田 茂原市 北山田 北長谷 
山武土木事務所 770 山室1 山武市 山室 城ノ台  長生土木事務所 819 妙楽寺2 茂原市 妙楽寺 郷戸 
山武土木事務所 771 山室2 山武市 山室 腰巻  長生土木事務所 820 妙楽寺3 茂原市 妙楽寺 宮下 
山武土木事務所 772 山室3 山武市 山室 五郎台  長生土木事務所 821 佐貫4 茂原市 佐貫 羽根沢 
山武土木事務所 773 松尾 山武市 松尾 末広  長生土木事務所 822 山根 長生郡長柄町 山根 大和久 
山武土木事務所 774 大堤 山武市 大堤 鷲ノ巣  長生土木事務所 826 長柄山1 長生郡長柄町 長柄山 上宿 
山武土木事務所 775 谷津 山武市 谷津 西谷  長生土木事務所 827 長柄山2 長生郡長柄町 長柄山 下宿 
山武土木事務所 776 田越1 山武市 田越 浅間下  長生土木事務所 830 地蔵前1 長生郡長南町 長南 地蔵前 
山武土木事務所 777 八田1 山武市 八田 新堀  長生土木事務所 831 地蔵前2 長生郡長南町 長南 地蔵前 
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長生土木事務所 832 米満 長生郡長南町 米満 曽入道  夷隅土木事務所 886 見長谷 勝浦市 松部 船附 
長生土木事務所 833 米満2 長生郡長南町 米満   夷隅土木事務所 887 船附2 勝浦市 松部 船附 
夷隅土木事務所 835 鵜原 勝浦市 鵜原 天王山  夷隅土木事務所 888 東之谷 勝浦市 大沢 東谷 
夷隅土木事務所 836 家ノ谷 勝浦市 鵜原 家ノ谷  夷隅土木事務所 889 盛沢 勝浦市 沢倉 盛沢 
夷隅土木事務所 837 鵜原2 勝浦市 鵜原 万俵  夷隅土木事務所 890 鶴ケ沢 勝浦市 沢倉 鶴ケ沢 
夷隅土木事務所 838 鵜原3 勝浦市 鵜原 崖塚  夷隅土木事務所 891 蓬谷 勝浦市 沢倉 稲荷谷 
夷隅土木事務所 839 王子 勝浦市 興津 王子  夷隅土木事務所 892 西沢 勝浦市 沢倉 西沢 
夷隅土木事務所 840 吉尾 勝浦市 吉尾   夷隅土木事務所 893 沢倉 勝浦市 沢倉 下志島 
夷隅土木事務所 841 家名 勝浦市 興津 家名  夷隅土木事務所 895 内出 勝浦市 部原 内出 
夷隅土木事務所 842 興津 勝浦市 興津 家ノ田  夷隅土木事務所 896 浜行川 勝浦市 浜行川 横道 
夷隅土木事務所 843 興津2 勝浦市 興津 家ノ田  夷隅土木事務所 897 小森 勝浦市 浜行川 小森 
夷隅土木事務所 844 串浜 勝浦市 串浜 春日浦  夷隅土木事務所 898 四山が谷1 勝浦市 浜行川 横道 
夷隅土木事務所 845 船附 勝浦市 串浜 船付  夷隅土木事務所 900 浜行川2 勝浦市 浜行川 柳作 
夷隅土木事務所 846 串浜の2 勝浦市 串浜 上敷  夷隅土木事務所 901 浜行川3 勝浦市 浜行川 浜道 
夷隅土木事務所 847 原 勝浦市 植野 原  夷隅土木事務所 902 浜行川4 勝浦市 浜行川 瀧谷 
夷隅土木事務所 848 向台 勝浦市 鵜原 向台  夷隅土木事務所 903 浜勝浦 勝浦市 浜勝浦 南 
夷隅土木事務所 849 荒熊 勝浦市 守谷 荒熊  夷隅土木事務所 904 部原 勝浦市 部原 ガケ下 
夷隅土木事務所 850 志島 勝浦市 沢倉 志島  夷隅土木事務所 905 部原2 勝浦市 部原 祢宣谷 
夷隅土木事務所 851 志別当 勝浦市 新官 志別当  夷隅土木事務所 906 墨名の2 勝浦市 墨名  
夷隅土木事務所 852 守谷 勝浦市 守谷 急坂  夷隅土木事務所 907 墨名3 勝浦市 墨名 家ノ谷 
夷隅土木事務所 854 守谷2 勝浦市 守谷 茂浦  夷隅土木事務所 908 理想郷1 勝浦市 鵜原 志村 
夷隅土木事務所 855 守谷3 勝浦市 守谷 茂浦  夷隅土木事務所 909 理想郷2 勝浦市 鵜原 勝場 
夷隅土木事務所 856 大作 勝浦市 守谷 大作  夷隅土木事務所 910 駒形 勝浦市 浜勝浦 駒形 
夷隅土木事務所 857 出水 勝浦市 出水 登ケ谷  夷隅土木事務所 911 松部の3 勝浦市 松部 田原 
夷隅土木事務所 859 墨名 勝浦市 出水 矢名口  夷隅土木事務所 912 浜3 夷隅郡御宿町 浜 岩ノ山 
夷隅土木事務所 860 長ヶ谷 勝浦市 出水 本海老

根  夷隅土木事務所 913 亀ノ越 夷隅郡御宿町 浜 亀ノ越 
夷隅土木事務所 861 井戸尻 勝浦市 串浜 春日台  夷隅土木事務所 914 五神山 夷隅郡御宿町 六軒町 五神山 
夷隅土木事務所 862 松部 勝浦市 松部 塚ノ台  夷隅土木事務所 915 小部田  夷隅郡御宿町 須賀 小部田 
夷隅土木事務所 863 松部の2 勝浦市 松部 新屋敷  夷隅土木事務所 916 神部田 夷隅郡御宿町 高山田 神部田 
夷隅土木事務所 864 松部4 勝浦市 松部 場代  夷隅土木事務所 917 杉山 夷隅郡御宿町 高山田 杉山 
夷隅土木事務所 866 浜勝浦の3 勝浦市 松部 新屋敷  夷隅土木事務所 918 赤羽根 夷隅郡御宿町 高山田 赤羽根 
夷隅土木事務所 867 新屋敷2 勝浦市 松部 新屋敷  夷隅土木事務所 919 大部田 夷隅郡御宿町 須賀 大部田 
夷隅土木事務所 868 新官 勝浦市 新官 瀬戸  夷隅土木事務所 920 鶴石 夷隅郡御宿町 浜 鶴石 
夷隅土木事務所 869 新官の2 勝浦市 新官 中島  夷隅土木事務所 921 天ノ森 夷隅郡御宿町 六軒町 天ノ森 
夷隅土木事務所 870 北見坊 勝浦市 新官 北見坊  夷隅土木事務所 922 浜の2 夷隅郡御宿町 浜 岩ケ山 
夷隅土木事務所 871 新官3 勝浦市 新官 志別当  夷隅土木事務所 923 浜ノ谷 夷隅郡御宿町 浜 浜ノ谷 
夷隅土木事務所 872 新官4 勝浦市 新官 風早  夷隅土木事務所 924 岡ノ谷1 いすみ市 岩船 岡ノ谷 
夷隅土木事務所 873 新官5 勝浦市 新官 瀬戸浜  夷隅土木事務所 925 岡ノ谷2 いすみ市 岩船 岡ノ谷 
夷隅土木事務所 874 新官6 勝浦市 新官 瀬戸  夷隅土木事務所 926 岸 いすみ市 新田 岸 
夷隅土木事務所 875 新地ケ台 勝浦市 浜勝浦 新地ケ

台  夷隅土木事務所 927 硯 いすみ市 下布施 硯 
夷隅土木事務所 876 川津 勝浦市 川津 川津  夷隅土木事務所 928 根 いすみ市 小沢 根 
夷隅土木事務所 877 三田 勝浦市 川津 三田  夷隅土木事務所 929 三十根1 いすみ市 岩船 三十根 
夷隅土木事務所 878 萬名浦 勝浦市 川津 萬名浦  夷隅土木事務所 930 三十根2 いすみ市 岩船 三十根 
夷隅土木事務所 879 南谷の1 勝浦市 川津 南谷  夷隅土木事務所 931 岩船の2 いすみ市 岩船 三十根 
夷隅土木事務所 880 ビリ谷 勝浦市 川津 ビリ谷  夷隅土木事務所 932 小山 いすみ市 釈迦谷 小山 
夷隅土木事務所 881 川津北 勝浦市 川津   夷隅土木事務所 933 小東田 いすみ市 大原 小東田 
夷隅土木事務所 884 峯平 勝浦市 川津 峯平  夷隅土木事務所 934 上西部田 いすみ市 釈迦谷 上西部田 
夷隅土木事務所 885 川津2 勝浦市 川津 ビリ谷  夷隅土木事務所 937 大練 いすみ市 高谷 大練 
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夷隅土木事務所 938 大和田 いすみ市 下原 大和田  安房土木事務所 996 向畑 南房総市 向畑  
夷隅土木事務所 939 岩船 いすみ市 岩船 谷畑  安房土木事務所 999 中三原1 南房総市 黒岩  
夷隅土木事務所 940 長志下1 いすみ市 長志 長志下  安房土木事務所 1000 小向 南房総市 小向  
夷隅土木事務所 941 長志下2 いすみ市 長志 長志下  安房土木事務所 1001 スルス森 南房総市 磑森  
夷隅土木事務所 942 八幡 いすみ市 大原 八幡  安房土木事務所 1003 白渚 南房総市 白渚  
夷隅土木事務所 943 弥勒堂 いすみ市 和泉 弥勒堂  安房土木事務所 1004 沼 南房総市 沼  
夷隅土木事務所 944 殿台 いすみ市 鴨根 殿台  安房土木事務所 1005 寄浦 鴨川市 内浦 寄浦 
夷隅土木事務所 945 東一ノ作 いすみ市 谷上 東一ノ

作  安房土木事務所 1006 小湊1 鴨川市 小湊 祓町 
夷隅土木事務所 946 横山1 夷隅郡大多喜町 横山   安房土木事務所 1007 小湊2 鴨川市 小湊 小湊山 
夷隅土木事務所 947 横山2 夷隅郡大多喜町 横山   安房土木事務所 1008 小湊3 鴨川市 小湊 小船谷町 
夷隅土木事務所 948 葛藤1 夷隅郡大多喜町 葛藤   安房土木事務所 1009 小湊4 鴨川市 小湊 小船谷町 
夷隅土木事務所 949 久我原 夷隅郡大多喜町 久我原   安房土木事務所 1010 小湊5 鴨川市 小湊 小船谷町 
夷隅土木事務所 950 高谷 夷隅郡大多喜町 下大多喜 高谷  安房土木事務所 1011 小湊6 鴨川市 内浦 北町 
夷隅土木事務所 951 葛藤2 夷隅郡大多喜町 葛藤   安房土木事務所 1012 小湊7 鴨川市 小湊 市川 
夷隅土木事務所 952 小土呂1 夷隅郡大多喜町 小土呂   安房土木事務所 1013 城戸 鴨川市 天津 北城土 
夷隅土木事務所 953 小土呂2 夷隅郡大多喜町 小土呂   安房土木事務所 1015 実入 鴨川市 天津 実入 
夷隅土木事務所 954 上原1 夷隅郡大多喜町 上原   安房土木事務所 1017 川脇1 鴨川市 天津 川脇 
夷隅土木事務所 955 上原2 夷隅郡大多喜町 上原   安房土木事務所 1018 川脇2 鴨川市 天津 梶原宿 
夷隅土木事務所 956 西部田 夷隅郡大多喜町 西部田   安房土木事務所 1019 長谷 鴨川市 小湊  
夷隅土木事務所 957 泉水1 夷隅郡大多喜町 泉水   安房土木事務所 1021 天津1 鴨川市 天津 白崎 
夷隅土木事務所 958 泉水2 夷隅郡大多喜町 泉水   安房土木事務所 1022 天津3 鴨川市 天津 浜町 
夷隅土木事務所 959 台 夷隅郡大多喜町 下大多喜 台  安房土木事務所 1023 天津4 鴨川市 天津 山神前 
夷隅土木事務所 961 太田代 夷隅郡大多喜町 太田代   安房土木事務所 1024 内浦2 鴨川市 内浦 新町 
夷隅土木事務所 962 中野 夷隅郡大多喜町 中野   安房土木事務所 1025 内浦3 鴨川市 内浦 石ノ上 
夷隅土木事務所 963 八声 夷隅郡大多喜町 八声   安房土木事務所 1026 内浦4 鴨川市 内浦 石ノ上 
夷隅土木事務所 964 峯之越 夷隅郡大多喜町 下大多喜 峯之越  安房土木事務所 1027 内浦 鴨川市 内浦  
夷隅土木事務所 965 鍛冶 夷隅郡大多喜町 横山 鍛冶  安房土木事務所 1028 内浦5 鴨川市 内浦 寄浦 
夷隅土木事務所 966 神置 いすみ市 神置   安房土木事務所 1029 内浦6 鴨川市 内浦 寄浦 
夷隅土木事務所 967 正立寺 いすみ市 正立寺   安房土木事務所 1030 内浦7 鴨川市 内浦 寄浦 
夷隅土木事務所 968 上須賀谷 いすみ市 須賀谷   安房土木事務所 1031 浜荻1 鴨川市 浜荻 東山際 
安房土木事務所 969 奥谷1 鴨川市 江見内遠野 中谷  安房土木事務所 1032 海ケ谷 鴨川市 小湊 海ケ谷 
安房土木事務所 970 奥谷2 鴨川市 平塚 石畑  安房土木事務所 1033 堂之下 館山市 船形 堂之下 
安房土木事務所 971 横手 鴨川市 粟斗 横手  安房土木事務所 1035 川名1 館山市 川名 新町那古 
安房土木事務所 972 鴨川 鴨川市 貝渚 魚見塚  安房土木事務所 1036 那古山 館山市 那古  
安房土木事務所 973 橋本 鴨川市 畑 橋本  安房土木事務所 1037 那古1 館山市 那古 柳作 
安房土木事務所 975 高鶴 鴨川市 上 高鶴  安房土木事務所 1038 那古2 館山市 那古 山岸 
安房土木事務所 976 細谷 鴨川市 畑 細谷  安房土木事務所 1041 亀ケ原 館山市 亀ケ原 青木根 
安房土木事務所 977 坂下 鴨川市 東町 坂下  安房土木事務所 1042 根古屋 館山市 館山 根古屋 
安房土木事務所 978 市井原 鴨川市 畑 市井原  安房土木事務所 1043 岡宮城 館山市 宮城 岡宮城 
安房土木事務所 979 駿河浜 鴨川市 天面 駿河浜  安房土木事務所 1047 伊戸 館山市 伊戸 松葉 
安房土木事務所 981 西山 鴨川市 西山 上野山  安房土木事務所 1048 根本 館山市 坂足 久保田 
安房土木事務所 982 青木 鴨川市 江見青木 青木  安房土木事務所 1049 小沼 館山市 小沼 作田 
安房土木事務所 984 太海1 鴨川市 太海浜 太海  安房土木事務所 1050 洲宮1 館山市 洲宮 大作 
安房土木事務所 990 埋田 鴨川市 金束 埋田  安房土木事務所 1051 洲宮2 館山市 洲宮 大作 
安房土木事務所 992 仁我浦 南房総市 仁我浦   安房土木事務所 1052 佐野 館山市 佐野 谷口 
安房土木事務所 993 和田 南房総市 和田   安房土木事務所 1053 松岡 館山市 竜岡 西条 
安房土木事務所 994 真浦 南房総市 真浦   安房土木事務所 1054 相浜 館山市 相浜 香取 
安房土木事務所 995 和田2 南房総市 和田   安房土木事務所 1055 布良 館山市 布良 鯨山 
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安房土木事務所 1056 神余 館山市 神余 粟ノ前  安房土木事務所 1119 西坊田 南房総市 滝口 西坊田 
安房土木事務所 1057 岡田 館山市 岡田 西ノ谷  安房土木事務所 1120 岡瀬田 南房総市 南朝夷 岡瀬田 
安房土木事務所 1058 古茂口1 館山市 古茂口 小谷  安房土木事務所 1123 千田 南房総市 千田 東坂口 
安房土木事務所 1059 古茂口2 館山市 古茂口 地蔵谷  安房土木事務所 1124 千田境 南房総市 大川 千田境 
安房土木事務所 1060 山本1 館山市 山本 堀之内  安房土木事務所 1125 大田 南房総市 宇田 大田 
安房土木事務所 1062 田辺 館山市 竹原 田辺  安房土木事務所 1126 谷 南房総市 北朝夷 谷 
安房土木事務所 1063 横枕 館山市 竹原 横枕  安房土木事務所 1127 谷田 南房総市 大貫 谷田 
安房土木事務所 1065 船形2 館山市 船形 新山  安房土木事務所 1129 白間津 南房総市 白間津 宮ノ前 
安房土木事務所 1066 川名2 館山市 川名 鳥居山  安房土木事務所 1130 平磯 南房総市 平磯 割石 
安房土木事務所 1067 波佐間 館山市 波佐間 稲荷前  安房土木事務所 1131 平舘 南房総市 平舘 大磯原 
安房土木事務所 1068 宮ノ台 南房総市 豊岡 宮ノ台  安房土木事務所 1133 牧田 南房総市 牧田 上野山 
安房土木事務所 1069 故郷地 南房総市 南無谷 故郷地  安房土木事務所 1134 蓮台枝 南房総市 北朝夷 蓮台枝 
安房土木事務所 1071 坂ノ下 南房総市 豊岡 坂ノ下  安房土木事務所 1138 本郷 南房総市 宇田 本郷 
安房土木事務所 1073 小浜 南房総市 南無谷 小浜  安房土木事務所 1141 下久根 南房総市 大井 下久根 
安房土木事務所 1074 新宿 南房総市 豊岡 新宿  安房土木事務所 1142 下道 南房総市 安馬谷 下道 
安房土木事務所 1076 石小浦 南房総市 南無谷 石小浦  安房土木事務所 1143 釜滝 南房総市 珠師ケ谷 釜滝 
安房土木事務所 1077 丹生1 南房総市 丹生 鶴舞  安房土木事務所 1144 岩糸 南房総市 岩糸 谷頭 
安房土木事務所 1079 丹生2 南房総市 丹生 桑ケ谷  安房土木事務所 1146 根方 南房総市 沓見 根方 
安房土木事務所 1080 用害 南房総市 豊岡 用害  安房土木事務所 1147 根本前 南房総市 石堂 根本前 
安房土木事務所 1082 丹生3 南房総市 丹生 津保ケ

山  安房土木事務所 1149 市場 南房総市 丸本郷 市場 
安房土木事務所 1085 深名2 南房総市 深名 叶神  安房土木事務所 1150 上郷 南房総市 加茂 上郷 
安房土木事務所 1086 向町 南房総市 小浦 向町  安房土木事務所 1151 真野 南房総市 久保 真野谷 
安房土木事務所 1087 南ケ谷 南房総市 小浦 南ケ谷  安房土木事務所 1152 神門 南房総市 加茂 神門 
安房土木事務所 1088 磯ケ谷 安房郡鋸南町 岩井袋 磯ケ谷  安房土木事務所 1153 清水 南房総市 丸本郷 清水 
安房土木事務所 1091 岩井袋 安房郡鋸南町 岩井袋 尾崎  安房土木事務所 1154 西根 南房総市 宮下 西根 
安房土木事務所 1092 東田子 安房郡鋸南町 下佐久間 東田子  安房土木事務所 1155 石堂 南房総市 石堂 永野 
安房土木事務所 1093 大門 安房郡鋸南町 下佐久間 大門  安房土木事務所 1157 石堂原 南房総市 石堂 根方 
安房土木事務所 1094 和見 安房郡鋸南町 下佐久間 和見  安房土木事務所 1158 曽我1 南房総市 珠師ケ谷 曽我 
安房土木事務所 1095 大黒山 安房郡鋸南町 勝山 大黒山  安房土木事務所 1160 大沼 南房総市 安馬谷 大沼 
安房土木事務所 1096 内宿 安房郡鋸南町 勝山 内宿  安房土木事務所 1161 大庭 南房総市 珠師ケ谷 大庭 
安房土木事務所 1097 板井ケ谷 安房郡鋸南町 竜島 板井ケ

谷  安房土木事務所 1163 塚崎 南房総市 沓見 塚崎 
安房土木事務所 1098 板井ケ谷2 安房郡鋸南町 竜島 板井ケ

谷  安房土木事務所 1164 東台 南房総市 宮下 東台 
安房土木事務所 1099 玉ノ井 安房郡鋸南町 竜島 玉ノ井  安房土木事務所 1167 本郷 南房総市 加茂 本郷 
安房土木事務所 1100 中井ケ谷 安房郡鋸南町 上佐久間 中井ケ

谷  安房土木事務所 1168 嶺岡 南房総市 大井 嶺岡 
安房土木事務所 1101 三出久保 安房郡鋸南町 上佐久間 三出久

保  君津土木事務所 1169 太田 木更津市 太田 鳥居 
安房土木事務所 1102 内代 安房郡鋸南町 奥山 内代  君津土木事務所 1170 東太田 木更津市 中尾  
安房土木事務所 1103 横道 安房郡鋸南町 大崩 横道  君津土木事務所 1171 畑沢2 木更津市 畑沢 浜ケ谷 
安房土木事務所 1104 藪ケ谷 安房郡鋸南町 保田 藪ケ谷  君津土木事務所 1172 真里谷2 木更津市 真里谷 基イ 
安房土木事務所 1105 田端 安房郡鋸南町 大帷子 田端  君津土木事務所 1174 茅野七曲 木更津市 茅野七曲 西ケ谷 
安房土木事務所 1106 亀磯 安房郡鋸南町 吉浜 亀磯  君津土木事務所 1176 黄和田畑 君津市 黄和田畑 北畑 
安房土木事務所 1108 日陰 安房郡鋸南町 吉浜 日陰  君津土木事務所 1177 釜生 君津市 釜生  
安房土木事務所 1111 内田 南房総市 増間 内田  君津土木事務所 1179 久留里1 君津市 久留里 戸張関谷 
安房土木事務所 1113 塩浦 南房総市 白浜 塩浦  君津土木事務所 1180 久留里2 君津市 久留里 戸張関谷 
安房土木事務所 1114 乙浜 南房総市 白浜 明堂  君津土木事務所 1181 原 君津市 坂田  
安房土木事務所 1115 小滝 南房総市 白浜 小滝  君津土木事務所 1182 坂田 君津市 坂田  
安房土木事務所 1116 青木 南房総市 白浜 根本前  君津土木事務所 1183 山本の1 君津市 山本 狩塚 
安房土木事務所 1117 東坊田 南房総市 滝口 東坊田  君津土木事務所 1184 山本3 君津市 山本 野元 
安房土木事務所 1118 名倉 南房総市 白浜 榎ケ谷  君津土木事務所 1186 小市部 君津市 小市部 弘ノ台 
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君津土木事務所 1187 人見 君津市 人見 山下  千葉土木事務所 1240 長作町3 千葉市花見川区 長作町  
君津土木事務所 1188 西原 君津市 西原 平沢  千葉土木事務所 1241 畑町2 千葉市花見川区 畑町  
君津土木事務所 1189 大井下根本 君津市 大井 下根本  千葉土木事務所 1242 長作町5 千葉市花見川区 長作町  
君津土木事務所 1190 大井戸 君津市 大井戸   千葉土木事務所 1243 天戸町3 千葉市花見川区 天戸町  
君津土木事務所 1191 大戸見 君津市 大戸見   千葉土木事務所 1244 小仲台2 千葉市稲毛区 小仲台 6丁目 
君津土木事務所 1192 大野台1 君津市 大野台 前山  千葉土木事務所 1245 椿森 千葉市中央区 椿森 6丁目 
君津土木事務所 1193 大野台2 君津市 大野台 和見山  千葉土木事務所 1246 市場町 千葉市中央区 市場町  
君津土木事務所 1194 大和田1 君津市 大和田 2丁目  千葉土木事務所 1247 葛城 千葉市中央区 葛城 1丁目 
君津土木事務所 1195 大和田2 君津市 大和田 1丁目  千葉土木事務所 1248 千葉寺町 千葉市中央区 千葉寺町  
君津土木事務所 1196 中島1 君津市 中島 武勇谷  千葉土木事務所 1249 宮崎町2 千葉市中央区 宮崎町  
君津土木事務所 1197 中島2 君津市 中島 武勇谷  千葉土木事務所 1250 仁戸名町1 千葉市中央区 仁戸名町  
君津土木事務所 1198 長石 君津市 長石 爪倉  千葉土木事務所 1251 仁戸名町2 千葉市中央区 仁戸名町  
君津土木事務所 1199 長谷川 君津市 長谷川 熊竹  千葉土木事務所 1252 生実町1 千葉市中央区 生実町  
君津土木事務所 1200 怒田 君津市 怒田   千葉土木事務所 1253 生実町2 千葉市中央区 生実町  
君津土木事務所 1201 馬込 君津市 人見 馬込  千葉土木事務所 1254 殿台町 千葉市若葉区 殿台町  
君津土木事務所 1202 法木 君津市 法木   千葉土木事務所 1255 みつわ台 千葉市若葉区 源町  
君津土木事務所 1203 大井戸2 君津市 大井戸   千葉土木事務所 1256 貝塚町2 千葉市若葉区 貝塚町  
君津土木事務所 1204 海良 富津市 海良   千葉土木事務所 1257 加曽利町3 千葉市若葉区 加曽利町  
君津土木事務所 1205 鬼ケ谷の1 富津市 金谷   千葉土木事務所 1258 多部田町 千葉市若葉区 多部田町  
君津土木事務所 1206 鬼ケ谷の2 富津市 金谷   千葉土木事務所 1259 高根町2 千葉市若葉区 高根町  
君津土木事務所 1207 鬼ケ谷3 富津市 岩瀬 鬼ケ谷  千葉土木事務所 1260 中野町 千葉市若葉区 中野町  
君津土木事務所 1208 金谷 富津市 金谷 富貴  千葉土木事務所 1261 千城台南 千葉市若葉区 千城台南  
君津土木事務所 1209 金谷2 富津市 金谷 大沢  千葉土木事務所 1262 高田町 千葉市緑区 高田町  
君津土木事務所 1210 高根 富津市 小久保   千葉土木事務所 1263 大金沢町 千葉市緑区 大金沢町  
君津土木事務所 1211 金谷新町 富津市 金谷   千葉土木事務所 1264 藤崎4 習志野市 藤崎 4丁目 
君津土木事務所 1212 数馬 富津市 数馬   千葉土木事務所 1265 下高野 八千代市 下高野 亀井田 
君津土木事務所 1213 相野谷 富津市 相野谷   千葉土木事務所 1266 小池 八千代市 小池 宮下 
君津土木事務所 1214 湊 富津市 湊   千葉土木事務所 1267 島田4 八千代市 島田  
君津土木事務所 1216 田尻 富津市 金谷 本町  千葉土木事務所 1268 吉橋 八千代市 吉橋 妙見前 
君津土木事務所 1217 坂面 富津市 萩生 坂面  葛南土木事務所 1269 大野11 市川市 大野町  3丁目 
君津土木事務所 1218 萩生 富津市 萩生 熊ノ前  葛南土木事務所 1270 中山1 市川市 中山 4丁目 
君津土木事務所 1220 萩ノ谷 富津市 亀田   葛南土木事務所 1271 本北方 市川市 北方 3丁目 
君津土木事務所 1221 相川 富津市 相川 清水  葛南土木事務所 1272 大野9 市川市 大野町 3丁目 
君津土木事務所 1222 谷萩 富津市 萩生 谷坪  葛南土木事務所 1273 市川 市川市 市川 4丁目 
君津土木事務所 1223 奈良輪 袖ケ浦市 奈良輪   葛南土木事務所 1274 飯山満2 船橋市 飯山満町 3丁目 
君津土木事務所 1224 飯富2 袖ケ浦市 飯富 川崎  葛南土木事務所 1275 夏見2 船橋市 夏見 3丁目 
君津土木事務所 1225 下新田 袖ケ浦市 下新田   葛南土木事務所 1276 夏見3 船橋市 夏見 6丁目 
君津土木事務所 1226 岩井 袖ケ浦市 岩井 谷  市原土木事務所 1277 奉免 市原市 奉免 1293 
君津土木事務所 1227 下泉 袖ケ浦市 下泉   東葛飾土木事務所 1278 中和倉の3 松戸市 中和倉 寒風 
君津土木事務所 1228 房根 袖ケ浦市 上泉   東葛飾土木事務所 1279 腰巻 柏市 布瀬 腰巻 
君津土木事務所 1229 上泉の2 袖ケ浦市 上泉   印旛土木事務所 1280 臼井田 佐倉市 臼井田 寺台 
君津土木事務所 1230 野里 袖ケ浦市 野里   印旛土木事務所 1281 臼井台 佐倉市 臼井 大名宿 
君津土木事務所 1231 神納 袖ケ浦市 神納   印旛土木事務所 1282 鏑木町 佐倉市 鏑木町 大谷津 
君津土木事務所 1232 飯富 袖ケ浦市 飯富   印旛土木事務所 1284 城内町 佐倉市 城内町  
君津土木事務所 1234 神納2 袖ケ浦市 神納 堀込  印旛土木事務所 1285 六崎 佐倉市 六崎  外海道 
君津土木事務所 1236 上宮田1 袖ケ浦市 上宮田 殿谷  印旛土木事務所 1286 大崎台 印旛郡酒々井町 上岩崎 大崎 
君津土木事務所 1238 林1 袖ケ浦市 林 勝木谷  印旛土木事務所 1287 馬々台 印西市 吉田 馬々台 
夷隅土木事務所 1239 大船谷 いすみ市 大原 菅之谷  印旛土木事務所 1288 久保作 印西市 吉高 久保作 
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印旛土木事務所 1289 株木 印西市 萩原 株木  山武土木事務所 1340 養安寺1 山武郡大網白里町 養安寺 木曽谷 
印旛土木事務所 1290 谷田2 白井市 谷田   山武土木事務所 1341 中津田 山武市 中津田 北中 
印旛土木事務所 1291 戸神1 印西市 戸神   長生土木事務所 1342 上永吉5 茂原市 上永吉 霞谷 
印旛土木事務所 1292 松崎3 印西市 松崎 三郷  長生土木事務所 1343 綱島 茂原市 綱島 鼠谷 
印旛土木事務所 1293 辺田前 印西市 中根 辺田前  長生土木事務所 1344 巡田1 茂原市 本納 巡田 
印旛土木事務所 1294 興津 印旛郡栄町 興津   長生土木事務所 1345 味床1 長生郡長柄町 味床 堀口 
印旛土木事務所 1295 安食大台 印旛郡栄町 安食 大台  長生土木事務所 1346 味床2 長生郡長柄町 味床 脇寺谷 
印旛土木事務所 1296 安食辺弘前 印旛郡栄町 安食 辺引前  夷隅土木事務所 1347 要子庵 勝浦市 興津 苗代 
印旛土木事務所 1297 安食田中 印旛郡栄町 安食 田中  夷隅土木事務所 1348 苗代 勝浦市 興津 苗代 
印旛土木事務所 1298 北辺田 印旛郡栄町 北辺田 堂西  夷隅土木事務所 1349 向台の2 勝浦市 鵜原 向台 
印旛土木事務所 1299 矢口 印旛郡栄町 矢口 辺田  夷隅土木事務所 1350 大井 いすみ市 大原 大井 
印旛土木事務所 1300 麻生 印旛郡栄町 麻生 馬場  夷隅土木事務所 1351 大船谷の2 いすみ市 大原 大船谷 
成田土木事務所 1301 大生 成田市 大生   夷隅土木事務所 1353 船谷 いすみ市 岩船 船谷 
成田土木事務所 1302 宝田3 成田市 宝田   夷隅土木事務所 1354 矢差戸 いすみ市 大原 谷畑 
成田土木事務所 1303 大竹3 成田市 大竹   安房土木事務所 1355 磯村 鴨川市 磯村 山武郡横

芝光町 成田土木事務所 1304 坂2 香取郡多古町 坂 ウシロ  安房土木事務所 1356 大渕 鴨川市 太海 大渕 
成田土木事務所 1305 牛尾5 香取郡多古町 牛尾 居山  安房土木事務所 1357 松郷 鴨川市 金束  
成田土木事務所 1306 東谷 香取郡多古町 南中 東谷  安房土木事務所 1358 天面 鴨川市 天面 鷹巣 
成田土木事務所 1307 北場 香取郡多古町 北中 北場  安房土木事務所 1359 横根 鴨川市 東江見 鹿嶋 
成田土木事務所 1308 井戸山3 香取郡多古町 井戸山   安房土木事務所 1360 辺田谷 南房総市 和田  
成田土木事務所 1309 白桝 山武郡芝山町 大里 白桝  安房土木事務所 1361 天津2 鴨川市 天津 葛川 
成田土木事務所 1311 新井田 山武郡芝山町 新井田   安房土木事務所 1362 浜荻2 鴨川市 浜荻 西山際 
香取土木事務所 1312 橋替1 香取市 玉造 上谷津  安房土木事務所 1363 内浦8 鴨川市 内浦 大風沢 
香取土木事務所 1313 橋替2 香取市 佐原 橋替  安房土木事務所 1364 竜島 安房郡鋸南町 竜島 玉ノ井 
香取土木事務所 1314 橋替3 香取市 玉造 萩ノ作  安房土木事務所 1365 丹房 南房総市 加茂 丹房 
成田土木事務所 1315 下門前2 成田市 名古屋 根掘  安房土木事務所 1366 久麦 南房総市 岩糸 久麦 
成田土木事務所 1316 名木 成田市 名木 青木  君津土木事務所 1367 真里谷 木更津市 真里谷  
成田土木事務所 1317 大和田 成田市 大和田 堀ノ内  君津土木事務所 1368 八幡 富津市 八幡 宮下 
成田土木事務所 1318 四谷 成田市 西大須賀 渡戸  君津土木事務所 1369 下泉2 袖ケ浦市 下泉 谷田 
成田土木事務所 1319 成井 成田市 成井 居山  君津土木事務所 1370 蔵波 袖ケ浦市 蔵波 犬ケ久保 
成田土木事務所 1320 大和田2 成田市 大和田 谷ツ  千葉土木事務所 1371 長作町6 千葉市花見川区 長作町  
香取土木事務所 1321 並木 香取郡神崎町 並木 東ノ城  千葉土木事務所 1372 長作町7 千葉市花見川区 長作町  
香取土木事務所 1322 立野 香取郡神崎町 立野   成田土木事務所 1373 抱松 成田市 名古屋  
香取土木事務所 1323 虫幡1 香取市 虫幡 屋敷添  香取土木事務所 1374 貝塚5 香取市 貝塚  
香取土木事務所 1324 虫幡2 香取市 虫幡 矢ノ谷  香取土木事務所 1375 八本 香取市 八本  
香取土木事務所 1326 貝塚3 香取市 貝塚 猿田  香取土木事務所 1376 舟戸2 香取郡東庄町 舟戸  
香取土木事務所 1327 虫幡 香取市 虫幡 屋敷添  山武土木事務所 1377 田間2 東金市 田間 峯下 
香取土木事務所 1328 阿玉台3 香取市 阿玉台 辺田  東葛飾土木事務所 1378 中和倉の2 松戸市 中和倉 向山 
香取土木事務所 1330 鳩山 香取市 鳩山   印旛土木事務所 1379 高座木 佐倉市 飯野 高座木 
香取土木事務所 1331 木戸脇 香取市 高萩 木戸脇  銚子土木事務所 1380 栄町3 銚子市 栄町  
香取土木事務所 1332 窪野谷 香取郡東庄町 窪野谷   海匝土木事務所 1381 飯高 匝瑳市 飯高  
香取土木事務所 1333 小南 香取郡東庄町 小南   海匝土木事務所 1382 清和乙 旭市 清和乙  
銚子土木事務所 1334 西小川町4 銚子市 西小川町   長生土木事務所 1383 柴名 茂原市 茂原 柴名 
銚子土木事務所 1335 南小川町 銚子市 南小川町   長生土木事務所 1384 上太田 茂原市 上太田  
海匝土木事務所 1336 上永井 旭市 上永井 宮内  長生土木事務所 1385 綱島 茂原市 綱島  
海匝土木事務所 1337 上永井2 旭市 上永井 宵松  長生土木事務所 1386 一宮小学校 長生郡一宮町 一宮  
山武土木事務所 1338 松之郷3 東金市 松之郷 上中峠  長生土木事務所 1387 佐貫3 長生郡睦沢町 佐貫  
山武土木事務所 1339 田中1 東金市 田中 蛇首  長生土木事務所 1388 妙楽寺1 長生郡睦沢町 妙楽寺  
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長生土木事務所 1389 芝原 長生郡長南町 芝原   市原土木事務所 1437 上高根３ 市原市 上高根  
夷隅土木事務所 1390 南谷の2 勝浦市 川津 南谷  市原土木事務所 1438 上高根１２ 市原市 上高根  
夷隅土木事務所 1391 四山が谷2 勝浦市 浜行川 横道  市原土木事務所 1439 妙香１ 市原市 妙香  
夷隅土木事務所 1392 矢差戸の2 いすみ市 大原 南川  市原土木事務所 1440 栢橋２ 市原市 栢橋  
夷隅土木事務所 1393 生島 いすみ市 下原 生島  市原土木事務所 1441 真ヶ谷６ 市原市 真ヶ谷  
君津土木事務所 1394 小浜 木更津市 小浜   市原土木事務所 1442 堀越５ 市原市 堀越  
君津土木事務所 1395 畑沢 木更津市 畑沢 岡清水  市原土木事務所 1443 奥野９ 市原市 奥野  
君津土木事務所 1396 山本の2 君津市 山本 野元  市原土木事務所 1444 池和田１ 市原市 池和田  
君津土木事務所 1397 怒田2 君津市 怒田   市原土木事務所 1445 池和田７ 市原市 池和田  
君津土木事務所 1398 奈良輪2 袖ケ浦市 福王台 4丁目  市原土木事務所 1446 大蔵５ 市原市 大蔵  
君津土木事務所 1399 飯富3 袖ケ浦市 飯富   市原土木事務所 1447 皆吉８ 市原市 皆吉  
千葉土木事務所 1400 坂月町3 千葉市若葉区 坂月町   市原土木事務所 1448 岩４ 市原市 岩  
千葉土木事務所 1401 下大南房総市3 千葉市緑区 下大南房総市   市原土木事務所 1449 田尾２ 市原市 田尾  
千葉土木事務所 1402 越知町13 千葉市緑区 越知町   市原土木事務所 1450 田尾３ 市原市 田尾  
千葉土木事務所 1403 神久保2 八千代市 神久保   市原土木事務所 1451 水沢３ 市原市 水沢  
千葉土木事務所 1404 佐山2 八千代市 佐山   市原土木事務所 1452 水沢４ 市原市 水沢  
千葉土木事務所 1405 神野1 八千代市 神野   市原土木事務所 1453 山口１ 市原市 山口  
千葉土木事務所 1406 村上3 八千代市 村上   市原土木事務所 1454 山口２ 市原市 山口  
千葉土木事務所 1407 勝田1 八千代市 勝田   市原土木事務所 1455 山口３ 市原市 山口  
千葉土木事務所 1408 勝田2 八千代市 勝田   市原土木事務所 1456 養老１ 市原市 養老  
葛南土木事務所 1409 鈴身町1 船橋市 鈴身町   市原土木事務所 1457 大和田２ 市原市 大和田  
市原土木事務所 1410 山木８ 市原市 山木   市原土木事務所 1458 本郷２ 市原市 本郷  
市原土木事務所 1411 高田３ 市原市 高田   市原土木事務所 1459 平蔵４ 市原市 平蔵  
市原土木事務所 1412 潤井戸２ 市原市 潤井戸   市原土木事務所 1460 大戸２ 市原市 大戸  
市原土木事務所 1413 犬成２ 市原市 犬成   市原土木事務所 1461 古敷谷１２ 市原市 古敷谷  
市原土木事務所 1414 犬成６ 市原市 犬成   市原土木事務所 1462 吉沢２ 市原市 吉沢  
市原土木事務所 1415 金剛地１２ 市原市 金剛寺   市原土木事務所 1463 万田野３ 市原市 万田野  
市原土木事務所 1416 姉崎８ 市原市 姉崎   市原土木事務所 1464 飯給１ 市原市 飯給  
市原土木事務所 1417 海保５ 市原市 海保   市原土木事務所 1465 徳氏１ 市原市 徳氏  
市原土木事務所 1418 今富１ 市原市 今富   市原土木事務所 1466 徳氏２ 市原市 徳氏  
市原土木事務所 1419 今富３ 市原市 今富   市原土木事務所 1467 古敷谷２２ 市原市 古敷谷  
市原土木事務所 1420 不入斗４ 市原市 不入斗   市原土木事務所 1468 米原１５ 市原市 米原  
市原土木事務所 1421 不入斗５ 市原市 不入斗   市原土木事務所 1469 田淵５ 市原市 田淵  
市原土木事務所 1422 不入斗８ 市原市 不入斗   市原土木事務所 1470 米原２４ 市原市 米原  
市原土木事務所 1423 椎津１４ 市原市 椎津   市原土木事務所 1471 米原２６ 市原市 米原  
市原土木事務所 1424 不入斗１２ 市原市 不入斗   市原土木事務所 1472 米原２８ 市原市 米原  
市原土木事務所 1425 不入斗１４ 市原市 不入斗   市原土木事務所 1473 石塚５ 市原市 石塚  
市原土木事務所 1426 不入斗２５ 市原市 不入斗   市原土木事務所 1474 折津６ 市原市 折津  
市原土木事務所 1427 引田５ 市原市 引田   市原土木事務所 1475 石神３ 市原市 石神  
市原土木事務所 1428 豊成６ 市原市 豊成   東葛飾土木事務所 1476 つくし野１ 我孫子市 つくし野 ２丁目 
市原土木事務所 1429 豊成８ 市原市 豊成   印旛土木事務所 1477 小竹5 佐倉市 小竹  
市原土木事務所 1430 豊成１１ 市原市 豊成   印旛土木事務所 1478 臼井台4 佐倉市 臼井台  
市原土木事務所 1431 豊成１３ 市原市 豊成   印旛土木事務所 1479 臼井台5 佐倉市 臼井台  
市原土木事務所 1432 風戸２ 市原市 風戸   印旛土木事務所 1480 下根4 佐倉市 下根  
市原土木事務所 1433 中高根２ 市原市 中高根   印旛土木事務所 1481 大佐倉4 佐倉市 大佐倉  
市原土木事務所 1434 土宇４ 市原市 土宇   印旛土木事務所 1482 鏑木町8 佐倉市 鏑木町  
市原土木事務所 1435 川在７ 市原市 川在   印旛土木事務所 1483 宮小路町1 佐倉市 宮小路町  
市原土木事務所 1436 天羽田６ 市原市 天羽田   印旛土木事務所 1484 上志津2 佐倉市 上志津  
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印旛土木事務所 1485 羽鳥1 佐倉市 羽鳥   海匝土木事務所 1533 傍示戸1 山武郡横芝光町 傍示戸  
印旛土木事務所 1486 寺崎2 佐倉市 寺崎   成田土木事務所 1534 高田5 山武郡芝山町 高田 高田東部 
印旛土木事務所 1487 寺崎3 佐倉市 寺崎   成田土木事務所 1535 山中3 山武郡芝山町 山中 根古谷 
印旛土木事務所 1488 米戸1 佐倉市 米戸   山武土木事務所 1536 家之子3 東金市 家之子 天野 
印旛土木事務所 1489 柏木2 印旛郡酒々井町 柏木   山武土木事務所 1537 丹尾6 東金市 丹尾  
印旛土木事務所 1490 上岩橋2 印旛郡酒々井町 上岩橋   山武土木事務所 1538 山田12 東金市 山田  
印旛土木事務所 1491 上岩橋6 印旛郡酒々井町 上岩橋 トヶ崎  山武土木事務所 1539 東金3 東金市 東金 谷 
印旛土木事務所 1492 上岩橋10 印旛郡酒々井町 上岩橋 郷  山武土木事務所 1540 東金4 東金市 東金 谷 
印旛土木事務所 1493 上岩橋11 印旛郡酒々井町 上岩橋 宝作  山武土木事務所 1541 小西2 山武郡大網白里町 小西  
印旛土木事務所 1494 榎戸1 八街市 榎戸 宮下  山武土木事務所 1542 養安寺7 山武郡大網白里町 養安寺  
印旛土木事務所 1495 根古谷2 八街市 根古屋 橋本  山武土木事務所 1543 金谷郷9 山武郡大網白里町 金谷郷  
印旛土木事務所 1496 勢多1 八街市 勢多 前  山武土木事務所 1544 南玉1 山武郡大網白里町 南玉  
印旛土木事務所 1497 勢多2 八街市 勢多 前  山武土木事務所 1545 池田2 山武郡大網白里町 池田  
印旛土木事務所 1498 萩原6 印西市 萩原 和田谷  山武土木事務所 1546 南玉2 山武郡大網白里町 南玉  
印旛土木事務所 1499 萩原10 印西市 萩原 辺田谷  山武土木事務所 1547 小中7 山武郡大網白里町 小中  
印旛土木事務所 1500 吉高18 印西市 吉高 宮作  山武土木事務所 1548 小中11 山武郡大網白里町 小中  
印旛土木事務所 1501 吉高20 印西市 吉高 蕪和田  山武土木事務所 1549 神房1 山武郡大網白里町 神房  
印旛土木事務所 1502 瀬戸3 印西市 瀬戸 一本松  山武土木事務所 1550 金谷郷17 山武郡大網白里町 金谷郷  
印旛土木事務所 1503 松虫14 印西市 松虫 常光寺

谷  山武土木事務所 1551 板付5 山武市 板付  
印旛土木事務所 1504 吉田2 印西市 吉田 鼠内  山武土木事務所 1552 山室8 山武市 山室 平内 
印旛土木事務所 1505 師戸11 印西市 師戸 内野  山武土木事務所 1553 小川2 山武市 小川 御城内 
印旛土木事務所 1506 平賀15 印西市 平賀 辺田  長生土木事務所 1554 柴名2 茂原市 柴名 東之谷 
印旛土木事務所 1507 神々廻3 白井市 神々廻 東発込  長生土木事務所 1555 榎神房1 茂原市 榎神房 神房前 
成田土木事務所 1508 北羽鳥2 成田市 北羽鳥 長作  長生土木事務所 1556 真名20 茂原市 真名 内来谷 
成田土木事務所 1509 飯岡1 成田市 飯岡 宮ノ後  長生土木事務所 1557 庄吉2 茂原市 庄吉 南谷 
成田土木事務所 1510 宝田2 成田市 宝田 辺田  長生土木事務所 1558 国府関4 茂原市 国府関 上岩出 
成田土木事務所 1511 宝田3 成田市 宝田 水堀  長生土木事務所 1559 小林11 茂原市 小林 大作 
成田土木事務所 1512 西和泉2 成田市 西和泉 東作  長生土木事務所 1560 芦網4 茂原市 芦網 仙谷 
成田土木事務所 1513 東泉1 成田市 東泉 城山  長生土木事務所 1561 一宮4 長生郡一宮町 一宮 内宿 
成田土木事務所 1514 八代1 成田市 八代 入子  長生土木事務所 1562 北山田4 長生郡睦沢町 北山田 白ヶ谷 
成田土木事務所 1515 下方1 成田市 下方 浅間下  長生土木事務所 1563 大谷木3 長生郡睦沢町 大谷木 堰谷 
成田土木事務所 1516 伊能4 成田市 伊能   長生土木事務所 1564 寺崎4 長生郡睦沢町 寺崎 高畑 
成田土木事務所 1517 津富浦4 成田市 津富浦   長生土木事務所 1565 佐貫36 長生郡睦沢町 佐貫 上沢 
成田土木事務所 1518 飯笹4 香取郡多古町 飯笹   長生土木事務所 1566 上之郷13 長生郡睦沢町 上之郷 東谷 
成田土木事務所 1519 間倉2 香取郡多古町 間倉   長生土木事務所 1567 上之郷18 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷 
成田土木事務所 1520 北中5 香取郡多古町 北中   長生土木事務所 1568 上之郷32 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷 
香取土木事務所 1521 植房 香取郡神崎町 植房   長生土木事務所 1569 妙楽寺15 長生郡睦沢町 妙楽寺 寺台 
香取土木事務所 1522 笹川い1 香取郡東庄町 笹川い   長生土木事務所 1570 船木1 長生郡長柄町 船木 八反目 
香取土木事務所 1523 青馬4 香取郡東庄町 青馬   長生土木事務所 1571 船木3 長生郡長柄町 船木 八反目 
銚子土木事務所 1524 植松町 銚子市 植松町   長生土木事務所 1572 山根11 長生郡長柄町 山根  
銚子土木事務所 1525 南小川町2 銚子市 南小川町   長生土木事務所 1573 刑部10 長生郡長柄町 刑部 月川 
銚子土木事務所 1526 八木町3 銚子市 八木町   長生土木事務所 1574 刑部13 長生郡長柄町 刑部 吹谷 
銚子土木事務所 1527 名洗町2 銚子市 名洗町   長生土木事務所 1575 金谷2 長生郡長柄町 金谷  
海匝土木事務所 1528 飯高2 匝瑳市 飯高   長生土木事務所 1576 田代1 長生郡長柄町 田代  
海匝土木事務所 1529 大寺6 匝瑳市 大寺   長生土木事務所 1577 田代3 長生郡長柄町 田代  
海匝土木事務所 1530 長岡3 匝瑳市 長岡   長生土木事務所 1578 大津倉11 長生郡長柄町 大津倉 不動 
海匝土木事務所 1531 溝原7 旭市 溝原   長生土木事務所 1579 大津倉14 長生郡長柄町 大津倉 日の宮 
海匝土木事務所 1532 鏑木17 旭市 鏑木   長生土木事務所 1580 大庭3 長生郡長柄町 大庭  

 

- 435 -



  

 
  

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家５戸以上）                      自然崖 
 

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家５戸以上）                      自然崖 

所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字  所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

長生土木事務所 1581 市野 7々 長生郡長南町 市野  々 宮ノ下  安房土木事務所 1629 安布里4 館山市 安布里  
長生土木事務所 1582 市野 2々1 長生郡長南町 市野  々 玉泉寺

谷  安房土木事務所 1630 西長田5 館山市 西長田  
長生土木事務所 1583 蔵持2 長生郡長南町 蔵持 北谷  安房土木事務所 1631 作名6 館山市 作名  
長生土木事務所 1584 蔵持14 長生郡長南町 蔵持 毛久蔵  君津土木事務所 1632 布良1 木更津市 布良  
長生土木事務所 1585 坂本42 長生郡長南町 坂本 谷川間  安房土木事務所 1633 南無谷8 南房総市 南無谷  
長生土木事務所 1586 地引8 長生郡長南町 地引 寺家谷  安房土木事務所 1634 豊岡4 南房総市 豊岡  
長生土木事務所 1587 棚毛6 長生郡長南町 棚毛 殿ヶ谷  安房土木事務所 1635 豊岡5 南房総市 豊岡  
長生土木事務所 1588 豊原14 長生郡長南町 豊原 上ﾉ谷  安房土木事務所 1636 原岡2 南房総市 原岡  
長生土木事務所 1589 又富1 長生郡長南町 又富 中郷  安房土木事務所 1637 原岡3 南房総市 原岡  
長生土木事務所 1590 又富11 長生郡長南町 又富 天神下  安房土木事務所 1638 宮本1 南房総市 宮本  
長生土木事務所 1591 水沼8 長生郡長南町 水沼 堀之内  安房土木事務所 1639 宮本3 南房総市 宮本  
長生土木事務所 1592 水沼9 長生郡長南町 水沼 堀之内  安房土木事務所 1640 深名9 南房総市 深名  
長生土木事務所 1593 報恩寺3 長生郡長南町 報恩寺 宮ﾉ下  安房土木事務所 1641 福沢15 南房総市 福沢  
長生土木事務所 1594 報恩寺4 長生郡長南町 報恩寺 寺部田  安房土木事務所 1642 大津14 南房総市 大津  
夷隅土木事務所 1595 大森13 勝浦市 大森   安房土木事務所 1643 大津16 南房総市 大津  
夷隅土木事務所 1596 大森15 勝浦市 大森   安房土木事務所 1644 二部3 南房総市 二部  
夷隅土木事務所 1597 上布施7 夷隅郡御宿町 上布施   安房土木事務所 1645 二部4 南房総市 二部  
夷隅土木事務所 1598 須賀5 夷隅郡御宿町 須賀   安房土木事務所 1646 合戸3 南房総市 合戸  
夷隅土木事務所 1599 岩和田4 夷隅郡御宿町 岩和田   安房土木事務所 1647 小浦2 南房総市 小浦  
夷隅土木事務所 1600 浜5 夷隅郡御宿町 浜   安房土木事務所 1648 元名1 安房郡鋸南町 元名  
夷隅土木事務所 1601 新田野2 いすみ市 新田野   安房土木事務所 1649 元名3 安房郡鋸南町 元名  
夷隅土木事務所 1602 新田2 いすみ市 新田 飯塚  安房土木事務所 1650 大帷子2 安房郡鋸南町 大帷子  
夷隅土木事務所 1603 大原10 いすみ市 大原 北寄瀬  安房土木事務所 1651 小保田10 安房郡鋸南町 小保田  
夷隅土木事務所 1604 大原34 いすみ市 大原 大井  安房土木事務所 1652 上佐久間5 安房郡鋸南町 上佐久間  
夷隅土木事務所 1605 小沢9 いすみ市 小沢 長岡  安房土木事務所 1653 上佐久間8 安房郡鋸南町 上佐久間  
夷隅土木事務所 1606 岩船9 いすみ市 岩船 下三台  安房土木事務所 1654 上佐久間17 安房郡鋸南町 上佐久間  
夷隅土木事務所 1607 谷上11 いすみ市 谷上 中組  安房土木事務所 1655 下佐久間5 安房郡鋸南町 下佐久間  
夷隅土木事務所 1608 谷上14 いすみ市 谷上 枝村  安房土木事務所 1656 下佐久間9 安房郡鋸南町 下佐久間  
夷隅土木事務所 1609 岩熊9 いすみ市 岩熊 中央  安房土木事務所 1657 下滝田7 南房総市 下滝田  
夷隅土木事務所 1610 和泉6 いすみ市 和泉 門原  安房土木事務所 1658 上堀 南房総市 上堀  
夷隅土木事務所 1611 田代1 夷隅郡大多喜町 田代   安房土木事務所 1659 海老敷2 南房総市 海老敷  
安房土木事務所 1612 打墨4 鴨川市 打墨   安房土木事務所 1660 山名8 南房総市 山名  
安房土木事務所 1613 西江見2 鴨川市 西江見   安房土木事務所 1661 山名17 南房総市 山名  
安房土木事務所 1614 西江見3 鴨川市 西江見   安房土木事務所 1662 根本2 南房総市 根本  
安房土木事務所 1615 古畑4 鴨川市 古畑   安房土木事務所 1663 久保4 南房総市 久保  
安房土木事務所 1616 宮山2 鴨川市 宮山   君津土木事務所 1664 本郷1 富津市 本郷  
安房土木事務所 1617 代 鴨川市 代   君津土木事務所 1665 絹2 富津市 絹  
安房土木事務所 1618 和田1 南房総市 和田   君津土木事務所 1666 絹4 富津市 絹  
安房土木事務所 1619 天津1 鴨川市 天津   君津土木事務所 1667 上11 富津市 上  
安房土木事務所 1620 江田4 館山市 江田   君津土木事務所 1668 岩瀬2 富津市 岩瀬  
安房土木事務所 1621 竹原10 館山市 竹原   君津土木事務所 1669 八田沼9 富津市 八田沼  
安房土木事務所 1622 山本4 館山市 山本   君津土木事務所 1670 小久保35 富津市 小久保  
安房土木事務所 1623 二子4 館山市 二子   君津土木事務所 1671 亀田11 富津市 亀田  
安房土木事務所 1624 宮城1 館山市 宮城   君津土木事務所 1672 亀沢17 富津市 亀沢  
安房土木事務所 1625 沼2 館山市 沼   君津土木事務所 1673 佐貫1 富津市 佐貫  
安房土木事務所 1626 沼4 館山市 沼   君津土木事務所 1674 加藤2 富津市 加藤  
安房土木事務所 1627 館山1 館山市 館山   君津土木事務所 1675 更和1 富津市 更和  
安房土木事務所 1628 安布里1 館山市 安布里   君津土木事務所 1676 六野 富津市 六野  
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所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

君津土木事務所 1677 竹岡1 富津市 竹岡  
君津土木事務所 1678 海良9 富津市 海良  
君津土木事務所 1679 不入斗1 富津市 不入斗  
君津土木事務所 1680 田原１ 富津市 田原  
君津土木事務所 1681 山脇3 富津市 山脇  
君津土木事務所 1682 萩生11 富津市 萩生  
君津土木事務所 1683 竹岡９ 富津市 竹岡  
君津土木事務所 1684 相川7 富津市 相川  
君津土木事務所 1685 相川8 富津市 相川  
君津土木事務所 1686 岩本9 富津市 岩本  
君津土木事務所 1687 豊岡７ 富津市 豊岡  
君津土木事務所 1688 金谷１３ 富津市 金谷  
君津土木事務所 1689 金谷１９ 富津市 金谷  
君津土木事務所 1690 豊岡１６ 富津市 豊岡  
君津土木事務所 1691 山中3 富津市 山中  
 小計 1,551箇所    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

- 437 -



  

 

  

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 
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所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字  所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

千葉土木事務所 Ⅱ-0002 柏井町2 千葉市花見川区 柏井町    千葉土木事務所 Ⅱ-0053 小倉町4 千葉市若葉区 小倉町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0003 柏井町3 千葉市花見川区 柏井町    千葉土木事務所 Ⅱ-0054 坂月町1 千葉市若葉区 坂月町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0004 長作町8 千葉市花見川区 長作町    千葉土木事務所 Ⅱ-0055 坂月町2 千葉市若葉区 坂月町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0005 長作町9 千葉市花見川区 長作町    千葉土木事務所 Ⅱ-0056 上泉町4 千葉市若葉区 上泉町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0006 柏井町4 千葉市花見川区 柏井町    千葉土木事務所 Ⅱ-0057 上泉町5 千葉市若葉区 上泉町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0007 花島町1 千葉市花見川区 花島町    千葉土木事務所 Ⅱ-0058 上泉町6 千葉市若葉区 上泉町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0009 花島町3 千葉市花見川区 花島町    千葉土木事務所 Ⅱ-0059 亥鼻3 千葉市中央区 亥鼻   
千葉土木事務所 Ⅱ-0010 花島町4 千葉市花見川区 花島町    千葉土木事務所 Ⅱ-0060 葛城2 千葉市中央区 葛城 １丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0011 花島町5 千葉市花見川区 花島町    千葉土木事務所 Ⅱ-0061 加曽利町5 千葉市若葉区 加曽利町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0012 幕張町3 千葉市花見川区 幕張町 ２丁目  千葉土木事務所 Ⅱ-0062 加曽利町6 千葉市若葉区 加曽利町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0014 幕張町5 千葉市花見川区 幕張町 ４丁目  千葉土木事務所 Ⅱ-0063 加曽利町7 千葉市若葉区 加曽利町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0015 武石町3 千葉市花見川区 武石町 １丁目  千葉土木事務所 Ⅱ-0064 加曽利町8 千葉市若葉区 加曽利町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0016 長作町10 千葉市花見川区 長作町    千葉土木事務所 Ⅱ-0065 加曽利町9 千葉市若葉区 加曽利町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0017 長作町11 千葉市花見川区 長作町    千葉土木事務所 Ⅱ-0067 坂月町4 千葉市若葉区 坂月町  
千葉土木事務所 Ⅱ-0018 長作町12 千葉市花見川区 長作町    千葉土木事務所 Ⅱ-0068 坂月町5 千葉市若葉区 坂月町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0019 天戸町5 千葉市花見川区 天戸町    千葉土木事務所 Ⅱ-0069 大草町3 千葉市若葉区 大草町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0020 畑町3 千葉市花見川区 畑町    千葉土木事務所 Ⅱ-0070 大草町4 千葉市若葉区 大草町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0021 犢橋町4 千葉市花見川区 犢橋町    千葉土木事務所 Ⅱ-0071 大草町5 千葉市若葉区 大草町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0022 宮野木町1 千葉市稲毛区 宮野木町    千葉土木事務所 Ⅱ-0072 大草町6 千葉市若葉区 大草町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0024 園生町5 千葉市稲毛区 園生町    千葉土木事務所 Ⅱ-0073 北谷津町2 千葉市若葉区 北谷津町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0025 園生町6 千葉市稲毛区 園生町    千葉土木事務所 Ⅱ-0074 北谷津町3 千葉市若葉区 北谷津町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0026 園生町7 千葉市稲毛区 園生町    千葉土木事務所 Ⅱ-0075 北谷津町4 千葉市若葉区 北谷津町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0027 萩台町1 千葉市稲毛区 萩台町 １丁目  千葉土木事務所 Ⅱ-0076 北谷津町5 千葉市若葉区 北谷津町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0028 都賀の台1 千葉市若葉区 都賀の台    千葉土木事務所 Ⅱ-0077 高根町3 千葉市若葉区 高根町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0029 下田町1 千葉市若葉区 下田町 ４丁目  千葉土木事務所 Ⅱ-0078 高根町4 千葉市若葉区 高根町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0030 黒砂5 千葉市稲毛区 黒砂    千葉土木事務所 Ⅱ-0079 高根町5 千葉市若葉区 高根町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0031 殿田町2 千葉市若葉区 殿田町    千葉土木事務所 Ⅱ-0080 中田町1 千葉市若葉区 中田町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0032 東寺山町1 千葉市若葉区 東寺山町    千葉土木事務所 Ⅱ-0081 小泉町1 千葉市若葉区 小泉町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0033 東寺山町2 千葉市若葉区 東寺山町    千葉土木事務所 Ⅱ-0082 星久喜町2 千葉市中央区 星久喜町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0034 下田町2 千葉市若葉区 下田町    千葉土木事務所 Ⅱ-0083 宮崎町3 千葉市中央区 宮崎町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0035 下田町3 千葉市若葉区 下田町    千葉土木事務所 Ⅱ-0084 宮崎町4 千葉市中央区 宮崎町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0036 大井戸町1 千葉市若葉区 大井戸町    千葉土木事務所 Ⅱ-0085 宮崎町5 千葉市中央区 宮崎町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0037 下泉町2 千葉市若葉区 下泉町    千葉土木事務所 Ⅱ-0086 仁戸名町3 千葉市中央区 仁戸名町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0038 下泉町3 千葉市若葉区 下泉町    千葉土木事務所 Ⅱ-0087 大宮町1 千葉市若葉区 大宮町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0039 上泉町3 千葉市若葉区 上泉町    千葉土木事務所 Ⅱ-0088 大宮町2 千葉市若葉区 大宮町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0040 高品町1 千葉市若葉区 高品町    千葉土木事務所 Ⅱ-0089 高根町6 千葉市若葉区 高根町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0041 高品町2 千葉市若葉区 高品町    千葉土木事務所 Ⅱ-0090 佐和町1 千葉市若葉区 佐和町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0042 高品町3 千葉市若葉区 高品町    千葉土木事務所 Ⅱ-0091 佐和町2 千葉市若葉区 佐和町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0043 高品町4 千葉市若葉区 高品町    千葉土木事務所 Ⅱ-0092 中野町2 千葉市若葉区 中野町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0044 貝塚町3 千葉市若葉区 貝塚町    千葉土木事務所 Ⅱ-0093 大森町3 千葉市中央区 大森町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0045 貝塚町4 千葉市若葉区 貝塚町    千葉土木事務所 Ⅱ-0094 花輪町1 千葉市中央区 花輪町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0046 貝塚町5 千葉市若葉区 貝塚町    千葉土木事務所 Ⅱ-0095 川戸町1 千葉市中央区 川戸町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0047 加曽利町4 千葉市若葉区 加曽利町    千葉土木事務所 Ⅱ-0096 平山町2 千葉市緑区 平山町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0048 都町2 千葉市中央区 都町    千葉土木事務所 Ⅱ-0097 辺田町1 千葉市緑区 辺田町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0049 都町3 千葉市中央区 都町    千葉土木事務所 Ⅱ-0098 辺田町2 千葉市緑区 辺田町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0050 都町4 千葉市中央区 都町 １丁目  千葉土木事務所 Ⅱ-0099 辺田町3 千葉市緑区 辺田町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0051 小倉町2 千葉市若葉区 小倉町    千葉土木事務所 Ⅱ-0100 平山町3 千葉市緑区 平山町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0052 小倉町3 千葉市若葉区 小倉町    千葉土木事務所 Ⅱ-0101 平山町4 千葉市緑区 平山町   

- 438 -



  

 
  

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 
 

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 

所轄土木事務所名 
箇所 
番号 
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千葉土木事務所 Ⅱ-0102 平山町5 千葉市緑区 平山町    千葉土木事務所 Ⅱ-0152 大椎町5 千葉市緑区 大椎町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0103 平山町6 千葉市緑区 平山町    千葉土木事務所 Ⅱ-0153 小山町2 千葉市緑区 小山町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0104 平山町7 千葉市緑区 平山町    千葉土木事務所 Ⅱ-0154 小山町3 千葉市緑区 小山町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0105 高田町2 千葉市緑区 高田町    千葉土木事務所 Ⅱ-0155 大木戸町4 千葉市緑区 大木戸町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0106 五十土町2 千葉市若葉区 五十土町    千葉土木事務所 Ⅱ-0156 藤崎5 習志野市 藤崎 ３丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0107 中野町3 千葉市若葉区 中野町    千葉土木事務所 Ⅱ-0157 実籾町9 習志野市 実籾町 ４丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0108 中野町4 千葉市若葉区 中野町    千葉土木事務所 Ⅱ-0158 津田沼4 習志野市 津田沼 ４丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0109 生実町3 千葉市中央区 生実町    千葉土木事務所 Ⅱ-0159 藤崎6 習志野市 藤崎 １丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0110 下大南房総市2 千葉市緑区 下大南房総市    千葉土木事務所 Ⅱ-0160 小池2 八千代市 小池 宮下 
千葉土木事務所 Ⅱ-0112 下大南房総市4 千葉市緑区 下大南房総市    千葉土木事務所 Ⅱ-0161 小池3 八千代市 小池 宮下 
千葉土木事務所 Ⅱ-0113 椎名崎町3 千葉市緑区 椎名崎町    千葉土木事務所 Ⅱ-0162 神久保1 八千代市 神久保   
千葉土木事務所 Ⅱ-0114 富岡町1 千葉市緑区 富岡町    千葉土木事務所 Ⅱ-0164 佐山1 八千代市 佐山   
千葉土木事務所 Ⅱ-0115 小金沢町1 千葉市緑区 小金沢町    千葉土木事務所 Ⅱ-0166 平戸4 八千代市 平戸   
千葉土木事務所 Ⅱ-0116 落井町1 千葉市緑区 落井町    千葉土木事務所 Ⅱ-0167 神久保3 八千代市 神久保   
千葉土木事務所 Ⅱ-0117 富岡町2 千葉市緑区 富岡町    千葉土木事務所 Ⅱ-0168 米本2 八千代市 米本 逆水 
千葉土木事務所 Ⅱ-0118 中西町2 千葉市緑区 中西町    千葉土木事務所 Ⅱ-0169 米本3 八千代市 米本 逆水 
千葉土木事務所 Ⅱ-0119 茂呂町1 千葉市緑区 茂呂町    千葉土木事務所 Ⅱ-0170 米本4 八千代市 米本 逆水 
千葉土木事務所 Ⅱ-0120 茂呂町2 千葉市緑区 茂呂町    千葉土木事務所 Ⅱ-0171 保品1 八千代市 保品 郷 
千葉土木事務所 Ⅱ-0121 茂呂町3 千葉市緑区 茂呂町    千葉土木事務所 Ⅱ-0173 桑橋3 八千代市 桑橋   
千葉土木事務所 Ⅱ-0122 茂呂町4 千葉市緑区 茂呂町    千葉土木事務所 Ⅱ-0174 桑納3 八千代市 桑納 青柳 
千葉土木事務所 Ⅱ-0123 小金沢町2 千葉市緑区 小金沢町    千葉土木事務所 Ⅱ-0175 麦丸1 八千代市 麦丸 本郷 
千葉土木事務所 Ⅱ-0124 小金沢町3 千葉市緑区 小金沢町    千葉土木事務所 Ⅱ-0176 下高野3 八千代市 下高野 亀井田 
千葉土木事務所 Ⅱ-0125 小金沢町4 千葉市緑区 小金沢町    千葉土木事務所 Ⅱ-0177 下高野4 八千代市 下高野 天神 
千葉土木事務所 Ⅱ-0126 小金沢町5 千葉市緑区 小金沢町    千葉土木事務所 Ⅱ-0178 吉橋2 八千代市 吉橋 尾崎 
千葉土木事務所 Ⅱ-0127 小金沢町6 千葉市緑区 小金沢町    千葉土木事務所 Ⅱ-0179 麦丸2 八千代市 麦丸   
千葉土木事務所 Ⅱ-0128 小金沢町7 千葉市緑区 小金沢町    千葉土木事務所 Ⅱ-0180 米本5 八千代市 米本 砂戸 
千葉土木事務所 Ⅱ-0129 越知町4 千葉市緑区 越知町    千葉土木事務所 Ⅱ-0181 萱田2 八千代市 萱田   
千葉土木事務所 Ⅱ-0130 越知町5 千葉市緑区 越知町    千葉土木事務所 Ⅱ-0182 村上2 八千代市 村上 宝喜作 
千葉土木事務所 Ⅱ-0131 大木戸町1 千葉市緑区 大木戸町    千葉土木事務所 Ⅱ-0183 下高野5 八千代市 下高野   
千葉土木事務所 Ⅱ-0132 土気町2 千葉市緑区 土気町    千葉土木事務所 Ⅱ-0184 上高野1 八千代市 上高野   
千葉土木事務所 Ⅱ-0133 越知町6 千葉市緑区 越知町    千葉土木事務所 Ⅱ-0188 勝田3 八千代市 勝田   
千葉土木事務所 Ⅱ-0134 越知町7 千葉市緑区 越知町    葛南土木事務所 Ⅱ-0189 稲越町1 市川市 稲越町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0135 越知町8 千葉市緑区 越知町    葛南土木事務所 Ⅱ-0190 稲越町2 市川市 稲越町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0136 越知町9 千葉市緑区 越知町    葛南土木事務所 Ⅱ-0191 大野町8 市川市 大野町 ４丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0137 越知町10 千葉市緑区 越知町    葛南土木事務所 Ⅱ-0192 大野町9 市川市 大野町 ４丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0138 越知町11 千葉市緑区 越知町    葛南土木事務所 Ⅱ-0193 大野町10 市川市 大野町 ４丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0139 越知町12 千葉市緑区 越知町    葛南土木事務所 Ⅱ-0194 大野町11 市川市 大野町 ３丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0141 大木戸町2 千葉市緑区 大木戸町    葛南土木事務所 Ⅱ-0195 大野町12 市川市 大野町 ２丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0142 大木戸町3 千葉市緑区 大木戸町    葛南土木事務所 Ⅱ-0196 大野町13 市川市 大野町 ２丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0143 大椎町3 千葉市緑区 大椎町    葛南土木事務所 Ⅱ-0197 大野町14 市川市 大野町 ４丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0144 小食土町2 千葉市緑区 小食土町    葛南土木事務所 Ⅱ-0198 大野町15 市川市 大野町 ４丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0145 小食土町3 千葉市緑区 小食土町    葛南土木事務所 Ⅱ-0199 大町1 市川市 大町   
千葉土木事務所 Ⅱ-0146 小食土町4 千葉市緑区 小食土町    葛南土木事務所 Ⅱ-0200 須和田2 市川市 須和田 ２丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0147 小食土町5 千葉市緑区 小食土町    葛南土木事務所 Ⅱ-0201 曽谷3 市川市 曽谷 ３丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0148 小食土町6 千葉市緑区 小食土町    葛南土木事務所 Ⅱ-0202 大野町16 市川市 大野町 １丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0149 中野町3 千葉市若葉区 中野町    葛南土木事務所 Ⅱ-0203 大貝塚2 市川市 大貝塚 ２丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0150 小食土町7 千葉市緑区 小食土町    葛南土木事務所 Ⅱ-0204 大貝塚3 市川市 大貝塚 １丁目 
千葉土木事務所 Ⅱ-0151 大椎町4 千葉市緑区 大椎町    葛南土木事務所 Ⅱ-0205 大貝塚4 市川市 大貝塚 １丁目 
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葛南土木事務所 Ⅱ-0206 宮久保3 市川市 宮久保 ６丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0255 押沼４ 市原市 押沼   
葛南土木事務所 Ⅱ-0207 柏井町1 市川市 柏井町 ２丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0256 瀬又６ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0208 柏井町2 市川市 柏井町 １丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0257 瀬又７ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0209 大野町16 市川市 大野町 ３丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0258 瀬又８ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0210 大野町17 市川市 大野町 ３丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0259 瀬又９ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0211 真間3 市川市 真間 ５丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0260 瀬又１０ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0212 須和田3 市川市 須和田 ２丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0261 瀬又１１ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0213 宮久保4 市川市 宮久保 ４丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0262 瀬又１２ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0214 小室町1 船橋市 小室町    市原土木事務所 Ⅱ-0263 瀬又１３ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0215 小室町2 船橋市 小室町    市原土木事務所 Ⅱ-0264 瀬又１４ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0216 小野田町1 船橋市 小野田町    市原土木事務所 Ⅱ-0265 瀬又１５ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0217 車方町1 船橋市 車方町    市原土木事務所 Ⅱ-0266 瀬又１６ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0218 車方町2 船橋市 車方町    市原土木事務所 Ⅱ-0267 瀬又１７ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0220 大穴北1 船橋市 大穴北 ４丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0268 瀬又１８ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0221 大穴北2 船橋市 大穴北 ５丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0269 瀬又１９ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0222 大穴北3 船橋市 大穴北 ６丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0270 瀬又２０ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0223 大穴北4 船橋市 大穴北 ７丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0271 門前１ 市原市 門前 １丁目 
葛南土木事務所 Ⅱ-0224 坪井町1 船橋市 坪井町    市原土木事務所 Ⅱ-0272 門前２ 市原市 門前 ２丁目 
葛南土木事務所 Ⅱ-0225 旭町1 船橋市 旭町 １丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0273 山木１ 市原市 山木   
葛南土木事務所 Ⅱ-0226 旭町2 船橋市 旭町 ６丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0274 能満１ 市原市 能満   
葛南土木事務所 Ⅱ-0227 旭町3 船橋市 旭町 ６丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0275 能満２ 市原市 能満   
葛南土木事務所 Ⅱ-0228 金杉1 船橋市 金杉 ２丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0276 山木２ 市原市 山木   
葛南土木事務所 Ⅱ-0229 金杉2 船橋市 金杉 ３丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0277 山木３ 市原市 山木   
葛南土木事務所 Ⅱ-0230 金杉3 船橋市 金杉 ９丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0278 山木４ 市原市 山木   
葛南土木事務所 Ⅱ-0231 金杉4 船橋市 金杉 １丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0279 山木５ 市原市 山木   
葛南土木事務所 Ⅱ-0232 金杉5 船橋市 金杉 １丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0280 山木６ 市原市 山木   
葛南土木事務所 Ⅱ-0233 高根町1 船橋市 高根町    市原土木事務所 Ⅱ-0281 山木７ 市原市 山木   
葛南土木事務所 Ⅱ-0234 金杉6 船橋市 金杉 ８丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0283 草刈３ 市原市 草刈   
葛南土木事務所 Ⅱ-0235 金杉7 船橋市 金杉 ９丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0284 番場１ 市原市 番場   
葛南土木事務所 Ⅱ-0236 高根町3 船橋市 高根町    市原土木事務所 Ⅱ-0285 番場2 市原市 番場   
葛南土木事務所 Ⅱ-0237 芝山3 船橋市 芝山 ５丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0286 番場3 市原市 番場   
葛南土木事務所 Ⅱ-0238 夏見4 船橋市 夏見 ２丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0287 押沼５ 市原市 押沼   
葛南土木事務所 Ⅱ-0239 夏見5 船橋市 夏見 ２丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0288 永吉１ 市原市 永吉   
葛南土木事務所 Ⅱ-0240 東町1 船橋市 東町    市原土木事務所 Ⅱ-0289 永吉２ 市原市 永吉   
葛南土木事務所 Ⅱ-0241 駿河台2 船橋市 駿河台 ２丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0290 永吉３ 市原市 永吉   
葛南土木事務所 Ⅱ-0242 飯山満町4 船橋市 飯山満町 ２丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0291 瀬又２１ 市原市 瀬又   
葛南土木事務所 Ⅱ-0243 飯山満町5 船橋市 飯山満町 ２丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0292 中野１ 市原市 中野   
葛南土木事務所 Ⅱ-0244 芝山4 船橋市 芝山 ７丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0293 高田１ 市原市 高田   
葛南土木事務所 Ⅱ-0245 海神2 船橋市 海神 ６丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0294 高田２ 市原市 高田   
葛南土木事務所 Ⅱ-0246 海神3 船橋市 海神 ６丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0296 高田４ 市原市 高田   
葛南土木事務所 Ⅱ-0247 宮本1 船橋市 宮本 ６丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0297 高田５ 市原市 高田   
市原土木事務所 Ⅱ-0248 瀬又４ 市原市 瀬又    市原土木事務所 Ⅱ-0298 高田６ 市原市 高田   
市原土木事務所 Ⅱ-0249 瀬又５ 市原市 瀬又    市原土木事務所 Ⅱ-0299 群本１ 市原市 郡本 １丁目 
市原土木事務所 Ⅱ-0250 草刈１ 市原市 草刈    市原土木事務所 Ⅱ-0300 群本２ 市原市 郡本 ３丁目 
市原土木事務所 Ⅱ-0251 草刈２ 市原市 草刈    市原土木事務所 Ⅱ-0301 群本３ 市原市 郡本 ３丁目 
市原土木事務所 Ⅱ-0252 押沼１ 市原市 押沼    市原土木事務所 Ⅱ-0302 能満３ 市原市 能満  
市原土木事務所 Ⅱ-0253 押沼２ 市原市 押沼    市原土木事務所 Ⅱ-0303 能満４ 市原市 能満  
市原土木事務所 Ⅱ-0254 押沼３ 市原市 押沼    市原土木事務所 Ⅱ-0304 能満５ 市原市 能満  
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市原土木事務所 Ⅱ-0305 能満６ 市原市 能満   市原土木事務所 Ⅱ-0356 金剛地９ 市原市 金剛寺   
市原土木事務所 Ⅱ-0306 能満７ 市原市 能満   市原土木事務所 Ⅱ-0357 金剛地１０ 市原市 金剛寺   
市原土木事務所 Ⅱ-0307 神崎１ 市原市 神崎   市原土木事務所 Ⅱ-0358 金剛地１１ 市原市 金剛寺   
市原土木事務所 Ⅱ-0309 潤井戸３ 市原市 潤井戸   市原土木事務所 Ⅱ-0360 金剛地１３ 市原市 金剛寺   
市原土木事務所 Ⅱ-0310 潤井戸４ 市原市 潤井戸   市原土木事務所 Ⅱ-0361 金剛地１４ 市原市 金剛寺   
市原土木事務所 Ⅱ-0311 下野１ 市原市 下野   市原土木事務所 Ⅱ-0362 金剛地１５ 市原市 金剛寺   
市原土木事務所 Ⅱ-0312 永吉４ 市原市 永吉   市原土木事務所 Ⅱ-0363 金剛地１６ 市原市 金剛寺   
市原土木事務所 Ⅱ-0313 喜多１ 市原市 喜多   市原土木事務所 Ⅱ-0364 金剛地１７ 市原市 金剛寺   
市原土木事務所 Ⅱ-0314 東国吉２ 市原市 東吉国   市原土木事務所 Ⅱ-0365 金剛地１８ 市原市 金剛寺   
市原土木事務所 Ⅱ-0315 東国吉３ 市原市 東吉国   市原土木事務所 Ⅱ-0366 山倉３ 市原市 山倉   
市原土木事務所 Ⅱ-0316 東国吉４ 市原市 東吉国   市原土木事務所 Ⅱ-0367 山倉４ 市原市 山倉   
市原土木事務所 Ⅱ-0317 東国吉５ 市原市 東吉国   市原土木事務所 Ⅱ-0368 山倉５ 市原市 山倉   
市原土木事務所 Ⅱ-0318 東国吉６ 市原市 東吉国   市原土木事務所 Ⅱ-0369 勝間４ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0319 東国吉７ 市原市 東吉国   市原土木事務所 Ⅱ-0370 葉木１ 市原市 葉木   
市原土木事務所 Ⅱ-0320 東国吉８ 市原市 東吉国   市原土木事務所 Ⅱ-0371 葉木２ 市原市 葉木   
市原土木事務所 Ⅱ-0321 東国吉９ 市原市 東吉国   市原土木事務所 Ⅱ-0372 葉木３ 市原市 葉木   
市原土木事務所 Ⅱ-0322 高倉１ 市原市 高倉    市原土木事務所 Ⅱ-0373 勝間５ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0323 高倉２ 市原市 高倉    市原土木事務所 Ⅱ-0374 勝間６ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0324 高倉３ 市原市 高倉    市原土木事務所 Ⅱ-0375 勝間７ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0325 高倉４ 市原市 高倉    市原土木事務所 Ⅱ-0376 勝間８ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0326 山田橋１ 市原市 山田橋    市原土木事務所 Ⅱ-0377 勝間９ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0327 荻作１ 市原市 荻作    市原土木事務所 Ⅱ-0378 勝間１０ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0328 荻作２ 市原市 荻作    市原土木事務所 Ⅱ-0379 勝間１１ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0329 荻作３ 市原市 荻作    市原土木事務所 Ⅱ-0380 勝間１２ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0330 荻作４ 市原市 荻作    市原土木事務所 Ⅱ-0381 大作１ 市原市 大作   
市原土木事務所 Ⅱ-0331 小田部２ 市原市 小田部    市原土木事務所 Ⅱ-0382 大作２ 市原市 大作   
市原土木事務所 Ⅱ-0332 小田部３ 市原市 小田部    市原土木事務所 Ⅱ-0383 大作３ 市原市 大作   
市原土木事務所 Ⅱ-0333 小田部４ 市原市 小田部    市原土木事務所 Ⅱ-0384 大作４ 市原市 大作   
市原土木事務所 Ⅱ-0334 小田部５ 市原市 小田部    市原土木事務所 Ⅱ-0385 大作５ 市原市 大作   
市原土木事務所 Ⅱ-0335 小田部６ 市原市 小田部    市原土木事務所 Ⅱ-0386 大作６ 市原市 大作   
市原土木事務所 Ⅱ-0336 荻作５ 市原市 荻作    市原土木事務所 Ⅱ-0387 滝口１ 市原市 滝口   
市原土木事務所 Ⅱ-0337 荻作６ 市原市 荻作    市原土木事務所 Ⅱ-0388 滝口２ 市原市 滝口   
市原土木事務所 Ⅱ-0338 犬成１ 市原市 犬成    市原土木事務所 Ⅱ-0389 滝口３ 市原市 滝口   
市原土木事務所 Ⅱ-0340 犬成３ 市原市 犬成    市原土木事務所 Ⅱ-0390 大作７ 市原市 大作   
市原土木事務所 Ⅱ-0341 犬成４ 市原市 犬成    市原土木事務所 Ⅱ-0391 大作８ 市原市 大作   
市原土木事務所 Ⅱ-0342 犬成５ 市原市 犬成    市原土木事務所 Ⅱ-0392 大作９ 市原市 大作   
市原土木事務所 Ⅱ-0344 犬成７ 市原市 犬成    市原土木事務所 Ⅱ-0393 大作１０ 市原市 大作   
市原土木事務所 Ⅱ-0345 喜多２ 市原市 喜多    市原土木事務所 Ⅱ-0394 犬成８ 市原市 犬成   
市原土木事務所 Ⅱ-0346 喜多３ 市原市 喜多    市原土木事務所 Ⅱ-0395 犬成９ 市原市 犬成   
市原土木事務所 Ⅱ-0347 喜多４ 市原市 喜多    市原土木事務所 Ⅱ-0396 滝口４ 市原市 滝口   
市原土木事務所 Ⅱ-0348 奈良１ 市原市 奈良    市原土木事務所 Ⅱ-0397 滝口５ 市原市 滝口   
市原土木事務所 Ⅱ-0349 奈良２ 市原市 奈良    市原土木事務所 Ⅱ-0398 奈良３ 市原市 奈良   
市原土木事務所 Ⅱ-0350 金剛地３ 市原市 金剛寺    市原土木事務所 Ⅱ-0399 椎津４ 市原市 椎津   
市原土木事務所 Ⅱ-0351 金剛地４ 市原市 金剛寺    市原土木事務所 Ⅱ-0400 椎津５ 市原市 椎津   
市原土木事務所 Ⅱ-0352 金剛地５ 市原市 金剛寺    市原土木事務所 Ⅱ-0401 椎津６ 市原市 椎津   
市原土木事務所 Ⅱ-0353 金剛地６ 市原市 金剛寺    市原土木事務所 Ⅱ-0402 椎津７ 市原市 椎津   
市原土木事務所 Ⅱ-0354 金剛地７ 市原市 金剛寺    市原土木事務所 Ⅱ-0403 椎津８ 市原市 椎津   
市原土木事務所 Ⅱ-0355 金剛地８ 市原市 金剛寺    市原土木事務所 Ⅱ-0404 椎津９ 市原市 椎津   
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市原土木事務所 Ⅱ-0405 椎津１０ 市原市 椎津    市原土木事務所 Ⅱ-0457 勝間１７ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0406 椎津１１ 市原市 椎津    市原土木事務所 Ⅱ-0458 滝口６ 市原市 滝口   
市原土木事務所 Ⅱ-0407 椎津１２ 市原市 椎津    市原土木事務所 Ⅱ-0461 不入斗６ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0408 姉崎２ 市原市 姉崎    市原土木事務所 Ⅱ-0462 不入斗７ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0409 姉崎３ 市原市 姉崎    市原土木事務所 Ⅱ-0464 椎津１３ 市原市 椎津   
市原土木事務所 Ⅱ-0410 姉崎４ 市原市 姉崎    市原土木事務所 Ⅱ-0466 迎田３ 市原市 迎田   
市原土木事務所 Ⅱ-0411 姉崎５ 市原市 姉崎    市原土木事務所 Ⅱ-0467 迎田４ 市原市 迎田   
市原土木事務所 Ⅱ-0412 青葉台２ 市原市 青葉台 ７丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0468 迎田５ 市原市 迎田   
市原土木事務所 Ⅱ-0413 青葉台３ 市原市 青葉台 ８丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0469 迎田６ 市原市 迎田   
市原土木事務所 Ⅱ-0414 姉崎６ 市原市 姉崎    市原土木事務所 Ⅱ-0470 迎田７ 市原市 迎田   
市原土木事務所 Ⅱ-0415 姉崎７ 市原市 姉崎    市原土木事務所 Ⅱ-0471 迎田８ 市原市 迎田   
市原土木事務所 Ⅱ-0417 姉崎９ 市原市 姉崎    市原土木事務所 Ⅱ-0472 迎田９ 市原市 迎田   
市原土木事務所 Ⅱ-0418 姉崎１０ 市原市 姉崎    市原土木事務所 Ⅱ-0473 迎田１０ 市原市 迎田   
市原土木事務所 Ⅱ-0419 青葉台４ 市原市 青葉台 ５丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0474 迎田１１ 市原市 迎田   
市原土木事務所 Ⅱ-0420 青葉台５ 市原市 青葉台 ５丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0475 不入斗９ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0421 青葉台６ 市原市 青葉台 ５丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0476 不入斗１０ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0422 畑木１ 市原市 畑木    市原土木事務所 Ⅱ-0477 不入斗１１ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0423 畑木２ 市原市 畑木    市原土木事務所 Ⅱ-0479 不入斗１３ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0424 畑木３ 市原市 畑木    市原土木事務所 Ⅱ-0481 不入斗１５ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0425 畑木４ 市原市 畑木    市原土木事務所 Ⅱ-0482 不入斗１６ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0426 畑木５ 市原市 畑木    市原土木事務所 Ⅱ-0483 不入斗１７ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0427 畑木６ 市原市 畑木    市原土木事務所 Ⅱ-0484 不入斗１８ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0428 畑木７ 市原市 畑木    市原土木事務所 Ⅱ-0485 不入斗１９ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0429 片又木２ 市原市 片又木    市原土木事務所 Ⅱ-0486 不入斗２０ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0430 片又木３ 市原市 片又木    市原土木事務所 Ⅱ-0487 不入斗２１ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0431 片又木４ 市原市 片又木    市原土木事務所 Ⅱ-0488 不入斗２２ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0432 片又木５ 市原市 片又木    市原土木事務所 Ⅱ-0489 不入斗２３ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0433 片又木６ 市原市 片又木    市原土木事務所 Ⅱ-0457 勝間１７ 市原市 勝間   
市原土木事務所 Ⅱ-0434 迎田２ 市原市 迎田    市原土木事務所 Ⅱ-0490 不入斗２４ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0435 海保１ 市原市 海保    市原土木事務所 Ⅱ-0492 不入斗２６ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0436 海保２ 市原市 海保    市原土木事務所 Ⅱ-0493 不入斗２７ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0437 海保３ 市原市 海保    市原土木事務所 Ⅱ-0494 不入斗２８ 市原市 不入斗   
市原土木事務所 Ⅱ-0438 海保４ 市原市 海保    市原土木事務所 Ⅱ-0495 海保１１ 市原市 海保   
市原土木事務所 Ⅱ-0440 海保６ 市原市 海保    市原土木事務所 Ⅱ-0496 片又木７ 市原市 片又木   
市原土木事務所 Ⅱ-0441 海保７ 市原市 海保    市原土木事務所 Ⅱ-0497 片又木８ 市原市 片又木   
市原土木事務所 Ⅱ-0442 海保８ 市原市 海保    市原土木事務所 Ⅱ-0498 片又木９ 市原市 片又木   
市原土木事務所 Ⅱ-0443 海保９ 市原市 海保    市原土木事務所 Ⅱ-0499 片又木１０ 市原市 片又木   
市原土木事務所 Ⅱ-0444 海保１０ 市原市 海保    市原土木事務所 Ⅱ-0500 豊成２ 市原市 豊成   
市原土木事務所 Ⅱ-0446 今富２ 市原市 今富    市原土木事務所 Ⅱ-0501 豊成３ 市原市 豊成   
市原土木事務所 Ⅱ-0448 引田１ 市原市 引田    市原土木事務所 Ⅱ-0502 海保１２ 市原市 海保   
市原土木事務所 Ⅱ-0449 引田２ 市原市 引田    市原土木事務所 Ⅱ-0503 豊成４ 市原市 豊成   
市原土木事務所 Ⅱ-0450 引田３ 市原市 引田    市原土木事務所 Ⅱ-0504 高坂１ 市原市 高坂   
市原土木事務所 Ⅱ-0451 宮原１ 市原市 宮原    市原土木事務所 Ⅱ-0505 高坂２ 市原市 高坂   
市原土木事務所 Ⅱ-0452 福増１ 市原市 福増    市原土木事務所 Ⅱ-0506 高坂３ 市原市 高坂   
市原土木事務所 Ⅱ-0453 勝間１３ 市原市 勝間    市原土木事務所 Ⅱ-0507 引田４ 市原市 引田   
市原土木事務所 Ⅱ-0454 勝間１４ 市原市 勝間    市原土木事務所 Ⅱ-0509 松崎１ 市原市 松崎   
市原土木事務所 Ⅱ-0455 勝間１５ 市原市 勝間    市原土木事務所 Ⅱ-0510 椎津１５ 市原市 椎津   
市原土木事務所 Ⅱ-0456 勝間１６ 市原市 勝間    市原土木事務所 Ⅱ-0511 椎津１６ 市原市 椎津   
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市原土木事務所 Ⅱ-0513 椎津１８ 市原市 椎津    市原土木事務所 Ⅱ-0567 大桶３ 市原市 大桶   
市原土木事務所 Ⅱ-0514 椎津１９ 市原市 椎津    市原土木事務所 Ⅱ-0568 大桶４ 市原市 大桶   
市原土木事務所 Ⅱ-0515 深城２ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0569 荒巻１ 市原市 荒巻   
市原土木事務所 Ⅱ-0516 深城３ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0570 天羽田２ 市原市 天羽田   
市原土木事務所 Ⅱ-0517 天羽田１ 市原市 天羽田    市原土木事務所 Ⅱ-0571 天羽田３ 市原市 天羽田   
市原土木事務所 Ⅱ-0518 不入斗３０ 市原市 不入斗    市原土木事務所 Ⅱ-0572 天羽田４ 市原市 天羽田   
市原土木事務所 Ⅱ-0519 深城４ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0573 天羽田５ 市原市 天羽田   
市原土木事務所 Ⅱ-0520 深城５ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0575 天羽田７ 市原市 天羽田   
市原土木事務所 Ⅱ-0521 深城６ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0576 中高根４ 市原市 中高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0522 深城７ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0577 上高根１ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0523 深城８ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0578 上高根２ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0524 深城９ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0580 上高根４ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0525 深城１０ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0581 上高根５ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0526 深城１１ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0582 上高根６ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0527 深城１２ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0583 上高根７ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0528 深城１３ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0584 上高根８ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0529 深城１４ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0585 上高根９ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0530 深城１５ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0586 上高根１０ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0531 深城１６ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0587 上高根１１ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0532 深城１７ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0588 馬立１ 市原市 馬立   
市原土木事務所 Ⅱ-0533 深城１８ 市原市 深城    市原土木事務所 Ⅱ-0589 馬立２ 市原市 馬立   
市原土木事務所 Ⅱ-0534 豊成５ 市原市 豊成    市原土木事務所 Ⅱ-0590 川在８ 市原市 川在   
市原土木事務所 Ⅱ-0536 豊成７ 市原市 豊成    市原土木事務所 Ⅱ-0591 荒巻２ 市原市 荒巻   
市原土木事務所 Ⅱ-0538 豊成９ 市原市 豊成    市原土木事務所 Ⅱ-0592 荒巻３ 市原市 荒巻   
市原土木事務所 Ⅱ-0539 豊成１０ 市原市 豊成    市原土木事務所 Ⅱ-0593 川在９ 市原市 川在   
市原土木事務所 Ⅱ-0541 豊成１２ 市原市 豊成    市原土木事務所 Ⅱ-0594 川在１０ 市原市 川在   
市原土木事務所 Ⅱ-0543 風戸１ 市原市 風戸    市原土木事務所 Ⅱ-0596 上高根１３ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0545 風戸３ 市原市 風戸    市原土木事務所 Ⅱ-0597 上高根１４ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0546 風戸４ 市原市 風戸    市原土木事務所 Ⅱ-0598 上高根１５ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0547 風戸５ 市原市 風戸    市原土木事務所 Ⅱ-0599 上高根１６ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0548 中高根１ 市原市 中高根    市原土木事務所 Ⅱ-0600 上高根１７ 市原市 上高根   
市原土木事務所 Ⅱ-0550 中高根３ 市原市 中高根    市原土木事務所 Ⅱ-0601 南岩崎１ 市原市 南岩崎   
市原土木事務所 Ⅱ-0551 光風台１ 市原市 光風台 ２丁目  市原土木事務所 Ⅱ-0602 南岩崎２ 市原市 南岩崎   
市原土木事務所 Ⅱ-0552 松崎２ 市原市 松崎    市原土木事務所 Ⅱ-0605 南岩崎５ 市原市 南岩崎   
市原土木事務所 Ⅱ-0553 土宇１ 市原市 土宇    市原土木事務所 Ⅱ-0606 南岩崎６ 市原市 南岩崎   
市原土木事務所 Ⅱ-0554 土宇２ 市原市 土宇    市原土木事務所 Ⅱ-0608 妙香２ 市原市 妙香   
市原土木事務所 Ⅱ-0555 土宇３ 市原市 土宇    市原土木事務所 Ⅱ-0609 妙香３ 市原市 妙香   
市原土木事務所 Ⅱ-0557 松崎３ 市原市 松崎    市原土木事務所 Ⅱ-0610 奉免２ 市原市 奉免   
市原土木事務所 Ⅱ-0558 松崎４ 市原市 松崎    市原土木事務所 Ⅱ-0611 奉免３ 市原市 奉免   
市原土木事務所 Ⅱ-0559 磯ヶ谷１ 市原市 磯ヶ谷    市原土木事務所 Ⅱ-0612 奉免４ 市原市 奉免   
市原土木事務所 Ⅱ-0560 川在１ 市原市 川在    市原土木事務所 Ⅱ-0613 宿２ 市原市 宿   
市原土木事務所 Ⅱ-0561 川在２ 市原市 川在    市原土木事務所 Ⅱ-0614 堀越１ 市原市 堀越   
市原土木事務所 Ⅱ-0562 川在３ 市原市 川在    市原土木事務所 Ⅱ-0615 堀越２ 市原市 堀越   
市原土木事務所 Ⅱ-0563 川在４ 市原市 川在    市原土木事務所 Ⅱ-0616 堀越３ 市原市 堀越   
市原土木事務所 Ⅱ-0564 川在５ 市原市 川在    市原土木事務所 Ⅱ-0618 栢橋３ 市原市 栢橋   
市原土木事務所 Ⅱ-0565 川在６ 市原市 川在    市原土木事務所 Ⅱ-0619 栢橋４ 市原市 栢橋   
市原土木事務所 Ⅱ-0548 中高根１ 市原市 中高根    市原土木事務所 Ⅱ-0620 栢橋５ 市原市 栢橋   
市原土木事務所 Ⅱ-0550 中高根３ 市原市 中高根    市原土木事務所 Ⅱ-0621 寺谷２ 市原市 寺谷   
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市原土木事務所 Ⅱ-0622 西国吉１ 市原市 西国吉    市原土木事務所 Ⅱ-0673 栢橋１５ 市原市 栢橋   
市原土木事務所 Ⅱ-0623 西国吉２ 市原市 西国吉    市原土木事務所 Ⅱ-0674 栢橋１６ 市原市 栢橋   
市原土木事務所 Ⅱ-0624 佐是１ 市原市 佐是    市原土木事務所 Ⅱ-0675 栢橋１７ 市原市 栢橋   
市原土木事務所 Ⅱ-0625 米沢２ 市原市 米沢    市原土木事務所 Ⅱ-0676 栢橋１８ 市原市 栢橋   
市原土木事務所 Ⅱ-0626 米沢３ 市原市 米沢    市原土木事務所 Ⅱ-0677 栢橋１９ 市原市 栢橋   
市原土木事務所 Ⅱ-0627 米沢４ 市原市 米沢    市原土木事務所 Ⅱ-0678 西国吉３ 市原市 西国吉   
市原土木事務所 Ⅱ-0628 米沢５ 市原市 米沢    市原土木事務所 Ⅱ-0679 皆吉１ 市原市 皆吉   
市原土木事務所 Ⅱ-0629 米沢６ 市原市 米沢    市原土木事務所 Ⅱ-0680 皆吉２ 市原市 皆吉   
市原土木事務所 Ⅱ-0630 安久谷１ 市原市 安久谷    市原土木事務所 Ⅱ-0681 皆吉３ 市原市 皆吉   
市原土木事務所 Ⅱ-0631 江子田１ 市原市 江古田    市原土木事務所 Ⅱ-0682 皆吉４ 市原市 皆吉   
市原土木事務所 Ⅱ-0632 真ヶ谷２ 市原市 真ヶ谷    市原土木事務所 Ⅱ-0683 皆吉５ 市原市 皆吉   
市原土木事務所 Ⅱ-0633 真ヶ谷３ 市原市 真ヶ谷    市原土木事務所 Ⅱ-0684 皆吉６ 市原市 皆吉   
市原土木事務所 Ⅱ-0634 真ヶ谷４ 市原市 真ヶ谷    市原土木事務所 Ⅱ-0685 金沢２ 市原市 金沢   
市原土木事務所 Ⅱ-0635 真ヶ谷５ 市原市 真ヶ谷    市原土木事務所 Ⅱ-0686 金沢３ 市原市 金沢   
市原土木事務所 Ⅱ-0637 宿３ 市原市 宿    市原土木事務所 Ⅱ-0687 金沢４ 市原市 金沢   
市原土木事務所 Ⅱ-0638 宿４ 市原市 宿    市原土木事務所 Ⅱ-0688 金沢５ 市原市 金沢   
市原土木事務所 Ⅱ-0639 宿５ 市原市 宿    市原土木事務所 Ⅱ-0689 金沢６ 市原市 金沢   
市原土木事務所 Ⅱ-0640 堀越４ 市原市 堀越    市原土木事務所 Ⅱ-0690 金沢７ 市原市 金沢   
市原土木事務所 Ⅱ-0642 島田１ 市原市 島田    市原土木事務所 Ⅱ-0691 江古田２ 市原市 江古田   
市原土木事務所 Ⅱ-0643 島田２ 市原市 島田    市原土木事務所 Ⅱ-0692 下矢田１ 市原市 下矢田   
市原土木事務所 Ⅱ-0644 原田１ 市原市 原田    市原土木事務所 Ⅱ-0693 下矢田２ 市原市 下矢田   
市原土木事務所 Ⅱ-0645 原田２ 市原市 原田    市原土木事務所 Ⅱ-0694 下矢田３ 市原市 下矢田   
市原土木事務所 Ⅱ-0646 石川１ 市原市 石川    市原土木事務所 Ⅱ-0695 下矢田４ 市原市 下矢田   
市原土木事務所 Ⅱ-0647 石川２ 市原市 石川    市原土木事務所 Ⅱ-0696 下矢田５ 市原市 下矢田   
市原土木事務所 Ⅱ-0648 石川３ 市原市 石川    市原土木事務所 Ⅱ-0697 藪１ 市原市 藪   
市原土木事務所 Ⅱ-0649 市場１ 市原市 市場    市原土木事務所 Ⅱ-0698 石川４ 市原市 石川   
市原土木事務所 Ⅱ-0650 市場２ 市原市 市場    市原土木事務所 Ⅱ-0699 下矢田６ 市原市 下矢田   
市原土木事務所 Ⅱ-0651 市場３ 市原市 市場    市原土木事務所 Ⅱ-0700 下矢田７ 市原市 下矢田   
市原土木事務所 Ⅱ-0652 市場４ 市原市 市場    市原土木事務所 Ⅱ-0702 池和田２ 市原市 池和田   
市原土木事務所 Ⅱ-0653 市場５ 市原市 市場    市原土木事務所 Ⅱ-0703 池和田３ 市原市 池和田   
市原土木事務所 Ⅱ-0654 奥野３ 市原市 奥野    市原土木事務所 Ⅱ-0704 池和田４ 市原市 池和田   
市原土木事務所 Ⅱ-0655 奥野４ 市原市 奥野    市原土木事務所 Ⅱ-0705 池和田５ 市原市 池和田   
市原土木事務所 Ⅱ-0656 奥野５ 市原市 奥野    市原土木事務所 Ⅱ-0706 池和田６ 市原市 池和田   
市原土木事務所 Ⅱ-0657 奥野６ 市原市 奥野    市原土木事務所 Ⅱ-0708 池和田８ 市原市 池和田   
市原土木事務所 Ⅱ-0658 奥野７ 市原市 奥野    市原土木事務所 Ⅱ-0709 奥野１３ 市原市 奥野   
市原土木事務所 Ⅱ-0659 奥野８ 市原市 奥野    市原土木事務所 Ⅱ-0710 奥野１４ 市原市 奥野   
市原土木事務所 Ⅱ-0661 奥野１０ 市原市 奥野    市原土木事務所 Ⅱ-0711 奥野１５ 市原市 奥野   
市原土木事務所 Ⅱ-0662 奥野１１ 市原市 奥野    市原土木事務所 Ⅱ-0712 奥野１６ 市原市 奥野   
市原土木事務所 Ⅱ-0663 奥野１２ 市原市 奥野    市原土木事務所 Ⅱ-0713 奥野１７ 市原市 奥野   
市原土木事務所 Ⅱ-0664 栢橋６ 市原市 栢橋    市原土木事務所 Ⅱ-0714 奥野１８ 市原市 奥野   
市原土木事務所 Ⅱ-0665 栢橋７ 市原市 栢橋    市原土木事務所 Ⅱ-0715 大蔵２ 市原市 大蔵   
市原土木事務所 Ⅱ-0666 栢橋８ 市原市 栢橋    市原土木事務所 Ⅱ-0716 大蔵３ 市原市 大蔵   
市原土木事務所 Ⅱ-0667 栢橋９ 市原市 栢橋    市原土木事務所 Ⅱ-0717 大蔵４ 市原市 大蔵   
市原土木事務所 Ⅱ-0668 栢橋１０ 市原市 栢橋    市原土木事務所 Ⅱ-0719 皆吉７ 市原市 皆吉   
市原土木事務所 Ⅱ-0669 栢橋１１ 市原市 栢橋    市原土木事務所 Ⅱ-0721 岩１ 市原市 岩   
市原土木事務所 Ⅱ-0670 栢橋１２ 市原市 栢橋    市原土木事務所 Ⅱ-0722 岩２ 市原市 岩   
市原土木事務所 Ⅱ-0671 栢橋１３ 市原市 栢橋    市原土木事務所 Ⅱ-0723 岩３ 市原市 岩   
市原土木事務所 Ⅱ-0672 栢橋１４ 市原市 栢橋    市原土木事務所 Ⅱ-0725 外部田１ 市原市 外部田   
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市原土木事務所 Ⅱ-0726 外部田２ 市原市 外部田    市原土木事務所 Ⅱ-0785 平野１ 市原市 平野   
市原土木事務所 Ⅱ-0727 外部田３ 市原市 外部田    市原土木事務所 Ⅱ-0786 大戸１ 市原市 大戸   
市原土木事務所 Ⅱ-0728 外部田４ 市原市 外部田    市原土木事務所 Ⅱ-0788 大戸３ 市原市 大戸   
市原土木事務所 Ⅱ-0729 外部田５ 市原市 外部田    市原土木事務所 Ⅱ-0789 大戸４ 市原市 大戸   
市原土木事務所 Ⅱ-0730 外部田６ 市原市 外部田    市原土木事務所 Ⅱ-0790 古敷谷４ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0731 久保１ 市原市 久保    市原土木事務所 Ⅱ-0791 古敷谷５ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0732 藪２ 市原市 藪    市原土木事務所 Ⅱ-0792 古敷谷６ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0733 池和田９ 市原市 池和田    市原土木事務所 Ⅱ-0793 古敷谷７ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0734 池和田１０ 市原市 池和田    市原土木事務所 Ⅱ-0794 古敷谷８ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0735 池和田１１ 市原市 池和田    市原土木事務所 Ⅱ-0795 古敷谷９ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0738 田尾４ 市原市 田尾    市原土木事務所 Ⅱ-0796 古敷谷１０ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0739 田尾５ 市原市 田尾    市原土木事務所 Ⅱ-0797 古敷谷１１ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0740 田尾６ 市原市 田尾    市原土木事務所 Ⅱ-0799 古敷谷１３ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0741 水沢２ 市原市 水沢    市原土木事務所 Ⅱ-0800 古敷谷１４ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0744 水沢５ 市原市 水沢    市原土木事務所 Ⅱ-0802 吉沢３ 市原市 吉沢   
市原土木事務所 Ⅱ-0745 水沢６ 市原市 水沢    市原土木事務所 Ⅱ-0803 吉沢４ 市原市 吉沢   
市原土木事務所 Ⅱ-0749 山口４ 市原市 山口    市原土木事務所 Ⅱ-0804 吉沢５ 市原市 吉沢   
市原土木事務所 Ⅱ-0750 久保２ 市原市 久保    市原土木事務所 Ⅱ-0805 平蔵１０ 市原市 平蔵   
市原土木事務所 Ⅱ-0751 久保３ 市原市 久保    市原土木事務所 Ⅱ-0806 平蔵１１ 市原市 平蔵   
市原土木事務所 Ⅱ-0752 久保４ 市原市 久保    市原土木事務所 Ⅱ-0807 平蔵１２ 市原市 平蔵   
市原土木事務所 Ⅱ-0753 大和田１ 市原市 大和田    市原土木事務所 Ⅱ-0808 平蔵１３ 市原市 平蔵   
市原土木事務所 Ⅱ-0755 養老２ 市原市 養老    市原土木事務所 Ⅱ-0809 平蔵１４ 市原市 平蔵   
市原土木事務所 Ⅱ-0757 大和田３ 市原市 大和田    市原土木事務所 Ⅱ-0810 平蔵１５ 市原市 平蔵   
市原土木事務所 Ⅱ-0758 大和田４ 市原市 大和田    市原土木事務所 Ⅱ-0811 平蔵１６ 市原市 平蔵   
市原土木事務所 Ⅱ-0759 不入１ 市原市 不入    市原土木事務所 Ⅱ-0812 万田野１ 市原市 万田野   
市原土木事務所 Ⅱ-0760 不入２ 市原市 不入    市原土木事務所 Ⅱ-0813 万田野２ 市原市 万田野   
市原土木事務所 Ⅱ-0761 不入３ 市原市 不入    市原土木事務所 Ⅱ-0815 万田野４ 市原市 万田野   
市原土木事務所 Ⅱ-0762 田尾７ 市原市 田尾    市原土木事務所 Ⅱ-0816 万田野５ 市原市 万田野   
市原土木事務所 Ⅱ-0763 田尾８ 市原市 田尾    市原土木事務所 Ⅱ-0817 万田野６ 市原市 万田野   
市原土木事務所 Ⅱ-0764 田尾９ 市原市 田尾    市原土木事務所 Ⅱ-0818 万田野７ 市原市 万田野   
市原土木事務所 Ⅱ-0765 山小川１ 市原市 山小川    市原土木事務所 Ⅱ-0819 万田野８ 市原市 万田野   
市原土木事務所 Ⅱ-0766 平蔵１ 市原市 平蔵    市原土木事務所 Ⅱ-0820 万田野９ 市原市 万田野   
市原土木事務所 Ⅱ-0767 平蔵２ 市原市 平蔵    市原土木事務所 Ⅱ-0821 万田野１０ 市原市 万田野   
市原土木事務所 Ⅱ-0768 高滝２ 市原市 高滝    市原土木事務所 Ⅱ-0822 万田野１１ 市原市 万田野   
市原土木事務所 Ⅱ-0769 本郷１ 市原市 本郷    市原土木事務所 Ⅱ-0824 飯給２ 市原市 飯給   
市原土木事務所 Ⅱ-0771 本郷３ 市原市 本郷    市原土木事務所 Ⅱ-0825 飯給３ 市原市 飯給   
市原土木事務所 Ⅱ-0772 本郷４ 市原市 本郷    市原土木事務所 Ⅱ-0826 飯給４ 市原市 飯給   
市原土木事務所 Ⅱ-0773 古敷谷２ 市原市 古敷谷    市原土木事務所 Ⅱ-0827 飯給５ 市原市 飯給   
市原土木事務所 Ⅱ-0774 古敷谷３ 市原市 古敷谷    市原土木事務所 Ⅱ-0830 徳氏３ 市原市 徳氏   
市原土木事務所 Ⅱ-0775 新井１ 市原市 新井    市原土木事務所 Ⅱ-0831 徳氏４ 市原市 徳氏   
市原土木事務所 Ⅱ-0776 平蔵３ 市原市 平蔵    市原土木事務所 Ⅱ-0832 徳氏５ 市原市 徳氏   
市原土木事務所 Ⅱ-0778 平蔵５ 市原市 平蔵    市原土木事務所 Ⅱ-0833 徳氏６ 市原市 徳氏   
市原土木事務所 Ⅱ-0779 平蔵６ 市原市 平蔵    市原土木事務所 Ⅱ-0834 柿木台１ 市原市 柿木台   
市原土木事務所 Ⅱ-0780 平蔵７ 市原市 平蔵    市原土木事務所 Ⅱ-0835 柿木台２ 市原市 柿木台  
市原土木事務所 Ⅱ-0781 平蔵８ 市原市 平蔵    市原土木事務所 Ⅱ-0836 古敷谷１５ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0782 平蔵９ 市原市 平蔵    市原土木事務所 Ⅱ-0837 古敷谷１６ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0783 本郷５ 市原市 本郷    市原土木事務所 Ⅱ-0838 古敷谷１７ 市原市 古敷谷   
市原土木事務所 Ⅱ-0784 本郷６ 市原市 本郷    市原土木事務所 Ⅱ-0839 古敷谷１８ 市原市 古敷谷   
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市原土木事務所 Ⅱ-0840 古敷谷１９ 市原市 古敷谷    市原土木事務所 Ⅱ-0891 小草畑１６ 市原市 小草畑   
市原土木事務所 Ⅱ-0841 古敷谷２０ 市原市 古敷谷    市原土木事務所 Ⅱ-0892 小草畑１７ 市原市 小草畑   
市原土木事務所 Ⅱ-0842 古敷谷２１ 市原市 古敷谷    市原土木事務所 Ⅱ-0893 月出５ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0844 古敷谷２３ 市原市 古敷谷    市原土木事務所 Ⅱ-0894 月出６ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0845 古敷谷２４ 市原市 古敷谷    市原土木事務所 Ⅱ-0895 月出７ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0846 小草畑２ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0896 米原１７ 市原市 米原   
市原土木事務所 Ⅱ-0847 小草畑３ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0897 米原１８ 市原市 米原   
市原土木事務所 Ⅱ-0848 小草畑４ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0898 米原１９ 市原市 米原   
市原土木事務所 Ⅱ-0849 小草畑５ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0899 米原２０ 市原市 米原   
市原土木事務所 Ⅱ-0850 小草畑６ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0900 米原２１ 市原市 米原   
市原土木事務所 Ⅱ-0851 小草畑７ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0901 米原２２ 市原市 米原   
市原土木事務所 Ⅱ-0852 小草畑８ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0902 米原２３ 市原市 米原   
市原土木事務所 Ⅱ-0853 小草畑９ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0904 米原２５ 市原市 米原   
市原土木事務所 Ⅱ-0854 小草畑１０ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0906 米原２７ 市原市 米原   
市原土木事務所 Ⅱ-0855 小草畑１１ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0908 菅野１ 市原市 菅野   
市原土木事務所 Ⅱ-0856 小草畑１２ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0909 菅野２ 市原市 菅野   
市原土木事務所 Ⅱ-0857 小草畑１３ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0910 菅野３ 市原市 菅野   
市原土木事務所 Ⅱ-0858 小草畑１４ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0911 菅野４ 市原市 菅野   
市原土木事務所 Ⅱ-0859 小草畑１５ 市原市 小草畑    市原土木事務所 Ⅱ-0912 菅野５ 市原市 菅野   
市原土木事務所 Ⅱ-0860 米原２ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0913 菅野６ 市原市 菅野   
市原土木事務所 Ⅱ-0861 米原３ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0914 菅野７ 市原市 菅野   
市原土木事務所 Ⅱ-0862 米原４ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0915 柳川１ 市原市 柳川   
市原土木事務所 Ⅱ-0863 米原５ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0916 柳川２ 市原市 柳川   
市原土木事務所 Ⅱ-0864 米原６ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0917 柳川３ 市原市 柳川   
市原土木事務所 Ⅱ-0865 米原７ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0918 田淵６ 市原市 田淵   
市原土木事務所 Ⅱ-0866 米原８ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0919 田淵７ 市原市 田淵   
市原土木事務所 Ⅱ-0867 米原９ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0920 田淵８ 市原市 田淵   
市原土木事務所 Ⅱ-0868 米原１０ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0921 国本２ 市原市 国本   
市原土木事務所 Ⅱ-0869 米原１１ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0922 国本３ 市原市 国元   
市原土木事務所 Ⅱ-0870 米原１２ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0923 月出８ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0871 米原１３ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0924 月出９ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0872 米原１４ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0925 月出１０ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0874 米原１６ 市原市 米原    市原土木事務所 Ⅱ-0926 月出１１ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0875 月崎１ 市原市 月崎    市原土木事務所 Ⅱ-0927 月出１２ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0876 田淵１ 市原市 田淵    市原土木事務所 Ⅱ-0928 月出１３ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0877 田淵２ 市原市 田淵    市原土木事務所 Ⅱ-0929 月出１４ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0878 田淵３ 市原市 田淵    市原土木事務所 Ⅱ-0930 月出１５ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0879 田淵４ 市原市 田淵    市原土木事務所 Ⅱ-0931 月出１６ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0881 月崎２ 市原市 月崎    市原土木事務所 Ⅱ-0932 月出１７ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0882 月崎３ 市原市 月崎    市原土木事務所 Ⅱ-0933 月出１８ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0883 月崎４ 市原市 月崎    市原土木事務所 Ⅱ-0934 月出１９ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0884 月出１ 市原市 月出    市原土木事務所 Ⅱ-0935 月出２０ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0885 月出２ 市原市 月出    市原土木事務所 Ⅱ-0936 月出２１ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0886 月出３ 市原市 月出    市原土木事務所 Ⅱ-0937 月出２２ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0887 月出４ 市原市 月出    市原土木事務所 Ⅱ-0938 石塚１ 市原市 石塚   
市原土木事務所 Ⅱ-0888 古敷谷２５ 市原市 古敷谷    市原土木事務所 Ⅱ-0939 石塚２ 市原市 石塚   
市原土木事務所 Ⅱ-0889 古敷谷２６ 市原市 古敷谷   市原土木事務所 Ⅱ-0940 石塚３ 市原市 石塚   
市原土木事務所 Ⅱ-0890 古敷谷２７ 市原市 古敷谷    市原土木事務所 Ⅱ-0941 大久保２ 市原市 大久保   
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市原土木事務所 Ⅱ-0942 大久保３ 市原市 大久保    東葛飾土木事務所 Ⅱ-0993 和名ヶ谷１０ 松戸市 和名ヶ谷 東台 
市原土木事務所 Ⅱ-0943 石神１ 市原市 石神    東葛飾土木事務所 Ⅱ-0994 和名ヶ谷１１ 松戸市 和名ヶ谷 清水 
市原土木事務所 Ⅱ-0944 石神２ 市原市 石神    市原土木事務所 Ⅱ-0941 大久保２ 市原市 大久保   
市原土木事務所 Ⅱ-0945 折津２ 市原市 折津    市原土木事務所 Ⅱ-0942 大久保３ 市原市 大久保   
市原土木事務所 Ⅱ-0946 折津３ 市原市 折津    市原土木事務所 Ⅱ-0943 石神１ 市原市 石神   
市原土木事務所 Ⅱ-0947 月出２３ 市原市 月出    市原土木事務所 Ⅱ-0944 石神２ 市原市 石神   
市原土木事務所 Ⅱ-0948 月出２４ 市原市 月出    市原土木事務所 Ⅱ-0945 折津２ 市原市 折津   
市原土木事務所 Ⅱ-0949 月出２５ 市原市 月出    市原土木事務所 Ⅱ-0946 折津３ 市原市 折津   
市原土木事務所 Ⅱ-0950 石塚４ 市原市 石塚    市原土木事務所 Ⅱ-0947 月出２３ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0952 石塚６ 市原市 石塚    市原土木事務所 Ⅱ-0948 月出２４ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0953 折津４ 市原市 折津    市原土木事務所 Ⅱ-0949 月出２５ 市原市 月出   
市原土木事務所 Ⅱ-0954 折津５ 市原市 折津    市原土木事務所 Ⅱ-0950 石塚４ 市原市 石塚   
市原土木事務所 Ⅱ-0957 朝生原１ 市原市 朝生原    市原土木事務所 Ⅱ-0952 石塚６ 市原市 石塚   
市原土木事務所 Ⅱ-0958 朝生原２ 市原市 朝生原    市原土木事務所 Ⅱ-0953 折津４ 市原市 折津   
市原土木事務所 Ⅱ-0959 朝生原３ 市原市 朝生原    市原土木事務所 Ⅱ-0954 折津５ 市原市 折津   
市原土木事務所 Ⅱ-0960 朝生原４ 市原市 朝生原    市原土木事務所 Ⅱ-0957 朝生原１ 市原市 朝生原   
市原土木事務所 Ⅱ-0961 朝生原５ 市原市 朝生原    市原土木事務所 Ⅱ-0958 朝生原２ 市原市 朝生原   
市原土木事務所 Ⅱ-0962 大久保４ 市原市 大久保    市原土木事務所 Ⅱ-0959 朝生原３ 市原市 朝生原   
市原土木事務所 Ⅱ-0963 大久保５ 市原市 大久保    市原土木事務所 Ⅱ-0960 朝生原４ 市原市 朝生原   
市原土木事務所 Ⅱ-0964 大久保６ 市原市 大久保    市原土木事務所 Ⅱ-0961 朝生原５ 市原市 朝生原   
市原土木事務所 Ⅱ-0965 朝生原６ 市原市 朝生原    市原土木事務所 Ⅱ-0962 大久保４ 市原市 大久保   
市原土木事務所 Ⅱ-0966 戸面２ 市原市 戸面    市原土木事務所 Ⅱ-0963 大久保５ 市原市 大久保   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0967 平賀１ 松戸市 平賀 長谷  市原土木事務所 Ⅱ-0964 大久保６ 市原市 大久保   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0968 大谷口１ 松戸市 大谷口 馬屋敷  市原土木事務所 Ⅱ-0965 朝生原６ 市原市 朝生原   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0969 大谷口２ 松戸市 大谷口 本城  市原土木事務所 Ⅱ-0966 戸面２ 市原市 戸面   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0970 大谷口３ 松戸市 大谷口 本城  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0967 平賀１ 松戸市 平賀 長谷 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0971 大谷口４ 松戸市 大谷口 中郷  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0968 大谷口１ 松戸市 大谷口 馬屋敷 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0972 幸谷１ 松戸市 幸谷 ﾎﾞｯｹ  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0969 大谷口２ 松戸市 大谷口 本城 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0973 根木内２ 松戸市 根木内 新宿下  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0970 大谷口３ 松戸市 大谷口 本城 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0974 幸谷２ 松戸市 幸谷 宮下  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0971 大谷口４ 松戸市 大谷口 中郷 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0975 二ツ木２ 松戸市 二ツ木 東谷津  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0972 幸谷１ 松戸市 幸谷 ﾎﾞｯｹ 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0976 北松戸１ 松戸市 北松戸 ３丁目  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0973 根木内２ 松戸市 根木内 新宿下 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0977 千駄堀１ 松戸市 千駄堀 北郷  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0974 幸谷２ 松戸市 幸谷 宮下 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0978 千駄堀２ 松戸市 千駄堀 東  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0975 二ツ木２ 松戸市 二ツ木 東谷津 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0979 上本郷８ 松戸市 上本郷 宮下  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0976 北松戸１ 松戸市 北松戸 ３丁目 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0980 上本郷９ 松戸市 上本郷 花台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0977 千駄堀１ 松戸市 千駄堀 北郷 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0981 南屋敷１ 松戸市 南屋敷 芋ノ作  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0978 千駄堀２ 松戸市 千駄堀 東 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0982 岩瀬４ 松戸市 岩瀬 離山  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0979 上本郷８ 松戸市 上本郷 宮下 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0983 松戸新田１ 松戸市 松戸新田 ｿｳﾊﾀ  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0980 上本郷９ 松戸市 上本郷 花台 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0984 松戸１ 松戸市 松戸 戸定  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0981 南屋敷１ 松戸市 南屋敷 芋ノ作 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0985 松戸２ 松戸市 松戸 赤発毛  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0982 岩瀬４ 松戸市 岩瀬 離山 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0986 小山１ 松戸市 小山 浅間台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0983 松戸新田１ 松戸市 松戸新田 ｿｳﾊﾀ 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0987 和名ヶ谷４ 松戸市 和名ヶ谷 通源寺  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0984 松戸１ 松戸市 松戸 戸定 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0988 和名ヶ谷５ 松戸市 和名ヶ谷 外山  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0985 松戸２ 松戸市 松戸 赤発毛 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0989 和名ヶ谷６ 松戸市 和名ヶ谷 山宮地  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0986 小山１ 松戸市 小山 浅間台 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0990 和名ヶ谷７ 松戸市 和名ヶ谷 中台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0987 和名ヶ谷４ 松戸市 和名ヶ谷 通源寺 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0991 和名ヶ谷８ 松戸市 和名ヶ谷 中台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0988 和名ヶ谷５ 松戸市 和名ヶ谷 外山 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0992 和名ヶ谷９ 松戸市 和名ヶ谷 中台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-0989 和名ヶ谷６ 松戸市 和名ヶ谷 山宮地 
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所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字  所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

東葛飾土木事務所 Ⅱ-0990 和名ヶ谷７ 松戸市 和名ヶ谷 中台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1039 岡発戸新田１ 我孫子市 ｵｶﾎｯﾄｼﾝﾃﾞﾝｲﾁ 岡掘戸新
田 東葛飾土木事務所 Ⅱ-0991 和名ヶ谷８ 松戸市 和名ヶ谷 中台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1040 中峠１ 我孫子市 ﾅｶﾋﾞｮｳｲﾁ 大日 

東葛飾土木事務所 Ⅱ-0992 和名ヶ谷９ 松戸市 和名ヶ谷 中台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1041 中里１ 我孫子市 ﾅｶｻﾞﾄｲﾁ 東原 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0993 和名ヶ谷１０ 松戸市 和名ヶ谷 東台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1042 布佐２ 我孫子市 ﾌｻﾆ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0994 和名ヶ谷１１ 松戸市 和名ヶ谷 清水  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1043 布佐３ 我孫子市 ﾌｻｻﾝ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0995 和名ヶ谷１２ 松戸市 和名ヶ谷 清水  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1044 布佐４ 我孫子市 ﾌｻﾖﾝ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0996 紙敷１ 松戸市 紙敷 薄蒲  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1045 布佐５ 我孫子市 ﾌｻｺﾞ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0997 紙敷３ 松戸市 紙敷 薄蒲  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1046 布佐６ 我孫子市 ﾌｻﾛｸ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0998 紙敷４ 松戸市 紙敷 薄蒲  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1047 布佐７ 我孫子市 ﾌｻﾅﾅ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-0999 上矢切２ 松戸市 上矢切 富士見台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1048 大井１ 柏市 ｵｵｲｲﾁ 大納屋 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1000 大橋１ 松戸市 大橋 彦八山  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1049 大井２ 柏市 ｵｵｲﾆ 大六元 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1001 和名ヶ谷１３ 松戸市 ﾜﾅｶﾞﾔｼﾞｭｳｻﾝ 諏訪原  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1050 大井３ 柏市 ｵｵｲｻﾝ 中ノ橋 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1002 大橋２ 松戸市 ｵｵﾊｼﾆ 北台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1051 箕輪1 柏市 ﾐﾉﾜｲﾁ 坊ノ口 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1003 栗山３ 松戸市 ｸﾘﾔﾏｻﾝ 天神山  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1052 御条谷1 柏市 ｺﾞｼﾞｮｳﾔｲﾁ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1004 上花輪１ 野田市 ｶﾐﾊﾅﾜｲﾁ 弥蛇谷  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1053 鷲野谷1 柏市 ﾜｼﾉﾔｲﾁ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1005 上花輪２ 野田市 ｶﾐﾊﾅﾜﾆ 弥蛇谷  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1054 鷲野谷2 柏市 ﾜｼﾉﾔﾆ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1006 三ツ堀１ 野田市 ﾐﾂﾎﾞﾘｲﾁ 宮前  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1055 鷲野谷3 柏市 ﾜｼﾉﾔｻﾝ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1007 花野井１ 柏市 ﾊﾅﾉｲｲﾁ 台ノ山  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1056 泉1 柏市 ｲｽﾞﾐｲﾁ 高畑 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1008 花野井２ 柏市 ﾊﾅﾉｲﾆ 古谷前  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1057 泉2 柏市 ｲｽﾞﾐﾆ 山中 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1009 花野井３ 柏市 ﾊﾅﾉｲｻﾝ 葉能田  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1058 泉3 柏市 ｲｽﾞﾐｻﾝ 山中 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1010 布瀬１ 柏市 ﾌｾｲﾁ 東  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1059 泉4 柏市 ｲｽﾞﾐﾖﾝ 山中 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1011 花野井４ 柏市 ﾊﾅﾉｲﾖﾝ 三畝割  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1060 片山1 柏市 ｶﾀﾔﾏｲﾁ 北ノ作 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1012 松ヶ崎２ 柏市 ﾏﾂｶﾞｻｷﾆ 須賀  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1061 片山2 柏市 ｶﾀﾔﾏﾆ 北ノ作 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1013 松ヶ崎３ 柏市 ﾏﾂｶﾞｻｷｻﾝ 須賀  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1062 片山3 柏市 ｶﾀﾔﾏｻﾝ 述内 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1014 根戸１ 柏市 ﾈﾄﾞｲﾁ 花戸原  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1063 手賀1 柏市 ﾃｶﾞｲﾁ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1015 豊四季１ 柏市 ﾄﾖｼｷｲﾁ 笹原  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1064 手賀2 柏市 ﾃｶﾞﾆ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1016 中新宿１ 柏市 ﾅｶｼﾝｼﾞｭｸｲﾁ １丁目  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1065 手賀3 柏市 ﾃｶﾞｻﾝ 太田 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1017 東山１ 柏市 ﾋｶﾞｼﾔﾏｲﾁ ２丁目  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1066 手賀4 柏市 ﾃｶﾞﾖﾝ 太田 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1018 酒井根１ 柏市 ｻｶｲﾈｲﾁ 根崎  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1067 手賀5 柏市 ﾃｶﾞｺﾞ 太田 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1019 逆井藤ノ台１ 柏市 ｻｶｻｲﾌｼﾞﾉﾀﾞｲｲ

ﾁ 
北ノ台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1068 手賀6 柏市 ﾃｶﾞﾛｸ 船戸 

東葛飾土木事務所 Ⅱ-1020 下花輪１ 流山市 ｼﾓﾊﾅﾜｲﾁ 寺下  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1069 布施4 柏市 ﾌｾﾖﾝ 宮前 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1021 中１ 流山市 ﾅｶｲﾁ 小台  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1070 塚崎1 柏市 ﾂｶｻﾞｷｲﾁ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1022 思井１ 流山市 ｵﾓｲｲﾁ 桜山  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1071 金山1 柏市 ｶﾈﾔﾏｲﾁ 北谷津口 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1023 芝崎１ 流山市 ｼﾊﾞｻｷｲﾁ 堀込  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1072 金山２ 柏市 ｶﾈﾔﾏﾆ 北谷津口 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1024 西平井１ 流山市 ﾆｼﾋﾗｲｲﾁ 大崎  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1073 布施5 柏市 ﾌｾｺﾞ 腰巻 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1025 思井２ 流山市 ｵﾓｲﾆ 赤松  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1074 布施6 柏市 ﾌｾﾛｸ 木崎 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1026 思井３ 流山市 ｵﾓｲｻﾝ 広田  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1075 藤ヶ谷1 柏市 ﾌｼﾞｶﾞﾔｲﾁ 大作 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1027 前ヶ崎２ 流山市 ﾏｴｶﾞｻｷﾆ 木ノ下  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1076 藤ヶ谷2 柏市 ﾌｼﾞｶﾞﾔﾆ 大作 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1028 前ヶ崎３ 流山市 ﾏｴｶﾞｻｷｻﾝ 木ノ下  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1077 藤ヶ谷3 柏市 ﾌｼﾞｶﾞﾔｻﾝ 馬場 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1029 前ヶ崎４ 流山市 ﾏｴｶﾞｻｷﾖﾝ 宮本  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1078 高柳2 柏市 ﾀｶﾔﾅｷﾞﾆ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1030 久寺家２ 我孫子市 ｸｼﾞｹﾆ 上居村附  東葛飾土木事務所 Ⅱ-1079 藤ヶ谷4 柏市 ﾌｼﾞｶﾞﾔﾖﾝ 白砂 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1031 久寺家３ 我孫子市 ｸｼﾞｹｻﾝ 上居村附  印旛土木事務所 Ⅱ-1080 土浮2 佐倉市 ﾂﾁｳｷﾆ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1032 久寺家４ 我孫子市 ｸｼﾞｹﾖﾝ 下居村附  印旛土木事務所 Ⅱ-1081 土浮3 佐倉市 ﾂﾁｳｷｻﾝ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1034 つくし野２ 我孫子市 ﾂｸｼﾉﾆ ２丁目  印旛土木事務所 Ⅱ-1082 土浮4 佐倉市 ﾂﾁｳｷﾖﾝ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1035 我孫子１ 我孫子市 ｱﾋﾞｺｲﾁ 妻子原  印旛土木事務所 Ⅱ-1083 土浮5 佐倉市 ﾂﾁｳｷｺﾞ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1036 白山２ 我孫子市 ﾊｸｻﾝﾆ １丁目  印旛土木事務所 Ⅱ-1084 土浮6 佐倉市 ﾂﾁｳｷﾛｸ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1037 緑１ 我孫子市 ﾐﾄﾞﾘｲﾁ ２丁目  印旛土木事務所 Ⅱ-1085 土浮7 佐倉市 ﾂﾁｳｷﾅﾅ   
東葛飾土木事務所 Ⅱ-1038 岡発戸１ 我孫子市 ｵｶﾎｯﾄｲﾁ 原久保  印旛土木事務所 Ⅱ-1086 土浮8 佐倉市 ﾂﾁｳｷﾊﾁ   
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印旛土木事務所 Ⅱ-1087 萩山新田2 佐倉市 ﾊｷﾞﾔﾏｼﾝﾃﾞﾝﾆ    印旛土木事務所 Ⅱ-1142 鏑木町9 佐倉市 ｶﾌﾞﾗｷﾞﾁｮｳﾊﾁｷ
ｭｳ 

  
印旛土木事務所 Ⅱ-1088 萩山新田3 佐倉市 ﾊｷﾞﾔﾏｼﾝﾃﾞﾝｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1143 大佐倉6 佐倉市 ｵｵｻﾞｸﾗﾛｸ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1089 萩山新田4 佐倉市 ﾊｷﾞﾔﾏｼﾝﾃﾞﾝﾖﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1145 吉見1 佐倉市 ﾖｼﾐｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1090 萩山新田5 佐倉市 ﾊｷﾞﾔﾏｼﾝﾃﾞﾝｺﾞ    印旛土木事務所 Ⅱ-1146 吉見2 佐倉市 ﾖｼﾐﾆ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1091 青菅1 佐倉市 ｱｵｽｹﾞｲﾁ    印旛土木事務所 Ⅱ-1148 寺崎1 佐倉市 ﾃﾗｻｷｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1092 小竹1 佐倉市 ｵﾀﾞｹｲﾁ    印旛土木事務所 Ⅱ-1151 鏑木町１０ 佐倉市 ｶﾌﾞﾗｷﾞﾁｮｳｼﾞｭ

ｳ 
  

印旛土木事務所 Ⅱ-1093 小竹2 佐倉市 ｵﾀﾞｹﾆ    印旛土木事務所 Ⅱ-1152 鏑木町１１ 佐倉市 ｶﾌﾞﾗｷﾞﾁｮｳｼﾞｭ
ｳｲﾁ 

  
印旛土木事務所 Ⅱ-1094 小竹3 佐倉市 ｵﾀﾞｹｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1153 六崎4 佐倉市 ﾑﾂｻﾞｷﾖﾝ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1095 小竹4 佐倉市 ｵﾀﾞｹﾖﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1154 高岡1 佐倉市 ﾀｶｵｶｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1097 小竹6 佐倉市 ｵﾀﾞｹﾛｸ    印旛土木事務所 Ⅱ-1155 高岡2 佐倉市 ﾀｶｵｶﾆ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1098 小竹7 佐倉市 ｵﾀﾞｹﾅﾅ    印旛土木事務所 Ⅱ-1156 八木1 佐倉市 ﾔｷﾞｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1099 臼井田2 佐倉市 ｳｽｲﾀﾞﾆ    印旛土木事務所 Ⅱ-1157 八木2 佐倉市 ﾔｷﾞﾆ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1100 臼井田3 佐倉市 ｳｽｲﾀﾞｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1158 直弥1 佐倉市 ﾅｵﾔｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1101 臼井3 佐倉市 ｳｽｲｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1159 大篠塚1 佐倉市 ｵｵｼﾉﾂﾞｶｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1102 臼井4 佐倉市 ｳｽｲﾖﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1160 大篠塚2 佐倉市 ｵｵｼﾉﾂﾞｶﾆ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1103 臼井5 佐倉市 ｳｽｲｺﾞ    印旛土木事務所 Ⅱ-1162 馬渡1 佐倉市 ﾏﾜﾀｼｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1106 臼井台6 佐倉市 ｳｽｲﾀﾞｲﾛｸ    印旛土木事務所 Ⅱ-1163 大篠塚3 佐倉市 ｵｵｼﾉﾂﾞｶｻﾝ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1107 臼井台7 佐倉市 ｳｽｲﾀﾞｲﾅﾅ    印旛土木事務所 Ⅱ-1164 小篠塚1 佐倉市 ｺｼﾉﾂﾞｶｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1108 臼井6 佐倉市 ｳｽｲﾛｸ    印旛土木事務所 Ⅱ-1165 小篠塚2 佐倉市 ｺｼﾉﾂﾞｶﾆ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1109 臼井7 佐倉市 ｳｽｲﾅﾅ    印旛土木事務所 Ⅱ-1166 坂戸1 佐倉市 ｻｶﾄｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1110 臼井10 佐倉市 ｳｽｲｼﾞｭｳ    印旛土木事務所 Ⅱ-1167 岩富1 佐倉市 ｲﾜﾄﾐｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1111 臼井11 佐倉市 ｳｽｲｼﾞｭｳｲﾁ    印旛土木事務所 Ⅱ-1168 岩富2 佐倉市 ｲﾜﾄﾐﾆ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1112 臼井12 佐倉市 ｳｽｲｼﾞｭｳﾆ    印旛土木事務所 Ⅱ-1169 岩富3 佐倉市 ｲﾜﾄﾐｻﾝ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1113 臼井田5 佐倉市 ｳｽｲﾀﾞｺﾞ    印旛土木事務所 Ⅱ-1170 岩富4 佐倉市 ｲﾜﾄﾐﾖﾝ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1114 臼井田6 佐倉市 ｳｽｲﾀﾞﾛｸ    印旛土木事務所 Ⅱ-1171 岩富5 佐倉市 ｲﾜﾄﾐｺﾞ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1115 臼井田7 佐倉市 ｳｽｲﾀﾞﾅﾅ    印旛土木事務所 Ⅱ-1172 岩富6 佐倉市 ｲﾜﾄﾐﾛｸ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1116 臼井田8 佐倉市 ｳｽｲﾀﾞﾊﾁ    印旛土木事務所 Ⅱ-1173 岩富町1 佐倉市 ｲﾜﾄﾐﾏﾁｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1117 飯野5 佐倉市 ｲｲﾉｺﾞ    印旛土木事務所 Ⅱ-1174 岩富町2 佐倉市 ｲﾜﾄﾐﾏﾁﾆ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1118 岩名4 佐倉市 ｲﾜﾅﾖﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1175 岩富町3 佐倉市 ｲﾜﾄﾐﾏﾁｻﾝ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1119 岩名5 佐倉市 ｲﾜﾅｺﾞ    印旛土木事務所 Ⅱ-1176 岩富7 佐倉市 ｲﾜﾄﾐﾅﾅ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1120 岩名6 佐倉市 ｲﾜﾅﾛｸ    印旛土木事務所 Ⅱ-1177 岩富8 佐倉市 ｲﾜﾄﾐﾊﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1121 下根3 佐倉市 ｼﾓﾈｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1178 岩富9 佐倉市 ｲﾜﾄﾐｷｭｳ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1123 角来3 佐倉市 ｶｸﾗｲｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1179 岩富10 佐倉市 ｲﾜﾄﾐｼﾞｭｳ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1124 飯田6 佐倉市 ｲｲﾀﾞﾛｸ    印旛土木事務所 Ⅱ-1180 飯塚1 佐倉市 ｲｲﾂﾞｶｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1125 飯田2 佐倉市 ｲｲﾀﾞﾆ    印旛土木事務所 Ⅱ-1181 飯塚2 佐倉市 ｲｲﾂﾞｶﾆ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1126 飯田3 佐倉市 ｲｲﾀﾞｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1182 七曲1 佐倉市 ﾅﾅﾏｶﾞﾘｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1127 飯田4 佐倉市 ｲｲﾀﾞﾖﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1183 七曲2 佐倉市 ﾅﾅﾏｶﾞﾘﾆ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1128 飯田干拓1 佐倉市 ｲｲﾀﾞｶﾝﾀｸｲﾁ    印旛土木事務所 Ⅱ-1184 西御門1 佐倉市 ﾆｼﾐｶﾄﾞｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1129 飯田干拓2 佐倉市 ｲｲﾀﾞｶﾝﾀｸﾆ    印旛土木事務所 Ⅱ-1185 物井1 四街道市 ﾓﾉｲｲﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1130 飯田干拓3 佐倉市 ｲｲﾀﾞｶﾝﾀｸｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1186 物井2 四街道市 ﾓﾉｲﾆ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1131 大佐倉3 佐倉市 ｵｵｻﾞｸﾗｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1187 物井3 四街道市 ﾓﾉｲｻﾝ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1132 飯田5 佐倉市 ｲｲﾀﾞｺﾞ    印旛土木事務所 Ⅱ-1188 物井4 四街道市 ﾓﾉｲﾖﾝ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1134 大佐倉5 佐倉市 ｵｵｻﾞｸﾗｺﾞ    印旛土木事務所 Ⅱ-1189 物井5 四街道市 ﾓﾉｲｺﾞ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1135 王子台3 佐倉市 ｵｳｼﾞﾀﾞｲｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1190 物井6 四街道市 ﾓﾉｲﾛｸ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1136 江原新田1 佐倉市 ｴﾊﾞﾗｼﾝﾃﾞﾝｲﾁ    印旛土木事務所 Ⅱ-1191 物井7 四街道市 ﾓﾉｲﾅﾅ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1137 江原新田2 佐倉市 ｴﾊﾞﾗｼﾝﾃﾞﾝﾆ    印旛土木事務所 Ⅱ-1192 物井8 四街道市 ﾓﾉｲﾊﾁ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1140 山崎2 佐倉市 ﾔﾏｻﾞｷﾆ    印旛土木事務所 Ⅱ-1193 物井9 四街道市 ﾓﾉｲｷｭｳ   
印旛土木事務所 Ⅱ-1141 山崎3 佐倉市 ﾔﾏｻﾞｷｻﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1194 長岡 四街道市 長岡   
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印旛土木事務所 Ⅱ-1195 和田 四街道市 ﾜﾀﾞ    印旛土木事務所 Ⅱ-1252 造谷1 印西市 造谷 向辺田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1196 柏木1 印旛郡酒々井町 ｶｼﾜｷﾞｲﾁ    印旛土木事務所 Ⅱ-1253 造谷2 印西市 造谷 向辺田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1198 下岩橋4 印旛郡酒々井町 ｼﾓｲﾜﾊｼﾖﾝ    印旛土木事務所 Ⅱ-1254 萩原3 印西市 萩原 和田谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1199 伊篠1 印旛郡酒々井町 ｲｼﾞﾉｲﾁ 御手洗  印旛土木事務所 Ⅱ-1255 萩原4 印西市 萩原 和田谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1200 伊篠2 印旛郡酒々井町 ｲｼﾞﾉﾆ 御手洗  印旛土木事務所 Ⅱ-1256 萩原5 印西市 萩原 和田谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1201 篠山新田1 印旛郡酒々井町 篠山新田    印旛土木事務所 Ⅱ-1258 萩原7 印西市 萩原 辺田谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1202 篠山新田2 印旛郡酒々井町 篠山新田    印旛土木事務所 Ⅱ-1259 萩原8 印西市 萩原 辺田谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1203 酒々井2 印旛郡酒々井町 酒々井 新堀  印旛土木事務所 Ⅱ-1260 萩原9 印西市 萩原 辺田谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1204 酒々井3 印旛郡酒々井町 酒々井 新堀  印旛土木事務所 Ⅱ-1262 萩原11 印西市 萩原 城ノ内 
印旛土木事務所 Ⅱ-1206 上岩橋3 印旛郡酒々井町 上岩橋    印旛土木事務所 Ⅱ-1263 松虫3 印西市 松虫 薹畑 
印旛土木事務所 Ⅱ-1207 上岩橋4 印旛郡酒々井町 上岩橋 トヶ崎  印旛土木事務所 Ⅱ-1264 松虫4 印西市 松虫 三郎谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1208 上岩橋5 印旛郡酒々井町 上岩橋 トヶ崎  印旛土木事務所 Ⅱ-1265 松虫5 印西市 松虫 上作谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1210 上岩橋7 印旛郡酒々井町 上岩橋 大崎  印旛土木事務所 Ⅱ-1266 松虫6 印西市 松虫 一作谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1211 上岩橋8 印旛郡酒々井町 上岩橋 打越  印旛土木事務所 Ⅱ-1267 萩原13 印西市 萩原 作口 
印旛土木事務所 Ⅱ-1212 上岩橋9 印旛郡酒々井町 上岩橋 打越  印旛土木事務所 Ⅱ-1268 松虫7 印西市 松虫 堂前 
印旛土木事務所 Ⅱ-1215 上岩橋12 印旛郡酒々井町 上岩橋 川向  印旛土木事務所 Ⅱ-1269 松虫8 印西市 松虫 間所 
印旛土木事務所 Ⅱ-1216 伊篠新田1 印旛郡酒々井町 伊篠新田    印旛土木事務所 Ⅱ-1270 松虫9 印西市 松虫 貉谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1217 伊篠新田2 印旛郡酒々井町 伊篠新田    印旛土木事務所 Ⅱ-1271 松虫10 印西市 松虫 境田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1218 本佐倉1 印旛郡酒々井町 本佐倉 根古谷  印旛土木事務所 Ⅱ-1272 松虫11 印西市 松虫 境田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1219 本佐倉2 印旛郡酒々井町 本佐倉 根古谷  印旛土木事務所 Ⅱ-1273 松虫12 印西市 松虫 境田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1220 酒々井4 印旛郡酒々井町 酒々井    印旛土木事務所 Ⅱ-1274 吉高1 印西市 吉高 大竹 
印旛土木事務所 Ⅱ-1221 東酒々井1 印旛郡酒々井町 東酒々井 ２丁目  印旛土木事務所 Ⅱ-1275 吉高2 印西市 吉高 向田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1222 尾上1 印旛郡酒々井町 尾上 向小神  印旛土木事務所 Ⅱ-1276 吉高4 印西市 吉高 大谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1223 馬橋2 印旛郡酒々井町 馬橋 池尻  印旛土木事務所 Ⅱ-1277 吉高5 印西市 吉高 船戸 
印旛土木事務所 Ⅱ-1225 榎戸2 八街市 榎戸 居下  印旛土木事務所 Ⅱ-1278 吉高6 印西市 吉高 向田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1226 榎戸3 八街市 榎戸 居下  印旛土木事務所 Ⅱ-1279 吉高7 印西市 吉高 向田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1228 岡田1 八街市 岡田 谷津  印旛土木事務所 Ⅱ-1280 吉高8 印西市 吉高 山王 
印旛土木事務所 Ⅱ-1229 岡田2 八街市 岡田 谷津  印旛土木事務所 Ⅱ-1281 吉高9 印西市 吉高 久保作 
印旛土木事務所 Ⅱ-1230 用草1 八街市 用草 郷中  印旛土木事務所 Ⅱ-1282 吉高10 印西市 吉高 久保作 
印旛土木事務所 Ⅱ-1231 用草2 八街市 用草 郷中  印旛土木事務所 Ⅱ-1283 吉高11 印西市 吉高 古木戸 
印旛土木事務所 Ⅱ-1234 勢多3 八街市 勢多 前  印旛土木事務所 Ⅱ-1284 吉高12 印西市 吉高 若作 
印旛土木事務所 Ⅱ-1235 勢多4 八街市 勢多 宮  印旛土木事務所 Ⅱ-1285 吉高13 印西市 吉高 仲村 
印旛土木事務所 Ⅱ-1236 勢多5 八街市 勢多 東  印旛土木事務所 Ⅱ-1286 吉高14 印西市 吉高 久保作 
印旛土木事務所 Ⅱ-1237 東吉田1 八街市 東吉田 古山  印旛土木事務所 Ⅱ-1287 吉高15 印西市 吉高 久保作 
印旛土木事務所 Ⅱ-1238 東吉田2 八街市 東吉田 三反田  印旛土木事務所 Ⅱ-1288 吉高16 印西市 吉高 仲村 
印旛土木事務所 Ⅱ-1239 東吉田3 八街市 東吉田 天神台  印旛土木事務所 Ⅱ-1289 吉高17 印西市 吉高 宮作 
印旛土木事務所 Ⅱ-1240 用草3 八街市 用草 前畑  印旛土木事務所 Ⅱ-1291 吉高19 印西市 吉高 蕪和田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1241 小谷流1 八街市 小谷流 寺下  印旛土木事務所 Ⅱ-1293 吉高21 印西市 吉高 宮作 
印旛土木事務所 Ⅱ-1242 大谷流2 八街市 大谷流 下屋敷  印旛土木事務所 Ⅱ-1294 吉高22 印西市 吉高 蕪和田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1243 大谷流3 八街市 大谷流 根切  印旛土木事務所 Ⅱ-1295 吉高23 印西市 吉高 蕪和田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1244 大谷流4 八街市 大谷流 根切  印旛土木事務所 Ⅱ-1296 岩戸1 印西市 岩戸 古谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1245 小谷流2 八街市 小谷流 馬道台  印旛土木事務所 Ⅱ-1297 岩戸2 印西市 岩戸 古谷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1246 小谷流3 八街市 小谷流 馬道台  印旛土木事務所 Ⅱ-1298 瀬戸1 印西市 瀬戸 一本松 
印旛土木事務所 Ⅱ-1247 大谷流5 八街市 大谷流 荒地  印旛土木事務所 Ⅱ-1300 瀬戸4 印西市 瀬戸 一本松 
印旛土木事務所 Ⅱ-1248 大谷流6 八街市 大谷流 荒地  印旛土木事務所 Ⅱ-1301 瀬戸5 印西市 瀬戸 一本松 
印旛土木事務所 Ⅱ-1249 砂1 八街市 砂 米ヶ峠  印旛土木事務所 Ⅱ-1302 瀬戸6 印西市 瀬戸 仙元下 
印旛土木事務所 Ⅱ-1250 砂2 八街市 砂 北ノ谷  印旛土木事務所 Ⅱ-1303 瀬戸7 印西市 瀬戸 泉台 
印旛土木事務所 Ⅱ-1251 萩原1 印西市 萩原 城ノ内  印旛土木事務所 Ⅱ-1304 瀬戸8 印西市 瀬戸 大木谷 
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印旛土木事務所 Ⅱ-1306 瀬戸9 印西市 瀬戸 和田谷津  印旛土木事務所 Ⅱ-1356 瀬戸24 印西市 瀬戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1307 瀬戸10 印西市 瀬戸 和田谷津  印旛土木事務所 Ⅱ-1357 瀬戸25 印西市 瀬戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1308 瀬戸11 印西市 瀬戸 和田谷津  印旛土木事務所 Ⅱ-1358 山田12 印西市 山田  
印旛土木事務所 Ⅱ-1309 瀬戸13 印西市 瀬戸 細田  印旛土木事務所 Ⅱ-1359 山田13 印西市 山田  
印旛土木事務所 Ⅱ-1310 瀬戸14 印西市 瀬戸 立  印旛土木事務所 Ⅱ-1360 山田14 印西市 山田  
印旛土木事務所 Ⅱ-1311 吉高24 印西市 吉高 若作  印旛土木事務所 Ⅱ-1361 山田15 印西市 山田  
印旛土木事務所 Ⅱ-1312 瀬戸15 印西市 瀬戸 市井  印旛土木事務所 Ⅱ-1362 山田16 印西市 山田  
印旛土木事務所 Ⅱ-1313 吉高26 印西市 吉高 仲村  印旛土木事務所 Ⅱ-1363 山田17 印西市 山田  
印旛土木事務所 Ⅱ-1314 山田1 印西市 山田 木戸内  印旛土木事務所 Ⅱ-1364 山田18 印西市 山田  
印旛土木事務所 Ⅱ-1315 山田2 印西市 山田 鶴巻  印旛土木事務所 Ⅱ-1365 平賀1 印西市 平賀  
印旛土木事務所 Ⅱ-1316 山田6 印西市 山田 鶴巻  印旛土木事務所 Ⅱ-1366 平賀2 印西市 平賀  
印旛土木事務所 Ⅱ-1317 山田7 印西市 山田 山田  印旛土木事務所 Ⅱ-1367 平賀3 印西市 平賀  
印旛土木事務所 Ⅱ-1318 山田8 印西市 山田 川端  印旛土木事務所 Ⅱ-1368 平賀4 印西市 平賀  
印旛土木事務所 Ⅱ-1319 山田9 印西市 山田 川端  印旛土木事務所 Ⅱ-1369 平賀5 印西市 平賀  
印旛土木事務所 Ⅱ-1320 山田10 印西市 山田 山田  印旛土木事務所 Ⅱ-1370 平賀6 印西市 平賀  
印旛土木事務所 Ⅱ-1321 山田11 印西市 山田 山田  印旛土木事務所 Ⅱ-1371 平賀7 印西市 平賀  
印旛土木事務所 Ⅱ-1322 吉田1 印西市 吉田 鼠内  印旛土木事務所 Ⅱ-1372 岩戸9 印西市 岩戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1324 吉田3 印西市 吉田 西ノ原  印旛土木事務所 Ⅱ-1373 岩戸10 印西市 岩戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1325 吉田5 印西市 吉田 馬々台  印旛土木事務所 Ⅱ-1374 岩戸11 印西市 岩戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1326 吉田6 印西市 吉田 馬々台  印旛土木事務所 Ⅱ-1375 岩戸12 印西市 岩戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1327 吉田7 印西市 吉田 東場  印旛土木事務所 Ⅱ-1376 師戸14 印西市 師戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1328 岩戸4 印西市 岩戸 中里  印旛土木事務所 Ⅱ-1377 師戸15 印西市 師戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1329 岩戸5 印西市 岩戸 中里  印旛土木事務所 Ⅱ-1378 師戸16 印西市 師戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1330 岩戸6 印西市 岩戸 中里  印旛土木事務所 Ⅱ-1379 師戸17 印西市 師戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1331 岩戸7 印西市 岩戸 面根  印旛土木事務所 Ⅱ-1380 師戸18 印西市 師戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1332 岩戸8 印西市 岩戸 市場  印旛土木事務所 Ⅱ-1381 師戸19 印西市 師戸  
印旛土木事務所 Ⅱ-1333 師戸1 印西市 師戸 西台  印旛土木事務所 Ⅱ-1382 平賀10 印西市 平賀  
印旛土木事務所 Ⅱ-1334 師戸2 印西市 師戸 西台  印旛土木事務所 Ⅱ-1383 平賀11 印西市 平賀  
印旛土木事務所 Ⅱ-1335 師戸3 印西市 師戸 西台  印旛土木事務所 Ⅱ-1384 平賀学園台1 印西市 平賀学園台  
印旛土木事務所 Ⅱ-1336 師戸4 印西市 師戸 西台  印旛土木事務所 Ⅱ-1385 平賀13 印西市 平賀  
印旛土木事務所 Ⅱ-1337 師戸5 印西市 師戸 岡台  印旛土木事務所 Ⅱ-1387 平賀16 印西市 平賀 辺田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1338 師戸6 印西市 師戸 岡台  印旛土木事務所 Ⅱ-1388 平賀17 印西市 平賀 辺田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1339 師戸7 印西市 師戸 岡台  印旛土木事務所 Ⅱ-1389 平賀18 印西市 平賀 角崎 
印旛土木事務所 Ⅱ-1340 師戸8 印西市 師戸 岡台  印旛土木事務所 Ⅱ-1390 平賀19 印西市 平賀 辺田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1341 師戸9 印西市 師戸 岡台  印旛土木事務所 Ⅱ-1391 平賀20 印西市 平賀 新福寺 
印旛土木事務所 Ⅱ-1342 師戸10 印西市 師戸 内野  印旛土木事務所 Ⅱ-1392 平賀21 印西市 平賀 小森 
印旛土木事務所 Ⅱ-1344 師戸12 印西市 師戸 川本  印旛土木事務所 Ⅱ-1393 平塚3 白井市 平塚 竹下 
印旛土木事務所 Ⅱ-1345 鎌苅1 印西市 鎌苅 豆田  印旛土木事務所 Ⅱ-1394 平塚4 白井市 平塚 新駒 
印旛土木事務所 Ⅱ-1346 鎌苅2 印西市 鎌苅 豆田  印旛土木事務所 Ⅱ-1395 神々廻2 白井市 神々廻   
印旛土木事務所 Ⅱ-1347 鎌苅3 印西市 鎌苅 豆田  印旛土木事務所 Ⅱ-1396 白井1 白井市 白井 東発込 
印旛土木事務所 Ⅱ-1348 瀬戸16 印西市 瀬戸 花台  印旛土木事務所 Ⅱ-1398 神々廻4 白井市 神々廻 東発込 
印旛土木事務所 Ⅱ-1349 瀬戸17 印西市 瀬戸 水神前  印旛土木事務所 Ⅱ-1399 神々廻5 白井市 神々廻 東発込 
印旛土木事務所 Ⅱ-1350 瀬戸18 印西市 瀬戸 花台  印旛土木事務所 Ⅱ-1400 神々廻6 白井市 神々廻 東発込 
印旛土木事務所 Ⅱ-1351 瀬戸19 印西市 瀬戸 水神前  印旛土木事務所 Ⅱ-1401 清戸3 白井市 清戸 越屋敷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1352 瀬戸20 印西市 瀬戸 江川  印旛土木事務所 Ⅱ-1402 清戸6 白井市 清戸 越屋敷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1353 瀬戸21 印西市 瀬戸 江川  印旛土木事務所 Ⅱ-1403 谷田3 白井市 谷田 神楽場 
印旛土木事務所 Ⅱ-1354 瀬戸22 印西市 瀬戸 江川  印旛土木事務所 Ⅱ-1404 復1 白井市 復 富ヶ沢 
印旛土木事務所 Ⅱ-1355 瀬戸23 印西市 瀬戸 江川  印旛土木事務所 Ⅱ-1405 大森2 印西市 大森   
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印旛土木事務所 Ⅱ-1406 大森3 印西市 大森    印旛土木事務所 Ⅱ-1454 中根5 印西市 中根   
印旛土木事務所 Ⅱ-1407 亀成1 印西市 亀成    印旛土木事務所 Ⅱ-1455 中根6 印西市 中根   
印旛土木事務所 Ⅱ-1408 竹袋1 印西市 竹袋    印旛土木事務所 Ⅱ-1456 中根7 印西市 中根   
印旛土木事務所 Ⅱ-1409 竹袋2 印西市 竹袋    印旛土木事務所 Ⅱ-1457 中根8 印西市 中根   
印旛土木事務所 Ⅱ-1410 竹袋3 印西市 竹袋    印旛土木事務所 Ⅱ-1458 中根9 印西市 中根   
印旛土木事務所 Ⅱ-1411 竹袋4 印西市 竹袋    印旛土木事務所 Ⅱ-1459 中根10 印西市 中根   
印旛土木事務所 Ⅱ-1412 竹袋5 印西市 竹袋    印旛土木事務所 Ⅱ-1460 中根11 印西市 中根   
印旛土木事務所 Ⅱ-1413 竹袋6 印西市 竹袋    印旛土木事務所 Ⅱ-1461 中根12 印西市 中根   
印旛土木事務所 Ⅱ-1414 平岡1 印西市 平岡    印旛土木事務所 Ⅱ-1462 竜腹寺1 印西市 竜腹寺   
印旛土木事務所 Ⅱ-1415 平岡2 印西市 平岡    印旛土木事務所 Ⅱ-1463 竜腹寺2 印西市 竜腹寺   
印旛土木事務所 Ⅱ-1416 平岡3 印西市 平岡    印旛土木事務所 Ⅱ-1464 竜腹寺3 印西市 竜腹寺   
印旛土木事務所 Ⅱ-1417 小林2 印西市 小林    印旛土木事務所 Ⅱ-1465 竜腹寺4 印西市 竜腹寺   
印旛土木事務所 Ⅱ-1418 小林3 印西市 小林    印旛土木事務所 Ⅱ-1466 興津2 印旛郡栄町 興津   
印旛土木事務所 Ⅱ-1419 平岡4 印西市 平岡    印旛土木事務所 Ⅱ-1467 須賀1 印旛郡栄町 須賀   
印旛土木事務所 Ⅱ-1420 小林4 印西市 小林    印旛土木事務所 Ⅱ-1468 須賀2 印旛郡栄町 須賀   
印旛土木事務所 Ⅱ-1421 小林5 印西市 小林    印旛土木事務所 Ⅱ-1469 須賀3 印旛郡栄町 須賀   
印旛土木事務所 Ⅱ-1422 小林6 印西市 小林    印旛土木事務所 Ⅱ-1470 安食4 印旛郡栄町 安食   
印旛土木事務所 Ⅱ-1423 小林7 印西市 小林    印旛土木事務所 Ⅱ-1471 酒直1 印旛郡栄町 酒直 中台 
印旛土木事務所 Ⅱ-1424 浦部3 印西市 浦部    成田土木事務所 Ⅱ-1472 北羽鳥1 成田市 北羽鳥 長作 
印旛土木事務所 Ⅱ-1425 浦部4 印西市 浦部    成田土木事務所 Ⅱ-1474 北羽鳥3 成田市 北羽鳥 平台 
印旛土木事務所 Ⅱ-1426 浦部5 印西市 浦部    成田土木事務所 Ⅱ-1475 北羽鳥4 成田市 北羽鳥 北 
印旛土木事務所 Ⅱ-1427 浦部6 印西市 浦部    成田土木事務所 Ⅱ-1476 北羽鳥5 成田市 北羽鳥 瓦作 
印旛土木事務所 Ⅱ-1428 浦部7 印西市 浦部    成田土木事務所 Ⅱ-1477 北羽鳥6 成田市 北羽鳥 中山下 
印旛土木事務所 Ⅱ-1429 浦部8 印西市 浦部    成田土木事務所 Ⅱ-1478 北羽鳥7 成田市 北羽鳥 中山下 
印旛土木事務所 Ⅱ-1430 和泉2 印西市 和泉    成田土木事務所 Ⅱ-1479 南羽鳥1 成田市 南羽鳥 花輪 
印旛土木事務所 Ⅱ-1431 和泉3 印西市 和泉    成田土木事務所 Ⅱ-1480 南羽鳥2 成田市 南羽鳥 花輪 
印旛土木事務所 Ⅱ-1432 鹿黒１ 印西市 鹿黒    成田土木事務所 Ⅱ-1481 北羽鳥8 成田市 北羽鳥 谷津 
印旛土木事務所 Ⅱ-1433 鹿黒2 印西市 鹿黒    成田土木事務所 Ⅱ-1482 北羽鳥9 成田市 北羽鳥 谷津 
印旛土木事務所 Ⅱ-1434 小林8 印西市 小林    成田土木事務所 Ⅱ-1483 南羽鳥3 成田市 南羽鳥 宮下 
印旛土木事務所 Ⅱ-1435 小林9 印西市 小林    成田土木事務所 Ⅱ-1484 南羽鳥4 成田市 南羽鳥 宮下 
印旛土木事務所 Ⅱ-1436 小林10 印西市 小林    成田土木事務所 Ⅱ-1485 南羽鳥5 成田市 南羽鳥 殿迎 
印旛土木事務所 Ⅱ-1437 武西3 印西市 武西    成田土木事務所 Ⅱ-1486 幡谷1 成田市 幡谷 松ヶ崎 
印旛土木事務所 Ⅱ-1438 戸神2 印西市 戸神    成田土木事務所 Ⅱ-1487 幡谷2 成田市 幡谷 山王 
印旛土木事務所 Ⅱ-1439 物木3 印西市 物木    成田土木事務所 Ⅱ-1488 幡谷3 成田市 幡谷 山王 
印旛土木事務所 Ⅱ-1440 物木4 印西市 物木    成田土木事務所 Ⅱ-1489 幡谷4 成田市 幡谷 山王 
印旛土木事務所 Ⅱ-1441 物木5 印西市 物木    成田土木事務所 Ⅱ-1490 南羽鳥6 成田市 南羽鳥 正福寺 
印旛土木事務所 Ⅱ-1442 笠上2 印西市 笠上    成田土木事務所 Ⅱ-1491 長沼1 成田市 長沼 郷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1443 笠上3 印西市 笠上    成田土木事務所 Ⅱ-1492 長沼2 成田市 長沼 郷 
印旛土木事務所 Ⅱ-1444 笠上4 印西市 笠上    成田土木事務所 Ⅱ-1493 荒海1 成田市 荒海 根田 
印旛土木事務所 Ⅱ-1445 笠上5 印西市 笠上    成田土木事務所 Ⅱ-1495 飯岡2 成田市 飯岡 井戸ノ上 
印旛土木事務所 Ⅱ-1446 笠上6 印西市 笠上    成田土木事務所 Ⅱ-1496 荒海2 成田市 荒海 表 
印旛土木事務所 Ⅱ-1447 笠上7 印西市 笠上    成田土木事務所 Ⅱ-1497 幡谷5 成田市 幡谷 宮下 
印旛土木事務所 Ⅱ-1448 笠上8 印西市 笠上    成田土木事務所 Ⅱ-1498 幡谷6 成田市 幡谷 宮下 
印旛土木事務所 Ⅱ-1449 笠上9 印西市 笠上    成田土木事務所 Ⅱ-1499 土室1 成田市 土室 高崎 
印旛土木事務所 Ⅱ-1450 中根1 印西市 中根    成田土木事務所 Ⅱ-1500 土室2 成田市 土室 長山 
印旛土木事務所 Ⅱ-1451 中根2 印西市 中根    成田土木事務所 Ⅱ-1501 土室3 成田市 土室 長山 
印旛土木事務所 Ⅱ-1452 中根3 印西市 中根    成田土木事務所 Ⅱ-1502 大室1 成田市 大室 仲妻 
印旛土木事務所 Ⅱ-1453 中根4 印西市 中根    成田土木事務所 Ⅱ-1503 芝1 成田市 芝 東霜田 

 

- 452 -



  

 
  

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 
 

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 

所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字  所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

成田土木事務所 Ⅱ-1504 宝田1 成田市 宝田 砂押  成田土木事務所 Ⅱ-1557 台方1 成田市 台方 干場 
成田土木事務所 Ⅱ-1507 宝田4 成田市 宝田 水堀  成田土木事務所 Ⅱ-1558 台方2 成田市 台方 干場 
成田土木事務所 Ⅱ-1508 宝田5 成田市 宝田 水堀  成田土木事務所 Ⅱ-1560 下方2 成田市 下方 浅間下 
成田土木事務所 Ⅱ-1509 宝田6 成田市 宝田 新作  成田土木事務所 Ⅱ-1561 下方3 成田市 下方 鐘打 
成田土木事務所 Ⅱ-1510 宝田7 成田市 宝田 親作  成田土木事務所 Ⅱ-1562 下方4 成田市 下方 鐘打 
成田土木事務所 Ⅱ-1511 芦田1 成田市 芦田 古市場  成田土木事務所 Ⅱ-1563 下方5 成田市 下方 南根古屋 
成田土木事務所 Ⅱ-1512 芦田2 成田市 芦田 海老川  成田土木事務所 Ⅱ-1564 下方6 成田市 下方 堀尻 
成田土木事務所 Ⅱ-1513 新妻1 成田市 新妻 大久保  成田土木事務所 Ⅱ-1565 下方7 成田市 下方 十王台 
成田土木事務所 Ⅱ-1514 新妻2 成田市 新妻 大久保  成田土木事務所 Ⅱ-1566 並木町1 成田市 並木町 蛭田 
成田土木事務所 Ⅱ-1515 西和泉1 成田市 西和泉 東作  成田土木事務所 Ⅱ-1567 台方3 成田市 台方 井戸花 
成田土木事務所 Ⅱ-1518 東泉2 成田市 東泉 城山  成田土木事務所 Ⅱ-1568 下方8 成田市 下方 堀尻 
成田土木事務所 Ⅱ-1519 成毛1 成田市 成毛 月貫  成田土木事務所 Ⅱ-1569 下方9 成田市 下方 内野 
成田土木事務所 Ⅱ-1520 小泉1 成田市 小泉    成田土木事務所 Ⅱ-1570 大袋1 成田市 大袋 塔之下 
成田土木事務所 Ⅱ-1521 小泉2 成田市 小泉    成田土木事務所 Ⅱ-1571 江弁須1 成田市 江弁須 上人塚 
成田土木事務所 Ⅱ-1522 大室2 成田市 大室 関場  成田土木事務所 Ⅱ-1572 江弁須2 成田市 江弁須 上人塚 
成田土木事務所 Ⅱ-1523 大竹1 成田市 大竹 花  成田土木事務所 Ⅱ-1573 不動ヶ岡1 成田市 不動ヶ岡 太田 
成田土木事務所 Ⅱ-1524 大竹2 成田市 大竹 辺田  成田土木事務所 Ⅱ-1574 不動ヶ岡2 成田市 不動ヶ岡 中弘 
成田土木事務所 Ⅱ-1525 大竹3 成田市 大竹 惣代  成田土木事務所 Ⅱ-1575 川栗1 成田市 川栗 一ノ坪 
成田土木事務所 Ⅱ-1526 松崎1 成田市 松崎 讃岐  成田土木事務所 Ⅱ-1576 川栗2 成田市 川栗 道祖神 
成田土木事務所 Ⅱ-1527 宝田8 成田市 宝田 八反目  成田土木事務所 Ⅱ-1577 川栗3 成田市 川栗 館の下 
成田土木事務所 Ⅱ-1528 宝田9 成田市 宝田 八反目  成田土木事務所 Ⅱ-1578 川栗4 成田市 川栗 池田 
成田土木事務所 Ⅱ-1529 宝田10 成田市 宝田 八反目  成田土木事務所 Ⅱ-1579 下方10 成田市 下方 蛭田 
成田土木事務所 Ⅱ-1530 宝田11 成田市 宝田 八反目  成田土木事務所 Ⅱ-1580 畑ヶ田1 成田市 畑ヶ田 仲台 
成田土木事務所 Ⅱ-1531 宝田12 成田市 宝田 八反目  成田土木事務所 Ⅱ-1581 日吉倉 富里市 日吉倉 松ノ木台 
成田土木事務所 Ⅱ-1532 押畑1 成田市 押畑 西ノ内  成田土木事務所 Ⅱ-1582 日吉倉2 富里市 日吉倉 五斗蒔 
成田土木事務所 Ⅱ-1533 押畑2 成田市 押畑 古代  成田土木事務所 Ⅱ-1583 久能 富里市 久能 境内 
成田土木事務所 Ⅱ-1534 押畑3 成田市 押畑 古代  成田土木事務所 Ⅱ-1584 根古名 富里市 根古名 中野 
成田土木事務所 Ⅱ-1535 下金山1 成田市 下金山 鍛治  成田土木事務所 Ⅱ-1585 根古名2 富里市 根古名 宮前 
成田土木事務所 Ⅱ-1536 和田1 成田市 和田 十王谷津  成田土木事務所 Ⅱ-1586 新橋 富里市 新橋 宮ノ下 
成田土木事務所 Ⅱ-1537 北須賀1 成田市 北須賀 大阪  成田土木事務所 Ⅱ-1587 新橋2 富里市 新橋 花輪台 
成田土木事務所 Ⅱ-1538 北須賀2 成田市 北須賀 大阪  成田土木事務所 Ⅱ-1588 立沢 富里市 立沢 地蔵谷津 
成田土木事務所 Ⅱ-1539 船形1 成田市 船形 稲荷下  成田土木事務所 Ⅱ-1589 中沢 富里市 中沢 南山 
成田土木事務所 Ⅱ-1541 八代2 成田市 八代 入子  成田土木事務所 Ⅱ-1590 中沢2 富里市 中沢 木戸 
成田土木事務所 Ⅱ-1542 山口1 成田市 山口 大崎  成田土木事務所 Ⅱ-1591 高野 富里市 高野 高田 
成田土木事務所 Ⅱ-1543 山口2 成田市 山口 大崎  成田土木事務所 Ⅱ-1592 高松 富里市 高松 浅間谷津 
成田土木事務所 Ⅱ-1544 山口3 成田市 山口 宮田  成田土木事務所 Ⅱ-1593 柴田3 成田市 柴田   
成田土木事務所 Ⅱ-1545 米野1 成田市 米野 屋敷裏  成田土木事務所 Ⅱ-1594 村田2 成田市 村田   
成田土木事務所 Ⅱ-1546 土屋1 成田市 土屋 大崎  成田土木事務所 Ⅱ-1595 村田3 成田市 村田   
成田土木事務所 Ⅱ-1547 土屋2 成田市 土屋 大崎  成田土木事務所 Ⅱ-1596 村田4 成田市 村田   
成田土木事務所 Ⅱ-1548 成田1 成田市 成田 寺谷津  成田土木事務所 Ⅱ-1597 所2 成田市 所   
成田土木事務所 Ⅱ-1549 馬場1 成田市 馬場 大作  成田土木事務所 Ⅱ-1598 所3 成田市 所   
成田土木事務所 Ⅱ-1550 大山1 成田市 大山 天神台  成田土木事務所 Ⅱ-1599 津富浦2 成田市 粒浦   
成田土木事務所 Ⅱ-1551 大山2 成田市 大山 天神台  成田土木事務所 Ⅱ-1600 久井崎 成田市 久井崎   
成田土木事務所 Ⅱ-1552 大山3 成田市 大山 居下  成田土木事務所 Ⅱ-1601 奈土2 成田市 奈土   
成田土木事務所 Ⅱ-1553 大山4 成田市 大山 屋敷添  成田土木事務所 Ⅱ-1602 中野2 成田市 中野   
成田土木事務所 Ⅱ-1554 船形2 成田市 船形 稲荷下  成田土木事務所 Ⅱ-1603 松子 成田市 松子   
成田土木事務所 Ⅱ-1555 北須賀3 成田市 北須賀 宿前  成田土木事務所 Ⅱ-1604 伊能2 成田市 伊能   
成田土木事務所 Ⅱ-1556 船形3 成田市 船形 城ノ越  成田土木事務所 Ⅱ-1605 伊能3 成田市 伊能   
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成田土木事務所 Ⅱ-1607 村田5 成田市 村田    成田土木事務所 Ⅱ-1656 南玉造3 香取郡多古町 南玉造   
成田土木事務所 Ⅱ-1608 桜田 成田市 桜田    成田土木事務所 Ⅱ-1657 南玉造4 香取郡多古町 南玉造   
成田土木事務所 Ⅱ-1609 南敷 成田市 南敷    成田土木事務所 Ⅱ-1658 東松崎2 香取郡多古町 東松崎   
成田土木事務所 Ⅱ-1610 南敷2 成田市 南敷    成田土木事務所 Ⅱ-1659 飯笹3 香取郡多古町 飯笹   
成田土木事務所 Ⅱ-1611 南敷3 成田市 南敷    成田土木事務所 Ⅱ-1660 間倉1 香取郡多古町 間倉   
成田土木事務所 Ⅱ-1612 津富浦3 成田市 津富浦    成田土木事務所 Ⅱ-1663 間倉3 香取郡多古町 間倉   
成田土木事務所 Ⅱ-1614 津富浦5 成田市 津富浦    成田土木事務所 Ⅱ-1664 飯笹5 香取郡多古町 飯笹   
成田土木事務所 Ⅱ-1615 松子2 成田市 松子    成田土木事務所 Ⅱ-1665 林4 香取郡多古町 林   
成田土木事務所 Ⅱ-1616 松子3 成田市 松子    成田土木事務所 Ⅱ-1666 林5 香取郡多古町 林   
成田土木事務所 Ⅱ-1617 津富浦6 成田市 粒浦    成田土木事務所 Ⅱ-1667 北中1 香取郡多古町 北中   
成田土木事務所 Ⅱ-1618 伊能5 成田市 伊能    成田土木事務所 Ⅱ-1668 北中2 香取郡多古町 北中   
成田土木事務所 Ⅱ-1619 伊能6 成田市 伊能    成田土木事務所 Ⅱ-1669 多古1 香取郡多古町 多古   
成田土木事務所 Ⅱ-1620 馬乗里 成田市 馬乗里    成田土木事務所 Ⅱ-1670 染井3 香取郡多古町 染井   
成田土木事務所 Ⅱ-1621 横山2 成田市 横山    成田土木事務所 Ⅱ-1671 染井4 香取郡多古町 染井   
成田土木事務所 Ⅱ-1622 横山3 成田市 横山    成田土木事務所 Ⅱ-1672 染井5 香取郡多古町 染井   
成田土木事務所 Ⅱ-1623 横山4 成田市 横山    成田土木事務所 Ⅱ-1673 染井6 香取郡多古町 染井   
成田土木事務所 Ⅱ-1624 横山5 成田市 横山    成田土木事務所 Ⅱ-1674 多古2 香取郡多古町 多古   
成田土木事務所 Ⅱ-1625 臼作 成田市 臼作    成田土木事務所 Ⅱ-1675 染井7 香取郡多古町 染井   
成田土木事務所 Ⅱ-1626 一坪田2 成田市 一坪田    成田土木事務所 Ⅱ-1676 染井8 香取郡多古町 染井   
成田土木事務所 Ⅱ-1627 一坪田3 成田市 一坪田    成田土木事務所 Ⅱ-1677 多古3 香取郡多古町 多古   
成田土木事務所 Ⅱ-1628 一坪田4 成田市 一坪田    成田土木事務所 Ⅱ-1678 多古4 香取郡多古町 多古   
成田土木事務所 Ⅱ-1629 一坪田5 成田市 一坪田    成田土木事務所 Ⅱ-1679 北中3 香取郡多古町 北中   
成田土木事務所 Ⅱ-1630 一坪田6 成田市 一坪田    成田土木事務所 Ⅱ-1680 北中4 香取郡多古町 北中   
成田土木事務所 Ⅱ-1631 一坪田7 成田市 一坪田    成田土木事務所 Ⅱ-1681 南中1 香取郡多古町 南中   
成田土木事務所 Ⅱ-1632 横山6 成田市 横山    成田土木事務所 Ⅱ-1682 南中2 香取郡多古町 南中   
成田土木事務所 Ⅱ-1633 松子4 成田市 松子    成田土木事務所 Ⅱ-1683 南中3 香取郡多古町 南中   
成田土木事務所 Ⅱ-1634 伊能7 成田市 伊能    成田土木事務所 Ⅱ-1684 南中4 香取郡多古町 南中   
成田土木事務所 Ⅱ-1635 伊能8 成田市 伊能    成田土木事務所 Ⅱ-1685 南並木3 香取郡多古町 南並木   
成田土木事務所 Ⅱ-1636 南敷4 成田市 南敷    成田土木事務所 Ⅱ-1687 牛尾6 香取郡多古町 牛尾   
成田土木事務所 Ⅱ-1637 吉岡 成田市 吉岡    成田土木事務所 Ⅱ-1688 林6 香取郡多古町 林   
成田土木事務所 Ⅱ-1638 谷三倉2 香取郡多古町 谷三倉    成田土木事務所 Ⅱ-1689 水戸3 香取郡多古町 水戸   
成田土木事務所 Ⅱ-1639 谷三倉3 香取郡多古町 谷三倉    成田土木事務所 Ⅱ-1690 水戸4 香取郡多古町 水戸   
成田土木事務所 Ⅱ-1640 一鍬田1 香取郡多古町 一鍬田    成田土木事務所 Ⅱ-1691 水戸5 香取郡多古町 水戸   
成田土木事務所 Ⅱ-1641 一鍬田2 香取郡多古町 一鍬田    成田土木事務所 Ⅱ-1692 水戸6 香取郡多古町 水戸   
成田土木事務所 Ⅱ-1642 飯笹1 香取郡多古町 飯笹    成田土木事務所 Ⅱ-1693 水戸7 香取郡多古町 水戸   
成田土木事務所 Ⅱ-1643 飯笹2 香取郡多古町 飯笹    成田土木事務所 Ⅱ-1694 船越3 香取郡多古町 船越３   
成田土木事務所 Ⅱ-1644 大門1 香取郡多古町 大門    成田土木事務所 Ⅱ-1695 船越4 香取郡多古町 船越４   
成田土木事務所 Ⅱ-1645 大門2 香取郡多古町 大門    成田土木事務所 Ⅱ-1696 船越5 香取郡多古町 船越５   
成田土木事務所 Ⅱ-1646 次浦1 香取郡多古町 次浦    成田土木事務所 Ⅱ-1697 牛尾7 香取郡多古町 船越６   
成田土木事務所 Ⅱ-1647 次浦2 香取郡多古町 次浦    成田土木事務所 Ⅱ-1698 牛尾8 香取郡多古町 船越７   
成田土木事務所 Ⅱ-1648 高津原2 香取郡多古町 高津原    成田土木事務所 Ⅱ-1699 桧木 香取郡多古町 桧木   
成田土木事務所 Ⅱ-1649 次浦3 香取郡多古町 次浦    成田土木事務所 Ⅱ-1700 高津原3 香取郡多古町 高津原   
成田土木事務所 Ⅱ-1650 西古内1 香取郡多古町 西古内    香取土木事務所 Ⅱ-1875 神崎本宿1 香取郡神崎町 神崎本宿   
成田土木事務所 Ⅱ-1651 西古内2 香取郡多古町 西古内    香取土木事務所 Ⅱ-1876 神崎本宿2 香取郡神崎町 神崎本宿   
成田土木事務所 Ⅱ-1652 高津原3 香取郡多古町 高津原    香取土木事務所 Ⅱ-1877 神崎本宿3 香取郡神崎町 神崎本宿   
成田土木事務所 Ⅱ-1653 南玉造1 香取郡多古町 南玉造    香取土木事務所 Ⅱ-1878 神崎神宿1 香取郡神崎町 神崎神宿   
成田土木事務所 Ⅱ-1654 南玉造2 香取郡多古町 南玉造    香取土木事務所 Ⅱ-1879 神崎神宿2 香取郡神崎町 神崎神宿   
成田土木事務所 Ⅱ-1655 東松崎1 香取郡多古町 東松崎    香取土木事務所 Ⅱ-1880 小松1 香取郡神崎町 小松   
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香取土木事務所 Ⅱ-1881 小松2 香取郡神崎町 小松    香取土木事務所 Ⅱ-2058 今郡6 香取郡東庄町 今郡   
香取土木事務所 Ⅱ-1882 小松3 香取郡神崎町 小松    香取土木事務所 Ⅱ-2059 今郡7 香取郡東庄町 今郡   
香取土木事務所 Ⅱ-1883 小松4 香取郡神崎町 小松    香取土木事務所 Ⅱ-2060 石出 香取郡東庄町 石出   
香取土木事務所 Ⅱ-1884 並木1 香取郡神崎町 並木    香取土木事務所 Ⅱ-2061 東今泉 香取郡東庄町 東今泉   
香取土木事務所 Ⅱ-1885 並木2 香取郡神崎町 並木    香取土木事務所 Ⅱ-2062 東和田1 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1886 郡1 香取郡神崎町 郡    香取土木事務所 Ⅱ-2063 神田 香取郡東庄町 神田   
香取土木事務所 Ⅱ-1887 郡2 香取郡神崎町 郡    香取土木事務所 Ⅱ-2064 窪野谷1 香取郡東庄町 窪野谷   
香取土木事務所 Ⅱ-1888 郡3 香取郡神崎町 郡    香取土木事務所 Ⅱ-2065 窪野谷2 香取郡東庄町 窪野谷   
香取土木事務所 Ⅱ-1889 郡4 香取郡神崎町 郡    香取土木事務所 Ⅱ-2066 東和田2 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1890 郡5 香取郡神崎町 郡    香取土木事務所 Ⅱ-2067 東和田3 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1891 立野 香取郡神崎町 立野    香取土木事務所 Ⅱ-2068 東和田4 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1893 古原 香取郡神崎町 古原    香取土木事務所 Ⅱ-2069 東和田5 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1894 武田1 香取郡神崎町 武田    香取土木事務所 Ⅱ-2070 東和田6 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1895 武田2 香取郡神崎町 武田    香取土木事務所 Ⅱ-2071 東和田7 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1896 武田3 香取郡神崎町 武田    香取土木事務所 Ⅱ-2072 東和田8 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1897 武田4 香取郡神崎町 武田    香取土木事務所 Ⅱ-2073 東和田9 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1898 新1 香取郡神崎町 新    香取土木事務所 Ⅱ-2074 東和田10 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1899 新2 香取郡神崎町 新    香取土木事務所 Ⅱ-2075 東和田11 香取郡東庄町 東和田   
香取土木事務所 Ⅱ-1900 毛成1 香取郡神崎町 毛成    香取土木事務所 Ⅱ-2076 船戸1 香取郡東庄町 船戸   
香取土木事務所 Ⅱ-1901 毛成2 香取郡神崎町 毛成    香取土木事務所 Ⅱ-2077 船戸2 香取郡東庄町 船戸   
香取土木事務所 Ⅱ-1902 毛成3 香取郡神崎町 毛成    香取土木事務所 Ⅱ-2078 船戸3 香取郡東庄町 船戸   
香取土木事務所 Ⅱ-1903 毛成4 香取郡神崎町 毛成    香取土木事務所 Ⅱ-2079 船戸4 香取郡東庄町 船戸   
香取土木事務所 Ⅱ-1904 毛成5 香取郡神崎町 毛成    香取土木事務所 Ⅱ-2080 船戸5 香取郡東庄町 船戸   
香取土木事務所 Ⅱ-1905 毛成6 香取郡神崎町 毛成    香取土木事務所 Ⅱ-2081 大久保1 香取郡東庄町 大久保   
香取土木事務所 Ⅱ-1906 毛成7 香取郡神崎町 毛成    香取土木事務所 Ⅱ-2082 大久保2 香取郡東庄町 大久保   
香取土木事務所 Ⅱ-1907 毛成8 香取郡神崎町 毛成    香取土木事務所 Ⅱ-2083 大久保3 香取郡東庄町 大久保   
香取土木事務所 Ⅱ-2035 笹川い2 香取郡東庄町 笹川い    香取土木事務所 Ⅱ-2084 船戸6 香取郡東庄町 船戸   
香取土木事務所 Ⅱ-2036 笹川い3 香取郡東庄町 笹川い    香取土木事務所 Ⅱ-2085 船戸7 香取郡東庄町 船戸   
香取土木事務所 Ⅱ-2037 羽計1 香取郡東庄町 羽計    香取土木事務所 Ⅱ-2086 粟野1 香取郡東庄町 粟野   
香取土木事務所 Ⅱ-2038 羽計2 香取郡東庄町 羽計    香取土木事務所 Ⅱ-2087 粟野2 香取郡東庄町 粟野   
香取土木事務所 Ⅱ-2039 羽計3 香取郡東庄町 羽計    香取土木事務所 Ⅱ-2088 小南1 香取郡東庄町 小南   
香取土木事務所 Ⅱ-2040 平山1 香取郡東庄町 平山    香取土木事務所 Ⅱ-2089 粟野3 香取郡東庄町 粟野   
香取土木事務所 Ⅱ-2041 平山2 香取郡東庄町 平山    香取土木事務所 Ⅱ-2090 粟野4 香取郡東庄町 粟野   
香取土木事務所 Ⅱ-2042 平山3 香取郡東庄町 平山    香取土木事務所 Ⅱ-2091 小南2 香取郡東庄町 小南   
香取土木事務所 Ⅱ-2043 平山4 香取郡東庄町 平山    香取土木事務所 Ⅱ-2092 小南3 香取郡東庄町 小南   
香取土木事務所 Ⅱ-2044 青馬1 香取郡東庄町 青馬    香取土木事務所 Ⅱ-2093 小南4 香取郡東庄町 小南   
香取土木事務所 Ⅱ-2045 青馬2 香取郡東庄町 青馬    香取土木事務所 Ⅱ-2094 小南5 香取郡東庄町 小南   
香取土木事務所 Ⅱ-2046 青馬3 香取郡東庄町 青馬    香取土木事務所 Ⅱ-2095 小南6 香取郡東庄町 小南   
香取土木事務所 Ⅱ-2048 青馬5 香取郡東庄町 青馬    香取土木事務所 Ⅱ-2096 小南7 香取郡東庄町 小南   
香取土木事務所 Ⅱ-2049 青馬6 香取郡東庄町 青馬    香取土木事務所 Ⅱ-2097 小南8 香取郡東庄町 小南   
香取土木事務所 Ⅱ-2050 青馬7 香取郡東庄町 青馬    銚子土木事務所 Ⅱ-2098 宮原町 銚子市 宮原   
香取土木事務所 Ⅱ-2051 谷津1 香取郡東庄町 谷津    銚子土木事務所 Ⅱ-2099 諸持町1 銚子市 諸持町   
香取土木事務所 Ⅱ-2052 谷津2 香取郡東庄町 谷津    銚子土木事務所 Ⅱ-2100 諸持町2 銚子市 諸持町   
香取土木事務所 Ⅱ-2053 今郡1 香取郡東庄町 今郡    銚子土木事務所 Ⅱ-2101 諸持町3 銚子市 諸持町   
香取土木事務所 Ⅱ-2054 今郡2 香取郡東庄町 今郡    銚子土木事務所 Ⅱ-2102 諸持町４ 銚子市 諸持町   
香取土木事務所 Ⅱ-2055 今郡3 香取郡東庄町 今郡    銚子土木事務所 Ⅱ-2103 笹本町 銚子市 笹本町   
香取土木事務所 Ⅱ-2056 今郡4 香取郡東庄町 今郡    銚子土木事務所 Ⅱ-2104 森戸町1 銚子市 森本町   
香取土木事務所 Ⅱ-2057 今郡5 香取郡東庄町 今郡    銚子土木事務所 Ⅱ-2105 森戸町2 銚子市 森本町   
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銚子土木事務所 Ⅱ-2106 塚本町 銚子市 塚本町    海匝土木事務所 Ⅱ-2158 倉橋 旭市 倉橋   
銚子土木事務所 Ⅱ-2107 小船木町1 銚子市 小船木町 １丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2159 塙1 旭市 塙   
銚子土木事務所 Ⅱ-2108 小船木町2 銚子市 小船木町 １丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2160 横根 旭市 横根   
銚子土木事務所 Ⅱ-2109 猿田町1 銚子市 猿田町    海匝土木事務所 Ⅱ-2161 塙2 旭市 塙   
銚子土木事務所 Ⅱ-2110 猿田町2 銚子市 猿田町    海匝土木事務所 Ⅱ-2162 塙3 旭市 塙   
銚子土木事務所 Ⅱ-2111 猿田町3 銚子市 猿田町    海匝土木事務所 Ⅱ-2163 八木1 旭市 八木   
銚子土木事務所 Ⅱ-2112 猿田町4 銚子市 猿田町    海匝土木事務所 Ⅱ-2164 八木2 旭市 八木   
銚子土木事務所 Ⅱ-2113 白石町 銚子市 白石町    海匝土木事務所 Ⅱ-2165 金原1 匝瑳市 金原   
銚子土木事務所 Ⅱ-2114 舟木町 銚子市 舟木町    海匝土木事務所 Ⅱ-2166 金原2 匝瑳市 金原   
銚子土木事務所 Ⅱ-2115 中島町 銚子市 中島町 ２丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2167 飯高1 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2116 三門町 銚子市 三門町    海匝土木事務所 Ⅱ-2169 飯高3 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2117 岡野台町 銚子市 岡野台町 ２丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2170 大寺1 匝瑳市 大寺   
銚子土木事務所 Ⅱ-2118 三宅町1 銚子市 三宅町 ２丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2171 大寺2 匝瑳市 大寺   
銚子土木事務所 Ⅱ-2119 三宅町2 銚子市 三宅町 ２丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2172 大寺3 匝瑳市 大寺   
銚子土木事務所 Ⅱ-2120 三宅町3 銚子市 三宅町 ２丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2173 大寺4 匝瑳市 大寺   
銚子土木事務所 Ⅱ-2121 松岸見晴台 銚子市 松岸見晴台 松岸見晴

台  海匝土木事務所 Ⅱ-2174 大寺5 匝瑳市 大寺   
銚子土木事務所 Ⅱ-2122 本城町 銚子市 本城町 ６丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2175 金原3 匝瑳市 金原   
銚子土木事務所 Ⅱ-2124 清水町1 銚子市 清水町    海匝土木事務所 Ⅱ-2176 片子1 匝瑳市 片子   
銚子土木事務所 Ⅱ-2125 清水町2 銚子市 清水町    海匝土木事務所 Ⅱ-2177 片子2 匝瑳市 片子   
銚子土木事務所 Ⅱ-2126 常世田町 銚子市 常世田町    海匝土木事務所 Ⅱ-2178 片子3 匝瑳市 片子   
銚子土木事務所 Ⅱ-2127 親田町1 銚子市 親田町    海匝土木事務所 Ⅱ-2179 片子4 匝瑳市 片子   
銚子土木事務所 Ⅱ-2128 親田町2 銚子市 親田町    海匝土木事務所 Ⅱ-2180 片子5 匝瑳市 片子   
銚子土木事務所 Ⅱ-2129 三崎町 銚子市 三崎町 ２丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2181 飯高4 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2130 春日町1 銚子市 春日町    海匝土木事務所 Ⅱ-2182 飯高5 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2131 春日町2 銚子市 春日町    海匝土木事務所 Ⅱ-2183 飯高6 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2132 春日町3 銚子市 春日町    海匝土木事務所 Ⅱ-2184 飯高7 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2133 春日町4 銚子市 春日町    海匝土木事務所 Ⅱ-2185 飯高8 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2134 春日町5 銚子市 春日町    海匝土木事務所 Ⅱ-2186 飯高9 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2135 春日町6 銚子市 春日町    海匝土木事務所 Ⅱ-2187 飯高10 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2136 三崎町2 銚子市 三崎町 １丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2188 飯高11 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2137 南小川町1 銚子市 南小川町    海匝土木事務所 Ⅱ-2189 飯高12 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2139 栄町 銚子市 栄町 ３丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2190 飯高13 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2140 栄町2 銚子市 栄町 ４丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2191 飯高14 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2141 西小川町1 銚子市 西小川町    海匝土木事務所 Ⅱ-2192 飯高15 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2142 西小川町2 銚子市 西小川町    海匝土木事務所 Ⅱ-2193 飯高16 匝瑳市 飯高   
銚子土木事務所 Ⅱ-2143 海鹿島町 銚子市 海鹿島町    海匝土木事務所 Ⅱ-2194 内山1 匝瑳市 内山   
銚子土木事務所 Ⅱ-2144 八木町1 銚子市 八木町    海匝土木事務所 Ⅱ-2195 内山2 匝瑳市 内山   
銚子土木事務所 Ⅱ-2145 八木町2 銚子市 八木町    海匝土木事務所 Ⅱ-2197 大寺7 匝瑳市 大寺   
銚子土木事務所 Ⅱ-2147 名洗町1 銚子市 名洗町    海匝土木事務所 Ⅱ-2198 大寺8 匝瑳市 大寺   
銚子土木事務所 Ⅱ-2149 名洗町3 銚子市 名洗町    海匝土木事務所 Ⅱ-2199 内山3 匝瑳市 内山   
銚子土木事務所 Ⅱ-2150 高神西町 銚子市 高神西町    海匝土木事務所 Ⅱ-2200 内山4 匝瑳市 内山   
銚子土木事務所 Ⅱ-2151 小浜町 銚子市 小浜町    海匝土木事務所 Ⅱ-2201 飯塚1 匝瑳市 飯塚   
銚子土木事務所 Ⅱ-2152 外川町 銚子市 外川町 ４丁目  海匝土木事務所 Ⅱ-2202 飯塚2 匝瑳市 飯塚   
銚子土木事務所 Ⅱ-2153 長崎町 銚子市 長崎町    海匝土木事務所 Ⅱ-2203 飯塚3 匝瑳市 飯塚   
海匝土木事務所 Ⅱ-2154 岩井 旭市 岩井    海匝土木事務所 Ⅱ-2204 飯塚4 匝瑳市 飯塚   
海匝土木事務所 Ⅱ-2155 見広1 旭市 見広    海匝土木事務所 Ⅱ-2205 飯塚5 匝瑳市 飯塚   
海匝土木事務所 Ⅱ-2156 見広2 旭市 見広    海匝土木事務所 Ⅱ-2206 飯塚6 匝瑳市 飯塚   
海匝土木事務所 Ⅱ-2157 見広3 旭市 見広    海匝土木事務所 Ⅱ-2207 飯塚7 匝瑳市 飯塚   
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海匝土木事務所 Ⅱ-2208 飯塚8 匝瑳市 飯塚    海匝土木事務所 Ⅱ-2257 田久保2 匝瑳市 田久保   
海匝土木事務所 Ⅱ-2209 飯塚9 匝瑳市 飯塚    海匝土木事務所 Ⅱ-2258 木積6 匝瑳市 木積   
海匝土木事務所 Ⅱ-2210 飯塚10 匝瑳市 飯塚    海匝土木事務所 Ⅱ-2259 富岡1 匝瑳市 富岡   
海匝土木事務所 Ⅱ-2211 吉田1 匝瑳市 吉田    海匝土木事務所 Ⅱ-2260 中台1 匝瑳市 中台   
海匝土木事務所 Ⅱ-2212 吉田2 匝瑳市 吉田    海匝土木事務所 Ⅱ-2261 中台2 匝瑳市 中台   
海匝土木事務所 Ⅱ-2213 吉田3 匝瑳市 吉田    海匝土木事務所 Ⅱ-2262 中台3 匝瑳市 中台   
海匝土木事務所 Ⅱ-2214 吉田4 匝瑳市 吉田    海匝土木事務所 Ⅱ-2263 生尾1 匝瑳市 生尾   
海匝土木事務所 Ⅱ-2215 吉田5 匝瑳市 吉田    海匝土木事務所 Ⅱ-2264 生尾2 匝瑳市 生尾   
海匝土木事務所 Ⅱ-2216 入山崎1 匝瑳市 入山崎    海匝土木事務所 Ⅱ-2265 生尾3 匝瑳市 生尾   
海匝土木事務所 Ⅱ-2217 入山崎2 匝瑳市 入山崎    海匝土木事務所 Ⅱ-2266 イ1 匝瑳市 イ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2218 山崎 匝瑳市 山崎    海匝土木事務所 Ⅱ-2267 イ2 匝瑳市 イ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2219 南山崎 匝瑳市 南山崎    海匝土木事務所 Ⅱ-2268 イ3 匝瑳市 イ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2220 南神崎 匝瑳市 南神崎    海匝土木事務所 Ⅱ-2269 イ4 匝瑳市 イ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2221 長岡1 匝瑳市 長岡    海匝土木事務所 Ⅱ-2270 ロ1 匝瑳市 ロ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2222 長岡2 匝瑳市 長岡    海匝土木事務所 Ⅱ-2271 ロ2 匝瑳市 ロ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2224 長岡4 匝瑳市 長岡    海匝土木事務所 Ⅱ-2272 宮本1 匝瑳市 宮本   
海匝土木事務所 Ⅱ-2225 長岡5 匝瑳市 長岡    海匝土木事務所 Ⅱ-2273 宮本2 匝瑳市 宮本   
海匝土木事務所 Ⅱ-2226 長岡6 匝瑳市 長岡    海匝土木事務所 Ⅱ-2274 ハ1 匝瑳市 ハ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2227 長岡7 匝瑳市 長岡    海匝土木事務所 Ⅱ-2275 ハ2 匝瑳市 ハ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2228 大浦1 匝瑳市 大浦    海匝土木事務所 Ⅱ-2276 ハ3 匝瑳市 ハ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2229 大浦2 匝瑳市 大浦    海匝土木事務所 Ⅱ-2277 田久保3 匝瑳市 田久保   
海匝土木事務所 Ⅱ-2230 大浦3 匝瑳市 大浦    海匝土木事務所 Ⅱ-2278 新1 匝瑳市 新   
海匝土木事務所 Ⅱ-2231 大浦4 匝瑳市 大浦    海匝土木事務所 Ⅱ-2279 新2 匝瑳市 新   
海匝土木事務所 Ⅱ-2232 大浦5 匝瑳市 大浦    海匝土木事務所 Ⅱ-2280 貝塚1 匝瑳市 貝塚   
海匝土木事務所 Ⅱ-2233 大浦6 匝瑳市 大浦    海匝土木事務所 Ⅱ-2281 貝塚2 匝瑳市 貝塚   
海匝土木事務所 Ⅱ-2234 八辺1 匝瑳市 八辺    海匝土木事務所 Ⅱ-2282 貝塚3 匝瑳市 貝塚   
海匝土木事務所 Ⅱ-2235 八辺2 匝瑳市 八辺    海匝土木事務所 Ⅱ-2283 貝塚4 匝瑳市 貝塚   
海匝土木事務所 Ⅱ-2236 八辺3 匝瑳市 八辺    海匝土木事務所 Ⅱ-2284 飯倉1 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2237 八辺4 匝瑳市 八辺    海匝土木事務所 Ⅱ-2285 飯倉2 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2238 八辺5 匝瑳市 八辺    海匝土木事務所 Ⅱ-2286 富岡2 匝瑳市 富岡   
海匝土木事務所 Ⅱ-2239 飯塚11 匝瑳市 飯塚    海匝土木事務所 Ⅱ-2287 飯倉3 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2240 大浦7 匝瑳市 大浦    海匝土木事務所 Ⅱ-2288 飯倉4 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2241 椿1 匝瑳市 椿    海匝土木事務所 Ⅱ-2289 飯倉5 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2242 椿2 匝瑳市 椿    海匝土木事務所 Ⅱ-2290 飯倉6 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2243 椿3 匝瑳市 椿    海匝土木事務所 Ⅱ-2291 飯倉7 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2244 飯塚12 匝瑳市 飯塚    海匝土木事務所 Ⅱ-2292 飯倉8 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2245 飯塚13 匝瑳市 飯塚    海匝土木事務所 Ⅱ-2293 飯倉9 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2246 椿4 匝瑳市 椿    海匝土木事務所 Ⅱ-2294 飯倉10 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2247 椿5 匝瑳市 椿    海匝土木事務所 Ⅱ-2295 飯倉11 匝瑳市 飯倉   
海匝土木事務所 Ⅱ-2248 亀崎1 匝瑳市 亀崎    海匝土木事務所 Ⅱ-2296 ホ1 匝瑳市 ホ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2249 亀崎2 匝瑳市 亀崎    海匝土木事務所 Ⅱ-2297 ホ2 匝瑳市 ホ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2250 久方 匝瑳市 久方    海匝土木事務所 Ⅱ-2298 ホ3 匝瑳市 ホ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2251 木積1 匝瑳市 木積    海匝土木事務所 Ⅱ-2299 ホ4 匝瑳市 ホ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2252 木積2 匝瑳市 木積    海匝土木事務所 Ⅱ-2300 ホ5 匝瑳市 ホ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2253 木積3 匝瑳市 木積    海匝土木事務所 Ⅱ-2301 イ5 匝瑳市 イ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2254 木積4 匝瑳市 木積    海匝土木事務所 Ⅱ-2302 イ6 匝瑳市 イ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2255 木積5 匝瑳市 木積    海匝土木事務所 Ⅱ-2303 イ7 匝瑳市 イ   
海匝土木事務所 Ⅱ-2256 田久保1 匝瑳市 田久保    海匝土木事務所 Ⅱ-2304 イ8 匝瑳市 イ   
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海匝土木事務所 Ⅱ-2305 イ9 匝瑳市 イ    山武土木事務所 Ⅱ-2355 宝米1 山武郡横芝光町 宝米  
海匝土木事務所 Ⅱ-2306 貝塚5 匝瑳市 貝塚    山武土木事務所 Ⅱ-2356 宝米2 山武郡横芝光町 宝米  
海匝土木事務所 Ⅱ-2307 飯倉12 匝瑳市 飯倉    山武土木事務所 Ⅱ-2357 宝米3 山武郡横芝光町 宝米  
海匝土木事務所 Ⅱ-2308 鏑木1 旭市 鏑木    山武土木事務所 Ⅱ-2358 宝米4 山武郡横芝光町 宝米  
海匝土木事務所 Ⅱ-2309 鏑木2 旭市 鏑木    山武土木事務所 Ⅱ-2359 宝米5 山武郡横芝光町 宝米  
海匝土木事務所 Ⅱ-2310 南堀之内1 旭市 南堀之内    山武土木事務所 Ⅱ-2360 宝米6 山武郡横芝光町 宝米  
海匝土木事務所 Ⅱ-2311 南堀之内2 旭市 南堀之内    山武土木事務所 Ⅱ-2361 二又1 山武郡横芝光町 二又  
海匝土木事務所 Ⅱ-2312 南堀之内3 旭市 南堀之内    山武土木事務所 Ⅱ-2362 二又2 山武郡横芝光町 二又  
海匝土木事務所 Ⅱ-2313 南堀之内4 旭市 南堀之内    山武土木事務所 Ⅱ-2363 二又3 山武郡横芝光町 二又  
海匝土木事務所 Ⅱ-2314 長部1 旭市 長部    山武土木事務所 Ⅱ-2365 傍示戸2 山武郡横芝光町 傍示戸  
海匝土木事務所 Ⅱ-2315 長部2 旭市 長部    山武土木事務所 Ⅱ-2366 台1 山武郡横芝光町 台  
海匝土木事務所 Ⅱ-2316 長部3 旭市 長部    山武土木事務所 Ⅱ-2367 台2 山武郡横芝光町 台  
海匝土木事務所 Ⅱ-2317 長部4 旭市 長部    山武土木事務所 Ⅱ-2368 台3 山武郡横芝光町 台  
海匝土木事務所 Ⅱ-2318 長部5 旭市 長部    山武土木事務所 Ⅱ-2369 台4 山武郡横芝光町 台  
海匝土木事務所 Ⅱ-2319 長部6 旭市 長部    山武土木事務所 Ⅱ-2370 台5 山武郡横芝光町 台  
海匝土木事務所 Ⅱ-2320 溝原1 旭市 溝原    山武土木事務所 Ⅱ-2371 台6 山武郡横芝光町 台  
海匝土木事務所 Ⅱ-2321 溝原2 旭市 溝原    山武土木事務所 Ⅱ-2372 台7 山武郡横芝光町 台  
海匝土木事務所 Ⅱ-2322 溝原3 旭市 溝原    山武土木事務所 Ⅱ-2373 小田部1 山武郡横芝光町 小田部  
海匝土木事務所 Ⅱ-2323 溝原4 旭市 溝原    山武土木事務所 Ⅱ-2374 小田部2 山武郡横芝光町 小田部  
海匝土木事務所 Ⅱ-2324 溝原5 旭市 溝原    山武土木事務所 Ⅱ-2375 小田部3 山武郡横芝光町 小田部  
海匝土木事務所 Ⅱ-2325 溝原6 旭市 溝原    山武土木事務所 Ⅱ-2376 母子1 山武郡横芝光町 母子  
海匝土木事務所 Ⅱ-2327 桜井1 旭市 桜井    山武土木事務所 Ⅱ-2377 母子2 山武郡横芝光町 母子   
海匝土木事務所 Ⅱ-2328 桜井2 旭市 桜井    山武土木事務所 Ⅱ-2378 母子3 山武郡横芝光町 母子   
海匝土木事務所 Ⅱ-2329 清和甲1 旭市 清和甲    山武土木事務所 Ⅱ-2379 虫生1 山武郡横芝光町 虫生   
海匝土木事務所 Ⅱ-2330 清和甲2 旭市 清和甲    山武土木事務所 Ⅱ-2380 虫生2 山武郡横芝光町 虫生   
海匝土木事務所 Ⅱ-2331 清和甲3 旭市 清和甲    山武土木事務所 Ⅱ-2381 芝崎1 山武郡横芝光町 芝崎   
海匝土木事務所 Ⅱ-2332 鏑木3 旭市 鏑木    山武土木事務所 Ⅱ-2382 芝崎2 山武郡横芝光町 芝崎   
海匝土木事務所 Ⅱ-2333 鏑木4 旭市 鏑木    山武土木事務所 Ⅱ-2383 芝崎3 山武郡横芝光町 芝崎   
海匝土木事務所 Ⅱ-2334 鏑木5 旭市 鏑木    山武土木事務所 Ⅱ-2384 芝崎4 山武郡横芝光町 芝崎   
海匝土木事務所 Ⅱ-2335 鏑木6 旭市 鏑木    山武土木事務所 Ⅱ-2385 芝崎5 山武郡横芝光町 芝崎   
海匝土木事務所 Ⅱ-2336 鏑木7 旭市 鏑木    成田土木事務所 Ⅱ-2386 菱田1 山武郡芝山町 菱田 中谷津 
海匝土木事務所 Ⅱ-2337 鏑木8 旭市 鏑木    成田土木事務所 Ⅱ-2387 菱田2 山武郡芝山町 菱田 中郷 
海匝土木事務所 Ⅱ-2338 鏑木9 旭市 鏑木    成田土木事務所 Ⅱ-2388 菱田3 山武郡芝山町 菱田 中郷 
海匝土木事務所 Ⅱ-2339 鏑木10 旭市 鏑木    成田土木事務所 Ⅱ-2389 菱田4 山武郡芝山町 菱田 中郷 
海匝土木事務所 Ⅱ-2340 鏑木11 旭市 鏑木    成田土木事務所 Ⅱ-2390 菱田5 山武郡芝山町 菱田 東 
海匝土木事務所 Ⅱ-2341 鏑木12 旭市 鏑木    成田土木事務所 Ⅱ-2391 菱田6 山武郡芝山町 菱田 東 
海匝土木事務所 Ⅱ-2342 鏑木13 旭市 鏑木    成田土木事務所 Ⅱ-2392 菱田7 山武郡芝山町 菱田 辺田 
海匝土木事務所 Ⅱ-2343 鏑木14 旭市 鏑木    成田土木事務所 Ⅱ-2393 菱田8 山武郡芝山町 菱田 宿 
海匝土木事務所 Ⅱ-2344 鏑木15 旭市 鏑木    成田土木事務所 Ⅱ-2394 菱田9 山武郡芝山町 菱田 中郷 
海匝土木事務所 Ⅱ-2345 鏑木16 旭市 鏑木    成田土木事務所 Ⅱ-2395 菱田10 山武郡芝山町 菱田 東 
山武土木事務所 Ⅱ-2347 篠本1 山武郡横芝光町 篠本    成田土木事務所 Ⅱ-2396 大里1 山武郡芝山町 大里 住母家 
山武土木事務所 Ⅱ-2348 篠本2 山武郡横芝光町 篠本    成田土木事務所 Ⅱ-2397 大里2 山武郡芝山町 大里 住母家 
山武土木事務所 Ⅱ-2349 篠本3 山武郡横芝光町 篠本    成田土木事務所 Ⅱ-2398 大里3 山武郡芝山町 大里 住母家 
山武土木事務所 Ⅱ-2350 篠本4 山武郡横芝光町 篠本    成田土木事務所 Ⅱ-2399 大里4 山武郡芝山町 大里 坂志岡 
山武土木事務所 Ⅱ-2351 篠本5 山武郡横芝光町 篠本    成田土木事務所 Ⅱ-2400 大里5 山武郡芝山町 大里 加茂 
山武土木事務所 Ⅱ-2352 篠本6 山武郡横芝光町 篠本    成田土木事務所 Ⅱ-2401 大里6 山武郡芝山町 大里 坂志岡 
山武土木事務所 Ⅱ-2353 篠本7 山武郡横芝光町 篠本    成田土木事務所 Ⅱ-2402 大里7 山武郡芝山町 大里 白枡 
山武土木事務所 Ⅱ-2354 新井 山武郡横芝光町 新井    成田土木事務所 Ⅱ-2403 大里8 山武郡芝山町 大里 白枡 
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成田土木事務所 Ⅱ-2404 大里9 山武郡芝山町 大里 白枡  山武土木事務所 Ⅱ-2454 極楽寺3 東金市 極楽寺   
成田土木事務所 Ⅱ-2405 大里10 山武郡芝山町 大里 白枡  山武土木事務所 Ⅱ-2455 極楽寺4 東金市 極楽寺   
成田土木事務所 Ⅱ-2406 岩山1 山武郡芝山町 岩山 谷  山武土木事務所 Ⅱ-2456 極楽寺5 東金市 極楽寺   
成田土木事務所 Ⅱ-2407 大里11 山武郡芝山町 大里 加茂  山武土木事務所 Ⅱ-2457 極楽寺6 東金市 極楽寺   
成田土木事務所 Ⅱ-2408 大里12 山武郡芝山町 大里 加茂  山武土木事務所 Ⅱ-2458 極楽寺7 東金市 極楽寺   
成田土木事務所 Ⅱ-2409 大里13 山武郡芝山町 大里 平野  山武土木事務所 Ⅱ-2459 極楽寺8 東金市 極楽寺   
成田土木事務所 Ⅱ-2410 飯櫃1 山武郡芝山町 飯櫃 浅川  山武土木事務所 Ⅱ-2460 上布田1 東金市 上布田   
成田土木事務所 Ⅱ-2411 飯櫃2 山武郡芝山町 飯櫃 浅川  山武土木事務所 Ⅱ-2461 上布田2 東金市 上布田   
成田土木事務所 Ⅱ-2412 山田1 山武郡芝山町 山田    山武土木事務所 Ⅱ-2462 上布田3 東金市 上布田   
成田土木事務所 Ⅱ-2413 山田2 山武郡芝山町 山田    山武土木事務所 Ⅱ-2463 上布田4 東金市 上布田   
成田土木事務所 Ⅱ-2414 山田3 山武郡芝山町 山田    山武土木事務所 Ⅱ-2464 上布田5 東金市 上布田   
成田土木事務所 Ⅱ-2415 小原子1 山武郡芝山町 小原子    山武土木事務所 Ⅱ-2465 上布田6 東金市 上布田   
成田土木事務所 Ⅱ-2416 小原子2 山武郡芝山町 小原子    山武土木事務所 Ⅱ-2466 滝沢1 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2417 小原子3 山武郡芝山町 小原子    山武土木事務所 Ⅱ-2467 滝沢2 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2418 小原子4 山武郡芝山町 小原子    山武土木事務所 Ⅱ-2468 滝沢3 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2419 上吹入1 山武郡芝山町 上吹入    山武土木事務所 Ⅱ-2469 滝沢4 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2420 高田1 山武郡芝山町 高田 高田東部  山武土木事務所 Ⅱ-2470 滝沢5 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2421 高田2 山武郡芝山町 高田 高田東部  山武土木事務所 Ⅱ-2471 滝沢6 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2422 高田3 山武郡芝山町 高田 高田東部  山武土木事務所 Ⅱ-2472 滝沢7 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2423 高田4 山武郡芝山町 高田 高田東部  山武土木事務所 Ⅱ-2473 滝沢8 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2424 大台1 山武郡芝山町 大台 細子  山武土木事務所 Ⅱ-2474 滝沢9 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2425 大台2 山武郡芝山町 大台 荒生  山武土木事務所 Ⅱ-2475 滝沢10 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2426 大台3 山武郡芝山町 大台 宿  山武土木事務所 Ⅱ-2476 滝沢11 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2427 大台4 山武郡芝山町 大台 宿  山武土木事務所 Ⅱ-2477 滝沢12 東金市 滝沢   
成田土木事務所 Ⅱ-2428 下吹入1 山武郡芝山町 下吹入    山武土木事務所 Ⅱ-2478 三ヶ尻1 東金市 三ヶ尻   
成田土木事務所 Ⅱ-2429 下吹入2 山武郡芝山町 下吹入    山武土木事務所 Ⅱ-2479 三ヶ尻2 東金市 三ヶ尻   
成田土木事務所 Ⅱ-2430 下吹入3 山武郡芝山町 下吹入    山武土木事務所 Ⅱ-2480 家之子2 東金市 家之子 天野 
成田土木事務所 Ⅱ-2431 境1 山武郡芝山町 境 打越  山武土木事務所 Ⅱ-2482 家之子4 東金市 家之子 天野 
成田土木事務所 Ⅱ-2432 境2 山武郡芝山町 境 打越  山武土木事務所 Ⅱ-2483 松之郷4 東金市 松之郷   
成田土木事務所 Ⅱ-2433 殿部田1 山武郡芝山町 殿部田    山武土木事務所 Ⅱ-2484 松之郷5 東金市 松之郷   
成田土木事務所 Ⅱ-2435 小池1 山武郡芝山町 小池 下ノ内  山武土木事務所 Ⅱ-2485 松之郷6 東金市 松之郷   
成田土木事務所 Ⅱ-2436 小池2 山武郡芝山町 小池 井戸作  山武土木事務所 Ⅱ-2486 松之郷7 東金市 松之郷 粟生 
成田土木事務所 Ⅱ-2437 芝山1 山武郡芝山町 芝山    山武土木事務所 Ⅱ-2487 松之郷8 東金市 松之郷   
成田土木事務所 Ⅱ-2438 山中1 山武郡芝山町 山中 大作  山武土木事務所 Ⅱ-2488 松之郷9 東金市 松之郷 本郷 
成田土木事務所 Ⅱ-2439 山中2 山武郡芝山町 山中 大作  山武土木事務所 Ⅱ-2489 松之郷10 東金市 松之郷 本郷 
成田土木事務所 Ⅱ-2441 山中4 山武郡芝山町 山中 根古谷  山武土木事務所 Ⅱ-2490 松之郷11 東金市 松之郷 本郷 
成田土木事務所 Ⅱ-2442 山中5 山武郡芝山町 山中 根古谷  山武土木事務所 Ⅱ-2491 松之郷12 東金市 松之郷 本郷 
成田土木事務所 Ⅱ-2443 山中6 山武郡芝山町 山中 根古谷  山武土木事務所 Ⅱ-2492 松之郷13 東金市 松之郷 小又 
成田土木事務所 Ⅱ-2444 山中7 山武郡芝山町 山中 根古谷  山武土木事務所 Ⅱ-2493 松之郷14 東金市 松之郷 小又 
成田土木事務所 Ⅱ-2445 山中8 山武郡芝山町 山中 脇谷  山武土木事務所 Ⅱ-2494 家之子5 東金市 家之子   
成田土木事務所 Ⅱ-2446 山中9 山武郡芝山町 山中 高月  山武土木事務所 Ⅱ-2495 道庭3 東金市 道庭   
成田土木事務所 Ⅱ-2447 山中10 山武郡芝山町 山中 高月  山武土木事務所 Ⅱ-2496 家之子6 東金市 家之子 小金井 
成田土木事務所 Ⅱ-2448 山中11 山武郡芝山町 山中 東風山  山武土木事務所 Ⅱ-2497 家之子7 東金市 家之子 小金井 
成田土木事務所 Ⅱ-2449 山中12 山武郡芝山町 山中 高月  山武土木事務所 Ⅱ-2498 家之子8 東金市 家之子   
成田土木事務所 Ⅱ-2450 山中13 山武郡芝山町 山中 高月  山武土木事務所 Ⅱ-2499 山田1 東金市 山田   
成田土木事務所 Ⅱ-2451 殿部田2 山武郡芝山町 殿部田    山武土木事務所 Ⅱ-2500 山田2 東金市 山田   
山武土木事務所 Ⅱ-2452 極楽寺1 東金市 極楽寺    山武土木事務所 Ⅱ-2501 山田3 東金市 山田 森ノ木 
山武土木事務所 Ⅱ-2453 極楽寺2 東金市 極楽寺    山武土木事務所 Ⅱ-2502 山田4 東金市 山田 森ノ木 
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山武土木事務所 Ⅱ-2503 山田5 東金市 山田 森ノ木  山武土木事務所 Ⅱ-2553 田中3 東金市 田中   
山武土木事務所 Ⅱ-2504 山田6 東金市 山田    山武土木事務所 Ⅱ-2554 田中4 東金市 田中   
山武土木事務所 Ⅱ-2505 山田7 東金市 山田    山武土木事務所 Ⅱ-2555 大豆谷2 東金市 大豆谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2506 山田8 東金市 山田    山武土木事務所 Ⅱ-2556 大豆谷3 東金市 大豆谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2507 丹尾1 東金市 丹尾    山武土木事務所 Ⅱ-2557 大豆谷4 東金市 大豆谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2508 丹尾2 東金市 丹尾    山武土木事務所 Ⅱ-2558 大豆谷5 東金市 大豆谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2509 丹尾3 東金市 丹尾    山武土木事務所 Ⅱ-2559 大豆谷6 東金市 大豆谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2510 丹尾4 東金市 丹尾    山武土木事務所 Ⅱ-2560 台方3 東金市 台方   
山武土木事務所 Ⅱ-2511 丹尾5 東金市 丹尾    山武土木事務所 Ⅱ-2561 台方4 東金市 台方   
山武土木事務所 Ⅱ-2513 油井3 東金市 油井 高足  山武土木事務所 Ⅱ-2562 東金1 東金市 東金 谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2514 油井4 東金市 油井 高足  山武土木事務所 Ⅱ-2563 東金2 東金市 東金 谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2515 油井5 東金市 油井 高足  山武土木事務所 Ⅱ-2566 東金5 東金市 東金 谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2516 油井6 東金市 油井    山武土木事務所 Ⅱ-2567 東金6 東金市 東金 谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2517 油井7 東金市 油井    山武土木事務所 Ⅱ-2568 松之郷27 東金市 松之郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2518 小野2 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2569 松之郷28 東金市 松之郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2519 小野3 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2570 松之郷29 東金市 松之郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2520 松之郷15 東金市 松之郷 中峠  山武土木事務所 Ⅱ-2571 山口1 東金市 山口   
山武土木事務所 Ⅱ-2521 松之郷16 東金市 松之郷 中峠  山武土木事務所 Ⅱ-2572 山口2 東金市 山口   
山武土木事務所 Ⅱ-2522 松之郷17 東金市 松之郷 中峠  山武土木事務所 Ⅱ-2573 山口3 東金市 山口   
山武土木事務所 Ⅱ-2523 松之郷18 東金市 松之郷 中峠  山武土木事務所 Ⅱ-2574 山口4 東金市 山口   
山武土木事務所 Ⅱ-2524 松之郷19 東金市 松之郷    山武土木事務所 Ⅱ-2575 山口5 東金市 山口   
山武土木事務所 Ⅱ-2525 松之郷20 東金市 松之郷    山武土木事務所 Ⅱ-2576 山口6 東金市 山口   
山武土木事務所 Ⅱ-2526 松之郷21 東金市 松之郷    山武土木事務所 Ⅱ-2577 山口7 東金市 山口   
山武土木事務所 Ⅱ-2527 松之郷22 東金市 松之郷    山武土木事務所 Ⅱ-2578 山口8 東金市 山口   
山武土木事務所 Ⅱ-2528 松之郷23 東金市 松之郷    山武土木事務所 Ⅱ-2579 山口9 東金市 山口   
山武土木事務所 Ⅱ-2529 松之郷24 東金市 松之郷    山武土木事務所 Ⅱ-2580 小西1 山武郡大網白里町 小西   
山武土木事務所 Ⅱ-2530 松之郷25 東金市 松之郷    山武土木事務所 Ⅱ-2582 小西3 山武郡大網白里町 小西   
山武土木事務所 Ⅱ-2531 松之郷26 東金市 松之郷    山武土木事務所 Ⅱ-2583 餅ノ木2 山武郡大網白里町 餅ノ木   
山武土木事務所 Ⅱ-2532 山田9 東金市 山田    山武土木事務所 Ⅱ-2584 餅ノ木3 山武郡大網白里町 餅ノ木   
山武土木事務所 Ⅱ-2533 山田10 東金市 山田    山武土木事務所 Ⅱ-2585 小西4 山武郡大網白里町 小西   
山武土木事務所 Ⅱ-2534 山田11 東金市 山田    山武土木事務所 Ⅱ-2586 養安寺5 山武郡大網白里町 養安寺   
山武土木事務所 Ⅱ-2536 山田13 東金市 山田    山武土木事務所 Ⅱ-2587 養安寺6 山武郡大網白里町 養安寺   
山武土木事務所 Ⅱ-2537 山田14 東金市 山田 菱田  山武土木事務所 Ⅱ-2589 養安寺8 山武郡大網白里町 養安寺   
山武土木事務所 Ⅱ-2538 小野4 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2590 養安寺9 山武郡大網白里町 養安寺   
山武土木事務所 Ⅱ-2539 小野5 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2591 養安寺10 山武郡大網白里町 養安寺   
山武土木事務所 Ⅱ-2540 小野6 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2592 大網1 山武郡大網白里町 大網   
山武土木事務所 Ⅱ-2541 小野7 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2593 金谷郷3 山武郡大網白里町 金谷郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2542 小野8 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2594 金谷郷4 山武郡大網白里町 金谷郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2543 小野9 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2595 餅ノ木4 山武郡大網白里町 餅ノ木   
山武土木事務所 Ⅱ-2544 小野10 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2596 大網２ 山武郡大網白里町 大網   
山武土木事務所 Ⅱ-2545 小野11 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2597 金谷郷5 山武郡大網白里町 金谷郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2546 小野12 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2598 金谷郷6 山武郡大網白里町 金谷郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2547 小野13 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2599 金谷郷7 山武郡大網白里町 金谷郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2548 小野14 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2600 金谷郷8 山武郡大網白里町 金谷郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2549 小野15 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2602 金谷郷10 山武郡大網白里町 金谷郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2550 小野16 東金市 小野    山武土木事務所 Ⅱ-2603 金谷郷11 山武郡大網白里町 金谷郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2551 小野17 東金市 小野 新田  山武土木事務所 Ⅱ-2604 金谷郷12 山武郡大網白里町 金谷郷   
山武土木事務所 Ⅱ-2552 田中2 東金市 田中    山武土木事務所 Ⅱ-2605 金谷郷13 山武郡大網白里町 金谷郷   
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山武土木事務所 Ⅱ-2606 金谷郷14 山武郡大網白里町 金谷郷    山武土木事務所 Ⅱ-2661 板付4 山武市 板付   
山武土木事務所 Ⅱ-2608 池田1 山武郡大網白里町 池田    山武土木事務所 Ⅱ-2663 和田1 山武市 和田   
山武土木事務所 Ⅱ-2610 小中2 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2664 和田2 山武市 和田   
山武土木事務所 Ⅱ-2611 金谷郷15 山武郡大網白里町 金谷郷    山武土木事務所 Ⅱ-2665 和田3 山武市 和田   
山武土木事務所 Ⅱ-2613 南玉3 山武郡大網白里町 南玉    山武土木事務所 Ⅱ-2666 嶋戸2 山武市 嶋戸   
山武土木事務所 Ⅱ-2614 大網3 山武郡大網白里町 大網    山武土木事務所 Ⅱ-2667 和田4 山武市 和田   
山武土木事務所 Ⅱ-2615 大網4 山武郡大網白里町 大網    山武土木事務所 Ⅱ-2668 和田5 山武市 和田   
山武土木事務所 Ⅱ-2616 小中3 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2669 新泉2 山武市 新泉 谷津 
山武土木事務所 Ⅱ-2617 小中4 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2670 湯坂1 山武市 湯坂   
山武土木事務所 Ⅱ-2618 小中5 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2671 湯坂2 山武市 湯坂   
山武土木事務所 Ⅱ-2619 小中6 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2672 湯坂3 山武市 湯坂   
山武土木事務所 Ⅱ-2620 萱野2 山武郡大網白里町 萱野    山武土木事務所 Ⅱ-2673 成東 山武市 成東   
山武土木事務所 Ⅱ-2622 小中8 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2674 成東2 山武市 成東   
山武土木事務所 Ⅱ-2623 小中9 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2675 姫島2 山武市 姫島   
山武土木事務所 Ⅱ-2624 小中10 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2676 実門 山武市 実門   
山武土木事務所 Ⅱ-2626 永田1 山武郡大網白里町 永田    山武土木事務所 Ⅱ-2677 実門2 山武市 実門   
山武土木事務所 Ⅱ-2627 小中12 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2678 沖渡 山武市 沖渡   
山武土木事務所 Ⅱ-2628 小中13 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2679 沖渡2 山武市 沖渡   
山武土木事務所 Ⅱ-2629 永田2 山武郡大網白里町 永田    山武土木事務所 Ⅱ-2680 実門3 山武市 実門   
山武土木事務所 Ⅱ-2631 小西5 山武郡大網白里町 小西    山武土木事務所 Ⅱ-2681 横田2 山武市 横田   
山武土木事務所 Ⅱ-2632 小西6 山武郡大網白里町 小西    山武土木事務所 Ⅱ-2682 横田3 山武市 横田   
山武土木事務所 Ⅱ-2633 養安寺11 山武郡大網白里町 金谷郷    山武土木事務所 Ⅱ-2683 板川 山武市 板川   
山武土木事務所 Ⅱ-2634 金谷郷16 山武郡大網白里町 金谷郷    山武土木事務所 Ⅱ-2684 板川2 山武市 板川   
山武土木事務所 Ⅱ-2636 金谷郷18 山武郡大網白里町 金谷郷    山武土木事務所 Ⅱ-2685 中津田2 山武市 中津田   
山武土木事務所 Ⅱ-2637 金谷郷19 山武郡大網白里町 金谷郷    山武土木事務所 Ⅱ-2686 埴谷 山武市 埴谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2638 金谷郷20 山武郡大網白里町 金谷郷    山武土木事務所 Ⅱ-2687 埴谷2 山武市 埴谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2639 金谷郷21 山武郡大網白里町 金谷郷    山武土木事務所 Ⅱ-2688 埴谷3 山武市 埴谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2640 金谷郷22 山武郡大網白里町 金谷郷    山武土木事務所 Ⅱ-2689 埴谷4 山武市 埴谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2641 金谷郷23 山武郡大網白里町 金谷郷    山武土木事務所 Ⅱ-2690 埴谷5 山武市 埴谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2642 池田3 山武郡大網白里町 池田    山武土木事務所 Ⅱ-2691 埴谷6 山武市 埴谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2643 大竹 山武郡大網白里町 大竹    山武土木事務所 Ⅱ-2692 埴谷7 山武市 埴谷   
山武土木事務所 Ⅱ-2644 池田4 山武郡大網白里町 池田    山武土木事務所 Ⅱ-2693 木原 山武市 木原   
山武土木事務所 Ⅱ-2645 大網5 山武郡大網白里町 大網    山武土木事務所 Ⅱ-2694 木原2 山武市 木原   
山武土木事務所 Ⅱ-2646 大網6 山武郡大網白里町 大網    山武土木事務所 Ⅱ-2695 木原3 山武市 木原   
山武土木事務所 Ⅱ-2647 大網7 山武郡大網白里町 大網    山武土木事務所 Ⅱ-2696 戸田2 山武市 戸田   
山武土木事務所 Ⅱ-2648 大網8 山武郡大網白里町 大網    山武土木事務所 Ⅱ-2697 戸田3 山武市 戸田   
山武土木事務所 Ⅱ-2649 神房2 山武郡大網白里町 神房    山武土木事務所 Ⅱ-2698 戸田4 山武市 戸田   
山武土木事務所 Ⅱ-2650 永田3 山武郡大網白里町 永田    山武土木事務所 Ⅱ-2699 戸田5 山武市 戸田   
山武土木事務所 Ⅱ-2651 永田4 山武郡大網白里町 永田    山武土木事務所 Ⅱ-2700 戸田6 山武市 戸田   
山武土木事務所 Ⅱ-2652 小中14 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2701 雨坪 山武市 雨坪   
山武土木事務所 Ⅱ-2653 小中15 山武郡大網白里町 小中    山武土木事務所 Ⅱ-2702 森 山武市 森   
山武土木事務所 Ⅱ-2654 川崎1 山武市 川崎    山武土木事務所 Ⅱ-2703 森2 山武市 森   
山武土木事務所 Ⅱ-2655 川崎2 山武市 川崎    山武土木事務所 Ⅱ-2704 戸田7 山武市 戸田   
山武土木事務所 Ⅱ-2656 川崎3 山武市 川崎    山武土木事務所 Ⅱ-2705 戸田8 山武市 戸田   
山武土木事務所 Ⅱ-2657 川崎4 山武市 川崎    山武土木事務所 Ⅱ-2706 植草 山武市 植草   
山武土木事務所 Ⅱ-2658 早船2 山武市 早船    山武土木事務所 Ⅱ-2707 森3 山武市 森   
山武土木事務所 Ⅱ-2659 板付2 山武市 板付    山武土木事務所 Ⅱ-2708 森4 山武市 森   
山武土木事務所 Ⅱ-2660 板付3 山武市 板付    山武土木事務所 Ⅱ-2709 森5 山武市 森   
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山武土木事務所 Ⅱ-2710 森6 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2760 牛熊2 山武郡横芝光町 牛熊 新場 
山武土木事務所 Ⅱ-2711 森7 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2761 牛熊3 山武郡横芝光町 牛熊 大宮台 
山武土木事務所 Ⅱ-2712 森8 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2762 牛熊4 山武郡横芝光町 牛熊 新場 
山武土木事務所 Ⅱ-2713 森9 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2763 谷台2 山武郡横芝光町 谷台 町田 
山武土木事務所 Ⅱ-2714 森10 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2764 中台1 山武郡横芝光町 中台 新屋敷 
山武土木事務所 Ⅱ-2715 森11 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2765 中台2 山武郡横芝光町 中台 松和田 
山武土木事務所 Ⅱ-2716 森12 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2766 中台3 山武郡横芝光町 中台 作 
山武土木事務所 Ⅱ-2717 森13 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2767 中台4 山武郡横芝光町 中台 石神 
山武土木事務所 Ⅱ-2718 森14 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2768 木戸台1 山武郡横芝光町 木戸台 内出 
山武土木事務所 Ⅱ-2719 森15 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2769 小堤2 山武郡横芝光町 小堤 松原 
山武土木事務所 Ⅱ-2720 森16 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2770 小堤3 山武郡横芝光町 小堤 松葉 
山武土木事務所 Ⅱ-2721 森17 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2771 小堤4 山武郡横芝光町 小堤 日吉 
山武土木事務所 Ⅱ-2722 森18 山武市 森    山武土木事務所 Ⅱ-2772 遠山1 山武郡横芝光町 遠山 宮ノ下 
山武土木事務所 Ⅱ-2723 沖渡3 山武市 沖渡    山武土木事務所 Ⅱ-2773 遠山2 山武郡横芝光町 遠山 谷ノ下 
山武土木事務所 Ⅱ-2724 埴谷9 山武市 埴谷    山武土木事務所 Ⅱ-2774 寺方2 山武郡横芝光町 寺方 振子 
山武土木事務所 Ⅱ-2725 雨坪2 山武市 雨坪    山武土木事務所 Ⅱ-2775 長倉3 山武郡横芝光町 長倉 下北田 
山武土木事務所 Ⅱ-2726 雨坪3 山武市 雨坪    山武土木事務所 Ⅱ-2776 長倉4 山武郡横芝光町 長倉 麦生 
山武土木事務所 Ⅱ-2727 椎崎3 山武市 椎崎    山武土木事務所 Ⅱ-2777 長倉5 山武郡横芝光町 長倉 御手洗 
山武土木事務所 Ⅱ-2728 椎崎4 山武市 椎崎    山武土木事務所 Ⅱ-2778 長倉6 山武郡横芝光町 長倉 麦生 
山武土木事務所 Ⅱ-2729 椎崎5 山武市 椎崎    山武土木事務所 Ⅱ-2779 坂田2 山武郡横芝光町 坂田 蟹井戸 
山武土木事務所 Ⅱ-2730 山室4 山武市 山室 旭ヶ岡  山武土木事務所 Ⅱ-2780 坂田3 山武郡横芝光町 坂田 杉郭 
山武土木事務所 Ⅱ-2731 山室5 山武市 山室 旭ヶ岡  山武土木事務所 Ⅱ-2781 取立2 山武郡横芝光町 取立 谷上 
山武土木事務所 Ⅱ-2732 山室6 山武市 山室 旭ヶ岡  山武土木事務所 Ⅱ-2782 長倉7 山武郡横芝光町 長倉 御手洗 
山武土木事務所 Ⅱ-2733 山室7 山武市 山室 旭ヶ岡  長生土木事務所 Ⅱ-2783 大沢1 茂原市 大沢 島田 
山武土木事務所 Ⅱ-2735 古和 山武市 古和 油谷  長生土木事務所 Ⅱ-2784 大沢2 茂原市 大沢 島田 
山武土木事務所 Ⅱ-2736 古和2 山武市 古和 本郷  長生土木事務所 Ⅱ-2785 大沢3 茂原市 大沢 島田 
山武土木事務所 Ⅱ-2737 金尾2 山武市 金尾 大和田郷  長生土木事務所 Ⅱ-2786 大沢4 茂原市 大沢 島田 
山武土木事務所 Ⅱ-2738 八田4 山武市 八田 岩井崎  長生土木事務所 Ⅱ-2787 大沢5 茂原市 大沢 島田 
山武土木事務所 Ⅱ-2739 八田5 山武市 八田 岩井崎  長生土木事務所 Ⅱ-2788 大沢6 茂原市 大沢 美ﾉ戸 
山武土木事務所 Ⅱ-2740 小川 山武市 小川 花岡  長生土木事務所 Ⅱ-2789 大沢7 茂原市 大沢 道谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2742 小川3 山武市 小川 御城内  長生土木事務所 Ⅱ-2790 大沢8 茂原市 大沢 南井戸 
山武土木事務所 Ⅱ-2743 小川4 山武市 小川 御城内  長生土木事務所 Ⅱ-2791 大沢9 茂原市 大沢 越戸 
山武土木事務所 Ⅱ-2744 小川5 山武市 小川 本町  長生土木事務所 Ⅱ-2792 大沢10 茂原市 大沢 深谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2745 上大蔵 山武市 上大蔵 宮前  長生土木事務所 Ⅱ-2793 桂3 茂原市 桂 向根 
山武土木事務所 Ⅱ-2746 上大蔵2 山武市 上大蔵 宿台  長生土木事務所 Ⅱ-2794 桂4 茂原市 桂 小滝谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2747 金尾3 山武市 金尾 本城  長生土木事務所 Ⅱ-2795 吉井1 茂原市 吉井 吉井上 
山武土木事務所 Ⅱ-2748 金尾4 山武市 金尾 大和田郷  長生土木事務所 Ⅱ-2796 吉井2 茂原市 吉井 吉井上 
山武土木事務所 Ⅱ-2749 蕪木 山武市 蕪木 玉井  長生土木事務所 Ⅱ-2797 吉井3 茂原市 吉井 吉井上 
山武土木事務所 Ⅱ-2750 蕪木2 山武市 蕪木 玉井  長生土木事務所 Ⅱ-2798 吉井4 茂原市 吉井 吉井上 
山武土木事務所 Ⅱ-2751 下大蔵 山武市 下大蔵 東  長生土木事務所 Ⅱ-2799 吉井5 茂原市 吉井 吉井谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2752 大堤2 山武市 大堤 本郷  長生土木事務所 Ⅱ-2801 柴名3 茂原市 柴名 笹子 
山武土木事務所 Ⅱ-2753 山室9 山武市 山室 水垂谷  長生土木事務所 Ⅱ-2802 柴名4 茂原市 柴名 亥ﾉ谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2754 八田6 山武市 八田 岩井崎  長生土木事務所 Ⅱ-2803 柴名5 茂原市 柴名 中谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2755 八田7 山武市 八田 岩井崎  長生土木事務所 Ⅱ-2804 高田1 茂原市 高田 乙高田前 
山武土木事務所 Ⅱ-2756 八田8 山武市 八田 梅ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-2805 高田2 茂原市 高田 甲高田前 
山武土木事務所 Ⅱ-2757 小川6 山武市 小川 八谷  長生土木事務所 Ⅱ-2807 上太田2 茂原市 上太田 関谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2758 田越4 山武市 田越 谷  長生土木事務所 Ⅱ-2808 上太田3 茂原市 上太田 鞍骨谷 
山武土木事務所 Ⅱ-2759 田越5 山武市 田越 谷  長生土木事務所 Ⅱ-2809 上太田4 茂原市 上太田 新笈 
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長生土木事務所 Ⅱ-2810 上太田5 茂原市 上太田 谷  長生土木事務所 Ⅱ-2858 真名4 茂原市 真名 宿谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2811 上太田6 茂原市 上太田 谷  長生土木事務所 Ⅱ-2859 真名5 茂原市 真名 向宿 
長生土木事務所 Ⅱ-2812 上太田7 茂原市 上太田 北谷  長生土木事務所 Ⅱ-2860 真名6 茂原市 真名 親母ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2813 上太田8 茂原市 上太田 谷  長生土木事務所 Ⅱ-2861 真名7 茂原市 真名 元親母ヶ

谷 長生土木事務所 Ⅱ-2814 上太田9 茂原市 上太田 梶谷  長生土木事務所 Ⅱ-2862 真名8 茂原市 真名 新屋敷 
長生土木事務所 Ⅱ-2815 上太田10 茂原市 上太田 東前  長生土木事務所 Ⅱ-2863 真名9 茂原市 真名 鴻ﾉ巣 
長生土木事務所 Ⅱ-2816 上太田11 茂原市 上太田 田多羅道  長生土木事務所 Ⅱ-2864 真名10 茂原市 真名 大和久前 
長生土木事務所 Ⅱ-2817 上太田12 茂原市 上太田 五反田  長生土木事務所 Ⅱ-2865 真名11 茂原市 真名 南前 
長生土木事務所 Ⅱ-2818 上太田13 茂原市 上太田 芝ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-2866 真名12 茂原市 真名 板橋谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2819 上太田14 茂原市 上太田 上敷  長生土木事務所 Ⅱ-2867 真名13 茂原市 真名 板橋谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2820 上太田15 茂原市 上太田 柳谷  長生土木事務所 Ⅱ-2868 真名14 茂原市 真名 岩鼻前 
長生土木事務所 Ⅱ-2821 上太田16 茂原市 上太田 柳谷  長生土木事務所 Ⅱ-2869 真名15 茂原市 真名 御霊前 
長生土木事務所 Ⅱ-2822 上太田17 茂原市 上太田 金沢谷  長生土木事務所 Ⅱ-2870 真名16 茂原市 真名 柳谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2823 上太田18 茂原市 上太田 新笈  長生土木事務所 Ⅱ-2871 真名17 茂原市 真名 柳谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2824 下太田1 茂原市 下太田 柴名坂  長生土木事務所 Ⅱ-2872 真名18 茂原市 真名 来地谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2825 下太田2 茂原市 下太田 不動堂  長生土木事務所 Ⅱ-2873 真名19 茂原市 真名 来地谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2826 下太田3 茂原市 下太田 桶谷  長生土木事務所 Ⅱ-2875 真名21 茂原市 真名 内来谷前 
長生土木事務所 Ⅱ-2827 下太田4 茂原市 下太田 二又  長生土木事務所 Ⅱ-2876 渋谷1 茂原市 渋谷 雪内 
長生土木事務所 Ⅱ-2828 下太田5 茂原市 下太田 二又  長生土木事務所 Ⅱ-2877 長尾1 茂原市 長尾 宏谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2829 下太田6 茂原市 下太田 鞘戸  長生土木事務所 Ⅱ-2878 長尾2 茂原市 長尾 宏谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2830 下太田7 茂原市 下太田 吉祥谷  長生土木事務所 Ⅱ-2879 長尾3 茂原市 長尾 寺谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2831 下太田8 茂原市 下太田 日之詰  長生土木事務所 Ⅱ-2880 長尾4 茂原市 長尾 辺田 
長生土木事務所 Ⅱ-2832 本納3 茂原市 本納 内川戸  長生土木事務所 Ⅱ-2881 長尾5 茂原市 長尾 大楽地 
長生土木事務所 Ⅱ-2833 本納4 茂原市 本納 金沢前  長生土木事務所 Ⅱ-2882 長尾6 茂原市 長尾 井戸田前 
長生土木事務所 Ⅱ-2834 本納5 茂原市 本納 名之谷  長生土木事務所 Ⅱ-2883 長尾7 茂原市 長尾 殿谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2835 本納6 茂原市 本納 本宿下  長生土木事務所 Ⅱ-2884 長尾8 茂原市 長尾 和合前 
長生土木事務所 Ⅱ-2836 本納7 茂原市 本納 名之谷  長生土木事務所 Ⅱ-2885 長尾9 茂原市 長尾 和合 
長生土木事務所 Ⅱ-2837 本納8 茂原市 本納 滝尻  長生土木事務所 Ⅱ-2886 長尾10 茂原市 長尾 殿谷前 
長生土木事務所 Ⅱ-2838 本納9 茂原市 本納 馬場谷  長生土木事務所 Ⅱ-2887 長尾11 茂原市 長尾 小山谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2839 本納10 茂原市 本納 外川戸  長生土木事務所 Ⅱ-2888 長尾12 茂原市 長尾 羽黒前 
長生土木事務所 Ⅱ-2840 本納11 茂原市 本納 外川戸  長生土木事務所 Ⅱ-2889 長尾13 茂原市 長尾 入江 
長生土木事務所 Ⅱ-2841 本納12 茂原市 本納 新南地  長生土木事務所 Ⅱ-2890 長尾14 茂原市 長尾 殿谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2842 本納13 茂原市 本納 御船町  長生土木事務所 Ⅱ-2891 長尾15 茂原市 長尾 土下向 
長生土木事務所 Ⅱ-2843 本納14 茂原市 本納 廻田  長生土木事務所 Ⅱ-2892 長尾16 茂原市 長尾 土下 
長生土木事務所 Ⅱ-2844 本納15 茂原市 本納 落ﾉ下  長生土木事務所 Ⅱ-2893 大登2 茂原市 大登 坂ﾉ下 
長生土木事務所 Ⅱ-2845 本納16 茂原市 本納 落ﾉ下  長生土木事務所 Ⅱ-2894 大登3 茂原市 大登 下牛作 
長生土木事務所 Ⅱ-2846 黒戸1 茂原市 黒戸 鍛冶谷  長生土木事務所 Ⅱ-2895 大登4 茂原市 大登 尾牛作 
長生土木事務所 Ⅱ-2847 黒戸2 茂原市 黒戸 鴻ﾉ巣  長生土木事務所 Ⅱ-2896 庄吉1 茂原市 庄吉 南谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2848 黒戸3 茂原市 黒戸 鴻ﾉ巣  長生土木事務所 Ⅱ-2898 庄吉3 茂原市 庄吉 台田 
長生土木事務所 Ⅱ-2849 黒戸4 茂原市 黒戸 土城谷  長生土木事務所 Ⅱ-2899 国府関2 茂原市 国府関 フチキ 
長生土木事務所 Ⅱ-2850 黒戸5 茂原市 黒戸 土城谷  長生土木事務所 Ⅱ-2900 国府関3 茂原市 国府関 殿ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2851 黒戸6 茂原市 黒戸 土城谷  長生土木事務所 Ⅱ-2902 国府関5 茂原市 国府関 立堀 
長生土木事務所 Ⅱ-2852 黒戸7 茂原市 黒戸 齋藤谷  長生土木事務所 Ⅱ-2903 国府関6 茂原市 国府関 立掘 
長生土木事務所 Ⅱ-2853 黒戸8 茂原市 黒戸 豆田谷  長生土木事務所 Ⅱ-2904 国府関7 茂原市 国府関 夏身 
長生土木事務所 Ⅱ-2854 黒戸9 茂原市 黒戸 代田  長生土木事務所 Ⅱ-2905 国府関8 茂原市 国府関 四十谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2855 真名1 茂原市 真名 西谷  長生土木事務所 Ⅱ-2906 小林2 茂原市 小林 打出 
長生土木事務所 Ⅱ-2856 真名2 茂原市 真名 猪野  長生土木事務所 Ⅱ-2907 小林3 茂原市 小林 飯出 
長生土木事務所 Ⅱ-2857 真名3 茂原市 真名 西前  長生土木事務所 Ⅱ-2908 小林4 茂原市 小林 飯出 
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長生土木事務所 Ⅱ-2909 小林5 茂原市 小林 作之崎  長生土木事務所 Ⅱ-2959 箕輪8 茂原市 箕輪 神明 
長生土木事務所 Ⅱ-2910 小林6 茂原市 小林 八ッ井谷  長生土木事務所 Ⅱ-2960 中善寺1 茂原市 中善寺 川崎 
長生土木事務所 Ⅱ-2911 小林7 茂原市 小林 宿谷  長生土木事務所 Ⅱ-2961 中善寺2 茂原市 中善寺 豆谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2912 小林8 茂原市 小林 宿谷  長生土木事務所 Ⅱ-2962 中善寺3 茂原市 中善寺 堤崎 
長生土木事務所 Ⅱ-2913 小林9 茂原市 小林 角谷  長生土木事務所 Ⅱ-2963 中善寺4 茂原市 中善寺 曲田 
長生土木事務所 Ⅱ-2914 小林10 茂原市 小林 角谷  長生土木事務所 Ⅱ-2964 中善寺5 茂原市 中善寺 和田谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2916 小林12 茂原市 小林 大作前  長生土木事務所 Ⅱ-2965 中善寺6 茂原市 中善寺 和田谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2917 押日2 茂原市 押日 林  長生土木事務所 Ⅱ-2966 中善寺7 茂原市 中善寺 明作 
長生土木事務所 Ⅱ-2918 押日3 茂原市 押日 林  長生土木事務所 Ⅱ-2967 中善寺8 茂原市 中善寺 明作 
長生土木事務所 Ⅱ-2919 押日4 茂原市 押日 細田  長生土木事務所 Ⅱ-2968 中善寺9 茂原市 中善寺 万作 
長生土木事務所 Ⅱ-2920 押日5 茂原市 押日 細田  長生土木事務所 Ⅱ-2969 中善寺10 茂原市 中善寺 一ﾉ関 
長生土木事務所 Ⅱ-2921 押日6 茂原市 押日 木生坊  長生土木事務所 Ⅱ-2970 中善寺11 茂原市 中善寺 番場谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2922 押日7 茂原市 押日 御霊前  長生土木事務所 Ⅱ-2971 中善寺12 茂原市 中善寺 番場谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2923 押日8 茂原市 押日 林  長生土木事務所 Ⅱ-2972 中善寺13 茂原市 中善寺 宮腰 
長生土木事務所 Ⅱ-2924 腰当2 茂原市 腰当 狭間谷  長生土木事務所 Ⅱ-2973 中善寺14 茂原市 中善寺 北ノ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2925 腰当3 茂原市 腰当 狭間谷  長生土木事務所 Ⅱ-2974 中善寺15 茂原市 中善寺 二ﾉ関 
長生土木事務所 Ⅱ-2926 腰当4 茂原市 腰当 南谷  長生土木事務所 Ⅱ-2975 中善寺16 茂原市 中善寺 二ﾉ関 
長生土木事務所 Ⅱ-2927 腰当5 茂原市 腰当 南谷  長生土木事務所 Ⅱ-2976 石神2 茂原市 石神 宮嶋 
長生土木事務所 Ⅱ-2928 芦網1 茂原市 芦網 稲ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-2977 石神3 茂原市 石神 宮嶋 
長生土木事務所 Ⅱ-2929 芦網2 茂原市 芦網 苗代場  長生土木事務所 Ⅱ-2978 早野1 茂原市 早野 水神谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2930 芦網3 茂原市 芦網 仙谷  長生土木事務所 Ⅱ-2979 綱島3 茂原市 綱島 坪之内 
長生土木事務所 Ⅱ-2932 山崎1 茂原市 山崎 関谷  長生土木事務所 Ⅱ-2980 綱島4 茂原市 綱島 坪之内 
長生土木事務所 Ⅱ-2933 山崎2 茂原市 山崎 関谷  長生土木事務所 Ⅱ-2981 綱島5 茂原市 綱島 古茂久 
長生土木事務所 Ⅱ-2934 山崎3 茂原市 山崎 第六天前  長生土木事務所 Ⅱ-2982 綱島6 茂原市 綱島 宮田 
長生土木事務所 Ⅱ-2935 山崎4 茂原市 山崎 宮崎  長生土木事務所 Ⅱ-2983 綱島7 茂原市 綱島 郷戸 
長生土木事務所 Ⅱ-2936 山崎5 茂原市 山崎 和田前  長生土木事務所 Ⅱ-2984 綱島8 茂原市 綱島 郷戸 
長生土木事務所 Ⅱ-2937 山崎6 茂原市 山崎 戸田前  長生土木事務所 Ⅱ-2985 綱島9 茂原市 綱島 駒ヶ瀬 
長生土木事務所 Ⅱ-2938 山崎7 茂原市 山崎 塚間  長生土木事務所 Ⅱ-2986 六田台1 茂原市 六田台 六田台 
長生土木事務所 Ⅱ-2939 山崎8 茂原市 山崎 奥郷  長生土木事務所 Ⅱ-2987 下永吉2 茂原市 下永吉 善ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2940 山崎9 茂原市 山崎 滝ﾉ谷  長生土木事務所 Ⅱ-2988 下永吉3 茂原市 下永吉 西片前 
長生土木事務所 Ⅱ-2941 長谷3 茂原市 長谷 仲谷  長生土木事務所 Ⅱ-2989 上永吉7 茂原市 上永吉 新堀 
長生土木事務所 Ⅱ-2942 長谷4 茂原市 長谷 丸山下  長生土木事務所 Ⅱ-2990 上永吉8 茂原市 上永吉 新堀 
長生土木事務所 Ⅱ-2943 長谷5 茂原市 長谷 取越  長生土木事務所 Ⅱ-2991 上永吉9 茂原市 上永吉 西谷 
長生土木事務所 Ⅱ-2944 長谷6 茂原市 長谷 備谷  長生土木事務所 Ⅱ-2992 上永吉10 茂原市 上永吉 小山 
長生土木事務所 Ⅱ-2945 長谷7 茂原市 長谷 備谷  長生土木事務所 Ⅱ-2993 上永吉11 茂原市 上永吉 福作 
長生土木事務所 Ⅱ-2946 長谷8 茂原市 長谷 小日向  長生土木事務所 Ⅱ-2994 上永吉12 茂原市 上永吉 地境 
長生土木事務所 Ⅱ-2947 長谷9 茂原市 長谷 小日向  長生土木事務所 Ⅱ-2995 野牛1 茂原市 野牛 中之関 
長生土木事務所 Ⅱ-2948 長谷10 茂原市 長谷 馬場  長生土木事務所 Ⅱ-2996 野牛2 茂原市 野牛 千里 
長生土木事務所 Ⅱ-2949 長谷11 茂原市 長谷 滝前  長生土木事務所 Ⅱ-2997 野牛3 茂原市 野牛 亀井沢 
長生土木事務所 Ⅱ-2950 長谷12 茂原市 長谷 殿辺田  長生土木事務所 Ⅱ-2998 台田2 茂原市 台田 一扉 
長生土木事務所 Ⅱ-2951 内長谷1 茂原市 内長谷 日宮崎  長生土木事務所 Ⅱ-2999 台田3 茂原市 台田 常盤 
長生土木事務所 Ⅱ-2952 箕輪1 茂原市 箕輪 三郎房  長生土木事務所 Ⅱ-3000 台田4 茂原市 台田 一扉 
長生土木事務所 Ⅱ-2953 箕輪2 茂原市 箕輪 三郎房  長生土木事務所 Ⅱ-3001 台田5 茂原市 台田 正衣 
長生土木事務所 Ⅱ-2954 箕輪3 茂原市 箕輪 谷前  長生土木事務所 Ⅱ-3002 台田6 茂原市 台田 正衣 
長生土木事務所 Ⅱ-2955 箕輪4 茂原市 箕輪 田向  長生土木事務所 Ⅱ-3003 台田8 茂原市 台田 年禊 
長生土木事務所 Ⅱ-2956 箕輪5 茂原市 箕輪 田向  長生土木事務所 Ⅱ-3004 台田9 茂原市 台田 柤済 
長生土木事務所 Ⅱ-2957 箕輪6 茂原市 箕輪 大栗  長生土木事務所 Ⅱ-3005 立木1 茂原市 立木 岩切前 
長生土木事務所 Ⅱ-2958 箕輪7 茂原市 箕輪 白山前  長生土木事務所 Ⅱ-3006 立木2 茂原市 立木 宮下前 
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長生土木事務所 Ⅱ-3007 立木3 茂原市 立木 岩切前  長生土木事務所 Ⅱ-3055 三ヶ谷21 茂原市 三ヶ谷 豆ヶ沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3008 立木4 茂原市 立木 荒矢切  長生土木事務所 Ⅱ-3056 三ヶ谷22 茂原市 三ヶ谷 豆ヶ沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3009 立木5 茂原市 立木 戸越  長生土木事務所 Ⅱ-3057 三ヶ谷23 茂原市 三ヶ谷 豆ヶ沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3010 立木6 茂原市 立木 殿谷  長生土木事務所 Ⅱ-3058 三ヶ谷24 茂原市 三ヶ谷 南谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3011 立木7 茂原市 立木 殿谷  長生土木事務所 Ⅱ-3059 三ヶ谷25 茂原市 三ヶ谷 南谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3012 立木8 茂原市 立木 打越  長生土木事務所 Ⅱ-3060 三ヶ谷26 茂原市 三ヶ谷 南谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3013 立木9 茂原市 立木 蓮池  長生土木事務所 Ⅱ-3061 一宮2 長生郡一宮町 一宮 細田 
長生土木事務所 Ⅱ-3014 立木10 茂原市 立木 三屋敷  長生土木事務所 Ⅱ-3062 一宮3 長生郡一宮町 一宮 細田 
長生土木事務所 Ⅱ-3015 立木11 茂原市 立木 堰之下  長生土木事務所 Ⅱ-3064 一宮6 長生郡一宮町 一宮 細田 
長生土木事務所 Ⅱ-3016 立木12 茂原市 立木 和合前  長生土木事務所 Ⅱ-3065 一宮8 長生郡一宮町 一宮 柚ﾉ木 
長生土木事務所 Ⅱ-3017 立木13 茂原市 立木 吉ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3066 一宮9 長生郡一宮町 一宮 老女子 
長生土木事務所 Ⅱ-3018 立木14 茂原市 立木 山之神  長生土木事務所 Ⅱ-3067 一宮10 長生郡一宮町 一宮 内宿 
長生土木事務所 Ⅱ-3019 立木15 茂原市 立木 宮田  長生土木事務所 Ⅱ-3068 一宮11 長生郡一宮町 一宮 老女子 
長生土木事務所 Ⅱ-3020 立木16 茂原市 立木 腰巻  長生土木事務所 Ⅱ-3069 一宮12 長生郡一宮町 一宮 細田 
長生土木事務所 Ⅱ-3021 立木17 茂原市 立木 腰巻  長生土木事務所 Ⅱ-3070 一宮13 長生郡一宮町 一宮 細田 
長生土木事務所 Ⅱ-3022 立木19 茂原市 立木 腰巻  長生土木事務所 Ⅱ-3071 一宮14 長生郡一宮町 一宮 細田 
長生土木事務所 Ⅱ-3023 立木20 茂原市 立木 蘭評詞  長生土木事務所 Ⅱ-3072 一宮15 長生郡一宮町 一宮 柚ﾉ木 
長生土木事務所 Ⅱ-3024 立木21 茂原市 立木 蘭評詞  長生土木事務所 Ⅱ-3073 一宮16 長生郡一宮町 一宮 奥谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3025 立木22 茂原市 立木 蘭評詞  長生土木事務所 Ⅱ-3074 一宮17 長生郡一宮町 一宮 奥谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3026 立木23 茂原市 立木 和合  長生土木事務所 Ⅱ-3075 一宮18 長生郡一宮町 一宮 奥谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3027 立木24 茂原市 立木 簾坂  長生土木事務所 Ⅱ-3076 一宮19 長生郡一宮町 一宮 奥谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3028 立木25 茂原市 立木 紅鶴巣谷  長生土木事務所 Ⅱ-3077 一宮20 長生郡一宮町 一宮 奥谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3029 立木26 茂原市 立木 上之台  長生土木事務所 Ⅱ-3078 一宮21 長生郡一宮町 一宮 奥谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3030 立木27 茂原市 立木 紅鶴巣前  長生土木事務所 Ⅱ-3079 一宮22 長生郡一宮町 一宮 奥谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3031 立木28 茂原市 立木 永井谷  長生土木事務所 Ⅱ-3080 一宮23 長生郡一宮町 一宮 奥谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3032 立木29 茂原市 立木 長谷  長生土木事務所 Ⅱ-3081 一宮24 長生郡一宮町 一宮 松子 
長生土木事務所 Ⅱ-3033 立木30 茂原市 立木 長谷  長生土木事務所 Ⅱ-3082 一宮25 長生郡一宮町 一宮 松子 
長生土木事務所 Ⅱ-3034 立木31 茂原市 立木 長谷  長生土木事務所 Ⅱ-3083 一宮26 長生郡一宮町 一宮 本給 
長生土木事務所 Ⅱ-3035 三ヶ谷1 茂原市 三ヶ谷 南番場  長生土木事務所 Ⅱ-3084 一宮27 長生郡一宮町 一宮 本給 
長生土木事務所 Ⅱ-3036 三ヶ谷2 茂原市 三ヶ谷 中之坊  長生土木事務所 Ⅱ-3085 一宮28 長生郡一宮町 一宮 本給 
長生土木事務所 Ⅱ-3037 三ヶ谷3 茂原市 三ヶ谷 薬師堂  長生土木事務所 Ⅱ-3086 一宮29 長生郡一宮町 一宮 本給 
長生土木事務所 Ⅱ-3038 三ヶ谷4 茂原市 三ヶ谷 免田  長生土木事務所 Ⅱ-3087 一宮30 長生郡一宮町 一宮 柚ﾉ木 
長生土木事務所 Ⅱ-3039 三ヶ谷5 茂原市 三ヶ谷 聖堂尻  長生土木事務所 Ⅱ-3088 一宮31 長生郡一宮町 一宮 柚ﾉ木 
長生土木事務所 Ⅱ-3040 三ヶ谷6 茂原市 三ヶ谷 池田谷  長生土木事務所 Ⅱ-3089 一宮32 長生郡一宮町 一宮 柚ﾉ木 
長生土木事務所 Ⅱ-3041 三ヶ谷7 茂原市 三ヶ谷 東谷  長生土木事務所 Ⅱ-3090 東浪見1 長生郡一宮町 東浪見   
長生土木事務所 Ⅱ-3042 三ヶ谷8 茂原市 三ヶ谷 杉之谷  長生土木事務所 Ⅱ-3091 東浪見2 長生郡一宮町 東浪見 矢畑 
長生土木事務所 Ⅱ-3043 三ヶ谷9 茂原市 三ヶ谷 杉之谷  長生土木事務所 Ⅱ-3092 綱田1 長生郡一宮町 綱田 堂見谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3044 三ヶ谷10 茂原市 三ヶ谷 杉之谷  長生土木事務所 Ⅱ-3093 綱田2 長生郡一宮町 綱田 堂見谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3045 三ヶ谷11 茂原市 三ヶ谷 杉之谷  長生土木事務所 Ⅱ-3094 綱田4 長生郡一宮町 綱田 西原 
長生土木事務所 Ⅱ-3046 三ヶ谷12 茂原市 三ヶ谷 仲之町  長生土木事務所 Ⅱ-3095 綱田5 長生郡一宮町 綱田 吹上 
長生土木事務所 Ⅱ-3047 三ヶ谷13 茂原市 三ヶ谷 風ヶ沢  長生土木事務所 Ⅱ-3096 綱田6 長生郡一宮町 綱田 吹上 
長生土木事務所 Ⅱ-3048 三ヶ谷14 茂原市 三ヶ谷 風ヶ沢  長生土木事務所 Ⅱ-3097 綱田7 長生郡一宮町 綱田 吹上 
長生土木事務所 Ⅱ-3049 三ヶ谷15 茂原市 三ヶ谷 猿田下  長生土木事務所 Ⅱ-3098 綱田8 長生郡一宮町 綱田 吹上 
長生土木事務所 Ⅱ-3050 三ヶ谷16 茂原市 三ヶ谷 桑木谷  長生土木事務所 Ⅱ-3099 北山田2 長生郡睦沢町 北山田 白ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3051 三ヶ谷17 茂原市 三ヶ谷 桑木谷  長生土木事務所 Ⅱ-3100 北山田3 長生郡睦沢町 北山田 白ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3052 三ヶ谷18 茂原市 三ヶ谷 糸田  長生土木事務所 Ⅱ-3102 北山田5 長生郡睦沢町 北山田 白ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3053 三ヶ谷19 茂原市 三ヶ谷 豆ヶ沢  長生土木事務所 Ⅱ-3103 北山田6 長生郡睦沢町 北山田 白ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3054 三ヶ谷20 茂原市 三ヶ谷 豆ヶ沢  長生土木事務所 Ⅱ-3104 北山田7 長生郡睦沢町 北山田 白ヶ谷 

 

- 465 -



  

 
  

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 
 

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 

所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字  所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

長生土木事務所 Ⅱ-3105 北山田8 長生郡睦沢町 北山田 白ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3155 佐貫21 長生郡睦沢町 佐貫 赤根久 
長生土木事務所 Ⅱ-3106 北山田9 長生郡睦沢町 北山田 白ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3156 佐貫22 長生郡睦沢町 佐貫 赤根久 
長生土木事務所 Ⅱ-3107 北山田10 長生郡睦沢町 北山田 白ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3157 佐貫23 長生郡睦沢町 佐貫 赤根久 
長生土木事務所 Ⅱ-3108 北山田11 長生郡睦沢町 北山田 冨貴楽  長生土木事務所 Ⅱ-3158 佐貫24 長生郡睦沢町 佐貫 一ﾉ堰 
長生土木事務所 Ⅱ-3109 北山田12 長生郡睦沢町 北山田 冨貴楽  長生土木事務所 Ⅱ-3159 佐貫25 長生郡睦沢町 佐貫 一ﾉ堰 
長生土木事務所 Ⅱ-3110 大谷木1 長生郡睦沢町 大谷木 堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3160 佐貫26 長生郡睦沢町 佐貫 一ﾉ堰 
長生土木事務所 Ⅱ-3111 大谷木2 長生郡睦沢町 大谷木 堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3161 佐貫27 長生郡睦沢町 佐貫 一ﾉ堰 
長生土木事務所 Ⅱ-3113 大谷木4 長生郡睦沢町 大谷木 堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3162 佐貫28 長生郡睦沢町 佐貫 一ﾉ堰 
長生土木事務所 Ⅱ-3114 大谷木5 長生郡睦沢町 大谷木 堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3163 佐貫29 長生郡睦沢町 佐貫 一ﾉ堰 
長生土木事務所 Ⅱ-3115 大谷木6 長生郡睦沢町 大谷木 堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3164 佐貫30 長生郡睦沢町 佐貫 中里 
長生土木事務所 Ⅱ-3116 大谷木7 長生郡睦沢町 大谷木 堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3165 佐貫31 長生郡睦沢町 佐貫 中里 
長生土木事務所 Ⅱ-3117 大谷木8 長生郡睦沢町 大谷木 堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3166 佐貫32 長生郡睦沢町 佐貫 中里 
長生土木事務所 Ⅱ-3118 大谷木9 長生郡睦沢町 大谷木 堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3167 佐貫33 長生郡睦沢町 佐貫 上沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3119 大谷木10 長生郡睦沢町 大谷木 堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3168 佐貫35 長生郡睦沢町 佐貫 上沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3120 大谷木11 長生郡睦沢町 大谷木 永井  長生土木事務所 Ⅱ-3170 佐貫37 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3121 大谷木12 長生郡睦沢町 大谷木 永井  長生土木事務所 Ⅱ-3171 佐貫38 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3122 大谷木13 長生郡睦沢町 大谷木 永井  長生土木事務所 Ⅱ-3172 佐貫39 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3123 大谷木14 長生郡睦沢町 大谷木 永井  長生土木事務所 Ⅱ-3173 佐貫40 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3124 大谷木15 長生郡睦沢町 大谷木 永井  長生土木事務所 Ⅱ-3174 佐貫41 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3125 大谷木16 長生郡睦沢町 大谷木 永井  長生土木事務所 Ⅱ-3175 佐貫42 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3126 大谷木17 長生郡睦沢町 大谷木 永井  長生土木事務所 Ⅱ-3176 佐貫43 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3127 大谷木18 長生郡睦沢町 大谷木 永井  長生土木事務所 Ⅱ-3177 佐貫44 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3128 大谷木19 長生郡睦沢町 大谷木 永井  長生土木事務所 Ⅱ-3178 佐貫45 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3129 大谷木20 長生郡睦沢町 大谷木 永井  長生土木事務所 Ⅱ-3179 佐貫46 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3130 寺崎2 長生郡睦沢町 寺崎 高畑  長生土木事務所 Ⅱ-3180 佐貫47 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3131 寺崎3 長生郡睦沢町 寺崎 高畑  長生土木事務所 Ⅱ-3181 佐貫48 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3133 長楽寺1 長生郡睦沢町 長楽寺 岩井作  長生土木事務所 Ⅱ-3182 佐貫49 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3134 長楽寺2 長生郡睦沢町 長楽寺 上部田  長生土木事務所 Ⅱ-3183 佐貫50 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3135 長楽寺3 長生郡睦沢町 長楽寺 下部田  長生土木事務所 Ⅱ-3184 佐貫51 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3136 長楽寺4 長生郡睦沢町 長楽寺 脇  長生土木事務所 Ⅱ-3185 佐貫52 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3137 長楽寺5 長生郡睦沢町 長楽寺 脇  長生土木事務所 Ⅱ-3186 佐貫53 長生郡睦沢町 佐貫 森の谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3138 長楽寺6 長生郡睦沢町 長楽寺 脇  長生土木事務所 Ⅱ-3187 下之郷1 長生郡睦沢町 下之郷 表 
長生土木事務所 Ⅱ-3139 佐貫5 長生郡睦沢町 佐貫 鞠ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3188 下之郷2 長生郡睦沢町 下之郷 根方 
長生土木事務所 Ⅱ-3140 佐貫6 長生郡睦沢町 佐貫 鞠ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3189 下之郷3 長生郡睦沢町 下之郷 根方 
長生土木事務所 Ⅱ-3141 佐貫7 長生郡睦沢町 佐貫 鞠ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3190 下之郷4 長生郡睦沢町 下之郷 根方 
長生土木事務所 Ⅱ-3142 佐貫8 長生郡睦沢町 佐貫 鞠ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3191 下之郷5 長生郡睦沢町 下之郷 根方 
長生土木事務所 Ⅱ-3143 佐貫9 長生郡睦沢町 佐貫 鞠ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3192 下之郷6 長生郡睦沢町 下之郷 根方 
長生土木事務所 Ⅱ-3144 佐貫10 長生郡睦沢町 佐貫 鞠ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3193 下之郷7 長生郡睦沢町 下之郷 根方 
長生土木事務所 Ⅱ-3145 佐貫11 長生郡睦沢町 佐貫 鞠ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3194 下之郷8 長生郡睦沢町 下之郷 根方 
長生土木事務所 Ⅱ-3146 佐貫12 長生郡睦沢町 佐貫 姥神  長生土木事務所 Ⅱ-3195 下之郷9 長生郡睦沢町 下之郷 根方 
長生土木事務所 Ⅱ-3147 佐貫13 長生郡睦沢町 佐貫 姥神  長生土木事務所 Ⅱ-3196 下之郷10 長生郡睦沢町 下之郷 入山津 
長生土木事務所 Ⅱ-3148 佐貫14 長生郡睦沢町 佐貫 姥神  長生土木事務所 Ⅱ-3197 下之郷11 長生郡睦沢町 下之郷 入山津 
長生土木事務所 Ⅱ-3149 佐貫15 長生郡睦沢町 佐貫 姥神  長生土木事務所 Ⅱ-3198 上之郷1 長生郡睦沢町 上之郷 山田谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3150 佐貫16 長生郡睦沢町 佐貫 姥神  長生土木事務所 Ⅱ-3199 上之郷2 長生郡睦沢町 上之郷 山田谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3151 佐貫17 長生郡睦沢町 佐貫 姥神  長生土木事務所 Ⅱ-3200 上之郷3 長生郡睦沢町 上之郷 山田谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3152 佐貫18 長生郡睦沢町 佐貫 馬場  長生土木事務所 Ⅱ-3201 上之郷4 長生郡睦沢町 上之郷 山田谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3153 佐貫19 長生郡睦沢町 佐貫 馬場  長生土木事務所 Ⅱ-3202 上之郷5 長生郡睦沢町 上之郷 山田谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3154 佐貫20 長生郡睦沢町 佐貫 赤根久  長生土木事務所 Ⅱ-3203 上之郷6 長生郡睦沢町 上之郷 山田谷 
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長生土木事務所 Ⅱ-3204 上之郷7 長生郡睦沢町 上之郷 山田谷  長生土木事務所 Ⅱ-3255 大上28 長生郡睦沢町 大上 碇下 
長生土木事務所 Ⅱ-3205 上之郷8 長生郡睦沢町 上之郷 山田谷  長生土木事務所 Ⅱ-3256 大上29 長生郡睦沢町 大上 碇下 
長生土木事務所 Ⅱ-3206 上之郷9 長生郡睦沢町 上之郷 山田谷  長生土木事務所 Ⅱ-3257 大上30 長生郡睦沢町 大上 碇上 
長生土木事務所 Ⅱ-3207 上之郷10 長生郡睦沢町 上之郷 東谷  長生土木事務所 Ⅱ-3258 大上31 長生郡睦沢町 大上 碇上 
長生土木事務所 Ⅱ-3208 上之郷11 長生郡睦沢町 上之郷 東谷  長生土木事務所 Ⅱ-3259 大上32 長生郡睦沢町 大上 碇上 
長生土木事務所 Ⅱ-3209 上之郷12 長生郡睦沢町 上之郷 東谷  長生土木事務所 Ⅱ-3260 大上33 長生郡睦沢町 大上 碇上 
長生土木事務所 Ⅱ-3211 上之郷14 長生郡睦沢町 上之郷 東谷  長生土木事務所 Ⅱ-3261 大上34 長生郡睦沢町 大上 碇上 
長生土木事務所 Ⅱ-3212 上之郷15 長生郡睦沢町 上之郷 東谷  長生土木事務所 Ⅱ-3262 大上35 長生郡睦沢町 大上 碇上 
長生土木事務所 Ⅱ-3213 上之郷16 長生郡睦沢町 上之郷 東谷  長生土木事務所 Ⅱ-3263 大上36 長生郡睦沢町 大上 碇上 
長生土木事務所 Ⅱ-3214 上之郷17 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3264 大上37 長生郡睦沢町 大上 碇上 
長生土木事務所 Ⅱ-3216 上之郷19 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3265 大上38 長生郡睦沢町 大上 碇上 
長生土木事務所 Ⅱ-3217 上之郷20 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3266 大上39 長生郡睦沢町 大上 原鑓水 
長生土木事務所 Ⅱ-3218 上之郷21 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3267 大上40 長生郡睦沢町 大上 原鑓水 
長生土木事務所 Ⅱ-3219 上之郷22 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3268 大上41 長生郡睦沢町 大上 原鑓水 
長生土木事務所 Ⅱ-3220 上之郷23 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3269 大上42 長生郡睦沢町 大上 原鑓水 
長生土木事務所 Ⅱ-3221 上之郷24 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3270 岩井1 長生郡睦沢町 岩井 尾張 
長生土木事務所 Ⅱ-3222 上之郷25 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3271 岩井2 長生郡睦沢町 岩井 尾張 
長生土木事務所 Ⅱ-3223 上之郷26 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3272 岩井3 長生郡睦沢町 岩井 尾張 
長生土木事務所 Ⅱ-3224 上之郷27 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3273 岩井4 長生郡睦沢町 岩井 尾張 
長生土木事務所 Ⅱ-3225 上之郷28 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3274 岩井5 長生郡睦沢町 岩井 尾張 
長生土木事務所 Ⅱ-3226 上之郷29 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3275 岩井6 長生郡睦沢町 岩井 尾張 
長生土木事務所 Ⅱ-3227 上之郷30 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3276 岩井7 長生郡睦沢町 岩井 西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3228 上之郷31 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3277 岩井8 長生郡睦沢町 岩井 西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3230 上之郷33 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3278 岩井9 長生郡睦沢町 岩井 西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3231 上之郷34 長生郡睦沢町 上之郷 鴫谷  長生土木事務所 Ⅱ-3279 岩井10 長生郡睦沢町 岩井 西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3232 大上4 長生郡睦沢町 大上 部田  長生土木事務所 Ⅱ-3280 岩井11 長生郡睦沢町 岩井 西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3233 大上5 長生郡睦沢町 大上 部田  長生土木事務所 Ⅱ-3281 岩井12 長生郡睦沢町 岩井 西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3234 大上6 長生郡睦沢町 大上 部田  長生土木事務所 Ⅱ-3282 岩井13 長生郡睦沢町 岩井 西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3235 大上7 長生郡睦沢町 大上 部田  長生土木事務所 Ⅱ-3283 岩井14 長生郡睦沢町 岩井 西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3236 大上8 長生郡睦沢町 大上 部田  長生土木事務所 Ⅱ-3284 岩井15 長生郡睦沢町 岩井 西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3237 大上9 長生郡睦沢町 大上 部田  長生土木事務所 Ⅱ-3285 岩井16 長生郡睦沢町 岩井 第二 
長生土木事務所 Ⅱ-3238 大上10 長生郡睦沢町 大上 杉山  長生土木事務所 Ⅱ-3286 岩井17 長生郡睦沢町 岩井 第二 
長生土木事務所 Ⅱ-3239 大上11 長生郡睦沢町 大上 杉山  長生土木事務所 Ⅱ-3287 岩井18 長生郡睦沢町 岩井 第二 
長生土木事務所 Ⅱ-3240 大上12 長生郡睦沢町 大上 杉山  長生土木事務所 Ⅱ-3288 岩井19 長生郡睦沢町 岩井 第二 
長生土木事務所 Ⅱ-3241 大上13 長生郡睦沢町 大上 杉山  長生土木事務所 Ⅱ-3289 岩井20 長生郡睦沢町 岩井 第二 
長生土木事務所 Ⅱ-3242 大上14 長生郡睦沢町 大上 杉山  長生土木事務所 Ⅱ-3290 小滝1 長生郡睦沢町 小滝 根前 
長生土木事務所 Ⅱ-3243 大上15 長生郡睦沢町 大上 飯沢  長生土木事務所 Ⅱ-3291 妙楽寺5 長生郡睦沢町 妙楽寺 妙下 
長生土木事務所 Ⅱ-3244 大上16 長生郡睦沢町 大上 飯沢  長生土木事務所 Ⅱ-3292 妙楽寺6 長生郡睦沢町 妙楽寺 妙下 
長生土木事務所 Ⅱ-3245 大上17 長生郡睦沢町 大上 飯沢  長生土木事務所 Ⅱ-3293 妙楽寺7 長生郡睦沢町 妙楽寺 妙下 
長生土木事務所 Ⅱ-3246 大上19 長生郡睦沢町 大上 飯沢  長生土木事務所 Ⅱ-3294 妙楽寺8 長生郡睦沢町 妙楽寺 妙下 
長生土木事務所 Ⅱ-3247 大上20 長生郡睦沢町 大上 房谷  長生土木事務所 Ⅱ-3295 妙楽寺9 長生郡睦沢町 妙楽寺 妙下 
長生土木事務所 Ⅱ-3248 大上21 長生郡睦沢町 大上 房谷  長生土木事務所 Ⅱ-3296 妙楽寺10 長生郡睦沢町 妙楽寺 妙下 
長生土木事務所 Ⅱ-3249 大上22 長生郡睦沢町 大上 房谷  長生土木事務所 Ⅱ-3297 妙楽寺11 長生郡睦沢町 妙楽寺 中村 
長生土木事務所 Ⅱ-3250 大上23 長生郡睦沢町 大上 房谷  長生土木事務所 Ⅱ-3298 妙楽寺12 長生郡睦沢町 妙楽寺 荒上 
長生土木事務所 Ⅱ-3251 大上24 長生郡睦沢町 大上 房谷  長生土木事務所 Ⅱ-3299 妙楽寺13 長生郡睦沢町 妙楽寺 荒上 
長生土木事務所 Ⅱ-3252 大上25 長生郡睦沢町 大上 房谷  長生土木事務所 Ⅱ-3300 妙楽寺14 長生郡睦沢町 妙楽寺 荒上 
長生土木事務所 Ⅱ-3253 大上26 長生郡睦沢町 大上 房谷  長生土木事務所 Ⅱ-3302 妙楽寺16 長生郡睦沢町 妙楽寺 川音 
長生土木事務所 Ⅱ-3254 大上27 長生郡睦沢町 大上 房谷  長生土木事務所 Ⅱ-3303 妙楽寺17 長生郡睦沢町 妙楽寺 川音 
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長生土木事務所 Ⅱ-3304 妙楽寺18 長生郡睦沢町 妙楽寺 川音  長生土木事務所 Ⅱ-3355 刑部1 長生郡長柄町 刑部   
長生土木事務所 Ⅱ-3305 妙楽寺19 長生郡睦沢町 妙楽寺 川音  長生土木事務所 Ⅱ-3356 刑部2 長生郡長柄町 刑部 辺田 
長生土木事務所 Ⅱ-3306 妙楽寺20 長生郡睦沢町 妙楽寺 川音  長生土木事務所 Ⅱ-3357 刑部3 長生郡長柄町 刑部 辺田 
長生土木事務所 Ⅱ-3307 妙楽寺21 長生郡睦沢町 妙楽寺 川音  長生土木事務所 Ⅱ-3358 刑部4 長生郡長柄町 刑部 辺田 
長生土木事務所 Ⅱ-3309 船木2 長生郡長柄町 船木 八反目  長生土木事務所 Ⅱ-3359 刑部5 長生郡長柄町 刑部 辺田 
長生土木事務所 Ⅱ-3311 船木4 長生郡長柄町 船木 八反目  長生土木事務所 Ⅱ-3360 刑部6 長生郡長柄町 刑部   
長生土木事務所 Ⅱ-3312 味庄3 長生郡長柄町 味庄 上味庄  長生土木事務所 Ⅱ-3361 刑部7 長生郡長柄町 刑部 辺田 
長生土木事務所 Ⅱ-3313 味庄4 長生郡長柄町 味庄 下味庄  長生土木事務所 Ⅱ-3362 刑部8 長生郡長柄町 刑部 辺田 
長生土木事務所 Ⅱ-3314 味庄6 長生郡長柄町 味庄    長生土木事務所 Ⅱ-3363 刑部9 長生郡長柄町 刑部 辺田 
長生土木事務所 Ⅱ-3315 味庄7 長生郡長柄町 味庄    長生土木事務所 Ⅱ-3365 刑部11 長生郡長柄町 刑部 月川 
長生土木事務所 Ⅱ-3316 長柄山3 長生郡長柄町 長柄山    長生土木事務所 Ⅱ-3366 刑部12 長生郡長柄町 刑部 吹谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3317 長柄山4 長生郡長柄町 長柄山    長生土木事務所 Ⅱ-3368 刑部14 長生郡長柄町 刑部 稲塚 
長生土木事務所 Ⅱ-3318 長柄山5 長生郡長柄町 長柄山    長生土木事務所 Ⅱ-3369 刑部15 長生郡長柄町 刑部 稲塚 
長生土木事務所 Ⅱ-3319 長柄山6 長生郡長柄町 長柄山    長生土木事務所 Ⅱ-3370 刑部16 長生郡長柄町 刑部 稲塚 
長生土木事務所 Ⅱ-3320 長柄山7 長生郡長柄町 長柄山    長生土木事務所 Ⅱ-3371 刑部17 長生郡長柄町 刑部 篠網 
長生土木事務所 Ⅱ-3321 長柄山8 長生郡長柄町 長柄山    長生土木事務所 Ⅱ-3372 刑部18 長生郡長柄町 刑部 篠網 
長生土木事務所 Ⅱ-3322 長柄山9 長生郡長柄町 長柄山    長生土木事務所 Ⅱ-3373 刑部19 長生郡長柄町 刑部 篠網 
長生土木事務所 Ⅱ-3323 長柄山10 長生郡長柄町 長柄山    長生土木事務所 Ⅱ-3374 刑部20 長生郡長柄町 刑部 三沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3324 六地蔵1 長生郡長柄町 六地蔵    長生土木事務所 Ⅱ-3375 刑部21 長生郡長柄町 刑部 三沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3325 六地蔵2 長生郡長柄町 六地蔵    長生土木事務所 Ⅱ-3376 刑部22 長生郡長柄町 刑部 三沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3326 六地蔵3 長生郡長柄町 六地蔵    長生土木事務所 Ⅱ-3377 刑部23 長生郡長柄町 刑部 三沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3327 六地蔵4 長生郡長柄町 六地蔵    長生土木事務所 Ⅱ-3378 刑部24 長生郡長柄町 刑部 三沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3328 国府里1 長生郡長柄町 国府里    長生土木事務所 Ⅱ-3379 刑部25 長生郡長柄町 刑部 三沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3329 国府里2 長生郡長柄町 国府里    長生土木事務所 Ⅱ-3380 刑部26 長生郡長柄町 刑部 三沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3330 国府里3 長生郡長柄町 国府里    長生土木事務所 Ⅱ-3381 刑部27 長生郡長柄町 刑部 三沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3331 国府里4 長生郡長柄町 国府里    長生土木事務所 Ⅱ-3382 針ヶ谷1 長生郡長柄町 針ヶ谷   
長生土木事務所 Ⅱ-3332 山根2 長生郡長柄町 山根 大加場  長生土木事務所 Ⅱ-3383 針ヶ谷2 長生郡長柄町 針ヶ谷   
長生土木事務所 Ⅱ-3333 山根3 長生郡長柄町 山根 大加場  長生土木事務所 Ⅱ-3384 針ヶ谷3 長生郡長柄町 針ヶ谷   
長生土木事務所 Ⅱ-3334 山根4 長生郡長柄町 山根    長生土木事務所 Ⅱ-3385 針ヶ谷4 長生郡長柄町 針ヶ谷   
長生土木事務所 Ⅱ-3335 山根5 長生郡長柄町 山根 別所  長生土木事務所 Ⅱ-3386 針ヶ谷5 長生郡長柄町 針ヶ谷   
長生土木事務所 Ⅱ-3336 山根6 長生郡長柄町 山根 別所  長生土木事務所 Ⅱ-3387 針ヶ谷6 長生郡長柄町 針ヶ谷   
長生土木事務所 Ⅱ-3337 山根7 長生郡長柄町 山根 別所  長生土木事務所 Ⅱ-3388 針ヶ谷7 長生郡長柄町 針ヶ谷   
長生土木事務所 Ⅱ-3338 山根8 長生郡長柄町 山根 飯尾  長生土木事務所 Ⅱ-3389 針ヶ谷8 長生郡長柄町 針ヶ谷 針ヶ谷東

部 長生土木事務所 Ⅱ-3339 山根10 長生郡長柄町 山根    長生土木事務所 Ⅱ-3390 針ヶ谷9 長生郡長柄町 針ヶ谷 針ヶ谷東
部 長生土木事務所 Ⅱ-3341 山根12 長生郡長柄町 山根    長生土木事務所 Ⅱ-3391 針ヶ谷10 長生郡長柄町 針ヶ谷 針ヶ谷東
部 長生土木事務所 Ⅱ-3342 山根13 長生郡長柄町 山根    長生土木事務所 Ⅱ-3392 針ヶ谷11 長生郡長柄町 針ヶ谷 針ヶ谷東
部 長生土木事務所 Ⅱ-3343 山根14 長生郡長柄町 山根    長生土木事務所 Ⅱ-3393 針ヶ谷12 長生郡長柄町 針ヶ谷 針ヶ谷東
部 長生土木事務所 Ⅱ-3344 千代丸1 長生郡長柄町 千代丸    長生土木事務所 Ⅱ-3394 針ヶ谷13 長生郡長柄町 針ヶ谷 針ヶ谷東
部 長生土木事務所 Ⅱ-3345 千代丸2 長生郡長柄町 千代丸    長生土木事務所 Ⅱ-3395 針ヶ谷14 長生郡長柄町 針ヶ谷   

長生土木事務所 Ⅱ-3346 千代丸3 長生郡長柄町 千代丸    長生土木事務所 Ⅱ-3396 針ヶ谷15 長生郡長柄町 針ヶ谷   
長生土木事務所 Ⅱ-3347 千代丸4 長生郡長柄町 千代丸    長生土木事務所 Ⅱ-3397 針ヶ谷16 長生郡長柄町 針ヶ谷   
長生土木事務所 Ⅱ-3348 千代丸6 長生郡長柄町 千代丸    長生土木事務所 Ⅱ-3398 針ヶ谷17 長生郡長柄町 針ヶ谷 針ヶ谷西

部 長生土木事務所 Ⅱ-3349 千代丸7 長生郡長柄町 千代丸    長生土木事務所 Ⅱ-3399 針ヶ谷18 長生郡長柄町 針ヶ谷 針ヶ谷西
部 長生土木事務所 Ⅱ-3350 千代丸9 長生郡長柄町 千代丸    長生土木事務所 Ⅱ-3400 針ヶ谷19 長生郡長柄町 針ヶ谷 針ヶ谷西
部 長生土木事務所 Ⅱ-3351 力丸1 長生郡長柄町 力丸    長生土木事務所 Ⅱ-3401 立鳥1 長生郡長柄町 立鳥   

長生土木事務所 Ⅱ-3352 力丸2 長生郡長柄町 力丸    長生土木事務所 Ⅱ-3402 立鳥2 長生郡長柄町 立鳥   
長生土木事務所 Ⅱ-3353 力丸3 長生郡長柄町 力丸    長生土木事務所 Ⅱ-3403 立鳥3 長生郡長柄町 立鳥   
長生土木事務所 Ⅱ-3354 力丸4 長生郡長柄町 力丸    長生土木事務所 Ⅱ-3404 立鳥4 長生郡長柄町 立鳥   
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長生土木事務所 Ⅱ-3405 立鳥5 長生郡長柄町 立鳥    長生土木事務所 Ⅱ-3454 鴇谷22 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3406 立鳥6 長生郡長柄町 立鳥    長生土木事務所 Ⅱ-3455 鴇谷23 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷西部 
長生土木事務所 Ⅱ-3407 立鳥7 長生郡長柄町 立鳥 汲井  長生土木事務所 Ⅱ-3456 鴇谷24 長生郡長柄町 鴇谷 関谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3408 立鳥8 長生郡長柄町 立鳥 汲井  長生土木事務所 Ⅱ-3457 鴇谷25 長生郡長柄町 鴇谷 関谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3409 立鳥9 長生郡長柄町 立鳥 汲井  長生土木事務所 Ⅱ-3458 徳増1 長生郡長柄町 徳増   
長生土木事務所 Ⅱ-3410 立鳥10 長生郡長柄町 立鳥 汲井  長生土木事務所 Ⅱ-3459 徳増2 長生郡長柄町 徳増   
長生土木事務所 Ⅱ-3411 桜谷1 長生郡長柄町 桜谷 坊谷  長生土木事務所 Ⅱ-3461 田代2 長生郡長柄町 田代   
長生土木事務所 Ⅱ-3412 桜谷2 長生郡長柄町 桜谷 坊谷  長生土木事務所 Ⅱ-3463 田代4 長生郡長柄町 田代   
長生土木事務所 Ⅱ-3413 桜谷3 長生郡長柄町 桜谷 坊谷  長生土木事務所 Ⅱ-3464 大津倉1 長生郡長柄町 大津倉 長柳 
長生土木事務所 Ⅱ-3414 桜谷4 長生郡長柄町 桜谷 坊谷  長生土木事務所 Ⅱ-3465 大津倉2 長生郡長柄町 大津倉 長柳 
長生土木事務所 Ⅱ-3415 桜谷5 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3466 大津倉3 長生郡長柄町 大津倉 長柳 
長生土木事務所 Ⅱ-3416 桜谷6 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3467 大津倉4 長生郡長柄町 大津倉 長柳 
長生土木事務所 Ⅱ-3417 桜谷7 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3468 大津倉5 長生郡長柄町 大津倉 長柳 
長生土木事務所 Ⅱ-3418 桜谷8 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3469 大津倉6 長生郡長柄町 大津倉 長柳 
長生土木事務所 Ⅱ-3419 桜谷9 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3470 大津倉7 長生郡長柄町 大津倉 長柳 
長生土木事務所 Ⅱ-3420 桜谷10 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3471 大津倉8 長生郡長柄町 大津倉 長柳 
長生土木事務所 Ⅱ-3421 桜谷11 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3472 大津倉9 長生郡長柄町 大津倉 長柳 
長生土木事務所 Ⅱ-3422 桜谷12 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3473 大津倉10 長生郡長柄町 大津倉 長柳 
長生土木事務所 Ⅱ-3423 桜谷13 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3475 大津倉12 長生郡長柄町 大津倉 不動 
長生土木事務所 Ⅱ-3424 桜谷14 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3476 大津倉13 長生郡長柄町 大津倉 日の宮 
長生土木事務所 Ⅱ-3425 桜谷15 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3478 大津倉15 長生郡長柄町 大津倉   
長生土木事務所 Ⅱ-3426 桜谷16 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3479 大津倉16 長生郡長柄町 大津倉   
長生土木事務所 Ⅱ-3427 桜谷17 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3480 大津倉17 長生郡長柄町 大津倉   
長生土木事務所 Ⅱ-3428 桜谷18 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3481 大津倉18 長生郡長柄町 大津倉   
長生土木事務所 Ⅱ-3429 桜谷19 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3482 大津倉19 長生郡長柄町 大津倉   
長生土木事務所 Ⅱ-3430 桜谷20 長生郡長柄町 桜谷    長生土木事務所 Ⅱ-3483 高山1 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3432 金谷3 長生郡長柄町 金谷    長生土木事務所 Ⅱ-3484 高山2 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3433 金谷4 長生郡長柄町 金谷    長生土木事務所 Ⅱ-3485 高山3 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3434 金谷5 長生郡長柄町 金谷    長生土木事務所 Ⅱ-3486 高山5 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3435 鴇谷1 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷西部  長生土木事務所 Ⅱ-3487 高山6 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3436 鴇谷2 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷西部  長生土木事務所 Ⅱ-3488 高山7 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3437 鴇谷3 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷西部  長生土木事務所 Ⅱ-3489 高山8 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3438 鴇谷4 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷西部  長生土木事務所 Ⅱ-3490 高山9 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3439 鴇谷5 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷西部  長生土木事務所 Ⅱ-3491 高山10 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3440 鴇谷6 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷西部  長生土木事務所 Ⅱ-3492 高山11 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3441 鴇谷7 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷西部  長生土木事務所 Ⅱ-3493 高山12 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3442 鴇谷8 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3494 高山13 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3443 鴇谷9 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3495 高山14 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3444 鴇谷10 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3496 高山15 長生郡長柄町 高山   
長生土木事務所 Ⅱ-3445 鴇谷11 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3497 大庭1 長生郡長柄町 大庭   
長生土木事務所 Ⅱ-3446 鴇谷12 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3498 大庭2 長生郡長柄町 大庭   
長生土木事務所 Ⅱ-3447 鴇谷13 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3500 大庭4 長生郡長柄町 大庭   
長生土木事務所 Ⅱ-3448 鴇谷15 長生郡長柄町 鴇谷 原田  長生土木事務所 Ⅱ-3501 大庭5 長生郡長柄町 大庭   
長生土木事務所 Ⅱ-3449 鴇谷17 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3502 大庭6 長生郡長柄町 大庭   
長生土木事務所 Ⅱ-3450 鴇谷18 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3503 大庭7 長生郡長柄町 大庭   
長生土木事務所 Ⅱ-3451 鴇谷19 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3504 大庭8 長生郡長柄町 大庭   
長生土木事務所 Ⅱ-3452 鴇谷20 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3505 大庭9 長生郡長柄町 大庭   
長生土木事務所 Ⅱ-3453 鴇谷21 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部  長生土木事務所 Ⅱ-3506 大庭10 長生郡長柄町 大庭   
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長生土木事務所 Ⅱ-3507 大庭11 長生郡長柄町 大庭    長生土木事務所 Ⅱ-3557 小沢1 長生郡長南町 小沢 広末 
長生土木事務所 Ⅱ-3508 大庭12 長生郡長柄町 大庭    長生土木事務所 Ⅱ-3558 小沢2 長生郡長南町 小沢 春日部田 
長生土木事務所 Ⅱ-3509 中野台1 長生郡長柄町 中野台    長生土木事務所 Ⅱ-3559 小沢3 長生郡長南町 小沢 丸亀 
長生土木事務所 Ⅱ-3510 市野 1々 長生郡長南町 市野  々 金谷  長生土木事務所 Ⅱ-3560 小生田1 長生郡長南町 小生田 一丁目 
長生土木事務所 Ⅱ-3511 市野 2々 長生郡長南町 市野  々 大久保  長生土木事務所 Ⅱ-3561 小生田2 長生郡長南町 小生田 南下 
長生土木事務所 Ⅱ-3512 市野 3々 長生郡長南町 市野  々 砂坂  長生土木事務所 Ⅱ-3562 小生田3 長生郡長南町 小生田 南下 
長生土木事務所 Ⅱ-3513 市野 4々 長生郡長南町 市野  々 多感台  長生土木事務所 Ⅱ-3563 小生田4 長生郡長南町 小生田 木売谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3514 市野 5々 長生郡長南町 市野  々 滝ノ上  長生土木事務所 Ⅱ-3564 小生田5 長生郡長南町 小生田 堰前 
長生土木事務所 Ⅱ-3515 市野 6々 長生郡長南町 市野  々 滝ノ上  長生土木事務所 Ⅱ-3565 小生田6 長生郡長南町 小生田 御堂谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3517 市野 8々 長生郡長南町 市野  々 滑田  長生土木事務所 Ⅱ-3566 小生田7 長生郡長南町 小生田 御堂谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3518 市野 9々 長生郡長南町 市野  々 長川原  長生土木事務所 Ⅱ-3567 小生田8 長生郡長南町 小生田 猿田見 
長生土木事務所 Ⅱ-3519 市野 1々0 長生郡長南町 市野  々 清水  長生土木事務所 Ⅱ-3568 小生田9 長生郡長南町 小生田 南谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3520 市野 1々1 長生郡長南町 市野  々 三丁坂  長生土木事務所 Ⅱ-3569 小生田10 長生郡長南町 小生田 南谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3521 市野 1々2 長生郡長南町 市野  々 広台  長生土木事務所 Ⅱ-3570 小生田11 長生郡長南町 小生田 引関 
長生土木事務所 Ⅱ-3522 市野 1々3 長生郡長南町 市野  々 山田  長生土木事務所 Ⅱ-3571 小生田12 長生郡長南町 小生田 引関 
長生土木事務所 Ⅱ-3523 市野 1々4 長生郡長南町 市野  々 深作  長生土木事務所 Ⅱ-3572 小生田13 長生郡長南町 小生田 富士下 
長生土木事務所 Ⅱ-3524 市野 1々5 長生郡長南町 市野  々 堂下  長生土木事務所 Ⅱ-3573 笠森1 長生郡長南町 笠森 櫓前 
長生土木事務所 Ⅱ-3525 市野 1々6 長生郡長南町 市野  々 小堀  長生土木事務所 Ⅱ-3574 笠森2 長生郡長南町 笠森 美猛 
長生土木事務所 Ⅱ-3526 市野 1々7 長生郡長南町 市野  々 中嶋  長生土木事務所 Ⅱ-3575 笠森3 長生郡長南町 笠森 橋戸 
長生土木事務所 Ⅱ-3527 市野 1々8 長生郡長南町 市野  々 中嶋  長生土木事務所 Ⅱ-3576 笠森4 長生郡長南町 笠森 日ノ宮 
長生土木事務所 Ⅱ-3528 市野 1々9 長生郡長南町 市野  々 笹ノ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3577 笠森5 長生郡長南町 笠森 壁ノ脇 
長生土木事務所 Ⅱ-3529 市野 2々0 長生郡長南町 市野  々 城ノ内  長生土木事務所 Ⅱ-3578 笠森6 長生郡長南町 笠森 観音山 
長生土木事務所 Ⅱ-3531 市野 2々2 長生郡長南町 市野  々 棒辺田  長生土木事務所 Ⅱ-3579 笠森7 長生郡長南町 笠森 町並 
長生土木事務所 Ⅱ-3532 市野 2々3 長生郡長南町 市野  々 棒坂  長生土木事務所 Ⅱ-3580 笠森8 長生郡長南町 笠森 森ノ腰 
長生土木事務所 Ⅱ-3533 市野 2々4 長生郡長南町 市野  々 棒坂  長生土木事務所 Ⅱ-3581 上小野田1 長生郡長南町 上小野田 金井田 
長生土木事務所 Ⅱ-3534 市野 2々5 長生郡長南町 市野  々 須釜堀  長生土木事務所 Ⅱ-3582 上小野田2 長生郡長南町 上小野田 中谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3535 市野 2々6 長生郡長南町 市野  々 汲田  長生土木事務所 Ⅱ-3583 上小野田3 長生郡長南町 上小野田 星谷部田 
長生土木事務所 Ⅱ-3536 市野 2々7 長生郡長南町 市野  々 堂下  長生土木事務所 Ⅱ-3584 上小野田4 長生郡長南町 上小野田 野口 
長生土木事務所 Ⅱ-3537 市野 2々8 長生郡長南町 市野  々 東谷入口  長生土木事務所 Ⅱ-3585 上小野田5 長生郡長南町 上小野田 中谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3538 今泉1 長生郡長南町 今泉 大谷  長生土木事務所 Ⅱ-3586 上小野田6 長生郡長南町 上小野田 長土路 
長生土木事務所 Ⅱ-3539 今泉2 長生郡長南町 今泉 大谷  長生土木事務所 Ⅱ-3587 上小野田7 長生郡長南町 上小野田 川間 
長生土木事務所 Ⅱ-3540 今泉3 長生郡長南町 今泉 嶋田  長生土木事務所 Ⅱ-3588 上小野田8 長生郡長南町 上小野田 川間 
長生土木事務所 Ⅱ-3541 今泉4 長生郡長南町 今泉 井土  長生土木事務所 Ⅱ-3589 上小野田9 長生郡長南町 上小野田 西部田 
長生土木事務所 Ⅱ-3542 今泉5 長生郡長南町 今泉 小谷  長生土木事務所 Ⅱ-3590 上小野田10 長生郡長南町 上小野田 西部田 
長生土木事務所 Ⅱ-3543 今泉6 長生郡長南町 今泉 三反町  長生土木事務所 Ⅱ-3591 上小野田11 長生郡長南町 上小野田 西部田 
長生土木事務所 Ⅱ-3544 今泉7 長生郡長南町 今泉 清水  長生土木事務所 Ⅱ-3592 上小野田12 長生郡長南町 上小野田 滝尻 
長生土木事務所 Ⅱ-3545 今泉8 長生郡長南町 今泉 清水  長生土木事務所 Ⅱ-3593 蔵持1 長生郡長南町 蔵持 北谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3546 今泉9 長生郡長南町 今泉 梅木谷  長生土木事務所 Ⅱ-3595 蔵持3 長生郡長南町 蔵持 明神下 
長生土木事務所 Ⅱ-3547 今泉10 長生郡長南町 今泉 小谷  長生土木事務所 Ⅱ-3596 蔵持4 長生郡長南町 蔵持 長所 
長生土木事務所 Ⅱ-3548 今泉11 長生郡長南町 今泉 大谷  長生土木事務所 Ⅱ-3597 蔵持5 長生郡長南町 蔵持 長所 
長生土木事務所 Ⅱ-3549 岩川1 長生郡長南町 岩川 新堀  長生土木事務所 Ⅱ-3598 蔵持6 長生郡長南町 蔵持 岩井戸 
長生土木事務所 Ⅱ-3550 岩川2 長生郡長南町 岩川 新堀  長生土木事務所 Ⅱ-3599 蔵持7 長生郡長南町 蔵持 岩井戸 
長生土木事務所 Ⅱ-3551 岩川3 長生郡長南町 岩川 糠ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3600 蔵持8 長生郡長南町 蔵持 南谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3552 岩川4 長生郡長南町 岩川 糠ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3601 蔵持9 長生郡長南町 蔵持 老田 
長生土木事務所 Ⅱ-3553 岩川5 長生郡長南町 岩川 神曽  長生土木事務所 Ⅱ-3602 蔵持10 長生郡長南町 蔵持 老田 
長生土木事務所 Ⅱ-3554 岩川6 長生郡長南町 岩川 神曽  長生土木事務所 Ⅱ-3603 蔵持11 長生郡長南町 蔵持 下田 
長生土木事務所 Ⅱ-3555 岩撫1 長生郡長南町 岩撫 外ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3604 蔵持12 長生郡長南町 蔵持 畑中 
長生土木事務所 Ⅱ-3556 岩撫2 長生郡長南町 岩撫 君ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3605 蔵持13 長生郡長南町 蔵持 番町 
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長生土木事務所 Ⅱ-3607 蔵持15 長生郡長南町 蔵持 毛久蔵  長生土木事務所 Ⅱ-3655 坂本35 長生郡長南町 坂本 水畑前 
長生土木事務所 Ⅱ-3608 蔵持16 長生郡長南町 蔵持 浅草  長生土木事務所 Ⅱ-3656 坂本36 長生郡長南町 坂本 水畑前 
長生土木事務所 Ⅱ-3609 蔵持17 長生郡長南町 蔵持 星谷  長生土木事務所 Ⅱ-3657 坂本37 長生郡長南町 坂本 水畑前 
長生土木事務所 Ⅱ-3610 蔵持18 長生郡長南町 蔵持 和泉谷  長生土木事務所 Ⅱ-3658 坂本38 長生郡長南町 坂本 小芝中 
長生土木事務所 Ⅱ-3611 蔵持19 長生郡長南町 蔵持 和泉谷  長生土木事務所 Ⅱ-3659 坂本39 長生郡長南町 坂本 利根里川

田 長生土木事務所 Ⅱ-3612 蔵持20 長生郡長南町 蔵持 稲島  長生土木事務所 Ⅱ-3660 坂本40 長生郡長南町 坂本 脇ノ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3613 蔵持21 長生郡長南町 蔵持 和泉谷  長生土木事務所 Ⅱ-3661 坂本41 長生郡長南町 坂本 脇ノ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3614 蔵持22 長生郡長南町 蔵持 望地谷  長生土木事務所 Ⅱ-3663 坂本43 長生郡長南町 坂本 谷川間 
長生土木事務所 Ⅱ-3615 蔵持23 長生郡長南町 蔵持 佐別当  長生土木事務所 Ⅱ-3664 坂本44 長生郡長南町 坂本 西谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3616 蔵持24 長生郡長南町 蔵持 佐別当  長生土木事務所 Ⅱ-3665 坂本45 長生郡長南町 坂本 兵坪 
長生土木事務所 Ⅱ-3617 蔵持25 長生郡長南町 蔵持 中ノ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3666 坂本46 長生郡長南町 坂本 兵坪 
長生土木事務所 Ⅱ-3618 蔵持26 長生郡長南町 蔵持 鎌ヶ堀  長生土木事務所 Ⅱ-3667 坂本47 長生郡長南町 坂本 小谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3619 蔵持27 長生郡長南町 蔵持 船ヶ嶋  長生土木事務所 Ⅱ-3668 坂本48 長生郡長南町 坂本 小谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3620 蔵持28 長生郡長南町 蔵持 船ヶ嶋  長生土木事務所 Ⅱ-3669 坂本49 長生郡長南町 坂本 柿ノ下 
長生土木事務所 Ⅱ-3621 坂本1 長生郡長南町 坂本 八幡下  長生土木事務所 Ⅱ-3670 佐坪1 長生郡長南町 佐坪 芋ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3622 坂本2 長生郡長南町 坂本 八幡下  長生土木事務所 Ⅱ-3671 佐坪2 長生郡長南町 佐坪 坪ノ内 
長生土木事務所 Ⅱ-3623 坂本3 長生郡長南町 坂本 小金谷  長生土木事務所 Ⅱ-3672 佐坪3 長生郡長南町 佐坪 白山 
長生土木事務所 Ⅱ-3624 坂本4 長生郡長南町 坂本 三谷  長生土木事務所 Ⅱ-3673 佐坪4 長生郡長南町 佐坪 口呂 
長生土木事務所 Ⅱ-3625 坂本5 長生郡長南町 坂本 田宿  長生土木事務所 Ⅱ-3674 佐坪5 長生郡長南町 佐坪 赤関 
長生土木事務所 Ⅱ-3626 坂本6 長生郡長南町 坂本 田宿  長生土木事務所 Ⅱ-3675 佐坪6 長生郡長南町 佐坪 東谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3627 坂本7 長生郡長南町 坂本 田宿  長生土木事務所 Ⅱ-3676 佐坪7 長生郡長南町 佐坪 根田 
長生土木事務所 Ⅱ-3628 坂本8 長生郡長南町 坂本 佐敷前  長生土木事務所 Ⅱ-3677 佐坪8 長生郡長南町 佐坪 扇子谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3629 坂本9 長生郡長南町 坂本 佐敷前  長生土木事務所 Ⅱ-3678 佐坪9 長生郡長南町 佐坪 扇子谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3630 坂本10 長生郡長南町 坂本 栗木谷  長生土木事務所 Ⅱ-3679 佐坪10 長生郡長南町 佐坪 前ノ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3631 坂本11 長生郡長南町 坂本 大黒  長生土木事務所 Ⅱ-3680 佐坪11 長生郡長南町 佐坪 前ノ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3632 坂本12 長生郡長南町 坂本 大黒  長生土木事務所 Ⅱ-3681 佐坪12 長生郡長南町 佐坪 北向 
長生土木事務所 Ⅱ-3633 坂本13 長生郡長南町 坂本 西蒲ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3682 佐坪13 長生郡長南町 佐坪 永沼 
長生土木事務所 Ⅱ-3634 坂本14 長生郡長南町 坂本 東蒲ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3683 芝原2 長生郡長南町 芝原 師保沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3635 坂本15 長生郡長南町 坂本 東蒲ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3684 芝原3 長生郡長南町 芝原 広ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3636 坂本16 長生郡長南町 坂本 東蒲ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3685 芝原4 長生郡長南町 芝原 蚊谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3637 坂本17 長生郡長南町 坂本 東蒲ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3686 芝原5 長生郡長南町 芝原 中谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3638 坂本18 長生郡長南町 坂本 馬場  長生土木事務所 Ⅱ-3687 芝原6 長生郡長南町 芝原 中谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3639 坂本19 長生郡長南町 坂本 中谷  長生土木事務所 Ⅱ-3688 芝原7 長生郡長南町 芝原 中谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3640 坂本20 長生郡長南町 坂本 境部田  長生土木事務所 Ⅱ-3689 芝原8 長生郡長南町 芝原 談所 
長生土木事務所 Ⅱ-3641 坂本21 長生郡長南町 坂本 柳谷  長生土木事務所 Ⅱ-3690 芝原9 長生郡長南町 芝原 八坂 
長生土木事務所 Ⅱ-3642 坂本22 長生郡長南町 坂本 原通  長生土木事務所 Ⅱ-3691 芝原10 長生郡長南町 芝原 八坂 
長生土木事務所 Ⅱ-3643 坂本23 長生郡長南町 坂本 大作  長生土木事務所 Ⅱ-3692 芝原11 長生郡長南町 芝原 八坂 
長生土木事務所 Ⅱ-3644 坂本24 長生郡長南町 坂本 大作  長生土木事務所 Ⅱ-3693 芝原12 長生郡長南町 芝原 東谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3645 坂本25 長生郡長南町 坂本 峯岸  長生土木事務所 Ⅱ-3694 芝原13 長生郡長南町 芝原 東谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3646 坂本26 長生郡長南町 坂本 大城  長生土木事務所 Ⅱ-3695 芝原14 長生郡長南町 芝原 瓜谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3647 坂本27 長生郡長南町 坂本 新敷  長生土木事務所 Ⅱ-3696 地引1 長生郡長南町 地引 滝ノ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3648 坂本28 長生郡長南町 坂本 大城  長生土木事務所 Ⅱ-3697 地引2 長生郡長南町 地引 滝ノ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3649 坂本29 長生郡長南町 坂本 大城  長生土木事務所 Ⅱ-3698 地引3 長生郡長南町 地引 財物 
長生土木事務所 Ⅱ-3650 坂本30 長生郡長南町 坂本 川島  長生土木事務所 Ⅱ-3699 地引4 長生郡長南町 地引 三立谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3651 坂本31 長生郡長南町 坂本 川島  長生土木事務所 Ⅱ-3700 地引5 長生郡長南町 地引 三立谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3652 坂本32 長生郡長南町 坂本 川島  長生土木事務所 Ⅱ-3701 地引6 長生郡長南町 地引 前畑 
長生土木事務所 Ⅱ-3653 坂本33 長生郡長南町 坂本 検ヶ崎  長生土木事務所 Ⅱ-3702 地引7 長生郡長南町 地引 谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3654 坂本34 長生郡長南町 坂本 日宮下  長生土木事務所 Ⅱ-3704 地引9 長生郡長南町 地引 古堰谷 
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長生土木事務所 Ⅱ-3705 地引10 長生郡長南町 地引 古堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3753 棚毛5 長生郡長南町 棚毛 新生 
長生土木事務所 Ⅱ-3706 地引11 長生郡長南町 地引 古堰谷  長生土木事務所 Ⅱ-3755 棚毛7 長生郡長南町 棚毛 殿ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3707 地引12 長生郡長南町 地引 和田前  長生土木事務所 Ⅱ-3756 棚毛8 長生郡長南町 棚毛 西見田 
長生土木事務所 Ⅱ-3708 下小野田1 長生郡長南町 下小野田 川崎  長生土木事務所 Ⅱ-3757 棚毛9 長生郡長南町 棚毛 図武ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3709 下小野田2 長生郡長南町 下小野田 君ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3758 棚毛10 長生郡長南町 棚毛 仁王堂 
長生土木事務所 Ⅱ-3710 下小野田3 長生郡長南町 下小野田 部田  長生土木事務所 Ⅱ-3759 棚毛11 長生郡長南町 棚毛 仁王堂 
長生土木事務所 Ⅱ-3711 下小野田4 長生郡長南町 下小野田 寺谷  長生土木事務所 Ⅱ-3760 棚毛12 長生郡長南町 棚毛 仁王堂 
長生土木事務所 Ⅱ-3712 関原1 長生郡長南町 関原 本郷  長生土木事務所 Ⅱ-3761 棚毛13 長生郡長南町 棚毛 向ｲ殿 
長生土木事務所 Ⅱ-3713 関原2 長生郡長南町 関原 本郷  長生土木事務所 Ⅱ-3762 棚毛14 長生郡長南町 棚毛 近藤前 
長生土木事務所 Ⅱ-3714 関原3 長生郡長南町 関原 本郷  長生土木事務所 Ⅱ-3763 棚毛15 長生郡長南町 棚毛 堰根 
長生土木事務所 Ⅱ-3715 関原4 長生郡長南町 関原 福出谷  長生土木事務所 Ⅱ-3764 棚毛16 長生郡長南町 棚毛 堰根 
長生土木事務所 Ⅱ-3716 関原5 長生郡長南町 関原 仲谷  長生土木事務所 Ⅱ-3765 棚毛17 長生郡長南町 棚毛 向ｲ殿 
長生土木事務所 Ⅱ-3717 関原6 長生郡長南町 関原 仲谷  長生土木事務所 Ⅱ-3766 棚毛21 長生郡長南町 棚毛 垣添 
長生土木事務所 Ⅱ-3718 関原7 長生郡長南町 関原 仲谷  長生土木事務所 Ⅱ-3767 棚毛22 長生郡長南町 棚毛 垣添 
長生土木事務所 Ⅱ-3719 関原8 長生郡長南町 関原 財ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3768 棚毛26 長生郡長南町 棚毛 蛇ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3720 関原9 長生郡長南町 関原 財ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3769 長南1 長生郡長南町 長南 水道町 
長生土木事務所 Ⅱ-3721 関原10 長生郡長南町 関原 財ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3770 長南2 長生郡長南町 長南 滝ﾉ内 
長生土木事務所 Ⅱ-3722 千手堂1 長生郡長南町 千手堂 大谷  長生土木事務所 Ⅱ-3771 長南3 長生郡長南町 長南 武田 
長生土木事務所 Ⅱ-3723 千手堂2 長生郡長南町 千手堂 東谷  長生土木事務所 Ⅱ-3772 長南5 長生郡長南町 長南 中城 
長生土木事務所 Ⅱ-3724 千手堂3 長生郡長南町 千手堂 東谷  長生土木事務所 Ⅱ-3773 長南6 長生郡長南町 長南 六郷谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3725 千手堂4 長生郡長南町 千手堂 大谷  長生土木事務所 Ⅱ-3774 長南7 長生郡長南町 長南 古沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3726 千手堂5 長生郡長南町 千手堂 宮ノ前  長生土木事務所 Ⅱ-3775 豊原1 長生郡長南町 豊原 池田 
長生土木事務所 Ⅱ-3727 千田1 長生郡長南町 千田 中川間  長生土木事務所 Ⅱ-3776 豊原2 長生郡長南町 豊原 針ヶ沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3728 千田2 長生郡長南町 千田 中川間  長生土木事務所 Ⅱ-3777 豊原3 長生郡長南町 豊原 針ヶ沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3729 千田3 長生郡長南町 千田 下川間  長生土木事務所 Ⅱ-3778 豊原4 長生郡長南町 豊原 向ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3730 千田4 長生郡長南町 千田 下川間  長生土木事務所 Ⅱ-3779 豊原5 長生郡長南町 豊原 中谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3731 千田5 長生郡長南町 千田 八幡脇  長生土木事務所 Ⅱ-3780 豊原6 長生郡長南町 豊原 川越谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3732 千田6 長生郡長南町 千田 八幡脇  長生土木事務所 Ⅱ-3781 豊原7 長生郡長南町 豊原 川越谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3733 千田8 長生郡長南町 千田 吹羅  長生土木事務所 Ⅱ-3782 豊原8 長生郡長南町 豊原 西谷下 
長生土木事務所 Ⅱ-3734 千田9 長生郡長南町 千田 三川谷  長生土木事務所 Ⅱ-3783 豊原9 長生郡長南町 豊原 西表 
長生土木事務所 Ⅱ-3735 千田10 長生郡長南町 千田 三川谷  長生土木事務所 Ⅱ-3784 豊原10 長生郡長南町 豊原 川越谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3736 千田11 長生郡長南町 千田 吹羅  長生土木事務所 Ⅱ-3785 豊原11 長生郡長南町 豊原 御判前 
長生土木事務所 Ⅱ-3737 千田12 長生郡長南町 千田 吹羅  長生土木事務所 Ⅱ-3786 豊原12 長生郡長南町 豊原 一反所 
長生土木事務所 Ⅱ-3738 千田13 長生郡長南町 千田 仁久保  長生土木事務所 Ⅱ-3787 豊原13 長生郡長南町 豊原 猿田 
長生土木事務所 Ⅱ-3739 千田14 長生郡長南町 千田 三川下  長生土木事務所 Ⅱ-3789 豊原15 長生郡長南町 豊原 下手 
長生土木事務所 Ⅱ-3740 千田15 長生郡長南町 千田 三川下  長生土木事務所 Ⅱ-3790 豊原16 長生郡長南町 豊原 的場 
長生土木事務所 Ⅱ-3741 千田17 長生郡長南町 千田 上川間  長生土木事務所 Ⅱ-3791 豊原17 長生郡長南町 豊原 庵 
長生土木事務所 Ⅱ-3742 千田18 長生郡長南町 千田 鍛冶屋谷  長生土木事務所 Ⅱ-3792 豊原18 長生郡長南町 豊原 庵 
長生土木事務所 Ⅱ-3743 千田19 長生郡長南町 千田 上川間  長生土木事務所 Ⅱ-3793 豊原19 長生郡長南町 豊原 下谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3744 千田20 長生郡長南町 千田 井山  長生土木事務所 Ⅱ-3794 豊原20 長生郡長南町 豊原 下谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3745 千田21 長生郡長南町 千田 千田原  長生土木事務所 Ⅱ-3796 又富2 長生郡長南町 又富 棒屋敷 
長生土木事務所 Ⅱ-3746 千田22 長生郡長南町 千田 池谷  長生土木事務所 Ⅱ-3797 又富3 長生郡長南町 又富 棒屋敷 
長生土木事務所 Ⅱ-3747 千田23 長生郡長南町 千田 柳谷  長生土木事務所 Ⅱ-3798 又富4 長生郡長南町 又富 水ﾉ口 
長生土木事務所 Ⅱ-3748 竹林1 長生郡長南町 竹林 川田  長生土木事務所 Ⅱ-3799 又富5 長生郡長南町 又富 水ﾉ口 
長生土木事務所 Ⅱ-3749 棚毛1 長生郡長南町 棚毛 図武ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3800 又富6 長生郡長南町 又富 三本松 
長生土木事務所 Ⅱ-3750 棚毛2 長生郡長南町 棚毛 藤ﾉ沢  長生土木事務所 Ⅱ-3801 又富7 長生郡長南町 又富 久保田 
長生土木事務所 Ⅱ-3751 棚毛3 長生郡長南町 棚毛 藤ﾉ沢  長生土木事務所 Ⅱ-3802 又富8 長生郡長南町 又富 久保田 
長生土木事務所 Ⅱ-3752 棚毛4 長生郡長南町 棚毛 新生  長生土木事務所 Ⅱ-3803 又富9 長生郡長南町 又富 広町 
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長生土木事務所 Ⅱ-3804 又富10 長生郡長南町 又富 天神下  長生土木事務所 Ⅱ-3857 山内1 長生郡長南町 山内 岡立 
長生土木事務所 Ⅱ-3806 又富12 長生郡長南町 又富 名関谷  長生土木事務所 Ⅱ-3858 山内2 長生郡長南町 山内 宮本 
長生土木事務所 Ⅱ-3807 又富13 長生郡長南町 又富 名関谷  長生土木事務所 Ⅱ-3859 山内3 長生郡長南町 山内 宮本 
長生土木事務所 Ⅱ-3808 又富14 長生郡長南町 又富 大通  長生土木事務所 Ⅱ-3860 山内5 長生郡長南町 山内 山口 
長生土木事務所 Ⅱ-3809 又富15 長生郡長南町 又富 大通  長生土木事務所 Ⅱ-3861 山内6 長生郡長南町 山内 岡部谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3810 又富16 長生郡長南町 又富 中ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3862 山内7 長生郡長南町 山内 朝日 
長生土木事務所 Ⅱ-3811 又富17 長生郡長南町 又富 中ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3863 山内8 長生郡長南町 山内 粟ﾉ須 
長生土木事務所 Ⅱ-3812 又富18 長生郡長南町 又富 中ヶ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3864 山内9 長生郡長南町 山内 岡部谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3813 水沼1 長生郡長南町 水沼 岩ﾉ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3865 山内10 長生郡長南町 山内 釜ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3814 水沼2 長生郡長南町 水沼 岩ﾉ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3866 山内11 長生郡長南町 山内 釜ヶ谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3815 水沼3 長生郡長南町 水沼 菅沢  長生土木事務所 Ⅱ-3867 山内12 長生郡長南町 山内 榎沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3816 水沼4 長生郡長南町 水沼 平松  長生土木事務所 Ⅱ-3868 山内13 長生郡長南町 山内 榎沢 
長生土木事務所 Ⅱ-3817 水沼5 長生郡長南町 水沼 菅沢  長生土木事務所 Ⅱ-3869 山内14 長生郡長南町 山内 大道 
長生土木事務所 Ⅱ-3818 水沼6 長生郡長南町 水沼 平松  長生土木事務所 Ⅱ-3870 米満3 長生郡長南町 米満 坊谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3819 水沼7 長生郡長南町 水沼 岩ﾉ谷  長生土木事務所 Ⅱ-3871 米満4 長生郡長南町 米満 坊谷 
長生土木事務所 Ⅱ-3822 水沼10 長生郡長南町 水沼 堀之内  長生土木事務所 Ⅱ-3872 米満5 長生郡長南町 米満 部田 
長生土木事務所 Ⅱ-3823 水沼11 長生郡長南町 水沼 楓谷  長生土木事務所 Ⅱ-3873 米満6 長生郡長南町 米満 宿 
長生土木事務所 Ⅱ-3824 水沼12 長生郡長南町 水沼 藤内谷  長生土木事務所 Ⅱ-3874 米満7 長生郡長南町 米満 中村 
長生土木事務所 Ⅱ-3825 水沼13 長生郡長南町 水沼 上楓谷  長生土木事務所 Ⅱ-3875 米満8 長生郡長南町 米満 中村 
長生土木事務所 Ⅱ-3826 水沼14 長生郡長南町 水沼 南郷  長生土木事務所 Ⅱ-3876 米満9 長生郡長南町 米満 宮田 
長生土木事務所 Ⅱ-3827 水沼15 長生郡長南町 水沼 南郷  長生土木事務所 Ⅱ-3877 米満10 長生郡長南町 米満 富永 
長生土木事務所 Ⅱ-3828 水沼16 長生郡長南町 水沼 南郷  長生土木事務所 Ⅱ-3878 須田1 長生郡長南町 須田 新崎 
長生土木事務所 Ⅱ-3829 水沼17 長生郡長南町 水沼 南郷  長生土木事務所 Ⅱ-3879 須田2 長生郡長南町 須田 投松 
長生土木事務所 Ⅱ-3830 水沼18 長生郡長南町 水沼 南郷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3880 佐野1 勝浦市 佐野   
長生土木事務所 Ⅱ-3831 水沼19 長生郡長南町 水沼 南郷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3881 佐野2 勝浦市 佐野   
長生土木事務所 Ⅱ-3832 水沼20 長生郡長南町 水沼 通畑  夷隅土木事務所 Ⅱ-3882 佐野3 勝浦市 佐野   
長生土木事務所 Ⅱ-3833 茗荷沢1 長生郡長南町 茗荷沢 夷谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3883 佐野4 勝浦市 佐野   
長生土木事務所 Ⅱ-3834 茗荷沢2 長生郡長南町 茗荷沢 夷谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3884 市野郷1 勝浦市 市野郷   
長生土木事務所 Ⅱ-3835 茗荷沢3 長生郡長南町 茗荷沢 坂ﾉ下  夷隅土木事務所 Ⅱ-3885 市野郷2 勝浦市 市野郷   
長生土木事務所 Ⅱ-3836 茗荷沢4 長生郡長南町 茗荷沢 西谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3886 市野郷3 勝浦市 市野郷   
長生土木事務所 Ⅱ-3837 茗荷沢5 長生郡長南町 茗荷沢 灰ヶ谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3887 市野郷4 勝浦市 市野郷   
長生土木事務所 Ⅱ-3838 茗荷沢6 長生郡長南町 茗荷沢 鑪鞴谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3888 市野川1 勝浦市 市野川   
長生土木事務所 Ⅱ-3839 茗荷沢7 長生郡長南町 茗荷沢 福田  夷隅土木事務所 Ⅱ-3889 市野川3 勝浦市 市野川   
長生土木事務所 Ⅱ-3840 茗荷沢8 長生郡長南町 茗荷沢 村ﾉ台  夷隅土木事務所 Ⅱ-3890 市野川4 勝浦市 市野川   
長生土木事務所 Ⅱ-3841 茗荷沢9 長生郡長南町 茗荷沢 宮山  夷隅土木事務所 Ⅱ-3891 市野川5 勝浦市 市野川   
長生土木事務所 Ⅱ-3842 報恩寺1 長生郡長南町 報恩寺 谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3892 市野川6 勝浦市 市野川   
長生土木事務所 Ⅱ-3843 報恩寺2 長生郡長南町 報恩寺 稲敷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3893 市野川7 勝浦市 市野川   
長生土木事務所 Ⅱ-3846 深沢1 長生郡長南町 深沢 栗ﾉ木前  夷隅土木事務所 Ⅱ-3894 市野川8 勝浦市 市野川   
長生土木事務所 Ⅱ-3847 深沢2 長生郡長南町 深沢 栗ﾉ木前  夷隅土木事務所 Ⅱ-3895 杉戸1 勝浦市 杉戸   
長生土木事務所 Ⅱ-3848 深沢3 長生郡長南町 深沢 本郷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3896 杉戸2 勝浦市 杉戸   
長生土木事務所 Ⅱ-3849 深沢4 長生郡長南町 深沢 向谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3897 杉戸3 勝浦市 杉戸   
長生土木事務所 Ⅱ-3850 深沢5 長生郡長南町 深沢 本郷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3898 中倉1 勝浦市 中倉   
長生土木事務所 Ⅱ-3851 深沢6 長生郡長南町 深沢 弘法  夷隅土木事務所 Ⅱ-3899 中倉2 勝浦市 中倉   
長生土木事務所 Ⅱ-3852 深沢7 長生郡長南町 深沢 東谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3900 中倉3 勝浦市 中倉   
長生土木事務所 Ⅱ-3853 深沢8 長生郡長南町 深沢 弁才天  夷隅土木事務所 Ⅱ-3901 松野1 勝浦市 松野   
長生土木事務所 Ⅱ-3854 深沢9 長生郡長南町 深沢 梅田  夷隅土木事務所 Ⅱ-3902 松野2 勝浦市 松野   
長生土木事務所 Ⅱ-3855 本台1 長生郡長南町 本台 善太谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3903 蟹田1 勝浦市 蟹田   
長生土木事務所 Ⅱ-3856 本台2 長生郡長南町 本台 井戸谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-3904 蟹田2 勝浦市 蟹田   
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夷隅土木事務所 Ⅱ-3905 芳賀1 勝浦市 芳賀    夷隅土木事務所 Ⅱ-3953 大森5 勝浦市 大森   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3906 芳賀2 勝浦市 芳賀    夷隅土木事務所 Ⅱ-3954 大森6 勝浦市 大森   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3907 芳賀3 勝浦市 芳賀    夷隅土木事務所 Ⅱ-3955 大森7 勝浦市 大森   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3908 芳賀4 勝浦市 芳賀    夷隅土木事務所 Ⅱ-3956 大森8 勝浦市 大森   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3909 芳賀5 勝浦市 芳賀    夷隅土木事務所 Ⅱ-3957 大森9 勝浦市 大森   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3910 芳賀6 勝浦市 芳賀    夷隅土木事務所 Ⅱ-3958 大森10 勝浦市 大森   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3911 芳賀7 勝浦市 芳賀    夷隅土木事務所 Ⅱ-3959 大森11 勝浦市 大森   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3912 白井久保1 勝浦市 白井久保    夷隅土木事務所 Ⅱ-3960 大森12 勝浦市 大森   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3913 小羽戸1 勝浦市 小羽戸    夷隅土木事務所 Ⅱ-3962 大森14 勝浦市 大森   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3914 法花1 勝浦市 法花    夷隅土木事務所 Ⅱ-3964 大森16 勝浦市 大森   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3915 法花2 勝浦市 法花    夷隅土木事務所 Ⅱ-3965 関谷1 勝浦市 関谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3916 法花3 勝浦市 法花    夷隅土木事務所 Ⅱ-3966 関谷2 勝浦市 関谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3917 法花4 勝浦市 法花    夷隅土木事務所 Ⅱ-3967 関谷3 勝浦市 関谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3918 法花５ 勝浦市 法花    夷隅土木事務所 Ⅱ-3968 関谷4 勝浦市 関谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3919 白木1 勝浦市 白木    夷隅土木事務所 Ⅱ-3969 関谷5 勝浦市 関谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3920 白木2 勝浦市 白木    夷隅土木事務所 Ⅱ-3970 関谷6 勝浦市 関谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3921 大楠1 勝浦市 大楠    夷隅土木事務所 Ⅱ-3971 関谷7 勝浦市 関谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3922 大楠2 勝浦市 大楠    夷隅土木事務所 Ⅱ-3972 関谷8 勝浦市 関谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3923 大楠3 勝浦市 大楠    夷隅土木事務所 Ⅱ-3973 関谷9 勝浦市 関谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3924 上植田1 勝浦市 上植田 古新田  夷隅土木事務所 Ⅱ-3974 関谷10 勝浦市 関谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3925 上植田2 勝浦市 上植田    夷隅土木事務所 Ⅱ-3975 中谷1 勝浦市 中谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3926 平田1 勝浦市 平田    夷隅土木事務所 Ⅱ-3976 串浜新田1 勝浦市 串浜新田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3927 平田2 勝浦市 平田    夷隅土木事務所 Ⅱ-3977 串浜新田2 勝浦市 串浜新田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3928 平田3 勝浦市 平田    夷隅土木事務所 Ⅱ-3978 串浜新田3 勝浦市 串浜新田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3929 平田4 勝浦市 平田    夷隅土木事務所 Ⅱ-3979 串浜新田4 勝浦市 串浜新田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3930 平田5 勝浦市 平田    夷隅土木事務所 Ⅱ-3980 串浜新田5 勝浦市 串浜新田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3931 新戸1 勝浦市 新戸    夷隅土木事務所 Ⅱ-3981 名木1 勝浦市 名木   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3932 貝掛1 勝浦市 貝掛    夷隅土木事務所 Ⅱ-3982 名木2 勝浦市 名木 名木台 
夷隅土木事務所 Ⅱ-3933 貝掛2 勝浦市 貝掛    夷隅土木事務所 Ⅱ-3983 名木3 勝浦市 名木   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3934 赤羽根1 勝浦市 赤羽根    夷隅土木事務所 Ⅱ-3984 部原3 勝浦市 部原   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3935 植野1 勝浦市 植野    夷隅土木事務所 Ⅱ-3985 部原4 勝浦市 部原   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3936 植野2 勝浦市 植野    夷隅土木事務所 Ⅱ-3986 部原5 勝浦市 部原   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3937 植野3 勝浦市 植野    夷隅土木事務所 Ⅱ-3987 上植野1 勝浦市 上植野   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3938 植野4 勝浦市 植野    夷隅土木事務所 Ⅱ-3988 上植野2 勝浦市 上植野 平山 
夷隅土木事務所 Ⅱ-3939 南山田1 勝浦市 南山田    夷隅土木事務所 Ⅱ-3989 上植野3 勝浦市 上植野 与惣部田 
夷隅土木事務所 Ⅱ-3940 南山田2 勝浦市 南山田    夷隅土木事務所 Ⅱ-3990 上植野5 勝浦市 上植野   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3941 松部5 勝浦市 松部    夷隅土木事務所 Ⅱ-3991 上植野6 勝浦市 上植野 木戸 
夷隅土木事務所 Ⅱ-3942 松部6 勝浦市 松部    夷隅土木事務所 Ⅱ-3992 上植野7 勝浦市 上植野   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3943 松部7 勝浦市 松部    夷隅土木事務所 Ⅱ-3993 上植野8 勝浦市 上植野 原 
夷隅土木事務所 Ⅱ-3944 松部8 勝浦市 松部    夷隅土木事務所 Ⅱ-3994 上植野9 勝浦市 上植野   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3945 松部9 勝浦市 松部    夷隅土木事務所 Ⅱ-3995 中島1 勝浦市 中島   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3946 松部10 勝浦市 松部    夷隅土木事務所 Ⅱ-3996 荒川1 勝浦市 荒川   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3947 松部11 勝浦市 松部    夷隅土木事務所 Ⅱ-3997 串浜3 勝浦市 串浜   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3948 松部12 勝浦市 松部    夷隅土木事務所 Ⅱ-3998 串浜4 勝浦市 串浜   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3949 大森1 勝浦市 大森    夷隅土木事務所 Ⅱ-3999 串浜5 勝浦市 串浜   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3950 大森2 勝浦市 大森    夷隅土木事務所 Ⅱ-4000 串浜6 勝浦市 串浜   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3951 大森3 勝浦市 大森    夷隅土木事務所 Ⅱ-4001 串浜7 勝浦市 串浜   
夷隅土木事務所 Ⅱ-3952 大森4 勝浦市 大森    夷隅土木事務所 Ⅱ-4002 串浜8 勝浦市 串浜   
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夷隅土木事務所 Ⅱ-4003 串浜9 勝浦市 串浜    夷隅土木事務所 Ⅱ-4051 大沢2 勝浦市 大沢   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4004 墨名4 勝浦市 墨名    夷隅土木事務所 Ⅱ-4052 大沢3 勝浦市 大沢   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4005 墨名5 勝浦市 墨名    夷隅土木事務所 Ⅱ-4053 大沢4 勝浦市 大沢   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4006 墨名6 勝浦市 墨名    夷隅土木事務所 Ⅱ-4054 浜行川5 勝浦市 浜行川   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4007 新官7 勝浦市 新官    夷隅土木事務所 Ⅱ-4055 浜行川6 勝浦市 浜行川   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4008 新官9 勝浦市 新官    夷隅土木事務所 Ⅱ-4056 浜行川7 勝浦市 浜行川   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4009 新官10 勝浦市 新官    夷隅土木事務所 Ⅱ-4057 浜行川8 勝浦市 浜行川 広畑 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4010 新官11 勝浦市 新官    夷隅土木事務所 Ⅱ-4058 上布施1 夷隅郡御宿町 上布施   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4011 新官12 勝浦市 新官    夷隅土木事務所 Ⅱ-4059 上布施2 夷隅郡御宿町 上布施   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4012 新官13 勝浦市 新官    夷隅土木事務所 Ⅱ-4060 上布施3 夷隅郡御宿町 上布施   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4013 新官14 勝浦市 新官    夷隅土木事務所 Ⅱ-4061 上布施4 夷隅郡御宿町 上布施   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4014 新官16 勝浦市 新官    夷隅土木事務所 Ⅱ-4062 上布施5 夷隅郡御宿町 上布施 新宿 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4015 新官18 勝浦市 新官    夷隅土木事務所 Ⅱ-4063 上布施6 夷隅郡御宿町 上布施   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4016 沢倉2 勝浦市 沢倉    夷隅土木事務所 Ⅱ-4065 実谷1 夷隅郡御宿町 実谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4017 沢倉3 勝浦市 沢倉    夷隅土木事務所 Ⅱ-4066 実谷2 夷隅郡御宿町 実谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4018 沢倉4 勝浦市 沢倉    夷隅土木事務所 Ⅱ-4067 実谷3 夷隅郡御宿町 実谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4019 沢倉5 勝浦市 沢倉    夷隅土木事務所 Ⅱ-4068 実谷4 夷隅郡御宿町 実谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4020 川津3 勝浦市 川津    夷隅土木事務所 Ⅱ-4069 実谷5 夷隅郡御宿町 実谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4021 川津4 勝浦市 川津    夷隅土木事務所 Ⅱ-4070 実谷6 夷隅郡御宿町 実谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4022 川津5 勝浦市 川津    夷隅土木事務所 Ⅱ-4071 高山田4 夷隅郡御宿町 高山田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4023 川津6 勝浦市 川津    夷隅土木事務所 Ⅱ-4072 高山田5 夷隅郡御宿町 高山田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4024 川津7 勝浦市 川津    夷隅土木事務所 Ⅱ-4073 高山田6 夷隅郡御宿町 高山田 西琳寺 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4025 川津8 勝浦市 川津    夷隅土木事務所 Ⅱ-4074 高山田7 夷隅郡御宿町 高山田 西琳寺 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4026 川津9 勝浦市 川津    夷隅土木事務所 Ⅱ-4075 高山田8 夷隅郡御宿町 高山田 西琳寺 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4027 台宿1 勝浦市 台宿    夷隅土木事務所 Ⅱ-4076 高山田9 夷隅郡御宿町 高山田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4028 台宿2 勝浦市 台宿    夷隅土木事務所 Ⅱ-4077 高山田10 夷隅郡御宿町 高山田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4029 台宿3 勝浦市 台宿    夷隅土木事務所 Ⅱ-4078 高山田12 夷隅郡御宿町 高山田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4030 台宿4 勝浦市 台宿    夷隅土木事務所 Ⅱ-4079 高山田13 夷隅郡御宿町 高山田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4031 台宿5 勝浦市 台宿    夷隅土木事務所 Ⅱ-4080 高山田14 夷隅郡御宿町 高山田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4032 興津3 勝浦市 興津    夷隅土木事務所 Ⅱ-4081 久保1 夷隅郡御宿町 久保   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4033 興津4 勝浦市 興津    夷隅土木事務所 Ⅱ-4082 久保3 夷隅郡御宿町 久保   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4034 守谷4 勝浦市 守谷    夷隅土木事務所 Ⅱ-4083 久保4 夷隅郡御宿町 久保   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4035 守谷5 勝浦市 守谷    夷隅土木事務所 Ⅱ-4084 久保5 夷隅郡御宿町 久保   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4036 守谷6 勝浦市 守谷    夷隅土木事務所 Ⅱ-4085 久保6 夷隅郡御宿町 久保   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4037 守谷7 勝浦市 守谷    夷隅土木事務所 Ⅱ-4086 七本1 夷隅郡御宿町 七本   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4038 守谷8 勝浦市 守谷    夷隅土木事務所 Ⅱ-4087 七本2 夷隅郡御宿町 七本   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4039 守谷9 勝浦市 守谷    夷隅土木事務所 Ⅱ-4088 七本3 夷隅郡御宿町 七本   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4040 守谷10 勝浦市 守谷    夷隅土木事務所 Ⅱ-4089 七本４ 夷隅郡御宿町 七本   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4041 守谷11 勝浦市 守谷    夷隅土木事務所 Ⅱ-4090 七本5 夷隅郡御宿町 七本   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4042 守谷12 勝浦市 守谷    夷隅土木事務所 Ⅱ-4091 七本6 夷隅郡御宿町 七本   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4043 守谷13 勝浦市 守谷    夷隅土木事務所 Ⅱ-4092 須賀2 夷隅郡御宿町 須賀   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4044 吉尾2 勝浦市 吉尾    夷隅土木事務所 Ⅱ-4093 須賀3 夷隅郡御宿町 須賀   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4045 吉尾3 勝浦市 吉尾    夷隅土木事務所 Ⅱ-4094 須賀4 夷隅郡御宿町 須賀   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4046 鵜原4 勝浦市 鵜原    夷隅土木事務所 Ⅱ-4096 新町2 夷隅郡御宿町 新町   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4047 鵜原5 勝浦市 鵜原    夷隅土木事務所 Ⅱ-4097 新町3 夷隅郡御宿町 新町   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4048 勝浦1 勝浦市 勝浦    夷隅土木事務所 Ⅱ-4098 六軒町1 夷隅郡御宿町 六軒町   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4049 浜勝浦4 勝浦市 浜勝浦    夷隅土木事務所 Ⅱ-4099 六軒町2 夷隅郡御宿町 六軒町   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4050 大沢1 勝浦市 大沢    夷隅土木事務所 Ⅱ-4100 六軒町3 夷隅郡御宿町 六軒町   
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夷隅土木事務所 Ⅱ-4101 六軒町4 夷隅郡御宿町 六軒町    夷隅土木事務所 Ⅱ-4153 山田5 いすみ市 山田 山田三区 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4102 岩和田3 夷隅郡御宿町 岩和田    夷隅土木事務所 Ⅱ-4154 山田6 いすみ市 山田 山田三区 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4104 岩和田5 夷隅郡御宿町 岩和田    夷隅土木事務所 Ⅱ-4155 山田7 いすみ市 山田 山田三区 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4105 岩和田6 夷隅郡御宿町 岩和田    夷隅土木事務所 Ⅱ-4156 山田8 いすみ市 山田 山田三区 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4107 浜6 夷隅郡御宿町 浜    夷隅土木事務所 Ⅱ-4157 山田9 いすみ市 山田 山田三区 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4108 浜7 夷隅郡御宿町 浜    夷隅土木事務所 Ⅱ-4158 山田10 いすみ市 山田 山田四区 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4109 浜8 夷隅郡御宿町 浜    夷隅土木事務所 Ⅱ-4159 山田11 いすみ市 山田 山田五区 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4110 浜9 夷隅郡御宿町 浜    夷隅土木事務所 Ⅱ-4160 山田12 いすみ市 山田 山田五区 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4111 浜10 夷隅郡御宿町 浜    夷隅土木事務所 Ⅱ-4161 山田13 いすみ市 山田 山田五区 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4112 細尾2 いすみ市 細尾    夷隅土木事務所 Ⅱ-4162 山田14 いすみ市 山田 山田六区

上 夷隅土木事務所 Ⅱ-4113 細尾3 いすみ市 細尾    夷隅土木事務所 Ⅱ-4163 山田15 いすみ市 山田 山田六区
上 夷隅土木事務所 Ⅱ-4114 細尾4 いすみ市 細尾    夷隅土木事務所 Ⅱ-4164 山田16 いすみ市 山田 山田六区
上 夷隅土木事務所 Ⅱ-4115 細尾5 いすみ市 細尾 大和田  夷隅土木事務所 Ⅱ-4165 山田17 いすみ市 山田 山田六区
上 夷隅土木事務所 Ⅱ-4117 新田野3 いすみ市 新田野    夷隅土木事務所 Ⅱ-4166 山田18 いすみ市 山田 山田六区
上 夷隅土木事務所 Ⅱ-4118 新田野4 いすみ市 新田野    夷隅土木事務所 Ⅱ-4167 山田19 いすみ市 山田 山田六区
上 夷隅土木事務所 Ⅱ-4119 新田野5 いすみ市 新田野    夷隅土木事務所 Ⅱ-4168 山田20 いすみ市 山田 山田六区
上 夷隅土木事務所 Ⅱ-4120 新田野6 いすみ市 新田野    夷隅土木事務所 Ⅱ-4169 山田21 いすみ市 山田 山田六区
上 夷隅土木事務所 Ⅱ-4121 新田野7 いすみ市 新田野    夷隅土木事務所 Ⅱ-4170 佐室1 いすみ市 佐室   

夷隅土木事務所 Ⅱ-4122 新田野8 いすみ市 新田野    夷隅土木事務所 Ⅱ-4171 佐室2 いすみ市 佐室   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4123 高谷2 いすみ市 高谷 小箱  夷隅土木事務所 Ⅱ-4172 佐室3 いすみ市 佐室   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4124 高谷3 いすみ市 高谷 小箱  夷隅土木事務所 Ⅱ-4173 沢部1 いすみ市 沢部   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4125 高谷4 いすみ市 高谷 大練  夷隅土木事務所 Ⅱ-4174 沢部2 いすみ市 沢部   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4126 若山1 いすみ市 若山 田井谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4175 長志3 いすみ市 長志 長志下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4127 若山2 いすみ市 若山 田井谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4176 長志4 いすみ市 長志 長志上 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4128 若山3 いすみ市 若山 古屋庭  夷隅土木事務所 Ⅱ-4177 長志5 いすみ市 長志 長志上 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4129 若山4 いすみ市 若山 矢玉  夷隅土木事務所 Ⅱ-4178 長志6 いすみ市 長志 長志上 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4130 若山5 いすみ市 若山 矢玉  夷隅土木事務所 Ⅱ-4179 長志7 いすみ市 長志 長志上 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4132 新田3 いすみ市 新田 飯塚  夷隅土木事務所 Ⅱ-4180 長志8 いすみ市 長志 長志上 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4133 新田4 いすみ市 新田 飯塚  夷隅土木事務所 Ⅱ-4181 釈迦谷3 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4134 新田5 いすみ市 新田 飯塚  夷隅土木事務所 Ⅱ-4182 釈迦谷4 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4135 新田6 いすみ市 新田 岸  夷隅土木事務所 Ⅱ-4183 釈迦谷5 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4136 新田7 いすみ市 新田 岸  夷隅土木事務所 Ⅱ-4184 釈迦谷6 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4137 新田8 いすみ市 新田 岸  夷隅土木事務所 Ⅱ-4185 釈迦谷7 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4138 新田9 いすみ市 新田 山崎  夷隅土木事務所 Ⅱ-4186 釈迦谷8 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4139 新田10 いすみ市 新田 山崎  夷隅土木事務所 Ⅱ-4187 釈迦谷9 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4140 新田11 いすみ市 新田 山崎  夷隅土木事務所 Ⅱ-4188 釈迦谷10 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4141 新田12 いすみ市 新田 山崎  夷隅土木事務所 Ⅱ-4189 釈迦谷11 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4142 新田13 いすみ市 新田 新田谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4190 釈迦谷12 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4143 新田14 いすみ市 新田 新田谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4191 釈迦谷13 いすみ市 釈迦谷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4144 新田15 いすみ市 新田 新田谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4192 大原8 いすみ市 大原 北寄瀬 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4145 新田16 いすみ市 新田 新田谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4193 大原9 いすみ市 大原 北寄瀬 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4146 新田17 いすみ市 新田 新田谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4195 大原11 いすみ市 大原 北寄瀬 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4147 新田18 いすみ市 新田 新田谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4196 大原12 いすみ市 大原 上寄瀬 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4148 新田19 いすみ市 新田 上契  夷隅土木事務所 Ⅱ-4197 大原13 いすみ市 大原 上寄瀬 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4149 山田1 いすみ市 山田 山田一区  夷隅土木事務所 Ⅱ-4198 大原14 いすみ市 大原 上寄瀬 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4150 山田2 いすみ市 山田 山田一区  夷隅土木事務所 Ⅱ-4199 大原15 いすみ市 大原 上寄瀬 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4151 山田3 いすみ市 山田 山田二区  夷隅土木事務所 Ⅱ-4200 大原16 いすみ市 大原 根方 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4152 山田4 いすみ市 山田 山田二区  夷隅土木事務所 Ⅱ-4201 大原17 いすみ市 大原 根方 
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夷隅土木事務所 Ⅱ-4202 大原19 いすみ市 大原 根方  夷隅土木事務所 Ⅱ-4251 小沢5 いすみ市 小沢 根 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4203 大原20 いすみ市 大原 小佐部  夷隅土木事務所 Ⅱ-4252 小沢6 いすみ市 小沢 根 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4204 大原21 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4253 小沢7 いすみ市 小沢 長岡 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4205 大原22 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4254 小沢8 いすみ市 小沢 長岡 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4206 大原23 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4256 小沢10 いすみ市 小沢 原山崎 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4207 大原24 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4257 小沢11 いすみ市 小沢 原山崎 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4208 大原25 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4258 小沢12 いすみ市 小沢 屋敷下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4209 大原26 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4259 小沢13 いすみ市 小沢 屋敷下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4210 大原27 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4260 小沢14 いすみ市 小沢 屋敷下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4211 大原28 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4261 小沢15 いすみ市 小沢 沢崎 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4212 大原29 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4262 小沢16 いすみ市 小沢 沢崎 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4213 大原30 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4263 小沢17 いすみ市 小沢 沢崎 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4214 大原31 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4264 小沢18 いすみ市 小沢 沢崎 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4215 大原32 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4265 小沢19 いすみ市 小沢 沢崎 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4216 大原33 いすみ市 大原 大井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4266 小沢20 いすみ市 小沢 沢崎 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4218 大原35 いすみ市 大原 貝須賀  夷隅土木事務所 Ⅱ-4267 岩船8 いすみ市 岩船 下三台 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4219 大原36 いすみ市 大原 造式  夷隅土木事務所 Ⅱ-4269 岩船10 いすみ市 岩船 杉山 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4220 下布施2 いすみ市 下布施 硯  夷隅土木事務所 Ⅱ-4270 岩船11 いすみ市 岩船 杉山 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4221 下布施3 いすみ市 下布施 町台  夷隅土木事務所 Ⅱ-4271 岩船12 いすみ市 岩船 杉山 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4222 下布施4 いすみ市 下布施 町台  夷隅土木事務所 Ⅱ-4272 岩船13 いすみ市 岩船 谷畑 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4223 下布施5 いすみ市 下布施 名熊  夷隅土木事務所 Ⅱ-4273 岩船14 いすみ市 岩船 岡ノ谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4224 下布施6 いすみ市 下布施 名熊  夷隅土木事務所 Ⅱ-4274 岩船15 いすみ市 岩船 岡ノ谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4225 下布施7 いすみ市 下布施 名熊  夷隅土木事務所 Ⅱ-4275 岩船16 いすみ市 岩船 岡ノ谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4226 下布施8 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4276 岩船17 いすみ市 岩船 岡ノ谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4227 下布施9 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4277 岩船18 いすみ市 岩船 岡ノ谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4228 下布施10 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4278 岩船19 いすみ市 岩船 三十根 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4229 下布施11 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4279 岩船20 いすみ市 岩船 三十根 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4230 下布施12 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4280 小池1 いすみ市 小池 小池下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4231 下布施13 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4281 小池2 いすみ市 小池 小池下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4232 下布施14 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4282 小池3 いすみ市 小池 小池下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4233 下布施15 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4283 小池4 いすみ市 小池 小池下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4234 下布施16 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4284 小池5 いすみ市 小池 小池下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4235 下布施17 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4285 小池6 いすみ市 小池 小池下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4236 下布施18 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4286 小池7 いすみ市 小池 小池下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4237 下布施19 いすみ市 下布施 大寺  夷隅土木事務所 Ⅱ-4287 小池8 いすみ市 小池 寺ノ谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4238 上布施1 いすみ市 上布施 三島  夷隅土木事務所 Ⅱ-4288 東小高1 いすみ市 東小高   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4239 上布施2 いすみ市 上布施 三島  夷隅土木事務所 Ⅱ-4289 東小高2 いすみ市 東小高   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4240 上布施3 いすみ市 上布施 三島  夷隅土木事務所 Ⅱ-4290 東小高3 いすみ市 東小高   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4241 上布施4 いすみ市 上布施 三島  夷隅土木事務所 Ⅱ-4291 東小高4 いすみ市 東小高   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4242 上布施5 いすみ市 上布施 押替  夷隅土木事務所 Ⅱ-4292 東小高5 いすみ市 東小高   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4243 上布施6 いすみ市 上布施 押替  夷隅土木事務所 Ⅱ-4293 東小高6 いすみ市 東小高   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4244 上布施7 いすみ市 上布施 押替  夷隅土木事務所 Ⅱ-4294 東小高7 いすみ市 東小高   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4245 上布施8 いすみ市 上布施 押替  夷隅土木事務所 Ⅱ-4295 東小高8 いすみ市 東小高   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4246 上布施9 いすみ市 上布施 押替  夷隅土木事務所 Ⅱ-4296 鴨根1 いすみ市 鴨根   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4247 上布施10 いすみ市 上布施 押替  夷隅土木事務所 Ⅱ-4297 鴨根2 いすみ市 鴨根   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4248 小沢2 いすみ市 小沢 新田  夷隅土木事務所 Ⅱ-4298 鴨根3 いすみ市 鴨根   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4249 小沢3 いすみ市 小沢 新田  夷隅土木事務所 Ⅱ-4299 鴨根4 いすみ市 鴨根   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4250 小沢4 いすみ市 小沢 新田  夷隅土木事務所 Ⅱ-4300 鴨根5 いすみ市 鴨根   
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夷隅土木事務所 Ⅱ-4301 鴨根6 いすみ市 鴨根    夷隅土木事務所 Ⅱ-4352 岩熊23 いすみ市 岩熊 須賀留田 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4302 鴨根7 いすみ市 鴨根 西ノ谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4353 岩熊24 いすみ市 岩熊 須賀留田 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4303 鴨根8 いすみ市 鴨根 西ノ谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4354 岩熊25 いすみ市 岩熊 土茂久美 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4304 井沢1 いすみ市 井沢 臼井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4355 岩熊26 いすみ市 岩熊 土茂久美 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4305 井沢2 いすみ市 井沢 臼井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4356 岩熊27 いすみ市 岩熊 土茂久美 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4306 井沢3 いすみ市 井沢 臼井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4357 岩熊28 いすみ市 岩熊 土茂久美 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4307 井沢4 いすみ市 井沢 臼井  夷隅土木事務所 Ⅱ-4358 岩熊29 いすみ市 岩熊 土茂久美 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4308 中滝1 いすみ市 中滝    夷隅土木事務所 Ⅱ-4359 岩熊30 いすみ市 岩熊 土茂久美 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4309 嘉谷1 いすみ市 嘉谷 根方  夷隅土木事務所 Ⅱ-4360 中原1 いすみ市 中原 太東 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4310 谷上1 いすみ市 谷上 上組  夷隅土木事務所 Ⅱ-4361 中原2 いすみ市 中原 太東 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4311 谷上2 いすみ市 谷上 上組  夷隅土木事務所 Ⅱ-4362 中原3 いすみ市 中原 太東 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4312 谷上3 いすみ市 谷上 中組  夷隅土木事務所 Ⅱ-4363 中原4 いすみ市 中原 太東 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4313 谷上4 いすみ市 谷上 一ヶ谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4364 中原5 いすみ市 中原 太東 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4314 谷上5 いすみ市 谷上 向根  夷隅土木事務所 Ⅱ-4365 中原6 いすみ市 中原 太東 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4315 谷上6 いすみ市 谷上 向根  夷隅土木事務所 Ⅱ-4366 中原7 いすみ市 中原 太東 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4316 谷上7 いすみ市 谷上 向根  夷隅土木事務所 Ⅱ-4367 中原8 いすみ市 中原 太東 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4317 谷上8 いすみ市 谷上 向根  夷隅土木事務所 Ⅱ-4368 市野 1々 いすみ市 市野  々 中央 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4318 谷上9 いすみ市 谷上 上組  夷隅土木事務所 Ⅱ-4369 市野 2々 いすみ市 市野  々 中央 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4319 谷上10 いすみ市 谷上 中組  夷隅土木事務所 Ⅱ-4370 市野 3々 いすみ市 市野  々 中央 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4321 谷上12 いすみ市 谷上 一ヶ谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4371 市野 4々 いすみ市 市野  々 中央 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4322 谷上13 いすみ市 谷上 枝村  夷隅土木事務所 Ⅱ-4372 市野 5々 いすみ市 市野  々 中央 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4324 椎木1 いすみ市 椎木 長坂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4373 市野 6々 いすみ市 市野  々 下ノ谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4325 椎木2 いすみ市 椎木 長坂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4374 市野 7々 いすみ市 市野  々 下ノ谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4326 椎木3 いすみ市 椎木 村岡  夷隅土木事務所 Ⅱ-4375 市野 8々 いすみ市 市野  々 下ノ谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4327 椎木4 いすみ市 椎木 村岡  夷隅土木事務所 Ⅱ-4376 榎沢1 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4328 椎木5 いすみ市 椎木 村岡  夷隅土木事務所 Ⅱ-4377 榎沢2 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4329 椎木6 いすみ市 椎木 根方  夷隅土木事務所 Ⅱ-4378 榎沢3 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4330 岩熊1 いすみ市 岩熊 上組  夷隅土木事務所 Ⅱ-4379 榎沢4 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4331 岩熊2 いすみ市 岩熊 八坂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4380 榎沢5 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4332 岩熊3 いすみ市 岩熊 八坂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4381 榎沢6 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4333 岩熊4 いすみ市 岩熊 八坂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4382 榎沢7 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4334 岩熊5 いすみ市 岩熊 八坂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4383 榎沢8 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4335 岩熊6 いすみ市 岩熊 八坂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4384 榎沢9 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4336 岩熊7 いすみ市 岩熊 八坂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4385 榎沢10 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4337 岩熊8 いすみ市 岩熊 上組  夷隅土木事務所 Ⅱ-4386 榎沢11 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4339 岩熊10 いすみ市 岩熊 中央  夷隅土木事務所 Ⅱ-4387 榎沢12 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4340 岩熊11 いすみ市 岩熊 中央  夷隅土木事務所 Ⅱ-4388 榎沢13 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4341 岩熊12 いすみ市 岩熊 中央  夷隅土木事務所 Ⅱ-4389 榎沢14 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4342 岩熊13 いすみ市 岩熊 中央  夷隅土木事務所 Ⅱ-4390 榎沢15 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4343 岩熊14 いすみ市 岩熊 金中  夷隅土木事務所 Ⅱ-4391 榎沢16 いすみ市 榎沢 上組 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4344 岩熊15 いすみ市 岩熊 土茂久美  夷隅土木事務所 Ⅱ-4392 榎沢17 いすみ市 榎沢 第四 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4345 岩熊16 いすみ市 岩熊 土茂久美  夷隅土木事務所 Ⅱ-4393 榎沢18 いすみ市 榎沢 第四 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4346 岩熊17 いすみ市 岩熊 土茂久美  夷隅土木事務所 Ⅱ-4394 榎沢19 いすみ市 榎沢 第一 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4347 岩熊18 いすみ市 岩熊 土茂久美  夷隅土木事務所 Ⅱ-4395 榎沢20 いすみ市 榎沢 第四 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4348 岩熊19 いすみ市 岩熊 金中  夷隅土木事務所 Ⅱ-4396 榎沢21 いすみ市 榎沢 第四 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4349 岩熊20 いすみ市 岩熊 金中  夷隅土木事務所 Ⅱ-4397 榎沢22 いすみ市 榎沢 第四 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4350 岩熊21 いすみ市 岩熊 松作  夷隅土木事務所 Ⅱ-4398 榎沢23 いすみ市 榎沢 第四 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4351 岩熊22 いすみ市 岩熊 松作  夷隅土木事務所 Ⅱ-4399 榎沢24 いすみ市 榎沢 第四 
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夷隅土木事務所 Ⅱ-4400 榎沢25 いすみ市 榎沢 第三  夷隅土木事務所 Ⅱ-4450 紙敷1 夷隅郡大多喜町 紙敷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4401 榎沢26 いすみ市 榎沢 第三  夷隅土木事務所 Ⅱ-4451 紙敷2 夷隅郡大多喜町 紙敷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4402 榎沢27 いすみ市 榎沢 第一  夷隅土木事務所 Ⅱ-4452 紙敷3 夷隅郡大多喜町 紙敷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4403 榎沢28 いすみ市 榎沢 第一  夷隅土木事務所 Ⅱ-4453 紙敷4 夷隅郡大多喜町 紙敷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4404 桑田1 いすみ市 桑田 笠抜  夷隅土木事務所 Ⅱ-4454 紙敷5 夷隅郡大多喜町 紙敷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4405 桑田2 いすみ市 桑田 下矢竹  夷隅土木事務所 Ⅱ-4455 紙敷6 夷隅郡大多喜町 紙敷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4406 桑田3 いすみ市 桑田 下矢竹  夷隅土木事務所 Ⅱ-4456 紙敷7 夷隅郡大多喜町 紙敷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4407 桑田4 いすみ市 桑田 下矢竹  夷隅土木事務所 Ⅱ-4457 紙敷8 夷隅郡大多喜町 紙敷   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4408 和泉1 いすみ市 和泉 清附  夷隅土木事務所 Ⅱ-4458 小谷松1 夷隅郡大多喜町 小谷松   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4409 和泉2 いすみ市 和泉 清附  夷隅土木事務所 Ⅱ-4459 西部田2 夷隅郡大多喜町 西部田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4410 和泉3 いすみ市 和泉 須ヶ谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4460 西部田3 夷隅郡大多喜町 西部田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4411 和泉4 いすみ市 和泉 門原  夷隅土木事務所 Ⅱ-4461 船子1 夷隅郡大多喜町 船子   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4412 和泉5 いすみ市 和泉 門原  夷隅土木事務所 Ⅱ-4462 船子2 夷隅郡大多喜町 船子   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4414 和泉7 いすみ市 和泉 門原  夷隅土木事務所 Ⅱ-4463 船子3 夷隅郡大多喜町 船子   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4415 和泉8 いすみ市 和泉 志茂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4464 下大多喜1 夷隅郡大多喜町 下大多喜 峰之越 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4416 和泉9 いすみ市 和泉 志茂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4465 下大多喜2 夷隅郡大多喜町 下大多喜 田代 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4417 和泉10 いすみ市 和泉 志茂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4466 泉水3 夷隅郡大多喜町 泉水   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4418 和泉11 いすみ市 和泉 志茂  夷隅土木事務所 Ⅱ-4467 泉水4 夷隅郡大多喜町 泉水   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4419 三門1 いすみ市 三門 中山  夷隅土木事務所 Ⅱ-4468 横山3 夷隅郡大多喜町 横山   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4420 三門2 いすみ市 三門 東内越  夷隅土木事務所 Ⅱ-4469 横山4 夷隅郡大多喜町 横山   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4421 小沢又1 夷隅郡大多喜町 小沢又    夷隅土木事務所 Ⅱ-4470 小土呂3 夷隅郡大多喜町 小土呂 市部 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4422 面白1 夷隅郡大多喜町 面白    夷隅土木事務所 Ⅱ-4471 小土呂4 夷隅郡大多喜町 小土呂 市部 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4423 面白2 夷隅郡大多喜町 面白    夷隅土木事務所 Ⅱ-4472 小土呂5 夷隅郡大多喜町 小土呂   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4424 大田代2 夷隅郡大多喜町 大田代    夷隅土木事務所 Ⅱ-4473 小土呂6 夷隅郡大多喜町 小土呂   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4425 大田代3 夷隅郡大多喜町 大田代 横瀬  夷隅土木事務所 Ⅱ-4474 小土呂7 夷隅郡大多喜町 小土呂   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4426 押沼1 夷隅郡大多喜町 押沼    夷隅土木事務所 Ⅱ-4475 八声2 夷隅郡大多喜町 八声   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4427 宇筒原1 夷隅郡大多喜町 宇筒原    夷隅土木事務所 Ⅱ-4476 粟又1 夷隅郡大多喜町 粟又   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4428 笛倉1 夷隅郡大多喜町 笛倉    夷隅土木事務所 Ⅱ-4477 粟又2 夷隅郡大多喜町 粟又   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4429 笛倉2 夷隅郡大多喜町 笛倉    夷隅土木事務所 Ⅱ-4478 粟又3 夷隅郡大多喜町 粟又   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4430 平沢1 夷隅郡大多喜町 平沢    夷隅土木事務所 Ⅱ-4479 粟又4 夷隅郡大多喜町 粟又   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4431 三条1 夷隅郡大多喜町 三条    夷隅土木事務所 Ⅱ-4480 粟又5 夷隅郡大多喜町 粟又   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4433 伊保田1 夷隅郡大多喜町 伊保田    夷隅土木事務所 Ⅱ-4481 須賀谷2 いすみ市 須賀谷 坂の谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4434 伊保田2 夷隅郡大多喜町 伊保田    夷隅土木事務所 Ⅱ-4482 須賀谷3 いすみ市 須賀谷 坂の谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4435 伊保田3 夷隅郡大多喜町 伊保田    夷隅土木事務所 Ⅱ-4483 須賀谷4 いすみ市 須賀谷 坂の谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4436 小田代1 夷隅郡大多喜町 小田代    夷隅土木事務所 Ⅱ-4484 須賀谷5 いすみ市 須賀谷 坂の谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4437 小田代2 夷隅郡大多喜町 小田代    夷隅土木事務所 Ⅱ-4485 須賀谷6 いすみ市 須賀谷 坂の谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4438 石神1 夷隅郡大多喜町 石神    夷隅土木事務所 Ⅱ-4486 須賀谷7 いすみ市 須賀谷 坂の谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4439 平塚1 夷隅郡大多喜町 平塚 馬場内  夷隅土木事務所 Ⅱ-4487 須賀谷8 いすみ市 須賀谷 坂の谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4440 庄司1 夷隅郡大多喜町 庄司    夷隅土木事務所 Ⅱ-4488 須賀谷9 いすみ市 須賀谷 坂の谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4441 庄司2 夷隅郡大多喜町 庄司    夷隅土木事務所 Ⅱ-4489 須賀谷10 いすみ市 須賀谷 坂の谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4442 小苗1 夷隅郡大多喜町 小苗    夷隅土木事務所 Ⅱ-4490 須賀谷11 いすみ市 須賀谷 上須賀谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4443 小苗2 夷隅郡大多喜町 小苗    夷隅土木事務所 Ⅱ-4491 須賀谷12 いすみ市 須賀谷 上須賀谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4444 堀切1 夷隅郡大多喜町 堀切    夷隅土木事務所 Ⅱ-4492 須賀谷13 いすみ市 須賀谷 上須賀谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4445 葛藤3 夷隅郡大多喜町 葛藤 蕪来  夷隅土木事務所 Ⅱ-4493 須賀谷14 いすみ市 須賀谷 上須賀谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4446 大戸1 夷隅郡大多喜町 大戸    夷隅土木事務所 Ⅱ-4494 須賀谷15 いすみ市 須賀谷 上須賀谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4447 大戸2 夷隅郡大多喜町 大戸    夷隅土木事務所 Ⅱ-4495 須賀谷16 いすみ市 須賀谷 上須賀谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4448 上原3 夷隅郡大多喜町 上原    夷隅土木事務所 Ⅱ-4496 須賀谷17 いすみ市 須賀谷 上須賀谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4449 上原4 夷隅郡大多喜町 上原    夷隅土木事務所 Ⅱ-4497 須賀谷18 いすみ市 須賀谷 上須賀谷 
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夷隅土木事務所 Ⅱ-4498 須賀谷19 いすみ市 須賀谷 上須賀谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4546 荻原9 いすみ市 荻原 堀切谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4499 須賀谷20 いすみ市 須賀谷 西小倉  夷隅土木事務所 Ⅱ-4547 荻原10 いすみ市 荻原 堀切谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4500 須賀谷21 いすみ市 須賀谷 東小倉  夷隅土木事務所 Ⅱ-4548 荻原11 いすみ市 荻原 堀切谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4501 須賀谷22 いすみ市 須賀谷 東小倉  夷隅土木事務所 Ⅱ-4549 荻原12 いすみ市 荻原 神明前 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4502 須賀谷23 いすみ市 須賀谷 東小倉  夷隅土木事務所 Ⅱ-4550 荻原13 いすみ市 荻原 関谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4503 須賀谷24 いすみ市 須賀谷 下須賀谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4551 荻原14 いすみ市 荻原 関谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4504 須賀谷25 いすみ市 須賀谷 下須賀谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4552 荻原15 いすみ市 荻原 関谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4505 須賀谷26 いすみ市 須賀谷 下須賀谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4553 荻原16 いすみ市 荻原 関谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4506 須賀谷27 いすみ市 須賀谷 下須賀谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4554 荻原17 いすみ市 荻原 関谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4507 須賀谷28 いすみ市 須賀谷 下須賀谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4555 荻原18 いすみ市 荻原 古屋 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4508 小又井1 いすみ市 小又井    夷隅土木事務所 Ⅱ-4556 荻原19 いすみ市 荻原 古屋 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4509 小又井2 いすみ市 小又井    夷隅土木事務所 Ⅱ-4557 荻原20 いすみ市 荻原 古屋 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4510 小又井3 いすみ市 小又井    夷隅土木事務所 Ⅱ-4558 荻原21 いすみ市 荻原 古屋 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4511 神置2 いすみ市 神置 上神置  夷隅土木事務所 Ⅱ-4559 荻原22 いすみ市 荻原 糠田谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4512 神置3 いすみ市 神置 上神置  夷隅土木事務所 Ⅱ-4560 荻原23 いすみ市 荻原 糠田谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4513 神置4 いすみ市 神置 峰谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4561 荻原24 いすみ市 荻原 糠田谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4514 神置5 いすみ市 神置 峰谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4562 荻原25 いすみ市 荻原 糠田谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4515 小高1 いすみ市 小高 西  夷隅土木事務所 Ⅱ-4563 荻原26 いすみ市 荻原 糠田谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4516 小高2 いすみ市 小高 西  夷隅土木事務所 Ⅱ-4564 荻原27 いすみ市 荻原 糠田谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4517 小高3 いすみ市 小高 西  夷隅土木事務所 Ⅱ-4565 荻原28 いすみ市 荻原 糠田谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4518 小高4 いすみ市 小高 西  夷隅土木事務所 Ⅱ-4566 荻原29 いすみ市 荻原 糠田谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4519 小高5 いすみ市 小高 西  夷隅土木事務所 Ⅱ-4567 荻原30 いすみ市 荻原 深谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4520 小高6 いすみ市 小高 小高  夷隅土木事務所 Ⅱ-4568 荻原31 いすみ市 荻原 深谷 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4521 松丸1 いすみ市 松丸 北中村  夷隅土木事務所 Ⅱ-4569 荻原32 いすみ市 荻原 小池 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4522 松丸2 いすみ市 松丸 北中村  夷隅土木事務所 Ⅱ-4570 深谷1 いすみ市 深谷 根方 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4523 松丸3 いすみ市 松丸 向台  夷隅土木事務所 Ⅱ-4571 深谷2 いすみ市 深谷 根方 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4524 松丸4 いすみ市 松丸 向台  夷隅土木事務所 Ⅱ-4572 深谷3 いすみ市 深谷 根方 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4525 能実1 いすみ市 能実    夷隅土木事務所 Ⅱ-4573 万木1 いすみ市 万木 城山 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4526 能実2 いすみ市 能実    夷隅土木事務所 Ⅱ-4574 万木2 いすみ市 万木 城山 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4527 能実3 いすみ市 能実    夷隅土木事務所 Ⅱ-4575 万木3 いすみ市 万木 城山 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4528 能実4 いすみ市 能実    夷隅土木事務所 Ⅱ-4576 万木4 いすみ市 万木   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4529 能実5 いすみ市 能実 下  夷隅土木事務所 Ⅱ-4577 作田1 いすみ市 作田 西辺田 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4530 能実6 いすみ市 能実 下  夷隅土木事務所 Ⅱ-4578 作田2 いすみ市 作田 西辺田 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4531 能実7 いすみ市 能実 下  夷隅土木事務所 Ⅱ-4579 作田3 いすみ市 作田 上 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4532 能実8 いすみ市 能実 下  夷隅土木事務所 Ⅱ-4580 作田4 いすみ市 作田 上 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4533 能実9 いすみ市 能実 井元谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4581 作田5 いすみ市 作田 下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4534 能実10 いすみ市 能実 井元谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4582 作田6 いすみ市 作田 下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4535 能実11 いすみ市 能実 井元谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4583 作田7 いすみ市 作田 下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4536 能実12 いすみ市 能実 井元谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4584 作田8 いすみ市 作田 下 
夷隅土木事務所 Ⅱ-4537 能実13 いすみ市 能実 井元谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4585 八乙女1 いすみ市 八乙女   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4538 荻原1 いすみ市 荻原 小原谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4586 八乙女2 いすみ市 八乙女   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4539 荻原2 いすみ市 荻原 小原谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4587 八乙女3 いすみ市 八乙女   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4540 荻原3 いすみ市 荻原 小原谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4588 八乙女4 いすみ市 八乙女   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4541 荻原4 いすみ市 荻原 小原谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4589 増田1 いすみ市 増田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4542 荻原5 いすみ市 荻原 堀切谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4590 増田2 いすみ市 増田   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4543 荻原6 いすみ市 荻原 堀切谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4591 正立寺2 いすみ市 正立寺   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4544 荻原7 いすみ市 荻原 堀切谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4592 正立寺3 いすみ市 正立寺   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4545 荻原8 いすみ市 荻原 堀切谷  夷隅土木事務所 Ⅱ-4593 柿和田1 いすみ市 柿和田   
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夷隅土木事務所 Ⅱ-4594 柿和田2 いすみ市 柿和田    安房土木事務所 Ⅱ-4643 西江見1 鴨川市 西江見   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4595 柿和田3 いすみ市 柿和田    安房土木事務所 Ⅱ-4646 西江見4 鴨川市 西江見   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4596 柿和田4 いすみ市 柿和田    安房土木事務所 Ⅱ-4647 西江見5 鴨川市 西江見   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4597 柿和田5 いすみ市 柿和田    安房土木事務所 Ⅱ-4648 東江見1 鴨川市 東江見   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4598 札森1 いすみ市 札森    安房土木事務所 Ⅱ-4649 東江見2 鴨川市 東江見   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4599 札森2 いすみ市 札森    安房土木事務所 Ⅱ-4650 東江見3 鴨川市 東江見   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4600 国府台1 いすみ市 国府台 小倉  安房土木事務所 Ⅱ-4651 東江見4 鴨川市 東江見   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4601 国府台2 いすみ市 国府台 小倉  安房土木事務所 Ⅱ-4652 東江見5 鴨川市 東江見   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4602 国府台3 いすみ市 国府台 小倉  安房土木事務所 Ⅱ-4653 江見吉浦1 鴨川市 江見吉浦   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4603 国府台4 いすみ市 国府台 小倉  安房土木事務所 Ⅱ-4654 江見吉浦2 鴨川市 江見吉浦   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4604 国府台5 いすみ市 国府台 当呂  安房土木事務所 Ⅱ-4655 平塚1 鴨川市 平塚   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4605 大野1 いすみ市 大野 神城寺  安房土木事務所 Ⅱ-4656 平塚2 鴨川市 平塚   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4606 大野2 いすみ市 大野 神城寺  安房土木事務所 Ⅱ-4657 金束 鴨川市 金束   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4607 大野3 いすみ市 大野 神城寺  安房土木事務所 Ⅱ-4658 古畑1 鴨川市 古畑   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4608 大野4 いすみ市 大野 札曽  安房土木事務所 Ⅱ-4659 古畑2 鴨川市 古畑   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4609 大野5 いすみ市 大野 中村台  安房土木事務所 Ⅱ-4660 古畑3 鴨川市 古畑   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4610 大野6 いすみ市 大野 中村台  安房土木事務所 Ⅱ-4662 北風原 鴨川市 北風原   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4611 大野7 いすみ市 大野 長坂  安房土木事務所 Ⅱ-4663 大幡 鴨川市 大幡   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4612 大野8 いすみ市 大野 長坂  安房土木事務所 Ⅱ-4664 松尾寺1 鴨川市 松尾寺   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4613 大野9 いすみ市 大野 越口  安房土木事務所 Ⅱ-4665 松尾寺2 鴨川市 松尾寺   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4614 大野10 いすみ市 大野 越口  安房土木事務所 Ⅱ-4666 宮山1 鴨川市 宮山   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4615 大野11 いすみ市 大野    安房土木事務所 Ⅱ-4668 大川面1 鴨川市 大川面   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4616 大野12 いすみ市 大野 坂の上  安房土木事務所 Ⅱ-4669 大川面2 鴨川市 大川面   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4617 大野13 いすみ市 大野 荒木根  安房土木事務所 Ⅱ-4670 北小町1 鴨川市 北小町   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4618 大野14 いすみ市 大野 荒木根  安房土木事務所 Ⅱ-4671 北小町2 鴨川市 北小町   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4619 大野15 いすみ市 大野 川目  安房土木事務所 Ⅱ-4672 北小町3 鴨川市 北小町   
夷隅土木事務所 Ⅱ-4620 大野16 いすみ市 大野 川目  安房土木事務所 Ⅱ-4673 上小原 鴨川市 上小原   
安房土木事務所 Ⅱ-4621 太田学1 鴨川市 太田学    安房土木事務所 Ⅱ-4674 打墨6 鴨川市 打墨   
安房土木事務所 Ⅱ-4622 太田学2 鴨川市 太田学    安房土木事務所 Ⅱ-4675 打墨7 鴨川市 打墨   
安房土木事務所 Ⅱ-4623 太田学3 鴨川市 太田学    安房土木事務所 Ⅱ-4676 打墨8 鴨川市 打墨   
安房土木事務所 Ⅱ-4624 打墨1 鴨川市 打墨    安房土木事務所 Ⅱ-4677 打墨9 鴨川市 打墨   
安房土木事務所 Ⅱ-4625 打墨2 鴨川市 打墨    安房土木事務所 Ⅱ-4678 打墨10 鴨川市 打墨   
安房土木事務所 Ⅱ-4626 打墨3 鴨川市 打墨    安房土木事務所 Ⅱ-4679 和泉4 鴨川市 和泉   
安房土木事務所 Ⅱ-4628 打墨5 鴨川市 打墨    安房土木事務所 Ⅱ-4680 東町3 鴨川市 東町   
安房土木事務所 Ⅱ-4629 粟斗1 鴨川市 粟斗    安房土木事務所 Ⅱ-4681 東町4 鴨川市 東町   
安房土木事務所 Ⅱ-4630 粟斗2 鴨川市 粟斗    安房土木事務所 Ⅱ-4682 東町5 鴨川市 東町   
安房土木事務所 Ⅱ-4631 粟斗3 鴨川市 粟斗    安房土木事務所 Ⅱ-4683 東町6 鴨川市 東町   
安房土木事務所 Ⅱ-4632 粟斗4 鴨川市 粟斗    安房土木事務所 Ⅱ-4684 西1 鴨川市 西   
安房土木事務所 Ⅱ-4633 和泉1 鴨川市 和泉    安房土木事務所 Ⅱ-4685 西2 鴨川市 西   
安房土木事務所 Ⅱ-4634 和泉2 鴨川市 和泉    安房土木事務所 Ⅱ-4687 畑1 鴨川市 畑   
安房土木事務所 Ⅱ-4635 和泉3 鴨川市 和泉    安房土木事務所 Ⅱ-4688 畑2 鴨川市 畑   
安房土木事務所 Ⅱ-4636 西町 鴨川市 西町    安房土木事務所 Ⅱ-4689 江見西山 鴨川市 江見西山   
安房土木事務所 Ⅱ-4637 東町1 鴨川市 東町    安房土木事務所 Ⅱ-4690 上三原1 南房総市 上三原   
安房土木事務所 Ⅱ-4638 東町2 鴨川市 東町    安房土木事務所 Ⅱ-4691 上三原2 南房総市 上三原   
安房土木事務所 Ⅱ-4639 江見東真門1 鴨川市 江見東真門    安房土木事務所 Ⅱ-4692 磑森 南房総市 磑森   
安房土木事務所 Ⅱ-4640 江見東真門2 鴨川市 江見東真門    安房土木事務所 Ⅱ-4693 上三原3 南房総市 上三原   
安房土木事務所 Ⅱ-4641 江見太夫崎1 鴨川市 江見太夫崎    安房土木事務所 Ⅱ-4694 五十蔵1 南房総市 五十蔵   
安房土木事務所 Ⅱ-4642 江見太夫崎2 鴨川市 江見太夫崎    安房土木事務所 Ⅱ-4695 上三原4 南房総市 上三原   
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安房土木事務所 Ⅱ-4696 上三原5 南房総市 上三原    安房土木事務所 Ⅱ-4744 小川7 南房総市 小川   
安房土木事務所 Ⅱ-4697 布野1 南房総市 布野    安房土木事務所 Ⅱ-4745 白渚 南房総市 白渚   
安房土木事務所 Ⅱ-4698 布野2 南房総市 布野    安房土木事務所 Ⅱ-4747 和田2 南房総市 和田   
安房土木事務所 Ⅱ-4699 上三原6 南房総市 上三原    安房土木事務所 Ⅱ-4748 沼1 南房総市 沼   
安房土木事務所 Ⅱ-4700 五十蔵2 南房総市 五十蔵    安房土木事務所 Ⅱ-4749 沼2 南房総市 沼   
安房土木事務所 Ⅱ-4701 小向1 南房総市 小向    安房土木事務所 Ⅱ-4750 四方木1 鴨川市 四方木   
安房土木事務所 Ⅱ-4702 小向2 南房総市 小向    安房土木事務所 Ⅱ-4751 四方木2 鴨川市 四方木   
安房土木事務所 Ⅱ-4703 小向3 南房総市 小向    安房土木事務所 Ⅱ-4752 四方木3 鴨川市 四方木   
安房土木事務所 Ⅱ-4704 小向4 南房総市 小向    安房土木事務所 Ⅱ-4753 四方木4 鴨川市 四方木   
安房土木事務所 Ⅱ-4705 黒岩1 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4754 四方木5 鴨川市 四方木   
安房土木事務所 Ⅱ-4706 黒岩2 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4755 四方木6 鴨川市 四方木   
安房土木事務所 Ⅱ-4707 黒岩3 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4756 清澄1 鴨川市 清澄   
安房土木事務所 Ⅱ-4708 黒岩4 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4757 清澄2 鴨川市 清澄   
安房土木事務所 Ⅱ-4709 道久保 南房総市 道久保    安房土木事務所 Ⅱ-4758 内浦1 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4710 上三原7 南房総市 上三原    安房土木事務所 Ⅱ-4759 清澄3 鴨川市 清澄   
安房土木事務所 Ⅱ-4711 上三原8 南房総市 上三原    安房土木事務所 Ⅱ-4760 内浦2 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4712 中三原1 南房総市 中三原    安房土木事務所 Ⅱ-4761 内浦3 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4713 上三原9 南房総市 上三原    安房土木事務所 Ⅱ-4762 内浦4 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4714 黒岩5 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4763 内浦5 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4715 黒岩6 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4764 内浦6 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4716 黒岩7 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4765 内浦7 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4717 黒岩8 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4766 内浦8 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4718 黒岩9 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4767 内浦9 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4719 黒岩10 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4768 内浦10 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4720 黒岩11 南房総市 黒岩    安房土木事務所 Ⅱ-4769 内浦11 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4721 小川1 南房総市 小川    安房土木事務所 Ⅱ-4771 天津2 鴨川市 天津   
安房土木事務所 Ⅱ-4722 小川2 南房総市 小川    安房土木事務所 Ⅱ-4772 天津3 鴨川市 天津   
安房土木事務所 Ⅱ-4723 小川3 南房総市 小川    安房土木事務所 Ⅱ-4773 天津4 鴨川市 天津   
安房土木事務所 Ⅱ-4724 小川4 南房総市 小川    安房土木事務所 Ⅱ-4774 天津5 鴨川市 天津   
安房土木事務所 Ⅱ-4725 柴 南房総市 柴    安房土木事務所 Ⅱ-4775 浜萩1 鴨川市 浜萩   
安房土木事務所 Ⅱ-4726 仁我浦 南房総市 仁我浦    安房土木事務所 Ⅱ-4776 浜萩2 鴨川市 浜萩   
安房土木事務所 Ⅱ-4727 下三原1 南房総市 下三原    安房土木事務所 Ⅱ-4777 浜萩3 鴨川市 浜萩   
安房土木事務所 Ⅱ-4728 下三原2 南房総市 下三原    安房土木事務所 Ⅱ-4778 浜萩4 鴨川市 浜萩   
安房土木事務所 Ⅱ-4729 下三原3 南房総市 下三原    安房土木事務所 Ⅱ-4779 浜萩5 鴨川市 浜萩   
安房土木事務所 Ⅱ-4730 下三原4 南房総市 下三原    安房土木事務所 Ⅱ-4780 天津6 鴨川市 天津   
安房土木事務所 Ⅱ-4731 下三原5 南房総市 下三原    安房土木事務所 Ⅱ-4781 天津7 鴨川市 天津   
安房土木事務所 Ⅱ-4732 中三原2 南房総市 中三原    安房土木事務所 Ⅱ-4782 天津8 鴨川市 天津   
安房土木事務所 Ⅱ-4733 中三原3 南房総市 中三原    安房土木事務所 Ⅱ-4783 天津9 鴨川市 天津   
安房土木事務所 Ⅱ-4734 中三原4 南房総市 中三原    安房土木事務所 Ⅱ-4784 天津10 鴨川市 天津   
安房土木事務所 Ⅱ-4735 中三原5 南房総市 中三原    安房土木事務所 Ⅱ-4785 内浦12 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4736 中三原6 南房総市 中三原    安房土木事務所 Ⅱ-4786 小湊 鴨川市 小湊   
安房土木事務所 Ⅱ-4737 中三原7 南房総市 中三原    安房土木事務所 Ⅱ-4787 内浦13 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4738 中三原8 南房総市 中三原    安房土木事務所 Ⅱ-4788 内浦14 鴨川市 内浦   
安房土木事務所 Ⅱ-4739 中三原9 南房総市 中三原    安房土木事務所 Ⅱ-4789 船形1 館山市 船形   
安房土木事務所 Ⅱ-4740 中三原10 南房総市 中三原    安房土木事務所 Ⅱ-4790 船形2 館山市 船形   
安房土木事務所 Ⅱ-4741 下三原6 南房総市 下三原    安房土木事務所 Ⅱ-4791 川名 館山市 川名   
安房土木事務所 Ⅱ-4742 小川5 南房総市 小川    安房土木事務所 Ⅱ-4792 小原1 館山市 小原   
安房土木事務所 Ⅱ-4743 小川6 南房総市 小川    安房土木事務所 Ⅱ-4793 小原2 館山市 小原   
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安房土木事務所 Ⅱ-4794 小原3 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4842 竹原1 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4795 小原4 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4843 竹原2 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4796 小原5 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4844 竹原3 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4797 小原6 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4845 竹原4 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4798 小原7 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4846 竹原5 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4799 小原8 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4847 竹原6 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4800 小原9 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4848 江田3 館山市 江田   
安房土木事務所 Ⅱ-4801 小原10 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4850 江田5 館山市 江田   
安房土木事務所 Ⅱ-4802 小原11 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4851 江田6 館山市 江田   
安房土木事務所 Ⅱ-4803 小原12 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4852 竹原7 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4804 小原13 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4853 竹原8 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4805 正木1 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4854 竹原9 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4806 正木2 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4856 竹原11 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4807 正木3 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4857 竹原12 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4808 正木4 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4858 竹原13 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4809 正木5 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4859 竹原14 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4810 正木6 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4860 竹原15 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4811 正木7 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4861 竹原16 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4812 正木8 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4862 竹原17 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4813 正木9 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4863 竹原18 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4814 正木10 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4864 竹原19 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4815 正木11 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4865 竹原20 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4816 正木12 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4866 竹原21 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4817 正木13 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4867 竹原22 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4818 正木14 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4868 竹原23 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4819 正木15 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4869 竹原24 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4820 正木16 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4870 竹原25 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4821 正木17 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4871 竹原26 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4822 那古 館山市 那古    安房土木事務所 Ⅱ-4872 竹原27 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4823 小原14 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4873 竹原28 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4824 小原15 館山市 小原    安房土木事務所 Ⅱ-4874 竹原29 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4825 正木18 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4875 竹原30 館山市 竹原   
安房土木事務所 Ⅱ-4826 正木19 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4876 大井1 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4827 正木20 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4877 大井2 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4828 正木21 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4878 大井3 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4829 正木22 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4879 大井4 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4830 正木23 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4880 大井5 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4831 正木24 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4881 大井6 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4832 正木25 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4882 大井7 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4833 正木26 館山市 正木    安房土木事務所 Ⅱ-4883 大井8 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4834 亀ヶ原1 館山市 亀ヶ原    安房土木事務所 Ⅱ-4884 大井9 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4835 亀ヶ原2 館山市 亀ヶ原    安房土木事務所 Ⅱ-4885 大井10 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4836 亀ヶ原3 館山市 亀ヶ原    安房土木事務所 Ⅱ-4886 大井11 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4837 亀ヶ原4 館山市 亀ヶ原    安房土木事務所 Ⅱ-4887 大井12 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4838 亀ヶ原5 館山市 亀ヶ原    安房土木事務所 Ⅱ-4888 大井13 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4839 亀ヶ原6 館山市 亀ヶ原    安房土木事務所 Ⅱ-4889 大井14 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4840 江田1 館山市 江田    安房土木事務所 Ⅱ-4890 大井15 館山市 大井   
安房土木事務所 Ⅱ-4841 江田2 館山市 江田    安房土木事務所 Ⅱ-4891 大井16 館山市 大井   
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安房土木事務所 Ⅱ-4892 大井17 館山市 大井    安房土木事務所 Ⅱ-4947 安布里3 館山市 安布里   
安房土木事務所 Ⅱ-4893 山本1 館山市 山本    安房土木事務所 Ⅱ-4949 安布里5 館山市 安布里   
安房土木事務所 Ⅱ-4894 山本2 館山市 山本    安房土木事務所 Ⅱ-4950 安布里6 館山市 安布里   
安房土木事務所 Ⅱ-4895 山本3 館山市 山本    安房土木事務所 Ⅱ-4951 山本9 館山市 山本   
安房土木事務所 Ⅱ-4897 山本5 館山市 山本    安房土木事務所 Ⅱ-4952 山本10 館山市 山本   
安房土木事務所 Ⅱ-4898 山本6 館山市 山本    安房土木事務所 Ⅱ-4953 大網 館山市 大網   
安房土木事務所 Ⅱ-4899 山本7 館山市 山本    安房土木事務所 Ⅱ-4954 南条1 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-4900 山本8 館山市 山本    安房土木事務所 Ⅱ-4955 南条2 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-4901 稲1 館山市 稲    安房土木事務所 Ⅱ-4956 南条3 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-4902 稲2 館山市 稲    安房土木事務所 Ⅱ-4957 南条4 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-4903 稲3 館山市 稲    安房土木事務所 Ⅱ-4958 南条5 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-4904 稲4 館山市 稲    安房土木事務所 Ⅱ-4959 南条6 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-4905 二子1 館山市 二子    安房土木事務所 Ⅱ-4960 南条7 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-4906 二子2 館山市 二子    安房土木事務所 Ⅱ-4961 南条8 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-4907 二子3 館山市 二子    安房土木事務所 Ⅱ-4962 南条9 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-4909 二子5 館山市 二子    安房土木事務所 Ⅱ-4963 南条10 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-4910 安東1 館山市 安東    安房土木事務所 Ⅱ-4964 飯沼1 館山市 飯沼   
安房土木事務所 Ⅱ-4911 安東2 館山市 安東    安房土木事務所 Ⅱ-4965 飯沼2 館山市 飯沼   
安房土木事務所 Ⅱ-4912 安東3 館山市 安東    安房土木事務所 Ⅱ-4966 飯沼3 館山市 飯沼   
安房土木事務所 Ⅱ-4913 安東4 館山市 安東    安房土木事務所 Ⅱ-4967 古茂口1 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4914 宝貝1 館山市 宝貝    安房土木事務所 Ⅱ-4968 古茂口2 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4915 宝貝2 館山市 宝貝   安房土木事務所 Ⅱ-4969 古茂口3 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4916 宝貝3 館山市 宝貝   安房土木事務所 Ⅱ-4970 古茂口4 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4917 宝貝4 館山市 宝貝   安房土木事務所 Ⅱ-4971 古茂口5 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4918 宝貝5 館山市 宝貝   安房土木事務所 Ⅱ-4972 古茂口6 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4919 宝貝6 館山市 宝貝   安房土木事務所 Ⅱ-4973 古茂口7 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4920 宝貝7 館山市 宝貝   安房土木事務所 Ⅱ-4974 古茂口8 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4921 安東５ 館山市 安東   安房土木事務所 Ⅱ-4975 古茂口9 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4922 安東6 館山市 安東   安房土木事務所 Ⅱ-4976 古茂口10 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4923 水岡1 館山市 水岡   安房土木事務所 Ⅱ-4977 古茂口11 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4924 水岡2 館山市 水岡   安房土木事務所 Ⅱ-4978 古茂口12 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4925 水岡3 館山市 水岡   安房土木事務所 Ⅱ-4979 古茂口13 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4926 水岡4 館山市 水岡   安房土木事務所 Ⅱ-4980 古茂口14 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4927 水岡5 館山市 水岡   安房土木事務所 Ⅱ-4981 古茂口15 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4928 水岡6 館山市 水岡   安房土木事務所 Ⅱ-4982 古茂口16 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-4929 水岡7 館山市 水岡   安房土木事務所 Ⅱ-4983 宝貝8 館山市 宝貝   
安房土木事務所 Ⅱ-4930 水岡8 館山市 水岡   安房土木事務所 Ⅱ-4984 宝貝9 館山市 宝貝   
安房土木事務所 Ⅱ-4931 水岡9 館山市 水岡   安房土木事務所 Ⅱ-4985 宝貝10 館山市 宝貝   
安房土木事務所 Ⅱ-4932 大井18 館山市 大井   安房土木事務所 Ⅱ-4986 宝貝11 館山市 宝貝   
安房土木事務所 Ⅱ-4933 香1 館山市 香   安房土木事務所 Ⅱ-4987 宝貝12 館山市 宝貝   
安房土木事務所 Ⅱ-4934 香2 館山市 香   安房土木事務所 Ⅱ-4988 宝貝13 館山市 宝貝   
安房土木事務所 Ⅱ-4935 大賀 館山市 大賀   安房土木事務所 Ⅱ-4989 水岡10 館山市 水岡   
安房土木事務所 Ⅱ-4937 宮城2 館山市 宮城   安房土木事務所 Ⅱ-4990 水岡11 館山市 水岡   
安房土木事務所 Ⅱ-4938 沼1 館山市 沼   安房土木事務所 Ⅱ-4991 水岡12 館山市 水岡   
安房土木事務所 Ⅱ-4940 沼3 館山市 沼   安房土木事務所 Ⅱ-4992 水岡13 館山市 水岡   
安房土木事務所 Ⅱ-4943 館山2 館山市 館山   安房土木事務所 Ⅱ-4993 水岡14 館山市 水岡   
安房土木事務所 Ⅱ-4944 上真倉1 館山市 上真倉   安房土木事務所 Ⅱ-4994 水岡15 館山市 水岡   
安房土木事務所 Ⅱ-4946 安布里2 館山市 安布里   安房土木事務所 Ⅱ-4995 水岡16 館山市 水岡   
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安房土木事務所 Ⅱ-4996 水岡17 館山市 水岡    安房土木事務所 Ⅱ-5045 東長田8 館山市 東長田   
安房土木事務所 Ⅱ-4997 洲崎 館山市 洲崎    安房土木事務所 Ⅱ-5046 東長田9 館山市 東長田   
安房土木事務所 Ⅱ-4998 坂田1 館山市 坂田    安房土木事務所 Ⅱ-5047 東長田10 館山市 東長田   
安房土木事務所 Ⅱ-4999 坂田2 館山市 坂田    安房土木事務所 Ⅱ-5048 東長田11 館山市 東長田   
安房土木事務所 Ⅱ-5000 坂田3 館山市 坂田    安房土木事務所 Ⅱ-5049 東長田12 館山市 東長田   
安房土木事務所 Ⅱ-5001 波佐間1 館山市 波左間    安房土木事務所 Ⅱ-5050 東長田13 館山市 東長田   
安房土木事務所 Ⅱ-5002 波佐間2 館山市 波左間    安房土木事務所 Ⅱ-5051 東長田14 館山市 東長田   
安房土木事務所 Ⅱ-5003 波佐間3 館山市 波左間    安房土木事務所 Ⅱ-5052 大戸1 館山市 大戸   
安房土木事務所 Ⅱ-5004 波佐間4 館山市 波左間    安房土木事務所 Ⅱ-5053 大戸2 館山市 大戸   
安房土木事務所 Ⅱ-5005 加賀名 館山市 加賀名    安房土木事務所 Ⅱ-5054 南条11 館山市 南条   
安房土木事務所 Ⅱ-5006 早物1 館山市 早物    安房土木事務所 Ⅱ-5055 作名1 館山市 作名   
安房土木事務所 Ⅱ-5007 早物2 館山市 早物    安房土木事務所 Ⅱ-5056 作名2 館山市 作名   
安房土木事務所 Ⅱ-5008 早物3 館山市 早物    安房土木事務所 Ⅱ-5057 作名3 館山市 作名   
安房土木事務所 Ⅱ-5009 早物4 館山市 早物    安房土木事務所 Ⅱ-5058 作名4 館山市 作名   
安房土木事務所 Ⅱ-5010 早物5 館山市 早物    安房土木事務所 Ⅱ-5059 作名5 館山市 作名   
安房土木事務所 Ⅱ-5011 塩見1 館山市 塩見    安房土木事務所 Ⅱ-5061 作名7 館山市 作名   
安房土木事務所 Ⅱ-5012 塩見2 館山市 塩見    安房土木事務所 Ⅱ-5062 作名8 館山市 作名   
安房土木事務所 Ⅱ-5013 香3 館山市 香    安房土木事務所 Ⅱ-5063 作名9 館山市 作名   
安房土木事務所 Ⅱ-5014 上真倉2 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5064 作名10 館山市 作名   
安房土木事務所 Ⅱ-5015 上真倉3 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5065 古茂口17 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-5016 上真倉4 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5066 古茂口18 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-5017 上真倉5 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5067 山萩1 館山市 山萩   
安房土木事務所 Ⅱ-5018 上真倉6 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5068 山萩2 館山市 山萩   
安房土木事務所 Ⅱ-5019 上真倉7 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5069 山萩3 館山市 山萩   
安房土木事務所 Ⅱ-5020 上真倉8 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5070 山萩4 館山市 山萩   
安房土木事務所 Ⅱ-5021 上真倉9 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5071 山萩5 館山市 山萩   
安房土木事務所 Ⅱ-5022 上真倉10 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5072 山萩6 館山市 山萩   
安房土木事務所 Ⅱ-5023 上真倉11 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5073 山萩7 館山市 山萩   
安房土木事務所 Ⅱ-5024 上真倉12 館山市 上真倉    安房土木事務所 Ⅱ-5074 古茂口19 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-5025 岡田1 館山市 岡田    安房土木事務所 Ⅱ-5075 古茂口20 館山市 古茂口   
安房土木事務所 Ⅱ-5026 出野尾1 館山市 出野尾    安房土木事務所 Ⅱ-5076 山萩8 館山市 山萩   
安房土木事務所 Ⅱ-5027 出野尾2 館山市 出野尾    安房土木事務所 Ⅱ-5077 山萩9 館山市 山萩   
安房土木事務所 Ⅱ-5028 出野尾3 館山市 出野尾    安房土木事務所 Ⅱ-5078 伊戸 館山市 伊戸   
安房土木事務所 Ⅱ-5029 出野尾4 館山市 出野尾    安房土木事務所 Ⅱ-5079 布沼1 館山市 布沼   
安房土木事務所 Ⅱ-5030 出野尾5 館山市 出野尾    安房土木事務所 Ⅱ-5080 布沼2 館山市 布沼   
安房土木事務所 Ⅱ-5031 出野尾6 館山市 出野尾    安房土木事務所 Ⅱ-5081 布沼3 館山市 布沼   
安房土木事務所 Ⅱ-5032 西長田1 館山市 西長田    安房土木事務所 Ⅱ-5082 布沼4 館山市 布沼   
安房土木事務所 Ⅱ-5033 西長田2 館山市 西長田    安房土木事務所 Ⅱ-5083 布沼5 館山市 布沼   
安房土木事務所 Ⅱ-5034 西長田3 館山市 西長田    安房土木事務所 Ⅱ-5084 布沼6 館山市 布沼   
安房土木事務所 Ⅱ-5035 西長田4 館山市 西長田    安房土木事務所 Ⅱ-5085 茂名1 館山市 茂名   
安房土木事務所 Ⅱ-5037 西長田6 館山市 西長田    安房土木事務所 Ⅱ-5086 茂名2 館山市 茂名   
安房土木事務所 Ⅱ-5038 東長田1 館山市 東長田    安房土木事務所 Ⅱ-5087 茂名3 館山市 茂名   
安房土木事務所 Ⅱ-5039 東長田2 館山市 東長田    安房土木事務所 Ⅱ-5088 茂名4 館山市 茂名   
安房土木事務所 Ⅱ-5040 東長田3 館山市 東長田    安房土木事務所 Ⅱ-5089 茂名5 館山市 茂名   
安房土木事務所 Ⅱ-5041 東長田4 館山市 東長田    君津土木事務所 Ⅱ-5090 茂名6 木更津市 茂名   
安房土木事務所 Ⅱ-5042 東長田5 館山市 東長田    君津土木事務所 Ⅱ-5091 洲宮1 木更津市 茂名   
安房土木事務所 Ⅱ-5043 東長田6 館山市 東長田    君津土木事務所 Ⅱ-5092 洲宮2 木更津市 茂名   
安房土木事務所 Ⅱ-5044 東長田7 館山市 東長田    君津土木事務所 Ⅱ-5093 藤原1 木更津市 藤原   
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君津土木事務所 Ⅱ-5094 藤原2 木更津市 藤原    君津土木事務所 Ⅱ-5143 神余12 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5095 藤原3 木更津市 藤原    君津土木事務所 Ⅱ-5144 神余13 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5096 藤原4 木更津市 藤原    君津土木事務所 Ⅱ-5145 神余14 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5097 藤原5 木更津市 藤原    君津土木事務所 Ⅱ-5146 神余15 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5098 藤原6 木更津市 藤原    君津土木事務所 Ⅱ-5147 神余16 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5099 岡田2 木更津市 岡田    君津土木事務所 Ⅱ-5148 神余17 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5100 出野尾7 木更津市 出野尾    君津土木事務所 Ⅱ-5149 神余18 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5101 出野尾8 木更津市 出野尾    君津土木事務所 Ⅱ-5150 神余19 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5102 出野尾9 木更津市 出野尾    君津土木事務所 Ⅱ-5151 神余20 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5103 出野尾10 木更津市 出野尾    君津土木事務所 Ⅱ-5152 神余21 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5104 出野尾11 木更津市 出野尾    君津土木事務所 Ⅱ-5153 神余22 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5105 西長田7 木更津市 西長田    君津土木事務所 Ⅱ-5154 神余23 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5106 東長田15 木更津市 東長田    君津土木事務所 Ⅱ-5155 神余24 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5107 東長田16 木更津市 東長田    君津土木事務所 Ⅱ-5156 神余25 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5108 作名11 木更津市 作名    君津土木事務所 Ⅱ-5157 神余26 木更津市 神余   
君津土木事務所 Ⅱ-5109 藤原7 木更津市 藤原    君津土木事務所 Ⅱ-5158 畑8 木更津市 畑   
君津土木事務所 Ⅱ-5110 藤原8 木更津市 藤原    君津土木事務所 Ⅱ-5159 布良2 木更津市 布良   
君津土木事務所 Ⅱ-5111 佐野1 木更津市 佐野    君津土木事務所 Ⅱ-5160 布良3 木更津市 布良   
君津土木事務所 Ⅱ-5112 佐野2 木更津市 佐野    君津土木事務所 Ⅱ-5161 布良4 木更津市 布良   
君津土木事務所 Ⅱ-5113 佐野3 木更津市 佐野    君津土木事務所 Ⅱ-5162 布良5 木更津市 布良   
君津土木事務所 Ⅱ-5114 佐野4 木更津市 佐野    君津土木事務所 Ⅱ-5163 布良6 木更津市 布良   
君津土木事務所 Ⅱ-5115 佐野5 木更津市 佐野    君津土木事務所 Ⅱ-5164 布良7 木更津市 布良   
君津土木事務所 Ⅱ-5116 佐野6 木更津市 佐野    君津土木事務所 Ⅱ-5165 布良8 木更津市 布良   
君津土木事務所 Ⅱ-5117 神余1 木更津市 神余    君津土木事務所 Ⅱ-5166 布良9 木更津市 布良   
君津土木事務所 Ⅱ-5118 神余2 木更津市 神余    君津土木事務所 Ⅱ-5167 大神宮5 木更津市 大神宮   
君津土木事務所 Ⅱ-5119 神余3 木更津市 神余    君津土木事務所 Ⅱ-5168 大神宮6 木更津市 大神宮   
君津土木事務所 Ⅱ-5120 神余4 木更津市 神余    君津土木事務所 Ⅱ-5169 大神宮7 木更津市 大神宮   
君津土木事務所 Ⅱ-5121 神余5 木更津市 神余    安房土木事務所 Ⅱ-5170 豊岡1 南房総市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-5122 神余6 木更津市 神余    安房土木事務所 Ⅱ-5171 豊岡2 南房総市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-5123 神余7 木更津市 神余    安房土木事務所 Ⅱ-5172 豊岡3 南房総市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-5124 神余8 木更津市 神余    安房土木事務所 Ⅱ-5173 南無谷1 南房総市 南無谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5125 畑1 木更津市 畑    安房土木事務所 Ⅱ-5174 南無谷2 南房総市 南無谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5126 畑2 木更津市 畑    安房土木事務所 Ⅱ-5175 居倉1 南房総市 居倉   
君津土木事務所 Ⅱ-5127 畑3 木更津市 畑    安房土木事務所 Ⅱ-5176 大津1 南房総市 大津   
君津土木事務所 Ⅱ-5128 畑4 木更津市 畑    安房土木事務所 Ⅱ-5177 南無谷3 南房総市 南無谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5129 畑5 木更津市 畑    安房土木事務所 Ⅱ-5178 南無谷4 南房総市 南無谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5130 畑6 木更津市 畑    安房土木事務所 Ⅱ-5179 南無谷5 南房総市 南無谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5131 畑7 木更津市 畑    安房土木事務所 Ⅱ-5180 南無谷6 南房総市 南無谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5133 大神宮1 木更津市 大神宮    安房土木事務所 Ⅱ-5181 南無谷７ 南房総市 南無谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5134 大神宮2 木更津市 大神宮    安房土木事務所 Ⅱ-5183 南無谷9 南房総市 南無谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5135 大神宮3 木更津市 大神宮    安房土木事務所 Ⅱ-5184 丹生1 南房総市 丹生   
君津土木事務所 Ⅱ-5136 大神宮4 木更津市 大神宮    安房土木事務所 Ⅱ-5185 丹生2 南房総市 丹生   
君津土木事務所 Ⅱ-5137 竜岡1 木更津市 竜岡    安房土木事務所 Ⅱ-5186 丹生3 南房総市 丹生   
君津土木事務所 Ⅱ-5138 竜岡2 木更津市 竜岡    安房土木事務所 Ⅱ-5187 大津2 南房総市 大津   
君津土木事務所 Ⅱ-5139 竜岡3 木更津市 竜岡    安房土木事務所 Ⅱ-5188 大津3 南房総市 大津   
君津土木事務所 Ⅱ-5140 神余9 木更津市 神余    安房土木事務所 Ⅱ-5189 大津4 南房総市 大津   
君津土木事務所 Ⅱ-5141 神余10 木更津市 神余    安房土木事務所 Ⅱ-5192 豊岡6 南房総市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-5142 神余11 木更津市 神余    安房土木事務所 Ⅱ-5193 豊岡7 南房総市 豊岡   
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安房土木事務所 Ⅱ-5194 原岡1 南房総市 原岡    安房土木事務所 Ⅱ-5249 手取2 南房総市 手取   
安房土木事務所 Ⅱ-5197 深名1 南房総市 深名    安房土木事務所 Ⅱ-5250 手取3 南房総市 手取   
安房土木事務所 Ⅱ-5198 深名2 南房総市 深名    安房土木事務所 Ⅱ-5251 手取4 南房総市 手取   
安房土木事務所 Ⅱ-5199 深名3 南房総市 深名    安房土木事務所 Ⅱ-5252 手取5 南房総市 手取   
安房土木事務所 Ⅱ-5200 深名4 南房総市 深名    安房土木事務所 Ⅱ-5253 大津15 南房総市 大津   
安房土木事務所 Ⅱ-5201 深名5 南房総市 深名    安房土木事務所 Ⅱ-5255 大津17 南房総市 大津   
安房土木事務所 Ⅱ-5202 深名6 南房総市 深名    安房土木事務所 Ⅱ-5256 荒川1 南房総市 荒川   
安房土木事務所 Ⅱ-5203 大津5 南房総市 大津    安房土木事務所 Ⅱ-5257 荒川2 南房総市 荒川   
安房土木事務所 Ⅱ-5204 大津6 南房総市 大津    安房土木事務所 Ⅱ-5258 荒川3 南房総市 荒川   
安房土木事務所 Ⅱ-5205 大津7 南房総市 大津    安房土木事務所 Ⅱ-5259 久枝1 南房総市 久枝   
安房土木事務所 Ⅱ-5206 大津8 南房総市 大津    安房土木事務所 Ⅱ-5260 久枝2 南房総市 久枝   
安房土木事務所 Ⅱ-5208 宮本２ 南房総市 宮本    安房土木事務所 Ⅱ-5261 久枝3 南房総市 久枝   
安房土木事務所 Ⅱ-5210 宮本4 南房総市 宮本    安房土木事務所 Ⅱ-5262 久枝4 南房総市 久枝   
安房土木事務所 Ⅱ-5211 宮本5 南房総市 宮本    安房土木事務所 Ⅱ-5263 検儀谷1 南房総市 検儀谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5212 深名7 南房総市 深名    安房土木事務所 Ⅱ-5264 検儀谷2 南房総市 検儀谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5213 深名8 南房総市 深名    安房土木事務所 Ⅱ-5265 検儀谷3 南房総市 検儀谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5214 宮本6 南房総市 宮本    安房土木事務所 Ⅱ-5266 検儀谷4 南房総市 検儀谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5215 宮本7 南房総市 宮本    安房土木事務所 Ⅱ-5267 検儀谷5 南房総市 検儀谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5216 大津9 南房総市 宮本    安房土木事務所 Ⅱ-5268 検儀谷6 南房総市 検儀谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5217 宮本8 南房総市 宮本    安房土木事務所 Ⅱ-5269 検儀谷7 南房総市 検儀谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5218 宮本9 南房総市 宮本    安房土木事務所 Ⅱ-5270 検儀谷8 南房総市 検儀谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5219 宮本10 南房総市 宮本    安房土木事務所 Ⅱ-5271 検儀谷9 南房総市 検儀谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5220 多田良1 南房総市 多田良    安房土木事務所 Ⅱ-5272 市部1 南房総市 市部   
安房土木事務所 Ⅱ-5221 多田良2 南房総市 多田良    安房土木事務所 Ⅱ-5273 市部2 南房総市 市部   
安房土木事務所 Ⅱ-5222 多田良3 南房総市 多田良    安房土木事務所 Ⅱ-5274 二部1 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5224 福沢1 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5275 二部2 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5225 福沢2 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5278 二部5 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5226 福沢3 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5279 二部6 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5227 福沢4 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5280 二部7 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5228 福沢5 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5281 二部8 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5229 福沢6 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5282 二部9 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5230 福沢7 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5283 二部10 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5231 福沢8 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5284 井野1 南房総市 井野   
安房土木事務所 Ⅱ-5232 福沢9 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5285 井野2 南房総市 井野   
安房土木事務所 Ⅱ-5233 福沢10 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5286 井野3 南房総市 井野   
安房土木事務所 Ⅱ-5234 福沢11 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5287 川上1 南房総市 川上   
安房土木事務所 Ⅱ-5235 福沢12 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5288 川上2 南房総市 川上   
安房土木事務所 Ⅱ-5236 福沢13 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5289 川上3 南房総市 川上   
安房土木事務所 Ⅱ-5237 福沢14 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5290 平久里中1 南房総市 平久里中   
安房土木事務所 Ⅱ-5239 福沢16 南房総市 福沢    安房土木事務所 Ⅱ-5291 平久里中2 南房総市 平久里中   
安房土木事務所 Ⅱ-5240 居倉2 南房総市 居倉    安房土木事務所 Ⅱ-5292 平久里中3 南房総市 平久里中   
安房土木事務所 Ⅱ-5241 居倉3 南房総市 居倉    安房土木事務所 Ⅱ-5293 平久里中4 南房総市 平久里中   
安房土木事務所 Ⅱ-5242 大津10 南房総市 大津    安房土木事務所 Ⅱ-5294 二部11 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5243 大津11 南房総市 大津    安房土木事務所 Ⅱ-5295 二部12 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5244 大津12 南房総市 大津    安房土木事務所 Ⅱ-5296 二部13 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5245 大津13 南房総市 大津    安房土木事務所 Ⅱ-5297 二部14 南房総市 二部   
安房土木事務所 Ⅱ-5247 居倉4 南房総市 居倉    安房土木事務所 Ⅱ-5298 合戸1 南房総市 合戸   
安房土木事務所 Ⅱ-5248 手取1 南房総市 手取    安房土木事務所 Ⅱ-5299 合戸2 南房総市 合戸   
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安房土木事務所 Ⅱ-5301 合戸4 南房総市 合戸    安房土木事務所 Ⅱ-5352 市井原3 安房郡鋸南町 市井原   
安房土木事務所 Ⅱ-5302 合戸5 南房総市 合戸    安房土木事務所 Ⅱ-5353 元名4 安房郡鋸南町 元名   
安房土木事務所 Ⅱ-5303 宮谷1 南房総市 宮谷    安房土木事務所 Ⅱ-5354 元名5 安房郡鋸南町 元名   
安房土木事務所 Ⅱ-5304 宮谷2 南房総市 宮谷    安房土木事務所 Ⅱ-5355 元名6 安房郡鋸南町 元名   
安房土木事務所 Ⅱ-5305 高崎1 南房総市 高崎    安房土木事務所 Ⅱ-5356 元名7 安房郡鋸南町 元名   
安房土木事務所 Ⅱ-5306 高崎2 南房総市 高崎    安房土木事務所 Ⅱ-5357 保田2 安房郡鋸南町 保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5307 高崎3 南房総市 高崎    安房土木事務所 Ⅱ-5358 保田3 安房郡鋸南町 保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5308 高崎4 南房総市 高崎    安房土木事務所 Ⅱ-5359 保田4 安房郡鋸南町 保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5309 高崎5 南房総市 高崎    安房土木事務所 Ⅱ-5360 保田5 安房郡鋸南町 保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5310 高崎6 南房総市 高崎    安房土木事務所 Ⅱ-5361 保田6 安房郡鋸南町 保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5311 合戸6 南房総市 合戸    安房土木事務所 Ⅱ-5362 保田7 安房郡鋸南町 保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5312 宮谷3 南房総市 宮谷    安房土木事務所 Ⅱ-5363 大帷子1 安房郡鋸南町 大帷子   
安房土木事務所 Ⅱ-5313 宮谷4 南房総市 宮谷    安房土木事務所 Ⅱ-5365 大帷子3 安房郡鋸南町 大帷子   
安房土木事務所 Ⅱ-5314 吉沢1 南房総市 吉沢    安房土木事務所 Ⅱ-5366 大帷子4 安房郡鋸南町 大帷子   
安房土木事務所 Ⅱ-5315 吉沢2 南房総市 吉沢    安房土木事務所 Ⅱ-5367 小保田5 安房郡鋸南町 小保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5316 吉沢3 南房総市 吉沢    安房土木事務所 Ⅱ-5368 小保田6 安房郡鋸南町 小保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5317 吉沢4 南房総市 吉沢    安房土木事務所 Ⅱ-5369 小保田7 安房郡鋸南町 小保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5318 吉沢5 南房総市 吉沢    安房土木事務所 Ⅱ-5370 小保田8 安房郡鋸南町 小保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5319 吉沢6 南房総市 吉沢    安房土木事務所 Ⅱ-5371 小保田9 安房郡鋸南町 小保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5320 平久里下1 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5373 小保田11 安房郡鋸南町 小保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5321 平久里下2 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5374 小保田12 安房郡鋸南町 小保田   
安房土木事務所 Ⅱ-5322 平久里下3 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5375 市井原4 安房郡鋸南町 市井原   
安房土木事務所 Ⅱ-5323 平久里下4 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5376 市井原5 安房郡鋸南町 市井原   
安房土木事務所 Ⅱ-5324 平久里下5 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5377 市井原6 安房郡鋸南町 市井原   
安房土木事務所 Ⅱ-5325 平久里下6 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5378 市井原7 安房郡鋸南町 市井原   
安房土木事務所 Ⅱ-5326 平久里下7 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5379 市井原8 安房郡鋸南町 市井原   
安房土木事務所 Ⅱ-5327 平久里下8 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5380 横根1 安房郡鋸南町 横根   
安房土木事務所 Ⅱ-5328 平久里下9 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5381 横根2 安房郡鋸南町 横根   
安房土木事務所 Ⅱ-5329 平久里下10 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5382 横根3 安房郡鋸南町 横根   
安房土木事務所 Ⅱ-5330 平久里下11 南房総市 平久里下    安房土木事務所 Ⅱ-5383 横根4 安房郡鋸南町 横根   
安房土木事務所 Ⅱ-5331 山田 南房総市 山田    安房土木事務所 Ⅱ-5384 横根5 安房郡鋸南町 横根   
安房土木事務所 Ⅱ-5333 小浦2 南房総市 小浦    安房土木事務所 Ⅱ-5385 大崩1 安房郡鋸南町 大崩   
安房土木事務所 Ⅱ-5334 小浦3 南房総市 小浦    安房土木事務所 Ⅱ-5386 大帷子5 安房郡鋸南町 大帷子   
安房土木事務所 Ⅱ-5335 小浦4 南房総市 小浦    安房土木事務所 Ⅱ-5387 大帷子6 安房郡鋸南町 大帷子   
安房土木事務所 Ⅱ-5336 小浦5 南房総市 小浦    安房土木事務所 Ⅱ-5388 大帷子7 安房郡鋸南町 大帷子   
安房土木事務所 Ⅱ-5337 小浦6 南房総市 小浦    安房土木事務所 Ⅱ-5389 吉浜 安房郡鋸南町 吉浜   
安房土木事務所 Ⅱ-5338 小浦7 南房総市 小浦    安房土木事務所 Ⅱ-5390 大六1 安房郡鋸南町 大六   
安房土木事務所 Ⅱ-5339 犬掛1 南房総市 犬掛    安房土木事務所 Ⅱ-5391 江月1 安房郡鋸南町 江月   
安房土木事務所 Ⅱ-5340 犬掛2 南房総市 犬掛    安房土木事務所 Ⅱ-5392 江月2 安房郡鋸南町 江月   
安房土木事務所 Ⅱ-5341 犬掛3 南房総市 犬掛    安房土木事務所 Ⅱ-5393 江月3 安房郡鋸南町 江月   
安房土木事務所 Ⅱ-5343 元名2 安房郡鋸南町 元名    安房土木事務所 Ⅱ-5394 江月4 安房郡鋸南町 江月   
安房土木事務所 Ⅱ-5345 保田1 安房郡鋸南町 保田    安房土木事務所 Ⅱ-5395 中佐久間1 安房郡鋸南町 中佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5346 小保田1 安房郡鋸南町 小保田    安房土木事務所 Ⅱ-5396 大崩2 安房郡鋸南町 大崩   
安房土木事務所 Ⅱ-5347 小保田2 安房郡鋸南町 小保田    安房土木事務所 Ⅱ-5397 大崩3 安房郡鋸南町 大崩   
安房土木事務所 Ⅱ-5348 小保田3 安房郡鋸南町 小保田    安房土木事務所 Ⅱ-5398 大崩4 安房郡鋸南町 大崩   
安房土木事務所 Ⅱ-5349 小保田4 安房郡鋸南町 小保田    安房土木事務所 Ⅱ-5399 大崩5 安房郡鋸南町 大崩   
安房土木事務所 Ⅱ-5350 市井原1 安房郡鋸南町 市井原    安房土木事務所 Ⅱ-5400 大崩6 安房郡鋸南町 大崩   
安房土木事務所 Ⅱ-5351 市井原2 安房郡鋸南町 市井原    安房土木事務所 Ⅱ-5401 大崩7 安房郡鋸南町 大崩   
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安房土木事務所 Ⅱ-5402 大崩8 安房郡鋸南町 大崩    安房土木事務所 Ⅱ-5453 上佐久間20 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5403 上佐久間1 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5454 上佐久間21 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5404 上佐久間2 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5455 上佐久間22 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5405 上佐久間3 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5456 上佐久間23 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5406 奥山1 安房郡鋸南町 奥山    安房土木事務所 Ⅱ-5457 上佐久間24 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5407 奥山2 安房郡鋸南町 奥山    安房土木事務所 Ⅱ-5458 上佐久間25 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5408 奥山3 安房郡鋸南町 奥山    安房土木事務所 Ⅱ-5459 上佐久間26 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5409 大崩9 安房郡鋸南町 大崩    安房土木事務所 Ⅱ-5460 上佐久間27 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5410 大崩10 安房郡鋸南町 大崩    安房土木事務所 Ⅱ-5461 上佐久間28 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5411 大崩11 安房郡鋸南町 大崩    安房土木事務所 Ⅱ-5462 上佐久間29 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5412 大崩12 安房郡鋸南町 大崩    安房土木事務所 Ⅱ-5463 上佐久間30 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5413 大崩13 安房郡鋸南町 大崩    安房土木事務所 Ⅱ-5464 上佐久間31 安房郡鋸南町 上佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5414 大崩14 安房郡鋸南町 大崩    安房土木事務所 Ⅱ-5465 下佐久間2 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5415 勝山 安房郡鋸南町 勝山    安房土木事務所 Ⅱ-5466 下佐久間3 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5416 大六9 安房郡鋸南町 大六    安房土木事務所 Ⅱ-5467 下佐久間4 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5417 大六2 安房郡鋸南町 大六    安房土木事務所 Ⅱ-5468 岩井袋 安房郡鋸南町 岩井袋   
安房土木事務所 Ⅱ-5418 大六3 安房郡鋸南町 大六    安房土木事務所 Ⅱ-5470 下佐久間6 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5419 大六4 安房郡鋸南町 大六    安房土木事務所 Ⅱ-5471 下佐久間7 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5420 大六5 安房郡鋸南町 大六    安房土木事務所 Ⅱ-5472 下佐久間8 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5421 大六6 安房郡鋸南町 大六    安房土木事務所 Ⅱ-5474 下佐久間10 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5422 大六7 安房郡鋸南町 大六    安房土木事務所 Ⅱ-5475 下佐久間11 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5423 大六8 安房郡鋸南町 大六    安房土木事務所 Ⅱ-5476 下佐久間12 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5424 竜島 安房郡鋸南町 竜島    安房土木事務所 Ⅱ-5477 下佐久間13 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5425 下佐久間1 安房郡鋸南町 下佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5478 下佐久間14 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5426 中佐久間2 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5479 下佐久間15 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5427 中佐久間3 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5480 下佐久間16 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5428 中佐久間4 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5481 下佐久間17 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5429 中佐久間5 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5482 下佐久間18 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5430 中佐久間6 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5483 下佐久間19 安房郡鋸南町 下佐久間   
安房土木事務所 Ⅱ-5431 中佐久間7 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5484 上滝田1 南房総市 上滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5432 中佐久間8 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5485 上滝田2 南房総市 上滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5433 中佐久間9 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5486 上滝田3 南房総市 上滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5434 中佐久間10 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5487 上滝田4 南房総市 上滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5435 中佐久間11 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5488 上滝田5 南房総市 上滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5436 中佐久間12 安房郡鋸南町 中佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5489 上滝田6 南房総市 上滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5437 上佐久間4 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5490 下滝田1 南房総市 下滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5439 上佐久間6 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5491 下滝田2 南房総市 下滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5440 上佐久間7 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5492 下滝田3 南房総市 下滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5442 上佐久間9 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5493 下滝田4 南房総市 下滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5443 上佐久間10 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5494 下滝田5 南房総市 下滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5444 上佐久間11 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5495 下滝田6 南房総市 下滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5445 上佐久間12 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5497 下滝田8 南房総市 下滝田   
安房土木事務所 Ⅱ-5446 上佐久間13 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5498 三坂1 南房総市 三坂   
安房土木事務所 Ⅱ-5447 上佐久間14 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5499 三坂2 南房総市 三坂   
安房土木事務所 Ⅱ-5448 上佐久間15 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5500 三坂3 南房総市 三坂   
安房土木事務所 Ⅱ-5449 上佐久間16 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5502 山下1 南房総市 山下   
安房土木事務所 Ⅱ-5451 上佐久間18 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5503 山下2 南房総市 山下   
安房土木事務所 Ⅱ-5452 上佐久間19 安房郡鋸南町 上佐久間    安房土木事務所 Ⅱ-5504 山下3 南房総市 山下   
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安房土木事務所 Ⅱ-5505 山下4 南房総市 山下    安房土木事務所 Ⅱ-5556 山名34 南房総市 山名   
安房土木事務所 Ⅱ-5506 山下5 南房総市 山下    安房土木事務所 Ⅱ-5557 山名35 南房総市 山名   
安房土木事務所 Ⅱ-5507 山下6 南房総市 山下    安房土木事務所 Ⅱ-5558 山名36 南房総市 山名   
安房土木事務所 Ⅱ-5508 山下7 南房総市 山下    安房土木事務所 Ⅱ-5559 山名37 南房総市 山名   
安房土木事務所 Ⅱ-5509 海老敷1 南房総市 海老敷    安房土木事務所 Ⅱ-5560 下堀1 南房総市 下堀   
安房土木事務所 Ⅱ-5511 海老敷3 南房総市 海老敷    安房土木事務所 Ⅱ-5561 下堀2 南房総市 下堀   
安房土木事務所 Ⅱ-5512 海老敷4 南房総市 海老敷    安房土木事務所 Ⅱ-5562 下堀3 南房総市 下堀   
安房土木事務所 Ⅱ-5513 海老敷5 南房総市 海老敷    安房土木事務所 Ⅱ-5563 下堀4 南房総市 下堀   
安房土木事務所 Ⅱ-5514 海老敷6 南房総市 海老敷    安房土木事務所 Ⅱ-5564 下堀5 南房総市 下堀   
安房土木事務所 Ⅱ-5515 海老敷7 南房総市 海老敷    安房土木事務所 Ⅱ-5565 谷向1 南房総市 谷向   
安房土木事務所 Ⅱ-5516 海老敷8 南房総市 海老敷    安房土木事務所 Ⅱ-5566 谷向2 南房総市 谷向   
安房土木事務所 Ⅱ-5517 海老敷9 南房総市 海老敷    安房土木事務所 Ⅱ-5567 池之内1 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5518 海老敷10 南房総市 海老敷    安房土木事務所 Ⅱ-5568 池之内2 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5519 海老敷11 南房総市 海老敷    安房土木事務所 Ⅱ-5569 池之内3 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5520 川田1 南房総市 川田    安房土木事務所 Ⅱ-5570 池之内4 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5521 川田2 南房総市 川田    安房土木事務所 Ⅱ-5571 池之内5 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5522 川田3 南房総市 川田    安房土木事務所 Ⅱ-5572 池之内6 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5523 山名1 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5573 池之内7 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5524 山名2 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5574 池之内8 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5525 山名3 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5575 池之内9 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5526 山名4 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5576 池之内10 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5527 山名5 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5577 池之内11 南房総市 池之内   
安房土木事務所 Ⅱ-5528 山名6 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5578 本織1 南房総市 本織   
安房土木事務所 Ⅱ-5529 山名7 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5579 本織2 南房総市 本織   
安房土木事務所 Ⅱ-5531 山名9 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5580 本織3 南房総市 本織   
安房土木事務所 Ⅱ-5532 山名10 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5581 本織4 南房総市 本織   
安房土木事務所 Ⅱ-5533 山名11 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5582 本織5 南房総市 本織   
安房土木事務所 Ⅱ-5534 山名12 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5583 中1 南房総市 中   
安房土木事務所 Ⅱ-5535 山名13 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5584 中2 南房総市 中   
安房土木事務所 Ⅱ-5536 山名14 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5585 中3 南房総市 中   
安房土木事務所 Ⅱ-5537 山名15 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5586 中4 南房総市 中   
安房土木事務所 Ⅱ-5538 山名16 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5587 中5 南房総市 中   
安房土木事務所 Ⅱ-5540 山名18 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5588 中6 南房総市 中   
安房土木事務所 Ⅱ-5541 山名19 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5589 中7 南房総市 中   
安房土木事務所 Ⅱ-5542 山名20 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5590 御庄1 南房総市 御庄   
安房土木事務所 Ⅱ-5543 山名21 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5591 御庄2 南房総市 御庄   
安房土木事務所 Ⅱ-5544 山名22 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5592 御庄3 南房総市 御庄   
安房土木事務所 Ⅱ-5545 山名23 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5593 御庄4 南房総市 御庄   
安房土木事務所 Ⅱ-5546 山名24 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5594 御庄5 南房総市 御庄   
安房土木事務所 Ⅱ-5547 山名25 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5595 御庄6 南房総市 御庄   
安房土木事務所 Ⅱ-5548 山名26 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5596 御庄7 南房総市 御庄   
安房土木事務所 Ⅱ-5549 山名27 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5597 中8 南房総市 中   
安房土木事務所 Ⅱ-5550 山名28 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5598 中9 南房総市 中   
安房土木事務所 Ⅱ-5551 山名29 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5599 根本1 南房総市 根本   
安房土木事務所 Ⅱ-5552 山名30 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5600 滝口1 南房総市 滝口   
安房土木事務所 Ⅱ-5553 山名31 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5601 滝口2 南房総市 滝口   
安房土木事務所 Ⅱ-5554 山名32 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5602 滝口3 南房総市 滝口   
安房土木事務所 Ⅱ-5555 山名33 南房総市 山名    安房土木事務所 Ⅱ-5603 滝口4 南房総市 滝口   
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安房土木事務所 Ⅱ-5604 白浜 南房総市 白浜    安房土木事務所 Ⅱ-5654 大貫18 南房総市 大貫   
安房土木事務所 Ⅱ-5606 宇田1 南房総市 宇田    安房土木事務所 Ⅱ-5655 大貫19 南房総市 大貫   
安房土木事務所 Ⅱ-5607 宇田2 南房総市 宇田    安房土木事務所 Ⅱ-5656 大貫20 南房総市 大貫   
安房土木事務所 Ⅱ-5608 宇田3 南房総市 宇田    安房土木事務所 Ⅱ-5657 大貫21 南房総市 大貫   
安房土木事務所 Ⅱ-5609 宇田4 南房総市 宇田    安房土木事務所 Ⅱ-5658 大貫22 南房総市 大貫   
安房土木事務所 Ⅱ-5610 久保1 南房総市 久保    安房土木事務所 Ⅱ-5659 大貫23 南房総市 大貫   
安房土木事務所 Ⅱ-5611 久保2 南房総市 久保    安房土木事務所 Ⅱ-5660 川戸9 南房総市 川戸   
安房土木事務所 Ⅱ-5612 久保3 南房総市 久保    安房土木事務所 Ⅱ-5661 川戸10 南房総市 川戸   
安房土木事務所 Ⅱ-5614 久保5 南房総市 久保    安房土木事務所 Ⅱ-5662 川戸11 南房総市 川戸   
安房土木事務所 Ⅱ-5615 久保6 南房総市 久保    安房土木事務所 Ⅱ-5663 川戸12 南房総市 川戸   
安房土木事務所 Ⅱ-5616 久保7 南房総市 久保    安房土木事務所 Ⅱ-5664 川戸13 南房総市 川戸   
安房土木事務所 Ⅱ-5617 瀬戸1 南房総市 瀬戸    安房土木事務所 Ⅱ-5665 北朝夷5 南房総市 北朝夷   
安房土木事務所 Ⅱ-5618 宇田5 南房総市 宇田    安房土木事務所 Ⅱ-5666 南朝夷1 南房総市 南朝夷   
安房土木事務所 Ⅱ-5619 宇田6 南房総市 宇田    安房土木事務所 Ⅱ-5667 南朝夷2 南房総市 南朝夷   
安房土木事務所 Ⅱ-5620 宇田7 南房総市 宇田    安房土木事務所 Ⅱ-5668 南朝夷3 南房総市 南朝夷   
安房土木事務所 Ⅱ-5621 宇田8 南房総市 宇田    安房土木事務所 Ⅱ-5669 南朝夷4 南房総市 南朝夷   
安房土木事務所 Ⅱ-5622 宇田9 南房総市 宇田    安房土木事務所 Ⅱ-5670 南朝夷5 南房総市 南朝夷   
安房土木事務所 Ⅱ-5623 大貫1 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5671 南朝夷6 南房総市 南朝夷   
安房土木事務所 Ⅱ-5624 大貫2 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5672 南朝夷7 南房総市 南朝夷   
安房土木事務所 Ⅱ-5625 大貫3 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5673 千田 南房総市 千田   
安房土木事務所 Ⅱ-5626 大貫4 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5674 大川 南房総市 大川   
安房土木事務所 Ⅱ-5627 大貫5 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5675 白間津 南房総市 白間津   
安房土木事務所 Ⅱ-5628 大貫6 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5676 宮下1 南房総市 宮下   
安房土木事務所 Ⅱ-5629 川戸1 南房総市 川戸    安房土木事務所 Ⅱ-5677 宮下2 南房総市 宮下   
安房土木事務所 Ⅱ-5630 川戸2 南房総市 川戸    安房土木事務所 Ⅱ-5678 宮下元御子神1 南房総市 宮下元御子神   
安房土木事務所 Ⅱ-5631 川戸3 南房総市 川戸    安房土木事務所 Ⅱ-5679 宮下元御子神2 南房総市 宮下元御子神   
安房土木事務所 Ⅱ-5632 川戸4 南房総市 川戸    安房土木事務所 Ⅱ-5680 宮下元御子神3 南房総市 宮下元御子神   
安房土木事務所 Ⅱ-5633 川戸5 南房総市 川戸    安房土木事務所 Ⅱ-5681 宮下元御子神4 南房総市 宮下元御子神   
安房土木事務所 Ⅱ-5634 川戸6 南房総市 川戸    安房土木事務所 Ⅱ-5682 宮下元御子神5 南房総市 宮下元御子神   
安房土木事務所 Ⅱ-5635 宇田10 南房総市 宇田    安房土木事務所 Ⅱ-5683 宮下3 南房総市 宮下   
安房土木事務所 Ⅱ-5636 川戸7 南房総市 川戸    安房土木事務所 Ⅱ-5684 宮下4 南房総市 宮下   
安房土木事務所 Ⅱ-5637 川戸8 南房総市 川戸    安房土木事務所 Ⅱ-5685 宮下5 南房総市 宮下   
安房土木事務所 Ⅱ-5638 瀬戸2 南房総市 瀬戸    安房土木事務所 Ⅱ-5686 宮下6 南房総市 宮下   
安房土木事務所 Ⅱ-5639 北朝夷1 南房総市 北朝夷    安房土木事務所 Ⅱ-5687 宮下7 南房総市 宮下   
安房土木事務所 Ⅱ-5640 北朝夷2 南房総市 北朝夷    安房土木事務所 Ⅱ-5688 宮下8 南房総市 宮下   
安房土木事務所 Ⅱ-5641 北朝夷3 南房総市 北朝夷    安房土木事務所 Ⅱ-5689 宮下9 南房総市 宮下   
安房土木事務所 Ⅱ-5642 北朝夷4 南房総市 北朝夷    安房土木事務所 Ⅱ-5690 宮下10 南房総市 宮下   
安房土木事務所 Ⅱ-5643 大貫7 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5691 石堂原 南房総市 石堂原   
安房土木事務所 Ⅱ-5644 大貫8 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5692 川谷1 南房総市 川谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5645 大貫9 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5693 川谷2 南房総市 川谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5646 大貫10 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5694 川谷3 南房総市 川谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5647 大貫11 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5695 川谷4 南房総市 川谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5648 大貫12 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5696 川谷5 南房総市 川谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5649 大貫13 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5697 川谷6 南房総市 川谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5650 大貫14 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5698 川谷7 南房総市 川谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5651 大貫15 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5699 川谷8 南房総市 川谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5652 大貫16 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5700 川谷9 南房総市 川谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5653 大貫17 南房総市 大貫    安房土木事務所 Ⅱ-5701 川谷10 南房総市 川谷   
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安房土木事務所 Ⅱ-5702 川谷11 南房総市 川谷    安房土木事務所 Ⅱ-5750 沓見10 南房総市 沓見   
安房土木事務所 Ⅱ-5703 川谷12 南房総市 川谷    安房土木事務所 Ⅱ-5751 沓見11 南房総市 沓見   
安房土木事務所 Ⅱ-5704 川谷13 南房総市 川谷    安房土木事務所 Ⅱ-5752 加茂1 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5705 川谷14 南房総市 川谷    安房土木事務所 Ⅱ-5753 加茂2 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5706 珠師ヶ谷1 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5754 岩糸1 南房総市 岩糸   
安房土木事務所 Ⅱ-5707 珠師ヶ谷2 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5755 岩糸2 南房総市 岩糸   
安房土木事務所 Ⅱ-5708 珠師ヶ谷3 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5756 岩糸3 南房総市 岩糸   
安房土木事務所 Ⅱ-5709 珠師ヶ谷4 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5757 岩糸4 南房総市 岩糸   
安房土木事務所 Ⅱ-5710 珠師ヶ谷5 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5758 岩糸5 南房総市 岩糸   
安房土木事務所 Ⅱ-5711 珠師ヶ谷6 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5759 岩糸6 南房総市 岩糸   
安房土木事務所 Ⅱ-5712 珠師ヶ谷7 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5760 岩糸7 南房総市 岩糸   
安房土木事務所 Ⅱ-5713 小戸1 南房総市 小戸    安房土木事務所 Ⅱ-5761 加茂3 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5714 小戸2 南房総市 小戸    安房土木事務所 Ⅱ-5762 加茂4 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5715 小戸3 南房総市 小戸    安房土木事務所 Ⅱ-5763 加茂5 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5716 小戸4 南房総市 小戸    安房土木事務所 Ⅱ-5764 加茂6 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5717 沓見1 南房総市 沓見    安房土木事務所 Ⅱ-5765 加茂7 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5718 沓見2 南房総市 沓見    安房土木事務所 Ⅱ-5766 加茂8 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5719 沓見3 南房総市 沓見    安房土木事務所 Ⅱ-5767 加茂9 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5720 沓見4 南房総市 沓見    安房土木事務所 Ⅱ-5768 加茂10 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5721 沓見5 南房総市 沓見    安房土木事務所 Ⅱ-5769 加茂11 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5722 沓見6 南房総市 沓見    安房土木事務所 Ⅱ-5770 加茂12 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5723 前田1 南房総市 前田    安房土木事務所 Ⅱ-5771 加茂13 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5724 前田2 南房総市 前田    安房土木事務所 Ⅱ-5772 加茂14 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5725 前田3 南房総市 前田    安房土木事務所 Ⅱ-5773 加茂15 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5726 前田4 南房総市 前田    安房土木事務所 Ⅱ-5774 加茂16 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5727 前田5 南房総市 前田    安房土木事務所 Ⅱ-5775 加茂17 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5728 珠師ヶ谷8 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5776 加茂18 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5729 珠師ヶ谷9 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5777 加茂19 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5730 珠師ヶ谷10 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5778 加茂20 南房総市 加茂   
安房土木事務所 Ⅱ-5731 珠師ヶ谷11 南房総市 珠師ヶ谷    安房土木事務所 Ⅱ-5779 安馬谷1 南房総市 安馬谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5732 丸本郷元石神1 南房総市 丸本郷元石神    安房土木事務所 Ⅱ-5780 安馬谷2 南房総市 安馬谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5733 丸本郷元石神2 南房総市 丸本郷元石神    安房土木事務所 Ⅱ-5781 安馬谷3 南房総市 安馬谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5734 丸本郷元石神3 南房総市 丸本郷元石神    安房土木事務所 Ⅱ-5782 安馬谷4 南房総市 安馬谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5735 小戸5 南房総市 小戸    安房土木事務所 Ⅱ-5783 安馬谷5 南房総市 安馬谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5736 小戸6 南房総市 小戸    安房土木事務所 Ⅱ-5784 安馬谷6 南房総市 安馬谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5737 小戸7 南房総市 小戸    安房土木事務所 Ⅱ-5785 安馬谷7 南房総市 安馬谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5738 小戸8 南房総市 小戸    安房土木事務所 Ⅱ-5786 安馬谷8 南房総市 安馬谷   
安房土木事務所 Ⅱ-5739 小戸9 南房総市 小戸    君津土木事務所 Ⅱ-5787 永井作１ 木更津市 永井作   
安房土木事務所 Ⅱ-5740 小戸10 南房総市 小戸    君津土木事務所 Ⅱ-5788 永井作２ 木更津市 永井作   
安房土木事務所 Ⅱ-5741 小戸11 南房総市 小戸    君津土木事務所 Ⅱ-5789 中尾１ 木更津市 中尾   
安房土木事務所 Ⅱ-5742 小戸12 南房総市 小戸    君津土木事務所 Ⅱ-5790 中尾２ 木更津市 中尾   
安房土木事務所 Ⅱ-5743 小戸13 南房総市 小戸    君津土木事務所 Ⅱ-5791 中尾３ 木更津市 中尾   
安房土木事務所 Ⅱ-5744 小戸14 南房総市 小戸    君津土木事務所 Ⅱ-5792 中尾４ 木更津市 中尾   
安房土木事務所 Ⅱ-5745 小戸15 南房総市 小戸    君津土木事務所 Ⅱ-5793 犬成１ 木更津市 犬成   
安房土木事務所 Ⅱ-5746 西原 南房総市 西原    君津土木事務所 Ⅱ-5794 日の出町 木更津市 日の出町   
安房土木事務所 Ⅱ-5747 沓見7 南房総市 沓見    君津土木事務所 Ⅱ-5795 犬成２ 木更津市 犬成   
安房土木事務所 Ⅱ-5748 沓見8 南房総市 沓見    君津土木事務所 Ⅱ-5796 犬成３ 木更津市 犬成   
安房土木事務所 Ⅱ-5749 沓見9 南房総市 沓見    君津土木事務所 Ⅱ-5797 犬成４ 木更津市 犬成   
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君津土木事務所 Ⅱ-5798 請西１ 木更津市 請西    君津土木事務所 Ⅱ-5846 下烏田１ 木更津市 下烏田   
君津土木事務所 Ⅱ-5799 請西２ 木更津市 請西    君津土木事務所 Ⅱ-5847 矢那１ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5800 請西３ 木更津市 請西    君津土木事務所 Ⅱ-5848 矢那２ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5801 中尾５ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5849 矢那３ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5802 中尾６ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5850 矢那４ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5803 中尾７ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5851 伊豆島５ 木更津市 伊豆島   
君津土木事務所 Ⅱ-5804 中尾８ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5852 伊豆島６ 木更津市 伊豆島   
君津土木事務所 Ⅱ-5805 中尾９ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5853 畑沢１ 木更津市 畑沢   
君津土木事務所 Ⅱ-5806 中尾１０ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5854 畑沢２ 木更津市 畑沢   
君津土木事務所 Ⅱ-5807 中尾１１ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5855 畑沢３ 木更津市 畑沢   
君津土木事務所 Ⅱ-5808 中尾１２ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5856 畑沢４ 木更津市 畑沢   
君津土木事務所 Ⅱ-5809 中尾１３ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5857 畑沢５ 木更津市 畑沢   
君津土木事務所 Ⅱ-5810 中尾１４ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5858 畑沢６ 木更津市 畑沢   
君津土木事務所 Ⅱ-5811 中尾１５ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5859 畑沢７ 木更津市 畑沢   
君津土木事務所 Ⅱ-5812 中尾１６ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5860 畑沢８ 木更津市 畑沢   
君津土木事務所 Ⅱ-5813 中尾１７ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5861 小浜２ 木更津市 小浜   
君津土木事務所 Ⅱ-5814 中尾１８ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5862 小浜３ 木更津市 小浜   
君津土木事務所 Ⅱ-5815 中尾１９ 木更津市 中尾    君津土木事務所 Ⅱ-5863 大久保１ 木更津市 大久保   
君津土木事務所 Ⅱ-5816 伊豆島１ 木更津市 伊豆島    君津土木事務所 Ⅱ-5864 大久保２ 木更津市 大久保   
君津土木事務所 Ⅱ-5817 伊豆島２ 木更津市 伊豆島    君津土木事務所 Ⅱ-5865 大久保３ 木更津市 大久保   
君津土木事務所 Ⅱ-5818 伊豆島３ 木更津市 伊豆島    君津土木事務所 Ⅱ-5866 大久保４ 木更津市 大久保   
君津土木事務所 Ⅱ-5819 伊豆島４ 木更津市 伊豆島    君津土木事務所 Ⅱ-5867 大久保５ 木更津市 大久保   
君津土木事務所 Ⅱ-5820 犬成５ 木更津市 犬成    君津土木事務所 Ⅱ-5868 大久保６ 木更津市 大久保   
君津土木事務所 Ⅱ-5821 犬成６ 木更津市 犬成    君津土木事務所 Ⅱ-5869 下烏田２ 木更津市 下烏田   
君津土木事務所 Ⅱ-5822 犬成７ 木更津市 犬成    君津土木事務所 Ⅱ-5870 下烏田３ 木更津市 下烏田   
君津土木事務所 Ⅱ-5823 犬成８ 木更津市 犬成    君津土木事務所 Ⅱ-5871 下烏田４ 木更津市 下烏田   
君津土木事務所 Ⅱ-5824 犬成９ 木更津市 犬成    君津土木事務所 Ⅱ-5872 上烏田１ 木更津市 上烏田   
君津土木事務所 Ⅱ-5825 犬成１０ 木更津市 犬成    君津土木事務所 Ⅱ-5873 上烏田２ 木更津市 上烏田   
君津土木事務所 Ⅱ-5826 犬成１１ 木更津市 犬成    君津土木事務所 Ⅱ-5874 八幡台１ 木更津市 八幡台   
君津土木事務所 Ⅱ-5827 笹子１ 木更津市 笹子    君津土木事務所 Ⅱ-5875 上烏田３ 木更津市 上烏田   
君津土木事務所 Ⅱ-5828 笹子２ 木更津市 笹子    君津土木事務所 Ⅱ-5876 矢那５ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5829 笹子３ 木更津市 笹子    君津土木事務所 Ⅱ-5877 矢那６ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5830 笹子４ 木更津市 笹子    君津土木事務所 Ⅱ-5878 矢那７ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5831 笹子５ 木更津市 笹子    君津土木事務所 Ⅱ-5879 矢那８ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5832 笹子６ 木更津市 笹子    君津土木事務所 Ⅱ-5880 矢那９ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5833 笹子７ 木更津市 笹子    君津土木事務所 Ⅱ-5881 矢那１０ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5834 小浜１ 木更津市 小浜    君津土木事務所 Ⅱ-5882 矢那１１ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5835 桜井１ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5883 矢那１２ 木更津市 矢那   
君津土木事務所 Ⅱ-5836 桜井２ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5884 畑沢９ 木更津市 畑沢   
君津土木事務所 Ⅱ-5837 桜井３ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5885 大久保７ 木更津市 大久保   
君津土木事務所 Ⅱ-5838 桜井４ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5886 八幡台２ 木更津市 八幡台   
君津土木事務所 Ⅱ-5839 桜井５ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5887 上烏田４ 木更津市 上烏田   
君津土木事務所 Ⅱ-5840 桜井６ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5888 上烏田５ 木更津市 上烏田   
君津土木事務所 Ⅱ-5841 桜井７ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5889 草敷１ 木更津市 草敷   
君津土木事務所 Ⅱ-5842 桜井８ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5890 草敷２ 木更津市 草敷   
君津土木事務所 Ⅱ-5843 桜井９ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5891 草敷３ 木更津市 草敷   
君津土木事務所 Ⅱ-5844 桜井１０ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5892 草敷４ 木更津市 草敷   
君津土木事務所 Ⅱ-5845 桜井１１ 木更津市 桜井    君津土木事務所 Ⅱ-5893 草敷５ 木更津市 草敷   
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君津土木事務所 Ⅱ-5894 草敷６ 木更津市 草敷    君津土木事務所 Ⅱ-5942 真里谷３５ 木更津市 真里谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5895 草敷７ 木更津市 草敷    君津土木事務所 Ⅱ-5943 真里谷３６ 木更津市 真里谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5896 田川 木更津市 田川    君津土木事務所 Ⅱ-5944 真里谷３７ 木更津市 真里谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5897 真里谷１ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5945 茅野七曲７ 木更津市 茅野七曲   
君津土木事務所 Ⅱ-5898 真里谷２ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5946 人見１ 木更津市 人見   
君津土木事務所 Ⅱ-5899 真里谷３ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5947 大和田１ 君津市 大和田   
君津土木事務所 Ⅱ-5900 真里谷４ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5948 人見２ 君津市 人見   
君津土木事務所 Ⅱ-5901 真里谷５ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5949 人見３ 君津市 人見   
君津土木事務所 Ⅱ-5902 真里谷６ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5950 上湯江 君津市 上湯江   
君津土木事務所 Ⅱ-5903 真里谷７ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5951 陽光台２丁目 君津市 陽光台   
君津土木事務所 Ⅱ-5904 真里谷８ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5952 北子安１ 君津市 北子安   
君津土木事務所 Ⅱ-5905 真里谷９ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5953 北子安２ 君津市 北子安   
君津土木事務所 Ⅱ-5906 真里谷１０ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5954 北子安３ 君津市 北子安   
君津土木事務所 Ⅱ-5907 真里谷１１ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5955 杉谷１ 君津市 杉谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5908 真里谷１２ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5956 杉谷２ 君津市 杉谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5909 真里谷１３ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5957 郡１ 君津市 郡   
君津土木事務所 Ⅱ-5910 真里谷１４ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5958 郡２ 君津市 郡   
君津土木事務所 Ⅱ-5911 真里谷１５ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5959 郡３ 君津市 郡   
君津土木事務所 Ⅱ-5912 根岸 木更津市 根岸    君津土木事務所 Ⅱ-5960 郡４ 君津市 郡   
君津土木事務所 Ⅱ-5913 茅野１ 木更津市 茅野    君津土木事務所 Ⅱ-5961 郡５ 君津市 郡   
君津土木事務所 Ⅱ-5914 茅野２ 木更津市 茅野    君津土木事務所 Ⅱ-5962 郡６ 君津市 郡   
君津土木事務所 Ⅱ-5915 真里谷１６ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5963 郡７ 君津市 郡   
君津土木事務所 Ⅱ-5916 真里谷１７ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5964 郡８ 君津市 郡   
君津土木事務所 Ⅱ-5917 真里谷１８ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5965 小山野１ 君津市 小山野   
君津土木事務所 Ⅱ-5918 真里谷１９ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5966 小山野２ 君津市 小山野   
君津土木事務所 Ⅱ-5919 真里谷２０ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5967 小山野３ 君津市 小山野   
君津土木事務所 Ⅱ-5920 真里谷２１ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5968 小山野４ 君津市 小山野   
君津土木事務所 Ⅱ-5921 真里谷２２ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5969 山高原１ 君津市 山高原   
君津土木事務所 Ⅱ-5922 真里谷２３ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5970 山高原２ 君津市 山高原   
君津土木事務所 Ⅱ-5923 真里谷２４ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5971 法木作１ 君津市 法木作   
君津土木事務所 Ⅱ-5924 真里谷２５ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5972 法木作２ 君津市 法木作   
君津土木事務所 Ⅱ-5925 真里谷２６ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5973 法木作３ 君津市 法木作   
君津土木事務所 Ⅱ-5926 真里谷２７ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5974 三直１ 君津市 三直   
君津土木事務所 Ⅱ-5927 真里谷２８ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5975 常代１ 君津市 常代   
君津土木事務所 Ⅱ-5928 真里谷２９ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5976 郡９ 君津市 郡   
君津土木事務所 Ⅱ-5929 真里谷３０ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5977 浜子１ 君津市 浜子   
君津土木事務所 Ⅱ-5930 真里谷３１ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5978 浜子２ 君津市 浜子   
君津土木事務所 Ⅱ-5931 真里谷３２ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5979 常代２ 君津市 常代   
君津土木事務所 Ⅱ-5932 真里谷３３ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5980 常代３ 君津市 常代   
君津土木事務所 Ⅱ-5933 真里谷３４ 木更津市 真里谷    君津土木事務所 Ⅱ-5981 常代４ 君津市 常代   
君津土木事務所 Ⅱ-5934 下郡 木更津市 下郡    君津土木事務所 Ⅱ-5982 六手１ 君津市 六手   
君津土木事務所 Ⅱ-5935 茅野３ 木更津市 茅野    君津土木事務所 Ⅱ-5983 六手２ 君津市 六手   
君津土木事務所 Ⅱ-5936 茅野七曲１ 木更津市 茅野七曲    君津土木事務所 Ⅱ-5984 六手３ 君津市 六手   
君津土木事務所 Ⅱ-5937 茅野七曲２ 木更津市 茅野七曲    君津土木事務所 Ⅱ-5985 六手４ 君津市 六手   
君津土木事務所 Ⅱ-5938 茅野七曲３ 木更津市 茅野七曲    君津土木事務所 Ⅱ-5986 六手５ 君津市 六手   
君津土木事務所 Ⅱ-5939 茅野七曲４ 木更津市 茅野七曲    君津土木事務所 Ⅱ-5987 六手６ 君津市 六手   
君津土木事務所 Ⅱ-5940 茅野七曲５ 木更津市 茅野七曲    君津土木事務所 Ⅱ-5988 六手７ 君津市 六手   
君津土木事務所 Ⅱ-5941 茅野七曲６ 木更津市 茅野七曲    君津土木事務所 Ⅱ-5989 宮下 君津市 宮下   
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君津土木事務所 Ⅱ-5990 大山野１ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6038 草牛１ 君津市 草牛   
君津土木事務所 Ⅱ-5991 大山野２ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6039 草牛２ 君津市 草牛   
君津土木事務所 Ⅱ-5992 大山野３ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6040 馬登７ 君津市 馬登   
君津土木事務所 Ⅱ-5993 大山野４ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6041 大鷲２ 君津市 大鷲   
君津土木事務所 Ⅱ-5994 皿引１ 君津市 皿引    君津土木事務所 Ⅱ-6042 大鷲３ 君津市 大鷲   
君津土木事務所 Ⅱ-5995 皿引２ 君津市 皿引    君津土木事務所 Ⅱ-6043 大鷲４ 君津市 大鷲   
君津土木事務所 Ⅱ-5996 皿引３ 君津市 皿引    君津土木事務所 Ⅱ-6044 小糸大谷１ 君津市 小糸大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-5997 皿引４ 君津市 皿引    君津土木事務所 Ⅱ-6045 大井１ 君津市 大井   
君津土木事務所 Ⅱ-5998 六手８ 君津市 六手    君津土木事務所 Ⅱ-6046 大井２ 君津市 大井   
君津土木事務所 Ⅱ-5999 馬登１ 君津市 馬登    君津土木事務所 Ⅱ-6047 大井３ 君津市 大井   
君津土木事務所 Ⅱ-6000 馬登２ 君津市 馬登    君津土木事務所 Ⅱ-6048 根本１ 君津市 根本   
君津土木事務所 Ⅱ-6001 山高原３ 君津市 山高原    君津土木事務所 Ⅱ-6049 根本２ 君津市 根本   
君津土木事務所 Ⅱ-6002 山高原４ 君津市 山高原    君津土木事務所 Ⅱ-6050 白駒３ 君津市 白駒   
君津土木事務所 Ⅱ-6003 山高原５ 君津市 山高原    君津土木事務所 Ⅱ-6051 糠田 君津市 糠田   
君津土木事務所 Ⅱ-6004 山高原６ 君津市 山高原    君津土木事務所 Ⅱ-6052 福岡 君津市 福岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6005 山高原７ 君津市 山高原    君津土木事務所 Ⅱ-6053 荻作１ 君津市 荻作   
君津土木事務所 Ⅱ-6006 山高原８ 君津市 山高原    君津土木事務所 Ⅱ-6054 荻作２ 君津市 荻作   
君津土木事務所 Ⅱ-6007 山高原９ 君津市 山高原    君津土木事務所 Ⅱ-6055 荻作３ 君津市 荻作   
君津土木事務所 Ⅱ-6008 大山野５ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6056 鎌滝 君津市 鎌滝   
君津土木事務所 Ⅱ-6009 大山野６ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6057 鹿野山 君津市 鹿野山   
君津土木事務所 Ⅱ-6010 作木 君津市 作木    君津土木事務所 Ⅱ-6058 小糸大谷２ 君津市 小糸大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6011 大山野７ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6059 小糸大谷３ 君津市 小糸大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6012 大山野８ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6060 小糸大谷４ 君津市 小糸大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6013 大山野９ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6061 小糸大谷５ 君津市 小糸大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6014 大山野１０ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6062 小糸大谷６ 君津市 小糸大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6015 大山野１１ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6063 小糸大谷７ 君津市 小糸大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6016 馬登１ 君津市 馬登    君津土木事務所 Ⅱ-6064 小糸大谷８ 君津市 小糸大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6017 馬登２ 君津市 馬登    君津土木事務所 Ⅱ-6065 小糸大谷９ 君津市 小糸大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6018 馬登３ 君津市 馬登    君津土木事務所 Ⅱ-6066 根本３ 君津市 根本   
君津土木事務所 Ⅱ-6019 大山野１２ 君津市 大山野    君津土木事務所 Ⅱ-6067 長石１ 君津市 長石   
君津土木事務所 Ⅱ-6020 三直２ 君津市 三直    君津土木事務所 Ⅱ-6068 長石２ 君津市 長石   
君津土木事務所 Ⅱ-6021 三直３ 君津市 三直    君津土木事務所 Ⅱ-6069 根本４ 君津市 根本   
君津土木事務所 Ⅱ-6022 練木 君津市 練木    君津土木事務所 Ⅱ-6070 糸川１ 君津市 糸川   
君津土木事務所 Ⅱ-6023 大鷲１ 君津市 大鷲    君津土木事務所 Ⅱ-6071 清和市場１ 君津市 清和市場   
君津土木事務所 Ⅱ-6024 上 君津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6072 清和市場２ 君津市 清和市場   
君津土木事務所 Ⅱ-6025 泉１ 君津市 泉    君津土木事務所 Ⅱ-6073 東粟倉 君津市 東粟倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6026 中島１ 君津市 中島    君津土木事務所 Ⅱ-6074 平田１ 君津市 平田   
君津土木事務所 Ⅱ-6027 中島２ 君津市 中島    君津土木事務所 Ⅱ-6075 植畑１ 君津市 植畑   
君津土木事務所 Ⅱ-6028 中島３ 君津市 中島    君津土木事務所 Ⅱ-6076 植畑２ 君津市 植畑   
君津土木事務所 Ⅱ-6029 泉２ 君津市 泉    君津土木事務所 Ⅱ-6077 東日笠１ 君津市 東日笠   
君津土木事務所 Ⅱ-6030 泉３ 君津市 泉    君津土木事務所 Ⅱ-6078 東日笠２ 君津市 東日笠   
君津土木事務所 Ⅱ-6031 馬登４ 君津市 馬登    君津土木事務所 Ⅱ-6079 戸崎１ 君津市 戸崎   
君津土木事務所 Ⅱ-6032 尾車１ 君津市 尾車    君津土木事務所 Ⅱ-6080 糸川２ 君津市 糸川   
君津土木事務所 Ⅱ-6033 尾車２ 君津市 尾車    君津土木事務所 Ⅱ-6081 戸崎２ 君津市 戸崎   
君津土木事務所 Ⅱ-6034 白駒１ 君津市 白駒    君津土木事務所 Ⅱ-6082 戸崎３ 君津市 戸崎   
君津土木事務所 Ⅱ-6035 白駒２ 君津市 白駒    君津土木事務所 Ⅱ-6083 戸崎４ 君津市 戸崎   
君津土木事務所 Ⅱ-6036 馬登５ 君津市 馬登    君津土木事務所 Ⅱ-6084 戸崎５ 君津市 戸崎   
君津土木事務所 Ⅱ-6037 馬登６ 君津市 馬登    君津土木事務所 Ⅱ-6085 戸崎６ 君津市 戸崎   
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君津土木事務所 Ⅱ-6086 山滝野１ 君津市 山滝野    君津土木事務所 Ⅱ-6134 大見戸５ 君津市 大戸見   
君津土木事務所 Ⅱ-6087 山滝野２ 君津市 山滝野    君津土木事務所 Ⅱ-6135 柳城 君津市 柳城   
君津土木事務所 Ⅱ-6088 山滝野３ 君津市 山滝野    君津土木事務所 Ⅱ-6136 大中１ 君津市 大中   
君津土木事務所 Ⅱ-6089 大坂１ 君津市 大坂    君津土木事務所 Ⅱ-6137 大中２ 君津市 大中   
君津土木事務所 Ⅱ-6090 大坂２ 君津市 大坂    君津土木事務所 Ⅱ-6138 久留里大谷２ 君津市 久留里大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6091 大坂３ 君津市 大坂    君津土木事務所 Ⅱ-6139 久留里大谷３ 君津市 久留里大谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6092 大坂４ 君津市 大坂    君津土木事務所 Ⅱ-6140 川谷１ 君津市 川谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6093 大坂５ 君津市 大坂    君津土木事務所 Ⅱ-6141 川谷２ 君津市 川谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6094 大戸見１ 君津市 大戸見    君津土木事務所 Ⅱ-6142 川谷３ 君津市 川谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6095 山本１ 君津市 山本    君津土木事務所 Ⅱ-6143 川谷４ 君津市 川谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6096 三田 君津市 三田    君津土木事務所 Ⅱ-6144 川谷５ 君津市 川谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6097 向郷 君津市 向郷    君津土木事務所 Ⅱ-6145 川谷６ 君津市 川谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6098 栗坪 君津市 栗坪    君津土木事務所 Ⅱ-6146 怒田８ 君津市 怒田   
君津土木事務所 Ⅱ-6099 芋窪１ 君津市 芋窪    君津土木事務所 Ⅱ-6147 怒田９ 君津市 怒田   
君津土木事務所 Ⅱ-6100 芋窪２ 君津市 芋窪    君津土木事務所 Ⅱ-6148 坂畑 君津市 坂畑   
君津土木事務所 Ⅱ-6101 山滝野４ 君津市 山滝野    君津土木事務所 Ⅱ-6149 草川原 君津市 草川原   
君津土木事務所 Ⅱ-6102 山滝野５ 君津市 山滝野    君津土木事務所 Ⅱ-6150 折木沢１ 君津市 折木沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6103 大戸見２ 君津市 大戸見    君津土木事務所 Ⅱ-6151 折木沢２ 君津市 折木沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6104 大戸見３ 君津市 大戸見    君津土木事務所 Ⅱ-6152 釜生 君津市 釜生   
君津土木事務所 Ⅱ-6105 広岡１ 君津市 広岡    君津土木事務所 Ⅱ-6153 怒田１０ 君津市 怒田   
君津土木事務所 Ⅱ-6106 広岡２ 君津市 広岡    君津土木事務所 Ⅱ-6154 怒田１１ 君津市 怒田   
君津土木事務所 Ⅱ-6107 広岡３ 君津市 広岡    君津土木事務所 Ⅱ-6155 蔵玉１ 君津市 蔵玉   
君津土木事務所 Ⅱ-6108 広岡４ 君津市 広岡    君津土木事務所 Ⅱ-6156 蔵玉２ 君津市 蔵玉   
君津土木事務所 Ⅱ-6109 大戸見４ 君津市 大戸見    君津土木事務所 Ⅱ-6157 蔵玉３ 君津市 蔵玉   
君津土木事務所 Ⅱ-6110 長谷川１ 君津市 長谷川    君津土木事務所 Ⅱ-6158 東日笠３ 君津市 東日笠   
君津土木事務所 Ⅱ-6111 長谷川２ 君津市 長谷川    君津土木事務所 Ⅱ-6159 東日笠４ 君津市 東日笠   
君津土木事務所 Ⅱ-6112 長谷川３ 君津市 長谷川    君津土木事務所 Ⅱ-6160 辻森１ 君津市 辻森   
君津土木事務所 Ⅱ-6113 長谷川４ 君津市 長谷川    君津土木事務所 Ⅱ-6161 豊田 君津市 豊田   
君津土木事務所 Ⅱ-6114 長谷川５ 君津市 長谷川    君津土木事務所 Ⅱ-6162 笹 君津市 笹   
君津土木事務所 Ⅱ-6115 長谷川６ 君津市 長谷川    君津土木事務所 Ⅱ-6163 辻森２ 君津市 辻森   
君津土木事務所 Ⅱ-6116 小櫃台 君津市 小櫃台    君津土木事務所 Ⅱ-6164 西日笠 君津市 西日笠   
君津土木事務所 Ⅱ-6117 青柳 君津市 青柳    君津土木事務所 Ⅱ-6165 平田２ 君津市 平田   
君津土木事務所 Ⅱ-6118 久留里大谷１ 君津市 久留里大谷    君津土木事務所 Ⅱ-6166 怒田沢１ 君津市 怒田沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6119 小市部１ 君津市 小市部    君津土木事務所 Ⅱ-6167 怒田沢２ 君津市 怒田沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6120 小市部２ 君津市 小市部    君津土木事務所 Ⅱ-6168 怒田沢３ 君津市 怒田沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6121 小市部３ 君津市 小市部    君津土木事務所 Ⅱ-6169 正木１ 君津市 正木   
君津土木事務所 Ⅱ-6122 久留里市場 君津市 久留里市場    君津土木事務所 Ⅱ-6170 正木２ 君津市 正木   
君津土木事務所 Ⅱ-6123 久留里 君津市 久留里    君津土木事務所 Ⅱ-6171 旅名１ 君津市 旅名   
君津土木事務所 Ⅱ-6124 浦田１ 君津市 浦田    君津土木事務所 Ⅱ-6172 旅名２ 君津市 旅名   
君津土木事務所 Ⅱ-6125 浦田２ 君津市 浦田    君津土木事務所 Ⅱ-6173 豊英１ 君津市 豊英   
君津土木事務所 Ⅱ-6126 浦田３ 君津市 浦田    君津土木事務所 Ⅱ-6174 豊英２ 君津市 豊英   
君津土木事務所 Ⅱ-6127 怒田１ 君津市 怒田    君津土木事務所 Ⅱ-6175 豊英３ 君津市 豊英   
君津土木事務所 Ⅱ-6128 怒田２ 君津市 怒田    君津土木事務所 Ⅱ-6176 奥米 君津市 奥米   
君津土木事務所 Ⅱ-6129 怒田３ 君津市 怒田    君津土木事務所 Ⅱ-6177 香木原 君津市 香木原   
君津土木事務所 Ⅱ-6130 怒田４ 君津市 怒田    君津土木事務所 Ⅱ-6178 黄和田畑 君津市 黄和田畑   
君津土木事務所 Ⅱ-6131 怒田５ 君津市 怒田    君津土木事務所 Ⅱ-6179 上飯野１ 富津市 上飯野   
君津土木事務所 Ⅱ-6132 怒田６ 君津市 怒田    君津土木事務所 Ⅱ-6180 上飯野2 富津市 上飯野   
君津土木事務所 Ⅱ-6133 怒田７ 君津市 怒田    君津土木事務所 Ⅱ-6181 上飯野3 富津市 上飯野   
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君津土木事務所 Ⅱ-6182 上飯野4 富津市 上飯野    君津土木事務所 Ⅱ-6233 上3 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6183 上飯野5 富津市 上飯野    君津土木事務所 Ⅱ-6234 上4 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6184 上飯野6 富津市 上飯野    君津土木事務所 Ⅱ-6235 上5 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6185 上飯野7 富津市 上飯野    君津土木事務所 Ⅱ-6236 上6 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6186 上飯野8 富津市 上飯野    君津土木事務所 Ⅱ-6237 上7 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6187 上飯野9 富津市 上飯野    君津土木事務所 Ⅱ-6238 上8 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6188 上飯野10 富津市 上飯野    君津土木事務所 Ⅱ-6239 上9 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6190 本郷2 富津市 本郷    君津土木事務所 Ⅱ-6240 上10 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6191 本郷3 富津市 本郷    君津土木事務所 Ⅱ-6241 一色1 富津市 一色   
君津土木事務所 Ⅱ-6192 本郷4 富津市 本郷    君津土木事務所 Ⅱ-6242 一色2 富津市 一色   
君津土木事務所 Ⅱ-6193 本郷5 富津市 本郷    君津土木事務所 Ⅱ-6243 一色3 富津市 一色   
君津土木事務所 Ⅱ-6194 本郷6 富津市 本郷    君津土木事務所 Ⅱ-6244 一色4 富津市 一色   
君津土木事務所 Ⅱ-6195 本郷7 富津市 本郷    君津土木事務所 Ⅱ-6246 上12 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6196 相野谷1 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6247 上13 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6197 相野谷2 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6248 上14 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6198 相野谷3 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6249 上15 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6199 相野谷4 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6250 上16 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6200 相野谷5 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6251 上17 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6201 相野谷6 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6252 上18 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6202 相野谷7 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6253 上19 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6203 相野谷8 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6254 岩瀬1 富津市 岩瀬   
君津土木事務所 Ⅱ-6204 相野谷9 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6256 岩瀬3 富津市 岩瀬   
君津土木事務所 Ⅱ-6205 相野谷10 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6257 岩瀬4 富津市 岩瀬   
君津土木事務所 Ⅱ-6206 上飯野11 富津市 上飯野    君津土木事務所 Ⅱ-6258 岩瀬5 富津市 岩瀬   
君津土木事務所 Ⅱ-6207 西大和田1 富津市 西大和田    君津土木事務所 Ⅱ-6259 岩瀬6 富津市 岩瀬   
君津土木事務所 Ⅱ-6208 西大和田2 富津市 西大和田    君津土木事務所 Ⅱ-6260 岩瀬7 富津市 岩瀬   
君津土木事務所 Ⅱ-6209 中1 富津市 中    君津土木事務所 Ⅱ-6261 岩瀬8 富津市 岩瀬   
君津土木事務所 Ⅱ-6210 上飯野12 富津市 上飯野    君津土木事務所 Ⅱ-6262 岩瀬9 富津市 岩瀬   
君津土木事務所 Ⅱ-6211 相野谷11 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6263 小久保1 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6212 相野谷12 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6264 小久保2 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6213 相野谷13 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6265 小久保3 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6214 相野谷14 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6266 小久保4 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6215 相野谷15 富津市 相野谷    君津土木事務所 Ⅱ-6267 小久保5 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6216 西大和田3 富津市 西大和田    君津土木事務所 Ⅱ-6268 小久保6 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6217 障子谷1 富津市 障子谷    君津土木事務所 Ⅱ-6269 小久保7 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6218 障子谷2 富津市 障子谷    君津土木事務所 Ⅱ-6270 小久保8 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6219 障子谷3 富津市 障子谷    君津土木事務所 Ⅱ-6271 小久保9 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6220 障子谷4 富津市 障子谷    君津土木事務所 Ⅱ-6272 小久保10 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6221 障子谷5 富津市 障子谷    君津土木事務所 Ⅱ-6273 小久保11 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6222 障子谷6 富津市 障子谷    君津土木事務所 Ⅱ-6274 小久保12 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6223 障子谷7 富津市 障子谷    君津土木事務所 Ⅱ-6275 小久保13 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6224 障子谷8 富津市 障子谷    君津土木事務所 Ⅱ-6276 中2 富津市 中   
君津土木事務所 Ⅱ-6225 絹1 富津市 絹    君津土木事務所 Ⅱ-6277 中3 富津市 中   
君津土木事務所 Ⅱ-6227 絹3 富津市 絹    君津土木事務所 Ⅱ-6278 中4 富津市 中   
君津土木事務所 Ⅱ-6229 絹5 富津市 絹    君津土木事務所 Ⅱ-6279 中5 富津市 中   
君津土木事務所 Ⅱ-6230 絹6 富津市 絹    君津土木事務所 Ⅱ-6280 中6 富津市 中   
君津土木事務所 Ⅱ-6231 上1 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6281 八田沼1 富津市 八田沼   
君津土木事務所 Ⅱ-6232 上2 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6282 八田沼2 富津市 八田沼   
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君津土木事務所 Ⅱ-6283 八田沼3 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6332 上33 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6284 八田沼4 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6333 上34 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6285 八田沼5 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6334 上35 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6286 八田沼6 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6335 上36 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6287 八田沼7 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6336 上37 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6288 八田沼8 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6337 上38 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6290 八田沼10 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6338 上39 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6291 八田沼11 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6339 上40 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6292 八田沼12 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6340 上41 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6293 八田沼13 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6341 上42 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6294 八田沼14 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6342 上43 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6295 八田沼15 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6343 上44 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6296 八田沼16 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6344 上45 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6297 八田沼17 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6345 上46 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6298 八田沼18 富津市 八田沼    君津土木事務所 Ⅱ-6346 上47 富津市 上   
君津土木事務所 Ⅱ-6299 近藤1 富津市 近藤    君津土木事務所 Ⅱ-6347 亀沢1 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6300 近藤2 富津市 近藤    君津土木事務所 Ⅱ-6348 亀沢2 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6301 近藤3 富津市 近藤    君津土木事務所 Ⅱ-6349 亀沢3 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6302 近藤4 富津市 近藤    君津土木事務所 Ⅱ-6350 亀沢4 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6303 近藤5 富津市 近藤    君津土木事務所 Ⅱ-6351 亀沢5 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6304 近藤6 富津市 近藤    君津土木事務所 Ⅱ-6352 亀沢6 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6305 近藤7 富津市 近藤    君津土木事務所 Ⅱ-6353 亀沢7 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6306 近藤8 富津市 近藤    君津土木事務所 Ⅱ-6354 亀沢8 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6307 近藤9 富津市 近藤    君津土木事務所 Ⅱ-6355 亀沢9 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6308 小久保14 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6356 亀沢10 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6309 小久保15 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6357 亀沢11 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6310 小久保16 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6358 小久保25 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6311 小久保17 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6359 小久保26 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6312 小久保18 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6360 小久保27 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6313 小久保19 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6361 小久保28 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6314 小久保20 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6362 小久保29 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6315 小久保21 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6363 小久保30 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6316 小久保22 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6364 小久保31 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6317 小久保23 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6365 小久保32 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6318 小久保24 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6366 小久保33 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6319 上20 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6367 小久保34 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6320 上21 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6369 小久保36 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6321 上22 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6370 小久保37 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6322 上23 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6371 小久保38 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6323 上24 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6372 小久保39 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6324 上25 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6373 小久保40 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6325 上26 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6374 小久保41 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6326 上27 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6375 小久保42 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6327 上28 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6376 小久保43 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6328 上29 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6377 小久保44 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6329 上30 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6378 小久保45 富津市 小久保   
君津土木事務所 Ⅱ-6330 上31 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6379 亀田1 富津市 亀田   
君津土木事務所 Ⅱ-6331 上32 富津市 上    君津土木事務所 Ⅱ-6380 亀田2 富津市 亀田   

 

- 498 -



  

 
  

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 
 

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 

所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字  所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

君津土木事務所 Ⅱ-6381 亀田3 富津市 亀田    君津土木事務所 Ⅱ-6432 亀沢36 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6382 亀田4 富津市 亀田    君津土木事務所 Ⅱ-6433 亀沢37 富津市 亀沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6383 小久保46 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6434 花香谷1 富津市 花香谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6384 小久保47 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6435 宝竜寺1 富津市 宝竜寺   
君津土木事務所 Ⅱ-6385 小久保48 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6436 宝竜寺2 富津市 宝竜寺   
君津土木事務所 Ⅱ-6386 小久保49 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6437 宝竜寺3 富津市 宝竜寺   
君津土木事務所 Ⅱ-6387 小久保50 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6438 宝竜寺4 富津市 宝竜寺   
君津土木事務所 Ⅱ-6388 小久保51 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6439 宝竜寺5 富津市 宝竜寺   
君津土木事務所 Ⅱ-6389 小久保52 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6440 宝竜寺6 富津市 宝竜寺   
君津土木事務所 Ⅱ-6390 小久保53 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6441 宝竜寺7 富津市 宝竜寺   
君津土木事務所 Ⅱ-6391 小久保54 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6442 宝竜寺8 富津市 宝竜寺   
君津土木事務所 Ⅱ-6392 小久保55 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6443 宝竜寺9 富津市 宝竜寺   
君津土木事務所 Ⅱ-6393 小久保56 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6444 桜井1 富津市 桜井   
君津土木事務所 Ⅱ-6394 小久保57 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6445 桜井2 富津市 桜井   
君津土木事務所 Ⅱ-6395 小久保58 富津市 小久保    君津土木事務所 Ⅱ-6446 亀田13 富津市 亀田   
君津土木事務所 Ⅱ-6396 亀田5 富津市 亀田    君津土木事務所 Ⅱ-6447 亀田14 富津市 亀田   
君津土木事務所 Ⅱ-6397 亀田6 富津市 亀田    君津土木事務所 Ⅱ-6448 亀田15 富津市 亀田   
君津土木事務所 Ⅱ-6398 亀田7 富津市 亀田    君津土木事務所 Ⅱ-6449 亀田16 富津市 亀田   
君津土木事務所 Ⅱ-6399 亀田8 富津市 亀田    君津土木事務所 Ⅱ-6450 亀田17 富津市 亀田   
君津土木事務所 Ⅱ-6400 亀田9 富津市 亀田    君津土木事務所 Ⅱ-6451 亀田18 富津市 亀田   
君津土木事務所 Ⅱ-6401 亀田10 富津市 亀田    君津土木事務所 Ⅱ-6452 亀田19 富津市 亀田   
君津土木事務所 Ⅱ-6403 亀田12 富津市 亀田    君津土木事務所 Ⅱ-6453 八幡1 富津市 八幡   
君津土木事務所 Ⅱ-6404 亀沢12 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6454 八幡2 富津市 八幡   
君津土木事務所 Ⅱ-6405 亀沢13 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6455 八幡3 富津市 八幡   
君津土木事務所 Ⅱ-6406 亀沢14 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6456 八幡4 富津市 八幡   
君津土木事務所 Ⅱ-6407 亀沢15 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6457 八幡5 富津市 八幡   
君津土木事務所 Ⅱ-6408 亀沢16 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6458 八幡6 富津市 八幡   
君津土木事務所 Ⅱ-6410 亀沢18 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6459 鶴岡2 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6411 鶴岡1 富津市 鶴岡    君津土木事務所 Ⅱ-6460 鶴岡3 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6413 佐貫2 富津市 佐貫    君津土木事務所 Ⅱ-6461 鶴岡4 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6414 佐貫3 富津市 佐貫    君津土木事務所 Ⅱ-6462 鶴岡5 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6415 亀沢19 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6463 鶴岡6 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6416 亀沢20 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6464 鶴岡7 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6417 亀沢21 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6465 鶴岡8 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6418 亀沢22 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6466 鶴岡9 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6419 亀沢23 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6467 鶴岡10 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6420 亀沢24 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6468 鶴岡11 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6421 亀沢25 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6469 鶴岡12 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6422 亀沢26 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6470 鶴岡13 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6423 亀沢27 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6471 鶴岡14 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6424 亀沢28 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6472 鶴岡15 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6425 亀沢29 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6473 鶴岡16 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6426 亀沢30 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6474 鶴岡17 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6427 亀沢31 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6475 鶴岡18 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6428 亀沢32 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6476 鶴岡19 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6429 亀沢33 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6477 鶴岡20 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6430 亀沢34 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6478 鶴岡21 富津市 鶴岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6431 亀沢35 富津市 亀沢    君津土木事務所 Ⅱ-6479 鶴岡22 富津市 鶴岡   

 

- 499 -



  

 
  

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 
 

急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      自然崖 

所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字  所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

君津土木事務所 Ⅱ-6480 鶴岡23 富津市 鶴岡    君津土木事務所 Ⅱ-6528 田倉3 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6481 鶴岡24 富津市 鶴岡    君津土木事務所 Ⅱ-6529 田倉4 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6482 鶴岡25 富津市 鶴岡    君津土木事務所 Ⅱ-6530 田倉5 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6483 鶴岡26 富津市 鶴岡    君津土木事務所 Ⅱ-6531 田倉6 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6484 鶴岡27 富津市 鶴岡    君津土木事務所 Ⅱ-6532 田倉7 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6485 鶴岡28 富津市 鶴岡    君津土木事務所 Ⅱ-6533 湊1 富津市 湊   
君津土木事務所 Ⅱ-6486 鶴岡29 富津市 鶴岡    君津土木事務所 Ⅱ-6534 湊2 富津市 湊   
君津土木事務所 Ⅱ-6487 花香谷2 富津市 花香谷    君津土木事務所 Ⅱ-6535 湊3 富津市 湊   
君津土木事務所 Ⅱ-6488 花香谷3 富津市 花香谷    君津土木事務所 Ⅱ-6536 湊4 富津市 湊   
君津土木事務所 Ⅱ-6489 花香谷4 富津市 花香谷    君津土木事務所 Ⅱ-6537 湊5 富津市 湊   
君津土木事務所 Ⅱ-6490 花香谷5 富津市 花香谷    君津土木事務所 Ⅱ-6538 湊6 富津市 湊   
君津土木事務所 Ⅱ-6491 宝竜寺10 富津市 宝竜寺    君津土木事務所 Ⅱ-6539 湊7 富津市 湊   
君津土木事務所 Ⅱ-6492 宝竜寺11 富津市 宝竜寺    君津土木事務所 Ⅱ-6540 岩坂1 富津市 岩坂   
君津土木事務所 Ⅱ-6493 宝竜寺12 富津市 宝竜寺    君津土木事務所 Ⅱ-6541 岩坂2 富津市 岩坂   
君津土木事務所 Ⅱ-6494 笹毛1 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6542 岩坂3 富津市 岩坂   
君津土木事務所 Ⅱ-6495 笹毛2 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6543 岩坂4 富津市 岩坂   
君津土木事務所 Ⅱ-6496 笹毛3 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6544 岩坂5 富津市 岩坂   
君津土木事務所 Ⅱ-6497 笹毛4 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6545 岩坂6 富津市 岩坂   
君津土木事務所 Ⅱ-6498 笹毛5 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6546 加藤1 富津市 加藤   
君津土木事務所 Ⅱ-6499 笹毛6 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6548 岩坂7 富津市 岩坂   
君津土木事務所 Ⅱ-6500 笹毛7 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6550 桜井3 富津市 桜井   
君津土木事務所 Ⅱ-6501 笹毛8 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6551 桜井4 富津市 桜井   
君津土木事務所 Ⅱ-6502 笹毛9 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6552 桜井5 富津市 桜井   
君津土木事務所 Ⅱ-6503 笹毛10 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6553 桜井6 富津市 桜井   
君津土木事務所 Ⅱ-6504 笹毛11 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6554 寺尾1 富津市 寺尾   
君津土木事務所 Ⅱ-6505 笹毛12 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6555 寺尾2 富津市 寺尾   
君津土木事務所 Ⅱ-6506 笹毛13 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6556 長崎 富津市 長崎   
君津土木事務所 Ⅱ-6507 笹毛14 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6558 関尻1 富津市 関尻   
君津土木事務所 Ⅱ-6508 笹毛15 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6559 上後1 富津市 上後   
君津土木事務所 Ⅱ-6509 笹毛16 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6560 田倉8 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6510 笹毛17 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6561 田倉9 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6511 笹毛18 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6562 恩田 富津市 恩田   
君津土木事務所 Ⅱ-6512 笹毛19 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6563 東大和田1 富津市 東大和田   
君津土木事務所 Ⅱ-6513 笹毛20 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6564 東大和田2 富津市 東大和田   
君津土木事務所 Ⅱ-6514 笹毛21 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6565 東大和田3 富津市 東大和田   
君津土木事務所 Ⅱ-6515 笹毛22 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6566 田倉10 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6516 笹毛23 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6567 田倉11 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6517 笹毛24 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6568 田倉12 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6518 笹毛25 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6569 田倉13 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6519 笹毛26 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6570 田倉14 富津市 田倉   
君津土木事務所 Ⅱ-6520 笹毛27 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6571 宇藤原1 富津市 宇藤原   
君津土木事務所 Ⅱ-6521 笹毛28 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6573 竹岡2 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6522 笹毛29 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6574 竹岡3 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6523 笹毛30 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6575 竹岡4 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6524 笹毛31 富津市 笹毛    君津土木事務所 Ⅱ-6576 海良1 富津市 海良   
君津土木事務所 Ⅱ-6525 鶴岡30 富津市 鶴岡    君津土木事務所 Ⅱ-6577 海良2 富津市 海良   
君津土木事務所 Ⅱ-6526 田倉1 富津市 田倉    君津土木事務所 Ⅱ-6578 海良3 富津市 海良   
君津土木事務所 Ⅱ-6527 田倉2 富津市 田倉    君津土木事務所 Ⅱ-6579 海良4 富津市 海良   
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君津土木事務所 Ⅱ-6580 海良5 富津市 海良    君津土木事務所 Ⅱ-6632 萩生2 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6581 海良6 富津市 海良    君津土木事務所 Ⅱ-6633 萩生3 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6582 海良7 富津市 海良    君津土木事務所 Ⅱ-6634 萩生4 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6583 海良8 富津市 海良    君津土木事務所 Ⅱ-6635 萩生5 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6585 湊8 富津市 湊    君津土木事務所 Ⅱ-6636 萩生6 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6586 数馬1 富津市 数馬    君津土木事務所 Ⅱ-6637 萩生7 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6587 数馬2 富津市 数馬    君津土木事務所 Ⅱ-6638 萩生8 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6588 数馬3 富津市 数馬    君津土木事務所 Ⅱ-6639 萩生9 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6589 売津 富津市 売津    君津土木事務所 Ⅱ-6640 萩生10 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6590 相川1 富津市 相川    君津土木事務所 Ⅱ-6642 萩生12 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6591 相川2 富津市 相川    君津土木事務所 Ⅱ-6643 萩生13 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6592 相川3 富津市 相川    君津土木事務所 Ⅱ-6644 萩生14 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6593 花輪1 富津市 花輪    君津土木事務所 Ⅱ-6645 萩生15 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6594 花輪2 富津市 花輪    君津土木事務所 Ⅱ-6646 萩生16 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6596 不入斗2 富津市 不入斗    君津土木事務所 Ⅱ-6647 萩生17 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6597 不入斗3 富津市 不入斗    君津土木事務所 Ⅱ-6648 竹岡５ 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6598 不入斗4 富津市 不入斗    君津土木事務所 Ⅱ-6649 竹岡６ 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6599 不入斗5 富津市 不入斗    君津土木事務所 Ⅱ-6650 竹岡７ 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6600 不入斗6 富津市 不入斗    君津土木事務所 Ⅱ-6651 竹岡８ 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6601 不入斗7 富津市 不入斗    君津土木事務所 Ⅱ-6653 竹岡１０ 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6602 横山 富津市 横山    君津土木事務所 Ⅱ-6654 竹岡１１ 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6604 田原２ 富津市 田原    君津土木事務所 Ⅱ-6655 竹岡１２ 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6605 大森 富津市 大森    君津土木事務所 Ⅱ-6656 相川４ 富津市 相川   
君津土木事務所 Ⅱ-6606 山脇１ 富津市 山脇    君津土木事務所 Ⅱ-6657 相川5 富津市 相川   
君津土木事務所 Ⅱ-6607 山脇2 富津市 山脇    君津土木事務所 Ⅱ-6658 相川6 富津市 相川   
君津土木事務所 Ⅱ-6609 田原３ 富津市 田原    君津土木事務所 Ⅱ-6661 相川9 富津市 相川   
君津土木事務所 Ⅱ-6610 田原４ 富津市 田原    君津土木事務所 Ⅱ-6662 相川10 富津市 相川   
君津土木事務所 Ⅱ-6611 田原５ 富津市 田原    君津土木事務所 Ⅱ-6663 相川11 富津市 相川   
君津土木事務所 Ⅱ-6612 小志駒１ 富津市 小志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6664 岩本１ 富津市 岩本   
君津土木事務所 Ⅱ-6613 小志駒2 富津市 小志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6665 岩本2 富津市 岩本   
君津土木事務所 Ⅱ-6614 小志駒3 富津市 小志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6666 岩本3 富津市 岩本   
君津土木事務所 Ⅱ-6615 上後２ 富津市 上後    君津土木事務所 Ⅱ-6667 岩本4 富津市 岩本   
君津土木事務所 Ⅱ-6616 関尻２ 富津市 関尻    君津土木事務所 Ⅱ-6668 岩本5 富津市 岩本   
君津土木事務所 Ⅱ-6617 関尻３ 富津市 関尻    君津土木事務所 Ⅱ-6669 岩本6 富津市 岩本   
君津土木事務所 Ⅱ-6618 関尻4 富津市 関尻    君津土木事務所 Ⅱ-6670 岩本7 富津市 岩本   
君津土木事務所 Ⅱ-6619 関尻5 富津市 関尻    君津土木事務所 Ⅱ-6671 岩本8 富津市 岩本   
君津土木事務所 Ⅱ-6620 関尻6 富津市 関尻    君津土木事務所 Ⅱ-6673 岩本10 富津市 岩本   
君津土木事務所 Ⅱ-6621 大川崎１ 富津市 大川崎    君津土木事務所 Ⅱ-6674 豊岡１ 富津市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6622 大川崎2 富津市 大川崎    君津土木事務所 Ⅱ-6675 豊岡2 富津市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6623 高溝１ 富津市 高溝    君津土木事務所 Ⅱ-6676 豊岡3 富津市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6624 高溝2 富津市 高溝    君津土木事務所 Ⅱ-6677 豊岡4 富津市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6625 高溝3 富津市 高溝    君津土木事務所 Ⅱ-6678 豊岡5 富津市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6626 宇藤原２ 富津市 宇藤原    君津土木事務所 Ⅱ-6679 豊岡6 富津市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6627 宇藤原3 富津市 宇藤原    君津土木事務所 Ⅱ-6680 関１ 富津市 関尻   
君津土木事務所 Ⅱ-6628 宇藤原4 富津市 宇藤原    君津土木事務所 Ⅱ-6681 関2 富津市 関尻   
君津土木事務所 Ⅱ-6629 宇藤原5 富津市 宇藤原    君津土木事務所 Ⅱ-6682 関3 富津市 関尻   
君津土木事務所 Ⅱ-6630 宇藤原6 富津市 宇藤原    君津土木事務所 Ⅱ-6683 萩生１８ 富津市 萩生   
君津土木事務所 Ⅱ-6631 萩生１ 富津市 萩生    君津土木事務所 Ⅱ-6684 萩生１９ 富津市 萩生   
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君津土木事務所 Ⅱ-6685 萩生２０ 富津市 萩生    君津土木事務所 Ⅱ-6736 金谷２１ 富津市 金谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6686 萩生２１ 富津市 萩生    君津土木事務所 Ⅱ-6737 金谷２２ 富津市 金谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6687 金谷１ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6738 金谷２３ 富津市 金谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6688 金谷2 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6739 金谷２４ 富津市 金谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6689 金谷3 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6740 金谷２５ 富津市 金谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6690 金谷4 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6741 金谷２６ 富津市 金谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6691 金谷5 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6742 金谷２７ 富津市 金谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6692 金谷6 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6743 竹岡１９ 富津市 竹岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6693 竹岡１３ 富津市 竹岡    君津土木事務所 Ⅱ-6744 梨沢６ 富津市 梨沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6694 竹岡１４ 富津市 竹岡    君津土木事務所 Ⅱ-6745 梨沢７ 富津市 梨沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6695 竹岡１５ 富津市 竹岡    君津土木事務所 Ⅱ-6746 志駒１１ 富津市 志駒   
君津土木事務所 Ⅱ-6696 竹岡１６ 富津市 竹岡    君津土木事務所 Ⅱ-6747 豊岡１５ 富津市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6697 竹岡１７ 富津市 竹岡    君津土木事務所 Ⅱ-6749 豊岡１７ 富津市 豊岡   
君津土木事務所 Ⅱ-6698 竹岡１８ 富津市 竹岡    君津土木事務所 Ⅱ-6750 金谷２８ 富津市 金谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6699 梨沢１ 富津市 梨沢    君津土木事務所 Ⅱ-6751 金谷２９ 富津市 金谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6700 梨沢2 富津市 梨沢    君津土木事務所 Ⅱ-6752 金谷３０ 富津市 金谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6701 梨沢3 富津市 梨沢    君津土木事務所 Ⅱ-6753 梨沢８ 富津市 梨沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6702 梨沢4 富津市 梨沢    君津土木事務所 Ⅱ-6754 梨沢９ 富津市 梨沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6703 梨沢5 富津市 梨沢    君津土木事務所 Ⅱ-6755 梨沢１０ 富津市 梨沢   
君津土木事務所 Ⅱ-6704 志駒１ 富津市 志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6756 山中１ 富津市 山中   
君津土木事務所 Ⅱ-6705 志駒2 富津市 志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6757 山中2 富津市 山中   
君津土木事務所 Ⅱ-6706 志駒3 富津市 志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6759 山中4 富津市 山中   
君津土木事務所 Ⅱ-6707 志駒4 富津市 志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6760 堀切 富津市 堀切   
君津土木事務所 Ⅱ-6708 志駒5 富津市 志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6761 久保田１ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6709 志駒6 富津市 志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6762 久保田２ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6710 志駒7 富津市 志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6763 久保田３ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6711 志駒8 富津市 志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6764 久保田４ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6712 志駒9 富津市 志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6765 久保田５ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6713 志駒10 富津市 志駒    君津土木事務所 Ⅱ-6766 久保田６ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6715 豊岡８ 富津市 豊岡    君津土木事務所 Ⅱ-6767 久保田７ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6716 豊岡９ 富津市 豊岡    君津土木事務所 Ⅱ-6768 久保田８ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6717 豊岡１０ 富津市 豊岡    君津土木事務所 Ⅱ-6769 久保田９ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6718 豊岡１１ 富津市 豊岡    君津土木事務所 Ⅱ-6770 久保田１０ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6719 豊岡１２ 富津市 豊岡    君津土木事務所 Ⅱ-6771 久保田１１ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6720 豊岡１３ 富津市 豊岡    君津土木事務所 Ⅱ-6772 代宿１ 袖ヶ浦市 代宿   
君津土木事務所 Ⅱ-6721 豊岡１４ 富津市 豊岡    君津土木事務所 Ⅱ-6773 蔵波１ 袖ヶ浦市 蔵波   
君津土木事務所 Ⅱ-6722 金谷７ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6774 蔵波２ 袖ヶ浦市 蔵波   
君津土木事務所 Ⅱ-6723 金谷８ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6775 蔵波３ 袖ヶ浦市 蔵波   
君津土木事務所 Ⅱ-6724 金谷９ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6776 蔵波４ 袖ヶ浦市 蔵波   
君津土木事務所 Ⅱ-6725 金谷１０ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6777 久保田１２ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6726 金谷１１ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6778 久保田１３ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6727 金谷１２ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6779 久保田１４ 袖ヶ浦市 久保田   
君津土木事務所 Ⅱ-6729 金谷１４ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6780 代宿２ 袖ヶ浦市 代宿   
君津土木事務所 Ⅱ-6730 金谷１５ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6781 神納１ 袖ヶ浦市 神納   
君津土木事務所 Ⅱ-6731 金谷１６ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6782 神納２ 袖ヶ浦市 神納   
君津土木事務所 Ⅱ-6732 金谷１７ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6783 神納３ 袖ヶ浦市 神納   
君津土木事務所 Ⅱ-6733 金谷１８ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6784 神納４ 袖ヶ浦市 神納   
君津土木事務所 Ⅱ-6735 金谷２０ 富津市 金谷    君津土木事務所 Ⅱ-6785 神納５ 袖ヶ浦市 神納   
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君津土木事務所 Ⅱ-6786 飯富１ 袖ヶ浦市 飯富    君津土木事務所 Ⅱ-6834 川原井２１ 袖ヶ浦市 川原井   
君津土木事務所 Ⅱ-6787 蔵波５ 袖ヶ浦市 蔵波    君津土木事務所 Ⅱ-6835 林１ 袖ヶ浦市 林   

君津土木事務所 Ⅱ-6788 飯富２ 袖ヶ浦市 飯富    君津土木事務所 Ⅱ-6836 林２ 袖ヶ浦市 林   
君津土木事務所 Ⅱ-6789 飯富３ 袖ヶ浦市 飯富    君津土木事務所 Ⅱ-6837 林３ 袖ヶ浦市 林   
君津土木事務所 Ⅱ-6790 下新田１ 袖ヶ浦市 下新田    君津土木事務所 Ⅱ-6838 林４ 袖ヶ浦市 林   
君津土木事務所 Ⅱ-6791 下新田２ 袖ヶ浦市 下新田    君津土木事務所 Ⅱ-6839 林５ 袖ヶ浦市 林   
君津土木事務所 Ⅱ-6792 三ツ作１ 袖ヶ浦市 三ツ作    君津土木事務所 Ⅱ-6840 大鳥居１ 袖ヶ浦市 大鳥居   
君津土木事務所 Ⅱ-6793 三ツ作２ 袖ヶ浦市 三ツ作    君津土木事務所 Ⅱ-6841 大鳥居２ 袖ヶ浦市 大鳥居   

君津土木事務所 Ⅱ-6794 三ツ作３ 袖ヶ浦市 三ツ作    君津土木事務所 Ⅱ-6842 滝の口１ 袖ヶ浦市 滝の口   
君津土木事務所 Ⅱ-6795 三ツ作４ 袖ヶ浦市 三ツ作    君津土木事務所 Ⅱ-6843 高谷１ 袖ヶ浦市 高谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6796 三ツ作５ 袖ヶ浦市 三ツ作    君津土木事務所 Ⅱ-6844 高谷２ 袖ヶ浦市 高谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6797 三ツ作６ 袖ヶ浦市 三ツ作    君津土木事務所 Ⅱ-6845 高谷３ 袖ヶ浦市 高谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6798 大曽根１ 袖ヶ浦市 大曽根    君津土木事務所 Ⅱ-6846 高谷４ 袖ヶ浦市 高谷   
君津土木事務所 Ⅱ-6799 大曽根２ 袖ヶ浦市 大曽根    君津土木事務所 Ⅱ-6847 林６ 袖ヶ浦市 林   

君津土木事務所 Ⅱ-6800 岩井１ 袖ヶ浦市 岩井    君津土木事務所 Ⅱ-6848 林７ 袖ヶ浦市 林   
君津土木事務所 Ⅱ-6801 岩井２ 袖ヶ浦市 岩井    君津土木事務所 Ⅱ-6849 滝の口２ 袖ヶ浦市 滝の口   
君津土木事務所 Ⅱ-6802 上泉１ 袖ヶ浦市 上泉    君津土木事務所 Ⅱ-6850 滝の口３ 袖ヶ浦市 滝の口   
君津土木事務所 Ⅱ-6803 上泉２ 袖ヶ浦市 上泉    君津土木事務所 Ⅱ-6851 滝の口４ 袖ヶ浦市 滝の口   
君津土木事務所 Ⅱ-6804 上泉３ 袖ヶ浦市 上泉    君津土木事務所 Ⅱ-6852 滝の口５ 袖ヶ浦市 滝の口   
君津土木事務所 Ⅱ-6805 上泉４ 袖ヶ浦市 上泉    君津土木事務所 Ⅱ-6853 玉野１ 袖ヶ浦市 玉野   

君津土木事務所 Ⅱ-6806 上泉５ 袖ヶ浦市 上泉    君津土木事務所 Ⅱ-6854 滝の口６ 袖ヶ浦市 滝の口   
君津土木事務所 Ⅱ-6807 上泉６ 袖ヶ浦市 上泉    君津土木事務所 Ⅱ-6855 滝の口７ 袖ヶ浦市 滝の口   
君津土木事務所 Ⅱ-6808 永吉１ 袖ヶ浦市 永吉    君津土木事務所 Ⅱ-6856 吉野田１ 袖ヶ浦市 吉野田   
君津土木事務所 Ⅱ-6809 永吉２ 袖ヶ浦市 永吉    君津土木事務所 Ⅱ-6857 吉野田２ 袖ヶ浦市 吉野田   
君津土木事務所 Ⅱ-6810 永吉３ 袖ヶ浦市 永吉    君津土木事務所 Ⅱ-6858 玉野２ 袖ヶ浦市 玉野   
君津土木事務所 Ⅱ-6811 川原井１ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6859 吉野田３ 袖ヶ浦市 吉野田   

君津土木事務所 Ⅱ-6812 川原井２ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6860 吉野田４ 袖ヶ浦市 吉野田   
君津土木事務所 Ⅱ-6813 川原井３ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6861 打越１ 袖ヶ浦市 打越   
君津土木事務所 Ⅱ-6814 川原井４ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6862 打越２ 袖ヶ浦市 打越   
君津土木事務所 Ⅱ-6815 川原井５ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6863 打越３ 袖ヶ浦市 打越   
君津土木事務所 Ⅱ-6816 川原井６ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6864 打越４ 袖ヶ浦市 打越   
君津土木事務所 Ⅱ-6817 川原井７ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6865 打越５ 袖ヶ浦市 打越   

君津土木事務所 Ⅱ-6818 川原井８ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6866 阿部１ 袖ヶ浦市 阿部   
君津土木事務所 Ⅱ-6819 川原井９ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6867 阿部２ 袖ヶ浦市 阿部   
君津土木事務所 Ⅱ-6820 川原井１０ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6868 下根岸１ 袖ヶ浦市 下根岸   
君津土木事務所 Ⅱ-6821 川原井１１ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6869 下根岸２ 袖ヶ浦市 下根岸   
君津土木事務所 Ⅱ-6822 川原井１２ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6870 下根岸３ 袖ヶ浦市 下根岸   
君津土木事務所 Ⅱ-6823 川原井１３ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6871 玉野３ 袖ヶ浦市 玉野   
君津土木事務所 Ⅱ-6824 川原井１４ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6872 玉野４ 袖ヶ浦市 玉野   
君津土木事務所 Ⅱ-6825 川原井１５ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6873 玉野５ 袖ヶ浦市 玉野   
君津土木事務所 Ⅱ-6826 川原井１６ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6874 玉野６ 袖ヶ浦市 玉野   
君津土木事務所 Ⅱ-6827 川原井１７ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6875 玉野７ 袖ヶ浦市 玉野   
君津土木事務所 Ⅱ-6828 川原井１８ 袖ヶ浦市 川原井    君津土木事務所 Ⅱ-6876 吉野田５ 袖ヶ浦市 吉野田   
君津土木事務所 Ⅱ-6829 永地 袖ヶ浦市 永地    君津土木事務所 Ⅱ-6877 吉野田６ 袖ヶ浦市 吉野田   
君津土木事務所 Ⅱ-6830 上泉７ 袖ヶ浦市 上泉    君津土木事務所 Ⅱ-6878 下宮田１ 袖ヶ浦市 下宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6831 野里 袖ヶ浦市 野里    君津土木事務所 Ⅱ-6879 下宮田２ 袖ヶ浦市 下宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6832 川原井１９ 袖ヶ浦市 川原井    

君津土木事務所 Ⅱ-6880 吉野田７ 袖ヶ浦市 吉野田   

君津土木事務所 Ⅱ-6833 川原井２０ 袖ヶ浦市 川原井    
君津土木事務所 Ⅱ-6881 下宮田３ 袖ヶ浦市 下宮田   
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君津土木事務所 Ⅱ-6882 下宮田４ 袖ヶ浦市 下宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6883 下宮田５ 袖ヶ浦市 下宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6884 下宮田６ 袖ヶ浦市 下宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6885 下宮田７ 袖ヶ浦市 下宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6886 下宮田８ 袖ヶ浦市 下宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6887 大竹 袖ヶ浦市 大竹   
君津土木事務所 Ⅱ-6888 上宮田１ 袖ヶ浦市 上宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6889 上宮田２ 袖ヶ浦市 上宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6890 上宮田３ 袖ヶ浦市 上宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6891 上宮田４ 袖ヶ浦市 上宮田   
君津土木事務所 Ⅱ-6892 下根岸４ 袖ヶ浦市 下根岸   
君津土木事務所 Ⅱ-6893 下宮田９ 袖ヶ浦市 下宮田   
印旛土木事務所 Ⅱ-6894 岩戸川岸 印西市 岩戸 船戸 
印旛土木事務所 Ⅱ-6895 上長殿 白井市 復 上長殿 
成田土木事務所 Ⅱ-6896 大原内1 香取郡多古町 多古 新町 
成田土木事務所 Ⅱ-6897 切通 香取郡多古町 染井 切通 
成田土木事務所 Ⅱ-6898 谷三倉 香取郡多古町 十余三 谷三倉 
成田土木事務所 Ⅱ-6899 志代地 香取郡多古町 南玉造 志代地 
成田土木事務所 Ⅱ-6900 宮崎 山武郡芝山町 宮崎 上野台 
成田土木事務所 Ⅱ-6901 小原子2 山武郡芝山町 小原子 上ノ山 
成田土木事務所 Ⅱ-6902 上吹入 山武郡芝山町 上吹入 新場 
成田土木事務所 Ⅱ-6903 浅川 山武郡芝山町 岩山 浅川 
成田土木事務所 Ⅱ-6904 大台北 山武郡芝山町 大台 根崎 
成田土木事務所 Ⅱ-6905 殿部田 山武郡芝山町 殿部田 新門寺 
香取土木事務所 Ⅱ-6906 五郷内1 香取市 五郷内 布野 
香取土木事務所 Ⅱ-6907 府馬1 香取市 府馬   
安房土木事務所 Ⅱ-6908 新屋敷 鴨川市 太海   
安房土木事務所 Ⅱ-6909 東町2 鴨川市 東町 宝性寺 
安房土木事務所 Ⅱ-6910 清澄 鴨川市 清澄   
安房土木事務所 Ⅱ-6911 大六 安房郡鋸南町 大六 亀ケ崎 
安房土木事務所 Ⅱ-6912 苗見 南房総市 増間 向郷 
安房土木事務所 Ⅱ-6913 吉野 南房総市 宮下 吉野 
君津土木事務所 Ⅱ-6914 鎌滝 君津市 鎌滝 北根 
君津土木事務所 Ⅱ-6915 糸川 君津市 糸川 谷畑 
君津土木事務所 Ⅱ-6916 梨沢 富津市 梨沢 葭越路 
印旛土木事務所 Ⅱ-6917 新町 佐倉市 新町 新町裏 
成田土木事務所 Ⅱ-6918 小原子3 山武郡芝山町 小原子   
香取土木事務所 Ⅱ-6919 貝塚1 香取市 貝塚 南谷 
香取土木事務所 Ⅱ-6920 長岡 香取市 長岡   
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所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字  所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

千葉土木事務所 2001 稲丘町1 千葉市稲毛区 稲丘町    千葉土木事務所 2062 本大久保2 習志野市 本大久保 4丁目 
千葉土木事務所 2002 園生 千葉市稲毛区 園生町    葛南土木事務所 2063 駿河台 船橋市 駿河台 1丁目 
千葉土木事務所 2003 星久喜町 千葉市中央区 星久喜町    東葛飾土木事務所 2064 前ケ崎 流山市 前ケ崎   
千葉土木事務所 2004 大森町1 千葉市中央区 大森町    安房土木事務所 2065 川口 鴨川市 貝渚 川口 
千葉土木事務所 2005 白旗3 千葉市中央区 白旗 3丁目  安房土木事務所 2066 小浦 南房総市 和田   
葛南土木事務所 2006 下貝塚 市川市 下貝塚 2丁目  安房土木事務所 2067 船形1 館山市 船形 御霊 
葛南土木事務所 2007 奉免 市川市 奉免町    安房土木事務所 2068 大賀 館山市 大賀 前山 
葛南土木事務所 2008 須和田 市川市 須和田 2丁目  安房土木事務所 2069 州崎1 館山市 州崎 御手洗山 
葛南土木事務所 2009 本北方1 市川市 本北方 3丁目  安房土木事務所 2070 州崎2 館山市 州崎 御手洗山 
葛南土木事務所 2010 海神 船橋市 海神 6丁目  安房土木事務所 2071 山本2 館山市 山本 市田 
葛南土木事務所 2011 上山2 船橋市 上山町 3丁目  印旛土木事務所 2072 臼井８ 佐倉市 臼井台   
葛南土木事務所 2012 夏見 船橋市 夏見台 3丁目  印旛土木事務所 2073 臼井９ 佐倉市 臼井台   
葛南土木事務所 2013 三山 船橋市 三山 2丁目  印旛土木事務所 2074 松虫１３ 印西市 松虫 常光寺谷 
東葛飾土木事務所 2014 下原付 野田市 清水 下原付  印旛土木事務所 2075 清戸５ 白井市 清戸 越屋敷 
東葛飾土木事務所 2017 松山 野田市 堤台 松山    小計 ６２箇所       
柏土木事務所 2018 逆井 柏市 新逆井 1丁目 
東葛飾土木事務所 2023 寿二丁目 我孫子市 寿 二丁目 
東葛飾土木事務所 2024 上新山 鎌ケ谷市 東道野辺 7丁目 
東葛飾土木事務所 2026 北下2 鎌ケ谷市 道野辺 北下 
東葛飾土木事務所 2027 葉貫台 鎌ケ谷市 東道野辺 3丁目 
印旛土木事務所 2029 六崎 佐倉市 六崎   
印旛土木事務所 2031 みどり野 佐倉市 大蛇町 東慶院前 
夷隅土木事務所 2033 天ノ守 夷隅郡御宿町 岩和田 行人坂 
夷隅土木事務所 2034 岩和田 夷隅郡御宿町 岩和田 岩和田 
夷隅土木事務所 2035 岩和田の2 夷隅郡御宿町 岩和田 小波月 
夷隅土木事務所 2036 新町 夷隅郡御宿町 六軒町 天ノ森 
夷隅土木事務所 2037 浜 夷隅郡御宿町 浜 天頃 
夷隅土木事務所 2038 愛宕下 夷隅郡御宿町 岩和田 東山 
夷隅土木事務所 2039 東山 夷隅郡御宿町 岩和田 東山 
夷隅土木事務所 2040 大多喜 夷隅郡大多喜町 大多喜   
夷隅土木事務所 2041 老川 夷隅郡大多喜町 大田代 老川 
安房土木事務所 2042 岡波太 鴨川市 太海 峯 
安房土木事務所 2043 貝渚 鴨川市 貝渚   
安房土木事務所 2044 吉浦 鴨川市 磯村 梶畑 
安房土木事務所 2045 前原 鴨川市 前原 山王寺 
君津土木事務所 2047 久保 君津市 久保 高坂 
君津土木事務所 2049 小香 君津市 小香 百目 
君津土木事務所 2050 久留里 君津市 久留里   
君津土木事務所 2051 八幡2 富津市 八幡 上町 
君津土木事務所 2052 長浦 袖ケ浦市 蔵波   
君津土木事務所 2053 上泉 袖ケ浦市 上泉   
千葉土木事務所 2055 幕張本郷 千葉市花見川区 幕張本郷 7丁目 
千葉土木事務所 2056 長作町4 千葉市花見川区 長作町   
千葉土木事務所 2057 矢作町 千葉市中央区 矢作町   
千葉土木事務所 2058 南生実 千葉市中央区 南生実町   
千葉土木事務所 2059 源町 千葉市若葉区 源町   
千葉土木事務所 2060 更科町 千葉市若葉区 更科町   
千葉土木事務所 2061 小間子町 千葉市若葉区 小間子町   
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箇所名 市町村名 大字 小字 

千葉土木事務所 Ⅱ-0001 柏井町1 千葉市花見川区 柏井町  
 

印旛土木事務所 Ⅱ-7048 吉高２５ 印西市 吉高 仲村 
千葉土木事務所 Ⅱ-0008 花島町2 千葉市花見川区 花島町  

 
印旛土木事務所 Ⅱ-7049 山田３ 印西市 山田 鶴巻 

千葉土木事務所 Ⅱ-0013 幕張町4 千葉市花見川区 幕張町 ３丁目 
 

印旛土木事務所 Ⅱ-7050 山田４ 印西市 山田 鶴巻 
千葉土木事務所 Ⅱ-0023 園生町4 千葉市稲毛区 園生町  

 
印旛土木事務所 Ⅱ-7052 吉田４ 印西市 吉田 郷 

千葉土木事務所 Ⅱ-7001 天戸町４ 千葉市花見川区 天戸町  
 

印旛土木事務所 Ⅱ-7053 岩戸３ 印西市 岩戸 中里 
千葉土木事務所 Ⅱ-7002 幕張本郷２ 千葉市花見川区 幕張本郷 ２丁目 

 
印旛土木事務所 Ⅱ-7054 師戸１３ 印西市 師戸 川本 

千葉土木事務所 Ⅱ-7003 小中台町１ 千葉市稲毛区 小中台町  
 

印旛土木事務所 Ⅱ-7055 平賀８ 印西市 平賀 細町 
千葉土木事務所 Ⅱ-7004 稲毛町２ 千葉市稲毛区 稲毛町 ４丁目 

 
印旛土木事務所 Ⅱ-7056 平賀９ 印西市 平賀 細町 

千葉土木事務所 Ⅱ-7005 天台１ 千葉市稲毛区 天台 ３丁目 
 

印旛土木事務所 Ⅱ-7057 平賀１２ 印西市 平賀 辺田 
千葉土木事務所 Ⅱ-7006 小間子町２ 千葉市若葉区 小間子町  

 
印旛土木事務所 Ⅱ-7058 平賀１４ 印西市 平賀 辺田 

千葉土木事務所 Ⅱ-7007 亥鼻４ 千葉市中央区 亥鼻 １丁目 
 

印旛土木事務所 Ⅱ-7059 平賀２１ 印西市 平賀 新福寺 
千葉土木事務所 Ⅱ-7008 都町５ 千葉市中央区 都町  

 
印旛土木事務所 Ⅱ-7060 清戸２ 白井市 清戸 越屋敷 

千葉土木事務所 Ⅱ-7009 平山町１ 千葉市緑区 平山町  
 

印旛土木事務所 Ⅱ-7061 清戸４ 白井市 清戸 越屋敷 
千葉土木事務所 Ⅱ-7010 生実町４ 千葉市中央区 生実町  

 
成田土木事務所 Ⅱ-7063 土室１ 成田市 土室 長山 

千葉土木事務所 Ⅱ-7011 小山町４ 千葉市緑区 小山町  
 

成田土木事務所 Ⅱ-7064 小泉１ 成田市 小泉  
千葉土木事務所 Ⅱ-7012 新栄２ 習志野市 新栄 １丁目 

 
成田土木事務所 Ⅱ-7065 大室１ 成田市 大室  

千葉土木事務所 Ⅱ-7013 麦丸３ 八千代市 麦丸  
 

成田土木事務所 Ⅱ-7066 大袋１ 成田市 大袋 小高田 
千葉土木事務所 Ⅱ-7014 麦丸４ 八千代市 麦丸 城橋 

 
成田土木事務所 Ⅱ-7067 喜多１ 香取郡多古町 喜多  

葛南土木事務所 Ⅱ-7015 上山町３ 船橋市 上山町 ３丁目 
 

成田土木事務所 Ⅱ-7068 大里１ 山武郡芝山町 大里 坂志岡 
葛南土木事務所 Ⅱ-7016 高根町２ 船橋市 高根町  

 
成田土木事務所 Ⅱ-7069 大里２ 山武郡芝山町 大里 加茂 

葛南土木事務所 Ⅱ-7017 飯山満町３ 船橋市 飯山満町 ２丁目 
 

成田土木事務所 Ⅱ-7070 大里３ 山武郡芝山町 大里 加茂 
葛南土木事務所 Ⅱ-7018 小野田町２ 船橋市 小野田町  

 
成田土木事務所 Ⅱ-7071 大台１ 山武郡芝山町 大台 細子 

市原土木事務所 Ⅱ-7019 草刈４ 市原市 草刈  
 

成田土木事務所 Ⅱ-7072 大台２ 山武郡芝山町 大台 根崎 
市原土木事務所 Ⅱ-7020 大作１１ 市原市 大作  

 
成田土木事務所 Ⅱ-7073 大台３ 山武郡芝山町 大台 宿 

市原土木事務所 Ⅱ-7021 深城１９ 市原市 深城  
 

成田土木事務所 Ⅱ-7074 下吹入１ 山武郡芝山町 下吹入  
市原土木事務所 Ⅱ-7022 鶴舞１ 市原市 鶴舞  

 
成田土木事務所 Ⅱ-7075 境１ 山武郡芝山町 境 打越 

市原土木事務所 Ⅱ-7023 岩５ 市原市 岩  
 

成田土木事務所 Ⅱ-7076 殿部田１ 山武郡芝山町 殿部田 東風山 
市原土木事務所 Ⅱ-7024 新井２ 市原市 新井  

 
山武土木事務所 Ⅱ-7077 大網９ 山武郡大網白里町 大網  

東葛飾土木事務所 Ⅱ-7025 紙敷２ 松戸市 紙敷 薄蒲 
 

山武土木事務所 Ⅱ-7078 板附６ 山武市 板附  
東葛飾土木事務所 Ⅱ-7026 宿連寺１ 柏市 宿連寺 前原 

 
山武土木事務所 Ⅱ-7079 埴谷８ 山武市 埴谷  

東葛飾土木事務所 Ⅱ-7027 柏１ 柏市 柏 大穴 
 

山武土木事務所 Ⅱ-7080 埴谷１０ 山武市 埴谷  
東葛飾土木事務所 Ⅱ-7028 逆井２ 柏市 逆井 小山 

 
長生土木事務所 Ⅱ-7081 国府関1 茂原市 国府関 坂ノ下 

東葛飾土木事務所 Ⅱ-7029 逆井３ 柏市 逆井 小山 
 

長生土木事務所 Ⅱ-7082 台田7 茂原市 台田 正衣 
東葛飾土木事務所 Ⅱ-7030 新木１ 我孫子市 新木 竹之内 

 
山武土木事務所 Ⅱ-7080 埴谷１０ 山武市 埴谷  

印旛土木事務所 Ⅱ-7031 臼井台８ 佐倉市 臼井台  
 

長生土木事務所 Ⅱ-7081 国府関1 茂原市 国府関 坂ノ下 
印旛土木事務所 Ⅱ-7034 臼井田３ 佐倉市 臼井田  

 
長生土木事務所 Ⅱ-7082 台田7 茂原市 台田 正衣 

印旛土木事務所 Ⅱ-7035 江原１ 佐倉市 江原  
 

長生土木事務所 Ⅱ-7083 立木18 茂原市 立木 腰巻 
印旛土木事務所 Ⅱ-7036 王子台２ 佐倉市 王子台 ６丁目 

 
長生土木事務所 Ⅱ-7084 一宮5 長生郡一宮町 一宮 細田 

印旛土木事務所 Ⅱ-7037 上志津３ 佐倉市 上志津  
 

長生土木事務所 Ⅱ-7085 一宮7 長生郡一宮町 一宮 細田 
印旛土木事務所 Ⅱ-7038 岩富１１ 佐倉市 岩富  

 
長生土木事務所 Ⅱ-7086 綱田3 長生郡一宮町 綱田 堂見谷 

印旛土木事務所 Ⅱ-7039 萩原２ 印西市 萩原 城ノ内 
 

長生土木事務所 Ⅱ-7087 佐貫34 長生郡睦沢町 佐貫 上沢 
印旛土木事務所 Ⅱ-7040 造谷３ 印西市 造谷 向辺田 

 
長生土木事務所 Ⅱ-7088 大上18 長生郡睦沢町 大上 飯沢 

印旛土木事務所 Ⅱ-7041 松虫２ 印西市 松虫 常光寺谷 
 

長生土木事務所 Ⅱ-7089 船木5 長生郡長柄町 船木  
印旛土木事務所 Ⅱ-7042 萩原１２ 印西市 萩原 猿内 

 
長生土木事務所 Ⅱ-7090 味庄5 長生郡長柄町 味庄 下味庄 

印旛土木事務所 Ⅱ-7043 吉高３ 印西市 吉高 向田 
 

長生土木事務所 Ⅱ-7091 山根9 長生郡長柄町 山根  
印旛土木事務所 Ⅱ-7044 大廻１ 印西市 大廻 茶畑 

 
長生土木事務所 Ⅱ-7092 千代丸5 長生郡長柄町 千代丸  

印旛土木事務所 Ⅱ-7045 瀬戸２ 印西市 瀬戸 一本松 
 

長生土木事務所 Ⅱ-7093 千代丸8 長生郡長柄町 千代丸  
印旛土木事務所 Ⅱ-7047 瀬戸１２ 印西市 瀬戸 房田 

 
長生土木事務所 Ⅱ-7094 金谷1 長生郡長柄町 金谷  
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急傾斜地崩壊危険箇所（保全人家１戸～４戸）                      人工がけ 

所轄土木事務所名 
箇所 
番号 

箇所名 市町村名 大字 小字 

長生土木事務所 Ⅱ-7095 鴇谷14 長生郡長柄町 鴇谷  
長生土木事務所 Ⅱ-7096 鴇谷16 長生郡長柄町 鴇谷 鴇谷東部 
長生土木事務所 Ⅱ-7097 小榎本1 長生郡長柄町 小榎本  
長生土木事務所 Ⅱ-7098 高山4 長生郡長柄町 高山  
長生土木事務所 Ⅱ-7099 千田7 長生郡長南町 千田 吹羅 
長生土木事務所 Ⅱ-7100 千田16 長生郡長南町 千田 仁久保 
長生土木事務所 Ⅱ-7101 棚毛18 長生郡長南町 棚毛 木樵山 
長生土木事務所 Ⅱ-7102 棚毛19 長生郡長南町 棚毛 木樵山 
長生土木事務所 Ⅱ-7103 棚毛20 長生郡長南町 棚毛 下木樵山 
長生土木事務所 Ⅱ-7104 棚毛23 長生郡長南町 棚毛 馬場谷 
長生土木事務所 Ⅱ-7105 棚毛24 長生郡長南町 棚毛 上宿 
長生土木事務所 Ⅱ-7106 棚毛25 長生郡長南町 棚毛 上宿 
長生土木事務所 Ⅱ-7107 棚毛27 長生郡長南町 棚毛 原田 
長生土木事務所 Ⅱ-7108 棚毛28 長生郡長南町 棚毛 池袋 
長生土木事務所 Ⅱ-7109 長南4 長生郡長南町 長南 鍛冶滝 
長生土木事務所 Ⅱ-7110 長南8 長生郡長南町 長南 打手 
長生土木事務所 Ⅱ-7111 山内4 長生郡長南町 山内 寺沢 
夷隅土木事務所 Ⅱ-7112 市野川2 勝浦市 市野川  
夷隅土木事務所 Ⅱ-7113 上植野3 勝浦市 上植野 与惣部田 
夷隅土木事務所 Ⅱ-7114 新官8 勝浦市 新官  
夷隅土木事務所 Ⅱ-7115 新官15 勝浦市 新官  
夷隅土木事務所 Ⅱ-7116 新官17 勝浦市 新官  
夷隅土木事務所 Ⅱ-7117 高山田11 夷隅郡御宿町 高山田  
夷隅土木事務所 Ⅱ-7118 久保2 夷隅郡御宿町 久保  
夷隅土木事務所 Ⅱ-7119 大原18 いすみ市 大原 根方 
夷隅土木事務所 Ⅱ-7120 大原台1 いすみ市 大原台  
君津土木事務所 Ⅱ-7121 砂押 君津市 怒田 砂押 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 507 -



  

６ 土砂災害警戒区域指定地一覧表＜資料８－８＞     
 H24.4現在 

＜県土整備部河川環境課＞ 

番号 区域名 箇所番号 所  在  地 自然現象の種類 告示番号及び指定年月日 

1 飯岡１ Ⅰ－１５０９ 成田市飯岡字宮ノ後 急傾斜地の崩壊 千第165号 Ｈ18.3.14 

2 宝田２ Ⅰ－１５１０ 成田市宝田字辺田 急傾斜地の崩壊 千第165号 Ｈ18.3.14 

3 西和泉２ Ⅰ－１５１２ 成田市西和泉字東作 急傾斜地の崩壊 千第165号 Ｈ18.3.14 

4 東和泉１ Ⅰ－１５１３ 成田市東和泉字城山 急傾斜地の崩壊 千第165号 Ｈ18.3.14 

5 松郷 Ⅰ－１３５７ 鴨川市金束字松郷 急傾斜地の崩壊 千第166号 Ｈ18.3.14 

6 奥谷１ Ⅰ－０９６９ 
鴨川市江見内遠野字

中谷 
急傾斜地の崩壊 千第706号 Ｈ18.7.28 

7 橋本 Ⅰ－０９７３ 鴨川市畑字橋本 急傾斜地の崩壊 千第706号 Ｈ18.7.28 

8 市井原 Ⅰ－０９７８ 鴨川市畑字市井原 急傾斜地の崩壊 千第706号 Ｈ18.7.28 

9 台方２ Ⅰ－０３６０ 成田市船形字城ノ越 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

10 下方１－１ Ⅰ－０３６３ 成田市下方字根古屋 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

11 北須賀 Ⅰ－０３７２ 成田市北須賀字西 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

12 八代１－１ Ⅰ－０３８８ 成田市八代 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

13 八代２ Ⅰ－０３８９ 成田市八代 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

14 和田 Ⅰ－０３９６ 成田市北須賀字和田 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

15 下方２ Ⅰ－０３９７ 成田市下方字鷺田 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

16 八代１－２ Ⅰ－１５１４ 成田市八代字入子 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

17 下方１－２ Ⅰ－１５１５ 成田市下方字浅間下 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

18 下福田２ Ⅰ－０３５０ 成田市下福田 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

19 大竹１ Ⅰ－０３６４ 成田市大竹字坂東 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

20 大竹２ Ⅰ－０３８６ 成田市大竹字湯本 急傾斜地の崩壊 千第212号 Ｈ19.3.6 

21 青木 Ⅰ－０９８２ 
鴨川市江見青木字青

木 
急傾斜地の崩壊 千第213号 Ｈ19.3.6 

22 横根 Ⅰ－１３５９ 鴨川市東江見字鹿嶋 急傾斜地の崩壊 千第213号 Ｈ19.3.6 

23 西江見２ Ⅰ－１６１３ 
鴨川市東江見字字竹

ノ谷 
急傾斜地の崩壊 千第213号 Ｈ19.3.6 
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番号 区域名 箇所番号 所  在  地 自然現象の種類 告示番号及び指定年月日 

24 西江見３ Ⅰ－１６１４ 鴨川市西江見字塩喰 急傾斜地の崩壊 千第213号 Ｈ19.3.6 

25 荒海１ Ⅰ－０３６１ 成田市荒海 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

26 長沼 Ⅰ－０３７７ 成田市長沼 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

27 新妻 Ⅰ－０３９９ 成田市新妻 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

28 水掛 Ⅰ－０４０２ 成田市水掛 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

29 囲護台 Ⅰ－０３４２ 成田市囲護台 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

30 郷部１ Ⅰ－０３５７ 成田市郷部 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

31 郷部２ Ⅰ－０３５８ 成田市郷部 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

32 寺台 Ⅰ－０３６６ 成田市寺台 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

33 本町 Ⅰ－０３６８ 成田市本町 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

34 仲町２ Ⅰ－０３７６ 成田市仲町 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

35 幸町 Ⅰ－０３７８ 成田市幸町 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

36 土屋２ Ⅰ－０３７９ 成田市土屋 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

37 東町１ Ⅰ－０３８１ 成田市東町 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

38 東町２ Ⅰ－０３８２ 成田市東町 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

39 東和田 Ⅰ－０３８５ 成田市東和田 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

40 馬橋 Ⅰ－０３８７ 成田市馬橋 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

41 本町１ Ⅰ－０３９３ 成田市本町 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

42 本町２－２ Ⅰ－０３９４ 成田市本町 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

43 本町３ Ⅰ－０３９５ 成田市本町 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

44 伊能引地 Ⅰ－０４１２ 成田市伊能字引地 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

45 伊能下田 Ⅰ－０４１３ 成田市伊能字下田 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

46 臼作 Ⅰ－０４１５ 成田市臼作 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

47 横山 Ⅰ－０４１６ 成田市横山字二階 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 
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48 奈土 Ⅰ－０４１８ 成田市奈土字鹿駒 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

49 伊能倉ノ内 Ⅰ－０４２１ 成田市伊能字倉ノ内 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

50 村田 Ⅰ－０４２２ 成田市村田 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

51 中野 Ⅰ－０４２３ 成田市中野 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

52 鶴巻 Ⅰ－０４２４ 成田市伊能字鶴巻 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

53 東 Ⅰ－０４２５ 成田市伊能字東 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

54 奈土新田 Ⅰ－０４２６ 成田市奈土字新田 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

55 南敷南作 Ⅰ－０４２７ 成田市南敷字南作 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

56 奈土房作 Ⅰ－０４３０ 成田市奈土字房作 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

57 堀篭池作 Ⅰ－０４３１ 成田市堀篭字池作 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

58 一坪田 Ⅰ－０４３２ 
成田市一坪田字キサ

キ 
急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

59 柴田２ Ⅰ－０４３３ 成田市柴田 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

60 伊能４ Ⅰ－１５１６ 成田市伊能 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

61 津富浦４ Ⅰ－１５１７ 成田市津富浦 急傾斜地の崩壊 千第490号 H19.4.24 

62 中三原１ Ⅰ－０９９９ 
南房総市和田町中三

原 
急傾斜地の崩壊 千第1017号 H19.10.23 

63 小向 Ⅰ－１０００ 南房総市和田町小向 急傾斜地の崩壊 千第1017号 H19.10.23 

64 スルス森 Ⅰ－１００１ 南房総市和田町磑森 急傾斜地の崩壊 千第1017号 H19.10.23 

65 
江見太夫崎

１ 
Ⅱ－４６４１ 鴨川市江見太夫崎 急傾斜地の崩壊 千第173号 H20.2.1 

66 天面 Ⅰ－１３５８ 鴨川市天面字巣鷹 急傾斜地の崩壊 千第173号 H20.2.1 

67 大渕 Ⅰ－１３５６ 鴨川市太海字大渕 急傾斜地の崩壊 千第173号 H20.2.1 

68 代 Ⅰ－１６１７ 鴨川市代 急傾斜地の崩壊 千第173号 H20.2.1 

69 稲荷入１ Ⅰ－０６０３ 香取郡東庄町稲荷入 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

70 稲荷入２ Ⅰ－０６０４ 香取郡東庄町稲荷入 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

71 八幡２ Ⅰ－０６０８ 
香取郡東庄町小南及

び夏目 
急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 
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72 舟戸１－１ 
Ⅰ－０６１１

－１ 
香取郡東庄町舟戸 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

73 舟戸１－２ 
Ⅰ－０６１１

－２ 
香取郡東庄町舟戸 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

74 大久保２ Ⅰ－０６１５ 香取郡東庄町大久保 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

75 
大久保３－

１ 

Ⅰ－０６１６

－１ 
香取郡東庄町大久保 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

76 
大久保３－

２ 

Ⅰ－０６１６

－２ 
香取郡東庄町大久保 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

77 大友１－１ 
Ⅰ－０６１７

－１ 
香取郡東庄町大友 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

78 大友１－２ 
Ⅰ－０６１７

－２ 
香取郡東庄町大友 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

79 窪野谷１ Ⅰ－１３３２ 香取郡東庄町窪野谷 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

80 小南１ Ⅰ－１３３３ 香取郡東庄町小南 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

81 舟戸２ Ⅰ－１３７６ 香取郡東庄町舟戸 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

82 
笹川い１－

１ 

Ⅰ－１５２２

－１ 
香取郡東庄町笹川い 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

83 
笹川い１－

２ 

Ⅰ－１５２２

－２ 
香取郡東庄町笹川い 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

84 青馬１ Ⅰ－１５２３ 香取郡東庄町青馬 急傾斜地の崩壊 千第448号 H20.4.22 

85 大門 Ⅰ－１０９３ 
安房郡鋸南町下佐久

間 
急傾斜地の崩壊 千第493号 H20.5.20 

86 下佐久間５ Ⅰ－１６５５ 
安房郡鋸南町下佐久

間 
急傾斜地の崩壊 千第493号 H20.5.20 

87 下佐久間９ Ⅰ－１６５６ 
安房郡鋸南町下佐久

間 
急傾斜地の崩壊 千第493号 H20.5.20 

88 下佐久間２ Ⅱ－５４６５ 
安房郡鋸南町下佐久

間 
急傾斜地の崩壊 千第493号 H20.5.20 

89 上布施９ Ⅱ－４２４６ いすみ市上布施押替 急傾斜地の崩壊 千第546号 H20.6.13 

90 下布施５ Ⅱ－４２２３ いすみ市下布施名熊 急傾斜地の崩壊 千第546号 H20.6.13 

91 下布施６ Ⅱ－４２２４ いすみ市下布施名熊 急傾斜地の崩壊 千第546号 H20.6.13 

92 下布施７ Ⅱ－４２２５ いすみ市下布施名熊 急傾斜地の崩壊 千第546号 H20.6.13 

93 下布施１０ Ⅱ－４２２８ いすみ市下布施大寺 急傾斜地の崩壊 千第546号 H20.6.13 

94 下布施１１ Ⅱ－４２２９ いすみ市下布施大寺 急傾斜地の崩壊 千第546号 H20.6.13 
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95 下布施２０ Ⅰ－０９２７ いすみ市下布施硯 急傾斜地の崩壊 千第546号 H20.6.13 

96 下布施２１ Ⅱ－４２４１ いすみ市下布施名熊 急傾斜地の崩壊 千第546号 H20.6.13 

97 下布施２２ Ⅱ－４２４３ いすみ市下布施名熊 急傾斜地の崩壊 千第546号 H20.6.13 

98 
神崎神宿１

－１ 

Ⅰ－０５１９

－１ 

香取郡神崎町神崎神

宿 
急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

99 
神崎神宿１

－２ 

Ⅰ－０５１９

－２ 

香取郡神崎町神崎神

宿 
急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

100 並木１－１ 
Ⅰ－０５２０

－１ 
香取郡神崎町並木 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

101 並木１－２ 
Ⅰ－０５２０

－２ 
香取郡神崎町並木 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

102 並木２ Ⅰ－０５２１ 香取郡神崎町並木 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

103 大貫２ Ⅰ－０５２３ 香取郡神崎町大貫 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

104 武田１－１ 
Ⅰ－０５２４

－１ 
香取郡神崎町武田 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

105 武田１－２ 
Ⅰ－０５２４

－２ 
香取郡神崎町武田 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

106 並木３ Ⅰ－１３２１ 香取郡神崎町並木 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

107 立野１－１ 
Ⅰ－１３２２

－１ 
香取郡神崎町立野 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

108 立野１－２ 
Ⅰ－１３２２

－２ 
香取郡神崎町立野 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

109 植房－１ 
Ⅰ－１５２１

－１ 
香取郡神崎町植房 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

110 植房－２ 
Ⅰ－１５２１

－２ 
香取郡神崎町植房 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

111 植房－３ 
Ⅰ－１５２１

－３ 
香取郡神崎町植房 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

112 並木４－１ 
Ⅱ－１８８４

－１ 
香取郡神崎町並木 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

113 並木４－２ 
Ⅱ－１８８４

－２ 
香取郡神崎町並木 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

114 並木５－１ 
Ⅱ－１８８５

－１ 
香取郡神崎町並木 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

115 並木５－２ 
Ⅱ－１８８５

－２ 
香取郡神崎町並木 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

116 並木５－３ 
Ⅱ－１８８５

－３ 
香取郡神崎町並木 急傾斜地の崩壊 千第547号 H20.6.13 

117 米沢 Ⅰ－０１８５ 市原市米沢 急傾斜地の崩壊 千第551号 H20.6.17  
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118 宿 Ⅰ－０１８７ 市原市宿 急傾斜地の崩壊 千第551号 H20.6.17  

119 奥野２ Ⅰ－０１８９ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第551号 H20.6.17  

120 真ｹ谷６ Ⅰ－１４４１ 市原市真ｹ谷 急傾斜地の崩壊 千第551号 H20.6.17  

121 堀越５ Ⅰ－１４４２ 市原市堀越 急傾斜地の崩壊 千第551号 H20.6.17  

122 奥野９ Ⅰ－１４４３ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第551号 H20.6.17  

123 岩ｹ崎－２ Ⅰ－０５０２ 香取市佐原ホ 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

124 香取 Ⅰ－０５１３ 香取市香取 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

125 小房作 Ⅰ－０５３０ 香取市和泉 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

126 谷ツ－１ 
Ⅰ－０５３４

－１ 
香取市上小堀 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

127 谷ツ－２ 
Ⅰ－０５３４

－２ 
香取市上小堀 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

128 谷ツ－３ 
Ⅰ－０５３４

－３ 
香取市上小堀 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

129 谷ツ－４ 
Ⅰ－０５３４

－４ 
香取市上小堀 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

130 谷ツ－５ 
Ⅰ－０５３４

－５ 
香取市上小堀 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

131 根小屋 Ⅰ－０５３５ 香取市下飯田 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

132 貝塚１ Ⅰ－０５３７ 香取市貝塚 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

133 清水－１ 
Ⅰ－０５４１

－１ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

134 清水－２ 
Ⅰ－０５４１

－２ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

135 清水－３ 
Ⅰ－０５４１

－３ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

136 相ノ谷 Ⅰ－０５４３ 香取市貝塚 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

137 増田 Ⅰ－０５４４ 香取市増田 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

138 辻下－１ 
Ⅰ－０５４７

－１ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

139 辻下－２ 
Ⅰ－０５４７

－２ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

140 辻下－３ 
Ⅰ－０５４７

－３ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 
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141 分郷１ Ⅰ－０５４９ 香取市分郷 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

142 辺田 Ⅰ－０５５１ 香取市五郷内 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

143 虫幡１－１ 
Ⅰ－１３２３

－１ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

144 虫幡１－２ 
Ⅰ－１３２３

－２ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

145 虫幡１－３ 
Ⅰ－１３２３

－３ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

146 虫幡２ Ⅰ－１３２４ 香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

147 貝塚２－１ 
Ⅰ－１３２６

－１ 
香取市貝塚 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

148 貝塚２－２ 
Ⅰ－１３２６

－２ 
香取市貝塚 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

149 貝塚２－３ 
Ⅰ－１３２６

－３ 
香取市貝塚 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

150 貝塚２－４ 
Ⅰ－１３２６

－４ 
香取市貝塚 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

151 貝塚２－５ 
Ⅰ－１３２６

－５ 
香取市貝塚 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

152 虫幡３－１ 
Ⅰ－１３２７

－１ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

153 虫幡３－２ 
Ⅰ－１３２７

－２ 
香取市虫幡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

154 
阿玉台３－

１ 

Ⅰ－１３２８

－１ 
香取市阿玉台 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

155 
阿玉台３－

２ 

Ⅰ－１３２８

－２ 
香取市阿玉台 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

156 貝塚３ Ⅰ－１３７４ 香取市貝塚 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

157 八本－１ 
Ⅰ－１３７５

－１ 
香取市八本 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

158 八本－２ 
Ⅰ－１３７５

－２ 
香取市八本 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

159 貝塚４ Ⅱ－６９１９ 香取市貝塚 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

160 山倉２－１ 
Ⅰ－０５６３

－１ 
香取市山倉 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

161 山倉２－２ 
Ⅰ－０５６３

－２ 
香取市山倉 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

162 山倉２－３ 
Ⅰ－０５６３

－３ 
香取市山倉 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

163 山倉２－４ 
Ⅰ－０５６３

－４ 
香取市山倉 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 
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164 山倉３－１ 
Ⅰ－０５６４

－１ 
香取市山倉 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

165 山倉３－２ 
Ⅰ－０５６４

－２ 
香取市山倉 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

166 山倉３－３ 
Ⅰ－０５６４

－３ 
香取市山倉 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

167 大角－１ 
Ⅰ－０５６６

－１ 
香取市大角 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

168 大角－２ 
Ⅰ－０５６６

－２ 
香取市大角 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

169 大角－３ 
Ⅰ－０５６６

－３ 
香取市大角 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

170 長谷 Ⅰ－０５６８ 香取市米野井 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

171 田部３ Ⅰ－０５７１ 香取市田部 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

172 田部４ Ⅰ－０５７２ 香取市田部 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

173 田部５ Ⅰ－０５７３ 香取市田部 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

174 田部６－１ 
Ⅰ－０５７４

－１ 
香取市田部 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

175 田部６－２ 
Ⅰ－０５７４

－２ 
香取市田部 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

176 田部７－１ 
Ⅰ－０５７５

－１ 
香取市田部 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

177 田部７－２ 
Ⅰ－０５７５

－2 
香取市田部 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

178 田部７－３ 
Ⅰ－０５７５

－3 
香取市田部 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

179 長岡東 Ⅰ－０５８２ 香取市長岡 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

180 鳩山 Ⅰ－１３３０ 香取市鳩山 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

181 府馬１ Ⅱ－６９０７ 香取市府馬 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

182 向１－１ 
Ⅰ－０５９０

－１ 
香取市高萩 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

183 向１－２ 
Ⅰ－０５９０

－２ 
香取市高萩 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

184 向１－３ 
Ⅰ－０５９０

－３ 
香取市高萩 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

185 向２－１ 
Ⅰ－０５９１

－１ 
香取市高萩 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

186 向２－２ 
Ⅰ－０５９１

－２ 
香取市高萩 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 
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187 荒北 Ⅰ－０５９３ 香取市荒北 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

188 西田部１ Ⅰ－０５９５ 香取市西田部 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

189 苅毛 Ⅰ－０５９７ 香取市苅毛 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

190 沢１－１ 
Ⅰ－０600－

１ 
香取市沢 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

191 沢１－２ Ⅰ－０600－2 香取市沢 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

192 沢３ Ⅰ－０６０１ 香取市沢 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

193 沢４－１ 
Ⅰ－０６０２

－１ 
香取市沢 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

194 沢４－２ 
Ⅰ－０６０２

－２ 
香取市沢 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

195 
木戸脇１－

１ 

Ⅰ－１３３１

－１ 
香取市高萩 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

196 
木戸脇１－

２ 

Ⅰ－１３３１

－２ 
香取市高萩 急傾斜地の崩壊 千第552号 H20.6.17 

197 守谷３ Ⅰ－０８５５ 勝浦市守谷茂浦 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

198 大森１３ Ⅰ－１５９５ 勝浦市大森 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

199 上植野１４ Ⅰ－１５９６ 勝浦市上植野 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

200 植野３ Ⅱ－３９３７ 勝浦市植野 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

201 植野４ Ⅱ－３９３８ 勝浦市植野 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

202 上植野１５ Ⅱ－３９６４ 勝浦市上植野 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

203 興津３ Ⅱ－４０３２ 勝浦市興津 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

204 守谷５ Ⅱ－４０３５ 勝浦市守谷 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

205 守谷１０ Ⅱ－４０４０ 勝浦市守谷 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

206 守谷１３ Ⅱ－４０４３ 勝浦市守谷 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

207 吉尾２ Ⅱ－４０４４ 勝浦市吉尾 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

208 吉尾３ Ⅱ－４０４５ 勝浦市吉尾 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

209 大沢３ Ⅱ－４０５２ 勝浦市大沢 急傾斜地の崩壊 千第591号 H20.7.11 

210 和田２ Ⅰ－０９９５ 南房総市和田町和田 急傾斜地の崩壊 千第610号 H20.7.25 
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211 白渚 Ⅰ－１００３ 南房総市和田町白渚 急傾斜地の崩壊 千第610号 H20.7.25 

212 沼 Ⅰ－１００４ 南房総市和田町沼 急傾斜地の崩壊 千第610号 H20.7.25 

213 返田谷 Ⅰ－１３６０ 南房総市和田町和田 急傾斜地の崩壊 千第610号 H20.7.25 

214 和田１ Ⅰ－１６１８ 
南房総市和田町仁我

浦 
急傾斜地の崩壊 千第610号 H20.7.25 

215 藪ヶ谷 Ⅰ－１１０４ 
安房郡鋸南町保田藪

ヶ谷 
急傾斜地の崩壊 千第671号 H20.9.5 

216 元名３ Ⅰ－１６４９ 安房郡鋸南町元名 急傾斜地の崩壊 千第671号 H20.9.5 

217 大帷子２ Ⅰ－１６５０ 安房郡鋸南町大帷子 急傾斜地の崩壊 千第671号 H20.9.5 

218 小保田１０ Ⅰ－１６５１ 安房郡鋸南町小保田 急傾斜地の崩壊 千第671号 H20.9.5 

219 上佐久間５ Ⅰ－１６５２ 
安房郡鋸南町上佐久

間 
急傾斜地の崩壊 千第671号 H20.9.5 

220 上佐久間８ Ⅰ－１６５３ 
安房郡鋸南町上佐久

間 
急傾斜地の崩壊 千第671号 H20.9.5 

221 
上佐久間１

７ 
Ⅰ－１６５４ 

安房郡鋸南町上佐久

間 
急傾斜地の崩壊 千第671号 H20.9.5 

222 保田４ Ⅱ－５３５９ 安房郡鋸南町保田 急傾斜地の崩壊 千第671号 H20.9.5 

223 市井原８ Ⅱ－５３７９ 安房郡鋸南町市井原 急傾斜地の崩壊 千第671号 H20.9.5 

224 吉浜 Ⅱ－５３８９ 安房郡鋸南町吉浜 急傾斜地の崩壊 千第671号 H20.9.5 

225 亀ノ越 Ⅰ－０９１３ 
夷隅郡御宿町浜亀ノ

越 
急傾斜地の崩壊 千第836号 H20.11.25 

226 五神山 Ⅰ－０９１４ 
夷隅郡御宿町六軒町

五神山 
急傾斜地の崩壊 千第836号 H20.11.25 

227 神部田 Ⅰ－０９１６ 
夷隅郡御宿町高山田

神部田 
急傾斜地の崩壊 千第836号 H20.11.25 

228 杉山 Ⅰ－０９１７ 
夷隅郡御宿町高山田

杉山 
急傾斜地の崩壊 千第836号 H20.11.25 

229 赤羽根 Ⅰ－０９１８ 
夷隅郡御宿町高山田

赤羽根 
急傾斜地の崩壊 千第836号 H20.11.25 

230 浜ノ谷 Ⅰ－０９２３ 
夷隅郡御宿町浜浜ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第836号 H20.11.25 

231 上布施７ Ⅰ－１５９７ 夷隅郡御宿町上布施 急傾斜地の崩壊 千第836号 H20.11.25 

232 須賀５ Ⅰ－１５９８ 夷隅郡御宿町須賀 急傾斜地の崩壊 千第836号 H20.11.25 

233 岩和田４ Ⅰ－１５９９ 夷隅郡御宿町岩和田 急傾斜地の崩壊 千第836号 H20.11.25 
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234 浜５ Ⅰ－１６００ 夷隅郡御宿町浜 急傾斜地の崩壊 千第836号 H20.11.25 

235 合戸３ Ⅰ－１６４６ 南房総市合戸 急傾斜地の崩壊 千第97号 H21.01.30 

236 二部５ Ⅱ－５２７８ 南房総市二部 急傾斜地の崩壊 千第97号 H21.01.30 

237 平久里中４ Ⅱ－５２９３ 南房総市平久里中 急傾斜地の崩壊 千第97号 H21.01.30 

238 下滝田７ Ⅰ－１６５７ 南房総市下滝田 急傾斜地の崩壊 千第97号 H21.01.30 

239 三坂１ Ⅰ－１６５８ 南房総市三坂 急傾斜地の崩壊 千第97号 H21.01.30 

240 海老敷２ Ⅰ－１６５９ 南房総市海老敷 急傾斜地の崩壊 千第97号 H21.01.30 

241 山名８ Ⅰ－１６６０ 南房総市山名 急傾斜地の崩壊 千第97号 H21.01.30 

242 山名１７ Ⅰ－１６６１ 南房総市山名 急傾斜地の崩壊 千第97号 H21.01.30 

243 川口 Ⅰ－２０６５ 鴨川市貝渚字川口 急傾斜地の崩壊 千第136号 H21.02.17 

244 浜荻１ Ⅰ－１０３１ 鴨川市浜荻 急傾斜地の崩壊 千第136号 H21.02.17 

245 天津１ Ⅰ－１６１９ 鴨川市天津 急傾斜地の崩壊 千第136号 H21.02.17 

246 和泉３ Ⅱ－４６３５ 鴨川市和泉 急傾斜地の崩壊 千第136号 H21.02.17 

247 打墨４ Ⅰ－１６１２ 鴨川市打墨 急傾斜地の崩壊 千第136号 H21.02.17 

248 横手 Ⅰ－０９７１ 鴨川市粟斗字横手 急傾斜地の崩壊 千第136号 H21.02.17 

249 東町２ Ⅱ－６９０９ 鴨川市東町 急傾斜地の崩壊 千第136号 H21.02.17 

250 内浦４ Ⅰ－１０２６ 鴨川市内浦 急傾斜地の崩壊 千第136号 H21.02.17 

251 内浦７ Ⅰ－１０３０ 鴨川市内浦 急傾斜地の崩壊 千第136号 H21.02.17 

252 小湊６ Ⅰ－１０１１ 鴨川市小湊 急傾斜地の崩壊 千第136号 H21.02.17 

253 大桶 Ⅰ－０１７９ 市原市大桶 急傾斜地の崩壊 千第159号 H21.02.20 

254 土宇４ Ⅰ－１４３４ 市原市土宇 急傾斜地の崩壊 千第159号 H21.02.20 

255 川在７ Ⅰ－１４３５ 市原市川在 急傾斜地の崩壊 千第159号 H21.02.20 

256 新井田１ Ⅰ－０４８９ 
山武郡芝山町新井田

字宮ノ下 
急傾斜地の崩壊 千第213号 H21.03.13 

257 菱田１２ Ⅰ－０４９６ 
山武郡芝山町菱田字

辺田 
急傾斜地の崩壊 千第213号 H21.03.13 
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258 大里１８ Ⅰ－１３０９ 
山武郡芝山町大里字

白桝 
急傾斜地の崩壊 千第213号 H21.03.13 

259 新井田２ Ⅰ－１３１１ 
山武郡芝山町新井田

字外海道 
急傾斜地の崩壊 千第213号 H21.03.13 

260 高田１ Ⅰ－１５３４ 
山武郡芝山町高田字

八坂台 
急傾斜地の崩壊 千第213号 H21.03.13 

261 山中１ Ⅰ－１５３５ 
山武郡芝山町山中字

登城 
急傾斜地の崩壊 千第213号 H21.03.13 

262 宮崎１ Ⅱ－６９００ 
山武郡芝山町宮崎字

上ノ台 
急傾斜地の崩壊 千第213号 H21.03.13 

263 小原子６ Ⅱ－６９０１ 
山武郡芝山町小原子

字戸渡台 
急傾斜地の崩壊 千第213号 H21.03.13 

264 殿部田３ Ⅱ－６９０５ 
山武郡芝山町殿部田

字神門寺 
急傾斜地の崩壊 千第213号 H21.03.13 

265 小原子７ Ⅱ－６９１８ 
山武郡芝山町小原子

字寺台 
急傾斜地の崩壊 千第213号 H21.03.13 

266 染井１ Ⅰ－０４３８ 香取郡多古町染井 急傾斜地の崩壊 千第212号 H21.3.13 

267 出沼１ Ⅰ－０４５２ 香取郡多古町出沼 急傾斜地の崩壊 千第212号 H21.3.13 

268 出沼２ Ⅰ－０４５３ 香取郡多古町出沼 急傾斜地の崩壊 千第212号 H21.3.13 

269 大原内１ Ⅰ－０４６１ 
香取郡多古町多古字

大原内 
急傾斜地の崩壊 千第212号 H21.3.13 

270 方田 Ⅰ－０４７２ 香取郡多古町方田 急傾斜地の崩壊 千第212号 H21.3.13 

271 本町１ Ⅰ－０４７３ 
香取郡多古町多古字

本町 
急傾斜地の崩壊 千第212号 H21.3.13 

272 五反田 Ⅰ－０４７７ 香取郡多古町五反田 急傾斜地の崩壊 千第212号 H21.3.13 

273 本町２ Ⅰ－０４８０ 
香取郡多古町多古字

本町 
急傾斜地の崩壊 千第212号 H21.3.13 

274 飯笹１ Ⅰ－１５１８ 香取郡多古町飯笹 急傾斜地の崩壊 千第212号 H21.3.13 

275 北中１ Ⅰ－１５２０ 香取郡多古町北中 急傾斜地の崩壊 千第212号 H21.3.13 

276 佐野 Ⅰ－１０５２ 館山市佐野 急傾斜地の崩壊 千第211号 H21.3.13. 

277 下森戸 Ⅰ－０６２１ 銚子市森戸町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

278 海鹿島 Ⅰ－０６２２ 銚子市海鹿島町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

279 春日町６ Ⅰ－０６３２ 
銚子市春日町・今宮

町・上野町・春日台町 
急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

280 春日町７ Ⅰ－０６３３ 銚子市春日町・台町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 
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281 春日町８ Ⅰ－０６３４ 銚子市春日町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

282 森戸 Ⅰ－０６３５ 銚子市森戸町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

283 清水町 Ⅰ－０６３６ 銚子市清水町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

284 西小川町２ Ⅰ－０６３８ 銚子市西小川町・台町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

285 前宿１ Ⅰ－０６３９ 銚子市前宿町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

286 前宿２ Ⅰ－０６４０ 銚子市前宿長 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

287 栄町２ Ⅰ－０６５５ 銚子市春日町・台町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

288 八木１ Ⅰ－０６５６ 銚子市八木町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

289 八木２ Ⅰ－０６５７ 銚子市八木町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

290 西小川町４ Ⅰ－１３３４ 銚子市西小川町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

291 南小川町 Ⅰ－１３３５ 
銚子市南小川町・東小

川町 
急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

292 植松町 Ⅰ－１５２４ 
銚子市植松町・明神町

１丁目・川口町１丁目 
急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

293 南小川町２ Ⅰ－１５２５ 銚子市南小川町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

294 八木町３ Ⅰ－１５２６ 銚子市八木町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

295 名洗町２ Ⅰ－１５２７ 
銚子市名洗町・西小川

町 
急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

296 森戸町２ Ⅱ－２１０５ 銚子市森戸町 急傾斜地の崩壊 千第412号 H21.05.01 

297 新宿 Ⅰ－１０７４ 
南房総市富浦町豊

岡・原岡 
急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

298 用害 Ⅰ－１０８０ 南房総市富浦町豊岡 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

299 南無谷８ Ⅰ－１６３３ 
南房総市富浦町南無

谷 
急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

300 豊岡４ Ⅰ－１６３４ 南房総市富浦町豊岡 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

301 豊岡５ Ⅰ－１６３５ 南房総市富浦町豊岡 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

302 原岡２ Ⅰ－１６３６ 南房総市富浦町原岡 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

303 原岡３ Ⅰ－１６３７ 南房総市富浦町原岡 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

304 宮本１ Ⅰ－１６３８ 南房総市富浦町宮本 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 
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305 宮本３ Ⅰ－１６３９ 南房総市富浦町宮本 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

306 深名９ Ⅰ－１６４０ 南房総市富浦町深名 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

307 福沢１５ Ⅰ－１６４１ 南房総市富浦町福沢 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

308 大津１４ Ⅰ－１６４２ 南房総市富浦町大津 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

309 大津１６ Ⅰ－１６４３ 南房総市富浦町大津 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

310 福沢７ Ⅱ－５２３０ 南房総市富浦町福沢 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

311 福沢９ Ⅱ－５２３２ 南房総市富浦町福沢 急傾斜地の崩壊 千第422号 H21.05.12 

312 岡瀬田 Ⅰ－１１２０ 
南房総市千倉町南朝

夷 
急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

313 千田 Ⅰ－１１２３ 南房総市千倉町千田 急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

314 千田境 Ⅰ－１１２４ 
南房総市千倉町千

田・大川 
急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

315 谷 Ⅰ－１１２６ 
南房総市千倉町南朝

夷 
急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

316 谷田 Ⅰ－１１２７ 南房総市千倉町大貫 急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

317 白間津 Ⅰ－１１２９ 
南房総市千倉町白間

津 
急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

318 平磯 Ⅰ－１１３０ 南房総市千倉町平磯 急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

319 平舘 Ⅰ－１１３１ 南房総市千倉町平舘 急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

320 蓮臺枝 Ⅰ－１１３４ 
南房総市千倉町北朝

夷 
急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

321 本郷 Ⅰ－１１３８ 南房総市千倉町宇田 急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

322 久保４ Ⅰ－１６６３ 南房総市千倉町久保 急傾斜地の崩壊 千第421号 H21.05.12 

323 米原 Ⅰ－０１９４ 市原市米原 急傾斜地の崩壊 千第449号 H21.05.22 

324 小草畑 Ⅰ－０１９５ 市原市小草畑 急傾斜地の崩壊 千第449号 H21.05.22 

325 平蔵４ Ⅰ－１４５９ 市原市平蔵 急傾斜地の崩壊 千第449号 H21.05.22 

326 米原１５ Ⅰ－１４６８ 市原市米原 急傾斜地の崩壊 千第449号 H21.05.22 

327 根 Ⅰ－０９２８ いすみ市小沢 急傾斜地の崩壊 千第450号 H21.05.22 

328 舟谷 Ⅰ－１３５３ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第450号 H21.05.22 
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329 神置 Ⅰ－０９６６ いすみ市神置 急傾斜地の崩壊 千第450号 H21.05.22 

330 上須賀谷 Ⅰ－０９６８ いすみ市須賀谷 急傾斜地の崩壊 千第450号 H21.05.22 

331 乙浜 Ⅰ－１１１４ 南房総市白浜町乙浜 急傾斜地の崩壊 千第611号 H21.08.14 

332 小滝 Ⅰ－１１１５ 南房総市白浜町白浜 急傾斜地の崩壊 千第６１１号 H21.08.14 

333 名倉 Ⅰ－１１１８ 南房総市白浜町白浜 急傾斜地の崩壊 千第６１１号 H21.08.14 

334 根本２ Ⅰ－１６６２ 南房総市白浜町根本 急傾斜地の崩壊 千第６１１号 H21.08.14 

335 寺崎３ Ⅱ－３１３１ 長生郡睦沢町寺崎 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

336 寺崎４ Ⅰ－１５６４ 長生郡睦沢町寺崎 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

337 北山田３ Ⅱ－３１００ 長生郡睦沢町北山田 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

338 北山田４ Ⅰ－１５６２ 長生郡睦沢町北山田 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

339 北山田５ Ⅱ－３１０２ 長生郡睦沢町北山田 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

340 大谷木１ Ⅱ－３１１０ 長生郡睦沢町大谷木 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

341 大谷木３ Ⅰ－１５６３ 長生郡睦沢町大谷木 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

342 大谷木４ Ⅱ－３１１３ 長生郡睦沢町大谷木 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

343 大谷木５ Ⅱ－３１１４ 長生郡睦沢町大谷木 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

344 大谷木９ Ⅱ－３１１８ 長生郡睦沢町大谷木 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

345 大谷木１０ Ⅱ－３１１９ 長生郡睦沢町大谷木 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

346 大谷木１５ Ⅱ－３１２４ 長生郡睦沢町大谷木 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

347 大谷木１７ Ⅱ－３１２６ 長生郡睦沢町大谷木 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

348 上之郷１３ Ⅰ－１５６６ 長生郡睦沢町上之郷 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

349 上之郷１８ Ⅰ－１５６７ 長生郡睦沢町上之郷 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

350 上之郷２２ Ⅱ－３２１９ 長生郡睦沢町上之郷 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

351 上之郷３２ Ⅰ－１５６８ 長生郡睦沢町上之郷 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

352 下之郷５ Ⅱ－３１９１ 長生郡睦沢町下之郷 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 
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353 下之郷１１ Ⅱ－３１９７ 長生郡睦沢町下之郷 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

354 大上６ Ⅱ－３２３４ 長生郡睦沢町大上 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

355 大上３４ Ⅱ－３２６１ 長生郡睦沢町大上 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

356 大上３５ Ⅱ－３２６２ 長生郡睦沢町大上 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

357 佐貫１３ Ⅱ－３１４７ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

358 佐貫１７ Ⅱ－３１５１ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

359 佐貫２０ Ⅱ－３１５４ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

360 佐貫２２ Ⅱ－３１５６ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

361 佐貫２３ Ⅱ－３１５７ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

362 佐貫２４ Ⅱ－３１５８ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

363 佐貫２５ Ⅱ－３１５９ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

364 佐貫２６ Ⅱ－３１６０ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

365 佐貫２７ Ⅱ－３１６１ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

366 佐貫２８ Ⅱ－３１６２ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

367 佐貫２９ Ⅱ－３１６３ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

368 佐貫３６ Ⅰ－１５６５ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

369 佐貫４５ Ⅱ－３１７８ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

370 佐貫４８ Ⅱ－３１８１ 長生郡睦沢町佐貫 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

371 妙楽寺５ Ⅱ－３２９１ 長生郡睦沢町妙楽寺 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

372 妙楽寺８ Ⅱ－３２９４ 長生郡睦沢町妙楽寺 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

373 妙楽寺１４ Ⅱ－３３００ 長生郡睦沢町妙楽寺 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

374 妙楽寺１５ Ⅰ－１５６９ 長生郡睦沢町妙楽寺 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

375 妙楽寺２１ Ⅱ－３３０７ 長生郡睦沢町妙楽寺 急傾斜地の崩壊 千第707号 H21.10.09 

376 駒形 Ⅰ－０９１０ 勝浦市川津 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 
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377 峰平 Ⅰ－０８８４ 勝浦市川津 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

378 興津 Ⅰ－０８４２ 勝浦市興津 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

379 蟹田１ Ⅱ－３９０３ 勝浦市蟹田 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

380 松野１ Ⅱ－３９０１ 勝浦市松野 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

381 松野２ Ⅱ－３９０２ 勝浦市松野 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

382 佐野３ Ⅱ－３８８２ 勝浦市佐野 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

383 佐野４ Ⅱ－３８８３ 勝浦市佐野 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

384 市野川６ Ⅱ－３８９２ 勝浦市市野川 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

385 松部４ Ⅰ－０８６４ 勝浦市松部 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

386 松部６ Ⅱ－３９４２ 勝浦市松部 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

387 松部７ Ⅱ－３９４３ 勝浦市松部 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

388 松部８ Ⅱ－３９４４ 勝浦市松部 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

389 松部１１ Ⅱ－３９４７ 勝浦市松部 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

390 部原２ Ⅰ－０９０５ 勝浦市部原 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

391 新官５ Ⅰ－０８７３ 勝浦市新官 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

392 新官６ Ⅰ－０８７４ 勝浦市新官 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

393 沢倉 Ⅰ－０８９３ 勝浦市沢倉 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

394 墨名３ Ⅰ－０９０７ 勝浦市墨名 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

395 関谷４ Ⅱ－３９６８ 勝浦市関谷 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

396 田代 Ⅰ－１６１１ 夷隅郡大多喜町田代 急傾斜地の崩壊 千第718号 H21.10.16 

397 宝米 Ⅰ－０７０５ 山武郡横芝光町宝米 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

398 姥山 Ⅰ－０７８２ 山武郡横芝光町姥山 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

399 長倉１ Ⅰ－０７８９ 山武郡横芝光町長倉 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

400 長倉２ Ⅰ－０７９０ 山武郡横芝光町長倉 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 
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401 傍示戸１ Ⅰ－１５３３ 
山武郡横芝光町傍示

戸 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

402 金谷郷１ Ⅰ－０７３０ 
山武郡大網白里町金

谷郷 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

403 金谷郷２ Ⅰ－０７３１ 
山武郡大網白里町金

谷郷 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

404 砂田 Ⅰ－０７３２ 
山武郡大網白里町砂

田 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

405 小中 Ⅰ－０７３３ 
山武郡大網白里町小

中 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

406 本宿２ Ⅰ－０７３７ 
山武郡大網白里町大

網 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

407 ノ木 Ⅰ－０７３８ 
山武郡大網白里町

木 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

408 養安寺２ Ⅰ－０７３９ 
山武郡大網白里町養

安寺 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

409 養安寺３ Ⅰ－０７４０ 
山武郡大網白里町養

安寺 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

410 養安寺４ Ⅰ－０７４１ 
山武郡大網白里町養

安寺 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

411 養安寺１ Ⅰ－１３４０ 
山武郡大網白里町養

安寺 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

412 小西２ Ⅰ－１５４１ 
山武郡大網白里町小

西 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

413 養安寺７ Ⅰ－１５４２ 
山武郡大網白里町養

安寺 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

414 金谷郷９ Ⅰ－１５４３ 
山武郡大網白里町金

谷郷 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

415 南玉１ Ⅰ－１５４４ 
山武郡大網白里町南

玉 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

416 池田２ Ⅰ－１５４５ 
山武郡大網白里町池

田 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

417 南玉２ Ⅰ－１５４６ 
山武郡大網白里町南

玉 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

418 小中７ Ⅰ－１５４７ 
山武郡大網白里町小

中 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

419 小中１１ Ⅰ－１５４８ 
山武郡大網白里町小

中 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

420 神房１ Ⅰ－１５４９ 
山武郡大網白里町神

房 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

421 金谷郷１７ Ⅰ－１５５０ 
山武郡大網白里町金

谷郷 
急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

422 金谷 Ⅰ－０７０９ 東金市松之郷 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 
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423 後谷 Ⅰ－０７１０ 東金市松之郷 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

424 台方２ Ⅰ－０７１４ 東金市台方 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

425 谷２ Ⅰ－０７１７ 東金市東金 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

426 油井１ Ⅰ－０７２２ 東金市油井 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

427 油井２ Ⅰ－０７２３ 東金市油井 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

428 大豆谷 Ⅰ－０７２７ 東金市大豆谷 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

429 小野１ Ⅰ－０７２８ 東金市小野 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

430 松之郷３ Ⅰ－１３３８ 東金市松之郷 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

431 田中１ Ⅰ－１３３９ 東金市田中 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

432 家之子３ Ⅰ－１５３６ 東金市家之子 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

433 丹尾６ Ⅰ－１５３７ 東金市丹尾 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

434 山田１２ Ⅰ－１５３８ 東金市山田 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

435 東金３ Ⅰ－１５３９ 東金市東金 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

436 東金４ Ⅰ－１５４０ 東金市東金 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

437 御明 Ⅰ－０７４３ 山武市富田 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

438 親田 Ⅰ－０７４８ 山武市親田 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

439 早船 Ⅰ－０７４９ 山武市早船 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

440 津辺１ Ⅰ－０７５０ 山武市津辺 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

441 富士見台 Ⅰ－０７５５ 山武市成東 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

442 戸田 Ⅰ－０７６４ 山武市戸田 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

443 引越 Ⅰ－０７６７ 山武市松尾町引越 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

444 猿尾 Ⅰ－０７６８ 山武市松尾町猿尾 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

445 金尾 Ⅰ－０７６９ 山武市松尾町金尾 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

446 八田１ Ⅰ－０７７７ 山武市松尾町八田 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 
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447 板附 Ⅰ－１５５１ 山武市板附 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

448 山室８ Ⅰ－１５５２ 山武市松尾町山室 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

449 小川２ Ⅰ－１５５３ 山武市松尾町小川 急傾斜地の崩壊 千第792号 H21.11.06 

450 船木１ Ⅰ－１５７０ 長生郡長柄町船木 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

451 船木２ Ⅰ－１５７１ 長生郡長柄町船木 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

452 船木５ Ⅱ－７０８９ 長生郡長柄町船木 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

453 長柄山２ Ⅰ－０８２７ 長生郡長柄町長柄山 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

454 長柄山６ Ⅱ－３３１９ 長生郡長柄町長柄山 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

455 六地蔵１ Ⅱ－３３２４ 長生郡長柄町六地蔵 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

456 六地蔵２ Ⅱ－３３２５ 長生郡長柄町六地蔵 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

457 六地蔵３ Ⅱ－３３２６ 長生郡長柄町六地蔵 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

458 山根 Ⅰ－０８２２ 長生郡長柄町山根 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

459 山根８ Ⅱ－３３３８ 長生郡長柄町山根 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

460 山根１１ Ⅰ－１５７２ 長生郡長柄町山根 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

461 桜谷１４ Ⅱ－３４２４ 長生郡長柄町桜谷 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

462 金谷２ Ⅰ－１５７５ 長生郡長柄町金谷 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

463 刑部１０ Ⅰ－１５７３ 長生郡長柄町刑部 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

464 刑部１３ Ⅰ－１５７４ 長生郡長柄町刑部 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

465 田代１ Ⅰ－１５７６ 長生郡長柄町田代 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

466 田代３ Ⅰ－１５７７ 長生郡長柄町田代 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

467 大津倉１１ Ⅰ－１５７８ 長生郡長柄町大津倉 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

468 大津倉１４ Ⅰ－１５７９ 長生郡長柄町大津倉 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

469 大庭３ Ⅰ－１５８０ 長生郡長柄町大庭 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

470 味庄１ Ⅰ－１３４５ 長生郡長柄町味庄 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 
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471 味庄２ Ⅰ－１３４６ 長生郡長柄町味庄 急傾斜地の崩壊 千第793号 H21.11.06 

472 二子５ Ⅱ－４９０９ 館山市二子 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

473 安東１ Ⅱ－４９１０ 館山市安東 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

474 安東３ Ⅱ－４９１２ 館山市安東 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

475 安東４ Ⅱ－４９１３ 館山市安東 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

476 宝貝１ Ⅱ－４９１４ 館山市宝貝 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

477 宝貝２ Ⅱ－４９１５ 館山市宝貝 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

478 宝貝３ Ⅱ－４９１６ 館山市宝貝 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

479 安東７ Ⅱ－４９１９ 館山市安東 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

480 水岡５ Ⅱ－４９２７ 館山市水岡 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

481 水岡８ Ⅱ－４９３０ 館山市水岡 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

482 水岡９ Ⅱ－４９３１ 館山市水岡 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

483 宝貝６ Ⅱ－４９８９ 館山市宝貝 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

484 水岡１１ Ⅱ－４９９０ 館山市水岡 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

485 水岡１２ Ⅱ－４９９１ 館山市水岡 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

486 水岡１３ Ⅱ－４９９２ 館山市水岡 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

487 水岡１４ Ⅱ－４９９３ 館山市水岡 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

488 水岡１５ Ⅱ－４９９４ 館山市水岡 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

489 水岡１７ Ⅱ－４９９６ 館山市水岡 急傾斜地の崩壊 千第30号 H22.1.29 

490 引越１ Ⅰ－０４３５ 香取郡多古町東松崎 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

491 引越２ Ⅰ－０４３６ 香取郡多古町東松崎 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

492 牛尾１ Ⅰ－０４３７ 香取郡多古町牛尾 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

493 船越１ Ⅰ－０４３９ 香取郡多古町船越 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

494 牛尾２ Ⅰ－０４４０ 香取郡多古町牛尾 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 
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495 染井２ Ⅰ－０４４４ 香取郡多古町染井 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

496 高津原１ Ⅰ－０４４８ 香取郡多古町高津原 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

497 松葉 Ⅰ－０４５４ 香取郡多古町東松崎 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

498 牛尾３ Ⅰ－０４５５ 香取郡多古町牛尾 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

499 新町 Ⅰ－０４５６ 香取郡多古町多古 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

500 水戸１ Ⅰ－０４５８ 香取郡多古町水戸 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

501 水戸２ Ⅰ－０４５９ 香取郡多古町水戸 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

502 東佐野 Ⅰ－０４６３ 香取郡多古町喜多 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

503 船越２ Ⅰ－０４６４ 香取郡多古町船越 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

504 南並木１ Ⅰ－０４６８ 香取郡多古町南並木 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

505 南並木２ Ⅰ－０４６９ 香取郡多古町南並木 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

506 宮 Ⅰ－０４７０ 香取郡多古町北中 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

507 林１ Ⅰ－０４７４ 香取郡多古町林 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

508 林２ Ⅰ－０４７５ 香取郡多古町林 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

509 林３ Ⅰ－０４７６ 香取郡多古町林 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

510 佐野２ Ⅰ－０４７８ 香取郡多古町喜多 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

511 坂２ Ⅰ－１３０４ 香取郡多古町坂 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

512 牛尾４ Ⅰ－１３０５ 香取郡多古町牛尾 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

513 北場 Ⅰ－１３０７ 香取郡多古町北中 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

514 井戸山２ Ⅰ－１３０８ 香取郡多古町井戸山 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

515 大原内２ Ⅱ－６８６９ 香取郡多古町多古 急傾斜地の崩壊 千第83号 H22.02.26 

516 下道 Ⅰ－１１４２ 南房総市安馬谷 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

517 岩糸 Ⅰ－１１４４ 南房総市岩糸 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

518 根方 Ⅰ－１１４６ 南房総市沓見 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 
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519 市場 Ⅰ－１１４９ 南房総市本郷 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

520 神門 Ⅰ－１１５２ 南房総市加茂 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

521 清水 Ⅰ－１１５３ 南房総市丸本郷 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

522 西根 Ⅰ－１１５４ 南房総市宮下 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

523 石堂原 Ⅰ－１１５７ 南房総市石堂原 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

524 曽我１ Ⅰ－１１５８ 南房総市珠師ヶ谷 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

525 大沼 Ⅰ－１１６０ 南房総市安馬谷 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

526 大庭 Ⅰ－１１６１ 南房総市珠師ヶ谷 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

527 塚崎 Ⅰ－１１６３ 南房総市沓見 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

528 東台 Ⅰ－１１６４ 南房総市宮下 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

529 本郷 Ⅰ－１１６７ 南房総市加茂 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

530 川谷２ Ⅱ－５６９３ 南房総市宮下 急傾斜地の崩壊 千第101号 H22.03.09 

531 豊成６ Ⅰ－１４２８ 市原市豊成 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

532 豊成８ Ⅰ－１４２９ 市原市豊成 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

533 立野１ Ⅰ－１４３０ 市原市立野 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

534 立野２ Ⅰ－１４３１ 市原市立野 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

535 瀬又 Ⅰ－０１５３ 市原市瀬又 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

536 山木８ Ⅰ－１４１０ 市原市山木 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

537 高田３ Ⅰ－１４１１ 市原市高田 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

538 潤井戸２ Ⅰ－１４１２ 市原市潤井戸 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

539 犬成２ Ⅰ－１４１３ 市原市犬成 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

540 犬成６ Ⅰ－１４１４ 市原市犬成 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

541 金剛地１２ Ⅰ－１４１５ 市原市金剛地 急傾斜地の崩壊 千第100号 H22.03.09 

542 郷辺田１ Ⅰ－０４０６ 富里市新橋 急傾斜地の崩壊 千第118号 H22.03.12 
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543 郷辺田２ Ⅰ－０４０７ 富里市新橋 急傾斜地の崩壊 千第118号 H22.03.12 

544 小作 Ⅰ－０４０８ 富里市中沢 急傾斜地の崩壊 千第118号 H22.03.12 

545 滝台 Ⅰ－０４１０ 富里市中沢 急傾斜地の崩壊 千第118号 H22.03.12 

546 横山１ Ⅰ－０９４６ 夷隅郡大多喜町横山 急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

547 横山２ Ⅰ－０９４７ 夷隅郡大多喜町横山 急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

548 久我原 Ⅰ－０９４９ 
夷隅郡大多喜町久我

原 
急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

549 下大多喜 Ⅰ－０９５０ 
夷隅郡大多喜町下大

多喜 
急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

550 下土呂１ Ⅰ－０９５２ 
夷隅郡大多喜町小土

呂 
急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

551 上原２ Ⅰ－０９５５ 夷隅郡大多喜町上原 急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

552 泉水１ Ⅰ－０９５７ 夷隅郡大多喜町泉水 急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

553 台 Ⅰ－０９５９ 
夷隅郡大多喜町下大

多喜 
急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

554 大田代 Ⅰ－０９６１ 
夷隅郡大多喜町大田

代 
急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

555 中野 Ⅰ－０９６２ 夷隅郡大多喜町中野 急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

556 峯之越 Ⅰ－０９６４ 
夷隅郡大多喜町下大

多喜 
急傾斜地の崩壊 千第155号 H22.03.16 

557 市野々７ Ⅰ－１５８１ 長生郡長南町市野  々 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

558 市野々２１ Ⅰ－１５８２ 長生郡長南町市野  々 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

559 棚毛６ Ⅰ－１５８７ 長生郡長南町棚毛 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

560 又富１ Ⅰ－１５８９ 長生郡長南町又富 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

561 又富１１ Ⅰ－１５９０ 長生郡長南町又富 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

562 又富１５ Ⅱ－３８０９ 長生郡長南町又富 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

563 又富１６ Ⅱ－３８１０ 長生郡長南町又富 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

564 又富１８ Ⅱ－３８１２ 長生郡長南町又富 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

565 米満９ Ⅱ－３８７６ 長生郡長南町米満 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 
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566 米満４ Ⅱ－３８７１ 長生郡長南町米満 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

567 岩川６ Ⅱ－３５５４ 長生郡長南町岩川 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

568 岩川５ Ⅱ－３５５３ 長生郡長南町岩川 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

569 関原７ Ⅱ－３７１８ 長生郡長南町関原 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

570 関原９ Ⅱ－３７２０ 長生郡長南町関原 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

571 関原１０ Ⅱ－３７２１ 長生郡長南町関原 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

572 関原２ Ⅱ－３７１３ 長生郡長南町関原 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

573 関原４ Ⅱ－３７１５ 長生郡長南町関原 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

574 千田１７ Ⅱ－３７４１ 長生郡長南町千田 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

575 笠森７ Ⅱ－３５７９ 長生郡長南町笠森 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

576 深沢８ Ⅱ－３８５３ 長生郡長南町深沢 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

577 深沢７ Ⅱ－３８５２ 長生郡長南町深沢 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

578 深沢６ Ⅱ－３８５１ 長生郡長南町深沢 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

579 深沢４ Ⅱ－３８４９ 長生郡長南町深沢 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

580 深沢３ Ⅱ－３８４８ 長生郡長南町深沢 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

581 笠森５ Ⅱ－３５７７ 長生郡長南町笠森 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

582 笠森８ Ⅱ－３５８０ 長生郡長南町笠森 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

583 笠森２ Ⅱ－３５７４ 長生郡長南町笠森 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

584 笠森３ Ⅱ－３５７５ 長生郡長南町笠森 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

585 蔵持５ Ⅱ－３５９７ 長生郡長南町蔵持 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

586 蔵持２ Ⅰ－１５８３ 長生郡長南町蔵持 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

587 蔵持３ Ⅱ－３５９５ 長生郡長南町蔵持 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

588 千田２０ Ⅱ－３７４４ 長生郡長南町千田 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

589 坂本１３ Ⅱ－３６３３ 長生郡長南町坂本 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 
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590 長南７ Ⅱ－３７７４ 長生郡長南町長南 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

591 坂本７ Ⅱ－３６２７ 長生郡長南町坂本 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

592 坂本５ Ⅱ－３６２５ 長生郡長南町坂本 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

593 坂本１６ Ⅱ－３６３６ 長生郡長南町坂本 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

594 坂本１９ Ⅱ－３６３９ 長生郡長南町坂本 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

595 坂本１８ Ⅱ－３６３８ 長生郡長南町坂本 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

596 坂本３５ Ⅱ－３６５５ 長生郡長南町坂本 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

597 蔵持１４ Ⅰ－１５８４ 長生郡長南町蔵持 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

598 蔵持２１ Ⅱ－３６１３ 長生郡長南町蔵持 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

599 地蔵前２ Ⅰ－０８３１ 長生郡長南町長南 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

600 坂本４２ Ⅰ－１５８５ 長生郡長南町坂本 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

601 坂本４０ Ⅱ－３６６０ 長生郡長南町坂本 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

602 報恩寺３ Ⅰ－１５９３ 長生郡長南町報恩寺 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

603 報恩寺４ Ⅰ－１５９４ 長生郡長南町報恩寺 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

604 豊原１４ Ⅰ－１５８８ 長生郡長南町豊原 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

605 水沼９ Ⅰ－１５９２ 長生郡長南町水沼 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

606 水沼８ Ⅰ－１５９１ 長生郡長南町水沼 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

607 佐坪７ Ⅱ－３６７６ 長生郡長南町佐坪 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

608 地引８ Ⅰ－１５８６ 長生郡長南町地引 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

609 市野々３ Ⅱ－３５１２ 長生郡長南町市野  々 急傾斜地の崩壊 千第154号 H22.03.16 

610 真名１ Ⅱ－２８５５ 茂原市真名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

611 真名２ Ⅱ－２８５６ 茂原市真名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

612 真名２０ Ⅰ－１５５６ 茂原市真名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

613 真名２１ Ⅱ－２８７５ 茂原市真名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 
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614 真名１８ Ⅱ－２８７２ 茂原市真名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

615 国府関４ Ⅰ－１５５８ 茂原市国府関 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

616 芦網４ Ⅰ－１５６０ 茂原市芦網 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

617 大沢９ Ⅱ－２７９１ 茂原市大沢 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

618 大沢５ Ⅱ－２７８７ 茂原市大沢 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

619 大沢７ Ⅱ－２７８９ 茂原市大沢 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

620 大沢４ Ⅱ－２７８６ 茂原市大沢 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

621 柴名２ Ⅰ－１５５４ 茂原市柴名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

622 桂１ Ⅰ－０７９３ 茂原市桂 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

623 桂２ Ⅰ－０８０７ 茂原市桂 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

624 桂３ Ⅱ－２７９３ 茂原市桂 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

625 上太田３ Ⅱ－２８０８ 茂原市上太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

626 上太田１８ Ⅱ－２８２３ 茂原市上太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

627 上太田１５ Ⅱ－２８２０ 茂原市上太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

628 上太田１０ Ⅱ－２８１５ 茂原市上太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

629 上太田５ Ⅱ－２８１０ 茂原市上太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

630 上太田６ Ⅱ－２８１１ 茂原市上太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

631 上太田９ Ⅱ－２８１４ 茂原市上太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

632 上太田８ Ⅱ－２８１３ 茂原市上太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

633 上太田７ Ⅱ－２８１２ 茂原市上太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

634 真名１４ Ⅱ－２８６８ 茂原市真名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

635 真名１３ Ⅱ－２８６７ 茂原市真名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

636 真名７ Ⅱ－２８６１ 茂原市真名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

637 真名５ Ⅱ－２８５９ 茂原市真名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 
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638 真名１２ Ⅱ－２８６６ 茂原市真名 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

639 大登 Ⅰ－０８０８ 茂原市大登 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

640 国府関５ Ⅱ－２９０２ 茂原市国府関 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

641 庄吉２ Ⅰ－１５５７ 茂原市庄吉 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

642 国府関３ Ⅱ－２８９９ 茂原市国府関 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

643 山崎１ Ⅱ－２９３２ 茂原市山崎 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

644 国府関７ Ⅱ－２９０４ 茂原市国府関 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

645 押日 Ⅰ－０７９１ 茂原市押日 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

646 長谷１ Ⅰ－０８００ 茂原市長谷 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

647 長谷９ Ⅱ－２９４７ 茂原市長谷 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

648 長谷１２ Ⅱ－２９５０ 茂原市長谷 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

649 長谷２ Ⅰ－０８０１ 茂原市長谷 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

650 綱島９ Ⅱ－２９８５ 茂原市綱島 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

651 綱島６ Ⅱ－２９８２ 茂原市綱島 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

652 台田３ Ⅱ－２９９９ 茂原市台田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

653 吉井２ Ⅱ－２７９６ 茂原市吉井上 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

654 吉井４ Ⅱ－２７９８ 茂原市吉井上 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

655 榎神房１ Ⅰ－１５５５ 茂原市榎神房 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

656 高田１ Ⅱ－２８０４ 茂原市高田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

657 本納５ Ⅱ－２８３４ 茂原市本納 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

658 本納６ Ⅱ－２８３５ 茂原市本納 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

659 下太田６ Ⅱ－２８２９ 茂原市下太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

660 下太田４ Ⅱ－２８２７ 茂原市下太田 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

661 本納９ Ⅱ－２８３８ 茂原市本納 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 
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662 本納１１ Ⅱ－２８４０ 茂原市本納 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

663 本納１２ Ⅱ－２８４１ 茂原市本納 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

664 本納１４ Ⅱ－２８４３ 茂原市本納 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

665 巡田１ Ⅰ－１３４４ 茂原市本納 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

666 滝の谷 Ⅰ－０８０２ 茂原市本納 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

667 本納 Ⅰ－０７９９ 茂原市本納 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

668 長尾１１ Ⅱ－２８８７ 茂原市長尾 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

669 長尾１０ Ⅱ－２８８６ 茂原市長尾 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

670 長尾９ Ⅱ－２８８５ 茂原市長尾 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

671 長尾１４ Ⅱ－２８９０ 茂原市長尾 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

672 長尾８ Ⅱ－２８８４ 茂原市長尾 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

673 小林７ Ⅱ－２９１１ 茂原市小林 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

674 小林１１ Ⅰ－１５５９ 茂原市小林 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

675 小林１２ Ⅱ－２９１６ 茂原市小林 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

676 上永吉３ Ⅰ－０７９８ 茂原市上永吉 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

677 上永吉２ Ⅰ－０７９７ 茂原市上永吉 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

678 上永吉６ Ⅰ－０８０９ 茂原市上永吉 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

679 上永吉５ Ⅰ－１３４２ 茂原市上永吉 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

680 上永吉１ Ⅰ－０７９６ 茂原市上永吉 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

681 黒戸８ Ⅱ－２８５３ 茂原市黒戸 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

682 黒戸６ Ⅱ－２８５１ 茂原市黒戸 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

683 黒戸３ Ⅱ－２８４８ 茂原市黒戸 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

684 黒戸４ Ⅱ－２８４９ 茂原市黒戸 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

685 腰当 Ⅰ－０７９４ 茂原市腰当 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 
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686 腰当２ Ⅱ－２９２４ 茂原市腰当 急傾斜地の崩壊 千第153号 H22.03.16 

687 吉沢 Ⅰ－０１９３ 市原市吉沢 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

688 高滝 Ⅰ－０２００ 市原市高滝 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

689 山口１ Ⅰ－１４５３ 市原市山口 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

690 山口２ Ⅰ－１４５４ 市原市山口 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

691 山口３ Ⅰ－１４５５ 市原市山口 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

692 養老１ Ⅰ－１４５６ 市原市養老 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

693 大和田２ Ⅰ－１４５７ 市原市大和田 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

694 本郷２ Ⅰ－１４５８ 市原市本郷 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

695 大戸２ Ⅰ－１４６０ 市原市大戸 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

696 吉沢２ Ⅰ－１４６２ 市原市吉沢 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

697 万田野３ Ⅰ－１４６３ 市原市万田野 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

698 飯給１ Ⅰ－１４６４ 市原市飯給 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

699 徳氏１ Ⅰ－１４６５ 市原市徳氏 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

700 徳氏２ Ⅰ－１４６６ 市原市徳氏 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

701 古敷谷２２ Ⅰ－１４６７ 市原市古敷谷 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

702 田淵５ Ⅰ－１４６９ 市原市田淵 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

703 石塚５ Ⅰ－１４７３ 市原市石塚 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

704 折津６ Ⅰ－１４７４ 市原市折津 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

705 石神３ Ⅰ－１４７５ 市原市石神 急傾斜地の崩壊 千第211号 H22.03.23 

706 大村 Ⅰ－０８１２ 長生郡一宮町東浪見 急傾斜地の崩壊 千第212号 H22.03.23 

707 一宮４ Ⅰ－１５６１ 長生郡一宮町一宮 急傾斜地の崩壊 千第212号 H22.03.23 

708 一宮１３ Ⅱ－３０７０ 長生郡一宮町一宮 急傾斜地の崩壊 千第212号 H22.03.23 

709 一宮１４ Ⅱ－３０７１ 長生郡一宮町一宮 急傾斜地の崩壊 千第212号 H22.03.23 
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710 一宮１５ Ⅱ－３０７２ 長生郡一宮町一宮 急傾斜地の崩壊 千第212号 H22.03.23 

711 岡ノ谷１ Ⅰ－０９２４ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

712 岡ノ谷２ Ⅰ－０９２５ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

713 岩船９ Ⅰ－１６０６ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

714 三十根１ Ⅰ－０９２９ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

715 岩船１０ Ⅱ－４２６９ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

716 岩船１１ Ⅱ－４２７０ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

717 岩船２２ 
Ⅱ－１３００

０１ 
いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

718 岩船１２ Ⅱ－４２７１ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

719 岩船２ Ⅲ－０３９５ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

720 岩船１４ Ⅱ－４２７３ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

721 岩船１５ Ⅱ－４２７４ いすみ市岩船 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

722 高谷４ Ⅱ－４１２５ いすみ市高谷 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

723 細尾２ Ⅱ－４１１２ いすみ市下原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

724 山田８ Ⅱ－４１５６ いすみ市山田 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

725 山田３ Ⅱ－４１５１ いすみ市山田 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

726 山田１７ Ⅱ－４１６５ いすみ市山田 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

727 若山３ Ⅱ－４１２８ いすみ市若山 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

728 若山２ Ⅱ－４１２７ いすみ市若山 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

729 小沢９ Ⅰ－１６０５ いすみ市小沢 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

730 
いすみ市小

池６ 
Ⅱ－４２８５ 

いすみ市いすみ市小

池 
急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

731 新田６ Ⅱ－４１３５ いすみ市新田 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

732 新田２ Ⅰ－１６０２ いすみ市若山 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

733 新田野２ Ⅰ－１６０１ いすみ市新田野 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 
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734 大原１６ Ⅱ－４２００ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

735 小東田 Ⅰ－０９３３ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

736 大原３４ Ⅰ－１６０４ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

737 八幡 Ⅰ－０９４２ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

738 大原１０ Ⅰ－１６０３ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

739 大原２１ Ⅱ－４２０４ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

740 大原２２ Ⅱ－４２０５ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

741 大原２３ Ⅱ－４２０６ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

742 大原２４ Ⅱ－４２０７ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

743 大原３０ Ⅱ－４２１３ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

744 大原３１ Ⅱ－４２１４ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

745 大原３３ Ⅱ－４２１６ いすみ市大原 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

746 井沢２ Ⅱ－４３０５ いすみ市岬町井沢 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

747 榎沢５ Ⅱ－４３８０ いすみ市岬町榎沢 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

748 岩熊１４ Ⅱ－４３４３ いすみ市岬町岩熊 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

749 岩熊８ Ⅱ－４３３７ いすみ市岬町岩熊 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

750 岩熊９ Ⅰ－１６０９ いすみ市岬町岩熊 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

751 岩熊１２ Ⅱ－４３４１ いすみ市岬町岩熊 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

752 岩熊２５ Ⅱ－４３５４ いすみ市岬町岩熊 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

753 岩熊２６ Ⅱ－４３５５ いすみ市岬町岩熊 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

754 桑田１ Ⅱ－４４０４ いすみ市岬町桑田 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

755 谷上１４ Ⅰ－１６０８ いすみ市岬町谷上 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

756 谷上１１ Ⅰ－１６０７ いすみ市岬町谷上 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

757 東一ノ作 Ⅰ－０９４５ いすみ市岬町谷上 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 
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758 椎木４ Ⅱ－４３２７ いすみ市岬町椎木 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

759 和泉６ Ⅰ－１６１０ いすみ市岬町和泉 急傾斜地の崩壊 千第401号 H22.05.14 

760 真里谷２ Ⅰ－１１７２ 木更津市真里谷 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

761 茅野七曲 Ⅰ－１１７４ 
木更津市茅野七曲及

び茅野 
急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

762 茅野七曲１ Ⅱ－５９３６ 木更津市茅野七曲 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

763 
茅野七曲１

３ 
Ⅲ－０６０７ 

木更津市茅野七曲，山

本七曲及び茅野 
急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

764 久留里２ Ⅰ－１１８０ 
君津市久留里及び浦

田 
急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

765 小市部 Ⅰ－１１８６ 君津市小市部 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

766 小市部２ Ⅱ－６１２０ 君津市小市部 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

767 浦田１ Ⅱ－６１２４ 
君津市浦田及び久留

里 
急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

768 浦田３ Ⅱ－６１２６ 君津市浦田 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

769 鬼ヶ谷の２ Ⅰ－１２０６ 富津市金谷 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

770 金谷１３ Ⅰ－１６８８ 富津市金谷 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

771 金谷１９ Ⅰ－１６８９ 富津市金谷 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

772 金谷１２ Ⅱ－６７２７ 富津市金谷 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

773 金谷１４ Ⅱ－６７２９ 富津市金谷 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

774 金谷２０ Ⅱ－６７３５ 富津市金谷 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

775 金谷２１ Ⅱ－６７３６ 富津市金谷 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

776 金谷２５ Ⅱ－６７４０ 富津市金谷 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

777 岩井 Ⅰ－１２２６ 袖ケ浦市岩井 急傾斜地の崩壊 千第400号 H22.05.14 

778 八重崎２ Ⅰ－０６７２ 匝瑳市椿 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

779 米倉 Ⅰ－０６７５ 匝瑳市八日市場ホ 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

780 栄 Ⅰ－０６７８ 匝瑳市吉田 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

781 谷１ Ⅰ－０６７９ 匝瑳市吉田 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 
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782 谷２ Ⅰ－０６８０ 匝瑳市吉田 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

783 南山崎１ Ⅰ－０６８３ 匝瑳市南山崎 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

784 大堀１ Ⅰ－０６８５ 匝瑳市大堀・大保里 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

785 大堀２ Ⅰ－０６８６ 匝瑳市大堀・大保里 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

786 大堀３ Ⅰ－０６８７ 匝瑳市大堀・大保里 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

787 飯高１ Ⅰ－１３８１ 匝瑳市飯高 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

788 飯高２ Ⅰ－１５２８ 匝瑳市飯高 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

789 大寺１ Ⅰ－１５２９ 匝瑳市大寺 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

790 長岡１ Ⅰ－１５３０ 匝瑳市長岡 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

791 飯高１７ Ⅱ－２１６７ 匝瑳市飯高 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

792 飯高３ Ⅱ－２１６９ 匝瑳市飯高 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

793 大寺６ Ⅱ－２１７０ 匝瑳市大寺 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

794 大寺３ Ⅱ－２１７２ 匝瑳市大寺 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

795 金原３ Ⅱ－２１７５ 匝瑳市金原・片子 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

796 片子１ Ⅱ－２１７６ 匝瑳市片子 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

797 片子２ Ⅱ－２１７７ 匝瑳市片子・加多古 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

798 片子３ Ⅱ－２１７８ 匝瑳市片子・加多古 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

799 片子４ Ⅱ－２１７９ 匝瑳市片子 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

800 片子５ Ⅱ－２１８０ 匝瑳市片子 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

801 飯高６ Ⅱ－２１８３ 匝瑳市飯高 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

802 飯高７ Ⅱ－２１８４ 匝瑳市飯高 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

803 飯高８ Ⅱ－２１８５ 匝瑳市飯高 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

804 飯高９ Ⅱ－２１８６ 匝瑳市飯高 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

805 飯高１０ Ⅱ－２１８７ 匝瑳市飯高 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

- 541 -



  

番号 区域名 箇所番号 所  在  地 自然現象の種類 告示番号及び指定年月日 

806 大寺７ Ⅱ－２１９７ 匝瑳市大寺 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

807 吉田４ Ⅱ－２２１４ 匝瑳市吉田 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

808 吉田５ Ⅱ－２２１５ 匝瑳市吉田 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

809 南山崎２ Ⅱ－２２１９ 匝瑳市南山崎 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

810 南神崎 Ⅱ－２２２０ 匝瑳市南山崎 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

811 長岡２ Ⅱ－２２２２ 匝瑳市長岡・長丘 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

812 長岡４ Ⅱ－２２２４ 匝瑳市長岡 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

813 長岡５ Ⅱ－２２２５ 
匝瑳市長岡・長丘・堀

ノ内 
急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

814 長岡６ Ⅱ－２２２６ 匝瑳市長岡 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

815 長岡７ Ⅱ－２２２７ 匝瑳市長岡 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

816 大浦３ Ⅱ－２２３０ 匝瑳市大浦 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

817 椿２ Ⅱ－２２４２ 匝瑳市椿 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

818 椿３ Ⅱ－２２４３ 匝瑳市椿 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

819 椿５ Ⅱ－２２４７ 匝瑳市椿 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

820 飯倉４ Ⅱ－２２８８ 匝瑳市飯倉 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

821 飯倉６ Ⅱ－２２９０ 匝瑳市飯倉 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

822 ホ１ Ⅱ－２２９６ 匝瑳市八日市場ホ 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

823 ホ２ Ⅱ－２２９７ 匝瑳市八日市場ホ 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

824 ホ３ Ⅱ－２２９８ 匝瑳市八日市場ホ 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

825 ホ４ Ⅱ－２２９９ 匝瑳市八日市場ホ 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

826 ホ５ Ⅱ－２３００ 匝瑳市八日市場ホ 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

827 イ８ Ⅱ－２３０４ 匝瑳市八日市場イ 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

828 イ９ Ⅱ－２３０５ 匝瑳市八日市場イ 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

829 吉田８ Ⅲ－０１７４ 匝瑳市吉田 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 
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830 飯倉１３ Ⅲ－１１５９ 匝瑳市飯倉 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

831 清滝１ Ⅰ－０６６１ 旭市清滝・岩井 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

832 塙１ Ⅰ－０６６６ 旭市塙 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

833 塙２ Ⅰ－０６６７ 旭市塙 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

834 櫻井２ Ⅰ－０６８９ 旭市櫻井 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

835 萬歳１ Ⅰ－０６９１ 旭市櫻井・萬歳 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

836 萬歳２ Ⅰ－０６９２ 旭市櫻井・萬歳 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

837 岡 Ⅰ－０６９３ 旭市清和甲 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

838 清和甲２ Ⅰ－０６９４ 旭市清和甲 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

839 清和甲１ Ⅰ－０６９５ 
旭市清和甲・清和乙・

南堀之内 
急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

840 清和甲３ Ⅰ－０６９６ 旭市清和甲 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

841 南堀之内１ Ⅰ－０６９７ 旭市南堀之内・清和乙 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

842 船頭 Ⅰ－０６９８ 旭市南堀之内 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

843 内谷 Ⅰ－０６９９ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

844 鏑木２ Ⅰ－０７００ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

845 岸湖 Ⅰ－０７０１ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

846 上永井１ Ⅰ－１３３６ 旭市上永井 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

847 上永井２ Ⅰ－１３３７ 旭市上永井 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

848 清和乙１ Ⅰ－１３８２ 旭市清和乙 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

849 溝原１ Ⅰ－１５３１ 旭市溝原 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

850 鏑木１ Ⅰ－１５３２ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

851 塙３ Ⅱ－２１６２ 旭市塙 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

852 南堀之内５ Ⅱ－２３１０ 旭市南堀之内 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

853 南堀之内２ Ⅱ－２３１１ 旭市南堀之内 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 
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854 南堀之内３ Ⅱ－２３１２ 旭市南堀之内 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

855 南堀之内４ Ⅱ－２３１３ 旭市南堀之内 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

856 溝原４ Ⅱ－２３２３ 旭市溝原 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

857 溝原５ Ⅱ－２３２４ 旭市溝原 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

858 溝原６ Ⅱ－２３２５ 旭市溝原 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

859 櫻井４ Ⅱ－２３２８ 旭市櫻井 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

860 清和甲４ Ⅱ－２３２９ 旭市清和甲 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

861 清和甲５ Ⅱ－２３３０ 旭市清和甲 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

862 清和甲６ Ⅱ－２３３１ 旭市清和甲・溝原 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

863 鏑木６ Ⅱ－２３３５ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

864 鏑木７ Ⅱ－２３３６ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

865 鏑木８ Ⅱ－２３３７ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

866 鏑木９ Ⅱ－２３３８ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

867 鏑木１０ Ⅱ－２３３９ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

868 鏑木１１ Ⅱ－２３４０ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

869 鏑木１３ Ⅱ－２３４２ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

870 鏑木１４ Ⅱ－２３４３ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

871 鏑木１５ Ⅱ－２３４４ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

872 鏑木１６ Ⅱ－２３４５ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

873 清和乙２ Ⅲ－０１７８ 旭市清和乙・清和甲 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

874 南堀之内６ Ⅲ－０１８０ 旭市南堀之内 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

875 鏑木２１ Ⅲ－０１８３ 旭市鏑木 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

876 溝原８ Ⅲ－０１８４ 旭市溝原 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

877 清和甲７ Ⅲ－０１８５ 旭市清和甲 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 
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878 塙６ Ⅲ－１１５４ 旭市塙 急傾斜地の崩壊 千第487号 H22.06.18 

879 天津２ Ⅰ－１３６２ 鴨川市天津 急傾斜地の崩壊 千第498号 H22.06.22 

880 天津４ Ⅰ－１０２３ 鴨川市天津 急傾斜地の崩壊 千第498号 H22.06.22 

881 城戸 Ⅰ－１０１３ 鴨川市天津 急傾斜地の崩壊 千第498号 H22.06.22 

882 内浦３ Ⅰ－１０２５ 鴨川市内浦 急傾斜地の崩壊 千第498号 H22.06.22 

883 内浦８ Ⅰ－１３６３ 鴨川市内浦 急傾斜地の崩壊 千第498号 H22.06.22 

884 小湊２ Ⅰ－１００７ 鴨川市小湊 急傾斜地の崩壊 千第498号 H22.06.22 

885 若宮 Ⅰ－０９７６ 鴨川市畑 急傾斜地の崩壊 千第498号 H22.06.22 

886 岡田 Ⅰ－０３０５ 八街市岡田 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

887 大谷流 Ⅰ－０３０６ 八街市大谷流 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

888 根古谷 Ⅰ－１４９５ 八街市根古谷 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

889 勢田１ Ⅰ－１４９６ 八街市勢田 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

890 勢田２ Ⅰ－１４９７ 八街市勢田 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

891 神々廻１ Ⅰ－０３１６ 白井市神々廻 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

892 清戸 Ⅰ－０３１８ 白井市清戸 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

893 谷田 Ⅰ－０３１９ 白井市谷田 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

894 富ヶ沢 Ⅰ－０３２０ 白井市 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

895 平塚 Ⅰ－０３２１ 白井市平塚 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

896 富ヶ谷 Ⅰ－０３２４ 白井市復 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

897 清戸１ Ⅰ－０３２５ 白井市清戸 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

898 平塚２ Ⅰ－０３２６ 白井市平塚 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

899 谷田２ Ⅰ－１２９０ 白井市谷田 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

900 神々廻３ Ⅰ－１５０７ 白井市神々廻 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

901 清戸５ Ⅰ－２０７５ 白井市清戸 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 
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902 宮下 Ⅰ－０２９９ 印旛郡酒々井町宮下 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

903 東新田 Ⅰ－０３０２ 
印旛郡酒々井町下岩

橋 
急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

904 東新田２ Ⅰ－０３０３ 
印旛郡酒々井町下岩

橋 
急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

905 溜の台 Ⅰ－０３０４ 
印旛郡酒々井町下岩

橋 
急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

906 大崎台 Ⅰ－１２８６ 
印旛郡酒々井町上岩

橋 
急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

907 上岩橋２ Ⅰ－１４９０ 
印旛郡酒々井町上岩

橋 
急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

908 上岩橋１０ Ⅰ－１４９２ 
印旛郡酒々井町上岩

橋 
急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

909 上岩橋１１ Ⅰ－１４９３ 
印旛郡酒々井町上岩

橋 
急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

910 柏木２ Ⅰ－１４８９ 印旛郡酒々井町柏木 急傾斜地の崩壊 千第544号 H22.07.16 

911 小食土町 Ⅰ－００１１ 千葉市緑区小食土町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

912 大椎町 Ⅰ－００１８ 千葉市緑区大椎町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

913 落井町 Ⅰ－００２９ 
千葉市緑区落井町・刈

田子町・富岡町 
急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

914 大椎町２ Ⅰ－００３１ 千葉市緑区大椎町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

915 椎名崎町２ Ⅰ－００３５ 千葉市緑区椎名崎町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

916 中西町 Ⅰ－００６０ 千葉市緑区中西町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

917 大金沢町１ Ⅰ－００６１ 千葉市緑区大金沢町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

918 高田町 Ⅰ－１２６２ 千葉市緑区高田町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

919 大金沢町２ Ⅰ－１２６３ 千葉市緑区大金沢町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

920 
下大和田町

３ 
Ⅰ－１４０１ 

千葉市緑区下大和田

町 
急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

921 越智町１３ Ⅰ－１４０２ 千葉市緑区越智町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

922 椎名崎町３ Ⅱ－０１１３ 千葉市緑区椎名崎町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

923 落井町１ Ⅱ－０１１６ 
千葉市緑区落井町・中

西町 
急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

924 茂呂町２ Ⅱ－０１２０ 千葉市緑区茂呂町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 
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925 茂呂町３ Ⅱ－０１２１ 千葉市緑区茂呂町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

926 大金沢町３ Ⅱ－０１２３ 千葉市緑区大金沢町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

927 大金沢町４ Ⅱ－０１２５ 千葉市緑区大金沢町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

928 大金沢町５ Ⅱ－０１２６ 千葉市緑区大金沢町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

929 大木戸町２ Ⅱ－０１４１ 千葉市緑区大木戸町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

930 大木戸町３ Ⅱ－０１４２ 千葉市緑区大木戸町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

931 大椎町３ Ⅱ－０１４３ 千葉市緑区大椎町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

932 小食土町４ Ⅱ－０１４６ 千葉市緑区小食土町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

933 小食土町５ Ⅱ－０１４７ 千葉市緑区小食土町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

934 小食土町６ Ⅱ－０１４８ 千葉市緑区小食土町 急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

935 大木戸町 Ⅲ－００１３ 
千葉市緑区大木戸

町・越智町 
急傾斜地の崩壊 千第636号 H22.08.31 

936 下高野 Ⅰ－００８５ 八千代市下高野 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

937 下高野２ Ⅰ－１２６５ 八千代市下高野 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

938 下高野４ Ⅱ－０１７７ 八千代市下高野 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

939 下高野５ Ⅱ－０１８３ 八千代市下高野 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

940 萱田 Ⅰ－００８４ 八千代市萱田 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

941 萱田２ Ⅱ－０１８１ 八千代市萱田 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

942 吉橋 Ⅰ－１２６８ 八千代市吉橋 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

943 桑橋１ Ⅰ－００６６ 八千代市桑橋 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

944 桑橋２ Ⅰ－００６７ 八千代市桑橋 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

945 桑納 Ⅰ－００６８ 八千代市桑納 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

946 桑納２ Ⅰ－００６９ 八千代市桑納 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

947 桑納３ Ⅱ－０１７４ 八千代市桑納 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

948 佐山１ Ⅱ－０１６４ 八千代市佐山 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 
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949 佐山２ Ⅰ－１４０４ 八千代市佐山 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

950 勝田１ Ⅰ－１４０７ 八千代市勝田 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

951 勝田２ Ⅰ－１４０８ 八千代市勝田 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

952 小池 Ⅰ－１２６６ いすみ市小池 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

953 小池２ Ⅱ－０１６０ 八千代市小池 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

954 小池３ Ⅱ－０１６１ 八千代市小池 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

955 神久保１ Ⅱ－０１６２ 八千代市神久保 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

956 神久保２ Ⅰ－１４０３ 八千代市神久保 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

957 神久保３ Ⅱ－０１６７ 八千代市神久保 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

958 神野１ Ⅰ－１４０５ 八千代市神野 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

959 米本 Ⅰ－００８１ 八千代市米本 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

960 米本４ Ⅱ－０１７０ 八千代市米本 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

961 米本５ Ⅱ－０１８０ 八千代市米本 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

962 村上 Ⅰ－００８２ 八千代市村上・米本 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

963 村上１ Ⅲ－００１５ 八千代市村上 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

964 村上２ Ⅱ－０１８２ 八千代市村上 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

965 村上３ Ⅰ－１４０６ 八千代市村上 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

966 島田 Ⅰ－００７５ 八千代市島田 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

967 島田２ Ⅰ－００７２ 八千代市島田 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

968 島田３ Ⅰ－００７３ 八千代市島田 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

969 島田４ Ⅰ－１２６７ 八千代市島田 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

970 島田５ Ⅰ－００７４ 八千代市島田 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

971 島田台 Ⅰ－００７６ 八千代市島田台 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

972 麦丸１ Ⅱ－０１７５ 八千代市麦丸 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 
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973 麦丸２ Ⅱ－０１７９ 八千代市麦丸 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

974 麦丸３ Ⅱ－７０１３ 八千代市麦丸 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

975 麦丸４ Ⅱ－７０１４ 八千代市麦丸 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

976 麦丸５ Ⅲ－１０１７ 八千代市麦丸 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

977 平戸 Ⅰ－００７９ 八千代市平戸 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

978 平戸２ Ⅰ－００８０ 八千代市平戸 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

979 平戸３ Ⅰ－００８３ 八千代市平戸 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

980 平戸４ Ⅱ－０１６６ 八千代市平戸 急傾斜地の崩壊 千第743号 H22.10.22 

981 姉崎 Ⅰ－０１６４ 市原市姉崎 急傾斜地の崩壊 千第756号 H22.10.29 

982 姉崎８ Ⅰ－１４１６ 市原市姉崎 急傾斜地の崩壊 千第756号 H22.10.29 

983 姉崎９ Ⅱ－０４１７ 市原市姉崎 急傾斜地の崩壊 千第756号 H22.10.29 

984 古敷谷１２ Ⅰ－１４６１ 市原市古敷谷 急傾斜地の崩壊 千第756号 H22.10.29 

985 大井戸 Ⅰ－１１９０ 君津市大井戸 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

986 大和田１ Ⅰ－１１９４ 
君津市大和田・大和田

２丁目 
急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

987 大和田３ Ⅱ－５９４７ 君津市大和田・人見 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

988 人見１ Ⅱ－５９４６ 君津市人見・大和田 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

989 人見３ Ⅱ－５９４９ 

君津市人見・大和田・

大和田２丁目・人見１

丁目 

急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

990 福岡 Ⅱ－６０５２ 君津市福岡 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

991 根本４ Ⅱ－６０６９ 君津市根本 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

992 鎌滝１ Ⅱ－６９１４ 君津市鎌滝 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

993 大野台４ Ⅲ－０６５８ 君津市大野台 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

994 岩瀬２ Ⅰ－１６６８ 富津市岩瀬 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

995 岩瀬３ Ⅱ－６２５６ 富津市岩瀬 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 
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996 小久保３４ Ⅱ－６３６７ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

997 小久保３５ Ⅰ－１６７０ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

998 神納 Ⅰ－１２３１ 
袖ケ浦市神納・福王台

３丁目 
急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

999 神納２ Ⅱ－６７８２ 袖ケ浦市神納 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

1000 神納３ Ⅱ－６７８３ 袖ケ浦市神納 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

1001 神納６ Ⅰ－１２３４ 袖ケ浦市神納 急傾斜地の崩壊 千第874号 H22.12.17 

1002 奥野３ Ⅱ－０６５４ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1003 奥野４ Ⅱ－０６５５ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1004 奥野５ Ⅱ－０６５６ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1005 奥野６ Ⅱ－０６５７ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1006 奥野７ Ⅱ－０６５８ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1007 奥野８ Ⅱ－０６５９ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1008 奥野１０ Ⅱ－０６６１ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1009 奥野１１ Ⅱ－０６６２ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1010 奥野１２ Ⅱ－０６６３ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1011 奥野１３ Ⅱ－０７０９ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1012 奥野１４ Ⅱ－０７１０ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1013 奥野１５ Ⅱ－０７１１ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1014 奥野１６ Ⅱ－０７１２ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1015 奥野１７ Ⅱ－０７１３ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1016 奥野１８ Ⅱ－０７１４ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1017 奥野１９ Ⅲ－００３０ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1018 奥野２０ Ⅲ－００３１ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1019 奥野２１ Ⅲ－００３２ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 
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1020 奥野２２ Ⅲ－００３３ 市原市奥野 急傾斜地の崩壊 千第149号 H23.03.11 

1021 海ケ谷 Ⅰ－１０３２ 鴨川市小湊 急傾斜地の崩壊 千第150号 H23.03.11 

1022 興津 Ⅰ－１２９４ 印旛郡栄町興津 急傾斜地の崩壊 千第151号 H23.03.11 

1023 安食大台 Ⅰ－１２９５ 印旛郡栄町安食 急傾斜地の崩壊 千第151号 H23.03.11 

1024 安食辺引 Ⅰ－１２９６ 印旛郡栄町安食 急傾斜地の崩壊 千第151号 H23.03.11 

1025 安食田中 Ⅰ－１２９７ 印旛郡栄町安食 急傾斜地の崩壊 千第151号 H23.03.11 

1026 北辺田 Ⅰ－１２９８ 印旛郡栄町北辺田 急傾斜地の崩壊 千第151号 H23.03.11 

1027 矢口 Ⅰ－１２９９ 印旛郡栄町矢口 急傾斜地の崩壊 千第151号 H23.03.11 

1028 麻生 Ⅰ－１３００ 印旛郡栄町麻生 急傾斜地の崩壊 千第151号 H23.03.11 

1029 大草町１ Ⅰ－００１６ 千葉市若葉区大草町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1030 大草町２ Ⅰ－００１７ 千葉市若葉区大草町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1031 大草町 Ⅰ－００４０ 千葉市若葉区大草町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1032 貝塚町 Ⅰ－００４７ 千葉市若葉区貝塚町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1033 北谷津町２ Ⅰ－００５５ 
千葉市若葉区北谷津

町・多部田町 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1034 高根町１ Ⅰ－００５６ 千葉市若葉区高根町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1035 殿台町 Ⅰ－１２５４ 
千葉市若葉区殿台

町・みつわ台２丁目 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1036 貝塚町２ Ⅰ－１２５６ 千葉市若葉区貝塚町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1037 多部田町 Ⅰ－１２５８ 
千葉市若葉区多部田

町 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1038 高根町２ Ⅰ－１２５９ 千葉市若葉区高根町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1039 中野町 Ⅰ－１２６０ 千葉市若葉区中野町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1040 千城台南 Ⅰ－１２６１ 
千葉市若葉区千城台

南４丁目 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1041 源町 Ⅰ－２０５９ 千葉市若葉区源町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1042 更科町 Ⅰ－２０６０ 千葉市若葉区更科町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1043 小間子町 Ⅰ－２０６１ 
千葉市若葉区小間子

町 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 
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1044 殿台町２ Ⅱ－００３１ 千葉市若葉区殿台町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1045 上泉町３ Ⅱ－００３９ 
千葉市若葉区上泉

町・下泉町 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1046 貝塚町４ Ⅱ－００４５ 千葉市若葉区貝塚町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1047 坂月町１ Ⅱ－００５４ 千葉市若葉区坂月町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1048 坂月町２ Ⅱ－００５５ 千葉市若葉区坂月町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1049 上泉町４ Ⅱ－００５６ 千葉市若葉区上泉町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1050 上泉町５ Ⅱ－００５７ 千葉市若葉区上泉町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1051 上泉町６ Ⅱ－００５８ 千葉市若葉区上泉町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1052 坂月町４ Ⅱ－００６７ 千葉市若葉区坂月町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1053 坂月町５ Ⅱ－００６８ 千葉市若葉区坂月町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1054 大草町３ Ⅱ－００６９ 千葉市若葉区大草町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1055 大草町４ Ⅱ－００７０ 千葉市若葉区大草町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1056 大草町５ Ⅱ－００７１ 千葉市若葉区大草町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1057 大草町６ Ⅱ－００７２ 千葉市若葉区大草町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1058 北谷津町３ Ⅱ－００７４ 
千葉市若葉区北谷津

町 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1059 北谷津町４ Ⅱ－００７５ 
千葉市若葉区北谷津

町 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1060 北谷津町５ Ⅱ－００７６ 
千葉市若葉区北谷津

町 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1061 高根町３ Ⅱ－００７７ 
千葉市若葉区高根

町・多部田町 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1062 高根町４ Ⅱ－００７８ 千葉市若葉区高根町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1063 高根町５ Ⅱ－００７９ 千葉市若葉区高根町 急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1064 小間子町２ Ⅱ－７００６ 
千葉市若葉区小間子

町 
急傾斜地の崩壊 千第147号 H23.03.11 

1065 屋敷１ Ⅰ－００８６ 習志野市屋敷１丁目 急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 

1066 屋敷２ Ⅰ－００８７ 習志野市屋敷２丁目 急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 
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1067 屋敷 Ⅰ－００８８ 習志野市屋敷３丁目 急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 

1068 屋敷５ Ⅰ－００９０ 習志野市屋敷２丁目 急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 

1069 花咲 Ⅰ－００９１ 
習志野市花咲２丁

目・本大久保４丁目 
急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 

1070 本大久保１ Ⅰ－０１１２ 
習志野市本大久保３

丁目 
急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 

1071 屋敷７ Ⅰ－０１１４ 習志野市屋敷２丁目 急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 

1072 藤崎４ Ⅰ－１２６４ 習志野市藤崎４丁目 急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 

1073 本大久保２ Ⅰ－２０６２ 
習志野市本大久保４

丁目 
急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 

1074 藤崎６ Ⅰ－０１５９ 習志野市藤崎１丁目 急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 

1075 本郷 Ⅲ－１００１ 習志野市実籾本郷 急傾斜地の崩壊 千第148号 H23.03.11 

1076 真ヶ谷 Ⅰ－０１８６ 市原市真ヶ谷 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1077 宿２ Ⅱ－０６１３ 市原市宿 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1078 堀越１ Ⅱ－０６１４ 市原市堀越 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1079 米沢２ Ⅱ－０６２５ 市原市米沢 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1080 米沢３ Ⅱ－０６２６ 市原市米沢 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1081 米沢４ Ⅱ－０６２７ 市原市米沢 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1082 米沢５ Ⅱ－０６２８ 市原市米沢 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1083 米沢６ Ⅱ－０６２９ 市原市米沢 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1084 真ヶ谷２ Ⅱ－０６３２ 市原市真ヶ谷 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1085 真ヶ谷３ Ⅱ－０６３３ 市原市真ヶ谷 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1086 真ヶ谷４ Ⅱ－０６３４ 市原市真ヶ谷 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1087 真ヶ谷５ Ⅱ－０６３５ 市原市真ヶ谷 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1088 宿３ Ⅱ－０６３７ 市原市宿 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1089 宿４ Ⅱ－０６３８ 市原市宿 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 

1090 宿５ Ⅱ－０６３９ 市原市宿 急傾斜地の崩壊 千第195号 H23.03.18 
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1091 江田４ Ⅰ－１６２０ 館山市江田 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1092 竹原２ Ⅱ－４８４３ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1093 竹原３ Ⅱ－４８４４ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1094 竹原５ Ⅱ－４８４６ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1095 竹原７ Ⅱ－４８５２ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1096 竹原１０ Ⅰ－１６２１ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1097 竹原１２ Ⅱ－４８５７ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1098 竹原１３ Ⅱ－４８５８ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1099 竹原１５ Ⅱ－４８６０ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1100 竹原１９ Ⅱ－４８６４ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1101 竹原２４ Ⅱ－４８６９ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1102 竹原２５ Ⅱ－４８７０ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1103 竹原２６ Ⅱ－４８７１ 館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1104 竹原２７ 
Ⅱ－４８７２ 

Ⅱ－４８７３ 
館山市竹原 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1105 大井１ Ⅱ－４８７６ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1106 大井２ Ⅱ－４８７７ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1107 大井３ Ⅱ－４８７８ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1108 大井６ Ⅱ－４８８１ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1109 大井７ Ⅱ－４８８２ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1110 大井８ Ⅱ－４８８３ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1111 大井１０ Ⅱ－４８８５ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1112 大井１２ Ⅱ－４８８７ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1113 大井１３ Ⅱ－４８８８ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1114 大井１５ Ⅱ－４８９０ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 
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1115 大井１６ Ⅱ－４８９１ 館山市大井 急傾斜地の崩壊 千第337号 H23.04.08 

1116 大桶２ Ⅰ－０１７８ 市原市大桶 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1117 大桶３ Ⅱ－０５６７ 市原市大桶 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1118 大桶４ Ⅱ－０５６８ 市原市大桶 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1119 土宇１ Ⅱ－０５５３ 市原市土宇 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1120 土宇２ Ⅱ－０５５４ 市原市土宇 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1121 土宇３ Ⅱ－０５５５ 市原市土宇 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1122 川在１ Ⅱ－０５６０ 市原市川在 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1123 川在４ Ⅱ－０５６３ 市原市川在 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1124 川在５ Ⅱ－０５６４ 市原市川在 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1125 川在８ Ⅱ－０５９０ 市原市川在 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1126 川在９ Ⅱ－０５９３ 市原市川在 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1127 川在１０ Ⅱ－０５９４ 市原市川在 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1128 引田５ Ⅰ－１４２７ 市原市引田 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1129 海保５ Ⅰ－１４１７ 市原市海保 急傾斜地の崩壊 千第354号 H23.04.19 

1130 神余 Ⅰ－１０５６ 館山市神余 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1131 古茂口１ Ⅰ－１０５８ 館山市古茂口 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1132 古茂口２２ Ⅰ－１０５９ 館山市古茂口 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1133 古茂口２ Ⅱ－４９６８ 館山市古茂口 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1134 古茂口７ Ⅱ－４９７３ 館山市古茂口 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1135 古茂口１２ Ⅱ－４９７８ 館山市古茂口 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1136 古茂口１４ Ⅱ－４９８０ 館山市古茂口 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1137 古茂口１５ Ⅱ－４９８１ 館山市古茂口 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1138 飯沼３ Ⅱ－４９６６ 館山市飯沼 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 
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1139 南条３ Ⅱ－４９５６ 館山市南条 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1140 作名６ Ⅰ－１６３１ 館山市作名 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1141 作名１０ Ⅱ-５０６４ 館山市作名 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1142 作名１ Ⅱ-５０５５ 館山市作名 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1143 作名２ Ⅱ-５０５６ 館山市作名 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1144 西長田５ Ⅰ－１６３０ 館山市西長田 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1145 東長田４ Ⅱ-５０４１ 館山市東長田 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1146 東長田５ Ⅱ-５０４２ 館山市東長田 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1147 東長田７ Ⅱ-５０４４ 館山市東長田 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1148 東長田８ Ⅱ-５０４５ 館山市東長田 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1149 東長田９ Ⅱ-５０４６ 館山市東長田 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1150 東長田１２ Ⅱ-５０４９ 館山市東長田 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1151 東長田１３ Ⅱ-５０５０ 館山市東長田 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1152 東長田１４ Ⅱ-５０５１ 館山市東長田 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1153 山萩２ Ⅱ-５０６８ 館山市山萩 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1154 山萩４ Ⅱ－５０７０ 館山市山萩 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1155 山萩５ Ⅱ‐５０７１ 館山市山萩 急傾斜地の崩壊 千第576号 H23.08.16 

1156 臼井 I-０２６０ 佐倉市臼井 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1157 臼井台 I-０２６１ 佐倉市臼井台 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1158 臼井台２ I-０２６２ 佐倉市臼井台 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1159 下根１ I-０２６５ 佐倉市下根 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1160 下根２ I-０２６６ 佐倉市下根 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1161 岩名１ I-０２７０ 佐倉市岩名 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1162 岩名２ I-０２７１ 佐倉市岩名 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 
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1163 山崎 I-０２７３ 佐倉市山崎 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1164 鏑木１ I-０２７７ 佐倉市鏑木町 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1165 鏑木２ I-０２７８ 佐倉市鏑木町 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1166 鏑木３ I-０２７９ 佐倉市鏑木町 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1167 鏑木町 I-０２８０ 佐倉市鏑木町 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1168 土浮 I-０２８２ 佐倉市土浮 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1169 飯野１ I-０２８６ 佐倉市飯野 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1170 飯野２ I-０２８７ 佐倉市飯野 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1171 大佐倉２ I-０２９１ 佐倉市大佐倉 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1172 鏑木町２ I-０２９２ 佐倉市鏑木町 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1173 長熊 I-０２９３ 佐倉市長熊 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1174 六崎 I-０２９４ 佐倉市六崎 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1175 上勝田２ I-０２９６ 佐倉市上勝田 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1176 臼井田 I-１２８０ 佐倉市臼井台 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1177 城内町 I-１２８４ 佐倉市城内町 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1178 六崎２ I-１２８５ 佐倉市六崎 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1179 小竹５ I-１４７７ 佐倉市小竹 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1180 臼井台４ I-１４７８ 佐倉市臼井台 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1181 臼井台５ I-１４７９ 佐倉市臼井台 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1182 下根４ I-１４８０ 佐倉市下根 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1183 大佐倉４ I-１４８１ 佐倉市大佐倉 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1184 鏑木町８ I-１４８２ 佐倉市鏑木町 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1185 宮小路町１ I-１４８３ 佐倉市宮小路町 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1186 上志津２ I-１４８４ 佐倉市上志津 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 
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1187 羽鳥１ I-１４８５ 佐倉市羽鳥 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1188 寺崎２ I-１４８６ 佐倉市寺崎 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1189 寺崎３ I-１４８７ 佐倉市寺崎 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1190 米戸１ I-１４８８ 佐倉市米戸 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1191 臼井８ I-２０７２ 佐倉市臼井台 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1192 臼井９ I-２０７３ 佐倉市臼井台 急傾斜地の崩壊 千第779号 H23.11.22 

1193 三十根２ Ⅰ－０９３０ 
いすみ市岩船字夕景

下 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1194 小東田２ 
Ⅰ－１３００

０１ 

いすみ市大原字小東

田 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1195 大原１７ Ⅱ－４２０１ 
いすみ市大原字牛ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1196 大原１９ Ⅱ－４２０２ 
いすみ市大原字仲ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1197 大原２０ Ⅱ－４２０３ 
いすみ市大原字村ノ

台 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1198 下布施１７ Ⅱ－４２３５ 
いすみ市下布施字本

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1199 下布施１８ Ⅱ－４２３６ 
いすみ市下布施字梨

ノ木 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1200 上布施１０ Ⅱ－４２４７ 
いすみ市上布施字押

替根 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1201 小沢２ Ⅱ－４２４８ いすみ市小澤字辻谷 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1202 小沢３ Ⅱ－４２４９ いすみ市小澤字辻谷 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1203 小沢４ Ⅱ－４２５０ いすみ市小澤字辻谷 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1204 小沢５ Ⅱ－４２５１ いすみ市小澤字堂前 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1205 小沢７ Ⅱ－４２５３ いすみ市小澤字狭間 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1206 小沢８ Ⅱ－４２５４ いすみ市小澤字腰越 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1207 小沢１０ Ⅱ－４２５６ いすみ市小澤字山崎 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1208 小沢１１ Ⅱ－４２５７ いすみ市小澤字山崎 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1209 小沢１２ Ⅱ－４２５８ 
いすみ市小澤字加茂

台 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 
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1210 小沢１３ Ⅱ－４２５９ 
いすみ市小澤字竹ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1211 小沢１４ Ⅱ－４２６０ いすみ市小澤字干谷 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1212 小沢１５ Ⅱ－４２６１ いすみ市小澤字谷口 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1213 岩船８ Ⅱ－４２６７ 
いすみ市岩船字宮ノ

脇 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1214 岩船１３ Ⅱ－４２７２ 
いすみ市岩船字井戸

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1215 岩船１７ Ⅱ－４２７６ 
いすみ市岩船字山ノ

神 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1216 岩船１８ Ⅱ－４２７７ 
いすみ市岩船字竹ノ

口 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1217 岩船１９ Ⅱ－４２７８ いすみ市岩船字真間 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1218 小沢１ Ⅱ－４２８０ 
いすみ市小澤字田ノ

上 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1219 小池４ Ⅱ－４２８３ いすみ市小池字狭間 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1220 小池５ Ⅱ－４２８４ 
いすみ市小池字原ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1221 大原１８ Ⅱ－７１１９ 
いすみ市大原字小関

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1222 大原台１ Ⅱ－７１２０ いすみ市大原台 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1223 小沢２１ Ⅲ－０３９２ 
いすみ市小澤字寺ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1224 岩船２１ Ⅲ－０３９３ いすみ市岩船字下口 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1225 小池１ Ⅲ－０３９７ いすみ市小池字鶴舞 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1226 大原１ Ⅲ－１２２１ いすみ市大原字滝尻 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1227 小沢２２ 
Ⅱ－１３００

０３ 

いすみ市小澤字疱神

台 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1228 小沢２３ 
Ⅱ－１３００

０５ 

いすみ市小澤字岩井

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1229 小沢２４ 
Ⅱ－１３００

０６ 
いすみ市小澤字叶岡 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1230 小沢２５ 
Ⅱ－１３００

０７ 
いすみ市小澤字山崎 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1231 小沢２６ 
Ⅱ－１３００

０８ 

いすみ市小澤字野名

田 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1232 小沢２７ 
Ⅱ－１３００

０９ 

いすみ市小澤字田ノ

上谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 
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1233 小沢２８ 
Ⅱ－１３００

１０ 
いすみ市小澤字大谷 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1234 小沢２９ 
Ⅱ－１３００

１１ 

いすみ市小澤字竹ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1235 小池１０ 
Ⅱ－１３００

１２ 
いすみ市小池字郷根 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1236 谷畑１ 
Ⅱ－１３００

１３ 
いすみ市岩船字谷畑 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1237 谷畑２ 
Ⅱ－１３００

１４ 
いすみ市岩船字谷畑 急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1238 井戸谷 
Ⅱ－１３００

１５ 

いすみ市岩船字井戸

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1239 中ノ谷１ 
Ⅱ－１３００

１６ 

いすみ市岩船字中ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1240 中ノ谷２ 
Ⅱ－１３００

１７ 

いすみ市岩船字中ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1241 中ノ谷３ 
Ⅱ－１３００

１８ 

いすみ市岩船字中ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1242 小池１３ 
Ⅱ－１３００

１９ 

いすみ市小池字上川

間 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1243 小池１４ 
Ⅱ－１３００

２１ 

いすみ市小池字原ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1244 小池１１ 
Ⅱ－１３００

２２ 

いすみ市小池字原ノ

谷 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1245 下布施１ 
Ⅱ－１３００

２３ 

いすみ市下布施字井

戸沢 
急傾斜地の崩壊 千第781号 H23.11.22 

1246 人見 Ⅰ－１１８７ 
君津市人見、人見一丁

目 
急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1247 大井下根本 Ⅰ－１１８９ 君津市根本、小糸大谷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1248 中島２ Ⅰ－１１９７ 君津市中島 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1249 法木 Ⅰ－１２０２ 君津市法木 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1250 中島５ Ⅱ－６０２８ 君津市中島 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1251 鎌滝 Ⅱ－６０５６ 君津市鎌滝、福岡 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1252 海良 Ⅰ－１２０４ 富津市海良、湊 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1253 相野谷 Ⅰ－１２１３ 富津市相野谷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1254 萩生 Ⅰ－１２１８ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1255 相川 Ⅰ－１２２１ 富津市相川 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 
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1256 谷萩 Ⅰ－１２２２ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1257 本郷１ Ⅰ－１６６４ 富津市本郷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1258 絹２ Ⅰ－１６６５ 富津市絹 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1259 絹４ Ⅰ－１６６６ 富津市絹 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1260 上１１ Ⅰ－１６６７ 富津市上 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1261 八田沼９ Ⅰ－１６６９ 富津市八田沼 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1262 亀田１１ Ⅰ－１６７１ 富津市亀田 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1263 亀沢１７ Ⅰ－１６７２ 富津市亀沢 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1264 佐貫１ Ⅰ－１６７３ 富津市佐貫 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1265 加藤２ Ⅰ－１６７４ 富津市加藤 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1266 更和１ Ⅰ－１６７５ 富津市更和 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1267 六野 Ⅰ－１６７６ 富津市六野、大森 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1268 竹岡１ Ⅰ－１６７７ 富津市竹岡 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1269 海良９ Ⅰ－１６７８ 富津市海良 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1270 不入斗１ Ⅰ－１６７９ 富津市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1271 田原１ Ⅰ－１６８０ 富津市田原 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1272 山脇３ Ⅰ－１６８１ 富津市山脇、田原 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1273 萩生１１ Ⅰ－１６８２ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1274 竹岡９ Ⅰ－１６８３ 富津市竹岡 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1275 相川７ Ⅰ－１６８４ 富津市相川 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1276 相川８ Ⅰ－１６８５ 富津市相川 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1277 岩本９ Ⅰ－１６８６ 富津市岩本 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1278 豊岡７ Ⅰ－１６８７ 富津市豊岡 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1279 豊岡１６ Ⅰ－１６９０ 富津市豊岡 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 
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1280 山中３ Ⅰ－１６９１ 富津市山中 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1281 上飯野１ Ⅱ－６１７９ 富津市上飯野 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1282 上飯野２ Ⅱ－６１８０ 富津市上飯野 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1283 上飯野３ Ⅱ－６１８１ 富津市上飯野 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1284 本郷２ Ⅱ－６１９０ 富津市本郷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1285 本郷３ Ⅱ－６１９１ 富津市本郷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1286 本郷４ Ⅱ－６１９２ 富津市本郷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1287 本郷５ Ⅱ－６１９３ 富津市本郷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1288 本郷６ Ⅱ－６１９４ 富津市本郷、前久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1289 本郷７ Ⅱ－６１９５ 富津市本郷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1290 相野谷１ Ⅱ－６１９６ 富津市相野谷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1291 相野谷１５ Ⅱ－６２１５ 富津市相野谷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1292 絹３ Ⅱ－６２２７ 富津市絹 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1293 絹５ Ⅱ－６２２９ 富津市絹 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1294 上９ Ⅱ－６２３９ 富津市上 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1295 上１０ Ⅱ－６２４０ 富津市上 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1296 小久保６ Ⅱ－６２６８ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1297 小久保７ Ⅱ－６２６９ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1298 小久保８ Ⅱ－６２７０ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1299 小久保９ Ⅱ－６２７１ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1300 小久保１０ Ⅱ－６２７２ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1301 小久保１１ Ⅱ－６２７３ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1302 八田沼６ Ⅱ－６２８６ 富津市八田沼 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1303 八田沼１０ Ⅱ－６２９０ 富津市八田沼 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 
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1304 八田沼１２ Ⅱ－６２９２ 富津市八田沼 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1305 八田沼１７ Ⅱ－６２９７ 富津市八田沼 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1306 八田沼１８ Ⅱ－６２９８ 富津市八田沼 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1307 近藤１ Ⅱ－６２９９ 富津市近藤、上 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1308 近藤３ Ⅱ－６３０１ 富津市近藤 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1309 近藤５ Ⅱ－６３０３ 富津市近藤 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1310 近藤６ Ⅱ－６３０４ 富津市近藤 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1311 近藤７ Ⅱ－６３０５ 富津市近藤 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1312 近藤９ Ⅱ－６３０７ 富津市近藤 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1313 上２０ Ⅱ－６３１９ 富津市上 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1314 上２２ Ⅱ－６３２１ 富津市上 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1315 小久保２７ Ⅱ－６３６０ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1316 小久保２８ Ⅱ－６３６１ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1317 小久保２９ Ⅱ－６３６２ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1318 小久保３０ Ⅱ－６３６３ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1319 小久保３１ Ⅱ－６３６４ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1320 小久保３２ Ⅱ－６３６５ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1321 小久保３３ Ⅱ－６３６６ 富津市小久保 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1322 亀田８ Ⅱ－６３９９ 富津市亀田 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1323 亀田９ Ⅱ－６４００ 富津市亀田 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1324 亀田１０ Ⅱ－６４０１ 富津市亀田 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1325 亀田１２ Ⅱ－６４０３ 富津市亀田 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1326 亀沢１２ Ⅱ－６４０４ 富津市亀沢 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1327 亀沢１３ Ⅱ－６４０５ 富津市亀沢 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 
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1328 亀沢１４ Ⅱ－６４０６ 富津市亀沢 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1329 亀沢１５ Ⅱ－６４０７ 富津市亀沢 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1330 亀沢１６ Ⅱ－６４０８ 富津市亀沢 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1331 佐貫２ Ⅱ－６４１３ 富津市佐貫 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1332 花香谷４ Ⅱ－６４８９ 富津市花香谷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1333 岩坂７ Ⅱ－６５４８ 富津市岩坂 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1334 長崎 Ⅱ－６５５６ 富津市長崎、台原 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1335 海良５ Ⅱ－６５８０ 富津市海良 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1336 海良６ Ⅱ－６５８１ 富津市海良 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1337 海良７ Ⅱ－６５８２ 富津市海良 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1338 海良８ Ⅱ－６５８３ 富津市海良 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1339 売津 Ⅱ－６５８９ 富津市売津、海良 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1340 田原２ Ⅱ－６６０４ 富津市田原 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1341 山脇１ Ⅱ－６６０６ 富津市山脇、田原 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1342 田原４ Ⅱ－６６１０ 富津市田原 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1343 田原５ Ⅱ－６６１１ 富津市田原 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1344 小志駒１ Ⅱ－６６１２ 富津市小志駒、田原 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1345 小志駒２ Ⅱ－６６１３ 富津市小志駒 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1346 上後２ Ⅱ－６６１５ 富津市上後 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1347 萩生１ Ⅱ－６６３１ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1348 萩生６ Ⅱ－６６３６ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1349 萩生７ Ⅱ－６６３７ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1350 萩生８ Ⅱ－６６３８ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1351 萩生９ Ⅱ－６６３９ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 
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1352 萩生１０ Ⅱ－６６４０ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1353 萩生１２ Ⅱ－６６４２ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1354 萩生１３ Ⅱ－６６４３ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1355 萩生１４ Ⅱ－６６４４ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1356 萩生１５ Ⅱ－６６４５ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1357 萩生１６ Ⅱ－６６４６ 富津市萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1358 竹岡５ Ⅱ－６６４８ 富津市竹岡、萩生 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1359 竹岡７ Ⅱ－６６５０ 富津市竹岡 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1360 相川９ Ⅱ－６６６１ 富津市相川 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1361 岩本１ Ⅱ－６６６４ 富津市岩本 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1362 岩本２ Ⅱ－６６６５ 富津市岩本 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1363 岩本３ Ⅱ－６６６６ 富津市岩本 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1364 岩本１０ Ⅱ－６６７３ 富津市岩本 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1365 豊岡１７ Ⅱ－６７４９ 富津市豊岡 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1366 山中２ Ⅱ－６７５７ 富津市山中 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1367 山中４ Ⅱ－６７５９ 富津市山中 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1368 山中６ Ⅲ－０７１９ 富津市山中 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1369 前久保 Ⅲ－１２６９ 富津市前久保、本郷 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1370 上飯野１３ Ⅲ－１２７０ 
富津市上飯野、相野

谷、本郷 
急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1371 竹岡２６ Ⅲ－１２７５ 富津市竹岡 急傾斜地の崩壊 千第780号 H23.11.22 

1372 不入斗 Ⅰ-0169 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1373 不入斗2 Ⅰ-0170 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1374 不入斗3 Ⅰ-0172 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1375 不入斗4 Ⅰ-1420 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 
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1376 不入斗5 Ⅰ-1421 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1377 不入斗8 Ⅰ-1422 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1378 不入斗12 Ⅰ-1424 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1379 不入斗14 Ⅰ-1425 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1380 不入斗25 Ⅰ-1426 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1381 不入斗9 Ⅱ-0475 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1382 不入斗10 Ⅱ-0476 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1383 不入斗11 Ⅱ-0477 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1384 不入斗13 Ⅱ-0479 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1385 不入斗15 Ⅱ-0481 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1386 不入斗16 Ⅱ-0482 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1387 不入斗17 Ⅱ-0483 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1388 不入斗18 Ⅱ-0484 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1389 不入斗19 Ⅱ-0485 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1390 不入斗20 Ⅱ-0486 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1391 不入斗21 Ⅱ-0487 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1392 不入斗22 Ⅱ-0488 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1393 不入斗23 Ⅱ-0489 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1394 不入斗24 Ⅱ-0490 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1395 不入斗26 Ⅱ-0492 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1396 不入斗27 Ⅱ-0493 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1397 不入斗28 Ⅱ-0494 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1398 不入斗30 Ⅱ-0518 市原市不入斗 急傾斜地の崩壊 千第133号 H24.03.02 

1399 迎田 Ⅰ-0171 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 
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1400 迎田2 Ⅱ-0434 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1401 迎田3 Ⅱ-0466 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1402 迎田5 Ⅱ-0468 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1403 迎田6 Ⅱ-0469 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1404 迎田7 Ⅱ-0470 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1405 迎田8 Ⅱ-0471 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1406 迎田9 Ⅱ-0472 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1407 迎田10 Ⅱ-0473 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1408 迎田11 Ⅱ-0474 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1409 迎田12 Ⅱ-0409 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1410 迎田13 Ⅱ-0410 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1411 迎田14 Ⅱ-0411 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1412 迎田15 Ⅱ-0462 市原市迎田 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1413 豊成 Ⅰ-0173 市原市豊成 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1414 豊成3 Ⅱ-0501 市原市豊成 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1415 豊成5 Ⅱ-0534 市原市豊成 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1416 豊成7 Ⅱ-0536 市原市豊成 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1417 豊成9 Ⅱ-0538 市原市豊成 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1418 豊成10 Ⅱ-0539 市原市豊成 急傾斜地の崩壊 千第142号 H24.03.02 

1419 水沢 Ⅰ-0190 市原市水沢 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1420 水沢2 Ⅱ-0741 市原市水沢 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1421 水沢3 Ⅰ-1451 市原市水沢 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1422 水沢4 Ⅰ-1452 市原市水沢 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1423 水沢5 Ⅱ-0744 市原市水沢 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 
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1424 水沢6 Ⅱ-0745 市原市水沢 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1425 水沢8 Ⅲ-0038 市原市水沢 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1426 水沢9 Ⅲ-0039 市原市水沢 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1427 田尾 Ⅰ-0191 市原市田尾 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1428 田尾2 Ⅰ-1449 市原市田尾 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1429 田尾3 Ⅰ-1450 市原市田尾 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1430 田尾4 Ⅱ-0738 市原市田尾 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1431 田尾5 Ⅱ-0739 市原市田尾 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1432 田尾6 Ⅱ-0740 市原市田尾 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1433 大蔵 Ⅰ-0183 市原市大蔵 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1434 大蔵1 Ⅲ-1050 市原市大蔵 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1435 大蔵2 Ⅱ-0715 市原市大蔵 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1436 大蔵3 Ⅱ-0716 市原市大蔵 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1437 大蔵4 Ⅱ-0717 市原市大蔵 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1438 大蔵5 Ⅰ-1446 市原市大蔵 急傾斜地の崩壊 千第134号 H24.03.02 

1439 根本 Ⅰ－１０４８ 館山市根本 急傾斜地の崩壊 千第131号 H24.03.02 

1440 小沼 Ⅰ－１０４９ 館山市小沼 急傾斜地の崩壊 千第131号 H24.03.02 

1441 香２ Ⅱ－４９３４ 館山市香 急傾斜地の崩壊 千第131号 H24.03.02 

1442 洲崎 Ⅱ－４９９７ 館山市洲崎 急傾斜地の崩壊 千第131号 H24.03.02 

1443 波佐間３ Ⅱ－５００３ 館山市波佐間 急傾斜地の崩壊 千第131号 H24.03.02 

1444 一本松 Ⅰ-0307 印西市瀬戸 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1445 西方 Ⅰ-0311 印西市岩戸 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1446 仲村 Ⅰ-0312 印西市吉高 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1447 蕪和田 Ⅰ-0313 印西市吉高 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 
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1448 蕪和田２ Ⅰ-0314 印西市吉高 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1449 辺田 Ⅰ-0315 印西市平賀 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1450 安養寺 Ⅰ-0327 印西市武西 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1451 浦部 Ⅰ-0328 印西市浦部 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1452 浦部１ Ⅰ-0329 印西市浦部 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1453 宮内 Ⅰ-0330 印西市浦部 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1454 三郷 Ⅰ-0331 印西市松崎 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1455 大森 Ⅰ-0333 印西市大森 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1456 武西１ Ⅰ-0334 印西市武西 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1457 武西２ Ⅰ-0335 印西市武西 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1458 和泉１ Ⅰ-0336 印西市和泉 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1459 戸崎 Ⅰ-0337 印西市中根 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1460 笠神 Ⅰ-0338 印西市笠神 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1461 物木１ Ⅰ-0339 印西市物木 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1462 物木２ Ⅰ-0340 印西市物木 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1463 馬々台 Ⅰ-1287 印西市吉田 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1464 久保作 Ⅰ-1288 印西市吉高 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1465 株木 Ⅰ-1289 印西市萩原 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1466 戸神１ Ⅰ-1291 印西市戸神 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1467 松崎３ Ⅰ-1292 印西市松崎 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1468 萩原６ Ⅰ-1498 印西市萩原 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1469 萩原１０ Ⅰ-1499 印西市萩原 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1470 吉高１８ Ⅰ-1500 印西市吉高 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1471 吉高２０ Ⅰ-1501 印西市吉高 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 
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1472 瀬戸３ Ⅰ-1502 印西市瀬戸 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1473 吉田２ Ⅰ-1504 印西市吉田 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1474 師戸１１ Ⅰ-1505 印西市師戸 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1475 平賀１５ Ⅰ-1506 印西市平賀 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1476 松虫１３ Ⅰ-2074 印西市松虫・瀬戸 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1477 岩戸川岸 Ⅱ-6894 印西市岩戸 急傾斜地の崩壊 千第137号 H24.03.02 

1478 名都借１ Ⅰ-0243 流山市名都借 急傾斜地の崩壊 千第136号 H24.03.02 

1479 瀬戸上灰毛 Ⅰ-0237 野田市瀬戸上灰毛 急傾斜地の崩壊 千第132号 H24.03.02 

1480 太田 Ⅰ-1169 
木更津市太田・太田一

丁目・太田二丁目 
急傾斜地の崩壊 千第232号 H24.03.30 

1481 太田２ Ⅰ-150001 
木更津市太田二丁

目・太田三丁目 
急傾斜地の崩壊 千第232号 H24.03.30 

1482 真里谷７ Ⅱ-5903 木更津市真里谷 急傾斜地の崩壊 千第232号 H24.03.30 

1483 真里谷１２ Ⅲ-1251 木更津市真里谷 急傾斜地の崩壊 千第232号 H24.03.30 

1484 湊 Ⅰ-1214 富津市湊 急傾斜地の崩壊 千第232号 H24.03.30 

1485 戸張 Ⅰ―０２３９ 柏市東柏 急傾斜地の崩壊 千第233号 H24.03.30 

1486 松ヶ崎１ Ⅰ―０２４０ 柏市松ヶ崎 急傾斜地の崩壊 千第233号 H24.03.30 

1487 納屋 Ⅰ―０２５４ 柏市布瀬 急傾斜地の崩壊 千第233号 H24.03.30 

1488 上柳戸 Ⅰ―０２５５ 柏市柳戸 急傾斜地の崩壊 千第233号 H24.03.30 

1489 品川根 Ⅰ―０２５６ 柏市高柳 急傾斜地の崩壊 千第233号 H24.03.30 

1490 腰巻 Ⅰ―１２７９ 柏市布瀬 急傾斜地の崩壊 千第233号 H24.03.30 

1491 根戸１ Ⅱ－１０１４ 柏市根戸 急傾斜地の崩壊 千第233号 H24.03.30 

1492 布瀬４ Ⅱ－１０６９ 柏市布瀬 急傾斜地の崩壊 千第233号 H24.03.30 

1493 布瀬５ Ⅱ－１０７３ 柏市布瀬 急傾斜地の崩壊 千第233号 H24.03.30 

1494 久寺家 Ⅰ－０２４５ 我孫子市久寺家 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 

1495 日秀 Ⅰ－０２４６ 我孫子市日秀 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 
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1496 白山 Ⅰ－０２４７ 我孫子市白山 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 

1497 布佐 Ⅰ－０２４８ 我孫子市布佐 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 

1498 久寺家２ Ⅱ－１０３０ 我孫子市久寺家 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 

1499 久寺家３ Ⅱ－１０３１ 我孫子市久寺家 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 

1500 つくし野２ Ⅱ－１０３４ 我孫子市つくし野 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 

1501 緑１ Ⅱ－１０３７ 我孫子市緑 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 

1502 中里１ Ⅱ－１０４１ 我孫子市中里 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 

1503 布佐３ Ⅱ－１０４３ 我孫子市布佐 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 

1504 布佐４ Ⅱ－１０４４ 我孫子市布佐 急傾斜地の崩壊 千第234号 H24.03.30 

1505 北下１ Ⅰ－０２５０ 鎌ケ谷市道野辺北下 急傾斜地の崩壊 千第235号 H24.03.30 

1506 囃子水３ Ⅰ－０２５３ 
鎌ケ谷市道野辺囃子

水 
急傾斜地の崩壊 千第235号 H24.03.30 

1507 北下２ Ⅰ－２０２６ 鎌ケ谷市道野辺北下 急傾斜地の崩壊 千第235号 H24.03.30 

1508 大上４３ 
Ⅰ－１２００

０１ 
睦沢町大上碇上 急傾斜地の崩壊 千第236号 H24.03.30 
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７ 土石流危険渓流一覧表＜資料８－９＞  

土石流危険渓流一覧表                               H24.4現在 

                                  ＜県土整備部河川環境課＞ 

所属土木事務所名 渓流番号 
 

水系名 河川名 渓流名 所在地 

郡・市 町・村 字 

安房土木事務所 22300901 州貝川 州貝川 曲り松沢（2） 鴨川市   曲り松 

安房土木事務所 22301101 州貝川 州貝川 曲り松沢（4） 鴨川市   曲り松 

安房土木事務所 22301201 太海浜沢（1） 太海浜沢（1） 太海浜沢（1） 鴨川市   太海浜 

安房土木事務所 22301301 太海浜沢（2） 太海浜沢（2） 太海浜沢（2） 鴨川市   太海浜 

安房土木事務所 22301601 曽呂川 曽呂川 小山沢 鴨川市   小山 

安房土木事務所 22301701 曽呂川 曽呂川 小山川 鴨川市   小山 

安房土木事務所 22301801 曽呂川 曽呂川 尊房沢（1） 鴨川市   尊房 

安房土木事務所 22301901 曽呂川 曽呂川 尊房沢（2） 鴨川市   尊房 

安房土木事務所 22303101 加茂川 加茂川 奥入沢（2） 鴨川市   奥入 

安房土木事務所 22303401 加茂川 加茂川  埋田沢 鴨川市   埋田 

安房土木事務所 22304201 加茂川 銘川 峰沢（2） 鴨川市   峰 

安房土木事務所 22304301 加茂川 加茂川 滝山沢 鴨川市   滝山 

安房土木事務所 22304401 加茂川 金山川 日摺間沢 鴨川市   日摺間 

安房土木事務所 22304501 加茂川 金山川 みの口沢（1） 鴨川市   みの口 

安房土木事務所 22304601 加茂川 金山川 みの口沢（2） 鴨川市   みの口 

安房土木事務所 22305001 加茂川 金山川 峰仲沢 鴨川市   峰仲 

安房土木事務所 22305501 夜長川 夜長川 仲根沢（1） 鴨川市   仲根 

安房土木事務所 22305601 夜長川 夜長川 仲根 鴨川市   仲根 

安房土木事務所 22305701 夜長川 夜長川 仲根沢（2） 鴨川市   仲根 

安房土木事務所 22305801 夜長川 夜長川 宝性寺沢（1） 鴨川市   宝性寺 

安房土木事務所 22305901 夜長川 夜長川 宝性寺沢（2） 鴨川市   宝性寺 

安房土木事務所 46800501 三原川 三原川 五十蔵沢（1） 南房総市  五十蔵 

安房土木事務所 46800801 三原川 三原川 倉合川 南房総市  小向 

安房土木事務所 46801501 向畑沢（1） 向畑沢（1） 向畑沢（1） 南房総市  向畑 

安房土木事務所 46801701 和田沢 和田沢 和田沢 南房総市  和田 

安房土木事務所 46801801 仁我浦沢 仁我浦沢 仁我浦沢 南房総市  仁我浦 

安房土木事務所 47200401 二夕間川 二夕間川 竜ヶ尾沢 鴨川市   竜ヶ尾 

安房土木事務所 47200601 神明川 神明川 砂田沢 鴨川市   砂田 

安房土木事務所 47201201 実入沢（6） 実入沢（6） 実入沢（6） 鴨川市   実入 

安房土木事務所 47201301 寄浦沢 寄浦沢 寄浦沢 鴨川市   寄浦 

安房土木事務所 47201401 内浦沢（1） 内浦沢（1） 内浦沢（1） 鴨川市   内浦 

安房土木事務所 47201501 大風沢川 大風沢川 奥谷沢（1） 鴨川市   奥谷 

安房土木事務所 47201901 大風沢川 大風沢川 内浦沢（3） 鴨川市   内浦 

安房土木事務所 47202001 大風沢川 大風沢川 内浦沢（4） 鴨川市   内浦 

安房土木事務所 47202301 開戸川 開戸川 内浦沢（7） 鴨川市   内浦 

安房土木事務所 47202501 湊川 湊川 小湊沢（2） 鴨川市   小湊 

安房土木事務所 47202701 祓川 祓川 祓町沢（2） 鴨川市   祓町 

安房土木事務所 47202801 祓川 祓川 祓町沢（3） 鴨川市   祓町 

安房土木事務所 47203001 祓川 祓川 祓町沢（5） 鴨川市   祓町 

安房土木事務所 47203101 祓川 祓川 祓町沢（6） 鴨川市   祓町 

安房土木事務所 47203201 祓川 祓川 祓町沢（7） 鴨川市   祓町 

安房土木事務所 20500201 平久里川 滝川 大鐘沢 館山市   大鐘 

安房土木事務所 20500701 汐入川 汐入川 上真倉１ 館山市   上真倉 

安房土木事務所 20501001 汐入川 汐入川 戸倉沢 館山市   戸倉 

安房土木事務所 20501101 海 塩見川 西谷沢 館山市   西谷 

安房土木事務所 20501201 海 塩見川 長谷沢 館山市   長谷 

安房土木事務所 20501501 海 － 坂足 館山市   坂足 

安房土木事務所 20501801 巴川 巴川 宮ノ谷沢 館山市   宮ノ谷 

安房土木事務所 46100101 海 － 砂浦 南房総市  石小浦 

安房土木事務所 46100201 海 － 小浜沢２ 南房総市  小浜 

安房土木事務所 46200101 岩井川 岩井川 勝善寺川１ 南房総市  馬場 
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安房土木事務所 46200201 岩井川 岩井川 勝善寺川２ 南房総市  馬場 

安房土木事務所 46200401 岩井川 岩井川 大勝川 南房総市  検儀谷 

安房土木事務所 46200601 岩井川 大川 大滝川 南房総市  合戸 

安房土木事務所 46200701 岩井川 大川 曜光沢川 南房総市  合戸 

安房土木事務所 46200801 岩井川 大川 風早川 南房総市  合戸 

安房土木事務所 46201001 岩井川 大川 合戸２ 南房総市  合戸 

安房土木事務所 46201101 海 － 南ヶ谷川 南房総市  小浦 

安房土木事務所 46201201 平久里川 平久里川 岩瀬川 南房総市  川辺組 

安房土木事務所 46201501 平久里川 平久里川 伊予川 南房総市  天神郷 

安房土木事務所 46300301 保田川 保田川 小保田 安房郡 鋸南町   

安房土木事務所 46300401 保田川 保田川 大帷子上 安房郡 鋸南町 大帷子上 

安房土木事務所 46300601 海 － 江月下 安房郡 鋸南町 江月下 

安房土木事務所 46300801 海 － 御堂崎沢 安房郡 鋸南町 原 

安房土木事務所 46301201 佐久間川 佐久間川 大門西沢 安房郡 鋸南町 大門西 

安房土木事務所 46301501 海 － 尾崎沢 安房郡 鋸南町 尾崎 

安房土木事務所 46400401 平久里川 平久里川 御門 南房総市  御門 

安房土木事務所 46400501 平久里川 平久里川 唐沢川 南房総市  御門 

安房土木事務所 46401101 平久里川 山名川滝川支川 大作川 南房総市  大作 

安房土木事務所 46500101 海 － 根本 南房総市  根本 

安房土木事務所 46500201 海 － 根本 南房総市  根本 

安房土木事務所 46500401 海 － 青木 南房総市  青木 

安房土木事務所 46500501 海 － 青木 南房総市  青木 

安房土木事務所 46500601 海 － 熊野川 南房総市  下沢 

安房土木事務所 46500701 海 － 稲荷川 南房総市  下沢 

安房土木事務所 46500801 海 － 青年川 南房総市  名倉 

安房土木事務所 46600101 海 － 白間津川 南房総市  白間津 

安房土木事務所 46700101 丸山川 丸山川 高房沢 南房総市  高房 

安房土木事務所 46700201 丸山川 愛宕川 愛宕川 南房総市  愛宕山 

安房土木事務所 46700301 丸山川 愛宕川 愛宕川 南房総市  上南 

安房土木事務所 46700501 丸山川 丸山川 吉野 南房総市  吉野 

安房土木事務所 46700601 丸山川 丸山川 谷田沢 南房総市  谷田 

君津土木事務所 20600601 小櫃川 七曲川 志保沢 木更津市   茅野七曲 

君津土木事務所 20600701 小櫃川 七曲川 崩沢 木更津市   茅野七曲 

君津土木事務所 20601501 小櫃川 武田川 下内谷沢 木更津市   真里谷 

君津土木事務所 20602201 小櫃川 武田川 川端沢 木更津市   真里谷 

君津土木事務所 20602301 小櫃川 武田川 北ノ前沢 木更津市   真里谷 

君津土木事務所 20602601 小櫃川 武田川 勝田作沢 木更津市   真里谷 

君津土木事務所 20603001 小櫃川 武田川 要害沢 木更津市   真里谷 

君津土木事務所 20603101 小櫃川 武田川 寺山沢 木更津市   真里谷 

君津土木事務所 20603601 矢那川 矢那川 南畑沢 木更津市   矢那 

君津土木事務所 22500101 小櫃川 小櫃川 蔵玉沢 君津市   蔵玉 

君津土木事務所 22500301 小櫃川 小櫃川 笹沢 君津市   笹 

君津土木事務所 22500401 小櫃川 小櫃川 前笹沢 君津市   笹 

君津土木事務所 22500701 小櫃川 小櫃川 四ノ宮沢 君津市   山滝野 

君津土木事務所 22501301 小櫃川 小櫃川 愛宕沢 君津市   愛宕 

君津土木事務所 22501601 小櫃川 小櫃川 小市部沢(1) 君津市   小市部 

君津土木事務所 22502301 小櫃川 御腹川 熊竹沢 君津市   長谷川 

君津土木事務所 22502701 小櫃川 七曲川 平沢沢 君津市   西原 

君津土木事務所 22502801 小櫃川 七曲川 清水沢 君津市   山本 

君津土木事務所 22502901 小櫃川 七曲川 鳥居戸沢(2) 君津市   山本 

君津土木事務所 22503001 小櫃川 七曲川 鳥居戸沢(1) 君津市   山本 
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君津土木事務所 22503201 小櫃川 七曲川 市ノ沢(2) 君津市   山本 

君津土木事務所 22503301 小糸川 小糸川 倉沢 君津市   豊英 

君津土木事務所 22503801 小糸川 小糸川 清和沢(1) 君津市   清和市場 

君津土木事務所 22503901 小糸川 小糸川 清和沢(2) 君津市   清和市場 

君津土木事務所 22504101 小糸川 小糸川 法木沢 君津市   法木 

君津土木事務所 22504501 小糸川 小糸川 西谷沢(2) 君津市   小糸大谷 

君津土木事務所 22505101 小糸川 小糸川 練木沢(2) 君津市   練木 

君津土木事務所 22505701 小糸川 馬登川 白駒沢(2) 君津市   白駒 

君津土木事務所 22600601 小糸川 小糸川 西谷沢 富津市   西谷 

君津土木事務所 22601201 岩瀬川 岩瀬川 長八屋敷沢(2) 富津市   大堰 

君津土木事務所 22601501 岩瀬川 岩瀬川 安五郎谷 富津市   向根 

君津土木事務所 22602601 染川 北上川 八畝沢 富津市   亀沢 

君津土木事務所 22603301 大米沢 大米沢 大米沢 富津市   長作 

君津土木事務所 22604001 湊川 高宕川 稲干場沢 富津市   稲干場 

君津土木事務所 22604301 湊川 志駒川 奥原沢(1) 富津市   奥原 

君津土木事務所 22604401 湊川 志駒川 奥原沢(2) 富津市   奥原 

君津土木事務所 22604501 湊川 志駒川 奥原沢(3) 富津市   奥原 

君津土木事務所 22605301 湊川 湊川 旗の上沢 富津市   田原 

君津土木事務所 22605401 湊川 不入斗川 大谷沢 富津市   荒木谷 

君津土木事務所 22605501 湊川 湊川 岩川沢 富津市   不入戸 

君津土木事務所 22605701 湊川 湊川 北ヶ谷沢 富津市   海良 

君津土木事務所 22605801 白狐川 白狐川 下白狐沢 富津市   下白狐 

君津土木事務所 22605901 白狐川 白狐川 関山沢 富津市   関山 

君津土木事務所 22606301 芝崎沢 芝崎沢 芝崎沢 富津市   芝崎 

君津土木事務所 22606701 金谷川 金谷川 上ノ山沢 富津市   上ノ山 

君津土木事務所 22606801 金谷川 金谷川 小関沢 富津市   小関 

君津土木事務所 22607101 井戸谷川(2) 井戸谷川(2) 井戸谷川(2) 富津市   井戸ヶ谷 

君津土木事務所 22607201 井戸谷川(1) 井戸谷川(1) 井戸谷川(1) 富津市   井戸ヶ谷 

君津土木事務所 22900401 小櫃川 小櫃川 大鳥居沢(1) 袖ヶ浦市   大鳥居 

君津土木事務所 22900601 小櫃川 松川 川原井沢(1) 袖ヶ浦市   川原井 

市原土木事務所 21900301 村田川 村田川 勝間沢 市原市   勝間 

市原土木事務所 21900901 養老川 平蔵川 小草畑沢(1) 市原市   小草畑 

市原土木事務所 21901501 養老川 内田川 宿沢 市原市   宿 

市原土木事務所 21901701 養老川 養老川 別所沢(1) 市原市   別所 

市原土木事務所 21901801 養老川 養老川 奉免沢 市原市   奉免 

市原土木事務所 21901901 養老川 養老川 栢橋沢 市原市   栢橋 

市原土木事務所 21902001 養老川 養老川 寺谷沢(1) 市原市   寺谷 

市原土木事務所 21902101 養老川 養老川 寺谷沢(2) 市原市   寺谷 

市原土木事務所 21902201 養老川 養老川 寺谷沢(3) 市原市   寺谷 

市原土木事務所 21902601 養老川 養老川 大桶沢(1) 市原市   大桶 

市原土木事務所 21902701 養老川 養老川 大桶沢(2) 市原市   大桶 

市原土木事務所 21902801 養老川 養老川 大桶沢(3) 市原市   大桶 

夷隅土木事務所 21800301 大沢（1） 大沢（1） 大沢（1） 勝浦市   大沢 

夷隅土木事務所 21800501 五郎丹堀沢 五郎丹堀沢 五郎丹堀沢 勝浦市   浜行川 

夷隅土木事務所 21800601 小沢山沢 小沢山沢 小沢山沢 勝浦市   浜行川 

夷隅土木事務所 21800701 涼谷 涼谷 涼谷 勝浦市   浜行川 

夷隅土木事務所 21800801 駒ヶ谷 駒ヶ谷 駒ヶ谷 勝浦市   浜行川 

夷隅土木事務所 21800901 四山ヶ谷 四山ヶ谷 四山ヶ谷 勝浦市   浜行川 

夷隅土木事務所 21801001 坊谷 坊谷 坊谷 勝浦市   浜行川 

夷隅土木事務所 21801101 新虫谷 新虫谷 新虫谷 勝浦市   興津 

夷隅土木事務所 21801201 焼山沢 焼山沢 焼山沢 勝浦市   興津 
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夷隅土木事務所 21801301 西奥谷 西奥谷 西奥谷 勝浦市   鵜原 

夷隅土木事務所 21801401 池之谷 池之谷 池之谷 勝浦市   鵜原 

夷隅土木事務所 21801501 万俵沢 万俵沢 万俵沢 勝浦市   鵜原 

夷隅土木事務所 21801601 勝場沢 勝場沢 勝場沢 勝浦市   鵜原 

夷隅土木事務所 21801801 久保沢 久保沢 久保沢 勝浦市   吉尾 

夷隅土木事務所 21801901 阿部尻沢 阿部尻沢 阿部尻沢 勝浦市   松部 

夷隅土木事務所 21802001 釜ヶ谷 釜ヶ谷 釜ヶ谷 勝浦市   松部 

夷隅土木事務所 21802101 大谷 大谷 大谷 勝浦市   松部 

夷隅土木事務所 21802201 滝ノ谷 滝ノ谷 滝ノ谷 勝浦市   串浜 

夷隅土木事務所 21802301 番蔵沢 番蔵沢 番蔵沢 勝浦市   串浜 

夷隅土木事務所 21802401 墨名川 墨名川 土佐ヶ谷 勝浦市   墨名 

夷隅土木事務所 21802601 墨名川 浜勝浦川 信濃谷 勝浦市   勝浦 

夷隅土木事務所 21802901 祢宜谷 祢宜谷 祢宜谷 勝浦市   部原 

夷隅土木事務所 21803001 十二天沢 十二天沢 十二天沢 勝浦市   部原 

夷隅土木事務所 21803801 夷隅川 夷隅川 坂鼻沢 勝浦市   中倉 

夷隅土木事務所 44300301 北ノ谷 北ノ谷 北ノ谷 夷隅郡 御宿町 浜 

夷隅土木事務所 44300401 清水川 清水川 西琳寺沢 夷隅郡 御宿町 高山田 

夷隅土木事務所 44300801 堺川 堺川 鯉ヶ谷 夷隅郡 御宿町 岩和田 

夷隅土木事務所 44400101 長者部沢 長者部沢 長者部沢 いすみ市  長者部 

夷隅土木事務所 44400701 菅ノ谷 菅ノ谷 菅ノ谷 いすみ市  菅ノ谷 

夷隅土木事務所 44400801 桐木谷 桐木谷 桐木谷 いすみ市  桐木谷 

夷隅土木事務所 44401301 塩田川 上塩田川 妙見沢 いすみ市  妙見 

夷隅土木事務所 44402501 塩田川 上塩田川 菖蒲ヶ谷 いすみ市  菖蒲ヶ谷 

夷隅土木事務所 44402601 塩田川 上塩田川 大釜谷 いすみ市  大釜谷 

夷隅土木事務所 44402701 塩田川 上塩田川 寺ノ谷（1） いすみ市  寺ノ谷 

夷隅土木事務所 44402801 塩田川 上塩田川 寺ノ谷（2） いすみ市  寺ノ谷 

夷隅土木事務所 44404201 夷隅川 落合川 和田沢 いすみ市  和田 

夷隅土木事務所 44404501 夷隅川 落合川 殿谷 いすみ市  殿谷上 

夷隅土木事務所 44405201 夷隅川 山田川 荷塚沢 いすみ市  荷塚 

夷隅土木事務所 44500501 夷隅川 桑田川 天王前沢 いすみ市  岩熊 

夷隅土木事務所 44501401 夷隅川 椎木川 雁羽崎沢 いすみ市  榎沢 

夷隅土木事務所 44100201 養老川 養老川 高滝沢 夷隅郡 大多喜町 高滝 

夷隅土木事務所 44100501 夷隅川 西畑川 弓木沢（2） 夷隅郡 大多喜町 弓木 

夷隅土木事務所 44100701 夷隅川 平沢川 宇筒原沢 夷隅郡 大多喜町 宇筒原 

夷隅土木事務所 44100801 夷隅川 夷隅川 久我原沢 夷隅郡 大多喜町 久我原 

夷隅土木事務所 44100901 夷隅川 夷隅川 大戸巌田川 夷隅郡 大多喜町 大戸 

夷隅土木事務所 44101001 夷隅川 夷隅川 大戸巌田川左支流 夷隅郡 大多喜町 大戸 

夷隅土木事務所 44101201 夷隅川 夷隅川 八声沢（2） 夷隅郡 大多喜町 八声 

夷隅土木事務所 44101601 夷隅川 夷隅川 栗山沢（1） 夷隅郡 大多喜町 栗山 

夷隅土木事務所 44101701 夷隅川 夷隅川 栗山沢（2） 夷隅郡 大多喜町 栗山 

夷隅土木事務所 44101801 夷隅川 夷隅川 羽黒川 夷隅郡 大多喜町 横山 

夷隅土木事務所 44200101 夷隅川 夷隅川 札森沢 いすみ市  札森 

夷隅土木事務所 44200401 夷隅川 初音川 下沢（2） いすみ市  下 

夷隅土木事務所 44200501 夷隅川 初音川 大沢川 いすみ市  下 

夷隅土木事務所 44200801 夷隅川 大野川 川目沢（2） いすみ市  川目 

夷隅土木事務所 44201001 夷隅川 権現堂川 山鼻川 いすみ市  根方 

夷隅土木事務所 44201201 夷隅川 松丸川 深谷沢（1） いすみ市  深谷 

夷隅土木事務所 44201301 夷隅川 松丸川 深谷沢（2） いすみ市  深谷 

夷隅土木事務所 44201401 夷隅川 松丸川 元谷沢 いすみ市  元谷 

夷隅土木事務所 44201501 夷隅川 夷隅川 東沢 いすみ市  東 

長生土木事務所 21000201 一宮川 阿久川 渋谷 茂原市   渋谷 
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長生土木事務所 21000601 一宮川 鶴枝川 上永吉沢 茂原市   上永吉 

長生土木事務所 42200201 一宮川 長楽手川 上姥神沢 長生郡 睦沢町 上姥神 

長生土木事務所 42200601 一宮川 瑞沢川 荒上沢 長生郡 睦沢町 荒上 

長生土木事務所 42201001 一宮川 瑞沢川 碇谷（1） 長生郡 睦沢町 碇谷 

長生土木事務所 42600101 長柄山沢 長柄山沢 長柄山沢 長生郡 長柄町 長柄山 

長生土木事務所 42700701 一宮川 小生田川 小生田上沢（2） 長生郡 長南町 小生田上 

長生土木事務所 42701301 一宮川 小生田川 小生田下沢 長生郡 長南町 小生田下 

安房土木事務所 46701001 温石川 温石川 大庭沢 南房総市  大庭 

  小計 ２１２箇所           
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安房土木事務所 22300102 東真門沢（1） 東真門沢（1） 東真門沢（1） 鴨川市   江見東真門 

安房土木事務所 22300202 東真門沢（2） 東真門沢（2） 東真門沢（2） 鴨川市   江見東真門 

安房土木事務所 22300302 州貝川 州貝川 細谷沢 鴨川市   細谷 

安房土木事務所 22300402 州貝川 州貝川 九本木沢 鴨川市   九本木 

安房土木事務所 22300502 州貝川 州貝川 橋本沢 鴨川市   橋本 

安房土木事務所 22300602 州貝川 州貝川 市井原沢 鴨川市   市井原 

安房土木事務所 22300702 州貝川 州貝川 江見内遠野沢 鴨川市   江見内遠野 

安房土木事務所 22300802 州貝川 州貝川 曲り松沢（1） 鴨川市   曲り松 

安房土木事務所 22301002 州貝川 州貝川 曲り松沢（3） 鴨川市   曲り松 

安房土木事務所 22301502 曽呂川 曽呂川 芝川 鴨川市   小山 

安房土木事務所 22302002 曽呂川 曽呂川 中尾沢 鴨川市   中尾 

安房土木事務所 22302102 曽呂川 曽呂川 奈良沢 鴨川市   奈良 

安房土木事務所 22302302 加茂川 加茂川 榎畑沢（1） 鴨川市   榎畑 

安房土木事務所 22302402 加茂川 加茂川 榎畑沢（2） 鴨川市   榎畑 

安房土木事務所 22302502 加茂川 加茂川 榎畑沢（3） 鴨川市   榎畑 

安房土木事務所 22302602 加茂川 加茂川 奥入沢（1） 鴨川市   奥入 

安房土木事務所 22302702 加茂川 石畑川 法明沢 鴨川市   法明 

安房土木事務所 22302802 加茂川 峠沢川 峠沢（1） 鴨川市   峠 

安房土木事務所 22302902 加茂川 峠沢川 峠沢（2） 鴨川市   峠 

安房土木事務所 22303002 加茂川 平塚川 山田沢 鴨川市   山田 

安房土木事務所 22303202 加茂川 加茂川 安倉谷沢 鴨川市   安倉谷 

安房土木事務所 22303302 加茂川 加茂川 松郷沢 鴨川市   松郷 

安房土木事務所 22303502 加茂川 加茂川 南沢川 鴨川市   釜沼 

安房土木事務所 22303602 加茂川 逆川 宮山沢（1） 鴨川市   宮山 

安房土木事務所 22303702 加茂川 逆川 宮山沢（2） 鴨川市   宮山 

安房土木事務所 22303802 加茂川 逆川 宮山沢（3） 鴨川市   宮山 

安房土木事務所 22303902 加茂川 銘川 神川沢（1） 鴨川市   神川 

安房土木事務所 22304002 加茂川 銘川 神川沢（2） 鴨川市   神川 

安房土木事務所 22304102 加茂川 銘川 峰沢（1） 鴨川市   峰 

安房土木事務所 22304702 加茂川 金山川 押本沢 鴨川市   押本 

安房土木事務所 22304802 加茂川 金山川 小谷沢（1） 鴨川市   小谷 

安房土木事務所 22304902 加茂川 金山川 小谷沢（2） 鴨川市   小谷 

安房土木事務所 22305102 加茂川 加茂川 来秀沢 鴨川市   来秀 

安房土木事務所 22305202 待崎川 上待崎川 湯谷沢 鴨川市   湯谷 

安房土木事務所 22305302 待崎川 上待崎川 谷沢 鴨川市   谷 

安房土木事務所 22305402 待崎川 待崎川 上八色沢 鴨川市   上八色 

安房土木事務所 46800102 温石川 温石川 沼沢 南房総市  沼 

安房土木事務所 46800202 温石川 温石川 東小戸沢（1） 南房総市  東小戸 

安房土木事務所 46800302 温石川 温石川 東小戸沢（2） 南房総市  東小戸 

安房土木事務所 46800402 温石川 温石川 東小戸沢（3） 南房総市  東小戸 

安房土木事務所 46800602 三原川 三原川 五十蔵沢（2） 南房総市  五十蔵 

安房土木事務所 46800702 三原川 三原川 五十蔵沢（3） 南房総市  五十蔵 

安房土木事務所 46800902 三原川 三原川 別所沢 南房総市  別所 

安房土木事務所 46801002 三原川 別所 別所 南房総市  別所 

安房土木事務所 46801102 三原川 三原川 押元沢（1） 南房総市  押元 

安房土木事務所 46801202 三原川 三原川 押元沢（2） 南房総市  押元 

安房土木事務所 46801302 三原川 三原川 寺谷沢 南房総市  寺谷 

安房土木事務所 46801402 三原川 三原川 宿沢 南房総市  宿 

安房土木事務所 46801602 向畑沢（2） 向畑沢（2） 向畑沢（2） 南房総市  向畑 

安房土木事務所 47200102 小櫃川 小櫃川 四方木沢 鴨川市   四方木 

安房土木事務所 47200302 二夕間川 二夕間川 天津沢 鴨川市   天津 
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安房土木事務所 47201002 実入沢（4） 実入沢（4） 実入沢（4） 鴨川市  実入 

安房土木事務所 47201102 実入沢（5） 実入沢（5） 実入沢（5） 鴨川市  実入 

安房土木事務所 47201702 大風沢川 大風沢川 奥谷沢（3） 鴨川市  奥谷 

安房土木事務所 47202202 開戸川 開戸川 内浦沢（6） 鴨川市  内浦 

安房土木事務所 47202902 祓川 祓川 祓町沢（4） 鴨川市  祓町 

安房土木事務所 20500102 平久里川 滝川 宝ヶ谷沢 館山市  宝ヶ谷 

安房土木事務所 20500302 汐入川 汐入川 古茂口 館山市  古茂口 

安房土木事務所 20500502 汐入川 汐入川 出野尾１ 館山市  出野尾 

安房土木事務所 20500902 汐入川 汐入川 上真倉３ 館山市  上真倉 

安房土木事務所 20501402 海 － 伊戸 館山市  伊戸 

安房土木事務所 46100302 岡本川 岡本川 丹生 南房総市  丹生 

安房土木事務所 46100402 岡本川 岡本川 山岸沢 南房総市  深名 

安房土木事務所 46200302 岩井川 岩井川 川谷堀川 南房総市  検儀谷 

安房土木事務所 46200502 岩井川 岩井川 池谷ノ川 南房総市  検儀谷 

安房土木事務所 46200902 岩井川 大川 合戸１ 南房総市  合戸 

安房土木事務所 46201302 平久里川 平久里川 外野川 南房総市  外野 

安房土木事務所 46201402 平久里川 平久里川 天神川 南房総市  天神郷 

安房土木事務所 46201602 平久里川 平久里川 細野川 南房総市  犬掛 

安房土木事務所 46300102 保田川 保田川 市井原 安房郡 鋸南町 市井原 

安房土木事務所 46300202 保田川 保田川 市井原沢 安房郡 鋸南町 市井原 

安房土木事務所 46300502 保田川 保田川 大帷子 安房郡 鋸南町 大帷子上 

安房土木事務所 46300702 海 － 奥谷沢 安房郡 鋸南町 江尻 

安房土木事務所 46300902 佐久間川 佐久間川 中井ヶ谷 安房郡 鋸南町 中井ヶ谷 

安房土木事務所 46301002 佐久間川 佐久間川 御堂下沢１ 安房郡 鋸南町 御堂下 

安房土木事務所 46301102 佐久間川 佐久間川 御堂下沢２ 安房郡 鋸南町 御堂下 

安房土木事務所 46301302 佐久間川 佐久間川 市部瀬東沢 安房郡 鋸南町 市部瀬 

安房土木事務所 46301402 佐久間川 佐久間川 市部瀬西沢 安房郡 鋸南町 市部瀬 

安房土木事務所 46400102 平久里川 平久里川 水汲戸 南房総市  水汲戸 

安房土木事務所 46400202 平久里川 平久里川 池田 南房総市  池田 

安房土木事務所 46400302 平久里川 平久里川 竹之花川 南房総市  西之谷 

安房土木事務所 46400602 平久里川 平久里川 石合川 南房総市  戸川 

安房土木事務所 46400702 平久里川 山名川 奥谷沢 南房総市  子神 

安房土木事務所 46400802 平久里川 山名川 大谷川 南房総市  嵯峨志 

安房土木事務所 46400902 平久里川 山名川滝川支川 上井戸川 南房総市  上井戸 

安房土木事務所 46401002 平久里川 山名川滝川支川 寺作川 南房総市  平田 

安房土木事務所 46500302 海 － 滝口 南房総市  滝口 

安房土木事務所 46600202 瀬戸川 瀬戸川 一反田 南房総市  一反田 

安房土木事務所 46600302 瀬戸川 瀬戸川 久保川 南房総市  中台 

安房土木事務所 46700402 丸山川 丸山川 大井下沢 南房総市  西久保 

安房土木事務所 46700702 丸山川 丸山川 丸上沢 南房総市  澤田 

安房土木事務所 46700802 丸山川 丸山川 根方沢 南房総市  安長谷 

安房土木事務所 46700902 丸山川 丸山川 宮田沢 南房総市  宮田 

安房土木事務所 46701102 温石川 温石川 釜滝川 南房総市  釜滝 

安房土木事務所 46701202 温石川 温石川 下沢 南房総市  釜滝 

安房土木事務所 46701302 温石川 温石川 長谷沢 南房総市  長谷 

安房土木事務所 46701402 温石川 温石川 中郷沢 南房総市  神過 

安房土木事務所 46701502 温石川 温石川 権現沢 南房総市  反り田 

君津土木事務所 20600102 養老川 養老川 五多谷沢 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20600202 小櫃川 小櫃川 横吹沢 木更津市  田川 

君津土木事務所 20600302 小櫃川 小櫃川 五田沢 木更津市  田川 

君津土木事務所 20600402 小櫃川 小櫃川 谷沢 木更津市  上根岸 

  

- 578 -



  

所属土木事務所名 渓流番号 
 

水系名 河川名 渓流名 
所在地

 郡・市 町・村 字 

君津土木事務所 20600502 小櫃川 七曲川 曽倉沢 木更津市  茅野七曲 

君津土木事務所 20600802 小櫃川 七曲川 宮ノ前沢 木更津市  茅野七曲 

君津土木事務所 20600902 小櫃川 七曲川 西ノ谷沢 木更津市  茅野七曲 

君津土木事務所 20601002 小櫃川 七曲川 大作沢 木更津市  茅野 

君津土木事務所 20601202 小櫃川 武田川 茗荷沢 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20601302 小櫃川 武田川 宮ノ下沢(2) 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20601402 小櫃川 武田川 井戸保沢 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20601602 小櫃川 武田川 平柳沢 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20601702 小櫃川 武田川 番匠前沢 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20601802 小櫃川 武田川 真里谷沢(1) 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20602002 小櫃川 武田川 山ノ神沢 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20602102 小櫃川 武田川 ワセダ沢(2) 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20602402 小櫃川 武田川 郷蔵谷沢 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20602502 小櫃川 武田川 宮ノ下沢(1) 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20602702 小櫃川 武田川 藪宿道上沢 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20602802 小櫃川 武田川 藪西谷沢 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20602902 小櫃川 武田川 真里谷沢(2) 木更津市  真里谷 

君津土木事務所 20603202 小櫃川 小櫃川 片田前沢 木更津市  笹子 

君津土木事務所 20603302 矢那川 矢那川 不動下沢 木更津市  矢那 

君津土木事務所 20603402 矢那川 矢那川 山王谷沢 木更津市  伊豆島 

君津土木事務所 20603502 矢那川 矢那川 清水谷沢 木更津市  伊豆島 

君津土木事務所 20603702 矢那川 矢那川 向谷沢(1) 木更津市  矢那 

君津土木事務所 20603802 烏田川 烏田川 山田沢 木更津市  上烏田 

君津土木事務所 20603902 烏田川 烏田川 江戸沢 木更津市  上烏田 

君津土木事務所 20604002 烏田川 烏田川 長者谷沢 木更津市  上烏田 

君津土木事務所 20604102 烏田川 烏田川 奥谷沢 木更津市  桜井 

君津土木事務所 22500202 小櫃川 小櫃川 釜生沢 君津市  釜生 

君津土木事務所 22500502 小櫃川 小櫃川 高水沢 君津市  高水 

君津土木事務所 22500602 小櫃川 小櫃川 峰岸沢 君津市  大阪 

君津土木事務所 22500802 小櫃川 小櫃川 平山沢(2) 君津市  平山 

君津土木事務所 22500902 小櫃川 大森川 砂押沢(2) 君津市  怒田 

君津土木事務所 22501002 小櫃川 大森川 砂押沢(3) 君津市  怒田 

君津土木事務所 22501102 小櫃川 大森川 砂押沢(4) 君津市  怒田 

君津土木事務所 22501202 小櫃川 大森川 砂押沢(5) 君津市  怒田 

君津土木事務所 22501402 小櫃川 小櫃川 小市部沢(3) 君津市  小市部 

君津土木事務所 22501502 小櫃川 小櫃川 小市部沢(2) 君津市  久留里 

君津土木事務所 22501702 小櫃川 御腹川 川谷沢(1) 君津市  川谷 

君津土木事務所 22501802 小櫃川 御腹川 川谷沢(2) 君津市  川谷 

君津土木事務所 22501902 小櫃川 御腹川 大谷沢(2) 君津市  久留里大谷 

君津土木事務所 22502002 小櫃川 御腹川 大谷沢(1) 君津市  久留里大谷 

君津土木事務所 22502102 小櫃川 御腹川 長谷川谷(2) 君津市  長谷川 

君津土木事務所 22502202 小櫃川 御腹川 長谷川谷(1) 君津市  長谷川 

君津土木事務所 22502402 小櫃川 小櫃川 追湯沢 君津市  戸崎 

君津土木事務所 22502502 小櫃川 御腹川 出戸沢(2) 君津市  三田 

君津土木事務所 22502602 小櫃川 御腹川 出戸沢(1) 君津市  三田 

君津土木事務所 22503102 小櫃川 七曲川 市ノ沢(1) 君津市  山本 

君津土木事務所 22503402 小糸川 小糸川 鐘湯沢 君津市  怒田沢 

君津土木事務所 22503502 小糸川 三間川 奥米代沢 君津市  奥米 

君津土木事務所 22503602 小糸川 小糸川 大岩沢 君津市  大岩 

君津土木事務所 22503702 小糸川 小糸川 西日笠沢 君津市  西日笠 

君津土木事務所 22504002 小糸川 小糸川 八木沢 君津市  大井戸 

  

- 579 -



  

所属土木事務所名 渓流番号 
 

水系名 河川名 渓流名 
所在地

 郡・市 町・村 字 

君津土木事務所 22504202 小糸川 小糸川 長石沢(2) 君津市  長石 

君津土木事務所 22504302 小糸川 小糸川 長石沢(1) 君津市  長石 

君津土木事務所 22504402 小糸川 小糸川 長石沢(3) 君津市  長石 

君津土木事務所 22504602 小糸川 小糸川 西谷沢(3) 君津市  小糸大谷 

君津土木事務所 22504702 小糸川 小糸川 西谷沢(4) 君津市  小糸大谷 

君津土木事務所 22504802 小糸川 小糸川 大鷲沢(3) 君津市  大鷲 

君津土木事務所 22504902 小糸川 小糸川 大鷲沢(2) 君津市  大鷲 

君津土木事務所 22505002 小糸川 小糸川 大鷲沢(1) 君津市  大鷲 

君津土木事務所 22505202 小糸川 小糸川 練木沢(1) 君津市  練木 

君津土木事務所 22505302 小糸川 小糸川 天王台沢(3) 君津市  三直 

君津土木事務所 22505402 小糸川 小糸川 天王台沢(4) 君津市  三直 

君津土木事務所 22505502 小糸川 小糸川 天王台沢(2) 君津市  三直 

君津土木事務所 22505602 小糸川 馬登川 白駒沢(1) 君津市  白駒 

君津土木事務所 22505802 小糸川 馬登川 池の谷沢 君津市  白駒 

君津土木事務所 22506002 小糸川 馬登川 馬登沢(1) 君津市  馬登 

君津土木事務所 22506102 小糸川 馬登川 馬登沢(2) 君津市  馬登 

君津土木事務所 22506402 小糸川 宮下川 大山野沢(1) 君津市  大山野 

君津土木事務所 22600102 小糸川 小糸川 上谷 富津市  新老 

君津土木事務所 22600202 小糸川 小糸川 若宮ヶ谷 富津市  新老 

君津土木事務所 22600302 小糸川 小糸川 鍛冶谷沢 富津市  鍛冶谷 

君津土木事務所 22600402 小糸川 小糸川 北根谷沢(2) 富津市  北根谷 

君津土木事務所 22600502 小糸川 小糸川 表沢 富津市  北根谷 

君津土木事務所 22600702 小糸川 小糸川 奥堤谷 富津市  上飯野 

君津土木事務所 22600802 岩瀬川 岩瀬川 龍岳谷 富津市  古谷 

君津土木事務所 22600902 岩瀬川 岩瀬川 居屋敷沢(1) 富津市  居屋敷 

君津土木事務所 22601002 岩瀬川 岩瀬川 居屋敷沢(2) 富津市  居屋敷 

君津土木事務所 22601102 岩瀬川 岩瀬川 居屋敷沢(3) 富津市  居屋敷 

君津土木事務所 22601302 岩瀬川 岩瀬川 長八屋敷沢(1) 富津市  大堰 

君津土木事務所 22601402 岩瀬川 岩瀬川 近藤谷 富津市  近藤 

君津土木事務所 22601602 岩瀬川 岩瀬川 神明沢 富津市  近藤 

君津土木事務所 22601702 小久保川 小久保川 橋ノ上沢 富津市  上岩入 

君津土木事務所 22601802 小久保川 小久保川 百坂根沢 富津市  上岩入 

君津土木事務所 22601902 小久保川 小久保川 細田沢 富津市  下岩入 

君津土木事務所 22602002 小久保川 小久保川 一ノ曲作沢 富津市  飯盛塚 

君津土木事務所 22602102 小久保川 小久保川 上入木山沢 富津市  大堰 

君津土木事務所 22602202 小久保川 小久保川 板取沢 富津市  板取 

君津土木事務所 22602402 染川 染川 山王塚沢 富津市  山王塚 

君津土木事務所 22602502 染川 染川 畑谷奥沢 富津市  小種谷 

君津土木事務所 22602702 染川 北上川 堂下沢 富津市  亀沢 

君津土木事務所 22602802 染川 北上川 牛小谷 富津市  根上り 

君津土木事務所 22602902 染川 北上川 鍋廊沢 富津市  鍋廊 

君津土木事務所 22603002 染川 染川 高井谷 富津市  新御太刀谷 

君津土木事務所 22603102 染川 北上川 関谷 富津市  中村 

君津土木事務所 22603202 染川 染川 新御太刀谷 富津市  船端 

君津土木事務所 22603402 幸瀬ヶ谷 幸瀬ヶ谷 幸瀬ヶ谷 富津市  長浜 

君津土木事務所 22603502 湊川 湊川 前宮ヶ沢谷 富津市  前宮ヶ沢 

君津土木事務所 22603602 湊川 湊川 上折越沢 富津市  荻之原 

君津土木事務所 22603702 湊川 湊川 小畑沢 富津市  堂前 

君津土木事務所 22603802 湊川 湊川 戌亥谷 富津市  関 

君津土木事務所 22603902 湊川 湊川 細野道沢 富津市   細野 

君津土木事務所 22604102 湊川 恩田川 湯ノ谷 富津市   田倉 
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君津土木事務所 22604202 湊川 志駒川 住吉沢 富津市   住吉 

君津土木事務所 22604602 湊川 志駒川 野中沢 富津市   野中 

君津土木事務所 22604702 湊川 志駒川 湯沢 富津市   下郷 

君津土木事務所 22604802 湊川 志駒川 肥後沢 富津市   肥後 

君津土木事務所 22604902 湊川 志駒川 水上沢 富津市   水上 

君津土木事務所 22605002 湊川 志駒川 山口沢 富津市   山脇 

君津土木事務所 22605102 湊川 湊川 不動谷 富津市   田原 

君津土木事務所 22605202 湊川 湊川 滝ノ前沢 富津市   森山 

君津土木事務所 22605602 湊川 相川 上井作沢 富津市   居作 

君津土木事務所 22606002 白狐川 白狐川 大作谷 富津市   大作谷 

君津土木事務所 22606102 白狐川 白狐川 黒山沢 富津市   黒山 

君津土木事務所 22606202 日ノ谷沢 日ノ谷沢 日ノ谷沢 富津市   日ノ谷 

君津土木事務所 22606402 栗坪沢 栗坪沢 栗坪沢 富津市   栗坪 

君津土木事務所 22606502 出浜沢 出浜沢 出浜沢 富津市   出浜 

君津土木事務所 22606602 金谷川 金谷川 堀会沢(1) 富津市   堀会 

君津土木事務所 22606902 金谷川 金谷川 峰ヶ谷沢(1) 富津市   峰ヶ谷 

君津土木事務所 22607002 金谷川 金谷川 峰ヶ谷沢(2) 富津市   峰ヶ谷 

君津土木事務所 22900102 浜宿沢 浜宿沢 浜宿沢 袖ヶ浦市   久保田 

君津土木事務所 22900202 小櫃川 槍水川 下宮田沢(1) 袖ヶ浦市   下宮田 

君津土木事務所 22900302 小櫃川 槍水川 下宮田沢(2) 袖ヶ浦市   下宮田 

君津土木事務所 22900702 小櫃川 松川 椎木沢 袖ヶ浦市   下泉 

市原土木事務所 21900102 村田川 村田川 高田沢 市原市   高田 

市原土木事務所 21900202 村田川 村田川 滝口沢 市原市   滝口 

市原土木事務所 21900402 養老川 養老川 折津沢 市原市   折津 

市原土木事務所 21900502 養老川 古敷谷川 月出沢(1) 市原市   月出 

市原土木事務所 21900602 養老川 古敷谷川 月出沢(2) 市原市   月出 

市原土木事務所 21900702 養老川 古敷谷川 月出沢(3) 市原市   月出 

市原土木事務所 21900802 養老川 養老川 山口沢 市原市   山口 

市原土木事務所 21901002 養老川 平蔵川 小草畑沢(2) 市原市   小草畑 

市原土木事務所 21901102 養老川 平蔵川 新井沢 市原市   新井 

市原土木事務所 21901202 養老川 平蔵川 田尾沢 市原市   田尾 

市原土木事務所 21901302 養老川 内田川 奥野沢 市原市   奥野 

市原土木事務所 21901402 養老川 内田川 市場沢 市原市   市場 

市原土木事務所 21901602 養老川 養老川 金沢沢(1) 市原市   金沢 

市原土木事務所 21902302 養老川 養老川 柳作沢 市原市   柳作 

市原土木事務所 21902402 養老川 養老川 金沢沢(2) 市原市   金沢 

市原土木事務所 21902502 養老川 養老川 別所沢(2) 市原市   別所 

市原土木事務所 21902902 椎津川 椎津川 豊成沢(1) 市原市   豊成 

市原土木事務所 21903002 椎津川 椎津川 豊成沢(2) 市原市   豊成 

市原土木事務所 21903102 椎津川 椎津川 不入斗沢 市原市   不入斗 

夷隅土木事務所 21801702 下ノ谷 下ノ谷 下ノ谷 勝浦市   吉尾 

夷隅土木事務所 21802502 墨名川 墨名川 牛ヶ谷 勝浦市   墨名 

夷隅土木事務所 21802702 ロットウ沢 ロットウ沢 ロットウ沢 勝浦市   部原 

夷隅土木事務所 21802802 ガケ下沢 ガケ下沢 ガケ下沢 勝浦市   部原 

夷隅土木事務所 21803102 夷隅川 古新田川 古畑沢 勝浦市   大森 

夷隅土木事務所 21803202 夷隅川 夷隅川 諏訪沢 勝浦市   荒川 

夷隅土木事務所 21803302 夷隅川 夷隅川 亀割沢 勝浦市   貝掛 

夷隅土木事務所 21803402 夷隅川 夷隅川 野木ノ沢 勝浦市   小羽戸 

夷隅土木事務所 21803502 夷隅川 夷隅川 回向坊沢 勝浦市   串浜 

夷隅土木事務所 21803602 夷隅川 夷隅川 木戸脇沢 勝浦市   関谷 

夷隅土木事務所 21803702 夷隅川 夷隅川 猿田沢 勝浦市   白木 
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夷隅土木事務所 21803902 夷隅川 夷隅川 坪ノ沢 勝浦市   市野川 

夷隅土木事務所 21804002 夷隅川 夷隅川 宇那ノ谷 勝浦市   市野郷 

夷隅土木事務所 44300102 馬坂沢 馬坂沢 馬坂沢 夷隅郡 御宿町 浜 

夷隅土木事務所 44300202 薮ノ内沢 薮ノ内沢 薮ノ内沢 夷隅郡 御宿町 浜 

夷隅土木事務所 44300502 清水川 清水川 切田倉沢（1） 夷隅郡 御宿町 高山田 

夷隅土木事務所 44300602 清水川 清水川 切田倉沢（2） 夷隅郡 御宿町 高山田 

夷隅土木事務所 44300702 清水川 清水川 赤羽根沢 夷隅郡 御宿町 高山田 

夷隅土木事務所 44300902 夷隅川 上落合川 豆田谷 夷隅郡 御宿町 実谷 

夷隅土木事務所 44301002 夷隅川 上落合川 谷村沢 夷隅郡 御宿町 上布施 

夷隅土木事務所 44400202 真間沢 真間沢 真間沢 いすみ市  真間 

夷隅土木事務所 44400302 中ノ谷 中ノ谷 中ノ谷 いすみ市  中ノ谷 

夷隅土木事務所 44400402 北七曲南沢 北七曲南沢 北七曲南沢 いすみ市  北七曲 

夷隅土木事務所 44400502 北七曲北沢 北七曲北沢 北七曲北沢 いすみ市  北七曲 

夷隅土木事務所 44400602 南七曲沢 南七曲沢 南七曲沢 いすみ市  南七曲 

夷隅土木事務所 44400902 北高根木沢 北高根木沢 北高根木沢 いすみ市  北高根木 

夷隅土木事務所 44401002 塩田川 上塩田川 原ノ谷 いすみ市  原ノ谷 

夷隅土木事務所 44401102 塩田川 上塩田川 縄下沢 いすみ市  縄下 

夷隅土木事務所 44401202 塩田川 上塩田川 田ノ上沢 いすみ市  小池 

夷隅土木事務所 44401702 塩田川 上塩田川 小沢（1） いすみ市  小沢 

夷隅土木事務所 44401802 塩田川 上塩田川 千谷 いすみ市  千谷 

夷隅土木事務所 44401902 塩田川 上塩田川 安古沢 いすみ市  岡谷 

夷隅土木事務所 44402002 塩田川 上塩田川 飛谷 いすみ市  飛谷 

夷隅土木事務所 44402102 塩田川 上塩田川 姥田沢 いすみ市  姥田 

夷隅土木事務所 44402202 塩田川 上塩田川 神田沢 いすみ市  神田 

夷隅土木事務所 44402302 塩田川 上塩田川 中山沢 いすみ市  中山 

夷隅土木事務所 44402402 塩田川 上塩田川 狭間沢 いすみ市  狭間 

夷隅土木事務所 44402902 塩田川 塩田川 高野間谷 いすみ市  高野間谷 

夷隅土木事務所 44403002 塩田川 塩田川 榎谷 いすみ市  榎谷 

夷隅土木事務所 44403302 塩田川 新田川 美シ部田沢 いすみ市  美シ部田 

夷隅土木事務所 44403402 塩田川 新田川 大黒塚南沢 いすみ市  大黒塚 

夷隅土木事務所 44403502 塩田川 新田川 大黒塚北沢 いすみ市  大黒塚 

夷隅土木事務所 44403602 塩田川 新田川 上岸沢 いすみ市  上岸 

夷隅土木事務所 44403702 塩田川 新田川 下岸沢 いすみ市  下岸 

夷隅土木事務所 44403802 塩田川 新田川 茅尻沢 いすみ市  茅尻 

夷隅土木事務所 44403902 塩田川 新田川 吾妻山沢 いすみ市  吾妻山 

夷隅土木事務所 44404002 塩田川 新田川 谷 いすみ市  谷 

夷隅土木事務所 44404102 夷隅川 落合川 東谷 いすみ市  東谷 

夷隅土木事務所 44404302 夷隅川 落合川 沢ノ谷 いすみ市  沢ノ谷 

夷隅土木事務所 44404402 夷隅川 落合川 小谷 いすみ市  小谷 

夷隅土木事務所 44404602 夷隅川 落合川 金山沢 いすみ市  金山 

夷隅土木事務所 44404702 夷隅川 落合川 千光寺沢 いすみ市  千光寺 

夷隅土木事務所 44404802 夷隅川 山田川 奥沢 いすみ市  奥沢 

夷隅土木事務所 44404902 夷隅川 上山田川 下大谷 いすみ市  下大谷 

夷隅土木事務所 44405002 夷隅川 上山田川 向清水尻沢 いすみ市  向清水尻 

夷隅土木事務所 44405102 夷隅川 上山田川 木ノ根沢 いすみ市  木ノ根沢 

夷隅土木事務所 44405302 夷隅川 山田川 上網谷 いすみ市  上網谷 

夷隅土木事務所 44405402 夷隅川 山田川 滝ノ谷 いすみ市  滝ノ谷 

夷隅土木事務所 44405502 夷隅川 山田川 杉ノ谷 いすみ市  杉ノ谷 

夷隅土木事務所 44405602 夷隅川 落合川 谷 いすみ市  谷 

夷隅土木事務所 44405702 夷隅川 落合川 松ノ木谷 いすみ市  松ノ木谷 

夷隅土木事務所 44500102 夷隅川 桑田川 屋敷之谷 いすみ市  市野  々
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夷隅土木事務所 44500202 夷隅川 桑田川 赤木之谷 いすみ市  市野  々

夷隅土木事務所 44500302 夷隅川 桑田川 荻ノ谷 いすみ市  市野  々

夷隅土木事務所 44500402 夷隅川 桑田川 滝ノ尾沢 いすみ市  岩熊 

夷隅土木事務所 44500602 夷隅川 桑田川 和田ノ谷 いすみ市  岩熊 

夷隅土木事務所 44500702 夷隅川 桑田川 御舘谷 いすみ市  岩熊 

夷隅土木事務所 44500802 夷隅川 桑田川 住吉沢 いすみ市  岩熊 

夷隅土木事務所 44500902 夷隅川 桑田川 外之谷 いすみ市  岩熊 

夷隅土木事務所 44501002 夷隅川 夷隅川 桜谷 いすみ市  嘉谷 

夷隅土木事務所 44501102 夷隅川 夷隅川 中孕戸沢 いすみ市  榎沢 

夷隅土木事務所 44501202 夷隅川 椎木川 糠返沢 いすみ市  榎沢 

夷隅土木事務所 44501302 夷隅川 椎木川 君五老沢 いすみ市  榎沢 

夷隅土木事務所 44501502 夷隅川 椎木川 雄熊沢 いすみ市  榎沢 

夷隅土木事務所 44501602 夷隅川 椎木川 東鵜熊南沢 いすみ市  榎沢 

夷隅土木事務所 44501702 夷隅川 椎木川 栗木谷 いすみ市  椎木 

夷隅土木事務所 44501802 夷隅川 椎木川 箭伐谷 いすみ市  谷上 

夷隅土木事務所 44501902 夷隅川 椎木川 龍沢 いすみ市  谷上 

夷隅土木事務所 44502002 江場土川 海老川 西之谷 いすみ市  鴨根 

夷隅土木事務所 44502102 江場土川 海老川 大屋敷沢 いすみ市  鴨根 

夷隅土木事務所 44502202 江場土川 海老川 砂後谷 いすみ市  東小高 

夷隅土木事務所 44502302 江場土川 海老川 殿ノ谷 いすみ市  東小高 

夷隅土木事務所 44502402 江場土川 海老川 椎ヶ沢北沢 いすみ市  東小高 

夷隅土木事務所 44502502 江場土川 海老川 椎ヶ沢南沢 いすみ市  東小高 

夷隅土木事務所 44502602 江場土川 海老川 寺之台沢 いすみ市  東小高 

夷隅土木事務所 44502702 江場土川 海老川 娘田沢 いすみ市  東小高 

夷隅土木事務所 44502802 江場土川 海老川 丸ヶ谷 いすみ市  東小高 

夷隅土木事務所 44502902 江場土川 海老川 星山沢 いすみ市  東小高 

夷隅土木事務所 44503002 江場土川 海老川 草敷沢 いすみ市  東小高 

夷隅土木事務所 44503102 江場土川 海老川 宮之下沢 いすみ市  東小高 

夷隅土木事務所 44503202 溝作沢 溝作沢 溝作沢 いすみ市  和泉 

夷隅土木事務所 44100102 養老川 養老川 宇野辺沢 夷隅郡 大多喜町 宇野辺 

夷隅土木事務所 44100302 養老川 養老川 小沢又沢 夷隅郡 大多喜町 小沢又 

夷隅土木事務所 44100402 夷隅川 西畑川 弓木沢（1） 夷隅郡 大多喜町 弓木 

夷隅土木事務所 44100602 夷隅川 西畑川 田代沢 夷隅郡 大多喜町 田代 

夷隅土木事務所 44101102 夷隅川 夷隅川 八声沢（1） 夷隅郡 大多喜町 八声 

夷隅土木事務所 44101302 夷隅川 夷隅川 八声沢（3） 夷隅郡 大多喜町 八声 

夷隅土木事務所 44101402 夷隅川 夷隅川 小谷松沢 夷隅郡 大多喜町 小谷松 

夷隅土木事務所 44101502 夷隅川 夷隅川 八声沢（4） 夷隅郡 大多喜町 八声 

夷隅土木事務所 44101902 夷隅川 夷隅川 横山沢 夷隅郡 大多喜町 横山 

夷隅土木事務所 44102002 夷隅川 夷隅川 小土呂沢（1） 夷隅郡 大多喜町 小土呂 

夷隅土木事務所 44102102 夷隅川 夷隅川 小土呂沢（2） 夷隅郡 大多喜町 小土呂 

夷隅土木事務所 44200202 夷隅川 初音川 真角沢 いすみ市  真角 

夷隅土木事務所 44200302 夷隅川 初音川 下沢（1） いすみ市  下 

夷隅土木事務所 44200602 夷隅川 初音川 八乙女沢 いすみ市  八乙女 

夷隅土木事務所 44200702 夷隅川 大野川 川目沢（1） いすみ市  川目 

夷隅土木事務所 44200902 夷隅川 権現堂川 根方沢 いすみ市  根方 

夷隅土木事務所 44201102 夷隅川 松丸川   関谷沢 いすみ市  関谷 

夷隅土木事務所 44201602 夷隅川 神置川 西小倉沢 いすみ市  西小倉 

夷隅土木事務所 44201702 夷隅川 須賀谷川 上須賀谷沢 いすみ市  上須賀谷 

長生土木事務所 21000102 一宮川 阿久川 上大田沢 茂原市   上大田 

長生土木事務所 21000302 一宮川 豊田川 宿谷 茂原市   宿谷 

長生土木事務所 21000402 一宮川 阿久川 小林沢 茂原市   小林 
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長生土木事務所 21000502 一宮川 豊田川 殿谷 茂原市   殿谷 

長生土木事務所 42200102 一宮川 長楽手川 上沢 長生郡 睦沢町 上沢 

長生土木事務所 42200302 一宮川 瑞沢川 川音沢（1） 長生郡 睦沢町 川音 

長生土木事務所 42200402 一宮川 瑞沢川 川音沢（2） 長生郡 睦沢町 川音 

長生土木事務所 42200502 一宮川 瑞沢川 川音沢（3） 長生郡 睦沢町 川音 

長生土木事務所 42200702 一宮川 瑞沢川 妙下沢（1） 長生郡 睦沢町 妙下 

長生土木事務所 42200802 一宮川 瑞沢川 妙下沢（2） 長生郡 睦沢町 妙下 

長生土木事務所 42200902 一宮川 瑞沢川 杉山沢 長生郡 睦沢町 杉山 

長生土木事務所 42201102 一宮川 瑞沢川 碇谷（2） 長生郡 睦沢町 碇谷 

長生土木事務所 42201202 一宮川 瑞沢川 飯沢 長生郡 睦沢町 飯沢 

長生土木事務所 42201302 一宮川 瑞沢川 東谷 長生郡 睦沢町 東谷 

長生土木事務所 42201402 一宮川 瑞沢川 第二沢 長生郡 睦沢町 第二 

長生土木事務所 42600202 一宮川 水上川 四天工谷 長生郡 長柄町 四天工谷 

長生土木事務所 42600302 一宮川 水上川 田代沢 長生郡 長柄町 田代 

長生土木事務所 42600402 一宮川 一宮川 長柳沢 長生郡 長柄町 長柳 

長生土木事務所 42600502 一宮川 一宮川 東谷 長生郡 長柄町 東谷 

長生土木事務所 42600602 一宮川 豊田川 山根沢 長生郡 長柄町 山根 

長生土木事務所 42700102 一宮川 植生川 堀田沢 長生郡 長南町 堀田 

長生土木事務所 42700202 一宮川 佐坪川 永沼沢 長生郡 長南町 永沼 

長生土木事務所 42700302 一宮川 植生川 上小野田沢 長生郡 長南町 上小野田 

長生土木事務所 42700402 一宮川 植生川 下小野田沢 長生郡 長南町 下小野田 

長生土木事務所 42700502 一宮川 植生川 給田沢 長生郡 長南町 給田 

長生土木事務所 42700602 一宮川 小生田川 小生田上沢（1） 長生郡 長南町 小生田上 

長生土木事務所 42700802 一宮川 小生田川 小生田上沢（3） 長生郡 長南町 小生田上 

長生土木事務所 42700902 一宮川 小生田川 小生田上沢（4） 長生郡 長南町 小生田上 

長生土木事務所 42701002 一宮川 小生田川 小生田上沢（5） 長生郡 長南町 小生田上 

長生土木事務所 42701102 一宮川 小生田川 小生田上沢（6） 長生郡 長南町 小生田上 

長生土木事務所 42701202 一宮川 小生田川 小生田中和沢 長生郡 長南町 小生田中和 

長生土木事務所 42701402 一宮川 植生川 瓜谷 長生郡 長南町 瓜谷 

長生土木事務所 42701502 一宮川 鶴枝川 利根里沢 長生郡 長南町 利根里 

長生土木事務所 42701602 一宮川 水上川 深沢（2） 長生郡 長南町 深沢 

長生土木事務所 42701702 一宮川 水上川 深沢（3） 長生郡 長南町 深沢 

長生土木事務所 42701802 一宮川 水上川 深沢（4） 長生郡 長南町 深沢 

長生土木事務所 42701902 一宮川 水上川 深沢（1） 長生郡 長南町 深沢 

長生土木事務所 42702002 一宮川 水上川 深沢（5） 長生郡 長南町 深沢 

長生土木事務所 42702102 一宮川 三途川 蔵持四番組沢（2） 長生郡 長南町 蔵持四番組 

長生土木事務所 42702202 一宮川 三途川 蔵持四番組沢（1） 長生郡 長南町 蔵持四番組 
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８ 山地災害危険地区市町村一覧表＜資料８－１０＞             ＜農林水産部森林課＞ 

平成24年4月1日現在 

 

 

市町村名 山腹崩壊危険地区 崩壊土砂流出危険地区 地すべり危険地区 計 

千葉市 12 0 0 12 

銚子市 15 0 0 15 

香取市 74 0 0 74 

茂原市 13 0 0 13 

佐倉市 21 0 0 21 

東金市 23 0 0 23 

匝瑳市 50 0 0 50 

富里市 1 0 0 1 

印西市 1 0 0 1 

成田市 21 0 0 21 

神崎町 2 0 0 2 

多古町 53 0 0 53 

旭市 32 0 0 32 

東庄町 12 0 0 12 

横芝光町 64 0 0 64 

大網白里町 14 0 0 14 

山武市 81 0 0 81 

芝山町 31 0 0 31 

一宮町 8 0 0 8 

睦沢町 77 0 0 77 

長柄町 13 0 0 13 

長南町 121 0 0 121 

木更津市 82 2 0 84 

君津市 178 39 0 217 

富津市 115 24 9 148 

袖ヶ浦市 45 0 0 45 

市原市 179 25 0 204 

館山市 119 2 0 121 

勝浦市 86 1 0 87 

鴨川市 143 41 123 307 

大多喜町 155 10 0 165 

いすみ市 243 1 0 244 

御宿町 23 0 0 23 

南房総市 290 22 136 448 

鋸南町 30 3 6 39 

計 2,427 170 274 2,871 
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表１ 山腹崩壊危険地区一覧表＜農林水産部森林課＞   平成24年3月31日現在 

 

市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
201 201 001 千葉市 稲毛区稲丘町 １丁目 B 一部概成 211 341 003 成田市 冬父 台畑 C 一部概成
201 201 002 千葉市 緑区大椎町 C 一部概成 211 341 004 成田市 西大須賀 谷津 C 無
201 201 003 千葉市 若葉区小倉町 B 一部概成 211 341 005 成田市 名古屋 助崎 C 概成
201 201 004 千葉市 緑区板倉町 B 一部概成 211 341 006 成田市 滑河 内沼 B 無
201 201 005 千葉市 若葉区加曽利町 B 概成 211 343 001 成田市 伊能 坂崎 B 無
201 201 006 千葉市 若葉区加曽利町 A 一部概成 211 343 002 成田市 中野 西ノ下 C 概成
201 201 007 千葉市 若葉区加曽利町 B 無 211 343 003 成田市 中野 坊ノ下 C 概成
201 201 008 千葉市 緑区板倉町 C 無 211 343 004 成田市 奈土 麦入 C 概成
201 201 009 千葉市 若葉区貝塚町 C 概成 211 343 005 成田市 奈土　 番作 C 概成
201 201 010 千葉市 緑区板倉町 B 一部概成 211 343 006 成田市 奈土　 新祈祷ヶ作 C 概成
201 201 011 千葉市 緑区板倉町 C 概成 211 343 007 成田市 柴田　 台 C 概成
201 201 012 千葉市 若葉区小倉町 A 無 211 343 008 成田市 伊能 引地 B 概成
202 202 001 銚子市 塚本町 C 概成 211 343 009 成田市 津富浦 清水山 C 概成
202 202 002 銚子市 富川町 C 無 211 343 010 成田市 一坪田 一夜山 C 概成
202 202 005 銚子市 桜井町 A 一部概成 211 343 011 成田市 村田　 居山 C 概成
202 202 006 銚子市 諸持町1 B 一部概成 211 343 012 成田市 村田　 町ノ台 C 概成
202 202 007 銚子市 諸持町2 C 無 211 343 013 成田市 桜田 居下 C 概成
202 202 009 銚子市 後飯町 C 一部概成 211 343 014 成田市 津富浦 根堀 C 無
202 202 010 銚子市 前宿町 A 一部概成 212 212 001 佐倉市 萩山 新田-上ノ山 B 概成
202 202 012 銚子市 春日町 C 一部概成 212 212 002 佐倉市 飯野町 乙 B 概成
202 202 013 銚子市 上野町 C 概成 212 212 003 佐倉市 下根 上代 A 無
202 202 014 銚子市 三崎町 C 無 212 212 004 佐倉市 山崎 道上 C 無
202 202 015 銚子市 植松町 不動の上 B 一部概成 212 212 005 佐倉市 角来 辺田 B 無
202 202 016 銚子市 春日町 B 一部概成 212 212 006 佐倉市 臼井 小笹台 B 無
202 202 017 銚子市 八木町1 B 無 212 212 007 佐倉市 臼井田 宿内 A 無
202 202 018 銚子市 八木町2 B 無 212 212 008 佐倉市 大佐倉 入子 C 無
202 202 019 銚子市 植松町 C 概成 212 212 010 佐倉市 直弥 本郷 C 無
210 210 001 茂原市 下永吉 北平塚 B 無 212 212 013 佐倉市 羽鳥 台 C 概成
210 210 002 茂原市 上永吉 根田前 B 無 212 212 014 佐倉市 飯野 高座木 C 概成
210 210 003 茂原市 長谷 西千田谷 A 一部概成 212 212 015 佐倉市 飯野 天王 C 無
210 210 004 茂原市 本納 右衛門郭 B 無 212 212 016 佐倉市 小篠塚 田端 C 無
210 210 007 茂原市 上太田 梶谷 C 無 212 212 017 佐倉市 大篠塚 竜替 C 無
210 210 008 茂原市 桂 小谷 B 無 212 212 018 佐倉市 萩山新田 夫田賀作 B 一部概成
210 210 009 茂原市 押日 下 C 無 212 212 019 佐倉市 飯野 新坂 A 無
210 210 010 茂原市 本納 神楽坂 B 無 212 212 020 佐倉市 土浮 花輪 B 無
210 210 011 茂原市 上永吉 大作 C 無 212 212 021 佐倉市 岩富町 台畑 B 無
210 210 012 茂原市 下太田 柴名坂 B 無 212 212 022 佐倉市 小竹　 後宮 C 概成
210 210 014 茂原市 長谷 備谷 A 概成 212 212 023 佐倉市 臼井田 御屋敷 C 概成
210 210 015 茂原市 大沢 越戸 C 概成 212 212 024 佐倉市 下根 大下 C 概成
210 210 016 茂原市 吉井上 加治谷 A 無 213 213 001 東金市 上布田 下田 B 一部概成
211 211 001 成田市 北羽鳥 上萱場 B 無 213 213 002 東金市 丹尾 坂東 C 無
211 341 001 成田市 高 榎本 A 一部概成 213 213 003 東金市 高足 居下 C 無
211 341 002 成田市 名古屋 愛宕台 B 無 213 213 004 東金市 小野 十二ケ谷 C 一部概成
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213 213 005 東金市 大豆谷 谷前 B 一部概成 215 362 004 旭市 下永井 峰 B 概成
213 213 006 東金市 台方 花輪 C 一部概成 215 362 005 旭市 八木 西 B 概成
213 213 007 東金市 東金1 谷 B 一部概成 215 362 006 旭市 飯岡 浅間 C 一部概成
213 213 009 東金市 東金 谷 B 一部概成 215 362 007 旭市 飯岡 上の町 C 一部概成
213 213 010 東金市 東金 山王台 B 一部概成 215 362 008 旭市 平松 根主 C 概成
213 213 011 東金市 田間1 白折 B 無 215 362 009 旭市 横根 峰山 B 一部概成
213 213 012 東金市 田間2 峯下 B 一部概成 215 362 010 旭市 塙 前ノ内 C 無
213 213 013 東金市 道庭 東 B 無 215 362 011 旭市 横根 峰山 C 無
213 213 014 東金市 山口1 向城下 B 無 233 233 001 富里市 立沢 台畑 C 概成
213 213 015 東金市 山口2 長谷 C 一部概成 235 214 001 匝瑳市 吉田 名川谷 A 一部概成
213 213 016 東金市 松之郷 金谷 C 無 235 214 002 匝瑳市 吉田 五郎谷 B 概成
213 213 017 東金市 田間 百打 B 無 235 214 003 匝瑳市 大堀 前原 A 概成
213 213 018 東金市 台方 大作 B 無 235 214 004 匝瑳市 飯高 池田 C 概成
213 213 019 東金市 家の子 宿奈阿 B 一部概成 235 214 005 匝瑳市 貝塚 本郷 B 一部概成
213 213 020 東金市 山田 菱田 C 概成 235 214 006 匝瑳市 新 要害 A 概成
213 213 021 東金市 大豆谷 村前 B 一部概成 235 214 007 匝瑳市 久方 大倉山1 C 概成
213 213 022 東金市 小野 小作 B 概成 235 214 008 匝瑳市 久方 柳辺 C 無
213 213 023 東金市 東金2 谷 B 概成 235 214 009 匝瑳市 木積 青葉台 B 一部概成
213 213 024 東金市 丹尾 大関 B 無 235 214 010 匝瑳市 飯倉 池端 C 一部概成
215 348 001 旭市 桜井 大門 A 概成 235 214 011 匝瑳市 飯倉 西ノ内 B 概成
215 348 002 旭市 桜井 舟ケ谷 A 無 235 214 012 匝瑳市 飯倉 台作 A 一部概成
215 348 004 旭市 清和甲 天神辺田 B 概成 235 214 013 匝瑳市 ホ 城台 B 無
215 348 006 旭市 清和甲 上町田 A 概成 235 214 014 匝瑳市 田町 石取 B 無
215 348 007 旭市 南堀之内 楯台 C 無 235 214 015 匝瑳市 イ 池下 C 概成
215 348 008 旭市 南堀之内 楯台 C 概成 235 214 016 匝瑳市 イ 要良 B 概成
215 348 009 旭市 鏑木 妙部山 B 概成 235 214 017 匝瑳市 椿 八重崎 B 概成
215 348 010 旭市 鏑木 岸湖 C 概成 235 214 018 匝瑳市 大浦 南谷 C 概成
215 348 011 旭市 鏑木 丈山 A 一部概成 235 214 019 匝瑳市 ハ 鷲ノ山 C 無
215 348 012 旭市 清和甲 外城 C 無 235 214 020 匝瑳市 ロ 愛宕 A 無
215 348 013 旭市 鏑木 内谷 A 無 235 214 021 匝瑳市 吉田 浅間台 C 無
215 348 014 旭市 鏑木　 岸湖 C 概成 235 214 022 匝瑳市 入山崎 宮ハナ C 無
215 348 015 旭市 清和甲 天神辺田 C 概成 235 214 023 匝瑳市 大浦 小祖内 C 無
215 361 002 旭市 松ケ谷 新田 C 一部概成 235 214 024 匝瑳市 内山 八石 C 一部概成
215 361 003 旭市 蛇園 塔ノ塚 C 無 235 214 025 匝瑳市 飯高 柏崎 C 一部概成
215 361 004 旭市 見広 西山 A 概成 235 214 026 匝瑳市 生尾 西ノ城 C 一部概成
215 361 005 旭市 岩井 伊織 B 概成 235 214 027 匝瑳市 吉田 見田 C 一部概成
215 361 006 旭市 岩井 滝ノ下 B 無 235 214 028 匝瑳市 南山崎 北表 C 概成
215 361 007 旭市 岩井 大漁地 A 無 235 214 029 匝瑳市 内山 柿谷 C 一部概成
215 361 008 旭市 見広 田町 C 無 235 214 030 匝瑳市 富岡 平台 C 一部概成
215 361 009 旭市 岩井 安町 C 概成 235 214 031 匝瑳市 入山崎 向山 C 概成
215 361 010 旭市 松ヶ谷 新田 C 無 235 214 032 匝瑳市 宮本 長瀬 C 一部概成
215 362 002 旭市 上永井 肖松 C 一部概成 235 214 033 匝瑳市 飯塚 八ツ山 C 一部概成
215 362 003 旭市 下永井 峰 A 概成 235 214 034 匝瑳市 金原 裏山 B 一部概成
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235 214 035 匝瑳市 椿 五正部 C 一部概成 236 344 004 香取市 木内 板取 C 一部概成
235 214 036 匝瑳市 長岡 新田 C 無 236 344 006 香取市 虫幡 深光内 A 無
235 214 037 匝瑳市 吉田 南神崎 C 無 236 344 007 香取市 山川 城の内 C 一部概成
235 214 038 匝瑳市 飯塚 真々田 C 無 236 344 008 香取市 油田 久保込 C 一部概成
235 214 039 匝瑳市 飯塚 長者松・申上 B 一部概成 236 344 009 香取市 阿玉川 仙間 A 一部概成
235 214 040 匝瑳市 亀崎 東 C 無 236 344 010 香取市 下飯田 根前 A 一部概成
235 214 041 匝瑳市 貝塚 宮原 C 無 236 344 011 香取市 下飯田 駒込 B 一部概成
235 214 042 匝瑳市 ハ 東畑 B 無 236 344 012 香取市 下飯田 下之谷 C 無
235 214 043 匝瑳市 イ 東ノ妻 B 概成 236 344 013 香取市 下飯田 瀬戸 C 一部概成
235 214 044 匝瑳市 木積 素読台 C 一部概成 236 344 014 香取市 下飯田 瀬戸 B 一部概成
235 214 045 匝瑳市 久方 大倉台 C 概成 236 344 015 香取市 下飯田 根小屋 A 一部概成
235 214 046 匝瑳市 吉田 見田 C 概成 236 344 016 香取市 岡飯田 寺谷 A 一部概成
235 214 047 匝瑳市 飯倉 端地 C 概成 236 344 017 香取市 岡飯田 石川台 C 一部概成
235 214 048 匝瑳市 貝塚 本郷 C 概成 236 344 018 香取市 和泉 寺前 C 無
235 214 049 匝瑳市 貝塚 本郷 C 概成 236 344 019 香取市 五郷内 後谷 C 概成
235 214 050 匝瑳市 大寺 山田 B 無 236 344 020 香取市 辺田 西谷 A 無
236 209 004 香取市 大倉 道越 C 概成 236 344 024 香取市 分郷 根古屋 C 無
236 209 005 香取市 大倉 半田 B 概成 236 344 025 香取市 分郷 城台 C 無
236 209 006 香取市 大倉 山の谷 B 概成 236 344 026 香取市 久保 白内 C 無
236 209 007 香取市 大倉 沢田 C 一部概成 236 344 027 香取市 貝塚 相之谷 C 無
236 209 008 香取市 津ノ宮 上舛原 C 概成 236 344 028 香取市 油田 門前 B 一部概成
236 209 009 香取市 牧野 台ノ坊 B 無 236 344 029 香取市 上小堀 畑ｹ原 C 無
236 209 011 香取市 大崎 ハナワ C 無 236 344 030 香取市 五郷内 稲荷 C 無
236 209 012 香取市 観音 下畑 C 一部概成 236 344 031 香取市 小見川 中峯 B 概成
236 209 013 香取市 多田 伊予山 C 概成 236 344 032 香取市 貝塚　 狭間 C 概成
236 209 014 香取市 新市場 いかづち C 概成 236 345 006 香取市 府馬 茶畑 A 無
236 209 015 香取市 新部 向 B 概成 236 345 008 香取市 府馬 西ノ谷 C 一部概成
236 209 016 香取市 多田 目台 C 一部概成 236 345 009 香取市 田部 種井 C 一部概成
236 209 017 香取市 大倉 丸峯 A 無 236 345 010 香取市 新里 根柄見 C 一部概成
236 209 018 香取市 大倉 玉田 B 無 236 345 011 香取市 大角 中崎 C 一部概成
236 209 019 香取市 寺内 廣長 C 無 236 345 012 香取市 神生 向井油田 C 概成
236 209 020 香取市 津ﾉ宮 神道 C 一部概成 236 345 013 香取市 府馬 山ノ堆 C 一部概成
236 209 021 香取市 丁子 寅谷 C 概成 236 345 014 香取市 新里　 根柄見 C 概成
236 209 022 香取市 佐原ホ 真崎 B 概成 236 345 015 香取市 新里　 馬場 C 概成
236 209 023 香取市 西和田 南口 C 概成 236 345 016 香取市 新里　 西 C 概成
236 209 024 香取市 関 上郎内 C 概成 236 345 017 香取市 山倉　 江田 C 概成
236 209 025 香取市 上小川 入 C 概成 236 346 001 香取市 沢 除キ B 一部概成
236 209 026 香取市 山之辺 裏山 C 概成 236 346 002 香取市 岩部 辺田 A 概成
236 209 027 香取市 観音　 鳥井戸 C 概成 236 346 003 香取市 岩部 荒句 B 概成
236 209 028 香取市 大崎 石崎 C 概成 236 346 005 香取市 西田部 城の内 C 無
236 209 029 香取市 新市場 たや C 概成 236 346 006 香取市 高萩 向 C 無
236 344 001 香取市 増田 前畑 A 無 236 346 007 香取市 岩部 辺田 C 一部概成
236 344 002 香取市 虫幡 清水 C 無 236 346 008 香取市 岩部 向 C 無
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236 346 009 香取市 荒北 石坂・井戸脇 C 無 237 405 015 山武市 森 下城府 C 概成
236 346 010 香取市 沢 シタロ内 B 一部概成 237 405 016 山武市 森 大谷 C 概成
236 346 011 香取市 西田部 松堀 C 無 237 405 017 山武市 森 姥ｹ谷 C 一部概成
236 346 012 香取市 岩部　 津堀 C 概成 237 405 018 山武市 木原 蔵持台 B 概成
237 404 001 山武市 和田 金堀 C 無 237 405 019 山武市 椎崎 浅間峠 C 概成
237 404 002 山武市 板附 西ノ台 B 概成 237 405 020 山武市 中津田 南中 C 無
237 404 003 山武市 早船 根本 B 概成 237 405 021 山武市 森 下西谷 C 一部概成
237 404 004 山武市 寺崎 常盤台 B 概成 237 405 022 山武市 下布田 大作 C 概成
237 404 005 山武市 富田 雛鶴 B 概成 237 405 023 山武市 大木 後和谷 C 概成
237 404 006 山武市 津辺 浅間台 B 概成 237 405 024 山武市 木原 松崎 C 概成
237 404 007 山武市 新泉 新敷 B 無 237 405 025 山武市 椎崎 押出し C 概成
237 404 009 山武市 島戸 中之町 B 概成 237 405 026 山武市 椎崎 上観音谷 C 概成
237 404 010 山武市 野堀 宮脇 B 無 237 405 027 山武市 森 山支 C 概成
237 404 011 山武市 湯坂 南上ノ台 B 無 237 405 028 山武市 下布田 青木前 C 概成
237 404 012 山武市 成東 天神山 C 概成 237 405 029 山武市 埴谷 諸木内 B 無
237 404 013 山武市 成東 辺田1 B 概成 237 407 001 山武市 山室 猿ケ谷 B 無
237 404 014 山武市 成東 根蔵台 C 概成 237 407 002 山武市 山室 平内 B 概成
237 404 015 山武市 姫島 熊野 B 一部概成 237 407 003 山武市 山室 城ノ下 C 無
237 404 016 山武市 成東 城内 B 概成 237 407 004 山武市 八田 岩井崎 C 概成
237 404 017 山武市 富田 大日向 A 一部概成 237 407 005 山武市 八田 岩井崎 B 概成
237 404 018 山武市 成東 愛宕下 B 概成 237 407 006 山武市 八田 下長谷 B 一部概成
237 404 019 山武市 成東 辺田2 C 無 237 407 007 山武市 八田 新堀1 B 概成
237 404 020 山武市 津辺 本村 B 概成 237 407 008 山武市 八田 押辺 C 概成
237 404 021 山武市 早船 南之里 C 無 237 407 009 山武市 猿尾 稲岡 B 無
237 404 022 山武市 嶋戸 浅間下 C 無 237 407 010 山武市 松尾 桔梗台 B 概成
237 404 023 山武市 市場 後 C 無 237 407 011 山武市 大堤 本郷 C 無
237 404 024 山武市 和田 公城 C 無 237 407 012 山武市 下大蔵 東ノ下 B 概成
237 404 025 山武市 新泉ト 町田 B 無 237 407 013 山武市 上大蔵 山本 B 無
237 404 026 山武市 成東 東山王台 B 無 237 407 014 山武市 小川 御上内 C 無
237 405 001 山武市 横田 台田 B 概成 237 407 015 山武市 谷津 小堀 C 無
237 405 002 山武市 木原 白鳥 C 概成 237 407 016 山武市 谷津 西谷 B 一部概成
237 405 003 山武市 戸田 宮ノ前 B 無 237 407 018 山武市 八田 新堀2 C 無
237 405 004 山武市 戸田 飯森戸 C 無 237 407 019 山武市 上大蔵 東台 C 概成
237 405 005 山武市 戸田 朝日 B 無 237 407 020 山武市 引越 九ノ井 C 無
237 405 006 山武市 戸田 作台 C 無 237 407 021 山武市 山室 古岡 C 無
237 405 007 山武市 戸田 根崎 B 無 237 407 022 山武市 八田 新堀3 B 概成
237 405 008 山武市 戸田 小川崎 C 無 237 407 023 山武市 古和 台山 C 概成
237 405 009 山武市 矢部 栗焼棒 B 概成 237 407 024 山武市 蕪木 綿谷 C 一部概成
237 405 010 山武市 森 府中 C 概成 237 407 025 山武市 蕪木 玉井 C 概成
237 405 011 山武市 森 菖蒲谷 C 無 237 407 026 山武市 小川 花岡 C 概成
237 405 012 山武市 雨坪 下号 C 無 237 407 027 山武市 八田 新堀 C 概成
237 405 013 山武市 椎崎 弓手 B 概成 237 407 028 山武市 八田 新堀 B 概成
237 405 014 山武市 矢部 ワキ B 一部概成 325 325 001 印旛村 松虫 下沼 C 無
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342 342 001 神崎町 神崎本宿 宿 B 無 347 347 047 多古町 喜多大原 諏訪崎 C 無
342 342 002 神崎町 毛成 並木 A 無 347 347 048 多古町 高津原 東山 C 概成
347 347 001 多古町 大門 入作 C 一部概成 347 347 049 多古町 西古内 石橋台 C 概成
347 347 002 多古町 次浦 坂中 B 概成 347 347 050 多古町 井戸山 坊山 C 概成
347 347 004 多古町 南玉造 輪ノ内台 C 無 347 347 051 多古町 井戸山 水神場 C 概成
347 347 005 多古町 東松崎 引越 A 概成 347 347 052 多古町 多古 城山 B 概成
347 347 007 多古町 井戸山 北ノ内 B 概成 347 347 053 多古町 多古 城山下 C 概成
347 347 008 多古町 北中 北場 C 無 347 347 054 多古町 東松崎 立下 B 概成
347 347 009 多古町 南中 西谷 B 無 347 347 055 多古町 水戸 海老屋台 C 概成
347 347 010 多古町 南中 東谷 C 無 347 347 056 多古町 船越 堂島 C 概成
347 347 011 多古町 南並木 高野台 A 概成 347 347 057 多古町 牛尾 居山 C 概成
347 347 012 多古町 南並木 船戸 B 概成 347 347 058 多古町 北中 神行 C 概成
347 347 013 多古町 染井 原台 B 一部概成 349 349 001 東庄町 笹川 栗堀 A 概成
347 347 016 多古町 染井 染谷 A 無 349 349 002 東庄町 笹川 牛熊 A 概成
347 347 017 多古町 多古 大原内 B 一部概成 349 349 003 東庄町 小南 芋房 A 一部概成
347 347 018 多古町 多古 多古台 B 一部概成 349 349 004 東庄町 舟戸 作ノ内 C 無
347 347 019 多古町 林 平名内 B 一部概成 349 349 006 東庄町 石出 禾生 B 一部概成
347 347 020 多古町 五反田 登楼道 C 概成 349 349 007 東庄町 小南 鬼石 A 一部概成
347 347 021 多古町 喜多 居下 B 一部概成 349 349 008 東庄町 今郡 東ノ入 C 無
347 347 022 多古町 喜多 神ノ上 A 概成 349 349 010 東庄町 谷津 秋山 C 無
347 347 024 多古町 飯笹 辻尾台 B 無 349 349 011 東庄町 羽計 権現前 A 概成
347 347 025 多古町 東松崎 戸城 C 概成 349 349 012 東庄町 大久保 竹ノ内 C 無
347 347 026 多古町 坂 谷 C 無 349 349 013 東庄町 大久保 札倉 C 無
347 347 027 多古町 方田 宮台 B 無 349 349 014 東庄町 東今泉 台無毛 C 無
347 347 028 多古町 南玉造 大六台 B 一部概成 402 402 001 大網白里町 養安寺 中西 C 無
347 347 029 多古町 北中 亀甲 C 一部概成 402 402 002 大網白里町 金谷郷 長谷 C 無
347 347 030 多古町 船越 寅谷 C 概成 402 402 003 大網白里町 餅ノ木 本郷谷 B 無
347 347 031 多古町 船越 大塚 C 概成 402 402 005 大網白里町 養安寺 木曽谷 C 無
347 347 032 多古町 船越 大塚 B 概成 402 402 006 大網白里町 金谷郷 細田前 B 無
347 347 033 多古町 牛尾 戸上 B 概成 402 402 007 大網白里町 金谷郷 金谷 C 無
347 347 034 多古町 牛尾 浅間下 C 概成 402 402 008 大網白里町 砂田 北 C 無
347 347 035 多古町 牛尾 辺田台 C 概成 402 402 009 大網白里町 金谷郷 安楽地谷 B 概成
347 347 036 多古町 牛尾 白幡山 B 無 402 402 010 大網白里町 小中 下門谷前 C 概成
347 347 037 多古町 牛尾 天王台 B 概成 402 402 011 大網白里町 大網 前嶋 B 概成
347 347 038 多古町 林 向台 C 概成 402 402 012 大網白里町 金谷郷 安楽地谷 C 概成
347 347 039 多古町 高津原 向谷 C 概成 402 402 013 大網白里町 南玉 高塚前 C 概成
347 347 040 多古町 船越 堂島 C 概成 402 402 014 大網白里町 永田 大代 C 概成
347 347 041 多古町 水戸 能佐台 B 概成 402 402 015 大網白里町 永田 大代 C 概成
347 347 042 多古町 谷三倉 門戸 B 無 409 409 001 芝山町 菱田 浅間 B 無
347 347 043 多古町 飯笹 渡戸 C 概成 409 409 002 芝山町 大里 小谷 A 一部概成
347 347 044 多古町 坂 谷尻 C 一部概成 409 409 004 芝山町 小原子 仲ノ峠 B 無
347 347 045 多古町 南玉造 柏熊 B 無 409 409 005 芝山町 上吹入 本郷 C 一部概成
347 347 046 多古町 飯笹 タキ C 無 409 409 006 芝山町 大台 細子 C 一部概成
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409 409 007 芝山町 山田 荒場 B 無 410 381 018 横芝光町 虫生 松葉作 C 無
409 409 008 芝山町 岩山 平野 C 無 410 381 019 横芝光町 虫生 居山 C 概成
409 409 009 芝山町 岩山 谷 A 一部概成 410 381 020 横芝光町 芝崎 城ノ腰 B 概成
409 409 010 芝山町 大里 稲葉 B 無 410 381 021 横芝光町 芝崎 二階 C 概成
409 409 012 芝山町 新井田 谷津原 B 一部概成 410 381 022 横芝光町 台 東部田 B 概成
409 409 013 芝山町 下吹田 平台 C 無 410 381 023 横芝光町 小川台 馬場 C 概成
409 409 014 芝山町 下吹田 長谷 C 一部概成 410 381 024 横芝光町 篠本 峰崎 C 概成
409 409 015 芝山町 境 上郷 C 無 410 381 025 横芝光町 新井 引寺 C 無
409 409 016 芝山町 殿部田 寺前 B 一部概成 410 381 026 横芝光町 宝米 大部田 C 無
409 409 017 芝山町 殿部田 上敷 C 一部概成 410 381 027 横芝光町 台 大阪 C 概成
409 409 018 芝山町 山中 宿谷 C 無 410 381 028 横芝光町 小川台 柳内 C 無
409 409 019 芝山町 小池 井戸作 C 一部概成 410 381 029 横芝光町 芝崎 長辺田 C 無
409 409 020 芝山町 小池 丸千代 B 一部概成 410 381 030 横芝光町 篠本 神山 C 概成
409 409 021 芝山町 大台 新城台 C 概成 410 381 031 横芝光町 二又 塙 B 概成
409 409 022 芝山町 宮崎 上の台 C 一部概成 410 381 032 横芝光町 台 要害 C 概成
409 409 023 芝山町 山中 庚申塚 C 無 410 381 033 横芝光町 台 寺馬場 C 概成
409 409 024 芝山町 小池 神白 C 無 410 381 034 横芝光町 小田部 宮下 C 概成
409 409 025 芝山町 大里 駒返 B 無 410 381 035 横芝光町 小田部 正人塚 C 概成
409 409 026 芝山町 大里 坂志岡 C 無 410 381 036 横芝光町 篠本 鍛冶谷 C 概成
409 409 027 芝山町 新井田 荒勾 B 一部概成 410 381 037 横芝光町 篠本 鍛冶谷 C 概成
409 409 028 芝山町 大台 上細子 C 概成 410 408 001 横芝光町 木戸台 後街道 C 概成
409 409 029 芝山町 菱田 宮坂 C 概成 410 408 002 横芝光町 小堤 日吉 C 一部概成
409 409 030 芝山町 大里 白枡 C 概成 410 408 003 横芝光町 小堤 下和田 B 一部概成
409 409 031 芝山町 大里 白枡 C 概成 410 408 004 横芝光町 長倉 子安 B 概成
409 409 032 芝山町 飯櫃 寺谷 C 概成 410 408 005 横芝光町 取立 医王寺台 C 概成
409 409 033 芝山町 高田 鬼ヶ窪 C 概成 410 408 006 横芝光町 長倉 南 C 無
410 381 001 横芝光町 篠本 亀崎 C 概成 410 408 007 横芝光町 長倉 大宮 B 一部概成
410 381 002 横芝光町 篠本 一区 C 概成 410 408 008 横芝光町 坂田 根古家 C 概成
410 381 003 横芝光町 篠本 神山台 C 概成 410 408 009 横芝光町 牛熊 上宿 C 概成
410 381 004 横芝光町 篠本 谷津 C 無 410 408 010 横芝光町 牛熊 東 B 概成
410 381 005 横芝光町 小川台 宮ノ腰 C 概成 410 408 011 横芝光町 牛熊 大宮台 C 概成
410 381 006 横芝光町 小川台 宮ノ腰 C 概成 410 408 012 横芝光町 牛熊 新場 C 概成
410 381 007 横芝光町 小田部 上ノ台 C 概成 410 408 013 横芝光町 寺方 辺田 B 概成
410 381 008 横芝光町 芝崎 城ノ腰 B 概成 410 408 014 横芝光町 谷台 宮台 C 概成
410 381 009 横芝光町 篠本 二区 B 概成 410 408 015 横芝光町 寺方 振子 C 無
410 381 010 横芝光町 篠本 三区 B 概成 410 408 016 横芝光町 小堤 下宮台 B 概成
410 381 011 横芝光町 市野原 花野木 B 概成 410 408 017 横芝光町 姥山 山際 B 概成
410 381 012 横芝光町 市野原 大部田 C 概成 410 408 018 横芝光町 遠山 本郷 C 無
410 381 013 横芝光町 新井 白幡前 C 無 410 408 019 横芝光町 小堤 日吉 C 概成
410 381 014 横芝光町 宝米 中の内 B 概成 410 408 020 横芝光町 谷台 僧ヶ台 C 概成
410 381 015 横芝光町 傍示戸 門 C 概成 410 408 021 横芝光町 谷台 僧ヶ台 C 概成
410 381 016 横芝光町 傍示戸 城ノ台 C 概成 410 408 022 横芝光町 谷台 僧ヶ台 C 概成
410 381 017 横芝光町 富下 西 C 概成 410 408 023 横芝光町 姥山 腰峯 C 概成

北部林業管内 山腹崩壊危険地区
危険地区番号

市町村名 大字 字 危険度 着手状況

北部林業管内 山腹崩壊危険地区
危険地区番号

市町村名 大字 字 危険度 着手状況

- 591 -



  

 

市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
410 408 024 横芝光町 姥山 腰峯 C 概成 422 422 032 睦沢町 佐貫 西ノ谷 B 概成
410 408 025 横芝光町 長倉 御手洗 C 概成 422 422 033 睦沢町 佐貫 上沢 B 概成
410 408 026 横芝光町 長倉 入 C 概成 422 422 034 睦沢町 佐貫 羽根沢 B 概成
410 408 027 横芝光町 中台 新井堀 C 概成 422 422 035 睦沢町 大上 日の子台 C 概成
421 421 001 一宮町 一宮 城ノ内 B 概成 422 422 036 睦沢町 大上 瀧端 B 一部概成
421 421 002 一宮町 一宮 中細田 C 無 422 422 037 睦沢町 妙楽寺 馬喰前 C 一部概成
421 421 003 一宮町 一宮 上細田 C 無 422 422 038 睦沢町 大上 権ヶ谷 C 一部概成
421 421 005 一宮町 細田 大谷 B 無 422 422 039 睦沢町 上之郷 釜ヶ坪 C 一部概成
421 421 006 一宮町 東浪見 権現堂 A 一部概成 422 422 040 睦沢町 上之郷 小堰谷 C 一部概成
421 421 007 一宮町 番細工 神振 C 無 422 422 041 睦沢町 北山田 鴨押 C 概成
421 421 008 一宮町 東浪見 軍茶利 C 概成 422 422 042 睦沢町 北山田 鴨押 C 概成
421 421 009 一宮町 綱田 久保ノ谷 C 概成 422 422 043 睦沢町 長楽寺 上部田 C 概成
422 422 001 睦沢町 佐貫 子東谷 C 無 422 422 044 睦沢町 長楽寺 岩井作 C 概成
422 422 002 睦沢町 佐貫 三門 C 概成 422 422 045 睦沢町 佐貫 二叉 C 概成
422 422 003 睦沢町 佐貫 木曽谷 B 概成 422 422 046 睦沢町 佐貫 桜戸 C 概成
422 422 004 睦沢町 大上 猿網 B 概成 422 422 047 睦沢町 佐貫 桜戸 C 概成
422 422 005 睦沢町 大上 宮ノ脇 C 概成 422 422 048 睦沢町 佐貫 二叉 C 概成
422 422 006 睦沢町 大谷木 長沢 C 無 422 422 049 睦沢町 佐貫 馬場 C 概成
422 422 007 睦沢町 大谷木 大六天 B 無 422 422 050 睦沢町 佐貫 堰ノ下 C 概成
422 422 008 睦沢町 大谷木 来光 B 無 422 422 051 睦沢町 佐貫 西ノ谷 C 概成
422 422 009 睦沢町 岩井 大坪 C 一部概成 422 422 052 睦沢町 佐貫 大橋2 C 概成
422 422 010 睦沢町 下之郷 根崎 B 概成 422 422 053 睦沢町 佐貫 大橋1 C 概成
422 422 011 睦沢町 妙楽寺 下練沢 C 概成 422 422 054 睦沢町 佐貫 宮ノ脇 C 概成
422 422 012 睦沢町 妙楽寺 日吉台 C 概成 422 422 055 睦沢町 佐貫 宮ノ脇 C 概成
422 422 013 睦沢町 妙楽寺 日吉森 C 無 422 422 056 睦沢町 大上 王子 C 概成
422 422 014 睦沢町 妙楽寺 見掛 C 無 422 422 057 睦沢町 佐貫 大橋 C 概成
422 422 015 睦沢町 妙楽寺 駒返 C 無 422 422 058 睦沢町 佐貫 御霊谷 C 概成
422 422 016 睦沢町 佐貫 森の谷 C 一部概成 422 422 059 睦沢町 佐貫 中里 C 概成
422 422 017 睦沢町 大上 杉山 C 概成 422 422 060 睦沢町 佐貫 中里 C 概成
422 422 018 睦沢町 大谷木 長沢 C 無 422 422 061 睦沢町 佐貫 井戸部田 C 概成
422 422 019 睦沢町 下之郷 根崎 C 無 422 422 062 睦沢町 佐貫 美寄ヶ谷 C 概成
422 422 020 睦沢町 岩井 北東行寺 C 無 422 422 063 睦沢町 佐貫 越里 C 概成
422 422 021 睦沢町 妙楽寺 駒返 B 無 422 422 064 睦沢町 大上 越里 C 概成
422 422 022 睦沢町 佐貫 棒谷 C 概成 422 422 065 睦沢町 大上 瀧端 C 概成
422 422 023 睦沢町 大上 田向 B 概成 422 422 066 睦沢町 大上 瀧端 C 概成
422 422 024 睦沢町 妙楽寺 日吉森 B 概成 422 422 067 睦沢町 妙楽寺 相久部田 C 概成
422 422 025 睦沢町 大上 川向 C 概成 422 422 068 睦沢町 大上 鑓水 C 概成
422 422 026 睦沢町 上之郷 天ｹ谷 A 無 422 422 069 睦沢町 大上 鑓水前 C 概成
422 422 027 睦沢町 北山田 山田 C 概成 422 422 070 睦沢町 大上 堀ノ内 C 概成
422 422 028 睦沢町 大上 堂前 C 概成 422 422 071 睦沢町 上ノ郷 山田谷 C 概成
422 422 029 睦沢町 佐貫 鍛冶屋部田 B 概成 422 422 072 睦沢町 妙楽寺 岩の谷 C 概成
422 422 030 睦沢町 上之郷 安喰 C 概成 422 422 073 睦沢町 妙楽寺 荒久井 C 概成
422 422 031 睦沢町 上之郷 石川 C 概成 422 422 074 睦沢町 上之郷 石川 C 概成
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422 422 075 睦沢町 岩井 翁谷 C 概成 427 427 030 長南町 長南 打手 B 概成
422 422 076 睦沢町 岩井 北東行寺 C 概成 427 427 031 長南町 長南 椎木谷 B 概成
422 422 077 睦沢町 大谷木 打越 C 概成 427 427 032 長南町 坂本 小谷 C 無
426 426 002 長柄町 長柄山 下宿 B 無 427 427 033 長南町 中原 辺田 C 無
426 426 003 長柄町 味庄寺 寺ノ谷 A 無 427 427 034 長南町 坂本 利根利川間 C 概成
426 426 004 長柄町 山根 年行坂 B 概成 427 427 035 長南町 坂本 西谷 B 概成
426 426 005 長柄町 刑部 初崎 B 無 427 427 036 長南町 坂本 利根利中 B 概成
426 426 006 長柄町 針ケ谷 八幡前 C 概成 427 427 037 長南町 坂本 脇の谷 B 概成
426 426 007 長柄町 大津倉 柳生 B 概成 427 427 038 長南町 蔵持 稲島 A 概成
426 426 008 長柄町 山根 喜多谷 C 無 427 427 039 長南町 佐坪 北向 C 概成
426 426 010 長柄町 味庄 鼠坂 C 無 427 427 040 長南町 芝原 東谷 A 概成
426 426 011 長柄町 長柄山 馬込 B 無 427 427 041 長南町 市野々 前原 C 概成
426 426 012 長柄町 大庭 前泊り C 無 427 427 042 長南町 佐坪 坪の内 B 概成
426 426 013 長柄町 山之郷 七里野 B 概成 427 427 043 長南町 佐坪 東谷 C 無
426 426 014 長柄町 山之郷 矢指 B 概成 427 427 044 長南町 佐坪 赤関 B 概成
426 426 015 長柄町 力丸 石上下 B 概成 427 427 045 長南町 佐坪 芋ｹ谷 B 概成
427 427 001 長南町 今泉 南谷 C 無 427 427 046 長南町 茗荷沢 大関谷 C 概成
427 427 002 長南町 米満 富永 C 概成 427 427 047 長南町 茗荷沢 たたら谷 C 概成
427 427 003 長南町 米満 曽入道 C 無 427 427 048 長南町 茗荷沢 夷谷 C 概成
427 427 004 長南町 米満 宿 B 概成 427 427 049 長南町 茗荷沢 坂ﾉ下 C 概成
427 427 005 長南町 長南 愛宕山 B 概成 427 427 050 長南町 長南 上宿 B 概成
427 427 006 長南町 蔵持 和泉谷 A 概成 427 427 051 長南町 長南 古沢 B 無
427 427 008 長南町 蔵持 毛久蔵 C 概成 427 427 052 長南町 長南 地蔵堂 B 無
427 427 009 長南町 竹林 前原 C 概成 427 427 053 長南町 上小野田 中谷 B 概成
427 427 010 長南町 岩撫 外ノ谷 C 概成 427 427 054 長南町 上小野田 滝尻 C 概成
427 427 011 長南町 水沼 菅沢 C 概成 427 427 055 長南町 上小野田 西部田 C 概成
427 427 012 長南町 水沼 岩ノ谷 C 概成 427 427 056 長南町 水沼 平田 B 無
427 427 013 長南町 水沼 池前 C 概成 427 427 057 長南町 水沼 南郷 C 無
427 427 014 長南町 山内 岡部立谷 C 概成 427 427 058 長南町 蔵持 姥田 C 無
427 427 015 長南町 豊原 堰谷 C 概成 427 427 059 長南町 蔵持 (集会所) B 無
427 427 016 長南町 豊原 下根方 C 概成 427 427 060 長南町 市野々 滑田 C 概成
427 427 017 長南町 芝原 談所 C 概成 427 427 061 長南町 市野々 清水 C 概成
427 427 018 長南町 下小野田 川崎 A 無 427 427 062 長南町 千田 鍛冶屋谷 C 無
427 427 020 長南町 上小野田 二本榎 C 概成 427 427 063 長南町 千田 井山 B 無
427 427 021 長南町 小生田 南下 C 概成 427 427 064 長南町 小生田 唐花 C 概成
427 427 022 長南町 佐坪 柳沢 C 概成 427 427 065 長南町 小生田 南谷 B 概成
427 427 023 長南町 市野々 佐ノ谷 B 概成 427 427 066 長南町 給田 表 C 無
427 427 024 長南町 佐坪 多感台 C 概成 427 427 067 長南町 坂本 大城 C 無
427 427 025 長南町 山内 岡部谷 B 概成 427 427 068 長南町 山内 釜ﾉ谷 C 概成
427 427 026 長南町 水沼 楓谷 C 概成 427 427 069 長南町 佐坪 古御所 B 概成
427 427 027 長南町 小沢 上谷 C 無 427 427 070 長南町 佐坪 亀ノ谷(1) C 無
427 427 028 長南町 報恩寺 宮の下 C 概成 427 427 071 長南町 佐坪 亀ノ谷(2) C 無
427 427 029 長南町 茗荷沢 油免 C 概成 427 427 072 長南町 米満 曽入道 B 概成
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427 427 073 長南町 芝原 志保沢 C 概成 427 427 116 長南町 豊原 表 C 概成
427 427 074 長南町 水沼 楓谷 C 概成 427 427 117 長南町 小生田 荒井谷 C 概成
427 427 075 長南町 山内 寺沢 C 概成 427 427 118 長南町 水沼　　 神廻 C 概成
427 427 076 長南町 茗荷沢 永酒田 C 概成 427 427 119 長南町 豊原 下手 C 概成
427 427 077 長南町 長南 新寺谷 B 概成 427 427 120 長南町 地引 小堰谷 C 概成
427 427 078 長南町 上小野田 東部田 B 概成 427 427 121 長南町 芝原 鍛冶ヶ谷 C 概成
427 427 079 長南町 深沢 岩川 C 概成 427 427 122 長南町 市野々 竹ノ沢 C 概成
427 427 080 長南町 深沢 弘法 C 概成 427 427 123 長南町 小生田 荒井谷 C 概成
427 427 081 長南町 坂本 東蒲ｹ谷 C 一部概成
427 427 082 長南町 長南 仲宿 A 無
427 427 083 長南町 本台 井戸谷 B 一部概成
427 427 084 長南町 深沢 東谷 C 無
427 427 085 長南町 小沢 寺下 C 無
427 427 086 長南町 水沼 岩ノ谷 C 無
427 427 087 長南町 坂本 栗木谷 C 無
427 427 088 長南町 坂本 川島 C 無
427 427 089 長南町 茗荷沢 辻の前 A 無
427 427 090 長南町 関原 仲谷 B 無
427 427 091 長南町 岩川 神曽 B 無
427 427 092 長南町 棚毛 新生 C 一部概成
427 427 093 長南町 蔵持 神明下 C 無
427 427 094 長南町 又富 中郷 C 一部概成
427 427 095 長南町 坂本 原通 C 概成
427 427 096 長南町 小生田 御堂谷 C 概成
427 427 097 長南町 市野々 大久保 C 概成
427 427 098 長南町 山内 朝日 C 概成
427 427 099 長南町 山内 朝日 C 概成
427 427 100 長南町 長南 西谷 C 概成
427 427 101 長南町 蔵持 岩部谷 C 概成
427 427 102 長南町 下小野田 君ヶ谷 C 概成
427 427 103 長南町 千田 八幡脇 C 概成
427 427 104 長南町 佐坪 布台 C 一部概成
427 427 105 長南町 関原 本郷 C 概成
427 427 106 長南町 本台 善太谷 C 概成
427 427 107 長南町 笠森 観音山 C 概成
427 427 108 長南町 笠森 観音山 C 概成
427 427 109 長南町 笠森 弁天谷 C 概成
427 427 110 長南町 深沢 向谷 C 概成
427 427 111 長南町 長南 鍛冶滝 C 概成
427 427 112 長南町 坂本 大黒 C 概成
427 427 113 長南町 坂本 蒲ヶ谷 C 概成
427 427 114 長南町 坂本 境部田 C 概成
427 427 115 長南町 坂本 谷川間 C 概成
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
206 206 001 木更津市 請西 高部 無 206 206 051 木更津市 真里谷 中堰 無
206 206 002 木更津市 矢那 滝ﾉ沢 無 206 206 052 木更津市 真里谷 八幡下 無
206 206 003 木更津市 矢那 滝ﾉ沢２ 無 206 206 053 木更津市 真里谷 鳥戸 無
206 206 007 木更津市 畑沢 西ﾉ根 無 206 206 054 木更津市 真里谷 上稲王 無
206 206 008 木更津市 小浜 大清水 無 206 206 055 木更津市 真里谷 宮ﾉ下 無
206 206 010 木更津市 大久保 四反目 無 206 206 056 木更津市 真里谷 上堰 一部概成
206 206 011 木更津市 大久保 円内 一部概成 206 206 057 木更津市 真里谷 山の神 一部概成
206 206 012 木更津市 下烏田 石川戸 無 206 206 058 木更津市 真里谷 台 無
206 206 013 木更津市 大久保 葭ｹ作 無 206 206 059 木更津市 真里谷 見欠げ 一部概成
206 206 016 木更津市 下烏田 榎戸 無 206 206 060 木更津市 真里谷 深山 無
206 206 017 木更津市 中烏田 谷 無 206 206 061 木更津市 真里谷 深山２ 一部概成
206 206 018 木更津市 畑沢 向谷 無 206 206 062 木更津市 茅野七曲 桜山 概成
206 206 019 木更津市 畑沢 下打越 無 206 206 063 木更津市 茅野七曲 垣林 概成
206 206 021 木更津市 中尾 ドブ 無 206 206 064 木更津市 真里谷 池沼 無
206 206 022 木更津市 中尾 東谷 無 206 206 065 木更津市 真里谷 勝田作 無
206 206 023 木更津市 中尾 打越 無 206 206 067 木更津市 真里谷 郷蔵谷 概成
206 206 024 木更津市 犬成 不通谷 無 206 206 068 木更津市 真里谷 当日 無
206 206 025 木更津市 犬成 上永谷 無 206 206 069 木更津市 下郡 鳥居崎 概成
206 206 026 木更津市 犬成 浦田 無 206 206 070 木更津市 矢那 西砂田 一部概成
206 206 027 木更津市 犬成 上本郷 無 206 206 071 木更津市 真里谷 下モ 概成
206 206 029 木更津市 伊豆島 六反目脇 無 206 206 072 木更津市 真里谷 下モ２ 概成
206 206 030 木更津市 真里谷 宮下 無 206 206 073 木更津市 真里谷 黒田 概成
206 206 031 木更津市 真里谷 居谷 無 206 206 074 木更津市 真里谷 小谷 概成
206 206 032 木更津市 真里谷 市兵衛谷 無 206 206 075 木更津市 真里谷 小谷２ 概成
206 206 033 木更津市 真里 輪ﾉ内 無 206 206 077 木更津市 真里谷 ワセダ 無
206 206 034 木更津市 真里谷 中谷 無 206 206 078 木更津市 真里谷 新生 無
206 206 035 木更津市 真里谷 萩西谷 一部概成 206 206 079 木更津市 真里谷 下モ３ 無
206 206 036 木更津市 真里谷 蕨塚 無 206 206 080 木更津市 真里谷 蛭谷 無
206 206 037 木更津市 真里谷 北陸 概成 206 206 081 木更津市 真里谷 熊野 無
206 206 038 木更津市 真里谷 水溜 無 206 206 082 木更津市 茅野七曲 吉ノ台 無
206 206 039 木更津市 真里谷 桑ｹ谷前 無 206 206 083 木更津市 茅野七曲 石塚山 無
206 206 040 木更津市 真里谷 南屋敷 無 206 206 084 木更津市 茅野七曲 直谷 無
206 206 041 木更津市 真里谷 番匠前 無 206 206 085 木更津市 茅野七曲 森山 無
206 206 042 木更津市 真里谷 番匠前２ 無 206 206 086 木更津市 茅野七曲 紅葉山 無
206 206 043 木更津市 真里谷 平柳 無 206 206 087 木更津市 茅野七曲 石塚山２ 無
206 206 044 木更津市 茅野 下谷田 無 206 206 088 木更津市 真里谷 熊野２ 無
206 206 045 木更津市 茅野七曲 前田 無 206 206 089 木更津市 真里谷 原田 無
206 206 046 木更津市 山本七曲 川向 無 206 206 090 木更津市 太田 ２丁目 概成
206 206 047 木更津市 茅野七曲 上ﾉ山 無 206 206 091 木更津市 真里谷 中六 一部概成
206 206 048 木更津市 茅野七曲 宮田 無 206 206 092 木更津市 真里谷 藪谷 一部概成
206 206 049 木更津市 山本七曲 久保田 無 219 219 001 市原市 草刈 本郷 概成
206 206 050 木更津市 茅野七曲 森山 無 219 219 002 市原市 押沼 向屋敷 無
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
219 219 003 市原市 瀬又 萩ﾉ台 無 219 219 051 市原市 迎田 神ﾉ木 無
219 219 004 市原市 瀬又 関戸 無 219 219 052 市原市 深城 麦有田 一部概成
219 219 005 市原市 瀬又 下田 概成 219 219 053 市原市 深城 志保知 無
219 219 006 市原市 瀬又 辺田 一部概成 219 219 054 市原市 深城 宮ﾉ脇 一部概成
219 219 009 市原市 潤井戸 山王後 無 219 219 055 市原市 深城 道金坂 無
219 219 010 市原市 片又木 下大宮 一部概成 219 219 056 市原市 風戸 前田 無
219 219 011 市原市 片又木 曽根 無 219 219 057 市原市 立野 谷 一部概成
219 219 012 市原市 片又木 山王 一部概成 219 219 058 市原市 上高根 南柳作 無
219 219 013 市原市 片又木 本郷上 無 219 219 059 市原市 上高根 下有実 無
219 219 014 市原市 片又木 居山 無 219 219 060 市原市 佐是 山村 無
219 219 015 市原市 不入斗 横向 無 219 219 061 市原市 寺谷 安養登 一部概成
219 219 016 市原市 不入斗 金口谷 無 219 219 062 市原市 栢橋 金久曽 概成
219 219 020 市原市 山倉 西辺田 無 219 219 063 市原市 西国吉 谷 無
219 219 021 市原市 山倉 若宮 無 219 219 064 市原市 川在 浅間 無
219 219 022 市原市 分目 作畑 無 219 219 065 市原市 奉免 辺田前 無
219 219 023 市原市 安須 別府 一部概成 219 219 067 市原市 米沢 稲荷代 無
219 219 024 市原市 安須 鷹の巣 一部概成 219 219 069 市原市 真ｹ谷 真ｹ谷 概成
219 219 025 市原市 安須 要害 概成 219 219 070 市原市 宿 西本木 一部概成
219 219 026 市原市 不入斗 上持長 無 219 219 071 市原市 堀越 丸山 一部概成
219 219 027 市原市 不入斗 持長 無 219 219 072 市原市 堀越 大台 無
219 219 028 市原市 不入斗 名古田 無 219 219 073 市原市 市場 和田前 無
219 219 029 市原市 豊成 六反目 一部概成 219 219 074 市原市 市場 東兎前 無
219 219 030 市原市 喜多 山ﾉ下 無 219 219 075 市原市 島田 吹上 概成
219 219 031 市原市 喜多 大師堂 無 219 219 076 市原市 奥野 竹之台 無
219 219 032 市原市 犬成 井戸谷 無 219 219 077 市原市 石川 白幡台 無
219 219 033 市原市 喜多 辺田 無 219 219 078 市原市 大蔵 沖 無
219 219 034 市原市 犬成 竹ﾉ入 無 219 219 079 市原市 金沢 台山 無
219 219 035 市原市 古都部 烏越 無 219 219 080 市原市 金沢 上敷 無
219 219 036 市原市 奈良 菅ﾉ沢 無 219 219 081 市原市 皆吉 天下 無
219 219 037 市原市 東国吉 道師谷 無 219 219 082 市原市 奥野 米田 無
219 219 038 市原市 東国吉 大向 無 219 219 083 市原市 池和田 上関谷 無
219 219 039 市原市 犬成 西宝山 一部概成 219 219 084 市原市 田尾 一ﾉ作 無
219 219 040 市原市 犬成 後家坂 無 219 219 086 市原市 水沢 向台 一部概成
219 219 041 市原市 大作 荷階 無 219 219 087 市原市 水沢 中向台 無
219 219 043 市原市 勝間 清水谷 概成 219 219 088 市原市 田尾 小滝台 無
219 219 044 市原市 大桶 奉田谷 無 219 219 089 市原市 久保 永田谷 無
219 219 045 市原市 大桶 城跡山 一部概成 219 219 090 市原市 久保 椎ｹ谷 無
219 219 046 市原市 金剛地 富貴沢 概成 219 219 091 市原市 駒込 松ﾉ台 無
219 219 047 市原市 金剛地 辺田山 一部概成 219 219 092 市原市 山小川 谷 無
219 219 048 市原市 金剛地 関戸 一部概成 219 219 093 市原市 新井 北ｹ谷 無
219 219 049 市原市 金剛地 川向 一部概成 219 219 094 市原市 新井 亀ｹ谷 無
219 219 050 市原市 天羽田 坂口 無 219 219 095 市原市 新井 大坂 無
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219 219 096 市原市 古敷谷 内代田 無 219 219 141 市原市 国本 松郷 無
219 219 097 市原市 平蔵 松山台 無 219 219 142 市原市 大久保 山乗 無
219 219 098 市原市 平蔵 滝口 無 219 219 143 市原市 折津 後山 概成
219 219 099 市原市 万田野 竹ﾉ堀 無 219 219 144 市原市 折津 東郷 無
219 219 100 市原市 万田野 沢田 無 219 219 145 市原市 戸面 上ﾉ代 無
219 219 101 市原市 飯給 中ﾉ台 無 219 219 146 市原市 戸面 下口 無
219 219 102 市原市 万田野 義屋貝 無 219 219 147 市原市 戸面 下ﾉ代 無
219 219 103 市原市 柿木台 台山 無 219 219 148 市原市 久保 熊野谷 概成
219 219 104 市原市 月崎 津津戸 無 219 219 149 市原市 岩 岩ノ谷 無
219 219 105 市原市 柳川 恩田 無 219 219 150 市原市 山倉 栗山 概成
219 219 106 市原市 菅野 小関谷 概成 219 219 151 市原市 小田部 殿ｹ谷 一部概成
219 219 107 市原市 古敷谷 関谷 無 219 219 152 市原市 東国吉 大門 一部概成
219 219 108 市原市 吉沢 堰端 無 219 219 153 市原市 小田部 殿ｹ谷２ 無
219 219 109 市原市 古敷谷 大畑峰 概成 219 219 154 市原市 不入斗 永藤 無
219 219 110 市原市 古敷谷 中谷 無 219 219 155 市原市 大桶 三谷 一部概成
219 219 111 市原市 古敷谷 丹ｹ崎 一部概成 219 219 156 市原市 田尾 井戸谷 無
219 219 112 市原市 古敷谷 木戸脇 概成 219 219 157 市原市 原田 道上 概成
219 219 113 市原市 古敷谷 古宿 一部概成 219 219 158 市原市 椎津 寺の腰 無
219 219 114 市原市 古敷谷 白主 無 219 219 159 市原市 上高根 甚ｹ由 無
219 219 116 市原市 徳氏 入ﾉ代 概成 219 219 160 市原市 皆吉 橘山 無
219 219 117 市原市 平蔵 川崎 無 219 219 161 市原市 薮 道 無
219 219 118 市原市 平蔵 岡田 無 219 219 162 市原市 古敷谷 正ﾉ田 無
219 219 119 市原市 米原 追廻し 無 219 219 163 市原市 平蔵 平蔵坂 無
219 219 120 市原市 米原 寺代 一部概成 219 219 164 市原市 万田野 下畑 無
219 219 121 市原市 米原 石田 概成 219 219 165 市原市 万田野 表 無
219 219 122 市原市 米原 東谷 一部概成 219 219 166 市原市 徳氏 辺田山 無
219 219 124 市原市 米原 井戸向 一部概成 219 219 167 市原市 奧野 中谷 無
219 219 126 市原市 小草畑 仙元部田 無 219 219 168 市原市 古敷谷 丹ヶ崎２ 無
219 219 127 市原市 小草畑 滝ﾉ上 無 219 219 169 市原市 古敷谷 西正ノ田 一部概成
219 219 128 市原市 小草畑 結城沢上 無 219 219 170 市原市 岩 岩ノ谷２ 概成
219 219 129 市原市 月出 宮田 無 219 219 171 市原市 田淵 中野台 一部概成
219 219 130 市原市 田渕 下野久沢 無 219 219 172 市原市 月出 稲村道 概成
219 219 131 市原市 田渕 中野代 一部概成 219 219 173 市原市 石塚 下石塚 概成
219 219 132 市原市 田渕 寺ﾉ後 無 219 219 174 市原市 戸面 下ノ代 概成
219 219 133 市原市 田渕 胡麻畑 無 219 219 175 市原市 堀越 上赤沢 概成
219 219 134 市原市 月出 竹ﾉ堀 無 219 219 176 市原市 平蔵 天神前 概成
219 219 135 市原市 月出 上西堀 無 219 219 177 市原市 万田野 義屋貝２ 無
219 219 136 市原市 月出 三石 無 219 219 178 市原市 月出 湯ノ沢 一部概成
219 219 137 市原市 月出 稲村道 無 219 219 179 市原市 大作 南 概成
219 219 138 市原市 月出 カキカケ 無 219 219 180 市原市 月崎 関戸 一部概成
219 219 139 市原市 月出 伊藤谷止 無 219 219 181 市原市 佐是 堀ノ内 一部概成
219 219 140 市原市 月出 湯ﾉ沢 無 219 219 182 市原市 奥野 一ノ関 概成
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
219 219 183 市原市 金剛地 根田 一部概成 225 225 032 君津市 根本 東和田 無
219 219 184 市原市 荻作 上ノ台 一部概成 225 225 034 君津市 長石 熊之谷 無
219 219 185 市原市 不入斗 小僧 概成 225 225 035 君津市 長石 田之谷 無
219 219 186 市原市 滝口 谷 概成 225 225 036 君津市 法木 台 無
219 219 187 市原市 天羽田 宮ノ下割 概成 225 225 037 君津市 法木 台２ 無
219 219 188 市原市 奉免 花井戸 一部概成 225 225 038 君津市 法木 カヤカリバ 無
219 219 189 市原市 奥野 房前 概成 225 225 039 君津市 大井戸 八木 無
219 219 190 市原市 東国吉 南田 一部概成 225 225 040 君津市 大井戸 上大月 無
219 219 191 市原市 栢橋 鞘戸 一部概成 225 225 041 君津市 小山野 種ｹ谷 無
225 225 001 君津市 平田 鹿野山 概成 225 225 043 君津市 大山野 上石谷 無
225 225 001 君津市 坂田 本名輪 無 225 225 044 君津市 馬登 早稲田 無
225 225 002 君津市 久留里 城山 概成 225 225 045 君津市 馬登 樋之谷 無
225 225 002 君津市 山本 下田 無 225 225 046 君津市 尾車 京ｹ谷 無
225 225 003 君津市 久留里 内山 一部概成 225 225 047 君津市 草牛 中ノ作 無
225 225 003 君津市 山本 東殿下 無 225 225 048 君津市 草牛 石名作 無
225 225 004 君津市 久留里 内山 無 225 225 049 君津市 鹿野山 木出ノ下 概成
225 225 004 君津市 山本 堰山 無 225 225 052 君津市 東猪原 唐越 無
225 225 005 君津市 小香 小谷 一部概成 225 225 053 君津市 大坂 新吉原 無
225 225 006 君津市 小香 百目 概成 225 225 054 君津市 大坂 岩室 無
225 225 007 君津市 郡 上桑ｹ谷 無 225 225 055 君津市 大坂 富士見台 概成
225 225 008 君津市 小山野 和久田 無 225 225 056 君津市 市宿 中ノ作 概成
225 225 009 君津市 小山野 北ｹ谷 一部概成 225 225 057 君津市 向郷 長部田 概成
225 225 010 君津市 郡 稲村 無 225 225 058 君津市 平山 宇坪 無
225 225 011 君津市 小山野 首塚 無 225 225 059 君津市 山滝野 大谷 無
225 225 012 君津市 大山野 万願寺 無 225 225 061 君津市 怒田 仁王堂 無
225 225 014 君津市 白駒 曲元 概成 225 225 062 君津市 怒田 稲子沢 無
225 225 015 君津市 中島 丸ｹ作 概成 225 225 063 君津市 広岡 鴻ノ巣 無
225 225 016 君津市 練木 西谷 無 225 225 064 君津市 広岡 向山 一部概成
225 225 017 君津市 三直 奥谷 無 225 225 065 君津市 広岡 林 無
225 225 018 君津市 尾車 下峰 無 225 225 066 君津市 山滝野 日ノ向 無
225 225 019 君津市 尾車 羽黒下 無 225 225 067 君津市 大中 岩下 無
225 225 020 君津市 大鷲新田 大谷 無 225 225 068 君津市 大戸見 九兵衛 概成
225 225 022 君津市 大井 西郡 無 225 225 069 君津市 大戸見 片野 概成
225 225 023 君津市 大井 三ﾂ塚 無 225 225 070 君津市 高水 亀山 無
225 225 024 君津市 大井 金堀塚 無 225 225 071 君津市 辻森 北辻森 無
225 225 025 君津市 根本 貝売谷 概成 225 225 072 君津市 大岩 小栗 無
225 225 026 君津市 小糸大谷 水ﾉ元 無 225 225 073 君津市 正木 梅ノ木台 無
225 225 027 君津市 根本 根本一 一部概成 225 225 074 君津市 奥米 井戸尻 一部概成
225 225 028 君津市 根本 水神谷 無 225 225 075 君津市 奥米 奥米台 無
225 225 029 君津市 根本 大木坂 無 225 225 076 君津市 奥米 回田 無
225 225 030 君津市 根本 月山下 無 225 225 077 君津市 奥米 旧川 無
225 225 031 君津市 根本 和田 無 225 225 078 君津市 笹 勇木台 無
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225 225 079 君津市 笹 六盃 無 225 225 125 君津市 六手 房谷 無
225 225 080 君津市 笹 椴山 無 225 225 126 君津市 六手 西谷 無
225 225 081 君津市 滝原 折越沢 概成 225 225 127 君津市 六手 大作 無
225 225 082 君津市 蔵玉 隠畑 無 225 225 128 君津市 六手 奥房 無
225 225 083 君津市 蔵玉 安郷沢 無 225 225 129 君津市 大山野 山田谷 一部概成
225 225 085 君津市 黄和田畑 坂下 無 225 225 130 君津市 小山野 陽畑 無
225 225 086 君津市 糠田 西郷 無 225 225 131 君津市 山高原 滝之沢 無
225 225 087 君津市 糠田 西郷２ 概成 225 225 132 君津市 大山野 若祭 無
225 225 088 君津市 怒田 福野 無 225 225 133 君津市 大山野 篠根谷 無
225 225 089 君津市 浦田 大森 無 225 225 134 君津市 大山野 茄子谷 概成
225 225 090 君津市 西原 飯御塚下 概成 225 225 135 君津市 大山野 片瀬田 無
225 225 091 君津市 西原 上村山 一部概成 225 225 136 君津市 大山野 奥谷 無
225 225 092 君津市 小市部 居山 概成 225 225 137 君津市 皿引 棒谷 無
225 225 094 君津市 三田 一ノ作東 無 225 225 138 君津市 尾車 脇ノ田 無
225 225 095 君津市 長谷川 長谷川谷 概成 225 225 139 君津市 草牛 船ｹ作 無
225 225 096 君津市 小櫃台 新多々 概成 225 225 140 君津市 大鷲新田 梨ﾉ木作 無
225 225 097 君津市 久留里大谷 坊谷 無 225 225 141 君津市 大鷲 大谷 無
225 225 098 君津市 川谷 柿ノ沢 無 225 225 142 君津市 大鷲 釜代 無
225 225 099 君津市 箕輪 根山 無 225 225 143 君津市 大鷲新田 前並 無
225 225 100 君津市 箕輪 官上 概成 225 225 144 君津市 大鷲 堀ﾉ内 無
225 225 103 君津市 広岡 上ﾉ山 概成 225 225 145 君津市 中島 竹際 無
225 225 104 君津市 怒田 源台 概成 225 225 146 君津市 中島 門前 無
225 225 105 君津市 蔵玉 門生代 無 225 225 147 君津市 中島 椎木谷 無
225 225 106 君津市 蔵玉 台 無 225 225 148 君津市 中島 長照寺下 無
225 225 107 君津市 郡 下南谷 無 225 225 149 君津市 中島 椎木谷 無
225 225 108 君津市 皿引 坂口 概成 225 225 150 君津市 根本 大屋敷 無
225 225 109 君津市 植畑 棚妻 一部概成 225 225 151 君津市 中島 上武勇 一部概成
225 225 110 君津市 上湯江 宮田 概成 225 225 152 君津市 小糸大谷 大木坂 無
225 225 111 君津市 郡 台田 無 225 225 153 君津市 小糸大谷 上下谷 一部概成
225 225 112 君津市 郡 大田 無 225 225 154 君津市 白駒 堀田谷 無
225 225 113 君津市 浜子 堰下 無 225 225 155 君津市 荻作 東根 無
225 225 114 君津市 小山野 不二田 無 225 225 156 君津市 久留里 内山 無
225 225 115 君津市 小山野 六反目 無 225 225 157 君津市 浦田 大広 無
225 225 116 君津市 六手 中谷 無 225 225 160 君津市 青柳 ヤタガヘタ 概成
225 225 117 君津市 六手 西谷 無 225 225 161 君津市 馬登 小久保 概成
225 225 118 君津市 六手 西谷２ 無 225 225 162 君津市 小糸大谷 荒井 概成
225 225 119 君津市 六手 市後作 無 225 225 163 君津市 鹿野山 木出ﾉ下 概成
225 225 120 君津市 浜子 宮田 無 225 225 164 君津市 鹿野山 高連台 概成
225 225 121 君津市 大山野 杉田 無 225 225 165 君津市 鹿野山 中町 概成
225 225 122 君津市 大山野 山田谷 一部概成 225 225 166 君津市 糸川 主計台 概成
225 225 123 君津市 六手 辻花 無 225 225 167 君津市 鹿野山 天神堀 概成
225 225 124 君津市 六手 東谷 無 225 225 168 君津市 中島 丸ケ作 概成
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225 225 169 君津市 草川原 折木沢 概成 226 226 028 富津市 相川 下井作 無
225 225 170 君津市 鹿野山 高連台２ 概成 226 226 029 富津市 相川 三昧 無
225 225 171 君津市 糸川 杉行田前 概成 226 226 030 富津市 相川 古屋敷 無
225 225 172 君津市 蔵玉 門生代３ 概成 226 226 031 富津市 相川 唐知山 無
225 225 173 君津市 人見 獅山 概成 226 226 033 富津市 田原 畑上 無
225 225 175 君津市 人見 獅山 概成 226 226 034 富津市 志駒 稲子沢 無
225 225 177 君津市 萩作 仲ノ作 概成 226 226 035 富津市 豊岡 下戸面原 無
225 225 178 君津市 鹿野山 一本野 概成 226 226 036 富津市 金谷 上原 一部概成
225 225 179 君津市 糸川 杉行田 概成 226 226 037 富津市 金谷 上ﾉ山 概成
225 225 180 君津市 鹿野山 一本野２ 概成 226 226 044 富津市 豊岡 大数場 無
225 225 182 君津市 黄和田畑 北畑 概成 226 226 045 富津市 豊岡 迎 無
225 225 183 君津市 白駒 前田 一部概成 226 226 046 富津市 豊岡 奥ﾉ台 無
225 225 184 君津市 怒田 池ノ谷 一部概成 226 226 047 富津市 豊岡 溝下田 無
225 225 185 君津市 利根 作原 概成 226 226 049 富津市 豊岡 上ﾉ山 一部概成
225 225 186 君津市 東猪原 久原 無 226 226 050 富津市 岩坂 大満 無
225 225 187 君津市 蔵玉 右千沢 一部概成 226 226 051 富津市 相川 田畑 無
225 225 188 君津市 長谷川 地堀 一部概成 226 226 052 富津市 関 戌亥谷 無
225 225 189 君津市 長谷川 岩穴前 一部概成 226 226 053 富津市 金谷 久保 無
225 225 190 君津市 豊英 木和田 一部概成 226 226 055 富津市 竹岡 水ｹ尻 概成
226 226 001 富津市 上飯野 上鹿嶋 無 226 226 057 富津市 小久保 明前 無
226 226 002 富津市 本郷 西谷 無 226 226 058 富津市 亀沢 岩生谷 一部概成
226 226 003 富津市 相野谷 政所谷 無 226 226 059 富津市 亀沢 鈴鹿 無
226 226 005 富津市 宝竜寺 坂口 概成 226 226 060 富津市 萩生 堀ﾉ内 概成
226 226 007 富津市 鶴岡 日路 一部概成 226 226 062 富津市 小久保 念ｹ谷 概成
226 226 008 富津市 鶴岡 岩井作 概成 226 226 063 富津市 海良 真光塚 概成
226 226 009 富津市 竹岡 小田代 一部概成 226 226 064 富津市 八幡 内田 概成
226 226 010 富津市 竹岡 猪谷山 無 226 226 065 富津市 不入斗 西根 概成
226 226 011 富津市 竹岡 猪作 一部概成 226 226 066 富津市 亀田 光根２ 概成
226 226 012 富津市 竹岡 芝津山 一部概成 226 226 067 富津市 笹毛 鴻巣谷 無
226 226 013 富津市 竹岡 猪出口 概成 226 226 068 富津市 加藤 砂田 概成
226 226 014 富津市 萩生 西ﾉ角 一部概成 226 226 069 富津市 海良 谷 無
226 226 015 富津市 萩生 上ﾉ台 無 226 226 070 富津市 海良 岩ﾉ脇 無
226 226 017 富津市 金谷 島戸倉 無 226 226 071 富津市 海良 北谷 無
226 226 018 富津市 竹岡 大塚山 一部概成 226 226 072 富津市 田倉 山号 無
226 226 019 富津市 竹岡 大塚山２ 無 226 226 073 富津市 東大和田 堀切 無
226 226 020 富津市 竹岡 延命寺 無 226 226 074 富津市 東大和田 中山 無
226 226 021 富津市 竹岡 形瀬 無 226 226 075 富津市 相川 谷 概成
226 226 023 富津市 相川 柳糸 一部概成 226 226 076 富津市 相野谷 関谷 無
226 226 024 富津市 梨沢 川田 概成 226 226 077 富津市 障子谷 古宮ｹ谷 無
226 226 025 富津市 岩坂 弁天 概成 226 226 078 富津市 －色 北谷 一部概成
226 226 026 富津市 豊岡 腰 無 226 226 079 富津市 障子谷 入山 無
226 226 027 富津市 豊岡 富士越 一部概成 226 226 080 富津市 障子谷 入山２ 無
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
226 226 081 富津市 上 小山 無 226 226 131 富津市 竹岡 城山 一部概成
226 226 082 富津市 上 長八屋敷 無 226 226 132 富津市 豊岡 春地畑 無
226 226 083 富津市 上 和田下 無 226 226 133 富津市 亀田 谷根 概成
226 226 084 富津市 上 三田町 一部概成 226 226 134 富津市 小久保 飯盛塚 無
226 226 085 富津市 上 居屋敷 無 226 226 135 富津市 上 百坂口 概成
226 226 086 富津市 上 川間 無 226 226 136 富津市 中 辰間ヶ谷 概成
226 226 087 富津市 上 新山 無 226 226 137 富津市 梨沢 黄和田 一部概成
226 226 088 富津市 近藤 近藤谷 無 226 226 138 富津市 八幡 西金谷 一部概成
226 226 089 富津市 近藤 飛田川 無 229 229 002 袖ヶ浦市 代宿 溝谷 無
226 226 090 富津市 八田沼 上打越 無 229 229 003 袖ヶ浦市 久保田 沓田 一部概成
226 226 091 富津市 八田沼 上打越２ 無 229 229 004 袖ヶ浦市 久保田 桑ｹ谷 概成
226 226 092 富津市 亀田 関谷 無 229 229 005 袖ヶ浦市 久保田 獅子込 概成
226 226 093 富津市 亀沢 八畝 一部概成 229 229 006 袖ヶ浦市 久保田 上ﾉ台 無
226 226 094 富津市 宝竜寺 稲子沢 無 229 229 007 袖ヶ浦市 久保田 渋田 無
226 226 095 富津市 更和 上木村 無 229 229 008 袖ヶ浦市 坂戸市場 坂戸山 無
226 226 096 富津市 田倉 仁王面 無 229 229 009 袖ヶ浦市 蔵波 殿畑 無
226 226 097 富津市 寺尾 上ﾉ台 無 229 229 010 袖ヶ浦市 蔵波 谷ﾉ下 概成
226 226 098 富津市 東大和田 横道 概成 229 229 011 袖ヶ浦市 神納 金沢 無
226 226 099 富津市 関尻 向 一部概成 229 229 012 袖ヶ浦市 神納 寒沢 無
226 226 100 富津市 竹岡 猪山 概成 229 229 013 袖ヶ浦市 神納 雷塚 無
226 226 101 富津市 小久保 橋ﾉ上 無 229 229 015 袖ヶ浦市 飯富 宮東 無
226 226 102 富津市 大森 若宮 概成 229 229 016 袖ヶ浦市 飯富 牛久 無
226 226 103 富津市 志駒 奥井沢 概成 229 229 020 袖ヶ浦市 三ﾂ作 東 無
226 226 106 富津市 竹岡 大棚 概成 229 229 022 袖ヶ浦市 下泉 椎木 一部概成
226 226 107 富津市 竹岡 山入 概成 229 229 023 袖ヶ浦市 下泉 カマダ 無
226 226 108 富津市 豊岡 向南郷 概成 229 229 024 袖ヶ浦市 上泉 定度岱 無
226 226 109 富津市 豊岡 向南郷２ 概成 229 229 025 袖ヶ浦市 上泉 定度岱２ 無
226 226 110 富津市 豊岡 向田 概成 229 229 027 袖ヶ浦市 川原井 萩ﾉ台 無
226 226 111 富津市 梨沢 大台横手 概成 229 229 028 袖ヶ浦市 川原井 寺地 無
226 226 112 富津市 桜井 当号谷 概成 229 229 029 袖ヶ浦市 川原井 保町谷 無
226 226 113 富津市 豊岡 向田 概成 229 229 030 袖ヶ浦市 川原井 犢ｹ谷 無
226 226 115 富津市 竹岡 猪山 概成 229 229 031 袖ヶ浦市 川原井 神明下 無
226 226 116 富津市 田倉 中丸塚４ 概成 229 229 032 袖ヶ浦市 林 余町 一部概成
226 226 117 富津市 梨沢 郷蔵 概成 229 229 033 袖ヶ浦市 林 シラヤ 無
226 226 118 富津市 桜井 当号谷２ 概成 229 229 034 袖ヶ浦市 打越 上 概成
226 226 119 富津市 桜井 当号谷３ 概成 229 229 035 袖ヶ浦市 下根岸 中谷台 無
226 226 123 富津市 梨沢 西井戸堀 概成 229 229 036 袖ヶ浦市 下宮田 中ヒキリ 無
226 226 126 富津市 東大和田 大辺良 概成 229 229 037 袖ヶ浦市 下宮田 広作 無
226 226 127 富津市 寺尾 上ノ台 概成 229 229 038 袖ヶ浦市 下宮田 北下谷 一部概成
226 226 128 富津市 小久保 岩鼻 一部概成 229 229 039 袖ヶ浦市 下宮田 台 無
226 226 129 富津市 小久保 下古ケ谷 概成 229 229 040 袖ヶ浦市 高谷 宮ﾉ台 無
226 226 130 富津市 桜井 山ノ根 一部概成 229 229 041 袖ヶ浦市 高谷 桐ｹ谷 無
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229 229 042 袖ヶ浦市 上泉 房根岱 概成
229 229 043 袖ヶ浦市 林 腰巻 無
229 229 044 袖ヶ浦市 林 中兵 概成
229 229 045 袖ヶ浦市 玉野 北ﾉ谷 無
229 229 046 袖ヶ浦市 下宮田 広作 無
229 229 047 袖ヶ浦市 川原井 米田 無
229 229 048 袖ヶ浦市 岩井 勝 無
229 229 050 袖ヶ浦市 久保田 定使山 無
229 229 051 袖ヶ浦市 久保田 定使山２ 無
229 229 052 袖ヶ浦市 川原井 井戸谷 概成
229 229 053 袖ヶ浦市 川原井 番所谷 概成
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205 205 001 館山市 小原 弁天前 無 205 205 053 館山市 水岡 御門前 無
205 205 003 館山市 洲崎 御手洗山 概成 205 205 054 館山市 水岡 北方 無
205 205 004 館山市 亀ケ原 青木根 無 205 205 055 館山市 水岡 下夕田 無
205 205 006 館山市 那古 那古山 概成 205 205 056 館山市 水岡 新道 無
205 205 008 館山市 古茂口 小谷 無 205 205 057 館山市 洲崎 水沢 無
205 205 009 館山市 波佐間 戸越 無 205 205 058 館山市 洲崎 仙道 無
205 205 013 館山市 佐野 白萩 無 205 205 059 館山市 坂田 丸越 無
205 205 014 館山市 神余 久所 無 205 205 060 館山市 坂田 清水 無
205 205 015 館山市 布良 東本郷 無 205 205 061 館山市 坂田 山野尾 無
205 205 019 館山市 亀ケ原 横峯 無 205 205 062 館山市 波左間 下砂間 無
205 205 020 館山市 亀ケ原 横峯 無 205 205 063 館山市 大賀 前山 無
205 205 021 館山市 正木 谷田 無 205 205 064 館山市 大賀 前山 無
205 205 022 館山市 竹原 尾曽根 無 205 205 065 館山市 宮城 寺下 無
205 205 023 館山市 竹原 子神 無 205 205 066 館山市 宮城 合田 無
205 205 025 館山市 竹原 大畑 無 205 205 067 館山市 沼 作ﾉ田 無
205 205 026 館山市 竹原 御霊 無 205 205 068 館山市 沼 長関 無
205 205 027 館山市 竹原 横枕 無 205 205 069 館山市 館山 城山 無
205 205 028 館山市 竹原 横枕 無 205 205 070 館山市 早物 根方 無
205 205 029 館山市 竹原 横枕 概成 205 205 071 館山市 南条 水神畑 無
205 205 030 館山市 竹原 平田 無 205 205 072 館山市 南条 並 無
205 205 031 館山市 竹原 孫太 無 205 205 073 館山市 南条 東山 無
205 205 032 館山市 竹原 小田辺 無 205 205 074 館山市 南条 西山居 無
205 205 033 館山市 大井 角田 無 205 205 075 館山市 大戸 白幡 無
205 205 034 館山市 山本 大萩 無 205 205 076 館山市 作名 神田ｹ谷 無
205 205 035 館山市 稲 下根 無 205 205 077 館山市 作名 向 無
205 205 036 館山市 稲 西柵 無 205 205 078 館山市 作名 大畑 無
205 205 037 館山市 二子 寺谷 概成 205 205 079 館山市 作名 柳作 無
205 205 038 館山市 二子 谷 無 205 205 080 館山市 大戸 岩井作 無
205 205 039 館山市 二子 谷 概成 205 205 081 館山市 飯沼 内田 無
205 205 040 館山市 二子 中井 無 205 205 082 館山市 飯沼 水口 無
205 205 041 館山市 安東 小網 無 205 205 083 館山市 山本 西山 無
205 205 042 館山市 安東 南鴻ｹ巣 無 205 205 084 館山市 山本 西山 無
205 205 043 館山市 宝貝 西ｹ谷 無 205 205 085 館山市 古茂口 沖田 無
205 205 044 館山市 宝貝 北ｹ谷 無 205 205 086 館山市 古茂口 松葉 無
205 205 045 館山市 宝貝 宝ｹ谷 無 205 205 090 館山市 古茂口 小谷 無
205 205 046 館山市 宝貝 吉ｹ谷 一部概成 205 205 091 館山市 古茂口 地蔵ヶ谷 無
205 205 047 館山市 宝貝 宝ｹ谷 無 205 205 092 館山市 古茂口 笹見塚 無
205 205 048 館山市 宝貝 宝ｹ谷 無 205 205 093 館山市 古茂口 和田 無
205 205 049 館山市 水岡 人之谷 無 205 205 094 館山市 古茂口 荏畑 無
205 205 050 館山市 水岡 小林 無 205 205 095 館山市 古茂口 七反目 無
205 205 051 館山市 水岡 山鳥 無 205 205 096 館山市 洲ノ宮 星祭 無
205 205 052 館山市 水岡 鎮守 無 205 205 097 館山市 藤原 大作 無
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
205 205 098 館山市 洲ノ宮 星祭 無 218 218 014 勝浦市 川津 花立 概成
205 205 099 館山市 藤原 坂本 無 218 218 015 勝浦市 沢倉 長谷 無
205 205 100 館山市 山荻 越ノ山荻 無 218 218 016 勝浦市 串浜 小清田 無
205 205 101 館山市 山荻 小長作 無 218 218 018 勝浦市 松部 本郷台 概成
205 205 102 館山市 山荻 御馬井田 無 218 218 019 勝浦市 鵜原 船戸 一部概成
205 205 103 館山市 山荻 長畑 無 218 218 020 勝浦市 鵜原 崕塚 一部概成
205 205 104 館山市 山荻 小長畑 無 218 218 021 勝浦市 興津 平ノ台 無
205 205 105 館山市 山荻 長畑 無 218 218 022 勝浦市 興津 土井口 無
205 205 106 館山市 岡田 西ヶ谷 無 218 218 023 勝浦市 興津 要子庵 一部概成
205 205 107 館山市 出野尾 下坂本 無 218 218 024 勝浦市 興津 王子 無
205 205 108 館山市 出野尾 下坂本 無 218 218 025 勝浦市 上植野 岩畑 無
205 205 109 館山市 出野尾 小網坂 無 218 218 026 勝浦市 大森 場西 無
205 205 110 館山市 出野尾 丸畑 無 218 218 027 勝浦市 大森 白金里 無
205 205 111 館山市 西長田 堤入 無 218 218 029 勝浦市 中倉 本林 無
205 205 112 館山市 東長田 門口 無 218 218 031 勝浦市 白木 草花郷 無
205 205 113 館山市 坂足 関下 無 218 218 032 勝浦市 大森 大野原 概成
205 205 114 館山市 神余 塚越 無 218 218 033 勝浦市 見掛 上細野 概成
205 205 115 館山市 神余 平田原 無 218 218 034 勝浦市 上植野 荒久 無
205 205 116 館山市 神余 志婦里 無 218 218 035 勝浦市 台宿 菖蒲谷 無
205 205 118 館山市 神余 細田 無 218 218 036 勝浦市 洗行川 小滝谷 概成
205 205 119 館山市 神余 和田 無 218 218 038 勝浦市 興津 横須貴 無
205 205 120 館山市 神余 大楠 無 218 218 039 勝浦市 興津 小浦 無
205 205 121 館山市 神余 奥山 無 218 218 042 勝浦市 平田 藪平田 無
205 205 122 館山市 畑 蛇ヶ尾 無 218 218 043 勝浦市 部原 堂ノ上 無
205 205 123 館山市 畑 上ノ台 無 218 218 044 勝浦市 部原 内出 無
205 205 124 館山市 畑 麦久田 無 218 218 045 勝浦市 部原 十二天 一部概成
205 205 125 館山市 畑 麦久田 無 218 218 046 勝浦市 新宮 新官谷 無
205 205 126 館山市 畑 堀切 無 218 218 047 勝浦市 部原 中島 概成
205 205 127 館山市 大神宮 菅座 無 218 218 049 勝浦市 川津 茱ノ木 概成
205 205 128 館山市 大神宮 上西沢 概成 218 218 051 勝浦市 洗勝浦 虫浦 無
205 205 129 館山市 布良 出ノ口 無 218 218 052 勝浦市 串浜 中ノ台 一部概成
205 205 130 館山市 大井 大田 無 218 218 053 勝浦市 松部 反目 概成
205 205 131 館山市 西長田 小佐屋 無 218 218 054 勝浦市 鵜原 長入 概成
205 205 132 館山市 東長田 谷 無 218 218 055 勝浦市 鵜原 寺の谷 概成
205 205 133 館山市 山荻 御馬井田 無 218 218 056 勝浦市 佐野 宮ノ台 無
218 218 001 勝浦市 部原 僧前 一部概成 218 218 057 勝浦市 佐野 荒久井台 無
218 218 002 勝浦市 市野川 北峠 無 218 218 058 勝浦市 荒木根 荷付場 無
218 218 003 勝浦市 市野川 市川代 無 218 218 059 勝浦市 中倉 小倉山 無
218 218 006 勝浦市 中倉 新坂 概成 218 218 063 勝浦市 市野川 バチガク 無
218 218 008 勝浦市 新戸 御城下 無 218 218 066 勝浦市 白木 宮ノ下 無
218 218 010 勝浦市 部原 風早 無 218 218 068 勝浦市 法花 三好 無
218 218 011 勝浦市 沢倉 桐井上 一部概成 218 218 069 勝浦市 法花 鬼之川 無
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218 218 070 勝浦市 見掛 紅葉 無 223 223 006 鴨川市 東町 西上ノ山 無
218 218 073 勝浦市 大森 向畑 無 223 223 008 鴨川市 東町 下袋倉谷 無
218 218 074 勝浦市 大森 辺里 無 223 223 009 鴨川市 東町 中袋倉谷 無
218 218 075 勝浦市 大森 郷沢 無 223 223 010 鴨川市 東町 中袋倉谷 無
218 218 076 勝浦市 植野 観音堂 無 223 223 012 鴨川市 東町 上袋倉谷 無
218 218 077 勝浦市 赤羽根 弓折 無 223 223 013 鴨川市 東町 中袋倉谷 無
218 218 078 勝浦市 法花 寺之下 無 223 223 014 鴨川市 和泉 西保台 無
218 218 079 勝浦市 関谷 弓折 無 223 223 015 鴨川市 栗斗 湯谷 無
218 218 080 勝浦市 関谷 弓折 無 223 223 018 鴨川市 粟斗 横手 概成
218 218 081 勝浦市 関谷 木戸脇 無 223 223 019 鴨川市 粟斗 仲代 無
218 218 082 勝浦市 関谷 木戸脇 無 223 223 020 鴨川市 打墨 坂口，向峰 無
218 218 083 勝浦市 中谷 原沢 無 223 223 021 鴨川市 打墨 動山 無
218 218 084 勝浦市 関谷 小関 無 223 223 022 鴨川市 打墨 三ノ口 無
218 218 086 勝浦市 部原 僧ケ台 無 223 223 023 鴨川市 打墨 押元 無
218 218 087 勝浦市 中島 一丁塚 無 223 223 024 鴨川市 打墨 押元 無
218 218 088 勝浦市 中島 アフリカ谷 無 223 223 025 鴨川市 打墨 京田，小谷 無
218 218 089 勝浦市 松部 新屋敷 概成 223 223 027 鴨川市 打墨 小滝 無
218 218 090 勝浦市 串浜 中ノ台 概成 223 223 028 鴨川市 打墨 小滝 無
218 218 091 勝浦市 串浜 番蔵 無 223 223 029 鴨川市 打墨 船石 無
218 218 092 勝浦市 興津 上大谷 無 223 223 031 鴨川市 打墨 下鷹巣 一部概成
218 218 093 勝浦市 守谷 馬込 概成 223 223 032 鴨川市 打墨 牛坂 無
218 218 094 勝浦市 鵜原 崕塚 一部概成 223 223 033 鴨川市 太田学 大峯 無
218 218 095 勝浦市 鵜原 長入 無 223 223 034 鴨川市 北小町 堂ノ谷 無
218 218 096 勝浦市 鵜原 長入 概成 223 223 035 鴨川市 北小町 楠 一部概成
218 218 097 勝浦市 鵜原 勝場 無 223 223 036 鴨川市 太田学 上ノ代 無
218 218 098 勝浦市 松部 尾名 無 223 223 037 鴨川市 花房 小塚 無
218 218 099 勝浦市 松部 砂子ノ入 無 223 223 038 鴨川市 花房 峰 無
218 218 100 勝浦市 松部 反目 概成 223 223 039 鴨川市 和泉 富部台 無
218 218 101 勝浦市 松部 本郷台 概成 223 223 040 鴨川市 畑 菅谷 無
218 218 102 勝浦市 洗勝浦 新池ヶ谷 無 223 223 041 鴨川市 畑 柿木代 無
218 218 103 勝浦市 行川 坊谷 一部概成 223 223 042 鴨川市 江見内遠野 山居 無
218 218 104 勝浦市 興津 湊 一部概成 223 223 043 鴨川市 東江見 森前 無
218 218 105 勝浦市 川津 万名 一部概成 223 223 044 鴨川市 江見東真門 七反目 無
218 218 106 勝浦市 大沢 古野 一部概成 223 223 045 鴨川市 松尾寺 打越 無
218 218 107 勝浦市 浜行川 倉ヶ谷 一部概成 223 223 046 鴨川市 粟斗 石田 概成
218 218 108 勝浦市 墨名 八軒島 一部概成 223 223 047 鴨川市 西町 西峰，上峰 無
218 218 109 勝浦市 川津 万名 一部概成 223 223 048 鴨川市 太海 大渕 無
223 223 001 鴨川市 東町 東上ノ山 無 223 223 049 鴨川市 西江見 西山向 無
223 223 002 鴨川市 東町 東上ノ山 無 223 223 050 鴨川市 和泉 鳴子 概成
223 223 003 鴨川市 東町 西上ノ山 無 223 223 051 鴨川市 奈良林 菅ノ田 無
223 223 004 鴨川市 西町 中台峰 無 223 223 052 鴨川市 奈良林 中山 無
223 223 005 鴨川市 東町 中台峰 無 223 223 053 鴨川市 成川 女田ヶ原 無
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223 223 054 鴨川市 小滝 小滝 無 223 223 097 鴨川市 太田学 和田 一部概成
223 223 055 鴨川市 立岩 立岩 無 223 223 098 鴨川市 宮山 冨川 一部概成
223 223 056 鴨川市 打墨 大里境 無 223 223 099 鴨川市 古畑 大夫畑 一部概成
223 223 057 鴨川市 打墨 諸ノ内 無 223 223 100 鴨川市 古畑 雷松 一部概成
223 223 058 鴨川市 和泉 亀井 無 223 223 101 鴨川市 池田 北 一部概成
223 223 059 鴨川市 平塚 下仲尾 無 223 223 102 鴨川市 北小町 金堀 一部概成
223 223 060 鴨川市 平塚 上仲尾 無 223 223 103 鴨川市 上小原 山王 一部概成
223 223 061 鴨川市 平塚 菰草 一部概成 223 223 104 鴨川市 西江見 森脇 一部概成
223 223 062 鴨川市 奈良林 原 一部概成 223 472 001 鴨川市 小湊 大森谷 一部概成
223 223 063 鴨川市 成川 後川谷 概成 223 472 002 鴨川市 小湊 大森谷 一部概成
223 223 064 鴨川市 北小町 坂下 無 223 472 002 鴨川市 小湊 田町 一部概成
223 223 065 鴨川市 北小町 石川 一部概成 223 472 003 鴨川市 小湊 城山 概成
223 223 066 鴨川市 北小町 川間 概成 223 472 003 鴨川市 内浦 寄浦 概成
223 223 067 鴨川市 太田学 平柳 無 223 472 004 鴨川市 小湊 越ヶ谷 一部概成
223 223 068 鴨川市 太田学 上久保田 無 223 472 005 鴨川市 内浦 三駄田 無
223 223 069 鴨川市 打墨 森ノ下 無 223 472 006 鴨川市 内浦 大風沢谷 無
223 223 070 鴨川市 打墨 鍛冶屋坂 無 223 472 007 鴨川市 内浦 奥塩手 無
223 223 071 鴨川市 和泉 小官 無 223 472 008 鴨川市 内浦 大風沢 無
223 223 072 鴨川市 和泉 大六天 無 223 472 009 鴨川市 小湊 小船谷町 無
223 223 073 鴨川市 和泉 駒木 無 223 472 009 鴨川市 内浦 塩手 無
223 223 074 鴨川市 東町 吹通 無 223 472 010 鴨川市 内浦 寄浦 無
223 223 075 鴨川市 広場 宝性寺谷 概成 223 472 011 鴨川市 天津 白崎 概成
223 223 076 鴨川市 平塚 丸塚 無 223 472 012 鴨川市 天津 二タ間谷 無
223 223 078 鴨川市 平塚 大田代 概成 223 472 014 鴨川市 天津 御武 無
223 223 079 鴨川市 太田学 代ノ前 概成 223 472 015 鴨川市 天津 二タ間 無
223 223 080 鴨川市 打墨 下帰田 無 223 472 016 鴨川市 天津 塩辛田 概成
223 223 081 鴨川市 和泉 片吹 概成 223 472 017 鴨川市 天津 石上 一部概成
223 223 082 鴨川市 和泉 山王堰下 無 223 472 018 鴨川市 天津 川久保 概成
223 223 083 鴨川市 西町 西台 概成 223 472 019 鴨川市 天津 土橋 無
223 223 084 鴨川市 西町 仲台 概成 223 472 020 鴨川市 浜荻 吸通 無
223 223 085 鴨川市 東町 中袋倉 無 223 472 023 鴨川市 四方木 入り 無
223 223 086 鴨川市 畑 西原 無 223 472 024 鴨川市 四方木 四方木 無
223 223 087 鴨川市 太海 上ノ台 無 223 472 025 鴨川市 天津 栗坪 無
223 223 088 鴨川市 江見内遠野 滝ノ原 無 223 472 026 鴨川市 四方木 久保 無
223 223 089 鴨川市 東江見 房川 無 223 472 027 鴨川市 清澄 地蔵堂 概成
223 223 090 鴨川市 江見三本松 三本 無 223 472 028 鴨川市 清澄 大下り東 一部概成
223 223 091 鴨川市 江見青木 青木 無 223 472 029 鴨川市 天津 布入 無
223 223 092 鴨川市 天面 西駿河浜 無 223 472 030 鴨川市 天津 梶原宿 無
223 223 093 鴨川市 北小町 荒平 無 223 472 031 鴨川市 天津 川脇 無
223 223 094 鴨川市 打墨 西仲村 無 223 472 032 鴨川市 天津 城山 無
223 223 095 鴨川市 和泉 陸ヶ沢 無 223 472 033 鴨川市 内浦 中塩手 無
223 223 096 鴨川市 和泉 カクミ 概成 223 472 034 鴨川市 浜荻 吹通 無
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223 472 035 鴨川市 天津 布入 一部概成 234 461 037 南房総市 大津 坂本 一部概成
223 472 036 鴨川市 天津 引土 概成 234 461 038 南房総市 大津 中里 一部概成
223 472 037 鴨川市 天津 内田 無 234 462 001 南房総市 犬掛 北畑 無
223 472 038 鴨川市 天津 天道 無 234 462 002 南房総市 平久里下 西長藤 無
223 472 039 鴨川市 天津 実入 無 234 462 003 南房総市 平久里下 東長藤 無
223 472 040 鴨川市 天津 実入 無 234 462 004 南房総市 犬掛 川坂 無
223 472 041 鴨川市 内浦 下梅田 無 234 462 005 南房総市 平久里下 永蔵 無
223 472 042 鴨川市 内浦 上梅田 無 234 462 006 南房総市 二部 高田 無
223 472 043 鴨川市 内浦 萩ノ巣 無 234 462 007 南房総市 二部 亀井 無
223 472 044 鴨川市 内浦 柿木田 無 234 462 008 南房総市 久枝 関下 無
223 472 045 鴨川市 小湊 小舟山 一部概成 234 462 009 南房総市 市部 宿免 一部概成
223 472 046 鴨川市 浜荻 葛ヶ崎 一部概成 234 462 011 南房総市 合戸 風早 一部概成
234 461 002 南房総市 大津 市野々 無 234 462 012 南房総市 小浦 飛ヶ谷 無
234 461 003 南房総市 大津 寺畑 無 234 462 013 南房総市 高崎 芝山 無
234 461 004 南房総市 手取 尾崎 無 234 462 014 南房総市 犬掛 曲田 無
234 461 007 南房総市 南無谷 山崎 概成 234 462 015 南房総市 山田 乙沢 一部概成
234 461 008 南房総市 深名 汐木津 無 234 462 016 南房総市 竹内 竹内山 一部概成
234 461 009 南房総市 深名 平代 無 234 464 001 南房総市 上滝田 大畑 無
234 461 010 南房総市 宮本 札ノ谷 無 234 464 002 南房総市 上滝田 滝山 無
234 461 012 南房総市 深名 大半津 無 234 464 003 南房総市 海老敷 寺谷 無
234 461 013 南房総市 南無谷 駒込 無 234 464 004 南房総市 山名 山間 概成
234 461 014 南房総市 南無谷 上ノ坪 無 234 464 005 南房総市 上堀野 石合 無
234 461 015 南房総市 丹生 関口 概成 234 464 006 南房総市 上滝田 寺台 無
234 461 016 南房総市 丹生 照尾 無 234 464 007 南房総市 上滝田 上原 概成
234 461 017 南房総市 丹生 芳畑 無 234 464 008 南房総市 上滝田 水汲戸 無
234 461 018 南房総市 豊岡 坂本 無 234 464 009 南房総市 上滝田 松尾 無
234 461 020 南房総市 多田良 磯ノ脇 無 234 464 010 南房総市 下滝田 茱萸沢 無
234 461 022 南房総市 原岡 和田 概成 234 464 011 南房総市 下滝田 竹ノ花 無
234 461 023 南房総市 居倉 青木沢 無 234 464 012 南房総市 下滝田 平山 概成
234 461 024 南房総市 深名 丹関 無 234 464 013 南房総市 下滝田 祢宜明 概成
234 461 025 南房総市 宮本 舞台 無 234 464 014 南房総市 山下 唐沢 一部概成
234 461 026 南房総市 宮本 入ノ坪 無 234 464 015 南房総市 下滝田 仏知山 無
234 461 027 南房総市 宮本 仲尾沢 無 234 464 016 南房総市 三坂 神出ケ谷 無
234 461 028 南房総市 福沢 原田 無 234 464 017 南房総市 上滝田 根古屋 無
234 461 029 南房総市 福沢 山崎 無 234 464 018 南房総市 上滝田 根古屋 概成
234 461 030 南房総市 多田良 西浜 無 234 464 020 南房総市 海老敷 寺山 無
234 461 031 南房総市 深名 岩崎 無 234 464 021 南房総市 海老敷 大阪 無
234 461 032 南房総市 福沢 香谷 無 234 464 023 南房総市 下滝田 唐沢 概成
234 461 033 南房総市 福沢 平田 概成 234 464 024 南房総市 上堀野 黒岩 無
234 461 034 南房総市 福沢 仲入 無 234 464 025 南房総市 上滝田 高月 無
234 461 035 南房総市 南無谷 駒込 無 234 464 026 南房総市 山下 八幡谷 概成
234 461 036 南房総市 宮本 仲尾沢 一部概成 234 464 027 南房総市 下滝田 真名板 無
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
234 464 028 南房総市 山名 横山 無 234 464 070 南房総市 御庄 引越 概成
234 464 029 南房総市 山名 平沢 無 234 464 071 南房総市 御庄 西深井 無
234 464 030 南房総市 海老敷 寺山 無 234 464 072 南房総市 山名 高井ヶ谷 無
234 464 031 南房総市 上滝田 水汲戸 無 234 464 073 南房総市 山名 久ノ木 概成
234 464 032 南房総市 上滝田 水汲戸 無 234 465 003 南房総市 白浜 花宮横手 無
234 464 033 南房総市 上滝田 花ノ木 無 234 465 005 南房総市 滝口 大久保 無
234 464 034 南房総市 上滝田 池田 無 234 465 006 南房総市 滝口 東大作場 無
234 464 035 南房総市 上滝田 池田 無 234 465 007 南房総市 根本 天田 無
234 464 036 南房総市 上滝田 大畑 無 234 465 009 南房総市 白浜 東沢 無
234 464 037 南房総市 下滝田 仏知山 一部概成 234 465 010 南房総市 乙浜 西山入口 無
234 464 038 南房総市 海老敷 広田 無 234 465 011 南房総市 乙浜 東横手 無
234 464 039 南房総市 山名 子ノ神 一部概成 234 465 012 南房総市 滝口 向原 無
234 464 040 南房総市 上堀野 黒岩 一部概成 234 465 013 南房総市 白浜 根本 無
234 464 041 南房総市 三坂 公法佐 無 234 466 001 南房総市 大貫 小松 無
234 464 042 南房総市 山下 杉戸 無 234 466 002 南房総市 南朝夷 大堰 無
234 464 043 南房総市 大学口 下前田 一部概成 234 466 003 南房総市 平磯 合有戸 無
234 464 044 南房総市 山名 石切 無 234 466 004 南房総市 千田 東坂口 無
234 464 045 南房総市 山名 井戸田 無 234 466 005 南房総市 白間津 御沢 無
234 464 046 南房総市 山名 猿田前 概成 234 466 006 南房総市 宇田 一反田 無
234 464 047 南房総市 山名 山間 無 234 466 007 南房総市 宇田 一反田 無
234 464 048 南房総市 山名 小山 無 234 466 008 南房総市 宇田 一反田 無
234 464 049 南房総市 山名 大谷 無 234 466 009 南房総市 宇田 一反田 無
234 464 050 南房総市 本織 平尾 無 234 466 010 南房総市 宇田 栗坪 無
234 464 051 南房総市 本織 谷 無 234 466 011 南房総市 宇田 稲子田 無
234 464 052 南房総市 本織 道城前 一部概成 234 466 012 南房総市 久保 矢田 無
234 464 053 南房総市 本織 道城前 一部概成 234 466 013 南房総市 久保 鼠ヶ谷 無
234 464 054 南房総市 明石 入ノ谷 無 234 466 014 南房総市 大貫 米ヶ谷 無
234 464 055 南房総市 池ノ内 西谷 無 234 466 015 南房総市 大貫 蓮見 無
234 464 056 南房総市 池ノ内 大作 無 234 466 016 南房総市 大貫 宮田 無
234 464 057 南房総市 池ノ内 在戸 無 234 466 017 南房総市 大貫 蓮見 無
234 464 058 南房総市 池ノ内 在戸 無 234 466 018 南房総市 大貫 駒寄長作 無
234 464 059 南房総市 池ノ内 民崎 無 234 466 019 南房総市 川戸 大和田 無
234 464 060 南房総市 中 三角 概成 234 466 020 南房総市 川戸 宮ノ下 無
234 464 061 南房総市 中 大下 概成 234 466 021 南房総市 大貫 小松 無
234 464 062 南房総市 中 平池 概成 234 466 022 南房総市 大野木 小松 無
234 464 063 南房総市 中 大月 無 234 466 023 南房総市 川戸 大谷 無
234 464 064 南房総市 中 奥谷 無 234 466 024 南房総市 川戸 柏尾 無
234 464 065 南房総市 中 奥谷 無 234 466 025 南房総市 南朝夷 田貝 無
234 464 066 南房総市 中 上ノ谷 無 234 466 026 南房総市 南朝夷 鬼ヶ谷 無
234 464 067 南房総市 中 下内坂 無 234 466 027 南房総市 北朝夷 蓮台枝 無
234 464 068 南房総市 御庄 根廻り 無 234 466 028 南房総市 忽戸 権現作 無
234 464 069 南房総市 山名 治郎丸 一部概成 234 466 029 南房総市 忽戸 魚見根 無
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
234 466 030 南房総市 千田 西坂口 無 234 467 045 南房総市 前田 苗代 無
234 466 031 南房総市 白間津 橋ノ下 無 234 467 046 南房総市 丸本郷 清水 一部概成
234 467 001 南房総市 珠師ケ谷 大谷 一部概成 234 467 047 南房総市 珠師ｹ谷 下腰越 無
234 467 002 南房総市 珠師ケ谷 前谷 無 234 467 048 南房総市 珠師ｹ谷 全滝 無
234 467 003 南房総市 丸本郷 清水 一部概成 234 467 049 南房総市 西原 笹名 無
234 467 004 南房総市 珠師ケ谷 小谷 無 234 467 050 南房総市 西原 釜滝 無
234 467 005 南房総市 珠師ケ谷 下腰越 無 234 467 051 南房総市 西原 長谷 無
234 467 006 南房総市 珠師ヶ谷 大谷 無 234 467 052 南房総市 珠師ヶ谷 大谷 無
234 467 007 南房総市 小戸 堰谷 無 234 467 053 南房総市 珠師ｹ谷 大谷 無
234 467 008 南房総市 元石神 釜滝 無 234 467 054 南房総市 小戸 洞田 無
234 467 010 南房総市 珠師ケ谷 釜滝 概成 234 467 055 南房総市 小戸 内田 概成
234 467 011 南房総市 西原 長谷 無 234 467 056 南房総市 小戸 種谷 無
234 467 012 南房総市 岩糸 御門 概成 234 467 057 南房総市 小戸 千束 無
234 467 013 南房総市 小戸 一ノ沢 無 234 467 058 南房総市 小戸 千束 無
234 467 015 南房総市 峯 堂平 無 234 467 059 南房総市 小戸 反田 無
234 467 016 南房総市 川谷 苅谷場 概成 234 467 060 南房総市 岩糸 根切 無
234 467 017 南房総市 宮下 天王山 無 234 467 061 南房総市 岩糸 根切 無
234 467 019 南房総市 珠師ケ谷 明ヶ作 無 234 467 062 南房総市 小戸 堺田 無
234 467 020 南房総市 珠師ケ谷 下腰越 無 234 467 063 南房総市 小戸 堺田 無
234 467 022 南房総市 塩井戸 塩井戸 無 234 467 064 南房総市 小戸 堺田 一部概成
234 467 023 南房総市 塩井戸 塩井戸 無 234 467 065 南房総市 岩糸 鍛冶屋 無
234 467 024 南房総市 御子神 向井 無 234 467 066 南房総市 沓見 六ノ木 無
234 467 025 南房総市 御子神 形倉 無 234 467 067 南房総市 沓見 鼡ケ谷 無
234 467 026 南房総市 石堂 久類 無 234 467 068 南房総市 沓見 鼡ケ谷 無
234 467 027 南房総市 石堂 清名 無 234 467 069 南房総市 沓見 鼡ケ谷 無
234 467 028 南房総市 石堂原 松ヶ石 無 234 467 070 南房総市 沓見 鼡ケ谷 無
234 467 029 南房総市 石堂原 根方 無 234 467 071 南房総市 沓見 正木谷 無
234 467 030 南房総市 石堂原 清水 無 234 467 072 南房総市 沓見 正木谷 無
234 467 031 南房総市 川谷 矢田 無 234 467 073 南房総市 沓見 吹代 無
234 467 032 南房総市 川谷 矢田 無 234 467 074 南房総市 加茂 宮田 無
234 467 033 南房総市 川谷 矢田 無 234 467 075 南房総市 加茂 宮田 無
234 467 034 南房総市 川谷 畑 一部概成 234 467 076 南房総市 加茂 宮田 無
234 467 035 南房総市 珠師ｹ谷 割田 無 234 467 077 南房総市 沓見 梅沢 無
234 467 036 南房総市 小戸 種谷 無 234 467 078 南房総市 沓見 辻吹代 無
234 467 037 南房総市 珠師ｹ谷 種谷 無 234 467 079 南房総市 沓見 辻吹代 無
234 467 038 南房総市 珠師ｹ谷 笹 無 234 467 080 南房総市 沓見 梅沢 無
234 467 039 南房総市 珠師ｹ谷 皆倉 概成 234 467 081 南房総市 西原 池下 無
234 467 040 南房総市 珠師ｹ谷 松葉 無 234 467 082 南房総市 岩糸 久類 無
234 467 041 南房総市 沓見 柳作 無 234 467 083 南房総市 岩糸 久類 無
234 467 042 南房総市 沓見 柳作 一部概成 234 467 084 南房総市 岩糸 根方 無
234 467 043 南房総市 沓見 柳作 無 234 467 085 南房総市 加茂 実成谷 無
234 467 044 南房総市 前田 苗代 無 234 467 086 南房総市 加茂 実成谷 無
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234 467 087 南房総市 加茂 大坪 無 234 468 028 南房総市 小川 駒場下 無
234 467 088 南房総市 加茂 西ノ谷 無 234 468 029 南房総市 和田 返田 無
234 467 089 南房総市 加茂 丹房 一部概成 234 468 030 南房総市 和田 小浦谷 無
234 467 090 南房総市 加茂 丹房 無 234 468 031 南房総市 和田 関ノ台 無
234 467 091 南房総市 加茂 丹房 無 234 468 032 南房総市 下三原 東小戸 一部概成
234 467 092 南房総市 加茂 梅田 無 234 468 033 南房総市 磑森 ビタ 一部概成
234 467 093 南房総市 加茂 梅田 無 234 468 034 南房総市 仁我浦 榎田 一部概成
234 467 094 南房総市 加茂 梅田 無 234 468 035 南房総市 石堂 嶺岡柱木牧 一部概成
234 467 095 南房総市 安馬谷 大沼 無 238 442 001 いすみ市 須賀谷 宝蔵寺前 無
234 467 096 南房総市 安馬谷 大沼 無 238 442 002 いすみ市 萩原 大作 無
234 467 097 南房総市 安馬谷 鳥居前 無 238 442 003 いすみ市 萩原 神明前 無
234 467 098 南房総市 安馬谷 笹袖 無 238 442 004 いすみ市 荻原 滝ノ下 無
234 467 099 南房総市 安馬谷 下道 無 238 442 005 いすみ市 萩原 糖田 無
234 467 100 南房総市 安馬谷 新田 無 238 442 006 いすみ市 正立寺 伊北 概成
234 467 101 南房総市 安馬谷 下道 無 238 442 009 いすみ市 須賀谷 黒ヶ谷 無
234 467 102 南房総市 安馬谷 下道 無 238 442 010 いすみ市 松丸 浅間下 概成
234 467 103 南房総市 安馬谷 高房 一部概成 238 442 011 いすみ市 萩原 堀切下 無
234 467 104 南房総市 峯 北峯 無 238 442 012 いすみ市 萩原 立石 概成
234 467 105 南房総市 安馬谷 和田 無 238 442 013 いすみ市 深谷 童子谷 無
234 467 106 南房総市 峯 堂平 無 238 442 014 いすみ市 国府台 小畔 無
234 467 107 南房総市 宮下 高丸 一部概成 238 442 016 いすみ市 中村台 藤倉 無
234 468 001 南房総市 上三原 山田 無 238 442 017 いすみ市 大野 長坂 概成
234 468 002 南房総市 黒岩 別所 無 238 442 018 いすみ市 作田 大沢 概成
234 468 003 南房総市 黒岩 観現 無 238 442 019 いすみ市 須賀谷 飯盛面 無
234 468 004 南房総市 上三原 宮原 一部概成 238 442 020 いすみ市 須賀谷 薙子の前 無
234 468 007 南房総市 下三原 代田 無 238 442 021 いすみ市 須賀谷 面切 概成
234 468 010 南房総市 黒岩 黒岩谷 無 238 442 022 いすみ市 須賀谷 梅ノ木谷 無
234 468 011 南房総市 布野 布野 無 238 442 023 いすみ市 須賀谷 謄棚 無
234 468 013 南房総市 上三原 谷 無 238 442 024 いすみ市 須賀谷 坂ノ谷 無
234 468 015 南房総市 小川 筒井 無 238 442 025 いすみ市 須賀谷 宮ノ谷 概成
234 468 016 南房総市 上三原 滝尻 無 238 442 026 いすみ市 須賀谷 甲向 無
234 468 017 南房総市 布野 柄井後 一部概成 238 442 027 いすみ市 須賀谷 甲向 無
234 468 018 南房総市 黒岩 三竹 概成 238 442 028 いすみ市 須賀谷 苗代町 概成
234 468 019 南房総市 黒岩 黒岩 無 238 442 029 いすみ市 須賀谷 向台 概成
234 468 020 南房総市 平塚 平塚 無 238 442 030 いすみ市 須賀谷 椎ノ木 無
234 468 021 南房総市 黒岩 岩部 無 238 442 031 いすみ市 須賀谷 宮前 無
234 468 022 南房総市 小川 矢田 無 238 442 032 いすみ市 神置 宮ノ下 概成
234 468 023 南房総市 中三原 寺谷 無 238 442 033 いすみ市 荻原 滝ノ下 無
234 468 024 南房総市 中三原 大庭 無 238 442 034 いすみ市 荻原 床代 無
234 468 025 南房総市 中三原 神田 無 238 442 035 いすみ市 荻原 神明前 無
234 468 026 南房総市 中三原 唐ヶ作 無 238 442 036 いすみ市 荻原 神明前 無
234 468 027 南房総市 中三原 小路ヶ谷 無 238 442 037 いすみ市 荻原 三久 無
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238 442 038 いすみ市 荻原 関谷 無 238 442 080 いすみ市 須賀谷 殿下 無
238 442 039 いすみ市 荻原 立石 無 238 442 081 いすみ市 須賀谷 古希堰 概成
238 442 040 いすみ市 荻原 八坂下 無 238 444 001 いすみ市 大原 西大和田 概成
238 442 041 いすみ市 能実 境 無 238 444 002 いすみ市 細尾 大和田 概成
238 442 042 いすみ市 能実 境 無 238 444 003 いすみ市 沢部 小深谷 概成
238 442 043 いすみ市 能実 部田 一部概成 238 444 004 いすみ市 沢部 日影 無
238 442 044 いすみ市 能実 榎戸 一部概成 238 444 005 いすみ市 長志 千光寺 一部概成
238 442 045 いすみ市 能実 上谷 概成 238 444 007 いすみ市 長志 殿谷 無
238 442 046 いすみ市 松丸 浅間下 概成 238 444 008 いすみ市 下布地 下前 無
238 442 047 いすみ市 松丸 上行寺 無 238 444 009 いすみ市 下布地 日渡 無
238 442 048 いすみ市 能実 道成 無 238 444 010 いすみ市 下布地 三王台 概成
238 442 049 いすみ市 作田 上野 無 238 444 011 いすみ市 釈迦谷 居蔵根 一部概成
238 442 050 いすみ市 作田 新生 概成 238 444 012 いすみ市 釈迦谷 中西部田 一部概成
238 442 051 いすみ市 荻原 深谷 無 238 444 013 いすみ市 釈迦谷 小山 概成
238 442 052 いすみ市 荻原 蔵前 概成 238 444 014 いすみ市 釈迦谷 輪ノ内 概成
238 442 053 いすみ市 荻原 古屋之谷 一部概成 238 444 016 いすみ市 岩船 殿谷 無
238 442 054 いすみ市 荻原 浅ノ谷 無 238 444 017 いすみ市 小池 郷根 無
238 442 055 いすみ市 荻原 一丁目 無 238 444 018 いすみ市 下原 生嶋 概成
238 442 056 いすみ市 荻原 夕定 無 238 444 019 いすみ市 山田 上小網 概成
238 442 057 いすみ市 荻原 東谷 無 238 444 020 いすみ市 新田野 谷 無
238 442 058 いすみ市 深谷 不動谷 概成 238 444 021 いすみ市 新田 下七曲 無
238 442 059 いすみ市 深谷 塚根 無 238 444 022 いすみ市 新田 上岸 概成
238 442 060 いすみ市 松丸 向台 概成 238 444 023 いすみ市 新田 美シ部田 概成
238 442 061 いすみ市 万木 上行寺前 概成 238 444 024 いすみ市 釈迦谷 大桜 概成
238 442 062 いすみ市 神置 堰下 無 238 444 025 いすみ市 小沢 加茂台 無
238 442 063 いすみ市 正立寺 伊北 無 238 444 026 いすみ市 岩船 竹田 一部概成
238 442 064 いすみ市 柿和田 東根 概成 238 444 027 いすみ市 岩船 関内 概成
238 442 065 いすみ市 作田 中里 無 238 444 028 いすみ市 大原 奥小山 無
238 442 066 いすみ市 八乙女 仲ノ台 一部概成 238 444 029 いすみ市 新田 宮ノ台 概成
238 442 067 いすみ市 引田 部田 無 238 444 030 いすみ市 岩船 池之台 概成
238 442 068 いすみ市 弥正 台 概成 238 444 032 いすみ市 下原 鏡谷 無
238 442 069 いすみ市 大野 札曽 無 238 444 033 いすみ市 下原 米ケ原 無
238 442 070 いすみ市 国府台 東小倉山 無 238 444 034 いすみ市 下原 南米ヶ原 無
238 442 071 いすみ市 国府台 格ヶ谷 無 238 444 035 いすみ市 新田野 谷 概成
238 442 072 いすみ市 国府台 小倉山 概成 238 444 036 いすみ市 新田野 鎮守前 無
238 442 073 いすみ市 国府台 西ノ谷 概成 238 444 037 いすみ市 新田野 清水 無
238 442 074 いすみ市 国府台 薊台 無 238 444 038 いすみ市 新田野 市原 無
238 442 075 いすみ市 国府台 権現山 無 238 444 039 いすみ市 新田野 生嶋向 無
238 442 076 いすみ市 国府台 下柳生 無 238 444 040 いすみ市 高谷 子安 概成
238 442 077 いすみ市 大野 大津 無 238 444 041 いすみ市 高谷 壁山 無
238 442 078 いすみ市 大野 鴻之巣 無 238 444 042 いすみ市 佐室 四坊，寺沢 無
238 442 079 いすみ市 大野 越口 無 238 444 043 いすみ市 若山 妙ノ谷 無
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238 444 044 いすみ市 若山 若山 無 238 444 088 いすみ市 下布施 井戸沢 無
238 444 045 いすみ市 若山 日宮下 無 238 444 089 いすみ市 釈迦谷 大佛 概成
238 444 046 いすみ市 飯塚 内飯塚 無 238 444 090 いすみ市 小沢 新田 無
238 444 047 いすみ市 新田 内飯塚 無 238 444 091 いすみ市 小沢 狭間 無
238 444 048 いすみ市 新田 上岸 概成 238 444 092 いすみ市 大原 大芝 無
238 444 049 いすみ市 新田 大黒塚 概成 238 444 095 いすみ市 小沢 宮ノ脇 無
238 444 050 いすみ市 新田 上岸 無 238 444 096 いすみ市 岩船 宮ノ脇 無
238 444 051 いすみ市 新田 大黒塚 概成 238 444 097 いすみ市 岩船 寺ノ谷 一部概成
238 444 052 いすみ市 山田 飯塚 一部概成 238 444 098 いすみ市 岩船 下口 概成
238 444 053 いすみ市 山田 井薮 一部概成 238 444 099 いすみ市 小沢 屋敷下 無
238 444 054 いすみ市 山田 上宮田 無 238 444 100 いすみ市 岩船 粟須賀 無
238 444 055 いすみ市 山田 茅場 無 238 444 102 いすみ市 岩船 竹之口 無
238 444 056 いすみ市 山田 鵜野辺田 無 238 444 103 いすみ市 小沢 谷口 無
238 444 057 いすみ市 山田 勝台 無 238 444 104 いすみ市 大原 狭間 無
238 444 058 いすみ市 新田 山崎部田 概成 238 444 105 いすみ市 小池 狭間 無
238 444 059 いすみ市 新田 新田谷 無 238 444 108 いすみ市 深堀 御室 無
238 444 060 いすみ市 大原 村野台 無 238 444 109 いすみ市 高谷 上大練 一部概成
238 444 063 いすみ市 大原 向井山 無 238 444 110 いすみ市 大原 内苗代 一部概成
238 444 064 いすみ市 大原 管ノ谷 無 238 444 111 いすみ市 大原 間瀬淵 一部概成
238 444 065 いすみ市 大原 坂ノ下 無 238 445 001 いすみ市 谷上 選台 概成
238 444 066 いすみ市 新田 東一澤水 無 238 445 002 いすみ市 谷上 蒲田 無
238 444 067 いすみ市 釈迦谷 寺台 概成 238 445 003 いすみ市 岩熊 原 無
238 444 068 いすみ市 釈迦谷 南谷 無 238 445 004 いすみ市 市野野 堰本下谷 無
238 444 069 いすみ市 新田 妙部田 無 238 445 005 いすみ市 岩熊 境 概成
238 444 070 いすみ市 釈迦谷 夏焼 概成 238 445 006 いすみ市 岩熊 花貫谷 概成
238 444 071 いすみ市 長志 南谷 無 238 445 007 いすみ市 岩熊 大屋敷 概成
238 444 072 いすみ市 下布施 硯 無 238 445 008 いすみ市 東小高 宮ノ下 無
238 444 073 いすみ市 下布施 北郷戸 無 238 445 009 いすみ市 東小高 開沢 無
238 444 074 いすみ市 長志 高野台 無 238 445 010 いすみ市 三門 東前 無
238 444 075 いすみ市 山田 木之根沢 無 238 445 011 いすみ市 鴨根 岩井崎 無
238 444 076 いすみ市 山田 鎧沢内寒沢 無 238 445 012 いすみ市 嘉谷 梅木中 無
238 444 077 いすみ市 山田 菅之谷 無 238 445 013 いすみ市 嘉谷 吹来中 無
238 444 078 いすみ市 山田 菅之谷 無 238 445 014 いすみ市 嘉谷 桜山 無
238 444 079 いすみ市 下布施 堀之内 概成 238 445 015 いすみ市 市野々 堰谷 無
238 444 080 いすみ市 下布施 堀之内 無 238 445 016 いすみ市 谷上 荒久野谷 無
238 444 081 いすみ市 上布施 押替前 無 238 445 018 いすみ市 岩熊 井識 無
238 444 082 いすみ市 上布施 行事谷 無 238 445 019 いすみ市 榎沢 下孕 無
238 444 083 いすみ市 下布施 下徳蓮寺 無 238 445 020 いすみ市 岩熊 遠野 無
238 444 084 いすみ市 下布施 下徳蓮寺 無 238 445 021 いすみ市 岩熊 金月谷 無
238 444 085 いすみ市 下布施 東谷 無 238 445 022 いすみ市 和泉 雀島 無
238 444 086 いすみ市 下布施 南蓮池 無 238 445 023 いすみ市 和泉 大豆ヶ谷 無
238 444 087 いすみ市 下布施 本谷 無 238 445 024 いすみ市 鴨根 大屋根 無
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238 445 025 いすみ市 東小高 星山 無 441 441 003 大多喜町 横山 竹之谷 無
238 445 026 いすみ市 三門 南打越 無 441 441 004 大多喜町 横山 太夫畑 無
238 445 027 いすみ市 市野野 更目木 無 441 441 005 大多喜町 泉水 部田 概成
238 445 028 いすみ市 市野野 小山 無 441 441 006 大多喜町 西部田 中村 一部概成
238 445 029 いすみ市 市野野 南谷 無 441 441 008 大多喜町 八声 屋敷台 概成
238 445 030 いすみ市 市野野 苗代町 無 441 441 010 大多喜町 大戸 行立 概成
238 445 031 いすみ市 市野野 畑ノ谷 無 441 441 013 大多喜町 湯倉 坂下 概成
238 445 032 いすみ市 市野野 四反目 無 441 441 014 大多喜町 紙敷 南向上台 無
238 445 033 いすみ市 谷上 竜 無 441 441 015 大多喜町 紙敷 椴ノ木 無
238 445 034 いすみ市 谷上 竜前 無 441 441 016 大多喜町 紙敷 垢清水 無
238 445 035 いすみ市 谷上 弓田 無 441 441 017 大多喜町 紙敷 御行堀 無
238 445 036 いすみ市 市野野 御美谷 無 441 441 018 大多喜町 紙敷 十良畑 無
238 445 037 いすみ市 市野野 藪 無 441 441 019 大多喜町 紙敷 半夏草 概成
238 445 038 いすみ市 市野野 井戸谷 無 441 441 020 大多喜町 小苗 シシクラ 無
238 445 039 いすみ市 岩熊 宮敷 無 441 441 021 大多喜町 中野 方丈谷 無
238 445 040 いすみ市 岩熊 須架留田 無 441 441 022 大多喜町 庄司 サク 無
238 445 041 いすみ市 岩熊 田谷須架留 概成 441 441 025 大多喜町 板谷 上ノ台 無
238 445 042 いすみ市 岩熊 久根深 概成 441 441 028 大多喜町 葛藤 向 一部概成
238 445 043 いすみ市 岩熊 原 無 441 441 029 大多喜町 葛藤 西之代 概成
238 445 044 いすみ市 榎沢 孕戸 無 441 441 030 大多喜町 面白 大北 無
238 445 045 いすみ市 榎沢 中孕戸 無 441 441 032 大多喜町 小田代 藤平田 無
238 445 046 いすみ市 脇の谷 竜 概成 441 441 033 大多喜町 面白 見掛 無
238 445 047 いすみ市 谷上 選谷 概成 441 441 034 大多喜町 小沢又 宮原 無
238 445 048 いすみ市 椎木 谷ノ平地 無 441 441 035 大多喜町 田代 堀込 無
238 445 049 いすみ市 岩熊 松作谷 無 441 441 036 大多喜町 田代 田代台 無
238 445 050 いすみ市 岩熊 保目 無 441 441 038 大多喜町 田代 マグロ部田 無
238 445 051 いすみ市 中滝 沼 無 441 441 039 大多喜町 弓木 大杭根 無
238 445 052 いすみ市 中滝 二又 無 441 441 041 大多喜町 弥喜用 漆窪 無
238 445 053 いすみ市 和泉 豆ヶ谷 無 441 441 042 大多喜町 押沼 登之塚 無
238 445 054 いすみ市 和泉 下埋田 無 441 441 045 大多喜町 川畑 井戸谷 概成
238 445 055 いすみ市 嘉谷 長所 無 441 441 046 大多喜町 平沢 三坂 無
238 445 056 いすみ市 鴨根 揚場土 無 441 441 047 大多喜町 平沢 桑木澤 無
238 445 057 いすみ市 小高 宮ノ下 無 441 441 048 大多喜町 平沢 表 無
238 445 058 いすみ市 東小高 草敷 無 441 441 049 大多喜町 平沢 中堀 無
238 445 059 いすみ市 鴨根 前芦上 無 441 441 051 大多喜町 平沢 荒関 無
238 445 060 いすみ市 鴨根 実芦上 概成 441 441 053 大多喜町 平沢 細尾 無
238 445 061 いすみ市 三門 豆塚 無 441 441 054 大多喜町 平沢 深川 無
238 445 062 いすみ市 井沢 東小沼 無 441 441 055 大多喜町 弓木 橋渡 無
238 445 063 いすみ市 井沢 矢田 無 441 441 056 大多喜町 平沢 東七曲 無
238 445 064 いすみ市 嘉谷 上滝前 無 441 441 057 大多喜町 平沢 市之台 無
238 445 065 いすみ市 榎沢 西鐘撞 一部概成 441 441 058 大多喜町 弓木 猿渡喰 無
441 441 002 大多喜町 紙敷 針紋 無 441 441 060 大多喜町 面白 谷之内 概成
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441 441 062 大多喜町 筒森 物見塚下 無 441 441 115 大多喜町 西部田 久保 無
441 441 063 大多喜町 小田代 畑谷 概成 441 441 116 大多喜町 大多喜 三ノ丸 無
441 441 064 大多喜町 平沢 芳ヶ堀 無 441 441 117 大多喜町 横山 神明 概成
441 441 065 大多喜町 平沢 荒関 無 441 441 118 大多喜町 舟子 台 概成
441 441 066 大多喜町 弓木 不居包 無 441 441 119 大多喜町 森宮 明知行 無
441 441 067 大多喜町 平沢 南沢 無 441 441 120 大多喜町 下大多喜 明生谷 無
441 441 068 大多喜町 平沢 大防 無 441 441 121 大多喜町 紙敷 笹之谷 無
441 441 069 大多喜町 小田代 山方 無 441 441 122 大多喜町 紙敷 椴ノ木 無
441 441 072 大多喜町 大田代 星井畑 無 441 441 123 大多喜町 柳原 ｸﾓﾝﾌﾞｼ 無
441 441 074 大多喜町 小田代 清水平 概成 441 441 124 大多喜町 入会地 沢山 無
441 441 075 大多喜町 板谷 平四郎畑 無 441 441 125 大多喜町 入会地 沢山 無
441 441 077 大多喜町 柳原 沢山 無 441 441 126 大多喜町 上原 上代 無
441 441 079 大多喜町 笛倉 向山 無 441 441 127 大多喜町 上原 西谷 無
441 441 080 大多喜町 大戸 高根 無 441 441 128 大多喜町 西部田 半関 無
441 441 081 大多喜町 大戸 杉谷 無 441 441 129 大多喜町 上原 桑曽根 無
441 441 087 大多喜町 田代 神向 無 441 441 130 大多喜町 小谷松 横吹 無
441 441 088 大多喜町 筒森 小金室 無 441 441 131 大多喜町 小谷松 山下 無
441 441 089 大多喜町 筒森 泉沢 概成 441 441 132 大多喜町 八声 地獄沢 一部概成
441 441 090 大多喜町 粟又 合 無 441 441 133 大多喜町 八声 井戸谷 無
441 441 092 大多喜町 面白 久保 無 441 441 134 大多喜町 八声 居山 無
441 441 093 大多喜町 面白 岩井代 無 441 441 135 大多喜町 八声 居山 一部概成
441 441 094 大多喜町 粟又 亀ノ尻 無 441 441 136 大多喜町 八声 将墓 無
441 441 095 大多喜町 平沢 足古 無 441 441 137 大多喜町 板谷 草敷畑 無
441 441 096 大多喜町 平沢 足古 無 441 441 138 大多喜町 板谷 平野 無
441 441 097 大多喜町 小土呂 堂前 無 441 441 139 大多喜町 庄司 開ノ元 無
441 441 098 大多喜町 小土呂 吉原 無 441 441 140 大多喜町 小苗 牛畑 無
441 441 099 大多喜町 小土呂 市部 無 441 441 141 大多喜町 大戸 愛野山 無
441 441 100 大多喜町 小土呂 塩ノ谷 無 441 441 142 大多喜町 大戸 岩田 概成
441 441 101 大多喜町 小土呂 正木谷 無 441 441 143 大多喜町 部田 上山下 無
441 441 102 大多喜町 小土呂 春地 一部概成 441 441 144 大多喜町 堀ノ内 細通 無
441 441 103 大多喜町 小土呂 作畑 無 441 441 145 大多喜町 小田代 清水代 無
441 441 104 大多喜町 横山 薙畑 無 441 441 146 大多喜町 小田代 清水代 無
441 441 105 大多喜町 横山 伊南 無 441 441 147 大多喜町 小田代 平野 無
441 441 106 大多喜町 横山 新馬場 無 441 441 148 大多喜町 小田代 畑谷 一部概成
441 441 107 大多喜町 泉水 卒高 無 441 441 149 大多喜町 葛藤 上之代 概成
441 441 108 大多喜町 横山 山之越 無 441 441 150 大多喜町 伊保田 桜谷 無
441 441 109 大多喜町 下大多喜 鍛冶畑 無 441 441 151 大多喜町 堀切 下関谷 無
441 441 110 大多喜町 下大多喜 高谷 無 441 441 152 大多喜町 三条 長者原 無
441 441 111 大多喜町 下大多喜 丸ヶ谷 無 441 441 153 大多喜町 田代 川野田 無
441 441 112 大多喜町 下大多喜 観音下 無 441 441 154 大多喜町 三条 塚越 無
441 441 113 大多喜町 大多喜 久半谷 概成 441 441 155 大多喜町 田代 田代台 無
441 441 114 大多喜町 大多喜 久半谷 無 441 441 156 大多喜町 笛倉 表畑 無
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441 441 157 大多喜町 石神 枇杷落 一部概成 443 443 019 御宿町 上布施 中ノ沢 無
441 441 158 大多喜町 大田代 春釜 無 443 443 020 御宿町 上布施 糖塚 無
441 441 159 大多喜町 筒森 高塚 無 443 443 021 御宿町 上布施 南新町 概成
441 441 160 大多喜町 筒森 東作堀 無 443 443 022 御宿町 高山田 岩井作 無
441 441 161 大多喜町 面白 高畑 無 443 443 023 御宿町 実谷 妻戸 概成
441 441 162 大多喜町 面白 由谷 無 443 443 024 御宿町 新町 浅間 無
441 441 163 大多喜町 面白 前田 無 443 443 025 御宿町 浜 馬坂 無
441 441 164 大多喜町 田代 平田 概成 443 443 026 御宿町 岩和田 東大谷 無
441 441 165 大多喜町 平沢 出水沢 無 443 443 027 御宿町 高山田 平山 一部概成
441 441 166 大多喜町 平沢 上之台 無 463 463 001 鋸南町 大帷子 高畑 概成
441 441 167 大多喜町 筒森 物見塚上 無 463 463 002 鋸南町 小保田 宮ノ前 概成
441 441 168 大多喜町 筒森 細野 無 463 463 003 鋸南町 市井原 西ノ下 無
441 441 169 大多喜町 粟又 滝ノ上 無 463 463 005 鋸南町 大帷子 片倉 概成
441 441 170 大多喜町 粟又 滝ノ上 無 463 463 006 鋸南町 下佐久間 飯ノ坂 無
441 441 171 大多喜町 粟又 居廻り 無 463 463 007 鋸南町 下佐久間 上沼 無
441 441 172 大多喜町 面白 上之代 無 463 463 008 鋸南町 奥山 関ノ谷 無
441 441 173 大多喜町 面白 岩下 無 463 463 009 鋸南町 奥山 小束沢 無
441 441 174 大多喜町 田代 宇ノ沢 無 463 463 010 鋸南町 奥山 内代 無
441 441 175 大多喜町 弓木 上川面 無 463 463 012 鋸南町 竜島(飛地) 玉ノ井 無
441 441 176 大多喜町 弓木 馬之瀬谷 概成 463 463 013 鋸南町 下佐久間 和見 無
441 441 177 大多喜町 平沢 谷渡 無 463 463 014 鋸南町 竜島 御堂ヶ谷 一部概成
441 441 178 大多喜町 平沢 見立 無 463 463 015 鋸南町 下佐久間 市部瀬西 無
441 441 179 大多喜町 大田代 川下 無 463 463 016 鋸南町 大六 切通 無
441 441 180 大多喜町 弓木 菅野谷 無 463 463 017 鋸南町 大六 砂田 無
441 441 181 大多喜町 大多喜 久半谷 無 463 463 018 鋸南町 中佐久間 瀬戸口 無
441 441 182 大多喜町 大多喜 久半谷 無 463 463 019 鋸南町 奥山 二ツ尾 無
441 441 183 大多喜町 西部田 台田 無 463 463 020 鋸南町 奥山(飛地) 太田 無
441 441 184 大多喜町 大田代 出口 無 463 463 021 鋸南町 元名 明鐘 無
443 443 001 御宿町 岩和田 東山 概成 463 463 022 鋸南町 元名 日本寺口 無
443 443 004 御宿町 新町 小谷ﾉ谷 無 463 463 023 鋸南町 元名 三谷 無
443 443 005 御宿町 須賀 大部田 一部概成 463 463 024 鋸南町 元名 堰入 無
443 443 006 御宿町 浜 盛松 概成 463 463 025 鋸南町 元名 小磯 無
443 443 007 御宿町 浜 亥ノ谷 概成 463 463 026 鋸南町 元名 城山 無
443 443 008 御宿町 高山田 八見塚 無 463 463 027 鋸南町 大帷子 台久保 概成
443 443 009 御宿町 久保 萓場台 一部概成 463 463 028 鋸南町 下佐久間 中沼 無
443 443 010 御宿町 七本 半田 無 463 463 029 鋸南町 大崩 豆ケ尾 概成
443 443 012 御宿町 高山田 メイノ松 無 463 463 030 鋸南町 横根 芹田 一部概成
443 443 013 御宿町 高山田 川向 無 463 463 031 鋸南町 大崩 豆ヶ尾 概成
443 443 014 御宿町 高山田 西桃ノ木 無 463 463 032 鋸南町 下佐久間 昼正 一部概成
443 443 015 御宿町 寛谷 坂下 一部概成
443 443 016 御宿町 七本 杉ノ木 無
443 443 017 御宿町 七本 四高台 無

南部林業管内 山腹崩壊危険地区
危険地区番号

市町村名 大字 字 着手状況
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表２ 山腹崩壊危険地区(国有林)一覧表＜農林水産部森林課＞ 

平成24年3月31日現在 
市町村名 危険地区番号 大字 字 

君津市 1  平田 鹿野山 

君津市 2  久留里 城山 

君津市 3  久留里 内山 

君津市 4  久留里 内山 

鴨川市（旧天津小湊町） 1  小湊 大森谷 

鴨川市（旧天津小湊町） 2  小湊 大森谷 

鴨川市（旧天津小湊町） 3  小湊 城山 

鴨川市（旧天津小湊町） 4  小湊 越ヶ谷 

鴨川市（旧天津小湊町） 9  小湊 小船谷町 

計 9 箇所   
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表３ 崩壊土砂流出危険地区一覧表＜農林水産部森林課＞   平成24年3月31日現在 

 

市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
206 206 001 木更津市 真里谷 天崎 概成 225 225 016 君津市 鹿野山 一本野 一部概成
206 206 002 木更津市 茅野七曲 奥野 無 225 225 017 君津市 鹿野山 台畑 一部概成
219 219 001 市原市 柿木台 乙女 一部概成 225 225 018 君津市 鹿野山 高連台 一部概成
219 219 002 市原市 柿木台 台山 一部概成 225 225 019 君津市 鹿野山 六本野 一部概成
219 219 003 市原市 柿木台 台山２ 一部概成 225 225 020 君津市 浦田 笠松 概成
219 219 004 市原市 柿木台 台山３ 一部概成 225 225 021 君津市 川谷 棒田本沢 無
219 219 005 市原市 柳川 下の代 無 225 225 022 君津市 西日笠 上野台 無
219 219 008 市原市 米原 井戸沢 一部概成 225 225 023 君津市 奥米 汐登 一部概成
219 219 009 市原市 大久保 上仏沢 一部概成 225 225 024 君津市 奥米 東山 一部概成
219 219 010 市原市 石塚 栗木台 一部概成 225 225 025 君津市 豊英 仁平田 一部概成
219 219 011 市原市 大久保 梅ｹ瀬 一部概成 225 225 026 君津市 豊英 竈ノ谷 一部概成
219 219 012 市原市 大久保 梅ｹ瀬２ 一部概成 225 225 027 君津市 笹 橋代 一部概成
219 219 013 市原市 大久保 舞見作 一部概成 225 225 028 君津市 川俣 月毛峰 無
219 219 014 市原市 大久保 東舞見作 無 225 225 029 君津市 蔵玉 滝ノ谷 一部概成
219 219 015 市原市 石神 信ノ峯 無 225 225 030 君津市 奥米 東山2 概成
219 219 016 市原市 石神 日木ノ谷 概成 225 225 031 君津市 鎌滝 芝戸 一部概成
219 219 017 市原市 朝生原 下夕田 概成 225 225 032 君津市 鬼泪 鬼泪山 無
219 219 018 市原市 朝生原 門越 概成 225 225 033 君津市 奥米 東口 一部概成
219 219 019 市原市 戸面 ワシ川 無 225 225 034 君津市 山本 宮ノ腰 一部概成
219 219 020 市原市 朝生原 女ｹ倉 概成 225 225 035 君津市 奥米 東口 一部概成
219 219 021 市原市 朝生原 黒川谷 一部概成 225 225 036 君津市 奥米 東口 一部概成
219 219 022 市原市 戸面石神 朝生原入会 一部概成 225 225 037 君津市 蔵玉 前沢 一部概成
219 219 023 市原市 戸面 夕木 無 225 225 039 君津市 豊英 西口 一部概成
219 219 024 市原市 折津 鐘掛 一部概成 225 225 040 君津市 豊英 東口 一部概成
219 219 025 市原市 戸面石神朝生原入会 五郎津 一部概成 226 226 001 富津市 志駒 惣田沢 無
219 219 026 市原市 万田野 下畑 一部概成 226 226 002 富津市 豊岡 杣谷 一部概成
219 219 027 市原市 万田野 水足 一部概成 226 226 003 富津市 山中 丸塚 一部概成
225 225 001 君津市 糸川 淀山 一部概成 226 226 004 富津市 豊岡 奥田取 無
225 225 002 君津市 糸川 淀山２ 一部概成 226 226 005 富津市 田倉 中丸塚 一部概成
225 225 003 君津市 糸川 笹原 概成 226 226 006 富津市 田倉 小豆畑 無
225 225 004 君津市 大野台 五行台野 一部概成 226 226 007 富津市 豊岡 蛭沢 無
225 225 005 君津市 大野台 五行台野２ 無 226 226 008 富津市 梨沢 苗原 無
225 225 006 君津市 鎌滝 扇山 一部概成 226 226 009 富津市 梨沢 榎沢 無
225 225 007 君津市 鹿野山 常緑平 一部概成 226 226 010 富津市 梨沢 大外出 一部概成
225 225 008 君津市 西粟倉 谷 一部概成 226 226 011 富津市 志駒 野中 無
225 225 009 君津市 西猪原 赤目沢 一部概成 226 226 012 富津市 岩本 改正 無
225 225 010 君津市 東粟倉 柳原 一部概成 226 226 013 富津市 田倉 当号谷 無
225 225 011 君津市 久留里大谷 日出沢 無 226 226 014 富津市 志駒 湯沢 無
225 225 012 君津市 久留里大谷 沼ノ谷 一部概成 226 226 015 富津市 豊岡 椎木谷 無
225 225 013 君津市 大山野 峯山 無 226 226 016 富津市 豊岡 滝ノ脇 無
225 225 014 君津市 馬登 御女郎作 無 226 226 017 富津市 豊岡 川田代 無
225 225 015 君津市 草牛 本作 一部概成 226 226 018 富津市 志駒 井戸ノ谷 無

中部林業管内 崩壊土砂流出危険地区
危険地区番号

市町村名 大字 字 着手状況大字 字 着手状況

中部林業管内 崩壊土砂流出危険地区
危険地区番号

市町村名
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
226 226 019 富津市 梨沢 尻舞ｹ谷 一部概成 223 223 035 鴨川市 田原西 嶺岡東下牧 一部概成
226 226 020 富津市 竹岡 大芦沢 一部概成 223 223 036 鴨川市 広場 宝性寺谷 一部概成
226 226 021 富津市 豊岡 下ノ畑 概成 223 472 001 鴨川市 天津 坂本 一部概成
226 226 022 富津市 豊岡 榎ヶ尾 概成 223 472 002 鴨川市 内浦 市川 無
226 226 023 富津市 竹岡 小関 一部概成 223 472 003 鴨川市 天津 向台 一部概成
226 226 024 富津市 志駒 奥井沢 一部概成 223 472 004 鴨川市 内浦 内浦山 一部概成
205 205 001 館山市 畑 大地作 無 223 472 005 鴨川市 天津 貉堀 一部概成
205 205 002 館山市 畑 細尾 無 234 462 001 南房総市 吉沢 沼 無
218 218 001 勝浦市 興津 梅ケ谷 無 234 462 003 南房総市 犬掛 石塚 無
223 223 001 鴨川市 西野 下袋倉谷 一部概成 234 464 001 南房総市 山名 飯出 無
223 223 002 鴨川市 西野 中台峰 一部概成 234 464 002 南房総市 下滝田 御門 無
223 223 003 鴨川市 和泉 遠澤 無 234 464 003 南房総市 上滝田 西山 一部概成
223 223 004 鴨川市 東町 上袋倉 無 234 464 004 南房総市 増間 奥野 概成
223 223 005 鴨川市 東町 宝生寺 無 234 467 001 南房総市 珠師ケ谷 釜瀧 概成
223 223 006 鴨川市 広場 上峰 一部概成 234 467 002 南房総市 珠師ケ谷 古宿 概成
223 223 007 鴨川市 粟斗 西谷 一部概成 234 467 003 南房総市 川谷 鯨岡 無
223 223 008 鴨川市 打墨 京田 一部概成 234 467 004 南房総市 川谷 久類 無
223 223 009 鴨川市 打墨 地年貢 概成 234 467 005 南房総市 宮下 塩井戸 無
223 223 010 鴨川市 打墨 押本 無 234 468 001 南房総市 上三原 別所 一部概成
223 223 011 鴨川市 打墨 三ノ口 一部概成 234 468 002 南房総市 仁我浦 榎田 一部概成
223 223 012 鴨川市 打墨 花輪 無 234 468 003 南房総市 柴 大曲 一部概成
223 223 013 鴨川市 打墨 竹田山 無 234 468 004 南房総市 五十蔵 鳥越 一部概成
223 223 014 鴨川市 打墨 二百代 無 234 468 005 南房総市 五十蔵 六三谷 概成
223 223 015 鴨川市 打墨 牛坂 無 234 468 006 南房総市 上三原 打越 一部概成
223 223 016 鴨川市 打墨 上鷹巣 無 234 468 007 南房総市 五十蔵 黒滝 一部概成
223 223 017 鴨川市 打墨 三百代 一部概成 234 468 008 南房総市 磑森 台 一部概成
223 223 018 鴨川市 打墨 豆ケ堀 無 234 468 009 南房総市 上三原 鳥居畑 一部概成
223 223 019 鴨川市 打墨 背稲沢 無 234 468 010 南房総市 仁我浦 榎田 一部概成
223 223 020 鴨川市 打墨 斧落シ 概成 234 468 011 南房総市 布野 柄井後 一部概成
223 223 021 鴨川市 大田学 小滝 無 238 442 001 いすみ市 大野 荒木根 無
223 223 022 鴨川市 大田学 小滝 無 441 441 001 大多喜町 大多喜 久半谷 一部概成
223 223 023 鴨川市 吉浦 滝ノ上 無 441 441 002 大多喜町 上原 竹ノ沢 一部概成
223 223 024 鴨川市 青木 高畑 無 441 441 003 大多喜町 横山 伊藤 無
223 223 025 鴨川市 西江見 西山 一部概成 441 441 004 大多喜町 横山 伊藤 無
223 223 026 鴨川市 東江見 山波 無 441 441 005 大多喜町 紙敷 針絞 無
223 223 027 鴨川市 仲 日影 無 441 441 006 大多喜町 小田代 塚越 無
223 223 028 鴨川市 東真門 関谷 無 441 441 007 大多喜町 小田代 番匠屋敷 無
223 223 029 鴨川市 貝渚 東峰 一部概成 441 441 008 大多喜町 小田代 上川面 一部概成
223 223 030 鴨川市 和泉 落口 概成 441 441 009 大多喜町 弥喜用 湯倉沢 一部概成
223 223 031 鴨川市 奈良林 鎌苅 一部概成 441 441 010 大多喜町 川畑 間野 一部概成
223 223 032 鴨川市 貝渚 中原峯 一部概成 463 463 001 鋸南町 中佐久間 石田 概成
223 223 033 鴨川市 田原西 嶺岡東下牧 一部概成 463 463 002 鋸南町 中佐久間 石田 概成
223 223 034 鴨川市 和泉 小倉 一部概成 463 463 003 鋸南町 大帷子 房ヶ谷 一部概成

中部林業管内 崩壊土砂流出危険地区
危険地区番号

市町村名 大字 字 着手状況

中部林業管内 崩壊土砂流出危険地区
危険地区番号
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一部概成 
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表４ 地すべり危険地区一覧＜農林水産部森林課＞    平成24年3月31日現在 

 

市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
226 226 001 富津市 梨沢 坂口他 一部概成 223 223 001 鴨川市 川代 赤土 一部概成
226 226 002 富津市 梨沢 苗見台他 一部概成 223 223 002 鴨川市 川代 道田 一部概成
226 226 003 富津市 梨沢 井戸堀他 一部概成 223 223 003 鴨川市 川代 清水尻 一部概成
226 226 004 富津市 山中 下沢  他 一部概成 223 223 004 鴨川市 川代 腰房 未成
226 226 005 富津市 山中 内台  他 一部概成 223 223 005 鴨川市 川代 大平 一部概成
226 226 006 富津市 山中 内台  他 一部概成 223 223 006 鴨川市 細野 上沢田 一部概成
226 226 007 富津市 山中 広田作 他 一部概成 223 223 007 鴨川市 細野 金堀 一部概成
226 226 008 富津市 山中 台の尾 他 一部概成 223 223 008 鴨川市 北風原 山居谷 一部概成
226 226 009 富津市 山中 坊ケ谷 他 一部概成 223 223 009 鴨川市 北風原 打越向 一部概成

223 223 010 鴨川市 細野 仲 一部概成
223 223 011 鴨川市 細野 蟻ケ谷 一部概成
223 223 012 鴨川市 細野 大姥懐 一部概成
223 223 013 鴨川市 北風原 南山 一部概成
223 223 014 鴨川市 細野 石原 一部概成
223 223 015 鴨川市 細野 内ノ作 一部概成
223 223 016 鴨川市 細野 取替畑 一部概成
223 223 017 鴨川市 細野 正山 一部概成
223 223 018 鴨川市 細野 富川 概成
223 223 019 鴨川市 細野 谷取替畑 一部概成
223 223 020 鴨川市 細野 嶺岡西牧 一部概成
223 223 021 鴨川市 細野 滝山 一部概成
223 223 022 鴨川市 細野 嶺岡西牧 未成
223 223 023 鴨川市 平塚 上ノ山 概成
223 223 024 鴨川市 平塚 楠木 一部概成
223 223 025 鴨川市 平塚 仲道 一部概成
223 223 026 鴨川市 平塚 藤巻 一部概成
223 223 027 鴨川市 平塚 東 一部概成
223 223 028 鴨川市 平塚 立目 一部概成
223 223 029 鴨川市 平塚 長越 一部概成
223 223 030 鴨川市 平塚 金倉田 一部概成
223 223 031 鴨川市 平塚 法明 未成
223 223 032 鴨川市 平塚 煤金 未成
223 223 033 鴨川市 平塚 木ノ根坂 一部概成
223 223 034 鴨川市 西 小西 一部概成
223 223 035 鴨川市 西 田代 一部概成
223 223 036 鴨川市 西 小越 一部概成
223 223 037 鴨川市 西 吹原 一部概成
223 223 038 鴨川市 西 植田 一部概成
223 223 039 鴨川市 西 長沢 一部概成
223 223 040 鴨川市 西 小西 概成
223 223 041 鴨川市 西 石田 未成
223 223 042 鴨川市 西 中森,山田 一部概成

南部林業管内 地すべり危険地区
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
223 223 043 鴨川市 西 清水,山田 一部概成 223 223 085 鴨川市 下小原 石間寺 未成
223 223 044 鴨川市 上小原 袋田 未成 223 223 086 鴨川市 下小原 上高塚 未成
223 223 045 鴨川市 上小原 仲野 一部概成 223 223 087 鴨川市 西 嶺岡東上牧 無
223 223 046 鴨川市 上小原 漆作 一部概成 223 223 088 鴨川市 南小町 清水,他2 一部概成
223 223 047 鴨川市 上小原 松山 一部概成 223 223 089 鴨川市 南小町 市井沢,他1 一部概成
223 223 048 鴨川市 上小原 金堀 一部概成 223 223 090 鴨川市 南小町 管田,他3 一部概成
223 223 049 鴨川市 上小原 三貫目 一部概成 223 223 091 鴨川市 南小町 関頭,他1 未成
223 223 050 鴨川市 上小原 道陸神 一部概成 223 223 092 鴨川市 横尾 百目木 一部概成
223 223 051 鴨川市 宮山 古畑山 一部概成 223 223 093 鴨川市 大川西 西沢 一部概成
223 223 052 鴨川市 平塚 嶺岡西牧 未成 223 223 094 鴨川市 大川西 上門郷 未成
223 223 053 鴨川市 平塚 嶺岡西牧 未成 223 223 095 鴨川市 大川西 門郷 未成
223 223 054 鴨川市 平塚 嶺岡西牧 一部概成 223 223 096 鴨川市 横尾 星谷 一部概成
223 223 055 鴨川市 大川面 八丁 一部概成 223 223 097 鴨川市 横尾 鴻ノ巣 一部概成
223 223 056 鴨川市 大川面 八丁 一部概成 223 223 098 鴨川市 大川面 大谷中 一部概成
223 223 057 鴨川市 大川面 上八丁 概成 223 223 099 鴨川市 奈良林 川崎原,他6 一部概成
223 223 058 鴨川市 仲 林 一部概成 223 223 100 鴨川市 奈良林 辺奈,他3 一部概成
223 223 059 鴨川市 平塚 嶺岡東上牧 一部概成 223 223 101 鴨川市 奈良林 中芝,他8 一部概成
223 223 060 鴨川市 平塚,宮山 嶺岡東上牧 一部概成 223 223 102 鴨川市 奈良林 池作 一部概成
223 223 061 鴨川市 金束 鳥見塚 一部概成 223 223 103 鴨川市 大幡 大平 一部概成
223 223 062 鴨川市 金束 柿木台 未成 223 223 104 鴨川市 北風原 石田尾 一部概成
223 223 063 鴨川市 金束 亀石 一部概成 223 223 105 鴨川市 北風原 高倉 未成
223 223 064 鴨川市 金束 道下 一部概成 223 223 106 鴨川市 北風原 吉作 一部概成
223 223 065 鴨川市 金束 引越 一部概成 223 223 107 鴨川市 北風原 観明 一部概成
223 223 066 鴨川市 金束 石田 一部概成 223 223 108 鴨川市 北風原 豆木東 一部概成
223 223 067 鴨川市 金束 埋田 一部概成 223 223 109 鴨川市 西山 塩田 一部概成
223 223 068 鴨川市 金束 釜ノ前 一部概成 223 223 110 鴨川市 内遠野 西山 一部概成
223 223 069 鴨川市 金束 手無塚 一部概成 223 223 111 鴨川市 平塚 西ソロメ 無
223 223 070 鴨川市 金束 関谷 未成 223 223 112 鴨川市 平塚 東八郎石 無
223 223 071 鴨川市 金束 岩ノ下 一部概成 223 223 113 鴨川市 古畑 太夫畑 未成
223 223 072 鴨川市 金束 中ノ台 一部概成 223 223 114 鴨川市 古畑 雷松 未成
223 223 073 鴨川市 畑 素里女 一部概成 223 223 115 鴨川市 奈良林 梨木作 未成
223 223 074 鴨川市 畑 堂ノ後 一部概成 223 223 116 鴨川市 奈良林 雉子畑 無
223 223 075 鴨川市 畑 堂ノ前 一部概成 223 223 117 鴨川市 佐野 白石 無
223 223 076 鴨川市 西 山口 一部概成 223 223 118 鴨川市 田原西 嶺岡東下牧 無
223 223 077 鴨川市 西 九本木 一部概成 223 223 119 鴨川市 田原西 嶺岡東下牧 無
223 223 078 鴨川市 西 九本木 無 223 223 120 鴨川市 田原西 嶺岡東下牧 無
223 223 079 鴨川市 西 九本木 一部概成 223 223 121 鴨川市 田原西 嶺岡東下牧 未成
223 223 080 鴨川市 西 九本木 一部概成 223 223 122 鴨川市 貝渚 中原峯 無
223 223 081 鴨川市 畑 久ノ木 一部概成 223 223 123 鴨川市 貝渚 嶺岡東下牧 未成
223 223 082 鴨川市 畑 峰 一部概成 234 462 001 南房総市 二部 東沢 一部概成
223 223 083 鴨川市 畑 管ノ代 一部概成 234 462 002 南房総市 二部 諏訪越 一部概成
223 223 084 鴨川市 畑 桐木作 無 234 462 003 南房総市 二部 高畑 一部概成
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
234 462 004 南房総市 二部 篇奈田 一部概成 234 462 046 南房総市 荒川 櫛形 一部概成
234 462 005 南房総市 二部 森ケ谷 一部概成 234 462 047 南房総市 山田 横道 一部概成
234 462 006 南房総市 井野 箒坂 一部概成 234 462 048 南房総市 山田 西田 一部概成
234 462 007 南房総市 吉沢 境田 一部概成 234 462 049 南房総市 平塚 上畑田 未成
234 462 008 南房総市 井野 森上 一部概成 234 462 050 南房総市 山田 百目 一部概成
234 462 009 南房総市 井野 滝沢 一部概成 234 462 051 南房総市 山田 菅の平 未成
234 462 010 南房総市 井野 棒登 一部概成 234 462 052 南房総市 山田 片畑 一部概成
234 462 011 南房総市 吉沢 沼 一部概成 234 462 053 南房総市 山田 柿ノ木原 無
234 462 012 南房総市 井野 長谷 一部概成 234 462 054 南房総市 山田 峠塚 一部概成
234 462 013 南房総市 井野 香木 一部概成 234 462 055 南房総市 山田 大川 未成
234 462 014 南房総市 井野 谷 未成 234 462 056 南房総市 山田 峠塚 一部概成
234 462 015 南房総市 川上 井戸沢 一部概成 234 462 057 南房総市 山田 岩塚 一部概成
234 462 016 南房総市 川上 大森 一部概成 234 462 058 南房総市 平塚 嶺岡西牧 一部概成
234 462 017 南房総市 川上 由松 一部概成 234 462 059 南房総市 山田 大川 一部概成
234 462 018 南房総市 川上 根上り 一部概成 234 462 060 南房総市 平塚 嶺岡西牧 未成
234 462 019 南房総市 川上 岩森 未成 234 462 061 南房総市 山田 前山 一部概成
234 462 020 南房総市 川上 小塚沢 未成 234 464 001 南房総市 山名 久井 無
234 462 021 南房総市 川上 岳 一部概成 234 464 002 南房総市 山名 久井 一部概成
234 462 022 南房総市 川上 石田 一部概成 234 464 003 南房総市 山名 北下 無
234 462 023 南房総市 川上 光明寺 一部概成 234 464 004 南房総市 山名 小種谷 無
234 462 024 南房総市 川上 大芝 一部概成 234 464 005 南房総市 山名 中田 無
234 462 025 南房総市 荒川 岩ノ森 無 234 467 001 南房総市 大井 神塚 未成
234 462 026 南房総市 荒川 関沢 未成 234 467 002 南房総市 大井 嶺岡西牧 無
234 462 027 南房総市 荒川 玉ケ沢 一部概成 234 467 003 南房総市 大井 嶺岡西牧 未成
234 462 028 南房総市 荒川 笹ケ堀 無 234 467 004 南房総市 大井 西沢 無
234 462 029 南房総市 荒川 笹ケ堀 一部概成 234 467 005 南房総市 大井 嶺岡西牧 一部概成
234 462 030 南房総市 荒川 関沢 一部概成 234 467 006 南房総市 大井 嶺岡西牧 一部概成
234 462 031 南房総市 荒川 関沢 一部概成 234 467 007 南房総市 大井 嶺岡西牧 無
234 462 032 南房総市 荒川 奈婦里沢 一部概成 234 467 008 南房総市 大井 嶺岡西牧 無
234 462 033 南房総市 平久里中 岳山 未成 234 467 009 南房総市 大井 嶺岡西牧 無
234 462 034 南房総市 平塚 嶺岡西牧 未成 234 467 010 南房総市 大井 嶺岡西牧 概成
234 462 035 南房総市 平塚 嶺岡西牧 一部概成 234 467 011 南房総市 大井 峯岡坪囲 一部概成
234 462 036 南房総市 荒川 峠 一部概成 234 467 012 南房総市 大井 嶺岡西牧 一部概成
234 462 037 南房総市 荒川 渕田 一部概成 234 467 013 南房総市 宮下 深田 一部概成
234 462 038 南房総市 荒川 渕田 一部概成 234 467 014 南房総市 宮下 登戸 一部概成
234 462 039 南房総市 荒川 渕田 一部概成 234 467 015 南房総市 宮下 岩下 無
234 462 040 南房総市 荒川 広田 一部概成 234 467 016 南房総市 宮下 天王山 無
234 462 041 南房総市 荒川 森脇 一部概成 234 467 017 南房総市 宮下 畑 無
234 462 042 南房総市 荒川 森前 概成 234 467 018 南房総市 宮下 畑 無
234 462 043 南房総市 荒川 櫛形 一部概成 234 467 019 南房総市 宮下 畑 無
234 462 044 南房総市 荒川 花表裏 一部概成 234 467 020 南房総市 宮下 筒井 一部概成
234 462 045 南房総市 荒川 森前 一部概成 234 467 021 南房総市 宮下 大沢 一部概成
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市町村 旧市町村 地区 市町村 旧市町村 地区
234 467 022 南房総市 宮下 吉ケ作 一部概成 234 468 033 南房総市 貝沢 貝沢 一部概成
234 467 023 南房総市 宮下 大作 一部概成 234 468 034 南房総市 貝沢 下田 一部概成
234 467 024 南房総市 御子神 長畑 無 234 468 035 南房総市 貝沢 下田 未成
234 467 025 南房総市 御子神 長畑 無 234 468 036 南房総市 柴 谷 未成
234 467 026 南房総市 御子神 向井 無 234 468 037 南房総市 柴 柿ノ木沢 一部概成
234 467 027 南房総市 御子神 西久保 無 234 468 038 南房総市 柴 石畑 一部概成
234 467 028 南房総市 御子神 西久保 無 234 468 039 南房総市 柴 上ノ台 一部概成
234 467 029 南房総市 大井 久井 無 463 463 001 鋸南町 大かたびら 寺ノ下 一部概成
234 467 030 南房総市 大井 久井 無 463 463 002 鋸南町 保田 カゴタ山 無
234 467 031 南房総市 大井 久井 無 463 463 003 鋸南町 保田 大久保 未成
234 468 001 南房総市 上三原 日向 一部概成 463 463 004 鋸南町 保田 柱陽坊 一部概成
234 468 002 南房総市 磑森 奥根 一部概成 463 463 005 鋸南町 大かたびら 青木台 一部概成
234 468 003 南房総市 磑森 太田平 概成 463 463 006 鋸南町 小保田 御宝前 概成
234 468 004 南房総市 布野 川崎 一部概成
234 468 005 南房総市 布野 引通 一部概成
234 468 006 南房総市 五十蔵 黒滝 一部概成
234 468 007 南房総市 布野 合戸 一部概成
234 468 008 南房総市 磑森 中ノ作 一部概成
234 468 009 南房総市 五十蔵 日ノ台 無
234 468 010 南房総市 五十蔵 大作 無
234 468 011 南房総市 五十蔵 宮地 一部概成
234 468 012 南房総市 五十蔵 六三谷 一部概成
234 468 013 南房総市 五十蔵 山田 未成
234 468 014 南房総市 五十蔵 山田 一部概成
234 468 015 南房総市 五十蔵 鳥越 一部概成
234 468 016 南房総市 五十蔵 中ノ内 一部概成
234 468 017 南房総市 上三原 日向 一部概成
234 468 018 南房総市 上三原 大沼田 一部概成
234 468 019 南房総市 上三原 日影 一部概成
234 468 020 南房総市 上三原 日影 一部概成
234 468 021 南房総市 布野 黒岩 一部概成
234 468 022 南房総市 上三原 打越 無
234 468 023 南房総市 上三原 打越 一部概成
234 468 024 南房総市 上三原 中戸川 無
234 468 025 南房総市 布野 布野 概成
234 468 026 南房総市 磑森 谷 無
234 468 027 南房総市 上三原 五十蔵 未成
234 468 028 南房総市 上三原 五十蔵 一部概成
234 468 029 南房総市 上三原 久保 一部概成
234 468 030 南房総市 上三原 竹ノ中 一部概成
234 468 031 南房総市 磑森 ビタ 無
234 468 032 南房総市 貝沢 貝沢 一部概成
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９ 宅地造成等規制区域一覧表＜資料８－１１＞     ＜県土整備部都市計画課＞ 

 

 平成 24 年 4 月 1 日現在 

市  名 箇 所 数 規制面積（ha） 市行政面積（ha） 

柏 市 ２ ２，５２６．５ １１，４９０ 

松 戸 市 ２ ９８５．０ ６，１３３ 

市 川 市 ３ １，０３０．３ ５，７４０ 

船 橋 市 ３ ４３３．８ ８，５６４ 

千 葉 市 ３ ３，２１４．１ ２７，２０８ 

佐 倉 市 ３ ２，２０９．４ １０，３５９ 

成 田 市 １ １，８２０．０ ２１，３８４ 

銚 子 市 １ ２３０．０ ８，３９１ 

木 更 津 市 ２ ２，１７８．４ １３，８７３ 

勝 浦 市 １ ６３８．８ ９，４２０ 

八 千 代 市 １ １２．２ ５，１２７ 

計 ２２ １５，２７８．５ １２７，６８９ 
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- 624 -



  

［対策事業］ 

 

１ 国有林内事業計画＜資料８－１２＞ 

 

保安林整備計画 

国有林野施業実施計画名 年  度 事業区分 面  積 

千葉北部森林計画区第３次

国有林野施業実施計画 
平成２０～平成２４ 保安林の整備 ５ｈａ 

千葉県南部森林計画区第３

次国有林野施業実施計画 
平成２２～平成２６ 

保安林の整備 

（管理車道） 
５６４ｈａ 

計   ５６９ｈａ 
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２ 渓流又は山林等の砂防に関する事業計画表＜資料８－１３＞ 
        
  表１ 砂防指定地      
  ＜県土整備部河川環境課＞ 内…内務省 建…建設省 
     総…総理府 Ｓ…昭和  
     Ｈ…平成   
     H24.4 月現在 

NO 水系名 渓流名 
延長 面積 

告知番号及び指定年月日 
（Ｋｍ） （ha） 

1 曽呂川 曽呂川 7.50 21.30 内490 S14.10 建728 S27.6.5  建 1732  S48.8.13 

2 〃 芝川 0.70 1.18 建1341 S29.8.31 建  926  S53.5.2 

3 〃 野尻川 1.60 24.00  建  728 S27.6.5 

4 〃 小山川 0.50 12.09  建 1732  S48.8.13 

5 〃 柳作川 0.70 10.16  建 1732  S48.8.13 

6 〃 一の作川 0.49 7.88 建1732 S48.8.13 建  805 S63.3.18 

7 〃 馬場川 0.80 5.36  建 1732  S48.8.13 

8 〃 海道川 0.60 1.87  建 1732  S48.8.13 

9 〃 小山 0.60 1.30  国  144 H14.3.7 

10 加茂川 加茂川 2.10 91.00  建 1341 S29.8.31 

11 〃 逆川 2.40 9.90  建   99 S31.1.24 

12 〃 南沢川 2.80 0.70  建 1341 S29.8.31 

13 〃 平塚川及び吉ノ台川 5.20 166.27 建728 S27.6.5 建  331 S55.3.19 

14 〃 石畑川 2.40 6.90  建   99 S31.1.24 

15 〃 関沢川 2.50 0.81  建 1561 S41.5.21 

16 〃 細野川 0.70 0.27  建 1561 S41.5.21 

17 〃 尾沢川 2.60 17.94  建 4324 S42.12.18 

18 〃 佐野川 2.00 11.73  建 1732  S48.8.13 

19 〃 宮田川 1.40 8.87  建 1732  S48.8.13 

20 〃 山入川 2.30 4.60  建 1459 S45.10.6 

21 〃 五反目川 2.00 8.08 建946 S49.7.2 建  842 S54.4.12 

22 〃 金堀川 0.60 1.19  建  926 S53.5.2 

23 〃 打越川 1.10 1.43  建  926 S53.5.2 

24 〃 百目木川 0.90 2.98  建  842 S54.4.12 

25 〃 天神川 2.20 13.43  建  842 S54.4.12 

26 〃 峠沢川 1.20 3.75  建  331 S55.3.19 

27 〃 市井沢川 0.70 1.43  建  537 H.元.3.7 

28 天津岩井川 天津岩井川 0.63 4.73  建  842 S54.4.12 

29 三原川 三原川 1.30 18.90  建   99 S31.1.24 

30 〃 今平川 2.30 0.12  建 2158 S34.10.29 

31 〃 倉合川 0.36 0.82  建  805 S63.3.18 

32 〃 別所 0.90 21.02  建 2165 H9.12.22 

33 洲貝川 洲貝川 8.58 0.98  建 2158 S34.10.29 

34 〃 荒戸川 1.30 46.94  建  101 H6.1.21 

35 夜長川 仲根 0.60 8.52  建 2165 H9.12.22 

36 〃 仲根3 0.59 8.88 国461 H17.4.15 国 498 H19.4.25 

37 二夕間川 二夕間川 3.10 6.80  建   99 S31.1.24 

38 湊川（鴨川市） 湊川 1.35 2.80  建   60 S23.4.13 

39 丸山川 丸山川 7.20 11.75  建   60 S23.4.13 

40 〃 本郷川 1.30 1.99  建   60 S23.4.13 

41 〃 愛宕川 1.10 7.50  建   60 S23.4.13 

42 〃 五反目川 1.25 2.49 建80 H 元.1.21 建  109 H2.1.30 

43 〃 塩井戸川 2.18 2.71 建80 H 元.1.21 建  101 H6.1.21 

44 〃 塩井戸川支川 0.32 0.87  建   80 H.元.1.21 

45 平久里川 平久里川 6.00 79.38 総60 S23.4.13 建99 S31.1.24 建  331 S55.3.19 
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NO 水系名 渓流名 
延長 面積 

告知番号及び指定年月日 
（Ｋｍ） （ha） 

46 平久里川 増間川 4.60 6.46  建 1418 S28.12.11 

47 〃 長沢川 1.12 2.58 建80 H 元.1.21 建  109 H2.1.30 

48 〃 外野川 3.70 3.24  建 1481 S28.12.11 

49 〃 荒川 4.20 10.10 建1481 S28.12.11 建  926 S53.5.2 

50 〃 東星田川 0.90 4.07  建  331 S55.3.19 

51 〃 谷川 0.60 2.71  建  331 S55.3.19 

52 〃 大塚川 1.70 8.89  建  331 S55.3.19 

53 〃 大日川及び大日川左支川 1.40 4.80  建   52 S56.1.21 

54 岩井川 岩井川 5.43 21.12 建52 S56.1.21 建 1050 S62.5.2 

55 〃 大川 1.40 1.26  建 2855 S37.11.14 

56 〃 川谷堀川及び川谷堀川右支川 1.50 4.50  建  218 S57.2.20 

57 〃 馬場川 0.18 0.26  建 1050 S62.5.2 

58 〃 合戸 1.27 29.26  国 106 H19.2.6 

59 保田川 保田川 5.00 10.56  建   60 S23.4.13 

60 湊川（富津市） 湊川 1.40 10.40  建 1481 S28.12.11 

61 〃 相川 5.00 352.84  建 1481 S28.12.11 

62 〃 飛清川 3.46 8.40  建   60 S23.4.13 

63 
〃(富津市及び 

鋸南町) 
志駒川 4.03 14.01 総60 S23.4.13 国284 H16.3.17 国  262 H17.3.14 

64 〃（富津市） 田島川 0.19 0.35  国 284 H16.3.7 

65 〃 東沢川 0.60 22.10  建 2233 H12.11.28 

66 白狐川 白狐川 5.10 226.08 総60 S23.4.13 建 3534 S43.12.10 

67 〃 寺崎川 0.90 1.77  建  643 H8.3.15 

68 小櫃川 松川 1.60 30.94  建  981 S42.3.31 

69 〃 大坂川 3.92 112.06  建 3534 S43.12.10 

70 〃 日出沢川 1.40 6.78  建 1732 S48.8.31 

71 〃 踊沢川及び踊沢川支川 2.15 5.94  建  331 S55.3.19 

72 佐久間川 佐久間川 7.50 128.17  建 3534 S43.12.10 

73 小糸川 沢巻川 2.05 4.39  建 1732 S48.8.13 

74 〃 鹿野沢川 2.05 8.00  建 1732 S48.8.13 

75 三原川 西平川 0.80 5.60  建  946 S49.7.2 

76 養老川 古敷谷川 4.40 139.58  建 1732 S48.8.13 

77 〃 芋原川 1.60 42.45  建 1732 S48.8.13 

78 〃 沢川 2.70 68.16  建 1732 S48.8.13 

79 〃 葛藤川 0.70 17.20  建 1732 S48.8.13 

80 〃 沢田川 0.65 2.20  建 1560 S50.12.12 

81 〃 西川 3.84 26.00  建 1193 S53.7.17 

82 〃 浦白川 4.17 18.14  建  824 S54.4.12 

83 〃 梅ヶ瀬川 1.32 1.88  建  805 S63.3.18 

84 夷隅川 西部田川 2.10 4.90  建 1561 S50.12.12 

85 〃 紙敷川 3.65 4.60  建  331 S55.3.19 

86 － 坂足 － 2.68  国  162 H24.2.13 

   189.23 2,039.05    
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表２ 砂防事業 

      

河   川   名 
工 種 着工年度 備 考 

水系名 幹川名 渓流名 

曽呂川 曽呂川 曽呂川 渓流保全工 Ｓ４０   

〃 〃 小山川 
堰堤工               

渓流保全工 
Ｓ４６   

〃 〃 芝川 渓流保全工         Ｓ４６   

〃 〃 海道川 〃 Ｓ４８   

〃 〃 馬場川 〃 Ｓ４８   

〃 〃 一の作川 〃 Ｓ５３   

〃 〃 柳作川 〃 Ｓ５３   

〃 〃 野尻川 山腹工 Ｓ５５   

〃 〃 小山 
堰堤工 

渓流保全工 
Ｈ１２  

加茂川 加茂川 市井沢川 
堰堤工               

渓流保全工 
Ｓ６３   

〃 平塚川 峠沢川 渓流保全工 Ｈ 元   

〃 川音川 山入川 〃 Ｈ ２   

〃 逆川 尾沢川 〃 Ｈ ３   

〃 加茂川 逆川 〃           Ｓ４１   

〃 〃 尾沢川  〃 Ｓ４８   

〃 〃 宮田川 〃 Ｓ５０   

〃 〃 南沢川 
堰堤工                             

渓流保全工 
Ｓ４０   

〃 〃 五反目川 堰堤工 Ｓ５２   

〃 〃 佐野川 〃 Ｓ５３   

〃 〃 関沢川 渓流保全工              Ｓ４１   

〃 平塚川 平塚川 
堰堤工               

渓流保全工 
Ｓ３７   

〃 川音川 山入川 堰堤工 Ｓ５４   

〃 銘川 天神川 〃 Ｓ５５   

〃 平塚川 峠沢川 〃 Ｓ５５   

〃 尾沢川 百目木川 
堰堤工               

渓流保全工 
Ｓ５６   

夜長川 洲貝川 仲根 
堰堤工 

渓流保全工 
Ｈ８  

〃 夜長川 仲根３ 
堰堤工 

渓流保全工 
Ｈ１８  

三原川 三原川 今平川 渓流保全工 Ｓ５３   

〃 〃 西平川 
渓流保全工               

堰堤工 
Ｓ５４   

〃 〃 倉合川 堰堤工 Ｓ６２   

〃 〃 三原川 渓流保全工 Ｓ６３   
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河   川   名 
工 種 着工年度 備 考 

水系名 水系名 水系名 

三原川 三原川 別所 

堰堤工 

渓流保全工 

山腹工 

Ｈ７  

洲貝川 洲貝川 洲貝川 堰堤工 Ｈ ２   

〃 〃 荒戸川 〃 Ｈ 元   

丸山川 丸山川 丸山川 渓流保全工 Ｓ３２   

〃 〃 本郷川 渓流保全工 Ｓ５６   

〃 〃 塩井戸川 
堰堤工               

渓流保全工 
Ｓ６３   

〃 〃 五反目川 
堰堤工               

渓流保全工               
Ｓ６３   

岩井川 岩井川 岩井川 渓流保全工 Ｓ６１   

〃 〃 川谷堀川 渓流保全工 Ｓ５７   

〃 大川 合戸 
堰堤工 

渓流保全工 
Ｈ１９  

平久里川 平久里川 平久里川 
堰堤工 

渓流保全工 
Ｓ４０   

〃 〃 外野川 〃 Ｓ４４   

〃 〃 荒川 〃 Ｓ３８   

〃 〃 谷川 〃 Ｓ５５   

平久里川 平久里川 東星田川 〃 Ｓ５５   

〃 増間川 大日川 〃 Ｓ５６   

〃 〃 長沢川 
堰堤工               

渓流保全工              
Ｓ６３   

佐久間川 佐久間川 佐久間川 
堰堤工 

渓流保全工 
Ｓ５６   

湊川 湊川 相川 
堰堤 

渓流保全工 
Ｓ４５   

〃 高川 飛清川 渓流保全工 Ｓ４８   

〃 湊川 志駒川 
渓流保全工 

堰堤工 
Ｓ５７   

白狐川 白狐川 白狐川 
堰堤工 

渓流保全工 
Ｓ５２   

小糸川 沢巻川 沢巻川 〃 Ｓ４５   

小櫃川 小櫃川 松川 渓流保全工 Ｓ４４   

〃 〃 大坂川 
堰堤工               

渓流保全工            
Ｓ４６   

〃 御腹川 日出沢川 〃 Ｓ４７   

保田川 保田川 保田川 渓流保全工 Ｓ４０   

養老川 養老川 古敷谷川 堰堤工 Ｓ４７   

〃 〃 沢川 
堰堤工               

渓流保全工 
Ｓ４６   

〃 〃 葛藤川 
堰堤工               

渓流保全工 
Ｓ４５   

〃 〃 芋原川 堰堤工 Ｓ４７   

〃 〃 沢田川 堰堤工 Ｓ４８   

〃 古敷谷川 西川 堰堤工 Ｓ５３   
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河   川   名 
工 種 着工年度 備 考 

水系名 水系名 水系名 

養老川 養老川 浦白川 
堰堤工               

渓流保全工 
Ｓ５４   

〃 〃 梅ヶ瀬川 堰堤工 Ｓ６２   

夷隅川 夷隅川 西部田川 
渓流保全工               

堰堤工 
Ｓ４５   

湊川   

鴨川市 
湊川 湊川 渓流保全工 Ｓ５８   

丸山川 丸山川 愛宕川 
堰堤工               

渓流保全工 
Ｈ２３  

天津 

岩井川 

天津 

岩井川 

天津 

岩井川 
渓流保全工 Ｓ５４  

－ － 坂足 堰堤工               Ｈ２１  
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表３－１ 地すべり対策事業（国土交通省所管） 

区 域 名 所 在 地 着工年度 備  考 

平群 南房総市 Ｓ４１   

富山 〃 Ｓ３４   

今平 鴨川市 Ｓ４２   

東 〃 Ｓ４７   

高田 〃 Ｓ３３   

芝 〃 Ｓ３４   

貝渚 〃 Ｓ４１   

椎郷 〃 Ｓ４０   

佐久間森 〃 Ｓ３４   

平久里中 南房総市 Ｓ３５   

荒戸 鴨川市 Ｓ３７   

平久里下 南房総市 Ｓ４０   

山中 富津市 Ｓ４３   

市井原 鋸南町 Ｓ５４   

外野 南房総市 Ｓ４８   

二部・検儀谷 〃 Ｓ３７   

増間 〃 Ｓ４４   

入宇田 〃 Ｓ３８   

大井 〃 Ｓ４７   

小山 鴨川市 Ｓ４５   

八千代台 八千代市 Ｓ５４   

東星田 南房総市 Ｓ５５   

苅谷 いすみ市 Ｓ５６   

西平 鴨川市 Ｓ５９   

吉沢 南房総市 Ｓ６１   

横尾 鴨川市 Ｈ 元   

野々塚 南房総市 Ｈ 元   

富貴 富津市 Ｈ ５  

上畑 〃 Ｈ２０  

天面 鴨川市 Ｈ１９  
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表３－２ 県営地すべり対策事業（農林水産省農村振興局所管） 

番号 地区名 所在地 着工年度 番号 地区名 所在地 着工年度 

1 上 鴨川市 34 29 上佐久間 鋸南町 47 

2 二    子 鴨川市 33 30 宮    谷 南房総市 48 

3 宮    山 鴨川市 40 31 宮 奈 良 鴨川市 48 

4 金    束 鴨川市 35 32 金    谷 富津市 48 

5 奥    山 鋸南町 36 33 向    根 鋸南町 49 

6 中佐久間 鋸南町 37 34 古    房 鴨川市 49 

7 江    月 鋸南町 40 35 郷    蔵 富津市 50 

8 道    越 鋸南町 41 36 佐    野 鴨川市 50 

9 太    田 鋸南町 42 37 瀬    高 鋸南町 50 

10 畑 鋸南町 43 38 奥 道 越 鋸南町 51 

11 田子山田 鋸南町 44 39 山    居 鴨川市 51 

12 芝    尾 鴨川市 43 40 山    入 鴨川市 51 

13 大 田 代 鴨川市 44 41 高    塚 富津市 51 

14 本    名 鴨川市 43 42 大    崩 鋸南町 52 

15 小保田南 鋸南町 44 43 遣    水 鋸南町 53 

16 小保田北 鋸南町 45 44 北 風 原 鴨川市 53 

17 下 小 原 鴨川市 44 45 永井大橋 鋸南町 54 

18 釜    沼 鴨川市 45 46 倉    後 鴨川市 55 

19 柿 木 代 鴨川市 44 47 明    下 鋸南町 55 

20 鹿    原 富津市 44 48 成    川 鴨川市 56 

21 中 尾 原 鋸南町 37 49 森 鋸南町 56 

22 江 月 下 鋸南町 45 50 志    駒 富津市 58 

23 西    川 鴨川市 45 51 元    名 鋸南町 59 

24 平久里下吉沢 南房総市 45 52 大    六 鋸南町 3 

25 大    沢 南房総市 46 53 細尾横根 鋸南町 5 

26 釜 の 台 富津市 46 54 西 条 中  鴨川市  22 

27 房    田 鴨川市 46         

28 石    原 鴨川市 47 計 54地区     
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表３－３ 地すべり防止事業（林野庁所管）  

                     （平成 24 年 3 月 31 日現在・単位百万円） 

防 止 区 域 名 所 在 地 着 工 年 度 事 業 費 累 計 

荒 川 南 房 総 市 S35 1,317 

井 野 川 上 南 房 総 市 S37 2,744 

川 代 鴨 川 市 S37 823 

細 野 鴨 川 市 S39 1,859 

法 明 鴨 川 市 S39 788 

西 鴨 川 市 S38 2,143 

上 小 原 鴨 川 市 S38 1,209 

新 田 南房総市和田町 S42 542 

八 丁 鴨 川 市 S40 1,957 

引 越 鴨 川 市 S41 787 

畑 谷 鴨 川 市 S42 1,038 

貝 沢 南房総市和田町 S43 114 

石 間 寺 鴨 川 市 - 0 

五 十 蔵 南房総市和田町 S45 786 

西 山 鴨 川 市 S45 65 

嶺 岡 南 房 総 市 S45 228 

南 小 町 鴨 川 市 S46 443 

柴 南房総市和田町 S45 69 

宮 下 南 房 総 市 S46 272 

横 尾 大 川 面 鴨 川 市 S46 367 

上 三 原 南房総市和田町 S48 1,310 

梨 沢 富 津 市 S47 446 

豆 木 鴨 川 市 S49 415 

奈 良 林 鴨 川 市 S50 698 

伊 予 岳 南 房 総 市 S49 662 

大 川 南 房 総 市 S53 884  

下 沢 富 津 市 S52 2,255  

山 名 南 房 総 市 S57 233  

大 帷 子 北 鋸 南 町 H3 416  

山 田 南 房 総 市 H4 434  

合 計   25,304  
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表４ 急傾斜地崩壊対策事業 （国庫補助金） 

         

区域名 所在地 工種 着工年度  区域名 所在地 工種 着工年度 

小仲台 千葉市 擁 壁 工 47  切通 多古町 法 面 工 54 

亥鼻 〃 法 面 工 56  広沼 〃 〃 54 

南生実 〃 〃 57  坂 〃 擁 壁 工 56 

園生 〃 〃 60  台作 〃 法 面 工 59 

八千代台東５丁目 八千代市 〃 54  南借当 〃 〃 59 

大和田 〃 〃 58  高根 〃 〃 60 

平戸 〃 〃 58  高谷 芝山町 〃 48 

島田 〃 法 枠 工 62  上吹人 〃 〃 54 

宮久保 市川市 〃 58  飯櫃 〃 〃 54 

真間 〃 擁 壁 工 56  浅川 〃 法 枠 工 55 

真間（２） 〃 〃 60  大台 〃 擁 壁 工 55 

国分 〃 〃 60  小原子 〃  〃 57 

大野 〃 〃 56  花崎 成田市 法 枠 工 55 

大野（３） 〃 法 枠 工 62  土屋 〃 法 面 工 57 

辰巳台 市原市 擁 壁 工 55  仲野町 〃  〃 57 

勝間 〃 法 枠 工 62  押畑 〃 
擁 壁 工 
法枠工 

58 

潤井戸 〃 〃 62  押畑（２) 〃 法 面 工 61 

上本郷 松戸市 法 面 工 53  東金山 〃 〃 60 

中和倉 〃 〃 54  下金山   〃 63 

前田 〃 〃 54  佐原 佐原市 法 面 工 60 

新作 〃 〃 60  上宿台 佐原市 吹 付 工 49 

下西山 鎌ヶ谷市 杭 工 60  西関戸 〃 〃 52 

鰭ヶ崎 流山市 擁 壁 工 59  岩ヶ崎 〃 擁 壁 工 51 

辺田前 印西市 〃 54  平台 〃 法 枠 工 61 

裏新町 佐倉市 〃 47  阿玉台 香取市 〃 54 

海隣寺 〃 〃 55  阿玉台（２） 〃 〃 60 

六崎 〃 法 枠 工 57  久保 〃 法 面 工 54 

並木町 〃 〃 57  岡飯田 〃 法 枠 工 62 

居合谷 多古町 〃 46  岩部 〃 擁 壁 工 55 

高根台 〃 〃 47  帰命台 〃 法 枠 工 57 

高田 〃 〃 48  茶畑 〃 〃 57 
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区域名 所在地 工種 着工年度  区域名 所在地 工種 着工年度 

田部 香取市 擁 壁 工 58  馬場 東金市 法 面 工 47 

一本松 〃 〃 60  新宿 〃 〃 54 

部田 〃 〃 61  上町 〃 〃 54 

高倉 成田市 法枠工擁壁工 57  台方 〃 擁 壁 工 55 

滑川 〃 擁 壁 工 60  家の子 〃 法 壁 工 62 

西大須賀 〃 〃 61  日向 （椎崎） 山武市 擁 壁 工 55 

神崎本宿 神崎町 法 枠 工 60 
 

真行寺 〃 〃 66 

神崎本宿（２) 〃 〃 63 新泉 〃 法 枠 工 62 

春日 銚子市 〃 46  寺崎 〃 〃 62 

西小川 〃 〃 46  大堤 〃 法 面 工 46 

北小川 〃 〃 50  田越（１） 〃 法 枠 工 62 

南 〃 〃 47  田越（２） 〃 〃 62 

栄町 〃 〃 51  山室 〃 〃 63 

富川 〃 〃 54  萱野 大網白里町 法枠工擁壁工 60 

弥生 〃 〃 54  本宿 〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 61 

笹本 〃 〃 54  小林 茂原市 法 枠 工 57 

名洗町 〃 法 面 工 56  下永吉 〃 擁 壁 工 62 

春日町（２） 〃 擁 壁 工 56  台田 〃 〃 62 

春日町（３） 〃 〃 60  睦沢寺崎 睦沢町 吹 付 工 62 

森戸 〃 〃 60  岩和田 御宿町 〃 47 

豊里 〃 〃 57  浜 〃 〃 50 

諸持町 〃 〃 63  天の守 〃 〃 51 

横根 旭市 〃 58  東山 〃 〃 54 

八木 〃 〃 62  新町 〃 
落 石 
防 止 工 

53 

久方 匝瑳市 〃 47  部原 勝浦市 〃 53 

飯塚 〃 法 面 工 53  出水 〃 吹 付 工 46 

入山崎 〃 擁 壁 工 61  川津 〃 〃 44 

富下 横芝光町 
法 枠 工 
擁壁工 

54  浜勝浦（１) 〃 〃 42 

道庭 東金市 張ｺﾝｸﾘｰﾄ 58  串浜 〃 〃 51 

岩崎 〃 法 面 工 45  串浜（２） 〃 擁 壁 工 46 

谷 〃 〃 45  墨名（１） 〃 
落 石 
防 止 工 

52 
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区域名 所在地 工種 着工年度  区域名 所在地 工種 着工年度 

墨名（２） 勝浦市 吹付工 57  真浦 南房総市 擁壁工 61 

松部 〃 
落 石 
防止工 

53  寄浦 鴨川市 〃 55 

新官（１） 〃 〃 53  長谷 〃 〃 63 

新官（２） 〃 擁壁工 57  清澄 〃 〃 63 

吉尾 〃 
落 石 
防止工 

54  那古山 館山市 
落 石 
防止工 

48 

盛沢 〃 〃  54  岩井袋 鋸南町 〃 49 

船附 〃 吹付工 54  内宿 〃 〃 50 

東谷 〃 
落 石 
防止工 

54  坂井ヶ谷 〃 〃  52 

荒熊 〃 擁壁工 54  大黒山 〃 〃 52 

見長谷 〃 吹付工 54  磯ヶ谷 〃 〃 53 

川津北 〃 擁壁工 55  亀磯 〃 擁壁工 56 

鵜原 〃 〃 56  大六 〃 〃 56 

新地ヶ台 〃 法面工 56  石堂 南房総市 吹付工 52 

向台（１） 〃 擁壁工 58  根本前 〃 擁壁工 54 

向台（２） 〃 〃 60  小浜 〃 〃 54 

守谷 〃 〃 59  石小浦 〃 〃 55 

家の谷 〃 〃 61  坂下 〃 〃 58 

浜行川 〃 〃 62  丹生 〃 〃 62 

長ヶ谷 〃 吹付工 62  丹生（２） 〃 〃 63 

大作 〃 擁壁工 63  向町 〃 〃 58 

四山ヶ谷 〃 〃 63  南ヶ谷 〃 
張コンク
リート 

62 

大船谷 いすみ市 〃 57  真里谷 木更津市 法枠工 63 

矢差戸 〃 〃 60  坂田 君津市 法面工 50 

岩船 〃 〃 60  原 〃 〃 54 

岩船（２） 〃 吹付工 63  山本 〃 擁壁工 57 

太海 鴨川市 
落 石 
防止工 

50  怒田 〃 〃 61 

貝渚 〃 法面工 46  高根 富津市 〃 47 

磯村 〃 擁壁工 58  湊 〃 吹付工 56 

仁我浦 南房総市 
落 石 
防止工 

53  数馬 〃 〃 52 

和田 〃 擁壁工 49  田尻 〃 〃 58 
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区域名 所在地 工種 着工年度  区域名 所在地 工種 着工年度 

萩谷 富津市 法枠工 57  大堀 匝瑳市 擁壁工 3 

新町 〃 擁壁工 61  花台 印西市  3 

鬼ヶ谷 〃 吹付工 62  鷺沼 習志野市  3 

鬼ヶ谷（２） 〃 
張コンク
リート 

63  大和田 成田市  3 

奈良輪 袖ヶ浦市 法面工 50  津富浦 〃  3 

下新田 〃 擁壁工 55  切通 多古町  3 

下泉 〃 〃 58  宝田 成田市  3 

上泉 〃 〃 58  下門前（２） 成田市  3 

上泉（２） 〃 〃 60  沢（２） 香取市  3 

房根 〃 〃 61  柴田 成田市  3 

神納 〃 〃 63  名木 〃  3 

四街道 四街道市 法枠工 元  四谷 〃  3 

岩井 旭市 擁壁工 元  橋替 佐原市  3 

椎崎（２） 山武市 法枠工 元  藤崎 習志野市  3 

岩船（３） いすみ市 〃 元  宝喜作台 八千代市  3 

飯富 袖ヶ浦市 擁壁工 元  生幡 香取市  3 

小山 千葉市 
擁壁工 
法枠工 

元  下門前 成田市  3 

勝間（２） 市原市 〃 元  高萩 香取市  3 

北小川 銚子市 〃 元  苅毛 〃  3 

検見川 5 丁目 千葉市 擁壁工 元  山倉 〃  3 

白井台 佐倉市 法枠工 2  大草 千葉市 法枠工 3 

佐野 多古町 〃 元  小池 八千代市 〃 3 

船形 成田市 擁壁工 2  島田 〃 〃 3 

山倉 香取市 法枠工 2  桑納 〃 〃 3 

大貫 神崎町 〃 元  米本 〃 〃 3 

桜井 銚子市 擁壁工 2  下高野 〃 〃 3 

塙 旭市 〃 2  宝米 横芝光町 擁壁工 4 

江川 匝瑳市 〃 2  寺作 多古町 法枠工 4 

松之郷（２） 東金市 〃 元  貝辰 旭市 擁壁工 4 

実入 鴨川市 〃 元  網島 茂原市 法枠工 4 

海ヶ谷 〃 〃 元  桂 〃 擁壁工 4 

柏熊 多古町 擁壁工 元 

 

花輪 八千代市 法枠工 4 

西田部 香取市 〃 元 大厩 市原市 〃 4 

大木 山武市 〃 元 松部（３） 勝浦市 擁壁工 4 

畑沢（１） 木更津市 〃 元 貝渚 鴨川市 〃 4 

飯田 佐倉市 法枠工 3 芦田 成田市   5 

- 637 -



  

区域名 所在地 工種 着工年度  区域名 所在地 工種 着工年度 

和泉 香取市 法枠工 3  寺崎 佐倉市 特法枠工 16 

谷萩 富津市 擁壁工 5  興津 栄町 〃 16 

浜（２） 御宿町   5  柏熊２ 多古町 〃 16 

貝渚 鴨川市 擁壁工 5  天津 鴨川市 も擁壁工 16 

高谷 芝山町 法枠工 5  釜滝 南房総市 待擁壁工 16 

小浦 南房総市 擁壁工 6  桑納２ 八千代市 特法枠工 17 

関戸 成田市 法枠工 6  新屋敷 勝浦市 張りコン 17 

大生 〃 〃 6  奥野 市原市 待擁壁工 17 

油井 東金市 擁壁工 6  台方２ 東金市 張りコン 17 

沢（２） 香取市 法枠工 6  羽鳥 佐倉市 特法枠工 17 

浜勝浦（３） 勝浦市 吹付工 7  東和泉１ 成田市 〃 17 

笠神 印西市 擁壁工 7  岩船の３ いすみ市 張りコン 18 

春日（４） 銚子市 〃 8  刈田子町 千葉市 特法枠工 18 

内浦 鴨川市 〃 8  小田部２ 横芝光町 待擁壁工 18 

井戸山 多古町 法枠工 9  吉橋 八千代市 特法枠工 18 

島田 4 八千代市 特法枠工 9  下福田１ 成田市 〃 18 

蔵波 袖ヶ浦市 待擁壁工 9  神納３ 袖ケ浦市 待擁壁工 18 

大堀（３） 匝瑳市 も擁壁工 9  小東田 いすみ市 張りコン 20 

南中 多古町 ｱﾝｶｰ工 9  岩船の１０ 〃 切土工 20 

金谷 東金市 も擁壁工 10  岩船の１６ 〃 切土工 20 

家名 勝浦市 張りコン 10  森戸町２ 銚子市 待擁壁工 20 

宝田３ 成田市 特殊枠工 10  西坊田 南房総市 〃 20 

宝田４ 〃 〃 10  大竹１ 成田市 切土工 20 

大草町２ 千葉市 〃 11  角来２ 佐倉市 特殊枠工 20 

八重崎２ 匝瑳市 〃 11  地蔵前 長南町 ｺﾝ吹付 20 

三十根 いすみ市 張りｺﾝ 11  田間２ 東金市 特法枠工 20 

久麦 南房総市 特法枠工 11 小東田２ いすみ市 張りコン 20 

人見 君津市 待擁壁工 11 岩名 佐倉市 待擁壁工 20 

桑橋３ 八千代市 特法枠工 11 北須賀和田 成田市 切土工 20 

国分の 4 市川市 〃 14 片又木 市原市 特法枠工 21 

塩浦 南房総市 待擁壁工 14 羽鳥２ 佐倉市 特殊枠工 22 

大野の３ 市川市 特法枠工 15 新宮６ 勝浦市 張りコン 23 

宝田２ 成田市 〃 15 白井台２ 佐倉市 特殊枠工 23 

大草町１ 千葉市 〃 15 下福田２ 成田市 切土工 23 

所２ 成田市 〃 15     

大角１ 香取市 〃 15     

鏑木町２ 佐倉市 待擁壁工 16     
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３ 河川改修に関する治水事業計画表＜資料８－１２＞ 

       

表１ 広域河川改修事業    

       

本
数 

級種 水系名 河川名 
着工

年度 
事業延長 備考 

1 一級 利 根 川 坂 川 Ｓ47 ｌ＝ ５，４６０ｍ  

2 〃 〃 根 木 名 川 Ｓ43 ｌ＝２８，６５０ｍ  

3 〃 〃 印 旛 沼 Ｈ16 ｌ＝２９，９７９ｍ  

4 〃 〃 印 旛 放 水路 Ｓ47 ｌ＝ ７，９００ｍ  

5 〃 〃 小野川放水路 Ｓ49 ｌ＝ ２，１９０ｍ  

6 〃 〃 神 崎 川 Ｓ51 ｌ＝ ６，１１０ｍ  

7 〃 〃 座 生 川 Ｈ元 ｌ＝ １，３５５ｍ  

8 〃 〃 鹿 島 川 Ｈ3 ｌ＝ ２，７００ｍ  

9 〃 〃 高 崎 川 Ｈ16 ｌ＝ ２，６５０ｍ  

10 〃 〃 富 士 川 Ｓ55 ｌ＝ １，３７０ｍ  

11 〃 〃 黒 部 川 Ｈ元 ｌ＝ ２，７００ｍ  

12 二級 村 田 川 村 田 川 Ｓ27 ｌ＝ ６，５６０ｍ  

13 〃 栗 山 川 栗 山 川 Ｓ49 ｌ＝３３，８００ｍ 多古橋川、高谷川含む 

14 〃 都 川 都 川 Ｓ39 ｌ＝ ６，６７０ｍ  

15 〃 養 老 川 養 老 川 Ｓ46 ｌ＝ ６，４６０ｍ  

16 〃 一 宮 川 一 宮 川 Ｓ46 ｌ＝ ７，０４０ｍ   

17 〃 海 老 川 海 老 川 Ｓ51 ｌ＝ ２，６７０ｍ  

18 〃 作 田 川 作 田 川 Ｓ60 ｌ＝１５，４００ｍ   

19 〃 南白亀川 南 白 亀 川 Ｓ23 ｌ＝３０，３００ｍ   

20 〃 木 戸 川 木 戸 川 Ｓ41 ｌ＝ ４，０００ｍ  

21 〃 小 糸 川 宮 下 川 Ｓ51 ｌ＝ １，９５５ｍ  

22 〃 矢 那 川 矢 那 川 Ｓ63 ｌ＝   ９８０ｍ  
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表２ 総合流域防災事業    

       

本
数 

級種 水系名 河川名 
着工

年度 
事業延長 備考 

6 一級 利 根 川 大 津 川 Ｓ55 ｌ＝ ５，６４０ｍ  

 〃 〃 清 水 川 Ｈ16 ｌ＝ １，６１２ｍ  

 〃 〃 小 野 川 Ｈ16 ｌ＝ ２，７２０ｍ  

 〃 〃 桑 納 川 Ｈ10 ｌ＝ １，６０２ｍ  

 〃 〃 石 神 川 Ｈ10 ｌ＝ １，５５０ｍ  

14 二級 椎 津 川 椎 津 川 Ｓ45 ｌ＝ ２，８８５ｍ  

20 〃 小 櫃 川 松川(上流) Ｈ元 ｌ＝ ３，４５０ｍ  

21 〃 平久里 川 滝 川 Ｓ50 ｌ＝ ３，６６０ｍ  

24 〃 真 亀 川 真 亀 川 Ｓ60 ｌ＝ ５，１１０ｍ   

26 〃 平久里 川 平 久 里 川 Ｈ20 ｌ＝ ３，８００ｍ  

 

表３ 都市基盤河川改修事業 

水系名 河 川 名 事業延長 備考 

 

利根川 二 重 川 1＝2,410ｍ  

〃 国分川上流 1＝1,164ｍ  

〃 勝 田 川 1＝3,530ｍ  

〃 大 柏 川 1＝1,621ｍ  

村田川 神 崎 川 1＝3,900ｍ  

 

表４ 防災調節池事業 

水  系  名 河 川 名 備  考 

利 根 川（一級） 桑  納  川 H13 統合補助金 

海 老 川（二級） 飯 山 満 川  

矢 那 川（二級） 平     川  
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表５ 河川災害復旧助成事業 

No. 水系名 河川名 事 業 延 長 備   考 

１ 海老川 長津川 1＝ 2,274ｍ ５９年度採択、６３年度迄 

２ 小櫃川 松 川 1＝ 2,374ｍ ６１ 〃  、 元 〃 

３ 養老川 養老川 1＝13,700ｍ 元 〃  、 ５ 〃 

４ 村田川 村田川 1＝ 1,100ｍ 元 〃  、 ４ 〃 

５ 湊 川 湊 川 1＝ 4,800ｍ 元 〃  、 ４ 〃 

６ 利根川 大柏川 1＝ 1,035ｍ 元 〃  、 ５ 〃 

７ 養老川 養老川 1＝ 1,800ｍ ８ 〃  、１１ 〃 

８ 利根川 桑納川 1＝ 1,986ｍ ８ 〃  、１１ 〃 

９ 利根川 黒部川 1＝ 3,343ｍ １１ 〃  、１５ 〃 

 

表５－２ 河川災害関連事業 

No. 水系名 河川名 備   考 

１ 利 根 川 清 水 川 ６１年度採択、６３年度迄 

２ 〃 高 田 川 ６１ 〃  、６３ 〃 

３ 〃 尾羽根川 ６３ 〃  、 ２ 〃 

４ 栗 山 川 高 谷 川 ６１ 〃  、６３ 〃 

５ 一 宮 川 埴 生 川 ６１ 〃  、６３ 〃 

６ 夷 隅 川 落 合 川 ６２ 〃  、 元 〃 

７ 一 宮 川 埴 生 川 元 〃  、 ３ 〃 

８ 〃 長楽寺川 元 〃  、 ３ 〃 

９ 利 根 川 三 宅 川 ４ 〃  、 ６ 〃 

10 養 老 川 養 老 川 ７ 〃  、 ８ 〃 

11 海 老 川 海 老 川 ８ 〃  、 ９ 〃 

12 平久里川 平久里川 ８ 〃  、１０ 〃 

13 利 根 川 中  川 １１ 〃  、１３ 〃 

14 夷 隅 川 落 合 川 １６ 〃  、１５ 〃  

15 加 茂 川 加 茂 川 １７ 〃  、１９ 〃  

 

表５－３ 河川災害復旧等関連緊急事業 

No. 水系名 河川名 事 業 延 長 備   考 

１ 利根川 黒部川 1＝ 4,025ｍ １１年度採択、完了年度１５年度迄 

 

表６ 総合治水対策特定河川事業 

   昭和５４年度から新規事業として採択された。 

水系名 河川名 事 業 延 長 備   考 

利根川 真間川 1＝ 27,615ｍ ○都市基盤区間、激持区間を含む。 
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表７ 河川激甚災害対策特別緊急事業 

（イ）昭和５６年１０月２２日の台風２４号による。 

水系名 河川名 事 業 延 長 備   考 

利根川 真間川 1＝ 7,000ｍ  

 

（ロ）昭和６１年８月４～５日の台風１０号による。 

水系名 河川名 事 業 延 長 備   考 

利根川 真間川 1＝ 1,500ｍ  

海老川 海老川 1＝   830ｍ  

 

（ハ）平成元年７月３１日～８月１日の大雨による。 

水系名 河川名 備   考 

一宮川 一宮川 調整池２池 

 

（ニ）平成５年８月２７日の台風１１号による。 

水系名 河川名 事 業 延 長 備考 

利根川 真間川 1＝ 5,435ｍ  

 

（ホ）平成８年９月２２日の台風１７号による。 

水系名 河川名 事 業 延 長 備考 

一宮川 

一宮川 

阿久川 

瑞沢川 

1＝18,980ｍ 調節池２池  
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表８ 河川総合開発事業 

（イ）小櫃川総合開発事業 亀山ダム 

君津市川俣地先の二級河川小櫃川水系小櫃川に有効貯水容量 1,335 万トンの重力式  

コンクリートダムを築造し、洪水を調節することにより流域下流の君津市、木更津市及び

袖ヶ浦市を水害から守るとともに、既得取水の安定化及び河川環境の保全等のための流量

の確保並びに都市用水の水源確保をはかるものである。 

（完成年度、昭和５５年度） 

（ロ）養老川総合開発事業 高滝ダム 

   市原市養老地先の二級河川養老川水系養老川に有効貯水容量 1,250 万トンの重力式  

コンクリートダムを築造し、洪水の調節することにより流域下流の市原市を水害から守る

とともに、既得取水の安定化及び河川環境の保全等のための流量の確保並びに都市用水の

水源確保をはかるものである。 

（完成年度、平成２年度） 

（ハ）黒部川総合開発事業 

   香取市小見川地先から東庄町に至る一級河川利根川水系黒部川の下流部約９㎞の区間の

河道改修を行うことにより、洪水時の疎通能力を増大させ、さらに掘削によって拡大  さ

れた河道の貯水池化を図ることにより新たに黒部川自流の水資源を開発するとともに、支

川小堀川流域の内水排除を行うものである。 

（完成年度、平成元年度） 

（二）小櫃川総合開発事業 片倉ダム 

   君津市片倉地先の二級河川小櫃川水系笹川に有効貯水容量 654 万トンの重力式    

コンクリートダムを築造し、洪水を調節することにより、流域下流の君津市、木更津市  

及び袖ヶ浦市を水害から守るとともに、既得取水の安定化及び河川環境の保全等のための

流量の確保並びに都市用水の水源確保をはかるものである。 

（完成年度、平成１３年度） 

（ホ）矢那川治水ダム建設事業 矢那川ダム 

   木更津市矢那地先の二級河川矢那川水系田高川に有効貯水容量 106 万トンの傾斜遮水壁

ゾーン型フィルダムを築造し、洪水を調節することにより、流域下流の木更津市を水害  

から守るとともに、既得取水の安定化及び河川環境の保全等のための流量を確保する。 

（完成年度、平成１３年度） 
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４ 道路、橋梁等の維持管理及び道路災害の事故防止関係表＜資料８－１５＞  

    

表１．指定区間及び管理区間延長（国管理分） H17.4.1現在 

（単位：ｋｍ）   

路 線 名 区            間 指定区間延長 備  考 

        

６号 
自 東京都葛飾区金町３－１４６８－１     

至 千葉県我孫子市青山字中新畑１６４４番 23.1   

１４号 
自 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目３６番１号     

至 千葉県千葉市中央区登戸１丁目１９番９ 8.9   

１６号 
自 埼玉県北葛飾郡庄和町大字西金野井字宮橋１２０９     

至 千葉県富津市富津字東町１５０３番の１ 111.6   

５１号 
自 千葉県千葉市中央区中央１丁目６番１０     

至 茨城県稲敷市東町大字西代字東田１６０９ 53.7   

１２６号 
自 千葉県東金市台方字五根倉１０２６番１     

至 千葉県千葉市中央区中央１丁目６番１０ 24.2   

１２７号 
自 千葉県館山市北条字八下地７０２－５     

至 千葉県木更津市桜井字内田１４番の３ 55.2   

２９８号 
自 東京都葛飾区東金町８－４７５０     

至 千葉県松戸市上矢切清水流４７４－３ 12.3   

３５７号 
自 千葉県千葉市中央区村田町８９３番２２９     

至 東京都江戸川区堀江町４４０１ 28.9   

４０９号 
自 千葉県木更津市中島字日之宮２４６０－１     

至 千葉県袖ヶ浦市坂戸市場字上豊田２６０２－１ 3.9   

計 
      

  321.8   
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表２ 橋梁現況調書（国管理分）    H17.4.1現在 

路線名 
指定区間

延  長 

種類別内訳 

鋼橋 コンクリート橋 
鋼橋とコンクリート

橋の混合橋    
合計 

箇所 延長(m) 箇所 延長(m) 箇所 延長(m) 箇所 延長(m) 

６号 23.1 12  1,103  4  364  2  222  18  1,689  

１４号 8.9 3  345  4  68  0  0  7  413  

１６号 111.6 59  8,259  61  3,541  1  17  121  11,817  

５１号 53.7 25  2,557  13  403  1  154  39  3,114  

１２６号 24.2 2  203  1  28  0  0  3  231  

１２７号 55.2 10  796  16  545  0  0  26  1,341  

２９８号 12.3 1  433  2  41  2  322  5  796  

３５７号 28.9 41  7,291  4  141  15  5,172  60  12,604  

４０９号 3.9 1  566  5  1,441  0  0  6  2,007  

計 321.8 154  21,553  110  6,572  21  5,887  285  34,012  

          

          

表３ トンネル現況調書（国管理分）      

路線名 指定区間 

種類別内訳   

鋼橋 コンクリート橋 計   

箇所 延長(m) 箇所 延長(m) 箇所 延長(m)   

６号 23.1 2  288  0  0  2  288    

１４号 8.9 0  0  0  0  0  0    

１６号 111.6 4  756  0  0  4  756    

５１号 53.7 0  0  0  0  0  0    

１２６号 24.2 0  0  0  0  0  0    

１２７号 55.2 12  1,862  13  580  25  2,442    

２９８号 12.3 0  0  0  0  0  0    

３５７号 28.9 0  0  0  0  0  0    

４０９号 3.9 0  0  0  0  0  0    

計 321.8 18  2,906  13  580  31  3,486    

- 645 -



  

表４ 道路現況調書（県管理分）      

      H23.4.1現在 

道路種別 

 

実延長  

(Km) 

種類別内訳 路面別内訳 

路線数 橋梁 トンネル 砂利道 舗装道 

 箇所 延長(km) 箇所 延長(km) (Km) (Km) 

一般国道 13 771.7 677 24.9 85 11.9 0.0 771.7 

計 13 771.7 677 24.9 85 11.9 0.0 771.7 

主要地方道 87 1306.9 758 26.2 27 3.9 1.9 1304.9 

一般県道 203 1345.3 711 19.4 32 3.3 1.3 1344.0 

計 290 2652.2 1469 45.6 59 7.2 3.2 2649.0 

合計 303 3423.9 2146 70.5 144 19.1 3.2 3420.7 

(旧道及び自転車道を含む） 

         

         

表５ 車両配置計画表 

H21.4.1現在 

事務所名 トラック類 パトロールカー ライトバン等 

千葉地域土木事務所 １ ２ 9 
市原土木事務所 2 ３ 6 
千葉港湾事務所 0 ３ 3 
葛南地域土木事務所 1 ２ 13 
葛南港湾事務所 0 １ 3 
東葛飾地域土木事務所 2 ２ 7 
柏土木事務所 1 １ 8 
流山区画整理事務所 0 ０ 7 
柏区画整理事務所 0 ０ 6 
印旛地域土木事務所 1 ２ 8 
成田土木事務所 1 １ 10 
香取地域土木事務所 2 ３ 8 
海匝地域土木事務所 1 １ 5 
銚子土木事務所 1 ２ 5 
山武地域土木事務所 2 ２ 10 
長生地域土木事務所 1 ２ 11 
夷隅地域土木事務所 2 ４ 8 
安房地域土木事務所 2 ７ 12 
君津地域土木事務所 3 ４ 16 
君津土木事務所 0 ０ 5 
木更津港湾事務所 0 １ 3 
北千葉道路建設事務所 0 ０ 6 
真間川改修事務所 0 ０ 5 
大多喜ダム建設事務所 0 １ 1 
亀山・片倉ダム管理事務所 0 １ 1 
高滝ダム管理事務所 0 １ 1 
印旛沼下水道事務所 0 ０ 8 
手賀沼下水道事務所 0 ０ 8 
江戸川下水道事務所 0 ０ 6 

計 23 ４６ 199 
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表６－１ 異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準                                                                   (H21年4月) 

道
路
種
別 

路線名 
担  当 
出 先 
機関名 

規  制  区  間  
 
交通量 

 
(台/12h) 

規制基準 

危険内容 自   郡市   町村字 延長 

規制基準値(mm) 
通行注意 通行止 

気象等観測所 至   郡市   町村字      
  （km） 

 
（㎞） 

時間雨量 時間雨量 
連続雨量 連続雨量 

一
般
国
道 

１２８号 
（旧道） 夷 隅 

勝浦市 大沢 
勝浦市 大沢 0.9  － 

 
 

30 
150 大 森 落石 

４１０号 
（旧道） 

安 房 
君 津 

鴨川市 横尾    1.5 
君津市 豊英    0.9 2.4  － 

 
 

30 
150 長 狭 土砂崩落・路肩決崩 

４１０号 君 津 

君津市 辻森  
2.0  1,891  

 
30 鹿野山 

亀山ダム 土砂崩落・落石・路肩決崩 君津市 大坂 150 

４６５号 

夷 隅 大多喜町 小田代  3.2  
3.7  2,160  

30 清 澄 
亀山ダム 落石・土砂崩落・トンネル 君  津 君津市 黄和田畑  0.5 150 

国   道   計 ４区間 9.0      

主
要
地
方
道 

大多喜君津線 

市 原 市原市 大久保   4.1 
4.9  3,339 

 
  

30 月出 

落石・土砂崩落・路肩決崩 君 津 君津市 川谷    0.8 150 上総出張所 

大多喜君津線 市 原 
市原市 石神 
市原市 石神 1.5  1,392  

30 
150 月 出 土砂崩落 

市原天津小湊線 
君 津 君津市 黄和田畑  3.7  

6.2  826  
30 亀山ダム 

落石・土砂崩落・トンネル 安 房 天津小湊町 四方木 2.5 150 清 澄 

天津小湊夷隅線 夷 隅 

勝浦市 市野郷  
2.2  1,041  

30 久我原橋 
実谷 落石・土砂崩落・トンネル 勝浦市 市野郷 150 

主要地方道計 ４区間 14.8      

一
般
県
道 

加茂木更津線 市 原 

市原市 飯給  
3.1  4,793 

 
 

30 
150 

月 出 
上総出張所 落石・土砂崩落・路肩決壊 市原市 万田野 

小櫃佐貫(停)線 君 津 
君津市 鹿野山 
富津市 稲子沢 4.7  758 

 
 

30 
150 鹿野山 土砂崩落・路肩決壊 

大多喜里見線 
夷 隅 
市 原 

大多喜町 伊藤   2.0 
市原市 田渕    3.2 

5.2  4,793  30 
150 月 出 トンネル・土砂崩落・落石 

南総月出線 市 原 
市原市 古敷谷 
市原市 月出 

4.4  591  30 
150 月 出 土砂崩落・落石 

勝浦布施大原線 夷 隅 
勝浦市 市野郷 
御宿町 上布施 6.0  2,151  

30 
150 実 谷 落石・路肩決壊 

勝浦上野大多喜線 夷 隅 
勝浦市 植野 
勝浦市 興津 1.6  1,140  

30 
150 大 森 土砂崩落・路肩決壊 

小田代勝浦線 
 

夷 隅 
大多喜町 粟又    
勝浦市 上植野    

10.8  649  30 
150 大 森 トンネル・土砂崩落・落石 

犬掛館山線 安 房 
富山町犬掛 
富浦町居倉 

4.7  2,488  30 
150 

佐久間 
三 芳 土砂崩落・路肩決壊 

県   道   計 ８区間 40.5      
都道府県道合計 １２区間 55.3      
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表６－２ 特殊通行規制区間及び道路通行規制基準                                         （H21.4.1) 
道
路
種
別 

路線名 
担 当 
出 先 
機関名 

規  制  区  間  
 

交通量 
 

台/12hr 

規制条件 
（通 行 止） 危険内容 

 
自  郡市  町村字 
至  郡市  町村字 

（km） 

 
延長 

 
（km） 

一
般
国
道 

１２８号 
（旧道） 安 房 天津小湊町 小湊 0.7 2,819 パトロールによる 崩落・路肩決壊 

４０９号 長 生 
長柄町 大庭 
長南町 蔵持 2.8 6,551 〃 崩落・トンネル 

  安 房 丸山町 西原   11.1 
丸山町 大井 
鴨川市 宮山   1.8 

     
４１０号      
  安 房 12.9  1,759 〃 土砂崩落・地すべり・路肩決壊 
   君津市 久留里 

君津市 広岡 
     

４１０号 君 津 6.9 6,466 〃 落石・トンネル・路肩決壊 
   君津市 名殿 

君津市 名殿 
     

４６５号 君 津 0.5 6,466 〃 落石・トンネル・路肩決壊 
４６５号 
(バイパス開通区間を除く) 

 君津市 黄和田畑 
君津市 柳城 

     
君 津 7.9 232 〃 落石・路肩決壊・トンネル 

４６５号 
(バイパス開通区間を除く) 

 君津市 平田 
富津市 上後 

     
君 津 9.0 2,623 〃 落石・土砂崩落路肩・決壊 

国  道  計 ７区間 40.7    

主
要
地
方
道 

千葉茂原線 長 生 
長柄町 皿木 
長柄町 国府里 4.3 12,796 パトロールによる 崩落・路肩決壊 

千葉鴨川線 
 君津市 広岡 

君津市 笹 
     

君 津 5.5 4,469 〃 落石・トンネル・路肩決壊 

茂原大多喜線 長 生 
長南町 市野  々
長南町 埴生沢 1.8 8,862 〃 土砂崩落 

木更津富津線 君 津 
木更津市 小浜 
君津市 大和田 3.7 13,185 〃 土砂崩落 

鴨川保田線 安 房 
鋸南町 横根 
鋸南町 井原 1.8 1,675 〃 土砂崩落・地すべり 

五井本納線 長 生 
茂原市 大沢 
茂原市 渋谷 4.2 13,185 〃 路肩決壊 

市原天津小湊線 市 原 
市原市 田渕 
市原市 国本 1.8 5,145 〃 落石・土砂崩落 

市原天津小湊線 
 天津小湊町 四方木 

天津小湊町 天津 
    

安 房 7.0 826 〃 土砂崩落・トンネル・路肩決壊 

天津小湊夷隅線 安 房 
天津小湊町 内浦 
天津小湊町 内浦 2.1 4,190 〃 路肩決壊・落石 

富津館山線 

君 津 富津市 上後     9.7 
富津市 豊岡 
鴨川市 金束     1.3 

    
     

安 房 11.0 1,368 〃 落石・土砂崩落・路肩決壊 

鴨川富山線 
 鴨川市 上 

鴨川市 西 
    

安 房 5.4 955 〃 土砂崩落・路肩決壊・地すべり 

鴨川富山線 館 山 
富山町 二部 
丸山町 大井 10.1 2,024 〃 地すべり 

久留里鹿野山湊線 君 津 
君津市 西栗倉 
富津市 加藤 11.3 669 〃 落石・土砂崩落 

地   方   道   計 １３区間 70.0    
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道
路
種
別 

路線名 
担  当 
出 先 
機関名 

規  制  区  間  
交通量 

 
台/12hr 

規制条件 
（通 行 止） 危険内容 

 
自  郡市  町村字 
至  郡市  町村字 

（km） 

延長 
 

（km） 

36 (145) 
長浦上総線 

  
君津 

君津市 岩出 
君津市 久留里市場 

 
3.0 

 
1,786 

  
パトロールによる 落石・土砂崩落・路肩決壊 

37 (147) 
長柄大多喜線 

 
長生 

長南町 佐坪 
長南町 市野  々 1.6 2,550 〃 土砂崩落 

38 (163) 
小櫃佐貫(停)線 君津 君津市 福岡 

君津市 鹿野山 6.4 473 〃 土砂崩落・路肩決壊 

39 (169) 
南総馬来田線 君津 木更津市 丹原 

木更津市 地蔵堂 1.6 2,115 〃 土砂崩落・路肩決壊 
 
40 

(171) 
加茂長南線 

  
市原 

市原市 徳氏 
市原市 徳氏 

 
1.3 

 
4,793 

 
〃 落石・土砂崩落・トンネル 

41 (172) 
大多喜里見線 夷 隅 大多喜町 泉水 

大多喜町 伊藤 0.7 4,793 〃 落石・路肩決壊 

42 (182) 
上畑湊線 

 
君津 

富津市 山中 
富津市 岩本 9.6 1,385 〃 落石・土砂崩落 

43 (184) 
外野勝山線 安房 鋸南町 奥山 

富山町 荒川 3.6 1,697 〃 土砂崩落 
 
44 

(186) 
南三原(停)丸線 

  
安 房 

和田町 上三原 
和田町 上三原 0.9 1,526 〃 土砂崩落・地すべり・落石 

45 (257) 
南安房公園線 安房 館山市 波左間 

館山市 洲崎 2.4 3,578 〃 土砂崩落 

46 (272) 
西江見(停)線 安 房 鴨川市 東 

鴨川市 西江見 4.4 235 〃 路肩決壊・地すべり 

47 (258) 
富山丸山線 安房 富山町 合戸 

富山町 吉沢 1.1 2,392 〃 地すべり 
県     道     計 

 １２区間 36.6    

都 道 府 県 道 合 計 
 ２５区間 106.6    
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表７ 道路防災事業計画書        

      H24.4.1  

     （単位：箇所）    

事業種別 全体計画 H23まで H24以降残 

 
落石等危険箇所 781 387 394 

耐震対策を 

要する橋梁 

架 替 24 16 8 

補 強 207 191 16 

１．全体計画は平成８，９年度の道路防災総点検による。 

２．落石危険箇所は、維持、修繕による対策計画であり、改築によるものは含まない。 

３．耐震対策（補強）を要する橋梁は跨線橋、跨道橋、県境橋梁、緊急輸送道路上の橋梁である。 

表８ 異常気象における道路通行規制（通行止）     

                【一般国道指定区間】    

 通行規制区間        

         （木更津出張所） 

  規  制  区  間 交通量         

路 線 名 区   間   名  延 長 Ｔ99 気象等基準値 危険内容 

    ㎞ (台／日)         

一般国道 千葉県安房郡富浦町南無谷     連続雨量     

１２７号   ～安房郡富山町小浦 2.7 12,755 200mm 以上  土砂崩落 

  千葉県安房郡鋸南町元名         土砂崩落 

〃   ～富津市金谷 1.5 8,981 〃  落  石 

          

 特殊通行規制区間        

           （木更津出張所） 

  規  制  区  間 交通量         

路 線 名 区   間   名  延 長 Ｔ99 規 制 条 件 危険内容 

    ㎞ (台／日)         

一般国道 千葉県富津市金谷     パトロール等に     

      8.0 8,981 より危険が予想 波浪による冠水 

１２７号   ～富津市海良     されるとき     
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５ 高潮対策事業表＜資料８－１６＞    

    

表１．国土交通省水管理・国土保全局所管海岸    

       

事業名 沿岸名 海岸名 管理者 事業延長 指定年月日 施設等 

高              

潮 

千葉東 北九十九里 千 葉 県 6,366m H7.3.31 
ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ  1,814m   

離岸堤    836m 

〃 野 手 〃 6,540m H7.3.31 ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ  1,945m 

〃 東条・広場東 〃 1,450m H18.3.7 護岸工  1,450m 

東京湾 浦 安 〃 3,400m H5.3.12 護岸工  3,400m 

〃 市 川 〃 3,440m H24.6.1 
護岸工  1,700m 

胸壁工  3,440m 
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表２ 農林水産省所管海岸 

       

事業名 沿岸名 漁港・海岸名 管理者 
指定区域延長

(ｍ) 
指定年月日 施  設 

高 潮 千葉東 片 貝 千葉県 1,300 昭和 41 年 11 月 1 日 護岸   783m 

〃 〃 岩 船 大原町 753 平成 5年 6月 22 日 護岸   680m 

〃 〃 太夫崎 鴨川市 1,400 昭和 41 年 12 月 6 日 護岸   680m 

〃 〃 和 田 千葉県 250 昭和 45 年 6 月 23 日 護岸   250m 

〃 〃 白 子 千倉町 440 昭和 40 年 4 月 2 日 護岸   131m 

〃 〃 千 倉 千葉県 450 昭和 45 年 5 月 6 日 護岸   450m 

〃 〃 七 浦 千倉町 330 昭和 40 年 5 月 14 日 護岸   329m 

〃 〃 富 崎 〃 899 昭和 45 年 6 月 23 日 護岸   890m 

〃 〃 野 島 白浜町 980 平成 3年 3月 26 日 － 

〃 〃 川 下 〃 215 昭和 61 年 7 月 18 日 護岸   81m 

〃 〃 外 川 千葉県 1,515 昭和 63 年 10 月 28 日 
護岸 1,089m 

離岸堤 100m 

〃 〃 岩和田 御宿町 300 昭和 38 年 12 月 10 日 護岸   303m 

〃 〃 御 宿 〃 156 昭和 45 年 11 月 4 日 護岸   122m 

〃 〃 勝浦東部 勝浦市 1,309 平成 6年 6月 28 日 
護岸   993m 

消波堤 102m 

〃 〃 串 浜 〃 1,440 平成 5年 6月 22 日 

突堤    70m 

離岸堤 195m 

人工ﾘｰﾌ 25m 

〃 〃 松 部 〃 95 平成元年 9月 12 日 護岸    99m 

〃 〃 守 谷 〃 573 昭和 38 年 5 月 14 日 護岸   549m 

〃 〃 大 沢 〃 610 昭和 53 年 3 月 10 日 
護岸   198m 

消波堤 135m 

〃 〃 小 湊 千葉県 670 平成 11 年 11 月 30 日 護岸   640m 

〃 〃 天 津 〃 310 平成 8年 12 月 27 日 護岸   220m 

〃 東京湾 船 形 〃 920 平成 14 年 1 月 29 日 護岸   583m 

〃 〃 小 浦 富山町 100 昭和 42 年 6 月 20 日 護岸   100m 

〃 〃 高 崎 〃 500 昭和 42 年 6 月 20 日 － 

〃 〃 勝 山 千葉県 410 平成 3年 2月 5日 
突堤   140m 

護岸   320m 

〃 〃 竹 岡 富津市 485 昭和 42 年 6 月 20 日 － 

〃 〃 大 貫 〃 660 昭和 40 年 3 月 26 日 堤防   263m 

〃 〃 富 津 千葉県 3,188 昭和 47 年 5 月 26 日 護岸 1,426m 

〃 〃 金 谷 富津市 90 昭和 61 年 11 月 14 日 
護岸   81m 

突堤  92m 

〃 〃 金 田 木更津市 1,490 平成 6年 10 月 14 日 護岸 1,472m 

計    21,388   
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表３ 構造改善局所管海岸 

   海岸保全施設整備事業 

海岸課 地 名 延 長 総事業費 実 施 年 度 備 考 

 

長浦海岸 

 

奈良輪地区 

ｍ 

1,155.45 

千円 

108,710 

 

昭和 37 年度～昭 43 年度 

堤防高 

Ｔ，Ｐ 4.3ｍ 

 

表４ 低地対策河川事業 

事 業 名 河川名 主な施設名 事業延長 備  考 

地盤沈下対策事業 境   川 護岸 1＝1,335ｍ  

〃 高 谷 川 排水機場、護岸 1＝1,260ｍ  

高 潮 対 策 事 業 旧 江 戸 川 護岸 1＝4,910ｍ  

〃 都   川 護岸、橋梁 1＝1,450ｍ  

〃 印旛放水路 防潮堤 1＝2,500ｍ ＪＲ橋架換済 

都市河川総合整備事業 旧江戸川 護岸 l＝4,340ｍ  

特定地域堤防機能 

高 度 化 事 業 

旧江戸川 築堤 l＝8,000ｍ  
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表５ 国土交通省（旧運輸省）所轄海岸     

     平成12年3月31日現在  

事 業 名 沿 岸 名 海 岸 名 地 区 工種 単位  計  

高 潮 東 京 湾 千 葉 港 船 橋 水門 基   5  

    排水機場 基   4  

    護岸 ｍ   1,534.3  

    胸壁 ｍ   1,717.0  

   千 葉 水門 基   13  

    排水機場 基   7  

    護岸 ｍ   10,207.1  

    胸壁 ｍ   1,403.2  

高 潮 東 京 湾 木更津港 木 更 津 水門 基   2  

    排水機場 基   1  

    陸閘 基   2  

    樋門 基   3  

    胸壁 ｍ   1,302.7  

    堤防 ｍ   157.0  

    護岸 ｍ   7,402.0  

高 潮 東 京 湾 上総湊港 湊 離岸堤 ｍ   401.1  

    護岸 ｍ   1,615.0  

    突堤 基   3  

高 潮 東 京 湾 浜金谷港 金 谷 護岸 ｍ   175.0  

高 潮 東 京 湾 館 山 港 館 山 護岸 ｍ   789.0  

    突堤 ｍ   519.0  

高 潮 外 房 興 津 港 興 津 水門 基   3  

    護岸 ｍ   449.7  

    堤防 ｍ   157.1  

    突堤 ｍ   3.0  

          

６ 地盤沈下対策事業関係表＜資料８－１７＞    

表１ 地盤沈下対策河川事業       

事  業  名 河 川 名 施 設 名 備     考 

      境   川 境川排水機場      ５ｍ３/ｓ 

    秣   川 秣川   〃      23ｍ３/ｓ 

地盤沈下対策河川事業 真 間 川 真間川  〃      50ｍ３/ｓ 

    猫 実 川 猫実川  〃       20ｍ３/ｓ 

    海 老 川 海老川  〃       40ｍ３/ｓ 

      堀 江 川 堀江川  〃       10ｍ３/ｓ 
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７ 侵食対策事業関係表＜資料８－１８＞     

表１ 国土交通省水管理・国土保全局所管海岸     

        

事業名 沿岸名 海岸名 管理者 事業延長 指定年月日 施設等 

侵食 千葉東 一 宮 千葉県 7,000ｍ H7.3.31 ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ 4,255ｍ 

〃 東京湾 館 山 〃 1,400ｍ S33.5.31 突堤 80ｍ 

 

   

表２ 国土交通省（旧運輸省）所管海岸   

       

事 業 名 沿 岸 名 海 岸 名 地 区 工 種 単 位 計 

浸 食 千 葉 東 名 洗 名 洗 消波堤 ｍ 3228.0 

        突堤 基 4.0 

        離岸堤 ｍ 70.0 

        離岸堤（潜堤） ｍ 110.0 

浸 食 千 葉 東 興 津 興 津 消波堤 ｍ 534.0 

        護岸 ｍ 204.0 

        突堤 基 3.0 

        離岸堤（潜堤） ｍ 94.3 

浸 食 東 京 湾 浜 金 谷 港 金 谷 護岸 ｍ 726.0 

        突堤 基 1.0 

        潜堤 ｍ 50.0 

浸 食 東 京 湾 千 葉 検 見 川 突堤 基 3.0 

        護岸 ｍ 1300.0  

浸 食 東 京 湾 上 総 湊 上 総 湊 離岸堤（潜堤） ｍ 468.0 

        突堤 基 1.0 

浸 食 東 京 湾 館 山 館 山 突堤 基 6.0 

        護岸 ｍ 1800.0 
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表３ 農林水産省所管海岸      

        

事業名 沿 岸 名 漁港海岸名 管 理 者 指定区域延長 指定年月日 施 設（ｍ） 

侵 食 千 葉 東 銚 子 千 葉 県 3,490 昭和48年11月13日 護岸 785 

〃 〃 飯 岡 〃 940 昭和33年5月31日 護岸 402 

〃 〃 栗 山 川 〃 380 平成4年3月27日 護岸 274 

〃 〃 太 東 〃 693 平成3年7月23日 消波堤 448 

        護岸 224 

        突堤 300 

〃 〃 大 原 〃 810 平成8年12月27日 突堤 145 

        消波堤 663 

〃 〃 勝 浦 〃 900 昭和61年11月14日 護岸 160 

        離岸堤 228 

        消波堤 275 

〃 〃 鵜 原 勝 浦 市 1,905 昭和51年4月23日 護岸 143 

〃 〃 鴨 川 千 葉 県 240 昭和48年8月24日 護岸 190 

〃 〃 浜 波 太 鴨 川 市 95 平成6年6月28日 護岸 60 

〃 〃 乙  浜 千 葉 県 1,260 平成 8 年 9 月27 日 護岸 905 

計       10,713ｍ       

 

 

 

 

８ 海岸防災林造成事業計画 ＜資料８－１９＞ 

民  有  林 

 地域森林計画 年  度 施工地区数 事業内容 

森林課 

北部 平成２０年度～平成２９年度 ７ 砂丘造成、森林整備、防潮工、

根固工 南部 平成２２年度～平成３１年度 ６ 

 合  計 １３  
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９ 地すべり防止事業等の概要＜資料８－２０＞ 

       

表１ 地すべり事業実施概要 

国土交通省所管の地すべり事業は、昭和３３年度に鴨川市高田地先で着手し、現在までに２１箇所が

概成し、８箇所で継続して事業中である。 

 

 管内 区域指定・開始年度 
地すべり 

防止区域数 
事業内容 

耕地課 安房・君津 昭和34年度～ ５４ 地表水排除工、地下水排除工 

※事業費は県単を含む。 

 

 
地域森林

計画 
年  度 

施工 

地区数 
事業内容 

森林課 南部 平成22年度～平成30年度 １８ 水路工、暗渠工、杭工当 

     

 
表２ 治山事業概要  民有林 

 
地域森林

計画 
年  度 

施工 

地区数 
事業内容 

森林課 

北部 平成20年度～平成30年度 ２９ 
土留工、法枠工、植栽工等 

南部 平成22年度～平成30年度 ３９ 

 合計 ６８  

 

表３ 急傾斜地崩壊防止工事（国庫補助）実施概要 

急傾斜地崩壊対策事業（国庫補助）は、昭和４２年に勝浦市川津区域で着手し、現在までに急傾斜地

崩壊危険箇所ランクⅠで４８４箇所が概成している。また、２１箇所で継続して事業中である。 
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10 ため池等災害対策事業＜資料８－２１＞     

 平成６年１０月改定農村整備課編集「農業ため池台帳」に基づき，県単ため池等緊急整備事業を

実施する。 

管内市町村別ため池箇所数内訳表 

 管内 市     町     村 市町村数 ため池数 比率(％) 

1 千葉 
千葉市（５）、船橋市（１）、八千代市（５）市原市

（９３） 
4 104 8.1 

2 東葛飾   0 0 0 

3 印旛 成田市（１２）、栄町（１） 2 13 1.0 

4 香取 
香取市（１９）、神崎町（１）、多古町（５）、東庄

町（１１） 
4 36 2.8 

5 海匝 銚子市（２０）、匝瑳市（２）、旭市（１１） 3 33 2.5 

6 山武 
東金市（６）、大網白里町（１４）、九十九里町（１）

山武市（５）、横芝光町（５） 
5 31 2.4 

7 夷隅 
茂原市（７８）、一宮町（２１）、睦沢町（３９）、

長生村（４）長柄町（３９）、長南町（６８） 
6 249 19.4 

8 長生 
勝浦市（９０）、いすみ市（２２２）、大多喜町（６

９）、御宿町（１５）、 
4 396 30.8 

9 君津 
木更津市（１７）、君津市（６０）、富津市（７９）、

袖ケ浦市（２４） 
4 180 14.0 

10 安房 
館山市（５３）、鴨川市（４７）、南房総市（１３０）、

鋸南町（１４） 
4 244 19.0 

計   36 1,286 100.0 
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［９］大規模事故対策関係 
［放射性物質事故対策］ 

１ 県内の核燃料物質使用事業所の現状＜資料９－１＞ 

 平成24年10月1日現在 

事 業 所 所在地 用途等 種類 

（財）日本分析センター 千葉市 使用（検査・分析） プルトニウム、天然ウラン 

劣化ウラン、トリウム 

独立行政法人放射線医学総合研究所 千葉市 使用（試験研究） プルトニウム、低濃縮ウラン、 

ウラン233、天然ウラン、 

劣化ウラン、トリウム 

(株)ｼﾞｬﾊﾟﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｲｰｽﾄ  

（旧（株）日立製作所ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

茂原市 貯蔵 トリウム（当該物質が付着した

手袋などを保管） 

ＪＮＣ石油化学（株）市原製造所 

（旧チッソ石油化学（株）五井工場） 

市原市 貯蔵 劣化ウラン 

（財）電力中央研究所我孫子地区 我孫子市 貯蔵 プルトニウム、天然ウラン、 

トリウム 

住友化学(株)千葉工場 

（旧住友化学工業（株）千葉工場） 

袖ケ浦市 貯蔵 天然ウラン、劣化ウラン 

日本メジフィジックス（株） 

千葉工場 

袖ケ浦市 使用（放射性同位

元素の輸送） 

劣化ウラン（輸送に使用する遮

蔽容器の素材の一部が劣化ウラ

ン） 

（株）藤井製作所千葉工場 白井市 貯蔵 プルトニウム 

富士フィルムＲＩファーマ（株） 

千葉事業所 

(旧（株）第一ラジオアイソトープ研究所

千葉事業所) 

山武市 ①使用（放射性同

位元素の輸送） 

②貯蔵 

①劣化ウラン（輸送に使用する

遮蔽容器の素材の一部が劣化ウ

ラン） 

②天然ウラン 

 

２ 県内の核原料物質使用事業所の現状＜資料９－２＞ 

平成24年4月1日現在 

事業所 所在地 用 途 等 種類 

野口ビニール加工 銚子市 使用（浴用剤「トロン浴

剤」の原料として使用） 

モナザイト鉱 

 

３ 県内の放射性同位元素等使用事業所の現状＜資料９－３＞ 

〈出典 文部科学省ホームページ〉 

平成23年3月31日現在 

区

分 
医療機関 研究機関 教育機関 民間機関 その他機関 総数 

千

葉

県 

許

可 

届

出 

計 許

可 

届

出 

計 許

可 

届

出 

計 許

可 

届

出 

計 許

可 

届

出 

計 許

可 

届

出 

計 

30 1 31 6 18 24 16 6 22 51 105 156 3 33 36 106 163 269 

- 659 -



  

  

４ 近隣地域の原子力施設等（原子力艦含む）の現状＜資料９－４＞ 

 

 

〈出典 茨城県地域防災計画〉 

事業所名 所在地 

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 

東海研究開発センター原子力科学研究所 

茨城県那珂郡東海村 

 

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 

東海研究開発センター 核燃料ｻｲｸﾙ工学研究所 

茨城県那珂郡東海村 

 

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 

大洗研究開発センター 
茨城県東茨城郡大洗町 

日本原子力発電㈱ 茨城県那珂郡東海村 

三菱原子燃料㈱ 茨城県那珂郡東海村 

ニュークリア・デベロップメント㈱ 茨城県那珂郡東海村 

国立大学法人 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 茨城県那珂郡東海村 

原子燃料工業㈱東海事業所 茨城県那珂郡東海村 

日本核燃料開発㈱ 茨城県東茨城郡大洗町 

（財）核物質管理センター東海保障措置センター 茨城県那珂郡東海村 

 

〈出典 神奈川県地域防災計画〉 

事業所名 所在地 

㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 神奈川県横須賀市 

㈱東芝原子力技術研究所 神奈川県川崎市 

 

 

〈出典 神奈川県ホームページ〉 

横須賀は、佐世保（長崎県）、ホワイトビーチ（沖縄県）とともに、我が国における米原子力軍艦の寄

港地となっています。 
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 ［海上災害］            

１ 独立行政法人海上災害防止センター保有船舶及び保有資材一覧表＜資料９－５＞     

 表１ 保有船舶（資材等）一覧表                   

   総トン       保有資材 消火設備   

  船 名  長さ 速力 喫水  航行 オイルフェンス 油 処 放水銃 消火用 粉末放射量  備   考 

   馬力      区域 名 称 水面上 長 さ 理 剤     （kg／秒／基）   

           高さｍ ｍ （㍑）  （㍑／分／基） 泡原液 薬剤保有量   

おおたき 199.00       Ｂ 型       18,000㍑／分×１       40kg 消防船 

090-3022-2771 36.32 15.28  2.835m  沿海 充気式 0.3 160   － 4,000㍑／分×１ 22,000㍑    5,100kg 放水銃泡水兼用 

   1,800×2       ＴＹＢ       3,000㍑／分×１     油処理剤散布装置 

          －300A            （360㍑／分×2） 

きよたき 263.00        Ｂ 型       18,000㍑／分×１      40kg 消防船 

090-3023-6053 90.00  16.00  3.00 m 沿海 衛立式 0.3 300   － 4,000㍑／分×１ 22,000㍑   5,100Kg 放水銃泡水兼用 

   1,800×2               1,800㍑／分×２     油処理剤散布装置 

          －300A             （K-4A型×1） 

             

  表２ 油防除資材一覧表           

資材名 油回収装置 油吸着材 油処理剤 オイルフェンス  

場所   kg ㍑ ｍ  

出洲４号物揚場 
－ 3,230 8,018 2,000（B型） 

 

[防災艀(大東防災５号)]  

横須賀市田浦港 １式 3,202 8,020 3,000（B型） 
 

 

 

センター千葉基地（北／南） 

 

小型油回収装置（ﾌｫｲﾚｯｸｽﾐﾆｽｷﾏｰ×１基：回収能力 約30KL/h）、中型油回収装置（GT-185×１基：回収能力 約65KL

/h、TDS２５０OLPスキマー×１基：回収能力 約１３０KL/h、ﾊﾞｲｺﾏﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾅｰ×２基：回収能力 約30KL/h）、可搬式一

時貯蔵ﾀﾝｸ、中型ﾂｲﾝﾉｽﾞﾙ消火装置×１基、その他保護具検知器（防護服、空気呼吸器、可燃性／有害ｶﾞｽ検知器、防毒

ﾏｽｸ及び各種吸収缶）、海水等ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ資機材、ｹﾞﾙ化剤・吸収性ﾎﾟﾘﾏｰ等海上災害対応用資機材一式保有 
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２ （株）ダイトーコーポレーション千葉支店保有船舶及び保有資機材一覧表  ＜資料９―６＞ 

船  名 
 

船舶電話 

総トン数 
長さ 
馬力 

速 力 
航行 
 

区域 

保  有  資  器  材 
展張速度 

 
ｍ／分 

巻揚 
装置 

消   火   設   備 

備  考 オイルフェンス 油処理剤 
 

リットル 

油吸着 
マット 
ｋｇ 

放  水  銃 
泡 水 兼 用 
（㍑／分／基） 

消火用 
泡原液 
㍑ 

粉末放射量 
(kg/秒/基) 
薬剤保有量 名 称 水面上 

高さｍ 
長さ 
ｍ 

と き わ 
090-3022-7885 

 175.00 
  29.03 

1,550×2 
14.0 平水 

ｶﾅｴ産業 
ﾀﾃ型 
（Ｂ） 

  0.3   300     2,000     101     45 なし 
   6,000  ×1 
   3,000  ×2 

 
 9,000 

    35 
 

   2,000 

消防曳船 
放水銃泡水兼用 

さきもり１号 
090-3023-7553 

 173.00 
  29.03 

1,550×2 
14.0 平水 同上   0.3   300     2,000     101     45 同上 

   6,000  ×1 
   3,000  ×2 

 
 10,000 

    35 
 

   2,000 
同上 

さ つ き 
090-3023-9864 

 177.00 
  29.03 

1,550×2 
14.0 平水 同上   0.3   300     2,000     101     45 同上 

   6,000  ×1 
   3,000  ×2 

     
 11,000 

    35 
 

   2,000 
同上 

の じ ま 
090-2241-9955 

  24.00 
  19.95 

  450×2 
19.0 平水 － － － － 95    － 同上 3,000×1 － 

 
交通艇兼作業船 

か い ほ う 
090-3022-7945 

19.00 
18.10 
812×2 

15.0 平水 
ｶﾅｴ産業 
ﾀﾃ型 
（Ｂ） 

0.3 300 600 95 50 同上 3,000×2 600 
 

ｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張兼作業船 

つ む ら 
090-7825-0017 

  36.90 
  18.17 

  270×2 
19.0 平水 － － － － － － 同上 － － 

 
交通艇兼作業船 

あくあまりん 
090-3022-3572 

  19.00 
  18.20 

  420×2 
17.0 平水 － － － －     95 － 同上    3,000  ×1 － 

 
同上 

ひまわり 
090-3025-7652 

  18.00 
  15.97 

  520×2 
21.0 沿海 － － － －     51 － 同上   2,000  ×1 － 

 
同上 

どりーむ 
090-3022-5723 

  17.00 
  16.50 

  360×2 
21.0 沿海 － － － － － － 同上 － － 

 
同上 

第三つるしげ丸 
  17.00 
  17.69 

  390×2 
13.5 平水 － － － －     51 － 同上    1,000  ×1     200 

 
同上 

大東防災１号 
090-3334-5789 

  19.00 
  17.85 

  420×2 
10.6 平水 

ｶﾅｴ産業 
ﾀﾃ型 
（Ｂ） 

  0.3 1,080       300     95     75 油圧式 
リール   3,000  ×1     300 

 ｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張作業船 
放水銃泡水兼用 
市原・袖ケ浦海上共同防災 

大東防災２号 
090-3108-4755 

  19.00 
  17.60 

  420×2 
11.2 平水 同上 0.3   810       300     95     75 同上    3,000  ×1     300 

 ｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張作業船 
放水銃泡水兼用 
千葉海上共同防災配属 

大東防災３号 
  19.00 
  17.60 

  420×2 
11.2 平水 同上   0.3   810       300     95     75 同上    3,000  ×1     300 

 ｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張作業船 
放水銃泡水兼用 
市川・船橋海上共同防災配 

大東防災５号 300トン 被曳航 平水 
SK-750 
ｶﾅｴﾀﾃ 
Ｂ型 

  0.3 2,000 
   5,004 

他に優先使用 
   3,000 

3,230     45 同上      250  ×1 － 
 海上災害防止センター 

千葉県基地資器材備蓄艀 

内タン防災艀 180トン 同上 平水 ﾀｲﾎｰ工業 
Ｂ型   0.3   600      756   600 － － － － 

 全国内航タンカー組合 
関東支部千葉ターミナル
資材備蓄艀 
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船  名 
 

船舶電話 

総トン数 
長さ 
馬力 

速 力 
航行 
 

区域 

保  有  資  器  材 
展張速度 

 
ｍ／分 

巻揚 
装置 

消   火   設   備 

備  考 オイルフェンス 油処理剤 
 

リットル 

油吸着 
マット 
ｋｇ 

放  水  銃 
泡 水 兼 用 
（㍑／分／基） 

消火用 
泡原液 
㍑ 

粉末放射量 
(kg/秒/基) 
薬剤保有量 名 称 水面上 

高さｍ 
長さ 
ｍ 

千葉港在船 
み ず ほ 

090-3026-7061 

 179.00 
  32.25 
  3,600 

14.20 平水 － － －     0 － － －      350  ×1 0 
 

曳船 

千葉港在船 
は や ぶ さ 
090-3022-5808 

 230.00 
  37.16 
  4,000 

15.10 平水 － － －     0 － － － 
   6,000  ×1 
     500  ×2  
     350  ×1 

6,400 
 35 

 
2,000 

消防曳船 
放水銃泡放水兼用 

千葉港在船 
だ い お う 
090-3022-7724 

 233.00 
  36.25 
  3,600 

14.50 平水 － － －     0 － － － 
   3,000  ×1 
     500  ×2  
     350  ×1 

3,000 
35 
 

2,000 
同上 

千葉港在船 
お お と り 
090-3022-1829 

249.00 
  37.16 
  4,000 

14.50 限定 
沿海 

－ － －     0 － － － 
   6,000  ×1 
     500  ×2  
     350  ×1 

6,400 
35 
 

2,000 
同上 

横浜港在船 
て ん ざ ん 
090-3022-2442 

 233.00 
  36.26 
  3,600 

14.50 平水 － － －     0 － － － 
   3,000  ×1 
     500  ×2 
     350  ×1 

0 
 

曳船 

横浜港在船 
あ け ぼ の 
090-3023-4485 

232.00 
  36.25 
  3,600 

14.50 平水 － － －  0 － － －      350  ×1 0 
 

同上 

横浜港在船 
ゆ み は り 
090-3023-6345 

 245.00 
  36.25 
  3,600 

14.50 平水 － － － 0 － － －      350  ×1 0 
 

同上 

横浜港在船 
さ く ら 

090-3026-1796 

 178.00 
  32.25 
  3,600 

14.50 平水 － － － 0 － － －      350  ×1 0 
 

同上 

横浜港在船 
く ろ が ね 
090-3022-0868 

245.00 
  36.26 
  4,000 

14.50 平水 － － － 0 － － －      350  ×1 0 
 

同上 

横浜港在船 
や ま と 

090-3023-1959 

 181.00 
  32.25 
  3,600 

14.00 平水 － － －      0 － － －      350  ×1 0 
 

同上 

横浜港在船 
た ち ば な 
090-3022-4101 

 239.00 
  36.06 
  4,000  

14.50 平水 － － －    0 － － －      350  ×1 0 
 

同上 

横浜港在船 
に し き 

090-3024-3077 

 175.00 
  32.25 
  3,600  

14.20 平水 － － －     0 － － －    350  ×1 0 
 

同上 

横浜港在船 
ち と せ 

090-3022-7412 

 175.00 
  32.25 
  3,600 

14.30 平水 － － －       0 － － －      350  ×1 0 
 

同上 

- 663 -



  

［航空機災害］         

１ 成田国際空港㈱の消防力 ＜資料９－７＞   

            

表１ 社員及び消防救難用車両       

 ア 消防救難従事職員数  ３５名（日勤者３名含む）     

 イ 消防救難用車両現有数     平成21年4月1日現在 

種    類 
保 有 水 ﾀ ﾝ ｸ 水成膜泡消火 粉末ﾀ ﾝ ｸ 

放射能力 備     考 
台 数 積 載 量 薬剤積載量 積 載 量 

大型化学消防車 2 12,500 ℓ 900 ℓ 300 kg 6,000 ℓ/min 
（１台あたり） 

（１２５００型） 3 12,500 ℓ 800 ℓ 300 kg 6,000 ℓ/min 

化学消防車 1 6,100 ℓ 400 ℓ 200 kg 4,500 ℓ/min 
（１台あたり） 

（６０００型）                 

給水車   3 8,000 ℓ         1,500 ℓ/min （１台あたり） 

救急車   2                   

指揮車   1                   

破壊救難車 1                 空気膨張式テント １張 

救急医療器材 1               空気膨張式テント ５張 

搬送車(ﾄﾚｰﾗｰ付)                   救急医療資器材一式 

小型救急医療器材 1               空気膨張式テント ２張 

搬送車(2ｔﾄﾗｯｸ)                   救急医療資器材一式 

総合指揮車 1              会議用机、椅子 

（現場調整所用                電話回線×２ 

 車両）                  臨時電話回線設備(12)等 

フォークリフト車 1                   

            

表２ 化学消火薬剤保有状況                          平成22年3月現在 

常置場所 消火薬剤名 数   量 保 有 形 状 備     考 

空港消防所 水成膜泡消火薬剤   4,600 ℓ 消防車搭載 
900 ℓ/台×2台 

800 ℓ/台×3台 

     （３％）           400 ℓ/台×１台 

〃    〃   8,460 ℓ タンクローリー タンクローリー 3,600ℓ 

            及び備蓄倉庫 備蓄倉庫    4,860ℓ 

〃 粉末消火薬剤   1,700 kg 消防車搭載 300 kg/台×5台  

                  200 kg/台×１台 

〃    〃   3,330 kg 備蓄倉庫     
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２ 成田市及び成田国際空港周辺市町村の消防力＜資料９－８＞   

         

 表１ 消防職員数             平成24年4月1日現在    

消 防 本 部 人 数（人）    

成 田 市 消 防 本 部１ 275    

富 里 市 消 防 本 部 80    

佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 372    

香取広域市町村圏事務組合消防本部 215    

匝瑳市横芝光町消防組合消防本部 109    

山武郡市広域行政組合消防本部 263    

合   計 1,314    

   

 表２ 消防ポンプ自動車等現有数    平成24年4月1日現在 

消防本部 

成田市消防

本部 

富里市消防

本部 

佐倉市八街

市酒々井町

消防組合消

防本部 

香取広域市

町村圏事務

組合消防本

部 

匝瑳市横芝

光町消防組

合消防本部 

山武郡市広

域行政組合

消防本部 

合 計 
種 別 

普通消防ポンプ自

動車 
5 1 10 6 2 1 25 

水槽付消防ポンプ

自動車 
7 2 8 7 4 9 37 

は
し
ご
付
消
防
自
動
車 

１８ｍ以下               

２４ｍ               

３０ｍ   1 2 1     4 

３８ｍ以上 1         1 2 

屈折はしご付消防

自動車 
1           1 

大型高所放水車               

泡原液搬送車               

化
学
消
防
車 

泡消火型 3 1 4 3 1 2 14 

粉末消火型   
  

          

指揮車 5 1 5  2 4 17 

救急自動車 8 3 11 7 3 8 40 

救助工作車 2 1 2 2 1 2 10 

小型動力ポンプ積

載車 
           

小型動力ポンプ             

電源・照明車 1   1      1 3 

広報車 7 1  1  4 7 20 

その他車両 2 4 8 1   15 
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 表３ 化学消火薬剤保有状況  

         平成24年4月1日現在 

薬剤種別 たん白系（ｋｌ） 合成界面活性剤 水成膜泡消火薬剤 

消防本部 ３％型 ６％型 （ｋｌ） （ｋｌ） 

成田市消防本部 0 0 0 0.98 

          

富里市消防本部 0 0 0.96 0.00 

          

佐倉市八街市酒々井町 0 0 2.26 0.06 

消防組合消防本部         

香取広域市町村圏 0.54 0.02 0.36 0.42 

事務組合消防本部         

匝瑳市横芝光町 0 0 1.25 0.00 

消防組合消防本部         

山武郡市広域行政組合 0 0 2.18 2.04 

消防本部         

合    計 0.54 0.02 7.01 3.50 
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３ 成田国際空港の概要＜資料９－９＞  
 表１ 空港主要施設の概要等  
    平成24年4月1日現在 

主要施設 現在供用中の施設 今後の整備予定 
空港敷地面積 約１０４０ｈａ 約１０５ｈａ 
滑走路 Ａ滑走路 ４, ０００ｍ×６０ｍ Ｂ滑走路  2,500 ｍ×60ｍ 
  Ｂ滑走路 ２，５００ｍ×６０ｍ [横風用滑走路  3,200ｍ×60ｍ] 
誘導路 延長約３９．４km 幅３０ｍ 延長約１０．３km 幅２５ｍ 
エプロン 面積 約２３０ｈａ 面積約４３ｈａ 
  スポット  １４９ スポット５ 
     
航空機給油施設 敷地面積 約１９ｈａ   
新空港石油ターミナル 銅製屋外地上タンク２５基   
  （約１４４千kℓ分）   
     
第２給油センター 敷地面積 約１３．２ｈａ  
  銅製屋外地上タンク ８基 銅製屋外地上タンク １０基 
  （約４８千kℓ分） （約６０千kℓ分） 
      
ハイドラント 給油スポット  １３２ 給油スポット  ５ 
      
航空保安施設  ＮＤＢ  ［２］局 
  ＶＯＲ（超短波全方向性無線標識施設）   ２局   
  ＤＭＥ（距離測定装置）          ２局   
  ＩＬＳ（測器着陸装置）          ４式 ＩＬＳ  ［２］式 
 (空港事務所所轄分) 

(同上) 
(同上) 
(同上) 

 

ＡＳＲ／ＳＳＲ（空港監視レーダー）   ２式  
ＡＳＤＥ（空港面監視レーダー）     ２式 
ＡＧ（対空無線装置）送信所       ３局 
ＡＧ（対空無線装置）受信所       ２局 
マルチラテレーション          １式 

 

   
航空灯火 Ａ滑走路対応（進入灯，滑走路灯等）     １式 横風用滑走路対応 
  Ｂ´滑走路対応（進入灯，滑走路灯等）   １式 （進入灯，滑走路灯等) 1式 
      
旅客取扱施設 第１旅客ターミナルビル（延床面積約４５．１万㎡）  
  第２旅客ターミナルビル（延床面積約３６．２万㎡）  
      
貨物ターミナル 日航貨物ビル、第１貨物ビル、第２貨物ビル   
  第３貨物ビル、第４貨物ビル、第５貨物ビル   

  
第６貨物ビル、第７貨物ビル、輸入共同上屋ビル、
第１貨物代理店ビル、第２貨物代理店ビル、 

  

  第２貨物代理店ビル付属棟、保税通関ビル、   
  貨物管理ビル、整備地区貨物上屋、燻蒸倉庫、   
  天浪地区貨物上屋、南部第1～第6貨物ビル   
 （合計延面積 約２９．５万㎡）  
   
航空機整備施設 日航第１ハンガー（幅１９０ｍ, 奥行９０ｍ）   
  日航第２ハンガー（幅１００ｍ, 奥行９０ｍ）   
  日航第３ハンガー（幅１０５ｍ, 奥行８５ｍ）   
  日航Ａハンガー （幅１５５ｍ, 奥行９０ｍ）   
  全日空第１ハンガー（幅２００ｍ, 奥行９０ｍ）   

  
NCAライン整備ハンガー（幅８４m，奥行９０m） 
ノイズリダクションハンガー 
（幅８０ｍ,奥行１０３ｍ） 

  

      
駐車場 面積 約３１ｈａ  
  駐車能力 約１０，１００台   
（注意１）横風用滑走路については、円卓会議の結論により、平行滑走路完成後、環境への影響などを   

調査した上で改めて地域に提案することになっている。 
     なお、それまでの間は当面、地上通路として整備する。 
     ［ ］内の記載事項は横風用滑走路に係るものである。 
（注意２）Ｂ滑走路については、２００２年初夏の供用に向けての整備が困難な場合になったことから、

暫定的にＢ′滑走路を整備した。 
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